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平成２３年１月臨時会会議録 

 

 

平成２３年１月２６日 水曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   今  田  雄  三  議員     ６番   金     利  寛  議員 

  ７番   小  関     淳  議員     ８番   遠  藤  敏  信  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   沼  澤  恵  一  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員 （０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

教 育 長 武 田 一 夫  総 務 課 長 星 川   基 

政 策 経 営 課 長 伊 藤 元 昭  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸  教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 﨑 卓 美 

生 涯 学 習 課 長 柿 崎 憲 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 坂 本 孝一郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 高 木 祐 子  主 任 笹 原 孝 一 
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議 事 日 程 

平成２３年１月２６日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 議会案第１号新庄市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第１号平成２２年度新庄市一般会計補正予算（第４号） 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者はありません。 

  これより平成23年１月新庄市議会臨時会を開

会いたします。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において金 利寛君、新田道尋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告いたします。 

  去る１月19日の午前10時から、議員協議会室

において議会運営委員６名出席のもと、執行部

から副市長並びに関係課長、そして議会事務局

職員の出席を求めて議会運営委員会を開催し、

本日招集されました１月臨時会の運営について

協議をいたしたところでございます。 

  初めに、執行部から招集日と提出議案等につ

いての説明を受けた後、協議を行った結果、会

期につきましては、提出されます案件が議案２

件であることから、１月26日、本日１日限りと

することに決定したところであります。 

  次に、案件の取り扱いにつきましてですが、

臨時会でございますので、委員会への付託を省

略をして、本会議で審議をしていただくことと

いたしました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げまして、議会運営委員会に

おける協議の経過と結果についての御報告とい

たします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日１月26日、

１日にしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は１月26日、１日と決しました。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。新年になり

まして初めての議会ということで、改めて、新

年明けましておめでとうございます。 

  それでは、行政報告、豪雪対策について申し

上げたいというふうに思います。 
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  年明け以来、低温の中、降り続く雪に市民生

活も大変滞るような状況の記録的な豪雪になっ

ておるわけですが、その対策について御報告申

し上げます。 

  １月19日、雪害対策連絡会議を設置し、道路

除雪を初め水上がり箇所の現場対応、雪おろし

などの安全作業の呼びかけと、雪捨てによる側

溝等の水上がり防止の車両巡回広報など市民生

活に支障が出ないよう対応してまいりました。 

  しかし、その後も冬型の気圧配置が強まり、

22日、先週土曜日の午前８時時点では積雪深

148センチを記録し、依然として雪が続くもの

と見られたことから、基準によります豪雪対策

設置の150センチを予想し、さらに市民生活に

及ぼす影響が大きくなるとの判断から、22日午

前８時30分、新庄市地域防災計画に基づき、副

市長を本部長とする「新庄市豪雪対策本部」を

設置したところであります。 

  現在、堆雪場を追加指定した上で、道路幅員

確保のため排雪作業を強化しておりますが、道

路関係につきましては、交差点の見通しの確保、

通学路の安全確保にも努めてまいります。 

  また、１月27日から最上川を水源とした消流

雪用水の通水を予定しており、市街地のおよそ

3,000世帯が利用する流雪溝の水量がふえるこ

とになります。この水量増加により水上がりも

懸念され、夜間を含む水上がり対策の体制を整

えております。さらに、新庄市消防団長に対し

て、火災発生時の消防水利の確保と、地域内で

の雪による災害の未然防止を指示したところで

ございます。 

  職員体制につきましては、24日から全庁動員

体制を敷き、今申し上げました水上がり対策班

や排雪作業での交通誘導班を編成し、作業に当

たっております。今後、高齢者世帯の雪おろし

など高齢者対応などの面でも、必要に応じて通

常業務に優先させた動員体制で臨んでまいりま

す。 

  人的被害につきましては、大変残念ではあり

ますが、昨日夕刻、萩野におきまして、女性１

人が落雪による状況によりお亡くなりになられ

たということで、御冥福をお祈り申し上げたい

というふうに思います。また、雪おろしによる

落下事故が３件発生し、うち重症が２名となっ

ております。建物被害につきましては、学校な

ど人の住んでいない建物で窓ガラス破損など４

件、報告が来ております。農林関係では１件、

パイプハウス５棟倒壊の報告を受けております。 

  なお、除排雪経費についてでありますが、既

に予算の８割ほどを消化しているため、今後、

補正予算または専決処分による対応をさせてい

ただきたく、お願い申し上げます。 

  今後も降雪、低温が続くと予想され、道路除

排雪、弱者への支援、市施設の適正な管理、市

民への事故防止の注意喚起、協力の呼びかけな

ど各対策について万全の対策を講じてまいりま

すので、議員各位におかれましても、よろしく

御指導、御協力くださいますようお願い申し上

げ、行政報告といたします。 

 

 

日程第４議会案第１号新庄市議会

議員定数条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 

平向岩雄議長 日程第４議会案第１号新庄市議会

議員定数条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇） 

１０番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  議会案第１号新庄市議会議員定数条例の一部

を改正する条例の制定について御説明いたしま

す。 
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  本案は、会議規則第14条第１項の規定により

提出するものであり、提出者は私、小嶋冨弥、

賛成者は金 利寛議員、奥山省三議員でありま

す。 

  別紙をごらん願います。 

  改正の内容は、新庄市議会議員定数について、

現行の20名から２名を減じ、18名に改めるもの

であります。 

  改正の理由は、議案末尾に記載しております

が、本市の人口は現在の定数となった平成19年

の４万人台から、また、これから４年後の平成

27年には３万7,000人台まで、約８％減少する

と推計されます。 

  また、第４次新庄市振興計画においても、３

万7,000人を人口目標としております。このよ

うな人口の推移を踏まえ、議員定数についても

応分の見直しが必要であります。 

  さらに、本市の財政は実質公債費比率が

23.5％となり、早期健全化団体を脱出したとは

いえ、決して楽観できない状況で、今後とも財

政健全化に向けて、市と議会が一丸となって取

り組んでいかなければなりません。このような

諸般の状況を踏まえ、新たな議員定数を定めよ

うとするものであります。 

  この条例改正の施行日は交付の日からとし、

改正後の新定数の適用については附則第２項の

とおり、この条例の施行日以後に告示される一

般選挙としておりますので、来年度４月24日に

予定されている全国統一地方選挙による新庄市

議会議員選挙からの適用となります。 

  以上で説明は終わりますが、よろしく御審議

いただき、御決定いただきますようにお願い申

し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第１号につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） それでは、質問させて

いただきます。 

  まず、議員定数の削減ということであります

が、議員の役割とは何なのかと、どう認識して

おられるのか、まず１点お聞きします。 

  次に、行財政改革という点からでありますが、

そう言うならば、議員の報酬の大幅削減こそ先

ではなかったのか、そのことについてどう考え

ておられたのか、お聞きします。 

  ３点目は、議員の活動を活発化してほしいと

いうことこそ、市民の願いではなかったでしょ

うか。そういう点から見たときに、議員の活動

をみずから制限ということがあったのではない

かということについてお聞きします。 

  例えば、本会議での議員発言の制限などがあ

ります。３回までということで、今まで何人も

の議員がその３回を、もっと質問したかったと

いうことで、残念ながら３回でやめてきたとい

うこともありました。 

  また、紹介議員のあり方について、付託され

る常任委員会の議員が、その紹介者にはなれな

いんだと、請願の紹介議員になれないという制

限がありました。そういう制限は法律にもあり

ません。そういうことから、議員の活動をみず

から縛ってきた今までの議会のあり方があった

のではないか、そういうことを取り払う必要が

あったのではないかと思います。 

  また、議員というのは、私は政策提言、重要

な仕事だと思います。政策提言で、一般質問と

いうのが非常に重要な仕事だと思います。この

ことを50分という時間に制限してきた。前は、
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私が最初に議員になったときに１時間ありまし

た。これが減らされてきました。この時間を50

分ではなくてもっと延ばすということを考えた

り、また、この内容を市民に知らせるというこ

とで議会だよりがありますが、２項目だけに絞

れということもありました。市民からはさまざ

まな意見があり、それを一般質問でさまざま取

り上げるというのは重要な仕事です。この結果

を市民に知らせるのも、議会として重要な仕事

です。それがなかなか市民に伝わらないまま、

議員が何をしているかわからないと、こういう

ふうに見られてきたこともあったのではないか

ということから、議員の活動をみずから制限し

てきた、こういうことを振り返ってみる必要が

あったのではないか、先にそのことが必要なの

ではないかと思います。 

  四つ目に、人口の減少のことが今言われまし

た。全国の３万5,000人から４万人の範囲内の

新庄市と似たような人口を持っている市の議員

数と報酬、平均、これについてお聞きします。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 今、議会とは、という

ようなことですけれども、議会はやっぱり議会

制民主主義において、議員制度の中で負託を受

けた議員がそれぞれ活発にするのが、私は議会

の姿ではないかなと思います。 

  ２番目の財政は、新庄市は実質公債費比率が

非常に高くて、市長初め減額していますし、職

員も減額していますし、やはり議員もみずから

独自の報酬削減をやっているわけでありますの

で、私はそれなりにやって、努力しているわけ

であります。 

  あと、議員の制限、これはやはり私はそれぞ

れの議会運営なり、それぞれの中でやっていた

だきまして、この議員定数のことには、私が提

出した分とはいささか議論が異なるものではな

いかなと思います。 

  あと、いろいろありますけれども、先般、議

長の諮問を受けた議会活性化検討会の中でも、

今後については議会基本条例においてやるとい

うようなことも、先般の全協の中でやっていま

すので、それから審議すべきものではないかな

と私は思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今、お答えいただきま

した。 

  まず、議員の役割は何かということについて

ですが、議員それぞれ活発化することでという、

ちょっとよくわからないような、わかったよう

な答えだったと思います。 

  私は、議員というのは、一つは市政と市民を

つなぐかけ橋だと思います。もう一つは、行政

をチェックする役割を持っていると思います。

その市政と市民をつなぐかけ橋の役割を果たす

議員の数を減らしていいのかということです。 

  そしてまた、行政をチェックする、市長を先

頭にやってきた、提案してきたものを、本当に

無駄はないのか、市民の要望に沿ってどうなの

かというふうにチェックするというのが重要な

役割です。それを減らしていいのかということ

です。時には暴走することもあるわけです。全

国にはそういう市長がおられました。そして、

議会を開かずに、議会、議員は軽視ですね、そ

ういう市長がおられました。その結果、その中

身を市民に知らせて、その市長はおりていただ

くことになったわけですが、議員として市民の

立場からチェックするというのは非常に重要な

ことで、安易に減らす問題ではないと私は思い

ます。 

  それから、議員報酬を独自削減してきたとい

うお話でした。年収にしてみれば５％ぐらい削

減してまいりました。しかし、私、議員になっ

て最初は31万5,000円だったと思います。その

後、２回ほど上げられて、現在の37万円になっ
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ています。 

  ３万5,000人から４万人の人口のある市の議

員の報酬を見ると、平均が33万円だと。これは、

議会事務局から提示された資料で私は初めてわ

かりました。また、３万5,000人から４万人の

人口の市では、議員の平均が20人だということ

も、これも議会事務局から調べていただいた資

料でわかりました。そういうことを考えたとき

に、新庄市の議員定数は決して多くはない、ま

た、報酬については若干多いということがわか

りました。 

  それを考えたときに、どう節約するかという

立場で見たときに、私は報酬を５％程度ではな

くもっと、月33万円まで減らしても、全国では

やっているわけですから、そのようにしてやっ

ていくことで節約を図る、行政改革にも今より

も大きく貢献することができる、財政改革に貢

献できる、そのように思って何度も主張してま

いりました。５％では足りないと私は思うんで

す。 

  それから、議員の数をみずから制限してきた

問題については、定数とは異なるというお答え

でございました。しかし、市民が本当に望んで

いるのは、議員が何をしているかわからないと

いうことがよく聞かれるんです。とても残念で

す。議員それぞれが努力していくことが大事だ

し、議会全体として議員の活動をより自由に、

より市民に多く知らせ、そして自由にやってい

けるようにはどうするかということで、もっと

もっと話し合いが必要だったのではないかなと

私は思います。議員の質問を制限したり、活動

を法律以上に縛ったり、こういったことはもっ

と改善させることができたことではなかったか

なと思うわけです。 

  そういう意味で、私は、この定数削減をする

というのは安易なやり方だと思います。みずか

ら議員の、活動する議員を少なくしていく、市

民と市政をつなぐかけ橋を少なくしていく、行

政をチェックする力を弱める、そういうものに

なると私は思います。 

平向岩雄議長 今のことについて、答弁は必要あ

りませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 必要です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） もちろん議員はやはり、

行政をチェックするのは、これは多かろうが少

なかろうが十分できるわけでありますし、また、

議員は政策提言も十分できるわけですし、また

条例、今みたいに改正も議員としては十分でき

るわけでありますので、それぞれやはりそうい

った意味で、市民の負託を受けた議員がそれぞ

れその任務を全うすることが、定数が少なくな

ろうが、現状のままでも私は何らできるものと

思います。 

  また、議員のいろいろ制限とか言いましたけ

れども、やはり前も言いましたけれども、その

ためには議会基本条例を今度つくりましょうと

いうようなことで、一丸となってこの議会の中

で決議しているわけですので、その意味におき

ましても、新しく選ばれた方でこれをきちっと

やっていくことが、やはり我々議員として市民

に負託を受けた議員の任務ではないかと私は思

うわけです。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議員の数を減らす前に、

本当は議会基本条例なども含めて議会をより活

発にさせるにはどうするか、そして実際にやっ

てみようということをやるべきではなかったか

と私は思うんです。そういうことを先延ばしに、

後にして先に数を減らすというのは安易すぎる。 

  議員の数を減らすということは、例えば、前

でありますと30人、議員がおられた時代があっ

たと聞いております。そういうときには500人

ぐらいの票というか、支持を受ければ議員にな
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れた時代があったと思います。そういう中で、

小さい声を吸い上げて議会に届けることがしや

すかったはずです。それが今度は減らされてい

くことで、1,000人にならなければ、なれない

かもしれません。そうなったときに、１人の人

間の活動というのは限度があります。500人の

声を聞く、吸い上げていくというのと、1,000

人まで広げねばならないといったときに、やっ

ぱり人間として限界があります。 

  そういう意味で、小さい声が議会に上がらな

くなってしまう、上げることができない、市政

に届けることができない、そういうことになっ

てしまうということなんです。そうではないで

しょうか。 

平向岩雄議長 佐藤議員、質問の内容が答弁を求

めるか、求めないのかわからないような質問な

ものですから……。 

２ 番（佐藤悦子議員） 答弁を求めます。減ら

すべきではないと。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 佐藤議員は従来、佐藤

議員の議論として今おっしゃっているわけであ

りますけれども、私は提案理由でも説明したと

おり、本市の人口推計及び財政状況を勘案し、

２名の定数削減を提案いたしました。 

  本市の人口は、平成20年３月に４万人を割り

込み、国立社会保障・人口問題研究所の人口推

計では、５年後の平成27年には３万7,000人、

10年後の平成32年には３万5,000人と推計して

おるのであります。５年後にはおおむね８％の

人口減となり、このような本市の財政状況も改

善されているとはいえ、目標とする実質公債費

比率18％には、なお一段の努力が必要なのであ

ります。 

  こういった状況から勘案し、定数の１割、２

名の削減が適正と判断し、議会案として提出し

たものであります。よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 私も、安易な議員定数

の削減と報酬の削減はしてはならないという立

場で質問させていただきます。そして、議会改

革活性化検討会の一員であったこと、それを踏

まえた上で、あえて質問をさせていただきます。 

  議会改革活性化検討会では、議員定数につい

てはどのような結論に至ったんでしょうか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 今、質問をいただきま

したけれども、議会へ報告の中では、小関議員

も副代表の立場で十分に理解しているわけであ

りますので、改めてここで申し上げることは、

私はいかがなものかなと思います。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） まあ、そう言われると

思いましたが、では、私から議員定数について、

どのような結論に至ったかを申し上げます。 

  定数削減をすべきという、そういう声もあり

ましたが、削減については慎重にすべきだ、定

数を維持すべきだという意見もあった、両論が

あったはずでございます。その両論の中には、

今、小嶋代表がおっしゃったように、市の財政

をかんがみて、あとは人口減少を考えて、そう

いうふうに削減はやむなしという声と、要する

に議会を縮小させるということは、執行部に対

していろいろな確認事項をするパワーを弱める

ことになるのではないかという意見もあったは

ずですよね。それを確認したかったんです。 

  私は、行政改革と議会改革とは全く質を異に

するものだと思っております。行政改革という

のは、最少経費で最大の効果を追求しなければ

いけないということで行政改革があります。し

かし、議会改革というものは、議会をいかに市
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民のものにしていくか、市民の声をいかに執行

部に反映させて、執行部を変えさせていくか、

いい方向に持っていくか、そういう機能が議会

だと私は思います。 

  これから、小嶋議員が今おっしゃったように、

議会基本条例などの制定も目指していかなけれ

ばいけない。そして、政策立案なども議会とし

てどんどんやっていかなければいけない。議会

には、山ほどのやることがたまっています。そ

れをこれからこなしていくためには、十分な人

員が必要なのではないかと私は考えるわけです。 

  ちなみに、常任委員会、三つの常任委員会が

ありますが、大学の教授の見解では、常任委員

会が十分に機能するためには６人から10人が必

要だと言っています。そして、会津若松市の場

合は７人から８人が適当であると、会津若松市

にとっては、委員会運営を十分にしていくため

には７人から８人が必要だと。それで、会津若

松市の場合は市民の声もありましたが、定数削

減をするという声もありましたが、しかし、会

津若松市議会では定数を現状のままと決めてい

るわけです。なぜか。議会としてやらなければ

いけない仕事が山積しているという事実、現状

を踏まえて、そういう決断をしていくわけです。 

  新庄市議会にも、そういう断固たる決意があ

っても、私はよかったのではないかと。市民と

どれだけ、私たち議会はコンタクトをとったん

ですか。どれだけ市民の意見を聞いて、議会活

動はこういうものだということを説明して、ど

れだけ密接に議論をしたんですか。私は、して

いない。その十分な市民との議論をした上での

選択であれば、私は少数精鋭で、少数精鋭の議

会で私は何ら構わないと思います。そのプロセ

スを経ないで、市民が「議員定数を削減しなさ

い」、市民が「議員報酬を削減しなさい」と言

うことをうのみにして本当に進めていいのか。

本当に危険な流れだと、私は思います。 

  市民のお気持ちはわかります。わかりますけ

れども、本当の、本来変えなければいけない、

あとは本来の流れというのはどういうものなの

かということを、やっぱり市民に議会として説

明することが最優先されるべきことだと私は今

でも思っています。機能する議会を目指してい

くこと、それが議会の市民に対する姿勢だと思

うわけですね。 

  そういうことですが、小嶋議員、どうでしょ

うか。ちょっと演説っぽくなりましたけれども、

一言ちょっと。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 定数をめぐっては、議

会改革活性化検討会が昨年11月に、維持と削減

というような両論を併記して報告いたしました。

それによって議長は、議員懇談会、全協を数々

重ねまして、そして今日に至ったわけでありま

すので、決して私がここに唐突に出したわけで

はございませんし、その過程においても、議員

は十分私とともにやってきたわけですので、御

理解を得ていただけたものかと思いますし、こ

れはやはり本来はもっと早く出すべきところだ

ったんでしょうけれども、やはりいろいろな懇

談会、協議会を入れて、そしてまずとにかく皆

さんの、議会の中で減らすというようなことを

決めて、そして年を越してから、減らす順序は

19名か18名かというような議論で、やはりこの

議場において、多数決で２人というような決定

した経過を受けて私は議案提出をしているわけ

ですので、その辺は御理解をしていただければ

ありがたいなと思います。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 随分検討してこういう

ふうに、こういう結果になって提案されておる

わけでありますけれども、まず第１点には、こ

れは財政から来ているんですね。 
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  皆さんも御承知のように、新庄市は全国650

以上の市の中で、財政が破綻したのは夕張市一

つですが、あれと肩を並べておったんですよ、

新庄市が。ようやく山の峰から、赤字団体の谷

底に落ちないで、反対側に何とか傾いたという

だけで、まだすごい財政が赤字になっているん

ですよ。そういう観点から皆さんが協議して、

心情的には私は皆さん、今の発言と同じですよ。

議員がやっぱり、議員が減ればそれだけ大変だ

ということはわかる。しかし、今考えてみます

とね、平成の合併があったんですよ。あの合併

が、相当の合併をやっている。ここは、最上郡

は一つもやりませんけれども、最上郡が平成合

併、どこかでやったとすればですよ、新庄市が

今10名前後ですよ、議員が。まだいいじゃない

ですか、それから考えたら。 

  だから、やはり議員が減ればだれだって、１

人減れば１人減っただけ活動が少なくなる。し

かし、今、一般会計で140億、特別会計とで約

240億から250億の予算をチェックするのが本当

なんですよ、議員というものは。あと、そのほ

かの市民対策というの、これも全部やらなけれ

ばなりませんが、その分は職員もおりますし、

介護関係は民生委員もおります。そういうもの

に協力を、なお一層の協力をいただいて、議員

の少なくなった分を行政で考えるべきじゃない

んですか。私はそういう考えをもって、２名の

減に賛成しました。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 今、報告を聞きました

が、この定数問題に関して、１月12日に全協を

開いて、非公式に２名削減というような形で会

議を閉めたわけでありますが、その後、議長が

記者、マスコミさんと記者会見だか何かをやっ

たコメントが、朝日新聞に載っていた内容なん

ですが……、これに「市民の声に従うべきだ」、

そういうようなコメントを出されたのは間違い

ないですか。朝日新聞に載っている、「市民の

声に従うべきだ」と、議会は。間違いないです

か。 

  まあ、いいですよ、後でもいいけれども、小

嶋議員にお聞きしたいのは、そういうふうな議

長のコメント、こういうふうな考え方が、この

委員会というか、報告された内容に何か反映さ

れているような状況があったのか、その辺なか

ったのか、ひとつお聞かせいただきたいと思い

ます。 

平向岩雄議長 私に対する質問のようでございま

すので、これは……（「おかしいぞ、これ、違

うんだべ」の声あり） 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） お答えします。 

  そんなことは一切ございません。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 当然だと思います。そ

ういう議会であってはならないわけで、市民の

声はですね、我々議員は議会で議論をする、そ

ういうものだと私は思っておりました。議長が

「従うべきだ」という、そういうふうなコメン

トをなされたならば、大変な問題なんです。ま

あ、議会でそういうふうな、今回の報告の中に

はそういうふうな物事を反映されなかったとい

うことで、大変私も安心しました。 

  そういうことで、私はこの定数削減は反対は

しておらない、検討会の一員でもありました。

そういう中でいろいろ議論されてきた経緯があ

って、議長にも報告されたわけであります。 

  そういう中で、今、小関議員もおっしゃいま

したが、いろいろな、いろいろな形で検討会で

も検討して、どうしたらこの今の議員20名、実

質19名なんですが、どうしたら市民と、市民か

ら理解され、そして市民から議会の動きを、全
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然見えない、そういうような声が、何とかしな

ければならないということでいろいろ議論して、

活性化の方向性を見出して、議長にも諮問、答

申したわけでありますが、それらは報告もあり

ましたが、基本条例とかいろいろな形でこれか

ら反映していくというようなこともありますが、

この削減、私は正直言って少ないなという感じ

でおったんですが、皆さんの、民主主義で２名

ということになったわけで、それには反対はす

るものではありません。そうした議長がこうい

うふうな、中立の立場でおらなければならない

責務がある。そうしたことを、「市民の声だか

ら従わなければならないんだ」というような物

事のとらえ方でマスコミ報道されるような状況

をつくった、これは大変重要な問題だと私は思

っていますが、そういうようなことが、小嶋議

員のほうからは反映されなかったとありますが、

別に後でまた、これは問わなければならないな

と私は思っております。 

  そういうことで、議長にも質問していいか、

ちょっとわからないんだけれども、その辺、議

長、確認の意味でですが、そういうことがあっ

たのか、記者団と。できれば答えて。（「休憩」

の声あり） 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４２分 休憩 

     午前１０時４２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） そういうことを、今、

議長がそういうことを言われました。では、記

者、マスコミさんに、「私が言っていないこと

を、おめだ報道したな」ということで何らかの、

何らかの行動をとったんですか。そういうこと

はなかった、そのまま、マスコミ報道にそのま

ま、そういう状況だったんですね、まあ、今の

現状では。（「もう少しはっきりしろや、はっき

り」の声あり） 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４４分 休憩 

     午前１０時４５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 質問が、今回が最後に

なるような気がしますんですね。今まで何回も

協議会、懇談会を経ながらここまで来たんです

が、私の質問に対する答弁が一回も返ってこな

い。 

  というのは、議会改革活性化検討会で出され

た報告書の中の５番目にあった、これはマスコ

ミとも関係あるんですけれども、山新です、こ

このところを聞きたいと。「議会の機能、役割

を」――その定数をどうこうする一つの根拠と

してですね、「議会の機能、役割を十分に市民

に理解していただくことが先だ」というふうに

書いてあるんですよ。その次に、その上で議会

基本条例の制定、要するにこれは議会基本条例

の制定をすることが先だと。その上で、定数等

について市民と議論をするということが書いて

あるわけですね、報告されているわけですよ。

これを山新では、「両論併記」というふうに、

これも今、議長が言ったように、いろいろな新

聞記者のとらえ方でこれはやむを得ないと思う

んですが、これは両論併記ということで報告を

されたのかどうかですね、その辺。どうも私は、

この文章から行くと、私は両論併記というふう

にとらえられないんです、私の頭の中では。実

際、その検討委員会はどういうふうにこれをさ

れたかね、この際お伺いしたい。 
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  それから、削減というのは、やはり皆さんが

今まで発言されたように財政状況、また人口減

からいって、また山形県内の他町村の定数を比

較していけばずっと妥当な定数。というのは、

２減で18ならばそんなおかしくないんじゃない

かと、見比べてもね、そんなことで18というふ

うになったんだろうというふうに私は思ってい

ます。 

  それで、みんないろいろかみ合わせますと、

新庄市はやはり今の状況ですと18がいいかなと

私は思っています。ただ、その流れでね、検討

会もやったんですから流れで、せっかくやった、

討議されたものが生かされなければならないん

じゃないかと私は思うんですよ。我々の代表と

して検討会の会をつくって出したものに対して、

私は従うべきだというふうに思っていました。 

  そんなことで、この両論併記の部分を検討会

がそのものが、皆さんがどういうふうな考えか

ら、この報告書にこういうふうな文章が出てき

たか、それだけをお伺いしたい。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） これ、活性化検討会は

もう報告が終わっている、終わって、皆さん、

了解を得ているわけですので、改めてここで私

は問われても、お答えする立場はもうないので

はないかなと思います。（「議長、賛否とれ」

「おかしいよ、これ」の声あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） いろいろ議論されてい

るんですが、この件については全協も３回ほど

やっておりますね。その中で、議員の多数決を

とって賛成多数ということ、結論が出ているん

です。それから、小嶋議員、説明されましたけ

れども、マスコミやほかの関係とは一切関係あ

りませんということで報告しているんじゃない

ですか。 

  そういう経過が流れた状況から考えていきま

すと、きょうの会議は本会議なので、本会議で

賛否をとってやるのが当然でしょう、これは。

議論等は尽くしたはずです。そうじゃないです

か。それでやるべきですよ。私はそういうこと

で、議事進行を要求します。 

平向岩雄議長 そういうようなことで、ほかに質

問ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ、

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤議員、賛成か反対か、どちら

ですか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 反対討論をします。 

平向岩雄議長 佐藤議員の反対討論を認めます。 

   （２番佐藤悦子議員登壇） 

２ 番（佐藤悦子議員） 私は、今回の議会案第

１号新庄市議会議員定数条例の一部を改正する

条例の制定について、反対します。 

  この内容は、現在20名の定数を18名に、２名、

議員定数を削減するという内容になっています。

それには私は反対です。 

  議会と議員は地方自治の大きな担い手で、無

駄だからないほうがよいというものではありま

せん。地方自治法は議員定数について、自治体

ごとに住民の声を代表する議員数を定めていま

す。新庄市の法定議員数、これは上限というこ

とだそうですが、26人です。現在の新庄市の議

員定数は20人です。これを大きく下回っていま

す。 

  では、全国ではどうなのか。全国の新庄市と

同じぐらいの規模の市、人口、先ほど10年後に

３万5,000人になるのではないかという話があ

りましたが、人口３万5,000人以上４万人未満
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の全国の市の全国平均議員定数は20.1人です。

ですから、３万5,000人になっても、20人とい

う定数は全国平均です。 

  それから、財政削減、財政が非常に厳しいか

ら、そこに協力するためにやるべきだという話

がありましたけれども、私は重要なのは、税金

の無駄使いをなくすために議員がより多くいて、

チェックするという立場が非常に重要だと思う

んです。 

  議員報酬について、私は引き下げをすべきだ

と思います。私は議員になってから、議員報酬

の引き上げについて一貫して反対してまいりま

した。全国の状況を見ますと、人口３万5,000

人以上４万人未満の市の議員報酬の平均額は33

万4,926円です。それに対して新庄市は37万円

です。議員報酬を33万円に下げた場合、１年で

１人当たり約50万円の節約となります。20人で

1,000万円の節約となり、市民のための福祉な

どの財源にすることができます。 

  市民の中で非常に今、市政に対して厳しい声

があります。特に、区長協議会の皆さんが議員

定数削減を要望してきたことを私は知りました。

それで、区長の手当をお聞きしたら、非常に安

い手当で御苦労なさっているということをお聞

きしました。ほかの他市町村の状況をちょっと

聞きましたら、年間15万円の区長手当をもらっ

ているところもあると聞きましたから、新庄市

は非常に低い手当で区長の皆さんには大変な御

苦労をかけているわけです。 

  そういう意味では、こうした1,000万円の節

約をすることができれば、本当は区長手当を上

げまして、区長もまた、行政と市民のかけ橋を

担っていますので、そういう意味では真剣に働

いていただく交通費などになっていただければ

と思うわけで、そういうことに充てることがで

きたとも思います。（何事か呼ぶ者あり）いろ

いろ言わないで、ぜひ討論をしていただきたい、

前面に立って討論していただきたいと思います。 

  議員の本来の役割は何なのか、市民の声を届

けて、市政と市民をつなぐ大きなかけ橋です。

また、市議会は行政をチェックする役割を持っ

ています。議員を安易に減らしてはならない、

私はそう思います。市長も市民から選ばれた方

ではありますが、時には暴走する方もおられま

す。全国ではごらんのように、市議会を、議会

を軽視して開かないで、どんどんどんどんとい

ろいろ進めてしまった結果、市民から、市民の

利益に反することまでやられているということ

で厳しい批判がされて、市長をおりていただく

ことになりました。そういうときに、やっぱり

議会の声が大事だったと私は思います。 

  日本共産党は、こうした役割を持つ議員を必

要以上に削減することには賛成できません。無

駄使いをなくさせるためにも、細かな市民の目

で見ていく議員がいることが大事です。これ以

上議員を削減し、住民の声の届かない市政にし

てよいのか、私はそういう疑問から、議員を削

減することには反対します。 

平向岩雄議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第１号新庄市議会議員定数条例の一部

を改正する条例の制定については、原案のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

会案第１号は原案のとおり可決されました。

（「休憩」の声あり） 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５８分 休憩 
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     午前１１時０８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第５議案第１号平成２２年新

庄市一般会計補正予算（第４号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第５議案第１号平成22年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第１号平成22年度

一般会計補正予算について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第１号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ２億

5,466万円を追加し、補正後の予算総額を146億

1,053万8,000円とするものであり、緊急総合経

済対策による国の補正予算に対応する内容であ

ります。 

  主な補正内容について御説明申し上げます。 

  ６ページをごらんください。 

  まずは、歳入についてでありますが、国の補

正予算の趣旨が円高・デフレ対応のための緊急

総合経済対策であることから、地域の活性化ニ

ーズに応じるための国庫補助金が中心となって

おります。 

  14款２項国庫補助金として３種類の交付金を

計上しておりますが、学校施設耐震化に係る

「安全・安心な学校づくり交付金」と、地域活

性化に資するための「きめ細かな交付金」「住

民生活に光をそそぐ交付金」でございまして、

合計１億3,707万2,000円を計上しております。 

  その他の財源といたしまして、市債及び普通

交付税を増額計上して充てることにしておりま

す。 

  ７ページからの歳出についてでありますが、

今般の国の補正予算の骨子であります地域活性

化のための交付金事業と学校施設耐震化等推進

事業の補正内容となっております。昨年度とほ

ぼ同様に、確実な景気回復を目指すための国の

補正が成立し、地方支援策として実施されるも

のであります。 

  補正の内容は、８ページ、10款３項中学校費

に計上しております耐震化推進に係る工事請負

費と、これ以外の全分野に及ぶ地域活性化を活

用した事業と、大きく二つで構成されておりま

す。これらの事業は一部を除き、昨年度の国の

経済対策と同様に予算の繰り越しが認められて

おりますので、御理解いただきたいと思います。 

  私からの説明は以上でありますが、詳細につ

きましては政策経営課長から説明させますので、

御審議いただき、御決定くださいますようお願

い申し上げます。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

   （伊藤元昭政策経営課長登壇） 

伊藤元昭政策経営課長 それでは、私のほうから、

議案第１号平成22年度一般会計補正予算（第４

号）につきまして御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ２億

5,466万円を追加し、補正後の総額は146億

1,053万8,000円になります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページからの第１表、歳入歳出

補正予算を御確認いただきたいと思います。 

  次に、３ページ、第２表、地方債補正でござ

います。将来の公債費負担を考慮し、市債発行

の抑制を図っているところでございますが、中

学校施設耐震化工事につきまして、国庫補助金

以外の分の財源を義務教育に係る起債に充てる

ための増額を行うものでございます。 
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  次に、６ページ以降の事項別明細書について、

歳入につきまして御説明申し上げます。 

  歳入の内容は、地方交付税、国庫補助金、市

債の三つとなっておりますが、市債は地方債補

正で御説明したとおりでございますが、14款２

項国庫補助金につきましては、国の補正予算の

成立による、いわゆる円高・デフレ対応のため

の緊急総合経済対策としての地方支援のための

補助金でございます。この緊急総合経済対策予

算をいまだ経済が停滞しているこの時期に的確

かつ効果的に活用するために、「安全・安心な

学校づくり交付金」と地域活性化交付金の「き

め細かな交付金」「住民生活に光をそそぐ交付

金」の制度にのっとり、実施してまいります。 

  まず、安全・安心な学校づくり交付金7,552

万4,000円は、耐震化を要する新庄中学校、日

新中学校、両校舎の改修工事に生かし、安全な

学校施設の整備を図ってまいります。 

  きめ細かな交付金と住民生活に光をそそぐ交

付金は、従来からの地域活性化交付金に位置づ

けられているもので、新たに設置されました住

民生活に光をそそぐ交付金は、大事な分野であ

りながらも、これまで光が当てられてこなかっ

た分野に対する支援を目的とした新たな交付金

でありまして、今回配付させていただいており

ます資料のとおり、経済対策として的確に執行

が図られる多くの事業を実施するために計上し

てございます。 

  きめ細かな交付金と住民生活に光をそそぐ交

付金の国からの本市への配分額は、おのおの

5,082万2,000円、1,072万6,000円でありまして、

全額を計上してございます。 

  これら交付金の充当以外の経費につきまして

は、10款１項地方交付税の普通交付税を財源と

して対応してまいります。 

  続きまして、７ページからの歳出について御

説明させていただきます。 

  歳出は、いずれも国の緊急総合経済対策の対

応に係る事業の計上でございまして、地域活性

化のための交付金事業と学校施設耐震化等に資

する事業の二つが盛り込まれてございます。 

  ３ページにわたります歳出でございますが、

まず、８ページでございますけれども、学校施

設耐震化に係る分につきましては、学校管理費

におきまして工事請負費１億6,324万円を計上

してございますが、このうち１億5,500万円が、

補助率２分の１である安全・安心な学校づくり

交付金を生かした耐震化工事の費用でございま

す。学校施設における耐震補強におきまして、

まずもって実施すべき新庄中学校、日新中学校

の校舎の一部を耐震化いたし、安全・安心な学

校環境を確保してまいりたいと思っております。 

  もう一方の柱であります地域活性化交付金事

業は、この学校耐震化に係る工事計上分以外の

分野になります。 

  ３款民生費におきましては、在宅老人福祉、

児童行政、保育所運営、８款土木費におきまし

ては、道路維持、公園管理、雪総合対策、10款

教育費におきましては、小中学校の管理運営と

教育振興、社会教育施設及び体育施設の管理、

さらには旧山屋小学校施設活用事業として、地

域活性化交付金の趣旨に合致した優先度の高い

ものと判断される事業を対象に選定して、計上

してございます。 

  これらの具体につきましては、お手元の資料

にその事業名称、個別の補正予算計上額等を明

示してございますので、御参照していただけれ

ばと思います。 

  まず、資料の１でございます。資料の１枚目

が「きめ細かな交付金」を活用した事業で、こ

れまでと同様に地域のニーズに応じたきめ細か

な事業を実施することができるようにとのねら

いのもので、多くが修繕や工事のハード事業と

なります。特に、表の後半に旧山屋小学校に係

る工事の分がございますが、これは閉校後の施

設活用の計画に基づき、消防施設改修や浴室、
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あるいは客室設置等をこの財源を用いて効果的

に実施しようとするものでございます。きめ細

かな交付金事業の分の補正予算計上額の合計が

7,812万4,000円、国からの配分額5,082万2,000

円を充当しております。 

  また、２枚目の資料２でございますが、「住

民生活に光をそそぐ交付金」を活用した事業と

いたしましては、新設の交付金でございまして、

これまで住民生活にとって大事な分野でありな

がら光が十分に当ててこられなかった弱者に対

する支援や地域づくりなどに対する取り組みへ

の支援をねらいとしたものでございます。主に

ソフト事業が対象となります。 

  二つ目の双葉荘耐震改築事業負担金につきま

しては、２カ年にわたる本市の負担分につきま

して、今年度９月に補正予算化いたしました額

と同額で、来年度、23年度として計画しており

ましたものを前倒しして執行いたしたく考えて

おるものでございます。住民生活に光をそそぐ

交付金事業の分の補正予算計上額、合計2,148

万7,000円で、国からの配分額1,072万6,000円

を充当いたしております。 

  この二つの地域活性化交付金は、計上した事

業費が国配分額よりも上回っておりますが、今

後、国からの二次配分の動きに対応した措置で

ございます。 

  また、きめ細かな交付金の活用分につきまし

ては、ハード事業の執行の性質から、昨年と同

様にやむを得ず事業の一部を来年度へ繰り越し

となることも予測されますので、ぜひ御理解の

ほどをよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で、一般会計補正予算の説明を終わりま

す。御審議をいただき、御可決賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第１号につき

ましては、会議規則第37条第３項の規定により

委員会への付託を省略したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） ページ数の７ページの

雪関係について、ちょっとお伺いします。 

  新庄市は１メートル50センチになったときに

豪雪対策本部を設置すると、こういうことにな

っているようですが、鶴岡市の場合なんかは、

鶴岡の公園の中で70センチになったときは対策

本部を設置すると。各市町村によってそれぞれ

積雪の量が違うようですが、新庄市の場合は何

を根拠として１メートル50センチとしたのか。 

  それから、そのいわゆる測点ですか。これは

何カ所かあると思うんですが、そのうちのどの

辺を平均してなされたのか。 

  まず最初それと、それから市長の行政報告に

もあるんですが、最上川からの取水ですか。こ

れはいろいろのお互いの、河川管理者とか、土

地改良区とか、そういうこととお話し合いをし

た上で、１月27日から最上川を水源としてこれ

を稼働すると、こういうふうになっているんで

すが、これはこういう、いわゆる何ていうんで

すか、異常事態ですか、こういうときはもうち

ょっと四角四面でなく、話し合いするような条

件の余裕がないのか、ばちっと決まったものだ

か。話し合いによってはこれを１週間だり、10

日だり、早く取水すると、そういうことができ

るのだか、できないのだか。できないとなれば、

できるようなことをすべきだと思うんですが、

その辺どういうふうにお話し合いをなされたの

か。と申しますのは、早く流せば道路も、屋敷

の雪のストックも少なくなるわけよ。今、水を

どっと流してきても大変だ。同じ水の量を流し
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ても。そういうことをお話し合いなされたのか。 

  また、こういう異常なときは必ずしも、１月

の27日より前にできるようなことをお話し合い

をする必要あると思うんですが、その辺どうい

うふうにお考えになっているか。 

  それから、先ほど市長からも雪による大変痛

ましい事故、御報告があったんですが、これは

福祉事務所長、各集落というか各地域に、正式

の名前は何ていうか、我々ちょっと浮かんでく

るのは「民生委員」という言葉が出てくるの、

「民生児童委員」ですか、こういう方々に対し

て、みんな把握しているわけだ、その方々は。

例えば萩野の場合だと、「あそこは老人のばあ

ちゃんがひとり暮らしだ」とか、それからひと

り暮らしでなくても、二人暮らしでも85歳とか

90歳とか、いっぱいあるわけだ、各市内に。そ

ういう方々の住宅を、そういう何ていうか、御

難儀なさっている、民生委員さん方々でどうい

うふうに手だてを講じているのか。民生委員な

んか、今やる人いないわけです。みんな、正直

言って。 

  もし、このたびあった萩野地域のばあさんが

亡くなったのも、そういうことをやっておれば

私は防げたんでないかなと。雪たまったから、

ほれ、わきに行って、その老人が、80何ぼにな

る人が見るに見かねてそういう状況になったわ

け。その辺どういうふうになされているのか。

もし、民生委員さんだけでなく、今、市長もこ

こに書いているとおり、動員体制を組んでやる

と。福祉事務所あたりの職員がみんなわかるわ

けですから、このマップを見れば。前もってそ

ういうところに出かけて行って、見て、指導す

るとか、もし行かなくても電話なりなんなり連

絡して、「今どういう状況です」と、そういう

ことを私はやるべきだと思うんです。やれば防

げたと思いますよ、この今回のあれも。 

  それから、この行政報告にも通学路関係、出

ておるんですが、通学路、全く大変だ、市長。

通学路と道路側、冷え込みが激しいものだから、

普通だったらある程度、日中暖かくなると倒れ

るわけよ。20センチか30センチぐらいの壁、１

メートル50から20ぐらいの壁になっている。そ

こを今度はちょっと冷えが緩んでくると、道路

側に倒れていっても大変、子供たちが歩いてい

るところに倒れても大変よ。都市整備課長、そ

の辺、少なくても各学校で通学路として指定し

ている道路を、どうです、早速パトロールした

らいかがですか、パトロールしたら。 

  ほかのところは、よくわかりません。私のと

ころなんか大変ですよ。今度は子供たちがよ、

そういう危険なんていうのは余り察知しないも

のだから、わざと体でぶつかったり、足でこう

して踏んだりして倒しているわけ。こういうふ

うな、早速よ、大変だと思いますけれども、見

回りをやるべきだと思うんですが、その辺いか

がですか。今、四つ、五つぐらい申し上げまし

たが。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 雪対策につきましては、冒頭、

市長から行政報告をさせていただきました。そ

の中の対策の組織の設置の基準というふうなも

ののお尋ねでございます。 

  まず、１月19日に雪害対策連絡会議を設置を

いたしました。さらに、22日に豪雪対策本部に

移行しました。その２段階の組織を設置して、

今当たっているわけでございます。いずれの組

織の設置につきましても、その基準は新庄市地

域防災計画に基づきまして、その中の応急対策

というふうなことで雪害の部にございます。 

  豪雪対策本部は、おおむね積雪深150センチ

を超えると、超えた場合、そしてなおかつ住民

生活に重大な支障が生じるおそれがあるという

ふうな場合には豪雪対策本部を設置すると。そ

こまで至らない場合であっても、道路の確保

等々住民生活を維持するために、150センチに
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至る前に雪害対策連絡会議を設置するというふ

うな基準を持っております。それに基づいて、

このたびも設置をいたしたわけでございます。 

  その積雪深の観測場所というふうなことにつ

きましては、特別、従来の気象庁の測候所があ

った場所でございますけれども、そこの観測地

を使わせていただいております。 

  鶴岡市の云々というふうなお話でございまし

たが、それにつきましては、本市ではそのよう

な対応をしておらないという実態でございます。 

  最上川用水の件、ひとり暮らし老人対策の件、

通学路の雪壁の件につきましてはそれぞれ、都

市整備課、福祉事務所、あるいは教育総務課か

らお答えをさせていただきます。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今、副市長のほうから、

積雪深の対策のほうに至る経緯をお話しいただ

きましたけれども、山形県の雪情報システムと

いうのがございまして、これはアメダスで毎日

１時間ごとに情報を得ております。その中で、

150センチを超えたというふうなときには対策

本部ということで切りかえたというふうに、そ

のデータを用いてやっております。 

  なお、山形県のほうで、最上総合支庁のほう

で、小栄町のほうに設置しておる自前の機械、

機具がございまして、それをいろいろ、情報を

毎日、データとしてはうちのほうにもらってい

る、それを参考にしながらいろいろ、排雪状況

なり対策を講じておるんですけれども、大体10

センチぐらいの誤差があります。やはり場所に

よっていろいろ設置の場所が違うと思いますけ

れども、その辺を十分に加味して、今後とも慎

重かつ積雪の状況をかんがみたいと思います。 

  最上川の用水につきましては、20年度に国営

の施設でございます土地改良施設、これをお借

りすると、それから最上川からも水を補水する

ということで、これは国土交通省の水利権とい

うことで、３年更新で、22年度においては更新

がすべて整っております。整いました。 

  それで、河川の観測施設でございまして、毎

日観測をしております。例えば指首野川で、瑞

雲院橋の下流でございますけれども、そこのポ

イントで、例えば前は26センチという水位をお

話しさせていただきましたけれども、いろいろ

河川の断面が毎年変わってまいります。それで、

今現在39センチというふうなコントロールポイ

ントになっていますけれども、それを下回って、

さらにこれから今後、雪が降りそうだというと

きには最上川から揚水をするというふうな、い

ろいろ想定をして判断をすると。 

  それから、堀端のちょうど友愛園の、前の友

愛園のところに県の堀端の揚水表という、これ

はデータ的には皆さんいつでもパソコンで見ら

れますけれども、そのデータも用いて、そこの

ポイントが60センチ、河川の水位があれば水を

上げなくてもいいだろうというふうな観測のも

とに今回、１月の28日から、いわゆる厳寒期に

当たります１月、２月、渇水期に当たりますの

で、最上川からの補水ということで決定をした

と。 

  その前に、いろいろな準備とか、東北電力と

のいろいろな準備とか、そういうようないろい

ろな手続、火力のいろいろな運転の操作とか、

いろいろなそういう準備の手続がございますの

で、10日間ぐらい前にですね、１月の17日あた

りだったと思いますけれども、いろいろ検討し

まして、28日から最上川の水を上げようという

ふうに至ったところでございます。 

  それから、通学路の車道と歩道の段差につき

ましては、私ども当然、パトロールをしており

まして、危険な状態ということは十分認識をし

ております。今、県のほうとも、それからいろ

いろ話をしておるんですけれども、県道の通学

路、それから市道の通学路は、いわゆる車道と

歩道の間の壁が崩れそうだということで、今現
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在業者のほうに、直営でも今、排雪作業をやっ

ていますけれども、委託業者のほうにも排雪の

際に壁をとるようにというふうな指示を出して

おります。すぐにはできないかもしれませんけ

れども、いわゆる緊急度といいますか、早目に

優先度を決めて対応してまいりたいというふう

に考えます。以上でございます。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 ここ数日の間の経過につ

いて、御報告申し上げたいと思います。 

  私のほうで、ひとり暮らし老人というのが、

現在、65歳以上のひとり暮らし老人というのが

860世帯ほどございます。それから、高齢者夫

婦等の世帯が845、合わせて1,700世帯ぐらいの

ひとり暮らし老人等がございます。 

  それで、私のほうでは、金曜日、21日でした

けれども、民生委員のほうに各担当のこういっ

た要注意しなければならない世帯について安否

確認、回ってくださいと、何か問題あれば連絡

くださいというふうなことで通知いたしました。

それで、民生委員のいない地区というのが実は

一つございましたけれども、ここにつきまして

は職員のほうで回っております。前任者から注

意すべき世帯を聞きまして、そこの世帯を回っ

ております。 

  それで、民生委員さんは土日かけて回られた

と思います。その結果、月曜日、私のほうに連

絡があったのが８世帯ほど、大変だからすぐ必

要だという連絡がございました。それで、なお、

私どもの職員がその世帯を回ってみて、本当に

緊急かどうかということを確認しました。確認

した上で、実はきのう、５世帯を我々職員が行

って、緊急の安全確保のための除雪をやってき

たところでございます。すっかりおろすわけで

はなくて、当面の危険解除のレベルでございま

すけれども、雪おろしをしてまいりました。 

  それで、先ほどお話しありました、不幸にも

事故があった方につきましては、新聞報道では

ひとり暮らしというようなことになっておりま

すけれども、実際は３人の世帯でございます。

一番若い方は60歳ですので、すれすれのところ

でございましたけれども、民生委員さんのほう

からはとりわけ必要だというような連絡はなか

った世帯でございました。というわけでござい

まして、我々とすればできるだけの手だては打

ったつもりでございます。 

  なお、きのうの時点では緊急的に５世帯やっ

たところでございますけれども、その後も続々

と「何とかお願いしたい」という連絡も入って

おります。また、ボランティアをしたいという

ことでの申し出のあるところもございます。ボ

ランティアもなかなかその条件がございまして、

例えば日曜日でなければならないとか、足がな

いからだめだとか、あるいは屋根に上れないと

か、いろいろな条件がございます。そういった

ものを組み合わせながら、担当のほうでその組

み合わせを今考えているところでございます。

そういった必要度、我々のほうで考えています

のは低所得者であって、なおかつひとり暮らし

というようなことでございます。 

  それで、我々のほうではそういった除雪サー

ビス、申し込みがあるのが44世帯ほどございま

すが、シルバー人材のほうにお願いしたんです

けれども、なかなか順番が回ってこないと。そ

の中で危なくなっていると見込まれるものにつ

いて対応していきたいなと思っておるところで

ございます。以上でございます。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 議長、柿﨑卓

美。 

平向岩雄議長 教育次長兼教育総務課長柿﨑卓美

君。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 今、議員のほ

うから御指摘いただきました通学路の問題でご

ざいます。 

  雪が降り始めたころから、さまざまな形で住
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民の方、あるいは保護者の方々から、「ここは

危険だよ」といった情報をちょうだいしており

ます。そのたびに私ども職員が確認したりいた

しまして、県道、国道、それぞれ情報提供を申

し上げながら対処についてのお願いを申し上げ

るといった形で対応してまいりました。 

  それから、子供さん方が登下校に雪の壁を崩

しながらといった、今情報もいただきましたが、

登下校、通行上の注意についても、学校のほう

からその都度指導はしてきております。 

  今後とも情報収集、あるいはそういった指導

の強化について徹底してまいりたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今、御答弁をもらった

んですが、福祉事務所長、今、萩野の土内地区

ですか、世帯が３人だと。世帯、世帯数が３人

だと、１人ではないと。実際住んでいるのは１

人ではないのか。世帯は、こっち側にはよ、３

人の世帯と出てくると思うけれども、実際住ん

でいるのは１人、そういうのはいっぱいあるん

だねえかや。表面上は世帯は３人とか２人にな

っているけれども、萩野だって年いったばあち

ゃんたち、今、頭打った番で１、２、３、私ど

もの４部落だ、二十何軒のうちでだぞ。そのぐ

らいあるわけよ。３人、４人か、二十何人のう

ち。そういうのがいっぱいあるんでねえかなと

思うんだよ、町の中に。だから、世帯が３人だ

けっていったって、実際住んでいるのは１人と

いうのは、すごく余計だんねえかなと、勤めの

関係とかそういうことで。その辺ももうちょっ

と、よく言う「きめ細か」に調査してみたらい

かがかなと。 

  それから、民生委員の方々も大変だと思いま

す。大体百二、三十軒から、余計たなところは

もっと担当しているようですので。その後、そ

の人たちが難儀して回っていただいたと。軒数

が８世帯か。これも少ないんでねえかなと思う

のでよ。少ないんでねえかなと。私のところだ

けで、あれ、あとは、今雪大変だなって、そう

いう世帯で頭に浮かんでくるのはかなりあるよ。

百二十軒から三十軒だけのところで。この辺も、

もうちょっと難儀してもらったらどうかなと思

うんだけど。やる人は大変だと思います。ああ

いう事故を未然に防ぐためにも、それをぜひや

ってもらいたいと思います。 

  それから、都市整備課長さん、河川の水量が

少なくなってくると最上川から上げると。そこ

ももうちょっと踏み込んで考えると、例えば指

首野川が何十センチあると、友愛園が60センチ

と、今、話を聞いたけれども、それを上げただ

けでよ、こういうときは足りないわけよ。だか

ら、臨機応変に最上川から取水して、みんな喜

ぶんでねえかなと思うんだ、市民の人たちが。 

  もう一つは、指首野川の取水をして、これは

幼稚園のところにも、友愛園のところもあると

言うけれども、水系が違わないのだかっていう

の、水系。指首野川から上げて、水を行かない

ところがないのだかということ。それから、最

上川から上げたときのその水系だな、水の流れ。

この辺も考えて取り組んでいかないと、いかが

なものかなと。 

  指首野川にすごく水があると。それで新庄に、

全部に水、水系が流れるのだかと。逆に、最上

川から水は山ほど上げてきても、水の流れない

場所があるんでねえかと。そこら辺をよく、当

然色染等はしていると思うけれども、やってや

らないと、四角四面に、１月27日だと、こうな

ってくるわけよ。だから、その辺よくお互いに

話し合いをしてやってもらうと。それが、いわ

ゆる血の通った政治。 

  我々だって、あちこちお茶飲みに歩くと雪の

話なんだ、今。「水来ない、水来ない」って。

これは、水だって限度あると思いますよ。市民

というのは、ほれ、十分こたえることはできな
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いっていうことが、これは重々はわかっていま

すけれども、だから、その辺の物の考え方だな、

その辺いかがですか。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 河川の観測ポイント、

２カ所と先ほど申し上げました。あと、ほかの

河川もございます。新田川、中の川、升形川、

それぞれの河川の中でも、それぞれの観測地点

というのを独自に設けていまして、ある程度、

今実際に堰として昔から活用している水路、そ

れからポンプで上げている水路、全部で20カ所

ぐらいあるんですけれども、そのポンプの能力

もございますし、水利権をいただくときに、ど

のぐらいの水がこの堰は必要だというふうなこ

とも全部、水利権を取得する際にいろいろな協

議の中でもそういうようなことも指摘されて、

一応まとめておりますけれども、ある程度は効

果的に水を流したいということで、前も消流雪

用水調整会議というふうなことで、国、県、総

合支庁、新庄市とそれぞれの関係する部署のほ

うでいろいろ相談して、今回の用水を踏み切っ

たということでございます。 

  なお、やっぱり雪もいろいろ種類もございま

して、なかなか解けない雪と、いろいろなこの

今のような渇水期において、なかなか水を多く

流しても流れないとか、流雪溝に付着してしま

うとか、それが原因で水上がりになってしまう

とか、いろいろそういう要素がございます。 

  なお、今回の用水につきましては、きのうの

１月25日発行のお知らせ版のほうに載せてござ

います。その範囲も明記して、いろいろな利水

の状況なりマナーとかですね、いろいろ皆さん

のほうにも周知して、お願いしたいということ

で記載させていただいております。以上でござ

います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 先ほどの私の答弁で、ち

ょっと不足といいますか、説明不足だったと思

いますので、追加して説明させていただきたい

と思います。 

  ひとり暮らし老人等の除雪サービスでござい

ますけれども、私どもで担当といいますか、し

ておりますのが低所得者、つまり自分でお金を

払うことが楽でない方、それから隣近所から手

伝ってもらえない方、それから遠く離れた子供

たちがいて、そちらからの資金援助も一切ない

方、そういった方が対象でございます。そうい

った方が、市内で現在44件ほどが我々のほうに

申請があったということでございます。その中

の四十何件のうちで、今緊急に除雪の必要の申

し出があったのが８件あって、そのうち５件を

我々職員がやったということでございます。 

  そういうことでございますので、たとえ老人

であっても、資力のある方は御自分で業者さん

なりを頼んでやっていただくということで、そ

ういった民生委員さんからは、「早く頼めよ」

ということの助言をしていただいているという

ことでございます。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） 私のほうから二、三、

お伺いしたいと思います。 

  まず先に、今の雪関係に関連します。 

  先ほど、市長の行政報告にもありましたとお

り、１メートル50センチになって対策本部を設

置したということで、その基準等も今お伺いし

たところでありますが、この対策本部なるもの

は、一体何を目指してやろうとしているのか、

何かこの設置したことによって市民に効果的な

かかわりがあるのかどうなのか、その辺がちょ

っと説明等になかったので、まず伺います。 

  それから、同じ行政報告の中に、「堆雪場を

追加指定」というふうな文言があります。これ、
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どこにふやしたのかということですね。それと、

今現在、堆雪場、要するに雪捨て場です。これ

が４カ所ですか、あるというふうに聞いていま

すが、ここの使用する時間帯に何か変更してい

るところがあるのか、ないのか。 

  と申しますのは、このような豪雪になってし

まうと、仮に５時で、夕方５時で閉められます

と、サラリーマンの方々、家に帰ってきてから、

家に軽トラあるんだけれども、雪捨て場に投げ

られなくなってしまうというようなことがない

のかどうなのか、そこをちょっとお聞かせくだ

さい。 

  それから、もう一つは、住民生活に光をそそ

ぐ交付金充当事業、福祉事務所のほうなんです

けれども、この中に高齢者住宅用火報ですね、

火災報知器購入というふうに内容があります。

火報、火災報知器ではなくて、多分警報器だと

思いますが、これは以前からいろいろ議論され

ていることでありますが、今回踏み切っておる

ようです。この中身についてお伺いしたいと思

います。 

  大きく、この２点です。お願いします。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 まず、第１点目の豪雪対策本部

の機能というふうな、直接住民の皆様方にどれ

だけの効果といいますか、実感があるのかとい

うふうな、どういう対策をするのかというふう

な御質問かと思います。 

  それぞれ組織ごとにその役割がございます。

まず、広報、あるいは予算の確保、それから職

員を動員するその計画、その指令、それが総務、

建設部では特に道路の確保、当然でございます

が、今御質問ありましたような堆雪場の、従来

より今回は１カ所、また臨時的にふやしたとい

うふうな手だて、あるいは福祉におきましては、

ひとり暮らし老人の支援、あるいは、申しわけ

ございませんけれども弱者と言われる皆様方の

対策、あるいは幼稚園等の施設の安全対策、環

境課におきましては事務局を担っておりまして、

消防水利の対策、それぞれございます。教育関

係では、学校通学路の安全対策、農林におきま

しては農林被害の調査、それから商工では商店

街の安全確保というふうな、それぞれの分野で

それぞれ対応をしているというふうな、まあ、

当然だと言われれば当然でございますけれども、

それらを総合的に推進をするというのが本部で

ございます。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 雪捨て場の件につきま

してお答えします。 

  １月22日に対策本部に切りかえてからですね、

切りかえてからその日のうちに、前にも平成17

年の豪雪対策本部、平成12年の豪雪対策本部、

その際も、前もお借りしました角沢橋の、交通

渋滞が比較的少ない県道のすぐわきの角沢橋の

右岸側、約４反歩ぐらいございますけれども、

その地権者の方に、各区長さんのほうにお願い

しまして快くお受けしていただいたということ

で、早速それについても今、捨て場として活用

しております。 

  なお、また現在、そのほかに泉田の喜助河原、

それから福宮の岡田橋、それから仁間の宝橋、

これが大型車対応の捨て場になっておりますけ

れども、これまでは８時半から５時までという

ふうな時間帯でございました。対策本部に切り

かえてから９時まで延長しました。 

  それから、下田の住宅地につきましては、や

っぱりいろいろな住民の方々もありますし、５

時ということで、これについては変更ございま

せんが、できるだけ２トン車のほうも今言った

捨て場のほうに誘導するような、捨て場のほう

で対応をしております。今後ともそういうふう

な対応をしてまいりたいというふうに思います。

以上でございます。 
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今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 歳出の民生費の在宅老人

福祉事業についての御質問でしたので、お答え

いたします。 

  これは、お話しありましたように、火災警報

器でございます。それで、県内で大体半分ぐら

いの市町村が支援をやっているということでご

ざいまして、今考えておりますのが75歳以上の

ひとり暮らし老人。ですから、世帯全体が75歳

以上だというような世帯を考えております。そ

れで、毎年年度末に民生委員さんが一軒一軒、

老人宅を訪問して調査をしております。その際

にこういった装置、５月いっぱいで義務づけに

なっておりますので、「必要ありませんか」と

いう聞き取りをしながら数を把握していきたい

と思っております。 

  現在、75歳以上のひとり暮らしの方が約600

世帯ございます。プラスして、高齢夫婦のみ世

帯がございまして、その中から、もう既に設置

してしまった、あるいはアパート等で自分は設

置義務、今はないんだということもございまし

ょうから、およそ600世帯が該当するのではな

いかなと思っております。 

  それで、最低１世帯当たり、義務づけになっ

ているのが炊事場と、それから寝室ということ

でございまして２個、１世帯２個を考えており

ます。合わせて300万円を見込んでおりまして、

これは消耗品として物だけを買っておくと考え

ております。 

  それで、この設置につきましては、簡単にね

じどめになるということで考えておりますけれ

ども、地域の中でのボランティアさんがいらっ

しゃれば、それはそれでお願いしたいと思って

おりますし、なお、シルバー人材さんのほうで

ボランティアをしたいというような申し出もご

ざいましたので、こちらのほうとも連絡をとり

ながら設置を考えていきたいと思っています。

実際の設置は、４月になってからだと思ってお

ります。以上でございます。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

１２番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

１２番（沼澤恵一議員） では、午前中に引き続

き、始めさせていただきます。 

  都市整備課長から御答弁いただきました雪捨

て場の件ですけれども、大型トラックが行くと

ころ、それは９時ごろまでに延長したというこ

とのようです。私が申し上げたいのは、先ほど

御答弁ありました下田地区でございます。ここ

は前段でも申しましたとおり、かなり地域住民

の方が使っておる身近な排雪場になっておりま

す。 

  それで、やはりサラリーマン等の方が５時ご

ろまで勤めて、それから家に帰ってきて御近所

を含めて、「じゃあ、私が軽トラあるんで」と

いうことで、私自身もそうですけれども、結構

お手伝いされている、近所付き合いがあると思

います。そういう方々のためにも、こういうふ

うな豪雪のとき、しかも豪雪対策本部まで設置

したわけですので、時間の延長がならないのか

ということが再三私のところにも要望が入って

おります。それらをかんがみていただいて何と

か、９時までではなくても結構だと思いますの

で。 

  確かに、下田住民の皆さんとの約束事は、私、

知っております。いろいろながだらもだらとい

うことは当然、生活上に不都合があることも知

っておりますけれども、でも、やはり市自体で

全部やってくれるのでしたら、それは大変結構
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ですよ。でも、それはできるわけないでしょう

から、地域住民の皆さんにもある程度協力して

いただく形をとろうとすれば、そういうところ

から何とか改良していただいて、時間を延長し

ていただくということをお願いしたいわけです。

これは、下田地区の区長さんたちに話をすれば、

そんなに長い時間ではないとすれば了解を得ら

れるのではないのかと思います。どうか真剣に

考えて交渉していただきたいなと、こう思いま

す。 

  もう一つの火災警報器、御答弁いただきまし

た。１世帯について２個ほど、現物支給的な要

素が強かったような答弁だったと思います。こ

れは、やはり高齢者世帯がほとんどでしょうか

ら、天井につけるか、あるいは壁でも、もう天

井に近いところにつけないと効果がないわけで

すので、万が一、それがために転んで落ちたと

か、けがをしたとか、何だかんだないようにす

るための方策を考えていただいて、現物支給し

てもつけなければ意味がないわけですので、そ

の辺は十分にこれから検討していただきたいな

と思いますが、いかがでしょうか。その２点で

す。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 雪害連絡会議を設置し

てから、下田の区長さんがうちの課に見えられ

まして少し、どんどんスピードを出していろい

ろな、住民もちょっと危険な状態だというよう

な苦情も実際に受けております。 

  その中で、今、沼澤議員からお話しありまし

た時間延長の件について、区長、地元のほうと

ちょっと相談、早急に検討しまして対応してま

いりたいというふうに思います。その際、例え

ば誘導員をつけるとか、そういうふうな配慮と

いうふうなことも当然必要かなと思います。検

討させていただきたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 御質問あったとおりでご

ざいます。そのとおりだと思っております。危

険のないように、民生委員さんが回って設置が

必要かどうかを聞き取りする際に、自分でつけ

られるかどうか、御近所で頼める人がいるかど

うか、あわせてそこまで聞いて回っていただき

たいなと今のところ考えております。それで、

だれからもつけてもらえないといった方の場合

には、シルバー人材のほうのボランティアさん

とも打ち合わせしながら、配分といいますか、

いつごろやるかということを決めまして、５月

中には全部設置完了させたいなと思っておりま

す。 

  どうしてもあと、ボランティアでも間に合わ

ないといった場合は、やっぱり最後は我々職員

でせざるを得ないかなとも思っております。以

上でございます。（「終わります」の声あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） １点だけ、聞いておき

たいと思います。 

  皆さんもこの雪対策について、特に高齢者に

ついて御質問がありました。この150万円の内

容も機械の整備料のようですが、総合雪対策に

ついて、皆さんがお聞きしたような内容で１点

だけ確認しておきたいと思います。 

  私も、高齢者でひとり暮らしの方から、二、

三人のお話をいただきました。恐らく議員の方

も、相当そういう相談を受けていると思います

が、私がこの対応した順序を要約して申し上げ

ますと、一つは個人で高齢者で在宅している場

合、まずは家族、家族が新庄市内でいる場合、

また市外にしても、来ていただいて除雪をして

いただけるかどうか。 

  それから、２点目としては、これは金銭的に

なるんですが、家族の方が金銭を負担していた
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だいて除雪をしていただくことが可能かどうか、

これも確認しました。 

  それで、３点目なんですがね、一番困ったこ

とが人夫なんですよ。今、私が話した中では、

それぞれに解決しました。家族の方がいる場合

は、市内にしろ、市外にしろ来ていただいて、

軒下を除雪していただくとか、そういう解決を

しました。それから、それをできない場合は、

金銭的に個人が負担していただいて、集落なり、

人夫を協力いただいて除雪していただくと。こ

れも解決しました。 

  それから、３点目ですね。この人夫の問題が、

私、困ったなと思って。それで、随分シルバー

にも相談しました。シルバーも「１人もいませ

ん」って。それから、昭和農協にも相談しまし

た。それから、雪対策で萩野農協、北部営農セ

ンターでやっているそうですが、そこにも相談

しました。それから、部落の中でも随分探した

んですが、人夫がいないんですよ。金も出すと

いうことまで解決したんですが。それで困って、

その家は窓も随分落雪して暗くなって、あれは

あのままにしておくとガラスも割れる状態にな

るなって見たんですが、どこを探してもいない

んですね、人夫が。 

  それで、きのうもちょっと新聞で見たんです

が、業者。業者、機械力で業者を委託している

わけなんですが、その中で、機械力じゃなくて、

そういうふうに人夫の業者間で組織というもの

があるのかどうか、依頼する場合。もしないと

すれば、その辺もやはり組織として協力してい

ただく必要があるんじゃないかなと、私、そう

思ったんです。本当に１人も探しかねたんです、

人夫。そういう、どこでも同じだと思うんです

よ。シルバーでも、「もう１人もいません」っ

て、電話かけてもそういう答え。農協関係も全

部だめ、集落でもだめ。 

  それで、そういうことで建設業者の中で、機

械力と同時に個人的な人夫の組織をつくってい

ただいて、業者関係ですね、そしてそういうと

ころへも協力体制をつくったらどうかなと思っ

たわけでありまして、そういう考えもある、組

織つくっているとすればいいんですが、もしで

きないとすれば、その建設業者だけじゃなくて、

やはりそういう何か組織つくられるようなもの

をもっとつくっていただいたらいいんじゃない

かと思ったんです。そういう点で、ちょっと確

認しておきたいと思います。これ、１点だけ。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 私の答弁でよろしいで

しょうか。ちょっとあれなんですけれども。 

  前にも建設業協会最上支部、それから建築大

工組合とか、そういうことでいろいろ依頼とい

いますか、前にした経緯がございます。今も実

際に、相当いろいろな建設業者のほうとかです

ね、やっぱりなかなか人夫がいないということ

で、ほかの町村といいますか、例えば東根市あ

たりとか、そういうところは人夫がそろって、

今何かそういう班をつくっているとかいう話も

聞いておりますので、そういうふうな状況もち

ょっと把握してみたいと思います。 

  また、社会福祉協議会のほうで除雪ボランテ

ィアといいますか、そういう登録制度もござい

ますし、その辺のほうにもちょっと確認する必

要があるかなというふうには思っています。以

上です。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） ぜひ、業者さんにも協

力していただけるようにお願いしたいわけであ

ります。 

  それから、１点と言いましたけれども、もう

１点聞きたくなった。もう一つは、こういう豪

雪の場合、職員、雪対策として休暇をとる、今

までとっていたんですね。この雪では対応にな

るかどうか、その辺。職員で、雪対策で休暇を
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今までとらせているんですよ、このぐらいの雪

の場合。それで今回、該当するかしないか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 先ほど、市長からお話ししま

したように、職員も今、市の対応として全庁動

員体制になっていますので、なかなか休める状

況ではないですけれども、ただ、斎藤議員がお

っしゃっている豪雪休暇に要件を満たすかとい

うことかと思いますけれども、それについては

休暇はとれます。（「わかりました」の声あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） 大きく２点ほど聞きた

いと思います。 

  １点は、議員からいろいろ質問ありました。

本当に苦労しているなと思うんでね、雪国であ

りながら、このぐらい雪降られると、これは本

当に執行上大変だなということを思っている一

人です。でも、市民のために、これはやらなけ

ればいけないことなんでね、ひとつ頑張ってく

ださいね。 

  その中で、予算の関係が、この予算で対応し

切れるのかね、一つ。これからの雪の降る状況

によっては違うとは思うんだけれども、専決処

分なり、そういうふうなものをしていかなけれ

ば対処できないのか、それを１点、聞きたいと

思います。 

  それから、雪の関係でもう１点なんですが、

市長が提案されました職員担当制、町内担当職

員。私は、この職員の役割というのは重要では

ないかなと思っているんですね、こういう雪の

降るとき。町内を回って状況を把握する。でな

いと、職員だけ、ほかの課の職員だけでこれを

把握するということは、私は困難だと思います

ので、総力を挙げて町内の対応というふうなも

のに取り組んでいくというふうなこと。 

  それと関連して、町内の除雪に対する協力体

制をつくっていく。市民ぐるみの協力体制をつ

くっていく。これは、やったときあるんですけ

れどもね、これが雪対策の一番根本的な、重要

な事業ではないかなというようなことを考えて

いる一人です。 

  ある町内では、町内ぐるみで雪対策をして、

苦情は一つも来ないというところもありました。

私も聞いたんですがね、すばらしいなというふ

うなことを思ったんです。やはり、このぐらい

雪が降れば、町内ぐるみの協力体制というもの

が必要ではないかなと、これを啓蒙するのが行

政の役割ではないかなというふうなことを思っ

ている一人であります。 

  したがって、副市長が対策本部長というふう

なことで、非常に苦労されているようですけれ

ども、これからどう対応していくかと。まだ、

私は遅くないと思うんですね。市民ぐるみの雪

に対する対策というふうなものを指導していく

という方向でやっていただきたい。そして、担

当職員をフルに活用するというふうなことでや

ったらどうかと思うんですけれどもね。 

  それから、もう一つ、雪の件なんですが、さ

っき、１メートル50センチというふうなこと、

報告がありました。これは、合同庁舎付近でこ

れをはかっているというふうなこと。 

  ところが、私もずっとね、円満寺から仁田山

まで行ってみました。私のところの六軒屋とい

うところで、雪の量が違うんです、もうね。そ

れから、吉沢に入るとまた違うんです。余計に

あるんです。吉沢に入るとね。仁田山に行くと、

また違うんです。４段階で雪の積雪量が違って

いるということなんですね、新庄でも。これら

をどう評価して対応しているのか、これをひと

つお聞きしたいと思います。 

  除雪関係ではこのぐらいにして、さっき、渡

部議員から質問がありました民生委員の関係で

す。私も相当、私のほうにも来ました。二度、
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私も民生委員の会議等に参加した例があります

が、今、民生委員の方々がフルに活動できるよ

うな状況にあるのかなというふうなことを疑問

に思う一人なんですね。 

  というのは、待遇、どうなっているんですか

ね、待遇。このぐらいの問題、雪なり、それか

ら高齢者が出てきた場合、相当の労働力を使っ

ているんですよ。それに対して同じなんですね、

何十年も。そうした場合、本当にフルに民生委

員の活動をしていただくというふうなことから

考えていきますと、もっと処遇というものも考

えてやるべきじゃないかなと。渡部議員も言っ

ておったんですが、民生委員のなり手がいない

というふうな、余り少ないと、なり手がいない

ということもしょっちゅう言われておりますね。

困ったことなんです、はっきり言うと。 

  それで、ある人なんかこんなことを言ってお

ったんです。「民生委員がなる人いないこった

ら、議員やったらどうかな」と。「これは任務

が違いますよ」と私は言ったの。我々の議員の

活動の中では、民生委員の活動内容と、それか

ら我々議員のあれとは違うんだというふうなこ

とね、専門職が民生委員なんだって、それを尊

重して、生活環境の対策というふうなものをや

っていただくというふうなことを考えていく必

要があるなということをつくづく最近考えまし

た。どうですかね、これは、課長。本当に、話

を聞いてみますとね、ボランティアみたいなん

ですね。民生委員の方々はボランティアみたい

なものです。 

  そういうことで、国のほうもこれは考えてい

ただかないと困るんですがね、市町村だけじゃ

なくて国のほうも考えていただかなければ困る

んですが、全国市長会あたり、あるいは議長会

あたりで、国としての処遇改善というふうなも

のをやってもらう要望、要求というふうなもの

をやっていく必要があるんじゃないかなと、地

方財政が非常に大変なものですからね。それを

あわせて、どう考えているのかお聞きしたいと

思います。 

  まず、このぐらいにして、答弁願いたいと思

います。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 今回、この豪雪に当たっ

て、冒頭で市長が行政報告をした中で、いわゆ

るそれぞれの除排雪経費の執行率につきまして、

おおむね大体８割近くはやっぱり執行している

状況になっております。 

  したがいまして、市長も説明いたしましたが、

補正予算なり、専決処分なり、補正予算といっ

ても議会を開く必要がありますので、できれば

専決処分なりで、２月上旬あたりをめどに専決

処分をさせていただいて、この豪雪に対応して

いきたいというふうな考えではございます。そ

の際、専決処分した際は、ひとつよろしく御承

認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 職員の地域担当制の活用の件

でございますけれども、最初の本部設置の前の

連絡会議の段階で庁内でも議論になったところ

なんですけれども、平日日中は普通の、ほかの

課からの動員体制をとることでそれなりに人数

確保もできるという判断で、特に地域担当職員

については夜間か土日、そういった、その時間

帯というのは役所に来ないで地域にいるわけで

すので、夜間、土日について、特に点検なり、

それから何か、特には水上がりのときの対応に

ついて指示したところだったんですが、そうい

う形で地元で対応するように、職員あて指示し

たところです。 

  ただ、地域担当は今、居住地原則で配置して

いますけれども、昭和地区とか、職員が１人も

いないという地区が結構ございまして、ですか

ら、それらの全地区を網羅されるわけではあり
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ませんけれども、そういうふうにいるところに

ついては自分の地域をきちんと見るようにとい

う指示は行ったところです。 

  それから、今回のこの豪雪もそうですけれど

も、やはり行政の力だけではどうにも手が回ら

ないという状況がございます。それで、議員お

っしゃるようにやっぱり地域として、具体的に

は町内会としてということになるかもしれませ

んが、そういった体制が必要です。ですけれど

も、今現在、新庄市内を見渡すと、そういった

町内で自主的に対応できる地区というのは数少

ないというふうに思っております。 

  それで、今回策定しました「まちづくり総合

計画」においても、地域の力をもっと高めてい

かないと、雪対策もそうですが、ほかの雪以外

の災害、あるいは防犯、また高齢者の日常の見

守り、そういったいろいろな面でやはり地域自

体がもっと力をつけて、コミュニティ自体も向

上させていくと。そのために、市としてもそれ

を支援する行政としての体制整備、要するに部

署を明確にするとか、その担当を張りつけると

か、あるいは予算を配置するとか、そういった

行政としての対応もとっていかなければならな

いということで、来年度、全面展開というほど

ではございませんけれども、いろいろその地域

づくりに向けた取り組みは強化していきたいと

思っております。 

  雪については、その地域の対応のやっぱり一

番大きなものだと思っておりますので、まだで

きたというところではないんですが、取り組ん

でまいります。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 民生委員の待遇について

お話しございました。まさしく亀井議員のおっ

しゃるとおり、ボランティアとして勤務されて

いらっしゃいます。金銭的な面でのボランティ

アです。年間で数万円程度の報酬になっており

ます。それ以外の費用については、勉強会とい

うことでの、各区民協での勉強会の研修会で費

用が使われております。 

  そういった中で、民生委員さん方とよくお話

しする機会がございます。確かに、「報酬、な

いよね」という話はされますけれども、民生委

員さん方、それはあらかじめ承知の上で、地域

のために尽くすんだという熱意でもって務めて

いただいております。そして、我々とすれば、

その報酬の面、これを改善というのは全国レベ

ルでの話になりますので、機会をとらえて要望

はしてまいりますけれども、我々のできるもの

としましては、民生委員さんが相談しやすいよ

うな環境づくり、相談しやすい、相談いただい

たらすぐ解決できるような体制づくり、これを

市内でやっていこうと思って、この１年間努め

ているところでございます。 

  おっしゃるように、なかなか人材もいなくて、

現在二つの地区で欠員となっておりますが、４

月あるいは５月になりましたら、これは充足す

る見込みということで、今、後継の候補者につ

いて当たっているところでございます。恐らく、

５月ごろになれば全員充足するのではないかな

と思っているところでございます。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） どうもありがとうござ

います。 

  予算の関係では、これは財政が大変だからだ

めだというふうなことを言わないでね、市民の

やっぱり雪に対する関心度は相当、全面的に持

っていると思うんで、ぜひ対応していただきた

いと思います。 

  それから、雪に対する質問をさせていただき

ましたが、実は町内担当というふうなことで職

員が配置されておるわけなんですが、私は非常

に期待をしておったんです。これらの方々が、

市と集落との結び役をして対応してくれるのか
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なというふうなことを思ったんですが、なかな

かその人も大変だと、職員も大変だと思うんで

すけれども、こういうときこそフルに活動して

いただきたいというふうなことで、市長、指導

していただきたいとね、これからも。 

  そうでないというと、私は本当は担当制など

要らないと思うんですね、こういう雪の降ると

きにやっていただかないと。何のためにやった

のかというふうなことも、相当苦情も出てきて

おりますのでね、ぜひ、働きやすいような状況

もつくりながら、担当の職員が情報収集でき、

そして町内を指導していただくというふうな方

向でやっていただきたい。それをお願いしてお

きます。 

  ３点目は、本当に内容、説明あったんですが、

１年で民生委員に対して２万円程度、私も聞い

ておりますが、その２万円も研修費に回してい

るんだというふうなことで私も話を聞きました。

これではやっぱり民生委員の活動というのは大

変だなというふうなことで、なり手もいなくな

ってくるのは当然ではないかなと思ったんです。 

  それで、さっき質問したんですけれども、新

庄市だけで対応できなければやっぱり団体を動

かして、市長会なり、それからうちのほうの議

会も議長会あたりで、フルに国に要望していく

というような方向をとっていただければなとい

うことで質問したわけです。本当に大変ですね、

課長。 

  私は、高齢者がこうふえてきますと、民生委

員の仕事がまだ出てくると思います。そうした

場合の対応が、この状態だったら対応し切れな

くなるようなことを心配している一人なもので

すからね、ぜひ、あらゆる機会を利用して国に

対する要望、そして民生委員が活動しやすい状

況をつくっていくということに、ひとつ努力し

ていただくようお願いして、終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 雪の問題、続けて一つ

だけ確認をしておきたいと思います。 

  一番気がつくのは、除雪体制のことなんです

が、もとは国が一番よくて、市が一番悪かった

んです。除雪状況はね。ことしを見ていると、

これは逆になって、市のほうがよくて、私の目

から見ていますと、国が最低ですね。スタート

からつまずいて、洗濯板みたいな除雪状況。要

するに、出動回数が少ないからああいうふうに

なってくるわけで、これは五十嵐課長からも電

話で話したんですが、そのとおりだと思うんで

すが、電話で要求しますと、予算がなくてやれ

ないというような返事が返ってくると。何回も

私、そういうことを聞いたことがあるんですよ。 

  それで、私の泉田の集落、国道13号の幹線で

すが、もう路肩がですね、排雪しないものだか

ら高くなって、なべのような状況になって、大

型がすれ違いできなくて交通マヒを起こしたこ

とが何回もあるんですよ。それで、市からも言

ってやってくれと五十嵐課長に頼んで、県と国

と全部お願いしました。それで、ようやく土曜

日から排雪に入ったんですが、その都度こうい

うふうなことを国に言ってやらなければ動かな

いというのでは大変なことになるわけで、今後

もですね。 

  民主党政権になってから、やっぱり公共事業

削減ということで事業仕分けをしたんだろうと

思うんですけれども、除雪まで削られるとなっ

てくると、市民生活、国民の生活に、これは雪

国は影響してくるわけですね。報道等なされた

ように、夜間、24時間も山の中に何百台も渋滞

で動けなくなったというのが報道されましたん

ですが、あれも除雪の回数が少ないから通れな

くなったんですよね。排雪できないような状況

になったということなんですよ。 

  そして、今後そういうことが続くと思うんで、

これは山形県としても、国にこれは要望すべき
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だと私は思うんですよ。だから、まずとりあえ

ず13市の市長の連名でも、やっているかどうか

わからないんですが、そこを市長に聞きたいん

ですが、その除雪、まず除雪をカットしない、

除雪費をカットしないように要望していただき

たい。していないとすれば、していただきたい。

それから、町村会のほうにも声をかけて、35市

町村が、全員が国に対して意見を申し入れると、

要望を出すというようなことをしてやらないと、

23年度も同じような予算の配分をされると、同

じことを繰り返されることになってしまうんで

すよね。 

  まあ、今でも現地に行ってみれば一目瞭然、

わかるんですが、さっきもいろいろと通学路の

壁の問題、出ましたんですが、ああいうふうな

危険な状況、私が見たのも、もう３メートル以

上、国道のわきに壁になっているんですよね。

あれがちょっと緩んだ、きのうみたいに天気が

よくなると、崩れたらこれは大変、圧死ですよ

ね、通っていたら間違いなく。これが両側にあ

るんですよ。歩道も除雪する、道路もロータリ

ーで飛ばすとなると、壁だけに当たるんですね。

それを崩さないものだから、大変危険な状態に

なっているんですよ。その状態を言いながら除

雪を頼んだんですけれども、そんなことだれが

見たってわかるんだから。 

  それで、市長、どうでしょうかね。これ、や

ったことあるんですかね。要望を出したことが

あるかどうか。また、やっていないとすれば今

後やるべきと思うんですが、どうでしょう、市

長。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今、県内においても35

の市町村、ほとんどが対策本部、設置になって

おります。その中で、国のほうでも維持管理費

が二、三割削られたというふうなことで、いわ

ゆる除雪費にも相当影響が起きているのかなと

いうふうに思っております。 

  なお、山形県のほうでも、前の豪雪対策本部

の際も山形県雪対策協議会、会長が新庄市長に

なっております。その中で今、その辺の状況、

被害状況等を今調査しております。その中で要

望してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） これはやっぱり地方か

ら声を上げていかないとね、こんなことを仕分

けでやられたらとんでもないこと、話にならな

いですからね。 

  それで、夏が状況がわかるんですよね。夏も

皆さん、お気づきと思うんですけれども、国道

の両側ののり面の除草をやっていないんです。

ほとんどしていないんです。それで、草がぼう

ぼうで、歩道のすき間があるんですよね、あそ

この草さえ刈らないで、そのまま冬を迎えたと

いうふうな状況で、予算がないからやらないと

言うんでしょうけれども、ああいうふうなこと

をされると大変なことになるんですね。何か民

主党は、目のかたきにして公共事業の削減をや

っているようですけれども、必要であるものを

削るなんてとんでもないことですね。国民の生

活に影響を、重大な影響を及ぼすんですからね。

だから、そういうふうなものを的確に見ながら、

見定めながら、やはり地方から声を上げていた

だきたいというふうにお願いしておきます。終

わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ６ページの21款市債、

これの内容ですね、どのぐらいの期間で償還す

る予定だか。 

  あと、もう１点。耐震、10款の教育費ですね、

これは新庄中と日新中の耐震をやると。これ、
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明倫中学校はどうだか、この点だけお聞かせ願

います。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 ６ページの教育債、義務

教育施設改修事業債7,190万円借りる予定でご

ざいますが、基本的には国の補正予算の措置に

基づきまして、今回１億5,500万円の工事を行

うわけですけれども、補助金を残したほとんど

が地方債で借りられると。それで、これも有利

な地方債でございまして、交付税措置がいわゆ

る事業費補正という形で、目に見える形で５割、

あとの半分についても国税措置。ただ、これは

単位費用ということですから、実際この分とい

う部分は目には見えてこないんですけれども、

理屈上は100％交付税、元利償還金の交付税措

置がされるという起債でございます。 

  ただ、償還につきましては、既存の建物の改

修ですから、その既存の建物のいわゆる耐用年

数等を勘案した期間になるという形になろうか

と思います。 

  明倫中等につきましては、教育委員会のほう

から答弁させていただきます。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 議長、柿﨑卓

美。 

平向岩雄議長 教育次長兼教育総務課長柿﨑卓美

君。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 それでは、今

回補正をお願いする件についても若干触れなが

ら、今の質問にお答えを申し上げたいと思いま

す。 

  今回、補正をお願いする件なんですが、実は

新庄中学校、それから日新中学校の耐震診断が

完了いたしました。それで、耐震工事が必要で

あるという結果が出ております。工事について

は平成23年度実施の考えでおったんですが、た

またま大変有利な国のほうの交付金の制度があ

ると。それで、23年度実施のものについて、前

倒しで予算化できるところはないかという調査

がございまして、新庄市は手を挙げさせていた

だいたと。それで、今回補正させていただくこ

とになります。 

  本市の学校の耐震化の計画でございますが、

平成21年度から27年度までかけて順次やってい

こうということで計画を立てておったところで

ございます。明倫中については、来年度以降、

耐震診断、設計、それから耐震工事という予定

になっております。 

  なお、今、来年度以降の計画について、早く

できるものならば早くできないものかというこ

とで検討している部分もございますので、また

改めて御説明申し上げる機会があるかと思いま

す。明倫中については、来年度以降ということ

で御理解ください。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 何で市債の件を伺った

かということは、やはり18％の健全化、やっぱ

り目標が当面の課題で、そのためにも先ほど議

員定数云々も絡んできておりますので、その辺

のきちっとしたことをお伺いしてやっていかな

いと、やはりこの18％にはなかなか到達しない

と。23.5％を過ぎたからやれやれではなくて、

やはり目標とするところは18％で、安全・安心

なまちづくりをする財源というふうなことで、

あえてお尋ねいたしましたわけであります。 

  明倫中学校も、市内３校の大きな中学校の中

ですのでやはり、まあ、私の地元、私のエリア

でございますので、そういった保護者のほうか

ら「大丈夫か」という声があるものですから、

お伺いしました。やはりこれは、新中、日新、

明倫というのは大きい基幹校でございますので、

やはりその辺の配慮も十分なさって、子供たち

の安全・安心のために、ひとつよろしく御配慮

をいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。終わります。 
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平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 二つですけれども、ま

ず一つは、先ほどの雪総合対策の中で、豪雪対

策本部の設置なんですが、その中で予算確保を

総務のほうでやるんだということですが、豪雪

対策本部をつくったことで予算確保がどのよう

に変わってくるのか、教えていただきたいと思

います。そして、それで十分できると見ている

のかということです。 

  もう一つは、在宅老人福祉事業費で、火災報

知器設置について、大変ありがたい提案だと思

って見ております。それで、郡内で去年、去年

の４月以降、役場が窓口になって火災報知器を

注文して、購入して、消防団が設置したところ、

10月になって誤作動が起きて、全部回収するこ

とになって、別の物をまたつけるということに

なりまして、結局ボランティアが延べ３回、つ

けたり外したり、つけたりということをしなけ

ればならなくなってしまったということがあっ

たと聞いております。 

  そこで、どういう問題があるかということな

んですが、選ぶときに誤作動を起こさない機能

がついているかどうか、よく見ていただきたい

と思うわけです。聞くところによりますと、10

年もつ電池を使っているそうです。それで、湯

気、虫、ほこり、こういったものが誤作動を起

こす原因になっているということで、その起こ

さないようにする機能がきちっとついているか

どうかよく見ていただいて、使えるようにして

いただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 豪雪対策本部を設置した

ことに伴う予算の確保、どちらかというと財源

の確保という御趣旨の御質問だと思いますが、

基本的に対外的なアピール効果は非常に出てく

ると思います。例えば具体的に、県、国に対す

るアピール効果、それでたしか国レベルでも、

実務担当者だったと思いますけれども、各省庁

の担当者が今回の日本的な豪雪を受けて、情報

収集等の調整会議なんかも行っているような報

道もありました。 

  例えば、平成17年の豪雪の際には、道路の除

排雪経費ということになりますが、たしか

4,200万円ぐらいだったと思いますけれども、

国交省のほうから臨時的な道路維持管理費の補

助金としていただいていたという経過もござい

ます。ただ、今年度はそこまでなるかどうかは、

また別ですけれども、そういう経過もございま

す。 

  また、普通、いわゆる地方交付税制度の中で、

特別交付税、いわゆる災害等に遭った場合に、

特別な財政事情だということで特別に交付され

る交付税制度、３月交付分ということであるわ

けですが、それについてもいわゆる豪雪という

ことで、災害だということで、通常よりも当然

我々も要望もしておりますし、上乗せになって

交付されるのではないかと。とりわけ、本部設

置によってそういうアピール効果が生じるので

はないかというふうに考えているところでござ

います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 貴重な情報をありがとう

ございました。機種選定はこれからでございま

すので、今のお話を参考にして、そういった誤

作動のないような機種を選んでいきたいと思っ

ております。ありがとうございました。（「わか

りました」の声あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ、
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第１号平成22年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で、今期臨時会の日程はすべ

て終了いたしましたので、閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時４４分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  金   利 寛 

 

    〃   〃   新 田 道 尋 
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平成２３年２月臨時会会議録 

 

 

平成２３年２月１８日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ６番   金     利  寛  議員     ７番   小  関     淳  議員 

  ８番   遠  藤  敏  信  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   沼  澤  恵  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員 （１名） 

 

１９番   星  川     豊  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

教 育 長 武 田 一 夫  総 務 課 長 星 川   基 

政 策 経 営 課 長 伊 藤 元 昭  都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一 

農 林 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 清 水 幹 也 

福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸  教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 﨑 卓 美 

生 涯 学 習 課 長 柿 崎 憲 一    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 坂 本 孝一郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 高 木 祐 子  主 任 笹 原 孝 一 
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議 事 日 程 

平成２３年２月１８日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第１号平成２２年度新庄市一般会計補正予算（第５号）の専決処分の承認について 

日程第 ５ 議案第２号新庄市課設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。欠

席通告者は星川 豊君の１名であります。 

  これより平成23年２月新庄市議会臨時会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きますが、議事に入り

ます前に、今田雄三君の辞職の件について報告

いたします。 

  去る１月31日、今田雄三君より新庄市議会議

員を辞職したい旨の辞職願が提出され、同日付

で許可いたしました。 

  したがいまして、今田雄三君は１月31日、新

庄市議会議員を辞職されましたので、会議規則

第139条第３項の規定により報告いたします。 

  それでは、議事に入ります。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程により進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において小関 淳君、沼澤恵一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告申し上げます。 

  去る２月14日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長並びに関係課長、そして議会事務局の

職員の出席を求めて議会運営委員会を開催し、

本日招集されました２月臨時議会の運営につい

ての協議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日と提出議案等につ

いての説明を受け、協議を行った結果、会期に

つきましては、提出されます案件が報告１件、

そして議案１件であることから、２月18日、本

日１日限りとすることに決定したところであり

ます。 

  次に、案件の取り扱いにつきましては、臨時

会でございますので、委員会への付託を省略を

し、本会議で審議をしていただくことといたし

ました。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げ、議会運営委員会における

協議の経過と結果についての報告といたします。

よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日２月18日、

１日としたいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は２月18日、１日と決しました。 

 

 

日程第３市長の行政報告 
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平向岩雄議長 日程第３市長の行政報告。 

  市長より行政報告があります。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、豪雪について行政報告をさせてい

ただきます。 

  この冬の最大積雪深は、２月１日の２メート

ルちょうどであります。戦後３番目の、まさに

記録的な豪雪となりましたが、ここに来てよう

やく和らぎ、きょう８時現在の積雪深は１メー

トル45センチメートルと、大分沈んできており

ます。 

  これまでの市の取り組み状況及び国への要望

活動について御報告申し上げます。 

  １月22日に豪雪対策本部を設置し、市道の交

通確保、水上がり被害の防止、高齢者世帯の雪

おろしを中心に取り組んでまいりました。 

  また、広報車による巡回広報、市報号外版、

ホームページなどにより、雪に関する対策など

市民への適切な情報提供に努めてまいりました。 

  この間、人的被害といたしまして１名、お亡

くなりになりましたことは、まことに残念に思

っております。御冥福をお祈り申し上げます。 

  道路につきましては、現在も直営・民間フル

稼働で排雪作業を行っており、ようやく先が見

えてきた状態であります。 

  水路の水上がりは、出動件数は61件に上り、

延べ250人の職員が詰まり除去などに当たりま

したが、ここ２週間では５件と落ち着いてきて

おります。 

  低所得世帯で近隣に頼める人もいない高齢者

世帯の雪おろしや家の周りの雪片づけは、シル

バー人材センターへの委託事業としていました

が、一時シルバーも全く手が回らない状態とな

り、福祉事務所を中心に職員の全庁動員、最上

建設クラブの協力を含めて対応し、２月４日ま

でに完了いたしました。 

  空き家対応については、28軒について点検活

動を行い、バリケードを設置し事故防止を図る

など、必要な措置をとったところであります。 

  予算的には、この後補正予算、専決について

御報告いたしますが、平成16、７年の豪雪を超

える額になるものと見込んでおります。 

  気候は緩み始めていますが、今後とも気を緩

めずに対策をとってまいります。 

  次に、財政支援など国に対する要望について

御報告いたします。 

  このたびの豪雪は、山形県内はもとより、全

国広い地域にわたり、住民生活及び経済活動、

そして自治体財政にも深刻な影響をもたらして

おり、被害地域に対する国の特段の支援があっ

てしかるべきであります。 

  そのことから、県、県市長会、県町村会一体

で政府関係省庁に対し、９項目の緊急要望を行

いました。また、私が副会長を務めております

全国雪寒都市対策協議会並びに全国積雪寒冷自

治体振興協議会、全国雪対策連絡協議会もそれ

ぞれ関係省庁に対しまして強力に要望活動を展

開中であります。各要望書については、本日お

配りしておりますので御参照いただきたいと思

います。 

  さらに、国道の維持管理予算が縮小されてい

ることから、国道の除雪が従来に比べ行き届い

ていないことを目の当たりにしましたので、直

轄国道における維持管理予算の確保について県

全体で取り組むことを、来週開催される県市長

会に新庄市として提案することといたしました。 

  私は、雪対策を最重点課題に掲げ、除雪機械

整備などに力を入れておりますが、この冬の豪

雪は通常の備えを超えるものであり、新たな課

題が幾つか見えてまいりました。さらにきめ細

かさが必要な点、対策が不十分だった点など総

点検して、さらに万全なものとしていかなけれ

ばならないと強く肝に銘じているところであり
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ます。 

  以上、豪雪対策に関する行政報告とさせてい

ただきます。 

 

 

日程第４報告第１号平成２２年度

新庄市一般会計補正予算（第５

号）の専決処分の承認について 

 

 

平向岩雄議長 次に、日程第４報告第１号平成22

年度新庄市一般会計補正予算（第５号）の専決

処分の承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第１号平成22年度新庄市一般

会計補正予算（第５号）の専決処分の承認につ

いて御説明申し上げます。 

  ただいま、豪雪対策について御報告申し上げ

ましたとおり、市民生活などの安全・安心を確

保していくため、例年をはるかに上回る対応を

とってまいりましたが、道路や学校、保育所施

設などの除排雪予算の執行率が約８割となった

ことなどから、早期に補正を必要とする事態と

判断いたし、今月10日、専決処分をさせていた

だきました。 

  内容といたしましては、３月議会における補

正成立まで間に合わず、急を要するものである

ことを基準に、総額２億1,533万3,000円とする

ものであります。 

  具体的には、道路除排雪業務費の１億8,050

万円や学校施設などのほとんどの分野に及ぶ除

排雪対策経費でございます。 

  今月１日の最大積雪深２メートルは、過去４

番目の記録であり、このたびの記録的豪雪に対

し、専決予算の適切な執行等により市民生活へ

の影響を軽減し、安寧な市民生活を確保してま

いりたく考えておりますので、御承認賜ります

ようよろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました報告第

１号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 早い除排雪のための、

除雪費用のための専決処分でよかったと思いま

す。 

  それと、加えてですけれども、このたびの雪

は30年ぶり以上ではないかというぐらいの雪の

降り方だったと言う方もおられます。そして、

被害も相当各分野にわたっております。激甚災

害指定の要望をする必要があるのではないかと

思うんです。 

  というのは、屋根の雪で屋根が壊れたという

家が相当数あって、これをこれから春に向けて

直さねばならないのではないかと大工さんと相

談しておる方なども出ております。それは、保

険が災害保険、自然災害の保険に入っている人

は、それが適用するというような話も聞いたん

ですが、よくよく聞いてみると、激甚災害指定

になっていれば保険適用できるんだそうです。

それがなっていないと、その保険も使えないと

いうことで、結局は来年の持ち出しになるのか

なというふうに思っているわけで、お金がない

昨今で大変なことだなと思っております。でき

ればそういう保険も使えるように考えれば、激

甚災害指定になっていただきたいなと思うもの

ですが、その点はどうなのか。 

  それから、トラックなどで排雪作業を行った

方もかなりおられます。特に、高齢者ひとり世

帯で家屋が連担していて、雪おろしを頼んだだ

けではたけたたなくて、結局おろした先からト

ラックに全部積んで回って運んでもらわなけれ

ばいけなくて、大変な負担だったと高齢者のひ

とり暮らしの方がおっしゃっておられまして、
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こういうトラックで排雪するのも含めた低所得

者への助成も必要なのではないかと思うんです

が、その点はどうなのか。 

  それから、灯油代もかさんだということを市

民から言われました。寒かったせいもあって、

灯油、例年の倍かかったと市営住宅に住んでお

られる方がおっしゃっていました。そういう意

味では、福祉灯油ということもあるべきではな

いかと思います。改めて、寒冷地手当の設置の

要望も必要ではないかと思います。 

  あと、もう一つは、雪おろしボランティアの

募集もやってもよかったと言う人もいました。

例えば、昼御飯つきとか、もちろん保険もつけ

ていただきたいわけですけれども、保険つけて

昼御飯出すから、雪おろしボランティア、「ボ

ランティアなんて、本当にいいのか」なんて言

ったら、「お金要らないからやってあげてもい

いんだ」なんて言う人もいらっしゃって、ああ、

そういう人もおられるのかと思って改めて驚き

ましたけれども、そういう方もおられたので、

雪おろしボランティアの募集なども、やったの

かもしれませんが、その点はどうだったのかお

願いします。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 数点、御要望というふうなこと

でいただきました。 

  激甚災害の指定というふうなことにつきまし

ては、今そこまでの、いろいろな資料を検討い

たしまして、今調査をしているところでござい

ます。市長の対策の説明にもございましたよう

に、天災融資法の迅速な発動というふうな前提

といたしまして、今おっしゃられたような災害

諸法の発動があろうというふうに感じておりま

す。 

  それから、屋根雪の排雪の対策につきまして

は、さまざまな形で市の重機、ダンプ、トラッ

ク等を公道等につきましては使いまして、対策

をいたしたところでございます。民家の対応に

つきましては、過去にもいろいろ経験をしたと

ころでございます。一斉に道路に出して、御負

担をいただきながら道路の排雪と一緒にやると

かいうふうなことも過去に経験がございますが、

その際は大変な時間がかかってしまって、交通

の途絶、時間がかかってしまったというふうな

反省もございまして、今後の、今回の対策をい

ろいろ検証しまして、考えてまいりたいという

ふうに存じます。 

  雪おろしボランティアの活動につきましては、

非常に御相談は確かにいただきましたが、かな

りの条件がありまして、午前中だけとか、家に

迎えに来ていただきたいとか、何時から何時ま

でしかできませんとかいうふうな、まあ、具体

的、かなり詳細な条件等があるものもございま

して、緊急の対応には我々受け入れ側としても

そういうマニュアルもまだ整備していないとい

うふうな状況でございましたので、今後の検討

にさせていただきたいというふうに存じます。 

  御指摘の点については、ありがたくお聞かせ

いただきました。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 私のほうから、ボランテ

ィア除雪についてだけ、ちょっと補足させてい

ただきたいと思います。 

  ボランティア除雪につきましては、市直接で

はございませんで、社会福祉協議会のほうが窓

口となっております。お申し出、それからニー

ズについても、私のほうでは社会福祉協議会の

ほうを通じてするように考えております。 

  この冬の成果といいますか、結果でございま

すけれども、ある事業所さんでボランティア除

雪をやるという事業所がございまして、そこが

12件の除雪をやっております。それから、個人

でボランティアをしたいという方がいらっしゃ

いまして、５人の方がいらっしゃいました。こ
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の方と社協の職員とが一緒に作業をやりまして、

８件作業をやっております。したがいまして、

ボランティア、社協を通じたボランティアにつ

きましては20件やっております。 

  それから、従来から市のほうに直接いらっし

ゃった事業所も一つ、１カ所ございまして、そ

こは３軒のお宅を福祉の職員とともにやってお

ります。 

  いずれもボランティアということでございま

すので、一切その費用的なものは払っておりま

せんで、ただ、ボランティア保険だけは入って

いるという状況になっております。補足させて

いただきました。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 これは有償ボランティ

アなんですけれども、１月22日の豪雪対策本部

を設置してすぐに、建設業協会最上支部のほう

にお願いしてもらいました。その中で、ある程

度の雪おろしの要望がピークでございましたの

で、建設業協会のほうでも支援をしたいという

ことで、一律１万3,000円というふうなことで、

１人１日１万3,000円ということで対応してく

れるようになりました。協力会社が38社ござい

まして、いろいろ総務課のほうで申し出あった

住宅のほうに協会が出向いて、それで何人ぐら

い配置が必要なのかということを判断して、そ

れでお家の方と相談させていただきながら対応

させてもらったという経緯もございます。 

  最近は、雪おろしも終わっておりますので、

そういう相談はございませんけれども、また、

業界のほうには、今受注している工事がござい

ます。その中でいろいろ、県でもそうなんです

けれども、新庄市のほうでも工期を延長して、

その雪おろしに専念していただきたいというふ

うなお願いをしてまいりました。ちょっと追加

でございますけれども、報告させてもらいます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） わかりました。 

  あと、トラックなどを使う排雪、高齢者の世

帯、ひとり暮らしの世帯で、たしかだれも、子

供には迷惑をかけられないということで、しか

し、自分が屋根に上って、上っておろすのはい

いんだけれども、その先の排雪はできないから

やっぱりトラックに、業者に頼んで、相当のお

金がかかってしまって苦しかったって、これか

ら苦しくなるんでしょうけれども、苦しいと高

齢者はおっしゃっていまして、トラックなどを

使う排雪も高齢者への雪おろしサービスの中で

考えて、今やっているのかもしれませんが、考

えるべきではないか、あるいはやっているのか、

その点、もう一回お願いします。 

  それから、福祉灯油の問題も考えるべきでは

ないか。寒冷地手当の設置の要望、この点につ

いてはどうでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 トラックによる排雪でご

ざいますけれども、今のところといいますか、

現在の制度としては、市の制度としてはトラッ

クによる排雪までは見込んでおりません。ここ

数年雪が少なかったということもございまして、

今のところ考えておりませんでした。それで、

先ほど副市長からあったように、今後の課題と

して考えていきたいと思っております。 

  それから、福祉灯油につきましても、前回は

平成何年だったでしょうか、そのころの実例も

参考にしながら、これも今後の課題として考え

ていきたいと思っております。以上でございま

す。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 専決処分ということで、

処分ではないかもしれませんけれども、この豪

雪を経験してみまして、やっぱりこの寒さ、雪
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でガソリンは倍食うし、それに雪おろし関係で

倍、何十万円とかかるし、そして働いている人

もその時間、何時間も早く起きて、毎日毎日か

なりの労働をしてから仕事に行かねばならない

という、家でやる人がいなければね。それを考

えますと、相当な寒冷地、この積雪のための生

活費というのはかかったなというのが実感だと

思いますし、そういう意味では寒冷地手当とい

うのがやっぱり皆、もう一回復活されるべきで

ないかなと改めて思うし、寒冷地手当というの

は多分、公務員などなんでしょうけれども、民

間でもそういうものがやっぱりできてほしい。

これは民間に勤めている人からの要望もあった

ので……（「それ、専決処分にあるの」の声あ

り）そういう話もぜひ、市長の要望などに加え

ていただけないかということなんです。 

平向岩雄議長 佐藤議員、今審議しております内

容は専決処分についてでございますので、その

辺考えて発言していただきたいと思います。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 先ほど、市長の報告が

あったんだけれども、これを見ると市道とか村

道とか、そういうのに大変かかると。それから、

被害、いろいろな被害か、農作物とかハウスと

か、こういうことがよく出てくるんですが、こ

れ、都市整備課長、各個人の家庭の負担という

ものは、私はこれ以上かかっているんでないか

なと見ているわけ、これ以上。朝１時間したっ

たって、最低賃金で言ったって700円も800円も

かかっているわけよ、各家庭でだよ。そういう

ものを数字を出していかないと、この予算の５

億何ぼしか、受け取るほうは見えないわけ。受

け取るほうは、雪の害というものは。恐らくこ

れ以上になるんでないかなと、各家庭で、

8,000世帯も１万世帯もなると。そういうもの

も、ことしの豪雪を機に何か統計を出してみた

らいかがですか。 

  あわせて、松岡俊三さんがそういうことまで

つぶさに調査して、国に訴えたわけよ。ただ道

路に何ぼかかるなんてねえで、各個人が大変だ

と。個人が大変だから、雪国から出ていくわけ

よ、みんなが。どうです、市長、そういうこと

も含めて、かつての松岡俊三さんが訴えたよう

なことを、資料がないと訴えたって胸打つこと

ない、相手が。家庭ではスノーダンプも必要、

スコップも必要だと、石油ストーブも余計たく

と、松岡さんはつぶさにそういうふうな精査を

して訴えたわけ。これを見ると、ただ道路しか

出てこないわけよ、５億何ぼというのは。 

  それから、福祉関係で、福祉事務所長、この

前、大変迅速に対応して所長みずからが、それ

こそ危険だということを判断なされて、まず差

し当たりここだけは危険除去しねばだめだとい

うことで、職員と３人で来てか、大汗になって、

それこそ大汗になって、私来たのもわかりませ

んでしたが、ちょうど見たらな余り、何か我々

見えた人夫と違った方が上っているなと思って

行ったら、所長さんと職員、２人でやっておら

れました。その周辺の方も、「ああ、市の職員、

大したもんだ」と、みずから来てやったと大変

評判いかった。やっぱり本当に危険があるとこ

ろは30分でも１時間でも、ことしなんか特にシ

ルバーでも幾ら申し込んでも来てもらうことが

できなかったわけよ。その後で、あと、３日や

４日も置いて大丈夫だというところはその後で

シルバーさんが来てきれいになさっていきまし

たが、まずこの場所をかりて、福祉所長も大し

たもんだ。これからも頑張ってください。 

  今言ったこと、市長、都市整備課長、各家庭

の負担というものはどれぐらいかかっているか

ということを、これからあんまり手間暇かけな

いで、そして相手に説得するような材料を出す

ようにやったほうがいかがかと思いますので、

その辺いかがですか。 
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五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 雪は均等に、道路ばか

りじゃなくて、当然屋根にも積もります。前に

も、雪氷防災のほうでも毎日の降雪量、積雪量

といいますか、そういうデータをそろえており

まして、冬期間に降る量というのはことしは異

常に、１月は２倍近く降ったというふうなこと

で、そういうデータをもとにですね、やっぱり

一般家庭でも当然、今言われました灯油とか、

それから出勤前のいろいろな片づけ、屋根の雪

おろしの費用、こういうことも今後まず整理し

て、この課題としてまいりたいというふうに思

います。豪雪の記録として残していきたいとい

うふうに思います。以上でございます。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 都市整備課長、早速や

るということで、例えば同じ農業でもこの間、

農協から融雪剤の注文が来ていました。通常だ

と融雪剤なんて要らないわけよ、融雪剤なんて

いうのは。そうすると、こいつは余計な経費よ。

そういうことも、それから今度はその生産費か、

雪国の生産費、暖かいところから見るといっぱ

い食うから。ハウスだって、暖かいところは雪

降らないから細いパイプでいいわけよ。雪国は

その倍ぐらいになるんだ。経費も倍かかるわけ。

そういうこともあわせてな、松岡俊三さんの原

点に返って、これ、都市整備課長ばかりでだめ

だ。副市長、何かそういうのをどこかに命じて

やってもらったらいかがかなと。特にこれから

出てくる、何だ、総合政策だか、地域づくりと

かって細かく出てくる。そういうところで時間

かけてみっちりやってよ、みんな忘れた、雪の

害というのは今。いかがですか、副市長、その

辺。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 大変、松岡俊三先生の御遺志を

継がれ、雪害運動に邁進された渡部議員のもっ

ともな御主張であるというふうに感じました。 

  特別豪雪地帯ということでいろいろな、公に

対する財政措置がいろいろな形であるわけでご

ざいます。学校改築等の補助の際のかさ上げと

かが、我々先輩の絶え間ない活動によって財政

上の特別措置が充実してきております。 

  さらには、税制上の、一般の市民の家計に響

く所得税云々、そういったものの際の控除、控

除部分として雑損、いろいろな費用がかかりま

したと、特別な費用を所得税の課税額から控除

すると、そういったものがまだまだやっぱり足

りないのではないかなというふうには感じます。 

  過去、商業者の屋根雪のおろしの費用につき

ましては、租税特別措置法による雑損控除、控

除が認められております。これもなかなか活用

といいますか、それが、忘れたころに災害とい

うのはやってきますので難しいところがござい

ますけれども、こういったもののやはりもう一

回我々も認識をし直して、公の控除、財政措置、

そして一部民間に対する税制上の措置なども研

究をして上に、国・県等に申し上げていかなけ

ればならないというふうに思います。 

  さらには、ちょっと脱線しますけれども、国

の雪氷防災科学技術センター新庄支所の廃止の

お話が去年の秋からございまして、非常にこれ

は大変だというようなことで皆様方からお力添

えをいただいてまいりました。人工降雪装置を

使った実験装置につきましては、世界でもまれ

な装置であるというふうなことで、これについ

ては耐用年数、十分使うというふうなことで、

存続という形が見えてはきましたけれども、や

はりこの行政刷新会議の仕分けの俎上に上がっ

たというふうなことで、一応そういうふうな整

理が去年秋にあったというふうなことでござい

ます。今後、さらにそれが進まないように、官

民挙げて存続運動をやっていかなければならな
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いというふうに考えておりますので、議員各位

におかれましても、いろいろな場面でぜひ御支

援、御協力を賜りたいというふうに思います。

余計なことを申し上げましたが、以上でござい

ます。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今、あそこのあれか、

高壇の防災センター、お話出たんですが、あれ

ももとをただせば雪害研究所があったから、歴

史的な背景があったから引きずって、国ではあ

そこに設置してやって、大きい要因があるわけ

よ。ほら、まゆの郷もしかり、平塚英吉さんが、

世界の平塚さんがいたからこそ、あの原蚕所が

来たわけよ。今の防災センターも私どもの、あ

れはだれだっけ、代表、会派だっけか、行った

べ。（「うん、会派で、長岡」の声あり）長岡に

行ってきました。うらやましい、長岡のあのあ

れ。（「レーダー」の声あり）うん、レーダーか。

世界の気候条件から雨、どこに何ぼ降るかとか

って。結局、こっちもだんだん、だんだん縮小

になっていったわけよ。雪の里の文献も、本当

に必要だというものは皆向こうに持っていった

わけだ。 

  だから、この防災センターだって、ちょうど

県立病院の存続ということのとき、最上で「最

上の医療を考える会」というものを立ち上げて、

３回やったわけよ、大会。そういう防災センタ

ーも最上郡挙げて、市民が一堂にこぞって、そ

してそういう関係者も来てもらってよ、そうい

う大会というかな、集会というか、そういうこ

とをやったらいかがですか、市長。 

  「あら、困ったな」ということは、ただ市長

とか議員たちだけでなく、住民、いわゆる住民

のみんなで一緒に、一堂に会して、そしてそう

いうふうな関係する方を、代議士なり、国のそ

ういう関係者をお招きして、そしてそこでみん

なでお願いするというか、私はやったほうがい

かがだかなと、今お話ししていて思ったんです

が、その辺、市長、いかがですか。何か大会で

も大々的にやってよ。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 現在、所長をやっておられます

佐藤 威所長を窓口にしまして、国の動き等々

を十分に把握しまして、今おっしゃいましたよ

うな多くのすそ野の広い運動をこれから展開を

するべく協議を、県等とも協議をさせていただ

きたいというふうに思います。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） ３点、お尋ねしたいと

思います。 

  まず、きょう、要望書、市長から説明を聞き

ました。この内容を見ますと、もっともな話な

のでね、これは緊急を要することなんですね。

ですから、これは早急にやっていただきたいと

いうふうに思います。 

  雪の対策というのは、二つあると私は思って

おります。一つは緊急性を要するもの、それか

ら展望的、長期的に対応していくもの、二通り

あると思うんですね。渡部議員が言ったのは、

長期的な考えの中での運動をする一つの要素。 

  それから、ことしのように、平成16年、17年

の豪雪に次ぐ豪雪というふうなことになります

と、これは緊急的な様子を示しておるわけなん

ですね。予算から何から、すべて緊急性を要す

るというふうなこと。待ったなしなんですね、

豪雪というのは。そういうことで、二、三点、

ひとつ申し上げておきたいと思います。 

  一つは、平成16年、17年から見ますと道路除

雪は、本当に豪雪ではあるけれども、やってく

れましたね。この雪に対して、よくやったなと

いうふうなことを私はしょっちゅう、ことし見

ていて感心をしました。これも常日ごろの豪雪
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に対する考えが効果をなしてきたのかなという

ふうなことでね。ただ、これで完全だというふ

うなことにはいきませんけれども、平成16年、

17年から見ますと、相当対応がよかったなとい

うふうなことを考えているところであります。 

  そういう意味で、長期的な考えの中で雪対策

というふうなものを、国に対しての運動を展開

していただきたい。これは、市町村財政が平成

16年、17年から見ると非常に苦しい状況にある

と思います、全国的に。その中で、これからの

対応ということを考えていけば、やはり国から

の豪雪地帯に対する対応というふうなものを急

いでもらわなければできないのではないかなと

いうようなことを考えておるのでね、幸いにし

て要望書が山形県の市町村会なり、県知事なり、

まとめた文書をきょう、今拝見をさせていただ

きました。その中で、いろいろな議員から指摘

があったんですが、私は農業関係をちょっと聞

いてみたいと思いますね。 

  最近、私もちょっと回ってみますと、稲作の

ハウスが相当やられている。「申請したって何

にもならねえんだろう」というふうな農家が相

当出ているんですね。ですから、実態調査をす

ればすごく出てくるんじゃないかなと私は感じ

ています。被害がですね。これに対する対応と

いうふうなものは、農林課でも一生懸命やって

いるようですけれども、農家の方々が、「申請

したってだめだから、このままで対応するん

だ」という方が相当おりました。はっきり言っ

て、私も聞いています。考えてみれば、補助金

も何もなければ申請するまでもない、面倒くさ

いというふうなこと、あるんでね、そうかなと

いうようなことも考えてみたんですが、でも、

雪国としての被害総額というふうなものをまと

める必要があるのではないかなと思った、農家

のね。一体、新庄市でどのくらいの被害がある

のか、それの資料に基づいて国・県に対する要

望を展開していくというふうなことが非常に大

切ではないかなということを思ったから、ひと

つお願いしておきたいと思います。 

  農林課長、今、実態調査に入っていると思う

んですが、現況はどうですかね。農家の被害に

対する現況、これをちょっと。途中だと思うん

だけれども、中間的な考えで結構ですから、ひ

とつお願いします。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 亀井議員おっしゃるとおり、

本当に平成十六、七年のときよりもハウスの倒

壊、半壊が見受けられます。それで現在、我々

歩いてという言い方はおかしいんですが、確認

作業をしておりますが、なかなか雪の中で見え

ない、まだまだ実態が隠れているというふうな

状況もありまして、農協、それから農業共済、

こちらのほうに確認してはおります。 

  それで、まだちょっと件数は少ないんですが、

ハウス関係で13棟、それから構造物、建物関係

が農業関係の建物が２件、それから桜桃の雨よ

けテントが２件というふうなことで、総額にし

ますと、これは現物評価、減価償却するともっ

と少なくなると思うんですけれども、今建てる

とどのぐらいかかるかというふうな評価では

1,300万円ほどの被害は出ています。 

  ただ、このとおりまだまだ雪がおさまってい

ない状態で、果樹の場合には園地にもなかなか

行けない。ハウスも、家の近くのハウスはわか

るんですが、田んぼのほうに行くとまだちょっ

と確認できないというふうなものも含めると、

まだ被害状況が出てくるとは思っております。 

  県のほうも補助体制というふうなことで、い

ろいろ２月の県議会の中で補正を組む段取りは

しております。新庄市においても、３月補正に

はそういった被害を救済する補助金等々につい

て今準備中でありますので、なお詳細な確認、

それから農協さんを通しての被害の申し出、議

員各位におかれても、そういった話があれば、
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「農協とか農林課に相談行ってこいよ」という

ふうなことで伝達していただければ助かるなと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） では、こういう話が今

出ているんです。ハウスの被害が余り増大して

いるものですから、材料がなくなるんじゃない

かと農家の方が心配しております。それで、供

給ができなくなれば、作付に影響してくるとい

うふうな状況になるのでね、私も二、三人、相

談を受けました。今から注文したらどうかとい

うふうなことで話をしたんですが、これは新庄

だけではなくて、ハウスの被害というのは全県

下的な被害なものですから、資材に対する心配

も農家の人は相当今しておるようです。そして、

高騰が当然、そういうふうになりますと高騰す

るというふうなこともあると思うんで、今から

注文したらどうかなというような話を二、三人

にしてまいりました。 

  そういう関係もあって、やっぱり新庄市の総

体的な被害というのを、これはさっきの農業関

係もあるし、それから住宅関係もあるし、道路

に使用した総額的な額というふうなものは出て

くるはずですから、これらを集計していると思

うんですが、集計して、国・県に対する緊急的

な要望をしていくというふうなことを今対応し

ていただきたいなと。 

  私は、新庄市だけでできなければ、最上郡の

市町村が、これは一堂に会して要望していくと

いうふうな対策も広域な事業としてやるべきじ

ゃないかと思うんでね、一つのルートとしてや

っていただきたいと思うんですよね。それが県

に行き、国に行くという形で拡大していくとい

うような形の中で運動を展開していくんだとい

うふうなことをぜひやっていただきたいと思い

ます。 

  まだ、途中半ばなんでね、被害状況というの

はこれから出てくると思うので、ぜひその対応

をお願いして終わりたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ことしの豪雪は、大変

御苦労なさったわけなんですけれども、我が市

は全国に先駆けて「無雪宣言都市」を名乗って

いるわけですので、一つ気になるのが、この市

役所前と後ろの雪ですね。せめて、だれかが来

たとき車が入れるように、後ろのほうも、我々

もとめるのに、非常に難儀したことがあります

ので、その辺の敷地の管理の課はどこなんでし

ょうか。 

  恐らく、私の考えるところによりますと、大

変市民生活が困っていて、市役所広場ばかり広

くして何だと言われかねないから除雪をしない

のか、多分私はそういう観点で除雪をしないの

ではないかなと思うんですけれども、無雪宣言

都市というのは、その市役所の広場に書かって

いるわけですので、せめてやはり来客が来たと

きに滞りなくとめるような、ここの管理と除雪

ですね、その辺をどういうふうな管理になって

やっているか、まずその辺をお聞きしたいと思

いますので、お願いします。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 庁舎前駐車場、庁舎裏駐

車場の排雪ということになろうかと思います。 

  基本的には市道、いわゆる市道の、朝早出す

る際に一緒にまず寄せていただくということに

させていただいております。それで、寄せた雪

がだんだんたまってきますと、もう寄せ切れな

いという状態になるわけです。例年ですと１回、

３月定例会の前に排雪ということで行っていた

わけですが、ことしはそうもいかないというこ

とで、１月の22日、23日、たしか土日だったと
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思いますが、まず庁舎前を排雪したいというこ

とでいろいろ計画しているわけですが、御案内

のとおりちょうど、まさしく大雪の真っ最中で、

公道である市道の除排雪で手いっぱいで機械の

確保もなかなかままならないという状況でした

けれども、ただ、そこは何とかお願いして排雪

を行いました。それで、御案内のとおりの大雪

でしたから、本来であれば庁舎裏も含めてと思

っていたんですが、その２日間ではとてもでき

ないということで、さらに後日、今度は庁舎裏

分、これも丸２日かかっております。そういう

ようなことで排雪は行っております。 

  ただ、状況を見ながら、また３月定例会の前

にはきれいにしたいという計画は持っておりま

すが、小嶋議員おっしゃったように常時、常に

排雪というのも、基本的には市道等の機械のい

わゆるキャパシティーというのはあるでしょう

から、なかなかそうもいかないというのも現実

でして、ただ、来庁する市民の方に迷惑がかか

るようなことのないようなことも考慮に入れな

がら随時、今後も排雪には努めてまいりたいと

は思っております。 

  そういうことから、今回の専決処分の中で、

２款１項６目の財産管理費の中で、委託料、借

上料等合計220万円、これは庁舎だけではない

んですが、補正をさせていただいたと、増額補

正をさせていただいたということでございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議会をする前にすると

か、議会対策でなくて、これは市民本位に考え

てもらいたいと思います。余りいっぱいためて

いっぱいするとやっぱりお金がかかるんだけれ

ども、その都度できるわけです。機械も新庄市

ではあるわけですので、やはり新庄市は「無雪

宣言都市」というようなタイトルがあるわけで

すので、来客が来たときはせめて、来たときに

は、「ああ、雪に対して認識があるんだな」と

いうようなやはり意識をやってもらわなければ、

私は無雪宣言都市の名に恥じると思いますので、

その辺やはり、いつでもお客さんが、市民が来

たときに、大変だけれども、新庄市はやっぱり

そういうお客さんに対する、市民に対する一つ

の考えがというようなことがやっぱり私は大事

ではないかなという観点から申しましたので、

ぜひひとつお考えいただきたいと思います。 

  あと、一番今回の雪対策で難儀したのは、都

市整備課の皆さんではないかなと思っておりま

す。私も、市民の皆さんからいろいろな要望が

来て、電話するけれども、日曜日も土曜日もな

く、よくやっていただいたなというような、完

全ではないですけれども、私は非常に頑張って

いただいたなというような気がいたします。 

  そして、今まで末広町通りが、そろばん道路

みたいだったのが、ことしは割りかしきれいに

なってよかったというような声も聞いておりま

すし、また一番苦労したのは、現業の職員では

ないかなと思うんです。一生懸命やっても、ま

だまだ市民の声が不満足で苦情が来たと思うん

ですけれども、その苦情対策も含めてどのよう

な、雪対策に御苦労なさったか、ひとつ、せっ

かくのきょう、機会ですので伺って、私も伺っ

た結果を市民の皆さんに、こういうことで皆さ

んの要望にこたえてやったんだよということを

お聞きしたいと思いますので、その辺あったら

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 戦後３番目の大雪とい

うことで、私もいろいろ経験しましたけれども、

今回の雪というのは初めてでございました。 

  いろいろな降雪量の関係は、１月末で1.2倍、

それから積雪深で２倍というふうなことで、今

現在は降雪量については平年並みに戻っていま

す。約７メートルぐらいで戻っておりますけれ

ども、まだ、先ほど市長も申し上げました、積
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雪深が１メートル45センチございます。例年で

すと、70センチとか80センチぐらいなんですけ

れども。 

  そうした中で、除雪はそうなんですけれども、

やっぱり排雪の要望が、もう捨てるところがな

いということで、その排雪の処分について相当、

職員もそうなんですけれども、委託業者の皆さ

ん、オペレーター、本当に難儀かけて、何とか

乗り切って、先が見えてきたなというふうに思

っておりますけれども、いろいろな住民につい

ての苦情関係は、まず相当ございます。一日お

しかりの電話をいただくと、もうまいってしま

うという実態でございますけれども、その辺は

とにかく苦情が来たらすぐ現場へ行けというこ

とで、直接現場の皆さんにお会いして、「そう

いうことなんです」という説明を申し上げて理

解をいただいております。 

  あとそれから、いろいろな主要道路といいま

すか、重点路線という、二十何路線ぐらいある

んですけれども、特に地域防災計画の中で、こ

こだけの幹線道路は常にあけておかないと、何

か突発的な災害とかが起きたときに対応ができ

ないということで、特にこの辺は注視して、で

きるだけ段差のない緩衝に努めてまいりました。 

  あと、今現在、大体市道の幹線道路は見えて

いましたので、あとは工事とか、これから生活

道路の除雪のほうにちょっと専念していきたい

なというふうに思っています。以上でございま

す。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 市民の皆さんは、やは

りいつでも自分の道路の前を除雪してくれねば

ならねえというような観念をお持ちになるのは

当然でしょうけれども、私道路の方々が非常に、

「うちのところに来るのが遅いや」とかと言う

ような傾向が強いんですけれども、その辺やっ

ぱり市民協働というような、今の市の考えがあ

るわけですので、市の除雪路線のそういったも

のを、もう少し市民の皆さんに理解できるよう

なお知らせ的なものを、私道路は遅くなるなん

て言っては、市民感情、悪くなると思いますけ

れども、やっぱり今、課長が言ったみたいに主

要道路をするとか、その次はというようなこと

をもう一回。今までは雪が少なくてそんなに感

じなかったんでしょうけれども、ことしみたい

な豪雪のときはやっぱり来ない、除雪が来ない

とかって非常に来るわけですので、やっぱり限

度もあるわけでしょうから、そういったものの

考えを市民の方々に、夏のうちからわかりやす

くやっていくと少しは、私の地域はこういう地

域に入っているから、もう少し待てば必ず除雪

来るんだと、早く来なくてもというような、こ

ういったものも今後の施策として私は大事では

ないかなと、つくづくことしの雪で感じたんで

すけれども、その辺、政策的なひとつ、市民に

知らしめるということのお考えはいかがでしょ

うか。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 特に生活道路につきま

しては、約40キロございまして、これは県内で

いち早く対応した新庄市なんですけれども、件

数が350件ほどございます。その中でいろいろ

な、ことしは事務的な、いわゆる代表者の、い

ろいろな申請者の簡素化をということで、新た

な申請をしないで代表者の聞き取りということ

でさせてもらいました。そのときに、ある程度

代表者の方に、ある程度のマナーといいますか、

こういうことで市道を優先的にできるだけ早急

に除雪するようにというような話はさせてもら

っています。 

  なお、どうしても代表者が毎年変わったり、

そういう簡素化した理由は、やっぱり住民のコ

ミュニティといいますか、地域の中で皆さんで

話し合ってもらいたいと。だから、苦情も代表
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者を通じてお願いしたいとか、そういうことで

まずいろいろ代表の方には話はしておりますけ

れども、まず今後の課題として、いろいろなそ

の辺も含めてまちづくりとか、いろいろなそう

いう出前講座とか、そういうことで対応してま

いりたいというふうに考えております。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） ２点ほど。 

  最初に、６ページの民生費で老人福祉費、専

決処分で２億1,550万円、地方交付税で出した

わけでありますけれども、76万5,000円という

ことで、これは在宅老人福祉事業費ということ

で、冬期生活支援業務委託料ということで、ひ

とり暮らしの人たちに対するいろいろな除雪の

対応だと思いますけれども、本当に交通の道路

の確保も当然、都市整備課のほうでもかなり苦

労されたでしょうし、先ほど福祉事務所長がみ

ずから屋根に上られて、いろいろな部分の対応

をしてあげていると、ひとり暮らしの老人世帯

等にも含めてそういうふうにやられたことと、

私も２件ほどいろいろ申請させていただいて、

迅速に手を打っていただきまして、本当にあり

がたかったなと、生活弱者の観点から、大した

もんだなというふうに思ったのでありますけれ

ども、市長の要望書の２、３ページに、昨年同

期の３倍を超える199名の、死亡が13名、負傷

者が186名というその状態で、３倍をも超える

その被害者が出られていると。ほとんどお年寄

りというかですね、年をとっておられる方々が

雪の下敷きになってみたり、雪おろし作業中に

負傷したりという状況なのですが、私の場合も

福祉事務所長のほうにすぐ迅速にあれしてもら

って、ひとり暮らしのいろいろ、何回までか非

課税でこうだという方は１回当たり１人の人夫

が幾らとか、千幾らということだったのが、誤

請求というか、１万6,000円、要するに月二、

三万円ぐらいしかもらっていない年金受給者の

方々がそういうふうな状態があって、これはお

かしいという話で電話を入れていただいたら、

これは間違いだったということのような状況の

話が２件あったんですね。 

  それで、この福祉の在宅の冬期の76万5,000

円で果たして済んだのかどうなのか、ほかの

方々も誤請求とか何とかってなかったのかどう

なのかと。そこまで忙しくて、所長みずから本

当に陣頭指揮をとって、あの屋根の上に上って

ですね、ひとり暮らしの生活弱者の方々は、や

っぱり家がつぶれるのではないかなというこの

不安感とか、もう本当に今回はかなりの何てい

うか、精神的にまいった状態に置かれていると

思うんです。 

  道路確保も確かに大変ですけれども、このよ

うなひとり暮らしの生活弱者の人たちが、どれ

ほど心配、心労されたのかなと思ったときに、

この76万5,000円というのはもっともっと、新

庄市は高齢化世帯ですから、ひとり暮らしの老

人世帯がどれぐらいいらっしゃって、そしてこ

の対応をした状態のこの条件というのはどうで

という状態をちょっともう少し教えてもらって、

議員の人たちもそういうことを知っていれば、

お願いするということもお願いできたんでしょ

うと思いますので、そこのところを教えてもら

いたいなという点が１点と、それから専決で２

億1,533万幾らというやつが出ていますけれど

も、３月補正でもっとやるでしょうけれども、

今の状況だと、まだこれから排雪をしないとや

っぱり安全確保だとかも、道路のわきはもうか

なり、３メートル、２メートルぐらいになって

いるわけですから、交通事情もやっぱり、視野

も狭まって危ないでしょうし、今後あるでしょ

うけれども、どれぐらい踏んでいられるのかも

含めてお伺いしたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 
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今川吉幸福祉事務所長 このたびの専決予算で決

めさせていただきました76万5,000円というの

は、これは追加額でございます。当初において

133万5,000円、既決予算がございましたので、

今回は不足額が76万5,000円だということで、

全体の見込みとしましては210万円ほどになっ

ております。 

  それから、この除雪の対象者でございますけ

れども、高齢者で低所得者、そして隣近所から

の支援がもらえない、子供から、親族からの支

援ももらえないという方が対象でございます。

２月１日現在の時点では、屋根からの雪おろし

の登録が41件でございます。それから、玄関前

の除雪の要望が36件という登録でございます。

両方とも申請されている方もいましたので、実

質の件数は49件でございます。この方々から登

録はなっておるんですけれども、実際はすべて

の方々が実施がなったわけではございません。

中には近所からやってもらったという方もいら

っしゃいますし、あるいは１人で２回もおろし

たというような方もいらっしゃいます。 

  そのようなことで、私のほうの制度としまし

ては、雪おろしは１シーズン３回までというよ

うなことで、回数で制限をしております。それ

から、玄関前の雪はらいについては月８時間ま

でということでさせていただいております。い

ずれも費用が、１日当たり１万1,000円のシル

バーへの支払いでございますので、それの１割

負担を御本人からしていただいて、残り９割が

市のほうから負担しているという形になってお

ります。雪おろしはそういったことで、１万

1,000円の単価でございますけれども、雪はら

い、玄関先につきましては、これを８で割った

数字、１時間当たりの単価1,235円分を市のほ

うで負担して、住民の方は140円の負担でやっ

ているというようなことでございます。 

  ということで、現在まで、12月と１月までの

実績で約130万円ほど既に使っているというこ

とで、今後の支出見込み、２月も結構ございま

した。恐らく２月いっぱいぐらいで大体終わる

のではないかなと思っていますけれども、その

不足額として76万5,000円を今回計上させてい

ただいたということでございます。総額では

210万円ほどになっております。 

  それから、もう一つ。先ほどの社会福祉協議

会でやっていますボランティア除雪でございま

すけれども、これのほうも対象者は80歳以上の

低所得高齢者に限るということでございます。

ですから、やっぱりお金のある方につきまして

は、支払い能力がある方につきましては、やは

り自費でやっていただくというような仕組みに

なっております。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時０２分 休憩 

     午前１１時１２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 金議員から、今後の３月

補正等の対応という御質問かと思います。 

  今回、２月10日付で専決処分させていただき

ました２億1,533万3,000円でございますが、当

初予算計上額が約３億7,100万円、道路だけで

はなくて、ほかの公共施設等も含めた数字でご

ざいますが、それに２億1,500万円を足しまし

て、トータル的には今、予算計上額が５億

8,600万円程度予算を確保してございます。 

  それで、金議員御指摘のとおり、さらにこれ

から、とりわけ道路の排雪と借上料という形に

なろうかと思いますが、それもかかるのではな

いかということで、３月定例会冒頭でお願いし

たいと思っていました３月補正予算につきまし

ては現在調整中でございますが、おおよそ
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7,600万円程度補正の増額をさせていただきな

がら、とりわけ道路の排雪中心かと思いますけ

れども、補正をさせていただきながら対応をさ

せていただきたいということを考えているとこ

ろでございます。そうしますと、トータル的に

は道路も含めた公共施設等、いわゆる除排雪経

費といたしましては６億6,200万円ぐらいにな

ろうかというふうな見込みでございます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 今、２点のほうをお話

ししておりますけれども、では最初に、今、政

策経営課長のほうから、６億云々となると――

なるとというか、今までの豪雪対策の中で結構

額のすごいというか、戦後何番目かなという状

況になると思いますので、そういうふうな状態

はどういうふうに位置づけしているのか、まず

万全を期してもらいたいことを１点と、どうい

うふうに、戦後どういうふうな状況だという、

豪雪の状態だということを教えてください。 

  それから、福祉事務所長ですね、今41件ほど

ということで、その条件、要するに高齢者であ

って、所得が少なくて、いろいろな部分で援助、

除雪の援助ができないという部分。この登録さ

れている方々は何件あるのか。 

  それで、私はすぐ対応していただいたのです

が、これはシルバーのほうに委託するわけです

よね、その除雪を。そうすると、シルバーは何

ていうか、誤請求というか、今言ったように

1,100円で一日こうやってできますよ、１割負

担ですからということなのですが、１万6,000

円以上来ちゃって、こんなんしたら、自分では

３万円しか１カ月に年金もらっていないのに、

生きていられないという部分があって、私は２

件ほど訂正させていただいて、すぐ対応をして

いただいたんです。すごかったなと思ったんで

すが、これはもっとほかの方が、何件登録され

ているのかわかりませんけれども、生活弱者で

本当にこの土壇場で、もう本当に家がつぶれる

のではないかなとなってくるとやっぱり、福祉

事務所を通さないでだとか何とかって、もう緊

急で、命に及ぶいろいろな云々で、前の豪雪の

ときもそういうようなこともあったんですが、

何十万円取られた状態があったんですけれども、

この誤請求も２件あって、私はすぐ対応してい

ただいたということはすごかったなと思うんで

すが、ほかの方々もそういうふうな状態はある

のではないかという部分が懸念されるので、今、

専決で76万5,000円、全部トータルすると210万

円ほどということですが、今後はそういうふう

な雪の、雪おろしということはないんでしょう

けれども、ここいらのところ、本当に雪だけは

もう何ていうか、自然災みたいにしてもうやま

ずに降るものですから、特に老人の方々はやっ

ぱりまず命に及ぶ云々って、生活弱者ですから、

そこのところをすぐ改善してもらいたいという

部分でルートなんかは忘れてしまって請求して

しまう場合もあって、シルバーのほうも忙しく

てそういうふうな状態にあってという状況が、

私に報告が来ただけでも２件あったわけですか

ら、ほかにもあるのではないかなというふうに

懸念するわけです。 

  ですから、そのまま、知らないでそのままや

っちゃえばそのとおりになるわけですが、本当

にそういうふうな低所得者に対する、直撃され

るわけですから、ここのところはどういうふう

になるかという部分を教えてください。どうい

うふうにというか、何人登録されていて、大丈

夫だったとは思うんですが、たまたま私がとっ

てそういうふうに、私に「おかしいよな、こん

なんならば」という話があっての、お願いした

だけでも２件ですから、ほかにあるのではない

かなという……、するのでどうなのかを、そこ

のところを教えてください。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 
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伊藤元昭政策経営課長 除排雪経費が、今年度は

どうなのかという御質問であるわけですが、市

長の行政報告の中で申し上げましたが、道路に

限って申し上げますと、平成16、17年の経費、

道路でいきますと約４億弱、それぞれ経費がか

かっているような決算額でございました。それ

と比べますと今年度、３月補正を含めてという

見込みでございますが、約５億円の予算を考え

ております。そういうことからいけば、平成16、

17年当時からは上回ると。さらには、平成12年

はもうちょっと、５億8,000万円近くかかって

いたと思っております。そういうことから言え

ば、最高とまではいかなくても、それに準ずる

ような除排雪経費がかかる見込みだということ

でございます。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 誤請求につきましては、

金議員からお知らせいただいた件数だけでござ

います。私のほうではそういうふうにとらえて

おります。 

  最初の１件につきましては、これは完全なシ

ルバー人材での誤請求でございました。私のほ

うでの雪おろし支援世帯という、ちゃんと登録

になった世帯でございます。 

  もう１件につきましては、御本人が申請し忘

れた、しそびれた件数のものでございました。

金議員からお話しいただきまして、私のほうの

実態調査、職員がまいりまして、これはもとも

と、その申請をすれば当然該当する人だったと

いうことで、改めて申請をしていただいて、私

のほうのサービスを提供させていただいたこと

でございます。 

  それから、雪おろしの登録申請件数でござい

ますけれども、先ほど２月１日現在では41件で

したということをお話ししました。その後、今

申し上げましたような追加の申請がございまし

て、現在では44件の雪おろしの登録申請になっ

ております。その中で、実際にやった件数につ

きましては、現在のところで押さえていません

けれども、１月末現在では27件、回数としては

40回やっております。その後、２月の初めが結

構件数あったんですが、申しわけないですけれ

ども、この分については今のところ何回やった

という集計は来ておりません。月末にシルバー

からもらう予定になっておりますので、集計に

なりましたら、また後ほど御報告いたしたいと

思っております。以上でございます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 戦後最大の豪雪という

状況に、６億弱だとすれば大変な状況だなとい

うこと、その割には本当に一生懸命、やっぱり

頑張っていただいたなというふうに思って感謝

しますが、今後大変なところにはやっぱり早目

に、まだまだ交通、道路のほうとしてはやっぱ

り安心・安全というか、車が出るときのこの左

右がもう高くて、やっぱり見えないんですね。

あれ、ちょっと間違って出てしまえば、もうド

ンとぶつかるという、まだまだそういうふうな

危険箇所がいっぱいありますから、よろしく交

通の安全確保のほうをお願いしたいということ

と、今、福祉事務所長のほうから本当に一生懸

命やっていただいたんです。ええ、もう涙流れ

るぐらい一生懸命頑張っているということも

重々わかっておいての話をしているわけですけ

れども、要するに申請、今言ったように、所長

いわく高齢者であって、低所得者であって、そ

ういうふうに身寄り頼りというか、そういうふ

うな部分の近隣の人たちがとか、その親族一族

とかが近くにいらっしゃらなくて、金銭的な援

助ができないという状態の人たちということで、

登録となっているわけですので、その人たちと

いうのは特にそうですけれども、70代以上とい

うのは我慢強いんですよ。まず、自分の家がも

うつぶれかかっていたって、本当に我慢強くて
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いて、いろいろひとり暮らしの中でやっぱり、

例えば餓死だとかっていう状態があったって、

やっぱり我慢してやるんですよね。まあ、民生

委員がいらっしゃるでしょうと、その人たちに

言えばいいでしょうとは言うけれども、なかな

か我慢して言わなくて、もう土壇場のところで、

もうだめというところで言う可能性があるので、

ここいらのところ、今回こういうふうな豪雪を

機に、こういうふうに登録になっていられる

方々に対する、生活弱者に対する安心・安全を

していただくためには、例えば「こうだったら

言ってくださいね」とかって、登録だけですよ、

「言ってくださいよ」となってくると、もっと

もっとこっちのほうの除排雪費がかさむんでし

ょうけれども、これはやっぱり新庄市に住むひ

とり暮らしの老人世帯の生活弱者に対しては、

本当に安心を求めることだと思いますので、こ

こいら、今後ルール化というか、こういうふう

にしたいなという状態を今後改善策を求めて、

そういうふうな安心・安全をそのひとり暮らし

の生活弱者に対してはやってもらえればありが

たいなというふうに思いますので、これは要望

しておきます。終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今、金議員のほうから、高齢者対

策というふうなことの御提案をいただきました。

確かにそういう状況です。 

  今回の雪対策におきまして、職員その他の会

議のところにおきまして、あなた方も将来高齢

者になるんだと、自分のこととして、この雪を

とらえてほしいというようなことを申し上げた

ところでございます。少子高齢化社会で、本当

に不安になる高齢者の皆さんをどういうふうに

安心・安全に導くかと、今回の豪雪を機に今、

職員のほうに気づいたこと、これからどうする

べきかと、そういうようなことを早急に取りま

とめて、今後の対策に必ず生かしていきたいと

いうふうに思っております。 

  本当にひとり暮らしの皆さん、あるいは独居、

また高齢世帯の方々の不安を思うと、本当にこ

の対策をしっかりやっていかなければならない

と肝に銘じているところであります。今後、高

齢者世帯の安心・安全のために全力を尽くせる

ように、施策のほうも今後充実してまいりたい

というふうに思っております。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 本当に各議員からも、

この本当の豪雪、大変な状況であったわけであ

ります。まだ安心はできないかと思いますが、

そういう中で、本当に私からも職員、本当に女

子職員も挙げてのこのボランティア、いろいろ

な流雪溝に対する、本当に町内で水上がり、そ

ういうふうな維持管理、奮闘している姿に、私

からも本当に感謝を申し上げたいと思います。 

  そういう中で、これだけの豪雪に対して本当

に、市から委託を受けている業者、これは大変

な対応をしてきている状況も聞いております。

五十嵐課長は当然、その辺は私から申し上げる

までもなく把握していると思いますが、特にこ

の委託業者、当然市から対応、いろいろな形で

発信して対応していただいていると思いますが、

このたびの業者の奮闘もままならない。という

ことは、特に排雪の場合なんか、機械、ダンプ、

そういうふうな自動車がもう目いっぱいで、リ

ース業者も確保するのが難しいということで、

我々も町中を歩いていると県外のナンバーが本

当に、排雪する車が本当に目に見えたわけであ

ります。 

  そういう中で、市でもやはり災害協定という

か、そういうふうな友好都市というか、そうい

うふうなものを結んでいるやにも聞いておった

んですが、そういうふうな、もしそういうよう

な、あったようなことを……、友好都市を結ん



- 54 - 

でいるところがあるわけですね。そういう都市

と、こういう状況の場合はやっぱり雪の少ない

都市からですね、そういうような都市、友好都

市を結んでいた場合、いろいろな形で支援体制

というか、そういうものも話されてもらえば、

何らかの対応もできたかなという感じでおるわ

けですが、その辺はどうだったのか。 

  そして、今の業者の対応の現状を見ますと、

やはり市からどういう状況で、どういう対応、

来られるかわからないということで、機械とか、

重機とか、そういうふうな自動車、ダンプとか

の、リース会社へ返す、返すと借りることがか

なり難しくなってくるということで、もう借り

っ放しで置いておかないと対応できないんだと

いうような業者の声が聞こえてきたわけであり

ます。 

  そういう状況の中で、業者がいかにこのたび

のこの豪雪に対して新庄市の、まちのこれだけ

の雪を対応を背負われたということ、本当に大

変な努力で、本当に最小限に苦情も抑えられる

かということでやってきたなという感じでおり

ます。その辺の度合いはどういうふうに都市整

備課は受けとめておるのか、その辺もちょっと

お聞きしておきたい。 

  そしてまた、先ほど言った流雪溝のこの管理、

これは非常に職員が、本当に夜中の12時ごろま

で待機だというような状況の中で、かなりの水

上がりになったということも聞いております。

そういうのは当然、市のほうへ苦情みたいな形

で市民から来るわけですが、その辺の管理体制

もやはりきちっと町内会で、いろいろな形で説

明したりお話しされているかと思いますが、そ

の辺の市民の感覚というものをどういうふうに

都市整備課あたりは受けとめて、対応、維持管

理、そういうものに対して市民に説明しておら

れるのか、お聞かせいただきたいなと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 委託業者38社、いろい

ろ契約を結んで、いろいろな除雪、それから排

雪作業もやっていただきました。特に排雪につ

いてはもうピークで、議員おっしゃるとおり、

ダンプがもう確保できないと。庄内のほうから

とかいろいろな、仙台のほうとか、そういうと

ころでいろいろ業者のほうでも頑張って確保し

ていただいたというふうなことでございました。 

  特にまた、団塊の世代によって、いわゆる熟

練のオペレーターが退職されて、若いオペレー

ターがなかなか、「去年はうまかったんだけれ

ども、ことしは下手だ」というおしかりの電話

も結構いただきました。でも、そのオペレータ

ーについてもいろいろな、雪に対するいろいろ

な技術研修会とか、運転研修会とかですね、会

社のほうでもこれから進めてもらうようにお願

いしましたし、また今回の経験で、また来年度

以降ですね、その若いオペレーターについても、

そういう経験をなされたかなと思います。 

  あと、災害の協定につきましては、友好都市

というようなことでいろいろ協定はございます

けれども、たしか雪に対するというのは、協定

はなかったかなというふうにちょっと思います。

その辺は今後詰めて、ちょっと検討してまいり

たいというふうに思います。 

  また、流雪溝の水上がりについて、六十何件

ほどと言われました。前の豪雪の平成16年、17

年も、その件数は当然ございました。毎年のよ

うにあります。これはやっぱり流雪溝利用組合

もだんだん高齢化になっていまして、いわゆる

まちづくりといいますか、この町内でも話し合

っていないという、その辺が一つの課題かなと

いうふうに思っています。やっぱり若い世代の

リーダーシップといいますか、こういうコミュ

ニティづくりといいますか、これは今後必要か

なというふうに思います。水上がりが全部行政

と、町内はさっぱり関係なし、これだったら流

雪溝ということの意味がございませんので、や
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っぱり協働を進めていく上では、町内の連携し

た取り組みといいますか、今後必要かなと思い

ます。そのような、今後反省点としてこれから

取り組んでいきたいというふうに思います。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 流雪溝の管理、本当に

大変、町内、こういう流雪溝が流れている箇所

に対して大変な配慮をしながら管理していると

思いますが、やはりこれはですね、先ほど小嶋

議員も言われた、新庄は無雪宣言都市、これを

やるのは行政だけでは本当に大変な状況がある

わけで、これはやっぱり市民感覚も当然そうい

うふうな、流雪溝を維持していくためにはどう

いうところがどういう形で、どういうふうな状

況が起きるかということをやはりその町内の市

民感覚できちっと把握して、それをその町内で

話してもらうと。そういうことをやっぱり事前

に徹底していかないと、こういう水上がり対応、

対策というのは、いつまでたっても同じような

繰り返しになってくるんじゃないかと思います。

せっかく水を流して、水上がりになって苦情も

らうなんて、こういうばかげた話もあんまり聞

きたくないのは、私だけじゃなくて行政サイド

も当然と、そういうことですね。やはり対応、

対策、維持管理というのは本当に市民から、徹

底したそういうふうな管理体制を整えていただ

きたいと思います。 

  また、やはり今この業者の、本当に今そうい

うふうな、ことしみたいな豪雪はそう毎年ある

とは考えられないんですが、そういうふうな、

こういう場合、緊急という、これは豪雪だとな

るような状況のとき、本当に業者だけで対応し

ていただくということも大変な状況が生まれて

くるわけです。今、課長が言われたオペレータ

ーの件、この辺もやはりこういうふうな雪とい

う、その季節によって降るか降らないかわから

ないような、まあ、雪は降るんだけれども、こ

ういうふうな状況が起きるか起きないかわから

ないものを対応するわけです。対応してもらう

のは業者ですから、そういうふうなやっぱりオ

ペレーター、あれは特殊技術なものですから、

オペレーターの養成、そういうものも行政が何

らかの形で、確保できる態勢を業者に整えても

らうためには、行政も何らかの形が見えた形で

対応していけるようなものも考えたらいいんじ

ゃないかと思います。 

  本当に今、若い人たちもそれなりに一生懸命、

そういうふうな技術、いろいろやっている状況

も私も見ているんですが、あの除雪はそう簡単

に、あの技術は免許を取ったからってすぐ、う

まくきれいにやるというのは並大抵な仕事じゃ

ないんですよ。やっぱり経験というのがないと

だめだ。そういうことも考えると、やはり雪の

対応というのは業者も大変難しい状況があると

いうことも踏まえて、これからも行政のほうで

も何らかのそういうふうな対応を考えられれば、

お願い、要望でありますけれども、考えていた

だきたいなと思います。 

  以上で終わりますが、そういうことで今回の

この豪雪対策に本当に、先ほど申しましたが、

本当に行政、市民、一体となってやらないと、

幾ら対策本部をつくっても、やっぱり空回りす

るようでは大変だし、そういう市民感覚をきち

っとやっぱり行政サイドで説明して、そして対

応、処置、そういうふうな方向、お互いに確か

めながらやっていくということも大事だと思い

ますので、ひとつその辺もよろしくお願いした

いと思います。以上で終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 清水議員の御提案、大変ありがと

うございます。 

  実は今回、11月に建設業組合の皆さんが要望

に参りました。国の単価が下がったというよう

なことで、その基準でいきますと新庄市の単価
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も下がってしまうというふうなことで何とか、

待機料とかも新庄市の場合は払っていないわけ

ですので、ぜひ昨年並みの復活をお願いしたい

というような要望がございました。その中で、

このオペレーターの確保というようなことで、

大変大事な問題だというようなことをお互いに

確認し合ったところでございます。 

  それで、路線等の配置がえ、業者の配置がえ

なども提案がございました。これにつきまして

は、行政のほうからなかなか切り込めない切り

口であると。業界の皆さんがきちんとそこの分

野を調整していただけるのであれば、もっと効

率的な除排雪ができると、そういう提案はぜひ

いただきたいということで、今回の豪雪対策の

課題としながら、今後その協会等と新庄市の全

体的な除排雪のあり方について、さらに協議し

てまいりたいと。やはりこの地域にとって、一

番最後はそのオペレーター、いるかいないかと

いうのは大変大きな問題であるというふうに思

っておりますので、その辺も早急に協議すると

いうふうなことを現在進めているところでござ

います。よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第１号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第１号平成22年度新庄市一般会計補正予

算（第５号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第１号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第５議案第２号新庄市課設置

条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

 

平向岩雄議長 日程第５議案第２号新庄市課設置

条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第２号新庄市課設置条例の一

部を改正する条例の制定について御説明申し上

げます。 

  改正の理由といたしましては、議案末尾に記

載のとおり、今年度策定しました新庄市まちづ

くり総合計画の推進と効率的な市政運営を図る

ため、行政組織の改編を行うものであります。 

  改正の内容でありますが、まず、「政策経営

課」を「総合政策課」と「財政課」に分離する

ものであります。 

  このたび策定しましたまちづくり総合計画を

着実に進めるため、特に総合的雇用対策と地域

コミュニティづくりを進める体制を整える必要

があるため、重要課題を多く抱えることとなる

政策経営課を政策部門と財政部門に分離するも

のであります。両課は、これまでと同様に密接

に連携し、市政運営を進めてまいります。 

  次に、「水道課」と「下水道課」を統合し、

「上下水道課」とするものであります。 
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  この両課の統合により、まちづくり総合計画

における水道・下水道両部門の普及促進を効率

的に進め、ライフライン危機管理体制を強化し

ながら行財政改革大綱に掲げる組織の効率化を

目指すものであります。 

  以上、御審議いただきますようよろしくお願

い申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議案第

２号につきましては、会議規則第37条第３項の

規定により委員会への付託を省略したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 上下水道課というふう

に、二つの課を一つにすることについてですが、

目的は先ほどの市長のお話によれば、上下水道

の、簡単に言えば効率的な、一体となった推進

というか、それについてはそうだなと思います

が、ちょっと懸念があるんですけれども、会計

が一緒になるのでしょうか。下水道も独立採算

にするのでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 現在、御存じのとおり、水道

については企業会計、下水道については特別会

計ということで会計運営を行っておりますが、

統合の後も、この二つの会計で続けるというの

は変わりございません。 

  いろいろ県内を見ても４市ほど、上下水道を

一つの課で行っているところがございます。た

だ、やっぱり下水道を企業会計にとできるのは、

施設整備関係がほぼ完了して、運営をしていく

と、どう運営していくかというところまで行き

着けば企業会計にするという可能性も出てきま

す。実際、南陽市はそういう状況で、下水道部

門も企業会計で行っているところですが、まだ

新庄市は、まだまだ整備すべきところを多く抱

えていますので、当面、当分の間と言ってもい

いと思いますけれども、会計的に一本になると

いうことはまだできないと思っております。 

平向岩雄議長 よろしゅうございますか。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） これは、組織の見直し

は、これはいつの時代でも、スクラップ・アン

ド・ビルドというのは大事だと思いますし、水

道と下水道は庁舎も同じで、これは評価して、

よかったなと思うんですけれども、この総合政

策課と財政課を分けたというのは、ポストのた

めの課ではないですかな。水道と下水道を合わ

せた一つだから、ポストをするためにこれをや

ったというような感覚がないかなと疑うわけで

すけれども、その点と、あと、あとですね、ほ

かの課の見直しというのは考えなかったんでし

ょうか、その辺お願いします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 組織見直しは、議員おっしゃ

るように、毎年度必要なことをやってきており

ます。今回は課の見直しというところまで及ぶ

関係で、条例改正ということ、出てきておりま

すけれども、それで、ポスト対策かという御質

問ですけれども、市長からそういうポストをど

うこうというのは一切指示を受けていませんし、

私自身もポストの数を確保しようなんていう頭

は全くございません。 

  政策経営課を分けるのは、市長から御説明申

し上げましたとおり、来年度以降、新しい総合

計画において、特に雇用であるとか交流拡大、

あとまた除雪の、雪の件でも話題になりました
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地域づくり、この辺のところにやっぱり相当力

を入れていきたいと。それで、全体の調整、各

課でばらばらにやるのでなくて、全体の調整も

もっと強力にしていかなければならない。そう

すると、今挙げたものが全部政策経営課担当に

なるんですけれども、そこまで重要課題を多く

抱えるということは、うまく進まなくなる可能

性があるということで、財政部門を切り離すと

いう考えでございます。 

  他の検討というのは、毎年いろいろ検討を行

います。それで、今回もこの二つの見直し以外

にもいろいろ検討を進めてきました。ただ、タ

イミング的に、いろいろな制度改正などでタイ

ミング的に、ことしよりは来年度のほうが円滑

にいくとか、そういういろいろな事情がありま

して、今回はこの２点にとどまったということ

で、今後も引き続き必要な見直しを図ってまい

ります。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 政策経営課を軸にして

市政の発展をするというようなことだろうと思

います。ポストのために分離したというような

ことはないというような、まさに聞きましたの

で信じて、一層の新庄市発展のために新しい組

織で頑張ってもらえばいいなと思います。終わ

ります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 私、総務委員会に所属

しておりますので、一回協議会で御説明を受け

たんですが、なぜ、委員協議会で説明の場を設

けるかということになれば、みんなからいろい

ろな御意見を聞いて、要望なりをお聞きして、

そして提案する際に参考にするということで、

前もって説明なり、みんなの御意見を聞くなり

と思って、こういうふうに理解しているんです

が、その中でいろいろ、今、小嶋議員も申し上

げましたが、いろいろ出ました。それを総務課

長、市長なり副市長まで上げましたか、そこで

出たこと。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 ２月10日に総務委員の皆様に、

きょうお示ししている内容を事前に御説明して、

いろいろなお考え、御意見をちょうだいしたと

ころです。それで、その日、10時から12時まで

の会議でしたけれども、その日のうちではなか

ったかと思いますけれども、次の日の朝には記

録、全部起こしまして、どなたからこういう意

見をもらって、私のほうからこういう説明をし

たというものを、全部記録したものをお配りし

て、目を通してもらいました。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） そういうふうにやらな

いとうまくないわけよ。例えば、あのとき出た

のが、前には、今ここでやらんとしている総合

政策か、企画課というのがあって、やっておっ

たわけよ、企画課。今はまた第４次とか、土地

利用とか、まちづくりとか、その基本構想とか

基本計画って出ているけれども、前も１次、２

次、３次とやってきたわけよ。その中で、企画

課というものがあって、今言っている総合政策

みたいなのと同じようなことをやってきたんで

はねえかなと。 

  今特に、何ていうかな、行政のあれががらっ

と変わったということでなくて、前の企画でや

っておった事業を引きずってきているんじゃな

いかと。そのときに、なぜ企画をなくしたのだ

と。企画だけ立てても、財政が伴わないと、い

ろいろなことを実行することができないという

ことで、企画と財政を一緒にしたわけよ。財布、

何ぼあるかわからないと。それで、今回それを

また二つに分けると。 
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  それから、そのいろいろなものをこれから調

整していくとお書きになっているんですが、あ

のとき私ども、いろいろの何かこう、各委員の

方が御意見を述べたのは、今でも調整会議とい

うのはやっているでねえかと、毎週だか、毎月

だか、定期的に。その調整会議と、この総合政

策というのは、新しく設置したとき、どういう

ふうに形なり内容が変わってくるのですかと。

今もやっているべ、調整会議というのは。どう

いう調整を今までやってきたのだと。これから

これを独自の課をつくることによって、今まで

の調整会議と具体的に内容がどういうふうに変

わろうとしているのか、変わらんとしているの

か。調整会議、やっているわけだ、今。 

  それから、これを見ると、すごくこの総合政

策というのは力がある。あらゆるところに調整

というのは、場面、入ってくるから。例えばエ

コロジーガーデン、これもこの来年の主要事業

に出てきますが、このパイプハウスを何棟建て

るとかよ。これは、本来は農林課の仕事なわけ

よ。これにも入ってくる、今度は、この総合政

策課というのは、エコロジーガーデンを活用し

た交流とか、その辺な、まず莫大な力を持って

くる、この総合政策課というのは。 

  それから、上水道と下水道、これは私は前か

ら同じような仕事をしているんだろうと。災害

が出ても、大体パイプだり何だりが同じ場所に

埋まっているから、これは一緒にしたほうがい

かがですかなと、こういうことをずっと前から

私は申し上げてきました。そして今回、この上

下水道を一つの課にしたときに、ここで我々、

会津若松市に視察に行ってきたときに、水道を

民間委託したと。そのとき、私もここで申し上

げましたが、市長はライフラインですか、生活、

いわゆる生活するためのガスでも、電気でも民

間でやっているんだと、そういうことを御答弁

ありました。今回これを一緒にするとき、その

水道の民間委託というものをどういうふうな、

全然お話出なかったのか、出ないとすればなぜ

出なかったか。そして、今後この民間委託とい

うものをどういうふうに考えていくのか。あの

とき、市長、答弁したよ、ここで。ガスだって、

電力だってやっているのだと。ただ、ここで手

をつけてないのは、水道は安全・安心。会津若

松市でもそれは、かなりいろいろなお話出てお

りました。安全・安心の確保をどういうふうに

するのかと、民間サイドで行ったときに。その

辺、これを一緒に、今回一緒にするとき、そう

いうお話し合いが出なかったなと。出なかった

とすれば、なぜ出なかったか。 

  それから、小嶋議員も申し上げましたが、ほ

かの課の統合というか、廃止というか、そうい

うものを今一挙にはできないというお話があっ

たんですが、例えばこれから予算にも出てくる

んですが、その予算書、一番余計なのは福祉事

務所関係、ページ数も余計だ、内容も。その中

で、それこそページ数も少なく、予算額も少な

い、そういう部もあるでねえかなと。そして、

同じような仕事をやっているような課がないか

と、同じような仕事やっているな。そういうこ

とを、今回はこれで示されたんですが、これか

らはそういうこともあわせて考えていくべきで

ないかと。必要となれば新しい課なり、室なり

つくることは、これはやぶさかでございません。 

  よく、前に加藤義男さんが、ここで大きな声

で言っておったんですが、おれ、あんまり英語

わからないから、ビル何とか、スクラップとか

ってよ、役所は立てるけれども壊すことをしな

いと。だから、壊さないものだから、だんだん

だんだん建物がふえていくんだと、組織が大き

くなると、そういうことをよく、加藤義男さん

がここで申しました。やはりこの際そういうこ

ともあわせて、今後本当に本腰を入れて考える、

何か考えあるかないかよ。これ、総務課長だけ

で、これは市長の仕事だと思うな、市長の。そ

の辺いかがですか。 
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山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 渡部議員のおっしゃること、さま

ざまな点、本当にありがとうございます。 

  これまでの過去の企画、あるいは財政があっ

たと。その時々に必要に応じて、今おっしゃら

れましたように必要な部門、力を入れたいとき

にはそれなりに新課を設けて強調していく、あ

るいはそれなりの状況が済めば、また合同して

やっていくと。そういうのは、それぞれの行政

の流れの中でやっていくものだというふうに思

っておりますので、今回私の指示で、これまで

例えば政策経営課の中で、政策部門のほうにご

み問題、これは生ごみ堆肥化の問題、環境課、

あるいは農林課、あるいは商工課、そうした関

係各課が分かれるときに、その政策担当を決め

まして、相互調整をしていただきました。その

中で報告を受けて、それで原課のほうで調整会

議をかけて決定していくというような仕組みに

なっております。その政策経営課の中の政策部

門の重要な役割というのは、非常に力を発揮し

たというふうに私は認識しております。 

  そういうことで、今後さらにまちづくり、先

ほど雪対策もありましたが、高齢者対策、ある

いは少子化対策のときに、そうした部門を研究

調査し、そしてある一定の考え方を示すという

ような部門にしたいと。先ほど、議員がおっし

ゃいましたように、莫大な権力を持たせるとい

うようなことはございません。最後まで調整能

力というところに期待しているところでありま

す。 

  そういうふうな指示で、今回、財政課と総合

政策課というような形でぜひ分けて、その一つ

一つの関連の、これまでどちらかというと行政

が縦割り、セクト的であるというようなところ

の、横の連携軸をしっかりと持たせていきたい

と。ですから、関係課間で聞き取り調査し、そ

の実態をきっちり把握しながら報告をしていく

と。でないと、ばらばらな意見が上がってくる

というようなことでは、調整会議も調整になら

ないと、そういう部門として、今後この部門を

機能強化していきたい、そして住民の皆さんに

とって必要な形の政策を打ち出していきたいと

いう思いですので、御理解賜りたいなと思いま

す。 

  上下水道課につきましては、やはりライフラ

イン等の設備関係の工事等を、やはり一つの路

線を工事するときに互いに協調すると。やっぱ

り両課あるよりも、一つの課の課長がしっかり

と両方の目で、いかに無駄なくその工事を進め

るかという観点では非常にいいと。当然、会計

は当分の間、総務課長が申し上げましたように

独立と、それから特別会計というような形でな

っていくわけですけれども、将来的にはやはり

ライフラインの整備が一定程度終わったら、水

道課で持っている企業会計のノウハウをやはり

下水道のほうにも適用させるような、将来的な

準備として進めていきたいという強い思いがあ

って、今回お願いしたところであります。 

  民間委託に関しましては、まだ報告の段階で

は行っていません。内部での検討の中で、水道

課における会津若松市等の、民間化が進んでい

るところの部分に対するところの新庄市におけ

る部分では、職員が相当数減っているというよ

うなことで民間委託がされている部分がかなり

あると。これは、民間で経営してもらったらい

いのではないかなというような御提案ですが、

いましばらく検証してまいりたいというふうに

思っております。 

  これについては、民間がすれば必ずすべて

100％いいのか、行政がやって100％いいのかと

いうことは市民の生活にかかわることでありま

すので、先行事例を学ぶということは決して悪

いことではないと思っておりますので、数年の

間その検証をさせて、また新庄市にとって必要

なやり方があるんだとすれば、それは十分に検
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討をしていきたいというふうに思っております。 

  それから、今後の他の課との融合、あるいは

新設というようなことで、やはり市民生活にお

ける重要度、そういうことを考えながら、勘案

しながら他の課の設置、あるいは融合・廃止を、

そして新設を決めてまいりたいというふうに、

そのときはまた、議員の皆さんにしっかりと御

相談し、そして御意見をいただきながら進めて

まいりたいと思いますので、ぜひ御了承をお願

いしたいというふうに思います。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 午前中に、渡部議員の

ほうから発言がありましたが、私もそういう考

えがあるわけです。 

  それで、やっぱりこういうもの、相当重大な

案件ですので、やっぱり内容が、その課の分離

によってどういうプラスのマイナスの面が出て

くるか、その辺もはっきり、やっぱりつかめな

いわけです、まだ、ぽんと出ただけだから。こ

ういうふうに分離しますって、ちょっと耳打ち

されたけれども、書類に初めて出て、これで別

に協議したわけでもありませんので。 

  分離によってどこがどういうふうにって、さ

っき説明ありましたけれども、これはそれなり

の立派な説明だと思います。ただ、この内容を

ね、やっぱりいい方向に向けて考えていると思

うのよ。ただ、このいい方向に向けてやっても

なおかつ、この考えざるを得ない問題があるだ

ろうと思うんです。 

  例えば、道路を縦横無尽に切れば、これはす

ばらしい、いいことですね。やっぱり土地の減

歩とか、買収とか、経費と、いろいろの面があ

るんで、すべてのこと、いいことを出すんだけ

れども、それによってどういうマイナスが出て

いるか、そこも精査しないと、ちょっと難しい

んでねえかなと私は判断しているわけです。 

  これはいいことなんだけれども、ただ、内容

を十分にチェックしないで、「はい、いいこと

です」「はい、賛成」なんていうふうには、ち

ょっとならないように思う、私は思っているわ

けで、だから、できればやっぱり会派でもう少

し、このこういうふうな内容を、どういう影響

があるか、これは協議の中で質問も出てくると

思いますので、その辺もう少し慎重に協議すべ

きじゃないかなと、私、思っているんです。 

  だから、やっぱり出したものは一事が万事、

100％いいわけでなくて、前にこういうことあ

ったんです。めったにこういうことはありませ

んけれども、あの最上の火葬場、あれ、工事や

ったとき、あそこは地滑り地帯よな、あの辺は。

それで、47号線のときも私、建設委員長のとき

かな、東北農政局に陳情に行ったんですが、あ

そこは地滑り地帯で、亀割バイパスの道路をつ

くるところでねかったなって、こういうことを

言われました。なるほど、火葬場もつくったと

ころ、そこのところも地滑りになっているわけ

だなや。だから、完成してから地滑りしている

わけだ、あそこ。これによって、１億6,000万

円ぐらいだったと思うんですよ、設計と予算と

出して、議会に出してきたのが。それでみんな

が、この復旧工事に対して随分額が大きいんで

ねえかと、何か方法あるべ、もう少し安くやっ

たらどうだって、もう随分意見が出たんですよ。

それで、その予算をとめて、そして再精査して

出してきて工事をやったんだが、土どめ、コン

クリの土どめ工事じゃなくて、押さえ込み工法

っていって、今の高速道路、あれはコンクリの
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升みたいなので押さえているんだ。ああいう工

事に切りかえする内容だったと思いますが、そ

れで6,000万円ぐらいでできたんですよ、6,000

万円ぐらいで。あのとき、「はい、そうです

か」なんてうのみすると、これは大変だったな

っていう記憶があるんだよ。だから、一事が万

事、行政でしっかりやって出してくるにしても、

やっぱり慎重に協議すべきじゃないかなとあの

ときは思いました。 

  だからこれも、課の分離の今回の出てきた問

題も、もう少し内容を煮詰めて検討すべきじゃ

ないかなって私は思いました。その辺は皆さん、

どういうふうに思うかわかりませんけれども、

やっぱり会派とか、あとその他の協議機関でで

も、もう少し突っ込んだ協議をすべきじゃない

かなと私は思いました。以上です。そういう意

見です。 

平向岩雄議長 別に答弁は要りませんか。答弁。 

３ 番（斎藤義昭議員） いや、今、今すぐここ

で出せないもの。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今のお話しいただいたものは、事

例を挙げていただいたのは事業に関する観点か

と思います。今回の課の新設、あるいは今回は

分課するというもの、二つに分けるというよう

なことですが、これは組織上の問題であるとい

うふうに御理解いただきたいなというふうに思

います。 

  どういうふうに、その事業を遂行するために

課をどういうふうな形で持っていくかというふ

うな形で私が指示したところであります。それ

は今、これまで３年間の中で、政策経営課とい

う大変重要な部分が非常に大きな、量的に大き

くなって大変負担が大きくなっているというよ

うなことで、スピード感を持って進めるには、

やはり財政は財政で、総合政策として分けたほ

うが、より事業を計画し遂行するためには大切

な部門であるというふうに私が思い、指示した

ところであります。 

  予算上のことではなくて、組織上のことだと

いうふうに、ぜひ御理解いただきたいなという

ふうに思います。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 市長の言わんとすると

ころ、それは十分理解しておりますが、その分

離によって人員とか、予算とか、いろいろな面

が変わってくると思うんですよ。その辺はどう

いう対応になるのかなと、私はそれを考えてい

るんです。人員がどういう配置になって、十分

なのか、今までの人員で十分なのか、分離した

ことによって、１人か２人ふやさなければなら

ないのか。また、予算が分離することによって、

分けられてやることによって、予算がどうして

も多く、予算が特別につけねばならないところ

も出てくると思いますけれども、その辺がどう

いうふうになるのかなと私は考えているんです。

以上、そういう内容なんです。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 組織の分離によって事業費が

何か上積みされるというようなことは、一切出

てきません。特に、政策経営課を政策部門と財

政部門に分けるということ、財政自体、事業費

として、いろいろ財産管理の事業なんかはござ

いますけれども、事業費を多く抱える課ではあ

りませんので、その分けることによって新たに

予算をつけなければならないということは一切

出てきません。 

  それから、人員面でも、雇用対策、交流拡大、

地域づくりを進めたいということ、先ほど申し

上げましたが、地域づくりというのは、新たな

室の設置という組織体系で進めたいと思ってお

りまして、そこには新たに事業費はつきますけ

れども、それは分離したからつくというもので



- 63 - 

はありませんので、特に予算面でも、また分け

ることによって人員をふやすというようなこと

はございませんので、新たな事業を展開するた

めに、その担当部署を強化するということはご

ざいますけれども、分けたからふえたというと

ころは、予算面でも、人員面でも出てきません。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 大体今の枠内で、分離

されてもできるという、こういうことですね。 

  ただ、そういう分けることによって事業量も

ふえると思うんですよ、分けることによって。

やっぱり分けた課があらゆる事業に、これはい

い事業だと思いますが、こういうものはどうし

ても多くなりがちだと思うんです。だから、そ

の辺の、今この財政苦しいときにそういうオー

バーするような内容ではちょっとまずいなと思

うんです。その辺を十分精査してやってもらい

たい。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 財政課のアとイがあり

ますけれども、「予算その他財政に関するこ

と」の中には、これは財政再建も含まれるわけ

ですね。 

  できれば、ロとして「財政再建に関するこ

と」で別の、専門に財政再建に取り組んでもら

うようにしたほうがいいのではないかと思うん

ですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 財政課の事務分掌の件でござ

いますけれども、財政課の事務分掌として、

「予算その他財政に関すること」、それから

「財産の管理に関すること」とありますけれど

も、「財政に関すること」ということの意味は、

議員おっしゃるように、健全な財政で運営する

ということがメーンテーマになりますので、そ

こは十分にその意を踏まえた定め方になってお

りますので、今後とも財政再建、財政健全化と

いうことにきちんと軸を置いた財政運営を行っ

てまいります。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 財政再建に軸を置いて

やってもらいたいと思います。終わり。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ、

討論の通告はありません。討論ありませんか。

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第２号新庄市課設置条例の一部を改正す

る条例の制定については原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程はすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 
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  御苦労さまでした。 

 

     午後１時１１分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  小 関   淳 

 

    〃   〃   沼 澤 恵 一 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席通告者はありません。 

  これより平成23年３月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程第１号によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において遠藤敏信君、渡部平八君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告申し上げます。 

  去る２月25日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員７名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局の職員の

出席を求めて議会運営委員会を開催し、本日招

集されました平成23年３月定例会の運営につい

て協議をいたしたところであります。 

  初めに執行部から招集日を含め提出議案等に

ついての説明を受け、協議を行った結果、会期

につきましては、お手元に配付してあります平

成23年３月定例会日程表のとおり、本日から３

月17日までの14日間に決定いたしました。また、

会期中の日程についても日程表のとおり決定い

たしましたので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告１

件、諮問１件、議案10件、平成22年度補正予算

８件、平成23年度予算９件、そして請願２件の

合計31件であります。案件の取り扱いにつきま

しては、本日報告１件を報告していただいた後、

諮問１件、議案第３号の１件をそれぞれ上程し

ていただきますが、この２件は人事案件であり

ますので、提案説明の後、委員会への付託を省

略して、直ちに審議をお願いいたします。議案

第４号から第12号までの議案９件につきまして

は、本日の本会議において一括上程、提案説明

の後に総括質疑を行い、各常任委員会に付託し、

審査をしていただきます。議案第21号から第29

号までの平成23年度予算９件につきましても、

本日の本会議において一括上程をし、提案説明

をいただいた後に全議員で構成する予算特別委

員会を設置していただき、同委員会に付託をし

て審査をしていただきます。議案第13号から第

20号までの平成22年度の補正予算８件につきま

しては、本日の本会議において一括上程をし、

提案説明をしていただいた後、会議規則第37条

第３項の規定により委員会への付託を省略して

直ちに審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問の通告者は７名であります。

よって、１日目４名、２日目に３名に行ってい

ただきます。なお、質問時間は、質問、答弁を
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含めて１人50分以内といたします。質問並びに

答弁者の御協力をよろしくお願いをいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げて、議会運営委員会におけ

る協議の経過と結果についての報告といたしま

す。よろしくお願いを申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日３月４日

から３月17日までの14日間にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は３月４日から３月17日までの14日間と決

しました。 

 

 

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ３月４日 金 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。報告（１件）の説明。諮問

（１件）の上程、提案説明、採決。

人事案件（１件）の上程、提案説

明、採決。平成23年度施政方針の説

明。議案（９件）、予算（９件）の

一括上程、提案説明、総括質疑。予

算特別委員会の設置。議案の予算特

別委員会、各常任委員会付託。補正

予算（８件）の一括上程、提案説

明、質疑、討論、採決。 

予 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ３月５日 土 
休       会  

第３日 ３月６日 日 

第４日 ３月７日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小関 淳、金 利寛、小嶋冨弥、 

 山口吉靜の各議員 

第５日 ３月８日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 佐藤悦子、斎藤義昭、亀井信夫 

 の各議員 

第６日 ３月９日 水 常任委員会 

産 業 建 設

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

総 務 

（議員協議

会室） 

午 後 

１時30分 
付託議案の審査 

第７日 ３月10日 木 常任委員会 

文 教 厚 生

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第８日 ３月11日 金 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２３年度一般会計、特別会計、

水道事業会計予算の審査 

第９日 ３月12日 土 
休      会  

第10日 ３月13日 日 

第11日 ３月14日 月 休      止 東北関東大震災の発生のため 

第12日 ３月15日 火 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前９時 

平成２３年度一般会計、特別会計、

水道事業会計予算の審査 

第13日 ３月16日 水 休      会 本会議準備及び中学校卒業式のため 

第14日 ３月17日 木 本 会 議 議 場 午前10時 
予算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。 

 

日程第３報告第２号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

平向岩雄議長 日程第３報告第２号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。３月定例会、

よろしくお願いいたします。 

  初めに、報告第２号新庄市土地開発公社の経

営状況について御説明申し上げます。 

  この報告につきましては、地方自治法第243

条の３第２項の規定によりまして議会に提出す

ることになっております。 

  平成23年度新庄市土地開発公社事業計画及び

予算でございます。この事業計画及び予算につ

きましては、去る２月２日に開催いたしました

平成23年第１回土地開発公社理事会におきまし

て、出席理事全員の承認をいただいております。 

  平成23年度の事業計画につきましては、土地

処分による土地造成事業として万場町地区宅地

分譲用地の処分を行うことにしております。事

業の処分面積は352.52平方メートルを予定して

おり、事業の実施によりまして平成23年度は

686万8,000円の純利益を想定しております。 

  お手元の予算書の１ページから５ページまで、

事業計画及び予算の内容を記載しておりますの

で、後ほどごらんいただきたいと思います。 

  以上につきまして、平成23年度新庄市土地開

発公社の経営状況の報告とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 
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日程第４諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

平向岩雄議長 日程第４諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、諮問第１号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  御提案申し上げますのは、平成23年６月30日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員につきまして、山形地方法務局長より候補者

の推薦依頼がありましたので、その推薦に当た

り、人権擁護委員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方々は、伊藤祐一氏と荒川静江氏で

あります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方であると存じますので、御審議いただき、御

意見を賜りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第１号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、質疑及び

討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第５議案第３号新庄市教育委

員会委員の任命について 

 

 

平向岩雄議長 日程第５議案第３号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第３号新庄市教育

委員会委員の任命について御説明申し上げます。 

  新庄市教育委員会委員であります伊藤輝昭氏

が、同氏の申し出により平成23年３月31日をも

って退任されるため、新たに任命することにつ

きまして、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第１項の規定により御提案申し上

げるものであります。 

  新たに任命しようとする方は、山村明德氏で

あります。 

  任期は、現員の残任期間となる平成24年９月

30日までであります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、本市の教育行政を推進していただく上でま

ことにふさわしい方であると存じます。御審議
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の上、御同意賜りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第３号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、質疑及び

討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第３号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第３号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時１３分 休憩 

     午前１０時１５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

平成２３年度施政方針の説明 

 

 

平向岩雄議長 日程第６平成23年度施政方針の説

明をお願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、平成23年度の市政運営

に関し、私の所信を申し上げ、議員各位を初め、

広く市民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと

存じます。 

  初めに、昨年の猛暑から一転して、豪雪の年

となりました。「温暖化」の言葉のイメージと

は裏腹に、ゲリラ豪雨、猛暑、豪雪、海外にあ

っては多雨、干ばつ、ハリケーンなど世界的な

気候変動は多くの災害をもたらしております。 

  変動は気候のみならず、エジプトの体制崩壊

など政治情勢も大きな変動を見せています。そ

の背景には、国際化やインターネットなど高度

情報社会の進展により多くの情報が国民にもた

らされ、他国との違いや格差などが表面化し、

体制批判につながっています。 

  国内にあっては、ねじれ国会が政策論議より

政局の具にされようとしていることは、まこと

に残念です。こうした政権交代後の国政への失

望感から、既成政党から新たな地域政党の設立

の動きが出ています。少子高齢、グローバル社

会といった諸課題に、国の政治が遅々として進

まないことへの不信のあらわれでもあります。 

  一方、首長と議会との対立も大きな問題とな

っています。本市議会におきましては、議会改

革活性化検討会を設置し、多くの協議を重ね議

員定数削減、議会基本条例の制定を目指すなど、

市民に開かれた議会改革に取り組む姿勢に敬意

を表するものであります。 

  さて、１月24日に開会しました国会冒頭で、

菅総理は、「平成の開国」「最小不幸社会の実

現」「不条理をただす政治」の三つを国づくり

の理念と掲げ、この理念実現のために真の地方

分権を確立し、地方ひいては国全体の活力を取

り戻すために、地域主権改革の推進と行政刷新

の強化・徹底を訴えました。 

  国の重要施策に掲げるこの地域主権改革は、

地方の根幹にかかわる政策であり、その先鞭と
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して一括交付金の創設、総合特区制度の法案が

今国会で提案されようとしています。こうした

流れは、地域によっては広域連合といった形で

提唱されつつあります。 

  まさしく地域のことは、地域が主体的に決定

する仕組みづくりが求められ、しかも、市町村

合併が一段落した今、基礎自治体のあり方も、

単に単一自治体の政策から、包括的な地域課題

を共有していく地域連携が求められています。

今後こうした観点も見据えながら、議会と行政

がそれぞれの役割を認識し、市民生活の向上に

向けた、市民みずから主導するまちづくりへの

議論を大切にしてまいります。 

  地域主権は、国内外の多用なニーズに、これ

までの画一的な国の政策や規制、また既得権な

ど地域の実情に即せず大きな無駄も生じている

ことなどから、国民も政権交代による新たな政

治に期待しました。政治混迷の中にあってもこ

うした流れはとめがたく、地域に暮らす人々の

知恵と決断によって、よりよい地域社会を実現

していくことは時代の要請です。政治は市民が

主役であり、まちは市民のものであるというこ

とを強く肝に銘じて、市政運営のかじ取りに努

めてまいります。 

  大きな時代変化の中で、国内経済については、

2008年の国際的な金融危機から２年余りが経過

して、緩やかな回復基調にあると言われていま

すが、長引く円高やデフレの進行、個人消費の

低迷などにより、景気の先行きの不透明な状況

が続いています。 

  景気の動向は雇用にも影響を与えており、完

全失業率は５％台に高どまりしたままとなって

います。１月末現在の県内の有効求人倍率は

0.58倍、最上管内は0.38倍と昨年からの緊急経

済対策により底ばい状態からは脱却しましたが、

若年層を中心に依然として厳しい状況が続いて

います。 

  山形県も新年度の最重要課題として景気、雇

用対策の充実強化を掲げており、国、県と一体

となって雇用の創出、確保に取り組んでいく必

要があります。 

  進行する我が国の人口減少は国内の需要を低

下させ、高齢者福祉は生産性が弱く、日本の経

済成長の牽引とはならず、国全体で改めて成長

戦略を進めなければなりません。本市におきま

しても、雇用と定住を最重要課題と位置づけ、

あらゆる分野での雇用の場の確保と創造に努め、

地域発展を図ってまいります。 

  「市政運営の基本的な考え方」につきまして

は、以上のような本市を取り巻く社会経済情勢

を踏まえながら、平成23年度の市政運営の基本

的な考え方について申し上げます。 

  私は就任以来、「人行きかうまち」「人ふれあ

うまち」「人学びあえるまち」をまちづくりの

基本理念として、新庄市の「経済力」「地域力」

「教育力」を強化し、三つの力を結合させた

「地域基盤力」を最大限引き出すまちづくりを

進めてきました。今後も引き続き、以下のよう

に推進してまいります。 

  「経済力」の強化では、人口減少社会の中で、

人や地域の交流を図り、地域の経済活動を高め、

市民所得を向上させる、「人行きかうまち」を

目指します。 

  その推進力として、新庄まつり誘客100万人

構想を掲げ、テレビコマーシャルや近隣温泉地

との連携、受け入れ体制のあり方について協議

してまいります。また、新庄出身者との連携を

深めるために、「ふるさと応援隊」の組織づく

りを進めます。 

  「地域力」の強化では、このたびの豪雪を防

災福祉の教訓にし、高齢社会に向けた町内会活

動など地域コミュニティの活性化や助け合い意

識を育て、お互いに支え合い結びつきが深い、

「人ふれあうまち」を目指します。 

  「教育力」の強化では、特に子供たちの地域

に根差した学習活動を通して、ふるさとに誇り
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と愛着を持つ自立した人材の育成、さらにもの

づくり産業の求める人材育成に向けた環境を整

え、「人学びあえるまち」を目指します。 

  以上の「地域基盤力」を土台として、新庄市

の課題解決に向けた政策を講じ、市民の皆様と

ともに自信と誇りを持てるまちを実現してまい

ります。 

  目まぐるしいスピードで激動する社会の中で、

行政としての創造性、先見性、独自性などを合

わせた総合力が試されております。 

  地域間競争に生き残るため、従来の既成概念

や画一的な行政手法にとらわれず、広い視野と

困難に挑戦する気概を持って、幅広い情報の収

集と発信により、本市の持つ資源を有効に生か

し、真摯にまちづくりに取り組んでまいります。 

  次に、市政運営の指針となる具体的な計画に

ついてでありますが、新庄市民憲章にうたわれ

ているように、現在ある新庄市は、先人の英知

により築き上げられたものであります。先人の

大いなるまちづくりに感謝し、愛する郷土をさ

らに発展させるために、次の計画に基づき、市

政運営に取り組んでまいります。 

  初めに、市政運営の根幹である平成23年度か

ら32年度までの10年間を計画期間とした、第４

次新庄市振興計画となる「新庄市まちづくり総

合計画」を策定しました。 

  市民と行政との協働によりつくり上げたこの

計画は、目指すべき将来図を「自然と共生 暮

らしに活力 心豊かに笑顔輝くまち 新庄」と

描きました。 

  その上で、五つの基本目標として、産業の振

興を図る「いきいきと働き、活力とにぎわいの

あるまち」、福祉、医療の充実を図る「みんな

健康で笑顔あふれるまち」、教育の振興を図る

「ふれあい、学びあい、心をつなぐまち」、社

会生活基盤の整備を図る「社会生活基盤が整い、

安全で快適なまち」、環境の保全を図る「自然

と共生し、環境に優しいまち」を掲げ、計画の

推進手法として、市民やＮＰＯなどとの協働に

よるまちづくりを定めました。 

  さらに、大切な「暮らし、定住、未来創造」

の実現に向け、「雇用・交流の拡大」「安全・安

心の充実」「子育て・人づくり」の三つの重点

プロジェクトを設定し、重点的、複合的な展開

を図ってまいります。 

  計画の推進に当たっては、まちづくりの行動

指針となる市民、団体、行政それぞれの役割を

明示しましたので、市民の皆様のより広範なま

ちづくりへの参画を進めてまいります。 

  また、すべての施策に10年後の数値目標を設

定しましたので、毎年、行政評価システムによ

り計画の進行管理を行ってまいります。 

  あわせて、まちづくり総合計画と連動した平

成23年度から10年間の第４次新庄市国土利用計

画を策定し、土地の有効利用を図り、人口減少

社会に対応したコンパクトなまちづくりを基本

に据えながら、需要に応じた宅地の確保など居

住環境の整備を進め、次世代に継承できる土地

利用を推進いたします。 

  次に、行財政改革でありますが、「透明・効

率・協働」を改革の基本理念とした行財政改革

大綱により、市民参加・協働の推進、行政運営

の効率化、財政の健全化、機能的で活力のある

組織の構築、市民の信頼にこたえる職員づくり

の五つに取り組んでまいります。 

  中でも、透明性、客観性確保のための外部評

価制度の導入、まちづくり総合計画に連動した

組織体制の改編、職員の意識改革や研修の充実

など求められている人材の育成を図り、サービ

スの向上と行政の効率化を進めていきます。 

  また、財政の健全化については、市民の皆様

の御協力のもと、平成21年度決算で実質公債費

比率が早期健全化基準の25％を下回り、着実に

効果を上げております。 

  しかし、財政はいまだ再建の途上にあり、引

き続き財政再建プランに基づいた着実な実行が
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求められます。徹底した内部管理経費の削減、

施設の計画的な改修や統廃合も含めた見直し、

手数料、使用料の適正化や市税収納率の向上な

どの財源確保対策に取り組み、財政の健全化に

努めてまいります。 

  次に、まちづくり総合計画の三つの重点プロ

ジェクトに沿って、平成23年度主要事業の概要

を申し上げます。 

  初めに、「雇用・交流拡大プロジェクト」で

すが、現在の最大かつ緊急の課題である雇用対

策について、雇用につながる最も有効な方策で

ある企業誘致では、財団法人地方自治研究機構

との共同調査研究により企業誘致戦略を策定し、

市の地域特性、企業特性を生かした戦略的な誘

致活動に取り組んでまいります。 

  雇用創出を図るため、ふるさと雇用再生特別

基金事業、緊急雇用創出事業に引き続き取り組

むとともに、現在、最上総合支庁、最上８市町

村、商工会議所、郡内商工会が一体となって、

農商工連携による６次産業化や観光ビジネス開

発に取り組んでいる地域雇用創造実現事業も推

進してまいります。 

  新たに事業を始める意欲ある若者などを支援

するため、起業者借入金利子補給制度補助事業

により、創業時の初期投資の軽減を図り、起業

しやすい環境づくりに努めてまいります。 

  母子家庭自立支援事業では、母親が就職する

際に有利になり、生活の安定に役立つ資格の取

得を促進するために、高等技能訓練促進費や入

学支援修了一時金を支給し、就業支援を行いま

す。 

  今後も必要性が増し、需要増大が予想される

医療、福祉分野の雇用、中でも特に若者の雇用

の拡大と地域医療の充実、市民の安心確保のた

め、看護師養成機関設置に関する調査研究を行

います。 

  昨年10月に再開した、園芸作物などの栽培・

経営ができる担い手の実践的養成機関である若

者園芸実践塾「勇気塾」では、本市の農業振興

の一翼を担う中核的リーダーの養成にいよいよ

本格的に取り組むとともに、戦略的作物の選定

を進めてまいります。 

  交流の拡大では、本市の貴重な歴史的財産で

あり、市民の憩いの場であるエコロジーガーデ

ンについて、平成22年度に策定した新たな利用

計画に基づき、豊かな自然環境を持つ新庄最上

の情報発信基地として、広く「有機の里」づく

りを目指し、地域農業振興のシンボリックな拠

点として位置づけ、歴史文化資源としての保全

や農業公園、さまざまな交流ができる場として、

特性を生かした展開を図ってまいります。 

  外国人観光客の受け入れを目指した「インバ

ウンド（訪日外国人旅行客）誘致キャンペー

ン」では、近隣の湯沢・大崎地域と連携し、初

めて海外訪問団を結成し誘客促進を図ってまい

ります。 

  最初は、新たな観光客として期待が持てる台

湾からの旅行者向けに、新庄まつりや未体験の

雪、温泉など興味や関心を呼べる本市の観光資

源の魅力を発信しながら、直接現地での要望を

肌で感じ取ることが何よりも大切であります。

それらをおもてなしの気持ちにつなげ、多様な

交流を広めていきます。 

  次に、「安全・安心充実プロジェクト」です

が、本市の大きな課題である雪対策については、

戦後３番目の積雪深を記録した、このたびの豪

雪に対する除排雪、水上がり等の対応、地域実

情などの状況を検証し、高齢社会に突入した今、

将来に向けた克雪体制の強化を確実に図ってま

いります。 

  まずは、路面凍結時の安全確保のため、凍結

防止剤散布車を更新し、冬期間の円滑な車両交

通の確保と歩行者の安全を図り、除排雪体制の

さらなる強化に努めてまいります。 

  また、第２次新庄市総合雪対策基本計画に基

づき、沖の町・中山町地区の流雪溝整備と県立
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新庄病院前の市道五日町金沢線の消雪施設整備、

市道泉田二枚橋線の防雪さく整備に引き続き取

り組んでまいります。 

  県の推奨する住宅リフォーム総合支援事業で

は、耐震、省エネ、バリアフリー化など個人住

宅を改修する場合の支援を行い、住宅の安全・

安心、環境に配慮した取り組みを推進するとと

もに、市内民間事業者への経済効果につなげま

す。 

  小・中学校の耐震化については、効率的な耐

震化事業推進のため、残りすべての耐震診断を

繰り上げて実施するとともに、平成22年度実施

の診断結果に基づき、沼田小及び新庄中の体育

館の耐震化工事実施設計を行います。 

  防災対策においては、地域主体の防災体制づ

くりを推進するため、自主防災組織育成補助事

業により町内会等と連携し、防災意識を高めな

がら組織化を図ってまいります。 

  生活排水処理施設の整備促進では、公共下水

道処理場長寿命化計画を策定した上で、老朽施

設を更新し計画的に整備を行っていきます。 

  また、合併浄化槽設置助成事業を再開し、設

置促進により、良好な水環境の保全に努めてま

いります。 

  子供や女性を病気から守るため、ヒブ（イン

フルエンザ菌ｂ型）・小児用肺炎球菌・子宮頸

がん予防接種を全額公費負担で実施し、疾病予

防を推進していきます。 

  ３番目の「子育て・人づくりプロジェクト」

ですが、子育て対策として、民間立保育所施設

改修事業により乳幼児室の増設などの改修を行

い、３歳未満の乳幼児の保育需要の増加に対応

するほか、兄弟一緒に安心して子育てできる環

境を整備いたします。 

  学校教育については、学校現場から非常に評

価の高い図書支援制度を継続するとともに、こ

れまで地域の方々と協議を進めてまいりました

萩野地区施設一体型小中一貫教育校の新設に向

け、基本設計に入ります。平成18年度から研究

を重ねてきた小中一貫教育のモデル校としての

取り組みでもあり、学校、家庭、地域の連携を

図り、地域に根差した学校を目指すという理念

を実現できるように進めていきます。 

  グローバル社会が求める外国語教育の推進で

は、小・中学校の新しいカリキュラムによる英

語教育の充実が必要とされ、外国語指導助手

（ＡＬＴ）を２名配置します。 

  生涯学習について、地域活動の拠点となる公

民館では、地域公民館整備助成事業を再開し、

新築、改築、土地購入の補助を行い、地域コミ

ュニティの活性化を図ってまいります。 

  旧山屋小学校施設活用では、山屋地区の意向

を尊重し、宿泊機能も備えた研修施設として整

備し、地域との連携を図りながら幅広く活用し

ていきます。 

  以上の重点プロジェクトにかかわる主な事業

のほかに、７月には人間国宝であり、新庄市の

名誉市民である奥山峰石氏の「金工60周年記念

展」を市民プラザで開催します。東京都北区、

山形市、酒田市と本市による４カ所のリレー方

式の巡回展でありますが、長年の功績をたたえ

るとともに、郷土の誇りである奥山氏の作品に

間近に触れることは、本市の文化・芸術の振興

に大きく寄与するものと期待しております。 

  また、活力ある職員集団をつくり上げるため、

「人材育成推進プラン」を策定し、計画的に職

員研修の充実を図ってまいります。これまで実

施してきた職階、職種ごとの研修に加え、新た

な試みとして職員を民間企業の「電通」へ研修

のために派遣します。行政とは違う世界での刺

激や経験は、必ずや職員の意識改革と能力開発

につながり、新たな発想や視点で先覚的に地域

課題に取り組む職員の育成に結びつくと確信し

ております。 

  以上、申し上げました平成23年度の主な事業

も含め、本市で実施します計画事業を行うに当
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たっては、まちづくり総合計画で掲げている

「市民と行政の協働による誇りもてるまちづく

り」を基本に据えて取り組んでまいります。 

  まちづくりにおけるさまざまな課題を解決す

るには、市民、町内会、ＮＰＯ、民間事業者の

方々と行政が情報を共有し、信頼関係をつくり、

役割分担しながらお互いに協力していくことが

不可欠です。具体的には、協働推進計画に基づ

き、地域のつながりの醸成、市民活動への支援、

参加・協働しやすい環境づくりなどに取り組み、

協働によるまちづくりを推進していきます。 

  特に、地域づくりへの支援体制を強化するた

め、職員地域担当制の活用とともに、担当部門

の一本化や専任職員の配置など、地域支援を総

合的に進める組織体制を整備いたします。 

  新年度は、まちづくり総合計画のスタートの

年として、新たなまちづくりが始まります。私

のまちづくり理念である「人行きかうまち」

「人ふれあうまち」「人学びあえるまち」は、

まちづくり総合計画の重点プロジェクト、施策、

事業の着実な推進によって実現するものであり

ます。 

  さらに、「まちはだれのもの」というテーマ

で、引き続き市民の皆様と一緒に考え、深めて

いきたいと思っております。 

  昨年10月に実施された国勢調査の速報値では、

本市の人口は３万8,856人となりました。国立

社会保障・人口問題研究所でも、本市の10年後

の将来人口を３万5,191人と推計する中、まち

づくり総合計画では10年後の目標人口を３万

7,000人と定めました。 

  人口減少、少子高齢という社会構造の変化の

中で、雇用の拡大、子育て環境の充実、生活環

境の向上に、市民、企業、各種団体、行政が一

体となって取り組み、人口減少を抑制し、定住

人口の確保を図ってまいります。 

  さらに、交流人口の拡大を目指す施策も取り

入れて、定住と交流による活力とにぎわいのあ

るまちづくりに取り組んでまいります。 

  冒頭に、包括的な地域課題を共有していく地

域連携が求められていることを申し上げました

が、これまで消防体制の見直し、郡内唯一の私

学への通学バス支援、双葉荘改築の連携、広域

消防におけるスポーツ枠の設置と将来的指導者

の養成、婚活共同事業、認証保育所ゼロ歳児支

援包括事業の実施、広域への市町村職員の派遣

制度の創設、看護師養成への取り組みなど、広

域連携も広がりつつあります。 

  課題解決のために最上地域の中心都市として

責務を果たしつつ、広域全体の活力を上げるこ

とが、本市にとっても大切なことです。近隣町

村との共存共栄という視点も大事にしながら、

市政運営に心がけます。 

  また、新年度は、私にとりましても平成19年

10月に市長に就任して、任期の最終年度となり

ます。市民の皆様の御協力のもと、これまで市

民第一主義を掲げ、公約に掲げた政策の実現に

取り組んでまいりましたが、任期４年間の集大

成を図り、まちづくりミーティングでいただき

ました雪対策、雇用の確保、老後の心配など生

活する上での課題を解消し、「自然と共生 暮

らしに活力 心豊かに笑顔輝くまち 新庄」を

つくってまいります。 

  市民とともにつくり上げた「まちづくり総合

計画」を未来行動の指針として、市民の皆様と

協働により「栄えいやます わが郷土」「意気

高く行手さんたり わが郷土」と新庄市民歌に

うたわれているような、未来に向い発展する新

庄市をつくり上げていきます。 

  以上、新年度を迎えるに当たり、市政運営に

関しての基本的な考えと、主な事業についての

概要を御説明申し上げました。 

  行政は、実践するだけではなく、成果が求め

られます。新年度は職員と一丸となって多岐に

わたる行政課題に全力で取り組み、市民生活を

豊かにする成果を上げる決意を表明し、平成23



- 78 - 

年度の施政方針といたします。 

平向岩雄議長 どうも御苦労さまでした。 

 

 

議案１８件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第７議案第４号第４次新庄市

国土利用計画の策定についてから、日程第24議

案第29号平成23年度新庄市水道事業会計予算ま

での議案18件を会議規則第35条の規定により一

括議題といたしたいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

日程第７議案第４号から日程第24議案第29号ま

での計18件を一括議題とすることに決しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第４号第４次新庄

市国土利用計画の策定について御説明申し上げ

ます。 

  本案は、平成14年３月に策定されました第３

次計画が今年度で目標年次に達することから、

今後の社会情勢に対応したまちづくりを進める

ため、これまでの土地利用のあり方についての

見直しを行い、平成32年を目標年次とする第４

次計画の策定につきまして、国土利用計画法第

８条第３項の規定により提案するものでありま

す。 

  計画の策定に当たりましては、昨年３月に策

定されました山形県国土利用計画を基本としな

がら、まちづくり総合計画に即して、現状と課

題に対応した土地利用のあり方について、その

方向性を定めることとしております。 

  特徴といたしましては、人口減少社会に対応

したコンパクトなまちづくりを基本に据え、次

世代に継承できる土地利用の推進を目指すもの

であります。 

  次に、議案第５号新庄市情報公開条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  改正の理由といたしましては、情報公開請求

権者の範囲を拡大することにより、市政運営の

さらなる透明化を図るものであります。 

  本市情報公開条例は、昭和58年に全国的にも

早い段階に制定され、市民の市政参加を目的と

して情報公開請求できる者を市内に住所を有す

る者などとしておりますが、平成13年に国の情

報公開法が施行され、だれにでも公開請求権を

認める内容とされたことから、現在は市民に限

定しない公開請求規定が主流になっているため、

改正するものであります。 

  このほかの内容といたしましては、大量公開

請求などに対応するため、国の情報公開法の規

定を参考にしながら、公開請求から公開決定ま

での手続、手数料に関する規定などを整備する

とともに、審査会委員の任命の際に議会の同意

を必要とする規定について、市の他の附属機関

との整合性を踏まえ、改正するものであります。 

  また、市民の市政参加を一層推進するため、

市政に関する情報について、広報やホームペー

ジを活用し、積極的に提供するという市の姿勢

を示す規定も加えております。 

  次に、議案第６号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の設定に

ついて御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、本市の財政状

況を勘案し、市長、副市長及び教育長の給与に

ついて、現行の削減対策を私の任期満了の日で

あります平成23年９月29日まで延長するため、

必要な改正を行うものであります。 

  この措置により削減される人件費は、約

1,062万円であります。 

  次に、議案第７号新庄市一般職の職員の給与
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に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 

  本市の職員の管理職手当につきましては、給

料の月額に職責に応じた定率を乗じた額を支給

しております。支給対象となる職は、課長職及

び主幹職であります。 

  この管理職手当につきましては、平成18年４

月から実施された給与構造改革の一環として、

国、県及び県内他市においては平成19年４月以

降、従来の定率制から定額制に支給方法を改正

しております。 

  本市におきましては、管理職手当の独自削減

を行っているため、定額は行っておりませんで

したが、国、県及び県内他市の状況を考慮し、

級別職務区分別の定額支給に改めるため、必要

な改正を行うものであります。 

  なお、支給対象及び支給額については、新庄

市一般職の給与に関する条例施行規則で規定す

ることとなりますが、支給対象は現行のとおり、

課長職及び主幹職とし、支給額については今年

度実施しているものと同等になるよう削減対策

を講ずる予定であります。 

  次に、議案第８号新庄市まちづくり応援寄附

金条例の一部を改正する条例の制定について御

説明申し上げます。 

  新庄市まちづくり応援寄附金条例は、平成20

年度から始まった「ふるさと納税制度」による

寄附金を活用し、寄附者の意向を反映したまち

づくりを進めるため、その適正な管理、運用を

図るため制定されたものであり、今年度は２月

末現在で115名の方から330万5,000円の寄附を

ちょうだいしております。取り組み開始から通

算しますと600万円に迫る金額となっており、

寄附者の思いに感謝申し上げる次第であります。 

  本案は、寄附者が指定する寄附金の使途とな

る対象事業に関し、来年度からスタートする第

４次新庄市振興計画である「新庄市まちづくり

総合計画」に照らし合わせ、その意向をより反

映できるよう見直すものであります。 

  議案第９号新庄市住民生活に光をそそぐ基金

条例の設定について御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、議案末尾に記

載してありますとおり、平成22年度地域活性化

住民生活に光をそそぐ交付金を活用し、地域の

活性化を図るため、基金を設置するものであり

ます。 

  １月開会の臨時会におきまして、国の緊急総

合経済対策の柱であります地域活性化交付金に

ついて、補正予算の議決をいただきましたが、

先月10日付、内閣府の通知により、当該交付金

のうち、住民生活に光をそそぐ交付金の第２次

交付限度額の配分が行われたところであります。

本市に対するこの確定額のうち、１月に議決い

ただきました事業の分を除く630万円につきま

して、交付金の趣旨に合致する事業の実施に活

用するため基金として積み立てを行い、23年度

におきましては、この基金全額を有効に活用し

てまいりたいと考えております。 

  次に、議案第10号新庄市特別会計条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  改正の理由といたしましては、健康保険法等

の一部を改正する法律による老人保健特別会計

設置義務期間が今年度をもって終了し、老人医

療事業に係る特別会計の設置目的が達成された

ことに伴い、老人保健事業特別会計を廃止する

ために改正するものであります。 

  次に、議案第11号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、東山スポーツ

ハウスを廃止し、旧山屋小学校の校舎をその後

継施設とするため、必要な改正を行うものであ

ります。 

  内容といたしましては、旧山屋小学校の施設

を宿泊機能も備えた教育的、文化的な研修施設



- 80 - 

として活用するもので、その名称を「山屋セミ

ナーハウス」とするものであります。 

  東山スポーツハウスは、国の耐震基準を満た

しておらず、引き続き活用していくには大幅な

改修が必要で、継続活用が難しい状態であるた

め、旧山屋小学校にその機能を移転、拡充し、

東山スポーツハウスの後継施設として位置づけ

るものであります。 

  なお、東山スポーツハウスは６月末で廃止し、

山屋セミナーハウスは７月１日から供用開始す

る予定であります。 

  議案第12号新庄市下水道事業分担金徴収条例

の設定について御説明申し上げます。 

  本案は、下水道都市計画事業認可区域外にお

いて、下水道事業費の一部を負担していただく

ため、必要な条例を整備するものであります。 

  現在、下水道事業に係る受益者負担金につい

ては、下水道により便益を受けることとなる

方々から事業費の一部を負担していただいてお

りますが、これは都市計画法第75条を徴収根拠

として、新庄都市計画公共下水道事業受益者負

担に関する条例の規定に基づいて負担金の賦課、

徴収等を行っているものであります。 

  しかしながら、本年度、市街地周辺の都市計

画事業認可区域外で下水道整備に着手したとこ

ろですが、下水道都市計画事業認可区域外にお

ける下水道事業費の一部負担の徴収根拠につい

ては都市計画法が適用されません。このため、

これらの区域においても、ほかの下水道整備済

み区域と同等の一部負担をいただくため、地方

自治法第224条に基づき分担金の賦課、徴収方

法等を定める条例の設定について御提案するも

のであります。 

  次に、議案第21号から議案第29号までの一般

会計及び特別会計並びに水道事業会計の平成23

年度当初予算について御説明申し上げます。 

  回復への兆しが見えてきていると言われる経

済状況でありますが、景気低迷の長期化は依然、

地方財政の運営に大きな影響を及ぼしており、

本市におきましては市税の落ち込みが大きいな

ど、当初予算の編成は非常に厳しい状況となり

ました。国際情勢の方向性も一部不安定さがう

かがえるため、将来をより的確に見通すために

行財政改革を適切に押し進めることが必要であ

り、引き続き財政再建プランを基本に、第４次

振興計画のスタートにふさわしい内容を重点プ

ロジェクトごとに配置するなど、市民の暮らし

に直結する事業を中心に編成したところであり

ます。 

  その結果、一般会計の予算総額は139億4,800

万円となり、22年度と比較しますと５億300万

円、3.7％の増となりました。本市当初予算に

おきましては、２年連続の増額でありまして、

地域経済への波及はさらに広角的なものになる

と考えております。 

  主な事業内容といたしましては、民間立保育

所施設改修事業費補助金、合併処理浄化槽設置

整備費補助金、凍結防止剤散布車整備事業など

の投資的経費、ヒブ小児用肺炎球菌・子宮頸が

ん予防接種事業、インバウンド誘致キャンペー

ン実行委員会負担金、小中一貫校建設事業、学

校施設耐震化事業などでございます。 

  以上、当初予算編成の概要について御説明申

し上げましたが、一般会計の詳細及び７特別会

計については政策経営課長から、水道事業会計

については水道課長から説明させますので、御

審議いただき、御決定くださいますようよろし

くお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  政策経営課長伊藤元昭君。 
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   （伊藤元昭政策経営課長登壇） 

伊藤元昭政策経営課長 それでは、お手元の平成

23年度の当初予算をごらんいただきたいと思い

ます。少し長くなりますけれども、よろしくお

願いいたします。 

  議案第21号平成23年度一般会計予算案につい

て御説明申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計の予算総額は、第１条にございます

ように、歳入歳出それぞれ139億4,800万円であ

ります。前年度比５億300万円、3.7％の増とな

っております。 

  第２条債務負担行為及び第３条地方債につき

ましては、後ほど御説明させていただきます。 

  第４条一時借入金の最高額は22年度同額の15

億円と定めますとともに、第５条予算の流用に

つきましても、人件費に関する部分を定めてお

ります。 

  ２ページから６ページまでの第１表歳入歳出

予算につきましては、後ほど御確認いただきた

いと思います。 

  ７ページ、第２表債務負担行為ですが、農業

経営基盤強化資金利子補給でございまして、認

定農業者が利用する、いわゆるスーパーＬ資金

への利子補給の限度額を定めたものでございま

す。 

  ８ページ、第３表地方債につきましては、県

営土地改良事業負担を初めとする８件で、23年

度の新たな発行は、臨時財政対策の６億2,000

万円を含めまして総額７億6,790万円でござい

ます。 

  それでは、９ページからの歳入歳出予算につ

きまして御説明いたします。歳入歳出ともに款

ごとの予算額と前年度予算比較に関しまして、

９ページと10ページの事項別明細書に記載して

おりますので、款別の御説明におきましては、

その都度ごらんいただきたいと思います。 

  まず、初めに歳入につきまして御説明申し上

げます。 

  １款市税ですが、款の合計額は41億7,842万

6,000円で、前年度比3,735万6,000円の減でご

ざいます。11ページにありますように、法人市

民税が3,210万9,000円と増加に転じているのに

対しまして、個人市民税は7,388万6,000円と減

少しております。景気低迷の長期化による影響

がまだ続いていることによるものと考えており

ます。 

  14ページ、２款地方譲与税から、15ページ、

９款地方特例交付金までは、22年度の決算見込

み及び23年度の国の地方財政計画上での伸び率

を勘案し計上しております。 

  15ページから16ページにかけての10款地方交

付税は46億4,000万円で、前年度比8,000万円の

増額といたしております。国の地方財政計画で

は、交付税全体の2.8％の増額が確保されると

の方針の中、交付税総額に占める普通交付税と

特別交付税の割合の見直しにより、また、交付

税に算入される元利償還金等、いわゆる事業費

補正分の縮減などにより、普通交付税は前年度

より１億円増の41億円とし、特別交付税は

2,000万円減の５億4,000万円を計上しておりま

す。 

  12款分担金及び負担金は、22年度とほぼ同額

といたしております。 

  13款使用料及び手数料は212万4,000円の減で

ありまして、17ページに記載しております定住

促進住宅家賃の減額計上が主な要因となってお

ります。 

  19ページ、14款国庫支出金は全体で12億

5,434万9,000円となり、前年度比4,948万4,000

円の減となっております。減額の主な理由は、

２項５目教育費国庫補助金におきまして、学校

の耐震化工事が22年度の補正で国の補正予算を

活用して予算化されましたので、この分の補助

金が盛り込まれていないことによるものでござ

います。 
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  21ページ、15款県支出金は９億5,341万4,000

円で、前年度比１億950万9,000円の大幅な増と

なっております。 

  22ページ、２項２目民生費県補助金におきま

して、介護保険サービスの向上に資する介護基

盤緊急整備交付金6,480万円、３目衛生費県補

助金におきまして、ヒブ・小児用肺炎球菌・子

宮頸がんの予防に資する予防接種緊急促進事業

費補助金4,811万8,000円を新たに計上しており

まして、また、23年度も４目労働費県補助金に

国の雇用対策を受けました緊急雇用創出事業臨

時特例基金事業費補助金等を上げており、これ

らが主な増額要因となっております。 

  26ページをごらんください。 

  18款繰入金は１億150万円で、前年度比１億

円の大幅な伸びとなっておりますが、これは22

年度に未計上の財政調整基金繰入金の計上によ

るものでございます。 

  20款諸収入は款全体で７億5,327万3,000円と

なりまして、３億2,055万3,000円の増でござい

ます。増額の主な要因は、22年度に３億3,000

万円余りの補正予算化を行った産業立地促進資

金融資制度貸付金の元金収入分となります。 

  また、28ページになりますが、４項雑入５目

雑入の最上広域市町村圏事務組合事業費補正負

担金につきましても、昨年度を上回る9,483万

2,000円を計上しております。これは、「ゆめり

あ」建設に係る地域総合整備事業債の元利償還

金が普通交付税に算入されていることにより、

10年間の起債償還が終了していながらも交付税

算入が15年となっているため、建設費負担割合

と同じ割合で算入額の80％が本市に交付される

ものでございます。 

  最後に、21款市債でございますが、総額は７

億6,790万円で、1,960万円の減額としておりま

す。地方財政計画におきまして、臨時財政対策

債は20.1％の減額や配分方式の見直しを実施す

る予定で、これを受けまして22年度借り入れ見

込みと比較して24％の減、６億2,000万円とい

たしております。実質公債費比率を下げていく

ために、臨時財政対策債以外の起債は極力抑制

しておりまして、22年度を大きく下回る１億

4,790万円としております。 

  以上、歳入について御説明申し上げましたが、

市税、地方交付税などの一般財源の総額は102

億8,241万4,000円となりまして、前年度より約

１億7,657万8,000円の増となっております。 

  続きまして、29ページからの歳出について御

説明いたします。 

  １款議会費は２億2,196万6,000円で、前年度

比4,492万円の増となっております。これは、

定数２名減少に伴う報酬の減と、議員年金制度

の廃止に伴う新たな負担金の支出などが反映さ

れている結果でございます。 

  30ページ、２款総務費は14億2,508万3,000円

となり、92万4,000円の増。ほぼ22年度と同額

でございます。１項１目総務一般管理費は、22

年度退職者と23年度新規採用者との分との差額

や、会計間の異動に伴う職員給与費をここで措

置しておりまして、職員給与費などの減少のた

め1,481万9,000円の減としております。 

  なお、一般会計全体における特別職、一般職

の給与費につきましては、その明細を104ペー

ジ以降に記載しておりますので、ごらんいただ

きたいと思います。 

  33ページ、６目財産管理費におきまして、省

エネグリーン化推進事業工事の完了などにより

1,504万5,000円の減額としております。 

  ７目企画費におきましては、市内各地域にお

けるコミュニティの醸成向上のために、地域づ

くり支援事業費といたしまして総務費及び教育

費から関連事業費等を集約して編成しておりま

して、これが1,529万7,000円の増額となってお

ります。 

  また、38ページ、15目諸費におきまして

1,101万1,000円の減額を計上しておりますが、
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区長行政事務等の委託料がこの費目から、先ほ

ど申し上げました地域づくり支援事業費に移行

したことによるものでございます。 

  40ページから44ページにわたります４項選挙

費につきましては、来月実施予定の県議会・市

議会選挙や市長選挙、農業委員会委員選挙に係

る経費を計上しておりまして、４項の合計は

7,741万5,000円の増となっております。 

  44ページ、５項統計調査費は、国勢調査の終

了等により1,277万2,000円を減額しております。 

  45ページからの３款民生費になります。３款

の合計は42億3,469万1,000円で、１億7,595万

7,000円、4.3％の伸びとしております。 

  １項１目社会福祉総務費は、国民健康保険事

業特別会計繰出金1,471万4,000円の増額が反映

されておりまして、48ページの４目障害者自立

支援費の介護給付費などの伸びによる増額も含

まれております。 

  ８目、９目の介護保険事業・後期高齢者医療

事業両特別会計への繰出金を加え、１項社会福

祉費全体で１億6,531万1,000円の大幅な伸びと

なっております。 

  52ページからの２項児童福祉費は、22年度は

子ども手当支給事業の実施等によりまして６億

円を超える増額となりましたが、23年度におき

ましても、子育て支援のためのさまざまな施策

展開のためにすべての項の予算を強化いたし、

２目児童福祉措置費、54ページの３目保育所費

を中心に、２項児童福祉費全体で2,347万6,000

円の増額としております。 

  57ページからの４款衛生費は15億4,858万

7,000円で、１億462万9,000円、7.2％の増でご

ざいます。増額の主な内容は、58ページに記載

しております１項２目予防費の増でございます。

ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がんの予防接種

事業を中心に、予防費計7,896万8,000円の大幅

な増といたしまして、予防接種の推進による健

康の維持向上を図ってまいります。 

  ８目水道費の上水道高料金対策費繰出金を含

めまして、１項保健衛生費は１億円を超える増

額となりました。 

  61ページ、２項１目衛生総務費におきまして

は、合併浄化槽への切りかえを促し、環境衛生

の向上に資するよう、合併処理浄化槽設置整備

費補助金を再開いたしております。 

  また、２目塵芥処理費におきましても、最上

広域からの、特に「エコプラザもがみ」に対す

る事業費分担の増によりまして、２項清掃費で

も増額の予算となりました。 

  63ページ、５款労働費は6,227万1,000円で、

28万4,000円の減となっております。 

  同じページですが、６款農林水産業費は７億

2,173万6,000円、3,638万8,000円、4.8％の減

でございます。 

  64ページ、１項２目農業総務費には、22年度

から計画的に実施の農業振興地域整備計画総合

見直し事業費3,198万8,000円を計上しておりま

す。 

  ３目農業振興費では、66ページから記載して

おりますように、県で推進しております補助事

業を効果的に活用した施策の展開を図ってまい

ります。22年度に再開いたしました若者園芸実

践塾事業につきましても、これら県補助事業等

との連携のもとに、エコロジーガーデン内の北

側の整備を図りつつ、園芸作物栽培・経営の担

い手の育成を図ってまいります。 

  68ページ、５目農地費におきましては879万

9,000円の減となっておりますが、県営土地改

良事業費におけるストックマネジメント事業負

担金の22年度における前倒し実施による減額で

ございます。 

  72ページからの７款商工費でございます。８

億2,809万9,000円の計上は、３億1,168万4,000

円、60.4％の大幅な増となっております。増額

幅が非常に大きくなっておりますが、これは１

項２目商工振興費におきまして、74ページ記載
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の産業立地促進資金融資制度貸付金が前年度比

約３億3,000万円の増によるものでございます。

この支出は、全額が貸付金元利収入となってお

ります。 

  ３目観光費につきましては1,311万2,000円の

減額を計上しておりますが、２カ年にわたりま

した神室山避難小屋改築事業が終了いたし、か

わって75ページ記載の海外戦略による観光地誘

致を見据えたインバウンド誘致キャンペーン実

行委員会負担金を新たに計上してございます。 

  また、74ページには、最上広域分担金といた

しまして、広域交流センター「ゆめりあ」の運

営費分担と公債費平準化分担金を増額計上して

おります。公債費平準化分担金につきましては、

ほぼ償還終了をした「ゆめりあ」建設に係る最

上広域ふるさと基金からの３億7,000万円の繰

り替え運用分を繰り戻ししていくもので、22年

度から25年度までの４年間にわたるものでござ

います。 

  77ページ、８款土木費でございますが、13億

7,841万9,000円の予算額でありまして、3,285

万8,000円、2.3％の減でございます。 

  79ページ、１項３目道路新設改良費は2,706

万5,000円の減で、梅ヶ崎吉沢線の整備完了な

どが反映されております。 

  80ページ、４項１目都市計画総務費は、住宅

リフォーム総合支援事業補助金1,500万円が目

全体を大きく増加させております。この補助金

は、住宅リフォームの実施者に対する県との協

調の新規助成制度でございます。 

  ４目公共下水道費には、公共下水道事業特別

会計の繰出金を計上しておりまして、前年度比

980万2,000円の減の５億386万4,000円としてお

ります。 

  82ページ、５項１目住宅管理費には、東山団

地１号棟のスロープ設置工事の完了に伴う公営

住宅改善事業費の減、２目住宅整備事業費には、

松本団地住宅工事を新たに計上し、増額として

おります。 

  ６項１目除排雪経費は1,649万4,000円の減で、

22年度購入の除雪車にかわり、更新時期を迎え

ている凍結防止剤散布車を購入する差額分が反

映しております。道路に係る除排雪業務委託料

と除排雪車借上料は計２億4,000万円とし、22

年度と同額といたしております。 

  85ページ、９款消防費は５億9,154万4,000円

でございまして、801万6,000円、1.3％の減と

なりました。この減額の主な理由といたしまし

て、１項１目常備消防費におきまして、最上広

域分担金に係るはしご付消防自動車整備事業分

が完了したことによるものでありまして、２目

非常備消防費につきましても、86ページに記載

しておりますように、自主防災組織の自立を図

るため自主防災組織育成事業費補助金を新たに

盛り込むなど、予算の充実を図っております。 

  87ページ、10款教育費は12億795万6,000円と

なり、4,917万5,000円、3.9％の減となりまし

た。 

  １項３目教育指導費におきまして、89ページ

後段に国際理解教育推進事業費の増額を計上し

ております。小・中学校の新学習指導要領校へ

の効果的な対応のために、新たに外国語指導助

手（ＡＬＴ）２名を配置してまいります。 

  ２項小学校費１目学校管理費につきましては

7,311万6,000円の減ですが、91ページ、小学校

管理運営事業費におきまして、新庄小・沼田小

両小学校の耐震工事完了を受け、萩野地区小中

一貫教育校の建設基本設計業務委託料を盛り込

み、また、４小学校施設の耐震診断業務委託料

も新規計上としております。 

  93ページ、３項中学校費１目学校管理費につ

きましては1,122万2,000円の増で、その主な内

容は、小学校と同様に４中学校施設の耐震診断

業務委託料となります。 

  続きまして、94ページからの社会教育費です

が、４項全体で前年度より292万2,000円の増の
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４億1,608万2,000円としております。 

  97ページ、６目文化財保護費におきまして減

額の計上をしておりますが、これは県指定文化

財天満神社の保存修理が終了したことに伴うも

のでございます。 

  また、98ページ、８目ふるさと歴史センター

管理事業費におきましては1,051万5,000円の増

額でございまして、主に99ページ、ふるさと歴

史センター事業費におきまして、本市名誉市民

であります人間国宝奥山峰石氏の金工60周年を

記念いたします巡回展の開催に伴う負担金等で

ありまして、氏の作品の購入費と合わせて

1,338万円の計上となりました。 

  101ページ、12目体育施設費は686万6,000円

の減となっております。前年度対比で修繕料の

差でございますが、23年度におきましては陸上

競技場といたしまして修繕等を行ってまいりま

す。 

  さらに、102ページにおきまして、13目旧山

屋小学校施設活用事業に関する予算904万9,000

円を上げております。施設活用計画に基づいた

改修を進め、東山スポーツハウスの後継機能を

有する施設の開設を予定しております。 

  103ページ、12款公債費は17億764万3,000円

で、前年度比0.5％の減でございます。新たな

起債発行を極力抑えてきたことに加え、公的資

金の繰上償還や借りかえを行ってきた効果など

があらわれてきているものと考えております。 

  113ページに地方債残高を掲載しております

が、23年度末と22年度の末との見込み額比較で

は６億円以上の減少を計画しております。 

  以上で歳出の説明を終わりまして、次に参考

資料でありますが、116ページ、117ページをご

らんください。 

  性質別経費調べについて、主な点を御説明申

し上げます。 

  数字１の人件費は合計27億2,766万9,000円で、

職員数減により職員給は前年度比8,934万5,000

円、5.2％の減となりますが、議員年金の廃止

に伴う共済費の増などにより、全体では0.1％

の減となります。 

  ２の物件費は、小中一貫教育校建設基本設計

や学校耐震診断の業務委託などにより7.5％の

増、５の補助費等は選挙費や住宅リフォーム、

農業生産組織等への補助金などの増加により

2.9％の増となっております。 

  また、投資的経費は前年度比9.2％の減とな

り、補助事業、単独事業ともに減少となってお

ります。 

  以上で、一般会計の説明を終わりまして、特

別会計に入らせていただきます。 

  121ページをお開きください。 

  議案第22号国民健康保険事業特別会計の予算

額は40億8,465万5,000円、前年度対比較で

0.6％、2,311万6,000円の増でございます。 

  第２条、一時借入金の限度額は１億円と定め

ております。 

  歳出予算の流用は、第３条に規定しておりま

すように保険給付に限定するものでございます。 

  129ページからの歳入をごらんください。 

  １款国民健康保険税は９億3,976万3,000円で、

前年度比１億148万2,000円、9.7％の減として

おります。３款国庫支出金、６款県支出金はと

もに増額で、132ページの９款繰入金につきま

しても1,471万4,000円の増としております。 

  次に、歳出につきまして、136ページ、２款

保険給付費におきまして、医療費増加等の見込

みなどから款全体で27億803万3,000円、1,239

万4,000円の増としております。 

  また、139ページ、６款介護納付金は前年度

比減としておりますが、７款共同事業拠出金は

4,459万7,000円の大幅な増となりました。 

  続きまして、145ページ、議案第23号交通災

害共済事業特別会計の予算案を説明いたします。 

  予算総額は736万円となり、前年度比92万

3,000円、11.1％の減となります。 
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  歳入歳出の明細につきましては、147ページ

に記載してございますが、前年度と比べ共済会

費収入の減額が大きくなっております。 

  次に、151ページ、議案第24号公共下水道事

業特別会計の予算案に移ります。 

  歳入歳出予算額は16億2,072万円となり、前

年度比2,608万3,000円、1.6％の増となります。 

  債務負担行為及び地方債につきましては、

154ページをごらんください。 

  第２表債務負担行為は、毎年度行っている水

洗便所改造等資金利子補給及び処理場整備委託

３億4,350万円でございます。 

  第３表地方債、公共下水道事業の限度額は５

億2,130万円となっております。 

  歳入歳出の内容につきましては、156ページ

からごらんください。 

  歳入につきましては、２款の公共下水道事業

使用料は、節水などによる上水道使用料等の減

少等から250万4,000円の減とし、また、４款一

般会計繰入金につきましても、公債費の減少な

どによりまして980万2,000円の減としておりま

す。７款市債は4,050万円の増でございます。 

  158ページからの歳出でございますが、160ペ

ージに記載の２款建設費は５億2,449万5,000円、

前年度比7.1％の増でありまして、処理場建設

事業におきまして、24年度までの２カ年にわた

り策定する処理場長寿命化計画策定業務委託料

を計上してございます。 

  続きまして、171ページ、議案第25号農業集

落排水事業特別会計予算でございます。 

  予算総額は、歳入歳出それぞれ7,645万円と

いたしまして、前年度対比734万円、8.8％の減

となっております。 

  歳出の農業集落排水事業が減額となっており

ますが、これは一般管理費における職員給与費

につきまして、その全額を実質上業務を兼務し

ております公共下水道事業の会計に移行したこ

とによるものでございます。 

  179ページ、議案第26号営農飲雑用水事業特

別会計の予算案でございます。 

  歳入歳出予算総額は2,382万1,000円で、前年

度対比60万9,000円、2.6％の増額となっており

ます。施設の修繕料がふえ、また、22年度から

の休場・市野々簡易水道の水道事業の元金償還

が始まりましたので、23年度も501万9,000円の

公債費を計上してございます。 

  187ページ、議案第27号介護保険事業特別会

計予算は29億4,427万円で、前年度比２億314万

1,000円、7.4％の増となっております。 

  歳出予算の流用につきましては、国保会計と

同様に保険給付費の各項間の流用を定めており

ます。 

  195ページからの歳入につきましては、４款

国庫支出金の合計が前年度比5,575万9,000円、

５款支払基金交付金が同じく前年度比5,871万

2,000円、６款県支出金が2,643万4,000円、８

款繰入金が6,598万1,000円といずれも大きく増

額計上しておりますが、これは歳出におきまし

て、201ページ、２款保険給付費の合計が前年

度比7.4％、１億9,576万3,000円の大幅な増に

対応するための計上でございまして、３年間の

介護保険計画の最終年度に当たり、給付実態と

呼応する内容としております。 

  最後になりますが、211ページ、議案第28号

後期高齢者医療事業特別会計の予算について御

説明申し上げます。 

  予算総額３億7,305万7,000円で、前年度比79

万7,000円、0.2％の減でございます。 

  216ページ、歳入の保険料は、わずかながら

前年度比0.5％の減と見込んでおります。 

  218ページの歳出につきましては、後期高齢

者医療広域連合納付金がほとんどを占めており

ますが、減額の計上をしております。 

  以上で、平成23年度の一般会計及び特別会計

予算案の説明を終わらせていただきます。御審

議の上、御可決賜りますようよろしくお願いい
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たします。 

平向岩雄議長 水道課長星川俊也君。 

   （星川俊也水道課長登壇） 

星川俊也水道課長 それでは、議案第29号平成23

年度新庄市水道事業会計予算案について御説明

申し上げます。 

  予算書の１ページをお開き願います。 

  第１条、平成23年度新庄市水道事業会計の予

算は、次に定めるところによります。 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりとしま

す。 

  ⑴給水件数１万2,589件。 

  ⑵年間総給水量369万9,528立方メートル。 

  ⑶１日平均給水量1万108立方メートル。 

  ⑷主要な事業として、建設改良事業費が２億

8,708万円であります。 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

いますが、収入の第１款水道事業収益は10億

9,138万5,000円で、前年度対比738万8,000円、

0.7％の減であります。 

  次に、支出の第１款水道事業費用は10億

7,826万4,000円で、前年度対比1,589万8,000円、

1.5％の減であります。 

  次に、２ページですけれども、２ページの第

４条、資本的収入及び支出の予定額でございま

すが、収入の第１款資本的収入は5,614万9,000

円で、前年度対比1,280万4,000円、18.6％の減

であります。 

  次に、支出の第１款資本的支出は４億8,735

万7,000円で、前年度対比3,803万2,000円、

8.5％の増であります。 

  なお、資本的収入が支出額に対して不足する

額４億3,120万8,000円は、過年度損益勘定留保

資金等で補てんしてまいります。 

  第５条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、営業費用と営業外費

用との間とします。 

  第６条、議会の議決を経なければ流用するこ

とができない経費として、⑴職員給与費6,789

万5,000円、⑵交際費５万円とします。 

  第７条、他会計からの補助金として、高料金

対策等のため一般会計から水道事業会計へ補助

を受ける金額は１億4,384万2,000円とします。 

  第８条、棚卸資産の購入限度額を300万円と

します。 

  次に、予算実施計画に基づいて御説明申し上

げます。 

  ３ページをお開き願います。 

  初めに、収益的収入及び支出の収入関係でご

ざいますが、第１款第１項の営業収益は９億

3,535万8,000円で、内容としましては給水収益、

その他の営業収益であります。 

  第２項の営業外収益は１億5,602万5,000円で、

内容としましては他会計補助金、負担金、加入

金等であります。 

  次に、４ページから７ページは支出でござい

まして、第１款第１項の営業費用は９億3,093

万8,000円で、内容としましては原水及び浄水

費、配水及び給水費、業務及び総係費等でござ

います。 

  ６ページの第２項営業外費用は１億4,187万

2,000円で、内容としましては支払利息、繰延

勘定償却、消費税等でございます。 

  次に、７ページ、８ページの資本的収入及び

支出を御説明申し上げます。 

  収入の第１款第１項の工事負担金は1,600万

円で、内容としましては下水道関連工事による

負担金であります。 

  第２項の補助金は1,920万円で、内容としま

しては老朽管更新事業の国庫補助金でございま

す。 

  第３項の出資金は2,094万8,000円で、内容と

しましては旧簡易水道事業分の起債償還元金に

対する一般会計からの出資金でございます。 

  次に、８ページは支出でございまして、第１

款第１項の建設改良費は２億8,708万円で、14
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件の工事及び設計委託費用等でございます。 

  第２項の開発費は1,400万5,000円で、水道台

帳補正等の委託費用でございます。 

  第３項の企業債償還金は１億8,627万1,000円

でございます。 

  なお、９ページには資金計画、それから10ペ

ージから12ページには給与明細書、13ページは

平成22年度の予定損益計算書、それから14ペー

ジから17ページには平成22年度及び平成23年度

の予定貸借対照表を記載してございますので、

ごらんいただきたいと思います。 

  以上で、平成23年度新庄市水道事業会計予算

案について御説明申し上げました。御審議の上、

御可決くださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

平向岩雄議長 それでは、これよりただいま説明

のありました議案18件のうち、平成23年度予算

９件を除いた議案９件について、一括して総括

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第５号新庄市情報

公開条例の一部を改正する条例の制定について

ですが、先ほどの説明で、法改正によって市民

に限らない方に情報を公開するという趣旨なん

だというふうに伺ったんですが、それだけなの

か。あるいは、内容について、もっとこういう

ものが具体的に拡大、しやすくなる、例えば

「こういうものだ」みたいな、調べられる、公

開できる内容がどのように拡大されるのか、な

らないのか、内容については。その点について

お願いします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 情報公開条例、このたび改正

したいということに至ったのは、市長から説明

あったとおり、公開請求できる者の範囲の拡大

というのが一番大きな点でありますが、それ以

外でも……、まあ、この条例制定以来、相当年

数たちまして、かなり早い段階で新庄市はこの

制度を設定しましたので、いろいろその後の全

体的な情報公開の制度的な移りように応じて幾

つか改正点はございます。 

  まず、手続に関する規定の整備ということで、

公開請求から公開の可否決定までの手続につい

て、少し規定上不明確だったところを明確にし

ていくという点、あるいは審査会の、情報公開

請求をやって、例えばそれは公開できないとし

たような場合に、不服申し立てがあって、その

審査をしていただく委員会が、審査会があるん

ですが、その審査会の委員の任命に関する規定

も若干変更したいと思っております。 

  また、情報提供自体を、新庄市も透明性の向

上ということを掲げておりますので、市の姿勢

を示すといいますか、市民の市政参加を一層推

進するということで、この条例による情報公開

のほか、市民に対し積極的に市政に関する情報

を提供していきますということをつけ加えたな

ど、幾つか改正点がございます。公開請求権者

の拡大を中心にしながら、以上のような改正内

容となっております。 

平向岩雄議長 いいですか。（「はい」の声あり） 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２５予算特別委員会の設置 

 

 

平向岩雄議長 日程第25予算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第21号新庄市一般会計予算から議案第29

号新庄市水道事業会計予算についてまでの平成
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23年度の予算を審査するため、委員会条例第６

条第１項の規定により予算特別委員会を設置し

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

予算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

予算特別委員会委員の選任 

 

 

平向岩雄議長 これより、ただいま設置されまし

た予算特別委員会の委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  予算特別委員会の委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を予算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において予

算特別委員会を開催し、正副委員長の互選を行

っていただきますので、御参集よろしくお願い

申し上げます。 

 

 

日程第２６議案、請願の予算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

 

平向岩雄議長 日程第26議案、請願の予算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付してあります平成23年３月定例会付

託案件表のとおり、会議規則第37条第１項の規

定により、それぞれ所管の委員会に付託いたし

ます。 

 

平 成 ２ ３ 年 ３ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

予 算 特 別 委 員 会 

議案（９件） 

〇議案第２１号平成２３年度新庄市一般会計予算 

〇議案第２２号平成２３年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

〇議案第２３号平成２３年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

〇議案第２４号平成２３年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

〇議案第２５号平成２３年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

〇議案第２６号平成２３年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

〇議案第２７号平成２３年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

〇議案第２８号平成２３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予

算 

〇議案第２９号平成２３年度新庄市水道事業会計予算 

総 務 常 任 委 員 会 

議案（６件） 

〇議案第４号第４次新庄市国土利用計画の策定について 

〇議案第５号新庄市情報公開条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

〇議案第６号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例の設定について 

〇議案第７号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

〇議案第８号新庄市まちづくり応援寄附金条例の一部を改正する条

例の制定について 

〇議案第９号新庄市住民生活に光をそそぐ基金条例の設定について 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

〇議案第１０号新庄市特別会計条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

〇議案第１１号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

産 業 建 設 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

請願（２件） 

〇議案第１２号新庄市下水道事業分担金徴収条例の設定について 

〇平成２２年請願第２０号ＴＰＰ交渉参加反対に関する件について 

〇請願第１号２０１１年度山形県「住宅リフォーム助成制度」に関

し、使い勝手の良い制度を求める意見書の提出を求める請願 

 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  代表監査委員髙山孝治君は午後から欠席とな

ります。 

 

 

議案８件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 それでは、日程第27議案第13号平

成22年度新庄市一般会計補正予算（第６号）か

ら、日程第34議案第20号平成22年度新庄市後期

高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）ま

での補正予算８件につきましては、会議規則第

35条の規定により一括議題にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

日程第27議案第13号から日程第34議案第20号ま

での補正予算計８件を一括議題とすることに決

しました。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第13号から議案第

20号までの一般会計及び特別会計補正予算につ

いて御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第13号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ１億

7,745万7,000円を追加し、補正後の予算総額を

150億332万8,000円とするものであります。 

  主な補正内容について御説明申し上げます。 

  歳入についてでありますが、市税は景気低迷

による影響を考慮して予算化しておりましたが、

法人市民税の経済の回復基調に合わせた伸びな

どがあり、市税全体で対当初予算比約8,000万

円近い増額の補正計上を行っております。 
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  歳出につきましては、先月、記録的大雪によ

ります専決予算の承認をいただきましたが、こ

のたびは排雪を重点といたしました土木費の事

業など増額補正を盛り込んでおります。 

  また、生活保護費の伸びへの対応など、扶助

費におきましても増額の補正を計上いたしてお

ります。 

  経済の動向が、低迷からやっと回復へと好転

の兆しがうかがえる中、新年度の事業展開への

円滑な移行のためにも、適切な対応を要する補

正内容を組ませていただいておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  私からの説明は以上でありますが、33ページ

からの特別会計を含めまして、各会計の詳細に

つきましては政策経営課長から説明させますの

で、御審議いただき、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

   （伊藤元昭政策経営課長登壇） 

伊藤元昭政策経営課長 それでは、平成22年度補

正予算書をごらんいただきたいと思います。 

  １ページをお開きください。 

  初めに、議案第13号一般会計補正予算（第６

号）について御説明申し上げます。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ１億

7,745万7,000円を追加し、補正後の総額は150

億332万8,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページから５ページまでの第１

表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思

います。 

  次に、６ページ、第２表債務負担行為補正で

ございます。県議会議員選挙、市議会議員選挙

の統一地方選挙の実施が来月に予定されており、

県議会議員選挙候補者氏名掲示表印刷と市議会

議員選挙ポスター掲示場設置撤去業務委託につ

きまして、今月内の契約など所要の事務を行い、

円滑に選挙事務が遂行できるよう、債務負担行

為として追加させていただいております。 

  第３表地方債補正につきましては、新庄・沼

田両小学校の耐震補強工事の事業費確定による

60万円の減額補正でございます。 

  ９ページからの歳入につきまして御説明いた

します。 

  初めに、１款市税ですが、１項市民税の法人

分が6,400万円、４項市たばこ税が2,200万円の

増額、また、景気低迷などの影響によるものと

考えられますが、滞納繰越分は減額の補正を組

ませていただいております。市税全体におきま

しては、当初予算から初めての補正となりまし

て、総額7,946万1,000円の増額となります。 

  また、６款地方消費税交付金は4,727万1,000

円を増額し、あわせて10款地方交付税につきま

しても、普通交付税に特別交付税を加え3,984

万7,000円を増額し、財源の確保を図っており

ます。 

  12ページ、14款国庫支出金１項国庫負担金に

おきまして、生活保護費等負担金2,993万8,000

円の増額により、生活保護世帯の増加に対応し

てまいります。 

  ２項国庫補助金の雪寒指定路線除雪費社会資

本整備総合交付金も増額の上、雪対策を充実し

たいとともに、このたび地域活性化交付金「住

民生活に光をそそぐ交付金」が増額配分された

ことにより、これを基金として積み立て、23年

度にこれを財源とするドメスティック・バイオ

レンス対策等に活用してまいりたいと考えてお

ります。 

  15款県支出金２項県補助金におきましては、

１節農業費補助金を2,939万7,000円の減額補正

で組んでおりまして、農林水産業創意工夫プロ

ジェクト支援事業費補助金を活用した実施主体

側の事業縮小や取りやめにより減額となってお

ります。 

  また、15ページ、17款寄附金におきましては、

ふるさと納税寄附金200万円の増額分を計上し



- 92 - 

ております。同額をまちづくり応援基金への積

み立てに充てております。 

  続きまして、16ページからの歳出について御

説明させていただきます。 

  まず、２款総務費についてでございますが、

１項４目財政管理費は後年度の財源として財政

調整基金に１億円、また、国の住民生活に光を

そそぐ交付金の追加配分分を活用して23年度に

執行するため、新たに住民生活に光をそそぐ基

金を設置し、630万円の積み立てを行います。 

  18ページ、４項選挙費は県委託金の減額に伴

う補正を組んでおります。 

  19ページ、３款民生費では、１項１目社会福

祉総務費におきまして、国民健康保険事業特別

会計への繰出金2,481万8,000円を計上しており

ます。ルールに基づく繰り出しで、国保事業の

適切な執行のために繰り出すものでございます。 

  また、３目障害者福祉費におきましては、重

度心身障害（児）者医療給付費に560万円の増

額補正を行っております。 

  22ページ、３項生活保護費につきましては、

増加している保護者世帯医療給付費に対応する

ため3,691万8,000円の増額を計上しております。 

  24ページ、６款農林水産業費をごらんくださ

い。 

  １項３目農業振興費におきまして、農林水産

業創意工夫プロジェクト支援事業費補助金

2,760万9,000円の減額を計上しておりますが、

これは補助を活用し事業を実施する団体の一部

に事業の縮小や中止を行った結果によるもので

す。また、そのほかの多くは県のこの補助事業

を有効に活用し、事業展開を行っております。 

  ８款土木費につきましては、27ページをごら

んください。 

  ６項１目除排雪費に道路の除排雪業務費とい

たしまして7,000万円を追加計上しております。

先月の専決による補正までの予算を合計いたし

ますと、道路分の除排雪費の予算額はちょうど

５億円となります。 

  28ページからの10款教育費におきましても、

学校施設を中心に除排雪経費を盛り込んでおり

ますが、燃料費や光熱水費におきましても、低

温と大雪に伴う増加分といたしまして計上をさ

せていただいております。 

  また、４項４目図書館費及び12目体育施設費

におきましても、除排雪経費増額の指定管理委

託料を計上しております。記録的な大雪に対し

まして、適切かつ時期に合った予算化を行うこ

となどにより、市民生活の安心・安全を確保し

てまいりたいと考えております。 

  最後に、31ページ、12款公債費につきまして

は、市債元金におきまして680万円の繰上償還

を実施したことによる増額補正を、また、市債

利子におきましては、逆に利率低下などによる

分の減額を補正しております。 

  以上で、一般会計を終わりまして、特別会計

の説明に入らせていただきます。 

  33ページでございます。議案第14号国民健康

保険事業特別会計補正予算（第４号）でござい

ますが、歳入歳出それぞれ932万3,000円を減額

し、補正後の予算総額を41億607万9,000円とす

るものでございます。 

  38ページからの歳入をごらんください。特に、

国民健康保険税の落ち込みにより減額が大きく

なっておりますが、歳出におけます保険給付費

の精査や共同事業拠出金の確定などにより補正

を行うものでございます。 

  47ページ、議案第15号老人保健事業特別会計

補正予算（第２号）につきましては、歳入歳出

それぞれ63万3,000円を追加いたしまして、歳

入歳出それぞれ296万4,000円とするものでござ

います。国への返還金の支出に伴う補正となり

ますが、議案第10号のとおり、この特別会計は

22年度で終了となるものでございます。 

  51ページ、議案第16号公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号）につきましては、歳入歳
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出それぞれ29万6,000円を追加し、補正後の予

算総額を15億6,452万5,000円とするものでござ

います。事業の補助事業への移行に伴う建設費

減額と、これによる地方債の減額補正、また消

費税の中間納付、処理場における薬剤購入と排

雪委託料につきまして所要の補正を計上してご

ざいます。 

  57ページ、議案第17号農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号）につきましては、歳入

歳出それぞれ24万円を追加し、補正後の予算総

額を7,710万7,000円とするものでございます。

歳出の内容は、施設の除排雪業務委託料の増額

分となっております。 

  61ページ、議案第18号営農飲雑用水事業特別

会計補正予算（第１号）につきましては、歳入

歳出それぞれ27万9,000円を追加し、補正後の

予算総額を2,349万1,000円とするものでござい

ます。歳出の内容は、施設の修繕に伴う増額分

となっております。 

  65ページ、議案第19号介護保険事業特別会計

補正予算（第３号）は、歳入歳出それぞれ30万

円を減額し、補正後の予算総額を29億740万

9,000円とするものでございます。歳入におき

まして、介護保険料収入が低減しており、これ

を介護保険給付費準備基金繰入金で補うととも

に、歳出におきまして、介護サービス諸メニュ

ーの保険給付費を組み替えし、調整する内容の

補正といたしております。 

  73ページ、議案第20号後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出それぞ

れ1,120万7,000円を減額し、補正後の予算総額

を３億6,519万1,000円とするものでございます。

後期高齢者医療広域連合への納付金の減額が主

な補正となっております。 

  以上で、一般会計及び特別会計の補正予算案

の説明を終わります。御審議をいただき、御可

決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算８件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第13号、議案第14号、議案第15号、議案第

16号、議案第17号、議案第18号、議案第19号、

議案第20号の補正予算８件につきましては、委

員会への付託を省略することに決しました。 

  それでは、ただいま説明のありました平成22

年度補正予算８件の審議に入ります。 

 

 

日程第２７議案第１３号平成２２

年度新庄市一般会計補正予算（第

６号） 

 

 

平向岩雄議長 初めに、日程第27議案第13号平成

22年度新庄市一般会計補正予算（第６号）につ

いて質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 12ページの14款５目で

住民生活に光をそそぐ交付金についての説明で、

23年度にドメスティック・バイオレンス対策に

充てていきたいというお話があったんですが、

どのような内容で考えておられるのかというこ

とで、お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、14ページに県支出金で農林水産業

創意工夫プロジェクト支援事業費補助金が減り、

また、学校給食米粉利用推進事業費補助金が減

るということで、どういう事業が縮小になって

こうなったのかということで、ともに大事なも

のなので本当は充実させるべきだったなと感じ

るような気がするんですけれども、どうなんで

しょうか。 
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伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 ３月補正予算の12ページ

の下段であります、地域活性化交付金のうちの

住民生活に光をそそぐ交付金1,382万7,000円を

増額補正させていただいております。これにつ

きましては、国のほうから１次配分が約1,000

万ちょっとありまして、２次配分として1,382

万7,000円が今回新たに増額配分になったとい

うことの補正でございます。 

  実は、１次配分分につきましては、１月臨時

議会で住民生活に光をそそぐ交付金を受けまし

て、双葉荘の耐震事業への負担金などに充当さ

せていただいておりましたが、正直申し上げま

して予想よりもたくさん来まして、22年度、今

年度で行う事業には充当し切れないということ

から、先ほど単行議案の中でも御説明させてい

ただいておりますが、基金として積み立てを行

って、23年度にそれを取り崩しを行いながら乳

幼児のドメスティック・バイオレンス対策に使

っていきたいと。具体的に申し上げますと、子

育て支援センターに相談員を新たに２名ほど設

置いたしまして、その財源に充当させていただ

きたいと。そのほかにも、教育委員会の問題を

抱える児童支援指導員の設置なんかにも充当さ

せていただきたいと。630万円、今年度補正予

算で、歳出予算にも計上してございますが、積

み立てを行いますけれども、来年23年度ではそ

の630万円を財源に、今申し上げた事業等に充

当させていただきたいと考えているところでご

ざいます。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まず最初に、14ページの創

意工夫プロジェクト支援事業、これが2,800万

円ほど減額になっていて、ちょっと私も大変残

念に思ったんですが、ことしの申請件数が全部

で10件ございまして、そのうちネギの加工場に

伴う加工残渣、いわゆる根っことか葉っぱの切

れ端をある機械を使って堆肥化にしようという

ふうなことで、ＪＡ新庄もがみさんの事業でご

ざいますが、そこに機械を入れようとしている

西村山地方の会社、いわゆる機械の製造会社が、

大変営業成績がちょっと乏しくなってきたとい

うか、資金繰りが難しくなってきて、その機械

を製造対応、オーダーメードでやるんですが製

造対応できなくなって、当面やむなく断念せざ

るを得ないというふうなことになりまして、こ

この部分については1,200万円、総事業費で

1,200万円の事業費が減額をせざるを得なかっ

たという事情が一つございます。 

  それから、もう１件ございまして、北部方面

の農業者なんですが、株式会社を起こして米と

米以外のものを加工製造する、いわゆる今はや

りの６次産業に近い形の工場を起こして農業生

産額をふやすんだというふうな申請がありまし

た。それが当時、8,500万円ほどの事業費を計

画しておりましたが、これも融資先、これはど

ことはちょっと今言えないんですが、融資先の

審査を受けたところ、融資額が当初考えていた

ときの３分の１程度まで圧縮されたというふう

なことで、規模自体も8,500万円の規模が事業

費ベースで2,600万円ほどまで減少した形での

規模縮小をした形で新たにその加工業を起こす

というふうなことでございまして、トータルで

県費、ここで減額しているのは３分の１、県か

ら補助が来るんですが、この県費分が2,840万

9,000円減額させていただいたというふうな結

果になってございます。 

  それから、学校給食の米粉利用の推進事業で

ございますが、これが68万5,000円減額なんで

すが、これは別に米粉給食をやめたものではな

くて、当初の単価設定と実績、これは昨年度の

単価設定、実績をもとに予算要求してございま

す。結果的には、単価自体も若干県の補助ベー

スが変更になりまして、小学校給食の米粉利用
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の分で20円から15円、それから中学校につきま

しては28円の単価から19円というふうな補助ベ

ースの単価の変更がございました。それと実施

回数、実施回数につきましては、子供さんの数

も減ったというふうなこともありまして、減少

しております。その減少分を差し引いた金額が、

切り上げして68万5,000円というふうなことに

なりました。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ドメスティック・バイ

オレンス対策のほうでは、相談員をふやしてい

ただくということで、大変いいことだなと思い

ました。 

  あと、農林の創意工夫のほうなんですけれど

も、給食ともかかわって、例えば米の石、ガラ

スなどの選別機などを導入するような事業、例

えばですけれども、そういうものがもしも最上

であれば、わざわざ山形まで持っていかなくて

も、新庄の米をそのままガラス選別かけて、そ

のまま給食に持っていくことができるというこ

とで、より輸送費などが安くなって、しかもよ

り近く、直接だれが生産したものかとはっきり

わかるぐらい安心というか、そういう米を食べ

させることができることもあるので、そういっ

たことは、もしかしてこういうので今後使える

可能性があるのか、どうでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 あくまでも、これは農林水

産業の創意工夫ですので、例えば今言った何か

の選別なり、粉ひきなりの単純に商業、工業と

いうふうなものであれば、それは該当にならな

いはずです。いわゆる農業生産額の向上、吉村

知事が掲げました山形県の農業生産額3,000億

円を達成するためのということで、2,000数百

億円しかないものを相当頑張って3,000億円ま

で向上させたいというふうな意味での補助事業

ですので、それによって付加価値が変わってく

るものであれば、それはそれで可能だと思いま

すが、ただ選別の輸送コストだけを比較して見

た場合には、多分事業該当にはならないと思い

ますので。ただ、細かい内容を確認させていた

だかないと、ここでオーケーかだめかというふ

うな結論は申し上げられないと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） ２点ほどお伺いします。 

  最初に、27ページのですね、先ほど政策経営

課長のほうからの雪対策の除排雪費ですが、合

計で５億9,704万8,000円になっておりますけれ

ども、その道路維持管理だけでも５億円かかっ

ていると、戦後３番目の大変な状況だと、こう

いうふうな話がありましたんですが、３月１日

の日もまた雪が降りまして、除雪車がまた動い

たんですね。それで、今回の補正で7,000万円

出していますけれども、除排雪費をそういうふ

うに見込んでいるんでしょうけれども、また３

月になっても除雪車が、まあ、排雪車だからと

いうことなんでしょうけれども、この補正で、

国からも来るんでしょうけれども、大丈夫なの

かどうなのかを１点、お伺いしたいというふう

に思いますが、もう１点です。 

  29ページの教育費の教育振興費で、小学校コ

ンピュータの教育振興費で44万3,000円と、そ

れから教育用のコンピュータ借上料44万3,000

円ということで、これは借上料なんですが、い

ろいろ、この内容をまず、説明をお願いできれ

ばというふうに思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今の御質問でございま

すけれども、当初予算で２億5,000万円でござ

いましたけれども、２月末にいろいろな専決処

分でいただきまして、トータルでは４億3,000
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万円をいただいておりました。今回の補正でま

た、7,000万円を上程させていただいておりま

すけれども、今の執行状況を申し上げますと、

委託料の中では約800万円ぐらい、まだ残って

おりました。 

  その中で、きのうですけれども、いろいろな

センサー、いわゆる自動センサーを３カ所設置

してございますけれども、きのうの時点では北

部で20センチ、中部では15センチの降雪があり

ました。南部については、これは本合海のほう

に設置してございますけれども、出動はしなか

ったと。きょうが、南部のほうが雪が20センチ

ほどあったようです。それできょう、出動した

ということで、予算的にはいろいろ、ちょっと

厳しい予算なんですけれども、今まで過去10年

間でいろいろな３月の降雪状況を見ますと、大

体平均しますと２日か３日ぐらいの出動回数と

なっております。いつも３月の初めについては

吹いたり降ったりということで、卒業式のシー

ズンになりますとそういうのが往々にありまし

て、あと、今は排雪のほうをこれから重点的に、

排雪のほうも5,000万円ほど今回いただきます

と、残ってございますので、その辺万全を期し

てやっていきたいというふうに思います。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 議長、柿﨑卓

美。 

平向岩雄議長 教育次長兼教育総務課長柿﨑卓美

君。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 コンピュータ

の借上料についての御質問でございますが、各

学校のコンピュータルームがございます。そち

らに配備しているコンピュータなんですが、こ

れは借り上げで対応しております。その借上料

について、それから教職員が使用するいわゆる

教務用のコンピュータというのがございますが、

これも一部は借り上げで対応しておりますので、

そちらの分だというふうに御理解いただきたい

と思います。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） ただいまの除排雪の分

についてですが、委託料800万円ぐらいあると

いうことなのでということですが、また３月に

なったら２、３回ぐらい出動する可能性がある

よということなので、予算的にもまた大変な状

況かなというふうに思いますが、何ていうか、

予算内でおさまることを期待しているわけです

が、よろしくお願いしたいというふうに思いま

すが……、そういう状態で、あと天気がいいこ

とを祈る以外ないのかなというふうに思ってお

りますけれども、御苦労だということです。 

  それから、コンピュータの件ですが、これは

各小・中学校に、電子黒板等も含めてコンピュ

ータもそれぞれ学校内ＬＡＮを走らせて、学校

の各教室でできるようになったと。教職員用だ

と、こういうことなので納得なのですが、学校

内で、教室の中でそういうふうにコンピュータ

を駆使できるようになったということで、たし

か一般質問をさせていただいたのですが、これ

はつかみで、要するに予算計上をしておいてい

て44万3,000円減額されたんでしょうけれども、

そのソフトですね。いろいろ、電子黒板だとか、

そのコンピュータのいろいろ汎用性があって、

数学の何とかとかということもあって、こうい

うふうな部分はまた目的が違うのでしょうけれ

ども、そういうふうな部分を補正とか何とかで

つけて学校内に、この前の一般質問にお答えし

ていただいたときには、その一つのソフトをそ

れぞれ学校管内で流用しながら、横に渡したり

してできるだけ経費をかけないで、子供の教育

環境をよくしていきたいなという話があったわ

けですけれども、ここいらのところと項目が違

うのでしょうけれども、そういうふうなソフト

の件については、ちょっとこれに関連して、ど

ういうふうに考えられて、どういうふうに今動

いているのかを教えてもらえればありがたいな
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と思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

平向岩雄議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 コンピュータのソフトの

件ですけれども、前回の補正でデジタル教科書

をこちらの希望どおり認めていただきましたの

で、この４月から、５月になるかと思いますけ

れども学校のほうには、そういう学校が希望す

るデジタル教科書が学校に配備された予算の中

で各学校に届くことになりますので、これまで

の電子黒板を活用できる、そういう環境ができ

るのではないかなというふうに思っています。

以上です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） デジタルの電子黒板の

補正はいつの補正だったか、見逃したものです

から、いつの補正でついたのですか。（「12月で

す」の声あり）そうですか。では、終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第13号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第13号平成22年度新庄市一般会計補正予

算（第６号）は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２８議案第１４号平成２２

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第４号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第28議案第14号平成22年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第14号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第14号平成22年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第４号）は原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第14号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２９議案第１５号平成２２

年度新庄市老人保健事業特別会計

補正予算（第２号） 
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平向岩雄議長 日程第29議案第15号平成22年度新

庄市老人保健事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第15号平成22年度新庄市老人保健事業特

別会計補正予算（第２号）は原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３０議案第１６号平成２２

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第30議案第16号平成22年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第16号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第16号平成22年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）は原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第16号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３１議案第１７号平成２２

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第31議案第17号平成22年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ
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れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第17号平成22年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）は原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３２議案第１８号平成２２

年度新庄市営農飲雑用水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第32議案第18号平成22年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号平成22年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３３議案第１９号平成２２

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第33議案第19号平成22年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）

を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第19号平成22年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）は原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は原案のとおり可決されました。 

 

 



- 100 - 

日程第３４議案第２０号平成２２

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第34議案第20号平成22年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

２号）を議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第20号平成22年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第２号）は原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は原案のとおり可決されました。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程は終了しました。 

  なお、３月７日月曜日午前10時より本会議を

開きますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時４３分 散会 
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平成２３年３月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２３年３月７日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ６番   金     利  寛  議員     ７番   小  関     淳  議員 

  ８番   遠  藤  敏  信  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   沼  澤  恵  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 伊 藤 元 昭 

税 務 課 長 小 野 孝 一  市 民 課 長 川 田 美 浪 

環 境 課 長 安 食 敬 二  健 康 課 長 清 水 幹 也 

農 林 課 長 五十嵐 正 臣  商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄 

都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一  下 水 道 課 長 坂 本 清 一 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  水 道 課 長 星 川 俊 也 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 﨑 卓 美  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 柿 崎 憲 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 柳 橋   弘 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 小 林 正 孝 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 坂 本 孝一郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 高 木 祐 子  主 任 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２３年３月７日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 小 関   淳  議員 

２番 金   利 寛  議員 

３番 小 嶋 冨 弥  議員 

４番 山 口 吉 靜  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２３年３月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 関   淳 

１．閉塞的な地域の状況を打破すべく、積極的な総合特区

制度への提案をしてはどうか。そのような提案をする

ための職員の意識づくりと体制づくりは、今後どう進

めようとしているのか。 

市 長 

２ 金   利 寛 
１．若者の雇用促進について 

２．平成２３年度主要事業について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 小 嶋 冨 弥 

１．民生児童委員について 

２．バイクナンバー地方仕様について 

３．新庄まつり１００万人誘客構想について 

市 長 

 

４ 

 

山 口 吉 靜 

１．固定資産税について 

２．子供手当について 

３．商店街の不況対策について 

４．民生委員の状況について 

５．雪害の救護策について 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問通告者は７名であります。質問の順序

については、配付してあります一般質問通告表

のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問・答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、小関 淳君。 

   （７番小関 淳議員登壇）（拍手） 

７ 番（小関 淳議員） おはようございます。 

  勁草会の小関です。 

  ３月定例会一般質問、初日第１番目の質問を

させていただきます。 

  「豪雪」という言葉は、この冬のためにあっ

たのかと思うほどのすさまじい量の雪が降りま

した。昨年、国の事業仕分けで廃止とされた独

立行政法人防災科学技術研究所雪氷防災研究セ

ンターのデータによると、市街地の積雪が２メ

ートルを超えたのは実に37年ぶりで、その数字

から見ても強大な冬将軍との官民を挙げた攻防

はすさまじいものだったと実感しています。 

  残念ながら、全国各地で雪による犠牲者が多

数出てしまいました。山形県内でも、昨年11月

からことしの２月現在で軽症110名、重症93名、

死者16名と、平成18年の豪雪以来の大きな被害

状況となっています。 

  新庄市は、１月22日に豪雪対策本部を立ち上

げ、予想をはるかに超えた豪雪に職員を総動員

して敢然と立ち向かいました。しかし、除雪に

かかわる窓口である都市整備課などには、連日

住民の苦情が相次いだと聞いています。それだ

け、ことしの冬の状況は過酷なものでしたが、

市民の中には「これだけの雪が降ればまちが機

能不全になってもおかしくない。市役所は文句

を言われながらも淡々と除排雪をこなしている。

むしろ頑張ってくれていると思う」という声も

ありました。 

  除排雪業の皆さんはもちろんですが、ひとり

暮らしのお年寄りなどの屋根に上り、その家と

人命を守るために懸命に雪おろしをした市の課

長や職員の皆さん、ボランティアで商店街アー

ケードの上の雪おろしをした町内若連や消防団

の皆さん、そして各地域で生活に極力支障を来

さないようにと率先して周辺の除雪作業をして

くれた多くの市民の皆さんを私は誇らしいと感

じました。そして、豪雪の不安をやがて来る春

への希望でかき消しながら、泰然とこの冬を乗

り越えてきた新庄市民を心から格好いいと感じ

ました。 

  とはいえ、雪対策が現状のままでいいわけは

ありません。春来る前の今からでも、雪氷防災

研究センターや大学、県内外の豪雪に苦しむ自

治体などと連携し、英知を結集して来年以降の

厳しい冬に向けた有効な対策を講じていくべき

ではないのでしょうか。できれば、体の不自由
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な方々も外出できるような、そのような快適な

冬のまちづくりにみんなで挑んでみてはいかが

でしょうか。 

  それでは、議員になってから16回目の一般質

問をいたします。 

  新庄市に限らず、全国の地方自治体は、バブ

ル崩壊後に国がとってきた経済再興政策をその

まま信じ、受け入れてしまったがために、ほと

んどが厳しい財政運営を余儀なくされています。

しかし、そのような状況の中で、比較的良好な

行財政運営をしている地方自治体は、原子力発

電関連施設や大企業のある自治体、大都市周辺

の自治体、そして地域特性や地の利を生かした

有効な施策によって税収を維持している自治体

に限られているようです。 

  そのようなことから、市としては山形県の最

北にあり、日照時間も少なく、豪雪地でもある

新庄市がどのようにして今の時代を乗り越え、

子供たちが生きる未来につなげていくのかは、

今を生きる私たち大人の最も切実で重要な課題

ではないかと考えます。 

  地元経済は、一部で豪雪特需により多少上向

いたかのようですが、それは持続性のあるもの

ではありません。小売店や飲食店などの売り上

げは、景気低迷と豪雪のダブルパンチによって

今までになく厳しく、ほとんど限界に近い状況

となっています。 

  そこで、このような閉塞的な地域状況を打破

すべく、国などのさまざまな規制を緩和する総

合特区制度への提案を市として積極的にすべき

ではないでしょうか。 

  新庄市が地元の農業や商業、そして工業を何

とか維持、再生させようと努力していることは

理解できます。しかし、今までの事業や施策は、

余り有効な策とはなっていないように感じます。

新庄市を含めた地方の状況は、今後さらに厳し

さを増すと予測されます。それを打破するよう

な、有効で、持続的で、独創的なアイデアはあ

るのでしょうか。もし、そのような施策や事業

を考えているのならば、なるべく具体的に説明

をしてください。 

  また、それらの事業を進める際に高いハード

ルとなっている規制などはあるのか、あるとす

れば、それをどうクリアし、施策を進めようと

しているのか聞かせてください。 

  次に、新庄まつりでの交流人口100万人構想

についての質問です。 

  その構想は、どのような新しい事業を付加し

て実現しようとしているのか、これもまた、よ

く見えてきません。 

  そもそも、昨年の新庄まつりの人手が46万人

という数字の算出根拠も、市民に対して十分な

説明をしていません。通常、計画や構想を練り

上げるには、それまでのさまざまなデータの分

析をもとに検証がなされ、どの部分をどのよう

に改善すればよいのか、時にはどの部分を削る

べきなのかが見えてきます。 

  ところが、そのデータが全くいいかげんなも

のであった場合には、基本となるところの分析

や検証すらできず、ましてや、しっかりした計

画など立てられるわけもないということになっ

てしまいます。もし、仮にそのような流れのま

ま、新庄まつり交流人口100万人構想の実現を

目指すならば、それは恐らく砂上の楼閣のよう

にもろく、いつ崩れても不思議ではない計画に

なると心配しています。 

  そこで、この計画をどのようなデータをもと

に構築していこうとしているのか、もう少し具

体的に聞かせてください。 

  続いて、新庄市内の自然エネルギーを利用し

た発電などの可能性についての質問をします。 

  昨年の11月末からことしの２月下旬まで、土

内集落の奥にあるつり橋付近において、集落の

皆さんと泉田川土地改良区の協力を得て、新庄

市の委託事業、小水力発電による周年型農業な

どの実証実験が特定非営利法人東北地域エネル
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ギー機構によって行われ、大成功のうちに終了

しました。この模様はＮＨＫ全国ニュースにも

特集として取り上げられ、県内はもちろん、宮

城県や福島県などから多くの自治体関係者など

が視察に来てくれました。その皆さんは、河川

や沢を流れる少量の水と落差を利用した小水力

発電が、雪深い中山間地の暮らしや農業を劇的

に変える可能性があることを目の当たりにし、

感嘆の声を上げていました。 

  現地は、冒頭に触れたように近年にない豪雪

で、積雪は３メートルに迫ろうという勢いでし

た。しかし、その大量の雪は解ければ水になり、

沢や河川を勢いよく流れます。それならば、そ

の水の力を利用し、24時間発電し続ける装置を

設置し、その電力を周年型の農業や山菜などの

加工場に利用しようというのは、これから価格

上昇が続くであろう石油に極力依存せず、集落

を再生させるための有効な事業になり得るので

はないでしょうか。 

  ということで、新庄市は今回の実証実験を今

後どのような事業に反映させ、どのような地域

にしていこうとしているのか、そして現在、具

体的に計画している事業はどのようなものがあ

るか、考えがあれば聞かせてください。 

  最後に、市役所の体制と職員についての質問

をいたします。 

  より社会状況に適応できる職員の意識や能力

向上と機能する体制づくりは、地域を維持、再

生させるための基礎となります。地元の企業に

は、事業化自体が関係省庁などのさまざまな規

制があり、その規制を乗り越えて事業化するに

はおびただしい時間と資金と労力がかかる。だ

から、いいアイデアを商品化しようと思っても、

先に進めないでいるという企業が少なからずあ

ります。 

  新規の企業誘致はもちろん大切ですが、現在、

工業団地で会社を維持させようと必死に頑張っ

ている既存企業に対して、規制緩和の部分だけ

でも公的に支援するという体制や姿勢が新庄市

では必要なのではないでしょうか。 

  最上郡内では、最上町や舟形町が積極的に総

合特区制度への提案をしています。特に最上町

は、各課の職員が目を皿のようにして、国の補

助事業や地域再生のための施策メニューから自

分たちの地域課題を解決できると思われる事業

を見つけ出し、積極的に申請をしています。 

  新庄市でも、国や県に対し申請や提案をして

いるとは思いますが、さらに充実させる必要が

あると考えます。そのような申請や提案をする

ための職員の意識づくりと体制づくりを市長は

今後どのように進めていくのか、聞かせてくだ

さい。 

  以上で、壇上からの質問を終わります。 

  2007年春に議員にならせていただいてから、

あっという間に４年が経過しようとしています。

その間に市長はかわりましたが、常に執行部に

対し、より有効な市民福祉の向上のための施策

を進めてもらえるようにと、そして職員がより

誇りを持って充実した職務ができるようにと、

数々の質問や提案などをしてきました。その中

には、執行部にとって納得のいかない質問や的

外れな内容もあったかと思います。しかし、私

の提案の意味を十分に理解し、施策や事業に反

映している部分もあったように思います。 

  当選当時から、市民の「もう議員なんて要ら

ない」という流れの中で、ふなれながらも、未

熟ながらも、精いっぱい議員活動ができました

ことを、この議会を構成するすべての皆様と市

民の皆様に心より感謝申し上げ、壇上からの質

問といたします。御清聴ありがとうございまし

た。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 16回目の質問、ありがとうござい

ます。これまでさまざまな御意見をいただき、
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それに沿ってできた部分とできない部分、いろ

いろ不満もございましょうが、それぞれなり、

行政のほうもしっかりと進めてきたつもりであ

ります。 

  今回、「閉塞的な地域の状況を打破すべく」

というような大きなテーマがあるわけですが、

国全体が閉塞的な状況の中で、どういうふうな

新成長戦略を描くかというようなことが今問わ

れていると。大きく言えば、それもＴＰＰとい

った問題、すべても成長戦略の中の一つの考え

方であるというふうに思っております。この国

全体の中で、この地方がどういうふうに生き残

っていくかというために、今回は第４次新庄市

振興計画、新庄市まちづくり総合計画を立てさ

せていただいたところであります。 

  これにつきましては、市民の皆さんとともに

かなりの協議を重ねて総合計画をつくってまい

ったわけですが、毎年毎年見直ししながら進め

なければならないというふうに思っております。

なぜならば、ここに住む方々の視野、範囲とい

うものがすべて100％ではないという思いもし

ております。先進的な取り組みにも向かってい

かなければならないと。そういった意味では、

ローリングをしながら進めてまいりたいという

ふうに思っております。 

  この地域における基幹産業、優良企業の誘致、

農商工、なかなか、取り組んではいるが前に進

んでいるようには見えないというような御指摘

も、確かにそういう分野もあります。その点を

十二分に考えたときに、新庄市が取り組んでい

くもの、基本的に大きな歴史的な流れの中では

やはり農業という分野の下支えをする必要があ

るだろうというふうに思っております。そうい

う意味で、昨年から提案しています農業公園を

中心にした「有機の里」づくりを目指していき

たいということであります。 

  一つは、新庄最上全体における農業というも

のの連携が必要であると。そのシンボリックな

里としてエコロジーガーデンを活用していきた

い。シンボリックとしての活用の方法はさまざ

まありますが、そこには特産物の開発も行いた

いと。また、循環型農業への取り組みの第一段

階も始めていきたいというような思いで、「勇

気塾」という若者園芸塾も昨年は設置させてい

ただいたところであります。 

  また、さらにはアンテナショップの充実とい

うようなことで、地域の産物と消費の多いとこ

ろにどう結びつけるかというようなことの試験

的な形で進めているところであります。やはり、

本来的にはそこの生産団体がやはりその販売ル

ートを拡充し、生産から販売というようなルー

トに持っていくのが私は一番ふさわしい方法で

あるというふうに思っています。その手法の一

つを見つけ出すということが行政の役割である

というふうに考えております。 

  そんな意味で、持続的な、独創的なアイデア

についてということでありますが、ことし、看

護師養成機関の調査を行うことにしました。設

置を行うというようなことを調査します。 

  ちょっとした流れの中で、さまざまな施設に

おいて看護師が足りないというようなことの要

望がございました。また、県立病院、また徳洲

会病院、それぞれにおいても看護師が足りない

と。開業医の、医師会のほうにおいても足りな

いと。さらには、今後公立的保育所、あるいは

私立保育所におきましても、病後保育、病児保

育というようなことによって、将来的には看護

師が必要であるというようなことで、やはり地

元に看護師養成学校が必要であろうというよう

なことで協議しているところであります。 

  第１弾として、新庄市が調査します。その後

は８市町村、力を合わせて設立に向けて動くと

いうふうな確約をとっているところでございま

す。そのために今後は、県立病院、徳洲会、開

業医、それから各施設の連絡協議会、それから

８市町村等において、どういうふうな形になる
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かという打ち合わせを行う予定でおります。 

  そうしたことで、地域資源に対する最大活用

というようなことで、やっぱり福祉というもの、

これは将来、今後とも高齢社会における必要な

部分、これについては雇用という面においても

大きな力を発揮するのではないかと。やはり地

元の定着率、ほかの雇用に行きますとどうして

も帰ってこないということで、地元への定着を

図っていきたいというようなことであります。 

  地域活性化の総合特区、昨年の10月、11月で

すか、以降に国のほうから、そういうふうなこ

とをやりたいという気持ちがあるんですが、12

月の段階でも廃案になり、地域主権改革の中で

継続審議、そして廃案と。今後、改めて地域総

合特区の関係の法案を今国会に出す予定でいる

わけですが、それさえが見通し立っていないと

いうことであります。ただし、議員のおっしゃ

ったように、職員がそこに対して前向きな形で

取り上げていくということについては指示をし

ているところであります。 

  次に、新庄まつり100万人構想、交流人口拡

大に向けてということで、このことについては

算出基礎についての質問でありますが、基本的

には私の一存で100万人にしたいという思いで

あります。それがただ、何十万人から100万人

かと。46万人という計算の中で、初日15万、16

万、10万というような、15万、15万、16万です

か、というような計算の中で46万というような

ことで、３日間常駐しているというようなこと

とか、それから市内に１万3,000世帯の中で住

人、あるいは郡部の方々がそうして３日間いる

とそういうふうな人数になるというような、極

端に言えば大ざっぱな見方であったかもしれま

せん。しかし、これが大きな意味でいきますと、

恐らくそういうふうな方々が帰ってきていると

いう現状の中で、新幹線での乗り降り等、そう

いうようなことを含めていきますと45万人前後

来ていると。３日間通算ということになるわけ

ですけれども、延べ人数というふうな考え方で

今までありました。 

  そうした中から、何とか100万人にふやして

いく。これを倍にすること、あるいは３倍にす

るような目標を持つことによって、農産物の消

費、あるいはそれにおけるお土産品等の販売、

そういうようなことからさらなる雇用が生まれ

ると、そして地域の職が回るというような思い

から、とにかく100万人を目指したいと。今後、

その100万人を目指すための手法というのはさ

まざま出てくるのかなというふうに思っており

ます。どなたかの質問にございましたが、有名

人を連れてくることも必要ではないかというよ

うなことも検討しなければならないというふう

に思っているところであります。 

  そんな意味で、また、新庄市だけがどんなに

もがいても、周りから周知していかなければ新

庄まつりには来ていただけないということで、

最初に湯沢で行われたときに、500人の会場で

「新庄まつりを御存じの方」と言ったら20人し

かいなかったということを以前に申し上げまし

たが、それをきっかけにテレビコマーシャルの

ほうに出させていただきました。この効果はや

はり大変多く、関東のほうからの問い合わせ、

やはり広くはテレビで、コマーシャルで、懐か

しくてというようなことで、ふるさとをまた思

い出しながら来たというようなこと、これにプ

ラスアルファの方々が必要であるというふうに

思っております。 

  そんな意味で、秋田県南、そして宮城の大崎、

鳴子の温泉、昨年の新庄まつりのときは五つの

温泉組合の方々が来ていただきまして、ことし

の、23年の新庄まつりには何とか泊めて、新庄

まつりを見せて帰すというようなプログラムも、

あるいはツアーを組んでみたいという話も聞い

ているところであります。 

  また、今年度調査したアンケートからは、新

庄まつりに来た人でも、残念ながら見たことが
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なかったという方が30％もいるというようなこ

とで、やはり今後とも周知を図っていきたい。

一度見た人の感想は、「すごい祭りがあったと

は」というようなことをお聞きしているところ

であります。やはりこれは、最後には大きく

100万人に伸ばすということによって、この地

域に住んでいる者の自信と誇りを取り戻したい

というのが大きなねらいであるというようなこ

ともあるということも、ぜひ御理解いただきた

いなと思います。 

  それからまた、議員から御指摘受けましたよ

うに、ほかにということで、周知用の作製ポス

ターについては２種類をつくりたいというふう

に考えております。それで、全国初の「全国祭

りポスターコンクール」、これも開催し、啓蒙

を図っていきたいというふうになっています。 

  また、やはり呼ぶためには祭り自体のレベル

アップも図らなければいけないということで、

歌舞伎十八番や昔語りの場面構成はもとより、

胴づくりや山、鉾など伝統を重んじながらもさ

らなるチャレンジで、よりよい山車を極めてい

くことも必要であろうというふうに考えており

ます。また、囃子の伝承や神輿渡御行列におき

ましても同様ですし、引手の装束、まだまだ改

善する要素はあると思います。 

  また、祭り自体にも非常に高齢化、あるいは

少子化という波も起きております。ですから、

団体との協議も大変必要になってくるというふ

うに思います。そういう協議をしながら、この

充実した祭りをしていくことが、何といっても

集客に勢いがつくものだというふうに思ってお

ります。 

  それから、先日首都圏で行いました祭りキャ

ンペーンの報告では、にぎやかな新庄まつりと

温泉や舟下りを入れたルートは国内にとどまら

ず、台湾の方々などにも好まれるというような

ことでありました。そのための受け入れ体制の

整備が求められております。管内、県内のみな

らず、鳴子温泉や湯沢地域までの宿泊施設との

連携がかぎを握るということで、職員が既にそ

の両温泉組合、また地元の観光協会との連携協

議を進めているところであります。 

  現段階で、そうしたことの100万人の構想の、

先ほど一番最初に申しましたが、今後２年かけ

て新庄まつり百年の大計第３期計画をつくる時

期に入っております。関係者の皆さんと十二分

に協議しながら、将来に向けて着実に100万人

になるように、一つ一つ施策を講じていきたい

というふうに思っております。 

  また、世界から、インバウンドの事業も展開

していきたいというふうに思っておりまして、

世界からの観光客、観光立国として訪日誘客

3,000万人構想というのが国でも掲げているわ

けですけれども、そういうふうな制度も使いな

がら、またそういうことを協力していただきな

がら、東北のへそというような観光基地として

広域連携的な観光が必要だというふうに思って

おります。発信情報の、そのためには他国語が

大切であるため、パンフレットやホームページ、

観光案内看板なども変更していく必要性を感じ

ております。 

  また、新庄市のホームページを見たときに、

外国の方にその国の言葉で新庄が紹介される変

訳機というのがありますが、その導入も進めて

いきたいというふうに思っております。 

  また、新庄の特産物である米や芋の子、ニラ、

牛肉、そば、ラーメンなど、食の活用と地域を

挙げたおもてなしの向上を図りながら、祭りを

含めた通年の観光ができる地域に体制を整えて

いきたいと思いますので、御理解のほどをお願

いしたいというふうに思います。 

  次に、自然エネルギー、再生可能かつ低炭素

化社会の実現に貢献するエネルギーとしてとい

うようなことがありました。 

  昨年の秋に、新庄北高の110周年がございま

した。そのときの講師が、東大のあの養老孟司
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先生だったわけですが、開口一番「将来は石油

がなくなるということを考えながら、将来の生

活を考えなさい」という、開口一番、その話が

ございました。低炭素であるという社会という

よりも、もうなくなるんだと。石油は有限なん

だと、無限ではないんだと。そういう社会、

我々の社会のときには山から木を切り出して循

環型をやっていたが、これからは将来はそうい

うふうな家庭になるだろうというふうなお話を

聞いて、そういう時代が来ているのかなと。 

  今、昨日のテレビの話ですが、「日本は資源

大国である」というような番組がありまして、

驚きながら見ましたが、海底における資源、こ

れが尖閣諸島、あるいは竹島、あるいは北方四

島まで各国が手を伸ばしているのは、その地下

資源、海の資源、海に眠る資源、それが非常に

興味があるんだというようなことがありました。 

  しかし、それは遠いというか、非常に厳しい

採掘方法が必要なんですが、自然のエネルギー

というものの活用というのは、全世界で今求め

られているというふうに思います。日本の風力

発電、あるいは太陽パネルなどは砂漠地帯にお

いて非常に効果を発揮しているというようなこ

とも承知しているところであります。 

  確かに、日本のようにこの豊かな水があると

いうことは世界でもまれで、まれな国であると。

雪は、逆に言えば大きな財産で、雪ダムであり、

またそういうふうな小川をつくると。そのため

の小水力が有効な手段の一つであるというよう

なことは承知しているところであります。 

  今後、その活用等につきましては、さまざま

な形でどのようなところに、どういう場面で使

うのかということは、その設置者との協議が必

要ではないかなというふうに思っております。

利用する側の方々が、「こういうふうに利用し

たい」というようなことに対する支援が第一歩

ではないかなと。その有効性、活用性、それが

最終的には経済性がどういうふうに伴うかとい

うところまで行かなければならないということ

で、やればいいということではないというふう

に思っております。 

  そうした意味では、これを農業に生かすとす

れば、農業関係法人、あるいは関係団体等がど

ういうふうに取り組みをするのか、そのために

は国、県、市としてどういうふうにそれをバッ

クアップしていくのかということが今後必要だ

というふうに思っております。また、工業関係

にするとすれば、それらをまたどういうふうに

して、同じような形で生産性に結びつけられる

形でしなければならないというふうに思ってお

ります。 

  来る３月12日は、こうした自然エネルギーに

対するパネルディスカッションも計画しておる

わけですけれども、そうした意味で、市民の皆

様にも啓蒙を進めていきたいというふうに思っ

ております。 

  最後に、職員の意識づくりの体制づくりにつ

いて、最後は総合特区などに申請、あるいは提

案できる職員を育成すべきではないかというこ

とが大きなテーマの根底ではないかなというふ

うに思っております。 

  職員の意識づくりは、人材育成方針に基づき

まして行ってきておりますが、十二分な職員研

修が行われてきたかというと、正直申し上げま

して、財政が非常に厳しかったということで、

大きなねらいはたくさん持っていたわけですけ

れども、ある程度財政が方向性の見えた段階で

手を打っていきたいというようなことを思って

おりました。 

  ようやく一つの山が越えたというようなこと

で、来年度から民間の企業に１名、派遣させて

いただくと。ここは、地域戦略室のような研修

を受け入れている、全国から受け入れていると

いうようなことで、そこに行って地域のガバナ

ンスをするような形での地域戦略のような研修

をしていただけるということなので、１名派遣
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したいというふうに思っております。そうした

民間企業のスキルを吸収して、本市域の抱える

地域課題の解決を担う職員を育成していきたい

というふうに考えております。 

  そうした意味で、まちづくり総合計画を確実

に進めることによって、「雇用・交流」という

のを一番に掲げたのは、この地域の大きな課題

であると、どこに行っても雇用の場だというよ

うなことがあります。雇用については非常に、

単に呼ぼうとしてもなかなか来るものではなく、

地域の総合力が試されるのが企業誘致であり、

雇用確保であるというふうに認識しております。

その第一弾として、一番最初に申し上げた、突

破口として看護師養成校をまず何とか、皆さん

と協力して設置していきたいという思いでおり

ます。 

  今後とも、職員につきましては、気づき、そ

して実行できる、そして成果が求められる、独

自性、企画性、そうしたことも、創造性も含め

た形で、私自身みずから職員に語りかけ、指導

してまいりたいというふうに思いますので、御

理解のほどよろしくお願いします。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） ありがとうございまし

た。 

  今の市長の答弁の中で、いろいろ、頑張って

いただけるんだなという手ごたえというか、そ

ういうものを２、３感じることができて、本当

によかったと思います。 

  それで特に、看護師の養成機関の設置調査を

始めると。予算も盛り込んでありましたが、本

当に私の周辺でも、看護師を養成するような機

関があれば、本当に今からでも入学したいとい

う主婦の方とか、あと今、別の会社で一生懸命

仕事していらっしゃる方とかでそういう声をよ

く聞きます。新庄市内の僕の周辺だけで、２、

３の声があるわけですから、これをもう少し広

域に考えていけば、新庄、村山、あとは湯沢、

県境を越えて湯沢とか、庄内とか、そういうと

ころで、一般の方々で看護師になれたらなとい

う方は相当数いるんじゃないかなと私は思いま

す。ぜひ、私も本当に一生懸命協力させていた

だきますので、これを実現できるように進めて

いただければと思います。 

  ということで、ちょっと時間もないので、交

流人口100万人構想の部分をいろいろお聞きし

たいと思います。 

  去年の祭りの人手が46万人ということですが、

この算出根拠というのは、先ほどの答弁の中で

も出ていない、大ざっぱだったということです

が、主にどういうふうなことではじき出したも

のなのかということをちょっとお答えいただけ

ますか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

平向岩雄議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 市長は、大ざっぱとい

うふうに申し上げておったんですけれども、こ

れは平成２年から続いている集計でありまして、

ある程度のその基礎数値というのがございます。

これは、例えば市内からですと８割の方が行く

だろうと、郡内なら４割ぐらい、庄内が３％で

すか、村山北郡が２％だったと思います。置賜

は少なくて100人に１人、１％ぐらいですかね。

その数値を８万4,000人ぐらいというふうな数

字が人口から出てくるわけです。それで、３日

間で何回ぐらいおいでになるかと。それが、計

算しますと42万という数字になります。ですか

ら、40万という数字がある程度の基礎数値と。

これに、その時々の曜日、天気、催しの内容、

さまざまな要素を掛けまして、その年々の３日

間のそれぞれの数値を掛け合わせて、それで昨

年は46万人というふうになったと、こういうよ

うな集計を21年間続けていると、こういうこと

でございます。 
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７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） やっぱり、算出する方

法というのはいろいろあるらしいですけれども、

非常に正確な数字というのはどこの地域でも出

せないでいるというのが現状だと思います。し

かし、なるべくその正確なものに近いものを目

指すということは、先ほど壇上から質問を申し

上げたときの、要するにベースとなる、何かを

計画する上でベースとなる数値になってくると

思いますので、ぜひ正確に、正確なものに近い

数値を算出できるようなことをこれからやって

いただければと思います。 

  あと、伝統祭り、祭りのポスターコンテスト、

全国のポスターコンテストをやるということで、

私、本当に今質問しようかなと思っていたらそ

ういうふうに言われたので、非常にうれしく思

っております。やっぱりどこでもやっていない

のであれば、それこそ新庄でやってしまうと。

新庄のポスターもなかなか、いろいろな方々、

いろいろな団体の声があって、なかなか魅力的

なポスターに仕上がっていかないと。そういう

ときに、全国のすばらしいポスターを見ながら、

「あっ、ここはこういうふうなポスターにして

いかないといけないんだな」というのを市民の

方に気づいていただく意味でも非常に有効では

ないかと。そして、テレビコマーシャルにはお

金がかかるので、そうじゃなくて、例えば「日

本全国夏の伝統祭りポスターコンテスト」とか

という看板をつけて大々的に報道していただけ

れば、コマーシャル料もどんどん少なくなって

いくのではないかと。 

  あと、もう一つ、私、たまに新庄市内の商店

街を朝、たまにごみを拾っているんですけれど

も、新庄まつりが終わってから２カ月ぐらいで、

新庄まつりのごみが拾い終わりました。２カ月

もかかるんですね。いろいろなところにねじ込

まれていたり、押し込められたりね、本当に隠

そうとする人たちのそういうごみがあって、あ

あ、ほとんどなくなったなというのが２カ月後。

いっそのこと、新庄まつり、ごみゼロの新庄ま

つりにしてみてはいかがかなと。２年前ぐらい

から御提案、商工観光課さんのほうに御提案申

し上げているんですが、ごみを分別したらどう

かとか、ごみで、本当にごみのない祭りに仕上

げたらどうかということはずっと、恐らく２年

前から申し上げているんですが、なかなか実行

はできないという感じなので、ごみゼロの新庄

まつりをしていただいてはどうかと。 

  あと今度は、新庄駅というのは――今度は鉄

道の話なんですけれども、あと、観光の話です。

市長からも答弁の中でありましたが、新庄は山

形新幹線の終点です。やっぱり、ゆったり東北

の旅をするならば、それは新庄が玄関口になっ

てもいいんじゃないかと。先ほど「東北のへ

そ」とおっしゃいましたよね。本当にそういう

イメージでやっていただければなと。東北旅へ

の基点になる新庄、東西南北、東北旅への基点、

ハブ駅になる可能性があると思います。ハブ空

港の意味の「ハブ駅」です。そのゆったり東北

旅をするための基点になって、新庄で、あけぼ

の町で一晩、新庄に泊まってゆっくり飲んでも

らう、飲んでもらって新庄周辺、あと、東北の

おもしろい観光地などを、その飲み屋さんのマ

スターとかおかみさんから情報を仕入れていく、

そういうふうな仕掛けをして、とにかく東北の

旅は新庄が基点なんだというふうなやり方もお

もしろいのではないかと私は思います。新庄で

ゆったり飲んで、旅の情報を集めて、「さあ、

あしたは東北の旅へ出発だ」みたいなイメージ

を持っていただいて、とにかくまずは新庄に行

こうと、そういうふうなイメージを植えつけら

れれば交流人口も非常にふえてくるのではない

かと思います。 

  あと、一つだけ、じゃあ時間もないので。 

  前に商工観光課長に、鉄道模型の広場を「ゆ
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めりあ」につくってはどうかと。それで、鉄道

模型の趣味の方、あとは「鉄ちゃん」とか言わ

れる、「鉄子ちゃん」とかと言われる人たちは

全国にごまんといます。非常に新庄市周辺は、

ディーゼルカーだの何だのと中古でこっちに来

ている非常に珍しい車両があるそうです。彼ら

に言わすと。ですから、そういう方々を巻き込

んでですね、鉄道模型の趣味の方はいっぱいい

らっしゃるので、そういう方々を巻き込んで、

参加型の何かそういう広場、それで鉄道模型を

走らせるみたいなものを何か「ゆめりあ」につ

くっていただければ、大宮にある鉄道博物館と

イベントのコラボレーションが図れると思いま

す。山形新幹線の終点ですからね。だから、そ

ういうことも考えて、例えばイベントチケット

を双方で販売をするとか、そういうふうな形で

もっともっと盛り上げられるのではないかと私

は思うわけですが、どういうふうにお考えでし

ょうか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

平向岩雄議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 大変夢のある話をたく

さんちょうだいいたしました。 

  最後のほうからですね、鉄道に関しましては

大宮の鉄博と、途中に郡山に、あそこは駅前で

すけれども、23階建てですか、「ビックアイ」

という大変な交流施設がありますけれども、あ

そこの22階にもＮゲージがあるんですね。あそ

こが40平米ぐらいあると思いました。私も先月、

ちょっと見てきましたけれども、休みの日には

子供たちがもう行列をなすというような、そん

な人気ぶりでしたので、ですから、例えば大宮

と途中に郡山があって、最終で新庄というふう

なつながりであれば、ここで前もお話し申し上

げましたけれども、あのレンガ車庫、あるいは

転車台もございますので、大変広がりのあるよ

うな、そういうプランが実現できるかもしれま

せんので、勉強会をさせていただきたいという

ふうに考えております。 

  また、それに関連して、あけぼの町に関しま

しては、何か市の職員の若手もその活用に関し

て勉強会を始めたようですけれども、例えば台

湾、香港あたりからおいでの方々もああいった

空間は大変好まれるという話も聞いております

ので、これも地元の方々は当たり前と思ってい

るかもしれませんけれども、大いに活用できる

のではないかなと、これも期待申し上げたいと

ころであります。 

  また、新庄まつりのごみに関してですけれど

も、新庄まつりの場合ですと、ごみ箱を置かな

いで、そしてごみを逆に防ぐというような手法

をずっととってきております。逆にごみ箱を置

いてしまうと、例えばあの桜の時期の上野山み

たいに、あんなさまになってしまうわけであり

ます。それも一つの方法かとは思うんですけれ

ども、例えば村山でやっている徳内まつりのご

みの収集のボランティアの方々がおりますけれ

ども、あんなふうな活用の検討なんかも含めて、

やはり百年の大計の中で具体的にこれは議論し

ていくべきかなというふうに考えます。 

  あと、最後、順番逆になりますけれども、日

本の伝統祭りポスターコンクールですけれども、

これは初めてということに意味があると思いま

す。全国で国の重文クラスの祭りはたしか255

ぐらいあるはずですので、それに伝統的な祭り、

長く続いている祭りを含めれば数百という数が

期待できます。その中から100ぐらいをぜひこ

こに集めて、一大ポスター展をやりたいと。 

  それで、昨年、新庄まつり、430人ですね、

アンケートをとりましたけれども、そのうちの

ポスターを見ておいでになった方が５％もおい

でですから、これも楽しみでありますので、さ

まざまなお話をちょうだいしまして、ぜひ、一

つ一つ吟味をして実現に近づけたいというふう

に考えております。以上です。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 
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平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 大変いろいろなことを

言ってしまったんですが、ぜひ実現に向けてみ

んなで頑張っていければと思います。 

  それで、さっき、郡山にもＮゲージの、鉄道

模型の施設があるということなんですけれども、

だからしないというわけではないですよね。郡

山と、大宮の鉄道博物館と、新庄の「ゆめり

あ」と、三つを拠点にしていろいろなイベント

が開催できる可能性もありますので、ぜひ前向

きに、すべて前向きに考えていただいて、進め

ていただければと思います。 

  あとですね、前に私が一般質問で御提案申し

上げた、山形新幹線がもう10年にもなったんだ

から、人だけ運ぶ新幹線よりも物も運ぶ、特に

特産物、新庄最上の特産物を運ぶ朝一番の始発

列車、「朝取り新幹線」というものを全国に先

駆けてやってはどうかと言ったことがあったと

思いますけれども、その話はＪＲとはどういう

話になったんでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

平向岩雄議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 申しわけありませんけ

れども、その話はですね、話の段階までしかつ

かんでおりませんでした。ただ、具体的にこれ

を実施するとなりますと、物流コストというの

は極めて大きな問題になろうかと思います。来

月から物産振興会議を立ち上げる予定でおりま

すので、その中でそういったこともひとつ考え

ていきたいなと、検討していきたいなと、そん

なふうな考えでございます。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 当面、経済性の面も確

かにあると思います。いろいろ実現不可能なこ

ともあると思います。でも、最初から、スター

トから無理だと思っては何も進まないというこ

とだと思います。「無理だ」とまずは思わない

で、「やってみようじゃないか」というところ

が先にあるべきだと思います。職員全員がそう

いう思いで職務を進めるならば、絶対新庄市は

よくなると思いますので、よろしくお願いいた

します。終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、金 利寛君。 

   （６番金 利寛議員登壇） 

６ 番（金 利寛議員） おはようございます。

（拍手） 

  平成23年３月定例会一般質問を、清新クラブ

の一員として、最後の質問をさせていただきま

す。 

  春３月は別れの季節であります。私もこれが

最後の質問となります。私は、市議会議員にな

って16年になりますが、新庄市は雪は多いが大

変人情味の厚い、大変好きなところであります。

この大好きな新庄を何とか活力あるまちにした

いとの思いの一点で、あらゆる活動を続け、行

ってまいりました。25年間、今でも続けている

スポーツ少年団のコーチ、監督、そして団長、

今は最北ミニバスケットボール協会の会長をや

っています。 

  また、駅長を中心にしてＳＬ庫、今は「新庄

最上を元気にする会」となっておりますが、そ

の会員となり、12年以上もボランティア活動も

参加し、少しでも元気な活力ある新庄になれる
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ようにとの思いで頑張っています。 

  また、「それ行けドンドン会」というそのサ

ークルがありますけれども、その会長としてボ

ランティアを行って、例えば駅東の「花咲かフ

ェア」の跡地に、花壇に花を植え、その手入れ

等々いろいろな活動を行ってきています。 

  その中で突っ込んだいろいろな問題が起こっ

ておりますけれども、中でもまず、若者が少な

過ぎることであります。よって、子供も減少し

ていて、バスケットボールの少年団などは一つ

の小学校では人数が足らなく、統合あるいは廃

団せざるを得ない状態になっているのが現状で

あります。このような状態がだんだん顕著にな

ってきているものですから、私は事あるごとに、

若者が喜んで新庄に住めるためにどういうふう

に環境をつくっていったらいいのかという切な

る思いから、要望も提案も含めて一般質問を一

回も欠かすことなく、毎回し続けてまいりまし

た。 

  一昨年前、突然妻を亡くしたときは、議員各

位、それから執行部各位には多大な激励または

慰めをいただいたのでありますけれども、その

翌々月、一般質問だったのであります。どうす

るのか悩んで、本当に力は出ないし、悲しみの

どん底の中で、「今回だけはやめにしよう」と

いう思いがわいてきたのも事実であります。し

かし、待てよと、持続こそ力だと、16年間もや

り通してきた、そのことをここで途絶えてしま

ったならばゼロになると心を入れかえて、一回

も欠かすことなく16年間、毎回し続けることが

できました。 

  まあ、ちょっと変ですが、３カ月に一回の一

般質問、３カ月の間で身近な問題、また大きな、

壮大なロングスパンの問題等々、一生懸命、ど

うしたら元気な新庄にとの観点で活動していれ

ば必ず何かあるからであります。この身近な一

般質問、一般市民の問題やら悩み、不条理な、

大きな問題等々、一般質問の場で取り上げてき

ました。今回の質問で最後となるわけでありま

すけれども、これで議員を全うできたかなとい

う感じをしているところであります。 

  まあ、ちょっと感傷的にはなっているのであ

りますけれども、この16年間、一般質問をし続

ける中で、提案が実った「わらすこ広場」、そ

して下水道汚泥から有価物ペレットを取り出す

「ジェイコンビシステム」、また、全小・中学

校のデジタル化、電子黒板導入等があります。 

  若者の雇用促進に少しでもお役に立てたかな

というふうに思っておりますけれども、身近な

問題では、生活保護の申請の手伝いや公衆トイ

レの水洗化、また、安全・安心のカーブミラー

の設置、市営住宅の本当に困っている方々への

公平性を確保するために点数制の導入等々、ま

だまだ数多くあります。これでも、若者の雇用

促進の進捗からすると、砂上の楼閣に過ぎませ

ん。 

  今後のことはこれからの方々に託するとしま

して、若者の雇用促進は今後の新庄市を左右す

る大変重要な案件であります。「夢をつくり、

その夢を実現させるために最大限努力する。こ

れこそ人生最大の意気込みである」と言われた

方がおりますが、私も全くそのとおりだと思っ

ております。 

  お願いでありますけれども、どんな大変な状

況でも打破してみせるとの気概と大胆さを、す

べては元気な新庄市をつくっていくとの思いで

頑張っていただきたいわけであります。現執行

部も同じ思いで頑張られているのだとは思いま

すけれども、さらに頑張っていただきたいと思

います。 

  ところで、この大きな問題である、これから

の若者の雇用促進をどうされようとしているの

かについてお伺いをします。 

  少し古いデータではありますけれども、山形

新聞にも載りましたが、県の総合支庁が最上管

内高校３年生に行った意識調査の中で、総括を
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しますと、「最上の地域に住みたい」というの

が６割以上になっているのであります。新庄市

の場合も、「住みたい」が18.1％、約20％の若

者が地元を愛し、ここで住んでみたいと希望し

ているのであります。また、「戻ってきて住み

たい」と希望している生徒は、何と48.5％、約

５割の方が新庄に住みたいと言われているので

あります。この方々と住みたい方々とを合わせ

ると、新庄市の場合には約70％、７割にも及ぶ

のであります。 

  若者のこの郷土愛こそ、もっともっと大事に

してあげられる行政であっていただきたいので

あります。この若者の意識調査に少しでもこた

えていくためには、市民力、そして地域力が必

要であると思われますが、これからの向上に向

けた具体的な施策などがあったならば、お伺い

をしたいというふうに思います。 

  これだけの景気低迷で、全国どの地域も共通

した悩みであることは、当然承知の上での議論

をさせていただいていますが、だからといって

全国的景気低迷、不景気のせいにしてしまった

ならば、そして手を打つことをやめてしまった

ならば、有効な手だてを講じない限り、その人

口の減少はますます拍車がかかることは明白で

あるからであります。 

  現に、２月末時点の新庄市の人口は３万

8,922人で、３万9,000人台を割り込んで３万

8,000台に入り、じりじりと人口減少が進んで

いるのであります。本当に、大変大きな問題だ

と私は思うからであります。改めて、若者雇用

促進を中長期的にどういうふうに考えておられ

るのかを具体的にお伺いしたいというふうに思

います。 

  中小企業庁などでは、地域が推進する雇用創

出企業5,800社の概要などを紹介しながら、で

きるだけ若者が就労できるようにというその概

要なのでしょうけれども、お隣の秋田県では取

り組んでいる県内企業の活動状況を紹介した

「企業ガイドマップあきた」など、また、若者

の雇用促進のための地元企業とのマッチング推

進等々、ほかの地域で取り組んでいる積極性を

新庄市にも引用されて、果敢に若者雇用の促進

を図られることを御期待したいのですが、いか

がでありましょうか。 

  次に、平成23年度主要事業についてお伺いを

します。 

  大変な中、集中と選択の中での23年度の主要

事業と思われますが、重点プロジェクト事業の

中からその主要事業が選ばれたものと推察して

います。 

  この重点プロジェクト事業の三つの柱は、一

つは雇用・交流拡大のプロジェクト、二つ目に

は安全・安心の充実プロジェクト、三つ目には

子育て・人づくりのプロジェクトからなってい

るようであります。 

  一番最初に、雇用・交流拡大プロジェクトが

掲げられているので、私もそのとおりだなと。

雇用・交流拡大が大切なんだなとの納得をする

のでありますけれども、その中から選ばれた主

要事業の概要を見る限り、この主要事業には14

項目の主要事業が掲げられておりますけれども、

その中でたった２項目だけが雇用・交流拡大プ

ロジェクトの中身なのであります。あとの12項

目はもう二つの、ほかの安全・安心充実プロジ

ェクト、そして子育て・人づくりのプロジェク

トの中からこの12項目が選ばれているのであり

ます。私が16年間毎回、一回も欠かさず一貫し

て雇用促進を推進してきた、議論をしてきた点

からするとちょっと残念な気分になります。 

  そこで、お伺いしたいのでありますけれども、

この主要事業、23年度のですけれども、どんな

点に力点を置いて23年度の主要事業を決められ

たのかをお伺いしたいのであります。 

  また、安全・安心プロジェクトの中から一つ

選んでみましたけれども、合併浄化槽の設置助

成事業があります。本当にいい事業を復活して
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いただいたなという思いの一人でありますけれ

ども、これは８年ぶりの復活事業で、その取り

入れられた理由と、そして前にこの事業が執行

されていたときとの違いはあるのかどうなのか

をお伺いしたいのであります。 

  また、休止していた期間、８年間になります

けれども、その間に公共下水道の計画区域以外

で助成制度なしで新築された家は何件ぐらいあ

ったのかも教えてください。もしあった場合に

は、その方々への救済措置はあるのか、ないの

かをお伺いしたいのであります。 

  また、23年度の予算の中で、この合併浄化槽

の設置助成事業は2,290万円の予算計上をされ

ておりますけれども、その根拠はどう算出され

ているのか、何世帯ぐらいを見込まれているの

かをお伺いし、壇上からの質問を終わらせてい

ただきます。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 金議員からは、今回が最後の質問

になるというようなお話でございました。本当

に16年間という長きにわたりまして、本当に新

庄を元気にするためということで、毎回毎回御

質問をいただき、かなり多くの実現をさせてい

ただいた分、また実現されなかった不満の部分

もございましょうが、それぞれが前向きに、こ

の地域を元気にしたいという議論は本当に大切

なものだというふうに思っております。そうい

う意味では、感謝を申し上げたいというふうに

思います。 

  毎回毎回、確かに金議員は若者の雇用、この

ことをどういうふうに考えているんだというこ

とを16年間言い続けてきた。やはり、まちづく

りミーティングを今現在行っているわけですけ

れども、その中でも必ず出るのが、新庄の雇用

の場をぜひ確保していただきたいと。どのよう

な職場がいいのかと聞くと、非常にさまざまな

ことが大変多いのも事実であります。できれば

市の職員になりたいと、ほかはというとなかな

か出てこない。この地域の特性として、どうし

てもそういう方向が過去から多かったのかなと

いうようなことで、新たな職場をどう創造する

かということで、先人が企業誘致という方法を

選択し、そして横根山工業団地、また福田山工

業団地、その工業団地以前は富士通ゼネラル、

あるいは中村電機さんといった形で企業誘致を

図り、雇用の場を図ってきたところであります。

しかし、その中で、昨今のグローバル社会にお

ける経済の流れの中から、非常に厳しい環境も

生まれていることは御案内のとおりでございま

す。 

  確かに、先ほど人口のお話もいただきました

が、国勢調査の速報値によれば、本市の人口は

３万8,856人ということで、５年前の調査時よ

り約1,800名ほど少なくなっている。減少率は

4.6％というようなことで、全国的な傾向では

ありますけれども、その中にあってやはり、地

元に７割も住みたいという方々をどう受け入れ

るのかというのは、本当に行政として真剣に考

えないといけない、考えてはきたわけですが、

どのようにそこの職場のマッチングを図るかと

いうようなことも大変苦労してきたわけであり

ます。 

  そのために、働く場の確保、その中で出てき

ました、提案の中で「わらすこ広場」、「わらす

こ広場」が入ることによってビルの再生ができ

たということで、ビルの中には今70名以上の

方々が働いているというようなことの雇用の創

造にもつながったということで、感謝申し上げ

たいというふうに思います。 

  また、下水道汚泥の燃料化というふうな形で

の御提案、それにつきましても現在12、３名の

方が働いているというようなことで、神室産業

高校のほうから就職したということで、その辺
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でも若者の定住につながっている、そういう御

提案、また、事業実施による雇用の場、しかし、

何百人、何千人にならないという面では御期待

に沿えない部分があるわけですが、提案いただ

いた部分で事業を実施し、少しずつですが雇用

が確保されているということに感謝申し上げた

いというふうに思います。 

  また、若者の次なる子供たちの育成というよ

うなことで、全小・中学校のデジタル化のニュ

ーディール政策を盛んに言っていただきまして、

新庄市の場合は早くそれに取りかかったおかげ

で全部の小・中学校に導入できたこと、感謝申

し上げたいというふうに思います。それが政権

交代の時期にありましたので、おくれた市町村

はそれがかなわなかったということで、早い提

案によってできたということ、大変うれしく思

っているところであります。 

  今後は、第４次振興計画の中で申し上げまし

たように、優良な住宅地の提供はしていかなけ

ればならないだろうというようなことで、想定

の人口における家屋の住宅、そして若者に向け

ての住宅などを考えていかなければならないと

いうことで今進めているところであります。 

  子育て環境に優しい住宅のあり方、しかしま

た、高齢化というふうな方々の独居、あるいは

そういうふうな世帯がふえ、高齢世帯がふえて

いるということ、その空き家というふうなこと

もあり、そしてまたコンパクトなまちづくりと

いうような面もあるというようなことも総合的

に勘案しながら進めていきたいというふうに思

っております。 

  また、先ほど申しましたが、一つの雇用の場

の確保としては、看護師養成機関の今回は研究

をさせて、調査をさせていただいているという

ことがあります。この内容につきましては、さ

まざまな今後の検討になるわけですけれども、

新たな希望の若者の方、もう一方で、やはり一

度離れたけれども、進む医療の現場に即した形

でリカレントというような方法もあるのではな

いかというようなことも考えているところであ

ります。さまざまな関係機関の御意見等をいた

だきながら、地元に定着できる看護師養成機関

をぜひ設置してまいりたいというふうに考えて

いるところであります。 

  また、高校生の地元定着につきましては、県

立新庄神室産業高校が平成20年度、国の指針を

受けて、ものづくり産業担い手育成モデル事業

に取り組んでおります。そういうような形で地

元企業に定着をしていきたいというようなこと

で、新庄中核工業団地の企業組合のほうでも合

同研修会というようなことを行いまして、神室

産業高校の子供たちとの懇談会を進め、地元企

業のＰＲ、またそれに向けた企業ＰＲのＤＶＤ

を作成し、各方面に配布し、魅力のアップにつ

なげているところであります。 

  そんなことで、またもう一方では、将来に向

けた子供たち、この地域が県でいう自動車産業

を基本としたものづくりの集積地として進めて

いきたいという県の方針からいきますと、やは

り自動車部品関連がまだまだ必要な地域である

ということで、それに限らずですが、ものづく

りにかかわる子供の育成というようなことが必

要だというふうに考えております。 

  今、教育委員会のほうにお願いしているのは、

中核工業団地の企業からいただいた500万円を

基本といたまして、発明工夫展等への出展、さ

らにはものづくりへの関心、そして最上教育セ

ンターの理科教育への特化、それをすることに

よって各授業に実験道具を持っていって、輝く、

目を光らせるような授業を今取り組んでもらっ

て、各学校からは非常に高い評価をいただいて

いるところでございます。そうした面で企業と、

地元の企業と、またその勉強という形でのもの

づくりへの興味、理科への興味なども含めるよ

うな形で今現在進めているところであります。 

  それから、企業のビジネスマッチングにつき



- 119 - 

ましては、受注の確保が経営課題になっている

というようなことがありまして、山形県の企業

振興公社で発・受注のマッチング事業をして、

年３回の商談会を実施し、県内企業に受注開拓

の場を提供していただいております。市内企業

の中にも、積極的に参加して受注につなげて実

績を上げている企業もありますが、全国中小企

業取引振興協会が運営するホームページ「ビジ

ネス・マッチング・ステーション」では、一定

の要件を満たせば受注情報の取得が可能となっ

ており、ビジネスマッチングの機会が提供され、

本市においてそうした商談会が成立することに

よって、さらに雇用の場が確保されると。そう

いう意味では、地元企業の強化をしてまいりた

いというふうに思っているところであります。 

  それから、23年度の主要事業について、議員

からは、雇用という観点が主要事業の中に抜け

ているのではないかというふうなことがござい

ました。基本的に、毎年当初予算の特徴的、端

的な事業を内外に発信、紹介していくための資

料というようなことで、毎年十数件を選び、提

示しております。23年度、このたびは32年度ま

での10年に及ぶ第４次振興計画のスタートでも

あり、重点プロジェクト事業の三大分野からお

のおののプロジェクトの特性等を考慮し、予算

内容を象徴し、代表する事業などをほぼ均等に

選んでいます。 

  それについて、大変な御不満があるかと思い

ますが、そうではないだろうと、本当であれば

主要事業、主な事業の中で重点プロジェクトを

もっとしっかりやらせるべきではないかという

御提案、今後についての事業の進行については、

そのことを十二分に勘案しながら進めてまいり

たいというふうに思っております。 

  それから、合併浄化槽の設置助成事業の復活

の件でありますが、基本的には合併浄化槽の設

置促進によって生活排水による公共水域の水質

汚濁を防止していきたいと。それで、公衆衛生

の向上と生活環境の保全を図ることを第一の目

的としているところであります。 

  本事業につきましては、県側の補助制度の見

直しにより補助率が引き下げられてきたことや、

本市の財政状況の悪化に伴いまして、財政再建

計画の実施中はやむを得ず、平成16年度から休

止してきたのは御承知のとおりであります。 

  再開の理由といたしましては、先ほど申し上

げましたが、生活排水処理対策としての公共下

水道事業及び農業集落排水事業を主とした整備

推進状況から見て、本市の合併浄化槽を含めた

処理整備済み区域人口による生活排水処理施設

普及率は13市中12位の65％ということもあり、

平成21年度末の県平均86.5％に21ポイント以上

の差が開いている状況があります。そうした意

味で、普及を図りながら生活排水の公衆衛生の

向上、排水の浄化もというようなことも大きな

目的であります。さらには、地域における経済

の活性化につながれば大変ありがたいというふ

うに思っているところであります。 

  そうした意味で、今回のやつは生活排水処理

の整備を重点プロジェクトの一つと位置づけ、

公共下水道の普及推進と事業の復活による合併

浄化槽の設置促進を図っていきたいというよう

なことであります。 

  以前との補助制度の違いにつきましては、補

助率であります。限度額を設けているのは同じ

でありますが、以前は市が事業費の２分の１を

補助しておりましたが、これには国及び県から

の補助がございました。今回は、事業費の市の

補助が４割で、これには国から３分の１の補助

がありますが、県からの補助はございません。 

  休止していた間に、公共下水道認可区域外で

新築したのは何件かというお問い合わせですが、

調べでは301件というふうに、くみ取りなどか

ら転換が197件というふうになっております。 

  なお、この間の浄化槽を設置された方々への

救済措置につきましては、財政事情や社会経済
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情勢によっても変わるというようなことも御理

解いただいて、補助制度は疲弊した地域経済の

向上と水環境の保全を目的としたということも

ありますので、さかのぼっての補助については

適用を考えていないところであります。 

  2,290万円の根拠についてでありますが、過

去の年間の浄化槽設置件数を加味し、５人槽が

40件で、１件当たり限度額が35万2,000円で

1,408万円となっております。７人槽が20件で、

限度額が44万1,000円で882万円となっておりま

す。合計で2,290万円となっております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます

が、よろしくお願いしたいと思います。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） ありがとうございまし

た。 

  市長からは、事細かに説明があったのであり

ますけれども、私は今回、一般質問をさせてい

ただいたのは２項目であります。その中で、ま

ず最初に具体的に言ってくださいましたから、

合併浄化槽の件についてお伺いをします。 

  水質汚濁と、その水質を管理するためにとい

うことで、またこの23年度から浄化槽の補助事

業を始めたよと、市が４割だよという話をお伺

いしました。今までは５割だったのですけれど

も。その間、８年間、新庄市の財政事情がよく

なかったゆえにということで、その合併浄化槽

に対する補助金は打ち切ったわけですよ。この

間、８年間の中で新築されたりいろいろな、

「本当は合併浄化槽をつけたいのにね」と言っ

て、合併浄化槽をつけることができなかった。

これは、今、市長の言葉をおかりしますと、こ

の間の補助制度は、いろいろさかのぼっての補

助はないよということなのですが、この件は何

件ぐらいあったのか。 

  それから、もう１点、５人槽と７人槽の

2,290万円の予算措置の根拠ですけれども、何

件ぐらいを見込んで、金額も出ていたようであ

りますけれども、それはこの近年のどういうふ

うなデータから出たのかをちょっと詳しく教え

てください。 

安食敬二環境課長 議長、安食敬二。 

平向岩雄議長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 件数でございますが、16年度

から休止しておりまして、23年の２月末現在で

498件でございます。 

  それから、５人槽の限度額、これは国の基準

でございまして、一応35万2,000円で40基とい

うふうな予定をしてございます。これにつきま

しては、平成21年度の５人槽が38基、それから

７人槽が22基ということで61基でございます。

22年度につきましては、２月末現在で５人槽が

33件、７人槽が20件、10人槽が１件ということ

で54基ということで、当初予算で５人槽につき

ましては40基、６人槽から７人槽につきまして

は20基というようなことで、当初予算で盛り込

んでございます。 

  内訳でございますが、新築された住宅が301

基、それからくみ取りから合併浄化槽にかえた

ものが197基で498基でございます。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

 平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） そうしますと、16年か

ら22年の３月まで、23年度からは――23年の３

月までかな。それで、23年の４月からはその補

助制度が通用するよと。この間、498件ですね。

この方々には補助制度なしで、新庄市の財政事

情だからとのみ込んでもらうという状態に対す

る、ごく例えばの話で、22年度とか21年度あた

りに新築された方々に対しては、もうちょっと

遅くだったらなとかこうだなと、これだけ景気

が低迷していますからね、浄化槽の補助をして

もらえればやっぱり、新築されて水洗化になっ

ていないというのも何ともならない話ですから、

そうするとこれちょっと、その23年の４月以降
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はオーケーだよとなってくると、この税の不公

平さということは感じていませんか。どうでし

ょうか。 

安食敬二環境課長 議長、安食敬二。 

平向岩雄議長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 おっしゃるように、確かに不

公平感が残るとは思います。 

  合併浄化槽の補助の趣旨でございますが、先

ほど市長から話がありましたように、生活排水

による公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛

生の向上と生活環境の保全を図ることを目的と

して、設置費用の一部を補助し、設置への誘導

を図るものと考えております。 

  したがいまして、補助金の休止期間中に設置

された合併浄化槽につきましては、既に生活排

水処理を行っておりますので、本制度の目的と

いいますか、趣旨を既に達成していると思いま

すので、補助する対象にはならないと理解して

おります。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） そんな観点で言ってい

るのじゃないんですよ。要するに、平成16年か

ら23年のその間には、新庄市の財政事情のため

に498件の方々に対しては補助金がなかったん

だよと。では、その間は、先ほど言いました、

設置の目的は水質汚濁を防止するとともに、環

境をよくするためにと、こういうふうにあった

んですが、これは498件の方々に対しては、ま

あ、当然水洗は自分のところでやられたと思う

んですけれども、やられたのは自分の手前で補

助金はなかったと、補助金ないけれども水洗化

は、新しい家なのですから水洗化はすると。そ

うすると、自分のあれでやったわけだからそれ

は、その間は新庄市の財政事情でそういうふう

に補助ができなかったわけですよ。だから、そ

の方々に対してと、23年度以降、また16年度前

は、市が前は２分の１、補助をしていたわけで

すから、その人たちとの税の不公平感を感じま

せんか。そして、どういうふうなケース、そう

いうのはどういうふうな、例えばその人たちは、

新築された498件の方々に対しては要するに補

助金がなかったわけですよね。だから、その人

たちに対する不公平さを何かこう、例えばの話

で周知だったり何かするなりという状態の不公

平さを感じないかということを言っているんで

す。ですから、水質汚濁何とかだからしてとい

うことじゃないんですよ。そこのところをちょ

っともう一回お答えください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員のおっしゃるとおり、制度を

受けた人と受けない人ということに税の不公平

さはないのかというようなことでありますが、

制度が受けられるときと受けられないときが出

てくるというのが政策であるというようなこと

であります。例えば以前は、これまでは国の政

策の中でも、児童手当であるというようなこと

があります。次の方々からは、今度は子ども手

当であるというようなこと。また、それに戻っ

てくると。その時々の政策であるというふうに

思います。 

  また、新庄市の財政悪化になった原因という

ようなことも突き詰めていきますと、やはりそ

こには過去における予算審議、決算審議、すべ

てがかかわってくる、そのようなことでありま

す。また、それは当然議会の中で、執行部と議

会の中での議論の中で決められてきた。その絶

対的にすべての補助金というのは、予算の範囲

の中で行うという規定の中でこれまで御理解さ

れてきた。一つの時代が変わると、また政策が

変わるというようなことを御理解していただく

しかないと。 

  では、これをまたやめて、そのまましていく

のかというふうになりますと、また別の形での、

今度新たなことの遡及となると、すべてに遡及
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しなければならなくなってくるということで、

政策の転換であるというふうに御理解していた

だきたいなというふうに思っております。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 市長からそういうふう

に言われれば、政策の時々によってそういうふ

うにして公平感、不公平感が出るよと、それも

またいたしかたないことなのかなというふうに

思いますから、例えば何なりの、その498件の

方々に対する、ここ近年に新築された方々はや

っぱりおもしろくないですよね、まず。こうい

うふうにして23年度から出たのかと、もうちょ

っと待っていればよかったなとかということを、

これだけの景気の余りよくないときですから、

そういうような感があると思いますけれども、

そこのところに何なりの手だてをして、やっぱ

り市民に対して、補助金なしで建てられた方々

が不満が起こらないように、ひとつよろしくそ

このところをフォロー、お願いしたいなという

ふうに思います。 

  それで、もう一つの一番、若者の雇用、一貫

してずっと16年間言い続けてまいりましたけれ

ども、この間で市長がですね、この３月の所信

表明というか、施政方針の中でこういうふうに

あります。「まず初めに、雇用・交流拡大プロ

ジェクトですが、現在の最大かつ緊急の課題で

ある雇用対策については、雇用につながる最も

有効な方策である企業誘致では、財団法人地方

自治研究機構との共同調査の研究によって企業

誘致戦略を策定して、市の地域特性、企業特性

を生かした戦略的な誘致活動に取り組んでまい

ります」と。そのほかは、雇用を創出するため

に雇用再生の特例基金とか、緊急雇用創出事業

を取り組みながら、総合支庁と、それから商工

会議所、それから郡内の商工会が一体となって

農商工連携で頑張っていくよという、一番最初

に重要な課題についてと、緊急課題についてと

いうことで、市長の23年度の施政方針にあるわ

けであります。 

  先ほども市長は、いろいろな角度から手を打

っているよと、例えばの話で、先ほどの答弁あ

りましたけれども、総花というか、各いろいろ

な分野から、自動車産業もこうやって必要だよ

と、それから看護師の養成機関を今度は持って

くるよと。もう今一番と重要、要請が高いポジ

ション、そして不足しているポジションですか

ら、そこのところをこうやって着目されて、そ

このところを展開しようということは本当にす

ごいことだなと、いいことだなというふうに思

っておりますけれども、その中でいろいろな角

度で、先ほどもお話ししましたけれども、３万

8,922人に新庄市は人口が減っちゃったんです

ね。まあ、３万5,000人までになる、これは３

万7,000人ぐらいまで、いろいろな手だてをし

ながら押さえていきたいなという状態はわかる

んですが、やっぱり今の若者の７割のこの希求

する郷土愛、新庄市に帰ってきたい、その裏に

は仕事があればということなんですよね。です

から、そこのところにやっぱり政策のその力点

を置いていく、市長のこの言われたとおりなん

です。でも、大略的にはわかるんですが、それ

では今度は具体的にお伺いしますけれども、こ

の企業誘致戦略を策定する、どういうふうに進

め、どういうふうな状態を今展開されているか

をお伺いします。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 私のほうから御答弁させ

ていただきます。 

  平成23年度当初予算の内示の際でしたが、例

年と同じように内示資料として一般会計、その

他特別会計の予算の中味、あるいは先ほど御指

摘受けました来年度、23年度当初予算の主要事

業の概要、これは14項目ですが、もう一つ、来

年度からスタートいたします第４次新庄市振興
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計画、まちづくり総合計画の重点プロジェクト

と位置づけている三つのプロジェクトの主な事

業名などをいろいろ御説明させていただいたわ

けです。 

  その中で、企業誘致戦略策定事業ということ

で、これは総事業800万円の事業でございます

が、財団法人にお願いし、４割の負担、320万

円で、今までいろいろ企業の誘致ということに

力を入れてきたわけですが、ただ、こういう経

済状況の中、漫然とうちに誘致してくださいと、

福田工業団地がありますと、労働力も安いです

し、団地そのものの価格も安いですよというこ

とで大分協力は行ってきたわけですね。企業誘

致活動そのものは行ってきたわけですが、もう

ちょっと戦略的に取り組まなければいけないの

ではないかと。例えば、本市の特色を生かした

いわゆる雇用の、まさしく雇用の場の確保とい

うことになるんでしょうけれども、全体的に国

内外の企業誘致の動向、あるいは当市は雪国、

豪雪地帯でありますが、それに伴う企業誘致の

メリット、あるいはデメリットなど、あと、例

えば成功している先進地の事例など、本市の特

色を生かした企業誘致の戦略を立てなければい

けないのではないかということで、今回、先ほ

ど申し上げました三つの重点プロジェクトの一

つであります雇用・交流拡大のプロジェクトの

一つの目玉として取り入れたところでございま

す。 

  その中で、先ほど御指摘あった、主要事業の

14項目に入っていないのではないかというお話

でした。確かにおっしゃるとおり、14項目の中

で雇用・交流拡大プロジェクト、金議員は二つ

とおっしゃいましたが、三つ載せているんです

が、その中には今、私が説明いたしました企業

誘致戦略策定事業は載せておりませんが、内示

資料でお配りしたこの三つの中では明示させて

いただいております。 

  そういうことで、市長の施政方針の中でも一

番先に、何といっても雇用の創出が重要だとい

うことはおっしゃるとおりでございます。以上

です。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 何でこういうふうなこ

とを言っているのかというと、やっぱり新庄を

何とかして元気にしたいなと。黙ってもう、手

をこまねいていればますます、じりじりと３万

7,000人をも突破しちゃうよと。人口がやっぱ

りすべて、元気かどうかというかぎにするよう

な気がするんですね。ですから、やっぱり何と

か定着したい、若者の雇用促進を図ってもらい

たいという思いの要望から、切なる要望から言

っているわけでありますけれども、例えば、今

まで提案をしてきました。ワンストップで、若

者がここに来れば、いろいろなものの情報がこ

うあって、市長だってもう本当にトップセール

スマン、東京の家老の方々からいろいろなこと

の情報を仕入れて、こういうふうなことの仕事

があるよとか、こうだよとかということも言っ

てくれる。そういうようなことは市長の範疇に

とどまっていなくて、そこのところに行ったら

市長も話がわかるし、ほかの商工観光もこうや

って言ってくれるしということで、その情報を

全部そこに行くと集中して、ワンストップで、

若者がそこから選択を、先ほど市長の話にもあ

りましたけれども、いろいろマッチングだとか、

企業のいろいろな部分のこのＰＲもあるけれど

も、若者がなかなかそいつを見てくれないとい

う、若者の就労する意欲の欠如だという点もあ

るようですけれども、そうじゃなくて、ここに

来ればそういうふうな部分が集まるよと、ワン

ストップのやっぱりその、まあ、公明党で打ち

出している「ジョブカフェ」みたいな感じのい

ろいろな部分なんですが、そういうような部分

をつくってみたらどうでしょうかと何回か提案

させていただいているんです。 
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  ですから、今、政策経営課長が言われたけれ

ども、この戦略会議というのは財団法人に委託

をするんだと。一人称で、新庄市で何とかした

いという状態ではないなと、まあ、それは自分

らでノウハウがわからないからという部分もあ

るんでしょうけれども、企業誘致はどこがどう

いうふうにして動くのか、どういうふうな要件

があったならば新庄に企業が来るのかというこ

とがわからない部分があるからして、その財団

法人に委託して策定事業をしたいなと思ってい

るんでしょうけれども、ここのところ、具体的

にはここのところが、本当に今、市長がここに

ずっと掲げていて、こういうふうに言っている

んですよ。要するに、雇用について、最も有効

な方策である企業誘致については、今の財団法

人の地方自治体研究機構との共同調査をするた

めに企業誘致戦略を策定すると。一番重要な課

題だからやると、こういうふうに言っているわ

けでしょう。では、この戦略は具体的には策定

するんだけれども、急がなきゃだめだと私は思

うのです。最後の置き土産です。あと終わりで

すから、できませんから。ですから、そういう

ような部分を、このワンストップだとか何とか

とかということをこうやってやろうとするのか、

しないのか。どうでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

平向岩雄議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 昨年の暮れですけれど

も、議会改革活性化検討会で、高校生との協議

といいますかね、意見交換がありましたけれど

も、あそこでも私、実は感じたことであります

けれども、若い方々、高校生に対して情報がな

かなか、市の情報が伝わっていない、企業情報、

また、このまちのありさまとか、さまざまな制

度とか、それは随分感じました。たしかあのと

きは何か、渡部議員がどこかの情報機関の何か

例を出して、このまちの住みやすさという話が

例であったと思いますけれども、ですから、そ

ういった形にしてですね、まずは情報をさまざ

まな形で伝えると。大変大事なことだと思いま

す。それで、前回申し上げたのは、今あるさま

ざまな既存の機関、制度、窓口がありますから、

それのフル活用であろうと。あとは、それを伝

える体制の充実だろうと、そんなふうにとらえ

ております。 

  あと、その際に感じたのは、あわせて情報を

伝えること、それから実践の場も必要だろうと。

実践といいますのは、例えば神室で今回やりま

したさまざまな長期のインターンシップ、ある

いは数年前ですか、「南風」でやりましたあの

チャレンジショップの件もあります。 

  さらに、あわせて言いますと、高校生に対し

ましては、例えばお褒めの場つくりといいます

か、今回、北高のインターハイですね、スキー

競技で見事優勝を果たしまして、パレードを行

いましたけれども、あんな形でやったことに対

してのお褒めと、奨励する場と。情報を伝える、

そして実践の場をつくる、それから奨励の場と、

こんなことが肝要ではないかなと、そんなふう

に考えております。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 先ほども一般質問の中

でも話をしましたけれども、やっぱりどんなに

大変な状況でも打破してみせるとの、その気概

と大胆さを持ち合わせない限りは、一人称で物

は進まない。要するに、だれかに任せている。

その裏には景気が、新庄市だけじゃない、全日

本的に景気が悪いんだからって言って、この部

分のところにその意欲、大胆さがない限りはだ

めなのではないかなというふうに思うんです。 

  ですから、どうか、今、田口商工観光課長は、

もう大胆にいろいろな柔軟発想をできる方です

から、先ほどの小関議員の話の中でも、要する

にマニアも含めての鉄道のいろいろな部分だと

か、それからマッチングのいろいろな部分だと
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か、若者の希求している就労する場所が、情報

が入ってこなかったんだったならば、入ってく

るようなシステムづくりをして、若者に喚起を

促して、新庄に何とか定着してもらいたいとい

う思いの要望をいろいろな部分の各分野から、

目に訴えるだとかという部分の情報のいろいろ

な提供の仕方があると思うので、何としても、

それは相手先、企業があっての話でしょうけれ

ども、そこのところをやっぱり研究して、いろ

いろな部分で「こうだ」という部分を、願わく

ばワンストップで、そういうふうな若者が情報

に始まって、情報をとれて、そこで何とか新庄

にしたいという希求している人が７割もいるん

ですから、そこのところ、先ほど政策経営課長、

手を挙げていたので、その部分も含めてどうぞ、

最後に。 

伊藤元昭政策経営課長 議長、伊藤元昭。 

平向岩雄議長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 済みません、先ほど私、

委託と申し上げましたが、正確には財団法人が

行う、事業主体が財団法人で、それに伴う負担

として４割の負担で320万円という事業になり

ます。 

  それで、雇用・交流拡大プロジェクトの中で、

いろいろメニュー化しているわけですが、とり

わけ市独自というのは、先ほどの小関議員の中

でも市長がいろいろお答えしておりましたが、

看護師の養成機関、新たに看護師養成機関、今

の現代のニーズに沿ったような研究機関ですが、

それに取り込むような考え方を今年度予算、23

年度予算にも盛り込んでいるところでございま

す。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） もう少し大胆に頑張っ

てですね、23年度、新庄市の若者が本当に喜ん

で、「このまちに住んでよかった」と言えるま

ちをつくってもらえることを希望して、終わり

ます。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  なお、小関 淳君と代表監査委員髙山孝治君

より、午後から欠席届が出ております。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。 

  今３月定例議会は、任期４年の与えられた最

後の議会であります。まさに、「年々歳々花相

似たり 歳々年々人同じからず」の思いであり

ます。 

  先ほど、先輩議員の金 利寛さんの最後の一

般質問を聞かせていただきました。議員16年間

の思いをにじませた金節の発言に感銘を受けた

一人であります。今後のさらなる活躍をお祈り

申し上げます。 

  さて、今定例議会におきましての私の一般質

問は３点でありますので、順に従いましてお伺

いいたしますので、よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、民生児童委員についてでありま

す。 

  民生委員は、昭和23年、法律第198条の民生

委員法に基づき、社会奉仕の精神を持って、常

に住民の立場になって相談に応じ、及び必要な

援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任

務として市町村の区域に配置されておる民間の

奉仕者と認識しております。児童委員も兼ねて



- 126 - 

おり、児童に関するさまざまな事柄を掌握し、

児童健全育成のため主任児童委員と協力し、児

童福祉の向上を図ることと思いますが、いかが

でしょうか。 

  市においても、昨年12月に、79名の委員に厚

生労働大臣からの委任状が市長より手渡されま

した。この担い手が県内外問わず不足しており、

深刻化しておると２月６日の山形新聞の記事と

して報道されました。 

  また、これに先立ち、１月21日の県議会景

気・雇用対策、行財政改革・危機管理対策、少

子・高齢化対策の３特別委員会においても、県

内で75名の欠員が生じており、高齢者の所在不

明、孤独死等の事例があり、民生委員の役割が

重要視される中、なり手不足が深刻化している

との指摘、議論がなされたとありました。 

  また、これらを裏づけるように、山形市、鶴

岡市などの11市町村が定数に届かず、２月２日

現在、県内で36名の欠員が生じておるのであり

ます。 

  ことしのようなゲリラ豪雪の高齢者世帯の

方々に対しての業務は、大変な仕事となるわけ

であります。そこで、市の現状と課題はどうな

のかについてお伺いするものであります。 

  また、委員に対しての活動費はどのような形

であるのでしょうか、あわせてお聞かせくださ

い。 

  次にお尋ねいたします事項は、バイクナンバ

ーの地元仕様についてであります。 

  本来、自動車のナンバープレートは、自動車

の使用本拠地の位置を管轄する運輸支局等の名

称等を表示していますが、地域振興や観光振興

の観点から、運輸支局等の新設に伴い地域名表

示ナンバー、すなわち「御当地ナンバー」が導

入されたのであります。125㏄以下のバイクナ

ンバーは、地方税の課税を示す標識として市町

村が独自に制定できます。既に県内では、2009

年２月に東根市でサクランボの絵柄を配した新

たなナンバープレートを交付、同じく2009年７

月には、生産日本一の将棋の駒をイメージして

天童市が交付いたしました。自治体の動く広告

塔の役割を推進いたしておるわけであります。 

  東根市の場合は、市制施行50周年記念事業と

して検討を開始し、税務課職員が中心となって

進め、前年の12月に山形県、県公安委員会、山

形陸運支局などで確認してもらい、了承を得て

翌年、すなわち09年に入って製作したのであり

ます。排気量50㏄以下のミニバイクのナンバー

プレートは、真っ赤に色づいた２粒のサクラン

ボの実、これ以外のバイクや農耕作業車等には

三つの実を配したそうであります。東根市では、

このようなナンバープレートを年間300枚交付

しておるのだそうであります。東根市の税務課

では、地元ナンバープレートの交付を受け、仙

台市でバイクを運転する東根市の大学生も多い、

さらに、このナンバープレートをつけたバイク

が市内を走れば、全国から来た観光客にもアピ

ールできるとあります。 

  2011年度、各地で御当地仕様ナンバーが広が

っています。これらの動きを、日本経済研究所

地域未来研究センターの清水希容子氏は、「祭

りやＣＭより少ない費用で高いＰＲ効果があり、

地元の愛着も広がり、今後もふえていくと分析

する」と、日本経済新聞の１月４日の社会面に

記事として取り上げています。これらのことに

ついて、市の認識を特にお伺いいたすものであ

ります。 

  それでは、次に、発言事項３番目の新庄まつ

り100万人誘客構想についてであります。 

  新庄まつりは、市にとっても、市民にとって

も、まちの最大行事であり、宝でもあります。

この大切な財産をもっともっと内外に知らしめ

ることが、交流人口の拡大、経済効果の波及に

も寄与するところはだれしも認めることと思い

ます。 

  去る４日の３月定例議会初日、市長の平成23
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年度施政方針の市政運営の基本的な考え方にも

新庄まつり100万人構想の推進を打ち出してお

ります。これは、評価できる政策でもあります。

しかし、本当に今後、これを実現するためのプ

ロセス、アクションがとても大切であります。

そこで、これらをどう進めてまいるか、お尋ね

いたすものであります。 

  また、新庄まつり百年の大計の第２期計画期

間も間もなく過ぎるのではないでしょうか。こ

れらとの整合性、山車制作者、囃子方を初め、

まつり委員会、警察を初めとする関係機関との

協議が大切になろうかと強く思います。強いメ

ッセージを期待するものであります。 

  以上で、通告いたしました壇上の質問を終了

いたしますが、一言申し上げます。 

  ことわざに「１月は行く、２月は逃げる、３

月は去る」と申します。３月は別れの季節でも

あります。この３月をもって、長年ひたすら市

政発展のため市の職員として尽力なされ、御退

職を迎える皆さん、心から敬意と感謝のまこと

を捧げるものであります。この議場で議論をい

たしました課長の方々には大変お世話になりま

した。感謝申し上げます。 

  今日まで築き上げられました見識を大所高所

から、市政発展のためにお力くださることを御

期待申し上げますことをお願い申し上げまして、

壇上からの質問を終わります。御清聴ありがと

うございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋議員の御質問に答

えさせていただきます。 

  日ごろより、社会福祉の増進というふうなこ

とでお世話になっている民生児童委員の件につ

いてお尋ねでありますが、新庄市の現状といた

しましては、12月の改選時点では定数81名に対

して79名の民生委員、児童委員が選任されてお

ります。２名の欠員が生じておりますが、２月

の推薦会で１名が補充されましたので、現在は

１名のみの欠員になっております。その欠員に

つきましては、既に候補者の推薦をいただいて

おりますので、新年度に入りましたら早々に選

任の手続をしていく予定であります。 

  課題といたましては、当市におきましても民

生児童委員のなり手が少ない状況が、傾向が続

いております。改選時の人選に難航もしており

ます。より幅広い情報をもとにした選任方法を

検討する必要があるのかなというふうに思って

おります。 

  また、民生委員、児童委員は地区からの推薦

をもって選任されますので、22年の一斉改選時

の平均年齢は65.6歳で、前回の64.4歳よりも高

齢となりましたが、何人かの方は高齢であって

も健康であり、信頼できる方ということで地区

から推薦をいただいて選任しております。 

  次回の改選時におきましては、地区に対して

早目の周知を徹底し、民生委員・児童委員制度

に対する理解と認識を深めていただき、幅広く

推薦を得て人材の確保に努めてまいりたいとい

うふうに思います。 

  なり手の不足というのは、全国的な傾向とい

うふうなことが言われておりまして、やはり地

域におけるつながり、そうしたものが年々弱く

なってきているのかなというふうに思います。 

  また、まちの構造の中におきましても、中心

地より郊外に新たな住宅地がふえたということ

で、それぞれの立場が違う方々が混住するとい

うようなこと、その中でのまちづくりというの

が非常に難しくなりつつあることも一つの原因

ではないかなというふうに思っております。そ

れらをカバーしていくために、今後は地域総合

政策室内で地域を重点的に支援する形の中で地

域のコミュニティを再生し、ぜひ積極的ななり

手、また推薦をいただけるような方向にできれ

ばというふうに思っております。 
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  また、活動費につきましては、福祉事務所長

よりお答えさせますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  御当地ナンバーについての御提案、東根のサ

クランボ、天童の将棋の駒というふうなことで、

その効果について述べていただきましたが、

「動く広告」と称して、確かにそういうのがあ

ればいいんだなと、そういう気づきということ

が一番求められるのかなというふうに思ってお

ります。 

  これまでも議員からは新庄市民歌についての

提案などをいただいたり、市を思う郷土愛、愛

着をというふうな御提案を数々いただいたわけ

ですが、今回につきましてもできるところから

地域に密着した形での愛着も、それなりに愛着

をつけていただけるのではないかなという御提

案なのかなというふうに思っております。 

  本年度の本市のナンバーの交付状況につきま

しては、２月末現在424件となっています。う

ち、白ナンバーの50㏄以下は106件、黄色の90

㏄以下が10件、赤の125㏄以下が15件、緑の農

耕用が268件となっております。 

  そのお話をいただきまして、そういうふうな

状況を考えたときに、新庄の絵柄となると新庄

まつりということになるんですが、あのスペー

スにどう入れるかというのを担当者が非常に苦

労している、あるいは「かむてん」、この「か

むてん」というのは、全国的な方にどう展開さ

せるかというのは非常に難しいのではないかと

いうふうな話もあります。また、アジサイとい

っても各地にそれぞれあると。特徴的な、温泉

地であれば温泉マークであるとか、そういうふ

うなこともできるんでしょうが、この地域の中

で愛着を持っていただけるものをどう探すかな

というようなことについては、今後、絵柄の選

定、限られたスペースですので、どういうふう

にするかというようなことは今後の検討課題に

させていただきたいなというふうに思っており

ます。 

  それから、午前中も御質問をいただきました

が、新庄まつり100万人誘客構想、どんなプロ

セスでというようなことです。本当に、プロセ

スがやはり左右するんだと思いますが、私とし

ては100万人という大きな目標を掲げることに

よって、議員の提案のとおり、そのプロセスを

どうつくり上げていくかということがこれから

始まろうとしているところでございます。 

  これまでの経験の中からは、午前中に小関議

員にお話し申し上げましたとおり、まだまだ周

知されていないということをどういうふうに取

り上げられていくか、また取り上げてもらうか、

さらには各方面に周知を図るか。一つは、先ほ

ど午前中に申し上げましたが、祭りポスターコ

ンクール、初めて、全国で第１回というような

ことで、こうしたこと、それによる人脈、また

講師などの関係から広く新庄まつりを周知する

ということが何とも大事なのではないかなとい

うふうに思います。 

  また、やっぱりテレビの効果というのも大変

大きな、ございますので、今後ともテレビＣＭ

などもこれまで同様、東北あるいは関東のほう

までふやして、続けてまいりたいというふうに

思っております。 

  新庄まつり百年の大計に、これらを話し合い

ながら進めていくことというふうに考えており

ます。 

  具体的には、100万人が来たらというふうな、

単純に想像したときに、やっぱり観覧席の問題

が出てくるのではないかなと。これは、新たな

公共だというふうにとらえておりますが、これ

なども順次拡大、拡充していく必要があるので

はないかと。24日の宵まつりの「アビエス」観

覧席につきましては、発売当日、電話予約にて

受け付けをしておりますが、早い段階の売り切

れという状態が続いております。 

  御承知のとおり、宵まつりの人気というもの、
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この人気をどういうふうに続けるかということ

がとても大事だというふうになります。そうす

ると、お祭りの内容、あり方についても検討し

ていかなければならないと。これまでのお祭り

のスタイルから新たなスタイル、これは当然、

関係団体の皆さんとお話をしながら進めていか

なければならない。それの効果といたしまして

は、やはり多くの人が新庄に訪れ、新庄まつり

のすばらしさに出会っていただくということは、

つくり手、あるいは引手、また囃子の方々にと

っても大変に充実したお祭りにつながるという

ふうに感じております。 

  そういう意味で、総合的に新庄まつり百年の

大計第２期計画で検討して、25日の宵まつり以

下についても方策を探してまいりたいというふ

うに考えています。 

  それから、宿泊先、以前にも申し上げました

が、新庄近隣、新庄最上では4,000弱ぐらいの

宿泊数、しかも最近の傾向といたしまして一部

弱い温泉場も出てきておりますので、高齢化の

経営者というようなことでなかなか受け入れし

づらい状況もある。その辺をどういうふうに連

携していくかということも今後探らなければな

らないというふうに考えています。 

  広くは、湯沢の温泉、あるいは大崎、近隣で

は東は瀬見、赤倉、南は銀山、東根温泉、天童、

こういうところに普段宿泊しているわけですが、

先ほど申し上げたような鳴子とか秋ノ宮、そう

いうところまでも手を延ばして、誘客に努めて

まいりたいというふうに考えております。 

  道路もだんだんと整備しつつありますので、

１時間圏内での移動ということ、それを考えま

すと、やはり新庄まつりも新庄最上にとどまら

ず、広域的にやはり考えていかなければならな

いというふうに思っています。そうしたプラン

を提供すること、していくことによって、さら

に誘客を進めるというふうに思っています。 

  アンケートの中身でありますが、ＣＭやニュ

ース、インターネットなどメディアを見て新庄

まつりに来たという方が25％ほどいらっしゃい

ます。ポスターでというのは、先ほど５％いる

というふうなことで、やはりこのコマーシャル

の大事さというようなことも思っております。 

  メディアを利用したＰＲ方法については、ア

ンケート結果などを踏まえ、より効果的な手段

をさらに探ってまいりたいというふうに思いま

す。 

  今年度のポスターは、昨年よりも早期に着手

をしております。その中で、制作枚数を例年よ

り300枚ふやしまして、デザインにインパクト

のある斬新なもので、これまでとはひと味違っ

たイメージのものを考えております。 

  サイズは、ＪＲ東日本の規格による、毎年Ｂ

全サイズを作成しておりましたが、このサイズ

では展示できない場所などもあるために、平成

23年度はサイズを２パターン用意しまして、幅

広く展示しやすい対応をとっていきたいという

ふうに考えております。 

  また、それらの高速道路関係などへのという

ふうな、以前議員のほうからも御提案あったと

おり、２種類に分けてやっていきたいなという

ふうに思っています。 

  それから、広域観光を進める中で、着地型観

光も地元のほうでどういうふうに受け入れるか

というようなことも一つの大事な政策になって

くると思います。祭りとあわせて、他の魅力も

一緒につけながら総合的な形で新庄の魅力を発

信しなければならないというふうに思っていま

す。そのためには、先ほど申し上げました国の

観光立国というようなことで、訪日外国人をふ

やす3,000万人構想にのっとった形で、本市に

おきましても来年度は誘客対策を一歩進めると

いう形で考えております。 

  既に、外国から日本に来る観光客数は861万

人、そのうち何とか来ていただきたいなと思う

スタートとしては、韓国、台湾、香港、中国か
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ら568万人の方々が来ておりますので、何とか

こうしたところにアプローチをかけながらイン

バウンドを進めていきたいというふうに思って

います。 

  この情報について、昨年、インバウンド関係

の講師を、江戸家老の方ですがお招きして、現

状と課題を把握させていただきました。その中

で、台湾の方々も新庄まつりのような、歌舞伎

の調子のようなお祭りは大変大好きだというよ

うなことで、その辺も含めて外国人対策も進め

ていかなければならないというふうに思ってお

ります。 

  そうした意味で、トータル的な形での新庄ま

つり100万人のプロセスは、第３期計画の中で

皆さんの意見を聞きながら、実のあるものとし

てまいりたいというふうに思っています。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

ありがとうございました。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 それでは、私のほうから、

民生児童委員の報酬についてお答えさせていた

だきます。 

  民生児童委員には、年間で５万2,500円の報

酬というふうになっております。実質は、この

うちの約半分がそれぞれの各区の協議会の研修

費として会費を納めているということですので、

この半分ぐらいの額が実際には現金として各民

生委員さんのほうに渡っているということにな

っております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ありがとうございまし

た。 

  民生委員のほうからお聞きしますけれども、

これは非常に全国的になり手がない、不足だと

いうようなことは、地域のコミュニティがない

からというようなことがあろうかと思いますけ

れども、実際現場でやっている方にお聞きしま

すと、一つは世帯、持ち分のバランスがとれて

いないので偏りしているんじゃないかなという

ようなことがございましたので、この辺の受け

持ちのバランスと申しますか、そういったもの

はどういうふうに配慮なされているのかなとい

うようなことと、実際やってみますと、生活保

護をもらっている方が、地域の方に情報が伝わ

ってこないと。個人情報保護の過剰反応がある

のではないかなというようなことが、これは全

国的にしておりますので、そういったものの個

人情報をどのように民生委員の方に伝えている

のかなというようなことをまずお聞きしたいと

思いますので、お願いします。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 世帯数のアンバランスの

ことでございますけれども、民生委員の選出そ

のものが各町内をベースにしております。町内

のその区分けをベースにしておりますので、大

体二つか三つぐらいの町内で１人の民生委員さ

んというふうに選んでおります。その町内の規

模がそのアンバランスを生んでいるということ

がございます。 

  それで、なるべくは均等な負担となりますよ

うに工面しているところでございますけれども、

これは、もしそういったアンバランスでどうし

ても楽でないというようなことがありましたと

きには各区ごとに、各区の協議会の会長さんた

ちと相談しながら随時見直しをかけているとこ

ろでございます。具体的には、例えば川西あた

りですと１から７までありますけれども、その

うちの一部を区分けするとかですね、そういっ

たことで見直しを図っていきたいと思っており

ます。 

  それから、個人情報の件でございますけれど

も、私のほうでは、老人関係につきましては民

生委員さん方に調査をしてもらう関係上、情報
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は渡しております。ひとり暮らしのデータ関係

は渡しておりまして、それに基づいて実際に足

で実施調査をしていただくということをしてお

ります。 

  また、生活保護につきましても、見守りが必

要な方につきましては、私どものほうで情報を

提供して、見守っていただくようにしておりま

す。 

  なお、数年前ですと、そういった情報がなか

なか行き渡っていないこともございましたので、

私どもとしては地区、地域での見守りをお願い

する以上、情報は提供するべきだと思って、こ

こ１年はやっております。 

  なお、障害者に関する情報は、これについて

は民生委員さんのほうにはやっておりません。

これは何かと外見的にもわからないこともござ

いますので、プライバシーを尊重しまして、障

害に関するデータにつきましては民生委員さん

にはお上げしておりません。以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） やはりこれは大変なお

仕事なんですね。この個人情報のもとに、やは

りなかなか。 

  あと、大変失礼な話ですけれども、同じ民生

委員、79名の方ですか、その民生委員の質と申

しますか、こんなこと言ったら失礼ですけれど

も、そういう民生委員さんのお力、力の入れぐ

あいによって、かなりその扱い、仕事が平準化

にならないというようなことが実際にあるのか、

ないのか、ひとつその辺をお聞きしたいと思い

ます。その民生委員さんの働きによってかなり、

同じ地域の方々が、何ていうんですか、そうい

うサービスが、サービスと申しますか、そうい

ったものができなくなっているんじゃないかと

いうような、私の耳には聞こえていますけれど

も、その辺の現在のことがあるのか、ないのか、

ひとつお願いしたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 私どもとしましては、地

域からの推薦をいただいた民生委員さんですの

で、皆さん立派な方だというふうにとらえては

おります。しかし、残念ながら、まれにですけ

れども、ぐあいの悪い情報も入ってくることも

ございます。その際には、私どもとしては直ち

に、四つの区がございますけれども、その区の

会長さんと相談しながら、毎月毎月、民生委員

さんは研修会をやっております。そういった場

において注意を喚起して、二度とそういったま

ずいことが起こらないような研修をずっとやっ

てきております。 

  そのようなことで、もし何か、議員の耳にも

何かぐあい悪い情報がありましたら、ぜひ我々

のほうに教えていただいて、我々としてもいち

早くそういった対処をしていきたいと思ってお

ります。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） はい、そうですね。よ

ろしくお願いしたいと思います。 

  あと、もう１点、民生委員さんは児童委員も

兼ねるわけですので、児童委員のこの主任児童

委員さんというのは、主にどんなようなお仕事

が、各、この市報にも載っていますけれども、

このブロックになっていますけれども、それぞ

れ主任児童委員さんが４区の中に２名の方がお

りますけれども、主にどんなようなお仕事と申

しますか、民生委員さんとの共通的なものがな

されているか、なされていないのか、その実態

をひとつお願いしたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 主任児童委員さんは、特

に資格としまして保育士とか、あるいは教員と

かという経験者を当てております。特に最近多
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いんですけれども、児童虐待関係については、

これは専門的に問題を扱っていただいておりま

す。一般の民生委員、児童委員さんにつきまし

ては、例えば「どこそこでそういった虐待みた

いなものがあるよ」というような情報をもとに、

まず第一番目に当たっていただきますけれども、

その家庭に入ってさまざまなお話をする、それ

からいろいろな機関に問題をつなげていくとい

った場合には主任児童委員が入っていって、専

門的な立場からその問題に対処していただくと

いうことですので、担当地区の民生児童委員さ

んとペアを組みながら問題解決に当たっており

ます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 今、いろいろな、申し

上げましたけれども、児童虐待とかやっぱり弱

者のいろいろな問題がございますので、これは

以前は都会が主にそんなことだったんですけれ

ども、今は都会も地方もそういうことはかかわ

らず発生することはあるものですから、やはり

ぜひそういったことで、ひとつ活躍をお願いし

たいと思います。 

  あと、この活動費ですね。山形市のホームペ

ージを見ますと、山形市は年間５万3,900円、

大体同じようなことだと思うんですけれども、

実際、本来は無報酬の立場なんですけれども、

やっぱりこれだけのお仕事を持って、やはりこ

の活動費が研修費に積むと。また、お聞きしま

すと、研修費のほかにまたこのブロックごとの、

何か協議会のほうに納めるものがあるというふ

うなことで、自分の活動するのは約１万円ぐら

いだというような現実ではないかなというのは、

私は推測しておるんですけれども、この活動費

というのは、これは国から交付税で支給される、

地方交付税、交付金でこれは賄われるわけで、

市の持ち出しというのは、これはあるんですか、

ないんですか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 民生委員に関する支出に

つきましては、今のお話にありました活動費の

ほかに研修費なり、区ごとにあります研修費な

りが来ていますけれども、これについては９割

以上、県からの委託金になっております。研修

費だけにつきましては、市の一般財源を若干上

積みしておりますけれども、９割以上が県から

の委託金、県は国から、国の財源が参っている

はずでございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） そうしますと、単純に

私、申し上げますけれども、これだけやはり御

苦労なさっている方に市独自のこの活動費とい

うものの上積みはできないんでしょうか、考え

ていないんでしょうか、その点をお聞きしたい

と思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 先ほど、小嶋議員からは、

山形市の報酬額についてお知らせいただきまし

た。恐らく、県内どこでも同じようなレベルで

はないかなと思っております。 

  また、民生委員さんにつきましても、こうい

ったように活動しているものが少額だというこ

とはあらかじめおわかりになっていただいてい

ますので、我々としましてはそういった金額で

報いるのではなく、民生委員さんたちが快く活

動していただけるようなすばやい相談なり、あ

るいは研修の機会に職員が行って、顔をつなぎ

ながらより相談しやすくするような、そういっ

た環境づくりのほうに頑張っていきたいなと思

っております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ですから、本当に頑張
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っている民生委員さんの方に、お金ももちろん

上げればいいんですけれども、そういったこと

も理解できますけれども、もっと光を当てるよ

うな方策ですか。例えば、市報に載せてくれる

とか、そういった活動の場をやはり与えていっ

てもらえば、本来すべての民生委員さんはやは

り志の高い方で、地域のために尽くすという方

が私は大部分だと思いますので、そういった意

味で、何らかの形で光を当てるような、行政と

してもひとつ手だてを考えてもらえれば、大変

私は頑張りもやりがいもあるんじゃないかなと

思いますので、ひとつ御配慮をお願いしたいと

思います。 

  次、ナンバープレート、御当地でいたします。 

  最初、東根市のこのスタートは、お聞きしま

すと富士宮、焼きそばで有名な富士宮市が取り

上げて、その富士宮市から県が受けて、県のほ

うで各市町村に御当地ナンバーをというような

照会があったんですけれども、それを見ますと、

やはり東根市は非常に定住人口もふえて、子育

て支援というようなことも非常にやっています。

また、天童市もやはりまちの勢い、活力がある

わけですので、やはりそういったまちの行政の

方々がそういうものをキャッチしてやった結果

じゃないかなと。やはり富士宮の焼きそばなん

ていうのは、もう全国的に脚光を浴びて自信が

あるでしょうから、そういうところでこういう

ものの発想をやるというようなこと。恐らく東

根市、天童市も、私から考えればやはり伸び盛

りというか、活力のあるまちがやはりこういっ

たものを取り上げるというような気が非常にし

てならないんですけれども、当時ですね、県か

ら通達が来たのを受けて、市はどのような御判

断をなさったんでしょうか。 

小野孝一税務課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 御当地ナンバーの件につきま

してなんでございますけれども、その都度、新

規のこのプレートをつくった場合については、

県のほうから通知は来ております。ただ、この

辺については、13市の中では今２市のほうで御

当地ナンバーをやっているわけでございますけ

れども、その当時はそんなに全課でもって、正

直言って検討はいたしておりませんでした。た

だ、そのナンバーに限らず、市のシンボルマー

ク的なもの、例えばマンホールとかですね、例

えばサイン計画の中でそのマークをつくるとか、

いろいろな事業展開がございます。 

  ただ、小嶋議員のおっしゃることにつきまし

ては、職員がいかに情報を先取りして、この新

規の事業展開、あるいは戦略的な行政展開をし

ていくかというふうなことだと思いますので、

その辺今後ともアンテナを張りめぐらせながら、

新しい戦略的な情報展開をしていきたいと思い

ますので、よろしく御協力のほどをお願いした

いと思います。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） はい、課長よく言った、

ありがとう。私はそこなんですよ、そこ。まあ、

今までは財政再建が最優先で、なかなかという

ようなこともあったんですけれども、やはり行

政が頑張っているところは伸び、いろいろ活力

があるんですね。例えば、天童は鍋合戦、鍋合

戦をやったり、やはりユニークなまちづくりを

やっているわけですし、やはり富士宮あたりと

かね、いろいろな、今Ｂ級グルメにも関します

けれども、そういった意味で、まちの活力を出

す起爆的な発想、今、課長が言ってくれました

ので安心しますけれども、やはり皆さんそうい

った共通の、共通の話題を、認識を持ってやは

りまちづくり、行政を動かしていただかなけれ

ば、やはりだめなのではないかなということで、

大いにこういうことをやっていただきたいなと

思います。 

  ちなみに、「ガバナンス」という、皆さん今
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お読みになっておる月刊誌に、今月号に載って

いますデータがあります。これは、議会事務局

の情報をいただいたんですけれども、北海道は

このたび、３月７日に初めて北海道でナンバー

プレートをしたと。どういうプレートをしたと

思いますか。北見、北見市は平成18年３月５日

に２市３町が合併して、５年になったそうなん

です。それで、さらなる市の一体感を熟成し、

走る広告塔として市を広くＰＲすることによっ

て、地域観光振興につながるねらいだとしてナ

ンバープレートを入れたそうです。これはやは

り、このナンバープレートも考えるんですね、

ちょっとわかりませんけれども、北見市はカー

リング、カーリングのモチーフをやったんです。 

  先ほど、市長さんが新庄のイメージの、ナン

バープレートにする、お祭りとかいろいろなこ

とがなかなか、アイデアは絞っていると言うん

ですけれども、あるところではそういういろい

ろなものをナンバープレートをする際に募集し

て、広く市民にね、市民の方に選んでもらって

決めるという、そういう発想もあるんです。だ

から、やっぱりそういうものに向かって、向か

ってものをやるときにはやっぱりいろいろなア

イデアをやって、市民の方々を巻き込んで、そ

して一体感となるというようなことが大切では

ないかなと思うんです。 

  新しくやる場合のこの大体の費用は、恐らく

小野課長は知っていると思うんですけれども、

大体その辺のナンバープレートにかかる費用と

いうのはどのようにかかるか、どのような物入

りがあるか、ちょっとわかれば教えてもらいた

いと思います。 

小野孝一税務課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 先ほど、市長も答弁しました

とおり、色については白とか黄色、赤、緑等の

いろいろな、車種によってプレートの色が違っ

ております。新規に発行するのは大体年間で

400枚ちょっとぐらいなので、今現在１枚当た

り、うちのほうとしては92円で一応発注しまし

て、おおむね大体年間予算が４万円ぐらいでご

ざいます。ただし、御当地ナンバー的な感じの

ものをすれば多分５割増しぐらいになって、４

万円が６万円ぐらいになるだろうというふうな

予想はしています。 

  ただし、相当アピール性の高い新規の金型を

つくるというふうな形でプレートを作成する場

合は、金型ですから１件当たり70万円から、幅

はありますけれども100万円ぐらいの新規の費

用が出てくるというふうなことで、今現在調べ

ているところでございます。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ちなみに、東根市の場

合は金型ではなくて、そのナンバープレートに

上乗せして、450円だそうです、450円、１枚そ

れを配するたび。だから、そのお金ですね、そ

のお金がいたましい、もったいないというか、

いやいやいや、それをやって大いに動く広告塔、

新庄をアピールというようなことをするかは、

これは政治判断だと思うんですけれども、こと

しの予算はもう無理だからできないでしょうけ

れども、補正とかいろいろあるんだけれども、

そういうお金の出し方によって、市長、いかが

でしょうか、そのお金の費用がもったいないと

思うか、よしという考えか、せっかくですから

お聞きしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 やはりお金というのより、効果的

な形ができるかどうかということは、先ほど申

し上げましたようにいましばらく検討、研究し

なければならないなと。最終的に効果が出るよ

うなものはまとまらないと、お金以前の問題だ

なというふうに思っておりますので、御理解い

ただきたいと思います。 
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１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ぜひ、ひとつね、市長、

３番目でもいいですから、新庄市、ナンバープ

レートを山形県でやったというようなことをや

っぱり考えていただきたいなと切にお願い申し

上げます。 

  先ほども新庄まつり100万人構想を挙げまし

た。私、市長のこの施政方針の中で、誘客構想

を挙げてテレビコマーシャル、近隣温泉の連携、

受け入れ体制のあり方について協議するとあり

ますので、非常に私はいい政策ではないかなと

思っております。 

  この百年の大計も、もう間もなく終わります

ね。この百年の大計は、新庄市の財産でもある、

市民の誇りでもある新庄まつりが、格式ある伝

承行事として100年も途絶えることなく、さら

に隆盛を重ね、自他ともに認める日本を代表す

る祭りとなることを目指して、総合的な祭りの

振興策であるというようにここに述べています

ので、そのとおりだと思います。 

  その中で、この第２次の中で取り上げられま

した無形民俗文化財指定に向けては、平成６年

６月22日付について、新庄まつり行列として新

庄市の無形民俗文化財の指定を受け、現在は県

指定、国指定の文化財を目指して条件整備に取

り組んでいるというようなことですけれども、

これは実現しますね。これは、やっぱり百年の

大計の中の一つのことなんですけれども、そう

いうふうにずっと見ていきますと、この９ペー

ジ、手持ちないですか、私の本で９ページ、こ

の組織の中で運行部会とあります。運行部会。

祭り進行の本まつりの夜型化に向けた調査検討

というようなこと、当時で、当時に訴えていま

すけれども、いかんせん全般のあり方に対して、

25日の夜間制がなかなか刻として進んでいませ

んね、現実といたしましては。この100万人構

想とすれば、現実的に昼の観光なんていうのは、

恐らくまだ残暑の厳しい、８月25日は日の照る

ところで、なかなか今、観光客なんか恐らく無

理だと思うんです。やはりこれも夜型、夜型で

すね、夜型にやっていかなければ、100万人構

想も到底私は及びつかないと。 

  そういった意味で、やはり具体的にこの夜型

をするような政策を訴えていかなければ私はだ

めなのではないかなと思いますし、あと、新庄

まつりが、あと３年でもうあれですね、260年

ね。だから、私は無理して、市長の100万人構

想をやっているんですから、一応は目標の数値

で言っていますけれども、やはりこの政策を実

現しなければ絵にかいたもちになるわけですの

で、この後３年、260年、新庄まつり260年に向

けて思い切った政策的なものをここでやったら

いかがでしょう。課長、いかがですかな、その

お考えを。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

平向岩雄議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 ２期計画の中では３本

の柱があったわけです。一つは、祭りの振興策

で、２本目は祭りの組織、そして運営、経費の

問題ですよね。３本目が伝承・保存という。そ

れで、議員おっしゃるように、伝承・保存に関

しましては、昨年のちょうど３月11日に国の重

文の称号をちょうだいいたしましたので、これ

は新庄まつりを伝える精神的な、技術的な裏打

ちができたということでありますけれども、１

と２の実際のその夜型化と、また、運営体制に

関しましては、経費に関しましては、まだ宿題

ということがございます。それでちょうど100

万人ということがずっと来たわけでありますの

で、それも絡み合わせて、大計策定委員会の中

ででもその100万人の誘客というものをぜひ、

ある意味で特別な形で議論する場をつくって、

それを皆さんで話し合っていきたいと、こんな

ふうに考えております。 

  260年に関しましても、平成17年度に250年を
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行いまして、あとしばらく、300前はあるわけ

でありますから、節目節目で記念すべきさまざ

まな催しを打っていくというのは大変大切なこ

とだと、こんなふうに考えます。260、270、

280、そして290の次に300があろうかと思いま

す。まさに、おっしゃるとおりだろうと思いま

す。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） まつり策定委員会に、

もちろんそれはいいんだけれども、100万人に

するにはもっと、まつり委員会と一緒に強力な

推進役、専門的なプロジェクトをつくらないと、

ずっと来ますよ、これ。大丈夫ですか。 

  だから、そういった意味で、そのためにはや

はりこれを制作する、若連とかね、囃子とか、

運行する、そういった方々をやっぱり集めて進

めていかないと、すぐ３年になりますよ。３年

なんかあっという間に。 

  あと、一つは、私思うんですけれども、なぜ

夜型がなかなか進まないかというようなことで、

やはりこれは若連、制作方の御祝儀ですね。や

っぱりここは避けて通れないと思うんです。全

部公費で賄えというのは、これは不可能ですけ

れども、その辺を打ち出して、私は思い切って

１台当たり山車に100万円、年間2,000万円、

2,000万円、例えば100万人来れば、経済波及と

相殺すればどっちが経済効果があるかと。やは

り計算してみたほうがいいですよ、ぜひ。少な

いお金を出して最大の効果を生むには、そうい

ったこともやはりもっと真剣に、やっているん

でしょうけれども、具体的に入っていく必要が

あるんではないかなと。やはり、この浄財とい

うものも、みんなでいろいろな考えがあるでし

ょうけれども、やっぱりこの浄財の問題も大き

な一つの成功のもとだと思いますので、ひとつ

その辺についても御配慮を賜ればありがたいな

と思いますので、よろしくお願いします。終わ

ります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。 

  改新会会派の山口吉靜でございます。 

  75年前の２月26日、東京は30年ぶりの大雪で

大変でありました。高橋是清蔵相のこんな国会

答弁があります。「幾ら軍艦ができても、兵備

が整っても、国民の経済力で維持し、万一の場

合、これを動かす力がなければ役に立たない。

国防の程度は、国民の財力に耐える程度でなけ

ればならない」と言われました。 

  また、昭和初めの金融恐慌、緊縮財政による

国内不況、貿易相手の欧米はウォール街の株価

大暴落に端を発した世界大恐慌に見舞われまし

た。国民の窮状には財政出動をいとわない。し

かし、規律なき国債増発は、金利の上昇や民間

から資金を奪う。時に柔軟に、時に厳しくが高

橋流でありました。 

  国の借金残高は名目、国内総生産、ＧＤＰの

２倍近い900兆円まで積み上がりました。将来

のインフレや増税の種をまいたに等しいのであ

ります。 

  これだけ借金を積み上げて守れるのか、とり

わけ子や孫の未来を守るためにはどうすべきか。
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国の財力の範囲に歳出を抑え、どうしても必要

な歳出があるなら国民を説得し、それに見合う

負担を求めることであり、世界に例のない早さ

で高齢化が進む日本で、社会保障は最重要課題

であります。その財源を優先しつつ、負担を国

民に求め、他の無駄や我慢すべき政策は徹底し

てそぎ落とすことが大切で、大事であります。 

  通告に従いまして、次の５点について一般質

問をさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

  まず１点目は、固定資産税についてお伺いい

たします。 

  固定資産税のあり方について、一般的な問題

として、計算の複雑性により、一般納税者にと

って非常にわかりづらい制度になっております。

特に、評価額と課税標準額の乖離などはわかり

づらく、納得して納税できるよう手だてを考え

る必要があると考えます。 

  例えば、一つの土地に五つの価格があります。

一つは時価、利害関係のない第三者間で正当に

行われる取引価格。２番目、公示価格、国土交

通省が毎年１月１日を基準とした標準価格。３、

基準値価格、都道府県が７月１日を基準として

評価した価格。４番、相続税評価額、国土庁が

１月１日を基準にして７月に発表する価格。５

番目に、固定資産税評価額、市町村が固定資産

税を課税するための課税標準価格。 

  また、固定資産には償却資産税がかかると思

いますが、すべての固定資産について、償却資

産税がかかりますか。 

  次に、宅地価格4.2％下落、県平均は１万

2,534円となり、宅地の下落により固定資産税

減額、税率となりますか。また、不況によって

固定資産税の減額は考えられませんか、お伺い

いたします。 

  次に、２点目は、子ども手当についてお伺い

いたします。 

  新年度の子ども手当の財源について、２県63

市町村が地方負担金を拒否し、それぞれの新年

度当初予算案に計上していないか、計上しない

方針であるとのことであります。自治体側は全

額国費という約束が守られていないと、子ども

手当の地方負担について、枝野官房長官は２月

４日の記者会見で、「地方自治体から反発が相

次いでいる子ども手当の地方負担について、将

来にわたって国が財源措置を講ずる必要はない

とは言っていない」と述べ、2012年度以降は地

方負担の縮小・廃止を検討することもあり得る

との考えを示しました。当市の対応について、

お伺いいたしたいと思います。 

  次に、３点目は商店街の不況対策についてで

あります。 

  大型スーパーマーケットやショッピングセン

ターが各地に進出した影響もあって、町中の商

店街が不況に陥っておりますが、市として不況

に立ち向かう商店街に対しての援助、支援など

についてどのように考えられておられるのか、

お伺いいたします。 

  次に、４点目は、民生委員の現状について。

小嶋冨弥議員と重なる部分があると思いますが、

よろしくお願いいたします。 

  地域住民の暮らしを見守る民生委員の不足、

担い手の高齢化、干渉されることを嫌がる家庭

がふえたことが、独居老人の生活を守る上で民

生委員の役割は非常に大きく、民生委員は都道

府県知事の推薦を経て、厚生労働相が委嘱する

非常勤特別職の地方公務員、児童福祉法に基づ

き子供を見守る児童委員を兼ねるが、一部は児

童を専門とする主任児童委員の指名を受ける。 

  無給で、交通費などは支給されるとあったん

ですけれども、先ほどのお話ですと年間５万

2,500円が、研修費と現金が２分の１で支給さ

れるということですが、新庄市の実態はどのよ

うになっているか、お伺いいたします。 

  次に、５点目は、雪害の救護策についてお伺

いいたします。 
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  この冬は、東北地方から北陸地方まで、連日

記録的な大雪に見舞われました。県内でも連日

のように被害に関するニュースが報道されまし

たが、雪害の救護策について。続いて、所得税

の軽減措置についてであります。大雪などで、

生活に通常必要となる住宅や家財に被害を受け

た場合、税制面では雑損控除という所得控除と、

災害減免法による所得税の軽減、免除の二つの

救済措置が用意されているとのことであります

が、詳細についてお伺いいたします。 

  以上で、壇上での質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。御答弁、よろしくお

願いいたします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  固定資産税のあり方についてというようなこ

とで、さまざまな観点から述べていただきまし

たが、固定資産税の課税につきましては、地方

税法を根拠に国が定めた固定資産税評価基準に

基づいて行っております。 

  初めに、評価額でありますが、毎年１月１日

現在の土地・家屋など固定資産の所有者に対し

まして固定資産税を課税するための基準となる

のが評価額、それを１月１日現在で評価すると

いうことになっております。 

  土地につきましては、適正な時価という観点

から、不動産鑑定士が正常価格を評価して、そ

の価格に70％を乗じ、さらに価格形成要因とな

る街路、交通、環境的条件の補正を加えまして、

固定資産税の評価額としております。 

  次に、課税標準額ですが、さきに求めた評価

額に土地価格の上昇や下落に伴う調整措置、そ

して住宅用地に対する特例措置を講じた価格が

課税標準額となります。 

  家屋の評価額につきましては、対象となる家

屋と同一のものを新たに建築しようとした場合

において必要とされる建築費を求め、経過年数

に応じた損耗状況の現価を考慮しまして、家屋

の評価額を求めるものとしております。 

  なお、家屋については、評価額がそのまま課

税標準額となりますが、新築された場合は一定

の軽減措置が適用されます。税額を算出する場

合は、すべて課税標準額が基礎となっておりま

す。 

  以上のとおり、評価額と課税標準額との差額

につきましては、その時代の社会経済状況や国

の政策的要因により生ずるものであることを御

理解いただきたいというふうに思っております。 

  なお、固定資産税の制度は複雑化しているこ

とは御指摘のとおりでありますが、制度を理解

していただくために、窓口での問い合わせにつ

いては「固定資産税のしおり」を提供し説明し、

新築の家屋調査の際は、資料「固定資産税につ

いて」を提供し説明、そして市の公式ホームペ

ージにも「固定資産税Ｑ＆Ａ」の掲載などを行

っております。 

  毎年４月１日から約２カ月間、税務課内での

固定資産課税台帳を無料で縦覧できますので、

ぜひ利用いただければというふうに思っており

ます。 

  市税の賦課を円滑に、効率的に進めるために

は、公正・適正な評価を図り、税に対する納税

者の信頼を確保することが重要だというふうに

思っておりますので、今後とも税務行政の充実

を図るよう努めてまいりたいというふうに思っ

ております。 

  御質問の中にありました、固定資産税には償

却資産がというようなことですが、固定資産税

の中に償却資産として含まれるというふうな考

え方ではないかなというふうに思います。 

  次の御質問の子ども手当についてであります

が、今、国の国会のほうでは、非常に大きなね

じれ国会の中でなかなか審議が進まないという、
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関連法案が通るか通らないかというような状況、

非常に緊迫した状況にあるわけですが、御質問

の子ども手当の財源の地方負担に対する新庄市

の対応についてお答えさせていただきます。 

  新庄市では、23年度当初予算の子ども手当支

給の財源に市負担分を計上しております。山形

県としての地方負担分も県の23年度当初予算に

計上されていると説明を受けております。いず

れの対応も、2011年度の子ども手当法案の成立

後、速やかに支給準備に取りかかり、支給を受

ける住民の利益を損なうことのないようにすべ

きとの立場から予算を計上しているところであ

ります。 

  なお、子ども手当の財源につきましては、本

来、全額国の負担であるということが私として

は願っているところであり、そういうふうに求

めていきたいというふうに思っております。 

  続きまして、商店街の不況対策についてとい

うことで、その支援、あるいは援助というよう

なことでありますが、新庄市のみならず国内各

地において、郊外型の大型店舗などの進出や消

費者の消費動向の多様化、長引く景気の低迷に

より、既存の商店街における商戦は大変厳しい

状況が続いているのは御承知のとおりでありま

す。 

  平成19年度に実施されました商業統計調査で

は、平成９年をピークに減少していた年間商品

販売額に歯どめがかかり、平成21年度の買い物

動向調査では、当市における小売吸引力係数は

150.7と、県内で三川町に継ぐ２番目の値を示

しております。当市を取り巻く商環境は、まだ

まだ魅力あるものと感じておりますが、やはり

車社会、高齢化社会という中で、まちの中、空

き家の状況などを見ましても、これまでの中心

商店街での厳しさというのは議員の御指摘のと

おりであります。 

  現況における商業者への支援策といたしまし

ては、市独自の商業者向けの低利の融資制度や

融資の際の保証料の補給を行い、負担の軽減を

図っているところであります。そのほか、県な

どの低利の融資制度により、金銭面で支援をし

ているところであります。 

  また、商業地域の空き店舗への出店事業への

補助制度を整備し、平成20年度から毎年１件の

申請があり、商業者の負担の軽減を図っており

ます。 

  そのほか、商店街における施設整備への支援

や味覚まつり、山形大学の学生によるイベント、

親子ウォークラリーなどの開催により、中心市

街地のにぎわいの創出に取り組んでいるところ

であります。 

  今後とも、商業者や商業団体、関係団体との

連携を密にしながら、中心商店街の活性化に向

け、商業振興に努めてまいりたいと考えており

ます。 

  先ほどの４番目の質問ですが、民生委員の現

状につきましては、先ほど小嶋議員の御質問に

お答えさせていただきましたが、現在１名が欠

員状況ですが、新年度にはその１名もお願いし

て、全員に、１名の不足がないような状況にし

てまいりたいというふうに思っております。 

  ことしの、特に豪雪におきましては、民生委

員の皆さんに大変な御苦労をおかけし、高齢者

住宅、あるいは独居、そうしたところの見回り

を本当に重視していただきまして、福祉事務所

との連携のもとに、その方々の生活の安心・安

全を優先にさせていただきました。そういう面

では、ことしの民生委員の皆様は大変な御苦労

であったというふうに思っております。 

  人数が足りないというふうなことについては、

先ほど申し上げたところでありますが、非常に

地域のコミュニティ、あるいは社会的なつなが

り、そうしたものが非常に大変な状況、それに

向けては何とか地域の再生に向けたプログラム

を立てて、今後進めてまいりたいというふうに

思っております。 
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  最後に、今回の記録的な豪雪ということであ

りますが、本当に「温暖化」という名前のもと

には、雪がなくなるのかなという錯覚を受ける

わけですが、逆に豪雪、豪雨、ゲリラ豪雨など、

局地的な災害が非常に多くなってきていると。

今回は日本海側において記録的な豪雪が各地で

相次いだわけですが、生活環境の確保、安心・

安全のために豪雪対策本部を設置、努めてまい

りましたが、残念ながら屋根の落雪により死亡

事故を含めて６件の人的被害が発生しましたこ

とは、とても残念な結果であったというふうに

思っております。 

  建物被害の大きなものといたしましては、屋

根からの落雪や積雪による15件の被害が確認さ

れておりますが、今後、雪解けとともに被害が

拡大するのではないかなというふうに思ってお

ります。 

  また、これまで側溝や水路からの水上がり通

報が63件、屋根雪の相談などが30件あり、いず

れも対応処理を完了しているところであります。 

  この豪雪に対して、県や国へ豪雪災害に対す

る緊急要望活動を２月８日に行ったというよう

なことは、前回、全員協議会の席上も申し上げ

たところですが、今後も全国積雪寒冷地振興協

議会の役員という立場でもありますので、本県

関係国会議員並びに関係省庁に要望活動も継続

してまいりたいというふうに考えています。 

  雪害についての、救護策ということですが、

これまでのところ、家屋などの建物被害につき

ましては、必要な方には現地確認の上に雪害に

よる被災である旨の罹災証明を交付することと

なっております。 

  税制面では、所得税及び住民税申告時に所得

控除の一環として雑損控除が適用されます。こ

の措置は、損害を受けた年の翌年の措置となり

ます。災害関連支出が５万円、または所得金額

の合計額の10％のいずれか多い金額を超える金

額が所得から控除されます。つまり、税の申告

は歴年となっており、本年の雪害に伴う損害の

控除は来年の税申告のときに考慮されます。 

  また、雪による倒壊などの損害につきまして

は、市において雪害対策本部が設置され、資産

の管理予測を上回るような損害があった場合は、

罹災証明に基づきまして固定資産税の減免基準

により減免の割合を判断し、措置することとし

ております。 

  さらに、先ほど御説明いたしました雑損控除

を受けない場合には、住家や家財の被害状況や

所得金額等についての要件はありますが、それ

を満たしていればその年の所得税が軽減、また

は免除される災害減免法などがあります。 

  このほかの支援策については、今現在、山形

県や国からは具体的に示されておりませんので、

今後これらの情報の把握に努めるとともに、被

害状況並びに対応状況などを検証し、今後の雪

害の防止に努めてまいりたいと思います。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。

ありがとうございました。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁、どうもありが

とうございました。 

  固定資産税のですね、2011年度は評価額の据

え置き年度に当たるということなのでしょうけ

れども、田とか山林とか畑は、これは変動はな

いんでしょうか。 

小野孝一税務課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 評価がえについては、御承知

のとおり、３年に一度の評価がえということで、

直近の評価がえについては平成24年度に向けた

評価がえという形で平成23年度、準備にかかる

というふうなことでございます。 

  御指摘の、御質問の田、山林、畑の変動でご

ざいますが、原則としてございません。ただ、

評価額等課税標準の割合が大幅に違っているよ
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うな場合については、負担調整する場合もあり

得ます。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  子ども手当なんですけれども、４月以降の支

給に混乱ということはないかということと、地

方負担を伴う子ども手当の支給について不満、

本来国が全額負担すべきとの理由でありますけ

れども、そうすると、さっきもちょっと答弁い

ただきましたけれども、当市の考えはどうなん

でしょうかね、国の方針どおりということなん

でしょうか、お伺いいたします。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 先ほど、市長の答弁にも

ありましたように、マニフェストで全額国で負

担するというお話で始まった制度でございます。

約束どおり全額国でしてほしいというのが我々

の基本的態度でございます。 

  しかしながら、ほかのところみたいに、約束

が違うから予算を盛らないというようなことに

なりますと、結果的に迷惑をこうむるのは受給

すべき人である市民でありますので、そういっ

た迷惑がこうむらないように予算措置をしたと

いうことでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） そうしますと、例えば

仮に廃案になった場合は、児童手当が完全復活

した場合ですね、新たにそういう確認が必要に

なったり、システムの移行に３カ月程度かかる

と言われますが、支給が先延ばしになるような

可能性はありますでしょうか、お伺いいたしま

す。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 国会情勢によりまして、

３月末時点で子ども手当法案が成立しない場合、

この場合には児童手当法に基づいた児童手当が

復活するということになります。この場合は、

今お話しありましたように、児童手当は所得制

限がございます。そうしますと、21年中の所得

によっては受けられなくなる人も出てくると、

あるいは中学生部分は受けられなくなるという

ようなことで、システムが変わってしまいます。 

  それで、児童手当についても、あるいは子ど

も手当についても、一番最初に支給になるのは

６月でございますから、いずれにしてもこの６

月の支給に間に合わせるように事務を進めると

いうことになろうかと思います。 

  なお、おととしまで児童手当はやっておりま

したので、国会次第でどのように決まろうとも

システムをまず復旧させまして、６月の支給に

は間に合わせるようにしたいと考えております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 次に、４点目の民生委

員の件なんですけれども、小嶋冨弥議員のとき

に詳しく御説明いただいたわけですけれども、

２点ばかりお伺いしたいんですが、無給で交通

費などは支給されると覚えたんですけれども、

年間５万2,500円、研修費、現金２分の１含め

ていうことなんですけれども、これはいつごろ

からなったんでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 申しわけございません。

これはいつからこうなったかということまでは、

ちょっと把握しておりませんでした。申しわけ

ございません。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それから、もう１点で

すね、民生委員と児童委員なんですけれども、
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児童委員のほうは保育士の資格が要るので、民

生委員のほうは保育士の資格は必要ないという

ことなんでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 先ほどの答弁の中でお話

しした資格が要るというものは、主任児童委員

でございます。普通の民生委員さんは、民生委

員と児童委員を兼ねております。その民生委員

さん、児童委員さん、兼ねた役職ですけれども、

これについては資格は必要ございません。地域

からの推薦によって、75歳未満の方、原則なん

ですけれども、そういった方であれば推薦によ

って選ばれます。 

  主任児童委員につきましては、保育士、ある

いは教員、あるいは保健師、助産師、そのよう

な資格のある方が望ましいということで、新庄

市の場合にはそういった経験のある方を主任児

童委員として推薦いただいて、選任しておりま

す。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） そうしますと、主任児

童委員、主任がつく場合は保育士の資格が要る

ということですね。保育士の資格がない人は主

任がつかないということですね。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 そういった資格があるな

しで主任になるとかならないとか、そういうこ

とではなくて、主任児童委員になる方について

はそういった資格のある方が望ましいというこ

とであって、必ずしも資格が絶対必要だという

ものではございません。そういった子供に関す

る教育なり、保育なりに携わった方が望ましい

ということになっております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それから、商店街の不

況対策の中で、当市の商環境はまだまだ魅力が

あると言われましたけれども、当市の小売販売

総額は10年前に比べてどのようになっています

か、お伺いいたします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

平向岩雄議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 ３年ごとに集計されま

す商業統計なんですけれども、ちょうど19年の

数字を先ほど申し上げたんですが、平成９年、

これが最盛期、ピークでありまして、ちょうど

804億円でありました。これは小売だけですけ

れども。その後、落ち込んできています。３年

ごとに、659億円、611億円、610億円と。それ

で、平成19年の段階ではそれに歯どめがかかっ

て、0.6％増の614億円であったと。ですから、

平成９年の804億円から10年で24％減の614億円

まで落ち込んだと、こういうことでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  それでは、今後の雪対策はどういうふうなの

か、お伺いいたします。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今後の対策ということ

で、ことしも大豪雪というふうになりましたの

で。ただ、課題等もございました。その中で、

いろいろ今検証してございます。その中で、や

っぱりひとり暮らしの老人の世帯とかですね、

やっぱり堆雪した雪の処理の確保、それの場所

の確保とかですね、そういうふうなことでいろ

いろ考えていかなければならないというふうな

ことでございます。 

  また、建設業協会のほうでも相当の機械力、

いわゆる機動力を発揮していただきました。そ

の中で、今月の末に反省会といいますか、来年
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に向けてのいろいろな懇談会を22日に開催する

ということで、今、協会のほうと調整をとって

おります。 

  いろいろ課題を踏まえて、今後の雪対策に努

めてまいりたいというふうに思います。以上で

ございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  ちょっと順番があれなんですけれども、商店

街の不況対策についてですね、ここのところや

っぱり、ちょっと市内を歩きますとかなりシャ

ッターがふえていますので、何か市として不況

に対して援助とか、支援とか、そういうのは何

かないのかどうか、改めてお伺いいたします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

平向岩雄議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 個店個店のさまざまな

意識改革というのが大変大切だろうと、そんな

ふうにも思います。もちろん、市の施策もそう

なんですけれども、商店街は単に商業機能では

ないというふうに考えます。さまざまな文化的

な機能、憩いの機能、また最近では福祉施設な

んかも町中にできてきておりますし、そういっ

た中でまちの魅力をつくっていくということは

大変大きなことではないのかなと。商工会議所、

あるいはＴＣＭのあたりでもさまざまな個店個

店の情報、あるいはその一品等々ですね、売り

出す、あるいはページ等で紹介する、これを非

常にやっておりますし、そこら辺で改めてまた

個店個店のそれぞれのおもてなしの心とか、接

客とか、あるいはそのＰＲの方法とか、そんな

ことを一緒になって考えていく、そんな時期に

来ているのではないかと、こんなふうに考えて

おります。以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） ありがとうございまし

た。 

  時間ありますけれども、御答弁ありがとうご

ざいました。終わります。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす８日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時３５分 散会 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。本日

の質問者は３名であります。質問の順序につい

ては、配付してあります一般質問通告表のとお

り決定しております。 

  なお、質問時間は、質問・答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して

一般質問を申し上げます。 

  初めに、この12年間で、民間給与は年収で61

万円も減らされました。総額では223兆円から

192兆円へ、31兆円も減らされました。賃金が

減る一方で、雇用にも投資にも回らず、大企業

の内部留保にため込まれるお金は244兆円にも

上ります。この間、100兆円もふえています。 

  この20年間で、日本経済は成長がとまってし

まいました。その大きな原因は、大企業はもう

けても家計は潤わず、消費も伸びないというこ

とにあります。大企業は法人税を減税されても、

雇用にも賃上げにも回す気はありません。 

  私ども日本共産党は、大企業のため込みを賃

上げや雇用もふやすなど生きたお金として日本

経済に還流させること、そのために国民の暮ら

しと権利を守るルールをつくることを提案して

います。具体的には、派遣法を抜本改正し、正

社員をふやす、中小企業を応援し、最低賃金を

時給1,000円以上にする、大企業と中小企業の

賃金格差をなくす、解雇規制のルールを強化す

ることです。 

  景気が回復すれば、10兆円を超える税収がふ

えます。大企業や大金持ちへの優遇税制を改め

れば、さらに10兆円近く税収がふえます。軍事

費や大型公共事業などの浪費を削減すれば、５

兆円余りの財源が確保できます。借金は減りま

せんが、経済が成長することで対ＧＤＰ比での

割合が改善され、消費税増税をしなくても社会

保障を充実させ、財政危機を打開することがで

きます。 

  日本改革のこうした大きな展望を語りつつ、

自治体の一番の仕事である住民の暮らしと福祉

を守るという立場から、私は質問いたします。 

  第１に、住宅リフォーム助成を使いやすいも

のに拡充してほしいという質問です。 

  新庄市で今年度1,000万円の予算を組んだ住

宅リフォーム助成の経済効果について、どのよ

うに見ておられますか、お聞きします。 

  山形県の来年度の制度をどう評価しておられ

るでしょうか。昨年９月の県議会で、日本共産

党が取り上げたことからこのたび実現しました。

県産木材、省エネ、バリアフリー、耐震の４要

件のいずれかを組めば、全体に10％の補助が出

ます。小規模な住宅改修に助成するもので、仕

事起こしだけでなく地域経済の活性化に大きな

効果が期待されます。しかし、４要件を含まな
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い改修には使えないのではないでしょうか。下

水道につなぐトイレの水洗化、水周り改修や畳

がえ、屋根や外壁工事などはリフォームの一番

人気ではないでしょか。改善を求めるべきでは

ないでしょうか。 

  また、秋田県や岩手県宮古市など全国の先進

事例から学ぶ点は何だと考えておられるでしょ

うか。 

  ２番目の質問は、国民健康保険税の引き下げ

と減免制度の職員への周知についてです。 

  2010年度の新庄市の国民健康保険税は、30代

の夫婦、子供２人、所得300万円、資産なしの

場合、医療分と後期高齢者支援分の合計は35万

6,070円です。市の収納率は、平成10年度

97.39％でしたが、20年度には91.58％と大幅に

下がりました。収納率の減少は、景気低迷とこ

の間の国保税増税によるものだと思います。重

い保険税と窓口負担の不安から受診がおくれ、

死亡に至った事例が年々増加しております。 

  そこで、高過ぎる国保税を引き下げることが

必要だと思います。加入者１人当たり１万円引

き下げをするために必要な金額と、単年度赤字

見込み額などは幾らになっているでしょうか。 

  次に、引き下げのための財源は、国庫負担の

増額、県負担の増額、一般会計からの持ち出し

で行うべきではないでしょうか。県に一本にま

とめる広域化は、国庫補助はふやさず、今行っ

ている一般会計の持ち出しをストップさせ、国

保税の大幅値上げをもたらすものとなります。

1984年の国庫負担率は49.8％でしたが、2008年

度では全国で国庫負担率は24.1％にまで下がっ

ています。一方、１人当たりの国保税は、1984

年度３万円台だったのに、2008年度には９万

625円です。この上、広域化になったらどうな

るでしょう。 

  山形市の30代夫婦と子供２人、所得300万円

の世帯の国保税は、何と50万7,695円です。新

庄市の1.5倍であります。山形市は、約４億円

の一般会計からの繰り入れをしても大幅増税と

なっております。広域化になれば、一般会計の

独自助成が禁止され、山形市以上の国保税増税

であります。多くの市民を困難に陥れ、医療難

民を一層拡大することになるのではないでしょ

うか。国民健康保険税引き下げのために、国庫

負担を国保財政の50％に戻すこと、県の財政支

援を実施させることが必要ではないでしょうか。 

  地方自治体の第一の仕事は、住民の福祉の増

進です。国の言いなりに値上げするのではなく、

市独自助成も含めて、住民の命と暮らしを守る

ことが必要ではないでしょうか。 

  また、解雇された失業者のための国保税の減

額が課税担当職員に周知されていたでしょうか。

去年７月から解雇された方が、国保税20万円余

り課税をされました。失業手当のほとんどが年

金や税金の負担に消えたとのことでした。税務

課では、減額制度は知らせてもらえませんでし

た。２月になって改めて離職票を発行してもら

い、税務課に行ったところ、15万円余りの減額

になることがわかりました。最近、民間病院を

解雇された方の話でも、国保の減額制度を税務

課で教えてもらえない人もいたそうです。失業

に苦しむ市民の立場に立って、使える制度を親

切に、積極的にお知らせする職員を育成する研

修が最も大切ではないかと考えますが、いかが

でしょうか。 

  ３番目に、保育所についてです。 

  乳幼児保育所は少人数、木造、手厚い保育士

の配置で家庭的な雰囲気のよさがあります。子

供一人一人を大切にした保育を考えますと、50

人前後の定員の小規模認可保育所として、23年

度で廃止ではなく、補強改修しながら活用すべ

きではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  また、2013年度から予定される子ども・子育

て新システムについてですが、鹿児島大学伊藤

周平先生が次のように問題点を指摘しています。 

  第１に、基準緩和による質の低下です。企業
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参入を促すため、指定基準が大幅に緩和されて、

保育水準が今より低下する可能性があります。

特に、介護保険と同じように人の配置基準に常

勤換算方式が導入されますと、保育士すべてが

パートという保育所が出現する可能性がありま

す。新システムでは「こども園」と言われてい

ますので、以下「こども園」で統一します。 

  第２に、新システムでは公的責任が大きく後

退するということです。市町村の保育実施義務

がなくなり、市町村が認定だけを行い、保護者

が自分で直接契約することになります。公的責

任が大きく後退します。保護者が子供を抱え、

保育所探しで施設に直接申し込みに回り、入れ

られないのは保護者の自己責任で対処しなけれ

ばならなくなります。公的責任による施設整備

の道が完全に閉ざされることになります。待機

児童をなくすという今の市町村の責任がなくな

ってしまいます。 

  第３に、保護者の負担増の問題です。新シス

テムでは、保育時間が個人ごとに時間単位で決

められ、保育料も応益負担となります。経済的

な負担がふえ、特に低所得世帯の子供がこども

園を利用できなくなる可能性があります。市町

村により認定される保育時間が幾らになるかが、

こども園や保護者の最大の関心事となります。

こども園としては経営上、できるだけ手のかか

らない、保育時間の長い子供を入所させようと

する方向に誘導され、多動な子供や障害のある

子供の受け入れも難しくなるでしょう。 

  第４に、保育労働条件の悪化が指摘されます。

新システムのもとでは、こども園への運営が不

安定となり、保育士などの保育労働者の労働条

件が急速に悪化し、非常勤化や給与減が加速し、

保育の質が低下する可能性があります。 

  一方で、請求事務などの事務量は莫大にふえ、

保育士の人材難が顕著となるでしょう。新シス

テムは、保育の介護保険化です。今の待機児童

が特養ホーム待機者のようにふえて、必要な保

育を受けられず、放置されていくのではないで

しょうか。少子化だからこそ、子供が大切にさ

れる保育制度であるべきではないかと思います。

御見解を伺います。 

  また、非正規保育士について、５年をめどに

再雇用しないとの方針があると聞きましたが、

本当でしょうか。子供の安心・安全は守られる

のでしょうか。働く人の安定と子供の安心は一

体のものではないかと思います。経験者を切る

のではなく、試験を受けさせて、経験を加味し

て正採用にすべきではないかと思います。 

  市内で、ある方から聞きました。ある障害者

施設では職員の非正規化、低賃金によって担当

職員が毎年のように入れ代わり、障害者の一人

一人に合った指導ができにくくなったそうです。

内容が本当に低下してきたそうです。ハンカチ

で手をふくことができる人だったのに、これが

できなくなり、栽培などの労働もできなくなっ

たそうです。そのため、利用者のお子さんは、

市内の市民のお子さんは、不安感からか毎食後

吐くようになり、激やせし、薬もきかなくなり、

ほかの人に危害を与える問題行動がふえたとい

うことを聞きました。乳幼児に与える影響は大

きいと私は思いました。 

  ４番目に、倒産でない企業の撤退についてお

聞きします。 

  ３月撤退予定の丸彦製菓への用地取得助成金

は、平成３年度3,600万円、平成４年度5,373万

7,000円ということで、合計8,973万7,000円と

いうことをお聞きしました。約9,000万円です。

その上、固定資産税の減免も行われております。

撤退するのであれば、助成金の返還と労働者の

仕事確保を求めるべきではないでしょうか。亀

山工場のシャープは撤退に当たって、行政から

の求めもあって、県の助成金の一部６億4,000

万円を返したとのことであります。 

  ５番目に、市営バスの路線拡充についてお聞

きします。 
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  高齢者や社会的弱者の通院や買い物、通学の

ため、市営バスのルートをふやす考えはないで

しょうか。市民アンケートや利用する住民組織

をつくり、要望をよく聞き、改善を図ることが

大切かと思います。 

  まちづくりの総合計画を読ませていただきま

したが、道路拡張はあっても市営バスの拡充は

見られません。しかし、高齢者の人口は確実に

ふえます。車に乗れない人がふえます。高齢者

などを中心に買い物難民や通院のために、市営

バスの充実が重要性を増してくると思います。 

  ６番目に、職員のうつ病防止のためにお聞き

します。 

  民間会社で、長時間労働と上司によるパワー

ハラスメントなどから、まじめで優秀な方々が

うつ病になり、会社退職を余儀なくされている

ケースがふえているように思います。本人にも

会社にも、うつ病で仕事を辞めることは大きな

損失です。市役所でも同じと思います。商工会

議所と市の合同で専門医によるうつ病防止研修

などを実施し、管理職の認識を深めるべきでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  以上、壇上からの質問を終わります。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員の御質問にお

答えさせていただきます。ちょっと鼻声で大変

申しわけないですが、聞きづらい点は御容赦願

いたいと思います。 

  住宅リフォーム、新庄市の商品券を最初に取

り上げて、昨年の効果はどうだったかなという

ようなことでありますが、10月の末から、10月

から販売しまして、もう１月末で完売したとい

うようなことで、大変効果的だったというふう

に思っております。約１億円、大体業者が50戸

ぐらいがその該当になったと聞いております。

ですから、単純に言えば１業者200万円ほどの

売り上げがあったということです。150万円の

方も10万円というふうなことですので、売り上

げとしてはそれ以上に、１億円以上の効果があ

ったんだろうというふうに思っております。 

  それについて、今度行われる県でのリフォー

ム総合支援事業につきましての御質問かと思い

ますが、県としても大変この制度、近隣、また

新庄市で行ったリフォーム等などが非常に経済

効果を上げるというようなことで、制度設計を

行いました。その中で、県の事業は部分補強、

あるいは省エネルギー、バリアフリー、県産木

材使用、耐震化など、そうした分野を最初取り

上げておりました。この線は、現状としては崩

さないような方向に感じられます。 

  しかし、新庄市のリフォーム商品券などは非

常に使い勝手がいいということで大変評価が高

いと。この受け入れ先、また補助を出す先、そ

うしたことも含めて県に今働きかけているとこ

ろであります。県といたしましても、これまで

の制度設計を変えて、いかに使いやすくするか

ということに力点を置いて、今、制度設計を組

み直しているというようなことで、詳細につい

てはこれからまた発表されるのではないかなと

思いますが、そのようなことで、新庄市として

は県に対して使いやすいようにしていただきた

いということを再三申し上げているような状況

であります。 

  秋田県や宮古市から学ぶ点というようなこと

を言っておりますが、新庄市でやったリフォー

ム商品券が非常に効果的であるということです

ので、他に学ぶべきものもありますけれども、

逆に新庄の方法を学んでもらいたいというよう

な思いもあります。 

  民間との協力をしながら、非常に有効的な、

また非常に使いやすいという評判ですので、こ

れについてはさまざまな情報を収集しながら、

さらに使いやすいものにできるものであれば、
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我々も検討していきたいというふうに思ってお

ります。 

  それから、次の国民健康保険税の引き下げ、

減免、国民健康保険税、19年度から21年の３年

連続で実質単年度収支が赤字となっている状況

であります。 

  この原因につきましては、さまざま言われて

いるわけですけれども、高齢社会において、正

直申し上げまして、過去でしたら手術しないと、

80歳を過ぎた方々は手術をしないというような

ことですが、今は80歳を過ぎても手術をすると

いうような状況であります。これは、大変すば

らしいことではありますが、陰では大きな負担

も伴ってくると、高額医療になってくるという

現状もございます。そうしたことが、やはり国

民健康保険税の財源が不足すると。 

  決算においては、保険費のそうした給付の伸

びにより、今年度決算においては赤字となる見

込みであります。既に１億7,000万円の給付基

金を繰り入れておりますが、今後も被保険者の

低所得化が続くと思われ、平成23年度も税収及

び収納率の低下で財源不足に陥ることは避けら

れない情勢であります。 

  この財源を補うため、給付基金の繰り入れや

一般会計からの法定外繰り入れを行わなければ

ならず、平成23年度中には給付金基金はほぼ底

をつく見込みでありますので、仮に１人当たり

の国保税を１万円引き下げた場合、約１億

2,000万円の財源が必要となり、ますます健全

な財政運営、また安定した健康保険税の仕組み

ができなくなるというふうに思っております。 

  本市に限らず、多くの保険者は国保財政が急

激に悪化し、先ほど山形市の事例も出しており

ましたが、それぞれによって大変厳しい局面を

迎えております。国民健康保険を社会保障とし

て存続させていくためには、さらなる国庫負担

の増額を当然要望しております。今後も機会を

とらえてさらに、全国市長会、町村会関係団体

と強く国に要望してまいりたいというふうに思

います。 

  市町村が運営する国保につきましては、少子

化や後期高齢者医療制度の被保険者異動によっ

て、小規模な市町村国保が増加しております。

これは、医療費の変動に大きくされるものです

から、保険財政が不安定化しやすいことで、同

じ医療を受けているにもかかわらず、市町村ご

とに保険料が大きく異なるということもござい

ます。被保険者間で不公平感があるなどの問題

があります。このような現状を改善し、保険財

政を安定化、保険料の公正化の観点から、広域

化を図ることが不可欠となってきております。 

  このため、市町村国保の運営に関して都道府

県単位による広域化を推進するべく、平成22年

５月に国民健康保険法が改正され、都道府県が

広域化等支援方針を定めることができることと

されました。現在、山形県は、昨年から市町村

との連携会議や作業部会などを開催し、支援方

針の策定に向け、鋭意作業中であります。 

  国では、現行制度を平成26年３月に廃止し、

国保の75歳以上を都道府県が財政運営する新た

な高齢者医療制度をスタートさせ、平成30年度

には全年齢で都道府県単位化を目指しておりま

す。 

  本市といたしましては、国における医療制度

改革の動向などを踏まえて、引き続き県内市町

村と連携しながら、国への支援を訴えていきま

す。 

  なお、一般会計からの法定外繰り入れについ

ては、原則として国保加入者以外の市民が国保

運営にかかる費用を負担することになるため、

本来あるべき姿ではないのですが、最小限とい

うことから最小限にとどめて、努めていきたい

というふうなことも必要だというふうに感じて

おります。 

  今回の県が将来的には広域化するというお話

は、それぞれ市町村においてのこの財源不足を
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広域化によって平準化を図って、安定した財源

を確保していきたいという大きなねらいがあっ

たわけですが、これまで県はほとんど手を挙げ

なかった。なぜかといえば、県の一般会計の繰

り出しが怖いということで、みずからを縛る状

況には置きたくないと。その状況を見て、国の

ほうが制度化したというふうに承知していただ

ければありがたいなというふうに思います。 

  次に、非自発的失業者に係る研修についてと

いうようなことであります。 

  日ごろから市民の皆さんには、制度の説明な

どをきちっとするようにというようなことはし

ているんですが、質問の内容によって、どうい

うふうな状況だったのかと、詳しくそのときに

わからないときには、当然教えていただかなけ

ればならないわけですけれども、そういう非自

発的失業者の軽減につきましては、昨年の３月

末に地方税法等の改正のときに創設されました

が、この制度は倒産、解雇、事業廃止などで失

業し、一定の要件を満たす方について、前年の

給与所得を100分の30として国民健康保険税を

算出するもので、申請書の提出がおくれてもさ

かのぼって適用されます。この改正内容を市民

の方に広く知っていただけるように、ハローワ

ークでの離職時の説明に加え、全戸回覧、市報

やホームページへの掲載、また納税通知書の発

送にあわせて、課税される全世帯への説明書の

発送など、さまざまな方法で周知に努めてきた

ところであります。 

  この軽減措置は、ハローワークで発行する雇

用保険、受給資格者証に記載されている離職理

由によって判断するわけですが、この改正にあ

わせてハローワークとの打ち合わせ、法令等の

内容の確認、市民の方への説明方法、この３点

について、担当する部署で数回にわたり研修、

確認を行い、受付事務を開始したところであり

ます。 

  今後におきましても、この軽減制度を関係職

員が再確認する機会を設け、わかりやすい説明

に努めながら、市報なども活用し、市民の方々

へ周知を図ってまいりたいと考えています。 

  特に、税のことでもございますので、不明な

点などあればいつでも担当課のほうにお問い合

わせ、電話ででも結構ですので、お問い合わせ

いただければありがたいというふうに思ってお

ります。 

  次に、保育所の乳幼児保育所についてであり

ますが、大変評価していただいておるわけです

けれども、少人数、木造、手厚い保育士の配置

という特色だということで、今後も直しながら

していただけないかというような質問でありま

すが、乳幼児保育所の建物は昭和45年に建てら

れまして、約40年が経過しております。部分的

な改修と修理を重ねながら、施設全体は開設当

時からのまま、３歳未満の乳幼児を主とする保

育が実施されてきました。 

  最近の保育需要の傾向に、３歳未満児保育の

増加があります。核家族化や経済事情などによ

りまして、母となっても就業を続ける女性の

方々が、産後休暇後、育児休暇後すぐに就労の

ために子供を保育所や認可外保育所に預けるた

めであります。 

  新庄市の保育所におきましても、３歳未満児

の入所希望が多くなりまして、時期によってわ

ずかに待機児童が生じるようになりました。 

  また、同一世帯の兄弟が乳幼児保育所と他の

保育所に分かれて入所しなければならないとい

うケースが出て、問題化されるようになりまし

た。 

  さらには、乳幼児保育所には、その立地の悪

さによる問題があります。保育所の敷地が狭く、

駐車スペースがないということであります。こ

れまで好意的に一時駐車を認めていただいた方

の本社の意向により、そこで事故があった場合

の責任をとれないということで駐車は御遠慮願

いたいというようなことも先日いただいたと。
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そうした意味で、非常に乗り降り、子供たち、

歩けない子供たちを一時駐車する、そんなこと

も考えながら乳幼児保育所を考えていかなけれ

ばならないと。 

  兄弟入所の問題、敷地が狭いなどの立地条件、

40年が経過していると、老朽化していることも

考慮して、これから補強・改修して公立の認可

保育所として保持することよりは、乳幼児保育

所が現在担っている３歳未満児保育の機能を他

の保育所に分散して整備していくことが、実施

可能なよりよい方策と考えております。他の認

可保育所の乳幼児部分を増設して定員をふやし、

兄弟入所問題の解決とともに、待機児童の解消

を図ってまいります。 

  そして、保育需要とのバランスを見た上での

判断となりますが、入所し切れない３歳未満児

がいる場合には、市が認証している認可外保育

所での保育をお願いすることになると思います。

これにつきましては、公立保育所と同等のよう

な支援もしなければならないというようなこと

も考えております。 

  いずれにしましても、子供にとって最良の保

育を受けられるよう保育環境を整え、子育て支

援をしていくことが私の基本的な考えでありま

す。 

  続きまして、「子ども・子育て新システム」

についてですが、これは日本の抱える特殊性と

申しますか、保育所と幼稚園というのは二大文

化を築いてきているわけですけれども、この融

合、これまでは保育という、保育に欠ける子供

をどういうふうに公的に周りでそれを補ってい

くか、また、学校教育の延長線上の下部に組織

する幼稚園というものをどうするかという、日

本が抱えてきた大きな宿題の一つであります。

それが非常に時代社会の中で、セクト的な考え

方から子供を一体化して育てていかなければな

らないのではないかというようなことで、「子

ども・子育て新システム」が平成22年の１月９

日に、「子ども・子育てビジョン」というもの

で初めて国から公表されました。 

  今年度に入りまして、子ども・子育て新シス

テムとして、そのガイドラインが県を通して国

から提示されてまいりました。社会全体で子育

て支援をするという理念のもと、国、地方自治

体、保育所、幼稚園、事業者、個人、親などす

べてを巻き込んで子育て支援の構造を大きく改

革、整備していくような内容となっております。 

  その後、市町村には政府のワーキングチーム

の検討段階の情報が通知されてきていますが、

まだ懸念されている問題があり、示される内容

が当初のものとは少しずつ変わり、国としての

方針も揺れ動いていることがうかがわれます。

一番わかりやすい部分が、10年後を目指して保

育所と幼稚園をすべて「こども園」にして、両

者の機能を兼ねさせるという部分であります。 

  こども園構想は、就学前の子供の保育と教育

の充実を図り、保育需要の増加による待機児童

の解消を図ることを主たる目的としています。

当初、保育所と幼稚園のすべてがこども園とな

るとしておりましたが、一部の特別な幼稚園は

除くというように変わってきております。 

  子ども手当についても、まだ将来の動向が決

定していない現在、子ども・子育て新システム

が今後どのようになり、どのようなマイナス影

響を市民に与えるかを御説明できる段階ではあ

りません。子ども・子育て新システムは、保育

所の待機児童が多く発生している都市部におい

てはかなりの変化と効果をもたらすかもしれま

せんが、新庄市においては現在の子育て支援の

機能や親の負担が現在より悪くならないよう見

極めながら制度を採用し、この地域に合った子

育て支援の環境整備を実施していくと考えてお

ります。 

  少子化時代でありますので、社会全体で子育

てを支援していくということは本当に必要なこ

とだと思っておりますので、新庄市においても、
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この理念は変わらないというふうにお答えさせ

ていただきたいということでございます。 

  また、現状の保育所の中で、非正規保育士に

ついて、５年をめどに再雇用しないとの方針は、

子供たちの安心・安全が守られるのかと。働く

人の安定と子供の安心は一体のものではないか、

非正規を切るのではなく、正採用すべきという

ような御質問でありますが、非正規保育士の雇

用に関する御質問については、平成22年度に

日々雇用職員から非常勤嘱託職員に切りかえし、

給与面の処遇改善を図ってきたところでありま

す。 

  このような中、昨年８月に人事院が行った

「公務員人事管理に関する報告」により、臨時

職員の任用に当たっては、公平性、透明性を確

保する観点から、原則として公募によること、

面接・勤務評定を通じた適切な能力判定をする

ことなどが定められました。 

  市においても、この趣旨にのっとった対応を

行うこと、また、雇用期間に一定の制限を設け

ることにより雇用機会の均等化を図ることを目

的とし、本年２月より取り扱いを見直し、従来

制限のなかった雇用期間について、原則５年を

超えないようにすること、雇用の更新を行う場

合は勤務成績の判定を行うこととしました。こ

れらは、労働基準法及び他団体の例を基準とし

て定めたものであり、現在既に雇用期間が５年

を超えている臨時職員は所要の経過措置を行い、

雇用の安定に配慮してまいります。 

  なお、臨時職員の交代に当たっては、研修、

指導、事務引き継ぎの徹底など子供たちの安

心・安全確保のため、対策を講じております。 

  また、正職保育士につきましては、新庄市定

員管理計画及び今後の保育所の管理運営方針に

基づき、引き続き計画的に定員管理を行ってま

いりますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、昨年９月、丸彦製菓さんが中核工業団

地にある新庄工場の閉鎖を表明したことにおけ

る助成金の返還というふうなことでありますが、

その閉鎖を予定するということで新庄工場を訪

問し、経過説明を受けるとともに、あわせて新

庄工場の存続を要請してきたところであります。

翌月に、本社より社長及び専務が、工場閉鎖に

係る経緯の説明と陳謝に市役所を訪問しており

ます。 

  同社新庄工場は、平成２年の操業以来20年が

経過して生産設備が老朽化し、これを更新する

ために数億円規模の投資が必要であることや、

燃料費高騰による栃木県日光市にある本社工場

間との物流費増大、長引く不況による米菓市場

の低迷などの事情を勘案し、やむを得ず平成23

年４月をめどに新庄工場を閉鎖し、本社工場に

生産手段を集約するとの決断に至ったというこ

とであります。残念ながら、市としても撤退を

翻意させることは極めて困難であると判断せざ

るを得ませんでした。 

  市としては、新庄工場に勤務する社員三十数

名のうち半数以上が市民であるとの状況から、

再雇用について万全を図っていただきたい旨要

請し、会社としても社員の再雇用に万全を期す

との回答でありました。 

  助成金の返還の御質問の件についてでありま

すが、企業立地促進条例及び同施行規則に「操

業後５年以内に撤退した場合、用地取得助成金

の全部又は一部を返還させることができる」と

の規定がございます。丸彦製菓新庄工場はこれ

に該当せず、助成金の返還を求めるという考え

はございません。 

  なお、以前、助成金と納税額との関係につい

て試算した結果では、５年程度で納税が助成金

を上回るとの、そうしたことが全国的な傾向と

してあるということで、今後は従業員の再雇用

先の確保と跡地の利用について、丸彦製菓並び

に職業安定所や県と連携し、できる限りの対策

を講じていきたいと考えておりますので、御理

解賜りたいというふうに思います。 
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  次に、市営バスの路線拡充ということへの御

質問でありますが、全国的に高齢化などの要因

による交通弱者の増加により、通院や買い物な

どのための移動手段の確保が求められており、

国でも重要な課題として検討されています。 

  現在運行している市営バスは、県立病院前－

土内線と県立病院前－芦沢線の２路線となって

おり、萩野小学校の小学生の登下校時に乗降す

るスクールバスとしての要素を兼ね備えており

ます。この２路線は１台で運行していることか

ら、ルート増のためには車両をふやす必要が出

てきます。いかに利便性向上と経費とのバラン

スをとっていくかが大きな課題であります。 

  今後、本市におきましても、交通弱者の増加

が顕著になると考えられるため、新しいまちづ

くり総合計画ではデマンド交通システムの導入

も視野に入れた新しい交通システムを検討して

いくこととしておりますが、地域の人々と話し

合いまして現状を把握しながら、効率的で利便

性の高い公共交通の実現に向け、研究を進めて

いきたいと考えています。 

  近隣の市町村で導入しておりますバス等も参

考にしながら検討してまいるわけですが、その

地域で欲しい、欲しいというふうなことで導入

したにもかかわらず、ほとんど乗る人がいない

というのも現状だというふうに聞いております。

その辺もじっくり調査して、本当に高齢社会に

備えた形での、基本的にそれのための研究を進

めてまいりたいというふうに思っております。 

  次に、職員のうつ病防止のために商工会議所

と市の合同でというようなことですが、うつ病

等のメンタルヘルス不全の職員に対しましては、

早期対策の必要性を十分認識し、各職階に応じ

た研修などを継続的に実施しております。 

  課長職に対しては、定例課長会議において、

心の健康づくりに向けて所属職員の心の変化に

対応するよう指示しており、メンタルヘルス不

全者への対処方法に関する冊子を配付しながら、

管理職段階でのメンタルヘルス対策を強化して

おります。 

  特に、新任管理職には、山形県市町村職員共

済組合主催のメンタルヘルス研修会への参加を

義務づけ、管理監督者としての必要な知識を学

ばせており、そのほか室長、主査の研修にはメ

ンタルヘルスが必ず入るようになってきており

ます。 

  確かに、職員のうつ病防止のために、今後も

管理職を初め、各種の認識を深めることが重要

と考えておりますが、確かに大きな人材という

財産でありますので、どの職種、どの職場にお

いても大体全国的には２％ぐらいがいるという

ようなこともお聞きをしております。これらを

解決するため、それぞれの構成部署段階におい

てもメンタルヘルスの必要性など、本当に今必

要な時代に入っていると言われておりますので、

新庄市においても研修等の実施をさらに進めて

まいりたいというふうに思います。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。

ありがとうございました。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず、いろいろありが

とうございました。 

  倒産でない企業の撤退については、５年以内

の撤退のときは返還を求めることができるとい

うことで、これには該当しないのでするつもり

はないという答えだったように思います。 

  しかし、その金額の大きさなどを考えますと、

会社が倒産したのではないし、会社の都合での

撤退なのですから、返還を求めて市民生活向上

に使わせていただくべきだと思うんです。例え

ば、住宅リフォーム助成などに上乗せするお金

が、もしも1,000万円だ、2,000万円だというふ

うに出てきたら、その効果たるやすごい大きい

わけで、そういうふうにして使うことを考えれ

ば、返してもらえないかというふうに行政が言
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うことが非常に重要なように思います。亀山工

場、シャープの場合も行政からの求めがあって

やったということですので、どうでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

平向岩雄議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 現在、34名の従業員の

方がおられますけれども、当初は60名ほどの方

がおられたというふうに確認しておりまして、

この20年間で逆に大きな雇用を生み出していた

だいたと。もちろん、先ほど市長が答弁いたし

ましたように、５年程度で納税額が助成金額を

上回っているということもございますし、逆に

この20年間、逆に丸彦さんのほうに感謝を申し

上げたいというような気持ちのほうがむしろ大

きいのではないかなと、こんなふうにとらえて

おります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今後のこともあります

し、５年程度で撤退してもらっても、５年の撤

退ということは、納税が助成を上回るのがちょ

うど５年ということであると、そのまま税金、

助成金が納税に入ったら、そのままもう出て行

っていいんだみたいな、そういうのって市民か

ら考えてもおかしいなと思います。 

  そういう意味でもっと、この５年の撤退とい

うのではなくてもっと延ばして、撤退したとき

には、倒産でない、倒産の場合には仕方がない

んですが、そういう場合は市民のお金でありま

すから返していただくと、そして市民生活に役

立てるというふうに改善していくべきだと私は

思います。そういうことを、これも考えていた

だきたいなと要望したいと思います。 

  それから次に、非正規保育士についてですが、

５年以上の場合、雇用の安定を図ると言ったよ

うに思うんですが、５年以上の方をどうしよう

としたのか、ちょっともう一回お願いします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 これまで不明確であった日々

雇用職員、あるいは嘱託職員の年限について定

めた理由については、市長からお答えしたとお

りでありますけれども、既に５年を超えている

職員も多数おります。 

  現在80名ほど、全体でおりまして、５年を超

える人もそのうち二十数名いるんですが、新た

に来年度からスタートする制度ですので、いき

なり５年たったから後はだめですということに

はならないということで、２年間の経過措置を

設けながら、この新しい５年の年限というルー

ルを進めていきたいと考えております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 東京都の中野区では、

2004年３月、非常勤保育士が全員解雇されて、

これを不服として裁判が行われました。2007年

11月、東京高等裁判所で、原告の非常勤保育士

４名全員の再採用を勝ち取りました。その上、

中野区は期待権侵害による慰謝料を全額、慰謝

料金額として報酬１年分に相当する890万円を

支払っています。経験や技術を身につけた人を

雇い続けるほうが私は市のため、子供たちのた

めだと思いますが、どうでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 新しいルールを設けた背景な

り理由については、市長から説明申し上げまし

たとおり、人事院の報告で今後の臨時職員、極

めて短い期間とか、週６時間とかそういう短時

間雇用は除きまして、通年的な雇用の場合には、

その採用の透明性の確保なり、また更新におい

ても公平性、透明性を確保しなければならない

というようなことがありまして、そういったこ

とを受けて、このたび雇用機会の均等化という

ことで５年の年限を定めたところであります。 

  ただ、この間、人によってはかなりの長い間
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にわたって市の行政に従事いただいて、大変貢

献のあった方々であるというふうに思っていま

すので、この新しいルールについては丁寧に説

明し納得いただいた上で、このルールにのっと

った形で進めさせていただくということで、そ

のように、例に挙げられましたそういう裁判と

いったようなことにならないように、趣旨につ

いて丁寧に説明し、取り扱いも公平に行うとい

うことで、各課長ともそういった確認をした上

で進めていくところです。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 乳幼児保育所の関係で

すが、産休明けから認可保育所に預けて働ける

ように、６カ月未満の受け入れをふやすべきだ

と思いますが、どうでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

平向岩雄議長 福祉事務所今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 現在、産休明けすぐから

については、市のほうで受け入れておりません。

現在担っていただいているのは、認可外保育所

のほうで担っていただいております。私どもと

しましては、そこの部分まで認可保育所でやる

となりますと、認可外保育所さんの受け入れが、

何といいますか、いわゆる任務分担を考えてお

りまして、その部分については認可外で引き受

けていただきたいと思っているところでござい

ます。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

斎藤義昭議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、斎藤義昭君。 

   （３番斎藤義昭議員登壇）（拍手） 

３ 番（斎藤義昭議員） 平成23年３月議会にお

いて、議員生活最後の一般質問を、改新会を代

表して御質問させていただく光栄を心から感謝

申し上げます。よろしくお願い申し上げます。 

  質問に入る前に、今回の市長の施政方針につ

いて一言述べてみたいと思います。 

  私は、おべっかを使ったり、口上手に申し上

げることは余り性格的に好きなほうじゃありま

せんので申し上げませんけれども、これを抜き

にしましても、今回の施政方針は、私はすばら

しいものだと感じております。 

  その文面も後で触れますけれども、第一に、

経済問題の企業誘致でありますけれども、企業

誘致だけでなくて、すべてが実行に近づけよう

としている、踏み込んでいる内容だと私は感じ

ました。２回も読みましたけれども、本当に今

回の施政方針は、30年間のうちでも最高のほう

じゃないかと私は感じておるところであります。 

  それでは、一般質問に入らせていただきます。 

  まず最初に、経済問題についての１について

は、雇用の場の確保が、すなわち人口の減少の

歯どめに一体としてつながるものであり、企業

の誘致はもとより、いろいろの施策が必要と思

われます。そうした市長の構想などをお聞かせ

願いたいと思います。 

  ２番目に、高速東北中央道の供用とこれに対

応したパーキングエリア、サービスエリア等の

設置問題について、市はどうかかわってきたの

か、経過をお聞きしたいと思います。この質問

の中の「道の駅」とあるのは、サービスエリア

等のことであり、御理解を願いたいと思います。 

  ３番目の新幹線開業によって、新庄駅から山

形までの乗車時間も40分そこそこの条件にあり

ながら、大学生や勤務者の間ではアパートなど
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を借りて入社をされている方も多くおります。

学校に納める学費の２倍も、３倍もの経済的負

担が重くなっておるところであります。列車の

通勤通学によって、家庭の経済的負担が大きく

軽減されるものと思われますが、行政としての

指導方法やアドバイスなどもできないものでし

ょうか。考えをお聞きしたいと思います。 

  ４番目、水田面積の36％以上にも上る1,700

ヘクタールを超える減反を行っておる現状をど

う認識されておるのか。大豆などを奨励作物と

して栽培しても２年から３年で連作障害が起き、

作付が不可能になってしまいます。1,700ヘク

タールの減反面積をどう活用するかを真剣に検

討しなければならない問題だと思いますが、生

かす方法がないものかどうか、考えがあればお

聞かせ願いたいと思います。 

  ５番目の２といたしまして、前にも議会で御

質問申し上げましたが、      が減反面

積の水増しによって受け取った補助金の件につ

いて再度お聞きしたい。本人は受け取った補助

を返す、または関係機関の決定にはすべて従う

と発言されております。当時の佐藤農林課長も、

最後の答弁として「さらに詳しく調査を進めた

い」と答弁されておりますが、その後、不正に

受け取った奨励補助金を返したのかどうか、ま

た、本人はこの件について何らかの償いを行っ

たのかどうかをお聞きしたいと思います。再度

質問をいたしましたのは、余りにも事件が大き

かったからであります。 

  次といたしまして、これまでも議会や一般質

問で繰り返し質問いたしましたが、萩野上野線

の萩野県営圃場整備事業によって配分された農

家の水田の水路が取りつけられた用水管が撤去

された問題について、いまだ復旧されておりま

せん。市としてどう考えていただけるのか、ま

た、この件について市として責任がないのかど

うかをお答え願いたいと思います。 

  ７番目、諸外国の姉妹都市との提携の中身は、

主として人材育成が柱であります。現在、県内

の18市町村の自治体が外国と提携されておりま

す。最上郡内では鮭川村がフィリピンと姉妹都

市を結んでおります。中国７カ国、米国６カ国、

ロシア３カ国、オーストラリア３カ国の各自治

体と友好姉妹の盟約を結んでおります。 

  今後、世界に君臨する人材を育成するには、

諸外国の知識と文化を吸収することが必須条件

になると思われます。世界共通の英語学を学ぶ

とともに、世界最高と言われる民主化を学ぶた

めにも、米国との姉妹都市盟約を結ぶことが有

効と思われます。 

  財政等の安定化を待って、諸外国との姉妹都

市の提携はまことに有意義なものと考えられま

す。近い将来、または遠い将来になるかもしれ

ませんが、心の準備だけは心得ておいてもらい

たいと思います。それに連れて現在、奨学資金

援助などどんな支援策が行われておるのかも、

あわせてお聞きしたいと思います。 

  今回、施政方針の中に、英語力充実のため、

外国語指導助手２名を学校に配置したことにつ

いても、私からは高く評価できるものと思いま

す。 

  それから、最後に、私のことになりますけれ

ども、私も市民に大変迷惑をかけたことがあり

ました。議長選出について、私は警察の司法官

から事情を聞かれました。任意の事情でありま

したが。 

  その中で私は、「何です」と警察官に言いま

した。その際に、「議長選出に当たって、法律

を違反している」、こういうことを言われまし

たが、「何の法律違反ですか」と私、聞きまし

た。そうしたら、「物品の供与、贈収賄だ」と。

「贈収賄とは何のことです」と私は聞きました。

私は全然知りませんでしたから、「贈収賄とは

何のことです」と聞きました。そうしたら、

「物品の供与をした」と、こう言うわけですね。 

  それで、その前段として、私を告訴された方
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がおりますが、これは周りから突き上げられた

と思いますが、その内容が全然合わなかったん

ですよ、告訴の内容と。そして、私と話しする

うちに、だんだんと告訴の内容が矛盾してきま

したので、私が言ったことと合わなかったので、

警察の方も苦笑いしておりました。 

  それはそれとしても、もう４カ月もあたりだ

ったと思いますが、供与をしたことは間違いあ

りませんので、それはしましたと。そしてすぐ

その……、まあ、逮捕ということになったわけ

でありますけれども、その晩のうちに議長と議

員を辞職するということを申し入れたんですが、

警察のほうでなかなか弁護士に連絡がつきませ

んでしたので、次の日に延びたんです。次の日

に延びても弁護士に連絡がつきませんので、私

は「弁護士をかえてください」と。警察も弁護

士がなかなか通じないものだから、やっぱりち

ょっと気をもんでおりましたが、私はそういう

条件で弁護士をかえました。そして、ああいう

事件になったわけでありますけれども、裁判長

からも言われました。何で４カ月、何カ月、３

カ月も４カ月もたってからそういう行為をした

んだということを言われましたけれども、私は、

そのときは贈収賄ということを知りませんでし

たと言いませんが、そういう事情があったわけ

です。 

  しかし、事件は事件ですので、私はそれを謝

りました。その点をしっかり市民に、そして行

政関係者にも謝りました。今ここで最後に皆さ

んに……。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時１０分 休憩 

     午前１１時１１分 開議 

 

平向岩雄議長 それでは、休憩を解いて、再開い

たします。 

３ 番（斎藤義昭議員） この件について、最後

として改めて、市民そして関係各位、議員の方、

行政の方、関係者に深くおわびしたいと思いま

す。 

  今後は、なお一層市民のために、高齢ではあ

りますが、できる限り自分のお返しをしたいと

思います。本当に皆さんからお世話になりまし

た。ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ただいまは、今議会で勇退を表明

されました斎藤議員の最後の質問というような

ことの趣旨が最初にございました。誠心誠意答

弁させていただきたいというふうに思います。 

  最初に、人口減少対策と働く場所の確保につ

いて、これにつきましては、第４次新庄市総合

計画、まちづくり総合計画に目指す将来像とし

て「自然と共生 暮らしに活力 心豊かに笑顔

輝くまち 新庄」というふうに掲げました。こ

れは、市民の多くの皆さんを公募で委員を選ん

で、そして一体となってつくり上げたものです

ので、この実現のために一つ一つ積み上げてい

きたいというふうに思っております。 

  特に、暮らしと定住、この背景にはやはり、

暮らしというのは雇用の場であるというような

こと、雇用があって初めて住めるという定住、

やっぱりこのことを大変大事な軸だというふう

に考えております。三つの重点プロジェクトの

中で、雇用・交流拡大、安心・安全、あるいは

人づくり・子育て、そうしたことを大きな柱と

して今後進めていくというふうに思っておりま

す。 

  人口減少社会におきましては、非常に全国的

な課題として取り上げられています一極集中と

いうふうな形で、全国がどんどん、どんどんと

都会のほうに行って、それは相乗効果として経

済が回る、経済が回るということは、またそこ

に雇用が生まれるということだというふうに思
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っております。経済をどうやって回すかという

ことが大きな観点であるというようなことで、

一つには定住人口という一つの方策と、もう一

つは交流人口というようなことによって経済の

活性化をする、経済が動くことによってそこに

雇用が生まれるというような方向に今後持って

いきたいというふうな思いであります。 

  その原点として、きのう申し上げましたが、

新庄まつり100万人構想を掲げております。こ

うしたことを一つ一つ積み上げることによって

経済が動く、経済が動くことによって雇用が生

まれるというのが私の考え方であります。そう

いうような意味で、交流人口には当然物流も加

わってきます。食あるいはお土産、そうしたこ

とも含めて地域の経済を発展させていく、それ

が大きな雇用にもつながる、そういうような意

味で、第一番として雇用・交流拡大プロジェク

トというようなことを、市民からいただいた計

画の中で、さらに精査をしっかりとして、これ

を第一にやろうというようなことでとらえてい

るところであります。 

  戦略的に企業誘致を図るというようなことで、

きのう申し上げましたが、基本戦略を一緒に考

えるというようなことで法人にお願いすると。

この視点は外部から、この新庄市が気づかない

部分をしっかり教えてもらうと。そこを、どこ

を磨けば、より企業誘致戦略につながるかとい

うことを外部シンクタンクとともに考えていき

たいということで、きのうの説明の中でも、ま

た予算の中でも挙げているところであります。 

  農業の６次産業化というのが、今大きく問わ

れています。これも経済を発展させる一つの大

きなかぎになっているわけであります。商工会

議所におきましても、今度は農業部会を立ち上

げたいというようなお話もございます。その中

での講師が山大から来て、最初にお話をしてい

ただいたと。その中にあっては、６次産業化を

するときに、まず、市を頼ってはだめだと、行

政を頼るのではないと、みずからの経済をどう

起こすかということに力点を置くべきだという

ようなことで、今後の農業のあり方につきまし

ても生産中心から販売中心と、経営という感覚

を身につけなければだめだというような報告を

いただいているところであります。 

  そういう意味では、販路拡大ということで東

京のほう、北区のほうにアンテナショップを試

験的につくらせていただきました。これは、売

るということもありますが、都会の人の消費動

向をやはり調査しなければならないと。どうい

うものを求めているのかということの反応が一

番大事であると。それによって、こちらのほう

の生産も変えていかなければならないというよ

うな方向で行かなければならないというふうに

思っているところであります。 

  また、あと、観光ビジネス。これについても

なかなか、気がついていないよさがあるのでは

ないかと。これなどもやはりしっかりとしてい

かなければならないというふうに思っておりま

す。これまで、県の観光協議会、観光物産協議

会がございます。台湾にもその県から委託され

た人が向こうにいて、県から委託された人が向

こうにいて、県への誘致、今回蔵王であるとか、

庄内であるとか、来ているわけですけれども、

そうした最上地域にとって、新庄最上地域にと

ってそういったことの活用方法、それ自体が今

まで不明であったと、これにやっぱり一歩踏み

込んでいかなければならないと。ここにはやは

り、きのう申し上げましたが、新庄まつりとい

う向こうの方々が好みそうなお祭りもあると、

また、見たことのない雪に親しむと、さらには

ふるさとそのままの姿、それを見たいというこ

ともあります。 

  そんな意味で、肌で感じて、どのような希望

を持っているのかということも進めて、観光ビ

ジネス、特に思っているところで言えば、私は

基本的に新庄最上は共存・共栄していくべきで
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あるという考え方でおりますので、郡内に泊ま

る、その郡内の消費がまた新庄で消費されると

いうようなこと、そういう交流も私は大切だと

いうふうに思っております。 

  今、「ゆめりあ」のほうでのお土産ランキン

グなるものを調査していただいております。そ

の中から、今後のお土産として送れるもの、そ

ういった商品開発もしなければならないという

ことで、製造品に高付加価値をどうつけていく

かということも大きな課題であるというふうに

思っています。 

  新たな産業の創造としたものは、我々の頭を

越えたところにあるのかもしれないという、こ

れについてのシンクタンクの相談などもしてい

かなければならないというふうに思っていると

ころでございます。産業分野は、やはりすそ野

は広く、医療、保険、福祉、教育環境などあら

ゆる分野について可能性を探りたいと。その中

で、地域の中で非常に要望が多い、ハローワー

クで一番の募集があって、しかも全然それに対

する応募がない部門が看護師であるということ

も調べた結果、そういう結果が出ています。そ

こで、ぜひ地元への定着率、酒田市にも、鶴岡

市にも看護学校がございます。やはりそれは、

地元に定着させるという大きな意味合いがある

というふうに思っております。そうした分野で

何とか定着も図り、地域のそうしたありとあら

ゆる分野に人材を確保していきたいという思い

で、今回は看護師養成機関の調査を行いたいと

いうふうに思っています。 

  そうした意味で、人口減少、定着、働く場、

総合的にやはり考えていきたいと。一つが動く

ことによって、やはり大きな輪となって動くと

いうことを信じてやっていきたい。特に、ふる

さと新庄の代表でもある、まずは新庄まつりを

100万人にするというような大きな目標を持っ

ていくことによって、経済が必ずや動くと、動

かしていかなければならないというふうに思っ

ているところであります。 

  次に、これとあわせて何度も何度も斎藤議員

から御提案いただきました道の駅、ここでサー

ビスエリアはどうなっているのかというような

ことがございました。 

  今の国交省の山形河川国道事務所長との対談

の中で、お互いにざっくばらんにこうした問題

を話してみようというようなお話をさせていた

だきました。その中で、道の駅の機能につきま

しては休憩するという意味合いがある。それか

ら、情報発信するという、また地域連携の各機

能が求められているということで、それぞれ北

村山でも「むらやま」の道の駅がございます。

それで、尾花沢にあります。 

  議員は再三、インターチェンジのあたりとい

うようなことでありますが、なかなかインター

チェンジのところに入れるというのは非常に難

しいというお話でございます。道路からおりた

インターチェンジをすることは可能であろうと

いうようなお話、一つは寒河江パーキングエリ

ア、あそこはもうＥＴＣをつけた車がおりられ

る、また入られると。それは、料金を取る人を

置きますと大変な負担になってくるということ

が、国交省としてはそのような形を考えている。

今、村山の場合も、尾花沢の高規格道路につい

ては無料供用期間だというようなことで今おり

られるようになっているわけですが、将来有料

になるかどうかはわかりませんが、有料になっ

たときはＥＴＣを導入しないとおりられないと

いうことにもなるというようなことで、単純に

夢物語で語らせていただきますと、中部牧場あ

たりにいかがでしょうかというお話はさせてい

ただきました。そうすることによって、金山町、

真室川町、鮭川村、そして新庄市、あの地域の

方々の物産交流なども図れる、ポジションとし

てはどうでしょうかというような、これは夢物

語です、今のところ。それはあくまでも、泉田

道路の完成ということが求められるわけです。 
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  今度、新庄北道路が３月26日に開通するわけ

ですけれども、その先をいかにつなげるかによ

って、また道の駅の構想を考えてまいりたいと

いうふうに思っているところであります。 

  また、一つ危険なところは、今13号線に張り

ついているお店等が、バイパスというか高規格

道路が通ることによってほとんど客が通らなく

なるというようなことも予想されます。それは、

尾花沢市内を見ても同じであります。そうなら

ないような方策も一方では考えていかなければ

ならない。せっかく今ある13号線、あるいはま

ちの中に張りついているものが、新庄市が通過

点にならないようにどうしていくかと。そのた

めには、新庄に魅力的な情報を発信する場所が

必要だというふうに思っております。 

  その一つが、今取りかかろうとしているのが

農業公園構想です。エコロジーガーデンに、本

当に全国に誇れるような環境循環型、また、農

業公園「有機の里」としてのシンボリックな場

所として将来的に情報を発信し、新庄を訪れる

人をふやしていきたいというふうに思っており

ます。 

  次に、山形新幹線の新庄駅から山形駅付近ま

で通勤・通学者の方がいるというようなことで

あります。通勤の方々はどちらかといえば、通

勤手当というような形で支援していただいてい

るんだと思いますが、通学者のことであります

が、公立の場合ですと、できれば郡内の高校で

入っていただきたいというのが私の願いであり

ます。大体１クラス分ぐらいが、３年で40名か

ら50名ぐらいが郡内から山形に、公立高校に通

っているというお話もございます。その方々が、

ぜひ新庄市内の高校で過ごしていただけること

は私の願いではありますが、それは個人の選択

ですのでいたしかたない。ただ、私学に通って

いる皆さん、これについては非常にそういった

意味で大変な持ち出しが多いのではないかなと

いうふうに思っています。そのことについては、

要望等、私学の助成会等からあれば何らかの検

討をしなければならないなというふうに思って

いるところであります。 

  今回、さきにお話ししましたが、広域連携と

いう形の中で、市内に１校ある私立の高校のほ

うから、できる限りこの郡内、そして尾花沢方

面からも生徒が通いやすいような環境をつくり

たいというようなことで申し出がありました。

広域全体でそれを支援するというようなことで、

この４月からその高校では４系統のバスを走ら

せるというふうに、そういうふうな支援も考え

ているところであります。 

  基本的に、この地域から離れて通学される方

にはそれなりの目的があって、その事情があっ

てされるんであろうというようなことを思って

いますので、とりあえずはこの地域の私学の助

成などを限定的に進めたところであります。

（「再質問もありますので、簡潔にお答え願い

ます。10分か15分ぐらいで再質問も10分以上し

たいと思いますので、お願いします」の声あ

り）質問が多岐にわたるものですから。（「あん

まり数多いから」の声あり）簡単に言われて、

簡単に……、済みません。 

  次、1,700ヘクタールを超える減反面積の有

効をどういうふうに図るのかというようなこと

であります。 

  以前お話ししましたが、東京の永谷園という

ところにお邪魔しまして、米の動向、将来の米

の動向についてお伺いさせていただきました。

やはり向こうから来たときに、飛行機からおり

るとき、３分の１減反している状況を見ると、

もったいないなというお話をいただきました。

そのためには、さまざまな形での作物をどう植

えるかと、しかもそれは売れるものでないとい

けないと、ただつくりっ放しではだめだという

ようなことを御指摘受けたところであります。 

  そんな意味で、「そばまつり」などを行いな

がら、捨てづくりから何とかそばの祭りによっ
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て、この地域のそばが粉として外へ出せるよう

なことを何とか、また消費も拡大し、単なる捨

てづくりではなくて、いい作物であれば都会の

ほうでも買っていただけると、そういうふうな

道筋もつけてまいりたいというふうに思ってお

ります。そんな意味で、その転作、36.4％やっ

ているわけですが、何とかそういうところにも

挑戦してまいりたいというふうに思っていると

ころであります。 

  先ほど、奨励金の話が出ましたが、そのこと

についてはちょっと質問になかったので、承知

していないので、今お答えすることができない

んですが、次、市長の公約と政治姿勢はという

ようなことですが、常日ごろから私は「人行き

かうまち」「人ふれあうまち」「人学びあえるま

ち」、これをまちづくりの理念にして掲げてい

る。それは、経済力、所得の向上で、また地域

力ということで安心・安全のまち、そして「人

学びあえるまち」ということで教育力を高めた

いということで、経済力、地域力、教育力の三

つを基盤としながら、この地域を活性化させて

いきたいという思いで、今、努めさせていただ

いております。 

  この基盤力を土台としながら、やはり私はこ

の自信と誇りを持てるまちにしなければならな

いというのが大きな目的であります。このまち

には何もない、何もないというふうにして育て

られた子供たちは帰ってくるだろうかと。やは

り、このまちにはこんなすばらしいものがある

んだと、これをやっぱり自信、誇りとして持て

る、そのことが一番大きな、私は目的であり、

実現してまいりたいというふうに考えています。

それが、ある高校生から、「新庄まつりをぜひ

跡継ぎしたい」というふうな話もいただいてお

ります。そういう力強い言葉から自信と誇りを

持って、このまちを何とか実現していきたいと

いう思いであります。 

  次に、諸外国との姉妹都市の提携であります

が、御提案は大変ありがたいのですが、正直申

し上げまして、新庄市の財政の中で、定期的に

姉妹都市を訪問するという状況では今のところ

ないので、その状況を見てそれを進めていき、

また、何らかのきっかけが必要なのかなという

ふうに思っています。それが、今回配置する、

例えばＡＬＴの出身地等とこちらの、新庄との

中で共通点があるというようなことがあって、

子供たちの交流とかが進められるのであれば、

将来的な課題として検討してまいりたいという

ふうに思っております。 

  もう一つ、安心・安全のことがありました。

自宅わきのをどう解決するのかというようなこ

とでありますが、これについては都市整備課長

のほうからお答えさせますので、よろしくお願

いいたします。 

五十嵐祐一都市整備課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 萩野上野線、今現在、

市道となって管理してございます部分の横断暗

渠の件だと思います。 

  それにつきましては、前に、平成５年度に県

営の中山間地集落道の整備事業によって県のほ

うで施工された経緯がございます。その中で、

地区の方と県の担当のほうでいろいろ、既存の

暗渠、いろいろな横断しているとか、いろいろ

な道路の構造、いろいろな協議をした結果、今

現在入っていないというふうなことかと思いま

すけれども、その件については、当時の、県の

ほうにも聞き取りはしました。その中で、今の

道路の構造といいますか、そういうふうになっ

ているというふうなことで、当然その中でも市

で関与していなかったのかということだと思い

ます。当然、その辺については市が調整役とな

って、説明会とか、県のほうの事業については

調整役ということで、兼ねてやっておりました。 

  その中で、今現在横断水路が入っていないと

すれば、それは地区の中で皆さんと話し合って
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いただいて、総意の中で設置して、この事業の

中で対応していただければというふうに思って

います。以上でございます。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） まず、第１点の問題は

企業の誘致でありますが、なぜ私が評価したか

と申し上げますと、より現実的に踏み込んだ方

針だというふうに申し上げました。 

  これを例にとりますとね、今、欧州のスイス

とう国があるでしょう。あれはもうすばらしく、

条件の悪い国なんですよ。富士山よりもずっと

高い高山がずっと連携してある国、20％が不毛

の国、30何％が何もできなくて山林の国、残る

40何％のうち20％が、水が確保できないため農

産物ができない国、すばらしく条件が悪い国な

んですよ。それをどういうふうに克服したかと

いうと、今回の方針に出たように、自分の国に

合ったものはどれかということで、運搬に金の

かからないもの、軽いもの、それで時計に目を

つけたんだ、あの国では。スイス時計というと、

私ら子供の頃から頭に入っているぐらいのブラ

ンドでしたよ。今、時計を一人で背中にしょっ

ても、1,000万単位でしょって運べるでしょう。

それに目をつけたんです。付加価値の高い高技

術、それが成功して今でもヨーロッパでもすば

らしい国になっている。それと似たような問題

が今回方針の中に出てきた。地域に合ったもの、

雪に合ったもの、労働力、賃金、それらを考え

ないと企業の誘致というものはちょっと難しい

と思いますよ。雪というハンデがある。それを

企業に、余り影響を与えないものをどうするか。 

  今、新庄市で航空電子、最高でしょう。あの

最高に賃金が引き上げるころ、１億円ぐらい黒

字あったんですから。ああいうものに目をつけ

ないと、ただおざなりに企業誘致というと、経

済をどうするかというと、企業誘致なんて通り

一遍にそれは――「通り一遍」なんていう言葉

は使いたくないんですが、そういう耳なれスズ

メみたいに聞こえるような状況だったんで、今

回踏み込んだなということで評価したんです。 

  それから、高速道路のエリアの件はわかりま

した。これは今まではもう、議会にも市民にも、

エリア関係のものは全然情報がありませんでし

た。新聞に出たことありますか。新庄市で高速

道路に対してこういうエリアを計画していると

か、申し入れしているなんていうのは全然あり

ませんでしたよ。今の市長の時代じゃないから、

これは。でも、市長は後継ぎだからこれは聞い

ておいてもらいたいんですが、そういうものが

全然見えなかった。それで私は何回も申し上げ

た。計画の前に、事業のできる前に何とか。最

高の交通の要所ですから、47号線、13号線は。

これを生かさない方法はないでしょうって、３

回も４回も一般質問をやっている。ところが、

行政のほうは何も見えなかった。だから今々、

経過はどうだったって、まあ、高橋市長の時代

なんですが、聞いたわけです。 

  それで、今後、市長の今の話は国土交通省と

も話しているということですので、ぜひ何とか

できるような方向で頑張ってもらって、あれは

もう、山の山菜は全部売れるし、地場産の野菜、

果物、すばらしい経済効果なんですよ。毎日イ

ベントやっているような状況になるんですよ、

経済は。だから、どうかそれを頑張ってもらい

たい。 

  それから、３番目の山形方面への通学・通勤

なんですが、今から40年前に私の近所の側で、

バイクで山形の高校へ３年間通わせた人がいる

んです。雨の日はかっぱ着て、40年前ですよ。

朝、夜、夕方、暗くなってから汽車へ迎え行っ

て、朝早くからかっぱ着て、雨の日送っていく。

３年間送り続けている。その人が今、歯科医と

なって立派に成功しているんですが、今の状況

を見てください。中学校でも高校でも全部送迎

でしょう、父兄が車で。あれを今、駅まで送っ
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てですね、パス買えば１万円か２万円でできる。

それを山形にアパート借りてやればすばらしい

金がかかるんですよ。その辺を行政として何と

か、こういう方法いいんじゃないか、こういう

方法がどうだかってアドバイスしていただけれ

ばなという感じがあるわけです。例えば山形へ、

萩野方面から来る方が３人おれば、かわるがわ

る送り迎えするとかすれば、通勤・通学可能で

しょうというの。 

  それから、もう一つ踏み込めば、遠い将来の

ことですが、前にも一般質問で申し上げました。

駅まで歩いて通えるところに宅地造成はどうで

しょうかと、前にも一般質問でしております。

そういうこともあわせてお願いしたい。今回、

宅地造成のものも方針に出てきました。私、見

守っておるところであります。 

  それから、４番目の減反の問題なんですが、

今1,700町歩、1,800町歩の減反を農産部、水稲

で経済効果を出すとすると、17億円から18億円

かかります。今減反……、ちょっと聞き耳悪い

んですが、減反もらうための作付というのは、

これは悪い言葉なんですが、そういう気もしな

いわけでもないんです。ただ植えればいいとい

うようなことじゃなくて、植えてもならないん

です。耕作して、種を買って、植えるまで正規

にやっている。しかし、大豆、２年か３年つく

るというと、もうつくられない状況になる。47

号線を見てください、酒田に行く通り。今は連

作障害で、大豆は皆こうでしょう。あれを機械

で刈るとき、相当の大豆でもう刈れないという

んですね。私は、これを刈らないってどういう

ことだって言ったんですが、そういう状況だっ

たんです。 

  それで、これをどういうふうに生かすか。私

は畜産しかないと思います。畜産、畜産の最上

ブランド。１頭の貸し付け、１頭の返済あるで

しょう、ああいうものを計画して、定年になっ

た人が２頭か３頭置いて、年間100万円ぐらい

の小遣いになると。それで働くこともできる、

減反面積も生きてくる、畜産しか減反面積を生

かすことは、私はできないと思っています。 

  それから、減反の面積の、減反されてない面

積を受け取った補助金、不正な問題については、

余りに大きな問題ですので今回触れましたけれ

ども、前に返す、その後の状況が、返したのか

どうなのかお聞きしたんですが、それをまず確

認したいと思います。 

  これは、法的には何に、詐欺に当たるか横領

なんだか、これはわかりません、私は専門家じ

ゃないから。しかし、これは、この問題は市民

に対して、怪文書も出たんです。警察も動いた

んです。市でもう少し対応すればきちっと処理

できたんです、これ。だから、市長の公約とい

うものは、公約する場合、「生命や財産を守

る」と言うんでしょう。財産を守らなかったん

ですよ、二百数十万円。面積から、年数から、

当時の10アールの補助金からすると二百数十万

円になりますよ。今からでも遅くない、道義的

な問題は、法的な問題は恐らくこれは時効にな

っております。道義的問題は償いしない限り、

何十年も続いていきますよ。今から解決してく

ださい。お金返すことできるんでしょう。議員

として、これは寄附できません。しかし、積み

立てしておいて、議員辞めた時点で福祉事務所

なり、障害者事務所なり寄附すればいいんでし

ょう。何らかの解決をしないと、これは尾を引

く問題だということを私は言っているんです。 

  それから、上野線の水田へ供用している管の

撤去なんですが、これは真剣に取り組んでもら

わないと困る。何十万円も、組合が何十万円、

数十万単位で負担して、10％前後の減歩をして、

その減歩が指首野川流域の水害から守って、２

ヘクタールも協力して川へバイパスを抜いた。

萩野小学校へも６反歩協力している。10％協力

しているんですよ。その方たちが配分受けた水

路を市道の工事によって撤去したなんて、とん
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でもない話だ。これだって、県のほうからもう

あれさ、当時の事業組合長で配分まで、配分、

登記まで全部やりましたから、自分の責任にお

いて動いたんです。県からだって     の

ところ通らせた。それを最後の検査で見逃した

のは県、市でしょう。市で責任ないんですか、

最終的に。部落で話なんて、そんな問題じゃな

いよ、課長。市でしょう、市で責任あるから、

それを私に答弁してください。 

  これは、新規開田についてはいろいろ、まあ、

見解をすれば時間がありませんから、市議会で

した当時、未加入の改良区の問題、水の使い方、

もうとんでもないことが続いておりますよ。時

間がありませんから言いませんが。 

  それから、最後の行政問題なんですが、これ

は前に言ったように、今の段階で、恐らく遠い

将来って、遠い将来。しかし、この問題は、今

人材を育成するにおいて重大な問題だと私は思

っています。人材の育成。 

  それが、なぜ私の頭にあるかと言いますと、

福田山工業団地の造成の際に、この人材がすば

らしく生きたこと、今でも頭にあるんです。国

で工業出荷額が最盛期のころ、地域開発整備公

団という法人をつくった。それはどういうこと

かというと、各47都道府県に一つずつ工業団地

をつくる方針でつくった。米沢の八幡原工業団

地が第１回目の採択でつくった工業団地です。

開発整備公団の。したがって、新庄でつくる場

合は四十何回目しか来なかった。 

  ところが、私の記憶では９番目だと思ってい

ましたが、実際は11番目になっているようです

が、地域開発整備公団の副総裁が、事務次官を

退職して副総裁に就任しておった方が真室川町

の出身です。その奥さんが三光舎の奥さんです。

したがって、その人材に飛びついたわけです、

新庄市が。そして、400ヘクタールという構想

で福田山工業団地をつくろうとした。ところが、

余り大きいということで、200ヘクタールに減

少して取りかかろうとした。そのうち企業の衰

退が始まってきたものだから、110ヘクタール

でもって造成を行ったと、こういうことです。

あれだって、あの人材がなければ今の福田山な

んてありませんよ。だから、地域から人材が出

るということは大事だなということを今でもみ

んなに進めております。あれがなかったら、ど

うです、今の新庄市の内容は。そういう人材を

育てるためにも、やはり市では育英資金なり何

かの補助をしてそういう者を育ててやる、そし

て地域のために頑張ってもらう、こういうこと

が大事だと思うんです。 

  それで、姉妹都市なんですが、これは、英語

は世界共通語になっています、今。東京あたり

の大企業は社員を採用する場合、80％が英語堪

能な方、こういう会社はいっぱい出てきていま

すよ。財政的にこれは、1,000万円かかるか、

2,000万円かかるかわかりませんけれども、今

は到底できるものじゃない。これは遠い将来と

いう感じがします。私、言いましたが。やっぱ

りその前に下準備というものが要るでしょうと

いうの。例えば、市長だってアメリカあたり行

って調査して、交流を結ぶという下準備も大事

なことですよ。そういう準備をお願いして、人

材を育ててもらいたいと、こういう私の考えで

あります。 

  今、一つ確認をしますけれども、撤去の問題

で、市では責任ないんですか。ありますか、な

いですか。それによって、私は今後対応します

ので。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 上野線の排水路の撤去の件につ

きましては、先ほど都市整備課長からお答え申

し上げました。何とか地区内の関係者の皆様方

で円満に解決する方法を、何とか斎藤議員のお

力で進めていただけないでしょうかというのが

私どもの切なる願いでございます。よろしく、
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一肌脱いでいただきたいと。お願いいたします。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

 平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） わかりました。 

  しかし、それと同時に、責任があるのか、な

いかということを確認しておきたい。これは努

力しますよ、私は。努力します。あらゆる角度

から努力しますが、現在ですね、あの道路を工

事する場合、農業用ですから都市整備課ででき

なかったわけですよ。県の……、何だっけ、県

の事業でやったんですね、神室山系のあれで。

それで、本来ならば市が発注元ですよ。市が工

事する前に、どこで構造物があって、どこで側

溝があって、それをちゃんと検討した上で県の

ほうに事業をしてもらうと。その事業が終わっ

た段階で、ここはこうだった、もとどおりにな

っていないって確認しなかったんですよ。しな

ければならないかったんですよ。その点を、今、

あと１分しかありませんので。 

  まず、私も頑張りますけれども、市でも協力

してくださいよ。終わります。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長長 議員もよく御承知のとおり、

行政が「責任がある」という言葉を一たん吐き

ますと、非常に重い言葉でございますので、今

まで御指導いただいた件をもう一回反すうして、

どこでどういうふうにかけ違えになったのか反

省して、ぜひとも円満な方向を教えていただい

て、市でできることはぜひ協力をさせていただ

きたいというふうに思います。よろしくお願い

を申し上げます。（「そいつは、あるなんて言わ

んねえべ」の声あり） 

平向岩雄議長 再度、斎藤議員に注意しますが、

御発言は一般質問の趣旨に沿って、議会の品位

の保持に反しないよう十分注意願います。必要

の範囲を超えて、他の議員の正常な感情に反す

るような言辞は控えていただくよう注意したい

と思います。 

  そして、開田の発言の部分で、個人名を掲げ

て不穏当な発言があったと思われます。斎藤議

員において取り消されたいと存じますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。（「今の段階で

取り消す方針はありません。これは議長、必携

の章にも出ていますよ。他人に不利を与えるよ

うなことを言ってはならないと。不利を今、与

えることを言っていますか、私は。本当のこと

を言っているんですよ。うその答弁をしたら不

利になると思いますが……」の声あり）不穏当

というのは個人名を、固有名詞を出したという、

その部分を申し上げているわけでございますの

で、御理解いただきたいと思います。（「私もそ

の部分で言っているんです。何も、個人名、不

利になるようなことは言っていませんよ。本当

のことを言っているの」「議長、今休憩中だ

か」の声あり）いや、休憩中ではありませんよ。

（「小沢一郎さんが、今度は国会で何、何言っ

たって」の声あり） 

  それでは、ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

亀井信夫議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、亀井信夫君。 

   （１８番亀井信夫議員登壇）（拍手） 

１８番（亀井信夫議員） 昨年は非常に高温で、

農家の被害が34億円という大被害をこうむった

年でありました。今年は豪雪という大雪に見舞

われて、行政も大変であった年になりました。 
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  そして、皆様御案内のとおり、今国民は国政

に対する不安、そして我々、今３月議会が開催

されておりますが、地方の予算が一体どうなる

のか、国会が予算が通らなければ地方行政はど

うなるのか、市民及び国民が本当に心配をして

いる昨今であります。そしてまた、国会も解散

総選挙などの連日のテレビ、新聞等で報道され

ます。本当に当初始まって、不安の多い年であ

ります。 

  その中で、私どもの新庄市の３月議会、23年

度の方向を示す大事な３月議会であります。市

長を初め、課長もこういう状況での３月議会で

あるので、大変不安であろうかと思います。で

も、これらを切り抜けて、新庄市民の安定のた

めに、３月議会が議員の皆さんとともに有効な

予算編成なり方向づけをしていくのが務めであ

ろうかと思います。 

  そこで私は、私ども最後の、４年間の最後の

最後の議会であります。そして、最後の新庄市

の一般質問として質問させていただきますこと

は、私にとって本当に幸せであります。心から

皆さんに感謝を申し上げながら質問に入ります

ので、市長初め、課長、よろしく答弁のほどを

お願いいたします。 

  さて、今年は、先ほども申し上げましたとお

り、記録的な豪雪になりました。市民の皆さん、

我々議会も本当に不安を招いた大豪雪であった

わけであります。しかしながら、市長初め職員

の皆さんの日夜の研さんによって、本当に克服

されました。私のみならず、市民の皆さんも新

庄市当局に対して心から感謝を申し上げている

ところだと思います。 

  そこで、４点にわたって、豪雪についてお尋

ねいたしたいと思います。 

  一つは、新庄市の雪対策、これは市長初め、

真剣に取り組んでまいりました。なぜ申します

かといいますと、雪というものは本年で終わる

わけではございません。いつ豪雪に見舞われる

かわかりません。そういう中で、データと予算

というものを記録的に残していくということが

大切であろうと思います。そういう意味で、１

点目は、新庄市の雪に対する予算等についての

今まで対応してきたことをひとつお知らせ願い

たいと思います。 

  ２点目は、御案内のとおり、雪に対する国、

県の対応、これも新聞等でいろいろ議論されて

おります。今年ほどの豪雪でありますから、県、

国の地方に対する対応、そして予算等に対する

援助というものが必ず私はされるものと信じて

おります。 

  しかしながら、やっぱり豪雪地帯の市町村が

手を握って、国に対する要望をして、そして豪

雪地帯の地方行政が今後も円滑に運営されるよ

うな方向で国も県も取り組んでいただきたい、

そういう運動を展開していくべきだというふう

に思ってお尋ねするわけであります。 

  ３点目は、雪被害に対する、農業関係が非常

に多いわけですけれども、御案内のとおり、家

庭的な問題、すべての面で豪雪の被害を受けま

した。これに対しても、県も国も恐らく、体制

を今検討しているようでありますけれども、地

方行政に対する予算措置をされるものと思いま

す。これらについて気を抜くことなく、国に対

する、あるいは県に対する要望をしていくべき

と考えます。ぜひ、市長さん、やっていただき

たいと思います。 

  そういう意味で、雪に対する質問を終わりま

すけれども、市長さんの考えをお尋ねいたした

いと思います。 

  ２番目に、農業振興に関してお尋ねしたいと

思います。 

  これは、毎日のように新聞にも出ております。

私、データとったらこのぐらいになったんです

ね、農業関係。なるほど、県も国も今、話題が

大である農業関係、一体これはどうなるのかな

というようなことで、私も心配している一人で
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あります。 

  国は、５カ年計画で農業振興の見直しをする

というふうなことで報道がありました。そうな

りますと、我々新庄は基幹である農業をどうす

るかということを基本的に考えていかなければ

いけない年になろうと思います。 

  そこで、２点にわたって質問させていただき

ます。 

  一つは、これは各議員も質問されております

けれども、新庄市の基幹産業である農業振興、

農業経営の安定・活性化をどう行政で進め、取

り組んでいくかということであろうと思います。

それによって、新庄市の農業、そして日本国の

農業の方向づけが決められるようなすばらしい

計画データをつくってほしい。 

  重要事業の中でも、市長を初めいろいろ議論

しておりますので、この辺をひとつ、この際で

すから、新庄市民にわかりやすく御説明を願い

たい、こんなことで質問させていただきました。 

  ２番目は、米の品種と普及についてお尋ねし

たいと思います。 

  御案内のとおり、県内の農業の作付面積の約

６割、これが「はえぬき」という品種であった

わけであります。でも、22年度の価格が60キロ

当たり一等米で9,000円、こんな下落した年は

ありません。本当に昨年度は、農業者にとって

大きな打撃を与えた年でもあります。 

  県では、「つや姫」という品種を全面的にト

ップブランドとして売り出しております。今年

は生産者農業数、認定面積などが発表されまし

た。今年度ですね。生産者は約800人ほど増し

て、増員、農家をふやして作付する。面積も御

案内のとおり、3,300ヘクタールというふうな

ことで、23年度は作付をして売り出すというこ

とで発表されました。その中で、最上郡は73名、

50ヘクタールということで、県のほうで恐らく

市町村に割り当てられたというふうに聞いてお

ります。 

  そこで、私は、県が主力として売り出すつや

姫、この普及について若干の疑問を持っており

ます。というのは、県が主体でこれから売り出

そうとする新品種、もはや宮城県では相当つく

られておる。四国、九州でもつや姫を作付して

いるという状況が入りました。そうなりますと、

県が主体として売り出すつや姫、もっと農家が、

農家を信用して作付面積をもっとふやして、農

家の収入をふやしていくという方針をしなけれ

ば、山形県の米作農家は一体どうなるのかとい

うことで心配をいたしました。 

  そこで、お聞きしたいのは、最上郡の割り当

て関係、面積関係を申し上げましたが、新庄市

としてどんな県からの報告があって、つや姫を

新庄市としてどう作付を農家にさせていくか、

普及するか、これらの方針等をお聞かせ願いた

いと思います。 

  それでは、次に入りたいと思います。商店街

の活性化についてであります。 

  これらの件については、全議員も４年前、広

報に載せた方が、大変であろうと、大体であろ

うと。新庄市長さんも市長の選挙で、選挙のと

きに活性化、商店街の活性化の件について触れ

ております。このぐらい大切な新庄市内の商店

街の活性化であります。 

  したがって、大変であります、はっきり言っ

て大変なことなんですけれども、大変だから取

り組まなければいけない大事な仕事、あるいは

行政の役割ではないかということで質問させて

いただきます。 

  北本町の活性化と市内の活性化対策、「こら

っせ新庄」、このときの説明は、北本町のみな

らず、全商店街の活性化を目指してあそこで、

今新しく名前を変えられました「こらっせ新

庄」というものをつくりました。大変よいこと

であったわけですが、私も二、三回、市内を巡

回してみました。私のみならず、皆さんも御案

内のとおり、本当に新庄市内は人通りも少ない
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ですね、普通。こういうことで、二、三回市内

を巡回してみました。同じようなまちの状態で

あったと。 

  これらの状況を踏まえて、一つは市内の商店

街の皆さん、どう考えているのかな。市長はわ

かると思って質問にも入りますけれども、今の

状況から考えて、どう新庄市内の商店街を活性

化させていくか、行政として取り組むのか、こ

の姿勢をお知らせ願いたいと思って質問させて

いただきました。 

  次に、産業の振興であります。これについて

は、金議員、山口議員等も、数多くの議員の

方々から質問がありました。当然、よい企業を

誘致し、就労の場を確保する。確保することが

新庄市の将来の発展と活性化につながっていく

んだと。本当に行政として重要な役割だと思い

ます。幸いにして、市長初め、行政当局は考え

ておるようですが、これらは新庄市のみだけで

活動、あるいは誘致運動をするということでな

くして、私は市長が申しているとおり、最上郡

が一堂に会してこの運動を展開し、実現をして

いくというふうな方向でなければいけないと。

幸いにして、最上広域市町村圏事務組合があり

ます。その中で、広域行政の重要課題として取

り組んでいただいて、私は市町村から職員を派

遣してもいいんじゃないかと。専門的な分野に

立って、就労の場を確保する運動を展開してい

く、そういう方向でぜひやっていただきたい。 

  そういうことで、最後の振興の一つとして質

問に入れました。ぜひひとつ、市長、そういう

意味で企業誘致関係、あるいは就労関係等につ

いてやっていただきたい。 

  特に、22年度から23年度にかけて、高校卒業

者の就職率、大学卒業者の就職率、卒業される

父兄の方々が非常に今でも悩んでおります。そ

れらをやはり１人でも多く解決していく。私は

やっぱり企業で働ける場を確保するということ

が将来につながるというふうなことを考えてい

る一人なんですね。ぜひこれらについては、１

年ではできないと思うんですけれども、長期に

わたって最上郡を挙げて誘致運動を展開してい

くんだというふうな姿勢で取り組んでいただき

たい。そういうことでひとつ、市長、よろしく

お願いしたいと思います。 

  次に、県立新庄病院、高度医療病院としての

実現の問題であります。 

  ちょうど私も、それから佐藤悦子議員もチラ

シで見たんですが、今から４年前、県立病院の

存続運動を展開した。そして、皆さんが恐らく

公約で掲げたのはこれですよね、４年前のです。

その中で４年前、新庄を中心として最上郡を挙

げて存続運動を展開して、その後まいりました。

おかげさまで存続が決定されました。 

  私は、結集する力というものはすごいなとい

うことを感じました。最上郡を挙げてこそ、実

現が可能になった。私はこれだけでなくして、

最上郡の発展のためには結集する力というもの

を非常に行政では大切ではないかなということ

を感じた存続運動であったと思います。 

  そこで、今回は県立病院の高度医療と、そし

て安心して医療が受けられる診療の県立病院に

改正してほしい、こう願って市長にお尋ねする

わけであります。 

  新庄の県立病院の改築の件で、県議会の松沢

洋一君が一般質問されておりました決が載りま

した。その前から私も考えておったことなんで

すけれども、話を県議会の現議員に聞いてみた

ら、最上郡の県会議員が一堂に会して運動を展

開する重要事業であるという話を聞きました。

よかったなということ、「ぜひやってくれよ」

というふうなことで、個人的にも話をしてまい

りました。 

  新庄市民も安心して医療が受けられる唯一の

場所としての県立新庄病院であろうと思います。

これらを市民・郡民運動として、内容の充実し

た病院につくりかえていただきたい。そういう
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意味で、県議会の議員はもちろん先頭に立って

いただかなければ困りますけれども、私はうち

の市長が先頭に立って最上郡をまとめて、郡

民・市民を挙げてこの運動をし、実現を目指し

てほしい、こういうことでひとつ、考えを山尾

市長にお尋ねをいたします。 

  それとあわせて、きのうの新聞ですかな、県

ではドクターヘリを購入する、そして重症患者

を搬送して生命を守る、こういう方針を固めた

ようであります。 

  我が最上郡を見ますと、県内でも過疎地帯で

あろうと思います。医療の現在。それらを緊急

に利用して、市民の生命を守っていく。いち早

く私は、ドクターヘリの基地を新庄に誘致する、

そういうことも大切ではないかということで、

これはつけ加えになりますけれども、よいこと

であるから、市長、返答を願いたいと思います

ね。頼んでいませんが。 

  それでもう一つ、医療関係で大変よいなと思

ったのは、広域内に高度な救急車を配置される

ということで報道されました。23年度は４台で

ある、県内でですね。それを最上郡で２台配置

するという記事がありました。これは、一刻を

争う生命、それを守るには高規格救急車が本当

に大切であります。私どもの議会でも、五、六

年前ですか、宮城県に行ってまいりました。そ

のとき宮城県は全救急車を、高規格救急車にす

ると言っておった。感心をして帰ってきた思い

出があります。これらを最上広域圏内で、ぜひ

全市町村に配備して、最上郡の生命を守るとい

う拠点に立って、救急患者を搬送する、そして

生命を守るという運動を展開していただく。大

変よいことであるということで質問するわけな

んですが、今後の最上郡の広域関係の救急関係

の配備とかね、どう進めていくのか、市民も関

心を持っていると思うので、お尋ねするわけで

あります。ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  次に、市長のことで質問させていただきます。 

  ちょうど、小嶋議員も前に質問されておった

んですが、市長がかわれば新庄も変わる、そう

いう記事もありました。これは、これでありま

すね、市長ね、大変よいことであると思います。

私はそのとおりであると思うんです。変えてい

かなければいけないと思うね。市長がかわれば

新庄はよい方向に変えていく。その信念に立っ

て行政を展開していく。それに対して、私も大

賛成であります。市長が申しておるとおり、市

民もこれらについて関心を持っているわけです

ね。ですから、ちょっと触れてみたいと思いま

すが、これは市長のためになると思って答弁を

願いますね。 

  新庄市が変われば、市民も大変喜ぶ、よいほ

うに変わればです、大変喜ぶので、この議会で

どう変えてきたか。関心の持つところでありま

すので、どう変えてきたか、行政運営にどう対

処してきたかということをお尋ねしたいと思い

ます。 

  ２番目には、市長選挙は今年の９月４日告示、

そして９月11日選挙ということに決定されてお

るようであります。当然、市民もですね、それ

からマニフェストを見ますと、４年でできるこ

とはないんですね。継続的な事業のみに見まし

た。もちろん、こういう行政は１年では、実現

は私も不可能だと思います。 

  したがって、私はやるかやらないかじゃなく

して、２期目に臨む山尾市長の考えをお聞きし

たい。そういうことで質問させていただくわけ

であります。忌憚のない考えをひとつ、この３

月議会でお知らせ願いたい、そういう意味で質

問させていただきました。 

  終わりに、議員の皆さんにお礼を申し上げま

すということで通告させていただきました。議

会のルールに従って、通告しなければ発言が余

りだめなので、通告させていただきました。 

  そこで、最後に御礼を兼ねて、いろいろな思
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い出をお話ししながら一般質問を終わらせてい

ただきたいと思います。「議員の皆さん」と書

きましたけれども、当然市長を初め、課長の皆

さんにも心を込めてお礼を申し上げながら、思

い出を二、三点申し上げて質問を終わりたいと

思います。 

  ちょうど私は、昭和50年の４月に市会議員と

しての選挙で当選させていただきました。当時、

私どもの先輩も、この議場で大いに議論し、そ

して議会の活性化に努めた先輩も多いわけであ

ります。 

  そういう中で、私は、ちょうど昭和54年の年

に、今議員の皆さんから大変議論されておりま

す就労の場を確保しようということで運動を展

開してまいりました。それは、中核工業団地の

誘致であったと。議会では特別委員会等も設置

して、みんなで誘致運動をしようということで、

54年から運動を展開した記憶があります。それ

らが実って福田山工業団地が完成をした。もち

ろん行政は懸命に、特別委員会等をつくりなが

ら、私どもに指導を受けながら、そして行政と

手を組んで運動した記憶があります。 

  それから、特に昨年度を思い出しますと、昭

和55年の大冷害であった。去年は高温障害とい

う農家の被害があった。55年は大冷害。そこで、

我々議会も対策特別委員会を設置した。そして、

農家を救済するための運動を展開した。国、県

に対する陳情等も含めて真剣に取り組んだ思い

出がきのうのようによみがえってきます。議会

の皆さんも本当にすばらしい活動を、我々の先

輩を含めてやったもんだなということを思い出

しながら、今話をさせていただきました。 

  そして、議会として思い出すのは、議会報で

あります。ちょうど、議会報が昭和56年の年に

新庄市議会で編集委員会を設置しました。私が

初代の委員長をさせていただきました。今も御

案内のとおり、議会と市民のつながりを広報で

やろうということで発足した思い出があります。

これが今でも、皆さんが一生懸命になっていた

だいて、山形県にも誇る新庄市の議会報に発展

させられました。心から感謝を申し上げたいと

思います。 

  それと、国営水利事業であったね、当時新庄

市負担が農家の負担を軽減するために100億円

の予算をつけようと。ここで大激論をしました。

１日や２日でできなかった。全員協議会、そし

て最後に臨時議会を開きながら、この問題で議

論した記憶があります。そして、農家に対する

軽減をしようということで、予定としては100

億円であったんです。当時、決定をした記憶が

あります。 

  これを思い出しますと、昨年度、22年度の高

温のとき、もしあの水が来なかったら農家がど

うなっておったろうと。ある農家に尋ねたら、

「おかげさまで、高温であっても収穫すること

ができました」という言葉が返ってきたんです。

当時のことがよかったなということをつくづく

感じた年でもあります。 

  そして、皆さんも御案内のとおり、平成４年、

山形新幹線延伸の期成同盟会が発足したのであ

ります。これは、県都から外れた市町村まで新

幹線を延伸するということは、あの当時全国で

もなかったということであります。だから、相

当苦労もしたわけであります。誘致のとき。で

も、新庄市民が、今考えてみると賛同を得て、

この駅前通りを行進した思い出もあります。誘

致のためにですね。そして、おかげさまで延伸

が決定されました。 

  今考えてみますと、あのとき新庄へ新幹線が

来なかったら、一体新庄はどうなっておったろ

う。これから私は、県予算、あるいは市町村の

予算を考えてみますと、延伸は不可能でしょう、

新庄どまりでしょう、そう最近考えられるよう

になりました。せっかくの延伸であったのでね、

それを最高に活用して、新庄市の発展のために

結びつけていく、そういう行政がこれから課せ
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られた責任でもあり、重要な課題でもあろうと

思います。ぜひ皆さん、力を合わせて、高度な

利用、利用しながら新庄市の発展のために全力

投球してほしいと、こう思うわけであります。 

  そして、思い出すのは、平成14年の年であり

ます。緑化フェアを開催したとき、天皇・皇后

陛下が新庄の駅におりました。私も案内の一役

をかいました。今の資料館で天皇・皇后がお見

えになったとき、私は感心したのは皇后様であ

ります。新庄市民のあそこへ来た人たちに対し

て近寄っていって、手を振って、「御苦労さま

です」というふうな言葉をかけておった。私も、

新幹線が新庄へ来たからこそ実現した一つでは

ないかなというふうなことを思ったことであり

ます。よかったなということで感じました。 

  そういうことで、思い出がいろいろあります。

時間の関係で終わりますけれども、最後に、議

員の皆さん、本当にありがとうございました。

これから大きな課題もあろうと思います。議員

の皆さんが力を合わせて、新庄市民のためにこ

れから大活躍されることを願います。 

  市長初め、課長もそういうことで、新庄市の

発展のために、全力投球しておりますけれども、

なお一層、時代に合った行政、改革というもの

が必要であろうと思います。それらに全力を投

球して、新庄市の発展のためにやってほしい。

そういう意味で、心から新庄市の将来の発展と、

皆さんに感謝を込めてお礼を申し上げ、壇上か

らの一般質問を終わりたいと思います。どうも

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 最後、亀井議員の御質問ですが、

これまで長く、９期36年間、昭和50年という年

は、私も市の職員になった年というふうなこと

で、この間職員、また議員として、また立場を

かえて市政の発展にこれまで御尽力いただいた。

今の質問の一言一言に大変重いものを感じ、ま

たそれぞれを懐かしく、そして今ある新庄はそ

うした過去の、本当に先人の英知によってつく

り上げられたものだとしみじみ感じた次第であ

ります。 

  それでは、その重い質問ですので、気持ちを

込めて答弁をさせていただきたいというふうに

思います。 

  ことしの新庄市の雪は豪雪というふうなこと

で、新庄はいつも雪が課題だと、雪さえなけれ

ばというようなことがとやかく言われたわけで

すが、今回のやはり戦後３番目の雪、これにつ

きましては正月明けから降り続き、解けること

なく寒い冬だったなという思いがしております。 

  １月22日に豪雪対策本部に切りかえて、早速

市職員全員体制で臨ませていただきました。一

時期はもうフル稼働で、機械、オペレーター、

トラック、その他が全部間に合わない、あるい

は除雪機も売り切れてしまって、それがないと

いうような状況で、市民の皆さんも大変困惑し

た。その中で、全力を挙げて除雪体制を進めて

きたところであります。 

  それぞれ、まだまだ課題は多いのかもしれま

せんが、今月末には業者との初めての懇談会を

設けて、今回の雪に対する検証をし、将来に向

けて整備を図っていきたいというふうな思いで

おります。 

  当初予算につきましては、トータルさまざま

な形で、道路は２億5,000万円ですが、関係施

設等を入れますと３億7,000万円の除排雪経費

を計上しておったところであります。 

  本定例会初日に、排雪を中心にした補正予算

も組んでいただきまして、22年度の排雪予算総

額は６億6,000万円という規模になったところ

であります。これにつきましては、当然、雪寒

対策の全国協議会等で早速、即行動いたしまし

て、国への申し入れなどをしているところであ

ります。市長会を初め、関係町村会のほうも含
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めて、県と一緒になりながら国への働きかけを

強くしているところであります。 

  国にあっては、市町村道除雪費への補助金の

特例措置を検討するために、現在調査を行って

いるところであります。 

  また、県におきましても、特に農業施設被害

に対する緊急措置として、復旧支援などの予算

化を図り、本市におきましてもこれを受け、今

般、農家支援のための補正予算を計上したとこ

ろであります。 

  いずれにいたしましても、不明確な状況で、

今後雪が解けて、その施設が見えてくると被害

もさらに広がるのではないかなということで、

心配しているところであります。２月25日現在

におきましては、サクランボの雨よけハウスな

どパイプハウスの倒壊が24件、面積で4,832平

米というような調査段階になっているところで

あります。これは県内市町村、それぞれ相当な

被害をこうむっているわけですが、復旧支援、

今後とも県とも相談しながら、また独自ででき

るものは独自というふうなことで、融雪後につ

きまして、それ相応の対応をしてまいりたいと

いうふうに思っているところであります。 

  そういうふうなことで、雪、この今回の雪に

対しては大変非常に大きなことで、大きな課題

もまた与えていただいたということで、これを

ぜひ生かした形で、国、県に要望してまいりた

いというふうに思います。 

  また、新庄市の農業振興について、基幹産業

である農業の振興についてどう考えているのか

と。大変厳しい時代を迎えているというふうに

思っております。 

  その一つが、自給率の問題であるとか、国際

的に食料不足であるとか、その中にあって、日

本の農業をどう進めていくかというようなこと

が、昨今ではＴＰＰの問題を含め大変な議論を

されている。今後の将来を占う大事な、岐路に

立っている時期なのではないかなというふうに

思っております。 

  そんな中で、再三述べてまいりましたが、新

庄最上のブランド力をどう高めていくか、その

基本に据えるものは有機農業であろうと。有機

農業を実践するというのは大変難しく、全国的

にも２％から３％ぐらいであるというふうに言

われています。しかし、有機への取り組みをせ

ずにブランド化はあり得ないというふうに思っ

ております。今後ますます商品、作物の差別化、

区別化を図って、さらには今後訪れるであろう

国際物流の時代に備えていくという面に関して

は、やはり地道な活動が私は大変必要だという

ふうに思っております。 

  そんな意味で、今後の農業経営に助かるよう

な農業所得をどう上げていくかということ、そ

れは総合的な形で進めていかなければならない。

一つのシンボリックな里として農業公園、新庄

最上の中心として、この地域は農業にこういう

形で力を入れているんだというふうな情報発信

をしていきたいなと。それに付随する作物すべ

てが認められてくるというような状況がつくら

れれば大変うれしいというふうに思っておりま

す。そんな意味で、今後、農業関係団体の皆さ

ん、生産者の皆さんと十二分な話し合いをしな

がら進めてまいりたいというふうに思っており

ます。 

  また、米のことについて、水稲単作地帯であ

るというこの歴史、確かに新庄のお米はおいし

いというふうに評判、これはやはりこれまでの

長い伝統の中で、恵まれた地形がこの地域に水

稲単作の技術、栽培力を高めてきたのではない

かなというふうに思っております。それは新庄

が盆地でもありますが、扇状地というようなこ

とで北からの水、しかし、先ほど申されており

ましたが、実際には新庄というのは水が少ない

ところであるというようなことで対応して、国

営水利事業などを取り入れ、将来に向けた農業

基盤を築いていただいたことに対しては大変感
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謝申し上げたいというふうに思います。これま

で築いた水稲単作の技術をさらに高めたいとい

うふうな思いでおります。 

  平成22年度のつや姫のブランド米につきまし

ては、県内で2,500ヘクタール、新庄市では76

ヘクタール、93グループというふうになってお

ります。生産量は全県で約１万2,000トン、う

ち新庄市は約40トンとなっております。価格は

仮渡し金で１万1,500円、最終的には１万5,000

円という魅力的な値段になる、ブランド化が進

んでいるというようなことで、多くの方々がこ

のつや姫の栽培を望んでいるところだと思いま

す。23年度の作付は、県内で3,200平米、新庄

市94.6平米というふうになっております。そう

いう意味で、このブランド化を目指し、関係機

関、農業関係団体等と一緒になりながら進めな

ければならないというふうに思っております。 

  それから、商工振興についてはたびたび申し

上げましたが、「こらっせ新庄」について、特

に全市的な商域の形の観点はどうだったかとい

うことですが、あそこがなかったら逆にどうだ

ったんだろうという思いもあります。あそこが

できたことによって、施設における七十数名の

雇用、あるいは４万4,000人に及ぶ利用者がい

ると。また、新庄から離れた方々も新庄に来た

ときに、「こらっせ」があるので子供の交流、

あれだけの広いところで遊ばせられるというこ

とで、大変喜んでいるところであります。 

  また、県立新庄病院の高度医療への状況につ

いては、当然のことといたしまして、これまで

存続運動をしていただいたことを基本にしなが

ら、議員が申されたようなこと、高度医療、あ

るいはドクターヘリなども要望してまいりたい

というふうに思っております。 

  最後の、一番前の質問、６番目になりますが、

私の２期目に臨む考え方についてということで、

今回質問がなかったらいつ言おうかなというふ

うな思いもありましたが、さすが亀井議員で、

私に対して配慮していただきまして本当にあり

がとうございます。 

  12月のときに質問をいただきましたが、その

ときは予算編成、また第４次振興計画の策定中

ということで、今そのことに、策定することが

第一の義務だというようなことを申し上げまし

た。 

  今回、施政方針で第４次振興計画を進めると

いう大きな覚悟を持っておりますので、２期目

に挑戦し、元気なまちづくりに挑戦してまいり

たいというふうに思っております。 

  マニフェストについては、できた部分とでき

ない部分とがありますが、それらも検証しなが

ら、何といっても自信と誇りが持てる、そして

定住ができる、雇用も進めながら、２期目に実

現できるような形で全力投球していきたいとい

うふうに思います。 

  最後の議員のあいさつにありましたが、これ

まで築いてきていただいたことへの御礼を申し

上げ、今後とも一市民となりましてもいろいろ

な意味で御指導を賜ることをお願いしまして、

壇上からの答弁とさせていただきます。ありが

とうございました。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

平向岩雄議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） 本当にありがとうござ

いました。 

  あと……、ゼロです。どうもありがとうござ

いました。（拍手） 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議をあす３月９日から３月
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16日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議をあす３月９日から３月16

日まで休会し、３月17日午前10時から本会議を

開会いたしますので、御参集願います。 

  本日は、以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時５０分 散会 
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平成２３年３月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２３年３月１７日 木曜日 午前１０時１０分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 森   儀 一 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ６番   金     利  寛  議員     ７番   小  関     淳  議員 

  ８番   遠  藤  敏  信  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   沼  澤  恵  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 伊 藤 元 昭 

税 務 課 長 小 野 孝 一  市 民 課 長 川 田 美 浪 

環 境 課 長 安 食 敬 二  健 康 課 長 清 水 幹 也 

農 林 課 長 五十嵐 正 臣  商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄 

都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一  下 水 道 課 長 坂 本 清 一 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  水 道 課 長 星 川 俊 也 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 﨑 卓 美  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 柿 崎 憲 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 柳 橋   弘 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 小 林 正 孝 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 坂 本 孝一郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 高 木 祐 子  主 任 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２３年３月１７日 木曜日 午前１０時１０分開議 

 

   （予算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第２１号平成２３年度新庄市一般会計予算 

日程第 ２ 議案第２２号平成２３年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第 ３ 議案第２３号平成２３年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第 ４ 議案第２４号平成２３年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

日程第 ５ 議案第２５号平成２３年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第 ６ 議案第２６号平成２３年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第 ７ 議案第２７号平成２３年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第 ８ 議案第２８号平成２３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第 ９ 議案第２９号平成２３年度新庄市水道事業会計予算 

 

   （総務常任委員長報告） 

日程第１０ 議案第４号第４次新庄市国土利用計画の策定について 

日程第１１ 議案第５号新庄市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第６号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につい

て 

日程第１３ 議案第７号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第８号新庄市まちづくり応援寄附金条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第９号新庄市住民生活に光をそそぐ基金条例の設定について 

日程第１６ 平成２２年請願第１３号地方交通政策推進に対する意見書を求める請願 

 

   （文教厚生常任委員長報告） 

日程第１７ 議案第１０号新庄市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１８ 議案第１１号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 
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日程第１９ 平成２２年請願第１２号武富士の経営破綻による債権者救済の意見書を求める請願 

 

   （産業建設常任委員長報告） 

日程第２０ 議案第１２号新庄市下水道事業分担金徴収条例の設定について 

日程第２１ 平成２２年請願第２０号ＴＰＰ交渉参加反対に関する件について 

日程第２２ 請願第１号２０１１年度山形県「住宅リフォーム助成制度」に関し、使い勝手の良い制度

を求める意見書の提出を求める請願 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２３ 議会案第２号新庄市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２４ 議会案第３号国民健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見書の提出について 

日程第２５ 議会案第４号ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書の提出について 

日程第２６ 議会案第５号２０１１年度山形県「住宅リフォーム助成制度」に関し、使い勝手の良い制

度を求める意見書の提出について 

日程第２７ 議会案第６号地方議会選挙の日程延期に関する意見書の提出について 

日程第２８ 議会案第７号「東北地方太平洋沖地震」被害への緊急対策を求める意見書の提出について 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席通告者はありません。なお、総務課長星川 

基君、環境課長安食敬二君は、災害対策対応の

ため欠席となりますので御了承ください。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議はお手元に配付しております議事

日程（第４号）によって進めます。 

 

 

予算特別委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第１議案第21号平成23年度新

庄市一般会計予算から、日程第９議案第29号平

成23年度新庄市水道事業会計予算までの議案計

９件を一括議題といたします。 

  本件に関し、予算特別委員長の報告を求めま

す。 

  予算特別委員長金 利寛君。 

   （金 利寛予算特別委員長登壇） 

金 利寛予算特別委員長 皆さん、おはようござ

います。 

  私のほうから、平成23年度新庄市一般会計予

算の報告について行いますけれども、この予算

委員会のさなか、11日の日にこの大地震が起き

まして、中座するということで、14日の日は休

止して、11日と15日でお互いに集中審議をして

いただきました。 

  この予算委員会は、全議員で構成されており

ますので、簡単に述べさせていただきます。 

  議案第21号平成23年度新庄市一般会計予算に

ついては、各委員より数多くの質疑があり、活

発な議論が交わされました。討論では反対討論

と賛成討論があり、反対討論で佐藤悦子委員、

賛成討論で沼澤恵一委員の討論があり、起立採

決の結果、賛成多数で原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  また、議案第22号平成23年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第27号平成23年度

新庄市介護保険事業特別会計予算並びに議案第

29号平成23年度新庄市水道事業会計予算につい

ては質疑を行いましたが、討論はなく、全員異

議なく原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  次に、議案第28号平成23年度新庄市後期高齢

者医療事業特別会計予算については質疑、討論

はなく、起立採決の結果、賛成多数で原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第23号平成23年度新庄市交通災害

共済事業特別会計予算、議案第24号平成23年度

新庄市公共下水道事業特別会計予算、議案第25

号平成23年度新庄市農業集落排水事業特別会計

予算、議案第26号平成23年度新庄市営農飲雑用

水事業特別会計予算の計４件は、いずれも質疑、

討論はなく、全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  以上、十分に審議するとはいえない、大変な

状況下で23年度一般会計予算、特別会計も含め

てこの９議案、皆さんから審議していただきま

したけれども、よろしくお願いをしたいという

ふうに思います。以上です。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

います。質疑討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  初めに、委員長報告のうち、質疑、討論があ
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り、起立採決の結果、賛成多数で可決すべきも

のとした議案第21号平成23年度新庄市一般会計

予算について採決いたします。 

  議案第21号平成23年度新庄市一般会計予算は

委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第21号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑、討論はなく、

起立採決の結果、賛成多数で可決すべきものと

した議案第28号平成23年度新庄市後期高齢者医

療事業特別会計予算について採決いたします。 

  議案第28号平成23年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算は委員長報告のとおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第28号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑を行いました

が、討論はなく、いずれも全員異議なく可決す

べきものとした議案計３件について採決いたし

ます。 

  議案第22号平成23年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算、議案第27号平成23年度新庄市

介護保険事業特別会計予算、議案第29号平成23

年度新庄市水道事業会計予算の議案計３件につ

いては、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第22号、議案第27号、議案第29号の議案３

件は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、委員長報告のうち、質疑、討論なく、

全員異議なく可決すべきものとした議案計４件

について採決いたします。 

  議案第23号平成23年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算、議案第24号平成23年度新庄市

公共下水道事業特別会計予算、議案第25号平成

23年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算、

議案第26号平成23年度新庄市営農飲雑用水事業

特別会計予算の議案計４件について、委員長報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第23号、議案第24号、議案第25号、議案第

26号の議案計４件は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

 

 

総務常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第10議案第４号第４次新庄市

国土利用計画の策定についてから、日程第16平

成22年請願第13号地方交通政策推進に対する意

見書を求める請願までの計７件を一括議題とい

たします。 

  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めま

す。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。 

  それでは、私より、総務常任委員会に付託さ

れました案件の審査の経過と結果について報告

いたします。 

  今期定例会において当委員会に付託されまし

た案件は、議案６件であります。 

  なお、昨年12月定例会において継続審査とな

りました請願１件を加え、合計７件の審査を行

いました。 

  審査のため、３月９日午後１時30分より、議

員協議会室において委員６名全員出席のもと、

総務課、政策経営課の職員の出席を求め審査を

行いました。 

  初めに、議案第４号第４次新庄市国土利用計
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画の策定については、政策経営課から補足説明

を受けた後、審査を行いました。 

  政策経営課より、第４次国土利用計画は目標

年次を平成32年とし、人口を振興計画と同様に

３万7,000人と想定したもので、コンパクトな

まちづくりの観点から策定するとの説明があり

ました。 

  審査に入り、委員より、計画の資料である災

害危険区域に関する情報は、住民にその周知を

徹底すべきであるとの意見があり、採決の結果、

議案第４号は全員異議なく可決すべきものと決

しました。 

  次に、議案第５号新庄市情報公開条例の一部

を改正する条例の制定については、総務課から、

主な改正点として情報公開を請求することがで

きる者の範囲を拡大し、これまで市民に限定し

ていたものを何人も請求できると改めるととも

に、公開請求から公開決定までの期間延長、ま

た公開にかかわる実費徴収に関する改正のほか、

情報公開個人情報保護審査会委員の議会の同意

を不要とするなどの改正を行うとの説明があり

ました。 

  審査に入り、委員より、公開実績に関する質

問があり、平成21年度は５件、22年度はこれま

で８件の請求があるとの答弁でありました。 

  そのほか、請求内容の質問がありましたが、

採決の結果、議案第５号は全員異議なく、可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第６号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の設定に

ついては、総務課より、市長、副市長、教育長

の三役の給料については、現在行っている独自

削減対策を市長の任期である平成23年９月29日

まで延長するための改正をするものであるとの

説明を受け、審査を行いました。 

  委員より、給料減額が市長の退職金に影響す

るかとの質問があり、総務課より、退職金は退

職時の給料額によって算定されるため、本則の

額に比べておおむね半減するとの答弁でありま

した。 

  そのほか、さしたる質疑はなく、採決の結果、

議案第６号は全員異議なく、可決すべきものと

決しました。 

  次に、議案第７号新庄市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、総務課より、平成18年人事委員会勧告

による管理職手当の定額制を実施するための改

正であり、現在の管理職手当は、課長職には給

料の10％、主幹職には８％の率で管理職手当を

支給している。これを国から示された基準額41

万5,500円をもとに算定する定額制に移行する

もので、手当の支給金額は条例施行規則に規定

することとなる。市長の指定する課長職につい

ては、基準額の12.5％として５万1,900円、そ

の他の課長職は10％として４万1,600円、主幹

級は５％として２万800円の３段階とするが、

定額制移行後も現在行っている削減対策と同じ

程度となるよう削減対策を講じるとの説明であ

りました。 

  審査に入り、委員より、管理職のうち市長の

指定するものとしてだれを指名するのかと質問

があり、総務課より、市長の意思決定の最高補

助機関である政策調整会議を構成する課長を想

定している。この政策調整会議の構成は、現在

各課を総務、民生、教育、産業、建設の５部門

に分けて、それぞれの部門に置いてある統括課

長と、市長が別に指定する課長の６人で構成し

ている。先月、課設置条例の改正がされたこと

もあり、５部門の見直しも考えているが検討中

であり、まだ決定はしていないとの答弁であり

ました。 

  そのほか、統括課長の件は議会にも周知する

べきであるとの意見などがありましたが、採決

の結果、議案第７号は全員異議なく、可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第８号新庄市まちづくり応援寄附
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金条例の一部を改正する条例の制定については、

政策経営課より、いわゆるふるさと納税による

寄附金を活用する対象事業についての改正であ

り、これまで第３次新庄市振興計画に沿って対

象事業を設定していたが、第４次振興計画が策

定されたことにより、広く行政全般にわたる６

項目に改正するとの説明でありました。 

  審査に入り、委員より、基金残高とその使い

道についての質問があり、政策経営課より、基

金残高は３月８日現在597万8,000円、延べ約

200人から寄附を受けているが、まだ活用実績

はないとのことでありました。 

  また、委員より、寄附者に対するお返しは廃

止したほうがよいとの意見がありましたが、政

策経営課より、お返しは寄附金の額にかかわら

ず、送料と合わせて１件当たり3,000円程度で

行っている。市のホームページを見ていただく

だけでも市のＰＲ効果があり、今後も継続した

いとの答弁でありました。 

  その他、基金管理の質問などがありましたが、

採決の結果、議案第８号は全員異議なく、可決

すべきものと決しました。 

  次に、議案第９号新庄市住民生活に光をそそ

ぐ基金条例の設定については、政策経営課より、

国の補正予算によって、きめ細かな臨時交付金

とともに住民生活に光をそそぐ交付金が交付さ

れ、ことし１月の補正によって双葉荘の耐震化

事業負担金に充当したが、充当し切れなかった

630万円を来年度事業に充てるため、この基金

を設置するとの説明があり、審査に入りました。 

  委員より、今年度内に活用するべきであると

の意見があり、政策経営課からは、この交付金

は使い道が限定されている上に、新規事業に充

てる必要がある。また、年度末が迫ってからの

交付決定であったことから、年度内の消化は困

難であり、基金を設置して積み立てるものであ

るとの答弁があり、採決の結果、議案第９号は

全員異議なく、可決すべきものと決しました。 

  最後に、継続審査となっている平成22年請願

第13号地方交通政策推進に対する意見書を求め

る請願については、初めに本職より、前回の総

務常任委員会における審査状況を確認した後に、

その後の経過について政策経営課から説明を受

け、審査を行いました。 

  この請願は、独立行政法人鉄道建設・運輸施

設整備支援機構の保有する利益剰余金１兆

4,500億円の活用について、厳しい経営状況に

あるＪＲ各社や第三セクター経営の鉄道会社の

機能維持に充てるよう求めるものであるが、昨

年12月の総務常任委員会の審査において、この

剰余金は国庫返還の経過を見守る必要があるな

どの意見があり、継続審査となったものであり

ます。 

  その後の経過については、政策経営課に説明

を求めたところ、剰余金１兆4,500億円は昨年

12月21日に総務省、国土交通省、行政刷新担当

との協議が調い、１兆2,000億円については国

庫に返納として予算化され、衆議院は通過して

いる。残りについては、この支援機構の本来業

務に充てることに決定したとの説明がありまし

た。 

  審査に入り、委員より、剰余金については、

既に国において決着しており、請願の意義が薄

れているとの意見があり、採決の結果、平成22

年請願第13号は賛成者なく、不採択とすべきも

のと決しました。 

  以上で、総務常任委員会に付託されました案

件の審査の経過と結果についての報告を終わり

ます。よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいまの総務常任委員長報告に

対して質疑に入りますが、議案６件と請願１件

を分けて質疑、討論、採決を行いたいと思いま

す。 

  初めに、議案第４号から議案第９号までの議

案６件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案６件については討論を終結し、直ちに採決

することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  初めに、議案第４号第４次新庄市国土利用計

画の策定については、総務常任委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第４号は総務常任委員長報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第５号新庄市情報公開条例の一部

を改正する条例の制定については、総務常任委

員長の報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第５号は総務常任委員長報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第６号新庄市特別職の職員の給与

に関する条例等の一部を改正する条例の設定に

ついては、総務常任委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第６号は総務常任委員長報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第７号新庄市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、総務常任委員長報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第７号は総務常任委員長報告のとおり可決

されました。 

  続いて、議案第８号新庄市まちづくり応援寄

附金条例の一部を改正する条例の制定について

は、総務常任委員長報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第８号は総務常任委員長報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第９号新庄市住民生活に光をそそ

ぐ基金条例の設定については、総務常任委員長

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第９号は総務常任委員長報告のとおり可決

されました。 

  次に、継続審査案件であります平成22年請願

第13号地方交通政策推進に対する意見書を求め

る請願についての質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 常任委員長の報告によ

りますと、厳しいＪＲや第三セクターの機能維

持に剰余金を充てていただきたいという趣旨だ

ということの請願であります。そういう意味で

は、厳しい鉄道関係、その維持に、維持という

のは今の環境に優しい交通網ということで、あ

るいは交通弱者にとって必要な交通網というこ

とで、こういう鉄路というのは守られなければ

いけないし、それを赤字のまま閉鎖するような

ことになってはまずいというふうに私は思うん

ですが、そういったことについて詳しく、もう
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少し突っ込んで、どのような審議がされたのか、

お願いしたいと思います。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 先ほどの私の報告どお

りでありますが、今、佐藤議員が言ったような、

そういう意見等はありませんでした。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今、地震になってみて、

改めてガソリン、個々の家で車に乗っていろい

ろ通学・通勤するということが今までふえてき

たわけでありますが、改めて非常に燃料を食べ

るというか、ＣＯ２排出だったり燃料を食うと

いうことで、公共交通網というのはやっぱり整

備されなければならない、ガソリンなどを食わ

ない交通でありますし、そういうのを利用促進

する立場に立つためには、利用料を下げたり、

より使いやすいように増便するとか、そういう

ビスト、網の目をもっと張りめぐらせてより使

いやすいようにしていくとか、そういう地方の

交通網、公共交通網とのいうのが、改めてこの

燃料が不足した場合に重要だなということを今

再認識させられているような思いでもいます。 

  そういう意味で、それらを厳しいまま放置し

て、赤字でやめねばならないみたいにしていく

のではなくて、何とか国の責任で整備していっ

てほしいというのが請願の趣旨のような気がし

ますが、そういう点で不採択にするというのは

考え直すべきではないかと思いますが、どうで

しょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 総務常任委員会の意向

を尊重したいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩します。 

 

     午前１０時３７分 休憩 

     午前１０時３８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  平成22年請願第13号地方交通政策推進に対す

る意見書を求める請願は、委員長の報告は不採

択であります。 

  平成22年請願第13号について、原案のとおり

採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立少数であります。よって、平

成22年請願第13号は不採択と決しました。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第17議案第10号新庄市特別会

計条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら、日程第19平成22年請願第12号武富士の経営

破綻による債権者救済の意見書を求める請願ま

での計３件を一括議題といたします。 

  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 



- 188 - 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、文教厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案２件、

平成22年12月定例会で継続審査となった請願１

件であります。 

  審査のため、３月10日午前10時より、議員協

議会室において委員６名全員出席のもと、関係

職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、議案第10号新庄市特別会計条例の一

部を改正する条例の制定については、健康課職

員の補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  健康課から、高齢者の医療の確保に関する法

律の施行後３年間は老人保健事業特別会計の設

置義務があったが、今年度設置目的が達成され

たため、同会計を廃止するものである。これに

伴い、市の特別会計条例の一部改正を行うもの

で、現在八つある特別会計が一つ減り七つにな

る。ただし、老人保健制度については、経過制

度により継続中であり、若干の歳入歳出予算が

生じるため、一般会計に組み入れて対応すると

の説明でありました。 

  審査に入り、さしたる質疑はなく、採決の結

果、議案第10号は全員異議なく、可決すべきも

のと決しました。 

  次に、議案第11号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、生涯スポーツ課の職員の出席を求め

審査を行いました。 

  生涯スポーツ課からは、東山スポーツハウス

を廃止し、旧山屋小学校の校舎をその後のつな

ぎ施設として必要な改正を行うもので、昨年12

月14日の全員協議会において説明した旧山屋小

学校活用計画に沿って、宿泊機能を備えた教育

的、文化的な研修施設として地域や周辺施設と

の連携を深めながら活用するものであり、その

名称を「山屋セミナーハウス」とするものであ

る。 

  なお、東山スポーツハウスは６月で廃止し、

山屋セミナーハウスは７月１日から供用開始す

る予定である。 

  使用料については、宿泊機能を有した教育的、

文化的な研修施設として活用する見込みや、東

山スポーツハウスの後継施設としての位置づけ

から、東山スポーツハウスの使用料を基本とし

て考えている。 

  また、体育館やグラウンドについては、類似

施設の横根山、福田運動公園を参考に設定した

いとの説明でありました。 

  審査に入り、委員より、冬期間の光熱水費に

ついての質問があり、生涯スポーツ課より、暖

房料については教育委員会が定めることにして

おり、現在検討中であるが、東山スポーツハウ

スよりも安く設定したいと考えている。また、

調理実習室の電気、ガス等については無料であ

るとの説明でありました。 

  また、委員より、東山スポーツハウスの解体

の計画はあるのかとの質問があり、生涯スポー

ツ課より、解体費用が3,000万円以上かかる見

込みで、解体する計画はあるが、時期的なもの

は考えていないとの説明でありました。 

  その他、新庄では学校を廃校してからの処理

が非常におくれている。解体の問題なども考え

ながら対処していただきたいという意見、また、

山屋セミナーハウスの近くにスキー場があるが、

今は小泉地区を通って行くことになっており、

一体感を持って使うのであれば、山屋からも行

けるように除雪をするべきではないかという意

見、また、バイパスからの案内を充実していた

だかないと困るという意見などがありました。 

  採決の結果、議案第11号は全員異議なく可決

すべきものと決しました。 

  最後に、平成22年12月定例会において継続審

査となった平成22年請願第12号武富士の経営破

綻による債権者救済の意見書を求める請願につ
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いてですが、市民課職員の出席を求め、過払い

金についての説明を受けた後、審査に入りまし

た。 

  市民課の過払いについての説明では、過払い

とは出資法で、弁済した金額から利息制限法で

引き直し計算した結果、余分に払い過ぎている

状態を言う。武富士の場合、潜在的な過払い請

求者は約200万人いる可能性があると聞いてい

る。武富士に対して過払い金返還請求を行うに

は債権届出をする必要があるが、債権届出期限

は２月28日をもって終了している。この債権届

出を受けて更生管財人が武富士の資産を算定し、

債権者への返済に充てることになるとの説明で

ありました。 

  審査に入り、委員から、新庄市民で武富士の

利用者はどのぐらいいるのか、また、そのうち

過払いとなっているだろうと予想される人数は

どれぐらいかとの質問があり、市民課より、新

庄最上地区で恐らく１万人以上の方が武富士か

ら金を借りているようである。また、新庄市民

で過払いとなっている方はわからない。ただし、

昨年12月末ごろに武富士の管財人から対象者に

通知が行っていると聞いているなどの説明であ

りました。 

  委員から、これを我々が審議したところで、

我々が意見書を出して、国策で物事を運べる状

況下にあるものなのかちょっと疑問だという意

見、また、これは法的に解決すべきものである

という意見、このほか、いろいろあるかもしれ

ないが、市民の立場に立って国なり関係機関に

返せと言ってやるべきだろうと思うという意見

もありました。 

  その他意見等ありましたが、採決の結果、平

成22年請願第12号は賛成少数で不採択とすべき

ものと決しました。 

  以上で、文教厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいまの文教厚生常任委員長報

告に対して質疑に入りますが、これについても

議案２件と請願１件を分けて質疑、討論、採決

を行います。 

  まず、議案第10号、議案第11号の議案２件に

ついて質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第10号新庄市特別会計条例の一部を改正

する条例の制定については、文教厚生常任委員

長報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第10号は文教厚生常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、議案第11号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、文教厚生常任委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第11号は文教厚生常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、継続審査案件の平成22年請願第12号武

富士の経営破綻による債権者救済の意見書を求

める請願について質疑を行います。質疑ありま

せんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時５１分 休憩 

     午前１０時５１分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  平成22年請願第12号武富士の経営破綻による

債権者救済の意見書を求める請願は、委員長報

告は不採択であります。 

  平成22年請願第12号について、原案のとおり

採択することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立少数であります。よって、平

成22年請願第12号は不採択と決しました。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第20議案第12号新庄市下水道

事業分担金徴収条例の設定についてから、日程

第22請願第１号2011年度山形県「住宅リフォー

ム助成制度」に関し、使い勝手の良い制度を求

める意見書の提出を求める請願までの計３件を

一括議題といたします。 

  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求

めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、産業建設常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

案件は議案１件、請願２件です。 

  ３月９日午前10時より、市役所議員協議会室

において委員５名全員及び説明のため関係職員

の出席をいただき、審査を行いました。 

  初めに、議案第12号新庄市下水道事業分担金

徴収条例の設定について、下水道課長から説明

を受けました。 

  都市計画事業認可区域以外の下水道事業実施

区域で、新たに受益を受ける世帯から相応の負

担をいただくために条例の設定が必要となると

いうこと、また、受益者負担金と分担金の性格

の違いや、負担金額等についても説明を受けま

した。 

  委員からは、分担金の徴収対象となる地域の

面積や世帯数についての質問があり、下水道課

からは、円満寺地区と川西地区合わせて約1.8

ヘクタール55世帯との説明がありました。 

  また、分担金となると、受益者負担金と金額

の違いなど地区によって不利益になることがな

いかとの質問もありました。下水道課からは、

法律等の関係で名称等が違うが、中身的には同

じ内容で金額にも差がないことの説明を受けま

した。 

  その後、採決に入り、結果、議案第12号は全

員異議なく、原案どおり可決すべきものと決し

ました。 

  次に、平成22年請願第20号ＴＰＰ交渉参加反

対に関する件については、紹介議員及び農林課

職員の出席を求め、審議いたしました。 

  初めに、紹介議員から請願の趣旨説明があり、
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ＴＰＰへの参加については、政府の考えだけで

はなく、農業者間、異業種間での議論、そしＴ

ＰＰとはどういうものかを議論する、また、き

ちっとした農業政策を示した上で十分な協議を

尽くしてほしいということを国に要望してほし

いという話がありました。 

  委員からは、農業だけではなく影響が出るが、

一方、山形県内企業の６割が賛成という結果も

出ていて、意見は分かれているようだとの意見

や、農業政策をきちっとやった上でないと農業

が壊滅的な打撃を受けるだろうという意見など

が出ました。 

  農林課長から、今後の農業に関する方向性な

どについて補足説明を受けた後、採決の結果、

全員一致でこの請願は採択すべきものと決しま

した。 

  ３番目に、請願第１号2011年度山形県「住宅

リフォーム助成制度」に関し、使い勝手の良い

制度を求める意見書の提出を求める請願につい

て、紹介議員、都市整備課及び商工観光課の関

係職員の出席を求め、審査いたしました。 

  初めに、紹介議員の請願の趣旨説明を受けま

した。耐震化、省エネ化、バリアフリー化、県

産木材使用という四つの条件をなくせばもっと

使いやすくなるという説明がありました。 

  委員からは、助成を受ける人数の上限などは

ないのかという質問がありましたが、都市整備

課長からは、県のほうでは補正を組んででも対

応したい考えがあるので上限はないということ、

また、なるべく使い勝手がよいように制度の見

直しをしているとの説明がありました。 

  その後、採決に入り、請願第１号については

全員一致で採択すべきものと決しました。 

  以上で、当委員会に付託された案件の審査経

過と結果についての報告を終わります。よろし

くお願いを申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいまの産業建設常任委員長報

告に対して質疑に入ります。 

  本報告に対しても、議案１件と請願２件を分

けて質疑、討論、採決を行います。 

  初めに、議案第12号新庄市下水道事業分担金

徴収条例の設定について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第12号新庄市下水道事業分担金徴収条例

の設定については、産業建設常任委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第12号は産業建設常任委員長報告のとおり

可決されました。 

  次に、平成22年請願第20号ＴＰＰ交渉参加反

対に関する件について、請願第１号2011年度山

形県「住宅リフォーム助成制度」に関し、使い

勝手の良い制度を求める意見書の提出を求める

請願の２件について質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  平成22年請願第20号ＴＰＰ交渉参加反対に関

する件については、産業建設常任委員長報告の

とおり採択することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

平成22年請願第20号は産業建設常任委員長報告

のとおり採択されました。 

  次に、請願第１号2011年度山形県「住宅リフ

ォーム助成制度」に関し、使い勝手の良い制度

を求める意見書の提出を求める請願は、産業建

設常任委員長報告のとおり採択することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第１号は産業建設常任委員長報告のとおり

採択されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時５５分 開議 

 

平向岩雄議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

日程の追加 

 

 

平向岩雄議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 御苦労さまでございま

す。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について御報告申し上げます。 

  本日午前11時40分から、議員協議会室におい

て議会運営委員７名出席のもとに、議会事務局

の職員の出席を求め議会運営委員会を開催し、

本日の本会議における議事日程の追加について

の協議をいたしたところであります。 

  協議の結果、議会案第２号新庄市議会委員会

条例の一部を改正する条例の制定について、議

会案第３号国民健康保険に対する国庫負担の増

額を求める意見書の提出について、議会案第４

号ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書の提出に

ついて、議会案第５号2011年度山形県「住宅リ

フォーム助成制度」に関し、使い勝手の良い制

度を求める意見書の提出について、議会案第６

号地方議会選挙の日程延期に関する意見書の提

出について、議会案第７号「東北地方太平洋沖

地震」被害への緊急対策を求める意見書の提出

についての議会案６件を本日の議事日程に追加

することといたしましたので、以上よろしくお

取り計らいくださいますようお願いを申し上げ、

議会運営委員会における協議の経過と結果につ

いての報告といたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た議会案６件を本日の議事日程に追加すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案６件を本日の議事日程に追加することに

決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時５９分 休憩 

     午後 ０時００分 開議 

 

平向岩雄議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

  ただいまから１時まで休憩をいたします。 
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     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 それでは、休憩を解いて再開いた

します。 

 

 

日程第２３議会案第２号新庄市議

会委員会条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 

平向岩雄議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第23議会案第２号新庄市議会委員会条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

  本件について、提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長金 利寛君。 

   （金 利寛議会運営委員長登壇） 

金 利寛議会運営委員長 大変に御苦労さまでご

ざいます。 

  それでは、私のほうから、新庄市議会委員会

条例の一部を改正する条例の制定についての提

案を説明させていただきます。 

  議会案第２号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出をいたします。平成23

年３月17日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出

者は私、新庄市議会議会運営委員長金 利寛で

あります。 

  改正の理由でございますが、議案末尾に記載

してありますとおり、本市議会の議員定数の改

正により議員定数が18名となること、また、行

政組織の変更により政策経営課が「総合政策

課」並びに「財政課」に、また、下水道課及び

水道課が「上下水道課」に変更となることに伴

い、効果的な審査を行うため常任委員会を改編

し、議会運営委員会の定数を改正するものであ

ります。 

  主な改正の内容についてでありますけれども、

まず、常任委員会についてですが、常任委員会

を３委員会から２委員会とし、一つを「総務文

教常任委員会」とし、もう一つを「産業厚生常

任委員会」とするもので、委員の定数はそれぞ

れ９名であります。 

  所管については、従前の総務常任委員会の所

管に文教厚生常任委員会の文教部門の教育委員

会の所管事務を加え、総務文教常任委員会の所

管とします。 

  また、従前の産業建設常任委員会の所管に文

教厚生常任委員会の厚生部門の市民課、環境課、

健康課、福祉事務所及び神室荘の所管事務を加

え、産業厚生常任委員会の所管とするものであ

ります。 

  次に、議会運営委員会の委員の定数について

でありますけれども、従前の７名を６名とする

ものであります。 

  なお、施行月日についてでありますけれども、

附則をごらんいただきたいと思いますが、この

条例中第１条の行政組織の変更による所管の改

正については、新庄市課設置条例の一部改正の

施行月日と同様に平成23年４月１日とし、第２

条の常任委員会の改編については、新しい議会

構成となる平成23年５月１日を施行月日とする

ものであります。 

  以上、よろしく御審議をいただき、御決定く

ださいますようよろしくお願いを申し上げます。

以上です。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第２号新庄市議会委員会条例の一部を改正する

条例の制定については、議会運営委員会提出の

議会案でありますので、会議規則第37条第２項

の規定により委員会への付託を省略し、直ちに

審議に入ります。 
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  議会案第２号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定について質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 常任委員会を３委員会

から２委員会へ縮小ということです。 

  二つ疑問があります。一つは、担当所管がふ

えることになります。そして、そうなりますと

精査ができにくくなるのではないかという点で

す。 

  もう一つは、議長が入った委員会での決定が、

本会議前に決定となってしまうのではないか。

どうでしょうか。 

金 利寛議会運営委員長 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 議会運営委員長金 利寛君。 

金 利寛議会運営委員長 先ほど、改正する条例

の説明をさせていただきましたけれども、議員

が20名から18名に伴って、３委員会の場合には

５名の委員会になるおそれがあり、その付託さ

れた案件に対して十分なる審議ができないとい

うことで二つにという、議員定数の削減に伴っ

て行うものであります。 

  あともう１点、何だか、もう一回言っていた

だければありがたい。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長が入った委員会で

の決定が、本会議前に決定となってしまうので

はないかということです。 

金 利寛議会運営委員長 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 議会運営委員長金 利寛君。 

金 利寛議会運営委員長 今までも議長は、最初

にそれぞれの委員会に入りますけれども、それ

ぞれは議長に対する返答ですので、議長は抜け

ることになります。よって、そういうふうなこ

とはないかと思われます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） そうしますと、まず最

初の一つの、一番最初の精査できないのではな

いかということについてなのですが、一つ一つ

の議案の審議のときに、時間がないとかという

ような形で、まず発言を制せられる場面も今ま

であったようにも思います。そういうことが今

後さらに、２委員会になることによってまた時

間が、審議する時間が、一つ一つについてかけ

る時間が減っていってしまうのではないかとい

う心配があります。その点どうなのかという、

もう一度お願いします。 

  もう一つは、反対に議長が抜けた場合、８対

９になりまして、９人いらっしゃる委員会での

決定がそのまま本会議での決定と、既に本会議

を開く前になってしまうのではないかという点

についてどうですか。 

金 利寛議会運営委員長 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 議会運営委員長金 利寛君。 

金 利寛議会運営委員長 今言われたその件につ

いては何回も、その常任委員会の数の件につい

て各会派で議論を重ね、そして２月24日の全員

協議会でも議論をして、そして決定した二つの

常任委員会という方向性を確認しておりますの

で、御了承を願えればありがたいなというふう

に思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。（「３回、３回」「終

わり、終わり」の声あり）さっき、佐藤議員が

質問したのに、議会運営委員長が最後の質問の

内容がわからなかったからというふうなことで、

もう一回と発言を求めたわけですから、それは

１回というふうな形で解釈したいと思います。 

  佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ９人の委員会で、まず

９人が賛成だというふうになった場合、もう既

に本会議を開く前に、９人がもう既に賛成が決

まってしまったということで、議長以下ほかの

賛成、本会議で賛成をとらぬ前に９人は既に賛
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成なので、これが否決されることは絶対にない

という状態になってしまうのでないかというこ

となんです。 

金 利寛議会運営委員長 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 議会運営委員長金 利寛君。 

金 利寛議会運営委員長 そういうふうな懸念も

あろうかというふうには思いますけれども、先

ほども話しましたように、各会派でいろいろ議

論を経て、全員協議会でも議論を重ね、そして

18名に定数を減らしたことによって常任委員会

を二つの方向性にしようということで、全員協

議会で決まった事項ですので御了承ください。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第２号新庄市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議がありますので起立採決い

たします。 

  議会案第２号については、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

会案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２４議会案第３号国民健康

保険に対する国庫負担の増額を求

める意見書の提出について 

 

 

平向岩雄議長 日程第24議会案第３号国民健康保

険に対する国庫負担の増額を求める意見書の提

出についてを議題といたします。 

  本件について、提出者の説明を求めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議会案第３号国民

健康保険に対する国庫負担の増額を求める意見

書ですが、この案件は去る２月８日に開催され

ました文教厚生委員協議会において協議された

「平成22年度国保財政運営状況見込み並びに今

後の財政運営について」という案件に起因する

ものであります。 

  健康課からの説明では、厳しい経済情勢に配

慮し、被保険者に対していろいろな負担軽減策

を講じているが、最近は国保税収の減少、保険

給付費、高額医療費などの増加により、実質単

年度収支が平成19年度から３年間赤字であり、

給付基金が平成23年度中でほぼ底をつく見込み

である。国保税の税率改正について、平成23年

度は見送るが、平成24年、平成25年の改正、激

変緩和に向けて積極的に情報を提供していくと

のこと、また、平成25年から始まる予定の新制

度については、方向性が不確実な状況にあると

の説明でありました。 

  委員からは、議会としても、国の責任で対応

を急いでもらうよう、国民健康保険に対する国

庫負担の増額を国に求める運動を展開していく

必要があるのではないかという意見が出されま

した。 

  こうした協議を踏まえ、３月10日に開かれた

文教厚生常任委員会において、意見書案を提出

することについて採決を行った結果、全員異議
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なく、提出することに決した案件でございます。 

  それでは、御提案申し上げたいと思います。 

  議会案第３号国民健康保険に対する国庫負担

の増額を求める意見書。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出します。平成23年３月

17日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、新

庄市議会文教厚生常任委員会委員長沼澤恵一。 

  別紙、国民健康保険に対する国庫負担の増額

を求める意見書。 

  国民健康保険は、国民皆保険の基礎をなすも

のですが、制度設計された当時と比べ加入者層

が大きく変わり、無職者、年金生活者などの低

所得者の占める割合が増加しています。しかし、

加入者の所得は低下しているにもかかわらず、

年々保険料は上がり、支払いが困難となってい

る世帯がふえています。 

  国民健康保険の主な財源は、国、都道府県及

び保険者の負担金等並びに被保険者の支払う保

険料です。被用者保険の事業主負担に相当する

ものがないため、国庫負担が定められています。

しかし、その国庫負担は制度改正などにより後

退しており、そのほか事務費負担の廃止や助産

費補助も大幅に後退させてきました。その結果、

新庄市においては、平成19年度から国民健康保

険事業特別会計の単年度収支が赤字となり、基

金を取り崩している状態であり、その基金も平

成23年度中で底をつく状況にあります。 

  よって、国におかれては、安定した国民健康

保険制度の運営が可能となるよう、国庫負担割

合の引き上げを強く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長あて、参議院議長あて、

内閣総理大臣あて、厚生労働大臣あて、財務大

臣あて。 

  以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第３号国民健康保険に対する国庫負担の増額を

求める意見書の提出については、文教厚生常任

委員会提出の議会案でありますので、会議規則

第37条第２項の規定により委員会への付託を省

略し、直ちに審議に入ります。 

  議会案第３号国民健康保険に対する国庫負担

の増額を求める意見書の提出について、質疑あ

りませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第３号国民健康保険に対する国庫負担

の増額を求める意見書の提出については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議会案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第25議会案第４号ＴＰＰ交渉

参加反対に関する意見書の提出について、日程

第26議会案第５号2011年度山形県「住宅リフォ

ーム助成制度」に関し、使い勝手の良い制度を

求める意見書の提出についてを一括議題といた

します。 
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  議会案第４号、議会案第５号について、提出

者の説明を求めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 それでは、議会案

第４号ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書の提

出についてを提案します。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出します。平成23年３月

17日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、新

庄市議会産業建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書。 

  平成22年11月９日、政府はＴＰＰ（環太平洋

戦略的経済連携協定）交渉参加の検討を含む

「包括的経済連携に関する基本方針」を閣議決

定しました。 

  ＴＰＰは、関税撤廃の例外措置を認めない完

全な貿易自由化を目指した協定であり、今後、

政府がすべての品目を自由化交渉の対象とし、

ＴＰＰ交渉に参加する判断を行えば、輸入は増

大し、日本農業は壊滅的な打撃を受けることは

必至であります。さらに、関連産業は廃業に追

い込まれ、雇用が喪失するなど、地方経済にも

甚大な影響を及ぼし地域社会を崩壊に導くもの

であります。 

  この基本方針の中で、参加・不参加の判断は

先送りされたものの、「関係国との協議を開始

する」としたことは、極めて遺憾と言わざるを

得ません。 

  我が国１億2,000万人の国民の食料安全保障

を担保とするためには、国内生産による安全・

安心な食料の安定供給と食料自給率の向上が不

可欠であります。また、農業・農村は、国土・

環境保全など多面的機能の発揮や地方経済・雇

用の安定にとっても、極めて重要な役割を担っ

ております。 

  我々は、食料自給率50％への引き上げをうた

う食料・農業・農村基本計画の方向と相反する

ＴＰＰ交渉に、十分な検証と国民的議論が全く

ないまま参加することには断固反対であり、到

底認めることはできません。 

  よって、国においては、早急に農林漁業者を

初め、国民各層との丁寧な協議を尽くすととも

に、基本計画の着実な達成に至る行程と具体的

方策を明確に提示するよう、強く要望します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により、意見

書を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣あて、農林水産大臣あ

て、経済産業大臣あて。 

  続きまして、議会案第５号について御提案し

ます。 

  2011年度山形県「住宅リフォーム助成制度」

に関し、使い勝手の良い制度を求める意見書の

提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出いたします。平成23年

３月17日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出

者、新庄市議会産業建設常任委員会委員長遠藤

敏信。 

  2011年度山形県「住宅リフォーム助成制度」

に関し、使い勝手の良い制度を求める意見書。 

  長らく続いている景気・雇用の深刻な状況は

言うまでもなく、このような状況下で、県は本

県独自の景気・雇用対策の展開の中で、住宅リ

フォーム費用に対する助成を新年度に実施する

予算内示がありました。まことにうれしく感じ

ております。 

  しかし、提案の中で明らかになったリフォー

ム工事費用助成の適用になる工事は、「耐震化」

「省エネ化」「バリアフリー化」「県産木材使

用」の４要件のいずれかを含むものとされてい

ます。 

  残念ながら、この要件を課すことによってリ

フォーム工事の対象が限られ、景気・雇用対策

としては不十分なものと言わざるを得ません。 

  先行して住宅リフォーム助成制度を実施して
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いる県内外の例を見ますと、需要のある工事は、

屋根の塗装・補修、外壁の補修、水回りなどで

す。補助対象を、上記４要件に「耐久性の向

上」「長寿命化」を加え、もしくは要件を設け

ないなど幅広い工事を対象とし、申請や審査・

検査を簡素にすることで使い勝手がよいと好評

を得ることができると考えます。 

  仕事がないなど悲痛な声を上げている県内中

小・零細業者を考えたとき、需要の高い工事、

幅広い工事を対象にしてこそ、多くの業種が対

象となります。また、県民の住宅リフォーム工

事への需要も喚起し、すそ野が広く経済効果も

高い景気・雇用対策になると考えます。 

  よって、県においては、県民のいのちと暮ら

しを守る県政の根本に立ち、景気・雇用対策を

しっかりやる立場から、住宅リフォーム助成制

度が県民や建設関連の中小業者の期待に添い使

い勝手がよくなるように、適用要件に「耐久性

の向上」「長寿命化」と「生活環境向上」を加

えるよう、もしくは適用要件を設けないよう要

望します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

 提出先、山形県知事あて。 

  以上です。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第４号ＴＰＰ交渉参加反対に関する意見書の提

出について、議会案第５号2011年度山形県「住

宅リフォーム助成制度」に関し、使い勝手の良

い制度を求める意見書の提出については、産業

建設常任委員会提出の議会案でありますので、

会議規則第37条第２項の規定により委員会への

付託を省略し、直ちに審議に入ります。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  最初に、議会案第４号について採決します。 

  議会案第４号ＴＰＰ交渉参加反対に関する意

見書の提出については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議会案第５号2011年度山形県「住宅リ

フォーム助成制度」に関し、使い勝手の良い制

度を求める意見書の提出については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議会案第６号地方議会

選挙の日程延期に関する意見書提

出について 

 

 

平向岩雄議長 日程第27議会案第６号地方議会選

挙の日程延期に関する意見書提出について。 

  議会案第６号について提出者の説明を求めま

す。 

  佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇） 

２ 番（佐藤悦子議員） 議会案第６号地方議会

選挙の日程延期に関する意見書提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条
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第１項の規定により提出します。平成23年３月

17日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者は私、

佐藤です。そして、賛成者は小関 淳議員です。 

  別紙を読み上げます。 

  被災者救援に全力を挙げて取り組むために、

地方議会選挙日程延期を求める意見書（案）。 

  このたびの大震災によって、被災された地域

の方々の救援に、新庄市でも全力を挙げて取り

組まねばなりません。また、新庄市民の生活も

燃料不足、食料品の不足、電気の供給の不安に

さらされております。燃料不足から、仕事もま

まならない状況です。電力不足は、十分な生産

活動ができないのではないかと危惧されていま

す。 

  このような中で、地方議会選挙活動も不十分

なものになってしまいます。住民の地方の政策

をどうするか、じっくりと考えることができる

状況ではありません。今は、災害対策に全力で

取り組むことが最優先されねばなりません。 

  そこで、被災地域だけでなく、全国的に、地

方議会選挙の日程を半年程度延期することを求

めます。 

  提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、参議院

議長、衆議院議長です。 

  よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第６号地方議会選挙の日程延期に関する意見書

提出については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会への付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第６号は委員会への付託を省略し、直ち

に審議に入ることに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 提案者でも賛成者でも、

どちらの方でも結構ですのでちょっとお聞きし

たいと思うんですが、この理由の中で、地方議

会の選挙活動が十分なものができないと、こう

いう理由なんですが、私はちょっとこれは違っ

ているのではないかなと。 

  総務省の片岡さんあたりの話なんか新聞報道

を見ると、被災地では投開票の場所もないと。

また、それに携わる自治体の職員なり、住民な

り、そういう方々が今のところそういう場面に

仕事をなされることは大変なんだと。それから、

もう一つは、国民の最大の権利である投票権か、

これも行使することができないと、今の現状で

は、であるから延長してくださいと、こういう

理由だったら私はわかりますが、議会の選挙活

動が不十分なんていうものはいかがなものかな

と、この理由づけとしては。その辺、お二人の

うちどちらでも結構ですので、その辺ちょっと

お聞きします。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） このたびの地震の結果

ですけれども、例えば原子力災害、それから石

油コンビナート火災など地震から波及してのさ

まざまな被害が非常に大きくなっています。そ

して、電力不足という事態になっております。

そういう中で、選挙活動そのものも考えてみて

も、ガソリンなどが非常に要ることになります

し、電気も相当かかることになります。 

  今、この新庄市を考えても、東北電力のほう

から停電もしなければならないかもしれないと

言われて、たまたま雨が降ったから水力発電で

停電はこのたびは、きのうはしなくてよいとな

ったようでありますが、しかし、いつ停電にな

るとも限らない、あす停電するかもしれないと

いうような状態に、今、新庄市も置かれており

ます。 

  そうなったときに選挙となれば、やはり電気

をつけ、御飯を炊き、また投票所にもそうです
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し、そのほか電気がかかったり、石油などを使

ったりと、節制・節電などをしていたのでは、

これは選挙活動はできないわけで、そうなった

ときに節電もできないことになるだろうし、で

きないと言っても停電しなければいけないとき

にはしなければいけないわけです。停電になる

可能性もあるわけです。そういう中で、選挙活

動を訴える方法そのものができないかもしれな

い。 

  あとまた、先ほど、被災地だけが投開票の場

所もない、職員もいないということであります

が、今現在、新庄市に被災者が来られておりま

す。そして、さらにもっとふえていくだろうと

想定されております。そうなったときに、公民

館だとか今まで投票場になってきたようなとこ

ろも、もしかしたら被災者のために使わねばな

らないかもしれません。そういったことも含め

て、職員はもちろんそれに当てられて仕事をし

なければいけないわけですし、そういうことに

対して職員も、また市民も、みんなでできる限

りのことをしてあげなければいけないだろうし、

自分の生活そのものも今大変でありますが、被

災者に対しても提供、ボランティア、お世話、

必要なものを出す、そういったことを今全力で

やらねばならないと思います。そうなりますと、

やっぱり選挙活動というのが非常に、いつも考

えられてきた選挙活動そのものが非常に不十分

になってしまうということが考えられるという

ことです。 

  また、政策論争についても、やっぱり落ち着

いて地方の、例えば新庄市で、山形県であれば

何千億円ですか、新庄市であれば200億余り、

このお金の使い方をどのようにするのがよいの

かというのは、震災だけの対応ではやっぱりな

いわけでありまして、ゆっくりと落ち着いた環

境の中で政策議論をやっていくべきものだと思

います。そういうことが、今、震災対応の中で

非常に困難になっているのではないか。メディ

アを見ても、ほとんどが震災の報道だけであり

まして、選挙報道よりも震災対応の報道のほう

が優先されることは目に見えておりますし、こ

の地方の政策をどうするのかということで、訴

えるほうも資材が足りないということでできな

いだろうし、住民のほうも丁寧に考えていく時

間がとれない。そういう中で本当に選挙をやっ

ていいのかという状況、震災対策にさえも力が

向けられなくなってしまうと思います。 

  そういう意味で、今は被災された方々を救援

する、また、自分たちの、市民の困った状況を

どうしたらいいかということでみんなで力を合

わせていく、対策を考えてやっていく、これこ

そ最優先で行われるべきものではないかと思う

わけです。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 佐藤議員からいろいろ

お聞きしたんですが、今いろいろ御意見を述べ

られた中の大半の理由は、私はそれなりに説得

力があると思うんですが、選挙活動が十分でき

ないというものは、これはいかがなものかなと

思うわけ。今だって選挙活動はできるわけよ。

だから、選挙活動というものは自分の考えを訴

えたりするわけですから、何も告示になってか

らスピーカーで叫んで歩くだけが自分の訴える

それではないと思うんです。だから、何かちょ

っとこの辺な、選挙活動というのはちょっと私

は引っかかるんです。 

  本当に、みんなも災害のために議員活動も思

うようにできないとか、議会活動もできないと

か、そういう大きな理由ならわかるんですが、

ただこの中で選挙活動が不十分だなんていうこ

とはいかがなものかなと。もうちょっとこれ、

やるんだったら文章をもう少し訂正してやった

ほうが私はいいんでねえかなと、こういうふう

に思うんですが。 

  それから、もう一つ、当然こうやって議会案
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として出す限りは、議員は、今の新庄市の議会

の議員は４月なんです、終わるのが。身分、身

分。４月30日か、30日で切れるわけです。そう

すると、その身分というものがどういうふうに

なるのか。半年、このとおり半年間延長したと

きは。その辺も十分わかった上で、こういう表

現をなされたと思うんですが。 

  例えば、今の議員の方々が半年間延長されれ

ば、そのまま議員の身分が継続するのか、それ

とも議員がいなくなるのだか。選挙だけ延長に

なって議員がいなくなるのだか。任期が切れる

んですから。その辺わかっていてお出しになっ

たと思うんですが、その辺はいかがですか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 選挙活動というのは、

選挙管理委員会にお聞きになればわかると思い

ますが、告示になってからなんです。選挙活動

というのは。今は政治活動なんです。議員とし

て、あるいは政党として、個人として、政治活

動をいろいろな形でやっていていいんですが、

選挙活動は今はできないんです。 

  「選挙活動」とここで言っているのは、その

本番の電気を使うだろう、ガソリンを食うだろ

う、そういった本番のことを指して言っている

わけなんです。それが節電になって、電気をと

められたらどうなるのかということなんです。

本当は一斉に使うことになりますし、そういう

こともあるということです。 

  また、投開票の場所が、もしかしたら被災者

の和室として、休む場所としてこれから提供し

なければならないかもしれない。何人、今はわ

かりませんけれども、何万人来るといっても、

何万人も来るのではないかとも言われています

から、そういった場所として提供できるように

することも必要なのではないかということなん

です。 

  それから、議員の身分についてなんですが、

法律で特例措置というのがありまして、任期、

例えば半年延ばすというふうに特例措置でする

ことはできまして、そうなりますと、今現在の

議員がそのまま、その次の選挙の前まで身分が

そのまま議員として働いてもらうことになって、

その時点で行われた、半年後にもしも選挙が行

われれば、新しい人はその半年分だけ短くなり

まして、３年半、任期がなるそうです。そして

選挙は、その次の選挙はやっぱり今、春、４月

になるということであります。法律でこういう

ときは特例措置というのが認められているとい

うことだそうです。そういうことが、国でやる

となればできるということなんでした。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） これを見ると、特例法

案というのは、これは震災の被害が大きい、す

ごく大きいところと、こういうふうに位置づけ

なされているようですが、それと同一に全国全

部６カ月延長するということはどういうものだ

かなと。激甚的な被災をこうむったのは、これ

は私もわかりますよ。こうむっていないところ

もあるわけよ。 

  それから、その身分が、これが６カ月なら６

カ月、何ていうか、特例があって自動的に延び

ると、こういうことを今お聞きしたんですが、

本当にこれ、そういうことがあるんですか。特

例の法何条とか何とかって。「あるらしい」で

なく確固たる、こういうことがあるということ

を、何かこの新聞だけ見るというと、ちょっと

わかりかねるような面もございますので。これ

で３回だから余り言わないけれども、まずその

辺な。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） このたびの地震の大き

さ、被害の大きさというのは、かつてない非常

に大きな、広大な地域に及んでいるということ
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です。そしてまた、質的にも今までない原子力

災害、石油コンビナート火災、津波も大きかっ

たし、その被害が非常に大きくて、その地域か

ら逃れた方々が、この被災の小さい山形県であ

ってもどんどん受け入れねばならない、受け入

れて何とか、その地域に行く支援も必要だし、

この場でとどまってやらねばならない支援も相

当な量になっているわけなんです。そういう事

態であるということで、今までなかった事態だ

ということだと私は思います。 

  そういう意味で、被災地だけでは延期はとど

まることはできないというか、とどまるべきで

はないといいますか、被災が少なかった山形県

であっても、その支援に力を入れねばならない

ために、やっぱり延ばしてやるべきではないか

なということなんでした。 

  それから、法の何条というようなことでは、

確かにわかりませんが、法律には確かに特例措

置で任期は延びるということはなっております

ので、後で詳しいところを、法律が幾つあると

かというのは後でまたお願いしたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

７ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

７ 番（小関 淳議員） 今、渡部議員の質問に

対して答えてよろしいでしょうか。 

平向岩雄議長 どうぞ。 

７ 番（小関 淳議員） はい。渡部議員のおっ

しゃることも十分わかります。それで、「選挙

活動」という表現についても、ちょっとおかし

いんじゃないかと。もう少し別の、政治活動、

議員活動というところにしたほうがいいのでは

ないかというお気持ちは十分わかります。 

  ですが、ぜひ願意を……。 

平向岩雄議長 小関議員、マイクを使ってくださ

い。 

７ 番（小関 淳議員） ですが、願意を、この

意味に込められている願意をぜひ酌んでいただ

いて、御理解いただきたいと思います。 

  今、皆さんも御存じのとおり、このような状

況になっていて、私たちが向けるベクトルはど

の方向に向けるべきなのか、私たち議員に限ら

ず、市民はどの方向に向けるべきなのかという

ことは周知のはずだと思います。被災地に限ら

ず、支援をする側も相当なエネルギーが必要な

はずです。有権者として当然の権利である投票

ということも、もしかするとなかなか集中でき

ないような状況になるのではないでしょうか。

その辺も酌んでいただければ、文言がどうこう

ということはあるにはあれど、これは必要な案

ではないかと私は考えますが、ぜひ、願意を酌

んでいただいて御理解いただきたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第６号地方議会選挙の日程延期に関す

る意見書提出については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」）と呼ぶ者あ

り） 

平向岩雄議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議会案第６号については、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 
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平向岩雄議長 起立少数であります。よって、議

会案第６号は否決されました。 

 

 

日程第２８議会案第７号「東北地

方太平洋沖地震」被害への緊急対

策を求める意見書の提出について 

 

 

平向岩雄議長 次に、日程第28議会案第７号「東

北地方太平洋沖地震」被害への緊急対策を求め

る意見書の提出についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇） 

１０番（小嶋冨弥議員） それでは、議会案第７

号「東北地方太平洋沖地震」被害への緊急対策

を求める意見書の提出についてでございます。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第１項の規定により提出いたします。平成23年

３月17日。新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、

新庄市議会議員小嶋冨弥、賛成者、同じく新庄

市議会議員金 利寛さん、同じく賛成者、新庄

市議会議員奥山省三さんであります。 

  別紙、「東北地方太平洋沖地震」被害への緊

急対策を求める意見書。 

  去る３月11日に発生した東北地方太平洋沖地

震は、マグニチュード9.0と我が国の観測史上

最大規模となり、北海道、東北、関東の各都道

府県においては津波等により多数の死者、行方

不明者が出るなど、過去に類を見ないほどの甚

大な被害をもたらしました。さらには、原子力

発電所における重大事故を誘発し、新たな被害

が発生するに至っております。 

  被災した各都道府県においては、現在、被災

者の救出や行方不明者の捜査に全力を挙げて取

り組んでおりますが、想像を絶する規模の災害

であることから、作業は困難をきわめておりま

す。また、被災者はライフラインの復旧のめど

も立たない中、不自由な避難生活を余儀なくさ

れておるのであります。 

  本県においても、震災直後からの停電、電話

の通信規制、鉄道の運休や高速道路の通行どめ

などに加え、食料品や石油燃料の欠乏により、

日常生活や産業全体に重大な障害が生じており

ます。 

  よって、国においては、下記の事項について

万全の対策を講じられるように要望するもので

あります。 

記 

１ 被災者が安全に安心して生活できるよう、生

活支援に特段の措置を講ずるとともに、ライフ

ラインの早期復旧など、被災地の復旧・復興に

万全の対策を図ること。 

２ 交通網を早期に復旧するとともに、日常生活

や産業活動に欠かせない石油燃料、食料品など

の生活物資を早急に確保すること。 

３ 取引企業が被災したことにより経営に大きな

影響を受ける中小企業に対し、金融支援を図る

こと。 

４ 救援物資の中継基地として重要な役割を果た

す山形空港や酒田港の機能強化を図ること。 

５ 原子力発電所については、安全対策に万全を

期すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出するものであります。 

  衆議院議長あて、参議院議長あて、内閣総理

大臣あて、総務大臣あて、財務大臣あて、厚生

労働大臣あて、農林水産大臣あて、経済産業大

臣あて、国土交通大臣あて、防衛担当大臣あて。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第７号「東北地方太平洋沖地震」被害への緊急

対策を求める意見書の提出については、会議規

則第37条第３項の規定により委員会への付託を
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省略したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第７号は委員会への付託を省略し、直ち

に審議に入ることに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

６ 番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

６ 番（金 利寛議員） 私も賛成者の一人であ

りますけれども、この趣意書の文をまだ読んで

いなかったものですから、この文章の中で、

「新たな被害が発生するに至っている」とか、

「困難をきわめている」だとか、「余儀なくさ

れている」だとかという、その断定的な言葉で

はなくて、「至っています」だとか、ですます

調にしたほうがいいのではないかなというふう

に思いますけれども、いかがでしょうか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） まあ、賛成者からこう

いう意見が出ると思わなかったんですけれども、

緊急を要するというようなことで、このような

文言に至ったわけでありますし、昨日の県議会

でも同じような趣旨で出されておるものですか

ら、そのような文言に至ったわけでありますの

で、御理解のほどをお願いしたいと思います。

（「ちょっと待って、ちょっと待ってよ。提出

者が質問してるじゃねえべ」の声あり） 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 内容に大体賛成ですが、

記の３に、中小企業だけでなく、「中小企業及

び農業」と足していただきたいと思います。 

  理由は、酪農あるいはハウス栽培、花など、

出荷したくても工場が被災したということなど

とか、あるいは運べない、ガソリンがないとい

うようなこと、あるいは相手が、取引先がなく

なったとか、そういったことなどで出荷できな

い、大損害が今出てきていると聞いております。

そういう意味では、ここに「中小企業及び農

業」というように訂正して、新庄市は農業も非

常に大事な基幹産業でありますから、そういう

農家の願いもここに込めていただきたいと思い

ますが、どうでしょうか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 私どもも議運を通じて

こういうふうになったんですけれども、私はそ

ういう意味で提出したんだけれども、そういう

ものを加えてほしいという要望がありますので、

その辺を議長の采配で文言、変えるか変えない

か検討していただければいいんじゃないでしょ

うか。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後１時５５分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  後で採決いたしますけれども、ほかにありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第７号「東北地方太平洋沖地震」被害

への緊急対策を求める意見書の提出については
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原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 ここで、補正予算対応策に関し、

政策経営課長より発言の申し出がありますので

許可します。 

  政策経営課長伊藤元昭君。 

   （伊藤元昭政策経営課長登壇） 

伊藤元昭政策経営課長 それでは、私のほうから

お願いという形になろうかと思いますが、本来

であれば議会の中で御審議いただく補正予算並

びに条例改正案につきまして、専決処分をさせ

ていただきたいという御了解を賜りたいという

お願いでございます。 

  大きく２点ございます。一つ目は、22年度の

補正予算でございますが、予定では３月30日に

臨時議会を開いていただいて御説明を申し上げ

る予定でございましたが、22年度の事業のうち、

年度内に事業が完了しないものについて繰越明

許費を設定させていただく内容の補正予算でご

ざいます。 

  そのほかには、歳入歳出予算の中で財源補正

等ございますが、これにつきまして３月30日に

臨時議会を開かないで、３月31日付で22年度の

補正予算の専決処分をさせていただきたいと。 

  中身につきましては、先ほど申し上げました

繰越明許費、主に１月臨時議会で御承認賜りま

した国の活性化等に伴うきめ細かな交付金の事

業、あるいは学校の安全・安心学校づくり交付

金事業などが主な内容で、現在精査中でありま

すが、約30事業になろうかと思いますけれども、

繰越明許費を専決処分で御了解を賜りたいとい

うのが、まず、補正予算の第１点でございます。 

  あわせまして、今度は補正予算、23年度の当

初予算でございますが、当然、このたびの大災

害等については想定をしておりませんので、23

年度の予算として４月１日付で、このたびの災

害に関連する、伴う経費を４月１日付で専決処

分の御了解を賜りたいということでございます。 

  以上、補正予算関連は２点でございます。 

  あと、もう１点、条例改正でございますが、

これは毎年あるわけですけれども、いわゆる日

切れ法案、地方税法の改正に伴う当市の市税条

例並びに国民健康保険税条例になろうかと思い

ますが、まだ詳細につきましては、こういう事

情ですから国のほうからは来ておりませんが、

それについても４月１日施行という形になりま

すから、３月31日付で条例改正の専決処分をさ

せていただきたいと。 

  以上、補正予算２件、条例改正等の専決処分

ということで、ぜひ御了解を賜りたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ここで、今回御勇退なされます教

育委員長伊藤輝昭君よりごあいさつがあります。 

  教育委員長伊藤輝昭君。 

   （伊藤輝昭教育委員長登壇） 

伊藤輝昭教育委員長 このたびは、だれもが予想

のできなかった大地震の中で、また、県教委の

根拠不明の指導ミスなども加わりまして、大き

く日程を変更しながらの集中審議、この議会、

本当に御苦労さまでした。私にとっては忘れら

れない、最後に出席させていただいた議会とな

りました。 

  私にまで退任のあいさつの機会を、この権威

ある本会議場において与えていただきましたこ

と、本当に光栄で、感動に震えているところで

あります。 

  実は、私の任期途中での身勝手なお願いにも

かかわらず、市長さん、教育長さんには温かい

励ましのお言葉、留意のお言葉をいただき、本
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当に感激いたしました。浅学非才な私が、教育

委員長という大役を何とか務めさせていただき

ましたのも、市長さん初め、議員さん方、そし

て執行部の皆様の心温かい御指導のおかげと心

から感謝申し上げているところであります。 

  さて、私が教育委員の職をいただいて８年に

なりました。振り返ってみますと、私が就任さ

せていただいたときは、大阪教育大附属池田小

学校で不審者によって児童８人が刺殺され、15

人の児童、教職員が重症という殺傷事件が起き

て２年後でありました。日本じゅうの学校では、

子供たちの安全を守るため、血眼になって頑張

っておりました。 

  新庄市内の学校でも、校舎のすべての出入り

口には錠をかけ、玄関にはインターホン、そし

て防犯カメラが作動、教室には刺又が置かれて

いると、このような状況でありました。これは、

新庄市教育で推進してきた開かれた学校づくり

とは逆の教育環境になっているのではないかと

いうふうな、そういう思いで私は学校を訪問し

ながら違和感を感じたこともありました。この

ことについては、ある議員さんより私に、一般

質問の大切な時間の中で、「これで教育はよい

のか」というような御質問をいただきました。

私は大変うれしく、心に今でも残っております。 

  あのときから８年が経過しましたが、今でも

学校では出入り口を施錠するという、そのよう

な管理体制になっておりますが、私にとっては

このような状況を非常に残念に思いながら、手

をこまねいてといいますか、何とか解決したい

というような、そんな気持ちで頑張ってきまし

たけれども、力及びませんでした。 

  この間、社会情勢は目まぐるしく変化し、新

庄市では財政再建を第一の課題として、市長さ

んを先頭に、議員さん方議会、執行部の皆さん、

一丸となって市政を推進していただきました。

ようやくその明るさが目の前に見えてきたとい

うようなお話を、市民の声から感じておるとこ

ろであります。 

  このような大変な時代の中で、人材育成、教

育充実の理解のもとで、教育予算は一度の減額

もなく事業を進めていただいたことが非常に心

に残り、喜んでおるところであります。議員さ

ん方、本当にありがとうございました。市長さ

ん、ありがとうございました。 

  また、学校教育にあっては、少子化現象の中

で、教育効果の向上を目指して、土内分校、そ

して二枚橋冬季分校、角沢小学校、山屋小学校

など学校統合を行ってまいりましたが、その成

果はプラスとなって見えてきているところであ

ります。そのほか、中学校給食の実施、校舎の

耐震工事も順調に進めていただいているところ

であります。 

  それに、地域でつくる小中一貫教育は、子供

がよければ学校がよい、学校がよければ地域が

よい、地域がよければ人が集まる、活気が出る

という社会教育の理念といいますか、考え方の

もとに、市長さんが提唱されております「人行

きかうまち」「人学びあうまち」の実現に向け

たものであり、教育行政としても一生懸命努め

てまいったところであります。 

  これまで、地域とともに小中一貫教育を進め

てまいりました。その小中一貫教育の集大成と

しまして、いよいよ日本一の萩野学園構想の実

現、萩野小中一貫教育校の開設に向けて着手さ

れております。議員さん方、どうぞよろしくお

願いいたします。数年後の完成を楽しみに、ま

た、すばらしい学校の実現に、心から願ってい

るところであります。 

  終わりになりますが、今後は皆様方からいた

だきました、また、議会などで教えていただき

ましたことを私の宝として、また力として広く

地域の皆さん、市民に伝え、微力ではあります

が、これから進められますまちづくり総合計画

の推進と100万人新庄まつりの実現に少しでも

お手伝いできればと思っているところでありま
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す。 

  新庄市と新庄市議会のますますの発展を祈念

申し上げまして、私の退任のあいさつとさせて

いただきたいと思います。本当に長い間お世話

になりました。ありがとうございました。（拍

手） 

平向岩雄議長 ここで市長よりごあいさつがあり

ます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 激動する世界、世の中を思わせる

ような正月以来の大雪と思いましたら、このた

びの大地震、未曾有の経験したことのないよう

な状況、まさしくこの３月は、また、来年度か

ら始まる第４次新庄市振興計画、まちづくり総

合計画の大事な予算審議という大切な議会、こ

の議会の途中にあのような形で地震を体験し、

その中で議会の皆さんの御理解をいただき、短

縮する中で慎重審議の御審議をいただいたこと、

まずもって感謝申し上げたいというふうに思い

ます。 

  また、最後に、今回は予算特別委員長に金議

員が就任され、見事な進行をしていただいたこ

とは、有終の美を飾るような、高い評価をされ

るような予算特別委員会の運営ではなかったか

なと思っております。本当に感謝申し上げたい

というふうに思います。 

  いよいよ、今度４月からは御審議いただいた

予算をもとに、さらに一層この地域に雇用・交

流、安心・安全、さらには人材育成というよう

な形で実現をできるプロジェクトを早速進めて

いく覚悟であります。 

  しかし、今回の地震で受け入れ態勢というこ

とも進めなければならないというふうに思って

います。これについても万全を期し、やはり新

庄はおもてなしの心を忘れずに、その避難民の

皆さんをしっかりと受け入れてまいりたいとい

うふうに思っております。 

  また、この議会において退任を表明されまし

た教育委員長さんには、先ほど大変高く評価い

ただいたこと、ありがとうございました。 

  また、議員の皆様も今回で退任されるという

方がおいでですが、長く新庄を築き上げ、また

励まし、そして議論していただき、この礎を築

いていただいたことに深く感謝申し上げたいと

いうふうに思います。 

  今回の議会でまた、退任する職員、課長職７

人がこの場を去ることになります。同じく、長

くこの新庄市を築いてきてくれたそれぞれの職

員に感謝申し上げたいというふうに思っており

ます。 

  来年度につきましては、今年さまざまな形で

ですが、24名の職員が退職、さまざまな形で転

勤される、さまざまな事情がございますが、そ

うした形で今年よりも来年度は24名少なくなり

ます。新たな戦力を14名を迎えまして、元気な

新庄づくりに邁進してまいりたいというふうに

思います。 

  ３月議会、大変な時期ではありましたが、皆

様の懸命な御判断に感謝申し上げ、御礼の言葉

とさせていただきます。ありがとうございまし

た。 

平向岩雄議長 以上をもちまして、平成23年３月

定例会の日程をすべて終了いたしました。 

  閉会を前に、私のほうからも一言ごあいさつ

申し上げます。 

  本３月定例会は、会期中に東日本大震災とい

う未曾有の大災害が発生する中での開催であり

ました。平成23年度は、本来であれば第４次新

庄市振興計画などが策定され、今後10年間を見

通す最初の大事な１年目となるはずの年度であ

りましたが、３月11日発生の大地震は、本市の

みならず東日本全体、日本全体を極めて大きな

悲しみと不安と混乱に陥れております。 

  今後、予想される太平洋側３県の被災者を初

めとする救援・救難対策や地域生活確保対策な
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ど、本当に困難な、深刻な事態が到来するもの

と考えられます。どうか皆様方、執行部と議会、

市民、すべての団体などが連携し、困難ともい

える今回の大震災を克服しなければならないと

思いますので、今後の対策、対応についてよろ

しくお願いいたします。 

  また、今回の任期で勇退される議員が４名い

らっしゃいますが、これまでの御活躍と御功績

に感謝申し上げるとともに、今後とも市政発展

のため御指導、御活躍いただきますようお願い

申し上げます。 

  また、今回退職なされる７名の課長の方々に

も、議会を代表し御礼申し上げます。 

  平成23年３月定例会を閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時１７分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  遠 藤 敏 信 

 

    〃    〃   渡 部 平 八 
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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２３年３月４日 金曜日 午後１時４６分開議 

委員長 金   利 寛     副委員長 遠 藤 敏 信 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ６番   金     利  寛  委員     ７番   小  関     淳  委員 

  ８番   遠  藤  敏  信  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   沼  澤  恵  一  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   平  向  岩  雄  委員    １６番   森     儀  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 

 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 坂 本 孝一郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 高 木 祐 子  主 任 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき予算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、斎藤義昭が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  ただいまの出席委員は18名です。欠席通告者

はありません。 

  これより予算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 これより、委員会条例第９

条第２項の規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選の方法につきましては、会議規

則第119条第５項の規定により指名推選による

こととし、臨時委員長において指名したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に金 利寛委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました金 利寛委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、金 利寛委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 

  議会活動最後の臨時委員長を務めさせていた

だきました。ありがとうございます。（拍手） 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

金 利寛委員長 ただいま予算特別委員長に当選

させていただきました金でございます。よろし

くお願いします。 

  そして、市長の23年度の施政方針演説もあり

ましたけれども、大変な景気低迷で大変な状況

の中での予算審議ですから、十分なる審議を行

っていただければ幸いだなというふうに思いま

す。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

金 利寛委員長 これより委員会条例の第９条第

２項の規定によって副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第119条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名したいと思い

ますけれども、これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 異議がないと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に遠藤敏信委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました遠藤敏信委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました遠藤敏信委員が副委

員長に当選されました。 

  遠藤敏信副委員長、よろしくお願いを申し上

げます。 
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散      会 

 

 

金 利寛委員長 それでは、３月11日金曜日午前

10時より、予算特別委員会を本議場において開

催いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  大変に御苦労さまでございました。 

 

     午後１時５０分 散会 
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予算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２３年３月１１日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 金   利 寛     副委員長 遠 藤 敏 信 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ６番   金     利  寛  委員     ７番   小  関     淳  委員 

  ８番   遠  藤  敏  信  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   沼  澤  恵  一  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   平  向  岩  雄  委員    １６番   森     儀  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 

 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 伊 藤 元 昭 

税 務 課 長 小 野 孝 一  市 民 課 長 川 田 美 浪 

環 境 課 長 安 食 敬 二  健 康 課 長 清 水 幹 也 

農 林 課 長 五十嵐 正 臣  商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄 

都 市 整 備 課 長 五十嵐 祐 一  下 水 道 課 長 坂 本 清 一 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  水 道 課 長 星 川 俊 也 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 柿 﨑 卓 美  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 柿 崎 憲 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 柳 橋   弘 
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監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 小 林 正 孝 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 柏 倉   政  農業委員会会長

職 務 代 理 者 髙 橋   眞 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 坂 本 孝一郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 高 木 祐 子  主 任 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第２１号平成２３年度新庄市一般会計歳入歳出予算について 
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開      議 

 

 

金 利寛委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。欠席の通告

者はありません。 

  なお、本日は、農業委員会より会長職務代理

者の髙橋 眞君が出席されておりますので、よ

ろしくお願いをいたします。 

  それでは、これより予算特別委員会を開きま

す。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第21号平成23年度新庄市一般会計予算から議案

第29号平成23年度新庄市水道事業会計予算の９

件であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

ついて、主な留意点を申し上げます。 

  特別委員会は３日間にわたり開催されますが、

本日と14日月曜日の審査につきましては、午後

４時ごろをめどに進めてまいりたいと思ってお

ります。会議は、おおむね１時間ごとに10分間

の休憩をとりながら進めてまいります。 

  質問は、予算に関する資料の名称とページ数、

そして款項目、事業名などを具体的に示してか

ら質問されるようによろしくお願いを申し上げ

ます。 

  質問時間は、１人１議題につき答弁を含めて

30分以内としております。また、会議規則第

109条第１項に、「発言はすべて、簡明にするも

のとして、議題外にわたり又はその範囲を超え

てはならない」と規定しておりますので、品位

の保持に努めていただくとともに、これについ

ても遵守をお願いいたします。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いしまして、ただい

まから審査に入ります。 

 

 

議案第２１号平成２３年度新庄市

一般会計予算 

 

 

金 利寛委員長 まず初めに、議案第21号平成23

年度新庄市一般会計予算を議題といたします。 

  一般会計予算の審査につきましては、歳入と

歳出を分けて質疑に入ります。質疑は、答弁を

含め歳入と歳出それぞれ１人30分以内といたし

ます。 

  それでは、一般会計予算の歳入について質疑

に入ります。質疑ありませんか。歳入のほうで

す。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ９ページで、１款で市

税が全部でマイナス3,735万6,000円というふう

になっています。この内訳として、11ページ以

降で、個人市民税では7,388万6,000円の減、そ

して法人ではプラスの3,210万9,000円というふ

うになって、12ページの固定資産税でもマイナ

ス1,000万円となっています。 

  この中で、滞納繰越というのがそれぞれあり

ます。滞納、これから納めていただくというこ

とも含まれておりますが、その中で差し押さえ

というのが、件数が現在どのようになっている

のか、件数と、それからその差し押さえの内容

はどのような内容で行われているのか、お願い

したいと思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 ただいまの委員の質問にお答

え申し上げます。 

  差し押さえの件数、今年度まだ確定はしてお

りませんけれども、３月８日現在ということで

お答え申し上げます。差し押さえ件数について

は、22年度101件でございます。３月８日現在
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101件でございます。 

  内容としましては、動産の差し押さえ、さら

には預金の差し押さえ、それから税の還付によ

る差し押さえ等が上位の内容でございます。以

上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 101件の差し押さえを

行っているということですが、その預金という

のがありますが、預金の内容についてちょっと

お聞きしたいと思います。それから、動産の内

容もどのようなものなのか、お願いします。 

  預金ということでは、例えば年金が振り込ま

れた預金の差し押さえになっていないのか、そ

の点についてどうでしょうか。 

  というのは最近、特に22年度に入ってから、

差し押さえを強めろという通達が来ているよう

にも思います。収納の対策を強めろという形で

出ているように思います。それで、年金が振り

込まれた預金の差し押さえによって餓死した人

も出ているという報道がされております。千葉

県の長生村で77歳の方が、年金が振り込まれた

預金が差し押さえられたために餓死した事件が

報道されています。生存権まで脅かす問答無用

の徴税が行われつつあるようにも思いますが、

そういったことは市では行っていないと言える

のかどうか、お願いします。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 預金調査については、市内の

金融機関で毎月一応うちのほうとしては調べて

おりますけれども、年金の差し押さえ等につい

ては行ってはおりません。ただ、預金の内容を

見て、画一的な形の差し押さえということはや

っておりませんので、その点御理解を賜りたい

というふうに思います。 

  あと、動産の差し押さえの内容ということで

ございますけれども、一番多いのが貴金属類等

でありまして、ただいまうちのほうではネット

オークションをやっておりますので、そのほか

細かい部分でもかなりの物がありまして、多岐

にわたっております。ちょっと申し上げます。

例えば指輪類、ペンダント類、あるいはリビン

グボードとか座卓とか、そういった物は多岐に

わたっているということで御理解をいただきた

いと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 貴金属類については仕

方がないかなという気はしますが、座卓とかと

いうことになると、もしかしたら生活必需品に

までわたった差し押さえになっていないでしょ

うか。そういったことをちょっと心配な面があ

りますが、どうでしょうか。 

  それから、学資保険の差し押さえが全国では

やられていまして、これはやってはならないの

ではないかと思います。きょうの新聞報道であ

りますが、確かに税の滞納はあるお宅で、子供

の大学入試のために何とかと思ってためていた

学資保険が差し押さえられたために本当に一家

が困ってしまって、子供が大学に入れるかどう

かという瀬戸際に立たされたというような報道

もきょうされておりました。そういった、爪に

灯をともす思いで子供の将来を考えてやってき

た、そういった保険まで差し押さえるというこ

とが全国では起きているんだなということで改

めて考えさせられ、新庄市であってはならない

というふうに思った次第ですが、その点につい

てはどうでしょうか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 ただいま例示の一つとして申

し上げたわけでございますけれども、ある程度

差し押さえの物品については、その中の多岐に

わたっているんですけれども、ある程度本人の

意向なんかも含めまして、ネットオークション
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に出していいかどうかも含めて一応やっている

ような状況なので、その辺については一方的な

形でというふうな感じはいたしておりません。 

  それから、学資保険のほうについてなんでご

ざいますけれども、確かに日曜版のある新聞に

は出ていましたけれども、うちのほうとしては

保険調査まではちょっと今のところやってはお

りませんので、保険についての差し押さえは今

のところしておりません。 

  ただ、納税者の立場から見まして、税の三原

則であります公平・透明・納得というふうな三

原則がありますので、滞納者についてはそれも

十分踏まえた形でのいわゆる税の収納というふ

うなことを考えていますので、今後ともその原

則に沿った形で一応進めてまいりたいというふ

うに考えております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 安心したというか、よ

かったな、新庄市ではまだそんなひどい状況で

はないんだなということで少し安心しましたが、

しかし、税の国のほうからの通達が余りにも強

められて、そういう学資保険を差し押さえたり、

生活必需品を差し押さえたり、また年金の入っ

たところまで差し押さえて餓死させるまで追い

込んでいるような徴税攻勢がやられている市町

村が出ているということでひどい状況にもなっ

ておりまして、そういったことは絶対にあって

はならないと思いますので、丁寧にやっていた

だきたいなと思います。 

  それで、税の公平ということが言われました。

全くそのとおりだと思います。税の公平という

のは、一番大事なのは、その能力に応じた税の

負担だと思うんです。能力に応じた負担という

点で見たときに、国の今の徴税のあり方が、例

えば証券優遇税制というのがあるということを

聞きました。株でもうけた、大きな金額をもう

けた場合に、たった10％の税金を納めただけで

その資産がふえる一方だというような、大金持

ちの、大資産家への優遇税制があったり、また、

利益を上げている大企業に法人税が減税されて、

このたび政府が２兆円もの法人税減税を、もう

けが上がったところからの減税をするという話

になっております。これは、税の公平という点

で能力に応じた税制としてどうなのかと思うわ

けですが、そういった点で、これは所得税など

ですので、なかなか市に直接来るお金とは関係

のない、確かに国の税金です。しかし、地方交

付税としてふやすこともできたり、国庫負担金

の財源でもあるわけですし、そういう意味で地

方に来るお金のことにもつながるお金だと思い

ますが、そういう意味で、そういった能力のあ

るところからは、もっと税の公平という点から

取るべきではないかと思うんですが、その一方

で厳しい、能力が足りないために滞納になって

いるんじゃないかなという気がする市民の多く

の方々から見たら、これこそ不公平、能力のあ

る方からぜひ取っていただきたいというのが本

当の税のあり方ではないかと思うんですが、こ

の点についてはどうお考えなのか、御見解をお

願いしたいと思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 ただいま国の施策の証券税制

の見直しの問題、法人税のいわゆる今回の実効

税率の５％引き下げの問題、この問題につきま

しては国の施策の一環としてのあり方なので、

私の立場からは国の施策にどうこうというふう

なコメントは申し上げられません。ただ、この

法人税の実効税率については、特に国際競争力

の問題が背景にあるというふうなことでござい

ますので、この場で私の所感を述べるような感

じはいたしておりません。 

  それから、応能の問題でございますけれども、

これについては応能応益、国保税については完

全にこの応能の、応能応益の立場をとっており
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ますので、税制面でもその能力に応じた税制と

いうものも、これは一分野においては加味され

ているものだというふうに思っております。 

  また、所得の多寡に伴って、法人税や所得税

については税率等も段階的に違っておりますの

で、その辺については応能の考え方が一つの背

景にあるものというふうに思っているところで

ございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今、国際競争力から法

人税を下げたのではないかというような考えが

にじまれていたように思います。しかし、法人

税については、ヨーロッパなどの実効税率と日

本で行われている実効税率というのが、実質的

には今までですけれども30％ということで、実

際に払われている法人税率は変わらない、負担

は変わらないというのが統計などで出てきてい

る数字です。 

  それから、法人、会社がなぜその国にいるか

ということを考えたときに、法人税の高いか低

いかというよりも、その国での購買力がどうか、

その国で消費力がどうかということで、消費力

の高いところであれば売れるという、その場で、

その国で売れるという立場から消費力の高い国

に税金が少し高くてもいるというのが、会社へ

のアンケート調査で明らかになっています。 

  残念ながら、新庄というか、国、日本の場合

は、日本の国民の消費が余りにも低くなってい

るために国内で売れなくなっている。これが企

業にとっても、これから伸びていくことを考え

たときにネックになっているとも言われていま

す。そういう意味で、国民の購買力をどう高め

るかということが本当は重要でありまして、そ

のためにも、大企業が法人税をまけてもらって

いっぱいたまっているお金を国内の消費に回る

ようにさせるルールづくりが本当は必要なので

はないかなと思います。 

  次に、26ページの18款２項の１目に財政調整

基金、１億円繰り入れが入っておりますが、現

在、財政調整基金は残高はどれぐらいになって

いるんでしょうか。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 23年度当初予算で１億円、

取り崩しを行うわけですが、22年度末見込みで

ございますが、９億9,850万円の見込みでござ

います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今まで、財政調整基金

で、これほどたまったことはないのではないか

と思うのですが、どうでしょうか。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 ちょっと詳しい資料、ど

こまでさかのぼればということになろうかと思

いますけれども、例えばいろいろな大規模事業

を行ってまいりました。平成４年時代では国体、

その後も例えば全国的な緑化フェア等を行って

きました。そういうふうな大規模事業、あるい

はイベントのために計画的に積み立てていると

いう事実もありますから、10億円が一番過去の

マックスということにはなっていないと思いま

す。もっと大きい金額がたまった時期もあろう

かと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今、大規模事業やイベ

ントのためにためるというお話でありましたが、

今後このような大規模イベントなどは予想され

るんでしょうか。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 今回、まちづくり総合計

画、10カ年の計画をつくらせていただきました
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けれども、大規模等なイベントというのは考え

ておりません。ただ、何回も御説明申し上げま

すが、北部方面の統合のための、大規模という

形になると思いますけれども、小中一貫校の建

設、ここには多分多大な経費がかかりますから、

そのためにも財政調整基金、あるいは施設整備

基金等の積み立てが当然今後は必要になってく

るという考え方を持っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） それもあるとは思いま

すが、今まで新庄市の財政というか、全国的に

もそうですけれども、地方自治体の財政難、国

の財政難と地方自治体の財政難ということがあ

って、特に新庄市の場合は切り捨てられてきた

福祉がたくさんありまして、ほとんど何も市独

自のものがないのではないかというぐらいまで

福祉が切られてきた経過があります。 

  そういう意味で、こういったところを、切り

捨てられてきた福祉を復活させ、かつて新庄市

で行ってきた、小さな、市民を少しでもほっと

させるような、長生きしてよかったと思えるよ

うな、そういう施策、あるいは障害者への施策、

そういったところに使えるお金としてあるので

はないかと思うんですが、どうでしょうか。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 何回も説明しております

けれども、今回のまちづくり総合計画の中で、

重点プロジェクトとして三つのプロジェクトを

位置づけさせていただいております。 

  その中で、安全・安心の充実プロジェクトと

いうプロジェクトが一つございますけれども、

あるいは子育て・人づくりプロジェクトという

形もございますが、そういう中で今おっしゃっ

た高齢者、あるいは子育てのための、あるいは

少子化のためのいろいろな施策は、当然今後も

やっていかなければいけないという認識で考え

ております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

金 利寛委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） 15ページ、７款ゴルフ

場利用税交付金についてお聞きしたいと思いま

す。 

  今、このゴルフ場について、いろいろな話を

聞いてきたんですが、今の経営管理をやってい

る方というのは業者だと思うんですが、新業者

の、これ、名前を教えていただいても結構なら

ば聞きたいと思います。 

  それから、舟形は、あれは県営のゴルフ場だ

ったんですが、あのゴルフ場も随分赤字が続い

て、業者に管理委託しているというようなこと

を聞いたんですが、あれは舟形関係だから関係

がないと思いますが、ただ、その委託管理を受

けているのが新庄市内の人だということをちょ

っと聞いたことがあるものですから、現在今ど

ういう方が管理しているのか。ただ、その後、

県のゴルフ場は大変黒字になってきたなという

ことも聞いておりますけれども、その辺がなか

なかはっきりわかりませんので、教えても結構

ならばお聞きしたいと思います。 

  飛田のゴルフ場、ゴルフの開発の最盛期で、

１株600円なんて譲渡されたんですが、それで

も買えないなんていう時代でした。それで、そ

の辺教えて、業者の名前、発表して悪いならば

答えてもらわなくても結構ですよ。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 うちのほうのゴルフ場関連で

は、ゴルフ場利用税の交付金という形で、一応

ここの予算書15ページのほうに載っております。 

  経営については別に、その経営者がどなたか

ということまでは、代表者まではちょっとわか

りませんけれども、個別名の名前としては「ア
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ーデンゴルフ場」として承知しております。 

  このゴルフ場の利用税については、利用税、

県に納められたゴルフ場利用税の70％がゴルフ

場の所在する市町村に交付されるというふうな

ことで、これについては承知はしております。 

  ただ、利用者については、20年度、21年度ま

での確定の人数だけは約２万人ぐらいのという

形で、そういったぐらいの把握しかしておりま

せん。以上です。 

３ 番（斎藤義昭委員） 終わります。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。歳入に

ついてです。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 13ページの１款市税の

市のたばこ税と入湯税とをお聞きしますけれど

も、たばこ税がふえていますね。昨年度のあれ

は、前年度より減らした収入を見積もっていた

んですけれども、それは値上がりになって、健

康障害とかいろいろ減るんじゃないかなという

ようなことであったのかと思いますけれども、

これを見ますと、ことしのやつを見ますと、旧

３級品売り渡し本数と旧３級品以外のでかなり、

前年度とでっこびかっこびありますけれども、

それにしてもこれがふえた根拠ですね。この見

積もり、前年度よりふえているというような根

拠、たばこ離れが私はひどいんじゃないかなと

思うんだけれども、税率が高くてこうなったの

かなというお考え、私の考えでお聞きします。 

  あと、次の入湯税ですね、ずっと市民の健康

増進というようなことで、市でもそういった目

的で市で補助しているわけですけれども、これ

はこれで評価するんですけれども、ことしは９

万2,000人、まあ、あそこは10万人も利用する

というようなことで、私どもも市の補助金の効

果があらわれているのではないかなと思ったん

ですけれども、ことしの予算措置を見ますと

100万円ぐらい少なく見積もっている、その根

拠をひとつお聞きしたいと思います。 

  あと１点ですね、これは27ページの諸収入に

なりますけれども、この中で昨年と見ますと、

市文化会館の使用料が計上なされていないんで

ですけれども、これは指定管理者がやった分の

というようなことで、自分たちの自主的なもの

は市に出さなくてもその中でやればいいという

ような方向でやったのか、その辺をお聞きした

いと思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 最初に、たばこ税でございま

すけれども、昨年予算編成する際にたばこ税に

つきましては、たばこの卸元でありますＪＴ、

日本たばこの予想では、消費本数は25％程度減

るだろうというふうな予測が示されました。こ

れについては、旧３級品については旧３級品以

外からの移行もあるというようなことで、旧３

級品については前年度より伸びるような予測を

いたしました。ただ、旧３級品以外では25％程

度の減少というふうなことの本数を見込んでお

りまして、ただ、御承知のとおり、昨年の10月

から税率が40％引き上げられたというふうなこ

とで、全体としましては、税額としては6.7％

の伸びを計上したところでございます。 

  あと、入湯税の問題でございますけれども、

一応22年度の結果としましては、約10万人を下

回るというふうな予想を抱いております。これ

は、いろいろな原因があろうかと思いますけれ

ども、私どものほうで郡内の日帰り入浴、調査

したわけでございますけれども、舟形町の「若

あゆ温泉」、真室川町の「梅里苑」、それから大

蔵村の「いで湯館」、戸沢村の「ぽんぽ館」、い

ずれも大幅に日帰り入浴客が減少しております。 

  これは原因は、一つは景気低迷もある程度影

響しているだろうというふうなこと、さらには、

昨年はかなり猛暑の影響がございまして、夏場

が相当減っただろうというふうなことで、23年
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度以降については、この景気低迷が相当加味し

てくるのではなかろうかと。また、新規に開店

しました銭湯、そういったことなども影響して

おり、人数としましてはそういったことを加味

した形で、一応この９万2,984人というふうな

人数を出したところでございます。以上です。 

柿崎憲一生涯学習課長 委員長、柿崎憲一。 

金 利寛委員長 生涯学習課長柿崎憲一君。 

柿崎憲一生涯学習課長 文化会館の講演入場料で

ございますけれども、昨年度320万円、雑入の

ほうに予算措置しておりました。 

  この事業につきましては、小・中学校の演劇、

それから音楽等の教室のための講演入場料とい

うことでございますけれども、指定管理委託料

のほうで、いわゆるその経費について見込んで

おりますので、今回から指定管理者の収入とい

うことで取り扱うというようなことで、今回こ

ちらのほうからは落とさせていただいたという

ことでございます。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 指定管理者のほうに入

るというようなことだろうと思ったんですけれ

ども、確認の意味でお聞きしました。私はそれ

でいいと思います。 

  あと、たばこ税ですね。たばこ税、実際的に

は吸う人が少なくなっているんだけれども、税

率が高くなったから収入がふえたよというよう

な理解でいいわけですね。 

  あと、入湯税なんですけれども、あそこも努

力をやって、ずっと10万人やって頑張っている

から、市のほうでも健康増進のために何かしら

すべきということでずっときておったと思うん

ですけれども、その結果がなかなか出てこない

ような、私はこの数字から見るとですよ。今、

課長がおっしゃったように、天候とかいろいろ

な影響もあったろうというようなこともありま

すけれども、やはり我々の税金を市民のための

というようなことで出しているわけですので、

その辺の、向こうは会社でありますけれども、

新庄市でも若干入っているわけですので、その

辺のこの内容ですね、温泉の業務内容について

は適時情報収集とかやって、入湯者の入るよう

な手だてなんていうのはやっているんでしょう

か、やっていないんでしょうか。その点お聞き

します。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

金 利寛委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 奥羽金沢温泉の事業の概況に

つきましては、私どもも補助金を交付している

関係で昨年も四、五回、直接お邪魔いたしまし

て、経営の概況を伺っております。 

  利用者の減少した理由につきましては、ただ

いま税務課長からお話ありましたように、やは

り記録的な猛暑がかなり影響しております。３

月、４月は増加しておったんですけれども、や

っぱり夏場から秋にかけてかなり減少しており

まして、利用者数の大体10％ぐらいの減になる

見込みとなっております。 

  それで、いろいろ会社側も自助努力をやって

おりまして、さまざまなイベントと申しますか、

いわゆるゆずの湯とかですね、さまざまそうい

った季節に応じたお湯をお客さんにＰＲしたり、

さらには、「そばまつり」の際は連携してなる

べく誘客を図るというふうなことで事業を行っ

たり、あるいは経営の内容、いわゆる合理化で

すね、できるだけ経費の節減ということに努め

ております。 

  今後につきましても、できるだけ経営が改善

できるように我々のほうもいろいろ情報を収集

して、いろいろなそういう事業を行いたいとい

うふうなことがあった場合は我々のほうでも情

報を提供して、なるべく誘客できるように、そ

ういった環境も整えていければなというふうに

考えてございます。以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 
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金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 山屋小学校跡もスポー

ツ合宿をやるというようなことで、あそこは温

泉がありますよというようなことで、もうあそ

こも一つの非常に地の利があって、やはり市民

的温泉というようなことで大変あるわけですけ

れども、ただ、やはり利用者がふえるような施

策をやっていかないと、なかなか行政の補助金

というのも私は大変かなと心配しているわけで

すので、ぜひやはりみんなから喜ばれる、市民

の大事な憩いの場にもなっているわけですので、

そういった意味で、入湯者がふえるような、ま

あ、これは行政はなかなか難しいんでしょうけ

れども、そういうふうな協力するようなことを

やはり、体制を今後つくっていってもらって、

そしてもし今の補助金よりももっと、直るよう

な、リニューアルできるようになったらもう、

私はもっと補助金を出してもいいと思うんです

けれども、今のところはなかなか、人が減れば

やっぱりなかなか思い切った投入もできないと

思いますので、その辺やはり今後の、ひとつタ

イアップした協力をしていってもらいたいなと

思います。よろしくお願いします。終わります。 

金 利寛委員長 歳入について、ほかにありませ

んか。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私のほうから１点、２

ページの１款市税の固定資産税についてお伺い

したいと思います。 

  このたび、昨年度から比べると、私の試算で

は1,100万円、1,137万9,000円の減の見積もり

を出しているという状況下であると思いますが、

これは内訳を見ますと、土地がマイナス280万

円ぐらい、家屋、償却資産の点は増の見積もり

で予算書にあるわけですが、この辺のですね、

どういうふうな、根拠を見ますと収入率がこの

たびは95.8％、昨年は96％、そういうふうな見

積もりの中であるわけなんですが、この辺の収

入率を下げたというか、そういうふうな見積も

りをやった根拠ですね、その辺を説明いただけ

ればと思います。よろしくお願いします。 

金 利寛委員長 これ、12ページですね、２ペー

ジじゃなくて。 

９ 番（清水清秋委員） ２ページの固定資産税

に絡んでの……。 

金 利寛委員長 ２ページと。 

９ 番（清水清秋委員） 12ページの今のその内

容を……。 

金 利寛委員長 内容が12ページね、はい。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 23年度の土地に関しての評価

額というのは、土地価格の下落修正を行う予定

だというふうなことで、見直しではございませ

ん。下落修正、調整でございます。 

  と申しますのは、路線価地区では前年比

3.7％の減、あとはそれ以外の村落地区では

22.1％の減、全体では3.2％の減となっており

ます。特に、中心市街地の下落幅が非常に土地

については大きくなっていまして、全体の課税

標準額の減少というような形で一応見積もった

というふうなことでございます。 

  ただ、家屋については、新規の新築の住宅件

数は前年度に比較してかなり落ち込む、減少す

るというふうな予想をしております。ここ数年

間、非常に住宅件数については減少しておりま

す。ただ、中でも非木造の１棟当たりの価格が

非常に増加しているというふうなことで、新増

築・滅失家屋の増減分のみを見積もって、見積

もり時点の課税標準額ということで、一応家屋

については見積もったところでございます。 

  収納率の関係でございますけれども、収納率

については、22年度の予想収納率は先ほど委員

がおっしゃいましたとおり、96.1％というよう

なことで、ここ３年間の見通し、平均をとって、
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大幅な改善は期待できないけれども、ほぼ前年

度と同様に、前年の96.1％に若干の調整を加え

て95.8％というふうな見込みを出したというふ

うなことでございます。若干の調整は多分、そ

の辺はしているというふうなことでございます。

以上です。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） なぜ、この固定資産税

を質問したかと申しますと、土地についてちょ

っとお聞きしたかったんですが、農地、特に農

地関係、22年度の戸別所得補償の絡みで、農地

の耕作、農家の保有地のこの照合というか、農

林課のほうで確認をされた。そうした場合、私

なりにとらえてみますと、それ相当にふえてい

るんじゃないかなという、確信はないんですが、

私なりにそういうふうに思ったものですから、

この辺の土地に関する税が減っている、これの

絡みは、私のとらえ方は逆なのか、その辺わか

ればお聞かせいただきたいと思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 この時点の予算編成について

は、11月の時点での予算編成ということで、そ

れ以降、農林課のほうから、農家戸別補償の問

題も絡んで地目のやつの変更というふうなこと

で――課税上の地目でございます。登記上の地

目ではございません。そういったことの変更が

上がってきましたので、それに相応する分につ

いては畑と田んぼのいわゆる入り繰り、今、そ

の入り繰り分については私どものほうでちょっ

と数字は持っておりませんけれども、入り繰り

はあったということだけ御承知おきいただきた

いというふうに思います。以上です。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） ぜひ、農林課とその辺

も、確認の意味でどういうふうな動きがあるか、

その辺を検証していただきたいと思います。 

  私、この収納率、収入率、この辺やはり、こ

ういう数字は下げてやるというのは、まあ、見

積もりで結果がどうなるかは別だと思いますが、

この収納率は納めている市民感情から言えばや

はり、収納率を下げた場合ですね、どうも税の

公平感が、納めている側から、納税者から見れ

ば何かこう、収納率が下がっていると見た場合、

収入率を下げた数字だとなればですね、どうも

納得させるというか、するのも大変、納めてい

る側から見れば理解されにくいんじゃないかと

思います。この収納率は、やはりある程度は、

特別な状況が起きない限り、努力によって収納

率はそれなりにやっぱり、下げてやるっていっ

たら、これ、どこまでも下がっていったら大変

なことになるわけですから、せめてやっぱり前

年の収納率ぐらいは努力してもやらせてもらい

ますというふうな意気込みでやってもらえれば

なと思いますので、よろしくひとつお願いした

いと思います。 

  そういうことで、この固定資産の内容もわか

ったわけですが、そういうふうな社会の動きを

もう少し、私から言うと的確につかみながら、

こうやって見積もりを出すにしてもですね、や

はり我々に説明、理解をいただくためにはもう

少し的確に社会の動きを見積もってやってもら

えればなというふうに思いますので、ぜひひと

つその辺も踏まえてお願いをしたいと思います。

以上で終わります。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

金 利寛委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 11ページ、市税、前年

に比べて7,388万6,000円減っているというふう

なことであります。それで、ずっと見ていきま

すと、そのうち農業所得、課税標準額、これが

前年度の場合は２億8,334万7,000円、これが今

年度の場合、1,479万2,000円というふうに大幅
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に減っております。これはどういうことかとい

うふうなこと。 

  それから、法人税。これは21年度の場合、３

億2,950万8,000円、昨年度の場合、予算ですけ

れども２億5,626万7,000円、今年度はこれが若

干上がりまして２億8,837万6,000円。どういう

根拠でこういうふうなことになったのかをお伺

いいたします。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課主幹小野孝一君。 

小野孝一税務課長 農業所得につきましては、課

税標準を比べるとかなり大幅な形で、一応前年

度と比べて大きくはなっておりますけれども、

これは、私どものその見積もりの仕方というの

は、昨年の10月末現在で一人一人の農業の方々

のやつを、台帳をデータに入れまして、前年度

と比較して70％ぐらいの農業所得というふうな

形で一応マスターに入れたところでございます。

それで、必ずしもそれが即税額に、あるいは課

税標準に、70％減になるというふうな結果では

ございませんで、課税標準についてはこのよう

な形に一応なったというふうなことでございま

す。 

  税額については、前年度1,554万円から、こ

としは573万1,000円ということで、徴収率、前

の結果でございますけれども、相当な減少にな

りましたけれども、これは所得そのもののマス

ターについては70％というような形で一応見込

んだというふうなことでございます。 

  それから、法人税、これについては御承知の

とおり、景気の動向にかなり左右されるという

ふうなことで、昨年の中間納付、11月末まで法

人税の中間納付がなされたわけでございますけ

れども、予想していたよりも相当大幅な増につ

ながったというふうなことで、この３月議会に

おいても大幅な増額の補正を提案いたしました。

ちょうど今回、３月決算については来年度納付

されるわけでございますけれども、先月の内閣

府の景気見込み、「好景気と不景気の踊り場相

場から脱出しつつある」というふうな表現を使

っています。「足踏み状態から脱出しつつあ

る」というふうな表現で一応なっておりました。

そういったことを見計らって、今後のいわゆる

中近東の政情不安による原油の大幅高、あるい

は為替の変動、大きな経済要因がプラスには、

変動要因があるかもしれませんけれども、ある

程度底入れ感は出てきたのかなというような感

じはいたしております。 

  ただ、地域には即、即決には結びついてはお

りませんけれども、企業の法人税についてはそ

ういった見通しを立てまして、この法人税の増

というふうなことを計上させていただいてござ

います。以上です。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

金 利寛委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 法人税についてであり

ますけれども、今、課長からは、内閣府の調査

の結果、日本の経済動向は足踏み状態から脱却

しつつあるというふうな予測見込みの中でこう

いうふうな予算を計上した旨、伝えていただき

ましたけれども、新庄市の、例えば福田山工業

団地から来年度撤退する企業もあるというふう

なことから見ても、決して商業活動、経済活動

の面で明るい見通しが立つとは思えないんです

ね。 

  ですけれども、新庄市がより健全な財政で市

政運営を行うためには、いわゆる自主財源であ

る市民税、法人税、そういうものをより安定し

た形で納めていただかなければ、市政運営とい

うのは危ういと。だから、市税、法人税、いわ

ゆる市民の方々が地域を支えていくべく納めら

れる金額、お金でもって自主的にまちづくりが

運営されるわけですから、この面でうまく納め

られるようにする、市政運営すべての施策です

けれどもね、それこそ大切だと思うんですね。

このことに一層努力していただきたいという旨、
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伝えて終わりたいと思います。以上です。 

金 利寛委員長 ここでお諮りします。 

  歳入について質疑を御用意されている方。 

   （挙手） 

金 利寛委員長 わかりました。 

  では、ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１０時５５分 休憩 

     午前１１時０５分 開議 

 

金 利寛委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  歳入についてほかにありませんか。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

金 利寛委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） 18ページ、使用料のと

ころの市民スキー場使用料についてですが、今

シーズンの利用者、あと営業期間、その辺。あ

と、使用料の収入などはどうだったか聞かせて

ください。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

金 利寛委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 市民スキー場につい

て、現在精査してやっていますけれども、今月

の27日で、12月28日から３日おくれで市民スキ

ー場は開園いたしまして、62日間やりました。

それで、当初３日間、雪が少なくて開園がおく

れたんですけれども、１月の初旬、大変雪が降

りまして、出足は好調だったんですけれども、

実際最終的には昨年度より人数、若干減ったと

いう報告があります。 

  使用料につきましても、小学生のスキー授業

とか子供さんの入場は多かったんですけれども、

やっぱり豪雪がありまして土日の一般のお客様

の数が少なくなって、使用料につきましても今

集計していますけれども、500万円より若干下

がるような結果になっております。 

  今回の使用料につきましては、平成21年度の

決算が517万円ございますので、今回の使用料

は520万円の、ある程度努力目標も含めた数字

を計上しております。以上です。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

金 利寛委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） わかりました。そうで

すね、雪も非常に今回は多かったので、出足に

は非常に響くかと思います。 

  それで、なぜ500万円、22年度500万円の目標、

予算書の中で500万円だったのが520万円になっ

たかというところを今課長から、努力目標なん

だということで言っていただきましたので、そ

れはそれでよろしいんですが、利用者数の推移

というか、そういうのはどんな感じなんですか

ね。 

  それと、その中で、利用者数の中で小学校の

生徒さんが授業の一環として利用すると。それ

は何％ぐらいを占めているんでしょうか。あと、

無料の日、無料開放の日というのは総利用者数

の中でどれぐらいの率を占めているのか、それ

も教えていただければ。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

金 利寛委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 市民スキー場の利用

者数につきましては、今先ほどお話ししたとお

り、若干の今精査をやっていますけれども、利

用者につきましては一昨年は１万2,335人、22

年度につきましては途中なんですけれども、１

万1,500人前後だろうということで今集計をや

っております。 

  それから、スキー授業につきまして、去年は

８校2,500人、今年度は７校の学校が延べ34日

間利用いただきまして、人数的には今2,231人

という数字は出ていますけれども、実際の数字

はこれからはっきりした数字を出したいと思っ

ています。 

  それから、スキー場の無料につきましても、

一応「スキーの日」とか、最終日には子供さん

方、オープンの日も子供さん方は無料ですので、
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その数字についても今集計中でございます。以

上でございます。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

金 利寛委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） わかりました。大体、

ことしは１万1,000人、2,000人弱ぐらいじゃな

いかということになると思うんですけれども、

その中でやっぱり2,000数百人が小学生の授業

の一環としての利用者だと。非常に有効に使っ

ていただいているという面もあると思いますけ

れども、その利用者数の中でこれだけの割合を

占めているというところで、使用料収入として

は非常に厳しいのではないかななんて思います。 

  それで、その授業の一環として利用した場合

には、使用料などはどういうふうになるんです

か。無料ですか。（「はい」の声あり）わかりま

した。 

  あと、その使用料から関連してですけれども、

現在、指定管理者として運営しているところの

人員は、１日どれぐらいの人員で、どういう業

務をして運営しているのか。ある程度具体的に、

どういうふうな運営の仕方、例えばチケット販

売のところに１人とか、あとは監視員１人とか、

あと、スキーのリフトに何人いなくちゃいけな

いとか、そういうところをもしわかれば教えて

いただければと思います。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

金 利寛委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 市民スキー場につき

まして指定管理者さんとお話しいたしましたと

ころ、臨時の従業員は27名を雇用していると聞

いております。正規の職員は２名なんですけれ

ども、その２名につきましては、索道主任とか

そういう資格を持っている方が常時勤務してお

ります。 

  それから、２班体制で臨時の職員を採用して

おりますので、チケット売り場、要するに管理

棟には２人、それから最初のゲレンデのところ

のチケット売り場に１人と、それから運転手さ

んというか、リフトを操作する方が中に２人と、

それからリフトに乗り降りする場合の安全を確

認するために、ですから最初のところには男の

方が３人います。それから、中継所にも２人、

それから最後の頂上にも２人の従業員を配置し

て、あと、聞くところにはゲレンデにパトロー

ルをするために常時２人は待機しているという、

そういう体制というふうに確認しおります。以

上でございます。（「もう１回、もう１回、数

字」の声あり）チケットを売る管理所には２人

の職員が常時待機しておりまして、それから最

初にリフトの売り場のチケット確認に１人、そ

れからリフトを運転するところに２人と、それ

からリフトに乗り降りするための安全確認のた

めに最初のところに１人、それから途中に降り

る場所がございますけれども、そこにも２人、

最後の降り場にも２人というふうに聞いて、あ

と、ゲレンデのパトロール等に対する職員は２

人を配置しているというふうに聞いております。

以上でございます。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

金 利寛委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） これは、１日というこ

とですよね。１日回すのにこの人数ということ

ですよね、２班体制でという。そうだと、これ

から１日動かすのには、これより人数が少なく

なるということですか。１日ですよね、このチ

ケット売り場に２人とかあれというのは。 

  後からまとめてお願いしたいんですけれども、

非常に多いのかなと。でも、ぎりぎりでやって

いるということなんでしょうけれども、市民の

中にはスキー場は欲しいと、頑張ってほしいと、

なくしてほしくないという意見が非常に多いで

す。しかし、その一方で数千万円かかる。あと、

リフト等回していくのには数千万円もかかって

しまうということだし、リフトのメンテナンス

にどんどんこれからお金がかかってくるんじゃ
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ないかと、少し考えないと大変なことになるん

じゃないかという意見もあります。 

  というわけで、質問させていただいているん

ですが、私はそろそろ見直されてはとずっと言

わせていただいているんですが、もう少し人員

的なところで何とかうまく、少なくするとかそ

ういうことはできないでしょうかね。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

金 利寛委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 私たちも担当課とし

ては、指定管理者さんといつも話はやっており

ますけれども、この27人の臨時の方を日々雇用、

採用しているのは１日２交代、要するに夜もや

っていますので２交代でやっているという話を

聞いています。 

  それから、やっぱりスキー場ですので、ただ

リフトの安全管理だけではなくて、ゲレンデの

パトロールも必要だということで、その人数を

私たちは聞いておりますけれども、今後そうい

うお話もありますから、私たちはいろいろな面

で指定管理者さんとお話をしながら努力してい

きたいというふうに思っております。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

金 利寛委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） そのように願いたいと

思います。やっぱり市民の情報などを聞きます

と、非常に人員が多いんじゃないかと。ぱらぱ

らという利用者のところに何人も、いっぱいい

るんじゃないかと。サービスのためにはいたし

かたない部分もあると思うんですが、そのよう

に思うんです。 

  この520万円については、これ以上多くする

ような手だてとか、アイデアとか、そういうも

のは考えていらっしゃるんですか。収入を多く

する、使用料を多くするような、今後、来年度

ですね、ここをこういうふうにして、まあ、一

応20万円だけ上がっていますので、「こういう

アイデアはある」というふうなものがあれば。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

金 利寛委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 先日の新聞等でごら

んになった方がいると思いますけれども、今ス

ノーボードの方たちの「スキージャムフェステ

ィバル」ということで、今回も初めて県外から

70名のお客様がお見えになって、スノーボード

及びスキーの個人の方たちがやっているフェス

ティバルに参加したと新聞記事に載っています。 

  そういう意味で、指定管理者さんとお話しい

たしまして、いろいろな面でスノーボードのコ

ースを新設したり、また、無料といいますとあ

る程度収入は入らないんですけれども、スキー

場としてはやっぱり新庄に唯一の冬のスキー場

というか、私たちが楽しめるウインタースポー

ツ場としては、これ以上のお客さんの確保は至

上命題ということは認識しておりますので、こ

れからもいろいろなイベント等をある程度つく

り上げながら誘致を励みにしたいというふうに

思っております。 

７ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

金 利寛委員長 小関 淳委員。 

７ 番（小関 淳委員） ぜひ、私も協力できる

ところはさせていただきますので、ぜひ頑張っ

て運営をしていただければと思います。 

  あとは、歳出のほうでまた質問させていただ

きます。ありがとうございました。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） それでは、１点だけお

伺いいたしますけれども、１ページの一時借入

金、第４条についてお伺いいたします。 

  この一時借入金は、どのような場合といいま

すか、用途ですね、使い道をお伺いいたします。 

  それから、２点目は、期間はどのぐらいかと

いうことと、この金額の設定はどのようにして

決めるのか、まずその３点をちょっとお伺いい
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たします。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 １ページの第４条、一時

借入金に関する御質問かと思います。 

  一時借り入れは、いわゆる短期間の借り入れ

がございまして、いわゆる収支、資金の収支が

赤字になる場合、短期間に銀行のほうから借り

入れるという借り入れでございます。ややもす

れば、国の国庫補助金等がやっぱり年度末にな

ると入ってこないと、でも支出は年度末に払わ

なければいけないというようなこともございま

して借り入れるものでございます。 

  ですから、例えば当然借りるわけですので返

さなければいけないということで、具体的に入

るような大きい収入、例えば３月現在も借り入

れているわけですが、特別交付税、３月の中旬

に入りますからそれまでに、現在３億5,000万

円ぐらい借り入れていると思いますけれども、

そういう短期間、１週間なり、あるいは２週間

なりの期間を置いて借り入れるものでございま

す。 

  それで、限度額として150億円という限度額

を示させていただいていますが……、済みませ

ん、15億円です。大体全体予算の１割程度とい

うふうな考え方で15億円という限度額を設けて

おりますが、現実的に今までその限度額まで目

いっぱい借りたという事実はなかったと思いま

す。以上でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜委員） お聞きいたしましたの

は、いろいろ取り決めがあるんでしょうけれど

も、特別会計の預金を流用すれば、一時借入金

の利子の節約になるんじゃないかなと思いまし

て、特別会計の預金を流用するという、何かそ

の取り決めか何かあるんでしょうけれども、そ

ういうふうにすれば多少なりとも利息が節約に

なるのではないかなということでお聞きいたし

ましたんですけれども、そういう流用の方法は

考えられませんか。 

大江雅夫会計管理者兼会計課長 委員長、大江雅

夫。 

金 利寛委員長 会計管理者兼会計課長大江雅夫

君。 

大江雅夫会計管理者兼会計課長 今、一時借り入

れの説明をしたわけですけれども、政策経営課

長が申しましたとおり、最終的な段階で、私の

ほうでは資金の運用が非常に苦慮される場合に

この方法を使うわけでございます。ただ、資金

の繰り入れにはさまざまな用途がございまして、

今言いました一時借り入れも資金運用用途の一

環であります。また、さまざまな基金の繰り替

え運用等もございます。 

  それから、会計そのものは一般会計と特別会

計の色分けはなされておりません。すべて、一

般会計であれ、特別会計であれ、市の指定金融

口座の口座番号のほうに入ってまいりますので、

その中での調整です。 

  それで、基金の中でも運用基金と、それから

調整基金、これがあるわけでございますので、

そういう中で対応しているというふうなことで、

ただ、その資金を何のあれを使って運用するか

というものは、政策経営の財政のほうと協議を

して対応しているのが現状でございます。以上

です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） じゃあ、そうしますと、

その特別会計のほうに預金を流用して運用する

ということは可能なわけですか。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 理論上では、特別会計で

いわゆるそういう資金収支、歳入と歳出がある

わけですが、歳入のほうでいっぱい余っている



- 229 - 

ということであれば可能ですが、先ほど会計管

理者が御説明したとおり、オール新庄市でいっ

ておりますので基本的にはなかなか、例えば特

会への繰り出し、繰り入れがあるわけですけれ

ども、現実的にはそれらを含めても足りないと

いう状況から一時借り入れを行っているという

ことでございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 今のお話ですと、先ほ

どのお話ですとね、大体３億5,000万円ぐらい

ということなので、それぐらいですと特別会計

の預金のほうには常時大体それ以上にあるので、

それを流用していただければ利息の節約になる

のではないかと思いますので、今後検討してい

ただければ結構です。 

金 利寛委員長 質問はいいですね、答弁いいで

すね。 

１７番（山口吉靜委員） 答弁、最後のところ

を。 

大江雅夫会計管理者兼会計課長 委員長、大江雅

夫。 

金 利寛委員長 会計管理者兼会計課長大江雅夫

君。 

大江雅夫会計管理者兼会計課長 このたび借り入

れいたした金額は、一時借り入れで３億5,000

万円でございます。中身については、期日が具

体的に申しますと、一時借り入れしたのが資金

運用を来しまして……、２月25日から３月17日

まで借りる予定でございます。２月24日までの

資金、これは一般会計、特別会計、すべて含ん

でのお金ですけれども、支払いのときには一般

会計、特別会計の色分けはなされておりません。

すべて１日の中で、１日の収入がどれだけある

か、それから支払いがすべてどれだけあるか、

これが指定金融機関であります山形銀行のほう

に当然支払わなければならない金額です。それ

でないと業者さんのほうに入りませんので。そ

ういうときに調整で、どうしても金が不足した

というふうなことで、資金の運用計画、これは

約１カ月ぐらい先、私のほうでは立てますけれ

ども、今回立てたのは３月17日まで。３月17日、

何でじゃあ決めたんだというふうなことになろ

うかと思いますけれども、この日、先ほど政策

経営課長から話がありましたとおり、特別交付

税が新庄市に入る日でございます。５億ちょっ

と、５億ぐらいの金がたしか入ります。それま

でのつなぎで今回、その中でも詰めて３億

5,000万円の不足というふうなことでお借りし

たという経過がありますので、御了承していた

だきたいと思います。以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございまし

た。 

  ちなみに、３億5,000万円の利息は大体どれ

ぐらいになりますか。 

大江雅夫会計管理者兼会計課長 委員長、大江雅

夫。 

金 利寛委員長 会計管理者兼会計課長大江雅夫

君。 

大江雅夫会計管理者兼会計課長 ２月25日に３億

5,000万円を借りた現時点で、利息が0.9％、18

万1,000円ぐらいというふうに聞いていますけ

れども、実際そのときの金利がまた動きまして、

0.9％から0.78％ぐらいですので、この期間の

利息が約15万円弱ぐらいになっているはずでご

ざいます。細かい数字、ちょっと今手持ちあり

ませんので、御了承していただきたいと思いま

す。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 特別会計の預金を流用

していただければ、15万円の利息が節約になる

ということなので、その辺をひとつ理解してい

ただいて御検討いただければと思います。終わ
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ります。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 26ページ、諸収入で延

滞金とありますよね。これは250万円と、前年

度と同じですか、計上されていますけれども、

これはどのような資金を貸して、それからどの

ような利息で延滞金を、何件貸して何件回収し

たとか、そういう内容をちょっと教えてくださ

い。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 延滞金につきましては、これ

については税の延滞金でございまして、現在、

１カ月内までは4.3％の率、１カ月を越えた場

合は17.4％ということで、一応延滞金の計算を

しましてやるものでございます。これは税の延

滞金ということで御理解をいただきたいと思い

ます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） （音声切れ） 

金 利寛委員長 奥山省三委員、今のマイクが入

っていないうちにしゃべっていただいたので、

マイク入らなかったそうですので、もう一回ゆ

っくり言ってください。 

１ 番（奥山省三委員） もう一回やったらいい

んですか。（「マイクついてから」の声あり）は

い、件数です。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 延滞金の件数につきましては、

ちょっと今、資料を探すことができないので、

後ほどお知らせいたしたいと思います。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） じゃあ、わかりました。 

  では、次の27ページ、諸収入とありますけれ

ども、貸付金元利収入ですか、昨年度で２億

6,200万円、ことしは５億9,000万円というふう

にふえていますけれども、その中で産業立地促

進資金融資制度貸付金元金収入、これは４億

3,000万円あります。それから、勤労者信用保

証対策資金貸付金元金収入、これもありますけ

れども、ちょっとその二つの内容を教えてくだ

さい。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 ただいまの産業立地促

進資金のほうですけれども、これも県と、それ

から市とですね、あと金融機関の、これは三者

の協調融資３倍なんですけれども、金額が大き

くなっておりますけれども、これは昨年の９月

でお認めいただきましたヨコタ東北、これへの

手当てでありまして、具体的に今、４月１日に

貸し付けて、そして３月末に戻ってくると、こ

ういうものでございます。現在、これを利用し

ているのは、ヨコタ東北ほか中核団地の企業を

中心にして５社の６件分ということにります。 

  それから、勤労者に関しては、これは未組織

労働者に対しての保証料の負担軽減を図るとい

うものでありまして、これも３月末に戻ってく

るというものでございます。以上です。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 産業立地は一応わかり

ましたけれども、勤労者ですけれども、未組織

というような内容でしたけれども、この窓口と

いうか、あと、普通だとお金を貸せば、例えば

２年とか３年、５年とか10年とかありますけれ

ども、これは１年で返すというか、そのような

内容になっているわけですか。金利は何％でし

ょうか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 
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田口富士雄商工観光課長 これは原資でございま

して、相手は県の労働者信用基金協会でござい

ます。これについては貸し付けでございますの

で、その中で手当てをしていると、こういうこ

とでございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 今の私の質問は、窓口

はどこですかとお聞きしたんですけれども。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 市に対しての窓口は、

これは労金になりますけれども、金融機関でご

ざいますので、はい。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 労働金融機関というこ

とですか、普通の金融機関ということだと思い

ますけれども、あと、４月に貸して３月に返す

という内容なのでしょうか。それ、私、ちょっ

と不思議なんですけれども、普通だったら例え

ば勤労者というか、１年で返すと、普通の事業

者だったらわかりますけれども、普通の勤労者

だったら例えば５年とか10年とかって、そうい

う内容だと。これはちょっと、例えば上限が幾

らとか、金利が幾ら、その辺の詳しい内容をち

ょっと教えていただきたいんですけれども。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 先ほど申し上げました

ように、未組織の労働者のさまざまな貸し付け

に対しての保証料の要するに軽減、これを図る

ためのいわゆる貸し付けでございまして、です

から、制度的、メニュー的にはその金融機関、

これは労金と、それから利用者がさまざまなメ

ニューを選ぶという形になります。それに対し

てのいわゆる、元のいわゆる貸し付けというこ

とでございますので、年度初めに貸し付けをい

たしまして、それで年度末に全額戻るというふ

うな、そういうシステムでございます。以上で

す。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） ちょっと私、わかった

っていうか、ちょっと……、ちょっと普通の貸

し付け、ということは個人ではなくて銀行さん

というか、そちらのほうにする貸し付けみたい

な感じにしか受け取れませんけれども、それは

それでいいですけれども、この元利収入とあり

ますけれども、この中で延滞というのは全然な

いのでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 申しわけございません。

そこまではちょっと、これに関しては把握して

おりません。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） はい、わかりました。

では、後から一応知らせていただきたいと思い

ます。 

  それから、28ページですけれども、同じ雑入

ですけれども、その他の雑入と、28ページ、

2,576万6,000円というふうに数字ありますけれ

ども、済みません、この内容をちょっと教えて、

大きい項目だけで結構ですので、お願いいたし

たいと思います。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 では、私のほうから。 

  28ページのその他の雑入2,576万6,000円とい

う形でくるんでおりますが、主なものを申し上

げます。市報などの広報紙の有料広告の掲載料

120万円でございます。あと、地方自治センタ

ーからのコミュニティ助成金、これを430万円

計上してございます。あと、大きいものでは、
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最上広域が管理することになっております新庄

駅東口駐車場の保守業務を委託を受けた、その

委託金として350万円、あとは今回、旧山屋小

の改築等に充当しておりますが……、済みませ

ん、間違いました、陸上競技場の補修事業に充

当しておりますけれども、独立行政法人日本振

興センター、いわゆる「ｔｏｔｏ」、スポーツ

振興くじが401万8,000円などが大きいものでご

ざいます。その他小さいものはもろもろござい

ますが、合わせて2,576万6,000円という形でご

ざいます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

金 利寛委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） ありがとうございます。

今の数字ですけれども、この数字というか、今

ありました広告料430万円とか、助成金みたい

なのがありましたけれども、430万円、350万円

ですか、それは毎年来るもの、毎年というか、

こちらから申請してもらうというか、それとも

向こうのほうから来るというか、どういうふう

な、内容をちょっと、もしわかったら教えてい

ただきたいと思いますけれども。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 私が今申し上げた、大き

いものだけ申し上げましたが、経常的な収入か

どうかという御質問かと思います。例えば、広

報紙の有料広告なんかは、金額は別にしても、

これは毎年入るものというふうにとらえていま

す。 

  あと、コミュニティ助成金、地方自治センタ

ーから来るやつですが、これは御案内のとおり、

あの事業仕分け、行政刷新の中で、いわゆる宝

くじの収益金をどう扱うかということでなかな

か決まらなくて、やっと予算編成ぎりぎり、何

とか今年度と同じように来年度も助成になりそ

うだということですが、金額の多寡は別ですが、

今後もその宝くじの収益事業をどう扱うかによ

って違ってきますけれども、これも経常的にい

ただけるものかなとは思っております。ちなみ

に、このコミュニティ助成事業、今年度、22年

度はたしか750万円だったと思います。 

  あと、新庄駅東口の駐車場保守管理の業務委

託金については、これは施設がある以上、毎年

歳入してあるのではないかと思います。 

  あと、最後に申し上げました「ｔｏｔｏ」、

いわゆるスポーツ振興くじにつきましては、今

年度陸上競技場の改修事業を行うということで

いただく助成金ですから、これはそういう事業

がなければ来年度は当然なくなるという性格の

ものだというふうに理解しております。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 先ほどの延滞金の件数でござ

いますけれども、これにつきましては参考とし

てお聞きいただきたいというわけでございます

けれども、21年度の確定した件数は678件とい

うことで、700件弱でございます。今年度の件

数は２月末現在では、まず、延滞金の対象とな

る税額については120万円程度ということで、

件数は今のところちょっと把握はしておりませ

んので御承知おき願いたいと思います。以上で

す。 

１ 番（奥山省三委員） 終わります。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 歳入全体ということに

なると思うんですが、いろいろ考え方なり、意

見だり、議論あると思うんですが、この歳入を

少しでもふやすために、国とか県の支出金の以

外にいわゆる、例えば「わらすこ広場」の使用

料とか、エコロジーガーデンとか、昭和活性化

センターとか、ふるさと歴史センターとかいろ

いろ出ております。そういう何ていうか、施設

というか設備に対して、もう少し市民の方々が
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利用してもらえるような手だてはないのかなと。

利用してもらうことが余りできないと、収入と

支出とこうなってくるわけよ。そこに大きなギ

ャップが出てくると。 

  そうした面から見れば、こういうあらゆる、

例えば図書館だってかなり金がかかっているわ

けだ、市として。あれは図書館という性格上、

何ていうか、使用料というか、利用料というか、

もらうことができないわけだ。図書館は金かか

ってもゼロよ、収入は。だから、芸術とか文化

とかスポーツのそういう施設に関するものは、

果たして商業ベースの採算だけ考えていいのか

なと、こういうことを私は常々思っております。 

  例えば、市民プラザ。これは歳出のほうに載

っておったんですが、3,423万1,000円、収入は

何ぼあるかと。雪の里情報館も1,339万円と。

ふるさと歴史センターは驚くべきに、ことしは

6,000万円。ただ、この中に峰石さんのあれを

買うことになっているから、これは1,000万円

引いても5,000万円ぐらいになっているわけよ。

その中、じゃあ収入が何ぼだというと232万円。

「わくわく新庄」も、これも収入と維持管理に

要した費用と、そういうことをずっと考えてみ

る必要があるんでないかなと。それを見て少し

でも、10人でも20人でも利用してもらえるよう

な手だてを考えていかないと、収入と支出が極

端に違うとこれは何かこう、商業ベースの採算

か、いかがなものかと、こういう意見も出てく

るし、私もそういうことも時々考えます。だか

らこそ、利用してもらえるような手だてを考え

るべきだと思います。 

  今そういう文化的な施設なり、スポーツ面の

施設なり、いろいろ御利用になっているんです

が、それを少しでも利用してもらえるような手

だてを、今のところ何か具体的なことを考えて

おれば教えてもらえればな、「ここはこうこう

こういうことをして、入場者だり使用者をふや

しますよ」ということがあれば。これ、あらゆ

る課につながっていくんじゃないか。収入と支

出ってそこだけ、そろばんだけ見るというと、

少しでも収入ふえるようによ。これ、だれだや、

答弁するのは。 

國分政嗣副市長 委員長、國分政嗣。 

金 利寛委員長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 財政運営全般、特に歳入にわた

りまして貴重な御意見をいただいたと思います。 

  ここ数年、施設の改修というふうなことは、

非常に思うままにならない時期があったわけで

ございますけれども、昨年ですか、ふるさと歴

史センターにおいて若干の映像設備、ソフト等

の改修をさせていただいたところであります。 

  一方、管理につきましては、経費の節減とい

うことで指定管理者制度を積極的に取り入れま

して、柔軟な運営を求め、そして館の目的をよ

り一層発揮できるような管理運営をしていただ

いているというふうに効果を今図っているとこ

ろでございます。 

  いろいろな施設のリニューアルにつきまして

は、いよいよその時期に入ってまいりました。

それにつきましては、今いろいろな計画を持ち

ながら、例えば陸上競技場なんていう大規模な

ものもございますけれども、これにつきまして

も身の丈に合った改修というふうなもので何と

か御利用いただくというふうな方向性等も考え

合わせながら、経営というふうな観点からでき

る限りの適正妥当な使用料、サービスというふ

うなものをあらゆる面から追求をしていきたい

というふうに考えているところでございます。 

  御質問に対する的が合った答弁になったかわ

かりませんけれども、そんな考えでおります。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 例えば、使用料とかふ

えて困るのもあるのよ。困るの。何だかという

と、火葬場の使用料なんていうのは、これはふ

えてもらうと困る。こういうのはあんまり努力
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しなくてもいいのよ。 

  だから、例えば戸沢だってあそこに、例えば

温泉場の「ぽんぽ館」とか、いろいろあるわけ

だ。金山も独自のスキー場とか、何だあれ、難

しいな、「シェーネスハイム」とかって宿泊施

設あるわけよ。かなり金かかっていると、おれ、

聞いているわけよ。シェーネスハイムは宿泊施

設あるから、宿泊をしながらスキーを乗ると。

だから、例えばシェーネス何か、あれに対する

町の施設が何ぼで、ほかの、あと例えばスキー

場か、そういうものに対しては何ぼ負担してい

るのだと、そこら辺を両方見ていかないと、よ

く山口議員が言う「企業的な感覚」が出てこな

いわけよ。例えば、あそこの場合、スキー場だ

けだったらお客さんがた落ちだと思うよ。その

ためにシェーネスハイムに恐ろしく金を負担し

ているわけよ、町として。だから、そういうこ

とで、ほら、福田の運動広場使用料とか、プー

ルの使用料とかっていっぱい出てくるけれども、

これをいかにして使用してもらうような手だて

を本腰を入れて考えないと、再三に採算って、

こう言葉出てくるわけよ。 

  今、副市長から、そういう方向で一生懸命頑

張ってというような趣旨の答弁ありましたので、

これ、市の職員の方々みんなして、10人だり、

20人だり利用してもらうようなことを考えても

らいたい。 

  例えば、あそこの相撲場、あれはずっと残目

予算だ、1,000円で。上げないふうにいかない

から、1,000円。そうだべ、何だっけ、政策経

営課長、残目予算って、何も上げないとうまく

ないものだから1,000円上げているわけ、毎年

だ。だから、ああいうものも何とかして、１年

に３回だり５回だりな、わんぱく相撲だり何だ

り、それから新庄独自でなくても、最上郡全体

の中でそういう行事を、催しとかよ、各学校で

相撲大会なんていうのはやっているわけだ。あ

あいうものを対抗試合みたいな形で取り入れた

ら、あそこはもう少し生きてくるんではないか

と。教育長、何た、そういう考えは。萩野小学

校だって相撲大会やってっぺ。みんなあるべ、

相撲場。学校でやっているわけよ。そういうも

のを年に１回ぐらい大会を開くとか、そうする

とずっと1,000円なんていうことは。やってみ

たほういいんでないか、学校に言葉かけて。し

ないば別だ。 

  それから、これ、何回も言うと副市長にごし

ゃかれるかもしれないけれども、でも何ともし

ようねえな。固定資産税。あそこに「わらすこ

広場」が入って、かなり負担しているわけだ。

そのわらすこ広場の収入が117万円だ、これ、

収入が。そして、みんなが建物だり、償却資産

の固定資産、償却資産税をみんな納税している

とき、あそこはまだいろいろな理由があって納

税、全部できるということは今のところできて

いないわけよ。 

  だから、これはあそこに入居するとき、この

議場でもいろいろ論議になったときに、我々に

この経営状況とか会社のいろいろなことを書き

込んだものを我々に配付して、それにのっとっ

てみんなしてお話ししたんですが、そのとき固

定資産税が、いわゆる所有権ですか、所有権が

ある人にまだ移すこといかねえもんだからと。

それで、これが今のところ、あとどのぐらいす

るというと普通の課税ができて、普通の徴収が

できるようになるのか。およその見通しが、こ

れはだれなんだ、これは税務課長でちょっと酷

だねえかなと思うんだけれども、ああいう大き

い政治的なあれなものですからよ。これもだれ

でもいい、所管の税務課長でも、本来は市長あ

たりが答えてければいいんだけれどもな、ああ

いう大きいものは。いかがですか。 

金 利寛委員長 相撲大会のほうはいいですか。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

金 利寛委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 ただいま新庄市で相撲大
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会を、小学校、開催したらどうかというような

御提案もいただいているんですが、小体連では

現在、陸上の大会を実施しております。それで

最近、授業時数の確保ということでさまざまな

行事が、どちらかというと行事にとる時間が縮

小されている中ですので、新たに新庄市で市の

小学校が参加した相撲大会となると、なかなか

現場のほうが大変かなというふうに思っていま

す。 

  先ほど、渡部委員からもありましたように、

わんぱく相撲等他団体が主催する大会もござい

ますので、そちらのほうで参加して相撲のほう

の普及ということも考えられるのではないかな

と思っているところです。以上です。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 委員の質問にお答え申し上げ

ます。 

  この件に関しては、20年の５月に合意書が、

ビルの賃貸人、さらには賃借人、そして金融機

関たる債権者と本市、４者で合意契約がなされ

まして、この中の条項の中で、ビルについては

平成25年６月30日をめどにということで売買契

約を締結するというふうな条項がありますので、

課税としましては平成26年１月１日現在所有す

るということで、26年度、このままの条項どお

りに適用されれば26年度課税というふうなこと

になろうかと思います。以上です。 

金 利寛委員長 途中ですが、ただいまから１時

まで休憩をします。 

 

     午前１１時５７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて午後の

部を再開いたします。 

  渡部委員、いいですか。 

１１番（渡部平八委員） はい。 

金 利寛委員長 午後より、代表監査委員であり

ます髙山孝治君より欠席届が出ておりますので、

御了承ください。 

  それでは、歳入、ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 ほかに質疑がなしと認めます。

よって、歳入については質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の予算の歳出についての質疑

に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 62ページの４款２項で

エコプラザもがみの分担金なんですが、２億

9,785万5,000円ということになっています。そ

れで、3,785万円の増額となっています。どう

してこんなにふえてしまったのかということと、

今後の見通しはどうなのか。 

  それから、80ページの１目の住宅リフォーム

総合支援1,500万円についてですが、これがこ

としの予算の1,000万円が、効果としては14倍

から15倍の事業費になったわけですが、４カ月

でなくなっております。不足したら増額してい

く考えはあるのか、お願いします。 

  また、47ページの３款の３目福祉タクシー利

用助成金が掲げられていますが、80万8,000円

ですが、マイナス７万円となっています。これ

は利用が少ないのか、本当はもっと充実すべき

ではないかなと思うわけですが、どうでしょう

か。 

  また、同じところで、おむつ支給についてで

すが、ここも37万5,000円ということでプラス

６万円になっていますが、これも実は税額など

で税金を、所得税非課税世帯というふうになっ

ていますが、前は所得税をある程度払っていた

方なども含んでおりますが、そういうふうに復

活していくことはできないか、お願いしたいと

思います。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 
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金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 エコプラザもがみの増加分で

ございますけれども、平成22年度と比較いたし

まして建設償還金が135万円ほど減りましたけ

れども、維持管理費が平成22年からの維持補修

10カ年計画というのがございまして、その中で、

23年度につきましては、電気計装設備等の更新

というようなことで3,920万円ほど増加してお

ります。 

  23年度の分担金の中身ですけれども、建設償

還金が8,200万円ほどでございます。それから、

維持管理費が２億1,570万円というふうな内訳

になってございます。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 住宅リフォームについ

てでございますけれども、これは県において、

知事が景気対策の一環ということで目玉事業と

して今回投入された事業でございます。 

  その中で、80ページの1,500万円のリフォー

ム補助につきましては、当初、国の配分といい

ますか、約30戸ほどというふうなことで対応し

てございましたんですけれども、その後、この

前の一般質問でも市長が述べましたとおり、県

のほうも今6,000戸に拡大して対応したいとい

うふうなことで考えております。 

  なお、それについても、新庄市のほうもそれ

を拡大するために対応したいと思っております

ので、また、昨年の住宅リフォームについて、

使い勝手のよい、ある程度一般のリフォーム工

事に合わせて、いずれか一つの要件でございま

す。それをクリアしていただいた事業に対応し

たいと。 

  なお、県のほうでは、今全体の6,000戸の枠

なんですけれども、情報によりますともっと拡

大というふうな方向も補正で対応しているとい

うふうなことで聞いております。以上でござい

ます。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 タクシー券とおむつ支給

のことで御質問がございました。 

  この額につきましては、過去の数年間にわた

る実績に応じた額になっております。大体この

ぐらいの金額で、ここ数年間に合っているとい

うことでの計上をさせていただきました。 

  それで、さらにこれを拡大できないかという

お話でございますけれども、例えば48ページに

ございます障害者自立支援費をごらんいただく

とよくわかるかと思いますけれども、障害者に

関する費用というのは大変今ふえておりまして、

この障害者自立支援の部分だけでも3,000万円

ほど費用がふえております。このほかにもさら

にふえる見込みもございまして、なかなかその

あればいいというような施策にまではなかなか

財源が回っていかないのではないかと思ってお

ります。まずは必要な義務的経費、これがまだ

まだかかるということなものですから、拡大に

ついては、まだ当分の間はしないつもりでおり

ます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 環境課長のほうから、

電気計装設備で3,920万円プラスになったとい

うことで、これは設備を、まあ、維持管理費と

いうことなんでしょうけれども、ごみの量が分

担金にも影響すると聞いておりますが、例えば

町村のごみが減っているのに新庄市が余り減っ

ていないとかそういうことはないのか、そうい

うことで市の分担金がふえたということはない

のかということをお聞きしたいと思います。 

  また、焼却場のなるべく更新、直すというこ

とをしないようにしていく努力が、炉の交換と

か、それを長持ちさせる、炉を長持ちさせるた

めの努力、これが必要ではないかと思うんです

が、その点どうお考えなのでしょうか。そうい



- 237 - 

うことをお聞きしたいなと思います。 

  それから、48ページの３款４目で、重度身体

障害者移送サービス助成金というのが57万

6,000円ですが、これが減っております。これ

については前はかなり、前の先輩議員が思い出

されるんですが、タクシーで運ぶとき、移送さ

れるとき、かなりお金がかかるということ、訴

えがあって、９割ほど前は、「じゃあ助成する

か」ってなって、画期的だったなと思っている

んですけれども、今現在は2,000円ぐらいの券

が何枚かというふうに聞いております。そうい

う点で、それをもっと手厚くする必要はないの

か、手厚くしてもよいのではないかと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

  また、45ページの３款の１目に社会福祉協議

会運営費補助金というのがあります。ここで、

これはプラスマイナスゼロで変わりはないんで

すが、聞くところによると月２回ほど、この社

会福祉協議会の持ち出しで高齢者世帯の方に弁

当を300円で、格安で月２回支給しているとお

聞きしました。大変ありがたいことだろうと思

います。この間も市民の方から、「せめてな、

弁当とかもらえるような制度はないんでしょう

か」というふうに聞かれたりしたものですから、

冬、この冬です。「食べ物を買いに行くことが

できないために、死ぬかと思った」というふう

に80歳ぐらいの方がおっしゃっていたので、あ

あ、そういえばと思って。前は週２回あったは

ずなんです。そういう意味で、社会福祉協議会

に運営費補助を少しふやして週２回、必要な方

にはお弁当を届けることができるよというふう

に改善させて、そういった方を応援できる制度

として充実させてはどうかと思います。 

  それから、52ページの３款の１目で子育て支

援医療給付費ということでプラス2,400万円に

なっておりますが、内容はどういう内容なんで

しょうか。 

  それから、60ページ、４款の６目かな、公衆

便所管理運営事業費が、これはプラスマイナス

ゼロではありますが、これは冬でも外で仕事を

なさっているとか、歩いているとか、そういう

ときにトイレに行きたくなるんですけれども、

どうしても冬は閉じてしまうことが多いような

んです。雪のため管理が大変だからということ

があると思うんですが、しかし、そういうトイ

レがない、公衆トイレ、本当に少なくなったよ

うな気がします。特に冬はないような状態で。

そういう方々がやっぱりおられるんです。トイ

レに行きたくなるという場合が。そういうとき

に、やっぱり公衆トイレってありがたいものだ

なと思うわけで、それが冬閉じられるのが、今、

最近ずっとなっているんですけれども、なるべ

く冬も管理していただいて冬も使えるようにし

ていただけたらいいなと思うんですが、そうい

った考えはないか、お願いしたいと思います。 

  それから、79ページの８款の２目で生活道路

整備費補助金がマイナス20万円でした。このた

びも、生活道路整備に補助金というのが出ると

いうことを知って喜んだ市民がおられました。

２分の１という補助率を上げて、もう少し利用

しやすいようにしていただけないかと思うんで

すが、どうでしょうか。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 ごみの量ですけれども、資源

化できるものは資源化するというふうなことで

やってきておりますので、量的には減ってきて

ございます。 

  それから、設備関係ですけれども、今まで修

繕というふうなことで対応してきたんですけれ

ども、耐用年数というふうなこともありまして、

更新せざるを得ないというふうな状況のようで

ございます。 

  それから、公衆トイレにつきましては、冬期

間は凍結防止をしたり、それから入れるように

雪かきをしたりして使えると思うんですけれど
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も、使えない部分がありましたら教えてもらい

たいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 移送サービスの件でござ

いますけれども、ここ数年同じ制度でずっとや

ってきております。費用的にも60万円前後とい

うことで推移してきておりまして、この予算で

ことしは間に合うのではないかなということで

見積もったところでございます。先ほどの福祉

タクシーと同じように、まだ拡大するというよ

うなことは今のところ考えておりません。 

  それから、もう一つ、社会福祉協議会の補助

金ということでございますが、この中身につき

ましては、主なところは社会福祉協議会の職員

の人件費の補助でございます。 

  それで、先ほどございました食事の件でござ

いますが、社会福祉協議会のほうで月２回食事

を、弁当を配付するサービスをやってございま

す。これは、財源につきましては助け合いのお

金のほうでやっているというふうに聞いており

ます。 

  なお、現在、介護保険の絡みでございますけ

れども、来年度に新たな計画を立てることにな

っておりまして、その中で新たな介護サービス

の検討を今やっているところです。食事サービ

スについて、あるいは買い物サービスについて

住民のニーズが上がってきておりますので、こ

れは次回の介護保険計画の中で考えていきたい

と思っております。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 生活道路の整備補助金

につきまして、予算上は80万円ということで計

上させていただいております。 

  なお、この制度につきましては、昭和51年の

４月に交付要綱を定めまして、これから運用を

やってきてございましたけれども、休止、いわ

ゆる財政再建によってちょっと休止でございま

した。それで、21年度から再度復活ということ

で、今年度につきましても４件、５件ほどの申

し込みがございました。それで、予算、当時で

すね、編成当時、通常は100万円をいただいて

おったんですけれども、いわゆる決算ベースで

80万円ということで計上させていただいており

ます。なお、いろいろな要望がございましたが、

補正で対応したいなということで考えておりま

す。 

  なお、いずれの補助の要件等、いろいろござ

いますけれども、いずれか一つ該当すればとい

うことで、要件を満たせば対象にするというこ

とでございますけれども、なお、負担の原則と

いいますか、市の補助金もいろいろございます

けれども、いわゆる２分の１というふうな補助

金については、割と高い補助率となっていると

私は思います。以上でございます。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

金 利寛委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 ３款２項１目の子育て支援医

療給付費5,040万円でございますけれども、こ

れにつきましては前年度よりも240万円ほど増

額になっております。 

  その理由につきましては、少子化によりまし

て若干対象者は減少傾向にはあるわけでござい

ますけれども、医療費につきましては１件当た

りのレセプトの額が増額の傾向にございます。 

  また、平成21年の７月から、就学前までの児

童を対象にしておりましたのを小学校の６年生

まで、入院のみですけれども、その入院費用も

助成の対象になったということもございまして、

そういうものも含めまして240万円ほど増とい

うふうな内容になってございます。以上でござ

います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ごみの減量、資源化で
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きるものはするという立場でいるということで

すが、本当にもっとやっていく必要があるので

はないかと思います。 

  例えば、プラスチックごみのごみ収集、新庄

で新庄方式をやっておりますけれども、これが

限定された内容になってきております。そのほ

かのプラスチック容器がどんどん燃やすほうに

回らざるを得なくなっているとも聞いておりま

す。しかし、新庄方式でない鶴岡市あたりはプ

ラスチックの容器について、それだけで集めて

資源化しています。週１回集めて。こういった

こととか、それから生ごみの堆肥化に真剣に取

り組んでいく必要があるんじゃないかなと思い

ます。 

  生ごみ堆肥化が高いとかと、前に議会で言わ

れたように思いますが、１トン当たりの建設費

も含めた焼却と収集、建設費と焼却と収集、建

設というのは、つまりはこのように更新の施設

をしなければいけない、これもやっぱり建設費

だと思うんですけれども、それで見たときに、

エコプラザで見ると６万8,791円、１トン当た

り。そして、堆肥化でいきますと、建設費と運

営費と収集とで１トン当たり４万5,842円と聞

きましたが、この数字でいいのか、お願いしま

す。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 資源化というふうなことで、

ガラス、陶器類、そういったものを資源化して

ございます。プラスチックにつきましては、広

域のほうで収集しまして、契約業者のほうにや

って資源化していると思っております。 

  あとは、生ごみの堆肥の単価ですけれども、

うちのほうの独自な試算で出させていただきま

した。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ガラス・陶器類の資源

化というか、利用については大変いいことだと

思います。すばらしいと思います。 

  ただ、プラスチックについては、新庄市のこ

とを考えていただきたいんですけれども、容器

包装の中のほんの一部をヨコタ東北と契約して、

少し作業所などと一緒にやっていますが、それ

が限定されてきておりまして、かなりの部分の

容器包装物が燃やせるごみに回さなければいけ

ない状態になっていると聞きました。 

  そういう意味では、それを独自に資源化のほ

うに持っていけるように、独自に収集などをす

ることによってプラスチックの量が減りますか

ら、そうしますとプラスチックは高温を招くわ

けで、炉の傷みが激しくなるわけです。それを

かなり抑えることができるかもしれないという

ことで、更新にかけるお金が減るんじゃないか

なと思うんです。 

  そういうことと、生ごみの堆肥化のトン当た

りの試算のお金ですが、これでいいかともう一

回聞きますが、建設・運営・収集で１トン当た

り４万5,842円、一方、現在のエコプラザの建

設や運営、収集などでいくと１トン当たり６万

8,791円、焼却の場合なんです、エコプラザと

いうことは。その数字で見た場合、生ごみ堆肥

化に本当にとりかかったほうが安くなるのでは

ないかということをお聞きしているんです。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 プラスチック類につきまして

は、資源化できるもの、できないものとあるわ

けですけれども、今現在ですと食品トレイと限

られてございます。 

  ただ、集めてもそれを処理といいますか、受

け取ってくれる業者が近場といいますか、ない

というのが現状でございますので、それについ

ては広域のほうというようなことで現在なって

ございます。 

國分政嗣副市長 委員長、國分政嗣。 
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金 利寛委員長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 生ごみの堆肥化についての試算

の比較でございますけれども、今、環境課長が

申し上げました数字は我々が試算したものでご

ざいますけれども、果たしてそれで生ごみの堆

肥化を進めていっていいのかというふうな疑問

を昨年、疑問といいますか課題に、検討に取り

組んだわけです。 

  それで、今は全国的にいろいろな、落ち葉と

か、生ごみとか、牛ふん堆肥とかというような

ことで堆肥化をやっている例はございます。成

功している例は非常にわずかであります。私の

知るところでは数カ所であります。付加価値を

いかにつけるか、そしてその製品化した堆肥を

どれだけ使っていただけるか、使っていただけ

る価格にできるか、価格にできなければそれを

税金に転化していいのかというふうな重大な課

題に突き当たりまして、やっぱりこれはまだ全

量収集して拡大することはちょっとできないと

いうふうな結論を得まして、現在やっている

500戸程度の収集を、今度は実証から本当の堆

肥製造事業と、その規模でですね、それで無農

薬・減農薬野菜をつくって学校に供給しようと

いうシステムをことしから始めたいというふう

なことでございますので、処理費のコストだけ

を考えればそのようなことになろうかと思いま

すが、やはり製品の利用というふうなものもあ

わせて進めていかないと非常に難しい課題だな

というふうに思っておりますので、ぜひ御理解

をいただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 焼却する経費よりも、

生ごみ堆肥化のほうが経費としては安いだろう

ということを認めてくださったように思います。 

  それから、製品の利用についてなんですが、

この前の議会では、異物が入って余りいい内容

の製品じゃないんだというお答えもあったよう

に思いますが、そうならずに、紫波町だったか

と思いますが、それをやっぱり通すといいます

か、異物をちゃんと取り除く装置さえあれば、

それをなしにやれば確かに異物が入るわけです

が、通す装置をつければ立派ないい製品として

使えるものになるということを私はこの前、目

の前で見せられて驚きました。考えはやっぱり、

議会で聞いているだけではだめだなということ

を改めて思いました。 

  そういう意味で、製品として使っているとこ

ろに学びながら、異物を取り除く手だてをとっ

て、使える、ここでとれる資源をここで使うと

いう、循環という、市長がよくおっしゃる有機

と、それから循環、地域循環、これができる中

身、市長がおっしゃっている中身が本当に実現

できるし、なるということが私は生ごみ堆肥化

事業ではないかなというふうに思います。ぜひ、

その製品の利用の方法を学んで、改善していた

だきたい、取り組むようにしていただきたいと

思いますが、どうでしょうか。 

  それから、子育ての支援ということで、無料

化の拡大、子供の医療費の無料化の拡大、これ

をどのように考えておられるでしょうか。 

  それから、生活道路の整備、２分の１補助に

ついて、高い補助率だということでありますが、

市民から見るとちょっと、もう少し補助を上げ

てほしいなという切実なところがあるんですが、

どうですか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 生ごみの堆肥化につきまし

ては、昨年といいますか、12月の議会でも遠藤

議員の御質問にお答えしておりますが、全戸を

生ごみ堆肥化した場合には、約2,400トンの生

ごみを製品にして1,200トン出るというふうな

ことで、ランニングコストが3,000数百万円と

申し上げました。これから逆算すると、ランニ

ングコストだけを計算すると、１トン当たりの
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堆肥そのものは３万数千円というふうな費用が

かかるわけですけれども、先ほど佐藤委員が言

った６万8,000円、生ごみを処理した場合、エ

コプラザのほうで６万8,000幾ら、それから生

ごみを堆肥化した場合には４万5,000幾らかか

るというふうな数字の根拠については、もう一

度後からきちっとお知らせ、私のほうからも確

認させていただきたいんですが、エコプラザも

がみのほうの場合はあくまでも全量、１万数千

トンという全量と、建築費が50億円ぐらいでし

たか、新築費、例えば新庄市で全戸をやった場

合、生ごみ堆肥化全戸をやった場合には４億円

という、もともとの数字とか利子、利息分の支

払いとかそういったものも全く根拠が違ってき

ますので、この数字の比較が果たしていいかど

うかは、我々の計算したものともう一回突き合

わせしていただかないと……。 

金 利寛委員長 時間ですから、各担当課のほう

から、またお伺いをしてください。 

  ほかにございませんか。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） それでは、私のほうか

ら、40ページ、２款総務費４項の選挙費につい

て。 

  それから、60ページの４款衛生費１項の保健

衛生費の中で、これは犬の登録鑑札についてお

聞きします。 

  それから、67ページ、６款農林水産業費１項

の農業費の中で若者園芸実践塾1,256万8,000円、

これをお聞きいたします。 

  次に、79ページの８款土木費３目の道路新設

改良費の中で福田工業団地線の道路、これもお

聞きします。 

  それから、83ページ、８款土木費５項の住宅

費の中で２目の住宅整備事業、これをお聞きし

たいと思います。 

  それから、102ページ、10款教育費４項社会

教育費の中で13目の旧山屋小学校活用事業900

万円、これについてもお聞きしたいと思います。 

  それでは、最初に、40ページ、２款総務費４

項の選挙費、投票関連についてですけれども、

市内の清水投票所と角沢投票所と統合になりま

して、そして大字角沢、清水、芦沢、大谷地と

４地域が１カ所の投票所になりました。これは

市報でも掲載されて承知のこととは思いますが、

地区民の反響はどうだったのか、そして利便性

などで反対の声が多かったのではないか、その

辺をお聞きしたいと思います。 

柳橋 弘選挙管理委員会事務局長 委員長、柳橋 

弘。 

金 利寛委員長 選挙管理委員会事務局長柳橋 

弘君。 

柳橋 弘選挙管理委員会事務局長 このたび、森

委員おっしゃいますように、これまで御承知の

ように33の投票区がございました。そのうち、

今回第19投票区、清水公民館になるんですが、

その公民館を旧角沢小学校の投票所での投票と

いうことで決定しております。そして、このた

び、４月統一地方選から適用させていただくこ

とにしております。 

  統合の主な理由につきましては、清水公民館

につきましては総務省の設置基準というのがご

ざいまして、有権者の方から、清水・芦沢地区

から旧角沢小学校までは３キロ未満ということ

で、ここに合致しております。また今後、今、

職員数も見直しもしていますし、今後を見据え

てこれまでも何カ所か検討しておりますが、今

回このような統合という形でお願いをしており

ます。 

  また、森委員におかれましては、特に地元と

いうことで御心配もいただきました。それとあ

と、清水・芦沢両地区の皆さんからも多大な御

理解をいただきまして、地元の方からも御理解

をいただいたものと承知しております。 

  ただ、投票所が変わることで御不便をおかけ
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することになることには変わりはないわけです

ので、今後とも選挙啓発等一生懸命努めてまい

りますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 地区民への周知とかそ

ういうのは徹底している、万全を期していると

いうことであればいいのでございますけれども、

清水・芦沢の地区民は、その他にも投票所、統

合があるやに説明されたように聞いている地区

民もおりますが、結局市内にただ１カ所だった

ということでございますので、この地区と類し

ている地区はございませんか。そして、このよ

うな地区を今後どのように考えているのか。 

柳橋 弘選挙管理委員会事務局長 委員長、柳橋 

弘。 

金 利寛委員長 選挙管理委員会事務局長柳橋 

弘君。 

柳橋 弘選挙管理委員会事務局長 先ほどお答え

しましたけれども、この数年何カ所か、投票所

の見直しにつきまして地区のほうと話をさせて

いただいております。清水投票所につきまして

は、先ほど申し上げましたように、総務省の設

置基準に合致しているということです。 

  そのほかに何カ所か、まだ地区と現在も話し

合いを続けさせていただいておりますが、一番

はやはり投票所の立地条件であります。例えば

駐車場がない、また、幹線道路のすぐそばとい

うことで有権者の方が利用しにくい環境にある

ということで、その点で一応事故なども起きた

ら心配ですし、地区の方と話し合いをしていま

すし、今後も進めていきたいと考えております。

以上です。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） これからはやはり期日

前投票などなされる方も大変全国的に多くなっ

てきていると思いますので、これは統合もやむ

を得ず進むものだなと思われます。そんな中で、

やっぱり一番最初が肝心なものですから、やは

り地区民への周知というものを徹底してこれか

らもやっていただきたいと、このように思いま

す。 

  それで、あれですか、会場の借り上げ料など

というのは、これは会場全部同じ金額なのか、

その辺だけをちょっと。 

柳橋 弘選挙管理委員会事務局長 委員長、柳橋 

弘。 

金 利寛委員長 選挙管理委員会事務局長柳橋 

弘君。 

柳橋 弘選挙管理委員会事務局長 会場の借り上

げ料につきましては、全地区同じであります。

地域公民館につきましては、同じ金額でお借り

をしています。以上です。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） わかりました、どうも。 

  次に、60ページの４款衛生費の中の１項保健

衛生費６目環境衛生費の犬の登録鑑札交付事業

でございますけれども、狂犬病予防注射ですね、

これの注射の接種状況でございますけれども、

この新庄市内で登録鑑札交付し、予防注射を済

ませている犬は何頭ですか。これは何匹ぐらい

いるのか、お知らせ願います。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 手元に資料がございませんの

で、後ほどお答えさせていただきます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） これはあれですか、自

主的に申告して犬の登録、そして注射を行うん

ですか、それとも、どういうふうにして把握し

ているか。それから、何歳以上とかそういうも

の、指定あるものですか。今随分、あちこち歩

いていると犬が最近は物すごく多くて、大中小
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大変おりますけれども、これはどんな小さい犬

でも、そういうものでもやはり鑑札、あるいは

注射をしなければならないと思いますが、その

辺どうなっているのか、ちょっと。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 自主的にということはなく、

法的にしなければならないということで、狂犬

病予防法第４条に基づく、また５条に基づく予

防注射というようなことになっております。 

  21年度末の登録件数ですけれども、1,558件、

注射した頭数は1,575頭というふうになってお

ります。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） ここで、申告制ですか

と最初、私聞いたんですけれども、申告しない

で野放しにしている犬は大変多いのではないか

と自分で思い、質問しているんですけれども、

そういうものはないのか。 

  それからまた、犬でやはり今までかまれて被

害があったなどというのは、これは届け出とか

そういうものはないかということと、それから

この登録料と予防注射は、登録料幾らで予防注

射は幾らですか。そして、これは飼い主、もっ

とも負担ですけれども、この料金はどこへ納め

られていくのか。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 届け出しなければならないと

いうふうなことになっておりますけれども、中

には登録されていないものもあると思っており

ます。 

  それから、犬の登録鑑札交付の件数ですけれ

ども、単価が1,100円で140件、それから狂犬病

の予防ですけれども、１匹について280円で

1,650件です。これにつきましては、県の医師

会のほうに入っていきます。 

  済みません、間違いました。獣医師会ですね。

（「聞こえないな」の声あり） 

金 利寛委員長 もう一回言ってください。 

安食敬二環境課長 獣医師会のほうに、委託して

ございます。 

金 利寛委員長 狂犬病のそのお金をどこに納め

るのかということです。 

安食敬二環境課長 獣医師会です。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） やはり野放し状態とい

うか、そういう犬が多いように自分としては見

受けられますので、これをしっかと啓発をしな

がら、野放し状態にならないようにしていただ

きたいと、このように思うところです。 

  それから、次に、67ページの６款農林水産業

費の１項農業費の若者園芸実践塾事業1,256万

8,000円でございますけれども、これは当初は

10月から半年ということで、施設や土壌の整備

などで、またことしは大雪に見舞われまして、

本当に大変だったのではないかなと思われます

が、その後の塾生はどのように過ごされている

か。きっと夢と希望に満ちあふれている塾生も

いるのではないかと思いますが、お聞きしたい

と思います。 

  それから、23年度の塾生募集に当たり、何名

ぐらいの希望者がいたか。また今後、後継者育

成や有機農業推進の拠点として活用されるには、

23年度の塾生にはどのような取り組みで支援さ

れていくのかということもあわせてお聞きした

いと思います。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 この事業はいろいろな方面

から御期待いただきまして、10月に開塾という

ふうなことで運ばさせていただきました。それ

で、現地そのものはやはり、もともと桑畑だっ

たやや荒れ地のところにつくったものですから、



- 244 - 

雪が降るまでの12月ぐらいまではハウス内の整

備とか、大変塾生も、初めての塾生には難儀を

かけたと思っております。 

  おかげをもちまして、11月１日も含めて４名

の塾生が入塾させていただき、塾長、それから

副塾長も農協のＯＢというふうな方でさせてい

ただいております。 

  それで、私も１週間か２週間に１回ぐらいの

ペースで時々伺って状況を確認しておりますが、

大変塾生、ちょっと年食っておる方もおるんで

すけれども、若々しく、いろいろなことを勉強

しようというふうなことで、いろいろな農家の

方も出入りさせていただいておりますし、そん

なところですごく積極的に勉強はしているなと

いうふうなことを感じます。 

  その中でも早くから、この１月ごろから、来

年は卒塾した段階ではハウスをもらうわけです

けれども、そこでは具体的にまだこれと言って

いないんですけれども、冬のウルイ、山菜とか、

あとは花物もしたい、それから具体的になった

のは新庄農協管内のお二人なんですけれども、

もう既にネギ部会に入って、もう種まきの前か

ら今勉強させていただいているというふうなこ

とで、ハウスとハウスでない露地物の野菜では

ありますけれども、そういったことで非常に勉

強熱心だということです。 

  それで、半年の塾生と、それから１年の塾生

というふうにいるわけですけれども、３月末を

もって２人の塾生が旅立って、また新たに農業

者の仲間入りというふうなことで活躍する段取

りで今進めております。 

  それから、ちょっと残念なんですが、来年の

23年度の塾生、今のところ農大生が１人おりま

す。それから、産業高校生もこの間まで１人い

たんですが、何か気持ちがちょっとはっきりし

なくて、今のところまだ申し込みを出せない状

態でいるというふうなことで、農業大学校さん

を中心にもう少し、一人二人欲しいんだという

ふうなことで、今でも個人ごとにそういった見

込みのある方に当たらせていただいております。 

  それから、冬場の作業というふうなことで、

今秋口の作業、いろいろ大変だということを申

し上げましたけれども、冬場につきましては、

おかげさまであれだけの立派な施設をつくらせ

ていただきましたので、いわゆるハウスとハウ

スの間にプール、30センチぐらいの水おけで、

井戸水で出して融雪していますので、ハウスか

ら落ちた雪は一切障害ございませんでした。 

  手前のほうの駐車場につきましても、20数馬

力の除雪機で対応していますので、今でもおい

でになってもいつでもだれでも来られるという

ふうな形できれいに除雪させていただいて、お

かげさまであの施設につきましては，ことしの

豪雪には完全に太刀打ったというふうに感じて

おりますので、よろしくお願いします。 

  23年度は、３名ないし４名、最大で５名とい

うふうに考えておりますが、塾長も２人、農協

出身者がおりますので、なお一層高度な、当然

花が中心になるかと思いますけれども、なお一

層高度な形での生産性のある物を入れていきた

いと。今の段階ではあれこれと言っていません

けれども、トルコキキョウがまず花物では中心

になると。あと、もう一つは露地と施設野菜を

組み合わせた冬出しのアスパラガス等も今種ま

きをして考えております。あとそのほか、今、

作付といいますか、準備中なんですが、夏秋イ

チゴ、実はあの「サマーティアラ」という話、

必ず出るんですけれども、これは研究施設、そ

れから行政にはやれないというふうな現状であ

りまして、それに近い「なつみ」という夏秋イ

チゴ、これも県の奨励品種です。このイチゴを

間もなく植えて、その夏秋イチゴの実証圃にし

ようというふうなことで、これから取り組んで

いただける予定の農家なんかもそこでどんどん

来ていただいて、勉強していただきながら夏秋

イチゴ、サマーティアラもゆくゆくは、近い将
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来は何人か作付していただけるような環境づく

りにしていきたいというふうに考えております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 丁寧な答弁、ありがと

うございます。 

  やはりこの新庄から、安全・安心な食の発信

ということで、そのためにも後継者育成の拠点

としての機能を果たしていただきたいなと、こ

のように思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  次に、79ページの８款土木費の３目道路新設

改良費の福田工業団地線でございますけれども、

私、これは事あるごとにずっとお聞きしており

ますが、依然完成がしないということで、今回

はまた4,600万円ですか、予算がついておりま

すが、大雪などで地すべりなど発生して、これ

から大変なところが見えると困るなと思ってお

りますが、これはこの予算で残っているところ

の部分というのはどういうところだか、その辺

ちょっと。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 この前も、議会で答弁

させていただきましたのですけれども、平成８

年から10何年間もかかってしまっているんです

けれども、今年度で、23年度をもって全線開通

します。それで、なお地すべり区間においても

確認をしてございまして、この雪にもかかわら

ずのり面が安定しているというふうな確認もし

てございます。 

  なお、4,500万円の工事費につきましては、

舗装全線の820メートルの舗装工事と、それか

ら道路標識、案内標識ですね、これと道路の附

帯施設、ガードレールとかそういういろいろな、

視線誘導標とか、それを全部設置しまして、こ

の事業費の工事請負費で全部完成ということで、

なお、連休明けに地方特定道路事業の内示があ

りますので、その内示を受けましたらば前に答

弁したとおり、お盆ころを目指して完成したい

というふうに考えています。以上です。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 課長さんと一緒に渡り

たかったけれども、道路、ありがたい、大変残

念で。ただ、お盆ごろまでに完成が見られると

いうことで、よろしくお願いいたします。 

  ちょっと時間の関係で、83ページのほうでな

くて、ちょっと一つ飛びまして、102ページの

ほうを最初やりたいと思います。10款教育費４

項社会教育費13目旧山屋小学校活用事業でござ

います。 

  旧山屋小学校が新たな施設として供用開始に

向けて関係例規の整備がなされ、あわせて必要

な予算も計上されるなど着々と準備が進んでい

るようでありますが、山屋地区の住民はもとよ

り、市民全体にとっても喜ばしく、また期待を

寄せているところでありますが、さて、一方、

旧角沢小学校でありますが、本年はプール解体

が行われまして、こちらのほうも地域にとって

は好ましい環境が整いつつあるなと思っている

ところでございますが、平成23年度予算の中で

は、旧角沢小学校に関する予算はどこにも見え

ない、何回も何回も見たんですが見えていない、

既存施設の維持管理、あるいは活用などどのよ

うに取り組んでいるのか、お伺いいたします。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 委員長、柿﨑

卓美。 

金 利寛委員長 教育次長兼教育総務課長柿﨑卓

美君。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 旧角沢小学校

についてというお尋ねでございますが、現在御

承知いただいているかとは思いますが、体育館

をスポーツ少年団の練習場所にしたり、あるい

はグラウンドを含めて地域の老人クラブの方々

の活動の場所にしたり、あるいはお子さん方の
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遊び場になったりと、さまざまな形で親しんで

いただいている状況がございます。周辺に見事

なあの桜の木があったりいたしますので、間も

なく花の季節を迎えれば、地元の方々の憩いの

場所になっているといったような形で親しんで

いただいている状況がございます。地元の老人

クラブの方々の御厚意もございまして、施設の

整備であるとか、あるいは周辺環境の整備にお

力添えをいただいていると。大変地域の皆さん

に親しんでいただいていること、あるいは大切

にしていただいていることに対して、心からお

礼を申し上げるところでございます。 

  それで、この建物を今後どのように活用して

いくかということになるわけなんですが、昨年

あたりから、地元の区長さんを初め、地域の

方々との話し合いも行ってきたところでござい

ます。それで、今後の可能性といいますか、そ

れを含めて現実的に考えていきましょうという

ところで、少しずつ先が見えてきたなと考えて

はいるところでございます。 

  そうした中で、実は角沢地区のほうで地域お

こしの計画が持ち上がったと。それで、旧角沢

小学校の建物を活動拠点にしたいというような

打診をちょうだいいたしました。それで、施設

の活用方法であるとか、お使いいただく上での

条件といったところで話し合いを今行っている

ところでございます。以前は小学校でございま

したので、私ども教育委員会が窓口になって協

議を進めてきたというところなんですが、新庄

市の公有財産の活用、運用という観点から、財

産管理を担当いたします政策経営課にも加わっ

ていただきまして、地域の方々との間で今調整

を行っているところでございます。そういった

状況を御理解いただきたいと思います。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 旧角沢小学校の建物は、

今度は政策経営課が財産管理するということだ

と思いますが、それはいわゆる普通財産という

ことで位置づけ、運用されていくということに

なるのだと思いますが、これまでの管理上の窓

口の役目を果たした教育委員会はどういう立場

になるのか、それを二つお願いしたい。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 委員長、柿﨑

卓美。 

金 利寛委員長 教育次長兼教育総務課長柿﨑卓

美君。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 おっしゃると

おり、旧角沢小学校、学校という役割を終えた

ことになりますので、普通財産という扱いにな

ります。これまでずっと教育委員会のほうで管

理してまいりましたけれども、さきに国のほう

の会計監査がございまして、いつまでも教育委

員会が管理するという形は好ましいことではな

いというような指摘をいただいた経過もござい

ます。現在、地域の方々と調整を行っているわ

けでございますけれども、その調整が終わって

具体的な施設運用の段階に入りましたならば、

政策経営課が管理していくということになると

認識しております。 

  地元の方々との間で行っている調整でござい

ますが、市有財産の運用という考えで一定のル

ールに沿った利用方法を探っているところでご

ざいます。地元の方々にとってできるだけプラ

スの方向に向くようにと、そういうふうに配慮

する考えはございます。そういった立場で今、

調整を行っているところでございます。ぜひ、

その辺御理解と御協力をちょうだいしたいと思

います。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

金 利寛委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 旧角沢小学校の建物は、

学校の役割がもう終わったということでござい

ますが、やはり地域にとっては大変学校という

ところ、それから教育・文化の発祥地、そして

子供たちや老人はもとより、地区民のよりどこ
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ろということで愛着のある場所でございますの

で、どうかひとつ、政策経営課長、御配慮をこ

れからもお願いしたいと思いますが、どうです

か。 

金 利寛委員長 時間です。 

 ただいまから10分間休憩をします。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時１０分 開議 

 

金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

  ほかにありませんか。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 何点か質問したいと思

います。 

  10ほどなんですけれども、では、83ページの

８款土木費の１目除排雪費、次に35ページの２

款総務費７目の企画費、47ページの３款民生費

の３目障害者福祉費、次にページ数66ページ、

６款３目農林水産業費の農業振興費、同じく69

ページの６款６目水田農業対策費についてお聞

きしたいと思います。 

  最初に、83ページの除排雪費についてお聞き

するわけでございますけれども、きょうも降っ

ております。実は、幹線道路や市道については、

本当に所管の職員の皆さんとのあれで大変、戦

後３番目の豪雪と言われるのに対しては本当に

除雪費が、除雪がうまくいったんじゃないかと

思っております。 

  そういう中で、私、生活道路ですね、市道以

外の除雪についてお聞きしたいんですけれども、

これにつきましては、利用者戸数が３戸以上で

あること、そしてまた機械、除雪車が入れる道

路幅ですか、2.5メートル以上といろいろな制

約があるわけなんですけれども、この制約は聞

くところによりますと、都市整備課の内部での

取り決め方であると聞いておるんですけれども、

間違いありませんか。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 生活道路の除雪の件で

ございますけれども、いろいろ市のほうでも、

うちのほうでも検討しまして、当時建設課でご

ざいましたんですけれども、63年度からやって

いまして、それは内部のほうで運用ということ

で、そういうその採択要件を定めております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 実は、ことしは先ほど

言いましたけれども戦後３番目の豪雪というこ

とで、高齢者の降雪対策で、高齢者の方々が本

当に困っているわけなんですよね。今、課長言

ったとおり、これは内部での取り決めとすれば、

定住のためでもあるんですけれども、この取り

決めを考え直す必要があると私は思うんですけ

れども。 

  例えば、実際に１戸以上であっても除雪が行

っている集落があるわけなんですよね。そうい

うことを考えてみますと、やはり20年もたって

いるわけなんですから、そのもう取り決めがな

されていることから、やはり課長、これ、新庄

市のやっぱり定住を図るためにも、３戸以上じ

ゃなくても、やっぱり１戸か２戸かという、そ

ういう、もう少しやっぱり緩和してはどうです

か。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今現在、生活道路の除

雪については昭和60年からやっておりまして、

県内でもいち早く導入した事業でございます。 

  その中で、今、委員おっしゃるとおり、当時

のいわゆる要件と、今現在高齢化になっており

まして、何か地域がなかなかまとまりにくいと

いうこともございます。その中で、確かに１戸
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のところもやってございますし、いろいろな諸

般の事情があって、例えば要援護世帯のほうと

か、そういう方のところも今実際やっていると

ころでございます。 

  そういう中で、今後ますますそういうふうな

コミュニティといいますか、そういうこともご

ざいますので、そういう制度改正について、ち

ょっと内部でも見直して考えていきたいという

ふうに思います。以上でございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 前向きに検討して、来

年度に向けてお願いしたいと思います。 

  次に、先日、総務常任委員会がありまして、

参考として総務課長より、平成23年度の職員の

給与の独自削減についての説明があったわけで

ございます。といいますのは、15年度より皆様

わかっているとおり、財政上大変厳しい中、職

員も独自の給与削減を行っているわけでござい

ますけれども、それを23年度で20％カットして、

24年度からはゼロにしたいという、そういう情

報提供でありました。 

  ということは、やはり総務課長、財政的にあ

る程度ゆとりというか、そういう点があったか

らこそやはり職員、今まで平成15年から独自削

減した職員の給与をもとに戻したいという意向

で我々に情報提供をしたと思うんですけれども、

我々の議員もしかり、来年度から改正になるわ

けですけれども、議員も今まで独自削減したん

ですけれども、私自身はもっともっとやっぱり、

財政がまともになるまでは、我々議員も独自削

減をこれからもすべきではないかと思っており

ます。 

  そういう中で、職員が来年度20％の削減、そ

して24年度からは独自削減をしないという情報

提供でありましたけれども、そうであれば、

我々、平成15年度にいろいろな絡みで事務事業

の見直しをしましたよね。そういう点で、例え

ばですよ、例を言いますと区長手当の削減なり、

先ほど言いましたけれども、佐藤委員が言いま

したけれども、身障者に対するおむつなり、タ

クシー券ですか、そういうものの削減も行って

きましたよね。私、職員なり我々議員の独自削

減を解消する前に、市民サイドのサービスの削

減をしていたことをもとに戻すべきではないか

と思うんですけれども、その点はどうですか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

金 利寛委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今の御質問で、給与についてはま

た別の考え方ですが、これまでの削減してきた

福祉であるとか何であるとかというようなこと

を前の答弁のときに、もしかしたらというよう

な形で、右肩上がりのときに立てた政策がすべ

て100％だったかと、今後は、これまでと同じ

ような事業の復活をすることは、まず基本的に

はないと、ないことをベースにして考えている

というような答弁を差し上げたので、この点は

先に答弁させてもらいます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） では、今の答弁で一応

理解しますけれども、では、一つ例を出します。 

  昨年度の区長手当を今までの平等割から、１

万円から１万2,000円にしましたよね。平成15

年度のこの事務事業の見直しによりますと、区

長行政事務職と委託料の減とあるんですけれど

も、実際に15年度当時から比べると今の区長さ

ん方の仕事の量というか、減っているわけなん

ですか。その点お聞きしたいと思います。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

金 利寛委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 平成15年に区長手当を減額し

ましたが、その時点で仕事が減ったからの減額

ということではありませんので、それ以降につ

いても仕事自体は、人によっては多少違うかも

しれませんが、市からお願いする仕事としては
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変わりはございません。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） では、変わらないとす

れば、平成15年当時の区長さん方の手当になる

べく近づけるようにやはり私は努力すべきと思

うんですけれども、平成15年度のこの事務事業

の見直しによりますと、「区長行政事務委託料

の減のため削減する」と書いてあるんです、こ

れね。今、総務課長が答弁したんですけれども、

そういう委託料が減っていないとすれば、やは

り職員なり、我々もそうなんですけれども、そ

ういう独自削減が見直されてきたとすれば、こ

ちらのほうも見直して、平成15年度当時にやっ

ぱり戻すべきと私は思うんですけれども、再度

お聞きします。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

金 利寛委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 区長手当の見直しは、平成15

年に均等割１万5,000円というのを１万円にし

たのが一番大きな見直しでした。それでずっと

この間、その額で仕事をお願いしてきまして、

今年度、22年４月からその均等割分１万円に下

げた分を2,000円アップして、１万2,000円で今

年度はお願いしてきました。そして、一気には

できないので、段階的にということで区長さん

方にも御説明申し上げて、まず第一段階で

2,000円アップしまして、来年度、その次の段

階としてどうしようかということでいろいろ区

長さん方とも協議してきましたけれども、今、

区長協議会の会費ということで一律5,000円プ

ラス１戸100円という金額を、区長手当をお上

げした中からさらにバックしてもらっているん

ですけれども、それを区長協議会の経費という

のは市から直接支払うことにして、事務が煩雑

だということもあったんですけれども、それで

例えば一つの町内の標準としている100世帯と

いう戸数で計算しますと1,500円分になるんで

すけれども、それは実質的に今までちょうだい

していたものをちょうだいしないという形で、

実質的にアップしたという、するということで、

区長協議会の役員の皆さんとはそんな形で御理

解いただいて、今回の当初予算の編成になって

おります。 

  それで、一応そういう形で少しずつ、今のと

ころの目標は当初の、あの下げる前の１万

5,000円ということを目標にして段階的に改善

を図ってきております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 前向きに、早急にして

もらいたいと思うわけであります。 

  次に、66ページの６款農林水産業費１目の農

業振興費の中の米粉利用推進事業費補助金、あ

りますね。あと、これは関連するんですけれど

も、69ページの同じく水田農業対策費の水田農

業経営確立対策事業費のうちの新需給調節シス

テム推進事業負担金があるんですけれども、こ

れは恐らく米粉と、恐らくホールクロップ、あ

ともう一つですか、その点だと思うんですけれ

ども、この米粉の、まず66ページの米粉利用推

進事業費補助金、これは県の支出金だと思うん

ですけれども、どのようになされるのか、まず、

これをお聞きしたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 米粉の事業につきましては、

初日の補正のときにも少しお話ししましたけれ

ども、学校給食における今までの米以外の食材、

いわゆるうどんとか、パスタとか、そういった

ものを使って、小麦粉主体の食材を使っていた

ものに対して、小学校、中学校ともにそれを米

粉を利用した場合に、小学校においては１食15

円、それから中学校においては１食20円という

ふうなものを県から補助するというふうなこと

で……、済みません、申しわけございません。
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今、学校給食の話でした。米粉に関しては、小

学校１食17円、それから中学校が21円、合計し

ますと補助事業ベースで41万2,000円、いわゆ

る米の消費拡大というものに対しての県の支出

金、県の補助でございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 実は、先日、我々農家

に協力員からこのような、平成23年度の地域説

明会資料という、この資料が配られました。こ

れは、恐らく市長が会長の水田農業推進協議会

で出されたものだと思うんですけれども、こと

しのこれを見ますと減反率がふえています。昨

年度も米価も下がりました。ということで、農

家はわずかでも高いほうにお金をいただきたい

ために、米粉とか、ホールクロップとか、あと

飼料稲とか、そういうほうに今向かっているわ

けなんですけれども、この米粉に対して、私は

ＪＡ新庄の組合員なんですけれども、ＪＡ新庄

では米粉に関しては取り扱わないと。 

  そして、昨年度のこの実績を見ますと三つの

業者が、米粉に関しては真室川の「リゾネッ

ト」さんです、これね。幾ら農家が米粉を、米

粉のための米をつくりたいと言っても、リゾネ

ットさんのほうで取り扱ってはくれないという

ような話を聞いたんですけれども、その点、農

家個々の契約でするわけなんですけれども、行

政のほうで何とか中に入って、行政、農協、そ

して農家ですか、そういう形の中でこういう米

粉なり、飼料米の作付の拡大をしていかなけれ

ば、農家そのものがやはり、このように毎年減

反がふえていますので、もうどうしても経営的

にやっていけないような状態だと私は思います。 

  そういう面で、やはり農家個々に任せるので

はなくて、行政もやはりＪＡさんとかそういっ

た業者さんと一緒になって、こういう飼料米と

か米粉の対策、対応というものを前向きに私は

検討してもらいたいと思うんですけれども、そ

の点どう思いますか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まず、ホールクロップとか

飼料用米につきましてはまた別の考え方で、米

粉用につきましては、これは奨励金ベースで８

万円いただけるというふうなことで、農家とし

ては大変、同じ場所で同じ米をつくってコスト

を余りかけないで８万円の奨励金というふうな

ことで、非常につくりたいという方は多くなっ

てきております。 

  それで、今、小野委員の所属する新庄市農協

につきましては、一切仲介しないというふうな

ことになっています。新庄もがみさんはある程

度それを介して、新庄もがみでは特段リゾネッ

トにやっているものが多いわけですけれども、

我々も農協さんのほうでなるべくそういうもの

を調整してくださいよと、相当夏場の段階では

お願いはしているんですが、契約というものが

後のほうに持ってきて、最初は予約で最後に契

約というふうになる関係で、契約の段階で行政

が――まあ、橋渡しはしております。いろいろ

相談はしております。そこに行政、新庄市とい

うものが入ってきた場合に、契約の段階で最初

の約束と違うというふうな、今余り米が、米粉

がはけない、まだまだはけない状態の中で、そ

ういった不都合ができてきた場合の責任の所在

というものが、今はまだはっきりしておりませ

ん。 

  そういう関係で、我々もとにかく可能な限り、

行政としてはそういった橋渡しはしております

し、これからもしていきたいと思っていますが、

そこの契約部分にかかる最終段階の決断に関し

ては、あくまでも生産農家とその集荷業者だと

いうふうなことになりますので、その辺は御理

解いただきながら我々も精いっぱい、その部分

には農家の過剰分所得、幾らでも上がるように

努力はしていくつもりでございますので、よろ
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しくお願いしたいと思います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 農林課長、これは去年

の実績なんですけれども、米粉の栽培農家戸数

ですか、たった15戸なんですよ、新庄市ね、た

った15戸。皆、米粉利用、米粉利用と言う割合

に、新庄市でこれに対する栽培している農家は

たった15戸なんですよ。でも、もっともっと栽

培したいという農家が多いわけですよね。その

窓口が、だれが中に入ってしてくれるのか。 

  中にはね、農家一人一人がそういう契約まで

持っていく経営的に優秀な農家もいるでしょう。

しかし、ほとんどの農家はやはり行政なり、Ｊ

Ａさんが中に入ってこそ農家がこういう、１反

歩８万円ですか、こういう有利な減反のそうい

う全国一律のやつをできればと私は思うんです

けれども、改めて聞くんですけれども、たった

15戸ですよ、新庄市で。これでは米粉を、例え

ば地産地消というか、学校給食にも恐らく提供

することは無理じゃないですか。もっともっと

やっぱり強く、私は農協とか、農家ともに推進

していくべきと思うんですけれども、その点も

う一度お願いします。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まず、米粉の需要というの

は、先ほど米粉利用の学校給食に対する補助も

ありまして、県も件数を上げて需要をふやすと

いうふうな、県のほうでもキャンペーンを組ん

でおりますので、そちらはそちらで需要拡大と

いうふうなものは県と一体となって進めていき

ます。 

  それから、今言った十数戸の米粉というふう

なことでありますが、いろいろな橋渡しなりそ

ういった手だてについては惜しむべきではない

と思っておりますけれども、米粉をつくる業者

のほうでやはり要らないというふうな現状も相

当強くありますので、集荷できない、契約でき

ない、引き受けできないというふうなものに関

して我々ももっともっと、使ってもらえないか

というふうなものも、今までもかなり強力に申

し上げてきて、お願いしてきておりますので、

これからも両農協も含めた、集荷業者さんも大

きな業者が四つ、五つありますので、そちらも

含めてこういった転作等の会議については積極

的にかかわって、農家を助けていただけるよう

な方法は私のほうからも強く協力をお願いして

いきたいと思います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 前向きな答弁、ありが

とうございました。 

  本当に課長、本当に大事なんです、これね。

この二、三年で本当にこれが確立していかなけ

れば、やはり今、減反しない、減反しないと言

っていた方が、もうことしになってから、減反

に協力したくても、やっぱり米粉の利用という

のは、米粉の栽培ができないものですから、ど

うしてもそっちの方向に今行けないという現状

ですね。 

  あと、飼料米もそうです、これね。恐らくこ

れは最上郡では、金山では「大商」という肉屋

さんと提携してやっているんですけれども、こ

れもやはり一農家なり、一ＪＡだけじゃなくて、

やはりこれも行政も入ってやっていかなければ

できない農政なんです、これは減反対策だから。

やはり１円でも農家のほうに有利な生産作物が

定着するような農政をお願いするものでありま

す。 

  あと、最後になりますけれども、先ほどの森

委員もおっしゃいましたけれども、67ページの

若者園芸実践塾についてお聞きします。 

  昨年の３月の議会においても、この若者園芸

実践塾について質問したんですけれども、実際、

10月から始めまして、決算で触れればよいと思
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うんですけれども、実際、課長、やってみてど

うですか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 平成７年に開塾した若者園

芸実践塾、これは当時私が係長だったときに第

１回目、初めての園芸塾をつくって、そのとき

も相当人気があってというか、それから後、39

名の卒塾生の中で31名が地元に定着して頑張っ

ていると。一つの園芸振興の拍車をかけたもの

であるというふうに自負はしておりました。 

  また農林課に来まして、また私のときからス

タートさせていただいたわけですけれども、あ

のときとは少し時代がやっぱり違っているのか

なと。それで、やっぱり農家の主体となってい

る経営者自体も65歳を過ぎている中で、後継者

という方がやっぱり40歳ぐらいで勤めながらと

いうふうな二種兼が多いわけでして、やっぱり

産業高校とか農業大学校を卒業した若手の二十

歳前後の後継者というものが、募集をしてみて

かなりやっぱり難儀をしております。 

  実際に入ってくれた方、ことしは４名いるん

ですが、来年は今のところ１名で、残留、半年

だけしてもう半年、１年間で残留したいという

方は２人いるんですけれども、そういう面では

なかなか農業が厳しいという自分の親の経営観

を見てしまっている部分があるのかなと。それ

で、今、政局もいろいろ変わっている中で、農

業というのはどこに定着するのかなというふう

なものをやはり若者も見定めた上で、一時就職

して、その後親が経営をリタイアするころにな

って、40代だと思うんですけれども、初めて農

家にバックアップすると。そのときではやっぱ

り知識的なものとかグループ、生産グループと

かも後手後手に回って、自分もちょっと置き去

りにされるというような傾向があるかと思うん

ですけれども、農業全体が疲弊している、これ

は社会全体がそうなんですけれども、そういっ

た見方もあって、若干入塾生は少ないのかなと

いうふうに思っています。 

  しかし、これからやっぱり若い後継者を育て

て担い手をつくっていかないことには農業は成

り立っていかないと思いますので、この職にあ

る以上はそれを積極的に、開塾した以上は進め

ていきたいというふうに頑張っております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 実は私、どうしてこの

問題をまた質問するかというと、去年ですね、

本当にあの「サマーティアラ」ですか、話を聞

きますと、山尾市長が提案されたというような

話も聞きました。これはどうかわかりませんけ

れども、やはり昨年度あたりから山辺町あたり

でこれはやっていますよね。そういういろいろ

な問題で県からの苗木の入手が困難であるとい

うことで、試験場にそういう研修生を送りたい

という話はありましたけれども、このサマーテ

ィアラという加工用のイチゴなんですけれども、

これを推し進める関係はあきらめたんですか、

新庄市としては。何か尾花沢あたりでも、雪深

い奥のほうでやりたいという話、私聞いていま

すけれども、庄内のほうでは温暖化で気温が高

いから余り成功しないという話もちょっと聞い

たんですけれども、逆に高冷地というか、尾花

沢市とか山辺町あたりもやっていると聞いたん

ですけれども、新庄市では去年大々的に主要事

業に載せたんですけれども、このサマーティア

ラという作物というか、そういうことはもうあ

きらめたんですか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 全くあきらめておりません。

頑張っております。ただし、実際にやるとなる

と初期投資、結構あるものですから、県から２

分の１の補助金はあるものの、やはりまだまだ

リスクというものがありそうだし、庄内のほう
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が先進的にやっているんですけれども、最上郡

内でも６名でしたかね、やっている方がおりま

して、私も塾へ行ったり、農家とお話をすると

きに必ずといっていいほどそのイチゴをやらな

いかという話をしているんですけれども、やっ

ぱり未経験だということと、この辺ではほとん

どつくられていないということ、不安感がある

ので、園芸塾では今さっき申し上げました「な

つみ」という四季なりイチゴ、サマーティアラ

と同じなり方をするイチゴを植えつけ、今やっ

ているところです。それをまた見てもらって、

もう一回サマーティアラを復活させ――復活と

いうか、つくる人が数名出てくればというふう

な期待も込めて、その夏秋イチゴを今つくって

いるところです。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

金 利寛委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） やはり、去年も言いま

したけれども、このサマーティアラの栽培につ

いては、初期の投資が非常にあるということは

わかり切って主要事業に上げたわけなんですね。

やはりこれから地域間の競争というのは本当に

激しくなると思います。だからこそ、やはり差

別化のある作物を導入して、農家の経営にわず

かでも有利な方向でしていくのが、やはり行政

としての一つの政策と思うんですけれども、今

後ともよろしくお願いしたいと思います。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

金 利寛委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） 私のほうからは、２点

ほどお伺いしたいと思います。 

  まず、第１点でございますが、49ページ、３

款５目老人福祉費の老人クラブの活動助成事業

補助金についてでございます。 

  この今年の、平成23年度の予算は99万2,000

円というふうなことで、平成20年から見ますと

大変な減りようでございます。そしてまた、20

年には126万円、21年には114万9,000円、22年

には105万9,000円というふうな道筋をたどって、

今年は99万2,000円というふうな予算の額にな

っているようでございますが、これは老人クラ

ブのクラブ数の減少が最たるものだというふう

なことを理解しているわけでございますが、か

つては老人クラブの育成の相談員というふうな

方を置きまして、老人クラブの育成に力を入れ

てまいった経過があるわけでございますが、最

近ではその相談員なるものがいないと、こうい

うふうなことでございます。 

  そしてまた、なぜこの老人クラブのことにつ

いて申し上げるかというふうなことでございま

すが、最近「認知症」とか、言葉が悪いんでご

ざいますけれども、そういう方が非常に増加の

傾向にあるわけでございまして、それらの防止

策としては、やはり人の中に集まっていろいろ

な話をしたりすることがそういうふうな未然の

防止策であるというふうなこともお聞きしてい

るわけでございますが、ことしの予算を見ます

と随分少なくなったなというふうなことで、老

人クラブのこれからの育成につきまして、どの

ような基本的なお考えをお持ちであるかという

ふうなことを、まず１点お伺いいたします。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 お答え申し上げます。 

  ただいまお話しありましたように、最近老人

クラブに関する補助金は減っております。中身

としましては、申されましたようにクラブ数の

減、それから会員数の減、これに基づく算定に

なっておりますので、補助金が大幅に減ってき

ております。数というよりも、数年前から比べ

ますと半減するような勢いでの減少になってお

ります。それで、私のほうでも老人クラブさん

のほうからさまざま相談を持ちかけられまして、

どうしたらこれがもとのようにといいますか、

ふやせるだろうかという相談は受けております。
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特に新庄の場合はクラブ数、会員数が非常に少

ない。周りの町村、最上郡の町村は結構多くい

る状況があります。 

  なので、先ほどありました、かつて相談員が

いたということがありましたけれども、そのこ

ろには社会福祉協議会の職員でしたけれども、

相談員という方がいらっしゃって、さまざまな

指導をしていたということがございます。それ

で、現在の会長さんとも相談しながら、そうい

った相談員の設置が必要だろうかというような

話も今相談しているところでございます。ある

いは、もともとその前に相談された方も引退さ

れまして、「もう相談員、あとしねえわ」とい

うようなことでですね、だから人材もなかなか

見つからない状況でございます。 

  あと、地域づくりということが今盛んに言わ

れております。私のほうでも地域福祉計画、今

策定中でございますけれども、地域づくりの主

役は今やもう高齢者であるというふうに私はと

らえております。地域で活発に動く方はやっぱ

り、リタイアされた方であっても元気な高齢者、

確かに今、老人の数はふえておりますけれども、

介護保険のお世話になるような方は15％ぐらい、

残り85％の方は元気な老人でございます。こう

いう方々が地域で中心になって活躍していただ

く、その意味でも老人クラブ、ますます私とす

ればもっと盛んにしていかなければならないだ

ろうと、そのためにはどんな手があるだろうか

ということを今一生懸命考えているところでご

ざいます。 

  今後も老人クラブと一体になりながら、相談

しながら、地域づくりとともに、地域づくりを

一緒にやっていただける強力な担い手としまし

て老人の方にも活躍していただきたいものです

から、老人クラブの振興について考えていきた

いと思っております。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

金 利寛委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） 一生懸命考えるという

ふうなことでございますけれども、山形県にお

きましても、この老人クラブというふうなもの

を重要視いたしまして、何とかクラブ数なり、

あるいは参加の会員の数をふやしたいというふ

うな方針だそうでございます。そういうふうな

通達は本市のほう、あるいは社会福祉協議会か

と思いますけれども、それは何ら受けていない

わけでしょうか。 

  それと、クラブ数と会員数によっての市から

の補助金というふうなお話でございますが、１

クラブに対してどの程度、それから会員１人当

たりについてはどの程度というふうな助成金の

内訳などをお聞かせいただきたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 県のほうから、行政レベ

ルでは盛んにしなさいというような話、通達と

いうのは私のところは承知しておりません。た

だ、私、先ほども申しましたように、地域づく

りのためには絶対必要な人材、年代だというこ

とでとらえて、盛んにしたいと思っているとこ

ろでございます。 

  それから、クラブの助成金でございますけれ

ども、現在の予算上は40クラブ分ということで

考えております。１クラブ当たりの活動費は

1,750円の12カ月というふうになっております。 

 

   （午後２時４６分 東北太平洋沖地震発

生） 

   （議場激しく揺れ停電 議場内騒然） 

 

金 利寛委員長 暫時休憩します。 

 

     午後２時４８分 休憩 

     午後２時５５分 開議 
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散      会 

 

 

金 利寛委員長 休憩を解いて再開します。 

  このような非常事態でありますので、本日は

これで散会します。 

 

     午後２時５５分 散会 
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予算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２３年３月１５日 火曜日 午前９時００分開議 

委員長 金   利 寛     副委員長 遠 藤 敏 信 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ６番   金     利  寛  委員     ７番   小  関     淳  委員 

  ８番   遠  藤  敏  信  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   沼  澤  恵  一  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   平  向  岩  雄  委員    １６番   森     儀  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 

 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 
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兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  水 道 課 長 星 川 俊 也 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 柳 橋   弘 
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議案第２４号平成２３年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

議案第２５号平成２３年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 
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議案第２８号平成２３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

議案第２９号平成２３年度新庄市水道事業会計予算 
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開      議 

 

 

金 利寛委員長 それでは、皆さん、おはようご

ざいます。 

  初めに、今回、東北地方太平洋沖大地震によ

り被害された方々に心よりお見舞いを申し上げ

ますとともに、お亡くなりになりました方々に

黙禱したいというふうに思いますので、皆さん、

御起立をお願い申し上げます。 

  黙禱。 

   （黙禱） 

金 利寛委員長 黙禱終わります。 

  ４日前の３月11日の予算委員会のさなか、時

間で言いますと午後２時46分に、宮城県沖を震

源とするマグニチュード9.0の東北地方太平洋

沖大地震が発生し、皆さん御承知のとおり、津

波による未曾有の大災害が発生しております。 

  現在、救済活動や捜査活動が行われていると

ころでありますけれども、犠牲者は行方不明の

方々を含めると、一説では数万人となると言わ

れており、どれぐらいになるのかもわからない

ほどの惨状であります。 

  一昨日、３月13日日曜日午前９時より、緊急

に会派代表者会議を開催させていただきまして、

対応を協議させていただきましたが、市としま

しては、その災害の対策の情報収集と援助に関

する対応に専念するために、文書で通知しまし

たように14日の予算委員会を取りやめさせてい

ただきました。緊急の対応ですので、御理解を

いただきたいというふうに思います。 

  本日の審査は、時間ができるだけ確保できま

すようにと９時から招集をさせていただきまし

たが、この非常事態での開催でありますので、

会議規則にもありますように、できるだけ簡単

な質疑応答で効果的に、効率的に予算審査を行

っていただきますようお願いをしたいというふ

うに思っております。皆様の御協力をよろしく

お願いを申し上げます。 

  それでは、審査の前ではありますが、市長よ

り、地震に関するこれまでの経緯と今後の対応

の概要を報告、説明していただきたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

  市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回の東北関東大地震の経過につ

いて御報告申し上げたいと思います。 

  御存じのとおり、議会中におきまして大変な

地震を体験したわけですが、すぐ第一次配備の

対策をするべく会議を行いまして、至急高齢者

の安否確認ということで、当日、民生委員と職

員が一緒に回りまして安否確認を行ったところ

であります。その段階では報告、異常なしとい

うようなことでございました。 

  ３月12日、停電の中、朝を迎えたわけですが、

７時に災害対策連絡会議を設置いたしまして、

停電の復旧は見通しが立たないということで、

ろうそくによる火災などの注意、あるいは避難

所の設置を広報、実施させていただきました。

夕方には市民プラザに11人、そのうち市外の方

が５人、観光客の方が来られて、泊まるところ

がないということで５人、入っております。そ

れから、「わくわく新庄」には子供を含む６人

が避難をしたところであります。 

  おかげさまで、停電復旧につきましては、県

立病院が12日の11時42分、徳洲会病院が12時４

分、市役所が13時30分と、以後順次停電が回復

いたしまして、午後７時ごろには全域で復旧い

たしました。しかし、その中で非常に不安だと

いうようなことで先ほどの方々がお泊まりにな

ったと。翌13日は、皆さんそこを引き払った状

況にあります。 

  ３月13日８時半に、職員150名が自主的に登

庁いたしまして、これまで行っていました地域

担当制によりまして区長宅を訪問し、さらなる

情報収集を行ったところですが、特段の避難、
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被害、その他がない、災害がないというような

ことを情報を受けております。 

  なお、その日午前11時に連絡がとれないとい

うことで、被災地の状況がわからない、新庄市

が無事おかげさまでこういうような状況の中で、

後方支援をするべき情報収集手段がないという

ことで、私みずからですが大崎市に行ってまい

りました。被災者の避難が１万人を超えると。

それで、南三陸町からの避難者が登米市に来て

いると。登米市の依頼によって、大崎市におい

ても南三陸町の方々を受け入れなければならな

い状況になるかもしれないというような状況が

ございました。そのときには、この地域全体で

後方支援しなければならないというようなこと

で情報収集をしてきたところです。いまだに停

電、また電話が通じないという状況であります。 

  そのときにお話しいただきましたのは、やは

りラジオ等でお話しされております生活用品、

特に子供の粉ミルクであるとか、そうしたもの

が非常に不足していると。暖房も不足している、

食べ物がないということが大きな課題でした。 

  その中で、新庄市ですぐできることというよ

うなことで、避難所に保健師の数が足りないと

いうことで、非常に不安がっていると、健康異

常も来しているということで早速検討させてい

ただきました。それで、きょうの朝、保健師２

名、さらには物資の仕分け要因として２名を朝

６時半に派遣し、今早速活動している状況であ

ります。 

  それから、昨日におきまして議会を休ませて

いただきまして、その中で９時に連絡会議を開

催し、各部署の状況、今後の対応について、学

校の卒業式、登校、それから保育所の通園、そ

れから学校給食等のことについては今までどお

りできるという確認をさせております。 

  それから、卒業式につきましては、新庄中学

校のみ、あす、文化会館で行うということで、

耐震の専門家に来ていただきまして体育館でし

たら、若干の壁が落ちるかもしれないと、余震

によってというふうなことがございましたので、

それで急遽、文化会館で同じ時刻に行うという

ようなことに変更させていただきました。 

  それから、その後燃料の確保、御存じのとお

り緊急車両用のみ、若干ですが指定台数５台以

内ということで、石油商組合とのお話し合いの

中で、何日間になるかわかりませんが、底つけ

ば終わりですが、御協力をいただいているとこ

ろであります。 

  それから、きのう、県庁にて被災者受け入れ

の要請が各自治体にございました。原発の関係

で福島県からの避難民がふえるだろうという、

福島県から山形県への依頼であります。それに

よって各自治体がきのう招集されまして、行っ

てきました。 

  その報告の中で、数千人、あるいは数万人と

いう単位で、今までに考えられないような被災

者の受け入れをしなければならないだろうとい

うようなお話がございました。それに万全を尽

くすために、今後における緊急対応のために、

予算的な、人的なものについて専決処分をする

可能性もあるということも御承知いただきたい

というふうに思います。年度を超えてやらなけ

ればならないという状況に達しております。 

  また、総合支庁長のほうから、昨日電話をい

ただきまして、あす、町村会がございます。そ

の席上、今後宮城県からの受け入れも恐らく要

請されるのではないかというようなことで、47

号線のルートを使って最上圏域、最上総合支庁

としては宮城県の北部、あるいは岩手県の南部、

その方々の受け入れ態勢をするようなことで県

庁のほうでお話ししてきたいというようなこと

が要請ありました。福島の難民も当然ですが、

これから宮城のほうの方々の受け入れについて

は、最上広域全体で受け入れる方向で県として

調整したいというようなことでございましたの

で、御報告させていただきたいというふうに思
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います。 

  何はともあれ大変な、国全体における非常事

態だということに、自治体の役割が求められて

いるということです。何とぞよろしくお願いい

たします。 

  以上、報告いたします。 

金 利寛委員長 本当に御苦労さまでございまし

た。本当に大変な非常事態でありますが、対

策・対応についてよろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

  それでは、ただいまから予算特別委員会を開

催いたします。 

  ただいまの出席委員は18名であります。 

  なお、本日は、農業委員会より会長職務代理

者の髙橋 眞君が出席しておりますので、よろ

しくお願いをいたします。 

 

 

議案第２１号平成２３年度新庄市

一般会計予算 

 

 

金 利寛委員長 初日の審査に引き続き、議案第

21号平成23年度新庄市一般会計予算を議題とい

たします。 

  ３月11日の審査は、一般会計の歳出に関し、

平向岩雄委員の質疑の途中でありましたので、

平向委員の質疑から始めたいというふうに思い

ます。 

  なお、質疑の残り時間は23分であります。 

  平向岩雄委員、質疑ありませんか。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

金 利寛委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） まず最初に、11日に発

生しました東日本大震災で、未曾有の被害を受

けられました多くの皆さんにお見舞いを申し上

げますとともに、犠牲になられた皆様方に哀悼

のまことをささげ、御冥福をお祈りいたします。 

  それでは、11日に続いて質問いたします。 

  老人クラブの活動助成事業費でございますが、

補助金が１クラブ当たりに1,750円の12カ月と

いうふうなことで、２万1,000円というふうな

計算上はなりますが、その99万2,000円を２万

1,000円で割りますと、クラブ数が約47という

ふうなことになろうかと思います。 

  それで、47という老人クラブの数でございま

すが、極めて少ない数でございまして、その今

後のクラブの育成についての対応策について伺

いしたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 積算根拠でありますけれ

ども、１クラブ当たり、今申されましたように

1,750円掛ける12カ月でございますが、この単

位老人クラブ活動費助成のほかに、会員１人当

たり40円というものがございますので、積算根

拠としましては40クラブ分というふうになって

おります。これに対して、会員１人当たり40円

の分が1,300人分、それから連合会全体として

の10万円ということでの合わせての99万2,000

円というような積算になっております。 

  それで、今お話しありましたクラブ数の増加、

あるいは会員数の増につきまして、これは近年

の課題となっておりまして、私どもとしまして

も老人クラブ会長とともに協議をずっと続けて

まいりました。それで、以前設置しておりまし

た指導員の再設置も含めて今後考えていきたい

と思っております。そういった方向で振興を図

っていきたいと考えております。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

金 利寛委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） よろしくお願い申し上

げます。 

  次に、80ページの８款１目木造住宅耐震診断

業務委託料90万円ですか、この内容につきまし

て、どのような内容かお知らせいただきたいと
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思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 耐震改修促進計画、20

年度に策定いたしまして、その中で一般住宅に

ついて対象としてございます。新庄のほうでは

7,000戸ぐらいございますけれども、それにつ

いて、耐震診断と補強計画の診断の費用でござ

います。 

  昨年度から、ほかの市町村に先駆けて、受益

者負担10％でございましたけれども、新庄市は

無料ということで促進を図っております。その

経費でございます。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

金 利寛委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） これは、新庄市独自の

ものだというふうなことでございますが、県の

ほうでも、市町村で支出する業務委託料と同額

の助成補助金と申しますか、県でも出すという

ふうなことで、その際、市町村が出す金額に同

額というふうなことですから、少なければ県の

支出も少なくなるというお話を聞いているわけ

ですが、これは県との事業との関連性はないわ

けですか。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今の御質問でございま

すけれども、住宅リフォームの件と絡んでくる

と思います。 

  耐震診断については、診断、補強をしていま

して、耐震改修の補助については、まだ新庄市

では適用してございません。ただ、今回の住宅

リフォームについては、一般のリフォームとあ

わせて耐震、それからバリアフリー、断熱効果、

これは県産木材ということで、それについての

県のほうのいろいろな要件とあわせて新庄市も

対応していきたいというふうに考えています。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

金 利寛委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） わかりました。よろし

くお願い申し上げます。終わります。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 質問に先立ち、11日発

生した大震災、犠牲者に対しまして、改めてお

悔やみ申し上げたいと思います。 

  今回の地震は、既に放送されておりますとお

り、以前ありました阪神淡路大震災のマグニチ

ュードが8.3で、今回は９ということで、その

エネルギーの差が報道されております。何と驚

くべき、1,000倍の差がある。要するに、阪神

淡路の1,000倍の威力が今回の地震であったと

いうふうに報道されております。いかにすさま

じい地震であったかどうか、本当に大変な事態

になっていると思います。 

  それでは、さきに委員長からありましたとお

り、質問はなるべく簡単にいたしますので、御

答弁方よろしくお願いいたしたいと思います。 

  それでは、初めに、市長の施政方針演説の中

にありました施政方針書の中から、４点ほどお

伺いいたしたいと思います。 

  まず先に、ページ数が４ページ、下のほうで

すが、ここに新庄まつり誘客100万人構想です

ね、これの関連について、まず先に伺います。 

  それから、次に11ページ、第２次新庄市総合

雪対策基本計画の中にあります県立新庄病院の

消雪施設整備事業、この内容についてでありま

す。 

  それから、三つ目が同じく12ページにありま

す萩野地区施設一体型小中一貫教育校、この新

設に向けた基本構想関係についてお伺いしたい

と思います。 

  それから、最後に13ページ、生涯学習の中に

あります地域公民館整備助成事業、新築・改

築・土地購入の補助を行いたいということに関
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連して質問させていただきます。 

  それでは、一番先に申し上げました４ページ

です。予算書の該当するところが75ページ、７

款商工費１項商工費３目観光費、新庄まつり運

行事業負担金1,264万円、これに関連します。 

  ことしは、前年度予算より約50万円ほど多く

見られておりますが、市長が何回となくおっし

ゃっております新庄まつり誘客100万人構想、

この100万人構想に対してのいろいろな考え方

は伺っております。その内容も承知いたしてお

りますが、これに伴うこの予算化がなっている

のか、なっていないのか、50万円の差がそれに

該当するのかどうなのかですね、この辺、予算

編成時のときに検討されたのかどうか、まず伺

いたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 運営事業負担金は50万

円プラスでありまして、これは警備の増、それ

からトイレ、それからそれに伴うさまざまな誘

導サイン等の増ということで、さまざまな道路

事情によって流入する方々、その流れをさばく、

それから警察との関係でさまざまな手当てが必

要なものですから、50万円プラスをさせていた

だいたということであります。 

  あと、その下にあります、日本で初めての伝

統まつりポスターコンクールの負担金61万

4,000円、これも大きく集客を期待できる内容

であります。 

  また、具体的にはその前ページになります、

74ページなんですけれども、この中で観光振興

対策事業費、印刷製本費なんですけれども、実

はチラシを今までの２万5,000枚から３万枚、

5,000枚増をしております。5,000枚というのは、

主に大崎、それから湯沢、周辺のさまざまなホ

テル、旅館等々へのプラスの分でございますの

で、こういったものをさまざま勘案いたしまし

て、100万に近づけたいということの戦略を練

っているということでございます。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 今、課長がおっしゃっ

た内容が、確かにそれに該当するのではないか

なという思いはいたしますが、やはりこの具体

的な予算化がきちっとされて見える形の予算額

がないと、やはり幾ら言葉で申されても、後ろ

についてくるものが薄くなってしまうんじゃな

いのかなと、こういうふうに思ったからこの質

問をいたしております。 

  やはりですね、新庄まつりの一番メーンにな

りますこの山車関係についても、多分前年度は

同じ予算じゃないのかなと思っております。先

般、小嶋委員が一般質問で申されていましたの

が、山車に対する寄附、要するに花もらいとい

いますか、浄財集め、これについてやめたほう

がいいんじゃないのかと、これは私も何回も申

し上げております。それで、この行為が逆に新

庄まつりの足を引っ張っているような形にはな

らないのかどうなのかということをやはりしっ

かり検討しなくてはならないんじゃないのかと

思います。 

  ですから、若連に対して、山車若連ですが、

補助金をもう少しプラスしてあげたらどうです

かと、これは再三申し上げております。具体的

な額も申し上げております。ですから、１町内

に100万円出せば全体で2,000万円です。それで

きれいな山車運行ができるんじゃないのかなと

いうふうに申し上げているんですけれども、今

回のこの予算においても、それらの検討すらし

たかどうかということについて全然伺えないと

いうことであります。この辺はどうだったんで

しょうか。私は、ポイントはここにあると思い

ますが、御返答方お願いいたしたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 先週もそうでしたけれ
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ども、昨年の議会でも随分、この件に関しては

議論がなされたと思います。当然、これから

100万人を目指すという中においては、例えば

25日の夜型化というのは当然必須でありまして、

夏祭りそのものが夜型化ということなんですけ

れども、そういう中において、当然その花もら

い、祝儀というふうな問題にかち合うと思いま

す。 

  ですから、再三申し上げておりますように、

新庄まつり百年の大計のこの２年間の構築の中

で、その点に関しましては深く議論がなされて

いくと、こんなふうに思っております。当然、

具体的に申し上げますと、課内でも検討はいた

しましたけれども、その議論と一緒にこのこと

を考えていきたいと、こんなふうに思っており

ます。以上です。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） そうですね、全くその

とおりだと思いますが、どうもこの100万人の

話だけが先行して、そちらの後ろについてくる

ことがどうもまだはっきり見えない。それで、

これから百年の大計のほう、２年間をかけて、

もう一回第３期を見直しするというようなこと

はわかりますけれども、もう少し真剣にこの辺

を取り組んでいかないと、この100万人という

のはどういうことなのかとわからなくなってし

まうような気がいたしますので、きょうはこの

辺でやめますけれども、よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  それでは、次に11ページですね、県立病院前

の消雪施設の整備内容、この件について具体的

に御説明方お願いいたします。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 新庄市の第２次総合雪

対策基本計画の中で、消雪施設については5.8

キロ、今現在ございますけれども、これはあく

までも地域防災計画の中の緊急輸送経路という

ことで、それについては整備を計画的に進めて

いくというふうな位置づけを示しています。 

  その中で、五日町金沢線についてもその位置

づけになってございまして、前から県立病院の

ほうからもいろいろな要望がございました。松

本堰にふたをかけてというふうなことで、それ

についても今まで県立病院と再三協議をしてま

いりまして、ある程度の設計が固まってまいり

ました。その中で、23年度の工事については、

市道五日町金沢線と、それと接続する３号線、

松本堰なんですけれども、それの改良工事を、

予算的には6,500万円、100メートルほど工事を

行って、交差点の改良等を含めまして、消雪の

リニューアルも含めて対応してまいりたいとい

うふうに考えています。以上です。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） わかりました。何とか

年度内に完成できるようお願いいたしたいと思

います。 

  それでは、次に12ページですね、施政方針の

ほうの12ページです。これに該当するのが予算

書の91ページ、10款教育費２項小学校費１目学

校管理費の測量設計委託料4,700万円かなとい

うふうに見ております。それで、23年度の主要

事業の概要にもありますが、このことについて

の二、三、中身について質問をさせていただき

ます。 

  この主要事業のほうを見ますと、どうもこの

敷地の関連も出てまいりました。今まで、この

敷地についての御説明等は伺っていないんです

けれども、敷地内の建物配置、この敷地とは一

体どこを指しているのか、現在の中学校の敷地

を言っているのか、また、この新しく求めよう

としている敷地なのかどうなのかですね、この

辺の中身について、わかる範囲で結構です。 

  それから、２番目として、日新小の場合は約
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30億円を超えた事業費になったというふうに聞

いております。今回も大体それぐらいになるん

じゃないのかなと、私のへそそろばんですけれ

ども、相当額の工事費がかかることだろうと思

われます。それで、その総事業費の限度額的な

ものを押さえているのかどうなのかです。基本

設計もしていないので、予算的な額は全然わか

らないとなればそれまでなんでしょうけれども、

でも、それでは基本設計に着手することすら、

指示することすらできないと思いますので、教

育委員会でどの程度の判断をしているか伺いま

す。 

  それから、三つ目がこの事業費、幾らになる

かわかりませんが、国県の補助は当然あると思

いますので、その国県補助等は一体どういうふ

うな形になっているのか、とりあえず三つお願

いします。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 委員長、柿﨑

卓美。 

金 利寛委員長 教育次長兼教育総務課長柿﨑卓

美君。 

柿﨑卓美教育次長兼教育総務課長 御質問いただ

きました北部地区の小中一貫教育校の新設事業、

これについてお答えしたいと思います。 

  まず一つ、現況での経過に若干触れさせてい

ただきたいと思います。平成22年度から23年度

にかけて、小中一貫教育校の基本計画の策定作

業、これを今進めているところでございます。

それで、新庄市小中一貫教育校基本計画策定委

員会というものを設置いたしまして、その中で

具体的な内容を今詰めているところでございま

す。 

  それで、詰める内容として一つ、教育のカリ

キュラムをどのようにするかと、こういった点

を検討する必要がございます。それが一つ。そ

れからもう一つ、施設設備をどのようにするか

と、こういった面での検討が必要であると。そ

れぞれ専門部会という部会を設置いたしまして、

検討を進めているところでございます。 

  今、御質問いただきました、まず第１番目、

敷地という問題でございますが、まだ確定には

至っておりません。ただ、特に施設設備部会の

ほうでは、例えば保護者の方とか地域の方々に

その委員を務めていただいているんですが、御

意見をちょうだいしております。委員の方々の

御意見では、現萩野中学校の敷地が適当ではな

いかと。あくまでもこれは御意見です。そうい

った意見をちょうだいしております。 

  それから、カリキュラム、授業をどのように

進めていくかということになるかと思うんです

が、そういった面からも必要な施設、あるいは

立地という観点から現萩野中学校の敷地が適当

ではないかと、そういった意見が多くを占めて

いるというふうに今とらえております。 

  それから、２番目の質問でございました。工

事費の想定でございますが、まず、予算書の中

で91ページ、御指摘いただきましたが、測量設

計業務委託料、この中に、来年度は基本設計に

取りかかりたいというふうに考えておりますの

で、その基本設計の業務委託を行いますが、業

務委託料を予算化していただきたいということ

で計上しております。萩野地区小中一貫教育校

建設基本設計業務委託料として3,800万円を想

定しております。 

  工事費の想定ということでございますが、基

本設計の中で最終的な学校の構造、規模等が明

らかになっていくということでとらえておりま

すので、まだ最終的な工事の経費については、

これも確定していない要素でございます。ただ、

文科省が示している一つの学校の建設基準とい

うのがございます。それから想定しております

学校の建設費として、およそ23億円ぐらいを想

定しております。ただ、これから詳しい学校の

形、規模、それから設備、こういったものを考

慮していった場合に、金額は変動していくもの

だというふうにとらえております。 
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  それから、補助金でございますが、今回は中

学校を新築するという考え方が一つ、それから

小学校を統合するという考え方が一つ、二つの

考え方に基づいた補助金を想定しております。

ただ、これは具体的な基本計画が固まりまして、

文科省に申請して初めて確定するものでござい

ますので、必ずすべてもらえるということでは

ございませんが、今ある補助制度の中で、ただ

いま申しました老朽化した中学校を改築する経

費に充てる補助金、それから小学校を統合して

新しく学校を建てる補助金、この２種類を活用

できるものととらえております。数字について

は、ちょっと今回は御勘弁いただきたいと思い

ます。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 構想的な内容が徐々に

見えてきたかなというふうに感じております。 

  ともあれ、来年度４月以降において基本設計

を策定していくという御説明でありましたので、

しかとよろしくお願いしたいなと思います。 

  23億円ぐらいの事業費をとらえているという

ふうなことでありますけれども、基本設計の際

に、私素人なりに申し上げますと、やはり基本

的な基本設計を発注する側ですね、要するに教

育委員会側でどういう構想であるかということ

が非常に大事だと、こういうふうに思います。

と同時に、まさしくそのように進めているとは

思いますが、ここの基本の基本たるものをやは

りきちんととらえて、それで業者側、要するに

委託、設計委託側のほうにきちんと伝えていた

だくというふうにしないと、要するに設計者側

の一つのセンスで、ひとり歩きした中で物事が

決められていって、そこに事業がこのぐらいか

かりますよというようなこの仕組みでは非常に

まずいわけです。 

  なぜ、このことを申し上げますかといいます

と、日新小学校の場合はどうもそういう傾向が

あったというふうに聞いております。ですので、

31億3,000万円とかというふうな膨大な、生徒

数に計算しますと多くかかり過ぎた、確かに立

派な小学校です。私は地元としても誇りに思う

ぐらい立派な小学校なんですけれども、どうも

かかり過ぎたきらいがあるというふうに、あと、

それに伴っての維持管理費も、他校と比べてか

なり多く維持管理費がかかっているはずです。

その辺も基本的な発注の中でしかと考えて、業

者側のほうに示していただきたいということを

しかと要望しておきたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

  それでは、次に施政方針のほうの13ページで

すね、地域公民館の整備事業、ここに新築、改

築、土地購入の助成を行うというふうに出てお

ります。これに該当するのが、予算書の95ペー

ジ、10款教育費４項社会教育費で社会教育総務

費の中にあります地域公民館整備補助金100万

円、ここに載っていますけれども、この100万

円というのはどういう事業の内容に該当するの

かどうか、説明方お願いします。 

柿崎憲一生涯学習課長 委員長、柿崎憲一。 

金 利寛委員長 生涯学習課長柿崎憲一君。 

柿崎憲一生涯学習課長 御質問のありました地域

公民館整備費補助金でございますけれども、こ

の補助要件としましては、新築の場合は工事費

の４分の１以内で限度額が200万円、それから

増築・改修の場合は工事費の５分の１以内とい

うことで限度額が100万円となっております。 

  また、既存の建物を取得する場合、これにつ

きましては新築の場合と同様に、改修費も加え

た工事費の４分の１以内ということで、これも

200万円の限度額となっております。 

  新築、既存の建物の取得とあわせて敷地を取

得する場合、これも対象になりまして、４分の

１で限度額200万円となっております。 

  補助要件としてはこのようなことでございま

すけれども、補助金の当初予算の額100万円に
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ついての考え方ですが、現在のところ、新年度、

23年度、具体的に町内会のほうで新築ないし建

物の取得というふうな計画については伺ってお

りません。そんなことで、恐らく改修、例えば

公民館の下水道への切りかえとか、それから屋

根の塗装、壁の補修等々、そのようなことが新

年度では対象になってくるのではないかなとい

うふうにとらえています。ただ、その内容につ

いて、具体的なところがございませんので、ま

ず補助金額としては100万円を計上させていた

だいたというふうなことになるかと思います。 

  ちなみに、下水道工事ですと一般的に約70万

円ぐらいの工事費がかかるというふうなことで

すので、その５分の１ということになりますと

十数万円の補助金の交付というふうなことにな

ろうかと思います。以上でございます。 

１２番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

金 利寛委員長 沼澤恵一委員。 

１２番（沼澤恵一委員） 要綱等は伺いました。

その件についてはわかりましたが、今回の100

万円は具体的な公民館ではないと、これからあ

ろうとするものを想定して計上したと、その中

身は恐らく下水道の切りかえのようなお話がご

ざいました。 

  これは、あれですか、これから新年度に向か

って募集をかけ、あるいは反対に公民館側から、

地区側から要望来たものを受け付け順とか、そ

ういう形でこの100万円の予算を向けてやるの

かどうなのかですね。これにはある程度、公平

さがないと困ると思います。早いもの順ならば

早いもの順、それをきちんとわかるように周知

しておかなくてはならないし、その辺の考え方

はどういうふうに思っているんでしょうか。 

柿崎憲一生涯学習課長 委員長、柿崎憲一。 

金 利寛委員長 生涯学習課長柿崎憲一君。 

柿崎憲一生涯学習課長 基本的には、今月中に補

助金の交付規程を設定して、新年度に向けて実

施していくというようなことになりますので、

新年度早い段階で広報等でお知らせしながら、

町内会の計画をとらえていきたいというふうに

考えております。 

１２番（沼澤恵一委員） 終わります。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 簡潔にというようなこ

とで申し上げますけれども、この地震に関しま

して、大変未曾有の被害なんですけれども、私、

一般質問で民生委員のことをお聞きしました。

民生委員の方が非常に早い動きだったものです

から、市のほうからいろいろ要請あったんです

かというようなことを聞きましたら、「そうで

す」というふうなことで、非常に民生委員の方

も一生懸命、ひとり住まいの方を回っていただ

いて安否を確かめたというような、素早い市の

ほうの指示ですか、そういったものが行き届い

たなと思って、非常によかったなと思っていま

す。特に私が一般質問した気持ちがあるもので

すから、そういったことで非常によかったなと。

本当に御苦労さまでした。ありがとうございま

した。 

  あと、もう一つ、今、公民館の話が出ました。

前にあったんですけれども、以前、切られてま

た復活というようなことで、その場合にうちの

町内、大変この補助事業で公民館を建てていた

だきました。そして、震災の翌日、町内の若連

が、その公民館を前に炊き出しをしました。非

常に、温かいものを食べさせたいというような

ことで、それもやはり公民館、施設があったれ

ばこそ、そういったことであそこの場所に集ま

って、町内若連が何とか炊き出しをして温かい

ものを食べさせたいというようなことだったも

のですから、この公民館のやはり充実といいま

すか、これが大変、今回盛ったということはあ

りがたいなと私個人は思っています。 

  それでは、まずページから申し上げます。29
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ページの１款議会費の印刷製本費についてお聞

きします。昨年より若干減額でありますけれど

も、これはいろいろあると思いますけれども、

この議会報の予算がここに盛り込まれてあるの

かないのかというようなことです。 

  次、65ページの６款農林水産事業費の１項３

目学校給食における地産地消促進事業補助金の

内容を具体的にお聞きいたします。 

  同じく、69ページの６款農林水産事業費１項

の農業費６目水田農業対策費ですが、昨年はス

トックマネジメント事業負担金1,146万1,000円

計上なされておりますけれども、今年はなされ

ていないのはなぜかというようなことでござい

ます。 

  あと、71ページの６款の農林水産事業費の１

項農業費11目バイオマス推進費の廃目整理の理

由をお尋ねいたします。 

  次、76ページの商工費の７款４目の企業誘致

対策費1,379万円、そのうち旅費60万5,000円で

は大丈夫かなというような観点からお尋ねした

いと思います。よろしくお願いします。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 29ページの議会費という

ことですが、ちょっと私のほうで一応予算編成

をしたので。いわゆる議会報の分が、まさしく

印刷製本費の中に入っている金額でございます。

昨年より若干落ちていますけれども、ほぼ昨年

度と同様の印刷製本費という形で確保させてい

ただいているというふうに考えております。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まず、学校給食の地産地消

事業なんですが、230万7,000円計上させていた

だいております。これにつきましては、まず、

単価計算のほうから申し上げますと、小学校が

１食当たり15円、それから中学校が１食当たり

20円というふうなことで予算化させていただい

ております。 

  それで、20年度からこれらの事業は始まって

いるんですが、23年度からは学校給食における

地産地消事業に名称を変更をして……、済みま

せん、その前に「米飯給食促進事業」だったも

のが、23年度から「学校給食地産地消事業」と

いうふうに名称が変更になりました。中身的に

はほぼ、19年度以来やっていた米飯給食という

うふうなものと同じく、いわゆる県産の農作物

を使った場合にそれだけの、１食15円ないし中

学校だと20円を助成していくというふうなこと

で、地産地消を促進したいというふうなことの

事業でございます。 

  それから、２番目の水田農業関係の中にスト

ックマネジメント事業とあるんですが、この事

業につきましては昨年の12月というか、平成22

年の12月の予算の中で、補正で前倒しというふ

うなことで国の補助金が来たものですから、た

しか二千、ちょっと今手元にないんですが、二

千数百万円の事業で23年度分を前倒しにすると

いうふうなことで予算計上させてございますの

で、23年度分は特段、現在は前倒しの分でやっ

ていくというふうなことに考えております。 

  それから、71ページのバイオマスの廃目にな

りますが、これも12月の議会で若干お話し申し

上げましたけれども、いわゆる生ごみの堆肥化

というふうなものをバイオマス、いわゆる生物

資源に由来する堆肥の製造というふうなことで

生ごみ堆肥化をさせていただいて、約10年ぐら

いですか、なりますが、今までは何ていうんで

すか、実験というふうなことで検証をしてきた

わけですけれども、いろいろ不都合もございま

すし、余りにも同じ事業を長くやっているとい

うふうなことで、まず、前の大友先生の発掘し

た菌も含めて検討した結果、23年度からはこの

バイオマスという形ではなくて……、ちょっと

ページ数、今探しにくいんですが、いわゆる生

ごみ堆肥化はそのまま残して、550世帯の堆肥
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を製造して、それを学校給食の地産地消に当て

ていくというふうなことで、今までですと提供

していただいた家庭にばらまきみたいな形で使

ってもらったり、学校とか神室荘さんとかの家

庭菜園的なものに使わせていただいたり、一部

「まゆの郷」の生産者にお配りして使っていた

だくというふうなことだったんですが、学校給

食と今お話を進めておりますが、生産物の有機

農生産物というふうなことで契約までできるか

どうか、産地契約、そういったことまで持って

いきながら学校給食に当てるというふうな事業

に展開していきたいというふうに考えていたと

ころです。 

  事業費目につきましては、66ページのちょう

ど中段よりちょっと下のところに「地域循環型

堆肥製造事業」というふうなことで計上させて

いただいておりますので、合計で513万4,000円

というふうなことで移行して、実証を実践にし

たいというふうなことでお願いしたいと思いま

す。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 企業誘致の旅費60万

5,000円でありますが、昨年度よりは5,000円ほ

ど増になっております。具体的には、首都圏、

東京圏が月１、12回分、それから中京圏、名古

屋、２回でありますけれども、これに限らず協

議会、あるいは推進委員会等々の経費も使いま

すし、また、市長が上京あるいは中京圏に参り

ますときには必ず、もう何社も回っております

し、そういったものを活用したいと思っており

ますし、また、市の方針としましては、重点的

にこれを行っているということがあると思いま

す。北上市ですと、月100件が目標ということ

でありますけれども、市の場合ですと、とにか

く地域特性に絡んだ企業、あるいは労働集約的

な、自動車産業に関連するような企業というこ

とで、とりわけ重点的に参っているということ

で努力をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  また、これが具体的に進展するという場合に

は、また必要な手当てをして皆様にお諮りする

という段取りが必ずや来るのではないかという

ふうに期待も申し上げているところであります。

以上です。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） この最初の議会報に関

しまして、私ども、議会改革活性化検討会を立

ち上げたのは御存じのとおりと思いますけれど

も、やはり開かれた議会、透明性のある議会を

しなければならないというようなことを提案申

し上げました。そのためには、議員が何をやっ

ているかわからないのでは困るというようなこ

とで、いろいろいたしました。その手段として、

議会報、議会だよりも重要な一つ、市民に対す

る議会の内容を示す手段、道具であるわけであ

りますので、私も議会報編集委員を７年させて

もらっていますけれども、一般質問の内容によ

っても若干違いますけれども、紙面、予算がな

くてなかなか紙面がとれなくて非常に制約受け

て、非常に苦労しているわけです。特に、委員

長を初め、副委員長さん、苦労しているわけで

すけれども、そういった意味で、この議会報を

するのをもう少し予算をやはり、我々もお願い

しているわけですので、その辺が今回の予算に

は反映されていないと思うんですけれども、

我々議会改革活性化検討会等の思いはどのよう

に受けとめておるか、まず、この点をお聞きし

たいと思います。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 では、私のほうから議会

費について御答弁させていただきます。 

  小嶋委員おっしゃったとおり、まさしく開か

れた行政という意味で、議会報の役割というの
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は非常に大きいものだというふうには考えてお

ります。お聞きするに当たって、例えば議会基

本条例等の制定も考えたいというお話も伺って

いますが、いわゆる議会報についても、それら

の動きの中で見直しも当然必要だというような

ことは当然だと思います。 

  たまたま、22年度当初よりも少なくはなって

いますが、基本的には22年度、若干上乗せにな

っていまして、今までの21年度ベースの平年度

ベースの予算は計上させていただいております

ので十分、確かに極端なページ数の増というの

はなかなか難しいとは思いますけれども、年４

回の議会報の発行等については十分、いわゆる

実績から考えまして大丈夫だと思いますし、さ

らには特集号的なものがあれば、それはそれで

議会とも、議会事務局とも十分相談させていた

だきながら、そこはそこで考えさせていただき

たいというふうには思っております。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） そういった意味で、配

慮するというようなことをお聞きしまして、ま

あまあ、そういうふうにお願いしたいと思いま

す。 

  そして、議会報編集委員が年１回、13市研修

会がございます。その中で一泊研修があるんで

すけれども、財政再建、ずっと切り詰めで日帰

りなんですね。この議会編集委員会の研修会に

は、やはり他市の議員さんとの懇談も非常にコ

ミュニケーションを図って大切なんですけれど

も、そういった面までも切り詰めてやっている

というの、これはこれでいいんだけれども、そ

の議会報の内容、紙面までやはりきちっと、あ

る部分はやっぱり弾力をつけてもらいたいと思

います。 

  ほかの市町村を見ますとね、これは多色刷り、

カラーなんです。新庄市は２色というようなこ

とで、非常に皆さん、見ている方にいかに我々

の情報を伝えるかという手段としても、やっぱ

りそういった意味である程度のこの配慮をひと

つ、格段お願いしたいと思います。 

  特別編集号、あった場合には配慮しますよと

いうような、お聞きしましたので、今後の何て

いいますかね、そういう配慮をお願いするわけ

であります。 

  学校給食における地産地消の促進補助金とい

うのは、項目が変わったというようなことでこ

うなったんだというような説明を受けましたけ

れども、私は地産地消というようなことで、米

じゃなくて地元の農産物、野菜とかそういった

ものに対する育成補助金かなと思っておりまし

た。 

  今度、この地震が発生しまして、食べ物、や

っぱり地域の農産物なんていうのは非常に、ま

すます求められる可能性があるんじゃないです

かね。今まではよその地域からいろいろなもの

を、安いものとか大量産地から引っ張るわけで

すけれども、今のこの地震の影響で今後やはり

地産地消のそういったものの、もちろん米でも

そうですけれども、地場の野菜の確保というよ

うなことが求められる気がしますけれども、そ

ういった地産地消の学校給食におけるそういっ

たものの考えはいかがでしょうかね。 

  これは教育委員会の問題じゃないです、農林

サイドですかな、農林サイドでどういうふうに

お考えになるかというようなこと、これからと

ても大事な要素ではないかなと思いますので、

その辺どのようなお考えなんでしょう。 

  この予算を組んだ当時と今の現状は違います

けれども、行政というのは今の現実に合わせた

行政をやっていくのがやっぱり大事な要素であ

ると思いますので、お願いしたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 先ほどの答弁の中で、学校

給食のほうだけ言ってしまいました。ちょっと
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ページと項目、事業名が似たようなところがご

ざいまして、67ページのいわゆる食育地産地消

販路拡大事業、これにつきましては県の緊急雇

用対策事業の中の予算を使わせていただきまし

て、人を２人ほど配置してコーディネートする

というふうなことで、いわゆる都会への消費拡

大、それから地産地消についてはパッケージの

やり方を教育していくとか、それから販路拡大

のために宅配等もやっていけないか等々も含め

まして全体的なコーディネートをするというふ

うな、人件費２人分を含んだ事業というふうに

新たに展開させていただきたいというふうに考

えておりました。 

  今回の地震もさることながら、やはり地産地

消というのは、常にこれは何年間も大事な心構

えとしてやってこらせていただいておりますし、

最近は学校のほうもかなり地場産というふうな

ことで、特段申し上げれば「まゆの郷」から、

ジャガイモ、キャベツ、大根、ニンジン、そう

いった地場でできる可能のあるものはとにかく

なるべく使ってほしいというふうなことで、米

は十分あるわけですからそれは別としても、そ

ういった範囲で、我々も仲介役になって頑張ら

せていただいております。 

  ただ、やっぱりできない、なかなかできない、

年間通してできない作物もあるものですから、

それからまだまだ農家がちょっと品物を出す、

何ていうんですか、選択、選別、やり方、商品

としての出し方がまだ勉強不足なところがあっ

て、泥がついていたっけとか、そういったこと

も地道に教育しながら、教えながら、そういっ

たものでなるたけ学校給食を含めた地場野菜の

消費、それから新庄青果もあるわけですから、

そちらのほうから市内の八百屋さんが買い込ん

で、八百屋さんのほうで学校給食を提供してい

るというふうに、直接「まゆの郷」だけではな

くて、地元の八百屋さんからも学校のほうにや

っているというふうな例も多くありますので、

その辺を流れをうまくやっていきたいなという

ふうに考えております。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） ありがとうございます。

ぜひ、強力に進めていってもらいたいと思いま

す。 

  生産者の方は、生産したものを提供するだけ

ではなくて、受け側とのやはり、例えば学校給

食、「この辺まで出してくれ」というふうなこ

とのコミュニケーション、何かそれはやっぱり

行政でないとできないわけですので、その辺ひ

とつよろしく、ひとつ頑張っていってもらいた

いなと思っております。 

  企業誘致の件、聞きました。北上市の例も聞

きました。かつて、私どもも北上市に行政視察

に行ってまいりました。非常にあそこのやり方

が先進的なことであって、今の予算的な、聞い

てもやはり格段の差があるなというようなこと

でございますけれども、今多くの議員の皆さん

も、我々も、ここに働く場所が欲しいんだと、

働く場所を何とかして確保していただきたいん

だというような切なる思いがあるわけですけれ

ども、この企業誘致対策1,379万円の旅費の60

万円というのはね、非常に何か残念と申します

か、本当にやる気があるのかなというようなこ

となんです。 

  やはり、この予算の組み方を見ますと前例踏

襲、前もやったからこのぐらいのというような

ことではなくて、ここは企業誘致はもう正念場

なんですから、思い切ってやっぱりですね、ス

クラップ・アンド・ビルドをやるぐらいの政策

転換がやっぱり欲しいわけです。特に新庄市の

場合は働く場所、市長さんはいろいろ個人的に

は頑張っていますけれども、それも限度ですね。

やはり、例えば訪問すれば新庄の手土産を持っ

ていくとか、いろいろな物をやはり手段として

持っていく必要もあるわけですので、これはも
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う少しこれ、盛らないとだめですよ、これはね。 

  今、ここで我々言っても、予算の編成なんて

今までこうやってできることなかったし、でき

ないんだけれども、やはりもっとダイナミック

な、例えば除雪とかやっぱりダイナミック、例

えば限られたパイの中で、どこかをふやせばど

こかが減るわけですけれども、その減った部分

はやっぱり市民の皆さんに説明すればね、「あ

あ、そうか」とわかっていただけるんですよ。

そういったものをやはり、思い切ったもの、ダ

イナミックな展開をやっぱりやっていかないと、

これから生き延びていかれませんよ、本当に。 

  まあ、私もきのう行って、私の息子が埼玉に

行くというようなことで、19日、会社の説明会

があるけれども、今度新幹線取りやめで行かれ

なくて、テレビとか生活用品、車で行くつもり

だけれども、なかなかなくて困った。その中で、

「私の子供はせめて東北とか、県内にも来たい

んだけれども、なくてよ」って、これ言われる

の、非常に耐えがたいつらさがあるわけです。

恐らく多くの皆さんの議員も同じだと思うので、

ぜひここはね、新庄市は働く場所の提供という

ふうなことを、多くの議員の皆さんが言ってい

るわけですけれどもね、私はここの企業誘致な

んか予算、それこそ変えてもやってもらいたい

ような気持ちしますよ、本当に。いかがでしょ

うか、そういった意味でもう一回、私の思いは。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 委員おっしゃるとおり

だろうと思います。先ほど私、「重点的に取り

組む」というふうに申し上げましたけれども、

今回あわせて外部からの視点を絡めた企業戦略

ということで320万円ほど、これは事業として

は800なんですけれども、予定しておりますし、

また、誘致だけではないと思います。既存企業

の体質を強化、拡大して、そして業績拡大につ

なげると。例えば、本社機能のある企業は８企

業ございますし、また新庄が基幹工場であると

いうふうな企業も11社ございます。これの体力

をつけて、例えば本年度のヨコタのように、具

体的にはもう企業立地と同じような形につなが

ると、こういった戦略もあわせて汗を流してい

きたいというふうに思っております。以上であ

ります。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 思い切った政策を展開

してもらいたいと思いますね。まあ、これは予

算、大事なきょうは予算の審議をやっているわ

けですので、やはり我々議会でこの予算を承認

しないと執行部の皆さんは予算できないわけで

すので、ここであえて私は強く言っています。 

  特に地震が、ここは案外起きなかったね。精

密機械とかいろいろな、ここはそういった意味

で安定な地域だというのも一つの、私は企業誘

致の売りだと思いますよ。まあ、いろいろ、今

予想とかいろいろな面倒あるんですけれども、

ここはやっぱりそういったものの安全性がある

地域だと、活断層は多少あるかもしれませんけ

れども、こういった大きな地震でもずっと耐え

てきて、耐えているというのはあんまりないわ

けですので、その辺もやはり営業のＰＲの一つ

の私は方法ではないかなと思いますので、ひと

つよろしくお願いしたいと思います。 

  あと１点ですね、75ページの７款商工費、イ

ンバウンド誘致キャンペーン実行委員会負担金

332万5,000円の内容をひとつお聞きしたいと思

います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 インバウンド、外国人

のお客様、観光客の誘致だということで、具体

的には台湾に訪問団、これを派遣いたしまして、

さまざまなこちらのほうの誘致を図ってくると。

キャンペーンを展開する、向こうの意向を探っ
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てくる、なおかつ、向こうでの観光博でのキャ

ンペーンを張ると、こういった内容でございま

して、10月末から11月の頭にかけて二十数名ぐ

らいの訪問団を広域的に取り組んでやっていき

たいということであります。 

  それで、実際、４次の計画が春から始まる中

で、交流人口の拡大というのは大きな課題だろ

うと思います。結果的には、国内の観光という

のはほとんど頭打ち、伸び悩みになっている中

で、外国人、インバウンドに関しましてはもう

３割ぐらいずつ伸びていると。そして、昨年度

が861万人、国で受け入れておりますし、県内

でも８万人を突破いたしました。その伸びの大

きなものがすべて台湾、アジア系統、７割ぐら

いでしょうかね。ただ、この最上が少ないんで

すね。8,700ぐらいだと思います。そのほとん

どは台湾の、要するに舟下りですけれども、で

すから、これから期待できる大変大きな対象で

あろうというふうに考えますので、まずはこれ

で取っかかりをつけたいということであります。

以上です。 

１０番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

金 利寛委員長 小嶋冨弥委員。 

１０番（小嶋冨弥委員） 国も観光立国というふ

なことで、国を開いて受け入れるような国の政

策でもありますし、私はこの台湾に目をつけた

というのは、非常に着目的にはよいなと思いま

す。なぜかと申しますと、台湾は暖かくて四季

の感覚がないそうですね。日本に来ると四季が

はっきりして、リピーターなんかはそれぞれの

シーズンに来ると。特に冬の雪というような、

一つの魅力というようなことを伺っていますし、

先般、天童の温泉に泊まりました。そのときに

も家族連れの、朝バイキングあったときにかな

り来ておりました。また、別のホテルに行った

方にも聞きますと、やっぱり台湾人が来て、日

本語のなれない会話をやっているというような

ことで、非常に天童あたりは結構台湾の方が、

リピーターが来ているようですので、ぜひです

ね、新庄もいろいろ、新庄まつりもあるし、い

ろいろな四季のお祭りもあるし、雪まつりもあ

るし、そういったことがやはり交流人口につな

がると思いますし、またやはり国際交流という

ようなことにもこれからはつながっていくわけ

です。 

  ですから、私も前回の一般質問で、子供たち

の共通語の英語教育に力を入れなければだめで

すよというようなことなんですね。そうすると

子供たちもそういった外国語、特に英語等に接

しますと、やっぱりだんだん国際的感覚がおの

ずと、感覚的に受け入れやすくなるのではない

かなと思っておりますので、これは御期待申し

上げますので、ひとつぜひ、取っかかりをつけ

て頑張ってもらいたいなと思っております。よ

ろしくお願いします。 

  あと、与えられた時間はわずかですけれども、

生ごみ、バイオマスというようなことはなかな

か、今までずっとずっとお金をつぎ込んできま

した。大友菌というようなこともありましたけ

れども、最初は大友先生はいろいろな企業を連

れてきて、ここに企業を立地するみたいなお話

で、非常に我々も期待申し上げましたけれども、

いつしかソルガムもだめ、いろいろなことでだ

めになりました。かなりの税金を投入したと思

います。 

  もう一度ここでやはり、これから550の世帯

の生ごみをやると言いますけれども、今までか

かったお金、費用対効果と申しますか、そうい

ったものもやはりもっときちっと検証する必要

があると思いますね。ぜひ、そういう検証をし

ながら次のステップに行かなければならないと

思いますけれども、その検証をしていただきた

いと思いますけれども、そのようなことに対し

てどのようにお考えか、お願いしたいと思いま

す。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 
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金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 ただいま委員がおっしゃら

れたとおり、やっぱり十数年やってきて１億三、

四千万円かけたと思います。毎年同じような形

で、生ごみを提供してくださっている家庭は

300から今550ぐらいにはふえてはいるんですが、

やっていること自体が、ただ何ていうんですか、

こちらはこちらなりに一生懸命やっているんで

すけれども、外側にその結果が見えないという

ふうな部分も多分あったと思います。 

  それで、先ほども申し上げましたが、ただ単

に来たものを配って使ってもらうということを

ずっとやってきたわけですけれども、それが目

に見えるものというふうなことで学校給食のほ

うにまずは向けると、食育のほうに向けるとい

うふうな考え方が一つ。 

  それから、プロジェクトチームも組んで、環

境課、農林課、政策経営課とプロジェクトチー

ムを組んで、今までのやり方はもうまずいよと

いうふうなことで市長のほうにも具申申し上げ

まして、進言申し上げまして、今回の結果とい

うふうな形にさせていただきたいということで

予算化させてもらいました。 

金 利寛委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時１０分 休憩 

     午前１０時２０分 開議 

 

金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

  ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

金 利寛委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） それでは、最初に31ペ

ージ、２款１項１目の職員の研修事業、主要事

業のほうにも載っていますけれども、ここで今

回初めて出てきました、この主要事業の概要の

中にありますけれども、１ページに出てありま

すが、ちょっとお聞かせをいただきたい。ソー

シャル・コミュニケーション戦略プロデューサ

ー塾というの、どういうふうな内容のものであ

るかをお伺いいたしたいというふうに思います。 

  これ、初めてだと思うんですが、いろいろと

この研修に関しては皆さんから意見があったわ

けですが、一歩進んだ展開になっているなとい

うふうに、私、感じました。前から私、何回も

申し上げて、中途半端な研修、毎回同じような

ことを繰り返すのではなくて、本当に実のある

ような、それこそ成果が出るような研修を職員

にすべきだというふうに、私、主張してまいり

ましたが、ようやく思いが届いたかなというふ

うな感じでおるわけです。この内容についてお

聞かせを、まずいただきたい。 

  それから、総務費の、これは全般的にわたる

んですが、各項目の中に日々雇用と嘱託職員と

いうのが、この総務費の中にだけ９カ所ですか、

９人か10人分の費用が盛り込まれております。 

  それで、職員の定数管理の計画というものを

市では打ち出しているわけですけれども、正職

員を年ごとに減らして、最終的には300人とい

うふうな数字をうたっているわけですけれども、

正を減らしていって嘱託とか日々雇用をふやし

ていっても、これはつじつまが合わなくなると

私は思うんですよ。いや、表に出る部分が減っ

て裏ではふえていくと、これでは管理にならな

いんじゃないかと私は思うんですが、その点を

どういうふうなことで計画されているかをお伺

いをしたいというふうに思います。 

  次に、34ページ、２款１項７目看護師養成機

関研究調査業務委託というのがあります。これ

について説明をお願いいたしたいというふうに

思います。まず、この点だけ。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

金 利寛委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 最初の御質問の職員研修の関
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係ですけれども、新田委員御指摘のとおり、今

回新しく民間企業に職員を１年間派遣するとい

う研修を盛り込んだところです。 

  今回の派遣研修につきましては、株式会社電

通、東京に派遣するということになりますけれ

ども、この株式会社電通で行っております「ソ

ーシャル・コミュニケーション戦略プロデュー

サー塾」というところに派遣するもので、この

戦略プロデューサー塾というのは、自治体職員

などを対象にしまして、毎年、年によって違う

ようですけれども、６人から10人ぐらいの枠で

電通で受け入れて１年間研修するというもので

して、電通自体の研修の要領には、「時代のニ

ーズに応じて企画力、構想力、実践力を養う」

というようなことで、単なる、まあ、電通自体

が広告会社ですけれども、単なる広報業務スキ

ルの習得ということにとどまらずに、新しい時

代の地域社会におけるコミュニケーションのあ

り方、これらを模索するということで、民間企

業でありますので、実践的なビジネス感覚を養

うということもこの塾のねらいとしております。

こういった、今申し上げましたような企業とし

ての塾のねらいに、新庄市の職員育成の目標と

するところも一致する部分がありましたので応

募しまして、このたび派遣研修ということに至

りました。 

  ここで、今言ったようなことで、いろいろ研

修の中身を見ますと、もちろん会社の中での研

修もございますけれども、会社が仕事として行

う地域づくりの計画策定などにも、この塾生が

きちんとかかわっていろいろ、電通の社員と一

緒に考えていくというようなこともございます

ので、私どもとしてもぜひ、このねらいに即し

た形で成果が上がりまして、帰ってきてから新

庄市の中でいろいろなビジネス感覚をもとにし

た地域づくり、これに大いに寄与するものだろ

うということで今回派遣いたします。 

  それから、二つ目、定員管理の関係ですが、

定員管理計画でまず人数を、目標人数を定めま

して、それをどんなねらいで、どんな手法で達

成していくかということの中の一つに、これま

で正職員でやっていたもののうちから、例えば

嘱託職員、あるいは日々雇用職員、こういった

人たちの力もかりながら、正職員は減らしなが

らそういったものに仕事を移していくというこ

とも手法の一つにしております。実際、正職員

数は減っておりますけれども、仕事といいます

か、いろいろな新しい事業などもございますの

で、業務自体は減ってはいません。私の感覚で

いくと、むしろふえているのかなと思っており

ます。 

  それから、ふえる仕事に対して減った正職の

体制のままでは到底サービスは落ちますから、

そこはいろいろな手法で乗り切っていきたいと

いうことで、いろいろ、例えば業務自体を民間

に移す、これは委託料という形で出てきます。

それから、指定管理者に移す、これも委託料と

いう形で出てきます。そういう形で、仕事自体

はなくならないわけですから、別のやり方はな

いかという方法の中での日々雇用職員への転化

ということもございますので、日々雇用職員自

体は御指摘のとおり、少しずつではあれ、ふえ

ています。 

  ただ、最近、いろいろ予算書を見ても各所に

従来より多く出ているというのは、緊急雇用対

策で、その制度、お金を利用した形で今配置し

ている職員がかなりおりますから、その分は従

来に比べていろいろな課でいろいろな人を配置

しております。それで、予算的にも、予算書上

も出てまいります。これは21年度から23年度ま

での制度ですから、来年度でこの緊急雇用も終

わるのか、場合によっては継続するのかなとも

思っていますけれども、その今の緊急雇用で対

応しているいろいろな事業もございますので、

そのポスト緊急雇用ということも今から考えて

おかないと、お金が来ない、緊急雇用職員を配
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置できない、仕事はあるという状況にどう対応

するかというのも今から考えておかなければな

らない課題だなということもあわせていろいろ

検討しているところです。以上です。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 私のほうからは、34ペー

ジの看護師養成機関研究調査業務委託料300万

円の予算についてお答えさせていただきたいと

思います。 

  来年度から始まります、第４次になりますが、

新庄市振興計画の中でのいわゆる重点プロジェ

クト、三つの重点プロジェクトを設定させてい

ただいておりますが、その一番のメーンであり

ます雇用・交流拡大プロジェクトの一つの位置

づけとして、当然今後も必要性が増してくるで

あろう医療・福祉分野での雇用の確保と。中で

も、特に若者の定住拡大と、あわせて地域医療

の充実、ひいては市民の安全・安心確保のため

にという意味合いで、看護師の養成機関の調査

研究を行いたいという委託料でございます。 

  中身といたしましては、仮に看護学校を設立

するとしたならば、正看、准看という制度があ

るわけですが、修業年限、３年がいいのか、４

年がいいのか、あと、具体的には収容定員で、

その入学した人たちが既存の県内にもたくさん

そういう養成学校はあるわけですが、その進路、

就職の状況なんかの調査研究、あるいは具体的

な就職先なんかがどうなるかと。それで、やや

もするとやっぱりどうしても、その勉強した先

で就職する率が多いということですから、新庄

市だけではなくて最上広域全体で取り組んでい

かなければいけない事業の一つだというふうに

とらえ方はしておりますが、これについては市

長のほうからも何回かお話しさせていただいて

いますけれども、広域全体、最上全体で取り組

んでいくような中身になろうかと思いますが、

例えばハード面での敷地、その場所ですね、あ

と建物がどのぐらいかかるのかとか、あるいは

設備面でどういう設備が必要で、どのぐらいお

金がかかるのかとか、あるいは、じゃあ具体的

なカリキュラムはどういう形で、先生がどうい

う形で確保できるのかなどを看護師養成機関の

検討委員会という形で設置して、いろいろ調査

研究を行っていきたいという予算でございます。 

  当然ながら、何回もくどいようですけれども、

広域的な取り組みの一つとして今後も取り組ん

でいきたいというふうな位置づけをしておりま

す。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

金 利寛委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 御答弁いただきました

んですが、職員に関しては、やはり市民の中か

らまだまだいろいろな声が聞こえてきます。や

はり市の職員は、市民にかわって仕事をしてい

るという認識を十分に持って、やっぱり仕事に

徹していただきたいというふうに思うんですけ

れども、まだその不足の部分が見えるというふ

うなことから市民の間から声が上がってくるわ

けで、そうならないようにですね、やはり十分

によく目を大きく開いて、視野を広めて仕事を

やっていただかなければならないと。そのため

には、やはり社会をよく知ることであろうと私

は思うんですよ。 

  ですから、民間の企業に１年間の研修という

ことで新採だと思うんですが、やるということ

は非常にいいことであるというふうなことで、

どういうふうな姿で社会が動いているかという

ふうなことはやっぱり実践しないとなかなかの

み込めない。やっぱりどっぷりね、この市役所

につかってしまっては先が見えなくなる可能性

が大であるわけですから、その辺を十分に察し

ながら、市民の声にこたえていただきたいとい

うふうにお願い申し上げたいというふうに思い

ます。 

  次に、53ページの３款２項１目のわらすこ広
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場、1,800万円の当初と同じ施設借上料、同額

で載っています。前に私がお願い申し上げまし

て、この月150万円の使用料は適当であるかど

うか、もう少し調べていただきたい、また、先

方と交渉していただけないかというふうな御要

望を申し上げました。 

  その後、全然そういうふうな話はないわけで、

この料金をセッティングするときには、商店街

の活性化というふうな意味も大きくここに、料

金に入っているわけです。当初、皆さんで協議

しまして、そういうふうな願いがあったわけで、

この「こらっせ新庄」そのものだけでなくて，

周辺の商店街の活性化、これを望んでいたわけ

ですね。それで、当時の商工観光課長が、経済

的な効果が１億七、八千万円があるんだという

ふうな数字を出しまして、それだったら、そう

いうふうな効果が出るとすれば、予想されると

すれば、当初の最初契約した83万円でしたっけ

か、月契約よりも倍近くの金額になったわけで、

それだったらいいんじゃないかというふうな、

我々の了承した部分があるわけでね、それの検

証というのはなされたかどうか。私どものほう

には全然一回も報告がないわけでね、その辺が

今現在どうなっているか。 

  それから、あそこの「こらっせ」が購入とい

う話でスタートしたわけで、途中で５年間の、

平成25年６月までのリース、５年間のリースに

変わっていっているわけです。ですから、購入

するのとリースでは、これは全然金額もまた違

うわけですね。その辺の絡みもあるので、当然

私はそうだとすればですね、売買からリースに

変わったとすれば、何回も申し上げますけれど

も、その使用料と新庄市で出す使用料というの

は当然変わるべきである、変わってきていいと

思うんです。買うと借りるとは、これは全く違

うわけですからね、内容も違ってくる。だから、

その辺の話し合いがなされたかどうかね、それ

をお伺いしたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 １月末までにというふ

うなことで、前、12月でお話し申し上げて、大

変おくれて申しわけございませんでしたけれど

も、12月の半ばと１月の半ばに、実際に「わら

すこ広場」の利用者、保護者の方々に聞き取り

調査をいたしました。職員が一人一人に聞き取

って実態を調べたということでありますけれど

も、12日間ほどでありまして、計252名の方か

らお答えをいただきました。 

  結論から申しますと、大変リピーターの方々

が多いと。それで、お母さん方がその中ですご

いコミュニティをつくっているような、大変触

れ合いの輪ができているというようなことがわ

かりました。 

  252名のうち、市内の方は72％でありました。

新庄から来ている方は72％。また、リピーター

が多いと、私、今申し上げましたけれども、平

均にして毎週来ている方というのは39％ござい

ました。これが毎月ですと、月に一遍以上は必

ずお出でになるという方々は81％ほどございま

した。ですから、大変日ごろよく普段利用され

ている方々、おなじみの方々が多いという形に

なりました。ですから、調査のほうも２週間行

くたびにですね、何か同じお母さん方が来てい

るという形になりましたけれども、それで、形

は平均して2.7人の利用、ですからお母さんが

２人ぐらいのお子さんを連れてきているという

形が多かったようです。 

  その中で、実際に経済効果ということで調査

をいたしまして、実際どんなふうな形でお金を

使っているか、あるいは飲み食いをしているか、

買い物をしているかということでございますけ

れども、これの総金額が、最初に申し上げます、

5,623万円でありました。私、先ほど2.7人平均

でおいでになっていると。これをですから年に

延ばしていきますと、年利用が４万3,600人ほ
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どになります。昨年度の「わらすこ」の実績が

４万4,400人ですか、ですから、かなり近い数

字ですから、この数字はかなり確率が高いので

はないかと思いますけれども、さっきに戻りま

すけれども、5,623万円のうち、中で飲み食い

するという方が４分の３ございました。この

方々が、実際に年で計算いたしますと360万円

という形になります。端数は省略しております。 

  それから、今度は買い物関係でございますが、

まず、252名のうち半数の方々、50％が買い物

はすると。ただ、買い物のその場所についても

聞き取りまして、それで２割が町中だと。８割

は町中以外、郊外店ということであります。 

  それで、また数字を申し上げます。先ほど、

「こらっせ」の中での飲食、これは360万円で

ございました。それから、「こらっせ」の中で

の飲食以外の買い物、これに関しましては

2,593万円であると。合わせますと、あそこの

「わらすこ」が入っている「こらっせ」の中で

は2,953万円が消費されているであろうと。 

  一方、「こらっせ」以外の商店街での買い物、

これが先ほど私、２割と申し上げましたけれど

も、具体的には342万円でありました。これは

単価を、これも計算しておりまして、単価が平

均2,000円でありました。 

  一方、８割のほうの商店街等以外ですよね。

これは単価、若干高うございまして、3,500円

平均でございました。この数値が2,328万円で

すか、2,328万円。ですから、「こらっせ」以外

で買い物された方々の合計金額が2,670万円。

それをすべて合わせますと、冒頭申し上げまし

た5,623万円になります。 

  ３年前に、「こらっせ」にこういうふうなお

店が入るだろうというふうな形で想定した試算

が１億8,000万円、具体的には１億7,887万円で

すか。ですから、単純計算では３分の１という

形になります。これは、「わらすこ」の利用者

だけに限っています。 

  ただ、前も、昨年も申し上げましたけれども、

この１億7,800万円の内訳そのものが「こらっ

せ」の中での消費、例えば子供服等に費やす金、

あるいは飲食に費やす金というのが１億6,000

万円見ておりましたから、ですから、私、無理

な数字であったというふうに申し上げたんです

けれども、実態はあそこの店を開けてみると、

かなりの実態とは開きがあったというふうな想

定の数字でありました。 

  これも昨年、市長が申し上げておったと思い

ますけれども、「こらっせ」そのものの具体的

な経済効果もあろうかと思います。実際、あの

中でも80名近い方が雇用されておりますし、３

階の「日和」、また５階のスポーツクラブ等々

で具体的に大きな金、１億、単純計算で「日

和」で年間7,200万円ですか、それからスポー

ツクラブで9,000万円、それだけで１億6,000万

円の金が実際動いておりますし、表の「もてな

し金曜市」ともども含めて、「こらっせ」その

ものの直接的な経済効果というものはかなりの

数字になろうかというふうに思います。 

  大変報告がおくれまして、申しわけございま

せんでした。以上でございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

金 利寛委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 答弁するかしないかは、

後で検討してください。時間内にできればやっ

てください。 

  それで、今答弁あったんですけれどもね、ね

らいは「こらっせ」の中での経済効果といいま

すか、動き、幾ら売り上げがあったとかそうい

うことじゃないんですよね。その２割に該当す

るところが問題なんですよ。周辺の商店街の活

性化がなければ、この150万円というのは意味

がないんです。 

  確かに空きビル、荒廃する、黙っておけばそ

うだったかもしれない。今は、現状は大変あそ

こだけはにぎわい、それはわかるんですよ。い
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いんですけれども、いいんですが、市の税金を

使って「わらすこ広場」をね、1,800万円、使

用料だけ出していて、あそこに入っているテナ

ント、事業者が、売り上げがあってもですね、

それでいいんですか、そういうことで問題ない

ですか。 

  そうじゃないと思うんですよね。あそこはあ

そこでね、前に渡部議員の一般質問に答えてい

ますけれども、ああいうふうな感覚じゃないん

ですよ。田口課長が答弁していますけれども、

そういうことを目的としているんじゃないんで

す。1,800万円の使用料というのは、周辺の商

店街、駅前から南本町、北本町、全部この商店

街が動いてこなければならないんです。だから、

中で売り上げが幾らあったなんていうことは、

私はあんまり関係ない、これは事業者として経

営者がやることですから。市が巨額の金を突っ

込んで支援したということはとんでもない話に

なってきますよ、これ。だって、現に「こらっ

せ」をオープンしてから周辺でもやめている人、

店閉じているんですよ。そういうふうな現象が

あってはならないわけですよ。２店舗、すぐ目

の前、すぐ側、それが、そのビルのリースを請

け負った人が、こういうふうにして駐車場に現

にやっているわけですよ。そういう姿がいいか

どうかと、よく考えなければならないですよ。

それで売り上げがあった、活性化、効果があっ

たなんていうことは言えないんじゃないですか。

数字なんか出したって出さなくたって、現状を

見たときにはならない、その目的に合っていな

いと私は思うんです。違いますか。 

  それから、その150万円、ずっと続けました

けれども、課長、どうですか、やったかやらな

いか、これはやれないか、何か答弁してくださ

い、２分の中で。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

金 利寛委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ５年間の契約でありますので、途

中での変更は考えておりません。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

金 利寛委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 変更考えてくれ、考え

なくたっていいって言っているんじゃないです

よ。できないっていうことはないですよ。契約

なんていうのはいつだって変更できるんだから。

やる気があるかないかですよ。それで、適当で

あるかどうかも、もう一回検証すべきだと私は

思うんですよ。さっき言ったとおり、売買とリ

ースとで変わっているんだということですよ。

内容が変わっているのに、何で使用料だけ変わ

らないかと私は言っているんですよ。同じとい

うことはあり得ない。 

國分政嗣副市長 委員長、國分政嗣。 

金 利寛委員長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 不動産の使用料について、賃貸

か売買かということで変わるというふうなこと

はちょっと考えづらいというふうに私は思いま

す。そして、所有者は今、市が借りている人で

はないということであります。非常に、当時の

三者の間での協議というものは、市が非常に、

当時職員が非常に、ぜひとも市としての応分の

効果を得なければならないというふうなことで

苦労してまとめ上げたスキームでありまして、

それについては今でも評価をしている、評価と

いいますか、頑張ってくれたと思っております。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

金 利寛委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） 10分前ですので、ちょ

うどいいと思って。 

  ２款１項総務管理費の市営バス運行事業費

323万8,000円、これについて。数字の問題じゃ

なくて、このバス運行によって市民がどういう

反応を出しておるか。利便性がいいなとか、こ

れじゃちょっと困るなという、そういう内容を

ちょっとお聞きしたいと思います。 
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  これは、前に新聞で見たんですが、庄内のど

この町村か、ちょっと今記憶ありませんが、バ

スの路線、また運行本数、こういうものをふや

して随分喜ばれていると、町村民から。そして、

金額の面は普通の山交、庄内交通と同じような

金額をもらっていると。したがって黒字だと。

そして、町村民はさっき言ったように随分喜ん

でいるというような、市営バス、福祉バスとい

うと市民への負担を軽くするというの、これは

なくしてはできませんよ。できませんけれども、

やはり利便性というものを基本にやっていかな

いと本当の市民対策にならないと思うんですよ。

高齢者、学生、通勤・通学、病院、こういうも

のをよく調査して、もう一つ、この辺をもう一

本ふやしてもらえると助かるなということがあ

ればですね、やっぱりさっき言ったように料金

を安くするという考えじゃなくて、利便という

ものを基本にして考えていくと随分市民が助か

るんじゃないかと、私、あの新聞を見て感じま

した。それで、さっきも言ったように市営バス

のバスが黒字になったと、こういう内容です。 

  今、震災でもってガソリン入れるの大変です

が、やっぱり高い安いの問題じゃない、ガソリ

ンを入れて何とか乗れる状態にしたいというこ

とは本当の考えですよ。だから、やっぱりこれ

は福祉政策を考えて安くするということも基本

的に大事ですよ。大事ですが、それと同時に便

利さ、使いやすさ、そういうものも十分把握し

て考える必要があるんじゃないかということを

感じました。この件について、ひとつお聞きし

たいと思います。 

  それから、６款１項６目……。 

金 利寛委員長 斎藤義昭委員、ページ数を最初

に言ってください。 

３ 番（斎藤義昭委員） 69ページ、農業者戸別

所得補償制度推進事業負担金、これも金額の問

題じゃなくて、私は昨年ね、水田農業確立対策

という補助金あったんですよ、２本。それで、

昨年は22年度分として１本なくなっている。そ

して、戸別補償というものを前面に出して、鉦

や太鼓で大騒ぎするような、いかにも農家を助

けるような、テレビ、ラジオで、いろいろな放

送で、新聞等で農家に宣伝した。いかにも農家

が戸別補償、直接払いなんて上乗せされて、今

まで農業対策として補助金を出して農家を救う

というようなイメージが随分あったんですよ。 

  ところが、秋に農協なら農協に精算しますと

ね、確立対策の１本がなくなっているんです。

ちょうど戸別補償にいった金額と同じぐらい、

22年の予算の中で。あれは恐らく、３年とか５

年継続でああいうものをやりますから、去年で、

22年で切れたのかなという感じもしますけれど

も、農家としては戸別の補償のほうがふえると

思ったんですよ。ところが、農協に行ったら、

片っぽうのほうがないもんだから何もふえてい

ない。ちょうど同じ額です。そうしますと、去

年は3,500円、１俵60キロ当たり、減収になっ

ておりますので、私は２町歩で70万円ぐらい違

います。それで、その70万円のうち、今回新し

く生産者米価下落による格差対策といって、10

アール当たり１万5,100円来ますけれども、そ

れである程度潤う。それとちょうど70万円の半

分ぐらいは22年、22年のほうが21年より減収に

なっていると、こういう内容です。 

  だから、例えばこういう農家のいろいろな説

明の際ね、ことしはこれ、戸別補償が出てきま

したけれども、21年の分のこれはなくなります

よと一応ちょっと耳打ちして、資料の中に、説

明の中に言っていただければ、農家の経済に対

する、農協のイメージって、農協に対する、

「ああ、あの金とこの金が入るんだな」という

ものから調整して考えることができると思うん

ですよ。 

  だから、もし今度新しい制度でまた変わって

くると思いますが、そういうくれるものだけで

ない、減りのものも一応チェックして教えてい
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ただければありがたいのかなという、農林課長

さんにお願いするわけです。以上です。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 市営バスの運用といいま

すか、それについての御質問でありましたが、

御案内のとおり、平成19年度から市営バス、２

系統です。県立病院－土内線、県立病院－芦沢

線ということで、１台のバスで２系統を行った

り来たりしながら運用させていただいておりま

すが、19年の人数、乗降客数ですが約7,200人

で、20年度では8,500人という数字になってお

ります。その20年度をピークにして、21年度で

約8,000人、22年度、今年度見込みでは若干減

りまして7,200人ぐらいかなというふうな見込

みを立てております。 

  残念ながら、やっぱり人口減少が一番大きい

のかなと。子供たちの数はそう大きく変わって

いないんですが。といいますと、常時利用され

ている方が何らかの事情でちょっとバスに乗れ

なくなったという方が１人、極端な話、毎日利

用されている方が減れば、やっぱりお客さんと

しての延べ日数からは減ってくるという現状が

あるというふうなことなのかなと考えていると

ころであります。 

  それで、おっしゃるとおり、大人の場合、例

えば土内線であれば土内から新庄県立病院まで

の500円という料金になるわけですが、子供は

100円という形で非常に低額で御利用いただい

ているわけですけれども、今後、先ほど言った

ようにますます人口減少の中で乗降客が極端に

もっと減ってくれば別なやり方、例えば振興計

画でも言っておりますが、デマンド交通、いわ

ゆる予約を受けながら運用していくようなやり

方も今後研究していかなければいけないという

ふうに考えておりますが、せっかく21年度で購

入したバス、15人乗りから26人乗り、大きいマ

イクロバスに切りかえたんですけれども、残念

ながらそういうことで、常に利用される方が何

らかの事情で乗らなくなればやっぱり減ってい

るという事情があるという現状でございます。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 これは、政局の問題と政策

の問題で、農業政策というのは前から、そのと

きよりいろいろな制度が変わって、我々自体も

理解するのに大変正直言って苦労しているとこ

ろです。 

  それで、前の水田農業確立対策事業の場合は、

十数項目の助成事業がありまして、それが全部

総絡みで平成22年度からは戸別補償のモデル事

業というふうなことで、その戸別補償モデル事

業からはみ出た事業でいまだに奨励金があると

いうのは三つほどしか残っておりませんが、そ

れらの中身について、斎藤委員からは何ていう

んですか、マイナスになる分もはっきり教えて

いただければ非常に胸算用が助かったというふ

うなことだと思います。我々も一生懸命勉強し

ているんですが、そういったところでちょっと

周知の足りない部分があったやにも思います。 

  それで、ことしもといいますか、平成23年度

からはモデル事業のモデルがなくなって、本格

事業というふうなことで、これも斎藤委員から

は、ソバ・大豆は普及してもなかなか連作障害

があって難しいという話はありながらも、そう

いった畑作物に関しても奨励金を出すよと、戸

別補償の積み上げを出すよというふうな話にな

ってございます。それで、ちょうど今市内４地

区、旧町村の４地区を説明会終わりまして、今

戸別に集落、一つずつの集落単位に説明会、入

っているところです。 

  ただ、必要であると、説明受けたいというふ

うなことの手挙げをしていただいた集落のほう

に入っていますので、今のところ説明してくだ

さいというふうな御希望があったところは20集

落ほどで、半分ちょっと回り終えたところです
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が、ぜひそういった細かい点まで確認したいと

いうことであれば農林課のほうに、例えば萩野

に来てほしいというふうなことを申し出してい

ただければ、ぜひ行って説明させていただきた

いというふうに思っておりますので、よろしく

お願いします。 

金 利寛委員長 斎藤義昭委員に申し上げますが

……（「まず」の声あり）斎藤義昭委員、質問

はできるだけ簡明に、よろしく……（「簡明

に」の声あり）はい、よろしくお願いします。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

金 利寛委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） 最後に一つ、お願いだ

け、バスの件なんですが、今、市の自治体で金

銭的に持ち出しふやさなくて、さっき言ったよ

うに利便性でね、市民が負担しても乗れるとい

うの、大変喜んでいるんですよ。だから、市の

金を予算でふやさなくても、１本でも高齢者を

考えてふやせば、自分の金を負担しても喜んで

いるんです。そういう方向で検討してもらいた

い。以上です。終わります。 

金 利寛委員長 質問はいいですか、はい。 

  ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時０３分 休憩 

     午前１１時１３分 開議 

 

金 利寛委員長 休憩を解いて再開いたします。 

２０番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

金 利寛委員長 下山准一委員。 

２０番（下山准一委員） ２款総務費、34ページ、

地域づくり支援事業費についてお聞きをしたい

と思います。 

  この謝金は区長手当ですね。先日も区長手当、

安過ぎるんじゃないかなんていう、ありがたい

質問がありましたけれども、手当じゃないこと

を質問させていただきます。私も町内の会長が

区長になるということで、２年間務めてきたわ

けでありますが、また、自分の町内を例に出し

て質問するのは大変申しわけないことでありま

すが、お許しをいただきたいと思います。 

  ちょうど11日、地震がありまして、３時半ご

ろですか、家へ帰りました。４時過ぎに地域担

当の職員が参りまして、ちょうど民生委員が留

守だったと。区長さん、一緒に安否確認に回っ

ていただけないかというふうなことで、私も慌

てて着がえて一緒に、独居老人中心に回ってき

ました。皆さん大変元気で、物置の奥から電気

を使わなくてもいいストーブを出してきたりと

か、頑張っておられました。 

  それで、一応民生委員のほうから資料をお借

りしてきたとは言うんですが、暗い中でよく見

えなかったので、私の記憶をたどって独居老人

とか、例えば女性だけの世帯とか、十数件回り

ましたけれども、はっきり申し上げてアパート、

１件も回れませんでした。 

  うちの町内は大体240世帯ある中で、約120世

帯がアパートとか公務員の寮なんですね。そう

しますと、区長のほうに来る情報というのは住

所と世帯主の名前しかないんです。年齢もわか

らないし、家族構成もわからない。個人情報の

保護というのはわかるんですけれども、何も悪

用するわけじゃないんでね、せめて区長にはも

う少し詳しい情報をお知らせしてもいいんじゃ

ないかなと思う。 

  それで、私らのところはアパートが多いもの

だから、まず毎月人の出入りがあります。まず、

変更の届け出がない月がないぐらい。そこら辺、

市民課長が担当になるのかな、もう少しその個

人情報、もう少し区長ぐらいには開示できるか

どうか、ちょっとお答えいただけますかな。政

策経営課長、総務課長。（「総務課長」の声あ

り）総務課長。どちらでもいいです。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

金 利寛委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 今の御質問ですけれども、区
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長協議会に限らず、各課で個人情報が欲しい場

合は、あくまでも市民課で抱えておりますデー

タを使わせていただきたいというようなことで

申請がございまして、うちのほうで許可した場

合にのみ、そのデータを使うというふうなシス

テムになっております。 

  ただ、今、下山委員がおっしゃられた変更等

のデータに関しましては、総務のほうから直接

にお出ししているのかと思いますので、それ以

外の申請のことには、ちょっとうちのほうでは

わかりかねるところがありますので、もう少し

総務のほうにデータの出し方をお聞きになって

からということで、よろしいでしょうか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

金 利寛委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 下山委員から御指摘あった点、

何人かの多くの区長さん方からやっぱり御要望

がございます。実際、指示、お願いしている業

務の一つに世帯状況の把握というのがあるんで

すよ、こちらから区長さんにお願いしている仕

事として。ただ、こちらからの情報は戸数変更

とか、ぎりぎり世帯主までとかということしか

ちょっと教えられない状況でして、ですから、

実際の出入り、普通の住宅でしたら隣組長さん

を通してなど区長さんも把握できるんですが、

やっぱりアパートあたりになりますと何の断り

もなしにやっぱり移転、出入というのもござい

ますので、その辺苦慮されている区長さん、か

なりの数がおります。そういった御要望、御指

摘も受けておりますので、ちょっと困っている

というのが状況なんですけれども、実際家族全

部の、例えば生年月日ぐらいまで、本当は私ど

もとしては通知しまして、いろいろ、この人は

子供会だとか何とかいろいろ出てきますので、

そういった形で持っていかないと、今進めよう

としている地域づくりなどもスムーズにいかな

いなということも感じていまして、そういうと

ころがまだ、ただ、情報提供のルールも今のと

ころ、市民課長から話あったようなことを基本

にして、ルールはルールでございますので、す

ぐはちょっとできませんけれども、今のままで

いいのかというような問題意識は持っておりま

すので、いろいろ今後どういうところまで提供

可能か考えていきたいと思っております。 

２０番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

金 利寛委員長 下山准一委員。 

２０番（下山准一委員） 本当にね、とっさのと

きに使えるように、何とか配慮していただきた

いなというふうに思います。 

  それから、先ほど民生委員が留守だったと言

いましたけれども、あえて言いますが、その民

生委員さんはちょうど仙台に行って、大地震に

遭われておりました。次の日の朝早く帰ってき

て、自分の受け持ちの地域をくまなく回ったそ

うです。私のところへ報告にも来ていただきま

した。今回の一般質問でもかなり民生委員の話

も出たかと思うんですが、やはり私のところは

いい民生委員に当たったなというふうに思って

おります。 

  ちょうど民生委員の方が私のところへ報告に

来ているときに、あるパーマ屋さんが参りまし

た。それで、お客さんの中でひとり住まいの女

性、２人町内に抱えているということで、率先

して回ったそうです。１軒の家はいたんですが、

もう１軒の家がかぎが開いていて、人がいる気

配がないと。普通ならば、用心深い方なんで、

いつもかぎをかけている方なんですが、おかし

いということでちょうど私のところへ飛び込ん

でまいりました。ちょうど民生委員さんもいた

ので２人で見に行って、何事もなかったという

ことで報告あったわけなんです。やっぱりね、

隣近所とかそういうつき合いというのは本当に

うらやましいな、ありがたいなというふうに思

います。私も回ったときにね、ひとり暮らしの

おばあちゃんが「隣の人から声かけてもらった

よ」と、「うちへ来て、一緒に夜を過ごさない
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か」と声をかけていただいたと。本当に人の気

持ちの温かさを痛感しました。 

  大変恥ずかしい話なんですが、実は私のとこ

ろは電気でしか暖房がとれないんです。ちょう

どあのニュージーランドの地震があった後に、

そろそろ自分の家でも電気を使わなくてもいい

ような防災グッズっていうんですか、そろえな

きゃならないなっていう話をしていた矢先です

ね、そういうことがありました。大変寒い一晩

を過ごしていたんですが、やっぱり隣近所でも

一晩、車の中で過ごした方もいらっしゃいます。

やはりうちと同じように電気だけなんでしょう

ね。その隣が自家発電の機械を持っているので、

「ぜひうちへ来なさいよ」と声をかけてもらっ

たそうです。 

  つくづく感じるのは、やっぱり個々にですね、

その防災意識をやっぱり高めていかなければな

らないんじゃないかなというふうに思うんです。

環境課長、今回を一つの教訓として、やっぱり

自主防災、本当の個々の防災意識を高めるよう

な何か手だてというんですか、それをとっても

らいたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 今年度から、新たな事業です

けれども、自主防災育成補助金というのを予算

に盛り込んでおります。 

  目的ですけれども、市の防災計画に基づきま

して、自主防災組織の育成及び活動の推進を図

るというようなことで、防災資機材を整備する

自主防災組織に対しまして補助をするという内

容のものであります。 

  現在、要綱を策定し、検討中でございますけ

れども、補助金の額につきましては、５万円以

上の資機材を整備する経費を対象といたしまし

て整備費の２分の１相当額とし、上限を10万円

というふうに考えております。資機材の主なも

のというふうなことで、テントとかハンドマイ

ク、それから消火器、発電機、リヤカーという

ふうなものを想定してございます。 

  県内でも、新庄市はたしか17.3だったと記憶

しておりますけれども、組織率が悪いというよ

うなことでございますので、この補助金を利用

して何とか防災に備える物を買っていただけれ

ばなというふうに思っております。 

金 利寛委員長 下山准一委員に申し上げます。 

  款項目を言っていただけないと、今のは86ペ

ージのようでしたけれども、自主防災。 

２０番（下山准一委員） 私の質問が悪かったか

と思うんですが、自主防災組織について質問を

したんじゃなくて、個々の防災意識を高める地

域づくりのためにですね、個々の防災意識を高

める、そういう啓蒙活動はどうですかと聞いた

ので。（「そうですか」の声あり）まあ、いいわ。

まず、やってください。 

  それから、きのうあたりですか、消防車が何

か消火栓のほうのチェックに回っていたかと思

うんですが、私の町内でもごみステーションと

消火栓の管理、維持管理は一応徹底させてはい

るんです。ことしも大分雪が降りましてね、皆

さん苦労はしました。 

  それで、都市整備課長にお聞きしますけれど

も、除排雪のときにそういう公共施設の除雪の

仕方、配慮していただきたいというふうなこと、

申し入れはやられているんでしょうか。別に今

回の雪かきが悪いということじゃなくてね、そ

こら辺、何か通達でもしてあればお願いします。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 除排雪について、除雪

の契約の前に、契約の後にですね、委託業者の

ほうにいろいろな説明会、意見交換をしていま

す。その中で、今申し上げました消火栓につい

ては、できるだけ滞雪しないように、あとは町

内のほうでやっぱり協力していただくしかない

んですけれども、そういうふうな話はしてござ
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います。いざ緊急な場合について、やっぱり対

応できるようにというふうな話はしてございま

す。 

  ただ、ことしのようにこの大雪になりますと

なかなか、即対応しなければならないというこ

とで、そういう不徹底はあったかと思いますけ

れども、今後十分に、来週反省会、懇談会がご

ざいますので、その中で申し入れして対応して

いきたいというふうに思います。 

２０番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

金 利寛委員長 下山准一委員。 

２０番（下山准一委員） 実は、消火栓が雪で埋

まったんじゃないかという話が実は来ておりま

してね、うちの町内でも表示盤の設置を何とか

進めたいなということで、前に環境課長にもお

話ししておりまして、なかなかお金がないとい

うことで進まないんでしょうけれども、本当に

大変なんですよね。だからもう、町内でやれと

か、補助金出すから町内でまずつくってやるよ

うにとかね、そこら辺、環境課長、検討しても

らえませんか。なかなかないというと、うちの

町内だってもう十数基、消火栓あるんでね、全

部町内の費用でするのは大変なんですよ。だか

ら、うちの町内だけじゃないと思いますよ。だ

から、もう全市にわたって本当に大変なことな

んで、何とかこのたび、補助金でも出してもら

って町内でつけられるようにするとか、何かひ

とつ方策を考えてもらえませんかな。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 表示盤はうちのほうで購入し

て設置しているわけですので、要望があれば予

算化して、対応していきたいというふうに思っ

ております。 

２０番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

金 利寛委員長 下山准一委員。 

２０番（下山准一委員） よろしくお願いします。 

  あと、この地域担当制ということで、かなり

職員の方、頑張っていらっしゃいました。本当

にありがたいことだなというふうに思っていま

す。私もできるだけ、町内の皆さんと職員が接

する機会が多くなるようにということでいろい

ろ考えておりまして、総会の議長役も、実は地

域担当の職員をわざと私、やらせております。 

  ただね、ほかの職員が一切顔が見えない。こ

としの冬は雪が多かったものですから、公民館

の屋根の雪おろし、２回やりました。１回目は

立ち会われなかったんですが、２回目、世帯主

の年老いたお父さんじゃなくて若いほうの職員

が来て、皆さんと一緒に汗をかいている姿を見

ました。ああ、いいことだなと、もっともっと

職員も出てくるべきだなと。たしか前回も言っ

たと思うんですが、町内の行事には出てきて、

みんなに溶け込んで、市民目線になることが職

員研修にもつながるんじゃないかなというふう

に私は思うんです。 

  それで、これは義務制じゃなくても、各町内

会とか部落の総会ってあるでしょう。議決権な

んかなくてもいいから、まず傍聴させたらどう

でしょうか。そうすれば、どういうふうな市民

が苦労を背負っているか、いろいろな意見を持

っているかって聞かれるんじゃないかなと思う

んですが。電通にやるのもいいですよ。だけど、

もっともっと市民目線になっていただかないと。

「市民の前に出てくると、小言言われるから嫌

だ」なんていう声も聞こえてくる。それでは市

民が職員を理解しないし、そこら辺どうでしょ

うか、総務課長。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

金 利寛委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 町内で役員として中心になっ

て頑張っている職員もいっぱいいますが、その

一方で、やっぱり地域に帰ると後は家に閉じこ

もっている職員もいないことはないなと思って

います。 

  実際、今総会の話が出ましたけれども、やっ
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ぱり父親が例えば役員なんかをしていると、な

かなかやっぱりみずから出番がないということ

で、代がわりすれば一生懸命やるよというよう

な職員もいるので、さほどは心配はしていませ

んが、ただ、地域担当制を敷いた際、居住地を

担当しろと。それで、居住地担当ということで

すので、それぞれの地区によって非常にアンバ

ランスがあるんですけれども、今。住んでいる

ところもやっぱりそんなに均等になっていない

わけですから、それでもあえて居住地にしてい

るのは、その初期の段階としては、まずこの地

区に、我々の地区にどういう市職員が住んでい

るのかを市民の方からも覚えてもらう。そうす

ると、逆に職員としてもきちんと地域のことに、

家に帰ってからも対応するようになるだろうと

いうねらいもあって居住地にしています、今は。 

  ですから、そういうことからすれば、今御指

摘のようなことがまだまだ多くあるとすれば、

ねらいが十分に達成されていないのかなと思っ

てお聞きしていましたが、当然今いろいろ指摘

なり、御提案あったことについては、職員に命

令するわけにはいきませんけれども、今後も引

き続き呼びかけて、着実にその地域に溶け込み、

地域のことを世話する、主体的に地域で一緒に

いろいろな行動をとる職員づくりに着実につな

げて、進めていきたいと思います。 

２０番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

金 利寛委員長 下山准一委員。 

２０番（下山准一委員） では、よろしくお願い

をいたします。 

  では、次に、79ページ、生活道路整備費補助

金についてお聞きします。 

 積算根拠については、どなたか質問されていた

のでよろしいんですが、この整備の種別という

んですかね、例えば舗装とか、補修とかいろい

ろあるんですが、大体どこら辺まで認められる

のか、教えていただきたいと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 先ほどの質問でもござ

いましたけれども、生活道路の整備補助につい

ては昭和51年から施行しておりまして、いろい

ろな要件、補助の要件がございます。 

  その中で、対象となる事業としましては、舗

装工事、今砂利道の部分を舗装したい、それか

ら舗装の補修、それから改良に伴う拡幅、今現

在２メートルのところを３メートルにするとか、

そういうふうな改良、それからいろいろな除雪

をスムーズにするために車の回転半径ですね、

締め切り部分を改良するとかそういうふうな、

また排水施設の改良、側溝流とか、いわゆる改

良全般にわたる対象となっております。以上で

す。 

２０番（下山准一委員） 委員長、下山准一。 

金 利寛委員長 下山准一委員。 

１ 番（下山准一委員） 実は、市内のある私道

のほうをちょっと見せていただきました。道路

幅が狭くて雪捨て場がないということで、除雪

車の入られない地区がございまして、自分たち

で井戸を掘って、電気設備をしてやられている

地区がありました。これは、あくまでも入り口

からの、そうですね、大体15メートルから20メ

ートル部分だけなんですけれどもね、あと、

個々には、自分ちの前は自分たちで消雪をして

きれいにしているんですが、例えばマンション

で言えば共有部分に当たるような部分をみんな

でお金を出し合って消雪していると。今回の生

活道路の整備補助金には、もうでき上がってい

ますので該当しないとは思うんですが、自分た

ちでやられているということは市の除雪費がか

かっていないわけですよね。だから、こういう

ところに例えば電気料の一部を補助するとか、

そういう形で考えてもらえないかなと思うんで

す。 

  まあ、最初に家をつくったときは、そんなに

不便に感じなかったでしょうけれども、こうい
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う車社会になってきますと、やっぱり大変なん

ですよ。だんだんお年寄りがふえてきている。

女性のひとり暮らしとか、あとはお年寄り二人

暮らしとか、やっぱりわずかな金でも負担に感

じてくるようになっているんですね。平均する

とかなりもう、60代、70代ぐらいになるような、

そうですね、十五、六世帯あるんですか。軒数

があるから１軒割りにすると少ないんですが、

そこら辺何とか助成するような手だてを考えて

もらえないかなと思うんですが、いかがでしょ

うか。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今現在、当然道路管理

者、いわゆる道路法に基づく市道は管理してご

ざいますけれども、市道以外のいわゆる生活道

路の行政支援というのは、今、生活道路の整備

補助金制度、それから生活道路の除雪、それか

ら「雪に強いまちづくり事業補助金」というの

がございます。その中で、自主的に町内で生活

道路の除雪ができない、申請しないで独自にや

ろうとする町内については半分の補助というよ

うな補助金制度がございます。 

  また、それから自主的に消雪道路をつくって、

それの費用についてはいろいろな３分の１の補

助金とか、そういうふうな制度がございますの

で、片方では無料で生活道路の除雪をやってい

る。自分ところで負担してそういうふうな取り

組んでいる町内も、調べてみましたら二、三カ

所あるようです。それらについては、これから

の課題としてとらえてまいりたいというふうに

思います。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 新庄市の財務諸表の19

ページなんですけれども、新庄市の連結財務書

類の概要というのがあるんですけれども、ここ

まで概要が整っておりますので、一般会計と特

別会計との連結決算ができると思うんですけれ

ども、いつごろできますか、お伺いいたします。 

金 利寛委員長 山口委員に申し上げますが、こ

の財務諸表は平成21年度の決算になりますから、

予算の審議を、今歳出のことをやっております

ので、質問項目を変えてください。わかりまし

たか。 

１７番（山口吉靜委員） はい、わかりました。 

金 利寛委員長 では、どうぞ。山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） それでは、162ページ

の人件費の関連ですけれども、一般職員と、そ

れから日々雇用職員、臨時職員とあると思うん

ですけれども、これの給与の金額並びに人数で

すね。これを10年ぐらいのスパンといいますか、

経過は出ますでしょうか。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員に申し上げますが、

この給与は特別会計になっていますから、その

ときに質問をしてください。 

１７番（山口吉靜委員） それでは、一般会計、

特別会計の予算書の73ページの説明の欄の下の

ほうの新庄市中心商店街活性化推進事業費補助

金、それから新庄市中心商店街活性化推進事業

費補助金、新庄市商業地区空き店舗等出店支援

事業費補助金とありますけれども、この辺、こ

の内容についてですね。私も一般質問で申し上

げたように、今、商店街が不況に陥って戦って

おりますので、市として何か、立ち向かってい

る商店街にどのような援助とか支援をされるの

かと伺ったわけですけれども、それに対してこ

の内容について改めてお伺いいたします。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 いずれも３件とも、商

店街のほうのにぎわいを取り戻すといいますか、

にぎやかにする、そういう事業でございまして、

３本ございました。 

  最初の中心商店街、同じ項目が並んでおって
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ちょっとわかりづらいかもしれませんけれども、

活性化推進事業、36万円のほうでございますが、

これは機織り長屋の家賃補助になります。要す

るに亀綾織のほうの、これに対しての支援とい

うことであります。家賃半分、50％を助成する

というものであります。直ではなくて、ＴＣＭ

経由でございますけれども。 

  それから、二つ目の中心商店街活性化推進事

業費、同じ項目ですが、これは20万円ですけれ

ども、これは同じくＴＣＭ関係なんですけれど

も、町中、にぎわいということでは一番近いこ

とで、昨年の11月に町中の個店個店のウオーキ

ングがございましたけれども、宝探しのウオー

キングですけれども、ああいったことをやって

いることに対して、「まちなか楽校」もござい

ますけれども、そちらへの補助金ということで、

大変、昨年の夏場にやりました子供向けの「ま

ちなかキッズ」の学校なんかも好評でございま

すので、これに対しての支援ということで、昨

年度よりは、今年度よりは若干増額をさせてい

ただいたということであります。 

  それから、三つ目の空き店舗、これは御承知

でありましょうけれども、商業地域に新しく出

店するということに対しての補助でありまして、

さまざまな改装費及び広告費、これの２分の１

の補助であります。ただ、要件がございまして、

１坪33平米を超える要件ということでございま

す。おかげさまで、20年度、21年度、本年度も

１件進行中でございますので、確実にこの制度

が役立っているということであると思います。

以上であります。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。 

  もう少し、この不況に立ち向かっている商店

街にパンチ力のある援助とか支援をお願いいた

したいと思います。 

  それから、92ページから93ページ、92ページ

の親子給食調理・配送業務委託料7,000万円あ

りますけれども、この内容についてお伺いいた

します。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

金 利寛委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 この内容ですけれども、

小・中学校の給食を、給食の調理と配送を委託

したものでございます。小学校５校、中学校５

校で親子給食を実施しておりますので、その調

理と配送をしているものというふうなことでご

ざいます。小学校が2,580食、その中で委託が

2,090食になります。中学校が1,280食、小・中

合わせて3,370食を親子給食で提供しています。

以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

ました。 

  93ページの中学校給食のほうなんですけれど

も、これ、今までで全体でどのぐらいかかりま

したか。わかればお伺いいたします。費用とい

うか、金額が、中学校給食。 

金 利寛委員長 山口吉靜委員に申し上げますが、

今までにかかった費用ですか。 

１７番（山口吉靜委員） 大体でいいです。 

金 利寛委員長 親子方式になってからですか。 

１７番（山口吉靜委員） 中学校だけの。 

金 利寛委員長 中学校だけの。（「ええ」の声あ

り）わかりました。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

金 利寛委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 親子給食の調理配送業務

につきましては、小中一緒の部分を調理してい

ますので、中学校のみの経費というのはちょっ

と把握しておりません。申しわけございません。 

金 利寛委員長 よろしゅうございますか。 

１７番（山口吉靜委員） ちょっともう１点。 



- 289 - 

金 利寛委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） それでは、あと、また

別個で質問します。 

金 利寛委員長 わかりました。 

  ほかにありませんか。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

金 利寛委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） 歳出139万4,800円の減

について、今回の災害、地震等について、関連

してお尋ねしたいと思います。 

  1,000年に一回というふうなことの大災害と

いうことなんですね。それで、今審査している

予算なんですけれども、私ども新庄市のみなら

ず、酒田市でも心配しておったんですが、国の

これから対応する補助事業、あるいは市町村に

配付される国からの対応というのは、これは大

幅に変わってくるんじゃないかなというふうな

ことを言われている人もおります。まだ確定で

はないですが、心配されるということでね。そ

ういうことで、今想定はできないと思うんです

けれども、これほどの災害に対する国の対応と

いうものは、向こうのほうへ重点的に配分され

るんじゃないかというふうなことで心配をして

いる一人であります。 

  したがって、先ほども市長さんから言われま

したとおり、福島県からと宮城県から山形県に

対する難民といいますか、大体１億ですか、県

に対して避難民として来るのは。それで、専決

処分というふうな話も出ました。もろもろの点

から考えていきますと、近い将来新庄市におい

ても、補正予算というふうなもので組み直さな

ければいけないのではないかなということを心

配しております。今、一生懸命審査をしており

ますけれども、大幅な組み替え予算というもの

が、近いうちにやらなければいけないんじゃな

いかなということで心配をしている一人であり

ます。 

  これらについて、市長も心配しているんです

が、今のところ質問するのがむちゃと思います

けれども、これはどういうふうな方向で、６月

あたり、私は大規模な補正予算を組まなければ

いけない時期が来るんじゃないかなということ

で、私、こういう考えで、市長の考えを聞きた

い、それから質問に入りたいなというふうなこ

とで考えをお聞きするわけなんだけれども、ど

こまでも考えなんですけれどもですね、そうい

う意味で、ひとつ市長の考えをお願いしたいと

思います。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭政策経営課長 ただいま亀井委員のほう

から、現在非常に災害の全容、被害の全容がま

だつかんでいないという状況の中で、当然国で

も緊急の対策、あるいは長期的な対策等いろい

ろ考えているところだと思います。それらを受

けまして、例えば国からの補助金、県からの補

助金、当市におきましては、先ほど市長が議会

始まる前に申し上げましたが、いわゆる宮城県

等からの被災者への救済対策が、当然市でも何

らかの救済対策を行っていかなければいけない

というふうなことになろうかと思います。その

際には、基本的には臨時議会等開いて、補正予

算を組み替えながら対応していくというのが大

前提ではございますけれども、緊急を要する場

合は専決処分等で対応させていただきたいとい

うことを先ほどお願いさせていただいたという

ことでございます。 

  それで、じゃあ今後どのようになるかという

ことになれば、正直言って私も皆目検討がつか

ないんですけれども、国のほうでもいろいろな、

いわゆる国で持っている23年度以降の予備費等

を充当しながらという形になろうかとは思いま

すけれども、当然うちでも、先ほど申し上げま

した被災者対策等で新たな経費が出てくれば、

歳出での組み替え、補正の増、あるいは歳入で、

じゃあどこに財源を求めるかということも当然
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あるわけですけれども、そういうふうな事態が

生じてまいりましたら、やっぱり適切に、時期

を逸しないような形で専決なりをお願いする、

あるいは補正予算等で対応させていただくとい

う形になろうかというふうには考えているとこ

ろでございます。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

金 利寛委員長 亀井信夫委員に申し上げますけ

れども、款項目を言っていただいて、お願いし

ます。 

１８番（亀井信夫委員） 総体的なこの歳出とい

うふうなことで質問したわけなんです。こいつ

を御了承願いたいと思いますね。 

  わかりました。そのとおりだと思う。それで、

これは迅速に予算対応していきませんと、23年

度の市政執行に影響するというふうなことを考

えておったものですから質問させていただいた

わけであってね、ぜひそういうふうにしてやっ

ていただきたいというふうに思います。 

  これは、予算額がふえるということは絶対あ

り得ないと思うのでね、こういう状況ですから、

国の状況ですから、補助事業、あるいはさまざ

まなことについては減らされるというふうな、

削減されるというふうな可能性が大だというふ

うなこと、これは当たり前のことなんです。国

民もそう思っていると思うのでね、迅速な対応

をして、市民に心配をかけないような23年度の

予算執行をしていただきたいと、前もってお願

いしておきます。 

  それでは、ページに入りますね。７款商工費

から入りたいと思います。 

  先ほど小嶋委員も質問されました。これは企

業誘致関係のことで、私も一般質問をいたしま

た。市長も、23年度の施政方針の８ページから

９ページでも記載されております。非常に企業

誘致は大切であるというふうなことで、施政方

針でもうたわれております。そのとおりである

と思います。 

  今、国でも、県でも、企業誘致に関して重要

事業というような形の中で施策を組んでいるよ

うであります。したがって、これはチャンスで

はないかなと思うね、国、県でやっているわけ

ですから。新庄市も重点事業の重点として取り

組んでいただきたいと思うね、これ。今、職が

なくて、高校卒業も大学卒業者も待っている状

況なんでね、このチャンスをとらえて新庄市と

して対策を組んでいくということで。 

  私、一つ一般質問で申し上げましたけれども、

新庄市のみならず、最上郡一つになって企業誘

致運動というものを展開していくべきだという

ふうに一般質問で話を、質問させていただきま

した。なぜかと言いますと、福田工業団地も、

横根山工業団地も、最上郡からあそこへ入って

いるんですね。半分以上入っているんじゃない

かと思う。そして、新庄市で企業誘致に対する

補助金というのは莫大なのを出しているわけで

すよね。私、ある市民から言われました。「新

庄市民だけあそこへ採用して、ほかから要望あ

った人をはじいている」とかっていうようなこ

とある市民から言われたんですが、「それはで

きないですよ」というふうなことで話をしたん

ですが、幸いですから最上郡が一つになって企

業誘致を取り組むということね。そして、もっ

と予算を、３倍か５倍ぐらいの予算を使って誘

致できるような方向で進めるべきだと。新庄市

だけ負担する必要はないんじゃないかなという

ふうなことで、最上広域圏内の市町村を挙げて

企業誘致に取り組んでいくという方向で、新庄

市が中心とならなければいけないわけですから、

市町村を中心としてやっていただきたいという

ふうな考えで申し上げたわけなんですね。 

  そういう件で、市長さん、ちょっとその信念

を市民に知らせる意味でも、強行な姿勢で取り

組むということで、きょう、答弁を願いたいな

と思って質問を再度、一般質問以外にもさせて

いただきました。ぜひ、市長さんの姿勢をひと
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つ示していただきたい。23年度ね、企業誘致に

対して。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

金 利寛委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今、最上広域のほうの取り組みと

いたしましては、共存共栄という私のスタイル

を貫き通しております。そうした意味で、新庄

市はやっぱり郡部もあって新庄市が成り立って

いると、経済的にはそういうふうな回り方をし

ているということで、郡部の皆さんにも元気に

なってもらいたいというふうな思いがあります。 

  その中で、企業誘致におきましても、郡部に

は労働力がないというふうな判断が出てきてお

ります。やはり新庄市にお願いし、新庄市と一

緒にやらなければならないという思いが郡部の

皆さんにも多く出てきております。そうした意

味で、８市町村そろって企業誘致活動をしよう

というふうな方向性に今向いているところであ

ります。 

  でも、実際には８人で行動いたしましても、

現実的には非常に非効率な部分もございます。

そうした意味で、お互い情報交換をしながら、

人脈等を使いながら、こういう企業があると、

そのためにはこういうふうな支援が必要だと、

そういうときには８市町村そろって支援しよう

というような、今方向で動いているところであ

ります。 

  今後とも、新庄最上全域を共存共栄圏として

考えていきたいという思いで、企業誘致につき

ましてもしかり、また、今後展開して、状況に

よっては展開してまいりたいという看護師養成

校の研究につきましても、８市町村でそろって

やるというような意志の確認のもとに先行的に

新庄市が調査研究事業を行うというふうなこと

になっております。当然、企業誘致におきまし

ても、そのような方向で進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

金 利寛委員長 質問の途中ですけれども、ただ

いまから１時まで休憩したいと思います。 

 

     午前１１時５８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

金 利寛委員長 休憩を解いて再開します。午後

から代表監査委員であります髙山孝治君は欠席

となりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  それでは、午前に引き続き亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） それでは、引き続き企

業誘致費に関連して質問、再度させていただき

ます。 

  76ページでありますけれども、これは小嶋委

員も質問されておったんですが、23年度の施政

方針から考えていきますと、もっともっと大々

的な運動を展開すべきではないかなというふう

なことを思って、予算との関連で質問、入りた

いと思うんですがね。 

  企業誘致関係について、中核工業団地企業誘

致促進、それから新庄市企業誘致推進委員会

等々もありますけれども、これらの予算書を見

ますと対策費で約37万9,000円というふうなこ

となんですね。これでやっぱり何ができるかな

と思って考えてみましたんだけれども、企業誘

致、果たしてできるのかなというふうに思って。 

  市民が今、特に高校卒業生の希望する家庭で

は、就労関係について一番心配しておる。これ

は言うまでもないわけなんですけれども、これ

らに対する取り組む姿勢に対する関心を持って

いるということは間違いないことなんです。 

  したがって、重点事業というふうなことで取

り上げて大体的な運動をするには、この予算で

果たしていいのかなというふうなことで、私も、

小嶋委員もそういう意味で質問したと思います。

私もそういう意味で質問しているわけなんです。 

  やはり、23年度の主要事業として取り組んで

いく、そして就労関係を確保する、確保するこ

とによって、新庄市の将来の人口関係なり発展
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につながっていくんだというふうなことで、私

なりに考えている一つなんです。したがって、

思い切った施策のもとに企業誘致運動を展開す

べきだと思う、私はね。 

  それで、こういうこともあったんですね。企

業誘致推進委員会、これは鈴木隆吉議員がいる

ときなんですが、それからずっと同じこと、つ

ながっているんですね。そして、予算も二、三

十万円ぐらいの線で来ているわけでありますが、

私はこれらを解消して、新しい時代に即応した

形の中での企業関係の誘致に対する運動を展開

していくというふうな時期に当然入っているん

じゃないかなと思うんだね。何十年も同じこと

に予算をつけているわけですからね。やっぱり

これらを解消して、新しい方向で展開していく、

企業誘致を展開していく、山尾市長のもとでや

るんだというふうなものの姿勢を示すべきだと

いうふうなことで質問をさせていただいている

わけなんですね、この件について。ぜひ、思い

切った取り組みをやっていただきたいんですけ

れどもね、将来のためにも。 

  ぜひ、このたびの予算は、これはこれで通さ

なければおかしくなると思うんで、予算関係、

いいんですけれども、関連してですね、重点施

策として企業誘致に関して取り組んでいただき

たい。そして、高校卒業・大学卒業者が安心し

て新庄の住民としてこの地域で就職できるよう

な方向、これは１年や２年で私はできないと思

うんですがね、取り組む姿勢の中でやっていた

だきたいということを、特にこれを要望して、

お願いしたいと思います。 

  市長から、さっき考えを聞いたんですけれど

も、もう一回ここで、小嶋委員も質問している

ことなので、市長に答弁をお願いしたいと思い

ますね。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

金 利寛委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど、商工観光課のほうからも

申し上げましたが、企業誘致戦略をつくらなけ

ればならないというようなことを申し上げまし

た。このことにつきましては、これまでの企業

誘致とは質が違う時代に入ってきているという

意味合いも持っております。これまでは、やっ

ぱり賃金、労働力というような意味合いの形で、

この地に企業誘致、ものづくり、あるいは人的

に豊富なもの、そうしたものが求められた形で、

それはそれとして時代に大変マッチした形であ

ったというふうに思っております。 

  今後試されるのは、そういう労働力と賃金と

いう形は東南アジア、中国との競争というふう

な時代に入っております。そうした意味で、や

っぱり賃金体系の中で、それと同様にするとい

うことは、ここの地域の賃金も相当低くしなけ

ればいけないというようなことで、企業を張り

つける側の企業の考え方としては、その戦略の

中でやはり今、東アジアのほうにシフトしてい

る状況、その中でこの地域がどう生き残ってい

くかということがやっぱり試されているという

ふうに私は思っています。 

  そのためには、やっぱり付加価値をつけたよ

うな形のものをどう作り出していくかと。一つ

は、今言われているのは全県、あるいは全国で

も６次産業と言われるような形になってきてお

ります。やはり将来的に、今現在もそうですが、

予想されるであろうものは何なのか、世界戦略

の中でやっぱり一番求められるのは、これは食

料であろうというようなことが言われているわ

けです。これを日本の強みとしていかなければ

ならない時代に来ているというようなこともあ

ります。そんな意味で、新たな産業を農業とい

う基盤の強いところに持っていくということも

ひとつ大きな、大事なシフトではないかなとい

うふうに思っております。 

  これまでは、「いずれは博士か大臣か」とい

う形で世に送り出す、こちら側は農産物、向こ

うは産業開発、企業というようなことの時代が
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ありましたが、今は平たく、今世界と日本がど

ういうふうな関係の中で自分たちの持ち味を出

すかというところに来ているというふうに思っ

ております。 

  そうした意味で、今担当のほうも積極的にや

っておりますが、４月以降の構造、制度の――

制度といいますか、課の編成等においても、や

はりその辺を戦略的に考えて、重点した形で進

めていきたいというふうに考えております。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

金 利寛委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） ぜひ、ひとつお願いし

たいと思います。 

  企業誘致に関連して、私もちょっと考えてい

ることがあったんですね。人脈ですよ。企業誘

致は人脈ですよ。ですから、最上郡から出て、

中央へ出て、相当優秀な方もおるわけなんです

がね、そういう方を企業誘致関係で協力してい

ただくというふうな対策が私は一番大切ではな

いかなと最近思うようになりました。ぜひ、商

工観光課長さんね、この最上郡から出ている人

材をひとつ調査して、その方々を活用して企業

誘致関係に協力していただくというふうなこと

も含めて対応していただきたいというふうにお

願いしておきます。 

  それから、もう一つ、85ページの消防関係に

なります。常備消防関係、広域消防関係の予算

が出ておると。４億9,113万1,000円か。これは、

私は非常に大切な予算になるんじゃないかなと

思っている一つなんですね。というのは、高規

格救急車、これも出ておったんですが、新聞で

最上郡広域に２台が配置されるということが出

ておったんですが、人命を救済する一番手短な

設備として、救急車ではないかなということを

思っておるんです。それも、高規格救急車でな

いと対応ができないような状況になりつつある

ので、このたび災害を受けた宮城県では何十年

前に高規格救急車を配備しております。全部完

了したと。私ども行って調査した関係もあった

んですがね、最上関係でもこれはやらなきゃい

けないなということで帰ってきた思い出が、経

過があります。 

  それでぜひ、２台というふうなことになって

いるので、市長、これ、どう計画なっているか

ね、関心を持っているのでひとつ内容を、計画

等を説明願えればありがたいというふうに思っ

ております。 

  それから、もう一つ、消防関係で、非常備関

係の件です。私どもも消防委員会でいろいろ議

論してまいりました。その中で、部落負担とい

うふうなものが非常に多い、増額してきている

ということで、負担に耐えられないというふう

な小さい集落が出てまいるようになった。した

がって、消防ポンプ購入なり備品購入に対する

市の補助体制なり考えを変えていただいて、も

っと含めていただきたいというふうな声が盛ん

に今出ております。そうでないというと、消防

団を解散しなければいけなくなるというふうな

地域も出てまいりました。 

  したがって、これらに対する市の対応として、

長期計画になると思うんですけれども、市長さ

んね、１年や２年ではできないと思う。これは

私もわかっておりますけれども、できれば、で

きればポンプぐらいは市で購入して集落に貸し

付けるというふうな方向、今、小型積載車をや

っているんですけれども、そういう方向で対応

できないものかなのかというふうなことで委員

会としても議論になったので、これは市長の将

来展望に係ることなので、考えをひとつお聞き

したいと思います。 

安食敬二環境課長 委員長、安食敬二。 

金 利寛委員長 環境課長安食敬二君。 

安食敬二環境課長 広域の分担金の中に、高規格

の救急車２台というようなことが盛り込まれて

おります。これにつきましては、東支所、最上

町、それから南支所、舟形町の救急車の入れか
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えであります。したがいまして、高規格の救急

車については４台、本所、北支所というふうに

なってございます。 

  それから、消防の施設整備補助金でございま

すけれども、これにつきましては95班中43から

の要望がございます。その中に、小型の動力ポ

ンプ更新、23年度は４台の予定です。ほかに３

分の１から３分の２の補助率をもちまして、サ

イレンの新設、それから機械機具置き場の新設、

修繕、その他防火ヘルメットというふうな内容

でございます。 

  施設整備費で補助対象をやっているのは当市

だけでございますので、とりあえず23年度につ

きましてはホース類、これを市の予算で購入い

たしまして、要望している分団等への貸与とい

うふうなことにさせていただきました。順次計

画を立てて、貸与というふうな形にしていきた

いというふうに思っております。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

金 利寛委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） 高規格救急車、分署に

１台ずつ配備しなければいけないでしょうね、

やっぱり。それに本所、新庄には最低２台は配

置していただくような形で整備されなければい

けないんじゃないかなと。予算も、私はこうい

うのに予算を使っても、広域予算を使ってもい

いんじゃないかなと思うんだけれどもね。これ

は、いち早くやっぱり整備していただいて最上

郡の方々の生命を守っていくというふうな方向

で広域でもやっていただければ、広域の株も上

がるんじゃないかなというようなことも考えて

おるので、ぜひこれを早く整備していただきた

いというふうに思います。 

  時間もないんで終わりに、常備消防の件につ

いて、私は備品購入をですね、今までの予算は

わかります、はっきり言うと。私が言っている

のは、今の集落、小さい集落はポンプ購入が不

可能な状況になってきている。消防団を解散と

いうふうな声も、実は二、三年前から出てきつ

つあるんです。ポンプ購入に対する負担が耐え

られない、大変だというふうなことでね。それ

らをやっぱり解消していくというふうなことと、

それから災害関係は、地震が発生しました。や

はり今頼るのは、自治体消防というふうなもの

が一番、新庄市民として頼っているんじゃない

かなと。そういう意味での将来展望に立って、

やはり維持していくためにはどうするかという

ふうなことになりますと、やっぱり負担を軽減

してやるというふうなことを考えていきません

と、自治体消防がだんだん、だんだん縮小して

いくような状況になるんじゃないかなというこ

とで心配しておるわけです。ですから、将来展

望に立って、せめてポンプ購入ぐらいは市でも

つというふうな考えで対応していくべきじゃな

いかということで、私のみならず消防委員の皆

さんも話をしたところなんですね。 

  市長、ぜひそういう方向で、これから自治体

消防のあり方について、予算の関係を含めて考

えていただきたいというふうなこと、時間です

からこの辺でやめますけれども、一言だけそれ

に対して、市長、お願いします。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

金 利寛委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回の地震のみならず、日ごろよ

り消防団の活動には大変敬意を表しているとこ

ろであります。これまでは、財政的な考え方、

また部落財産、集落財産に対する形で補助とい

う形をとってきました。しかし、財政的な状況

もあり、一挙にというわけにはいきませんが、

将来的にはすべてを市で購入し、貸与するとい

う方向で考えておりますので、御理解いただき

たいというふうに思います。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

金 利寛委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） どうもありがとうござ

いました。ぜひ、市長、そういうことでお願い
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して質問を終わりたいと思います。どうもあり

がとうございます。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私のほうから、二、三

質問させていただきます。 

  まず、施政方針から質問させていただいてよ

ろしいでしょうか、委員長。 

金 利寛委員長 どうぞ。 

９ 番（清水清秋委員） まず、この施政方針の

初めに、市長から方針を述べられましたが、ま

さに今回の宮城沖で地震が起きた、未曾有の災

害。きのう、小関委員からも現場を見てきたと

いう状況もお聞きしました。本当にすさまじい

ものだったということも聞いております。そう

いうことで、この気候変動によっていろいろな、

半端じゃない災害をもたらしている。まさにこ

の地震が物語っているというような感じも受け

ないでもありません。 

  そういう中で、新庄市がきのう、対策本部を

設置したということでありますが、先ほど市長

からも報告ありましたが、市の救済対応はとい

うことで、県の対策を示唆しながら、要望があ

ったものに対して対処するような話もありまし

たが、やはりですね、今新聞報道でも50万人か

ら55万人の被災者が避難しているということも

マスコミで報じられております。 

  そういうことを踏まえますと、当市としても、

市長、積極的にそういうふうな被災者を、受け

入れ態勢をやっぱり検討してもいかがなものか

なという感じもしないでもありませんが、その

辺、市長、先ほど報告がありましたが、積極的

に対応、積極的に被災者を救済するという考え

方、その辺は考えておられないのか、お聞かせ

いただきたいと思います。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

金 利寛委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 今、余震情報も引き続き来て

おりますので、新庄市の対策とともに被災地支

援といいますか、そういう両面での対応策をい

ろいろ検討しております。 

  特に、今お話しありました被災者の受け入れ

等、そういったことについては市長から積極的

に、まず可能な限り全面的に受け入れられるよ

うに準備を進めろという指示をいただいて、今、

具体的にどういうことが必要か、どういう施設

で何人受けられるか、受け入れれば食事の提供

からいろいろな世話を、まず新庄市としては完

璧にしなければならないと思っていますので、

そういった準備、検討をしております。 

  また、市長あいさつでも大崎市の話がありま

したが、大崎市にきょうから支援に入っていま

す。これはこちらから、ぜひできることがあれ

ばということで申し出て、きょうの派遣に至っ

ておりますけれども、先ほど昼休みにいろいろ、

きょう派遣した者との連絡では、やっぱり保健

師、泊まり込みでお願いできないかとか、いろ

いろなことがやっぱりあちらから要請がありま

した。それも昼休みに検討したところでしたが、

ちょっと１時近くなったので検討、途中になっ

てしまいましたけれども、そういった自主的な

対応も含めて可能な限りやろうとしています。 

  ただ、被災者受け入れは市町村が独自に動き

ますとばらばらになってしまいますので、これ

は県が中心になって、福島県からは既に受け入

れの要請、山形県として受けているということ

ですし、宮城県からも、まだ具体的にはありま

せんが、近々山形県に対しての要請があるはず

ですので、福島・宮城両県から山形県に、これ

はまず都道府県間の話になりますから、それを

受けて県で市町村ごとに調整して、受け入れ可

能数をもとに割り当てしてくるはずですので、

被災者の受け入れについてはあくまでも県が調

整するというシステムの中でやっていきたいと

考えています。 
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  ただ、新庄市としては、今県に対して受け入

れ可能人数等の報告をしてやらなければならな

いんですが、市長の指示を受けて極力可能な範

囲で受け入れたいということで今調整している

ところですので、その辺よろしくお願いしたい

と思います。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） そうですね、今、総務

課長から言われましたが、やはり当市でできる

こと、それなりにやはり対応策、救済策をとら

れるのが最善策だと思います。そういう中で、

できる限りですね、市の対応ができる限り、こ

の際そういうふうな措置を、救済措置をお願い

したいということを申し上げておきます。 

  次に、施政方針の中で４ページの、市長は今

年度の、23年度の最重要課題、雇用と定住、そ

れを我々に申されましたが、この雇用と定住、

一つ定住をとってみますと、居住環境の整備、

なるほど、定住、居住環境の整備、これはイコ

ールなんですが、どういう形で、これは行政が

とっておられた手法が土地開発公社でやってこ

られた事業もあってきたわけですが、23年度は

まずないと同然なわけでございます。また、民

間活力を活用しての定住、居住環境の整備を図

られるのか、その辺お聞かせいただきたいと思

います。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 居住環境の整備という

ことで、これまでいろいろ市のほうから依頼を

いたしまして、都市開発公社がいろいろな形で

先行取得をやって、いろいろな造成、分譲を進

めてまいりました。 

  その中で、今のいろいろな経済情勢の中で、

また、宅地の需要の関係を今調べておりますけ

れども、なかなか市が直接介入してといいます

か、行政支援していかなければならない部分も

ございますけれども、あくまでも民間の活力を

活用していくということが、今後いろいろな、

この辺で宅件業者、不動産業者とのいろいろな

調整も出てくるかと思いますけれども、そうい

う連携して取り組んでいくというふうな姿勢で

ございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 今、五十嵐課長から、

民間活力を優先的に活用して居住環境の整備を

図りたいと。となるとですね、この土地開発公

社そのものの存在、そのものの意義も検討して

いかなければなというような感じもしてならな

いわけであります。 

  民間活力を活用するというのも悪くはないと

思いますが、やはり定住を考えた場合、特に若

い世代の居住環境、やはりこういう雇用状況を

踏まえた場合ですね、安価な宅地を提供できる

か、その辺が物すごく疑問なことも考えられる。

やっぱり行政で宅地供給も図りながらこれまで

やってきたわけですから、その辺も考えますと、

民間活力だけにゆだねてやった場合、その辺の

若い世代に家を建てて新庄市に定住してもらう

というようなのも、その辺は心配ないものかな

という感じ、その辺、課長、どういうふうに考

えているか、お聞かせいただきたい。 

  あと、次、９ページにある雇用創出を図ると。

先ほどから、この一番の本当の施策は、最高の

施策はやっぱり亀井委員、あるいは小嶋委員、

やっぱり企業誘致、これをきちっと図られるや

っぱり目標、めどがあれば、これに越したこと

はないんですが、それは相当きちっと図るとい

うことはできないかと思いますが、今回この施

政方針の中で掲げられている、ふるさと雇用再

生特別基金事業とか緊急雇用創出事業、この辺

のこの事業の内容、昨年から緊急雇用対策はや

ってこられているんですが、内容、23年度はど

のぐらいの雇用をこういうような事業に置いて
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確保、雇用創出を図ろうとしているのか、その

辺もお聞かせいただきたいと思います。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 今、新庄市内で宅地の

需要をいろいろ調べてみますと、小区画で分譲

の価格も2,000万円ぐらいとか、それ以内とか、

若者が土地を購入して、いろいろな銀行からお

借りして購入できる範囲というのは、やはり70

坪とかそれぐらいの小区画が、いろいろな市内

の中でも小区画の開発、こういうのによってす

べて分譲されています。 

  その中で、今、公社についてもこれからまち

づくり計画、総合計画が入ってまいりますので、

その中でいろいろな市のほうから要請があれば、

開発公社としても対応していかなければならな

いと。ただ、ある程度行政支援といいますか、

ある程度幹線となり得る道路とか、それから流

雪溝も当然必要となってきますので、その辺の

ある程度の支援も含めて、いろいろ計画的に進

めていく必要があるだろうとは考えております。 

金 利寛委員長 清水清秋委員に申し上げますが、

施政方針に準じて言われていますけれども、そ

の中で、この23年度の歳出について今審査をし

ていますので、その款項目をできるだけ言って

いただいた後、審査してもらいますようによろ

しくお願い申し上げます。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

金 利寛委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 緊急雇用、ふるさと雇

用ということでございますけれども、23年度に

関しましては27事業、83名の雇用というのを予

定しております。いずれにしましても、緊急雇

用はある意味でつなぎ的な性格、ふるさと雇用

も３年ではありますけれども、そういう性格で

ありますので、それを生かして、あるいはそれ

をステップにして次に続けていくと、これが肝

要であろうと思っております。 

  なお、これは平成21年から始まったわけであ

りますけれども、21年のときにふるさと雇用、

あるいは緊急雇用、これに関しては107名の新

規の雇用、失業者を職に就けております。また、

本年度は67名でありまして、これは２年間で

174名の雇用を生み出しているということでご

ざいます。以上であります。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 23年度も、ぜひこの事

業を、本当に推進がされたというような事業の

展開をお願いをしたいと思います。 

  特に、この地域雇用創造実現事業、そういう

もの、また、先ほど市長も申されましたが、総

合支庁と一体となった農商工の連携による独自

産業化、これらに取り組んだ場合の雇用創出も

考えておられるということでありますが、ぜひ

ひとつ、この農商工連携にとられる６次産業化

を積極的に進めていただきたい、そう思います。 

  今、委員長のほうからもありましたが、52ペ

ージの３款２項１目放課後児童健全育成事業補

助金1,084万4,000円、金額はどうということで

はないんですが、これは学童保育の事業のこと

を指しておられるんですか。この辺、課長。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 放課後児童健全育成事業

補助金、これは学童保育を市直営ではなくて認

可外保育所とか、あるいは幼稚園とか、そうい

ったところでやっているものに対する補助金で

あります。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 学童放課後児童対策事

業委託料というのは、これは今所長が言われた

内容――内容というか、学童保育とまた違うと

いうことなんですか。学童保育事業費とまた違

うんですか。 
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今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 国の制度といいますか、

国のレベルでの名前で言いますと、「放課後児

童健全育成」というのが国のほうでの最近の言

い方でございまして、新庄では従来からやって

おります「学童保育」、これは前からやってい

る名称でございまして、この部分については前

からやっています中央学童、それから日新、北

辰、ここの３カ所につきましては社会福祉協議

会に委託をしてやっている部分でございまして、

これは委託料で組んでおります。 

  このほかに、先ほど申しましたが、認可外保

育所とか幼稚園でも同様に学童保育、いわゆる

放課後児童健全育成ということでの学童保育そ

のものをやっております。これに対しては、私

のほうで補助金という形で支援しているという

ことでございます。ですから、市の直営といい

ますか、市の管轄での委託部分と民間がやって

いるものに対する補助と二通りがあるというこ

とでございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） では、学童保育の件に

ついてお聞きしたかったんですが、安心・安全、

市長が新庄市のまちづくり、安心・安全、その

一環としてやっぱり学童保育、特に日新、日新

の学童保育事情が前から各議員からも質問され

ておったわけですが、今ある施設、設置されて

いる施設の場所が非常に、あそこまで通学する

のが非常に危ない、危険な状況があるというよ

うな保護者の声が多々聞かれるんですね。やは

りそういう状況を行政は把握しているわけです。

そういう中で、あそこまで通行させてやるとい

うのも、ちょっといかがなものだかなと。もっ

と適切な場所、ないわけではないんじゃないか

なというような感じでもおるんですが。 

  例えばですよ、日新小学校のすぐ側に、今あ

そこは前の何だ、農業高校の寮とか建物が、ま

あ、使えるか使えないかわからないんだけれど

もそういうふうな建物が、施設があの辺に存在

している状況もあるわけですから、その辺の検

討は考えられないものか、ひとつその辺。でき

ればですよ、やはり安全・安心な場所へやっぱ

り設置して、そしてそこで子供たちを安心・安

全の場、守る、そして学童保育をやるというよ

うな考え方が我々から見ればベターである、そ

んな感じもするわけですが、その辺お伺いした

いと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 ただいま清水委員のおっ

しゃるとおりでございまして、学童保育そのも

のにつきましては、既存の施設の空きスペース

を利用、あるいは空き教室利用ということがこ

れまでもやられてきたことでありますし、国の

ほうでもそういった方向でいます。日新の場合

ですと生徒数がいっぱいありますから、空き教

室というものはございません。今後とも空き教

室が出てくる可能性が少ないということでござ

いまして、今使っているところは確かに国道を

渡っていく、ちょっと危ないということもござ

います。その辺は我々としても把握しておりま

す。 

  今御提案いただきました前の農業高校の寮で

ございますけれども、端から見ても大分古くな

っております。最近、耐震ということも話ござ

いますので、それについてはつくられた年代も

含めて近々、神室産業高校のほうだと思います

けれども、聞いてまいりたいと思います。 

  これは、やはり皆さんから御指摘を受けるよ

うに大変危ないと思って認識しておりますので、

なるべく早く改善策を考えていきたいと思って

おります。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

金 利寛委員長 清水清秋委員、ちょっとお待ち
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ください。 

  途中でありますが、今、国のほうから放射能

の飛散がこちらのほうに近づいているというこ

となので、子供らを早期下校させるということ

で、学校教育課長、ちょっと報告あったら。 

栗田正人学校教育課長 最上教育事務所のほうか

ら、南東の風が吹いてくると放射能の風が新庄

市のほうにも来るということで、３時前に子供

たちを至急帰して家の中に入れてほしいという

ふうな要請がありましたので、すぐに対応した

いというふうに考えています。 

金 利寛委員長 緊急事態ですので、了承してく

ださい。 

  総務課長のほか、関係課長は中座しますので、

よろしくお願いします。 

  暫時休憩します。 

 

     午後１時４５分 休憩 

     午後２時０３分 開議 

 

金 利寛委員長 休憩を解いて再開をいたします。 

  清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） こういう状況が発生し

たということでありますので、あと、二、三質

問あったんですが、担当課長が退席しておりま

すので、私の質問はこれで終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

金 利寛委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 質問事項を絞って簡潔

に。 

  66ページ、地域循環型堆肥製造事業です。こ

れは、同じ63ページの地域循環型生ごみ収集事

業との関連性がありますけれども、従来のバイ

オマス活用生ごみ収集事業、バイオマス活用堆

肥製造事業というふうな呼称から、「地域循環

型」というふうに変えました。このことによっ

て事業内容に変更があるのかないのか、まず伺

います。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 生ごみのほうの収集とバイ

オマス、それからただいま御質問にありました

地域循環型堆肥製造事業との関連については、

サイクル的には同じと原則的に考えていただい

て結構だと思います。 

  中身につきましては、先ほども申し上げまし

たが、大友先生の大友菌というのは従来ずっと

使っていたんですが、なかなか発展性、こちら

のほう、地元のほうにも、新庄にも貢献度がち

ょっと見えてこないというふうな部分もありま

して、地元のそういった土着菌を使って、地元

でもありますので、それで頑張ってみようとい

うふうなことで、対象戸数550戸も変わりござ

いませんし、出口の部分の堆肥になった部分の

使い方については、先ほどから言っているよう

に学校給食とリンクさせた形での事業を進めて

いきたいということです。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

金 利寛委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） そうすると、発酵菌を

変えたというふうなこと、そのことで例えば、

従来の菌との違いというか、何ていうかな、発

酵菌の経費とかそういうふうなものでの変更は

ありましたか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 菌そのものが直接の菌では

なくてバイオ菌なので、ちょっと比較する部分

が難しいんですけれども、金額にすると30万円

ほど経費的には安く見積もってございます。ま

だ今のところ、まだちょっと試験的に今ならし

で、切りかえの部分で若干、今現場とりかかっ

ているんですが、まだどういった結果までいっ

ていませんので、もうちょっと時間が欲しいか
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なとは思っています。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

金 利寛委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） あと、いわゆる350戸

から550戸というふうなことで、地域限定をし

ての生ごみ堆肥化事業を継続されているわけで

すけれども、その堆肥製造業務委託、これは７

年ほどの事業の中でずっと変わらないでやって

きたと思うのですけれども、その製造委託先、

随意契約でやってきているというふうに思われ

るんですけれども、これを公募するというか、

そういうお考えはないでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 今、地域内にそういったも

のを使って実際に取り組んでいるという業者さ

んも、団体も直接には見受けられないので、今

のところ随契というふうに考えていますが、新

しい菌を使った場合に、今までやっていたチッ

プ、木質チップが大き過ぎて、小さくするとも

っともっと金かかるというふうなこともありま

すので、それで今の木質チップでなくとも、も

み殻、この辺から発生するもみ殻のほうが効果

的だというふうな話も聞いておりますので、そ

の辺も併用して使いながら、よりよい堆肥をつ

くれるのかなというふうなことで、少し試行的

に発していきたいと思っています。 

  つきましては、やはりだれでもいいから公募

してやってくださいという、ちょっと今実績が

あるかないか、その辺の審査をやっている時間

も余りございませんので、とりあえずは今委託

しているところにお願いして、その後もみ殻と

切りかえの段階でどういうふうになっていくか

ということで推移を考えていきたいと思ってい

ます。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

金 利寛委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 先ほど言いましたけれ

ども、もみ殻というふうなことの話が出ました

けれども、実は前々から水分調整材としてのも

み殻というふうなものの有効性というふうなも

のがありまして、例えば昨年の秋に、我々新発

田市のほうに行政視察で行ってきたわけですけ

れども、そこでももみ殻を使用しておりました。

それで、水分を非常に吸いにくいというふうな

ことがあるんですけれども、プレスパンダーと

いうもみ殻破砕機を使うと非常に腐りやすい、

発酵しやすいし、水分も取り込みやすいという

ふうなことで堆肥化するには有効だというふう

なことがあります。そういうふうなことを考え

てもみ殻にすれば、木質チップであれば、それ

を購入する費用が高いわけですし、もみ殻であ

ればかなりこれはただ、ただ同然というか、あ

るいは対価を払っても大したことないというふ

うなこともありますので、そういう方法をやっ

ぱり考え直すというか、この際こういうふうな

ことで、堆肥化事業そのものもちょっと見直し

がかかっているわけですので、方法、つまり委

託業者をも含めて考え直すと、より効果的な方

向に向かうように考え直していただきたいとい

うふうに思います。 

  それから、もう一つ、79ページの長寿命化橋

梁点検業務委託料というふうなことがあります。

国県道のいわゆる橋梁の補強というふうなこと

は、ここ数年あちこちで見受けられますけれど

も、市道関係については対策に取り組まれてい

る経過が見えません。これについて伺います。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 橋梁の長寿命計画につ

いては、国のほうからの指導で、平成25年まで

に長寿命化の策定計画を策定することが必要と

されています。 

  その中で予算計上しているのは、その策定す

るに当たって、全部で110橋ぐらい新庄市でご

ざいますので、それを計画的に橋梁点検とデー
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タ収集をやって、それを策定ということで来年

度、再来年度ですね、向けて策定していきたい。

策定するに当たっては、それを国のほうに報告

して、今度は改修になりますと国の補助が適用

になります。もう既に、国、県はその改修計画

にもう既に入っていまして、新庄市においても

早急にやる必要があるというふうにとらえてい

ます。 

８ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

金 利寛委員長 遠藤敏信委員。 

８ 番（遠藤敏信委員） 毎年７月の第１日曜日

に河川清掃があるわけですけれども、それで川

の柳とかヨシなどの草刈りをやります。その中

で、普段は橋の上からでは橋脚なんていうのは

見えないわけですけれども、そこで川底に入っ

てみると非常に橋脚というか、橋台の腐食が目

立っているところがあります。そういうふうな

ことから、例えば今回の地震に端を発した津波

などの被害では一瞬にして何もかにも皆、町が

そのまま飲み込まれるという状況があるわけで

すけれども、そういうふうに25年までの対策と

いうもののうちの23年度であるというふうなこ

とであるというふうなことで、了解しました。 

  教育関係のことでちょっと質問したかったん

ですけれども、いないのでこれでやめます。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 手短に、答弁するほう

も手短にお願いします。 

  これ、直接の課長がいないんですが、市長、

市長が予算提案しておりますので、76ページの

亀綾織、これ、630万円しているんですが、こ

の後継者というものは、商工観光課長に詳しく

聞けばわかるんですが、この事業の内容として、

この後継者を育てたことによって、それが産品

化まで結びついていかないといかがなものかな

と思っているんですが、その辺、市長、どうい

うふうに考えているか。 

  それから、これは33ページ、77ページ、38ペ

ージと大体同じようなことでわたるんですが、

最初は33ページの財産管理費ですか、登記業務

委託料って何がし載っております。それから、

77ページにも道路橋梁とか、いろいろな台帳管

理システムとか、それから今度は38ページには

地籍調査ですか、これも県のほうの推進という

ことで載っているんですが、これに三つに絡む

んですが、その中で、財産の中には行政財産と

普通財産と、それから新庄市では法定外公共物

というのがあるわけです。これは、この議会で

法定外公共物管理条例というものを制定して、

そのもとに管理なされているわけなんですが、

そして歳入の中で、法定公共物の占用料として

21万何がし載っておりました。占用するに際し

て、管理業務にのっとって手続なり申請するに

はどういうことが必要なのか。それから、地籍

調査も前に質問、私したときに、これからもい

ずれは新庄市でも地籍調査は取り組むんですよ

と、こういう答弁をもらっておりました。その

中で、既存の土地台帳にある道路なり、水路な

り、こういうものの取り扱いはどうなるんです

かとお聞きしたときに、これは従前のとおり、

台帳から消すことはできないと。もし消えたと

きはどういうふうになるってお聞きしたときに、

それは消えた場所の関係者が何かもとの状況に

復元すると、こういう答弁をもらっております。

その後で、復元した際に、図面に落とした際に、

道路の役割なり、水路の役割なりに興に供さな

い場所になったときはどういうふうになるんで

すかと聞いたとき、それは原因者負担だと、こ

うやったんですが、これはそのとおり間違いご

ざいませんか。 

  今のところ、大ざっぱに三つなんですが、ま

ず最初は亀綾織のことから、市長。 

伊藤元昭政策経営課長 委員長、伊藤元昭。 

金 利寛委員長 政策経営課長伊藤元昭君。 
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伊藤元昭政策経営課長 76ページの３目観光費の

亀綾織後継者育成事業委託料として630万円の

件だと思いますが、これは新たに23年度起こし

た事業でございまして、財源的には県の緊急雇

用か、ふるさと雇用か、どちらかはちょっと詳

細はあれですが、いずれにしてもその特財を利

用して、将来に向かって亀綾織が後継者を何と

か育成していきたいという委託料として計上し

たものでございます。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 財産管理の中の法定外

公共物の件だと思いますけれども、法定外公共

物については、平成14年の９月に本議会で条例

化ということで制定、承認されています。その

以前は、県のほうで当然条例化して管理をして

おりました。その以前は、国有財産ということ

で財務事務所が管理しております。要するに、

譲与を受ける部分については新庄市で今、14年

度の９月の条例になってから今は管理をやって

おりますけれども、ただ、管理といっても、あ

くまでも申請者が申請あったものについて、う

ちのほうでは境界立ち会い、それから境界立ち

会いに際しての土木工事、水路とかそういうも

のが入った場合は市長の承認を得なければなら

ないとあります。ただ、それがいろいろ、市内

においても無届けの箇所も結構あります。県の

管理においてもそういう箇所が結構あると思い

ます。ただ、一応条例化になっていますので、

それについては条例に基づいて私ども、相手方

のほうにわかりやすく説明をしておりますけれ

ども、今後もそういうふうにしていきたいと。 

  あと、歳入のほうで27万4,000円ですか、歳

入にしてございます、法定外公共物占用料。こ

れについては、主にＮＴＴ・電力柱、それの占

用料がほとんどでございますけれども、一般の

方の例えば住居を新築された場合、これの水路

のふたの部分についてのそういうふうな占用料

も入っています。それについては、あくまでも

私どもは申請に基づいて現地を確認して、申請

を出してもらって、承認を出すということで、

これまでも、今後ともそういう対応をしてまい

りたいというふうに思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

金 利寛委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 ただいまの質問でございます

けれども、現況と地籍調査による図面が合わな

い場合はどうなるのかというふうなことでござ

いますけれども、市のほうの誤りでもって間違

った場合については、地図訂正はうちのほうで

やるというふうなことでございますけれども、

そうじゃない場合については、現況と合わせる

ためにその関係者の合意のもとに地図訂正とい

うふうな形になります。もちろん測量関係費、

それに要する費用についても、その原因者負担

というふうなことになろうかと思います。 

  ただし、その分の場合、合わなかった場合に、

通行とか、その水利用とか、そういった場合に

ついては、慣習的な形である程度社会的に認め

られた継続的なものであれば、まずその慣習が

優先するというふうなことでございます。以上

でございます。 

  そのとおり、平成21年の９月議会については

述べておりますけれども、そのとおりであると

いうふうにお答え申し上げます。以上です。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今、小野課長の答弁を

お聞きしましたが、前の今川さんも同じような

答弁をもらっております。それで、法定外に関

しては申請をしてもらって、そして許可を得て

やるというような、これは管理条例上当然だと

思うんですが、何らかの理由でもって、この申

請に対して許可というか、できなかったと、何

らかの理由があってですよ。それにかかわらず

形状を変えたり、つけかえをしたりした場合は
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どういう対処をなされるのか、そして本人がそ

れに納得してもらうことができなかったときは

どういうふうになるのか、その辺ひとつお聞き

します。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 先ほどから申し上げた

とおり、あくまでも新庄市長が法定外管理者に

なっておりますので、いろいろな申請、それか

ら境界、工事する際も届けをしなければならな

いという、議員の皆さんが議会で承認されたと

おりでございます。 

  ただ、その場合、市の管理者としてそうなっ

た場合はどうするかと。あくまでも条例に基づ

いて、内容を説明して理解していただくという

ふうなことだと思います。 

  あと、いろいろ条例の中では、罰則規定とか

いろいろございます。そういうふうなことで、

いろいろなこともありますけれども、まずわか

ってもらうように説明して理解を得たいという

ふうに思っています。以上です。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 平成14年から、今22年

で何年になった。かなり年数を経ているわけ。

そういう中で、そういう条例に違反しているよ

うな事故なり行為がありましたか。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 私の知る限りでは、余

り件数はありません。ただ、県のほうにも届け

出されていないということも、私ども承ってい

るところもあります。だから、実際に件数はど

のぐらいとは申し上げられません。ただ、何件

か私の耳に入っているということは確認してお

ります。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 何件かそういうことあ

ると。それに対して、市の管理サイドとしてど

ういう対応をなされましたか。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 例えば、内容証明とか、

いわゆる管理条例の内容等いろいろな添付をし

まして、いわゆる申請をしてもらいたいという

ふうなことの通知を差し上げています。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） それだけでなくよ、い

ろいろ要因があってそういうケースが出てくる

と思うのよ。いろいろなことがあって。だから、

その辺をよく、何ていうか、精査して、だめな

ものはだめなのだと、そういう方向づけをして

いかないと、よく世の中にある、合点しない人

がそのまま通るようなことではいかがだと思う

んです。それなりにいろいろ理由はあると思い

ます。理由は。その理由を一つ一つ、「ああ、

なるほど、これはこういう理由で仕方ないんだ

な」と、あるいは「こういうことだな」と、よ

く精査して、検討してやってもらうようにお願

いしたいと思います。よく話して。 

  それから、そういう行為を何件かあるという

話なんですが、実際その当事者だけの意見を聞

いても私はいかがだと思うんです。双方のいき

さつだり、考えだり、双方から聞いてだな、そ

の関係する方々から聞いて、「ああ、なるほど、

こういうことがあったのか」と、「ああ、これ

はなるほど、そういうことで無理ないな」と。

恐らくこの何件かについては、都市整備課のほ

うでも恐らく現地も見ていると思います。ぜひ、

間違いのない対応をしていかないと、今後もそ

れをまねる人が出てきます。まねる人が。どう

です、市長、管理者として、今後のそういう事

態の取り組み姿勢として。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 
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金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 二、三件確認しておる

ということで、実際昨年、裁判かかっていると

ころがあります。だから、実際こういうことも

今後はあり得るかなと。そうした場合に、今年

度から弁護士の相談ということで計上させても

らっています。いろいろな、今、議員からおっ

しゃったように、両者の意見ばかりじゃなくて

第三者の意見もお聞きして、今後とも対応して

まいりたいというふうに思います。以上です。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） ぜひ、いい方向に行く

ようによ、いい方向に行くように、お互いに足

引っ張りするとかよ、中傷誹謗するなんていう、

そういうことでなく、そういうことを解決する

にはどういう方法があるのかと、そういう前向

きなことで話し合いをしないと、中傷誹謗をし

たり、こうこうこういうことなんて、そういう

ことを私は慎むべきだと思います。いい方向に

行くように、それにはいろいろないきさつなり、

現状なりをよく把握して取り組んでいかないと、

後で大変なことになる。 

  もう一回、念を押しますが、今、私が最後に

言ったことについて、もう一回お願いします。 

五十嵐祐一都市整備課長 委員長、五十嵐祐一。 

金 利寛委員長 都市整備課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一都市整備課長 お答えします。 

  管理条例に基づいて、私ども対応してまいり

ます。以上でございます。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

金 利寛委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 質問でございませんが、

委員長に怒られるかもしれないけれども、ちょ

っとこの場所をかりて、私、今回限りで勇退と

いうことで、この一般会計に関する質問は最後

にします。長年どうもありがとうございました。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

金 利寛委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） まず、最初にお聞きし

ますけれども、きょう、これ、終わらせるんで

しょう、全部。 

金 利寛委員長 全部終わらせます。 

１９番（星川 豊委員） 全部終わらせるという

ことですか。きょう以外はないということでし

ょう。ということは。 

金 利寛委員長 きょう以外やりません。 

１９番（星川 豊委員） はい、わかりました。 

  64ページから65、66、67、68、69ページまで

のうちで、いろいろなものに関連してくるんで

すけれども、まずこの中で代表的なものを言い

ますと、65ページの６款１項の何目ですか、こ

れ、ちょっと削られてわからないんですけれど

も、２目かな。２目の中の農業振興地域整備計

画総合見直しの事業費と、それからその４行ぐ

らい下がって農業振興地域整備計画策定業務委

託料とかって、これ、一応予算が計上されてい

るわけですね。 

  それから、後であわせてこれは質問しますけ

れども、66ページの市民農園管理運営事業費、

それから体験農園の管理運営費、それから地域

循環型堆肥製造事業費、それからエコロジーガ

ーデン推進事業費、それから67ページの６款１

項ですね、６款１項の、これ継続して３目の右

側のほうのあれですね、若者園芸実践塾の事業

費1,256万8,000円ですか、これと、それからそ

の下に下がって下から、最後から２番目、旧最

上中部牧場管理運営事業費ですね。 

  それから、これも関連してくるのかな、次の

68ページの農業農村整備事業計画……、これは

金額小さいからいいです。これは省略してくだ

さい。 

  今、以上申し上げましたところで抜粋したと

ころが関連してくると思うんですけれども、ま

ず、この地震による受け入れ態勢が１万人と先
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ほど市長から言われたんですけれども、話が飛

ぶようでございますけれども、これは関連して

ですけれども、この１万、例えば１万なら１万

の人を受け入れした場合に、まず最初にお聞き

しておかなければならないのは、これは二、三

カ月なんですか、それとも半年ぐらいですか、

１年ぐらい、わかりませんか、これ。（「わかり

ません」の声あり）わかりませんか。（「１万人

もわかりません」の声あり）わからない。 

  じゃあね、それが大体わかると私の質問内容

も変わってくるんですけれども、いずれにしま

しても、これは非常に災害起きた方には気の毒

なんですけれども、これを受け入れるに当たり

まして、やっぱり最近のこの地域の何ていうか、

状態を見ましてね、これを受け入れるとすると、

向こうでもやっぱり我々と同じような農村地域

の方々が多いんですよね、年いった方々とかね。

そうすると、まあ、２カ月いるのか、半年いる

のかわかりませんけれども、あるいは１年にな

るのかわかりませんけれども、受け入れ態勢で

もってきてずっといるとすれば、これは何もし

ないわけにはいかないし、やはりこれからは新

庄市でも、これは里山開発というか、そういっ

たものに進んでいかなればいけない時代が来る

んじゃないかなということは、いろいろな不景

気とか、まあ、今回の地震もそうですけれども、

こういったものを含めますと、やはりこういう

ふうな新庄最上のようなところにおいては１次

産業がやっぱり、確かな１次産業の振興でもっ

て、何かあったときとか、まず底辺を支えるよ

うな固く、生活できるのに不自由のないような

底辺を固める必要が最低限度あるんじゃないか

と。今現状は、この三、四年間も何千万円とい

う事業費を使ってですね、これは企業の何てい

うか、新庄市でも対策室があるんですけれども、

企業誘致の問題とか何とかっていろいろやって

きたけれども、何ら一つふえたためしはなくて

ね、だんだん減っていく。もちろん税収もない

わけですね。となれば、やっぱり私が今ちょっ

と触れた１次産業で頑張ってもらってね、底辺

をちょっと固めてもらわないと本当に生活でき

なくなるんです。命につながるような問題じゃ

ないかなと。 

  それで、先ほどの話に戻しますけれども、も

し、私のあれですけれども、この受け入れ態勢

になった場合には、この予算、今執行している

わけですけれども、先ほど亀井委員からもお話

し出ましたように、専決、変更、専決、変更予

算、変更予算でずっと持っていかなきゃいけな

くなると思うんで、詳しく今申し上げたことに

予算とか幾らとかった触れたって何もならなく

なるんです。ただ、私、関心のあるところをた

だ申し上げた、関連のあるところを申し上げた

だけで、お答えになるときにはまとめて方向性

を答弁としてお答えになってくだされば結構な

んです。 

  もし、受け入れた場合にですね、これを例え

ば、今、新庄市で中部牧場なんかあいているわ

けですね。それから、山屋のあの牧草地ですか、

こういったところ、それからエコロジーガーデ

ンのあそこだってかなりの何町歩という、これ

からやっていくわけですね、事業計画として。

そうした場合に、まず食べなきゃいけないわけ

ですね。食わなきゃいけないわけです。そうす

ると、さっき言ったこの循環型堆肥事業ですね。

これも今、モデルでテスト的にやっているわけ

ですけれども、これを早急につくる公園とかそ

ういったところに入れて、今食べられる物をそ

こにやって、そしてまずその人たちを受け入れ

る。そして、若者園芸塾の方々と一緒になって

やっていったほうがいいんじゃないかなと。そ

ういうふうなこともありますので、方向性とし

て……。 

金 利寛委員長 星川委員に申し上げますけれど

も、23年度の歳出予算をしています。今、国難

で、今後あり得る状態を想定した話ですので、
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申しわけありませんけれども、款項目のこの予

算の、この時点で今これからなるであろうこと

はまだ未知数ですから、申しわけありませんけ

れども、この今の予算編成の中での話し合いを

してもらって、簡明にお願いできればというふ

うに思いますので、よろしくお願いします。 

１９番（星川 豊委員） はい、わかりました。

最後は簡単になんですけれども、関連あるとい

ったことを予算の中で、予算組まれているわけ

ですけれども、こういったことをフルに利用し

てですね、もし受け入れ態勢になった場合には

恐らく変更になるわけですから、今、仮定はだ

めだということですけれども、こういったもの

を市長の采配、あるいは皆様方の協力をもって、

即そのときそのときに応じてやっぱり対応でき

るような方向づけを考えておるのかなというこ

とをお聞きして、質問、まずそのことについて

お願いします。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

金 利寛委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 大変御心配ありがとうございます

が、この予算については、現状としては市政に

かかわる予算であるというふうに御理解いただ

きたいというふうに思います。 

  また、被災者の受け入れについては別個、今

後相当の予算がかかるということで、それは別

予算になるというふうに御理解賜りたいという

ふうに思います。仮定、想定の中は、余り今の

ところは想定できない状況ですので、事実にの

っとって対策本部で協議してまいりたいという

ふうに思っております。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

金 利寛委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） わかりました。心配、

これは選挙来ればね、来られるか来られないか

もわかりませんので、これがはばかっていいか、

またがっていいかあれですから、想像はだめだ

ということですけれども、もしそういうふうに

なった場合にはひとつね、緊急に変えてもいい

ですから前向きに考えて、そういったことも考

えていってくださいということで。 

  まず、先ほどの66ページですね、66ページの

６款１項３目の地域循環型堆肥製造事業費です

ね。これは、遠藤委員の質問に対して農林課長

が答弁されましたけれども、ちょっとお聞きし

たいことがあるんです。 

  これは事業、そのいろいろなものを、地元の

いわゆる菌を使うということですけれども、こ

の名前とか何かとが、まずあるんですか。その

名前、もしあったら教えていただかないと質問

できないんで。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 名前というのは、先ほど私

が申した土着菌のことでしょうか。菌の名前。

唯一地元でいろいろやっているワーコム菌を使

っていきたいというふうな現状での考えでおり

ます。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

金 利寛委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） わかりました。ワーコ

ム菌ですね。これは大分評判よくて、みんない

ろいろな人が使っていますけれどもね。 

  そして、また前に、この循環型の堆肥事業に

対して、私、一般質問したことあるんですけれ

ども、大変いいことだと褒めてね、ぜひともや

りたいということでやったのは、実はあのとき、

京都大学の小林先生でしたっけか、あの人が研

究された時点での発表されている内容と同じで、

白色腐朽菌なるものは、バークをもとにした堆

肥からは、当時一番最初はあれですけれども、

白色腐朽菌という名前の菌があったんですけれ

ども、これが要するに堆肥とか悪いもの、それ

から肥料とかいろいろなものから入ってくるダ

イオキシンをうまくすれば50％から70％消滅さ

せるという働きがあるというようなことで、今、
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農家のほ場はいろいろな肥料とか、化学肥料と

か何とかで汚染されて、そういったものが非常

に心配されている中で、当時はこの新庄市で考

えられた事業は非常にいい事業だと。将来につ

いても、物を売るにしてもこういう菌を使って

いるんだよと言えば、ダイオキシンを消すよと

かそういったものの働きもある菌を使っている

んだなということで非常に喜ばしいということ

で、私、賛成したいきさつがあってあれなんで

すけれども、ずっと、その後ずっと試験だけで

ずっと続いてきた、進化がなかったわけですけ

れども、これをもみ殻でやるとすれば、何もワ

ーコム菌じゃなくたって別の菌があるわけです。

すばらしい菌が、もみ殻を腐食させる菌もある

わけです。それからいろいろな、ＰＳＢ、黄色

光合成性細菌ですか、黄色光合成性細菌とか、

そういったものもいろいろ開発されているわけ

ですけれども、これなんかもワーコム、今単価

がどのぐらいで発表されたのかわかりませんけ

れども、ワーコム菌よりもずっと安いですよね。

私、これ、実際に自分が使ってやっているんで

すけれども、うちのほ場の中で。 

  その辺のところも考えますと、何か前と違っ

た方向に行っているなということで、もしこう

ういうふうな、ワーコム菌だって悪くはないん

ですけれども、ダイオキシンを消すような働き

の効果はもうなくなるわけですね、これですと。

だから、一番最初の事業とは違ってきているわ

けですね、私が答弁したりお答え願ったことと

違ってきているわけなんですけれども、だから

私、菌の名前を聞きたかったんですけれども、

決してワーコムだって、それはワーコム菌も悪

いものじゃないですよ。ただ、ダイオキシンの

問題はどこへ行ったのかなと。いろいろ今問題

になっているのはダイオキシンなわけですね。

まあ、今回もそうでしょうけれども、今原子力

が爆発して、汚染されるとかと言っていますけ

れども、こういったものも消すのもやっぱり一

つのあれですけれども、この方向が逆転してい

るような感じがするんですけれども、まあ、こ

れはこれで悪くはないんですけれども、慎重に

ひとつその辺のところも、単価の問題とか、経

費の問題とか、これが効用する問題、消えてい

く問題とかもう少し慎重に、公表してやっても

らわないと大変なことになるんじゃないかなと

いうふうに考えますので、その辺のところはど

うお考えですか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まず、全国にはいろいろな

こういう堆肥製造の原子となる菌が存在します。

一口には350種類から500種類というふうな話も

聞いておるわけですけれども、まずはいろいろ

なアドバイスを受けるためにも、地元で活用し

ている、地元で発祥したものを使っていくこと

が先決であろうというふうなことで、そこの有

限会社の方なんですが、極力協力するというふ

うなことでもありますし、単価については、ほ

かの炭化物は詳しくは勉強していないんですけ

れども、もみ殻については、破砕のもみ殻１袋

20キロなんですが130円ぐらい、要するに袋代

と運搬賃ぐらいで可能だというふうなことでも

ありますので、その辺が木質チップとどういう

ふうな切りかえをしながら効果的に使っていけ

るかというふうなもの、まあ、勉強と言うと

「まだ勉強か」とおしかりを受けると思うんで

すが、常に前進で、常に勉強をしながらという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いし

ます。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

金 利寛委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） わかりました。とにか

くね、そういうような勉強って、お互いにだれ

でもみんな勉強しているわけですけれども、私

も勉強しているわけですけれども、ただ、いろ

いろな、本当今言うようにいろいろな菌がある
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ですよ。ただ、安く上げて市民のためになれば、

新庄市の園芸農家でもそうですし、そういった

もの深くかかわる人たちに将来本当にためにな

って、地域にとっても安全・安心な農産物につ

ながっていけば私は結構なんでございます。 

  ただ、もみ殻使うと言うけれども、もみ殻に

今一番効果があるというのはバチラス菌なんで

すよね、腐食に。もみ殻を使用されるのに一番

効果があるのはバチラス菌なんです。これは私、

つくっています。これ、実験を５年ほどやって

いましたけれども、これは確かにいいものです

よ。あと、さっき言った新庄市が使っているワ

ーコム菌も使いました。それから、さっき言っ

た黄色光合成細菌という、これは３種類あるん

ですけれども、このうちの一番効果のあるのが

紅色硫黄光合成細菌、これが一番繁殖率がある、

これは非常に効果があるものです。田んぼが割

れたときでも、これを入れればすぐおさまる。

そういった効果の非常にあるもの、いいものあ

るんですよ。よかったら、もし新庄市で使う、

それをいろいろなことをやっていくケース、ケ

ースをやっていくとすれば、私、それを提供、

無料で提供しますので、実験に使っていただい

てどっちが効果あるかお比べになっていただけ

れば、またこれも幸いです。ただ、いいものを

使って、やっぱり安心・安全な農産物をつくっ

ていただければなというふうに考えますので、

その辺のところはいかがですか。融通性があり

ますか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

金 利寛委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 可能な範囲で参考にさせて

いただきたいと思います。 

１９番（星川 豊委員） 委員長、星川 豊。 

金 利寛委員長 星川 豊委員。 

１９番（星川 豊委員） そうですね、そういう

ふうなことで、お互いに地域のためになるよう

にやっぱりいいものは提供し合って、私もこれ

で５年ほど、相当の投資をやっていますし、で

すけれども、新庄市民のためならばいつでも提

供申し上げますので、いいものをつくってね、

とにかくいただきたいなという願いで質問させ

ていただきました。 

  これらについても、先ほど言ったように、家

庭ではだめだということでしたけれども、これ

も一つのいろいろなことにつながっていくわけ

ですので、私が質問したきょうのくだらない質

問の中にも影響していくので、本当は全体的に

したかったんですけれども、そういうふうなこ

とで委員長から制止されましたので、そっちの

ほうはまた別の機会にしましてね、とにかく今

のやつだけでもひとつお聞き入れいただいて、

今、前向きに検討するという御返事をいただき

ましたので、質問を終わります。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  討論の通告がありますので、順次発言を許可

します。 

  反対討論として、佐藤悦子委員。 

   （２番佐藤悦子委員登壇） 

２ 番（佐藤悦子委員） 平成23年度一般会計に

反対討論を行います。 

  評価できる点では、母子家庭自立支援事業と

か、合併浄化槽設置助成の復活とか、三つの予

防接種の無料化とか、市三役の給与大幅カット

の継続など、またさらに新しく看護師養成機関

調査研究委託など、これらはとてもよい考えだ

と私は思います。 

  反対の理由ですが、１として、財政状況が黄

色信号を脱出したにもかかわらず、障害者や高

齢者など弱い立場の人への支援がまだ緩慢だと

言わねばならないと思います。財政難で財政再

建中は市民に不便を強いてきました。今こそ福
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祉充実が待たれています。例えば、平成15年決

算時と比べまして、切り捨てられてきた福祉を

復活させるためにどのぐらいかかるか計算して

みましたら、1,800万円使えばもとの予算、決

算時ぐらいのお金になってまいります。 

  二つ目に、高過ぎる国保税を１人１万円引き

下げとか、窓口負担の軽減で住民に安心して医

療を受けられる制度にすることも求められてい

ると思います。 

  三つ目に、雇用や経済効果の大きい住宅リフ

ォームに市独自に上乗せ拡充する制度などで仕

事をふやしていく、こういったこともできたの

ではないかと思います。 

  以上のために、財政調整基金９億円のほんの

一部の活用でできると思います。 

  反対理由の二つ目は、保育所や学校給食の民

営化、指定管理者制度が一層強化されるものに

なっているという点です。市役所でワーキング

プアを生み出すべきではないと思います。 

  また、余剰のお金が生み出されていることに

は納得できません。民営化された保育所で労働

強化がされる一方、低賃金に置かれ、運営者や

団体に余剰金が出ています。子供や働く人に全

面的に使われるように、私は直営でやるべきだ

と思います。 

  ３番目として、台湾など外国人旅行客誘致の

ための事業が新しく出ていますが、このたびの

震災地支援などに回して、真心を伝えるべきで

はないかと思います。 

  以上、反対討論を終わります。 

金 利寛委員長 賛成討論としまして、沼澤恵一

委員。 

   （１２番沼澤恵一委員登壇） 

１２番（沼澤恵一委員） 議案第21号平成23年度

新庄市一般会計当初予算の賛成討論を行います。 

  景気回復の兆しが見えてきているとされる中、

未曾有の大地震を東北が襲い、私たちを不安の

底へ陥れております。 

  このような中でございますが、予算の編成に

おきましては、国、地方の税収不足が影響を及

ぼし、国政にあっては予算関連法案の行方が不

透明であるなど、新年度を間近に控え、地域住

民生活等に直結する予算の執行にも支障を来し

ていくのではないかと懸念をいたしております。 

  本市の財政状況を見てみますと、わずか半年

前ではありますが、議会で報告されましたよう

に一丸となった再建策などにより、早期健全化

団体を脱却することができました。 

  今後とも財政再建プランに基づくさらなる健

全化を目指そうと決意を新たにしたところであ

り、この意味からも新年度となる23年度の予算

は、もちろんこの財政健全化を一層進めつつ、

また一方で、新たに策定した第４次振興計画を

スタートさせるという意義を反映させた内容で

なければならないものと考えております。 

  予算案を見ますと、総額が22年度より５億円

ふえ、２年連続の伸びを示しました。早期健全

化団体の暗いイメージからの脱却という意味合

いからも、内外に明るい発信となるものと思い

ます。 

  歳入におきましては、やはり今年度も税収の

減少となりますが、景気低迷の状況からいたし

かたなく、国においては地方財政計画を示し、

本市予算案は、特に交付税や臨時財政対策債に

おいては、この計画内容を踏まえ編成している

もと思います。 

  歳出につきましては、１月に説明のありまし

た当初予算の編成方針にのっとり、第４次振興

計画における重点プロジェクトを定め臨んでお

り、計画初年度からスタートする事業等の予算

化を行っているようです。また、山積みする課

題への積極的な対応も見てとれます。 

  このように、健全な財政運営を基本に据え、

市民生活の向上と地域経済の進展のために新た

な第４次振興計画の実現に向けた編成がされて

おり、その意味から明るい展望を持った評価の
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できる予算であると思います。 

  ２年連続増の予算を組むことができましたの

も、一致結束した財政再建の旗のもとに経常経

費の削減努力を着実に続けてきたたまものであ

り、今後ともこの歩みをとめることなく、今あ

る資源を有効活用しつつ、創意工夫を施し、堅

実に進むことが大切であると思います。 

  今後とも市民、議会の意見等によく耳を傾け、

適切なる事業の推進に当たっていただきますよ

う御期待を申し上げ、平成23年度一般会計当初

予算の賛成討論といたします。 

金 利寛委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 ほかに討論なしと認めます。 

  これより採決をいたします。 

  議案第21号平成23年度新庄市一般会計予算に

ついては、反対討論がありましたので起立採決

をいたします。 

  議案第21号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

金 利寛委員長 起立多数であります。よって、

議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  ちょっと暫時休憩いたします。 

 

     午後２時５５分 休憩 

     午後２時５７分 開議 

 

金 利寛委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

 

 

議案第２２号平成２３年度新庄市

国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

金 利寛委員長 次に、議案第22号平成23年度新

庄市国民健康保険事業特別会計予算を議題とし

ます。 

  なお、本件を含む各特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 30ページの３款の国庫

支出金にかかわってなんですが、窓口負担の軽

減を実施すると、２分の１を国が負担するとい

うことを聞いておりますが、本当でしょうか。

実施する気持ちはないか、どうでしょうか。あ

あ、いないか。 

金 利寛委員長 専任の課にお伺いしてください。 

  あと、ほかにいいですか。 

２ 番（佐藤悦子委員） はい。 

金 利寛委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第22号平成23年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２３号平成２３年度新庄市

交通災害共済事業特別会計予算 
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金 利寛委員長 続きまして、議案第23号平成23

年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算を議

題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第23号平成23年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算については、原案のとおりに決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２４号平成２３年度新庄市

公共下水道事業特別会計予算 

 

 

金 利寛委員長 次に、議案第24号平成23年度新

庄市公共下水道事業特別会計予算を議題としま

す。 

  本件について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 別に質疑なしと認めます。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号平成23年度新庄市公共下水道事業

特別会計予算については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２５号平成２３年度新庄市

農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

金 利寛委員長 議案第25号平成23年度新庄市農

業集落排水事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  本件について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第25号平成23年度新庄市農業集落排水事

業特別会計予算については、原案のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第25号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２６号平成２３年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計予算 

 

 

金 利寛委員長 次に、議案第26号平成23年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計予算を議題とい

たします。 
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  このことについて、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第26号平成23年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計予算は、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２７号平成２３年度新庄市

介護保険事業特別会計予算 

 

 

金 利寛委員長 次に、議案第27号平成23年度新

庄市介護保険事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件について、質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 二つですが、一つは

201ページの２款の５目で施設介護サービスで

す。これにかかわって、特別養護老人ホームの

待機者の数、あるいは解消など、どのように考

えておられるのかお願いします。 

  それから、もう一つは201ページ、２款の１

目か、202ページ、２款の１目で介護度の低い

人の生活支援、ヘルパー派遣などが、介護保険

が使えないというふう方向に政府によって改悪

されようとしています。自治体としての裁量で

できるとも言われておりますが、どのように考

えておられるでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

金 利寛委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 特別養護老人ホーム等の

いわゆる施設への待機者でございますけれども、

たびたび御説明しておりますが、新庄市はほか

の地区に比べて割と待機者が少ない状況にあり

ます。なお、さらに待機されている方が老人保

健施設等いろいろな施設の中で待っている状況

にございます。 

  ちなみに、現在、特別養護老人ホーム、市内

には80床のものが二つございます。さらに、こ

の近辺でございますが、近隣の町村におきまし

て、23年度において増床の動きがございます。

戸沢村で30床、それから鮭川村でも30床、それ

から舟形町では地域密着型でございますけれど

も19床、全部合わせますと79床という増設が見

込まれております。また、老人保健施設ではあ

りますけれども、真室川町で100床の施設がつ

くられる予定でございます。したがいまして、

新庄最上の場合、なお一層待機する期間が短く

なるのではないかなと考えております。 

  それから、ホームヘルプサービスにつきまし

ては、介護度がついた方が原則使えるというこ

とになっております。ただ、新庄の場合には介

護度がつかない場合でも、要支援の方、あるい

は健康診断で特定高齢者といいまして何らかの

心配がある方につきましては、介護保険とは別

の制度でのサービスがございます。生活支援型

ということでサービスもございますので、私の

ほうでは相談いただければ、その人の体の状況

に応じたサービスを提供していっております。

そのような現況でございます。 

金 利寛委員長 いいですか。 

２ 番（佐藤悦子委員） はい。 

金 利寛委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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金 利寛委員長 ほかにないようでありますので、

これより討論に入ります。ただいまのところ討

論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第27号平成23年度新庄市介護保険事業特

別会計予算については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第27号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第２８号平成２３年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

金 利寛委員長 次に、議案第28号平成23年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題と

します。 

  本件について、質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号平成23年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算については、原案のとおりに

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 御異議がありますので、起立採

決をいたします。 

  議案第28号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

金 利寛委員長 起立多数であります。よって、

議案第28号は原案のとおりに可決すべきものと

決しました。 

 

 

議案第２９号平成２３年度新庄市

水道事業会計予算 

 

 

金 利寛委員長 次に、議案第29号平成23年度新

庄市水道事業会計予算を議題とします。 

  本件について、質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 16ページの現金預金９

億5,000万円についてです。 

  これは、やはり市民が水道料金を払って市民

が負担してきた、あるいは市民の税金から出て

いるということに考えられますので、加入金の

引き下げとか、水道料の引き下げとか、あるい

はまた老朽管、新たな更新事業とか、そういっ

たものは考えておられないのか、お願いします。 

星川俊也水道課長 委員長、星川俊也。 

金 利寛委員長 水道課長星川俊也君。 

星川俊也水道課長 16ページの現金預金９億

5,200万円ということで、23年度の予定として

見積もっております。この現金預金の中身につ

きましては、繰り越しの利益剰余金とか、それ

からいわゆる更新事業に使う内部留保資金、そ

れの中身がこの現金預金でございます。 

  今の質問にありました、いわゆる老朽管の更

新事業とか、そういう耐用年数の過ぎたこれら

の施設、それをどんどん更新していくという費

用、それからこれまで借金しています起債の償

還、これに使うものでありまして、いわゆる３

条予算で言う料金の引き下げとか、加入金の引
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き下げとか、そういうものには使うお金ではご

ざいません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ずっと老朽管更新をや

るということを言ってきましたが、一応今まで

の事業が23年度で終わるわけです。その後はど

のように考えているんでしょうか。 

  それから、次に、２番目に未収金が、現金の

預金の下に4,651万円というのがあります。こ

れにかかわってなんですが、恐らく水道料など

の未収金というのがあるのかなと思うんですが、

市民生活の苦しさとしてとらえ、福祉事務所や

市民相談室などとともに紹介して、相談をして

いただくようにして訪問し、聞き取りすること

が私は重要だと考えますが、どうでしょうか。 

星川俊也水道課長 委員長、星川俊也。 

金 利寛委員長 水道課長星川俊也君。 

星川俊也水道課長 まず、老朽管更新事業の今後

の予定ということでございますけれども、平成

23年度まで国庫事業を使って行っております老

朽管更新事業につきましては、昭和30年代に布

設した鋳鉄管の更新でございます。 

  それで、水道施設としては大体償却が40年で

償却するということで、今後は、今度は昭和40

年代、第１次拡張事業で布設しました40年代の

更新管、それにつきまして今度随時、財源等を

見ながら今後やっていきたいと。それが10年ス

パンぐらいでやります。次は昭和50年と、そん

な形で、このたびの地震、大きな地震があった

わけですけれども、そういうような地震があっ

ても最小限の被害に食いとめられるような、そ

ういうふうな更新事業を計画していきたいとい

うふうに思います。 

  それから、未収金のことでございますけれど

も、未収金につきましては、滞納整理といいま

すか、いわゆるうちのほうで徴収員が納付計画

等本人と相談しながら、できるだけ納めやすい、

あるいは分割型といいますか、そういうような

形で納付するよう個別に指導といいますか、そ

ういうようなことを行いながら、この未収金を

できるだけ解消するように頑張っているつもり

でございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） これは要望になります

が、ずっと10億円近い現金預金があるというこ

とで、ぜひ、市民生活を少しでも助けるために

水道料の引き下げなども検討していただきたい

というお願いです。 

  それから、未収金の問題についてなんですが、

近くの名高という、戸沢村名高です。名高で、

50代で孤独死なさいました。失業の上に孤独死

です。そのときに、水道料などを未払いだった

ことがわかっております。ですから、水道料が

未払いで水がとめられということが、その延長

に孤独死ということに50代でなっています。そ

ういう意味では、水道料を払えないというのが、

そういう生活苦の一つの重要な、何ていうか、

シンボルというか、あらわれだと私は見ていい

のではないかなと思うんです。ですから、私は

その方は、本当は生活保護になれないかとか、

あるいは借金があれば解決できるのではないか

とか、そういった相談がもっと突っ込んで行わ

れていれば孤独死などしなくてもよかったので

はないかなって、そう思っております。 

  そういう意味で、福祉事務所とか市民相談室

などと連携してそういう苦しみを、ただ払えば

いいという問題ではなくて、生活全体を立て直

すにはどうするかという立場で温かい援助を考

えていただきたいと思いますが、どうでしょう

か。 

星川俊也水道課長 委員長、星川俊也。 

金 利寛委員長 水道課長星川俊也君。 

星川俊也水道課長 先ほどのいわゆる現金預金、

留保資金の使い道につきましては、先ほど言っ
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たとおりでございますので、そういう使い道で

今後の水道施設の更新を行いまして、安定した

供給を将来ともに続けていきたいという、その

ための留保資金として使っていきたいと思いま

す。 

  それから、滞納のことなんですけれども、い

わゆる滞納している方の主な理由としまして、

やっぱり経営不振とか、倒産で失業していると

か、そういうようなところの、滞納者の理由と

しては一番多いようでございます。ですから、

そういうようなことについて、今々現金がない

んだけれども、就職活動をやって、それで今度

就職できたよと、そのときにじゃあ幾ら払うよ

という、そういうような形の相談、あるいは納

付計画、そういうようなものを立てながら個別

に相談していきたいというふうに思っておりま

す。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

金 利寛委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 個別の相談、本当にあ

りがたいです。その上で、なおよく聞いて、就

職活動もなかなかうまくいかない昨今でありま

すから、つなぎにまず生活保護とかそういう相

談も受けられるのではないかというふうに紹介

するというか、そういうことも必要ではないか

と思いますので、よろしくお願いします。 

金 利寛委員長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第29号平成23年度新庄市水道事業会計予

算については、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

金 利寛委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

金 利寛委員長 以上をもちまして、本予算特別

委員会に付託されましたすべての案件について

の審査を終了いたします。 

  ここで予算特別委員会委員長として、一言ご

あいさつ申し上げます。 

  平成23年度予算の議案９件の審査につきまし

ては、本来ならば３日間の予定でありましたけ

れども、２日間に短縮しての審査になりました。

よって、皆さん大変な状態で、凝縮して審査を

していただいたと思いますけれども、私にとっ

ては４期16年の任期最後の議会において、特別

委員会の委員長の大役を務めさせていただきま

して、大変に光栄であります。 

  委員長として、非常事態の中で、また、ふな

れな議事進行にもかかわらず、各委員の御協力

のもとに審査を終了することができました。委

員の皆様、そして執行部の皆様に感謝を申し上

げます。 

  平成23年度予算は、今後10年間の新庄市政の

羅針盤である第４次新庄市振興計画による新た

なスタートとなる予算であり、また、市の財政

は皆様方の懸命の御努力によって危機的な状況

を脱し、好転してきたところでありましたが、

この矢先の今回の大災害発生であります。今回

の未曾有の地震、大地震発生が経済や暮らしに

与える計り知れない影響を考えたときに、執行

部と議員、市民の連携で本当にこの困難に立ち

向かっていかなければならないと強く感じてい

るところであります。 
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  執行部におかれましては、大災害発生への対

応で大変であろうかとは思いますけれども、本

委員会の審査におかれて出された意見等に配慮

をいただき、予想されるこれからの困難な事態

に対処されますよう要望いたします。 

  それでは、以上をもちまして予算特別委員会

を閉会させていただきます。大変に御苦労さま

でございました。（拍手） 

 

     午後３時１７分 閉議 

 

 

    予算特別委員会委員長 金 利寛 
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開      会 

 

 

山口吉靜臨時議長 皆様おはようございます。 

  ただいま紹介いただきました山口吉靜です。 

  地方自治法第107条の規定により、臨時に議

長の職務を行いますので、よろしくお願いいた

します。ふなれでございますので、各議員の特

段の御協力をお願い申し上げます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  なお、農業委員会会長星川 豊君が、少しお

くれると連絡がありました。 

  なお、これより平成23年５月新庄市議会臨時

会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

 

 

日程第１仮議席の指定 

 

 

山口吉靜臨時議長 日程第１仮議席の指定を行い

ます。 

  仮議席は、ただいま御着席の議席を指定いた

します。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０１分 休憩 

     午前１０時０３分 開議 

 

山口吉靜臨時議長 休憩を解いて、再開いたしま

す。 

 

 

日程第２議長選挙 

 

 

山口吉靜臨時議長 これより日程第２議長選挙を

行います。 

  選挙は、投票により行います。 

  投票の記載は、記載所で行っていただきます。 

  議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

山口吉靜臨時議長 ただいまの出席議員は18名で

あります。 

  投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

山口吉靜臨時議長 投票用紙の配付漏れはござい

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

山口吉靜臨時議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を１名記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

山口吉靜臨時議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時議長 投票漏れなしと認めます。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

山口吉靜臨時議長 これより開票を行いますが、

会議規則第31条第２項の規定により、立会人に

小野周一君、石川正志君、小関 淳君を指名い

たします。よって、３名の立ち会いをお願いい

たします。 

   （開 票） 

山口吉靜臨時議長 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数  １８票 

 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 このうち有効投票  １７票 

     無効投票   １票 
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  白票であります。 

  有効投票中 

      沼 澤 恵 一 君  １４票 

      遠 藤 敏 信 君   １票 

      山 口 吉 靜 君   １票 

      佐 藤 悦 子 君   １票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、沼澤恵一君が議長に当選されました。 

  当選されました沼澤恵一君が議場におられま

すので、本席から、会議規則第32条第２項の規

定によって告知します。 

  当選されました沼澤恵一君にごあいさつをお

願いいたします。 

   （沼澤恵一議長登壇） 

沼澤恵一議長 ただいま選挙結果によりますと、

沼澤恵一が当選ということであります。 

  議会の改革、あるいはその中での開かれた議

会、改選前にいろいろ議論されました議会基本

条例の制定等を含めまして、この任期２年間、

しっかり頑張ってまいりたいと思います。ふな

れではございますけれども、皆さん協力よろし

くお願いいたします。 

  簡単ですが、あいさつといたします。（拍

手） 

山口吉靜臨時議長 臨時議長の役目は終わりまし

た。 

  当選された沼澤恵一君、議長就任おめでとう

ございます。ただいまから議長席にお着き願い

ます。 

  皆様の御協力まことにありがとうございまし

た。 

   （議長沼澤恵一君議長席に着く） 

沼澤恵一議長 それでは、ただいまから会議を開

きたいと思いますが、ここで10分間休憩させて

いただきたいと思います。 

  各会派の打ち合わせ等もあろうと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時２０分 休憩 

     午前１０時３３分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第３副議長選挙 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３副議長選挙を行います。 

  選挙は、投票により行います。 

  投票の記載は、記載所で行っていただきます。 

  議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

沼澤恵一議長 ただいまの出席議員は18名であり

ます。 

  投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

沼澤恵一議長 投票用紙の配付漏れはございませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

沼澤恵一議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を１名記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局長に点呼を命じます。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

沼澤恵一議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 投票漏れなしと認めます。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 
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沼澤恵一議長 これより開票を行いますが、会議

規則第31条第２項の規定により、立会人に小野

周一君、石川正志君、小関 淳君を指名いたし

ます。よって、３名の立ち会いをお願いいたし

ます。 

   （開 票） 

沼澤恵一議長 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数  １８票 

 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち有効投票  １４票 

     無効投票   ４票 

  これは白票であります。 

  有効投票中 

      小 嶋 冨 弥 君  １１票 

      平 向 岩 雄 君   １票 

      小 野 周 一 君   １票 

      遠 藤 敏 信 君   １票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は４票であります。よ

って、小嶋冨弥君が副議長に当選されました。 

  当選されました小嶋冨弥君が議場におります

ので、本席から、会議規則第32条第２項の規定

によって告知いたします。 

  当選されました小嶋冨弥君にごあいさつをお

願いいたします。 

   （小嶋冨弥副議長登壇） 

小嶋冨弥副議長 副議長に選任いただきました小

嶋冨弥でございます。 

  今議会から、我々は18人の定員で議会運営を

行うわけでありますので、しっかり議長を補佐

しながら、与えられた任期期間、市勢発展のた

めに努力いたしますので、皆さん方の御指導、

御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。（拍

手） 

沼澤恵一議長 ありがとうございました。 

 

 

日程第４議席の指定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第４議席の指定を行います。 

  議席は、会議規則第４条第１項の規定により、

議長において指定いたします。 

  議員諸君の氏名とその議席の番号を事務局長

より朗読させます。 

柳橋 弘議会事務局長 それでは、朗読いたしま

す。 

   １番  佐 藤 悦 子 議員 

   ２番  佐 藤 卓 也 議員 

   ３番  平 向 岩 雄 議員 

   ４番  小 野 周 一 議員 

   ５番  石 川 正 志 議員 

   ６番  佐 藤 義 一 議員 

   ７番  奥 山 省 三 議員 

   ８番  沼 澤 恵 一 議員 

   ９番  髙 橋 富美子 議員 

  １０番  伊 藤   操 議員 

  １１番  小 嶋 冨 弥 議員 

  １２番  清 水 清 秋 議員 

  １３番  小 関   淳 議員 

  １４番  遠 藤 敏 信 議員 

  １５番  新 田 道 尋 議員 

  １６番  下 山 准 一 議員 

  １７番  山 口 吉 靜 議員 

  １８番  森   儀 一 議員 

  以上であります。 

沼澤恵一議長 ただいま朗読いたしましたとおり、

議席を指定いたします。 

 

 

日程第５会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第５会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に



- 6 - 

より、議長において佐藤悦子君、森 儀一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第６会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第６会期決定を議題といたし

ます。 

  このたびの臨時会の運営につきましては、議

会運営委員会がまだ構成されておりませんので、

会派代表者会議で協議していただきました。そ

の協議の結果、代表の方から御報告をお願いい

たします。 

  会派代表者清水清秋君にお願いいたしたいと

思います。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時５３分 休憩 

     午前１０時５４分 開議 

 

沼澤恵一議長 それでは、休憩を解いて、再開い

たします。 

  会派代表者清水清秋君お願いいたします。 

   （清水清秋会派代表者登壇） 

清水清秋会派代表者 ただいま議長の方から、座

長の報告という、会派代表者会議の報告という

ことで指名いただきましたので、議長にかわっ

て私の方から。議長が座長でやってきましたも

のですから、私がかわって報告させていただき

ます。 

  それでは、会派代表者会議における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る５月12日午前10時から、議員協議会室に

おいて各会派代表者３名出席のもと、執行部か

ら副市長並びに関係課長、そして議会事務局職

員の出席の上、本日招集されました５月臨時会

の運営について協議したところであります。 

  まず初めに、執行部から招集日と提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、提出されます案件が、報告

７件、議案１件でありますので、５月19日、本

日１日限りとすることに決定したところであり

ます。 

  次に、案件の取り扱いにつきましては、臨時

会でございますので委員会の付託を省略し、本

会議で審議していただくことにいたしました。 

  また、議事の日程は、８件の案件に先立ち、

常任委員会の選任などを行っていただきますよ

う、会派代表者会議で協議いたしましたので、

議長よりよろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げます。 

  以上、会派代表者会議における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま会派代表者か

ら報告ありましたとおり、本日１日とすること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、会

期は本日１日と決定いたしました。 

 

 

日程第７常任委員の選任 

 

 

沼澤恵一議長 日程第７常任委員の選任を行いま

す。 

  常任委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長より指名いたしま

す。 

  総務文教常任委員に、 

    佐 藤 卓 也 君 

    小 野 周 一 君 

    石 川 正 志 君 

    髙 橋 富美子 君 



- 7 - 

    小 嶋 冨 弥 君 

    清 水 清 秋 君 

    小 関   淳 君 

    新 田 道 尋 君 

    下 山 准 一 君の９名を、 

  産業厚生常任委員に、 

    佐 藤 悦 子 君 

    平 向 岩 雄 君 

    佐 藤 義 一 君 

    奥 山 省 三 君 

    伊 藤   操 君 

    遠 藤 敏 信 君 

    山 口 吉 靜 君 

    森   儀 一 君 

    沼 澤 恵 一 

 の９名を。 

  以上それぞれ指名いたします。 

  これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、た

だいま指名いたしました諸君をそれぞれ常任委

員に選任することに決しました。 

  なお、この際お諮りいたします。本市議会で

は、議長の職にある者は常任委員を辞任するこ

とを申し合わせておりますので、小職は常任委

員を辞任したいと思いますが、御異議ございま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議長の常任委員の辞任は許可されました。 

  それでは、これより各常任委員会の正副委員

長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時５９分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  先ほど、産業厚生常任委員に名前を間違って

読みましたので、ここで訂正させてください。 

  「伊藤 操君」を「佐藤 操君」というふう

に言ったそうでありますので、これは「伊藤 

操君」に訂正させてください。よろしくお願い

します。大変失礼しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１４分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

正副委員長互選結果の報告 

 

 

沼澤恵一議長 それでは、各常任委員会の正副委

員長の互選の結果が手元に参っておりますので、

報告いたします。 

  総務文教常任委員会 

       委員長 小 関   淳 君 

      副委員長 石 川 正 志 君 

  産業厚生常任委員会 

       委員長 遠 藤 敏 信 君 

      副委員長 佐 藤 悦 子 君 

 であります。以上であります 

  これより暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時１５分 休憩 

     午前１１時３７分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。よろ

しくお願いします。 

 

     午前１１時３７分 休憩 

     午後 １時２７分 開議 
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沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第８議会運営委員の選任 

 

 

沼澤恵一議長 日程第８議会運営委員の選任を行

います。 

  議会運営委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、議長より指名いた

します。 

     小 野 周 一 君 

     奥 山 省 三 君 

     清 水 清 秋 君 

     小 関   淳 君 

     遠 藤 敏 信 君 

     新 田 道 尋 君 

 以上６名の諸君を指名いたしました。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、た

だいま指名いたしました諸君を議会運営委員に

選任することに決しました。 

  それでは、これより議会運営委員会の正副委

員長の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時２８分 休憩 

     午後１時３８分 開議 

 

沼澤恵一議長 それでは、休憩を解いて、再開い

たします。 

 

 

正副委員長互選結果の報告 

 

 

沼澤恵一議長 それでは、正副委員長の互選の結

果が議長の手元に参っておりますので、報告い

たします。 

  議会運営委員会 

       委員長 小 野 周 一 君 

      副委員長 奥 山 省 三 君 

 以上であります。 

  ただいまから暫時休憩いたします。 

 

     午後１時３９分 休憩 

     午後１時４５分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第９最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙 

 

 

沼澤恵一議長 日程第９最上広域市町村圏事務組

合議会議員の選挙を行います。 

  お諮りいたします。選挙の方法につきまして

は、地方自治法第118条第２項の規定により指

名推選いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議長において指名することに決しました。 

  最上広域市町村圏事務組合議会議員に 

     佐 藤 義 一 君 

     小 関   淳 君 

     遠 藤 敏 信 君 

 の３名を指名いたします。 

  お諮りいたします。ただいま議長において指

名いたしました諸君を当選人とすることに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、
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ただいま指名いたしました３名の諸君が最上広

域市町村圏事務組合議会議員に当選されました。 

  ただいま当選されました諸君が議場におられ

ますので、本席から、会議規則第32条第２項の

規定により告知します。 

  なお、議長も組合規約により議員になります

ので、御了承お願いいたします。 

 

 

日程第１０市長の行政報告 

 

 

沼澤恵一議長 続きまして、日程第10市長の行政

報告をお願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 地方選挙の以後、初めての臨時議

会に御参集いただきまして、まことにありがと

うございます。 

  思い出しますと、３月議会、３月11日14時34

分、平向議員さんの質問の途中でありましたが、

大きな揺れを感じ、そこで急遽休憩をお願いし、

その後散会したと。地震対応の中、また委員会

などの短縮をお願いし御協力いただいたこと、

それから既にもう２カ月が過ぎ去ろうとしてお

りますが、今回の当市の、東日本大震災に当た

っての本市の取り組みにつきまして御報告させ

ていただきます。 

  支援体制におきましては、３月18日に総務課

内に５名体制で被災者支援室を新設いたしまし

た。４月１日の人事異動でさらに２名を増員し、

７名体制で取り組んでまいりました。 

  今回の災害では、地震の被害のみならず、津

波、さらには原子力発電所事故の被害が重なり、

数多くの住民の皆さんが避難することになった

ため、広く市民から応援をしていただかなけれ

ばならない状況となり、被災者支援新庄市民行

動本部を立ち上げ、情報の共有、あるいは支援

の活性化をお願いしたところであります。 

  物資の提供では、1,173人の方々から、毛布、

布団、食糧などを初め数多くの御協力をいただ

き、県内でも屈指の物資集積所となりました。

この物資は、本市の避難所や市内の親戚を頼っ

て避難されてきた方々に提供したほか、被災地

に対する支援にも活用させていただいておりま

す。 

  ボランティアの皆さんにも数多くの方に御登

録いただきましたが、皆さん御承知のとおり、

新聞やテレビの報道にありますように、県境を

越えて避難される方が予想をはるかに下回る状

況となり、本市の避難所においても38人が最大

数となっております。そのため、多くの方に御

登録いただきましたが、３分の２を超える方々

にはボランティアを依頼できない状況となりま

したことを御理解いただきたいと思います。 

  次に、避難者の受け入れ状況ですが、３月15

日の８人を初め、延べ45人を受け入れておりま

す。また、仙台市若林区からの短期避難者は延

べ61人となっております。若林区からは、この

支援をきっかけとして毎月８日に陸奥国分寺薬

師堂で開催されますお薬師さんの手作り市への

出店要請があり、５月８日に商工観光課を中心

として参加させていただきました。復興支援と

しての特別参加でありましたので、短期避難に

来られた方々を招待し、もちやなめこ汁などを

振る舞ったほか、本市の名産品などの販売を行

いました。 

  避難所の運営は、被災者支援室のみならず、

全庁的な体制で行っております。また、食材や

食事の提供におきましても、多くの市民の皆様、

また飲食店の方々などの御協力をいただきまし

たこと、本当に感謝申し上げます。 

  なお、定住促進住宅を二次避難所として提供

しており、避難所におりました18人を含め８世

帯が現在利用しております。 

  被災地への支援につきましては、これまで交
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流のありました宮城県大崎市や石巻市、友好都

市である茨城県高萩市を中心に、各種物資の提

供や職員の派遣を行っております。 

  今回の災害におきましては、津波に遭った被

災地の利用方法や原子力発電所の対応など多く

の課題が山積しており、復旧・復興までには長

い時間がかかるものと思われます。 

  また、本市の避難所である東山スポーツハウ

スに避難されている方々は、先ほど申し上げま

したように住宅の方に移りましたが、市内はま

だ多くの避難者が滞在しております。その方々

への継続的な支援や御協力いただいた支援物資

の有効活用、さらに被災地からの支援要請は今

後も継続する可能性もあります。本市において

も、できる限りの支援を継続してまいりたいと

思っておりますので、議員各位の御理解と御協

力をお願い申し上げます。 

  以上、行政報告をとさせていただきます。 

沼澤恵一議長 ありがとうございました。 

 

 

日程第１１報告第３号損害賠償の

額の決定についての専決処分の報

告について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第11報告第３号損害賠償の額

の決定についての専決処分の報告についてを議

題にいたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第３号損害賠償の

額の決定についての専決処分の報告について御

説明申し上げます。 

  本年１月25日午後３時ごろ、直営により市道

新庄停車場松本線の排雪作業中に、市内末広町

地内の市道に接続する私道路にて、段差除雪作

業をするため後進により進入した際に、除雪ド

ーザーの後部がカーポートの支柱に接触し破損

したものであります。 

  当時、所有者は不在でありましたが、近所よ

り勤務先を確認し、直ちに御本人への状況の説

明を行い、おわび申し上げたところであります。 

  ３月18日に示談が成立いたしまして、損害賠

償の額につきましては44万1,000円であります。 

  地方自治法第180条第１項の規定に基づき、

３月18日に専決処分を行いましたので、同条第

２項の規定により報告するものであります。 

  今後、市道の除排雪作業につきましては、こ

のたびの反省を踏まえまして、注意を怠ること

なく安全作業に徹し、指導を徹底していく所存

でございますので、よろしく御理解を賜りたい

と思います。 

沼澤恵一議長 本件は、地方自治法第180条の規

定による議会の委任による専決処分の報告であ

りますので、御了承願います。 

 

 

日程第１２報告第４号新庄市入湯

税の課税の特例に関する条例の専

決処分の承認について 

 

 

沼澤恵一議長 次に、日程第12報告第４号新庄市

入湯税の課税の特例に関する条例の専決処分の

承認についてを議題にいたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第４号新庄市入湯

税の課税の特例に関する条例の専決処分の承認

について御説明申し上げます。 

  このたびの東北地方太平洋沖地震の被災者を

支援するため、入湯税の課税を免除する条例を

制定し、地方自治法第179条第１項の規定によ
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り、３月24日に専決処分を行いましたので、報

告いたします。 

  条例の内容についてでありますが、東北地方

太平洋沖地震の被災者等である入湯客には、平

成23年３月25日から平成23年９月30日までの間、

入湯税を課税しないものであります。 

  ４月末現在で、157人の被災者の方より市内

温泉施設を御利用いただき、入湯税9,750円を

免除いたしました。 

  以上の専決処分につきまして、何とぞよろし

く御承認を賜りますようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました報告第

４号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第４号新庄市入湯税の課税の特例に関す

る条例の専決処分の承認については、これを承

認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１３報告第５号新庄市国民

健康保険税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第13報告第５号新庄市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第５号新庄市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついて御説明申し上げます。 

  地方税法施行令の一部を改正する政令が３月

30日に公布され、４月１日から施行されること

に伴い、国民健康保険税条例の改正を行うため、

地方自治法第179条第１項の規定により、３月

31日に専決処分を行いましたので、報告いたし

ます。 

  改正の内容についてでありますが、基礎課税

額に係る課税限度額を「50万円」から「51万

円」に、後期高齢者支援金等課税額の限度額を

「13万円」から「14万円」に、介護納付金課税

額の限度額を「10万円」から「12万円」に、合

計で限度額を「73万円」から「77万円」に引き

上げるものであります。 

  改正の目的につきましては、限度額を引き上

げることにより、中間所得層の負担軽減を図り、

健全な国民健康保険財政の運営につなげようと

するものであります。 

  以上の専決処分につきまして、何とぞよろし

く御承認を賜りますようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました報告第

５号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第５号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第５号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の専決処分の承認については、

これを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第５号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１４報告第６号新庄市国民

健康保険条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第14報告第６号新庄市国民健

康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第６号新庄市国民

健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認について御説明申し上げます。 

  健康保険法施行令等の一部を改正する政令が

３月30日に公布され、４月１日から施行される

ことに伴い、必要な部分について、新庄市国民

健康保険条例の改正を行うため、地方自治法第

179条第１項の規定により、３月31日に専決処

分を行いましたので報告いたします。 

  改正の内容でありますが、平成21年10月１日

より、平成23年３月31日までの出産についての

暫定措置として、出産育児一時金が産科医療補

償制度加入の医療機関での出産が「38万円」か

ら「42万円」に、同制度未加入の医療機関での

出産が「35万円」から「39万円」に４万円引き

上げられたところでありますが、平成23年４月

１日以降はこれを恒久化するものであります。 

  以上の専決処分につきまして、御承認賜りま

すようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました報告第

６号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第６号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第６号新庄市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第６号は、これを承認することに決しまし

た。 

  ただいまから10分間休憩したいと思います。 
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     午後２時０３分 休憩 

     午後２時１３分 開議 

 

沼澤恵一議長 それでは、休憩を解いて、再開い

たします。 

 

 

日程第１５報告第７号平成２２年

度新庄市一般会計補正予算（第７

号）の専決処分の承認について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第15報告第７号平成22年度新

庄市一般会計補正予算（第７号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第７号平成22年度新庄市一般

会計補正予算（第７号）の専決処分の承認につ

いて御説明申し上げます。 

  平成22年度は、景気低迷からの脱出が難しい

中、国の地方経済支援等により、やや上向きの

機運が見られましたが、先々月の大震災により

まして本市も大きな影響を受けました。 

  今般の補正予算は、22年度末に専決させてい

ただいたものであり、国から発せられた円高デ

フレ対応のための緊急総合経済対策により、1

月に議決いただきました地域活性化交付金事業

の一部と、東日本大震災の影響により年度内の

完了が先送りされることになった事業の、23年

度への繰り越しに伴う補正が主な内容でござい

ます。 

  この繰越明許費のほか、東日本大震災による

被災地支援の本市避難者支援に伴う諸費用、ま

た特別交付税の３月交付分と臨時市町村除雪事

業費補助金の財源をもとにいたしました財政調

整基金積立金を計上いたしました。 

  年度末ということで、予算の適切な補正を要

する内容でありますので、３月31日付により専

決処分をさせていただきました。ぜひ御承認賜

りますよう、よろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました報告第

７号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第７号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第７号平成22年度新庄市一般会計補正予

算（第７号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第７号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１６報告第８号平成２２年

度新庄市公共下水道事業特別会計

補正予算（第５号）の専決処分の

承認について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第16報告第８号平成22年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第５
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号）の専決処分の承認についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第８号平成22年度新庄市公共

下水道事業特別会計補正予算（第５号）の専決

処分の承認について御説明申し上げます。 

  ただいま御承認いただきました報告第７号の

一般会計分と同様に、公共下水道事業におきま

しても、東日本大震災による影響を受ける結果

となりました。部材等の流通が滞り、工事等が

計画どおりに執行できなくなったことが原因と

なり、浄化センター修繕や下水道管渠工事をや

むなく23年度への繰り越し事業として実施する

ため、この補正予算を組んだところでございま

す。 

  歳入歳出ともに予算額の増減は伴いませんの

で、第１表のみの予算書としております。 

  一般会計と同じく、予算の適切な補正を要す

る内容でありますので、３月31日付により専決

処分をさせていただきました。ぜひ御承認いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました報告第

８号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第８号は討論を終結し、直ちに採決するこ

とに決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第８号平成22年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第５号）の専決処分の承認

については、これを承認することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第８号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１７報告第９号平成２３年

度新庄市一般会計補正予算（第１

号）の専決処分の承認について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第17報告第９号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第９号平成23年度新庄市一般

会計補正予算（第１号）の専決処分の承認につ

いて御説明申し上げます。 

  この補正予算は、東日本大震災により被災さ

れた方々に対する支援への対応策を予算化した

ものでございます。 

  本市におきましては、去る３月11日の震災直

後から、被災された方々に避難の場を提供し、

きょうまで市民ともども被災地への支援を含め、

さまざまな方面において可能な限りの支援を行

ってまいりました。 

  この支援体制は、震災の規模や性質などから、

長期化することが必至と判断されたことにより

まして、また、近接する同じ東北人の立場から、

22年度に引き続き、23年度に入ってからも間を
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置くことなく、その所要の手当てをしっかりと

行うことができるよう、新年度早々の予算の補

正について４月１日に専決処分をさせていただ

きました。 

  内容は、本市へ避難された災害被災者に対す

る生活支援の経費を中心としたものでありまし

て、総額１億円を組んでおります。 

  また、その財源を財政調整基金からの繰入金

としております。御賛同の上、ぜひ御承認賜り

ますようよろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました報告第

９号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの市長の説明

は、避難者に定住促進住宅を提供している。５

月10日までに移動したという８世帯のことにも

かかわると思いますが、その定住促進住宅を提

供することについてお聞きしますが、避難者に

は無料なのか。そしてまた、それは結局は市の

負担になるわけなんですけれども、国の方で、

県外避難者に対して住宅借り上げということを

進めて、家賃は国が負担して２年間使えるとい

う制度をやっているそうなんですが、今のまま

だと市が結局ただでということで、そのお金を

負担したことになるんですが、これを後で国に

出してもらうようにできるのか、できるのでは

ないか、そこまで考えておられるのか。どうで

しょうか。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 総務課で被災者支援室を担当

しておりますので、総括的な御質問に対して私

の方から御答弁をさせていただきます。 

  先ほどの市長からの行政報告の中で、第一次

避難所であります東山スポーツハウスに、最後

までといいますか残られた、福島県から原発事

故等で避難された方７世帯18人ですけれども、

いたわけですが、先ほど報告しましたとおり、

新庄市の元の雇用促進住宅でありますが、定住

促進住宅に５月10日から約３日間かけて移って

いただいております。 

  基本的には、ちょっと難しいといいますか、

国の災害救助法という法律がございまして、基

本的には避難所と、あと避難所に２カ月間、国

の基本的な考え方を今申し上げているんですが、

２カ月間、さらにその後は、いわゆる仮設住宅

に入居というような位置づけで、今の災害救助

法の枠組みにはそのようになっております。 

  仮設いわゆる避難所につきましては、経費そ

れぞれいろいろなんですが、基本的には国の方

の単価が決まっているわけですが、今回は実際

かかった単価というような話も聞いております

が、それについては、当然、新庄市の東山スポ

ーツハウスである一次避難所でかかった経費に

つきましては、制度のスキームからいきますと、

山形県の方に請求し、今回は県の方で取りまと

めを行って厚生労働省の方に請求し、厚生労働

省の方では国の財源を当然入れながら、それぞ

れの被災である県の方に請求するという流れの

中で、最終的には山形県を通じ新庄市の方に求

償した分は、市が立てかえた分といいますか、

それについては交付になるというような仕組み

になっております。 

  ただ、先ほど申し上げた定住促進住宅につき

ましては、今の国の災害救助法の法律では、避

難所から避難所へ移った分はいいんですけれど

も、一回仮設住宅に入居しますと、仮設住宅か

ら別な仮設住宅に移れないと。例えば新庄市の

仮設住宅に入れば、先ほどの民間借り上げとい

うのはそういう位置づけになっております。入

れば、地元の福島県の仮設住宅に戻れるかとい

うと、今の国の法律では、それはだめですよと

いうようなことになっておりまして、したがい

まして、当市では定住促進住宅の位置づけを避
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難所、第二次避難所といいますか、そういう位

置づけをしております。したがいまして、家賃

等につきましては無料です。駐車場につきまし

ても、１台まで無料という形で入っていただい

ております。 

  そのほか、まさしく着のみ着のままで避難さ

れた方々ですから、当然必要な生活、日常的な

家具といいますか家財道具等も手当てをさせて

いただきましたが、どこまで国の方で面倒を見

ていただけるかというのは、そこは今の段階で

ははっきりはいたしません。仮設住宅であれば、

ある程度の費用も見れるのでしょうけれども、

現実的な市の支出という行為は行っておりませ

んので、本来入ってくる収入が入ってこないと

いうことですから、市が歳出で出している形が

ないので、求償ということが果たして可能かど

うか、この辺は国の方、あるいは県を通じてい

ろいろ情報の収集をしながら、できるだけ市の

財政負担を軽減するようなやり方では行ってい

きたいと考えておりますが、基本的にはそこは

また佐藤議員から御質問あった定住促進住宅の

費用、いわゆる減免している費用について戻っ

てくるかというのは、今の段階ではちょっと難

しいという状況だとは思います。 

  そんな形で答弁させていただきますと、基本

的には家賃は無料、駐車場も無料で入っていた

だいているという状況です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ぜひ、やっているとは

思いますが、国が責任を負うべき問題でありま

すので、家賃は国負担、２年間使える制度とい

うふうにも言われておりますので、国で出して

もらえるように要望を強くやっていただきたい

と思います。 

  また、定住促進住宅についてなんですけれど

も、空き部屋がかなりあるように思います。こ

れは、あけていてはもったいないといいますか、

市民にもう少しお知らせすれば、わりかし安く

て広くていいところだと私は思いますので、住

宅今困っていらっしゃる方、市内にも、市民の

中にもおられるように思います。ぜひ周知して、

使いたい方にぜひ入っていただけるようにして、

定住促進住宅ですね、そこを活用していただく

ように広げていただきたい、活用していただき

たいと思うのですが、それについてはどう考え

ておられるでしょうか。 

沼澤恵一議長 要望としてよろしいですか。（「は

い、要望です」の声あり）それでは、要望とさ

せていただきます。 

  ほかにありませんか。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 少しだけ質問させてい

ただきます。 

  災害被災者対応費の嘱託職員報酬と、その下

の職員給与費の数字が出ていますけれども、も

う少し詳しく教えていただけますか。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭君。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 平成23年度４月１日付で専決

処分させていただいたと。23年度始まった初日

に専決処分させていただきました。 

  本来であれば、極めて異例な専決処分でござ

います。これは、切れ目なく被災者の方の支援

を行っていくという考え方から、専決処分をし

たということでございます。 

  総額１億円という大きい金額でございますが、

先ほどの市長の行政報告でもありましたが、宮

城県あるいは福島県から、もっと多数の方が被

害を受けた方が避難されるのではないかという

想定のもとに計上した予算でございます。した

がいまして、現実的には執行率からいえば、今

現在では大体500万内外の執行率になっており

ますが、その中でいわゆる見込みとして４月１

日でつくったということがまず大前提であると
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いうことでございます。 

  さらには、多数の方が来ればということで、

支援室の体制も４月１日付の人事異動を行って、

兼務発令ですが、７名の市の職員プラス嘱託職

員として１名ということで、現在兼務職員７名

プラス専任の嘱託職員、８名の体制で行ってお

ります。 

  この１名につきましては、半年間ということ

で、半年間分の嘱託報酬として計上させていた

だいたということでございます。 

  さらには、職員給与費、これ1,000万円、基

本的には時間外手当でございます。御案内のと

おり、東山スポーツハウスは24時間体制で、当

初は職員が全庁挙げて支援をしておりましたの

で、それら職員の時間外手当相応分として

1,000万円を計上したということでございます。

以上でございます。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、報

告第９号は討論を終結し、直ちに採決すること

に決しました。 

  これより採決いたします。 

  報告第９号平成23年度新庄市一般会計補正予

算（第１号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第９号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第１８議案第３０号平成２３

年度新庄市一般会計補正予算（第

２号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第18議案第30号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第30号一般会計補

正予算について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第30号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ1,675

万円を追加し、補正後の予算総額を140億6,475

万円とするものであります。 

  主な補正内容について御説明申し上げます。 

  ６ページをごらんください。 

  歳入歳出の明細を記載しておりますが、まず、

歳出について御説明申し上げます。 

  東日本大震災の被災者支援に対応するため、

補正予算につきましては、先ほど御報告の上、

御承認いただきましたが、この補正におきまし

ては、同じく東日本大震災によるものですが、

冷え込みが懸念されております地域経済への緊

急対策として、早期の対応が必要であると判断

いたし、所要の予算を計上したものでございま

す。 

  内容は、７款商工費であり、まず、商業振興

対策費には、新庄商工会議所が、市内の消費拡

大等を目指し行うプレミアム付き商品券の発

行・販売事業に対し、1,000万円の補助をあげ

ております。 

  また、震災の影響により経営に支障を来して



- 18 - 

いる中小企業者に対しましては、金融制度を利

用する際の支援として、緊急企業資金利子補給

補助金675万円を組みました。 

  いずれの施策も、地域経済に及ぼす震災の影

響を強く認識し、その対策として早急かつ効果

的に実施しようとするものであります。 

  私からの説明は以上ですが、さらに詳細につ

きましては財政課長から説明させますので、御

審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げ

ます。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第30号一般会

計補正予算（第２号）につきまして御説明申し

上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ

1,675万円を追加し、補正後の総額は140億

6,475万円になります。 

  このたびの補正は、東日本大震災の地域経済

への影響を考慮し、早急に対処するために盛り

込んだ７款商工費におけます商工振興対策でご

ざいます。 

  まず、３ページですが、第２表債務負担行為

補正でございます。今回の補正につきましては、

その大きな柱といたしまして、市内の中小、小

規模企業者の経営状況に対し、効果的な金融支

援を行うことにより、震災の影響を食いとめ、

もって経営環境の改善を図ることを掲げており

ます。 

  この意図に基づき、地域経済の回復へのねら

いもありますので、ことし限りとせず、来年度

にわたる支援体制とするために、企業の制度融

資に係る返済利子の補給支援を内容とした債務

負担行為を新たに加えるものでございます。 

  次に、事項別明細書でございますが、６ペー

ジの歳入歳出をごらんください。 

  まず、歳入につきましては、このたび計上い

たしました事業費の財源ということでございま

して、その全額を財政調整基金からの繰入金を

充当することとしております。 

  続きまして、歳出についてでございますが、

７款商工費１項２目商工振興費への計上となり

ます。いずれも東日本大震災の影響等で冷え込

む地域経済の立て直しを図るための、地域関係

者等との連携事業となる内容でございまして、

二つの事業を盛り込んでおります。 

  一つ目は、商業振興対策としての緊急経済対

策商品券発行事業費補助金で、1,000万円を計

上しております。これまでの３年間、小売商品

や住宅リフォームへの消費向上による地域経済

の伸長のために、商品券発行事業に対し積極的

な補助を行ってまいりましたが、このたびも新

庄商工会議所との連携のもとに、同会議所が行

うプレミアム付き商品券発行事業に対し補助を

行うものでございます。 

  お盆やお祭りを前に、市民の早期の消費活動

を促していくために、買い物に使用しやすい１

枚500円の商品券を新たにつくり、１セット１

万1,000円分の購入価格を１万円と設定し、プ

レミアムとなる1,000円にほぼ相当する補助支

援を組んでおります。 

  二つ目は、債務負担行為のところでも述べま

したが、震災の影響によりさまざまな形で経営

が厳しくなっている、特に中小、小規模企業者

への支援でございまして、金融対策事業費への

緊急企業資金利子補給補助金675万円の計上で

ございます。地域企業の安定化をねらいとする

資金融資に係る利子補給につきまして、総額

900万円のうち、今年度分として675万円の補助

支援を行うものでございます。 

  二つの事業とも、地域経済の安定・向上のた

めに、緊急を要するものととらえていることか

ら、早期の支援実施が効果的と判断されます。

御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

  以上で、一般会計補正予算の説明を終わりま
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す。御審議をいただき、御可決賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明ありました議案第30号について

は、会議規則第37条第３項の規定により委員会

への付託を省略いたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は、委員会への付託を省略すること

と決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 商品券発行の経済効果

というのは、どのぐらいと見ておられるのでし

ょうか。確かに今の景気の冷え込みというのは

非常に深刻だということはわかりますが、商品

券で果たしてどれだけの効果を見込んでおられ

るのか。過去の例から、その考えというか、教

えていただきたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 アジサイ商品券は今回

で３度目の発行になるわけですけれども、過去

２度ほど、大型店、スーパーに流れるといった

さまざまな意見集約が出ておりました。今回、

震災で特に飲食業、それからサービス業、こう

いった方々の落ち込みがかなり厳しいというこ

とで、二つほどの改善点を設けました。 

  一つは、500円ですね。先ほど16枚と申し上

げましたけれども、１万円のセットのうち500

円券を10枚です。これで5,000円になります。

それから1,000円券、これを６枚です。すると

6,000円です。それで１万1,000円。これを１万

セットということで、計１億1,000万になりま

す。ですから、期間が過去２回とも四、五カ月

だったんですけれども、今回は２カ月、６月、

７月の２カ月限定としたいと。８月はお盆、祭

り等で大分金が流れますから、その前の物や金

が動かない、そういう時期に緊急に充てたいと

いうことで、二つの改善点を設けておりますが、

相当な経済効果が期待できるというふうに申し

上げておきたいと思います。 

  ちなみに、リフォームの昨年の商品券では、

１億の券に対しまして、実質的には１億4,600

万ほどの実際の工事があったと、こういう例も

ございます。以上であります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 効果があってほしいと

いう気持ちは共通しているところがあるんです

が、果たして本当にこの商品券で、特に今おっ

しゃった飲食、サービス業に使われるように持

っていけるか。これ発行したことでなるのだろ

うかって、いまいち不安なような、余り効果が

期待できないのではないかという気がして、こ

れしかないのかなという思いがあるんです。 

  私としては、飲食、サービス業にということ

については、直接にはならないとは思いますが、

でも、市全体の経済を活性化させるという点で

は、先ほど課長が後で言ったリフォームへの助

成、これを1,000万どうせ使うのであれば、市

独自のリフォーム助成ということで、県は県の

やり方なりになりますが、それにプラスして何

でも使える。県の方は４要件を入れなければい

けないわけなんですが、それ入れないで、もう

何にでも該当する、リフォーム助成というふう

に、1,000万円をかけた方がより市内のいろい

ろな業者の皆さんにも仕事がふえて、お金が回

る方にかえって回ったのではないかなという。

効果としてはですけれども、全体の効果として

はですが、そう私は思うわけで、その点リフォ

ームへの市の独自の補助というふうには考えら

れなかったのか。どうなんでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 
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沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 リフォームの商品券に

続きまして、本年度は市の方で実際リフォーム

の補助金を用意しておりますので、これがスタ

ートしたばかりでございますので、しばらくは

この推移を見守りたいというふうに考えており

ます。 

  あともう一つは、先ほどの繰り返しになろう

かと思いますけれども、500円、ワンコインで

すよね。ワンコインということで、今までなか

なかおつりが出ないことで使いづらかった商品

券を、逆に、例えば昼食とか気軽な形での買い

物に利用できると。逆に、店側にとっても、今

回の500円の商品設定が逆にいろいろな自分た

ちの創意工夫でできるのではないかなというこ

とで、店側の掘り起こしにもつながるのではな

いかなと。こういった効果も期待したいと。商

工会議所の方では、そういった意味でのキャン

ペーンも予定していると、こんなふうなことで

ございます。以上であります。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） いい制度ではないかな

と思っています。今、非常に震災のあおりで、

特に飲食業がもう自粛自粛でなかなか大変だと

いう御時世で、大変500円の企画というのは私

はいいと思うんだけれども、果たしてこれだけ

で足りるんですか。もう少し政策的にも思い切

って、この倍ぐらいの計上できなかったのでし

ょうか。せっかく飲食店の活性化というような

ことで、お祭り、お盆にするというようなこと

で、そういうお考えがもう少し、私はもうこの

倍ぐらい思い切ってやった方がいいのでないか

という考えで申し上げるので、その辺のお考え

をまずお聞きしたいと。 

  あともう一点は、中小企業の金融対策事業費

675万。どのような根拠でこのような、もっと

事業展開、これも少ないのではないかなと思う

のですけれども、その辺のお考えはいかがだっ

たんでしょうか。お聞きいたします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 例えば今回２億円とい

うような商品券も考えることはできたと思いま

すけれども、いわゆる町中に金を回すというこ

とで１億円、それから実際に商業者の方々、自

営業者の方々、小売業者の方々、さまざまな中

小企業者の方々への金融支援ということで、あ

る意味では、大きな意味ではセットというふう

なことで、膨らんでとらえたということもあり

ます。 

  ただ、実際、今回は２カ月の、６月、７月の

２カ月間の使用期間というのは初めてのケース

でもありますので、これは７月末に結果が出る

わけでございますけれども、過去２回とも同じ

ように、すぐさまその結果を検証して、次につ

なげていきたいと思っております。 

  あと、利子補給関係ですけれども、資金がと

もに県の資金です。利用するのは。一つは、県

の商工業振興資金のうちの経営安定資金、これ

は1.8％であります。もう一つは、ちょっと長

いのですが、今回初めてつくりました東北地方

太平洋沖地震災害対応資金、これは1.6％であ

ります。ただ、後の方のは、かなり売り上げ率

が低い状態でないと該当しませんから、ほとん

どは経営安定資金1.8％ではないかなと。この

利子補給を１年間にわたってしたいと。ですか

ら、今年度とあわせて来年度、それぞれ４分の

３、４分の１案分したと。マックスで５億を利

用していただいた場合に、900万を案分しまし

て４分の３、675万円という形になったわけで

あります。 

  なお、保証料の方も、これも補給されるとい

うことです。以上です。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
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沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 金融対策の、大体５億

円ぐらいの事業に対する見込みで、この利子補

給を計上したというようなことで理解していい

のですか。 

  あと、最初申し上げました1,000万よりもっ

と出すべきでないですかというようなお伺いへ

の答弁はなかったのですけれども、もう少し大

胆にもっとやるべきではないかなというお考え

に対して、まだ答弁をいただいていないので、

その辺のお考えをもう一度お聞きしたいと思い

ます。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 また繰り返しになるか

と思いますけれども、８月はお祭り、お盆で、

これは１年のうちで最もまちの中がにぎやかに、

それから経済に関しても回ると。その前の、と

にかく６月、７月、本来であれば４月、５月ご

ろから着手したかったのですけれども、さまざ

ま実情を探るとか、さまざま商工会議所との話

し合い等々は進めてまいりましたので、先月４

月26日に商工会議所の方から要望を受けたとい

うこともございまして、それで結果的には６月

１日のスタートになりますけれども、まずは夏

場までの市内の金を回したいと。さっき市長が

申し上げましたけれども、この冷え込みを何と

かしたいという、それへの緊急の対応でござい

ますので、年間通して本当に何億という単位で

できればよろしいのでしょうけれども、県内で

は、先週現在で、６市町ぐらいがこのプレミア

ムを採用しているようですけれども、おおむね

10％、あるいは１億という単位でございます。

以上です。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、議

案第30号は討論を終結し、直ちに採決すること

に決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第30号平成23年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は、原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で、今期臨時会の日程はすべ

て終了いたしましたので、閉会いたします。 

  まことに御苦労さまでございました。 

 

     午後２時５０分 閉会 

 

 

 

   新庄市議会議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  佐 藤 悦 子 

 

    〃    〃   森   儀 一 
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平成２３年６月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２３年６月１０日 金曜日 午前１０時０５分開会 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   佐  藤  卓  也  議員 

  ３番   平  向  岩  雄  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   髙  橋  富 美 子  議員    １０番   伊  藤     操  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 伊 藤 元 昭  総 合 政 策 課 長 野 崎   勉 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 小 野 孝 一 

市 民 課 長 川 田 美 浪  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 清 水 幹 也  農 林 課 長 五十嵐 正 臣 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 安 食 敬 二 

上 下 水 道 課 長 星 川 俊 也  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 近 岡 晃 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

 
監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員

事 務 局 長 松 田 裕 一 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野   享 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 任 笹 原 孝 一  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２３年６月１０日 金曜日 午前１０時０５分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第１０号平成２２年度新庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 

日程第 ５ 報告第１１号平成２２年度新庄市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて 

日程第 ６ 諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ７ 議案第３１号新庄市監査委員の選任について 

日程第 ８ 議案第３２号新庄市固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ９ 議案第３４号新庄市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の締結について 

 

（上程、提案説明、質疑） 

日程第１０ 議案第３３号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第１２ 議案第３５号平成２３年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第３６号平成２３年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１４ 議案第３７号平成２３年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

沼澤恵一議長 ただいまの出席議員は18名でござ

います。 

  それでは、これより平成23年６月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において佐藤卓也君、山口吉靜君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る６月３日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員５名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成23年６月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましては、お手元に配付してあります

平成23年６月定例会日程表のとおり、本日から

６月21日までの12日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

り決定いたしましたので、よろしくお願い申し

上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告２

件、諮問１件、議案４件、補正予算３件、請願

１件の計11件であります。案件の取り扱いにつ

きましては、本日報告２件の後、諮問第２号及

び議案第31号、議案第32号の人事案件と、議案

第34号につきましては説明提案をいただき、委

員会への付託を省略して、本日の本会議におい

て審議をお願いいたします。議案第33号につき

ましては、本日の本会議で提案説明の後、常任

委員会に付託をし、審査をお願いいたします。

補正予算３件につきましては、本日は提案説明

のみにとどめ、委員会への付託を省略して、６

月21日最終日の本会議において審議をお願いい

たします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は11名であります。よ

って、１日目６名、２日目５名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げて、議会運営委員会における

協議の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から６月

21日までの12日間としたいと思います。これに

御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は６月10日から６月21日までの12日間と決

しました。 

 

 

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ６月10日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

開会。行政報告。報告（２件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。人事案件（２件）の上

程、提案説明、採決。議案（１件）

の上程、提案説明、質疑、採決。議

案（１件）の上程、提案説明、質

疑。議案、請願の各常任委員会付

託。補正予算（３件）の一括上程、

提案説明。 

第２日 ６月11日 土 
休       会  

第３日 ６月12日 日 

第４日 ６月13日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 奥山省三、伊藤 操、小関 淳、

山口吉靜、佐藤義一、佐藤卓也の

各議員 

第５日 ６月14日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 髙橋富美子、小嶋冨弥、佐藤悦

子、石川正志、遠藤敏信の各議員 

第６日 ６月15日 水 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第７日 ６月16日 木 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第８日 ６月17日 金 

休      会  
第９日 ６月18日 土 

第10日 ６月19日 日 

第11日 ６月20日 月 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第12日 ６月21日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（３件）の質疑、討

論、採決。 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ６月議会まことに御苦労さまです。

大変さわやかな季節を迎えましたが、日々暑く

なるという中で、震災以来の東北電力の節電と

いうような要請もあり、この議場において議長

より、来週よりクールビズの励行をお願いした

いというお話がございました。まことにありが

とうございます。 

  ところで、先日６月３日、北区で行われまし

た人間国宝、新庄市の名誉市民であります奥山

峰石先生の60周年記念展示会がございました。

無事高円宮妃殿下御来場いただきまして、テー

プカットをしていただきました。関係各界から

大勢の方が来られて、大変盛り上がった展覧会

になったわけですけれども、新庄においては７

月15日から市民プラザで開始する予定でおりま

すので、何とぞ御指導のほどをお願い申し上げ

たいというふうに思います。 

  あすで震災３カ月というような状況で、被災

地の方はまだまだ復興に向けた足どりが厳しい

状況だというようなこと。先日の全国市長会の

中で、被災地を代表いたしまして、仙台市長が

御礼と今後の各市町村の支援をお願いしたいと

いうようなことを、各県代表の、被災地代表の

あいさつということで奥山市長がおっしゃって

いただきました。全国の市長会においても、し

っかりと被災地の応援をしていこうというよう

なことを決議したところであります。 

  さて、行政報告でありますが、このたびの行

政報告は２件ございます。 

  初めに、萩野地区小中一貫教育校の建設地に

ついてであります。 

  小中一貫教育につきましては、平成17年に策

定いたしました新庄市長期教育プランに基づき、

中学校区単位を基盤にした実践を進めてまいり

ましたが、学校耐震化事業を契機といたしまし

て、地区の強い要望を踏まえ、施設一体型小中

一貫教育校の創設を今年度からのまちづくり総

合計画へ明確に位置づけ、実現に向け推進して

まいる所存であります。 

  その理念、基本的な考え方につきましては、

昨年度より、新庄市小中一貫教育校基本計画策

定委員会において鋭意協議していただき、並行

して萩野地区小中一貫教育推進協議会で、地元

の御意見をお聞きしてまいりました。その経過

の中で、小中一貫教育校は、現萩野中学校の校

地に建設することが適当であるとの多くの御意

見をいただき、地区の総意を得られたとして、

先般の教育委員会でも適地であると判断いただ

いたところであります。これを受けまして、本

年度予算化されております基本設計業務委託に

ついて、早急に発注手続に入ってまいりたいと

考えております。 

  県内初の小中一貫教育校であり、子供たちの

まなびやにふさわしい、また、先進的な取り組

みとしてほかに誇れる学校を建設するため、設

計業者の選定に当たっては、公募型のプロポー

ザル方式を取り入れて行うことで検討しており

ます。 
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  一貫教育校に対する設計者の考え方や意欲、

子供たちの安全・安心な教育環境づくり、雪国

仕様やでき上がった後の維持管理費の低コスト

化など、さまざまな技術提案をしていただき、

設計業者を選考決定していく方式でございます。 

  ７月中には契約を結び、設計に着手、秋には

基本設計素案が設計業者より提示される予定で

あり、その具体的な施設配置や教育機能につい

て検討していきたいと考えておりますので、御

理解のほどをよろしくお願い申し上げます。 

  次に、山屋セミナーハウス供用開始の変更に

ついてであります。 

  山屋セミナーハウスにつきましては、昨年の

全員協議会にて旧山屋小学校活用計画をお示し

し、さきの３月議会で山屋セミナーハウスとし

て設置する条例を可決していただきました。こ

の山屋セミナーハウスは、宿泊機能を備えた教

育的、文化的施設として整備し、体育施設の機

能と社会教育的な面も含めた多様な活用を目的

とし、東山スポーツハウスの後継施設と位置づ

け、７月１日の供用開始に向け準備を進めてま

いりました。 

  しかし、去る３月11日に発生しました東日本

大震災の影響により、震災後長期間にわたって

物流機能が停止していたこと、また、工場の操

業停止などの影響により、建築資材の確保が極

めて難しかったことや、全県的に進めた災害支

援の関係で、建築基準法や消防法などの関係法

例の許可手続に時間を要したことにより、当初

に予定しておりました７月１日の供用開始につ

いては、非常に難しい状況となりました。 

  現在の進捗状況につきましては、建築資材の

流通状況を再度確認した上で、６月中旬に発注

を行い、９月末の完成を予定しており、山屋セ

ミナーハウスの10月１日の供用開始に向け、準

備を進めているところでございますので、御理

解のほどよろしくお願いします。 

  以上、２点行政報告とさせていただきます。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第４報告第10号平成22年度新

庄市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につ

いて及び日程第５報告第11号平成22年度新庄市

公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告についての報告２件を一括して報告した

いと思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第10号平成22年度新庄市一般会計繰越明許

費繰越計算書の報告について及び報告第11号平

成22年度新庄市公共下水道事業特別会計繰越明

許費繰越計算書の報告についての報告２件を一

括して報告いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第10号平成22年度

一般会計繰越明許費繰越計算書及び報告第11号

平成22年度公共下水道事業特別会計繰越明許費

繰越計算書の報告について御説明申し上げます。 

  先月の議会におきまして、平成22年度予算の

一部を23年度に繰り越して使用することの専決

処分の御承認をいただきましたが、これらの事

業に関しまして、地方自治法の規定に基づき、

繰越明許費繰越計算書を報告するものでありま

す。 

  初めに、報告第10号平成22年度一般会計繰越

明許費繰越計算書についてでありますが、東日

本大震災の影響等が加わりまして、平成23年度

への繰越事業は大変多くなりました。国の経済

対策からのきめ細かな交付金事業13件を含め、

事業数は合計27件となりまして、その繰越額総

額は２億8,131万9,802円となります。事業数、
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繰越額ともに昨年度を大きく上回ることとなっ

ておりますが、執行状況につきましては、市立

保育所改修事業などを除き、約４割の事業が既

に契約発注済みなどで、事業費が確定している

ものであります。 

  財源の未収入特定財源のうち、国県支出金の

主なものは、安全・安心な学校づくり交付金、

きめ細かな交付金及び農林水産業費県費補助金

などであり、また、地方債につきましては、学

校施設耐震化事業に充当する義務教育施設改修

事業債などであります。一般財源につきまして

は、前年度繰越金を充当するものであります。 

  次に、報告第11号公共下水道事業特別会計繰

越明許費繰越計算書についてでありますが、こ

れは、浄化センター改修と環境建設分でありま

して、繰越総額は2,101万4,950円であります。

財源といたしましては、既収入特定財源として

受益者負担金、また未収入特定財源として国庫

補助金、公共下水道事業債を充当します。一般

財源につきましては、前年度繰越金を充てるも

のであります。 

  以上、繰越予算となりましたが、これらは市

民生活のさまざまな分野に及ぶものであり、い

ずれも地域経済の活性化に資する事業であると

考えておりますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

沼澤恵一議長 ただいま報告のありました２件は、

地方自治法施行令第146条第２項の規定による

報告でありますので、御了承願います。 

 

 

日程第６諮問第２号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

沼澤恵一議長 日程第６諮問第２号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 諮問第２号人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることについて御説明申し上げ

ます。 

  御提案申し上げますのは、平成23年９月30日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員２名の方につきまして、山形地方法務局長よ

り候補者の推薦依頼がありましたので、その推

薦に当たり、人権擁護委員法第６条第３項の規

定により、議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方々は、引き続き推薦する方として

渡辺庄二氏、そして今回新たに推薦する方とし

て柏倉 政氏であります。 

  参考といたまして、経歴を添付しております

が、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方であると存じますので、御審議いただき、御

意見を賜りますようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました諮問第

２号は、会議規則第37条第３項の規定により、

委員会への付託を省略したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。本件は人事案件でありま

すので、質疑、討論を省略し、直ちに採決した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号は、これに同意することに決しまし

た。 

 

 

日程第７議案第３１号新庄市監査

委員の選任について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第７議案第31号新庄市監査委

員の選任についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、奥山省三

君の退席を求めます。 

   （７番奥山省三議員退席） 

沼澤恵一議長 提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第31号新庄市監査

委員の選任について御説明を申し上げます。 

  提案理由にありますように、議員のうちから

選任した監査委員の任期が満了いたしましたの

で、議会議長あてに、後任の監査委員につきま

して議会からの推薦をお願い申し上げましたと

ころ、奥山省三議員の御推薦をいただきました。

この推薦に基づきまして、奥山省三議員を監査

委員に選任いたしたく、地方自治法第196条第

１項の規定により、議会の御同意をお願い申し

上げるものであります。 

  奥山省三議員は、平成17年市議会議員に初当

選以来、連続当選され、現在３期目でございま

す。その間、産業建設常任副委員長や議会運営

委員の要職を歴任され、経験豊富な方でござい

ます。何とぞよろしく御審議をいただき、御同

意賜りますようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいまの説明ありました議案第31号は、会

議規則第37条第３項の規定により、委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。本件は人事案件でありま

すので、質疑、討論を省略し直ちに採決したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は、直ちに採決することに決しまし

た。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号新庄市監査委員の選任については、

これに同意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は、これに同意することに決しまし

た。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２６分 休憩 

     午前１０時２８分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ただいま監査委員に選任されました奥山省三

君にごあいさつをお願いいたします。 

   （奥山省三監査委員登壇） 

奥山省三監査委員 ただいま監査委員に選任して

いただき、どうもありがとうございました。 

  一生懸命頑張りますので、皆様方の御支援、

御協力、どうかよろしくお願い申し上げます。

どうもありがとうございました。（拍手） 

 

 

日程第８議案第３２号新庄市固定

資産評価審査委員会委員の選任に
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ついて 

 

 

沼澤恵一議長 次に、日程第８議案第32号新庄市

固定資産評価審査委員会委員の選任についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第32号新庄市固定資産評価審

査委員会委員の選任について御説明申し上げま

す。 

  新庄市固定資産評価審査委員会委員３名の方

の任期が、本年６月23日をもって満了となるこ

とに伴い、委員を選任することにつきまして、

地方税法第423条第３項の規定により、議会の

同意をお願いするものであります。 

  新たに選任する方として、大場隆司氏、齋藤

真治氏、また、引き続き選任する方として森 

俊明氏であります。 

  御参考までに、３名の方々の経歴を添付して

おりますが、知識、経験とも豊富であり、本委

員会を適正に運営していく上で適任の方々であ

ると考えております。御審議いただき、御同意

賜りますようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明ありました議案第32

号は、会議規則第37条第３項の規定により、委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りします。本件は人事案件でありますの

で、質疑、討論を省略し直ちに採決したいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は、直ちに採決することに決しまし

た。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号新庄市固定資産評価審査委員会委

員の選任については、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第32号は、これに同意することに決しまし

た。 

 

 

日程第９議案第３４号新庄市公共

下水道根幹的施設の建設工事委託

に関する協定の締結について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第９議案第34号新庄市公共下

水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の

締結についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第34号新庄市公共下水道根幹

的施設の建設工事委託に関する協定の締結につ

いて御説明申し上げます。 

  本協定の締結につきましては、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により提案するものでありま

す。 

  協定の内容でありますが、平成25年３月29日

を完成期限とした新庄市浄化センターの水処理

設備及び運転操作設備の改築更新工事でありま

す。 

  委託金額は４億4,250万円で、協定の相手方

は、東京都新宿区四谷三丁目３番１号、日本下

水道事業団理事長曽小川久貴であります。 

  新庄市浄化センターは、平成元年10月に供用
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開始したもので、現在平成19年度から平成24年

度までの計画期間で、整備面積の拡大や下水道

の普及に伴う汚水量の増大、また設備の老朽化

に対応した施設の増改築工事を実施していると

ころでありますので、本協定の締結につきまし

てよろしく御審議いただき、御決定くださるよ

うお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。ただいま説明

のありました議案第34号は、会議規則第37条第

３項の規定により、委員会への付託を省略した

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会への付託を省略し、これより質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号新庄市公共下水道根幹的施設の建

設工事委託に関する協定の締結については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第34号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１０議案第３３号新庄市市

税条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第10議案第33号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第33号新庄市市税条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  地方税法の一部を改正する法律が４月27日に

公布されたことに伴いまして、市税条例につい

て必要な改正を行うために提案するものであり

ます。 

  主な改正の内容についてでありますが、この

たびの東日本大震災の被災者等の負担の軽減を

図るための特例措置を設けたものであります。 

  個人市民税関係につきましては、東日本大震

災により生じた損失額は、納税義務者の選択に

より、平成22年に生じた損失額とみなして、雑

損控除額の控除ができる規定であります。 

  あわせて、住宅借入金等特別税額控除の適用

を受けていた住宅が、この大震災により居住で

きなくなった場合においても、控除対象となっ

ている残りの期間について、引き続きこの税額

控除の適用ができる特例措置であります。 

  また、固定資産税関係でありますが、東日本

大震災により滅失、損壊した場合、特例措置の

適用を受けるための申告制度の規定を定めるた

め追加するものであります。 

  以上の改正につきまして、施行日が一様でな

いことから、附則においてその期日を定めてお

ります。 

  以上、御審議をいただき、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 これより、ただいま説明のありま

した議案第33号について質疑を行います。質疑
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ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

 

 

日程第１１議案、請願の各常任委

員会付託 

 

沼澤恵一議長 日程第11議案、請願の各常任委員

会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付してあります付託案件表により、そ

れぞれの所管の委員会に付託いたします。 

 

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

〇議案第３３号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

請願（１件） 

〇請願第２号２３価肺炎球菌ワクチンへの公費助成についての請願 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第12議案第35号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）から日程第14

議案第37号平成23年度新庄市営農飲雑用水事業

特別会計補正予算（第１号）についてまでの補

正予算３件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第35号から議案第37号までの

一般会計及び特別会計の補正予算について御説

明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第35号一般会計補

正予算でありますが、歳入歳出それぞれ8,904

万7,000円を追加し、補正後の予算総額を141億

5,379万7,000円とするものであります。 

  主な補正内容について、７ページからの歳出

を中心に御説明申し上げます。 

  まず、このたびの大震災発生に対しまして、

日ごろからの危機管理を含め、災害時の体制整

備の推進を図ることの重要性から、２款総務費

と９款消防費に災害時対応システム等の備品購

入費を計上しております。 

  ３款民生費には、乳幼児保育機能の受け皿と

いたしまして、南部保育所乳児室の増築工事経

費を、６款農林水産事業費には、県が推進して

おります農業再生に係る各種補助金に対応した

経営者の設備投資等への補助支援などを盛り込

んでおります。 

  また、８款土木費に住宅リフォームの総合的

な推進のための支援経費を計上するとともに、

10款教育費には、さきの豪雪により損傷した学

校施設や社会教育施設の修繕を図るための経費

を中心に計上しております。記録的な雪の影響

を早期に解消し、大震災の対応を図りつつも、

本市の今年度事業は効果的に展開できるよう、

国県の働きに呼応するなど、適切な対応を要す

る補正内容を組ませていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、13ページからの特別会計であり

ますが、議案第36号公共下水道事業特別会計補
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正予算、議案第37号営農飲雑用水事業特別会計

補正予算につきましては、それぞれの事業の執

行に必要な補正を行うものであります。 

  私からの説明は以上ですが、各会計の詳細に

つきましては、財政課長から説明させます。御

審議いただき、御決定くださいますようお願い

申し上げます。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、初めに、議案第35

号一般会計補正予算（第３号）について御説明

申し上げます。 

  １ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ

8,904万7,000円を追加し、補正後の総額は141

億5,379万7,000円となります。 

  各款各項の補正予算額並びに補正後の額につ

きましては、２ページから３ページまでの第１

表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと思

います。 

  次に、事項別明細書の６ページの歳入につき

まして御説明いたします。 

  初めに、15款県支出金でございますが、２項

の県補助金におきまして、まず、意欲ある農業

経営者に対し、設備等の導入の際に支援する農

林水産業創意工夫プロジェクト支援事業費補助

金や畜産規模拡大支援事業費補助金などの増額、

また、災害復旧に係る国・県補助の対象外の土

地改良事業に係る補助支援を含め、農林水産業

費関係で2,625万3,000円の増額補正としており

ます。 

  次に、７目土木費県補助金におきまして、耐

震化等を進める場合の住宅整備に対し支援を行

う住宅リフォーム総合支援事業費補助金の増額

を、さらに、８目教育費県補助金におきまして、

東日本大震災により本市に避難されている児童

生徒の学校への安心かつ円滑な通学の支援を図

る被災児童生徒修学支援等特例交付金を新たに

計上しております。 

  19款繰越金につきましては、このたびの予算

補正の財源の一部といたしまして、3,997万

7,000円の増額を盛り込んでおります。 

  続きまして、７ページからの歳出について御

説明させていただきます。 

  まず、２款総務費についてでございますが、

１項９目電算管理費は、東日本大震災での教訓

を生かし、停電が長時間化した場合の住民記録

情報を初めとした各種情報の閲覧等の可能なシ

ステムを構築するための費用を含んでおります。 

  災害緊急時の市民の安否確認や各種情報の照

会、証明書発行業務等にも対応してまいりたい

と考えております。 

  次の３款民生費につきましては、２項３目保

育所費におきまして、2,771万1,000円の増額を

計上してございますが、これは行財政改革に基

づく一環により、南部保育所が乳幼児保育所か

ら新たに受け入れを図るための、２歳児室の増

築に要する事業費となります。 

  ７ページ、下段から８ページにかけましては、

６款農林水産業費を計上しております。すべて

１項農業費となり、五つの目を掲げております

が、主なものといたしましては、特に３目農業

振興費と４目畜産業費におきまして、農業振興

や果樹園芸、畜産振興のための多くの補助金を

組んでおります。 

  これは、広く農業振興への意欲の高い経営者

が、新たな設備投資等を図る場合に、県補助金

を用い、重点的に支援を行うもので、新年度に

入ってからの県の支援の動きに呼応したもので

ございます。 

  また、５目農地費におきましては、豪雪や地

震等による被災した農地の国県補助の対象とな

らない部分の改良事業への補助や、国営造成施

設の新庄地区分への県配分額の増加に伴う支援

を盛り込んでおります。 

  次に、９ページをごらんください。 
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  まず、８款土木費でございますが、２項２目

道路維持費に、雪や雨などにより復旧を図らな

ければならない市道の修繕費用と、４項１目都

市計画総務費に住宅リフォーム総合支援事業費

補助金を計上しております。特に住宅リフォー

ムの支援につきましては、活用対象となる県補

助制度が、今般その利用向上をねらいに一部変

更されたことに伴う補正であり、建築関連業界

を含め、地域経済活動の一助となることを期し

たものでございます。 

  ９款消防費につきましは、防災対策推進事業

費といたしまして、２款での計上と同様に、こ

のたびの震災への対応に関し、さらなる充実を

図ろうとするもので、災害発生時に緊急に適切

な本部体制を構築できるようにするための電源

供給や情報処理、伝達に資する各種備品の整備

を行うものでございます。 

  10款教育費につきましては、まず10ページを

ごらんください。 

  ２項小学校費、３項中学校費、４項社会教育

費の中に、おのおの修繕料を盛り込んでおりま

すが、これは、このたびの大雪被害による施設

の修繕の最終分を実施するためのものでありま

して、また、小学校費の２目教育振興費におき

ましては、歳入の部でも述べましたが、現在震

災の影響により本市に避難され、学校通学して

おります児童に対しまして、国の交付金制度に

基づき、学用品や給食費、医療費等の就学援助

を行うための費用を計上しております。 

  また、被災者に対する支援策を継続的に講じ、

東山スポーツハウスを基幹的避難所としてまい

ったことなどから、機能移転を延期せざるを得

ない状況が生じ、12目体育施設におきまして、

東山スポーツハウス指定管理委託料の増額、13

目旧山屋小学校施設活用事業費におきまして、

延期分の減額を盛り込んでおります。 

  最後に、11款災害復旧費につきましては、震

災として国からの災害指定が見込まれる地区の

農道等に係る復旧工事費でございます。 

  これで一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  13ページ、議案第36号公共下水道事業特別会

計補正予算（第1号）につきましては、歳入歳

出それぞれ7,284万6,000円を減額し、補正後の

予算総額を15億4,787万4,000円とするものでご

ざいます。 

  今般、国から社会資本整備総合交付金の減額

内示がありまして、管渠建設事業補助対応分の

縮減とこれに伴う内部の事業組みかえ等を行う

ものでございます。 

  この交付金減額に伴う事業の圧縮によりまし

て、歳入面での一般会計繰入金及び市債の減額

も計上しております。 

  19ページ、議案第37号営農飲雑用水事業特別

会計補正予算（第１号）につきましては、歳入

歳出それぞれ130万円を追加し、補正後の予算

総額を2,512万1,000円とするものでございます。 

  歳出の内容は、さきの大雪の被害を受けまし

た施設の修繕に充てる増額分となっております。 

  以上で、一般会計及び特別会計の補正予算案

の説明を終わります。御審議をいただき、御可

決賜りますよう、よろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明ありました補正予算３件につき

ましては、会議規則第37条第３項の規定により

委員会への付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号、議案第36号、議案第37号の補正予

算３件については、委員会への付託を省略し、

６月21日、定例会最終日の本会議において審議

いたしたいと思います。 

 

 

散      会 
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沼澤恵一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  11日、12日は休会であります。６月13日月曜

日午前10時より本会議を開きますので、御参集

願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１０時４８分 散会 
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平成２３年６月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２３年６月１３日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   佐  藤  卓  也  議員 

  ３番   平  向  岩  雄  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   髙  橋  富 美 子  議員    １０番   伊  藤     操  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 伊 藤 元 昭  総 合 政 策 課 長 野 崎   勉 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 小 野 孝 一 

市 民 課 長 川 田 美 浪  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 清 水 幹 也  農 林 課 長 五十嵐 正 臣 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 安 食 敬 二 

上 下 水 道 課 長 星 川 俊 也  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 近 岡 晃 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

 
監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員

事 務 局 長 松 田 裕 一 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野   享 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 任 笹 原 孝 一  主 事 八 鍬 貴 征 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２３年６月１３日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 奥 山 省 三  議員 

２番 伊 藤   操  議員 

３番 小 関   淳  議員 

４番 山 口 吉 靜  議員 

５番 佐 藤 義 一  議員 

６番 佐 藤 卓 也  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 



- 39 - 

 

平成２３年６月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 奥 山 省 三 

１．放射能汚染について 

２．当地域の地震、災害対策について 

３．雇用対策について 

市 長 

関 係 課 長 

２ 伊 藤   操 

１．道路整備について 

２．市指定のゴミ袋について 

３．介護について 

４．視覚障がい者の支援について 

５．新庄養護学校について 

市 長 

３ 小 関   淳 

１．記録的な豪雪と、東日本大震災、原発事故による放射

能汚染などで、市民に強い不安が広がっている。この

状況下での新庄市の方向性について質問をする。 

市 長 

 

４ 

 

山 口 吉 靜 

１．将来的に大地震の可能性に対して 

２．東日本大震災による新庄市被害者受け入れ現状につい

て伺います。 

３．地方に多い交際経験ない男女の出会いの場ふやしてほ

しいことをお伺いいたします。 

４．子育て支援策の充実についてお伺いいたします。 

５．老人ホームについてお伺いいたします。 

６．市債残高について伺います。 

市 長 

関 係 課 長 

５ 佐 藤 義 一 

１．農業について 

２．除排雪について 

３．学童の通学路について 

市 長 

教 育 長 

６ 佐 藤 卓 也 
１．第４次新庄市振興計画「新庄市まちづくり総合計画」

について 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問通告者は11名であります。質問の順序

は、配付してあります一般質問通告表のとおり

決定いたしております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は６名であります。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 それでは最初に、奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  １番目に質問させていただきます開成の会の

奥山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  まず、今回の震災ですけれども、震災によっ

て亡くなられた方、それから被害を受けられた

方々に対して、心からお悔やみとお見舞いを申

し上げたいと思います。さらに、原発事故です

けれども、それによって避難されている方に対

しては、一日も早くもとの生活に戻れますよう、

あきらめないで頑張っていただきたいと思いま

す。 

  それでは、通告に従いまして質問させていた

だきます。 

  原発に関してお尋ねしたいと思います。 

  山形県にも既に放射性物質ですか、空から降

ってきているといっても過言ではないと思いま

す。福島の原発のときからですけれども、直線

距離ではかってみると大体162.3キロですか、

直線ではそれしかないようです。だから、東京

なんかは筑波山麓を越えて300キロ以上遠くに

行って、静岡のお茶とかそういうふうに被害が

出ているんですけれども、山形県の方にも今南

風が吹いていますので、こちらの方にも放射性

物質が入ってきていると言っても過言ではない

と思います。風向きによりまして、かなり遠く

まで放射性物質が飛散していることは明白の事

実だと思います。 

  それで、当地域ですけれども、その測定です

けれども、数値がどれくらいなのか。私は素人

ですので全然よくわかりませんので、そういう

点につきまして、また、どういうところで測定

しているのか、それはいつ測定したのか、その

場所。また、常時測定器を備えつけているのか、

いろいろなことを教えていただきたいと思いま

す。 

  それから、新庄市の水道水ですけれども、水

源地の放射性物質についての測定値はどうなっ

ているのか。これは、新庄市の水がめというこ

とですので、また、その基準とかどういうふう

になっているか、お聞きしたいと思います。で

きれば、詳しく教えていただきたいと思います。 

  それから、次に、子供たちに対してですけれ

ども、学校では放射能につきまして、日常生活

を含めてどう指導されているのか。それから、

これから夏休みとか入りますけれども、それぞ

れの遊びですか、そういうのについては規制を

するのか、その辺を詳しくできれば教えていた
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だきたいと思います。 

  同じように、また、市民にも放射性物質につ

いての対処の方法のマニュアルなど、これから

作成されていくのか、その辺のところもお願い

したいと思います。 

  それから、これから一番大切な食糧ですけれ

ども、農産物に関連してお尋ねします。 

  野菜などの収穫、販売するときに、放射性物

質により汚染が心配されることはないのか。そ

れから、秋になってですけれども、米が販売で

きないなどいろいろなことが考えられますが、

この点大丈夫なのでしょうか、その辺のところ

もお尋ねしたいと思います。 

  それから、汚染された場合ですけれども、廃

棄の方法とか、それから補償ですけれども、そ

ういうふうに検討とかされているのでしょうか。

まだ、原発事故が収束しておりませんけれども、

台風などの自然の猛威に対する緊急時の対処に

ついてもどういうふうに考えているかお聞きし

たいと思います。 

  それから、次に、当地域の地震、災害につい

てお聞きします。 

  先日、新聞に、当最上地域の地震発生の可能

性について軌道修正の記事が載っていましたけ

れども、市では今後の対策を含めてどのように

考えているのか、お聞きしたいと思います。 

  それから、３番目、これはいつも質問します

けれども、雇用対策についてお聞きします。 

  現在の新庄市の有効求人倍率はどのようにな

っているのか。また、ことしの３月卒業の新庄

市の高校生の県外、県内の就職状況はどういう

ふうになっているのかお聞きしたいと思います。 

  それから、就職できなかった学生に対して、

その後の対応はどうしているのか。地元に残っ

て働きたいという学生に対して、真剣に対策は

行っているのか、その辺のところを詳しく教え

ていただきたいと思います。 

  それから、若者の雇用の場の確保について、

具体的に何か対策を行っているのか。 

  次に、緊急雇用対策によります就職者の内容

についてはどのようになっているのか、お聞き

します。 

  この不況によりまして、観光産業が壊滅的な

打撃を受けているようですけれども、この状況

どのように考えているのか、それもお願いしま

す。 

  以上、よろしく答弁のほどをお願いします。 

  壇上からの質問を終わります。御清聴ありが

とうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山議員の御質問に答

えさせていただきたいと思います。 

  今回、特に放射能関係、地震による被害のこ

とについての多岐にわたる御質問なわけですが、

想定外ということで逃げるわけではありません

が、予測し得ない部分もかなり多くあるという

ふうに思っております。現状としての状況を述

べさせていただきたいというふうに思います。 

  今回の地震、津波であれば、復興そのものも

かなり早いものがあるのは認めるのですが、目

に見えない原子力発電放射能漏れということ、

本当に日本に大きくのしかかった問題だという

ふうに思っております。 

  当然人体への、健康への影響あるいは水道水、

農産・畜産、海産物への影響が懸念されている

ところでありますが、原子力発電所の現状にお

いては、マスコミ報道で知る以外、私たちも現

状としてはそれ以上の情報はないということを

まず１点申し上げておきたいというふうに思い

ます。 

  当地域についての放射線数値はどのくらいか

ということですが、これについても連日新聞で

発表される数値、これが基準というふうに考え

ております。県におきましては、最上総合支庁
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に携帯式の簡易放射線測定器１台を配置して、

支庁屋上において、４月15日から４月21日まで

の期間で測定が実施されていると聞いておりま

す。 

  測定値は、１時間当たり0.05から0.07マイク

ロシーベルトと公表されております。県が４月

22日に測定しました新庄市内の空間放射線量は

0.06マイクロシーベルトの測定結果が公表され

ております。 

  当市に関する水道水、農畜産物の放射性物質

の測定結果でも、いずれも放射性物質は検出さ

れておりません。市といたしましても、放射線

による健康への影響は懸念されますことから、

携帯式の簡易放射線測定器１台を環境課に配備

し、４月26日以降、庁舎駐車場において空間放

射線量の測定を行っております。測定数値につ

いては、山形市の測定値よりやや低い数値で推

移しておりますが、市の測定値につきまして、

あくまでも参考数値を把握するための測定であ

り、数値の公表は行っておりません。 

  高い数値が測定された場合には、県に照会し

て、数値の確認、異変などの確認を行うことと

しております。人体への影響が想定される場合

は、迅速に市民への適切な対応を図りたいと考

えております。 

  この測定機器の取り扱いにつきましては、大

変専門的な知識が要るというようなことで、あ

くまでも参考資料に過ぎないというようなこと

が言われております。しかし、新庄市において

も、いち早く測定機器を求め、駐車場内で毎日

はかっているということは御理解いただきたい

というふうに思います。 

  水道の水源地の放射能でありますが、３月18

日に山形市の水道水から測定を開始しておりま

す。県内各市町村で順次実施しておりますが、

新庄市においては、４月11日に上下水道庁舎よ

り採水し測定した結果、放射性ヨウ素及び放射

性セシウムはいずれも不検出でありました。 

  また、新庄の主な水源としております山形県

企業局最上広域水道における測定は、金山浄水

場から採水により、４月18日から１週間程度の

頻度で実施し、これまで７回測定した結果、放

射性ヨウ素及び放射性セシウムはいずれも不検

出でありました。 

  基準値でありますが、水道水においては、厚

生労働省が定める暫定基準値がありまして、放

射性ヨウ素に関しては、乳児以外の一般で、水

１キログラム当たり300ベクレル、乳幼児向け

ミルク飲用水で100ベクレルが摂取制限であり

ます。また、放射性セシウムに関しては、一般

で200ベクレルが摂取制限となっております。 

  非常に難しい言葉の使い分けに、どういうふ

うに御説明したらいいか、非常に難しいものが

ありますので、一応数字だけを述べさせていた

だきます。 

  子供に対する放射能汚染につきましては、教

育長の方から報告させますので、よろしくお願

いいたします。 

  市民に放射能についての対応の方法のマニュ

アルを作成していますかということでございま

すが、想定外ということで、新庄市、山形県に

原発がないというようなこともありまして、マ

ニュアルは作成しておりません。防災計画の見

直し検討に当たりましては、県の対策と整合性

を図って、放射能汚染に関する字句を盛り込ん

でいかなければならないのではないかというふ

うに考えております。 

  次、これから暖かくなって南風が吹いたら、

放射能が飛散してくると思われるがというよう

なことで、奥羽山脈で防御されると考えている

かという御質問ですが、できるかどうかはわか

りません。風次第ということになってくるので

はないかなと思います。来ないでいただきたい

というのが、素直な思いであります。 

  また、飛散してきたといたしましても、現在

の空間放射線量の測定結果から、新たに原子力
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発電所から放射能は極端に増加しない限りは、

大きな数値の変化はないと考えております。 

  また、台風の時期になって、原発の場所を通

過する可能性が高いときなどの緊急時の対処に

ついてどう考えているかということであります

が、これについても台風の風向きによる放射線

の飛散してくる可能性については、やはりマス

コミと天気予報、さまざまな情報に頼らざるを

得ないというふうに思っております。新庄市が

測定し、今ここで住民の皆さんにお知らせする

というよりも、日ごろより住民の皆さんにその

台風予報並びに放射線予報などを適時情報を収

集していただくということが一番大事ではない

かなと。その際に、予防の方法、家の中にとど

まるように、あるいはシャワーで流すようにと

いったような予防も随時聞こえてきますので、

そのようなことに頼らざるを得ないというふう

に思っております。 

  いずれにしましても、人体に影響されると想

定される、この新庄市においてされるような場

合は、県、国からの先の指導があるというふう

に思っております。 

  次、農産物に対する放射能汚染について、ニ

ラ、ネギ、アスパラガスなど、本当に有力な農

産物があるわけですが、本当にその辺について

は生産者、また、それを取りまとめる農協関係

者の方にとっては大変心配なものだというふう

に思っております。私たちも、できる限りそう

ならないことを祈っているところであります。

しかしながら、現在のところは、農産物あるい

は土壌において規定値を超えるような放射性物

質を検出しておりません。先ほども申し上げま

したが、風向き等によって来るかもしれないと

いう、そういうおそれはあるわけですけれども、

ただ見守るしかないという状況だということを

ご理解いただきたいと思います。 

  また、原子力安全委員会緊急技術助言組織の

助言に基づく国の指導は、出荷制限措置がなさ

れた野菜の処分につきましては、福島県以外の

地域では通常の一般廃棄物として処分し、農業

用被曝資材等は、通常の産業廃棄物として処分

するように、また、原乳は自己所有地に集中的

に埋設するという見解が示されておりますが、

廃棄方法及び補償法についての国の明確な指針

は示されていない状況でありますので、市独自

に放射能汚染された農産物の処分法を示すこと

は現状のところ不可能であります。そのため、

国及び県の明確な指針が示された段階で、可能

な限り速やかに関係機関にお知らせしてまいり

たいというふうに思っております。 

  それから、その後に発表されましたマスコミ

におきまして、最上地域地震発生の可能性につ

いて軌道修正がなされたということであります

が、平成７年１月に発生しました阪神・淡路大

震災の教訓をもとに、政府の地震調査研究推進

本部地震調査研究委員会では、国内陸域の活断

層として98の断層帯について調査し、平成17年

４月までに各断層帯の長期評価を行い、公表し

ております。 

  山形県内の調査公表された断層帯といたしま

しては、山形盆地断層帯、新庄盆地断層帯、長

井盆地断層帯、庄内平野東縁断層帯の４断層帯

で、それぞれの断層帯の位置、活動時期、活動

間隔、想定マグニチュード、発生確率などにつ

いて長期評価が公表されたことは御存じのとお

りであります。 

  その後、評価が一通り実施されたものの、必

要なデータが十分に得られていないため、評価

の信頼度が高いとは言えない断層帯については、

補完調査を実施する必要があるとして、対象断

層帯の調査が実施されております。 

  新庄盆地断層帯もこの補完調査の対象とされ

ておりまして、平成19年度に調査が実施され、

再度評価を行った結果として、平成23年５月19

日に新庄盆地断層帯の長期評価の一部改訂が公

表されました。その内容につきましては、今後
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関係市町村への説明会が予定されております。

マスコミに当初発表されておりますが、市町村

についてはこれから説明会が開かれる予定であ

ります。 

  概要につきましては、これまで新庄盆地断層

帯で一くくりされていた断層帯のうち、調査に

よって最新活動時期など、断層帯の過去の活動

域にかかわるデータが得られまして、西側に位

置する断層が新たに詳細な評価の対象となる基

準に近い断層として認定され、断層帯西部とし

て評価されたことによるものであります。 

  この結果、従前の評価では、想定マグニチュ

ードが約6.6から7.1が、断層東部で7.1程度、

西部で6.9程度、この30年以内の地震発生確率

が、従前では0.7％から１％が、東部で５％以

下、西部で0.6％に改訂され、発生確率では最

大値をとった場合、国内の主な活断層の中で東

部は高いグループに、西部はやや高いグループ

に属することになります。また、いずれも６弱

が予測されています。 

  この評価につきましては、地震の規模と大き

な差異はないと考えておりますが、評価の中で

断層帯の将来の活動性を明確にするためには、

最新の活動時期の絞り込みとともに、過去の活

動について活動時期を精度よく求め、活動間隔

を明らかにする必要があるとされていることか

ら、今後の調査結果を注視するとともに、県と

連携して新庄盆地断層帯の長期評価の改訂を踏

まえた防災計画の被害想定見直しの会議の検討

に当たるとともに、建築物の耐震化や防災組織

育成強化などの大規模地震に備えた諸対策の強

化に努めてまいりたいと考えております。 

  最後に、雇用対策でありますが、高校生の就

職状況については、商工観光課長の方から御説

明させますので、よろしくお願いします。 

  新庄最上地域の４月末現在の有効求人倍率は

0.34倍です。昨年同期は0.35倍でしたので、

0.01ポイントほど下がりましたが、昨年とほぼ

同じ状況です。 

  今年３月末の新庄最上地域の新規高等学校卒

業者の就職状況については、求職者数202名に

対して就職内定者が198名と、98.0％の就職内

定率であり、昨年同期は96.2％でしたので、こ

ちらは1.8ポイントほど内定率が高まりました。 

  就職できなかった学生に対する支援といたし

ましては、毎週金曜日に最上広域交流センター

ゆめりあを会場として、若者就職支援センター

を開設し、若者の就職についての相談を行って

おります。 

  緊急雇用創出事業につきましては、市といた

しましても全庁的に取り組み、新規雇用の失業

者数は平成21年度が107人、22年度が84人の雇

用創出し、今年度も引き続き取り組みを図り、

現段階で65人の失業者を雇用する計画でありま

す。３年間で、延べ256人の雇用を創出する見

込みであります。 

  また、近年の経済状況、さらには今回の東日

本大震災により、近隣で廃業する観光施設があ

ったり、観光関連業界が落ち込んでいることな

どもお聞きしており、地域経済が沈滞し、厳し

い状況にあることは十分認識しております。そ

のため、市といたしましては、５月臨時議会に

おいて御審議いただいた市内中小企業者経営の

安定を図ることを目的とした東日本大震災緊急

企業資金利子補給補助金制度及び急激な経済の

悪化に対する消費拡大と購買促進を目的とした

プレミアムつき商品券「がんばろう新庄！あじ

さい商品券」発行事業を６月１日から開始しま

した。 

  今後の若者の雇用の場の確保につきましては、

次のように取り組みを図ってまいります。 

  まず、雇用につながる最も有効な方策である

企業誘致では、財団法人地方自治研究機構との

共同調査研究により企業誘致戦略を策定し、市

の地域特性、企業特性を生かした戦略的な誘致

活動に取り組んでまいります。 
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  また、新たに事業を始める意欲ある若者を支

援するため、起業者借入金利子補給制度補助事

業により、創業時の初期投資の軽減を図り、起

業しやすい環境づくりに努めてまいります。 

  また、今後も必要性が増し需要増大が予想さ

れる医療・福祉分野の雇用、中でも特に若者の

雇用の拡大と地域医療の充実、市民の安心確保

のため、看護師養成機関設置について調査研究

を始めました。 

  雇用を取り巻く情勢は依然厳しいものがあり

ますが、市として以上のような取り組みを図っ

てまいりますので、御理解と御支援をよろしく

お願いいたします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私の方から、放射能

汚染についての子供たちに対して学校では放射

能についてどのような指導をしているかという

ようなことと、それから子供たちに対しての対

処の方法はというふうなことについてお答え申

し上げたいと思います。 

  福島原発事故の発生後、連日のマスコミ報道

もあり、さまざまな情報が錯綜しております。

市民の皆さん、とりわけ子供たちが不安を抱く

ことのないような冷静な対応が求められていま

す。 

  中学校の学習指導要領では、理科、社会科、

技術科等で、各教科の学習内容に沿って原子力

を扱いますが、これらの内容は原発事故の有無

によらず、各授業の中で指導されます。放射能、

放射線に関する事項もこの中に含まれますが、

このたびの大震災を機に、マスコミ報道等の内

容から正しい情報を取捨選択したり、自分なり

にエネルギー問題や環境保全を考えたりする学

習活動も組み入れております。 

  小学校においても、地震、津波、原発事故を

児童の実態に応じた視点で取り上げ、命のとう

とさや自分の身を守る等を最優先に指導してき

ました。 

  放射能汚染等の危険についても、現状では心

配なさそうですが、正しい情報収集に努め、子

供の心身の健康と安全の確保を最優先に対応し

てまいります。 

  また、これまで原発事故等の影響で当市へ避

難してきた子供たちに対し、学校へのスムーズ

な受け入れに努めてまいりました。今後も、国、

県等から提供される情報に留意し、関係機関と

連携しながら適切な対応に努めてまいります。 

  以上でございます。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 先ほど市長が、就職内

定198名と申し上げましたが、これは前年度に

比べますと変化が起きておりまして、実は県内

と県外の比率が大分違ってきております。それ

までは半々ぐらいだったんですが、県外の就職

が、求人数が減っているということから、あと

親御さん、子供さんの地元志向が強まっている

ということから、今回は県内が134名、それか

ら県外が64名、２対１ぐらいの比率になってき

ております。 

  また、今回、震災の影響で３名ほどが、内定

それから採用取り消しという事態がありました

けれども、その後、２名が管内に就職と、１名

は本地域で就職活動中ということであります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） どうもありがとうござ

いました。 

  それでは、最初に、放射能の方からいきます。

山形とか米沢は、毎日放射能を測定していると

マスコミ報道ですけれども、新庄はそこから60

キロ離れているわけです。それでも、まだ風向

きの関係では、この間の東京とか静岡のお茶の

関係もありましたけれども、遠くまで飛散する
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ことは間違いありません。それで、１台だけ放

射能測定器あるようですけれども、台数をふや

して、例えば今市長のお話ですと公表もしてい

ないという話ですけれども、それを貸し出しと

かそういうふうなことはしないのか、その辺ち

ょっと教えていただきたいと思います。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 申しわけございません。 

  放射能汚染については、特に幼児あるいは子

供たちには特に心配な要素でございますけれど

も、現在、県の方で調査している数値について

は、米沢と山形市では24時間のモニタリングを

実施しております。 

  それで、最終的に県の方の対応なんですが、

現状では健康を害する線量ではないというよう

なことで、仮に線量がふえて健康被害あるいは

心配されるというような段階では、それらの県

の方での連絡あるいは調査の体制を整えており

まして、適切な指示を各市町村あるいは関係機

関に通報するというようなことで、放射能対策

の整備を行っているところでございます。 

  それから、線量の関係で台数をふやしてはと

いうような御質問でございましたが、現状の線

量からして健康被害ゼロ％というようなことで

は言い切れない要素はございますけれども、現

状の線量の要素では、この地域については大き

な被害なり心配はないものと考えております。 

  ただ、先ほど市長の方からも答弁ございまし

たとおり、専門的な知識あるいは精度の高い機

器でないと正確な数値というものも出ませんし、

場所によってそれぞれ自然界に存在する放射能

との兼ね合いもございますので、そうしたこと

から、市の方での現状では台数をふやして調査

を小まめにというようなことは考えておりませ

んし、あくまでも県の方の的確な数値をもとに

した対応を図ってまいりたいと考えております。 

  以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 私の言いたいのは、こ

れから秋になって、今野菜なんか植えているわ

けですけれども、収穫時期になって、そのとき

にいきなりこれはだめですよとかと言われた場

合の対応なんかはどういうふうに考えているの

か。今からしておかないと大変だと私は思いま

すけれども、その辺のところはどうでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 農作物についての放射線量

の調査につきましては、これ空中の放射線の検

査のやり方と違いまして、先ほど市長答弁の中

にも申し上げたと思いますが、県の衛生研究所

が放射線物質検査というふうなことで、土壌も

含めて野菜類も検査しております。最上郡内で

は、冬場の例えばキノコ、タラノメ、ウルイ、

最近ではアスパラなどを調査しまして、不検出

というふうな結果ですが、今議員が御心配され

ている秋口にかけてのこれから梅雨時期以降に

ついては、この機械自体がなかなか今製造され

ている台数が少なく、山形県内でも１台しかご

ざいません。それで、その野菜をすりつぶして

その中から検出するというふうなことで、機械

自体が稼働する、いわゆる年がら年じゅう検査

で引き回してやっていると、機械自体が数字が

狂い始めるということで、時々休めないと正確

な数字が出ないというふうなこともあって、そ

の機械自体の入手もなかなか困難ですし、今言

った空気中の検査方法とは全く違うというふう

なことなので、それは県全体のレベルでの検出

方法にお任せして、それを的確に入手しながら

対策を講じるというふうな方法でしかないので

はないかというふうに現状では考えているとこ

ろです。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 
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７ 番（奥山省三議員） 現状では、県に１台し

かないというような状況ですか。ただ、その機

械は、価格的には幾らするかちょっとわかりま

せんけれども、それならば、例えば最上地域の

市町村８市町村あるわけですけれども、それを

みな合わせてそういう機械を購入するとか、県

だけには任せないで、当地域だけでも、山形や

米沢から離れているから私らは心配ないんだと

いう、そういう考えでは心配だと思うのです。 

  この間の静岡のあれにもありましたように、

東京とか千葉とか越えていって、逆に向こうの

方が放射性物質が余計にあるというような状況

ですので、その辺のところ、これからもう少し

検討して、例えば尾花沢とか村山でやっていな

いから新庄は大丈夫だというような考えではな

くて、農家の人は、私らが農家に行ってみます

と、「放射能大丈夫なんですか」と聞かれます

ので、「新庄市ではどういうことをやっている

んですか」と聞かれても、私らはどういうふう

に返事したらいいのか、機械が１台あるだけで

すなんて言っても、何をやっているのやという

ような感じで農家の方から言われます。 

  それから、新庄でも、前に土壌の検査とか私

もここに持っていますけれども、調べたのがあ

りますけれども、ただ最上町が少し余計だとい

うか、地上１メートルのところが少し大きくな

っているようですけれども、だから、１台だけ

ではその放射線の測定器が価格では、一番安い

のは４万9,800円というのがありましたけれど

も、どういう機械を新庄市で購入するか私わか

りませんけれども、もう少し１台というのでな

くて、新庄市の予算もあるんですから、もう少

し５台とか６台とか少しぐらいはふやして、ほ

かのところ、ただマスコミだけに任せないで、

自分たちでもう少し一生懸命になってしてほし

いと思いますけれども、その辺についてはどう

いうふうに考えているのか、ひとつお聞きした

いと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど農林課長が申し上げたとお

り、県の衛生研究所の方で取り扱うということ

で、出荷停止というようなことは市町村に権限

はございません。どんなに調べていって、逆に

自分たちのしたものが高いよ高いよと、数値が

高いよ高いよと教えていくのか、そういうふう

なことをみずから言っていくのかということが

あるかと思います。それが、今農産物の取り扱

いの大変難しいところになっているというのは、

福島原発、福島県内における状況だというふう

に私は認識しています。 

  出荷停止は、原子力委員会等における出荷停

止というふうなことの指示以外に、私たちで出

荷停止ということはできませんので、その辺は

関係団体の皆さんでよく協議し、そしてできる

限り出荷できる状況を保つということ以外、私

はないというふうに考えております。行政がで

きる範囲はそこまでだというふうに考えており

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） この間ですけれども、

福島のＪＡですか、全農ですか、機械をＪＡの

方で買ってやっておるようでしたけれども、そ

れは福島だから当然だと言われればそれまでで

すけれども、行政のただ指をくわえて眺めてい

るだけでなくて、そういう資金的な面も含めま

して、ただ国とか県とかマスコミとかばかりで

なくて、もう少し力を入れて私はやっていただ

きたいなというふうに思っています。 

  それから、市民にただそういう情報を流さな

い、知らせないというのは、政府や東電と同じ

考えだと私は思います。今まですべて隠せるだ

け隠して本当のことはずっと後から教えるとい

うのでは、ますます行政についての信頼が損な

われると思いますけれども、その辺のところも
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う少し詳しくお聞かせ願いたいと思います。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 放射能の関係については、先

ほど市長の方からもありましたけれども、その

測定の数値のどういうふうな信憑性があるかが

一番の問題かと思います。現状の数値では、さ

まざまな分野で言われている健康への影響の数

値というような面では、山形県の測定した結果

の数値ではないというようなことで、県で公表

しております。そのようなことから、仮に台数

たるもの、先ほど農林課長からもありましたけ

れども、測定器自体は入手はかなり困難な状況

にあります。そうした中で、信憑性のある数値

というようなことであれば、それなりの機関で

の調査、あるいはそれなりの専門的知識を持っ

た人による調査が必要になるかと思われます。

そのようなことで、先ほど申し上げましたとお

り、異常な事態が発生した場合は、緊急な対応

を県では図るというようなことで言っておりま

すので、台数的なものを市単独で配備するとい

うような考え方には現状では至っておりません。 

  また、情報の関係でございますけれども、確

かにおっしゃるとおりとは思いますけれども、

瞬時にいろいろな情報ということでありますと、

毎日新聞等で空気中の放射線量が公表されてお

りますけれども、そうした瞬時の対応、あるい

はどういうふうにするかというようなことであ

れば、当然市は市で緊急な対応を図りますけれ

ども、それよりは、そうした速やかな方法とい

うようなことで、線量の公表については報道機

関を通じた形でやっております。なお、検討し

てまいりたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） もしですけれども、市

でやらないなら自分で測定したいというような

人がいる場合には、そういう市である機械を貸

すこともできるのでしょうか。そういう考えを

持っていないのでしょうか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 私は考えておりません。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 次ですけれども、先ほ

ど市長から答弁がなかったのですけれども、農

作物関係の例えば廃棄の方法はありましたけれ

ども、補償についての考えというか、どういう

ふうに考えているのか。まだ全然考えていない

のか、その辺お聞きしたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 補償につきましては、新聞

報道で知る以外に今のところ手段はございませ

んけれども、出荷制限、先ほど申し上げた原子

力委員会の方並びに政府の方で出荷制限をした

ものについては営業損害、それから労働不能な

どに伴う損害等については現在支払うというふ

うな、ただ時期とか金額とかについては、これ

から高度なレベルで検証しながら支払うとされ

ておりますが、例えば山形県内の場合は、風評

被害というものがまず一番最初に考えられると

は思うのですが、そういったことについては、

４月末までに産出されたもの以外には今のとこ

ろは対象としていないというふうなことで、今

後いつまで、これからどうするのかというふう

なことは第２次の指針の中でこれから対象とし

て検討していくというふうなことを報道等で述

べられております。ただただそういうふうなこ

とにならないように、ちょっと見守るしかない

というのは残念なんですが、結果的に我が隣県

としては、そういった方法しかございませんし、

また、議員の質問にもある処分はどうするのか

ということに対しては、まだ国の方でも今出荷

制限されている野菜類についても、今ストック
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しておきなさいという指示しかないものですか

ら、燃やすのか土壌に埋めるのかいろいろな方

法が出てくるとは思うのですが、不安材料がい

っぱいあるので、その段階で国の指示を受けて

やっていくかというふうにならないように祈る

しかないというふうな現状でございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） はい、わかりました。

ちょっと時間がありませんので、子供の関係で

すけれども、子供たちに対しての放射能につい

てですけれども、これから夏休みになりますけ

れども、例えばプールなんかは全然構わなくて

使ってもいいということ、先ほど教育長の方か

ら話がありましたけれども、そういうプールの

使用については全然規制はかけないということ

なんでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 小学校でのプール使用に

関してですけれども、一部保護者の方が非常に

不安を持っているというのは、これもお聞きし

ているところですが、４月22日の最上総合支庁

での測定によりますと0.06マイクロシーベルト、

地上50センチ、それから地上１メートルでも

0.05マイクロシーベルトということで、人体に

影響がない数値が出ておりますし、県の教育委

員会からも特段の通知もございません。また、

国からも特段の通知もございませんので、我々

としては数値を考慮しても昨年どおり普通な形

でプール授業はできるものというふうに思って

おるところです。 

  また、この件につきましては、御指摘もあり

ましたので、各学校には数値も示しながら、保

護者の不安の解消に努めるようにというような

お話を申し上げたところです。 

  以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ４月22日の調査で0.06

ですよね。それから、今６月ですから２カ月、

それからこれから夏休みまで３カ月とか時間が

あるわけです。その間にどうなっているか、動

いているわけです。放射能は、皆さん御存じの

ように毎日のように放射能が出続けて、まだ収

束していない状況です。例えばこれから１年か

かるのか、はっきり政府でもまだ何とも言って

いません。それを放射能が出ていることは間違

いありません。だから、親御さんたちも心配し

て学校に電話をよこすのもわかります。だから、

そういう関係で、４月22日にしたからいいんだ

なと、0.06だからいいって、そういう考え方で

は私は心配なのです。だから、もしプールの使

用の時期、もう１週間前とか例えば10日前とか

そういうふうな日にちを決めて、そして測定し

て、そして使用させるというような考えは全然

ないのでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人。 

栗田正人学校教育課長 放射線の飛散というふう

な部分で考えますと、原発の事故から10日前後

では非常に大きな飛散が見られたわけですけれ

ども、その後、空気中への新たな飛散はない状

況というふうな話を聞いております。ですので、

数値がこれから急激に高くなる場合、米沢市、

山形市で測定していますので、その部分があっ

た場合には対応するということですが、現状で

は新たな飛散はございませんので、今までどお

りプール授業は実施したいというふうに思って

おるところです。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） それでは、検査はしな

いということで、もし皆さんから聞かれても、

そういうふうにお答えしていいということでわ

かりました。 
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  それから、この６月10日ですけれども、台風

３号が発生しました。今までと比べますと、発

生の時期が早くなりまして、温暖化の影響かも

しれませんけれども、全く予想ができないよう

な状況ですけれども、もし台風が来て原発の近

くを通過した場合、さっき申し上げましたけれ

ども、台風の大きさが半径150キロと仮定した

ような場合、その渦の中に入ってしまうわけで

すけれども、放射能をそのまま巻き上げて、山

形県全体に飛散することも考えられます。収束

の見通しがきかないような現状では、手の打ち

ようがないということになるのでしょうか。自

分の身は自分で守るしか方法がないというふう

にしか考えられませんけれども、その点につい

てはどういうふうにお考えでしょうか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 まず、現在、国・県の方で言

われている健康影響の関係ですけれども、自然

界にいろいろな放射能が存在しているんだそう

です。その線量が年間2.4ミリシーベルトとい

うふうな数値が示されてとおります。また、健

康的な要素からして、人工的な放射線について

は、年１ミリシーベルト、これ以下であれば、

問題ないとは言えないのでしょうけれども、健

康的に影響を与えるものではないというような

ことで、学会的なところからも国からも示され

ているところです。 

  現状では、放射線は増加していません。原発

の場所からは。ただ、飛散の要素で一回飛散し

たものがまた風に舞って流れてくるというよう

な心配はあろうかと思いますけれども、もとも

との空気中に現在飛散しているもの以上には来

ないというふうなことの判断のようです。です

から、奥山議員のおっしゃるとおり、風では飛

んでくる可能性はあろうかと思いますけれども、

現状では心配するような線量が一気に来るとい

うようなことは考えていませんし、もし仮にそ

うしたことが予測あるいは想定されるというよ

うな段階では、国・県の指示等を仰いだ対応を

図ってまいりたいと考えております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 時間ないので一つだけ、

雇用関係だけいきます。今不況の時代ですけれ

ども、あわせて震災の影響、現状では企業誘致

は無理だと言わざるを得ません。この震災です

けれども、岩手、宮城、福島の３県に６万社の

会社がありますけれども、津波の被害に遭った

のが２万社、１億未満の会社が60％を占めてい

る状況ですけれども、これから会社建設は最も

厳しい時代が来ると思われますけれども、関西

では阪神・淡路大震災の後の１年後に会社の倒

産が続発しました。今回も震災がありまして、

県内でも資材が入ってこないとかいろいろな状

況がありますけれども、これから国がどのよう

な支援策をとってくるかわかりませんけれども、

地方の行政も、これからの地域はどうするのか、

新庄はどうするのか、その辺の考えをちょっと

お聞きしたいと思います。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 お答えいたします。 

  先ほど市長の答弁の中にもございましたが、

ことし企業戦略の企業誘致の戦略を策定する事

業に着手しております。この中で、東北の経済

がこの地震によってどのような影響が出てくる

のか、そういったことも含めながら、ことしの

その企業戦略の策定を進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、策定されました以

降は、来年度以降、それに基づいて戦略的な企

業誘致策に努めてまいりたいというふうに考え

ております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 人口減少には歯どめが
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きかないこの状態から脱却する手だてとしては、

雇用の確保しかありませんので、９月の選挙ま

では４年間の総まとめとして新しい道を切り開

いていただきたいと思います。よろしくお願い

します。終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、伊藤 操君。 

   （１０番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

１０番（伊藤 操議員） おはようございます。 

  会派開成の会の伊藤でございます。 

  このたびの東日本大震災において、被災され

た多くの方々に心よりのお見舞いを申し上げま

す。震災後に、私はわずかの期間ではございま

したが、市内にて救援物資の仕分けのボランテ

ィアに参加させていただき、また、５月３日に

は、被災地である石巻牡鹿半島に行ってまいり

ました。現地は、映像や写真では伝わり切れな

い、まさに悲惨としか言いようのない状況であ

り、大きな衝撃を受けました。 

  しかし、全長500キロにも及ぶ地震、津波に

よる甚大な被害もさることながら、福島県では

最大規模の原発事故が併発し、近隣住民の方々

は放射線の汚染に日常の安全を奪われ、不安な

毎日を過ごしておられます。私は、地震国であ

る日本には、危険な原発は一つも要らないと考

えております。原発を全面廃止し、完全なる自

然エネルギーへの転換を願い、被害者支援、被

害地復興に全力で取り組んでいきたいと思って

おります。 

  それでは、本定例会における私から五つの質

問をさせていただきます。 

  まず一つ目は、市内の３カ所の道路整備の進

捗状況について伺います。 

  １カ所目は、升形飛田間の下馬札踏切の場所

です。現在、升形地区の直線道路は広く整備さ

れております。また、飛田庚申地区から福田方

面に抜ける丁字路も広く安全に配慮されている

と感じます。しかし、どういうわけか、踏切の

場所のみ取り残されたように整備がなされてお

りません。升形寄りのカーブも危険であり、直

接に結ばれるとさらに安全性が向上すると思わ

れますが、いかがでしょうか。 

  ２カ所目は、北新町の住宅地の道路について

です。高壇郵便局の信号から斜めに入る道です。

そこは、アスファルトが敷いてはありますが、

両端の側溝にふたがないために極端に狭く感じ、

その先の道路は側溝がすべてふたがなされてお

りますが、広さは十分でも、舗装整備がまだ未

完成のままでした。雨天時などは、悪路で高齢

者の通行は困難と推測され、また、緊急自動車

や施設などの送迎車両が進入する場合も容易で

はないと感じます。他の地域との不公平さが浮

き彫りになっているようです。早急な対応が必

要ではないでしょうか。 

  ３カ所目は、千門町の都市ガス付近の歩行者

用道路について伺います。現在の状況は、車道

と歩道の間が縁石で仕切られているのみです。

歩道は狭いのは仕方がないのですが、その歩道

にくぼみやでこぼこがあり、小さい子供はそれ

をよけるために縁石の上を歩いたり車道を歩い

たりしております。ガードレールがついていな

いので、安全性に疑問があります。そこは、小

学生から高校生までの通学道路でもあり、通行

量が決して少ないわけではありません。警察署

前の歩道と幅は同じであるにもかかわらず、形
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態が全く異なるのはどのような理由からなので

しょうか。 

  二つ目の質問は、市指定ごみ袋についてです。 

  長年愛用してはおりますが、さまざまな問題

があるようです。１点目は、破れやすく、ささ

いな穴でも広がりやすい。縦に線が入ります。

２点目は、価格が高い。３点目は、結びにくく

運搬が困難であることです。ごみ袋は、生活に

じかに密着したものでもあります。料金がかか

るものですので、なおさら品質の高いものが求

められます。 

  仙台市はもとより、山形市、庄内地方、隣の

尾花沢市までが使い勝手のよいものを取り入れ

ております。その形態は、スーパーの買い物袋

のような形になっておりますので上部で結ぶこ

とができ、また、両端にマチがあるので安定し

ていて倒れる心配もないようです。素材も丈夫

で、水分を含んだものも安心して入れられるよ

うです。ごみの袋を変えることで、高齢の方や

障がいのある方、そして子供や低体力の方の生

活不安の解消にもなると思います。そして、さ

らに処理する作業員の方の安全にも配慮するこ

とができると思われます。 

  以前、新庄市ではリサイクル品を処理するた

めの黄色いコンテナを全戸配布しておりますが、

それは高齢者によりますと、空でも重くて持て

ない、そして使えないという話を聞いたことが

あります。 

  さらに、新庄市では、残念ながら市民の側に

もごみの処理に関しては無頓着な点も感じられ

ます。一例を挙げますと、新庄まつりです。観

光客が大勢訪れる伝統と格式の高い祭りである

というのに、参加団体は屋台やおはやし、花も

らいには一生懸命な姿が見受けられますが、ご

みを片づけてきれいなまつりにしよう、そうい

う意識は残念ながら低いように感じられます。 

  毎年、祭りの会場のごみの集積場は目をそむ

けたくなるような状況にあります。例えば村山

市の徳内まつりなどでは、そのごみ袋を持って

集めるスタッフが何人も頻繁に巡回しておりま

すので、祭りの会場となっている場所はどこも

きれいなままでした。祭りを楽しむのはいいこ

となのですが、その恩恵を受けるだけではなく、

祭りを美しく守るのも市民の義務と考えます。 

  ごみ袋に関しては、市民のごみに対する意識

改革も兼ねて、思い切って変更という方向で考

えていただけないものでしょうか。そして、今

後は、ごみ袋のような生活に密着したものの基

準は、高齢者や低体力者のような比較的弱いと

される方々にしていただけたらありがたいと思

います。そして、そういうのが福祉の充実した

やさしいまちづくりの一端になると思いますが、

いかがでしょうか。 

  次に、三つ目の質問です。介護に関係したも

のです。 

  市では、介護度の高い寝たきりや車いす生活

の方などにおむつの支給を行っております。大

変ありがたいとの声があり、私もいい制度であ

ると思いますが、一方では改善を望む声も聞こ

えます。最も多いのは、尿とりパッドを個別の

対応にしていただきたいということです。具体

的には、支給の種類をふやして、利用者の体質

に合わせて選択できるようにとのことです。 

  市から支給されているものは、排尿を２回分

吸収するものですが、機能的には全然十分では

ありません。現在使用しておられる方々は、せ

っかく支給されても体質に合わないので使えな

い。排尿量が多いので四、五枚ずつ当てている。

漏れがひどいので数枚重ねて使っており、その

せいで皮膚にトラブルが生じる。また、ごみの

量が多くなるなど、問題点を指摘されています。

テープ式やフラットは下着の一部ととらえるこ

とが百歩譲ればできそうなのですが、尿とりパ

ッドの場合はまさにそれが排泄の場ととらえて

も過言ではないと思います。皮膚や排泄物の状

態は、一人一人全く違います。せっかくのいい
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制度であるのに、課題を残すのは非常にもった

いないことだと思います。介護の現場からも改

善の要求があるとは思いますが、市としてのお

考えをお聞かせください。 

  四つ目の質問に入ります。視覚障がいのある

方への支援について伺います。 

  移動介護のためのガイドヘルパーが減少の傾

向にあります。平成16年度に酒田市において、

資格取得のための養成講座が開講されましたが、

それ以降の山形県内での開催はなく、人手不足

が深刻になっております。視覚障がいのある

方々からの要望も強く、また、介護職員のスキ

ルアップにもつながるこの講座をぜひともこの

新庄市で開催してはいただけないものでしょう

か。 

  次に、最後の質問に入ります。県立新庄養護

学校が抱える問題についてです。 

  小等部と中等部においては、築32年の校舎の

老朽化が多少目立ちはするものの、危険と思わ

れる部分は改修され、特に大きい心配は見受け

られませんが、平成７年にグラウンドの一部に

増設された高等部が既に定員を大きく上回り、

非常に手狭になってきており大問題になってお

ります。 

  教室の確保のために、学校では視聴覚室を三

つに区切ったり、中等部の一部を高等部で使っ

たりと、さまざまな対策を講じております。養

護学校の高等部は、普通学校の特殊クラスの生

徒も入学してきますので、中等部からの持ち上

がりの生徒と合わせると必然的に大人数になり

ます。高等部の生徒は、一般の就労に向けての

学習と訓練が最も必要とされるとても大切な時

期にあります。あのような狭い環境では、十分

な学習ができるものかと疑問に感じます。 

  山形県内では、一般就労を目指す軽度の障が

いを持つ生徒が進学するとして、県立上山高等

養護学校と県立鶴岡高等養護学校の２校があり

ますが、これらも既に定員を超えております。

新庄市内の軽度の子供は、主に鶴岡高等養護学

校を選択しております。 

  ここで一つの提案なのですけれども、東山の

県立新庄工業高校跡地に、県内としては三つと

なる高等養護学校の誘致をお考えいただけない

でしょうか。位置的にも新庄市は鶴岡市と上山

市のほぼ中間にあり、また幸いなことに工業高

校跡地は県所有の物件でもあります。もし建設

となれば、新庄養護学校の抱える定員超過の課

題が解消されます。教育が充実し、生徒の能力

が向上し、就労の幅が広がります。障がい児を

療育する親への大きな支えになります。そして、

教職員の採用の拡大に結びつきます。建設にか

かわる地元産業の雇用の枠も広がり、地域の活

性化に期待ができると思われます。 

  ４年前に、村山市に特別支援学校が山形養護

学校の分校として完成していますが、そこも既

に定員をはるかに超えております。最近新設さ

れた酒田特別支援学校も、できたばかりという

のに、定員オーバーが既に懸念されているよう

です。少子化が進むこのご時世、特別支援の必

要な生徒は全国的に増加の傾向にあり、どこの

地域でも対応に追われておりますが、新庄養護

学校の抱えるこの課題を新庄市としてはどのよ

うに認識しておられるのか、ぜひお聞かせいた

だきたいと思います。 

  以上で、壇上からの質問とさせていただきま

す。御清聴に深く感謝申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 新人議員の本当に新鮮な質問をい

ただき感謝申し上げます。 

  それでは、伊藤議員の質問にお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  初めに、道路の件でありますが、１点目の県

道新庄戸沢線の下馬踏切につきましてなんです

が、現在本踏切を初めといたしまして、市内３
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カ所の踏切改良に関する要望をしております。

いずれも陸羽西線に関する整備要望でありまし

て、ほかに升形地内の本合海踏切、十日町地内

下西山踏切と下馬踏切と３点要望しております。 

  特に下馬踏切につきましては、ご指摘のとお

り、その前後の整備が進んだこともあり、早急

に整備すべき場所としてこれまで多くの要望を

してまいりました。その結果、県におきまして

は、整備に向けた検討を現在関係機関と調整中

とお聞きしております。一刻も早い整備がされ

るよう、本市としてもできる限り要請し、また

協力してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

  次、２点目の北新町地区住宅地の道路に関し

ての御質問でありますが、御指摘の箇所は、信

号から斜めに入る市道北新町高田線と、その先、

市道大道西１号線となっております。そういう

ふうな呼び方になってしまうわけですけれども、

さっきの市道につきましては、確かに側溝ふた

もなく狭いことから、お住まいの皆様に大変ご

不便をおかけしていることと思います。 

  建設当時といたしましては、民間で開発し、

それを寄附するというような行為になってきて

いた経過がございまして、未舗装部分も含めて

部分的ではありますが、側溝整備を含めた改良

整備を徐々に実施してまいりました。今後も、

計画的な整備を実施し、御希望のような形で不

便をかけないような形の舗装などを取り組んで

いきたいというふうに思っております。 

  ３点目、同じく先ほどの県道新庄戸沢線につ

いてですが、千門町付近の歩道に関する御質問

ということで、これも県道というようなことで、

歩道におけるくぼみの点での水たまりの発生な

ど、歩行者にとって大きな障害になっていると

いうようなことは、都市整備課より随時されて

おります。 

  国県道におきまして、道路管理者である国と

県と道路情報を共有しながら、国の道路である

とか県の道路であるとかということなく、市民

が歩く道路というふうなことで、適切な対応を

いただけるよう働きかけてまいりたい。拡幅が

どういうふうになるのかというのは非常に難し

い問題ではありますが、何とかその辺、歩く

方々の安全性その他を考慮した形で、協議を図

ってまいりたいというふうに思います。 

  防護さくの設置の御質問につきましては、歩

行者を保護する目的のものや車両の路外の逸脱

防止、直角な田んぼとのつながりの中で、車が

外へおりていかないようにというようなこと等、

さまざまな目的がありますが、現在としては、

本県の場合は、冬期消雪道路の水を歩道部まで

流す必要があるため、歩車道境界ブロックでは

なく、防護さくによる管理を行っているという

ふうにお聞きしております。今後さらなる整備

の必要性も含め、歩行者の安全・安心が確保さ

れるよう、協議を重ねてまいりたいと。大変あ

りがたい質問ありがとうございます。 

  次に、指定ごみ袋の件ですが、現場からのお

声ということで大変貴重なお声だというふうに、

今後検討させてまいりたいと思いますが、指定

ごみ袋について、薄くて破れにくい仕様ではな

いかというようなことでありますが、今のとこ

ろ市民の方々から苦情をいただいているという

状況ではないと。それで済ませているわけでは

ないんですが、今回議員の御質問のように、ご

みの排出量、ごみ集積場所までの距離、家族構

成、健康状態などそれぞれの使い勝手のよしあ

しが異なるものだというふうに思います。現状

の大きな袋が欲しいという方々もおいでですし、

小さいものでもいいという、ガムテープでしっ

かり多く入った方がいいというようなことの声

も聞いております。しかし、ごみ袋のような形

でスーパーの買い物袋のような形で片手で持て

るのも欲しいと。量の問題、あるいは質の問題

というようなことで、さまざまあるかと思いま

す。ごみの質、形状など、以降、再確認するな
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どしながら、貴重な議員の提案でございますの

で、多くの市民の皆様に使い勝手のよい、しか

も安価なごみ袋の改善、検討に努めてまいりた

い。 

  必ずこれにつきまといますのが、高い安いと

いうものが必ずつきまといます。使い勝手がい

いと高くなる、悪くなると安くなるというよう

なことで、高いとまたいろいろな意見が出てく

るということで、そのことなども市民の皆さん

に多く尋ねまして、いろいろ検討させて、でき

る限り御要望におこたえできるような形にして

まいりたいというふうに思います。 

  次に、介護の現場にいらっしゃった本当にな

らではのことで、おむつ支給の件でありますが、

対象者の要望によってはパンツ式、テープ式、

フラットタイプ、尿とりパッドの選択やその組

み合わせを、現在おむつ支給事業で行っており

ます。パンツ式、テープ式などについては、サ

イズなどの選択や組み合わせが図れるようにし

ておりますが、尿とりパッドに関しては、その

利用形態から汎用性のある１種類をピックアッ

プして、それを入札によって納入業者を決定し

たところから、低価格での支給が可能となって

います。 

  多くの利用者からは、決められた上限額の中

で、利用枚数を多くできると一方では喜ばれて

いるのが現状であります。確かに対象者の体型

から尿漏れがあったりすることから、契約物品

では対処できないとして、別の種類の支給を要

望されることもあります。その際は、契約外物

品を支給することとなりますが、市価に基づく

単価となって、決められた上限額では必要とす

る利用枚数を満たすことができない場合がある

ということであります。形状が変わると、その

単価が上がり、枚数が少なくなると。数多く使

うときの安さを求めることと、使いやすさによ

って高くなることのこの選択、使いやすくて安

いのが一番いいわけですが、その辺のことをど

ういうふうに考えていくかというふうになると

思います。 

  現行では、販売業者が同じものを大量に仕入

れることによって単価を抑えているというサー

ビスを重視してきました。契約物品の種類が多

くなりますと、納入量の予想ができないため、

今までの契約物品の単価を維持できない。高く

なるということが想定されます。現在の安価な

ものを望む方々と、対象者固有の利便性をどう

両立させるか今後の課題ですが、現行のメリッ

トを生かしながら、できるだけ多くの種類を選

択できるのも一つの考え方であるという御提案

について、検討させていただきたいというふう

に思います。 

  それから、視覚障がい者移動支援事業につい

てでありますが、ガイドヘルパーの養成講座の

件についてですが、平成18年度の障害者自立支

援法の施行により、地域生活支援事業として位

置づけられ、実施形態につきましては、市町村

の裁量に基づき実施されるようになり、ガイド

ヘルパーの資格要件は特に必要とされなくなり

ました。そのため、研修などの実習が必須では

なくなり、県として養成事業も休止している状

況であります。 

  しかし、現況として、障害者自立支援を廃止

して、それにかわる障害者総合福祉法、仮称で

ありますが、それの制定に向けた話し合いが国

レベルで現在されております。その中で、視覚

障がい者の移動支援事業の実施形態につきまし

ては、現行の市町村の裁量による地域生活支援

事業から、全国統一の個別給付事業に格上げさ

れる予定となっております。市町村に一たん任

せてはみたものの、なかなか進まないというこ

とで、国レベルでもう一度考えると。そのため、

実施事業所の指定、国に格上げされる予定にな

っておりまして、平成24年度中、来年度中に、

早ければ、また今年度というか新法の実施を待

たずに施行される予定であります。 
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  そのため、実施事業所の指定内容としてガイ

ドヘルパーの資格要件も必須となることが予想

されますので、県での講習受講の義務づけが想

定されます。現在におきましては、その資格要

件、講習内容については未定ですが、県として

もその方向で進んでいることですので、動向を

見守り、積極的に協力してまいりたいというふ

うに考えております。 

  次、養護学校につきましては、教育長の方か

ら答弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 県立新庄養護学校高等部の件に

関して、私の方からお答え申し上げます。 

  県立新庄養護学校においては、地域の特別支

援教育の拠点として、地域のセンター的機能の

役割を担っていただいております。子供たちの

確かな成長を保障するため、専門的な立場から

のアドバイスや教育相談を中心に日常的に連携

を図るなど、本市の特別支援教育を進める上で、

新庄養護学校の充実を図っていく必要があると

感じております。 

  高等部については、地域の唯一の特別支援学

校としてのニーズがかなり高いものと認識して

おります。とりわけ高等部卒業後、地域社会の

一員として社会活動に参加し、自立して生活す

るためには、新庄養護学校における体制の充実

や学習環境の整備は欠かせません。 

  高等部の定員42名で、定員は上回ってはいな

いわけですけれども、確かに教室不足の状況に

あるというようなことは確認しております。た

だ、それが即新庄に高等養護学校の誘致という

ようなことに至るかどうかについては、状況を

把握できておりませんので、今後の課題にさせ

ていただければなというふうに思います。 

  また、今後卒業後の実態を把握しつつ、社会

的自立を目指す生徒を育成するため、新庄養護

学校、福祉、医療機関、企業と連携を図りなが

ら、高等部の教育環境がますます充実するよう

働きかけていきたいというふうに考えておりま

す。 

  さらに、本市では、多様で広範囲な教育的支

援の充実に向けて、幼保小のスムーズな接続、

特別支援教育の視点における小中一貫教育の推

進、巡回相談やケース会議の実施、教職員研修

の実施などさまざまな取り組みを行い、障がい

のあるなしにかかわらず、児童生徒一人一人の

教育的ニーズを把握しながら、適切な教育的支

援を行っていきたいというふうに考えておりま

す。 

  以上でございます。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁ありがとう

ございました。 

  まず、道路について再度質問させていただき

ます。やはり生活に密着した身近な問題でもあ

りますので、北新町の住民の方々には殊のほか

待っているような状況でありまして、私も数度

現地に行きましたけれども、雨の日などはやは

り大変なようでした。それで、近くの畑もあり

まして、そこに砂利が入るという場合もありま

して、見た感じは、あからさまに道路が工事の

途中で終わっているような感じがします。それ

で、住民の方々の要望も強いので、ぜひともそ

こは早急な対応が必要と思いますので、お願い

いたします。 

  そして、千門町の都市ガス付近の歩道に関し

ても、子供の安全を最優先に考えていただけれ

ばありがたいと思います。つきましては、その

道路の整備をいつごろがめどになるのか。危険

であるということは、長引けば長引くほど危険

度も増すような感じがしますので、再度いつご

ろの時期になるかお尋ねしたいと思います。 

  そして、ごみ袋の件です。おむつと同様に、
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ごみも量や使い勝手も差はあると思います。し

かしながら、高齢の方、障がいのある方が一番

困難にしているのは、口をガムテープでとめて

運ぶということがなかなかできない状態であり、

在宅支援やほかの地域の支援も得ながらごみの

処理をしておりますけれども、介護という形で

言うことができれば、介護は自立支援が目的で

す。ごみの問題は、介護される側が自分で問題

を解決したいと頑張ります。健常の方なら問題

のないことですけれども、自立支援を促すため

にも、自分の出したごみを自分で片づけたいと

いう方に関しては、その道具を改善するという

のが最善だと思います。その件についてどう思

われるか、もう一度お答えいただきたいと思い

ます。 

  ガイドヘルパーに関しては、これから先、そ

ういう県や国の支援の対策が整っておりますの

で、市としてももう一声強い要望を出していた

だけたらと感じます。 

  そして、新庄養護学校の件ですけれども、今

年度の卒業生が在学中は、定員42名でしたけれ

ども、60名近い生徒がおりました。現在は若干

緩和はされておりますけれども、特別支援の学

校に入る子供は、持ち上がりの生徒と一緒に、

先ほども申し上げたように、普通学校の特殊ク

ラスの子が行きます。しかし、それのほかにも

知的の指数レベルで自閉症は70です。おおむね

80以上が健常とみなされますけれども、専門用

語で言いますとＬＤ（学習障害児）、ＡＤＨＤ、

それが注意欠陥多動症、アスペルガー症候群

（高機能自閉症）です。その子供たちは、普通

クラスに在籍してはおりますけれども、それが

中学校と小学校の療育次第でレベルがアップす

ればいいんですけれども、その状態のまま進学

を迎える時期にきます。その高校を選ぶ段階で

普通高校では対応できないということで、高等

養護を選ぶというケースが多いんです。 

  ちなみに、鶴岡高等養護学校は、常時60名の

入学志願者がおります。その60名のうち学校で

合格とみなすのは中間部、20名が定員ですので、

中間部を合格とみなし、それ以降、その下のレ

ベルの子は養護学校とか重度の障がいのある学

校を選びますけれども、その上ではじかれた20

名、この子供たちは一般高校に向かうわけです

けれども、とても高校の授業にはついていけな

い。特別支援が必要ですけれども、受け皿がな

いから普通高校に入る、そういう状態になって

おります。 

  その子供たちの最終的な支援となると、就職

となると就職できない、もしくは短期大学なり

専門学校に進学して、そして就職が結局はでき

ない、そういう状態になっております。そのた

めにも、たった２校しか山形県内には高等養護

学校がありません。もし工業高校跡地にそれが

誘致となれば、新庄養護学校との連携がとても

便利になるんです。その点も考えて私はそれを

望みますけれども、もう一度お考えいただけれ

ばと思います。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 北新町の道路の件でござ

いますが、平成16年度より改良等の整備を行っ

ております。全体の延長は約300メーターで、

事業費といたしましては1,500万円というふう

に見込んでおります。22年度までで整備率が

100メーターで500万円ほどになってございます。

今年度につきましても、40メーターの70万円を

見込んでおります。修繕費といいますか、改良

全体計画の中での優先度というのがございます

ので、御理解をお願いしたいというふうに思い

ます。 

  それから、２点目の千門町付近の道路につい

てでございますが、これも県の改良あるいは修

繕の全体計画の中での優先順位というふうなこ

とがあるというふうに思いますが、再度歩行者

の安全、それから安心が確保されるよう県に要
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望してまいりたいというふうに思っております。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 市の指定のごみ袋の件で、先

ほど市長からもありましたですけれども、大変

貴重な御意見をいただいたと思っています。そ

れで、ごみ袋については、平成11年から有料化

しまして、14年、16年と袋の形状等を改善して

おります。当初は頭を結べるやつ、その後は切

り込みで結べるやつ、現状は実際にはガムテー

プ等で結ぶような形状になっております。 

  単価の件なんですが、これについては袋代と

いうようなことで単純な要素での算定でござい

ませんので、一応証紙というようなことで袋代

プラスあと処理経費等も含んだ形の設定になっ

ています。ただ、一つだけ尾花沢市の方の例を

挙げられましたですけれども、若干容量が違う

関係で、うちの方が極端に高いというような状

況にはなっていなかったようです。ただ、ほぼ

ごみ処理組合の管轄で同一の単価が設定されて

いるというような状況にはありました。他市に

比べて特段高いというようなことではないよう

でございます。 

  ただ、問題は、使い勝手の要素では、議員お

っしゃるとおり、一般的な方というようなこと

で多分にこれまで形状等の要素を考えてきたよ

うな要素がございますけれども、身体的な差異

によって、あるいは排出する量、あるいは集積

所までの距離で個人個人で使い勝手は違うかと

思いますけれども、なかなか家族構成等々で大

変楽でない実態については貴重な御意見をいた

だきましたので、今後他市の状況なり、それ以

前に市民の意向を踏まえた形で検討してまいり

たいと思いますので、よろしく御理解をお願い

したいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 ガイドヘルパーについて

市からも要望してくださいというようなことで

ございました。私の方でも機会をとらえて県の

方にぜひ講習会をやってくれるように要望した

いと思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 伊藤議員から御指摘があ

りました特別支援教育の充実ということに関し

てですけれども、私の方でもさまざま調べさせ

ていただきました。新庄養護学校ですけれども、

定数と同じぐらいの今人数42名いるということ

なんですけれども、内実としては、重複障がい

学級の子供たちが非常に多くて、その子供たち

とそれから単一障がいの学級の子供たちも１学

級分多いということで、特別教室を普通学級に

転用してやっているというような現状、非常に

手狭であるという現状はお聞きしております。 

  また、養護学校県内４校のＰＴＡの部会が、

合同で知的部会というのをつくりまして、連合

体として県に教室の増設の要望書を出している

というようなこともお聞きをしているところで

す。そして、最近特別支援教育について、一人

一人の子供たちの教育的ニーズに対応して子供

たちを支援していこうというような考え方が広

まっていまして、そういう見方で見ますと、特

別支援教育の視点から子供たちを見ていこうと

いうことで、そういう対象の子供たちが多くな

っているのは事実でございます。 

  これにかんがみまして、最近では、高校の方

でもＡＤＨＤとかＬＤとかアスペルガーという

ような子供たちについての研究も進んでおりま

して、高校の方でも特別支援教育の視点で子供

たちを見ていこうというようなところが少しず

つ始まっているところです。ただ、議員御指摘

のように、各中学校では、障がいを持つ子供た

ちの進路を考える段階で非常に進路指導が難し

くなっております。そういう点では、議員の提

案がございました新庄に高等養護学校という部
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分も、これから一つの方向性としては考えられ

ることだと思いますけれども、まだ私たちも情

報不足でございますので、これからさまざま情

報を集めた上で、全体的な視点で検討してまい

りたいというふうに思っているところです。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） どうもありがとうござ

います。本当にそういう対応を学校にしていた

だけるとすごくありがたいと思います。現在、

小学校の新庄市内の大規模校なんですけれども、

大体１割の生徒が特別支援が必要とされている

そうです。例えば新庄小学校ですと、600名近

い生徒数に55名、そのパーセンテージの高さに

ちょっと私も驚いた次第で、その子たちの特別

支援教育に対して学校ではすごく一生懸命取り

組んでおります。 

  先ほど申し上げたように、進路の段階で、そ

の子供たちが将来にわたって金銭的なことを言

うようですけれども、税金を払えるような就労

の場につくことができるか、もしくは税金を投

入して障がい児手当ということを考えなければ

ならないことになるか、その分かれ目が教育だ

と思います。先天性の障がいのものですから、

改善の見込みが低い子もかなりいます。重複障

がいの子のひどい子は、中等部になっても文字

すら理解できないという子がいます。そういう

子供と一緒に、一般就労ができそうなそういう

能力の、能力が高いというか障がいが軽いとい

うか、そういう生徒が同じまなびやでいるとい

うのも問題があると思うのです。 

  そのためには、欲を言えば、聾学校や盲学校

は専攻部がありまして、就労のための教育を短

大の形でしているということも全国的にはあり

ます。知的障がいに関しては、そういう整備も

なされておりません。それで、山形県でもそう

いう整備が今考えてはいるけれども実際ありま

せんので、その点も視野に入れて高等養護の誘

致、特別支援学校の設置ですか、それを考えて

いただければと思います。その専攻部について

は、新庄市ではどのようにお考えでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人。 

栗田正人学校教育課長 専攻部の話は、ただいま

初めてお聞きをしたお話ですので、これからい

ろいろ調査していきたいと考えていますけれど

も、特別支援教育に対する新庄市の取り組みと

しては、市内小中学校に個別学習指導員、特別

支援指導員を配置しまして、早期のうちにその

子供たちが持っている個性をよりいい方向に伸

ばすというようなことで取り組んでいるところ

です。小学校では、１年生、２年生に主に集中

的に配置をして、その子供たちが３年生になる

と大分落ちついてくるというような成果も出て

おりますので、そういうことで個性を持つ子供

たちをいい方向に持っていきたいというふうに

考えているところです。 

  なお、高等養護学校につきましては、先ほど

申し上げましたように、さまざまな件でまだ

我々は情報不足ですので、新庄養護学校の校長

先生のお話もお聞きしながら、連携をとって進

めてまいっていければなというふうに思ってい

るところです。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） ありがとうございまし

た。道路整備の状況、ごみ袋の状況、ガイドヘ

ルパー、養護学校の件は、これからも質問を続

けさせていただいて、確認をとらせていただき

ます。 

  そして、おむつの件ですけれども、先ほどは

市長の答弁の中で、量を支給した方が喜ばれる

のではないかという話もあるんでしたけれども、

事実、私たち介護職員で回っていた場合には、

褥瘡が一番心配な部分がありました。褥瘡とい

うのは、夏場の暑さだけではなく、梅雨時は蒸
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れる、蒸し暑さも寝たきりの方には非常に都合

が悪いこともありまして、冬場の電気毛布でも

布団の中が蒸れるという場合が多々ありまして、

季節を問わず排尿に関しては問題があります。 

  褥瘡が一番心配なんですけれども、１日や２

日で簡単にできるものです。完治するには３カ

月かかります。その褥瘡を誘発するようなおむ

つの支給であっては非常に困るわけです。褥瘡

も場合によっては骨まで到達する場合があって、

それがたかがシーツのよれとか、尿とりパッド

の枚数の厚さが原因だということで簡単にでき

てしまうものですから、多少高くても品質のよ

いものを欲しいという方があります。中には、

量が欲しいという方もおります。ですから、量

を重視するとか値段が云々ではなくて、今の状

況でいい方はそのままの制度で残していただい

て、あくまでも個別対応。高いものですと７回

分の吸収であって、非常に値段が３倍ぐらいす

るなんてものもあるんですけれども、それは望

む方にあれば、自分で負担してもいいですから、

そういう品質の高いものをと望む場合もありま

すので、そこら辺も兼ねて御検討をお願いした

いと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 ただいまの件ですけれど

も、支給された尿とりパッドが役に立たないと

いうような、中には、人によってはあり得ます。

役に立たないものをもらってもしようがないわ

けですから、我々としますと、その方に合った

ものを使っていただくということです。 

  ただ、私どもでは、介護度に応じて上限額を

定めております。介護度３の方の場合は月額

4,000円以内、４・５の場合は6,000円以内とい

うことで定めておりますので、値段が高くなっ

た場合には、枚数的にはすべて賄えるわけでは

なくて、はみ出た部分につきましては御自分の

負担となりますけれども、そういったことで選

択は考えております。ですので、どうしても今

大量に仕入れております形で合わないといった

場合には、お申し出いただいて、その人に合っ

たものをこの金額の範囲内で支給していきたい

と思っております。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） ありがとうございまし

た。これで私は終わります。どうもありがとう

ございました。 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） ２期目最初の一般質問

をします。 

  ことし新庄市は37年ぶりの記録的な豪雪に見

舞われ、まだその雪残る３月11日には東日本大

震災が、太平洋沿岸の広い地域に空前絶後の大

災害をもたらしました。あれから３カ月経過し

た今なお、多くの被災者が避難所などで大きな

不安を抱えながら生活を余儀なくされています。 

  新庄市は、豪雪については官と民の総力戦で

２メートルを超える膨大な雪を除排雪し、社会

機能をほとんど麻痺させることなく厳しい冬を

乗り越えました。そして、大地震が発生した３

月11日から、職員は数日間ほとんど寝ずの対応

で、市民の安全・安心の確保に努めました。こ
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の様子については、関連する質問の際にも述べ

ますが、私は有事の際に市民のために懸命に働

く職員の姿を目にし、実に頼もしいと感じまし

た。 

  さらには、３月18日から、被災者支援室と官

民が一体となった被災者支援新庄市民行動本部

を立ち上げ、支援物資の供給や被災者受け入れ

の体制をとりました。私が常に申し上げている、

市役所は実践的シンクタンクであるということ

を証明してくれたのではないかと思います。 

  その反面、さまざまな課題も鮮明になったの

ではないかと思います。まだまだ被災地、被災

者支援は長期的に継続していかなければなりま

せん。被災地の隣県にある自治体として、また

その一員として、官民ともに無理のない継続的

な支援のできる体制を整える必要があると考え

ています。 

  そして、何より危機感を持って事態の推移を

注視し、厳しく監視しておかなければならない

のが、先ほどの奥山議員の一般質問にもありま

したように、福島の原発事故による放射能汚染

の広がりです。我が市の基幹産業は、何といっ

ても農業です。これから生産される農作物が、

人体や生態系にも悪影響を及ぼす放射性物質に

汚染され、甚大な被害を及ぼす可能性を否定で

きない現状があるように思います。 

  それでは、通告に従い、このような混沌とし

た状況下での新庄市がとるべき方向性について

質問をします。 

  まず、地域経済の再生に関する質問です。 

  冒頭でも言いましたが、今冬は記録的な豪雪

により、市内の産業、とりわけ商業の売り上げ

に相当の影響が出たとの悲痛な声を商店街でよ

く耳にいたしました。そこで、この豪雪による

農工業・商業の被害状況はどのようなものだっ

たのか。また、これらに対応した支援などにつ

いて具体的に聞かせてください。 

  次に、以前にも質問しましたが、民間が進め

る下田町の大規模商業施設及び宅地開発計画は、

現在どのようになっているのか聞かせてくださ

い。以前の市長答弁ですと、計画の申請があれ

ば、市としては拒むことはできないということ

でしたが、現在のようなかつて経験したことの

ない厳しい状況下でも、以前と変わらぬ考えな

のか、確認しておきたいと思います。 

  次に、中心市街地の都市計画税について質問

をしたいと思います。 

  都市計画税は、昭和54年に制定され、それ以

降現在まで区域などの見直しは全くなされてい

ません。既にインフラ整備などが課税区域を超

えた整備がなされているようですが、税の公平

性の観点からしても、やはり見直しは必要では

ないかと思います。このことについてどのよう

に考えているのかお聞かせください。 

  次に、工業団地の利用状況と新しい企業誘致

の戦略について質問をします。 

  予算書には、企業誘致戦略策定事業負担金

320万円が計上されています。そこで、今後今

までどおりの企業誘致をしていこうとしている

のか、あるいは今までの戦略を根本から見直し、

現状に即した新しい戦略による誘致を進めよう

としているのかを聞かせてください。既にもう

具体策などがあれば、それも聞かせてください。 

  次に、農業用水路での水力発電の可能性につ

いて聞きたいと思います。 

  今回、世界的にも例のない原発の大事故によ

って、原子力発電がいかに危険で、ほかの発電

システムよりはるかにコストの高いものである

ことをようやく国民が知ることになりました。

さらに、廃炉にしたとしても、半永久的に巨額

のコストをかけながらの管理が必要なこともは

っきりいたしました。この大事故を受けて、早

速ドイツなどは自然エネルギーを利用した発電

へと大きくかじを切りました。しかし、残念な

がら我が国の動きは、エネルギー政策を根本か

ら見直すところまでには至っておりません。 
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  私は、以前から何度も申し上げているように、

新庄市は小水力発電などの自然エネルギーを利

用した発電を積極的に進め、それを農業などの

産業に直結していくべきだと考えています。地

産地消の電力を手にすれば、市場競争力は向上

し、農業を中心とした地域経済の再生が実現で

きるのではないかと考えております。市長は、

地産地消の電力についてどのように考えている

のか聞かせてください。 

  続いて、地域防災の機能強化に関した質問を

します。 

  初めに、福島の原発事故による放射能汚染の

拡大についてです。 

  国などの対応を見ると、事故の短期収束は現

状では考えられません。そうなると、原発から

直線距離にして約200キロ圏内にある新庄市の

放射線量は、随時モニタリングをしておく必要

があります。そこで、放射線量を計測する線量

計の十分な用意はできているのでしょうか。こ

れから小学校では、屋外プールでの授業が始ま

ります。子供たちを放射線被害から守るために

も、学校などの施設に線量計は必需品だと思い

ますが、市長はどう考えているのでしょうか。 

  次に、災害時の緊急職員体制についてですが、

冒頭に言いましたように、私は３月11日から数

日間の、環境課職員を中心とした動きに素直に

敬意を表したいと思います。寝る間も惜しんで、

地震による被害や停電などの状況を把握し、的

確な対応をしていく姿に、やはり市民の安心・

安全を守る中心的で頼れる存在は市役所職員だ

と実感いたしました。そのような昼夜を問わず

市民のために黙々と職務を続ける職員の姿をぜ

ひ多くの市民に知っていただきたいとも思いま

した。 

  しかし、今回のような有事の際には、さまざ

まな課題も見えてきたと思います。それを踏ま

え、今後はどのような体制で対応していくつも

りなのか。また、より機能する消防防災組織に

するための施策についても聞かせてください。 

  次に、継続的な被災地復興支援についてです

が、今後の被災者、被災地支援をどのようなス

キームで進めようとしているのかを具体的に示

してほしいと思います。まだ検討中であれば、

その方向性だけでも聞かせてもらえればと思い

ます。 

  それでは、最後の質問に入ります。 

  私は、今まで何度も新庄まつりのコマーシャ

ルを見直してはどうかという質問をしてまいり

ました。しかし、その宣伝方法が有効だったの

かどうかについては、明確な答弁はなかったよ

うに思います。私は、その効果がはっきりと確

認できないようなスポットＣＭに、436万円も

の予算を使うことへの理解がどうしてもできな

いでいます。その予算があるなら、もっと市民

福祉向上に直結した施策に回すべきではないで

しょうか。それができないなら、せめて新庄ま

つり自体をより充実させるための予算に回すべ

きではないかと考えますが、いかがでしょうか。 

  以上で壇上からの質問は終わりますが、今回

の原発事故により、私たち大人は、一番大切な

子供たちに、いつも放射線量を気にして暮らさ

なければならない日常を残してしまいました。

それを謙虚に反省し、これからのすべての施策

や事業は、子供たちの安心できる未来につなぐ

ための、子供の未来基準で慎重につくり上げる

責任が私たち大人にはあると思います。御清聴

ありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 午後一番の小関議員の質問に答え

させていただきます。 

  我々大人は子供のために何ができるか、また、

子供のために残していくもの、そういう責任の

もとにあるだろうというような最後の言葉、大

変私も同感であります。 
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  初めの、今冬の豪雪による農工業・商業の被

害状況の今後の支援対策はどうなっているのか

ということですが、商工業分野につきましては、

積雪による建築物の損傷が工業団地などで幾つ

か発生いたしましたが、特段の大きな被害はあ

りませんでした。しかしながら、日々の除雪作

業そのものに費やした労力や経費がいかに大き

いかという多くの経営者や商店主の皆さんの率

直な声をお聞きしておりました。市内中心部に

おける道路排雪を優先的に実施し、中心商店街

などの経済活動に支障が出ないよう、道路交通

の確保に努めたところであります。 

  また、工業団地内の市道は重要路線と位置づ

け、物流が滞ることのないように最優先で除雪

を実施したほか、積雪が企業誘致活動の足かせ

とならぬよう、山形県におきまして、今年度に

新たに県外からの新規立地企業に対して除雪よ

うの機械や設備の導入費用を助成する制度が儲

けられております。円滑な道路交通の確保が商

工業振興の第一歩であるととらえ、今後とも工

業団地を初めとする市道路線のきめ細かな除排

雪に努力してまいりたいというふうに思ってお

ります。 

  また、農業関係の被害でありますが、平成22

年12月からの豪雪によりまして、ビニールハウ

ス39棟、作業場等の建物２件、果樹４件が被害

を受けておりまして、被害総額は概算で約

2,600万円に及んでおります。これに対し、市

では、県の補助事業を最大限に活用し、平成22

年度においては農地の融雪を図るために購入し

た融雪剤に対して補助を行う融雪支援対策事業

を実施し、融雪剤を購入した634戸に対し、45

万9,960円の補助を行っております。 

  また、平成23年度におきましても、農協など

を通じて県の各種補助事業に対する要望を上げ

てもらったところ、園芸用ハウスなどの施設復

旧のための資材の購入などに要する経費に対し

て補助を行う農業用施設復旧支援事業では19戸

の22棟で161万543円、桜桃雨よけ施設復旧支援

事業では２戸の５棟で24万651円、樹体被害を

受けた果樹の苗木購入に対して補助を行う補植

用果樹苗木購入支援事業では、１戸で桜桃の苗

木10本で１万5,750円の事業要望があり、現在

事業実施に向けた手続を進めているところであ

ります。 

  また、今回の雪害対策事業において対象外と

なった施設などに対しましても、他の補助事業

を最大限に活用して復旧支援を行っていけるよ

う対応しているところでございますので、御理

解のほどをよろしくお願いいたします。 

  それから、下田町の開発計画についてですが、

平成19年度に二つの業者より連名で開発行為の

事前協議の申し出がありましたが、協議途中に

おいて中断しているという状況であります。そ

の後、現在に至るまで、その他の開発業者も含

め、当該地に関する開発行為等の申し出はござ

いません。今後、他の地区も含め、開発行為等

の申し出があった場合は、当該地の都市計画、

用途地域等を勘案し、開発指導要領に基づく事

前協議を行い、都市計画上の市の意見を十分反

映いただくなどの対応をしてまいりたいと考え

ております。 

  以前、拒むことはできないのではないかと。

都市計画法上における白地のところについては、

制限をつけた中での計画範囲というのは断るこ

とができないと、都市計画法上なっておるとい

うことを御理解いただきたい。 

  それから、中心市街地の都市計画税について

でありますが、都市計画税については、都市計

画事業または土地区画整理事業に要する費用と

して充てるために、目的税として課税されるも

のであります。特に都市計画事業については、

道路などの交通施設や上下水道、公園などの公

共空間の整備が含まれております。都市計画税

の現状については、22年度課税で土地面積は

340.4ヘクタール、家屋棟数１万553棟、納税義
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務者数は7,955人、年間税額は約２億2,100万円

であり、市税全体の約５％を占めており、都市

計画事業を推進していく上で非常に重要な財源

であると認識しております。 

  本市では、昭和54年に条例を制定し、原則と

して都市計画区域の用途地域を中心に課税をい

たしておりますが、近年、用途地域以外におけ

る都市計画事業も進められておりますので、税

の公平性の観点から今年度より調査を実施し、

また、対象となる市民に対しての周知や十分な

説明を行った上で見直し作業を進めております

ので、御理解を賜りたいと存じます。 

  次に、工業団地についてでありますが、工業

団地の利用状況についてですが、市内の二つの

工業団地のうち、新庄横根山工業団地では９社

が操業中であり、すべての用地が分譲済みとな

っております。新庄中核工業団地では43社が操

業中でありますが、団地全体の約25％に当たる

23.3ヘクタールの工業用地が未分譲となってお

り、これに加えて、経営上の理由でやむなく工

場を閉鎖した２社の空き物件がございます。新

規分譲に力を入れる一方、空き物件対策も急務

であり、空き物件の情報提供など対策を図って

いるところであります。 

  企業誘致については、まちづくり総合計画で

も重要課題として位置づけており、今年度は財

団法人自治研究機構との共同調査研究により、

新庄市の地域特性を生かした企業誘致の戦略を

策定いたします。まだ具体的な調査研究は始ま

っておりませんが、学識経験者、地元企業など

の関係者を交えた委員会に諮りながら、国内の

企業動向や経済状況を把握するとともに、先ほ

ど申し上げましたが、今回の震災における対応

も含めた形、さらには豪雪に対してのメリッ

ト・デメリットなど、新庄市を取り巻く環境を

分析し、先進事例を調査の上、新庄市の強みを

生かした誘致のあり方を検討してまいります。 

  調査研究の成果につきましては、今年度で方

向性がまとまりますので、今年度以降その内容

を具体化し、より戦略的な企業の誘致を推進し、

雇用の場の確保に努めてまいりたいと思います。 

  また、今回の震災で電力需要の節電というよ

うなことがございますので、何とか雪を使った

形で工業団地に節電政策ができるかできないか、

急務に今検討を進めているところであります。 

  また、御提案の小水力発電の活用につきまし

ては、平成21年度に可能性調査を行い、平成22

年度には国の緑の分権改革推進事業として、市

内のＮＰＯ法人に委託して実証調査をしていた

だきました。このたびの調査は、実際に発電可

能か実験することにより、得られた電力の施設

園芸農業や消雪での活用可能性、災害時の自家

発電の可能性を調査する目的で実施したもので

あります。その結果、実験期間が11月から２月

までの冬期であったにもかかわらず、平均約６

キロワットの発電が可能であったこと、また、

電力が発電機近くに設置した園芸施設やその敷

地の消雪にも活用できたことなど、検討課題は

あるものの、おおむね良好な成果が得られたと

考えております。 

  しかし、一方で、導入費用の問題や農業用水

活用のための水利権問題、農業生産施設までの

送電の問題、活用を図っていくための課題もそ

れぞれ明らかになっているものと思います。 

  このたびの大震災を契機に、自然エネルギー

が大きく注目されているというふうに私も思い

ます。技術面、制度面での条件整備も今後さら

に進められていくと考えられますが、導入環境

を踏まえながら、太陽光や風力発電などとあわ

せながら、自然エネルギー全体の活用方策につ

いて探ってまいりたいと考えております。 

  それから、地域防災の機能強化の御質問です

が、最初の放射能関連でありますが、県内の空

間放射線量の測定、雨水、水道水、土壌は、先

ほどの奥山議員の質問にお答えさせていただき

ましたが、非常に難しい関係にございます。子
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供たちに決してそのような被害があってはなら

ないという観点から、教育委員会等も非常に緊

密な県との連絡をとりながらしていくこと。 

  それで、先ほど学校の方に必需品として置い

ておくべきではないかというような御提案がご

ざいましたが、この使い方が非常に難しいとい

う判断もいただいております。それぞれのとこ

ろの判断基準が先行してしまうと混乱が起きる

というようなことで、その一部にだけ、その学

校にだけ放射能が降ってくるということではな

く、地域的な偏在数はありますけれども、大き

く北部、南部、中部などというような形になる

おそれがありますが、全体的には県が調査する

中で、北部方面、新庄最上方面にそうした飛散

するおそれがあるといったような場合には、や

はり的確な判断をしていかなければならないだ

ろうというふうに思っております。 

  大変難しいというのは、それが先行し過ぎて

いくことによって、逆に判断の先行というよう

なことがあった。議会中にもありましたが、県

で既におそれがあるというようなことで学校下

校させたというようなことがありますが、その

人の発言によって非常に風評被害も大きなもの

がありますので、その辺は御理解賜りたいと。

しかし、子供たちに影響のないような形で毎日

真剣に取り組んでまいりますので、よろしくお

願いしたいというふうに思います。 

  それから、緊急職員の体制については、先ほ

ど職員が親身になって対応してくれたというこ

とに対するお褒めの言葉でありますが、本当に

職員が交代しながら市民の安心・安全に集う、

また、４月７日の夜の大きな地震でも、11時半

過ぎの地震ですが、職員が自発的に集まり、施

設の点検、あるいは住民の安心・安全を即確認

し、２時に解散いたしましたが、翌朝からふだ

んどおりの行政が開けたこと、大変ありがたく

思っております。 

  それから、避難所関係になりますが、災害時

の緊急職員体制については、防災計画のマニュ

アルに沿いながらもう一度復習し、そして訓練

も含めて、動員を的確なものに、さらにしてい

きたいというふうに思っております。 

  特に今回は、地域担当性が機能いたしまして、

ガソリンがない、あるいは電気がつかない中で

も、的確に区長さんに情報提供をできたという

こと、大変これまでの取り組みの成果であった

なというふうに思っております。 

  次、消防防災組織でありますが、地震におけ

る、地震だけではなくですが、さまざまな災害

に対しては、消防団あるいは常備消防というふ

うな大きな災害に強い能力の高い消防団等がご

ざいますが、基本的に災害対策の基本というの

は、私は自助、共助、公助だというふうに思っ

ております。どうしても自助でできない部分は、

当然公助が努めなければならないということを

考えています。 

  しかし、共助という部分で、どうしても自主

防災組織をどういうふうに進めていくかと。一

昨年から進めておるわけですが、新庄市自体が

非常に災害のないまちであるというようなこと

の意識づけ、長年、雪以外の災害はほとんど経

験したことがないと。昭和49年に水上がりがあ

ったわけですけれども、それ以来、水路の改修

などを行って、ほとんど災害がないというよう

なことで、自主防災に対する意識が非常に薄ら

いでいるというようなことがあります。そうし

たときこそ、大事な組織であるというふうに思

っておりますので、町内各地における消防団と

あわせて、町内の自主防災組織の拡充、実現を

図ってまいりたいというふうに思っております。 

  次に、継続的な被災地支援復興についてであ

りますが、議員御指摘のように、最初に被災者、

原発でガソリンのない中、新庄にぎりぎりまで

来てくれた方々が最初の避難者でありました。

３月15日に、避難者を東山スポーツハウスに受

け入れて以来、全庁体制で対応し、また多くの
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市民の皆様から救援物資の提供を初めボランテ

ィアの登録や義援金をちょうだいしたことは、

５月19日の行政報告でも御説明したとおりであ

ります。 

  今回の災害は、これまでの経験を大きく超え

たものと承知しておりまして、既に震災発生か

ら３カ月になりますが、いまだに被災地では避

難所生活をしているというような状況を承知し

ております。政府の目標のお盆までは、応急仮

設住宅に移動を終えると言っておりますが、計

画どおりに実施された場合でも、震災発生から

５カ月という期間を避難所で過ごすということ

になります。 

  また、復旧・復興に関しましても、津波によ

る広範囲な被害に加え、被害を拡大させる福島

第一原発の事故では、東京電力が発表した収束

への工程表においても、１月までという長い期

間を要するものとなって、それで終わるかどう

かもわからないという状況の中で、新庄市もし

っかりと長期的な支援をしていかなければなら

ないというふうに思っております。 

  被災者支援室も縮小はしましたが、今後とも

継続し、さまざまな形に要望があればこたえて

いきたいなと思っています。 

  それから、今までいた避難者は、市営住宅に

入っていただきましたが、被災自治体から送ら

れてくる情報を速やかに届ける、あるいは直接

職員が行って面接をするというようなことで、

直接要望を聞いたりしながら、心理的な面での

ケアも図りながら進めているところであります。 

  やはり気になるのは、地元、自分が住んでい

た町村からの情報に対するものに対して非常に

関心が高いということがありますので、それな

どが来ましたら早速郵送、あるいは翌日に確認

の面接に行くというようなことをやっておりま

す。 

  また、被災地への支援につきましては、県の

被災地広域支援隊の人材派遣につきましても、

積極的に新庄市も派遣しております。また、今

回市民ボランティアを現地に派遣する新庄応援

隊を企画しました。これにも多くの方々が参加

いただいております。今のところ、毎週金曜日

に仙台市のボランティアセンターに派遣してお

りますが、現地の状況を見ながら対応してまい

りたいというふうに思います。 

  先ほども申し上げました今回の震災において

は、復旧・復興までには長い時間が必要となり

ます。本市におきましても、少なくとも今年度

いっぱいは被災者支援の看板を外さずに、被災

者及び被災地を継続して支援してまいりたいと

思いますので、御理解と御協力のほどをお願い

いたします。 

  最後の新庄まつりのテレビのコマーシャルを

見直してはどうかと。効果がないというような

ことでありますが、これにつきましては、これ

までは新庄まつりのＣＭについては、従来もテ

レビやラジオなどを利用してコマーシャルを実

施してきました。予算は20万円ほど、県内のみ

の放送でした。現在は、県内民放２局、宮城県

も同じく民放２局、秋田・福島両県は１局、首

都圏につきましては、民放キー局の中の１局に

依頼して放送しております。 

  ＣＭの内容に関しましては、県内に民放２局

に制作も依頼し、それぞれを各地の担当放送局

へ送っていただいております。15秒という短い

間に、新庄まつりの熱気と伝統を伝えようと、

２局とも制作に力を入れていただいております。 

  広報戦略という面からも、テレビは欠かせな

い存在だと考えております。従来、県内のみの

放送であった場合は、県内に向け20本程度であ

ったＣＭですが、現在は７月から８月にかけて、

県内向け62本２局、宮城県に向け46本２局、秋

田県に向け23本、福島県に向け16本、首都圏向

け16本を放送しています。 

  首都圏においては、対象が東京都以下８県に

またがっております。首都圏での全体の平均視
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聴率が、平成21年は約2.9％ほどとなり、視聴

可能地域の人口が1,808万世帯とした場合、１

回の放送を52万4,320世帯ほどが見た計算にな

り、16本の放送をしておりますので、単純計算

で1,049万世帯が新庄まつりのＣＭを見たこと

になります。これほど多くの方々に新庄まつり

をＰＲする機会はそうそうないことであります。

実際にも、ＣＭを視聴した方々から、パンフな

どの問い合わせが多くなったようであります。 

  また、ＣＭを作製することで、テレビ・ラジ

オなどへの出演などのお話をいただける機会が

ふえました。平成21年には、仙台市の東日本放

送への生出演をさせていただきましたし、生放

送でのＰＲができました。昨年は、全国放送の

お昼の番組で新庄まつりが取り上げられました。

24日の宵まつりの状況が全国に放送されており

ます。また、ここ数年は、山形テレビで制作さ

れた新庄まつりの特別番組がＢＳ朝日でも放送

されております。このように、ＣＭを制作した

上での波及効果も期待されます。 

  昨年初めて、新庄まつり当日に、街頭による

アンケートを実施いたしました。そのアンケー

トによって、新庄まつりの情報源を調査いたし

ましたところ、約１割の方々がテレビによって

情報を得たと答えていらっしゃいます。数の上

ではまだまだかと思いますが、実際県外の方に

見ていただいているということは大きな成果で

あると思います。 

  ことしは、テレビＣＭの拡大をして３年目に

なりますが、ことしもテレビＣＭを実施し、効

果について多方面から検証していきたいと考え

ております。 

  県内市長会からも、そうしたテレビコマーシ

ャルの影響か、私らを呼ばないのかというよう

なお話もいただいているところであります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  まず最初に、新庄まつりのテレビＣＭについ

てからいきたいと思いますが、私は効果がない

とは申し上げていない。要するに、物差しでは

かることがなかなか難しいということを申し上

げていたわけで、血税を使ってコマーシャルを

するわけですから、市民にしっかり説明のでき

る使い方をしなければ、本当に市民は納得する

のかと。今、市長からいろいろな波及した効果

があるということで御説明もいただきましたが、

少しコマーシャルについて質問させていただき

たいのですが、このＣＭスポットを流している

時間帯はどういう時間帯なんでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 首都圏及び近県とか県

内もちろんありますけれども、特定の時間帯で

すと特定の方にしかそれがアピールできません

ので、さまざまの曜日設定、それからさまざま

な時間帯、これを加味してやっているというこ

とであります。 

  先ほど市長は、平均首都圏で３％という数字

が出ておりますけれども、最大でも８％ぐらい

の数字をちょうだいするというふうなことでも

あります。 

  なお、経費に関しましては、どうしても首都

圏それから仙台圏ですね、宮城のですね、そち

らの方の単価がえらい高いものですから、そち

らの方がほとんど７割ぐらいに当たると。逆に、

新庄まつりの誘客のターゲットも、仙台圏そし

て首都圏であるということから、そういった重

点的な出費になっているということでもありま

す。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 何度聞いてもよくわか

らないのですが、430数万円という血税が使わ
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れております。本当にその金額が、市民が納得

いくような効果のあるＣＭにしていただきたい

し、もしどうしてもやるのであれば。 

  あと、テレビの絶大効果を先ほどおっしゃっ

ていましたが、昨今インターネットというツー

ルもございます。インターネットを活用して、

非常に安価で最大効果を目指すことも一案では

ないかと思いますので、その辺も考えていただ

ければと思います。 

  それでは、奥山議員の質問にもありましたが、

私も放射能についての質問をちょっとさせてい

ただきたいと思います。 

  市長は、原子力発電そのものについてはどう

いう認識でおられるのか。また、放射能汚染に

ついては、市長はどういう認識でおられるのか

を市長から御答弁いただきたいのですけれども。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 個人的には、自然エネルギーによ

るものが大変私はよろしいというふうに思って

おります。しかし、経済的なさまざまな諸状況

を考えたとき、それだけで済むのかというよう

なことの不安もございます。 

  放射能汚染については、だれもが当たりたく

ないものだと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 自然エネルギーの方向

性を持っていただいて、本当にありがたいと思

います。しかし、先ほど私も申し上げたように、

経済性の点からいって、非常に経済的なコスト

がかかるというのが原発でございます。その辺

を私としては、地方から国に訴えていくという

か、ましてや基幹産業が農業というところ、こ

こが新庄なわけです。 

  私は、本当に先ほど奥山議員もおっしゃった

ように、風が吹いてきたらどうしようもないん

だというふうな答弁ではなくて、本当に吹かな

いことはないので、今も現に南風がこちら側に

向かっている日も多くあると思います。私は、

要するに農作物からそういうものが、放射性物

質が検出された、その後から対応するんではも

う遅いと思うのです。ですから、基幹産業が農

業である自治体であれば、絶対に原子炉は廃炉

にすべきだと。それを強く地方が、農業が基幹

の自治体が声を強くして訴えていくべきではな

いかと私は思うのです。経済的な効率からいっ

ても、原子力発電所は非常にハイコストである

ということは、もう実証されてしまったわけで

す。どうですか、市長。どういうふうに思われ

ますか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 この地域の農業、基幹産業である

というようなことは、現状と将来に向けての２

点に考えられるのではないかなというふうに思

います。将来的には、自然エネルギーを中心に

したまちづくりをしなければならない。しかし、

現状として今願うところは、放射能、原発の早

い収束を願っているところであります。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 私も、早い収束を願っ

ている者の一人でございます。先ほどの答弁に

もありましたように、県が、国がという答弁が

非常に多かったように思います。放射能汚染に

ついての答弁ですけれども。県が、国が今のあ

あいうふうなマスコミで、非常にマスコミの情

報が重要だ、それをもとにと執行部の皆さんは

おっしゃっていましたけれども、国がああいう

ふうな状態で、非常に、出す情報も、何日後に

は別の情報に変わっていくという状況があるも

のを信用して、本当にここの、この愛する新庄

市の住民を、そして農業を本当に守れるのかと。

地域主権、地方分権だとは世の中で言っていま

すけれども、本当にそういうものを新庄市のも
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のにするのであれば、私はみずから線量計を用

意して、みずからの住民を守ると。それぐらい

の意識があってもいいのでないかと思いますが、

お任せではしようがないと思うのです。どうで

すか、市長。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 国と県に任せているつもりはござ

いません。先ほど環境課長が申し上げましたよ

うに、うちでは早い段階で、県内で唯一高額の

線量計を既に買い求めております。定期的に検

査もしております。ただし、これがここの地域

だけが特別に高くなるというような場合には、

今モニタリングを24時間やっている山形と米沢

と県と相談して、どういう状況なのかというこ

とを諮らなければならないということを申し上

げているわけです。県と国にだけ任せているわ

けではないです。ただ、一方的に公表するとい

うことによって、本来周りがないのに、ここの

線量計だけが高く示してしまったと。なぜだろ

うと。 

  また、市内の企業でも定期的に検査しており

ます。情報をいただいております。しかし、情

報を公開しないでもらいたいと。なぜならば、

放射線量の線量を出すときの計算方法というの

は非常に難しいということで、ベクレル、シー

ベルト、我々も頭がこんがらがるような単位で

出てくるわけです。そうしたことも含めて、自

社で定期的に検査します。何かあったら市の方

にもお知らせしますというようなことはいただ

いておりますが、こちらからは提供を求めてい

ない。市としては、郡内でいち早く新庄市が備

えたことをつけ加えておきたいと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 今、線量計をいち早く

備えたということで、その部分については非常

に評価をしたいと思います。先ほども申し上げ

ましたように、市民の安全・安心を守るのは新

庄市役所、市長を中心とした新庄市役所だと私

は信じております。ぜひ市民の安全・安心、特

に子供の未来を考えて安全・安心を守っていた

だければと思います。 

  先ほど企業誘致のところでちょっと気になる

ところがありましたので、それを質問させてい

ただきたいと思います。 

  先ほど地元企業と連携して誘致を進めていく

というようなことをおっしゃっておりましたが、

その後に、市の強みを生かしたという答弁内容

がありました。その市の強みと考えている強み

の部分というのは、市長はどのような部分だと

認識しておりますか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎勉総合政策課長 先ほどの企業戦略のお話の

中で、確かに新庄市の強み弱みを認識しながら、

今後の企業誘致に進めたいというふうに申し上

げました。この新庄の強みと申し上げますのは、

新庄が東北の中の中心にあって太平洋岸の方を

見据えた場合、もしくは日本海を見据えた場合

にも、ウエストラインというところのちょうど

中間地にあるそういった位置的な条件、これも

強みではないかと思います。 

  また、一方では、雪、これは今までですと、

どうしても企業誘致にとっては弱みとしてとら

えられておったわけですが、これについても強

みとして生かせる道がないのか、戦略の中で検

討、研究していきたいというふうに考えており

ますので、御了承願いたいと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 今、課長の答弁で非常

に安心した部分がございます。本来であれば、

マイナスの要素である雪というものを強みに転

換して、それも、要するに２メートル降っても

機能が麻痺しなかった新庄というところも、強
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みにしていくというようなことではないかと思

いますけれども、本当に私もそうだと思います。

本当に企業誘致戦略、私もできれば一生懸命応

援させていただきますので、ぜひ頑張っていた

だければと思います。 

  また、原発事故の関連のところに戻りますけ

れども、先ほどから機器の利用が難しい。数値

もいろいろ機器によって定かでないと。定まっ

ていないということ。あとは、前の質問の中で、

要するにいたずらに不安をあおるようなことに

ならないようにというふうな内容の答弁をいた

だいたわけですが、私は、前回の議会で、執行

部の特に教育委員会の方々が、非常に機敏に対

応したと。要するに、県の教育庁の方から子供

を自宅待機させるようにという連絡があってす

ぐ対応したと。私は、その部分については非常

に評価をさせていただいております。 

  後日、県の危機管理室を通していなかったか

ら、あれはどうのこうのということで知事が謝

罪もしていましたけれども、非常にデータ的に

は山大の大川教授という方のデータをもとに、

大川教授の意見をもとにして県の教育庁が単独

でやってしまったと。そういうふうなところで

すので、私は、市独自でも、子供の将来のこと

を考えれば、そういう市独自の判断というのも

あっていいと思います。ぜひ、新庄市民、住民、

特に子供を守るために、市独自の本当の判断を

できるような新庄市になっていただければと思

います。 

  これで質問を終わりたいと思います。よろし

くお願いいたします。ありがとうございました。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後 １時５０分 休憩 

     午後 ２時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。山口吉靜でございます。 

  東日本大震災は、死者・行方不明者合わせて

約２万4,000人の被害をもたらしました。東日

本大震災により被災された皆様に、心よりお見

舞い申し上げます。また、被災地の一日も早い

復興をお祈り申し上げます。 

  最大で震度５強だった県内の被害は、比較的

軽かったのですが、しかし、県内でも最悪の場

合2,000人以上が死亡、20万人以上が被災する

という地震が想定されております。備えが心配

であります。また、将来的に大規模な地震が発

生する可能性が十分にあるということでありま

す。本県には、既に四つの断層帯があることは

知られており、また、歴史的には1894年（明治

2７年）の酒田地震、庄内地震で1,000人近い死

者など甚大な被害が出たほか、蔵王、左沢など

においても、かなり大きな地震の記録が残って

おります。 

  発言通告に従いまして、一般質問をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

  次の10点について質問させていただきます。 

  まず、１点目は、新庄盆地断層帯においてお

伺いいたします。 

  本断層帯では、第４期後期の活動性が、不確

かな断層を含む活動履歴に関する資料が整って

おらず、最新活動時期、１回の変移量、活動間

隔、活動区間などが解明されていないため、将

来の断層活動について十分な検討ができない段

階にあります。基礎的データを豊富に集積する

必要があると思います。今後に向けて、新庄市
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として備えは大丈夫なのか、どんな対策をされ

るかお伺いいたします。 

  次に、２点目は、地震保険についてお伺いい

たします。 

  東日本大震災で多くの建物が倒壊、建物と家

財の損害を保障するのが地震保険ですが、地震

保険は1960年の新潟地震をきっかけに始まった

と言われますが、新庄市はどのようになってい

ますか。公共物など地震への備えは十分である

か、お伺いいたします。 

  次に、３点目は、震災で会社が壊滅的被害を

受けての休業手当はありますか、お伺いいたし

ます。 

  災害時における雇用保険の特例措置といいま

すか、実際に離職していなくても失業給付を受

給することができるのかも含めてお伺いいたし

ます。 

  次に、４点目は、公立学校の耐震化について

お伺いいたします。 

  都道府県側に、東日本大震災を受けて、耐震

化を前倒しで実施する動きが出ておるというこ

とですが、費用は最大で３分の２を国が助成す

る、また、被災地で大半の学校が地域の避難所

として活用されたことを踏まえ、避難所として

も活用される小中学校の耐震化率を早急に

100％にすべきでありますが、地域の避難所と

しての学校の機能強化、貯水槽や備蓄倉庫、屋

外などのトイレ、自家発電装置を整備する、さ

らに震災で大型施設の天井落下による死傷者が

出たことを教訓に、天井や外壁などの耐震化の

必要についてもお伺いいたします。 

  次に、５点目は、大震災で税に関する特別な

法整備があると聞きましたが、個人に関係する

ものは主にどのようなものがありますか、お伺

いいたします。 

  住宅や家財などにかかわる損失があった場合、

所得税の住宅ローン減税や自動車重量税、また、

個人に関するものとして相続税や贈与税、消費

税についてもお伺いいたします。 

  次に、６点目は、東日本大震災による新庄市

の被害者受け入れ現状についてもお伺いいたし

ます。 

  新庄市は、被災者支援新庄市民行動本部会議

を設置され、最低半年は続くつもりで取り組む。

住・食だけでなくて、多面的な支援をしていき

たいとしておりますが、現在はいかがでしょう

か。現状、実態をお伺いいたします。 

  次に、７点目は、地方に多い交際経験ない男

女の出会いの場をふやしてほしいということに

ついてお伺いいたします。 

  少子高齢化が顕著な地方は、都市と比べると

交際経験がない男女が多いことが、５月11日内

閣府の初の調査でわかったそうです。地方に住

む男性の未婚化、晩婚化が懸念されます。娯楽

が少ない地方では、男女が知り合う機会が都会

と比べて少ないことに加えて、女性とどのよう

に接したらいいか、交際の進め方がわからない

という男性が多いようだと、調査を担当した内

閣府少子化・高齢社会政策担当の荒木陽子政策

企画調査官は話しております。地方こそ積極的

に、継続的に取り組むべきと言われております。

市として、この点、交際できる対策をぜひ考え

て実行していただきたいので、その方向性をお

伺いいたします。 

  次に、８点目は、子育て支援の充実について

お伺いいたします。 

  福祉政策を一層充実させる子供の医療無料化

は、現行の未就学児から小学３年までに、入院

費の無料化は、現行の小学６年以下から中学３

年までにそれぞれ拡大する。子育て家庭への経

済的負担軽減を図ることについてお伺いいたし

ます。 

  次に、９点目は、特別養護老人ホームの増床

に向けた支援、小規模多機能型居宅介護施設の

開設など、介護サービスのさらなる充実を図る

ことについてお伺いいたします。 
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  次に、最後10点目は、市債残高についてお伺

いいたします。 

  平成21年３月、当市の残高が一般会計と特別

会計の合計の借金が約275億円で、利息が１日

に約200万円、月約6,000万円、年で約７億

2,000万円でしたが、「新庄の予算2011」によれ

ば、実質公債費比率が平成21年度決算時で23.5

となり、財政の早期健全化を完了したとありま

すが、現在は今申し上げました数字に対してど

のぐらい減額となりましたか、それぞれの金額

をお伺いいたします。 

  なお、今後の見通しはどうですかも、あわせ

てお伺いいたします。 

  壇上での質問を終わります。御清聴まことに

ありがとうございました。御答弁よろしくお願

いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  先ほど東日本大震災の被災された皆様に本当

に心からお見舞いと弔意をいただきましたが、

本当に山形県での被災については、2,000人以

上の死亡、20万人が被災するのではないかとい

うようなお話がございましたが、新庄そのもの

に限ると、その調査では100人ぐらいの死亡で

あろうと。これは、全県下の話、重なった場合

と。特に、県内でも庄内沖地震が過去に1833年

のときでしょうか、あって、やはり津波があっ

たという記録があるというようなことがこの間

表示されておりましたが、新庄盆地断層帯にお

きましては、先ほど奥山議員にお答えしました

が、ほかに調査を実施する必要がある断層帯と

して平成19年からまた始まったということであ

ります。 

  それで、公表されました改訂の概要は、新庄

盆地断層帯として一くくりされていた断層帯の

西側に位置する断層が、新たな詳細の評価の対

象となる基準に近い断層と認定されまして、断

層帯西部として評価されたことによるものです。

この結果、今後30年以内の地震発生確率が従前

では0.7から１％でありましたが、東部で５％

以下、西部で0.6％に改訂され、発生確率では

最大限をとった場合に、国内の主な活断層の中

で東部は高いグループに、西部はやや高いグル

ープに属することになりましたことは先ほど申

し上げました。ちなみに、山形盆地断層帯、庄

内平野東縁断層帯も、発生確率では高いグルー

プに属しております。 

  この評価につきましては、地震の規模では従

前の評価と大きな差異はないと考えております

が、評価の中で断層帯の将来の活動性を明確に

するために、最新の活動時期の絞り込みととも

に、過去の活動について活動時期を精度よく求

め、活動間隔を明らかにする必要があるとされ

ています。今後の震災対策といたしましては、

新庄盆地断層帯の長期評価の回答を踏まえた被

害想定の見直し、検討に当たるとともに、まず

もっと建築物の耐震化を促進するとともに、防

災組織育成・強化など、大規模地震に備えた諸

対策の強化が必要と考えております。 

  市では、建築物の耐震化が急がれることから、

まずもって現在進めております小中学校を最優

先とした市有施設の耐震改修に着手したところ

であります。 

  また、地震保険の加入については、全国市有

物件災害共済に地震保険が設定されていないた

め、本市の公共施設は加入しておりません。 

  避難場所に認定されているところが、地震で

だめだということはないという考え方だと思い

ますが、一応地震保険は設定されていないとい

うことであります。 

  それから、このたびの東日本大震災を受けて、

雇用労働関係では、この場合の休業手当はどの

ようになっているかということでありますが、
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休業者や離職者に対する措置でありますが、事

業所が災害を受け、事業を休止・廃止したため

に休業を余儀なくされ、賃金を受け取れない状

態にある方は、実際に離職していなくても失業

給付が受給できます。 

  また、災害救助法の指定地域内にある事業所

が災害により事業を休止・廃止したために、一

時的に離職を余儀なくされた方については、事

業再開後の再雇用が予定されている場合であっ

ても、失業給付を受給できます。 

  次に、今回の震災に伴う経済上の理由により、

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し

ては、雇用調整助成金という制度がございます。

こちらは、従業員の雇用を維持するために一時

的に休業等を行った場合、その休業等に係る休

業手当相当額等の一部を助成する制度でありま

す。 

  公立学校の耐震化につきましては、教育長の

方から御説明申し上げます。 

  大震災における税の特例でございますが、こ

のたびの東日本大震災により被害を受けた皆様

に、国ではさまざまな税制上の特例措置を講じ

ており、それに伴い地方税においても同様の措

置を行っております。住宅や家財などの損失に

つきましては、納税義務者の選択により、震災

による損失を平成22年に生じた損失とみなして

控除できる措置であります。 

  また、住宅ローン減税は、震災によって居住

できなくなった場合でも、震災前に認定された

控除対象期間は、住宅借入金等特別控除の対象

となるもので、いずれも本議会に市税条例の一

部改正案として提案しております。 

  自動車重量税や相続税、贈与税、消費税につ

いては国税での取り扱いとなりますが、いずれ

も被害を受けた方への税の減免、還付、申告、

納付などの期限延長、課税計算の特例、納税の

猶予などの適用が一定の条件のもとで認められ

る措置であります。既に市報５月号お知らせ版

や被災者支援室などを通じまして、税の特例措

置の広報に努めてきましたが、今後におきまし

ても、税務署など関係機関と連携し、周知を図

ってまいりたいと考えております。 

  新庄市における被害者受け入れの現状であり

ますが、５月19日の行政報告でも御報告いたし

ましたが、支援体制につきましては、３月18日

に総務課内に５名体制で被災者支援室を新設い

たしました。４月１日の人事異動でさらに２名

を増員し、７名体制で取り組んでまいりました。 

  また、広範囲な被害状況から、大勢の避難者

が県内に来ることが予想されたため、関係機関、

団体、市民、企業及び市が一体となり、万全の

被災者受け入れ体制を構築することを目的に、

被災者支援新庄市民行動本部を立ち上げるとと

もに、広く市民の皆様から応援していただくた

め、救援物資の提供やボランティアの登録を要

請いたしました。 

  物資の提供では、1,100人を超える方々から、

毛布、布団を初め数多くの御協力をいただき、

県内でも屈指の物資集積所となりました。この

物資は、本市の避難所や市内の親戚を頼って避

難されてきた方々に提供したほか、被災地に対

する支援にも活用させていただきました。 

  ボランティアにも数多くの方に御登録いただ

きましたが、報道されているとおり、県境を越

えて避難される方は予想をはるかに下回りまし

て、本市の避難所では38人が最大となりました。

そのため、多くの方に御登録いただきましたが、

３分の２を超える方々にボランティアを依頼で

きない状況となりましたことを御理解いただき

たいと思います。 

  次に、避難者の受け入れ状況ですが、３月15

日の８人を初め45人を受け入れました。また、

仙台市若林区からの短期避難者は延べ61人とな

っております。避難所の運営は、被災者支援室

のみならず、全庁的な体制で行いましたが、食

材や食費の提供におきましても、多くの市民や
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飲食店の方々の御協力をいただきました。被災

地への支援は、これまで交流のあった宮城県大

崎市や石巻市、友好都市である茨城県高萩市を

中心に、各種物資の提供や職員の派遣を行って

おります。 

  先ほどの小関議員の質問の際にもお答えいた

しましたが、今回の災害においては、津波に遭

った被災地の復興のあり方や原発の対応など多

くの課題が山積しており、復旧・復興までには

長い時間がかかります。 

  また、本市の避難所である東山スポーツハウ

スに避難されている方はいなくなりましたが、

市内にはまだ多くの避難者が滞在しております。

その方々への継続的な支援や被災地への支援に

ついては、継続してまいりたいと思っておりま

すので、議員各位の御理解と御協力をお願いい

たします。 

  次、内閣府の調査をもとにした男女の交際経

験のことでありますが、「恋人なし」「交際経験

なし」と回答した割合は、地方で67％、当市で

55.9％、30代男性については、地方では80.7％、

当市では74.5％という調査報告のことをおっし

ゃっておりましたが、少子高齢社会において、

男女の出会いの場づくりは持続可能な社会をつ

くっていくための重要な課題の一つと認識して

おります。 

  今後は、未婚化、晩婚化による出生数の減少

対策として、子供を産み育てやすい環境の整備

とともに、結婚しやすい環境づくり、そしてそ

の糸口となる男女の出会いづくりが求められて

います。当市におきましては、地域子育て創生

事業の一環として、最上広域婚活事業実行委員

会による婚活の企画で、交際経験のない男女の

出会いの場を設けております。参加者には、交

際経験のない方も多くいらっしゃいましたが、

昨年の２回のイベントで15組のカップルが誕生

いたしました。今年度も引き続き共同での婚活

イベントの企画を予定しており、出会い、結婚、

そして出産につながる動機づけとなるよう、よ

り効果的な事業の展開を図ってまいります。 

  次に、子育て支援策の充実についてでありま

すが、初めに、山形県の乳幼児医療制度につい

て御説明いたしますが、本制度は、乳幼児の健

全な発育の支援、子育てをしている御家庭の経

済的負担の軽減を目的に、昭和48年に始まって

おります。その後、数回の制度改正を経て、現

在は「子育て支援医療給付制度」と名称変更さ

れ、乳幼児に加え、小学生の入院も対象とした

自己負担の軽減を図っております。 

  内容といたしましては、外来、調剤及び入院

した場合の自己負担に対し、所得税非課税世帯

と課税世帯では異なりますが、県と市町村の折

半による助成を受けられます。非課税世帯は、

自己負担はなく、課税世帯におきましても外来

１日530円、入院１日1,200円までの一部負担と

なっております。ただし、課税・非課税にかか

わらず、入院時の食事代については助成の対象

から外れております。 

  本市におきましては、現在県の制度に即して

実施しておりますが、確かに他の市町村におい

ては、県の制度に加え独自の上乗せ助成を行っ

ているようであります。ただ、対象年齢や所得

要件など、市町村により助成内容がばらばらで

あるため、住民にもわかりにくさと不公平感が

生じており、また、医療窓口での事務の煩雑化

も問題になっております。このため、県市長会

などを通じて県に対しては乳幼児医療給付事業

の充実、また、国に対しても乳幼児医療費助成

制度の創設をこれまで要望してきたところでご

ざいます。 

  当市といたしましては、福祉医療という制度

の趣旨を基本的にして考えてまいりますが、市

町村の財政力に左右される不公平な制度になら

ないよう、今後とも本制度の拡充について引き

続き要望してまいりたいと考えております。 

  次、老人ホームについてでありますが、特別
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養護老人ホームなど施設整備の必要性について

は、新庄市介護保険事業計画における施設整備

計画に基づき判断し、整備を実施しております。

現在の第４期計画は、平成21年から23年度の３

カ年のものであり、今年度が最終年度となって

おります。 

  この計画の中では、施設整備においては、認

知症高齢者の増に対応するため、認知症対応型

グループホームと小規模多機能居宅介護事業所

を整備すべきとしていました。認知症対応型グ

ループホームについては、この間、既に１カ所、

ツーユニット18名分が増床され、今年度新たに

ワンユニット９名分が増床の予定であります。

また、小規模多機能居宅介護事業所については、

計画では２カ所を予定しておりまして、今年度

中に２カ所が開設予定であります。 

  そして、この施設整備への助成として、当初

予算への助成として7,400万円の補助金を計上

しております。この財源は、全額国費で、景気

対策の一環として今年限りのものであります。

今年度は、平成24年から26年度における第５期

介護保険事業計画を策定しますが、今後必要と

される施設整備の種類、数量等については、高

齢化率の推移と介護保険認定者数の伸びや市民

へのアンケートの分析、特別養護老人ホームの

待機者数などを勘案し、介護保険事業計画の審

議機関である高齢者健康福祉推進委員会におい

て策定する予定であります。 

  なお、最上郡内の特別養護老人ホームは、23

年度中に鮭川村にあるひめゆり荘が30床、戸沢

村にあるまごころ荘が30床、舟形町にあるほな

みが19床それぞれ増床の予定です。また、最上

町にある紅梅荘は、老朽化により建てかえを今

年度に行います。これらの施設整備については、

自己資金のほか、県の社会福祉施設整備の交付

金や低利の借入金により行っており、自治体か

らの補助金などの支援は行われていないのが現

状であります。 

  最後に、市債残高でありますが、市を挙げて

取り組んでおります財政健全化策は、21年度決

算において早期健全化団体を脱却するなど着実

な成果をおさめてきております。この中におき

まして、一般会計を初め特別会計や水道事業会

計を合わせた市全体の会計における21年度末の

市債残高も275億円まで減り、22年度末の残高

におきましては267億円余りと見込んでおり、

この１年間で約８億円の減少。財政再建計画直

前の15年度末の残高369億円から見ますと、約

100億円の大幅な減少を得る見通しとなりまし

た。 

  この市債残高のほかに、利子の償還もござい

ますが、23年度以降に償還予定の現段階での全

会計の利子分総額は、およそ43億5,000万円と

なっています。市債残高につきましては、今後

とも起債の抑制や繰上償還などの対策を継続し

つつ、毎年約３から５％前後での減少を見込ん

でおりまして、多くの課題に適切に対処する中

にあっても、行政の安定化に資するよう、財政

の健全化を粛々と進めてまいりたいと考えてお

ります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 学校の耐震化についてお答え申

し上げます。 

  さきの東日本大震災において、学校施設につ

きましては、児童生徒等の命を守るとともに、

地域住民の避難場所として機能するなど、その

安全性確保の重要性が改めて強く認識されてい

るところであり、早期の耐震化実現が急務とな

っております。 

  また、御指摘のとおり、平成23年３月31日ま

でとされていた公立学校施設の耐震化事業等に

対する国庫補助率のかさ上げ措置について、地

震防災対策特別措置法の一部を改正する法律が

平成23年３月22日に成立し、平成28年３月31日
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までの５年間延長されることとなりました。こ

れを活用して学校施設耐震化工事の前倒し実施

等、積極的な取り組みを行うようにと、国及び

県より通知されているところでございます。 

  さて、新庄市立の小中学校施設の耐震化につ

きましては、昭和56年以前に建築され、新耐震

基準を満たしていない11校、31棟について、平

成17年から18年度に行った耐震化優先度調査を

もとに、平成21年度から順次、耐震診断、補強

設計、耐震化工事を行ってきました。平成23年

度には、さらに耐震化事業を推進するため、耐

震診断が未実施でありました６校、11棟の診断

を前倒しで実施し、診断結果に基づき、また有

利な補助制度等を活用しながら、計画的に学校

耐震化事業を推進していきたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

いました。それでは、再質問をさせていただき

ます。 

  まず初めに、市債残高の方からお伺いしたい

と思います。 

  現在の一般・特別会計合わせて借金合計、１

日、月、年間と利息について御答弁いただけま

せんでしたけれども、その辺、財政課長の方か

ら御答弁願えればと思います。 

  また、公債費比率が18％以下になるのはいつ

ごろの予定かということなんですけれども、計

画では27年度というようなことだったんですけ

れども、それは変わりないか。また、その時点

での18％以下になった時点で、一般会計・特別

会計の市債残高が幾らか。そして、１日、また

月、年間の利息についても御答弁お願いしたい

と思います。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 平成22年度の地方債残高でご

ざいますけれども、267億6,279万2,000円でご

ざいます。 

  それで、年間の利子償還額でございますけれ

ども、６億5,298万2,000円、１月当たり5,441

万5,000円となります。そして、１日当たり181

万3,000円というふうになります。 

  それから、御質問の実質公債費比率が18％以

下になるのはいつごろかという御質問でござい

ますけれども、平成22年度策定の公債費負担適

正化計画、あるいは財政再建プランを着実に実

施した場合に、平成27年度において望ましいと

される18％以下になる見込みでございます。 

  それから、平成27年度末の起債残高でござい

ますけれども、222億6,800万円となります。月

に直しますと4,800万、１日当たり160万という

ふうに見込んでおります。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

います。 

  それでは、また戻りまして、今回の地震では

一晩ろうそくの生活でしたけれども、市として

停電に備えての自家発電の充実とかそういうこ

とはお考えになっていませんでしょうか、お伺

いいたします。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 このたびの地震に伴う停電に

ついては、約30時間ほど停電がなされました。

市の方としては、一般市民の対応のこともある

んですが、とりあえず、まずもって災害対策本

部の機能を確保するというような観点では、本

部の事務なりさまざまな情報等の関係で、ぜひ

とも電源たるものは必要であるというようなこ

とで、このたびの定例会において、まずは災害

対策本部の最低限の機能を維持するために、発

電装置の電源設備を確保するというようなこと
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で予算要求をお願いしまして、補正予算をお願

いしているところでございます。そのほか、市

の災害時でも緊急を要する業務もございますの

で、そちらの方の電源の確保の方もあわせた形

で着手しております。 

  以上です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  それから、先ほども市長の御答弁ですと、地

震保険ですか、これは入らないということです

けれども、これはどうなんでしょうか、今後は

入る予定があるのでしょうか、お伺いします。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 公共施設につきましては、主

に全国市有物件災害共済組合と、市営住宅につ

きましては全国公営住宅火災共済機構、そのほ

かについては全国自治会の災害補償保険に加入

しております。 

  このたびの地震ですけれども、地震や津波、

あるいは噴火、核燃料などの災害については、

一たん起こりますと広範囲に及ぶということで、

いずれの保険団体も取り扱いをしておりません。

ただし、地震につきましては、地震災害見舞金

という形での支払いはあるようです。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

います。 

  それから、被災者受け入れ現状を先ほどお伺

いしましたけれども、現在何人ほど受け入れら

れておるのでしょうか、お伺いします。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 東山スポーツハウスに、いわ

ゆる避難所として設営をし、そこに主に福島県

から避難されている方に入っていただいたわけ

ですが、５月12日で定住促進住宅の方に移って

いただいております。そのほかにも、いわゆる

新庄市内の親戚縁者等を頼って避難されている

方が何人かおられまして、毎日毎日変動すると

いうような状況でありますが、世帯数で約30世

帯強、人数で約90人ぐらいが現在も避難してい

るというような状況でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。それから、男女の出会いなんですけ

れども、積極的な支援をお願いしたいわけです

けれども、例えば農業体験とか料理教室など、

バスツアーパーティーそういったことを積極的

に支援してほしいのですけれども、その辺はど

うなんでしょうか。もっと積極的に考えてはい

ただけませんでしょうか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 少子化の中で、晩婚化、

未婚化というのは、大変自治体にとってもゆゆ

しき問題であるというふうに認識しております。

昨年度市長の答弁の方にもございましたが、最

上広域の市町村の中で、いろいろな取り組みを

行ってまいりました。その中で、15組のカップ

ルが成立したというような成果を得たわけです

が、今年度もそれを拡充する形で今計画を進め

ております。昨年度は、二つほどのパーティー

もしくは婚活ツアーということでございました

が、もう少し数をふやしてというふうな今検討

をしている段階でございますが、まだ実際にど

のようにするかというのは本決まりになってご

ざいませんが、そのような方向で努力させてい

ただきたいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） それから、高齢者福祉
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の特別養護老人ホーム、先ほど市長からお伺い

いたしましたけれども、できればもう少し詳し

く福祉事務所の方からお伺いしたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 さらに詳しくということ

でございますが、先ほどの市長の答弁で詳しく

細かい数字まで述べさせていただきました。た

だ、あともう１カ所だけつけ加えますと、こと

しの予算で整備する予定になっております小規

模多機能型の居宅介護でございますけれども、

現在のところ２カ所設置予定ということで、一

つが松本地区に１カ所、それから円満寺地区で

すけれども、ここに１カ所でございまして、２

カ所計画されております。具体的にはそのぐら

いでして、あと先ほど市長から答弁あったよう

に、数字的にはこれ以上詳しい数字はございま

せんので、御了承いただきたいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁いろいろとあり

がとうございました。 

  それでは、再質問の質問を終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４０分 休憩 

     午後２時５０分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

佐藤義一議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤義一君。 

   （６番佐藤義一議員登壇）（拍手） 

６ 番（佐藤義一議員） 御苦労さまでございま

す。絆の会会派の佐藤義一であります。 

  このたびの東日本大震災の被災者の皆様に、

お悔やみとお見舞いを申し上げます。そして、

この場に立たせていただきましたことに感謝と

責任を感じ、ただいまより一般質問をさせてい

ただきます。 

  まず、最初に、農業について質問させていた

だきます。 

  今回の震災により、稲の作付ができなくなり

ました近隣県の代替作付が、最上郡内で210ヘ

クタールあるとされていますが、その中で新庄

市には代替作付がないと聞いております。ここ

にですけれども、本年５月26日付新庄市農業再

生協議会事務局長名で、農業者各位にあてられ

ました「震災における県間調整の取り扱いにつ

いて」という通知文がございます。読ませてい

ただきましたが、５点ほどの問題点を記して、

今回は県間調整を見送ると示しておられますが、

先に結論ありきの感が否めないのであります。 

  確かに種子の用意、生産者の意思、生産者団

体、集荷業者の事情等のさまざまな理由はあり

ましたでしょうが、代替作付が結果的に被災地

に対しての支援につながるという意味合いから

も、どういうことで最上地方の中心としての新

庄市に代替作付面積がゼロだったのか。どのよ

うな経過、どのような交渉、どのような団体、

どのような生産者とおやりになってこのような

結論に至ったのか、お教えいただきたいと思い

ます。 

  次に、全国的に農地の耕作放棄地が問題視さ

れております。平成20年の農地利用調査では、

全国で38万6,000ヘクタールの耕作放棄地が報

告されております。特に西日本において著しい

と聞いておりますが、我が国の農地面積は、昭

和35年の607万ヘクタールから、平成18年には

467万ヘクタールと減少し、また、2000年の世

界人口は61億人でありましたが、2050年には90
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億人に達するだろうと言われ、世界的に食糧不

足、特に穀物不足を憂える研究者もいます。そ

のためには、農地の荒廃、保存を心配する声が

大きくなってきております。耕作放棄地の圃場

への復元には助成支援を行い、解消に向けた政

策もとられておりますが、なかなか成果が見ら

れない現実と聞いております。 

  また、今山形県内でも耕作放棄地の増加は大

きな問題となってきております。県等への報告

では、新庄市内には耕作放棄地はないとされて

おりますが、減反面積にカウントされているこ

とによる減反地であり、耕作放棄地ではないと

いうことの報告なのでしょうが、実際には市内

にも耕作放棄地は散見されます。 

  確かに農業者の高齢化、後継者、労働力の不

足等の理由から、減反地の転作管理までは難し

いと言われることも承知いたしておりますが、

耕作放棄地が抱える問題は、農地の荒廃という

ことだけではなく、周囲の環境に与える影響も

少なくないと思われます。二、三年も農地を荒

らせば、柳が生え、カヤが生え、景観もさるこ

とながら、病害虫発生の原因ともなり、環境問

題にも発展します。 

  減反地に何を作付したらよいのか判断に苦し

むことも要因の一つだと考えます。近隣の町村

では、ニラやアスパラ等の単体農作物で数億の

生産を行っているところがあります。農業生産

者、生産者団体と密に協議し、市の奨励作物を

つくり出していくことも耕作放棄地問題の解消

につながるものではないかと考えます。 

  現在、市が把握しておられる耕作放棄地の状

況と、今後解消へ向けて講じてある対策、もし

くは今後とる予定の対策、施策をお考えであれ

ば教えていただきたいと思います。 

  次に、除雪対策についてお尋ねします。 

  ことしは、例年に見ない豪雪ではありました

が、住宅密集地における道路状況は大変劣悪で

ありました。夏には車が簡単に曲がれる角が、

冬には通れない。夏には普通車が楽に対面通行

できる道路が、冬には１台の軽自動車が通るの

もようやくという状態のところもたくさんあり

ます。 

  流雪溝はあるが、水が流れてこない。側溝は

あるが、雨水側溝で、雪を捨てようにも捨てら

れないという声を多く聞きました。中には、お

年寄りのひとり暮らしという世帯もあり、流雪

溝にいつ水が流れてくるかわからないので、買

い物にも出られないという声も聞きました。確

かに水利権等の問題もあり、水路変更が簡単に

できるとは思いませんが、最も大事なことは、

救急車や消防車が入っていけないところをなく

し、市民が命の危険にさらされるということの

ないような状態をつくり出していかなければな

らないということです。無雪都市宣言をして久

しくなりますが、今後の除雪対策についてお教

えいただきたいと思います。 

  最後に、学童の通学路の危険箇所についてお

尋ねします。 

  通学の危険箇所、特に交通量の多いところで

は、地域の皆さんで見守っていただいておりま

すが、中には私もこの間車で計測しましたけれ

ども、片道３キロも歩いて通学する子供たちも

いるわけでありまして、この子たちにとっての

危険箇所は多いかと思います。危険箇所の把握

と、とっておられます対策、今後とられる予定

の対策をお教えいただきまして、一般質問の最

後とさせていただきます。ありがとうございま

した。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  代替作付のことでありますが、このたびの東

日本大震災の影響で、宮城県、福島県の水田に

甚大な被害及び水稲の作付が一部の地域で困難
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になったため、近隣の県で米作付の配分調整を

行う旨の依頼が４月12日に山形県にありました。

これを受けて、４月15日、市の支援策として引

き受けの取り組みができないか、ＪＡ、集荷業

者に緊急にお集まりをいただき協議いたしまし

た。 

  協議の中で、県間調整参加の方法を模索しま

したが、次のような問題と課題があり、生産現

場の混乱と農家所得の減少が危惧されると見き

わめ、取り組みを見送ったところであります。 

  何とぞ御理解のほどをよろしくお願い申し上

げます。 

  取り組みの依頼が４月12日であり、その回答

期限が４月18日と時間もないことから、一つに

は転作地に主食用米を作付する種もみの手配が

困難であったこと。二つには、加工用米新規需

要米の主食用米への変更は、受注者との播種前

契約が既に締結されており、契約解除は次年度

の契約数量に悪影響が予想されること。米価低

迷が予測され、また生産費が販売価格を上回る

現象も想定され、米増産のメリットが薄いこと。

三つ目には、引き受け数量は最低10トン単位で、

引き受けには補償の対価が１キログラム当たり

30円から40円に伴い、その負担は生産農家が負

うことになってしまうこと。四つ目は、今回引

き受けたといたしましても、来年度以降、割り

当て数量目標の増加要因にならないなどが挙げ

られます。 

  今回は、県の依頼通知から申し出締め切りま

での期間が短く、調整内容を周知し、合意を図

るための時間的余裕がありませんでした。来年

度以降も、本年同様の調整措置が必要となれば、

農業再生協議会とタイアップし対応してまいり

たいと考えております。 

  なお、今回の取り組みの対応については、全

米生産農家にお知らせし、御理解をいただいて

いるものと思っております。 

  次、耕作放棄地の現況把握と今後の対策につ

いては、農業委員会からお答えいただくものと

思います。 

  次に、冬の除排雪計画についてであります。 

  本市の除排雪計画につきましては、新庄市総

合雪対策基本計画にありますように、機械除雪

プラス流雪溝による対応としております。加え

て、一部につきましては消雪施設を利用した克

雪対策を実施してまいりました。しかしながら、

この冬の豪雪においては、これまで以上に市民

の皆さんと一体となった除排雪の必要性を感じ

ているところであります。 

 今後、高齢者世帯をどう支えるか、行政だけで

なく、地域との協働も大変重要であると考えて

おります。そのために必要とされる水源につき

ましては、既に最上川からの取水について許可

をいただいており、いかに住宅地まで導水する

か検討を重ねておるところであります。 

  また、水のないところにおきましては、機械

除雪による対応や小型除雪機の貸与といった方

法も実施し、既に行っている町内もございます。 

  今後も市民の皆様と意見交換をしながら、そ

れぞれの地域の実情に合った除雪体制を確立し

てまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  学童の通学路につきましては、教育長の方か

ら答弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  以上、壇上よりの答弁とさせていただきます。 

星川 豊農業委員会会長 議長、星川 豊。 

沼澤恵一議長 農業委員会会長星川 豊君。 

星川 豊農業委員会会長 耕作放棄地の現況の把

握と今後の対策ということで御質問でしたので、

守秘義務とそれから個人情報もありますので、

それに触れない程度の中で詳しくお伝え申し上

げたいというふうに、お答えしたいというふう

に考えております。 

  まず、耕作放棄地の現状把握と今後の対策に

ついて御答弁申し上げます。 
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  耕作放棄地の現況の把握につきましては、農

業委員会が農地の適正利用を図るため、農地パ

トロール活動などにより毎年調査を実施してお

りましたが、平成21年度の農地法の改正により

まして、農業委員会は年１回農地の利用状況の

調査を行うことが義務づけられ、遊休農地の調

査や遊休農地の所有者等に対する指導などの手

続も農業委員会が一貫して行うこととなりまし

たので、そして、昨年度は遊休農地対策協議会

なども設置されております。こういった状況に

よりまして、この協議会の中で、これから対策

などをいろいろ考えていきたいというふうに考

えております。 

  これについては、なかなか難しい問題がござ

いますので、農業委員会だけではこれはままな

らないので、行政、農林課サイドもそうですし、

また、今御質問ありました議員の方にも、今度

変わりました産業厚生常任委員会ですか、こう

いった方、それから議長等にもいろいろお願い

申し上げ、また御相談申し上げて、皆さんが納

得いくような方向で対処していきたいなという

ふうに考えている矢先でございました。 

  なお、昨年度の調査によりますと、市内の遊

休農地は約29ヘクタールとなっておりました。

中には原野化が進んでおったり、長期間にわた

って作付がされていない農地など、いわゆる直

ちに農産物を耕作できるような状態でない土地

が見られました。こういった実態ではございま

すけれども、先ほど申し上げましたとおり、い

ろいろな問題に絡んでくる点があるようでござ

います。ですから、皆さん方と御一緒に対策協

議会の中で、みんながよくなるような方向で考

えていきたいというふうに考えております。 

  いずれにしましても、この解消は大変容易な

ものではございませんけれども、農地の有効利

用、活用はもとより、これは苦労しながら遵守

している農地所得者もおるわけですので、こう

いった方々との平等性の観点からも、このまま

放置しておくことはできないものと考えておる

ところでございます。 

  いずれにいたしましても、農業委員会では日

常的な農地パトロールの徹底、耕作に供されな

いと見込まれる農地の所有者等への指導活動の

強化、遊休情報化を含めた農地の基本台帳の整

備などの対策に取り組みながら、遊休農地、耕

作放棄地の解消と農地の有効な保全管理に向け

て一層努めてまいりたいと考えておるところで

ございます。 

  なお、最後に、いよいよ新庄市でもこの農地

とかいろいろな新庄市の土地の状況については

マップ化を図るということで、これで１筆ごと

に今度はあがってくるわけです。これは放って

おけない問題、当然放っておけない問題になっ

てきますので、その辺のところでもぜひとも解

決していきたいなというふうに考えております

ので、ぜひ議員の皆様方の御協力も今後お願い

して、そして解決に向かって邁進したいという

ふうに考えておりますので、よろしく、まずこ

れで一時答弁を終わります。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私の方から、学童の通学路の安

全対策というような部分についてお答え申し上

げたいと思います。 

  児童生徒の通学路の安全対策につきましては、

従来より力を入れてまいったところであります。

平成19年２月答申の新庄市安全通学プランにお

きましても、児童生徒への安全通学教育や安全

な通学手段の確保など、さまざまな対策を提言

としてまとめていただいております。これに対

し、教育委員会はもちろん、関係各課において

も次代を担う子供たちの安全の問題ととらえ、

緊急性の高い課題については、可能な限りスピ

ード感を持って対応してまいったところであり

ます。 

  特に小学校においては、ＰＴＡや地域の役員
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の方々と連携を図りながら、通学路を小まめに

点検し、危険箇所には注意を喚起する看板を設

置するなど必要な対策をとるとともに、危険箇

所を記したマップを作成して、児童生徒への安

全指導と保護者への情報提供を行ってまいりま

した。 

  最近、県道などのバイパス開通が相次ぎ、新

たな危険箇所も生まれており、周辺地域の区長

やＰＴＡ会長から、安全対策を求める要望書を

いただく機会がふえております。そのたびに、

教育委員会では、環境課や都市整備課と協議を

行い、道路管理者や警察など関係機関に対し、

必要な要請を行っております。 

  第４次振興計画では、安全・安心な教育環境

の整備という施策をし、登下校における児童生

徒の安全・安心の確保をその重要な柱として位

置づけておりますが、今後とも教育委員会や学

校を中心に、通学路の危険箇所の把握と児童生

徒への安全指導をさらに強化してまいります。 

  また、危険箇所を把握する上で、地域からの

積極的な情報提供も欠かせません。学校に対す

る地域の支援体制を一層強化し、地域の教育力

の発揮を促進するとともに、地域に根差した学

校教育の充実に大いに力を注いでまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 懇切丁寧な御答弁いた

だきまして、大変ありがとうございます。 

  新人なゆえに、少しわがままをお許しいただ

きたいと思います。 

  先ほど市長の答弁の中で、来年度以降の県間

調整が不透明だということですけれども、恐ら

く塩をかぶった圃場については、二、三年、塩

といいますか海水をかぶった圃場については、

まだまだ土壌改良がことし１年ではできないだ

ろうと思われます。長いところでは二、三年か

かるだろうと言われておりますけれども、さら

に来年もまだ不透明だという状態の中で、県間

調整をお考えでいらっしゃいますか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 さきの一般質問に対しては、

まずデメリットが四つほどあるということで、

再生協議会の局長、私の名前で御理解を求める

ための文書を差し上げました。それで、大方わ

かっていただいたと思います。災害の支援は支

援、これは支援は大変大切なものだとは理解は

しております。支援をしたくなくて今回ゼロと

いうふうな協議になったわけではございません

で、農協、それから集荷業者、その後４月の末

だったのですが、新庄市水田農業推進協議会の

一般農家の方にもお話をして、そうだろうとい

うふうな話で、我々の判断に誤りはなかったの

かなと思っています。 

  来年の話になると、今先が見えないものであ

りますけれども、まず宮城県で申し上げますと、

１万600トン今回の県間調整が来ています。福

島県が３万5,000トン、断然、放射能汚染の中

で福島県の数が多いわけでして、そちらの方は

まだまだちょっと時間がかかるのかなと。宮城

県米に関しましても、１万トンがどれだけ解消

するのか今の段階ではっきりしておりませんけ

れども、早い機会に、いわゆる来年の種子の注

文が年内に行われます。２月ごろにはもう種子

が届くという状況なので、来年に関しては県の

方にも御要望申し上げましたけれども、早い機

会に来年の需給調整なり県間調整なりをさせて

いただかないと、対応が非常に困難だというふ

うに申し上げておりました。 

  それで、なお、全県下でも20市町村ほど対応

しておりますけれども、最上郡内は新庄を除い

てすべての市町村で対応しましたが、何かこれ

は言葉は悪いのですが、えいやで農協がどんと

引き受けたということで、その後の結果は確認
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しておりませんが、いろいろな農家に不測の事

態が出ることもあり得るというふうなことで、

ちょっとその辺は私どももこれから町村関係を

再確認させて、もうちょっと勉強させていただ

きたいなということで、御理解いただきたいと

思います。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 今の農林課長の言い分

非常によくわかります。私も前、皆さん御案内

のとおり新庄市農協に勤務しておりましたので、

加工米の今回引き受けられた地域というのは、

加工米の、さっき市長のおっしゃったデメリッ

ト・メリットのいわゆるメリットがある地域は

受けられたという報告も聞いていますので、今

の課長の答弁で非常に納得していますけれども、

ただ、スタンスとし、最上郡の福島、宮城県に

隣する県の農業市として、農業圏としてのスタ

ンスの問題です。事務方の問題ではなくて、

我々同じような農業者として頑張りましょうと

いうエールを送るようなスタンスを持っていか

ないと、ただデメリット、経済的なメリットが

なかったのでそれを受けなかったんだという評

価は、果たしてそれでいいのかなというふうな

気はしますので、それを職員の方に言うのは大

変恐縮ですので、今の課長の答弁で納得しまし

た。 

  それで、もう一つ、先ほど耕作放棄地の問題

なんですけれども、私、去年まで山形の農業試

験センターというところおりまして、その中で

も聞いたのですが、新庄市からは、耕作放棄地

ないという報告だと。実際、休耕田と耕作放棄

地は当然違いますと私も認識しておりますけれ

ども、休耕地はさっき会長おっしゃられました

ように、来年度作付しようとおもったらすぐで

きるようなものが休耕地だと思っています。放

棄地というのは、さっき言ったようと、手間と

時間と金をかけないと圃場に復元できないよと

いうのが、これが耕作放棄地だというふうに認

識していますけれども、今、会長が新庄市に29

ヘクタールでしたっけか、それあるという認識

は新庄市全体、農業委員会ではお持ちだという

ふうに解釈してよろしいわけですか。 

星川 豊農業委員会会長 議長、星川 豊。 

沼澤恵一議長 農業委員会会長星川 豊君。 

星川 豊農業委員会会長 ただいまの新庄におけ

る耕作放棄地の面積が29ヘクタールあるという

ふうな考えでよろしいのですかということで、

これは調査したところがそれだけはあるという

ことなんですけれども、あくまでもこれ以上は、

今までは所轄が農林課サイドの方でずっと管理

していまして、農業委員会法では、行政がやっ

ているものに農業委員会がそれを阻害するよう

な、行政が執行しているものに、それを阻害す

るようなことを合議してはならないという規定

があるんです。農業委員会規程の中でね。 

  ですから、意見とかなんとか申し上げますけ

れども、それ以上のことは参考意見とか申し上

げますけれども、余り突っ込んだ阻害するよう

なことは言えないので、あくまでも農業委員会

でも把握しておりましたけれども、そういった

ところは地域の農家のためになるんだなという

説明を受けましたので、それでは余りそれをほ

っくり返してなんだりしてしまうと、おかしく

なるのかなというようなことで、その辺のとこ

ろがあいまいだったのですけれども。 

  ただ、21年度からは一貫して農業委員会の中

に移りましたんですよ、これ。把握するのにね。

耕作放棄地。だから、その辺のところから、

我々これから進むにはこういった調査をしてい

かないと基本だめだもの。それから先ほど言っ

たように、新庄市でいよいよマップ化、農振の

見直しでマップ化になって、これ１筆ごとに上

がってくるわけです。あと、これは黙っておけ

ない。県からも御指摘を受けているとおりなの

で、そういったものの解決に向かって進んでい
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かなくていけないなと。 

  実際にはあるというふうに、これは認めざる

を得ないですよね。そういうらしきものがある

ということは。ただ、それがはっきり言って耕

作放棄地であるかということは、見解の相違な

んです。何か今、行政の中で、どこからどこま

でが耕作放棄地なのか、カヤが生えているから

耕作放棄地なのか、それから柳が何センチにな

ったから、これ以上はもう耕作放棄地になると

いう、そういうところがちょっとあいまいなと

ころがあるのです。今までお聞きすると。こう

いったものをきちっと整理して、これを農業委

員会に渡された限りは、農業委員会の中では、

きちっとしたこういったものを法にのっとって、

重視して、粛々と解決していくしかないのかな

というふうに今考えておるところでございます。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 懇切丁寧に御答弁いた

だきましてありがとうございました。山形県内

の耕作放棄地が多いとされているのは、置賜地

方を中心としてふえてきています。今、庄内に

それが移行しつつあります。新庄市にはないん

だという報告を受けていますという県の農林水

産部の回答でした。それを今回、新庄市に29ヘ

クタールあると新庄市で認めたということで、

それは大きな進歩だと思います。耕作放棄地の

解消に向けて会長以下ぜひ頑張っていただきた

いと思います。 

  それから、最後になりますけれども、学童の

通学路について先ほど教育長からお答えいただ

きまして、各地の各ブロックのＰＴＡ会長ある

いは区長さんから話がありました。先ほど午前

中でしたか、伊藤 操議員からも、道路、市道

の、あそこも正直言いますと、子供たちが通っ

ている道路なんです。非常に、さっき伊藤議員

のおっしゃるとおり危険な箇所がございます。

我々議員もそのような市民からの要望等があり

ましたらおつなぎをいたしますので、議場でな

くても私どもは皆さんの席に行って、こういう

のがあるのでと相談に参りますので、そのとき

はさまざまなことがあるかと思いますけれども、

教えていただいて、相談に乗っていただきたい

と思います。 

  初めての質問をさせていただきまして、大変

ありがとうございました。以上で終わらせてい

ただきます。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後３時２０分 休憩 

     午後３時３０分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  農業委員会会長より、発言の申し出がありま

すので、これを許可いたします。 

星川 豊農業委員会会長 議長、星川 豊。 

沼澤恵一議長 農業委員会会長星川 豊君。 

星川 豊農業委員会会長 先ほどは、佐藤義一議

員の答弁に対して、私が29ヘクタール耕作放棄

地があるというふうに断言してしまったように

とられるようなことを申し上げましたけれども、

29ヘクタールの中に、なかなか先ほど言ったよ

うに判断が難しいのです。だから、みんなに相

談してどこの基準で判断するかということが、

私どもだけでは手に負えないような状態にもな

っていますので。 

  ただ、この中で、今局長と話しして実態はど

うなんだということでちょっと数字を拾ってみ

たら、そのうち、29ヘクタールのうち3.8ヘク

タールは、だれが見てももう完全に原野化して

いるというふうなことだそうでございます。そ

ういうようなことで大変申しわけないことで、

誤解を招くと大変なので、ただ、これはあくま

でも29ヘクタールが、それらしきものがあると

いうことですけれども、判断の基準があいまい
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ですので、それぞれの関係者の中で違うようで

ございます。県の方でもね。だから、そこを新

庄市ではどこを基準とするかということを決め

て、そして対策協議会の中でいろいろな代表も

来ていますので、そして農協さんも来ているし、

そういった中で相談しながら決めていきたいな、

判断したいなというふうに考えますので、訂正

方ひとつよろしくお願いします。 

  以上です。どうもありがとうございます。 

沼澤恵一議長 それでは、一般質問を続けたいと

思います。 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤卓也君。 

   （２番佐藤卓也議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤卓也議員） ６月定例議会一般質問

の本日最後の質問者となります佐藤卓也です。 

  市民の皆様と同じ目線から、通告に従って順

次質問させていただきます。 

  まだまだふなれな点はたくさんございますが、

一生懸命取り組んでいきたいと思います。市長

を初め執行部の皆様には、わかりやすい御答弁、

御説明のほどよろしくお願いいたします。 

  まず初めに、東日本大震災の被災者の皆様に、

心よりお見舞い申し上げ、一日も早い復興を心

よりお祈り申し上げます。 

  そして、質問の前に、私、佐藤卓也が市議会

議員として市政に参加させていただくに当たり、

皆様へのごあいさつとともに、私の決意を少し

の時間ですが述べさせていただきたいと思いま

す。 

  新庄南高等学校を卒業してから上京し、すし

職人としての修行を積んだ後、ふるさと新庄に

戻りまして、現在、若葉町ですし屋を営んでお

ります。今月の20日で、開店15年目を迎えよう

としております。修行時代を含めて、20年すし

を握らせていただいております。地元新庄市内

で15年間営業させていただいた中で、カウンタ

ー越しにではございますが、いろいろな方と出

会い、たくさんのお客様とお話をさせていただ

く機会が多くあり、皆さんそれぞれの考えがあ

り、それぞれに熱い思いがあることを日々感じ

ております。 

  そうした中で、特に私たち働き世代、そして

子育て世代と言われる年代が今考えていること、

熱い思いを、できないではなく、やってみよう

という考えのもとに、若い力を集め、そしてチ

ャレンジし、さらによい新庄市をつくり上げる

ために役立てていきたいと考えております。 

  未来の子供たちの喜ぶ顔を見るために、この

スローガンの旗印のもと、地域の未来のその先

の未来のために頑張ってまいりますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  では、これから１番目の質問をさせていただ

きたいと思います。 

  第４次新庄市振興計画「新庄市まちづくり総

合計画」が、ことし４月から始まりました。こ

の総合計画では、目指すまちの将来像を、自然

と共生、暮らしに活力、心豊かに笑顔輝くまち

新庄として、基本目標と協働による推進手法を

挙げ、その実現のための具体的な方策を体系化

しているとしてあります。 

  雇用、交流の拡大、安全・安心の充実、子育

て・人づくりという重点プロジェクトを挙げ、

定住環境の充実に取り組んでいくとし、その推

進に当たっては、市民の皆様のまちづくりへの

参加が何より大切とうたっております。この計

画を実現するためにも、まちづくり活動に参加

しやすい環境整備が必要ではないのでしょうか。 

  具体的には、市民と市職員とは協働への理解

や認識を深めることが一番大切ではないかと考

えております。協働と一口で言いましても、市

民の皆さんが思っている協働と市として思って

いる協働とは同じように理解しておればよいの
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ですが、まだまだ差があるように感じられます。

この差を少しでも埋めるためにも、市としての

考えをできるだけ多くの人に知っていただき、

市民の声を反映できればと思っております。 

  市民が、行政に関心を持ち、参加、協働しや

すい環境づくりを進めていくためにも、まず市

として協働についてどのような状況提供と周知

拡大や参加者への育成、サポートをお考えなの

かをお尋ねいたします。 

  ２番目の質問といたしまして、新庄市は交流

人口の増加を目指しており、市長は新庄まつり

交流人口100万人構想を挙げております。大き

なイベントとしては、観光の目玉の新庄まつり

を初め、春のカド焼き、秋の産業まつり、冬の

新庄雪まつり、最近では味覚まつり、そばまつ

りなど、季節によって開催されております。 

  たくさんの人が新庄を訪れるイベントは、新

庄の魅力をアピールできる有効な手段だと思い

ます。交流人口の増加を目指すためには、より

多くのイベントが望まれます。協働の観点から

見ても、市民レベルでの小さなイベントがより

多く開催されれば、なおよりよいのではないで

しょうか。このイベント環境を整えるというこ

とは、もっと気軽にまちづくりに参加しやすく

なり、生涯スポーツ、競技スポーツの振興や芸

術文化の振興など、さまざまな分野で交流人口

の底上げにつながる多様なまちおこしにもつな

がると考えられます。 

  例えば、それぞればらばらにある施設の利用

料リストや分野ごとの施設利用アドバイスだっ

たり、利用可能な機材や設備のリストや説明な

どと、分野ごとのアドバイザーを設定するなど

と、一目見ればわかるといったようなパンフレ

ットのようなものがございましたら、よりわか

りやすいと考えますが、つくってみてはいかが

しょうか。 

  これらを支えるために、小規模でもイベント

を企画、実施しやすい環境をつくり、たくさん

の方々が参加できるようなサポート体制やコミ

ュニティ支援を今後どのように進めていかれる

のかをお尋ねいたします。 

  また、その受け皿に最もよい場所として、市

民活動交流ひろば「ぷらっと」がございます。

市民の皆様が、小さくてもたくさんのイベント

を企画、実施する相談場所として、ぜひ活用し

ていってほしい場所ですが、まだまだ認知度が

低く、場所さえ知らない方が見受けられます。

たくさんの方にぷらっとのよさを理解していた

だき、利用していただくためにも、もっとアピ

ールできれば、市民にとってより参加しやすい

環境づくりにつながると思います。今後の方向

性や広報の仕方、周知の方法などをどのように

進めていかれるのかも一緒にぜひお聞かせくだ

さい。 

  ３番目の質問といたしまして、市は「新庄市

まちづくり総合計画」に基づき、まちづくりを

進めていく上で、高度化する市民のニーズに的

確に対応できる人材の育成などをどのように進

めていくかお尋ねいたします。 

  これからは、市民の立場に立ったわかりやす

い情報提供に努め、目的を共有化するとともに、

まちづくりに取り組む市民、団体を支援し、市

民参加の環境整備を整えなければなりません。

世代間の交流、他地域との交流などの市民のニ

ーズがより多様化、高度化しております。その

市民ニーズにこたえ、市民の信頼にこたえる職

場、職員づくりは今後必要不可欠と考えられま

す。 

  同じ市民目線でまちづくりをしていくために

も、相談に来られた市民に対するコーディネー

ター的人材の育成も必要だと感じております。

ぜひ検討をお願いしたいと思います。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 佐藤議員の力強い質問、まことに

ありがとうございます。議員になられるその動

機につきましては、仕事を通じて多くの皆さん

が、それぞれのいろいろな思い、考えがあるん

だというようなことを気づかせていただいたと。

何とかそれを市に届ける、あるいはまた一緒に

考える役割をしていきたいという挑戦、まこと

に本当にすばらしいことだというふうに思いま

す。 

  一番最初の、新庄市まちづくり活動に参加し

やすい環境の整備に当たり、市民と職員の協働

への理解を深めていくことが大事だというよう

なこと、まさしくそのとおりだというふうに思

っております。 

  協働の定義というのは大変難しく、本当は本

来もっと簡単であるべきだと私個人も思ってお

りますが、全国的にどの市町村に行っても協働

という言葉が今使われております。昨今、社会

における課題は、経済の衰退、あるいは少子高

齢化、環境、エネルギー問題など多様化してお

るというような観点から、さらには農業なども

初めとする担い手不足による集落機能の低下、

すなわち地域コミュニティの衰退も大きな課題

となっております。これら大きな多様なニーズ、

住民のニーズの多様化に行政がすべてこたえる

ことができないと。このまま過去のとおりのこ

とをやっていきますと、当然戸籍事務、あるい

は総務、人事、そうしたもののみだけの対応に

なってしまうと。それぞれの地域の安心・安全

を守るために、多様なニーズに対してどうこた

えていくかと。正直いって行政が白旗を揚げた

状態なわけであります。それらを住民の皆さん

とともに、この私たちが住む新庄市をどのよう

に住みやすいまちに変えていくかというような

ことは、住民の皆さんの知恵と行動が必要だと

いうことが協働のまちづくりの第一歩だという

ふうに私は感じております。 

  本市におきましても、そうした課題にどう対

処していくかというようなことで、御存じのと

おり、ことし４月から新庄市まちづくり総合計

画が始まりました。雇用、環境、交流、それか

ら安心・安全、それから子育てしやすい人材の

養成というようなことも含めて進めていかなけ

ればならないと思います。それは、住民の皆さ

んが入り、この第４次振興計画につきましては、

本当に住民の中から手を挙げて、公募して入っ

てこられた、皆さんからこの地域課題を挙げて

いただき、そして整理した中で10年間にわたる

市のまちづくり総合計画とさせていただいたと

ころであります。 

  お互いにその意識の中には、我々もまちづく

りを進めていくんだという住民の皆さんの大き

な決意もあらわれた計画だというふうに思って

おります。そうした意味では、この計画をしっ

かりすすめていくことが本来の意味の協働のま

ちづくりの第一歩になるというふうに思ってお

ります。 

  しかし、御存じのとおり、それらの思いと住

民の皆さんの思いがどこまでそこにつながって

いくのかという御質疑については、今後一層Ｐ

Ｒに、そしてまた近づけるように、こちらも努

力してまいりたいというふうに思っているとこ

ろでございます。 

  それから、情報提供に関する市民ぷらっとの

問題がございました。確かに若い世代の皆さん

は、今ツイッターであるとか携帯サイトである

とか、そういうところから一目瞭然の形で市を

のぞけないかという素直な質問ではないかなと

いうふうに思います。これまで行政情報をどの

ような形で出すかというようなことは、非常に

難しいという一点でとらえてきたわけですが、

こうした情報化に行政が守りの姿勢が強いとい

うことは私も感じております。今後、出せる情

報をどのようにしていくかということは、庁内
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の中で検討して、市民にわかりやすい情報を出

すということが求められているというふうに思

いますので、若い人たちが携帯サイトなどそう

いうようなことから直接アクセスでき、そして

市の情報を見られるような環境も整えなければ

ならないなというふうに素直に思っているとこ

ろであります。そうしたことの提案も大変あり

がたく思っているところであります。 

  それから、交流促進の、私が100万人の構想

を挙げているわけですけれども、この意味合い

というのは、一つは、少子高齢社会における経

済を支える、それを補うということは、交流人

口の拡大に頼らざるを得ないということが１点

挙げられます。そうしたことを踏まえたときに、

新庄市の武器である新庄まつりで一層集客を高

めて、地域の経済力に資していきたいという思

いがございます。 

  例えば、まゆの郷は年間9,000万の収入がご

ざいます。120人前後の生産者が必死になって

支えているわけです。協議会をつくって、みず

から経営しているわけですけれども、9,000万、

何とかこれを倍以上にしたいというふうな協議

会の思いの人たちにどうこたえていくか。やは

り物は、買う人の頭数によって決まってくると

いうことで、誘客がふえれば当然それは売れる

数がふえると。それは、物産館においても言え

ることであります。物産館は、年間２億円の売

り上げがあるわけです。単純に物産館は、あそ

こに人の交流があるということだけで、物流活

動ができているというようなことで、郡内８市

町村プラスこれまでの物産館に協力関係のあっ

た企業の皆様が入っております。２億円が３億、

４億となれば、当然そこにおける収益が上がる

ということは、雇用にもつながるというような

ことで、また、地元の地産地消といった食材提

供なども大いに可能になるであろうと。その一

つの先鞭をつけるためのものが、目標は新庄ま

つり誘客100万人構想だというふうに私は申し

上げたいというふうに思っております。 

  また、お祭りには、それぞれ御指摘のとおり

味覚まつりやそばまつりもしております。これ

は、まちの中でのにぎわいがないというような

まちの方々の御意見がございました。どうした

らそれではまちの中で活性化できるかというよ

うなお話し合いの中で、新庄の持っている食材

を前面に出しながら、一つのストリートをにぎ

やかなものにしてはどうだろうというような提

案のもとに味覚まつりが始まりました。それぞ

れの商店街、３回目を、今度４回目になるわけ

ですけれども、いろいろな課題、テーマが出て

きております。それらをどのように乗り越えて

継続し、自分らの誘客あるいは地産地消につな

げていくか、そして新しい商品開発等につなげ

ていくか、それぞれの思いがその中で表現でき

ればありがたいというふうに思っているところ

であります。 

  また、春のカド焼きまつりにつきましては、

観光協会がことしやるかやらないかというよう

なことでしたが、ぜひやってはどうですかとい

うようなことで、震災の中にあっても、あの寒

い中にあっても、バスを予約しながら約5,000

匹近いカドが出たということも大きな地域の経

済活動の一つだなというふうに思っているとこ

ろであります。 

  そのほか、青年会議所の雪まつり、これに対

しては名誉会長というような形にさせられてい

るわけですが、歴史の長い青年会議所が、地域

の子供たちのために何か夢を持たせたい、冬は

家の中でこもっている子供たちでなくて、外で

活動できる、そして先輩方が活動している姿を

見せたいというような強い思いで、本当に回数

を重ねてきたということで、これも昨年から食

楽まつりですか、食べる、楽しい、食楽まつり

の導入によって誘客もふえているというような

状況を拝見しているところであります。それぞ

れの皆さんの活動に対して本当に敬意を表した
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いというふうに思います。 

  また、この中において、議員からは、それぞ

れの若者がイベント開催する際に、さまざまな

提供ができないか、協力体制ができないかとい

うようなことがありましたが、現在はぷらっと

がその役割を果たしているところであります。 

  当時、ぷらっとの中にありました印刷機械も、

現在はプラザの外に、外にというか交流ひろば

というのですか、部屋の中ではなくて外に置い

ているわけです。印刷。各種の団体の皆さん、

あるいはＮＰＯ法人、さまざまな方が、今あそ

このぷらっとの支援のもとで、印刷が自由にで

きるということです。行政の役割としては、こ

うしなさい、ああしなさいというふうに規定を

するわけではなくて、市民の活動をどう支援し

ていくかという一つのあらわれがああいう印刷

物、特に皆さんから、会議するときの印刷する

場所がないという御提案がございまして、あそ

こに今現在自由に印刷できる、有料ですけれど

も、できるような場が出ている。これもぷらっ

との考え方の一つであります。そんなことをし

ながら、地域を担うリーダーの育成、あるいは

ＮＰＯ、まちづくり会社など、力を合わせてや

らなければならないというふうに思っていると

ころであります。 

  小さなイベントを数をつないでいくというこ

とは、本当に大事なことであります。私は、イ

ベントをやることが目的ではないというふうに

思っています。イベントを通して、そこでの企

画力であるとか先の見通しであるとか、さまざ

まなことを学ぶ体験の場だというふうに思って

おります。すなわち、ひいては地域のリーダー

となり、そしてみんなと手を携えながら、地域

の活性化にどのように資していくかというため

のイベントだというふうに思っております。そ

ういうイベントには、市は積極的に協力してい

きたいというふうに思っております。 

  ただし、個人の思いが、個人の目的のための

イベントということは、行政として区分けしな

ければならない立場にあります。そのときには、

自由にやれる環境として、ぷらっとをぜひ御利

用いただければありがたいなというふうに思っ

ております。公的性といいますか、一つの個人

的な思いだけをする場合と、広い面としての公

益性を考える場合との支援の仕方は、当然変わ

ってくるということは御理解賜りたいというふ

うに思います。 

  その中で、担当職員とかもございますので、

そういうふうにぷらっとでぜひ相談していただ

ければありがたいなというふうに思います。 

  それから、市民ニーズに的確に対応できる人

材の育成ということでありますが、一昨年から

市長と語るまちづくりミーティングを実施して

おります。なかなか若い方が参加していただけ

ない状況にありますが、町内によっては、夜と

いうことで若い方が出てくる町内もございます。

かなりの町内を回らせていただきましたが、そ

こに行きますと、担当職員が出てきます。担当

職員が出てきて、私と地域の皆さんとの懇談会

が始まります。その懇談会のミーティングのい

ろいろなお話し合い、それは職員にとって大き

な財産になっていると。 

  どういう意味でかといいますと、市民目線で

しっかりと、ああ住民の皆さんはこういうこと

を考えているんだというようなことが、そうい

う場を利用して私は職員も勉強する機会だとい

うふうに思っております。ですから、必ずしも

市民目線を遠ざけているわけではなくて、ただ

し、若い方々は職場もあり、子育てもあり、な

かなか行政とつながるという部分は少ない場面

ではないかなと思っております。本来もっと社

会的参加をしたい。しかし、ある程度の余裕が

出てこないと社会参加も難しいというような時

代、その方々へのアプローチというのも、今後

私たちも勉強させていただきたいなというふう

に思っております。 
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  そうした意味で、市民ニーズに的確に対応で

きる人材の育成は、地域の派遣制度などを通し

たり、先ほどのまちづくりミーティングなどで、

市民の意見を直接聞く機会を多くしながら、職

員にも住民の皆さんの意見を感じ取れるように

していきたいというふうに考えているところで

あります。 

  それから、そうした意味で、コーディネータ

ーというふうなことがありますが、本来のコー

ディネーターは市民の皆さんだというふうに思

っております。行政の職員は、どうしてもその

仕事が広範囲にわたりますので、３年から５年

でかわっていく、そういう職場だということも

御理解賜りたいというふうに思います。協働の

まちづくりの中で、一方の旗印は、地域の皆さ

ん方が自分のまちをどうするかということを十

二分に考える機会、ぜひ今後まちづくりミーテ

ィングなどを通しながら、協働のまちづくりに

ついて一緒に話していきたいなというふうに思

っているところであります。 

  また、人材の育成につきましては、今県の東

京事務所にも派遣しております。また、電通、

民間にも派遣しておるわけですが、まだ一部の

職員ではありますけれども、いろいろなグロー

バルな物の見方をする職員の育成もぜひ今後も

続けてまいりたいなというふうに思っています

ので、御理解のほど賜りたいというふうに思い

ます。 

  そんな意味で、人材研修、職員研修も含めて、

今後のまちづくりについて行政が担う部分、ま

た、先ほどの多様な行政ニーズ、皆さんの要望

に対して行政がすべてこたえることのできない

部分を、お互いに助け合っていける協働のまち

づくりを今後とも進め、新庄市の第４次振興計

画を進めてまいりたいと思いますので、何とぞ

御理解のほどを申し上げたいと思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。

再質問は自席の方からさせていただきます。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） ありがとうございます。

市長が、いろいろなイベントを起こすのは、と

ても私も賛成でありまして、その中でも、自分

も新庄青年会議所というところに所属しており

まして、今雪まつりの方でもこういうことに参

加させていただいております。その中でも、交

流人口がふえれば、触れ合う方がふえれば、新

庄に来ていただける方が少しでも多くなれば、

新庄の魅力をもっと知っていただけるのかなと

思って提案させていただきました。 

  その中でも、市長がおっしゃるとおり、個人

と面とを分ける必要はありますが、イベントを

やりたいといっても、逆に言えばそのイベント

のやり方を知らない方がまだまだたくさんいら

っしゃいまして、その方が、要は先ほども言い

ましたように、パンフレットのようなものがあ

って、見れば、すぐこういうことをやればこの

施設がすぐ借りられて、どのような金額で借り

られて、逆に起こしやすいということができる

のではないかなと思って提案させていただきま

したけれども、そういった面をつくっていただ

ければ、もっとイベントを起こして交流人口の

底辺の底上げができるのではないかと考えます

が、どうでしょうか。 

近岡晃一生涯学習課長 議長、近岡晃一。 

沼澤恵一議長 生涯学習課長近岡晃一君。 

近岡晃一生涯学習課長 施設につきましては、生

涯学習課の施設が８施設ございます。そのほか

にさまざまな施設があるわけですけれども、イ

ベントを起こす人が、まずもって、そのイベン

トをどうやってやったらいいかとかその点の問

題につきましては、先ほど市長が申し上げたと

おり、ぷらっとが一つはまず窓口になろうかと。

一番初めの窓口でございまして、そこから個人

の方々、一つの団体さんがやるか、それとも全

体的な面としてやるかで、また相談が変わって
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くるだろうということだと思います。ただし、

ぷらっとは参加の場、環境づくりの場でござい

ますので、それで御紹介した団体とマッチング

するか、そこまではちょっと難しいところがあ

ろうかと。 

  また、イベントをする際、どの施設が借りら

れるのだろうかということでございますけれど

も、市のホームページに各施設ごとには載って

ございます。ただし、先ほど申されたとおり、

一目で全施設がどのような時間にどのように利

用できるかという部分につきましては、どうや

ったらわかりやすいか、ホームページを直すに

は手間がかかるとすれば、紙ベースでできるの

かというようなことございますので、この点に

つきましては、ぷらっとの方と、あとはぷらっ

とにかかわる人たちの意見も聞きながら進めさ

せていただきたいというふうに考えます。 

  以上です。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） イベントをするという

のですが、会議所でもいろいろ大きいものを印

刷するにはぷらっとが非常に役立っておりまし

て、そのためには、このぷらっとを皆さんに知

っていただかなければいけないのかなと思って

おります。皆さん聞いても、ぷらっとはどこに

あるんだ。まず最初に、「ぷらっととは何」と

言われる方も多いですし、ましてやぷらっとの

場所さえ知らない方も多数おります。ですから、

ぜひこういう場所があるのですから、もう一度

広報の仕方とか考えて、見直していただいて、

もっと皆様に知っていただくようなことをして

いただければ、もっとよいのかなと私は考えて

おりますので、ぜひ御返答をよろしくお願いし

ます。 

  あと、さっきおっしゃられたのですけれども、

コーディネーター的人材と言ったのですけれど

も、どうしてもイベントを開催するに、またイ

ベントのことになるのですけれども、どうして

もイベントを起こすに関して、農林課、商工観

光課、あと生涯学習課と三つに分かれると思う

のです。その中でも、皆さんが起こすときに、

逆に振り分けるときにも、一人の方でできない

ときは二人の団体が合わさって、逆に言えば農

林課と商工観光課を合わせれば、よりよいもの

ができたりとかできる。そういううまく合わせ

られるようなことをできるような人材をつくっ

ていただければ、もうちょっと市のイメージも

変わりやすく、相談しやすい環境がもっとでき

るのではないかと考えますけれども、そこら辺

をうまくコーディネーターする方は、今現在は

いらっしゃるのでしょうか、お聞きいたします。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 市の協働の推進に関して

は、私ども地域支援室が担当してございます。

先ほど生涯学習課長の方からもいろいろなイベ

ント、提案等ございましたが、相談の窓口はそ

ちらの方でという話がございましたが、こと協

働に関してということになれは、私どもの方で

相談を承った後に、個々の事業等、担当課もご

ざいますので、その中で、調整役もしくは接着

剤のような役割を果たしてまいりたいというふ

うに考えてございます。よろしくお願いします。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） 自分もそうなんですけ

れども、なかなか市役所に自分たちのような30

代、40代が行くとなると、正直今でもまだ勇気

が要るような形でございまして、そこを何とか

市へ気軽に相談できるような体制、体制と言っ

てはどうかなんですけれども、環境づくりとい

いますか、すぐぱっと行って答えるような形に

していただければ、もっとよりよい、市役所に

行けばワンストップでできるような形になれば、

よりもっと近づきやすく、言葉は足らないので
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すけれども、取り組みやすいような形になれば、

新庄市にいてよかったな、新庄市に来ればこう

いうことができる、イベントができる。そうす

れば、少しでも交流人口の底辺の増加につなが

ると私は考えておりますので、検討いただけれ

ばと思います。 

  これで質問を終わります。ありがとうござい

ます。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  明日14日午前10時より本会議を開きますので、

御参集方よろしくお願いいたします。 

  御苦労さまです。 

 

     午後４時０５分 散会 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は５名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 それでは最初に、髙橋富美子君。 

   （９番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

９ 番（髙橋富美子議員） おはようございます。 

  開成の会の髙橋富美子です。今回初めて一般

質問をさせていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

  現在、日本においては、超少子高齢化社会、

不況、リストラ、国難とも言うべき震災、放射

能問題等、私たちが今までに経験したことのな

い多くの課題が山積しております。私は、生活

者の声を新庄市政に反映するため、また、新庄

市民のニーズにこたえる政策の実現に向けて、

市民の皆さんとともに力を合わせ、笑顔あふれ

る新庄を築くために、全力で議員活動に取り組

んでまいる決意でございます。特に今回は、市

政の最も重要な課題である人間の命を守るとい

う視点に絞り、４項目について質問をさせてい

ただきます。 

  初めに、新庄市の地域防災体制について質問

いたします。 

  新庄市は、自主防災組織率がほかの地域に比

べて低い現状であると聞いております。今回の

東日本大震災は、人間の想定をはるかに超える

自然災害が実際に起こり得るという現実を私た

ちはまざまざと見せつけられました。そこで、

新庄市における地域防災体制について３点お伺

いいたします。 

  まず１点目に、災害対策強化の観点から、東

日本大震災を教訓とした新庄市の地域防災計画

の見直しが重要になってまいりますが、どのよ

うに見直しをされるのかお伺いいたします。 

  また、現時点の防災計画がどの程度の災害を

想定し、具体的にどのような対策を講じている

のかもあわせてお伺いいたします。 

  ２点目に、避難指示などの発令基準や伝達方

法、避難場所や避難ルート、それが実際に機能

するかどうか。機能しなかった場合の対処方法

など、新庄市の具体的な取り組みについてお伺

いいたします。 

  ３点目に、災害対策として、市民による自主

防災組織の確立が大変に重要になってまいりま

すが、新庄市における自主防災組織の現状と今

後の自主防災組織率向上に向けた具体的な取り

組みについてお伺いいたします。 

  次に、第２の質問事項として、本年夏の節電

目標と節電に向けた具体的な取り組みについて

２点お伺いいたします。 

  １点目、政府は東北電力管内の本年夏の節電

目標を大・中・小企業、家庭の各部門で15％の

電力使用のカットを目指す電力需要対策を決定

しました。県が打ち出した山形方式節電県民運

動は、２回の社会実験とともに、目標の削減値

をクリアできませんでした。この理由について、

県地球温暖化対策課は、準備期間が短く、取り
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組みが浸透しなかった。さらに、家庭や企業で

どんな節電が有効なのか、具体策を示せなかっ

たと反省点を挙げております。 

  そして、節電に関する広報体制については、

自治体や企業団体と連携しながら、一般家庭や

個別企業にまで周知する仕組みづくりを進め、

緊急時には防災無線の活用も想定しているとの

県の方針を打ち出しております。 

  電気のない生活への不安と戸惑いは、３・11

で新庄市民全員が経験したことであり、電力の

不足は今や私たちの生活をも脅かす存在となっ

ております。節電への取り組みは、もはや見過

ごすことのできない命にかかわる重要な課題に

なっております。このような状況を踏まえて、

新庄市として本年夏の節電目標を幾らに定め、

また、目標完遂に向け、どのような取り組みを

なされておられるのか、お伺いいたします。 

  ２点目に、夏休みに入ると、子供の在宅率が

高くなることから、小中学校の授業や課題で節

電を取り上げるなど、節減教育もなされている

ようですが、とても大切なことだと思います。

学校教育の場でどのような節電教育をされてる

のでしょうか、お伺いいたします。 

  次に、第３の質問事項とし、健康づくりの推

進について４点お伺いいたします。 

  １点目、健康受診率向上について、心も体も

健康でありたいとだれもが願うところですが、

食生活の乱れ、環境の変化など、さまざまな要

因で健康を害することがあります。市民一人一

人が、日ごろから自分の健康に留意をするとと

もに、検診の場を活用して、疾病の早期発見と

さらなる健康増進の意識を保つことが重要です。

ここで、22年度の特定健診受診率及びがん検診

受診率はいくらであったのかお伺いいたします。

また、今後の検診受診率向上対策をどのように

評価されるのかもお伺いいたします。 

  ２点目に、乳がん、子宮頸がん検診無料クー

ポンについてですが、23年度も実施されるとい

うことで、女性として大変うれしく思っており

ます。今年度の無料クーポンの対象者は何名で

しょうか、お伺いいたします。 

  ３点目として、自殺・うつ病などの予防対策

についてお伺いいたします。 

  近年、社会構造の変化に伴い、社会全体にス

トレスが蔓延し、うつ病など心の病が急激に増

加しています。日本精神神経学会などの共同宣

言によると、うつ病を初めとする精神疾患は、

先進諸国では、がんや心臓疾患と並ぶ国民病と

もいうべき疾病とされています。平成21年度中

の自殺者数は３万2,845人で、12年連続３万人

を超えています。その原因は、健康問題が

64.9％と最も多く、そのうち４割以上をうつ病

が占め、総合的なうつ病対策が重要な課題であ

ることが改めて浮き彫りにされました。 

  今うつ病による自殺を初め、児童虐待事件、

ひとり暮らしの高齢者の孤独死など、これまで

の福祉では対応し切れなかった問題が増加し、

深刻な問題となっております。新庄最上地域は、

県内で最も自殺率が高い地域です。うつ病患者

に対しては、早期発見、早期治療ともちろん、

職場復帰への支援や病院に行けず悩んでいる人

が、早期に相談、受診できる仕組みづくりなど

が重要になっております。医療機関や職場、行

政などの連携のもと、それらの取り組みを進め

ていく必要があると思います。そこで、うつ病

対策として今後どのような取り組みを進めてい

こうとしているのか。また、地域自殺対策緊急

強化基金の事業についての取り組みについても

あわせてお伺いいたします。 

  ４点目に、子供医療の無料化拡大についてお

尋ねいたします。 

  所得税制限及び一部負担金をなくし、対象年

齢を引き上げて、完全無料化しているところも

あります。例えば尾花沢市、天童市においては、

ゼロ歳から中学３年生まで、入院、外来費用と

もに無料化が拡大されております。舟形町にお
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いても、本年７月より、０歳から中学３年生で

入院、外来費用無料化が実施される予定になっ

ております。新庄市においても、現行より対象

年齢を引き上げて、子供医療の無料化を拡大す

べきであると考えますが、いかがでしょうか。 

  昨年12月の定例会において、市長より次のよ

うな答弁がありました。「子育て負担の軽減は、

新庄まちづくり総合計画の中で重点プロジェク

トと位置づけているため、今後さらに充実しな

ければならない事業であるとは考えています。

具体的には、所得制限枠を残し、対象年齢を引

き上げるなどが考えられますが、所得税課税者

に対する自己負担を全くなしにするということ

は考えていないという状況であります」と述べ

られておりますが、ここで改めて子供医療の無

料化拡大についての市長の考えをお尋ねいたし

ます。 

  最後に、第４点目の質問事項として、読書活

動の推進についてお伺いいたします。 

  子供たちの読書離れや活字離れに歯どめをか

けるため、これまでも学校における朝の読書活

動やボランティアの皆さんによる読み聞かせ、

学校図書室の司書配置などにより図書整備が随

分進み、それに比例して子供たちの読書量も大

きく伸びたと伺いました。 

  読書は、世界の見方を変え、人生を豊かにす

る大きな力になります。本を１冊でも多く読む

ようになると、新しい考え方が形成され、人間

として成長していくことで自分も認めてあげら

れるし、相手も認めてあげられる、考える力も

つく、命のとうとさも学べる。そうすると、子

供への虐待やお年寄りにおける悲しい事件も少

しでも減るのではないかと思います。これから

は、学校、家庭、地域などが連携し、社会全体

で子供の読書活動を推進していかなければなり

ません。 

  県内では、昨年、村山市が「読書シティむら

やま宣言」を採択し、鶴岡市でも読書のまち宣

言の採択を目指しております。新庄市において

も、読書で元気なまちをつくるために、本との

出会いプロジェクトなどを立ち上げ、より積極

的な推進をなされたらいかがでしょうか。 

  新庄市の読書運動への取り組みについてお伺

いするとともに、その点もあわせてお願いいた

します。 

  最後に、キャッチフレーズである「緑輝くい

きいき新庄」に、読書のまち新庄の言葉が定着

すれば、とても素敵なことであると思います。 

  以上、人間の命を守るという視点から４項目

の質問をさせていただき、壇上からの質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 髙橋議員の御質問にお答えさせて

いただきます。いろいろな角度から、また、き

め細かな御質問等まことにありがとうございま

す。細かな数字等につきましては、担当の課か

ら答えさせますので、大筋の答えをさせていた

だきたいと思います。 

  今回の東日本大震災におけるさまざまな今後

の防災計画の見直しということは、新庄市のみ

ならず全国各地で、二度とこのようなことがあ

ってはならない、そのための準備は早急にしな

ければならないという意識のもとにおります。 

  現在の防災計画につきましては、平成13年３

月に策定いたしました。震災、雪害などの災害

想定に基づく予防、応急復旧、復興の対策につ

いての計画を定めております。 

  このたびの東日本大震災を教訓といたしまし

て、新庄盆地断層帯の長期評価が改訂されたこ

と、複数の災害の同時発生なども含めた被害想

定の見直し、検討等、これまで実施した災害対

策の検証と課題の検討を行い、県計画との整合

性を踏まえ、より具体的な計画を目指して見直
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しを考えたいというふうに思っております。 

  内部の中で、幹部の方の執行部の方でどんな

ことが予想されるかと。新庄市の中で予想され

ること。まず、地震によって亡くなる方という

想定がございますが、地震ではほとんど亡くな

るのが津波か火災であると。建物倒壊などによ

る事故については、余り多くない。あるいは、

出かけていて車なんかの衝突などで亡くなる方

もおり、地震そのものにおける死亡者というの

はさほど多くないというデータが出ております。 

  しかし、それに重なる別の災害があった場合

はどうなるだろうというような、深みのある想

定を今繰り返しているところであります。地震

と大雨、地震と大雪、そうした場合の災害経路、

避難経路、そうしたことの見直しが必要だと。

しかし、これは市独自だけではなく、県との整

合性も必要であると。救助隊の応援、そういっ

た観点から県との計画との整合性も含め、今後

具体的な形で進めてまいりたいというふうに考

えております。 

  また、災害が発生した場合、災害による被災

状況の把握と被災者の救助、救出につきまして

は、特に最優先とした緊急かつ円滑な対応と対

策が必要となります。災害の規模が大きくなれ

ばなるほど、災害発生直後の人命救助や被災状

況の確認が重要となります。そのためには、地

域の組織的な迅速な対応と防災機関団体との連

携した活動が必要であり、地域の自主防災組織

の果たす役割は重要かつ不可欠なものだと思っ

ております。 

  このたびの大震災において、多くの人々が防

災意識の向上と地域の防災組織の必要性を感じ

たものと思われます。本市の自主防災組織は、

現在38組織が結成されておりますが、その構成

率は約18％と、山形県内でも低位にある状況で

す。自主防災組織について、防災計画において

も重要な組織として位置づけられ、その育成強

化が課題となっております。 

  このたびの大震災後、複数の町内会において、

新たに自主防災組織の立ち上げを計画しており

ます。市といたしましては、出前講座や最上総

合支庁と連携した防災説明会の開催などを行う

ことにより、市民の防災知識と防災意識の向上

を図るとともに、一つでも多くの地域の自主防

災組織の育成強化を図ることにしております。 

  本年度、既存組織のより活発な活動の推進、

新たな自主防災組織の組織化、防災機材の整備

に必要な経費を補助する事業を既に予算化して

おります。今後も、防災対策の基本である自助、

共助、公助に基づく関係機関、団体と連絡を密

にしながら、防災対策の強化に努めてまいりた

い。 

  今回の震災においてということで自主防災組

織ではなく、新庄においてあらかじめ防災組織

が必要だということで当初から予算化しておっ

たものであります。ちょうどその期間に、そう

いう計画の中で今回の震災ということで、各町

内においても防災意識の高まりがある。これは、

組織化に向けて大変な絶好の機会であるという

ようなことで、鋭意努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

  また、防災における一番の大事な自助、共助、

公助とあるわけですが、命を守るということは、

まず基本的には自分で守るということだという

ふうに私は認識しております。 

  次に、今年度のこの震災における節電目標と

いうようなことで、各企業、各家庭、各部門の

15％の電力使用を目指す節電対策をということ

ですが、新庄市においても何とか15％をクリア

できるような形で具体的な方式を指示し、実行

に移す段階におります。それによりますと、夏

の電力供給が非常に厳しい状況になることが予

想されますので、政府が夏の電力不足対策を正

式に決定し、家庭、企業とも15％の節電を促す

ということになっております。 

  議員おっしゃるとおり、山形方式節電を実施
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しましたが、なかなかその成果が得られなかっ

たということでありますが、今後さらなる周知

徹底の中でできるのではないかと思っておりま

す。 

  本市におきましては、昨年より１週間早くエ

コサマー運動を起こしまして、何とか節電に向

けた協力体制をというふうなことを進めてまい

りました。 

  市民への周知といたしましては、市ホームペ

ージにおいて、山形方式節電運動への協力や、

市広報において「節電ライフのすすめ」として、

これから暑い夏を迎えるに当たり、エアコンの

使い方を例に、家庭でできる省エネの取り組み

とその効果について紹介してまいりたいと考え

ております。 

  市では、運営や経営の中で自主的に環境保全

に関する取り組みを進めるために、新庄市地球

温暖化対策実行計画を策定しております。この

計画は、今年度から５年間としており、取り組

みの一つとして、施設設備、備品などの使用に

当たっての省エネルギー化、定時退庁の推進を

掲げております。 

  今回の節電対策といたまして、公共施設の７

月から８月にかけての夜間使用時間の１時間短

縮、これまで10時まで利用可能でありますが、

申し込みを既にいただいている方にも、すべて

に対して協力いただいて、９時閉庁、外の施設

においては９時閉庁のお願い、協力を今お願い

しているところであります。７月、８月の利用

に当たっては、夜間は９時までとしていただき

たいというお願いをするように。それは、生涯

学習施設、生涯スポーツ施設すべてにおいてで

あります。 

  また、役所の庁舎内におきましては、これま

で水曜日がノー残業デーでありましたが、月、

水、金と２日追加いしたまして、定時退庁を行

うということで、夜間における一番必要な時期

の電力を使わないというような方向で、７月、

８月、具体的な取り組みとして、各課長、施設

の方に既に指示しております。 

  次に、節電教育については、教育長にお答え

させます。 

  先日、津波のときに、子供たちが学校で津波

対策を学んでいたおかげで、地震が来たら津波

だということで、５年生の子供が２年生の子供

を連れてすぐ逃げようとした。そのときに、お

ばあちゃんも、私も行くと言って、３人が助か

ったという事例がございました。今は、そうし

たさまざまなことを子供に学べと。子供は正直

であるということで、教えに従う。大人はどち

らかというと、まあ前回も来なかったから大丈

夫だろうというようなことがあるんだそうです

が、子供はそういうふうに素直であるというこ

とで、これまでもごみの収集問題など、非常に

関心の高いことが判明しておりますので、新庄

市における取り組みは教育長より答弁させます。 

  健康づくりについてでありますが、新庄市で

は、１回の受診で多くの検診が受けられるよう、

人間ドック形式のセット検診や、がん検診と特

定健診の同時実施を行っております。 

  また、検診会場につきましても、最上検診セ

ンターと保健センター以外に、わくわく新庄と

萩野地区公民館でも実施し、受診者の利便性に

も配慮しております。 

  料金につきましても、受診しやすい環境をつ

くるため、本年度から特定健診は500円、胃が

ん検診は400円の個人徴収金の引き下げを行い、

セット検診では900円の引き下げとなりますが、

個人負担の軽減に努めてまいりました。 

  受診の勧奨でございますが、検診に対する意

識の向上を図るため、検診の受診状況やがん発

見状況など、広報誌に掲載するとともに、地域

での健康教育や健康相談の場において周知を図

っております。 

  検診の申し込みがあっても、受診のない方に

は電話やはがきなどで勧奨を行っておりますし、
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家族が検診を受診した際の個別面談時に、本人

及び家族の受診状況を把握し、受診勧奨を行っ

ております。 

  また、検診機関と連携し、職域検診の場にお

いて、市で実施しているがん検診についての周

知と勧奨をお願いするなど、さまざまな機会を

とらえて受診勧奨に努めております。 

  次に、乳がん、子宮頸がんの検診の無料クー

ポンでございますが、御承知のとおり、平成21

年度から女性特有のがん検診クーポン事業が始

まり、今年で３年目を迎えます。対象者でござ

いますが、乳がん検診は40歳から60歳まで、子

宮頸がん検診は20歳から40歳までのそれぞれ５

歳年齢刻みの方が対象となります。 

  対象者数は、平成22年度で、乳がん1,439人、

子宮頸がんが974人であります。クーポンを利

用した受診率は、乳がん検診34.1％、子宮頸が

ん検診で26.4％となっており、平成21年度と比

べますと、乳がん検診はほぼ横ばい、子宮頸が

ん検診は４％程度受診率が伸びておりますが、

他市町村に比べますと、まだまだ低い水準にあ

ります。 

  また、乳がん検診、子宮頸がん検診ともに、

特に年齢の低い層の方の受診率が低い傾向にあ

ります。本年度は、さきに申し上げました受診

率向上への取り組みとともに、クーポン利用拡

大に向け、一層努力してまいりたいと思ってお

ります。 

  次に、同じ健康づくりの中での自殺、うつ病

の予防対策でございますが、自殺者の傾向とし

て、男性は30代から50代、女性は65歳以上の高

齢者が多くなっております。新庄市では、自殺

による死亡率が幸いにも県平均を下回っており

ますが、それでも平成21年度で10人の自殺者が

おり、その予防対策は重要な課題となっており

ます。 

  予防対策といたしましては、全般的なメンタ

ルに関する相談として、精神科医や臨床心理士

による心の相談会を月１回実施しているほか、

保健師による保健センターでの相談や訪問相談

など、随時行っております。相談件数は年々増

加し、複雑化する傾向にあり、その原因も、出

産後のうつや青壮年期の引きこもり、アルコー

ル依存、統合失調症など多様で、相談者も当事

者や家族、関係機関など多岐にわたっておりま

す。これらに対応するため、関係機関との連携

や担当者のスキルアップにも努めております。 

  また、働き盛りの男性の自殺者が多く、自殺

の原因の大きな要因として、経済や家庭問題が

あることから、平日の夜間に、司法書士による

多重債務相談を月１回実施しております。 

  さらに、健康教育の一環として、地域の老人

クラブや出前講座で高齢者の閉じこもり予防を

メーンとした講話や民生委員の研修の際に、う

つと自殺予防などをテーマとした講話など、さ

まざまな機会を通じて啓発に取り組んでおりま

す。 

  本年度は、これらの取り組みに加えて、市民

に対し、自殺の現状を知り、自殺問題への理解

を深めてもらうことを目的とし、自殺予防公演

会を開催する予定になっております。講師とい

たしまして、作家であり真言宗僧侶でもある家

田荘子氏を迎え、９月10日に市民プラザで開催

する予定でございます。今後とも、市民の大切

な命が自殺によって失われることのないように、

これまで以上に関係機関と連携をとりながら、

適切かつ迅速な対応に心がけてまいります。 

  次に、子供の医療の無料化の拡大について。

昨日の山口議員の御質問にも答えさせていただ

きました。 

  県の乳幼児医療制度は、乳幼児の健全な発育

の支援、子育てをしている御家庭の経済的負担

の軽減を目的にし、これまで数回の制度改正を

経て、現在の子育て支援医療給付制度となり、

乳幼児に加え、小学生の入院も対象とした医療

制度となっております。 
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  内容といたしましては、外来、調剤及び入院

した場合の自己負担が、非課税世帯は自己負担

がなく、課税世帯では一部負担が生じ、入院時

の食事代は助成対象外となっております。また、

自己負担についての助成は、県と市町村の折半

となっております。 

  本市におきましては、現在、県の制度に準じ

て実施しておりますが、他の市町村においては、

議員御指摘のとおり、県の制度に加え、独自の

医療費制度を実施しております。 

  きのう申し上げましたが、市町村により助成

内容が異なるため、これがすべてどこが基準に

するかというのは大変難しい問題がありますが、

不公平感が持たれないよう、医療機関での混乱

なども生じないように、どのようにしたらいい

か、今後検討させていただきたいと思います。 

  しかし、基本的には、市町村の財政制度によ

って、それが無料になる、無料にならないと。

国家的な国民の財産である子供たちを、その市

町村の財政規模で無料にするしないというのは

基本的に私は間違っているというふうに思って

おります。それは、県の市長会、あるいは東北

市長会を通じて、国の制度として枠を全国一律

北海道から沖縄まで、中学まで無料にするなら

無料にするというようなことが私は大切である

というふうに思っております。 

  それぞれの市町村の制度の思惑がございます

が、例えば新庄市におきましては、子供を育て

る環境としてわらすこ広場などに多額のお金を

使っております。しかし、それも多くの方々に

喜んでいただいているのも事実であります。優

先順位をつけながら、今後どういうふうにして

いくのかということは、行政課題であるという

ふうに考えております。 

  子供たちを持つ保護者の負担軽減というのは、

大きな目的でありますが、無料化に向けては、

さまざまな課題をクリアしながら進めてまいり

たいと思っております。 

  読書活動につきましては、これも教育長の方

に答弁していただきますので、よろしくお願い

いたします。 

  それでは、壇上からの答弁は以上とさせてい

ただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私の方から、まず最初に、どん

な節電教育をしているのかという部分について

お答え申し上げます。 

  市の環境都市宣言を受けて、市内小中学校は、

平成17年度より、学校版の環境ＩＳＯ、すなわ

ちあじさい環境ＩＳＯを運用、実施してまいり

ました。 

  環境にやさしい学校づくりを目指し、各校の

特色ある取り組みが展開される中、節電と節水

については、全小中学校の共通実施項目として、

数値目標を設定するなどして総合評価する「環

境マネジメントプログラム」を策定して取り組

んでおります。 

  ６年が経過した現在は、各校で節電に関する

具体的対策を教師が指導するというよりも、子

供が主体的に実践する案が定着しております。

小まめに照明を消すこと、未使用機器のコンセ

ントを抜くこと、冬期暖房中はドアをあけっ放

しにしないこと等、学校生活で身についた子供

の節電習慣は、家庭に帰っても意識化されてお

り、違うケースで市長から事例がありましたけ

れども、家族が逆に子供から節電を促されると

いうこともよく耳にすることです。まさに、こ

れまでに学校の環境教育推進による子供たちの

実践力が、家庭での節電や節水を促すという成

果となっています。 

  このたびの大震災を契機として、各学校では

再度あじさい環境ＩＳＯの実施プログラムを見

直し、教師と子供が一体となり、家庭や地域も

巻き込みながら、節電、節水、その他の省エネ、

リサイクル等に取り組み始めているところでご
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ざいます。 

  続きまして、読書活動の推進についてお答え

いたします。 

  子供がよく本を読むようになるための条件と

しては、子供と本をつなぐ人が存在しているこ

とと、身近に本があることの二つだと言われて

います。現在、各小中学校では、学校図書館の

環境を整備したり、朝読書や読み聞かせを行っ

たりするなど、教育課程に読書活動を組み込み、

組織的かつ計画的に読書活動の推進に向けた指

導をしております。 

  とりわけ学校における読書活動の充実を図る

ため、お話にもありましたけれども、全校に配

置している10名の学校図書館員及びコーディネ

ートする１名の支援員の役割は大変大きいと認

識しております。人がいることにより、温かい

空間としての環境が整備され、読書意欲を高め

るブックトークが行われるとともに、新学習指

導要領にある言語活動の充実を図る授業での図

書活用がなされるなど、学校図書館員の活躍は

広い範囲にわたり、児童生徒の読書意欲の向上

や適切な学習支援につながっております。 

  このような読書環境の充実の中で、中学生が

小学校に出かけていって、低学年児童へ読み聞

かせや紙芝居を行う実践も始まっており、中学

生の自尊感情の高まりや小学生のあこがれ感醸

成など、極めて有効な異学年交流と高評価を得

ております。 

  さらに、家庭と連携を図りながら、読書、学

校図書館に関するお便り、ノーテレビデー、時

間の使い方に関する生活リズム調査、親子読書、

図書紹介等、多様な取り組みを進め、読書への

関心を高めるとともに、日常的に本を手にする

子供の育成を図っています。 

  また、市立図書館では、学校の要請に応じて、

図書を用意する学校貸し出しやブックモービル、

いわゆる移動図書館車により、日常的に学校と

連携を図っております。 

  さらに、子供と本をつなぐため、ボランティ

ア団体の協力を得ながら、毎週絵本の読み聞か

せやお話会、高校生ボランティアやガールスカ

ウトなど、青少年の参画を得て、夏冬の集い等

を実施するなど、広い年齢層の皆さんに支えら

れ、読書活動の推進に努めております。 

  読書のまちの宣言というようなお話もござい

ましたけれども、名ばかりではない、名実とも

に読書のまちと言われるような、内外からそう

いうふうに言われるような力を今蓄えていると

ころでございますので、御理解をお願いいたし

たいと思います。 

  以上でございます。 

清水幹也健康課長 議長、清水幹也。 

沼澤恵一議長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 それでは、平成22年度の各種

がん検診の受診率についてお知らせいたします。 

  初めに、胃がん検診でございますけれども、

受診率が22.0％、ちなみに昨年度、平成21年度

は21.6％でございました。続いて、大腸がん検

診につきましては24.4％、21年度につきまして

は23.3％。それから、肺がん検診につきまして

は21.3％、21年度については20.2％。それから、

子宮がん検診につきましては29.4％、21年度に

ついては24.3％。この子宮がん検診につきまし

ては、無料クーポンの受診者も含めた数値にな

っております。続いて、乳がん検診でございま

すけれども、37.9％、21年度が32.0％。それか

ら、特定健診でございますけれども、22年度が

32.9％、21年度が31.9％という状況でございま

す。いずれも受診率については前年度を確実に

上回ってございます。 

  受診率の評価ということでございますけれど

も、確かにまだ県内では、新庄市は受診率は低

位にございます。このたびの無料クーポン事業

につきましても、初めて受診された方について

は、無料クーポンに背中を押されて受診したと

いう方がおられますし、なおかつそれ以外、い
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わゆる特定年齢以外の方々につきましても確実

にふえておりますので、無料クーポンが呼び水

になったのではないかというふうな見方もして

ございます。 

  いずれにいたしましても、今後とも受診率向

上のために、先ほど市長からいろいろございま

したけれども、精力的に取り組んでまいりたい

というふうに考えてございます。 

  それから、自殺関連でございますけれども、

緊急基金の事業でございます。平成23年度でご

ざいますけれども、193万ほど予算化してござ

います。大きくは、一つは自殺予防講演会、こ

ちらの方には先ほど申し上げましたように、家

田荘子氏を招聘して講演会を開催する費用であ

りますとか、あるいは対面型の相談事業、多重

債務相談とか、あるいは心の健康相談等々の講

師の謝金等含めまして、トータルで193万ほど

の予算を計上いたしまして実施する予定でござ

います。 

  以上でございます。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 事細かに本当に御丁

寧な御答弁、大変ありがとうございました。 

  初めに、地域防災体制の中の自主防災組織の

方なんですが、現在、自主防災を組織されてい

る地域の取り組みなどについて一例挙げていた

だきたいと思います。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 自主防災組織につきましては、

議員御質問のとおり、その組織率については大

変少ない現状にはあります。また、それにはさ

まざまな要因があるかと思いますけれども、大

きな一つの要因として、新庄市の消防団がそれ

なりの活動、活発な活動をされて、それなりの

体制でいるというようなことが一つは挙げられ

るかと思います。 

  ただ、大きな災害を前提とした場合、直後の、

特に人命に関しては72時間以内の救助というの

が大前提で、直後の対応をいかにスムーズにす

るかというようなことが重要でございますので、

その辺で自主防災組織の重要性たるものがうた

われています。 

  現在、組織されているというようなことでは、

川西町、桧町、堀端町、あたご町などで組織化

が図られておりまして、基本的には、災害発生

したときの連絡体制、あるいは日ごろの防災意

識の高揚等々やっています。 

  防災の資機材的なものについても、一部配備

されているところはありますけれども、基本的

にはこちら側の方からは日ごろのさまざまな情

報の確認なり日ごろの防災意識の向上というよ

うなことを主体とした組織の育成的なことでお

願いしているところでございます。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 新庄市では、防災無

線の設置計画というのはありますでしょうか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 設備はございますけれども、

現在、現状に応じたことになりますと、不備な

要素はあろうかと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀君。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 防災無線への取り組みですが、今

回の津波等で、最後まで津波の情報を住民の皆

さんにお知らせしたという意味で大変重要な形

だというようなことは想定しております。ただ

し、その想定の中で、逆にほとんど使えなかっ

た防災無線もございます。というのは、停電と

いうことで、自家発電が自動的に切りかわると

いうようなところまであったところはできるわ

けですけれども、それ以外のところはできなか

ったと。 
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  今は郡部の方においては、地域防災無線がご

ざいます。火災の連絡であるとか町の行事であ

るとか。逆に防災無線というよりも、日常の無

線に使われてしまって、本当に必要なときにそ

れが何を言っているのかわからないということ

もあると聞いております。その辺も検証しなけ

れば、はっきりと新庄市で随時これがあるから

これを使わせてくれと、庁内にはこれを使わせ

てくれと、ちょこちょこちょこちょこ使うこと

によって、それが本当に必要なときに必要でな

いと。自分の命は自分で守るという基本的なこ

とも強化してまいりたいというふうに思ってお

ります。現状としては、防災無線の施設を計画

しておりませんが、検討はさせていただいてい

ます。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） ぜひと思います。 

  続きまして、子供の医療費無料化拡大という

ことで、先ほど市長の方からも国に声がけをし

てくださるという話で、大変うれしく思ってい

ます。ただ、それまでの段階として、できれば

外来費を現行の未就学児までをせめて小学校３

年まで拡大、また、入院については、現行６年

生までを中学３年生まで拡大していただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

  最後になりますが、先ほど教育長の方から話

しありましたけれども、私も先日テレビで新庄

中学校の生徒の皆さんが、新庄小学校の生徒さ

んに読み聞かせをしている場面がありまして、

本当に感動しました。本当にほのぼのとした気

持ちになりました。それで、今、新庄中学校の

あれでしたけれども、ほかの学校でも授業で行

っているのでしょうか、お伺いします。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 ほかの学校で、小学校に

出かけていって読み聞かせというような例は、

新庄中学校さんが初めてでございます。ただ、

かつては中学生が保育所に出かけていって、保

育園児に読み聞かせをしたというような例もご

ざいます。これから、さまざまなそういう活動

がふえてくるんでないかなと思っておるところ

です。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

す。先日、他県から転入されたヤングミセスの

方々とお話をする機会がありました。もうみん

なそろって、「新庄市は住みやすいところで

す」という声に、本当にうれしくなりました。

ここに住んでいる私たちも、自信を持って新庄

はいいところなんだと言っていけるような、誇

りを持っていけるようなまちにしていきたいと

思います。そして、これからの次代を担う子供

たちのために安心・安全のまちづくり、そのた

めには、向こう三軒両隣と言いますが、身近な

ところから支え合うことが大事なことだと思い

ました。きょうは大変ありがとうございました。 

  以上で質問を終わらせていただきます。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４５分 休憩 

     午前１０時５５分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１１番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１１番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。 

  議席番号11番の絆の会の小嶋冨弥であります。
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ひとつよろしくお願い申し上げます。 

  新しく改選なされた初めての議会であります。

２名の議員が少なくなりました。議場がいささ

か寂しい気がいたしますが、市民の負託を受け

た重みをしっかり受けとめ、与えられた任期を

全ういたしますので、執行部の皆さん、市民生

活の安全・安心はもとより、福祉の向上のため

にこの議場での議論をよろしくお願いいたしま

す。 

  今定例会での発言事項は３点でありますので、

順に従いましてお伺いいたします。 

  初めに、東日本大震災を受けてであります。

被災者の皆様や地域の方々には、お悔やみとお

見舞いを申し上げ、一日も早い復旧と復興を祈

るものです。これらに関しまして、多くの議員

の皆様から質問がございました。かぶる部分が

あろうかと思いますが、大震災の教訓を踏まえ

まして、市の危機管理をお尋ねいたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

  まず、あってはならないことでありますが、

この市役所が災害、火災等の被害に遭ったとき、

市の管理しておるすべての行政情報の管理、保

守、保存は大丈夫ですか。このたびの千年に１

度の大災害、想定外と言われますが、市におい

てはどのように安全性がなされておるのか、ま

ず最初にお伺いをいたすものであります。 

  莫大なデータはペーパーでなく、電算すなわ

ちコンピューター化され、一元管理しておると

思います。なぜ私がこの件に触れるかと申しま

すと、このたびの震災、津波等により、太平洋

沿岸地域の役場や市役所が機能しなくなりまし

た。福島県の原発事故によるところもそうであ

ります。住民のもとが記載しておるデータが失

われ、大変困っておる現実を感じたからであり

ます。何事ももとが大事なわけであります。い

かなることがあっても、住民の基本的管理をし

っかりと守ってほしいと願うからであります。 

  次に、今後、市においては、東日本大震災を

教訓として、平成17年に策定した防災計画の見

直しの考えについてであります。 

  当時の想定とそれ以上の震災が起きたからで

あります。多くの市町村でも、これらを受け、

見直しを図っております。当市ではいかがです

か。また、見直しの考えはどう図るのでしょう

か、お伺いいたします。これらは、国の災害対

策基本法の定めによってつくられておるわけで

あります。 

  次に、停電に備えて、市の庁舎に自家発電装

置を備えることが必要ではないのでしょうかと

の質問であります。 

  今回のように長い間停電になった場合と、供

給と需要のバランスが崩れて停電になったとき

についてでございます。戦後の間もない時期を

除けば、一晩中電気が滞って、真っ暗やみで一

晩以上不自由な生活をした記憶は多くの市民の

方々にもなく、今回は不安と心配の夜を過ごし

ました。日ごろ当たり前のことが当たり前でな

くなると、不便さを強く感じたのであります。

停電でテレビからの情報が入りません。暖房の

電源、照明、携帯電話等のライフラインの大き

な手段が、いつ復旧するかめどがつかない不安

は、子供や入院患者、ひとり暮らしの高齢者等

の方々の思いはいかばかりであったことかと察

するものであります。 

  さて、今回、震災のとき、曜日的には金曜日

の午後２時46分ころでしたので、行政の仕事も

週末でありました。残る勤務時間も少ない時期

だと思いますが、もし月曜日等の週初めに災害

等が起きれば、行政事務は停電で機能が果たせ

なくなり、市民の生活に大きな影響は避けられ

なくなります。不安なとき市民の皆さんは、市

役所に電気があり、夜明かりがついておるだけ

でほっとするのではないでしょうか。そして、

パソコン等のデータの消滅を防ぐためのバック

アップも当然必要不可欠であると思います。こ

れらを考えたとき、停電対策のための自家用発
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電装置の設置についてお伺いをいたすものであ

ります。 

  四つ目として、当市の職員の有事に備えての

非常招集の訓練等はどう図られておるのでしょ

うか。今回のように、日常の勤務時間帯であれ

ばすぐに行動できますが、休日・夜間の場合は

どのような対策をなされておるのでしょうか。

そして、これらに対してのマニュアルはどう図

られておるのかもお尋ねいたします。 

  被災地の行政職員は、自分の家族が亡くなっ

たり家が流されても不眠不休で働き、５月16日

の新聞の記事によると、震災の被災者の自治体

職員の心労も限界とありました。地域の人たち

は、何といっても行政の力に頼るわけでありま

す。行政力がとてもとても大切であることを強

く感じたわけであります。有事の災害に対し、

勤務外において災害本部に職員はいち早く駆け

つけなければならない使命があるわけでありま

す。有事に備えての訓練は、大事なことは言う

に及びません。それらについてお聞かせ願いた

いと思います。 

  五つ目は、５月19日、政府の地震調査委員会

が新庄盆地断層帯の評価を30年以内に大地震が

起きる確率が最大１％から５％に変わりました。

これらについての市の考え、対応はどうですか、

お尋ねいたしますが、多くの議員の方々と質問

が重なりましたので、答弁は簡便にいただいて

結構であります。 

  六つ目の、震災後の今後の市の行政運営のあ

り方について質問をいたします。 

  今国会では、未曾有の国難に遭っておるのに、

野党も与党もそんなことお構いなしに政局を惜

しげもなく国民にさらしております。ようやく

復興基本法が３党の修正で合意、成立しそうで

あります。この大震災の復旧に要する費用は，、

20兆円から30兆円の費用が要すると見込まれて

おります。2010年度の国の一般会計の予算総額

は92兆2,992億円、このうち新規国債は43兆円

で、国債依存度は48％と過去最高の内容であり

ます。一般的に家計に例えれば、給料削減、借

金増大の生活にはまっております。 

  このような危機的国家財政の状況で、千年に

１度の大震災が起き、東電の福島第一原発の放

射能漏れ事故、国内ばかりでなく、国際的なダ

メージははかり知れません。まず、優先順位は、

同じ東北の人間として、住む家もなく、仕事も

ない、これらの復旧と原発の放射能漏れをとめ

ることであります。それに国の予算は向けるべ

きは必然であります。 

  しかし、これを優先した結果、今の国の予算

は、被災者以外の自治体には、従来どおりの交

付金の配分ができなくなるのではないでしょう

か。社会保障と税の一体改革で検討されておる

2015年度までの消費税10％の引き上げ方向です

が、増税分が地方自治体に回ってこないとあり

ます。それらは、まだ不透明な部分があります

が、ある程度考慮した今後の行政運営も余儀な

くされると考えられます。これらについての御

所見をお伺いいたすものであります。 

  それでは、発言事項の２番目の地方医療につ

いてであります。 

  私たちの住んでおる新庄最上地方は、県内で

も医師の数が少なく、県内医療の過疎地になっ

ております。県立新庄病院が医療のとりでで、

県の２次医療を受け持っておりますが、最上地

域で脳卒中、急性心筋梗塞の危篤救急患者の救

命蘇生診療を行う第３次救急医療機関が整備さ

れておりません。救急告示病院に軽症患者が集

中し、勤務医に過剰な負担が生じておると言わ

れておるのであります。この地域は、人口10万

人当たりのお医者さんの数が、山形県の２次保

健医療圏の中でも最も少なく、救急医療を含む

医師の確保は大きな課題でもあります。 

  私は、昨年の８月９日、市民プラザにおいて、

「吉村県知事と語ろう市町村ミーティングｉｎ

新庄」に参加いたしました。約160名の参加が
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ございました。その席で、最後の質問者であり

ましたが、県知事に新庄県立病院の充実とドク

ターヘリの導入の是非についてお聞きいたしま

した。答えとしては、「県立の新庄病院は医師

不足であるが、医師の環境整備をし、県立病院

に対し整備取り組みをしっかりやっていく」と

答えられました。 

  ドクターヘリについては、「将来的には視野

に入れなければならない。ワーキンググループ

から始めなければいけないと思う。将来的には、

ドクターヘリも視野に入れながら検討する」と

答えてくれました。県において、３月に、ドク

ターヘリをできるだけ早い時期に導入を目指す

という基本方針を公表しました。23年度は、搭

乗医師の確保に全力を挙げるとしております。

そこで、３次医療のおくれている新庄市にドク

ターヘリの基地を誘致し、地域医療向上に寄与

するチャンスと考えますが、いかがでしょうか。 

  先月の27日、最上開発協議会の総会が行われ、

新規に県立新庄病院の改築、機能の強化を盛り

込んだと新聞報道がありました。これらと連動

し、県に運動してはいかがでしょうか。そのお

考えをお尋ねいたすものであります。 

  発言事項の３番目の地域経済の活性について

であります。 

  このたびの大震災と東電の福島第一原子力発

電所の事故による影響は、現地の被災者はもち

ろん、それ以外の地域にも大きな影響を受けて

おります。農産物、輸出の工業製品、風評被害、

たまったものではありません。そして、自粛ム

ードが、観光、飲食関係に大きな影響を与えて

おるのは申すまでもありません。そして、雇用

にまで関係しております。 

  ６月１日付の日本経済新聞の記事で、「東北

の夏まつり 予約苦戦」との見出しがありまし

た。宮城県の有名高級旅館は、仙台の七夕まつ

り期間中は予約が例年の50％、駅前の旅客系ホ

テルでは、期間中満室なのが、予約にまだまだ

余裕がある。300万人以上が訪れる青森のねぶ

たも、市内の宿泊施設にあきがあり、開催日に

１万席用意しておる観覧席も、１日平均2,000

席ほど空席があるそうです。秋田の竿燈まつり

でも、観覧席の予約が低調で、１万人ある観覧

席のうち、団体が占める予約は前年同期の７割

にとどまっているそうです。震災の影響があら

われておると関係者は見ております。 

  このような現状の自粛ムード、風評被害を払

拭しようと、東北各県の県庁所在地の祭りを７

月16、17日仙台市に一堂に集め、「六魂祭」と

銘打って情報発信をし、東北一丸となって観光

客を呼び起こすイベントをする祭りがあります。

２日間で10万人の集客を見込むそうです。 

  当市の新庄まつりも間もなくやってきます。

自粛しないで、例年どおり行うことは評価いた

します。この祭りは、飢饉に飢えた領民を鼓舞

するのが起源とされておるのです。今日の「が

んばれ日本」「がんばろう東北」にうってつけ

の祭りとなり得るものではないでしょうか。 

  しかし、今回は例年どおりのあり方ではどう

でしょうか。お客様が来るでしょうか。パンチ

のきいた企画も取り入れなくては、多くのお客

を呼べないと思いますから、そこで提案であり

ますが、最上広域市町村圏事務組合と沖縄中部

広域市町村とは長年の交流があります。それら

の関係をより深く、そして異文化の交流を図る

とともに、沖縄の伝統工芸のエイサーを呼んで

はいかがでしょうか。勇壮なこの踊りは、東北

最後の夏まつり、新庄の山車にきっとマッチす

ると思いますが、いかがでしょうか。沖縄の勇

壮な異文化を取り入れ交流人口の拡大を図れば、

まちの活性化にも寄与するものと考えられます。 

  以上、よろしくお願い申し上げまして、壇上

からの質問を終わります。御清聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 
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山尾順紀市長 それでは、小嶋議員の多岐にわた

る御質問にお答えさせていただきたいと思いま

す。 

  東日本大震災の質問は、今回の議会の中で多

く出ているわけですが、その中で、市が管理し

ている行政情報の保持、保全はどのように考え

ているかというようなことだというふうに思っ

ております。 

  現在、災害等により重要な電算機器などに被

害があった場合を想定いたしまして、行政情報

データを１日１回磁気記録媒体に保存しており

ます。さらに、その磁気記録媒体を平成17年よ

り６年間分、大型耐火金庫に保管しております。

しかしながら、今回の大震災のような場合、現

状の対策では、長時間停電や庁舎の壊滅的な被

害に対応できないため、新たな仕組みの構築を

検討しております。 

  まず、長時間停電における対策といたしまし

て、住民記録などの基本的データを停電時でも

利用できるようにしたいと考えております。具

体的には、取り外し可能なデータ保存専用の電

算機器を増設し、停電時にはそれを取り出し、

小型発電装置により給電することで、住民情報

の照会や証明書の発行ができるようにしたいと

考えております。こちらについては、夏の電力

需要の状況から、計画停電が実施される可能性

もありますので、早急にシステムの構築を行い

たいと考えております。 

  次に、東北沿岸自治体のように庁舎に壊滅的

な被害があった場合でも、行政情報を保全でき

る仕組みといたしまして、遠隔地に常にデータ

を伝送し、新庄市と遠隔地で二重に行政情報を

保持する方式を検討しております。最悪の場合

でも、遠隔地からデータ記録媒体を輸送し、シ

ステムを再構築することで行政情報を復元する

ことができます。 

  また、輸送ルートが寸断されたような場合で

も、衛星回線を経由してデータを伝送すること

で対応することができます。こちらについては、

高度な情報漏えい対策が必要なため、情報通信

環境整備が完了した後に導入を検討したいと考

えております。 

  次に、市の今後の防災計画についてでありま

すが、防災計画は、国・県の防災計画と整合性

のあるものでなければならないというのは、先

ほどの御質問にお答えしたとおりであります。 

  現段階では、３月11日発生の東日本大震災と、

本年５月19日に公表された新庄盆地断層帯の長

期評価の一部改訂を踏まえた計画の見直し検討

が必要であると考えております。 

  現在、環境課においては、見直し検討に着手

しておりますが、国・県の見直し方針などに関

する通知や情報はまだありませんので、国・県

との具体的なスケジュールは未定となっており

ます。 

  現段階で、見直し検討の必要があると考える

事項といたしましては、先ほどの質問にもお答

えしましたが、異なる災害の同時発生の被害想

定であります。地震、あるいは、それとともに

大雨、それとともに大雪、そうした二重に重な

る、さらには火災といった二重に重なるような

被害想定をどのように防災していくかという観

点。新たには、今回の大きな大震災によって、

被災地支援対策をどうするかという問題も、こ

れが検討しなければならないというふうに思っ

ております。 

  今後のルート、あるいはそれぞれの形での友

好都市であるとか、さまざまな道路の関係によ

る開発の協議会であるとか、そうしたことによ

る支援対策を現在行っておるわけですけれども、

果たしてそれが正当なのかどうなのかというこ

とも検証しなければならないというふうに思っ

ています。 

  これについては、国・県の当然被災地支援対

策という今後の対応の仕方、例えば太平洋側で

あった場合に、岩手は秋田が支援するんですよ
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と。宮城は山形が支援する、福島は新潟が支援

するんだと。逆の場合は、今度は岩手が秋田を

する、山形を宮城がするというようなこと、大

きな想定の中で被災地支援というもののあり方

を検討しなければならないし、また、これも

県・国の方に呼びかけていかなければいけない

支援地対策の一つだというふうに思っておりま

す。 

  また、避難者の救援対策、今回、原発によっ

て避難者が新庄にまで避難してきたわけであり

ます。これらは想定外ということで、一時期は

本来津波に被災された方々が、この新庄最上に

多く訪れ避難するであろうというふうな想定が

全然崩れまして、本来予定していなかった原発

による避難者、この方々が行くところがないと

いうことで、新庄まで来られたということの受

け入れ、この受け入れ体制のあり方についても、

今後対策が必要ではないかなというふうに考え

ております。 

  市の庁舎の停電に備えての自家発電の考えは

ということでありますが、３月11日におきまし

ては、市民プラザが自動で自家発電に切りかわ

りました。あそこは、災害対策本部を設置する

というような観点はございますが、今回はそこ

まで至らず、また、環境課の機能が役所内にあ

るということで、今後どこに対策本部をつくる

かというようなこと。市内におきましては、30

時間ほど停電したわけですが、かなりの被害が

想定された場合、この庁舎が壊滅的な場合など

は、市民プラザがその本部になり得るだろうと

いうふうに思っております。 

  それに備えまして、自家発電、今回は冬期間

の大雪による水上がり65台ほど出動したわけで

すが、そのたびに自家発電をもちまして水のく

み上げを行っておりました。それが、ちょうど

環境課の前に備えつけてあったということで、

３月11日はその３台を使い回しすることによっ

て、防災対策に瞬時に対応できたということ。

その自家発電の必要性は痛切に感じたところで

あります。もしその機能がなかったとしたら、

大変ろうそく１本の中で事務を進める、あるい

は指示をするという大変な状況に置かれたとい

う中で、水上がりという、逆に言えば、豪雪災

害の結果として自家発電が機能したということ

になったことは、大変不幸中の幸いであったと

いうふうに思っております。 

  そうした意味で、先ほど申し上げましたが、

長時間の停電発生に対応した災害対策本部の機

能の維持と市民への窓口対応業務に必要な、諸

証明の発行に必要な予備電源の確保については、

今回の補正予算に盛り込んで提案させていただ

いております。 

  それから、今回の災害に対しての市町村行政

職員の役割の大切さを痛切に感じたというのは、

私自身も各地の震災各地を見回り、また、感想

としては、行政の持つ力というのは大変大きい

と。その行政力によって、例えば首長がお亡く

なりになられたところの町と、市長がきっちり

と陣頭指揮に立っているところで、間一髪で生

き残ったところの町では、その復興に対する勢

いというのは全然違うというふうに思って、や

はり行政組織の持つ市民安心・安全のとりでで

ある行政組織の大切さを思ったところでありま

す。 

  非常時の招集の訓練ですが、行っていなかっ

たのが現状であります。県の防災訓練、あるい

は市における防災訓練などを、環境課を中心に

行ってきたわけですが、全体的な職員の非常招

集訓練は行ってこなかった。しかし、今回、御

指摘のとおり金曜日であったというようなこと

もございます。しかし、職員が夜中の11時半の

第２の余震のときも事前に集まって、早急に集

まってきたということで、これにつきましては、

職員の招集マニュアルというものは防災計画に

ございます。 

  しかし、今回は携帯電話が通じないというよ
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うなこと、あるいはテレビ情報もないとおっし

ゃるとおり、そのような場合に、職員がどうい

う対応をするかということは、それぞれ職員の

意識にかかってくるわけです。これなども、各

課において全体的な形で協調できるように情報

を共有する。こういう場合は自主的に出てこな

ければならないと。これが震度、市内において

も震度４なのか震度５なのか、それによって震

度４のときは出てこなければならない、震度３

と４の区分けはどうかといったことの自己判断

はあるわけですけれども、いきなり来たこうい

う場合のときの招集は、ほとんど市の職員は出

てくるというようなことが今回確認されたわけ

ですけれども、これにつきましても、今後防災

計画に準じて訓練が必要なことだというふうに

思っております。 

  また、停電、電話などで今回通じない場合、

行政職員だけではなく、市民の皆様にとりまし

ても、必要な政策として先ほど防災無線という

お話もございましたが、ＦＭ放送のあり方を検

討していかなければならないと思っております。

どこでも最後はラジオによって情報を得たとい

うのが一番多いというふうに聞いておりますの

で、このことも将来にわたって今後検討しなけ

ればならないというふうに思っております。 

  それから、今回は、東日本大震災の後に、新

庄盆地の断層帯があったというようなことで、

本当に時宜を得てこういう発表したのか、後で

の発表がいいのかわかりませんが、19年から再

調査をしていて、この地震に合わせたように震

度が、５％上がったよということで、逆に大変

ショックな部分がございました。 

  しかし、私は、日ごろから新庄は雪による災

害、雪による豪雪への災害というものを経験し

ておるわけです。それと地震とのマッチング、

このことが恐らく一番大事なときの、新庄にと

っての防災計画ではないかなというふうに思っ

ております。ですから、新庄市の断層帯、30年

に５％というふうな確率になっておりますけれ

ども、その地震、そして大雪、そのときの想定

をしておかなければならないなというふうに思

っておるところであります。極端な高層住宅等

もございませんし、平家は地震に強いというこ

ともございます。今までも証明されてきている

わけですので、二重災害にならない形をしてい

かなければならないというふうに考えています。

これなども鋭意環境課を中心に検討してまいり

たいというふうに思っております。 

  今度は復興財源の問題でありますが、復興に

対しては、第２次補正の問題が大きくクローズ

アップされていますが、第１次補正は特別交付

税1,200億円の増額をされております。今の通

知の段階では、特別交付税の今年度分交付につ

きましては、被災地以外の自治体の場合は、平

成22年度決定額の１割程度の減少、また、除排

雪等の特別な財政需要があったならば、その分

の減額も踏まえ、これらを前提として財政の運

営を示唆してきております。現状といたしまし

ては、22年度の決算の１割程度減額になるよと

いうことを念頭に置いて、仕事をやってくれと

いう国からの通知が来てございます。 

  今後どのようになるのか。さまざまな復興財

源、消費税が取り上げられておりますが、消費

税を上げることによって、さらに国の経済が落

ちるのではないかというような方もおいでであ

りますので、国の懸命な財源復興を期待したい

というふうに思っております。 

  それから、地域医療のドクターヘリでありま

すが、県が本年３月に早期導入を目指して準備

を進めるというようなことを既に公表しており

ます。大変なのは搭乗医師の招聘というような

こと、普通の医師が乗るということではなくて

専門の医師、ドクターヘリに乗る医師を養成し

なければならないというような課題もあるとい

うふうに聞いております。 

  そうした意味で、新庄市においてヘリポート
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をつくり、新庄から中央病院あるいは日本海病

院に運ぶというようなことは可能だと思います

が、新庄市に搭乗医師を確保できるかという問

題がございます。それは、勤務医の負担をいか

に軽くするかという地域全体の課題として、こ

の県立病院の環境を守るということがドクター

ヘリに対する要望への第一弾というふうに考え

ております。ただ、ない物ねだりをすることで

はなくて、本当に必要だと。しかし、地域住民

も県立病院に対する勤務医の負担をこういうふ

うに軽減しているんだと。全体的な成果も出し

ながら呼びかけていかなければならないという

ふうに思っているところであります。 

  県立病院の存続につきましては、最上地域全

体８市町村で取り組むということで、全面改築

を恐らく10年後に想定されるわけですけれども、

それに備えて最上地区全体で要望活動などを今

後進めてまいりたいと思いますので、何とぞ御

理解のほどをお願いしたいというふうに思いま

す。 

  地域経済の活性化、新庄まつりを本当の被災

者のための救済のために新庄まつりは本当の飢

饉から立ち直るためのお祭りだったということ

で、ふさわしいお祭りではないかと。確かにそ

ういうふうに思っております。早くから、新庄

市ではカド焼きまつり、あるいは新庄まつりな

どを中止することなく実施してきたということ

で、何とかこの地域経済、第２次被害を受けな

いような形にしようというようなことが市民の

皆様にも大きく理解できたのではないかなとい

うふうに思っております。 

  その中で、新庄まつり100万人構想というよ

うなことを企画しておるわけですが、今回は新

しいイベントとして、第１回日本の伝統まつり

ポスターコンクールを実施いたします。こうい

うことが今までなかったことというのが不思議

なわけですけれども、それぞれのお祭りの自己

主張があるわけですけれども、お祭り全体を連

携するという取り組みによって、また大きく誘

客につながるのではないかなというふうに思っ

ているところであります。 

  おかげさまで、商工観光課の職員の働きによ

りまして、審査委員長にエジプト考古学者の吉

村作治氏を依頼し、承諾を得たところでありま

す。７月はエジプトに行っているということで、

８月24日の表彰式にぜひ参加し、地域のお祭り

に弾みをつけることができるのであれば喜んで

参加したいと。きのう直接の直筆で、私あてに

了承を得ましたというはがきをいただいたとこ

ろであります。そうしたことも含めながら、新

庄まつりを盛り上げ、そして地域の活性化に結

びつけていきたいというふうに思っているとこ

ろであります。 

  さきの中で、エイサーというようなことがご

ざいましたが、広域の問題でありますので、新

庄市の切り口というのは大変難しいものがある

ということも御理解賜りたいというふうに思い

ます。その前段として、ことしのお祭りには、

町村の首長、議長なども招待しながら、新庄の

祭りを理解していただきながら、そういう話に

持っていければいいのかなと思いますが、いき

なり申し込みますと、新庄のための広域ではな

いというような反発も予想されますので、その

辺も御理解いただきたいというふうに思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 多岐にわたってお聞き

しました。行政情報の保全・保護につきまして

は、先般５月23日付の新聞、日本経済なんです

けれども、岩手県大槌町の例がありました。首

長さんが亡くなりまして、「役場機能回復い

つ」と。５月23日の時点ですけれども、窓口に

行ったら90分待たされたと。それで、データ復

旧が問題だと。役場が被災し、町が管理してい

た行政情報はほぼ完全に失われ、住民基本台帳
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のデータは、瓦れきの中から見つかったサーバ

ーからほぼ復旧の見込みがついたものの、残る

課題は尽きないというようなことがございまし

た。 

  基本台帳、一番大事なのは何でしょうか。い

っぱいあるんでしょうけれども、まず住民基本

台帳がもとではないかなと私は考えますので、

そのデータを今までは金庫にしまっておったと。

今度は、データをしっかりしたところにやって、

また万が一のときは衛星でフィードバックする

というようなことを今答弁いただきました。も

う少しこの辺、大事なことですので、具体的に

ひとつ教えてもらえればありがたいと思います。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 議員のただいまおっしゃ

られた件は、行政情報を二重に管理して、災害

等の場合、もしくは庁舎が壊滅的な被害を受け

た場合に、その情報をどうやって利用するかと

いうふうな御質問かと思います。庁舎が壊滅し

た場合における対応については、遠隔地に常に

情報を伝送いたしまして、本市と同じ情報をそ

の遠隔地のコンピューターの方に蓄積しておく

というシステムでございます。そのことで情報

の保全を図るということが第一の目的でござい

まして、仮にそうした状態になったといたしま

しても、市の保管するサーバー、もしくはサー

バーがもし壊滅的なことになりましたら、向こ

うの方から輸送してくるなり、そういったこと

で対応する、そういった内容でございます。 

  それから、その実施時期につきましても、な

るたけ今年度中の実施も考えてございますが、

ただ先ほど市長の答弁の方にもありましたが、

その情報漏えいという一方では大変大きな問題

もございまして、そういった対策を講じながら

やっていく必要がございますので、今年度の実

施というものを目指しながら、今のところ検討

し進めているという状況であります。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。

ぜひ緊急の課題だと思いますので、やはり優先

順位を高めて、ひとつ進めていっていただきた

いなと思います。 

  次に、お聞きしました市の防災計画の変更、

当然被災者支援とか避難者対策がなかったわけ

でありますので、それを行うというわけであり

ますけれども、市の防災計画は災害基本法の第

42条の規定に基づいて設置をして、法律で県と

国もするわけですけれども、その場合、私は、

例えば地震とか地域住民が避難とかする場合に、

町内単位とかいろいろあると思うのです。そう

いった町内の地域の人が、より連携すればスム

ーズにいくわけですので、策定を変える場合、

パブリックコメント、その地域の方々のそうい

ったことも聞きながら進めていった方が、より

効果的な問題が出るのではないかなと思います

ので、そのパブリックコメント的なものを取り

入れて改築するお考えがあるのか、ないのか。 

  あともう一つ、防災危機管理に関して、新庄

市では防災管理室もございませんし、管理監も

置いていないわけです。そのようなものに対す

る対応のお考えはいかがでしょうか、お願いし

ます。 

  あと、停電のときには、停電とかいろいろ計

画停電が、だめだとなった場合の電算のフォロ

ーとかあるんですけれども、このたび市民プラ

ザの方に３台の発電機があって、今回も大変役

立ったから導入するというような、それはそれ

で的を射たものだと思いますけれども、自家発

電すると大変なんです。私も調べました。消防

法の規定によって、自家発電装置をつくるとい

ろいろな制約があって大変なことなんですけれ

ども、恐らくこれは自治体の教訓を受けていろ

いろ、例えば自家発電のリースとか恐らく将来

的には出てくると私は考えられます。その問題
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を、業者さんもそういう商いに鋭いわけですの

で、その辺も視野に入れながら、もう一つ蓄電、

蓄電の考えする方法もあるのです。いろいろ、

その辺のお考えはいかがでしょうか。 

  あと、非常招集の訓練はなかった。市長は、

大変職員の皆さんの意識が共有できて、信頼し

ておるように受けられました。それはそのとお

りだと私も思います。でも、やはり訓練を行わ

ないと、なかなか頭ではわかっても体がついて

いかないという部分もあるのです。いつか市の

防災訓練のときに、確かに早朝、職員の非常招

集的なものが以前あって、市の防災訓練と一緒

にやったことが助かったなと記憶しておるので

す。そのようなことでも私は結構なんだと思い

ます。 

  そして、もう一つ、市の職員が有事の場合、

日中でも外に出なければなりません。私も、い

つかスリッパ行政というようなことを訴えまし

た。市の職員が庁舎で業務するときに、パタラ

パタラとスリッパを履いてはいかがかなという

ようなことを申し上げまして、かなり改善にな

っていると思うのですけれども、その辺、本当

に職員の意識はそこまでいっているのか、徹底

なさっているのか。私たち議員も、みずから議

場ではスリッパを履かないことにして実際行っ

ているわけでありますので、ひとつその辺のこ

とをお聞きしたいと思います。よろしくお願い

します。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 初めに、避難所に対する御質

問の事項でございますけれども、避難所につい

ては、現防災計画では一時避難所と収容避難所

というようなことで、小中学校、あるいは市有

施設、あるいは地域の公民館を指定していると

ころです。そのような観点では、計画たるもの

を、より避難所への誘導等を安全に確実に誘導

するというような面では、地域の皆さんの意向

を十分尊重した形で今後とも進めていきたいと

思います。見直しに合わせた形で、地域の意向

等も踏まえた形で検討してまいりたいと思いま

す。（「パブリックコメントを受け入れるという

ことですか」の声あり） 

  そのような意向を踏まえた形で進めていく必

要があるかと思います。 

  あと私どもの環境課の管轄の御質問で、職員

の非常時の招集の件でございますけれども、こ

れまで市長からお答えしましたとおり、大きな

訓練たるものはやっておりませんけれども、防

災訓練等毎年行っているわけでございますので、

それらに組み入れるかどうか検討してまいりた

いと思います。（「防災危機管理は」の声あり） 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 本市の危機管理部署及びその担

当職というふうなものについてのあり方につい

てのお話でございました。このたびの豪雪及び

大震災の教訓を踏まえて、現行のあり方でいい

のかどうか、これも早急に検証していきたいと

いうふうに考えてございます。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 小嶋議員おっしゃるとおり、

自家発電だけで本当に大丈夫なのかと。自家発

電を本格的にやろうとすれば、庁舎全体をもう

建てかえるぐらいの非常時の自家発電の装置が

必要になるというような状況というふうに理解

しております。したがいまして、さっきも申し

上げた蓄電という新たな技術等も進んでおりま

すので、それらを今後も研究していきたいとい

うふうに考えております。 

  あと、職員のスリッパ等というお話でしたが、

いわゆる履いているか履いていないかという絶

対だめだという位置づけはしておりません。た

だ、外から見て来客等の対応でスリッパでいい

のかというのは常日ごろから職員等に申し上げ
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ておりますので、庁舎の中でスリッパを履いて

はだめだよとは言っておりませんが、住民等の

皆さんが見て違和感のないような対応はお願い

したいと。小嶋議員おっしゃるとおり、それで

は災害時すぐ靴に履きかえる余裕があるかどう

かというのは、机の下に置いていれば直ちに履

きかえも可能でしょうけれども、基本的には外

から見てどうなのかというふうな認識のもとで、

職員には指示しているところでございます。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） やはりこれは職員、こ

ういうものの意識の共有って、市長大変高いと

言っていますので、これはひとつ徹底してやっ

ていただきたいと私は思いますよ。机の下だけ

は脱ぎながらいいんだけれども、お客さん、市

民はほとんど靴で来ますので、そういったこと

をしないと、まだまだ職員は職員で頑張ってい

るということは半分認めますけれども、そうい

ったことも市民から見た場合の評価につながる

ような気がしますので、ぜひひとつスリッパな

ど履かないような行政をお願いしたいと思いま

す。 

  あと、新庄盆地の断層帯について聞きますけ

れども、県は今後の調査中止、新庄盆地断層帯

の評価が改訂されたことについて、県は「地震

の規模という点で前回と差異はないと判断され

るが、将来の活動性など不明確な点が多いため、

今後の調査結果を注視するとコメントした」と

新聞に載っています。そして、「国と県は、６

月10日、最上総合支庁で市町村の防災関係者へ

の説明を開く」と載っていますけれども、この

説明はどのような説明だったか、簡単で結構で

すので、教えていただければありがたいと思い

ます。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 新庄盆地断層帯の件でござい

ますけれども、最終的な県の方での対応で、留

意していただきたいというようなことについて

は、まだまだ調査すべき事項があるというよう

なことで、現在も西部の断層については最新の

活動時期が明確になっていないというようなも

とでの公表でございます。そういうようなこと

から、大規模地震の発生に備えた対応は必要だ

ということで、この断層から発生すると見込ま

れる震度については、部分的には６強、市全体

的には６弱というようなことですので、これら

に対応した対策としては、耐震化あるいは自主

防災組織の対応等が望まれるというようなこと

で御説明がありました。なお、まだまだ調査が

必要だというようなことです。 

  以上です。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） ありがとうございまし

た。ドクターヘリの件なんですけれども、県で

は、来年12月にもするというような報道発表に

なりました。昨日、山形県災害拠点病院連絡調

査拡大会議の開催においてなされました。参加

者は、県立中央病院、山形市立病院済生館、済

生会山形済生病院、山形県立新庄病院、公立置

賜総合病院、日本海総合病院、鶴岡市立荘内病

院、大学病院の長、いろいろ医師会とか赤十字

とかございました。確かに、ドクターヘリの医

師が大変だなといいますけれども、ドクターヘ

リのお医者さんがいることは、フライトドクタ

ーと言って、普通病院に勤務しながら行けるん

です。乗って飛んでいけるんです。だから、新

庄に来ていただきたいというそういう運動をし

たらいかがかというのは、そのドクターヘリの

お医者さんが日常、例えば県立病院で仕事しな

がら、そしてそういった必要な場合は飛んでい

けるようなシステムですので、これは問題ある

って手を挙げながらぜひ運動、私はまだ間に合

うような気がします。この新聞を見ますと、中
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央病院にヘリポートを置くというようなことに

なっていますけれども、いろいろな声を上げな

いと、私ども第３次医療の谷間になってしまう

のです。そういうものをなる、ならないものも

確かにあるんですけれども、そういうものを欲

しい、何とかというような意気込みを地域全体

で盛り上げないと、なかなか新庄病院、我々の

医療の谷間が戻せないというような観点で、何

とかお願いしたらいいんでないかなというよう

なことです。 

  何も、必ず県庁所在地でなくても結構なんで

す。私たち行政視察で長野県の佐久市に行って、

佐久総合病院に行って現場を見てきましたので

……。時間だな、終わります。よろしくお願い

します。 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  星川 豊農業委員会会長より、午後から都合

により欠席との届け出がありました。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 東京電力福島原発事故

は、日本と世界の人々に大きな衝撃を与え、原

発に依存したエネルギー政策をこのまま続けて

いいのかという重大な問題を突きつけています。

私は、日本共産党と送り出してくださった市民

の皆さんを代表して、防災と福祉のまちづくり

という観点から一般質問をいたします。 

  １番目に、原発災害への対応とエネルギーの

地産地消への転換について質問します。 

  一つは、放射能測定を市内でもきめ細かく実

施し、住民に結果を公表し、積算線量について

も公表すべきと思いますが、市長はいかがお考

えでしょうか。 

  「エネルギー庁原子力2010」によれば、一般

公衆の線量限度は、医療を除いて年間１ミリシ

ーベルトです。これは大人の場合であって、細

胞分裂の盛んな胎児を持つ妊娠中の方や子供は、

厳しい数値が必要と思います。 

  ５月11日、山形県広域支援対策本部の発表に

よりますと、新庄市の１時間当たりの空間放射

線量率は、地上50センチで0.06マイクロシーベ

ルト、地上１メートルでは0.05マイクロシーベ

ルト、土壌１キログラム当たりの放射線セシウ

ムが13ベクレル検出されています。県では、

「健康への悪影響はありません」としておりま

したが、放射線被曝は将来にわたって人間の命

と健康を脅かし続ける危険があります。放射線

を浴びる量に比例して、がんによる死亡の確率

は高まっていきます。福島原発事故は、今なお

収束にめどが立っていない危険な状態が続いて

います。市独自で測定し、積算線量についても

放射能汚染の把握を行い、結果を市民にお知ら

せすることが必要ではないかと思います。 

  二つ目に、原発災害や放射能被害について、

住民は不安を持っています。政府の行っている

住民の避難や学校の放射能汚染対策、また食糧

への放射能汚染などについて、専門的、科学的

な知見を踏まえた学習会を開き、被害を最小限

にするための対策を打つべきと思いますが、市

長はいかがお考えでしょうか。 

  福島原発事故は、原発の深刻な問題点を万人

の前に事実をもって明らかにしました。今の原

発技術は、未完成で危険なものです。莫大な放

射能を出し続ける死の灰を、どんな事態が起こ

っても内部に閉じ込めておくという技術は、人
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類はまだ持っていません。福島原発では、大地

震と津波で電源が切れ、冷却装置が使えなくな

り、短時間で炉心溶解、メルトダウンとなりま

した。これは、想定外ではありません。日本共

産党の吉井英勝衆議院議員が、福島原発を名指

しして、国会で何度も警告し改善を求めてきた

にもかかわらず、安全神話に固執し、政府は何

ら対策をとってこなかったのです。歴代政府の

責任、重大な人災です。 

  さらに、放射能廃棄物の処理方法が全く確立

されていないため、全国の原発に莫大な量の使

用済み核燃料が蓄積されている危険も明らかに

なりました。何万年も保管しなければならない

危険なごみです。また、こうした危険を持つも

のを世界有数の地震・津波国である日本に集中

立地することは、とりわけ危険きわまりないも

のだと思います。日本にある原発で、大地震と

津波に見舞われないと言えるところは一つもあ

りません。 

  三つ目に、原発依存のエネルギー政策を計画

的に再生可能な自然エネルギーへ転換するよう、

政府へ市長として申し入れていくべきだと思い

ますが、市長のお考えをお聞きいたします。 

  1974年から2007年まで、エネルギー分野で使

われた税金は、総額10兆5,000億円、そのうち

原子力関係に77％、８兆1,000億円も使われて

きました。国が、自然エネルギーでつくられた

電力を固定価格で買い取る制度の実現を急ぐと

ともに、原発関連の交付金を自然エネルギーに

向けるよう働きかけていくことで、年間100兆

円あると言われている民間投資が、再生可能エ

ネルギーに向けられていくことになるのではな

いでしょうか。 

  四つ目として、当市としてエネルギーの地産

地消をめざして、大胆な目標と計画を持って、

自然エネルギー発電の拡大を図っていただきた

いのですが、どうでしょうか。 

  例えば、太陽光だけで現在の発電技術で利用

可能なエネルギーの量は、世界の総電力供給量

の158倍だそうです。山梨県北杜市というので

しょうか、そこには太陽光発電所が設置されて

いるそうです。小中学校や公共施設などに、太

陽光パネルを設置するなどはいかがでしょうか。

その点では、市長が太陽光パネルを市でも始め

たということは、すばらしい先進性があると私

は見て感心しております。 

  また、市民と市が共同出資して建設した都留

市の川の落差を利用した小水力発電、建設費の

一部1,700万円を「つるのおんがえし債」と命

名した市民債で公募したそうです。 

  秋田県大館市では、1996年から間伐材を集め

て木質ペレットをつくり、ペレットストーブの

燃料にしています。2008年からは、家庭・飲食

店から出るてんぷら油を集め、バイオディーゼ

ル燃料として発売、活用しているそうです。そ

のほか風力発電、地熱発電など、エネルギーの

地産地消は可能と思います。 

  ２番目に、市では財政難を理由に、市独自の

福祉サービスをなくし、市民に我慢を強いてき

ました。一方、市民は、全国平均ですけれども、

15年間で１人平均61万円も年収が下がり、貧困

と格差の拡大に苦しんでいます。財政が黄色信

号を脱出した今こそ、市民をほっとさせるよう

な温かな福祉サービスを復活できるのではない

でしょうか。 

  一つ目は、人工透析患者の通院費に月3,000

円の補助、二つ目は、紙おむつの支給の対象者

の拡大、三つ目は、障がい者３級・４級、養護

学校通学者への福祉タクシー利用券の復活、四

つ目は、高齢者通院タクシーバス券の復活、五

つ目は、針きゅうマッサージの助成券の復活で

す。これらは、平成15年度に実施していた福祉

サービスです。平成15年度決算と平成23年度予

算の比較によりますと、復活に必要な予算は、

私は1,800万円と見ております。財政調整基金

などを使って、福祉復活に必要なお金が、福祉
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の気持ち一つあれば手当てできるのではないか

と思いますが、いかがでしょうか。 

  ３番目に、災害に強いまちづくりとしての質

問です。 

  一つ目は、公共施設の耐震診断と耐震化の計

画づくりはどうなっているか教えていただきた

いと思います。 

  二つ目は、新庄市民にとっての一番の災害は

豪雪です。雪のために地域に住み続けられない

といって出ていく人が多いのではとも言われて

います。かなめは、機械による除雪と流雪溝で

す。市内各地域の流雪溝の整備、水上がり対策、

水量をふやす構造改善などの要望にきめ細かに

対応し、要望実現を図っていただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  三つ目に、生活道路についてです。 

  住民の一人、私もその住民の一人として、生

活道路の除雪に本当にありがたいと感じており

ます。特に、排雪も市道と同等に行っていただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

  このたびの豪雪で、西町のある地区は、10件

で52万円も負担しなければならなかったそうで

す。上金沢町のある地区は、排雪費用が出せな

いため除雪ができなくなり、車が出られなくな

りました。そして、生活道路が屋根と同じ高さ

になって、足の弱い方は歩けない道になってし

まいました。 

  また、生活道路は、舗装や修繕、改良につい

て市の補助がありますが、住民負担が重くなっ

て、なかなか思い切ってできません。市道と同

じように市で行っていただきたいと思います。

同じ税金を払っている市民を平等に扱っていた

だきたいと思いますが、市長はどうお考えでし

ょうか。 

  四つ目として、体の弱い高齢者世帯の家の前

に、市道除雪の雪を置かないように、福祉事務

所やオペレーターの協力、連携はできないでし

ょうか。 

  ４番目に、米飯給食の拡大で、子供の健康長

寿の食習慣を身につけさせましょうということ

の提案です。 

  食育の最終的な目的は、子供たちにすぐれた

食習慣を身につけさせることです。お米を主食

にした和食とパンを主食とした洋食の比較では、

現代人がとりたい食品成分が、和食こそ多くと

れ、控えたい成分が少ないとのことです。和食

こそ健康長寿のかなめです。米飯給食をふやす

べきと思います。市長のお考えをお尋ねいたし

ます。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  今回の東日本大震災におきます地震、津波、

そして一番大きな原発の事故、放射能の脅威同

じように私自身も感じているところであります。

そんなことで、議員からは、この地域の放射能

測定をきめ細かく実施し、積算量などについて

も公表すべきではないか、あるいは住民に結果

を公開しなさいということですが、きのうの御

質問にお答えしましたが、定期的に新庄市では

積算放射能汚染の測定をしておりますが、住民

の皆さんに現状として開示するということは考

えておりません。それから、積算量についても、

当然そのようなことですので、住民に開示する

ということは考えていないというふうにお答え

しておきたいというふうに思います。 

  ただし、このことは、非常に大切な住民の安

心・安全にかかわることでありますので、いた

ずらに風評被害、あるいはいたずらに被害の誇

大宣伝されることのないよう、十分にその測定

結果を常に注視しながら対応してまいりたいと

いうふうに思っております。そのようなことで、

ぜひ御理解賜りたいというふうに思います。 
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  それから、住民に学習会を開いてはどうかと

いうことですが、確かに先ほど１ミリシーベル

トというふうなお話がありましたが、マイクロ

シーベルト、１ミリシーベルト、ベクレル、こ

の数字の値という解釈というものは非常に複雑

怪奇でありまして、インターネットを見ますと

その計算方法など数値を取り込むとできるとい

うような場面もありますが、どの数値を取り入

れて計算するのかと非常に専門的になってくる

ということで、その計算方法に対しても多くの

方が間違っている、間違っていない、それは正

しい、正しくないという書き込みが随分あるよ

うなところも見させていただいたところであり

ます。それほどに非常に専門的なものであると

いう、これは県で信頼している機関からの情報

提供とあわせて、新庄市ではかっているものと

あわせながら、非常に慎重に慎重に取り組んで

いきたいというふうに思っております。 

  それから、エネルギー政策、きのうもお答え

しましたが、市長はどうなんだと。基本的には

自然エネルギーでできることにこしたことはな

いし、私もそういうふうに願っている一人であ

ります。現実的に、しかし原発があるというこ

とも事実であります。山形県には原発がないと

いうことで、その恩恵を逆にこうむっているわ

けですので、その依存度のない山形県でありま

すが、回り回って原発のエネルギーをいただい

ているということで、無責任な発言もできない。

基本としては、自然のエネルギーを私としては

願っているがというふうにとどめさせていただ

きたいというふうに思います。 

  これから将来に向けて、ここ数年の間に国内

においてそのエネルギー政策のあり方について

大きく二分される、あるいは原発廃止の方向へ

行くというようなこと、大きな流れがまた一つ

の方向性として出るような時代が来るのではな

いかなというふうに思っているところでありま

す。 

  当市のエネルギーの地産地消をめざして、自

然エネルギーのというようなことです。太陽パ

ネルをつけてみましたが、冬場、雪が乗って、

発電ができない状況もあります。一方、小水力

発電の取り組みもございます。小水力発電は、

その後のどういうふうに使うかというふうな方

向性については、相当な検討が要ると思います

が、あそこのわきで除雪というかその熱によっ

て雪が解けるという、そういうふうな周囲の環

境も大変すばらしいものがあるということも、

冬に行って確かめてまいりました。 

  そうした意味で、今後とるべき自然エネルギ

ーの姿ということ、先ほど北杜市と都留市の話

がありましたが、あそこにつきましてはアルプ

スの雪が大体2,000メータークラスの山々が連

なっておりまして、年がら年じゅう水が切れな

いという好条件があります。また、太陽パネル

につきましては、日本で一番晴天の多いまちだ

ということも、それにかかわりながらというこ

とであります。 

  現在、新庄にあるケミトックスという会社が

ありますが、検査機関をやっていますが、そこ

も山梨に太陽パネルの実験場を持っております。

新庄にぜひお願いしたいと言ったら、新庄は曇

天なのでエネルギー効率が悪いということで、

実際には今太陽パネルのそれを検査する職員を

新庄の方から連れていって、今検査技術を上げ

ていると。いずれそのような方向ができれば新

庄にも協力したいというようなお話もいただい

ております。 

  そうしたことから、今後の太陽パネルの実績

の上がり方によっては、さまざまな動きが出て

くるのではないかなというふうに思っておりま

す。自然エネルギーによって発電ができたら、

それにこしたことはないというふうに思ってお

ります。風力発電も一つでありますが、最上川

のような川辺にある立川町などは、その恩恵を

こうむるわけですが、新庄のところにおいては
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その風が弱まってしまということなどもあり、

非常にエネルギー政策においては難しい環境に

あるなというふうに。その中においては、ほか

に利用するのもあれですが、節電あるいは雪を

使うということも一つの方向であるというふう

に今現在検討しているところであります。そん

な意味で、自然エネルギーへの挑戦は挑戦とし

て、一つ一つ進めてまいりたいというふうに思

います。 

  次に、温かな福祉サービス、平成15年当時の

事業を復活してとはどうかということですが、

このことについては再三にわたり各議員からも

言われておりますが、今後予想されるであろう

財政負担、さまざまな公的な施設、耐震化も含

め、リニューアルをしていかなければならない

という状況、また、当時のようにすべてを皆さ

んの100％要求にこたえていきますと、また財

政再建の道にいかなければならないということ

で、これにつきましては復活ということに関し

ては慎重に進めていきたいというふうに思って

おります。 

  当時の要望事項、要求事項と、また年数が進

むことによって日々住民のサービスも多様化し

ていきます。一旦サービスを開始してしまいま

すと、それは既得権として廃止することがなか

なかできなくなります。そうすると、新たな仕

組みのときにできなくなるというようなことで、

そういう意味ではやらないというわけでありま

せんが、慎重にしていきたいというふうに考え

ております。 

  そんな中で、確かに少子高齢社会になってき

ております。この地域の中で、平成15年からも

う８年がそのまま寿命が伸びていくという考え

方になりますと、年々伸びているわけです。そ

うした高齢者の皆さん、80歳を過ぎれば健常者

はいなくてすべてが障害者のような形ですので、

その方々の生活を守るという点では、交通弱者

という部分なども考えていかなければならない。

助成券という考え方ではなくて、デマンド交通

を導入するといったことも工夫しなければなら

ないと思っております。 

  ただし、人工透析患者の通院費についてであ

りますが、透析患者の皆さんが通う医療機関の

バス送迎が普及した背景があり、17年度に助成

事業を一たん廃止しておりますが、日中働いて

いる方のために夜間透析を行う医療機関もでき

ました。その際はバス送迎は行われていないこ

ともあり、透析患者がバス時間に左右されずに

自家用車で通院し、稼働できる時間を多く持ち

たいという要望も多く、それについては助成が

できるかできないか、助成事業の復活を検討し

てまいりたいというふうに思っております。 

  次に、災害に強いまちづくり、公共施設の耐

震診断というようなこと、耐震化の計画であり

ますが、本当にこの東日本大震災の被災状況か

らしましても、大変重要な課題であると認識し

ております。 

  平成20年12月に策定いたしました「新庄市建

築物耐震改修促進計画」に基づきまして、小中

学校の施設については、平成21年度から耐震診

断実施、今年度をもって全棟の診断を完了する

計画となっています。この結果、改修が必要と

判断された建物については、22年度中に３棟の

耐震改修を行い、今年度においても４棟の改修

工事を予定しています。また、今後改修が必要

と判断された建物についても、平成27年度まで

に耐震改修を完了する計画としております。 

  これ以外の市有の公共施設の耐震化計画につ

きましては、現在関係各課で中期的な予算の見

通し、今後の施設の活用の方向性などを含め課

題を整理し、今年度中に新庄市市有施設耐震化

実施計画を策定し、来年度以降、耐震診断を含

め、計画的に実施してまいりたいというふうに

考えております。 

  次に、災害に強いまちづくりとして、それぞ

れの皆さんが住民の皆さんが住まれる地域の中
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におけるさまざまな課題に対応してほしいとい

うようなことだというふうに思います。 

  水上がり対策につきましては、先ほど申し上

げましたが、ことしは65回ほど出動し、住民の

皆さんから感謝されております。その中で、私

の方に報告として上がってきているのは、構造

的な問題があると。その構造的な問題について

は、どのように解決するか、その解決策を持っ

て次なるステップとしていきたいということで、

順次その構造上の問題、解決できるところから

工事に入り、来期に結びつけていきたいという

ふうに考えております。 

  そのことは、本来３月の下旬に思って３月中

まで行ってきた雪対策、豪雪対策の中で課題を

整理し、そしてそのことを具体的にする予定で

おりましたが、震災によりそちらの方に環境課

自体が力を注いだというようなことがありまし

て、今後そのことについて関係各課と環境課で

水上がり対策等について検討し、具体的に行動

に移していきたいというふうに思っております。 

  また、市道の除排雪につきましては、当然道

路管理者として安全・安心な交通を目指してい

るところであります。生活道路の除雪は、県内

でもいち早く市が取り組んでいる事業の一つで

ありまして、一定の条件でありますが、さきに

も申し上げましたが、今年度から申請を３年に

１度にするということで、毎年申請することは

しないと。ただし、その排雪場所が変わった場

合については、それを報告していただくという。

それをしないときは、そこの除雪ができなくな

るということをまた冬が近づく前に市民の皆さ

んに市報等でお知らせし、そして調査をしなが

ら細かな除雪にしてまいりたいというふうに思

っております。 

  また、生活道路の除排雪、舗装、修繕改良等

につきましても、補助金の復活などを行いなが

ら対応しているわけですけれども、小さなとこ

ろの排雪につきましては、必ずしも行政がすべ

てを担うということは不可能な部分もございま

す。機械の種類あるいは大型が入れないという

ようなこと、そのときには、その地域、町内の

中の地域単位で、やはり小型除雪機の利用など

を進めていただきたいというふうに思っており

ます。 

  市内に６台ほど貸し出しているわけですが、

共助という観点から、高齢者世帯、あるいは狭

い道路をお互いにカバーし合う、そういうふう

な姿を私としては願っております。そういう意

味で、小型除雪車の導入などを進めております

ので、ぜひその地域の方々に進めていただきた

いなというふうに思います。だれかがやらなけ

れば、市にさせればいいということでは、私は

ないというふうに思っております。 

  まちづくりミーティングのときに、なぜ私の

車庫の前に雪を置いていったということを言わ

れました。どうすればいいですかと。市で全部

やれというようなことでした。それを同時にや

ることはできませんと申し上げました。それで

は、あなたが、あなたがというわけですが、そ

の方が納得する除雪はどうですかと言ったら、

目の前に置かないでくれということでありまし

た。わかりましたと。全員が納得することであ

れば、新庄市２億円のお金を用意していますと。

それぞれ１万戸で２万円ずつお分けしますので、

皆さんそれぞれ納得するようにやってください

と。税金をむだなく使う、公平に使うという観

点であれば、そのような考え方ですと。そうし

たら、市長冗談じゃないということを言われま

した。 

  例えば、そこの10戸の人たちが組んで20万円

だったとします。隣の組の方々が果たして同じ

ように組んで、40万円で道路を除雪できるでし

ょうかというお話をさせていただきました。少

ない予算で効率的な除雪、さらには会社へ行か

なければいけない、朝早く出動しなければなら

ない、帰ってきたとき、それは雪国としての大
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変つらい部分でありますが、お互いに助け合わ

なければいけない部分だと。それぞれの除雪が

家の目の前も全部はくとなれば、10億、15億、

そういう予算があれば十二分にできると思いま

す。しかし、そうならない、さまざまな行政の

税金をさまざまなところに使わなければいけな

いというときに、そのときは基本的には道路の

確保、皆さんが勤める道路の確保をしていくと

いうのが条件だというふうに思ってお話をして

きたところであります。各地に行きますと、そ

ういう要望が大変強いです。しかし、本当に同

時にやるとすれば、自分が納得していただける

ようにするしかないと。税金をいただいている

私たちとしては、それは公平な形で必ず一斉に

はできません。スタートがあれば終わりがある

ということで、協力してもらいたいというお話

してきたところであります。 

  高齢者世帯の除雪につきましては、現在、福

祉事務所と連携を図りながら、高齢者世帯前の

除雪するときにはできる限り置かないように、

あるいはシルバーにお願いし除雪をしていると

ころであります。 

  また、障害者等の除雪のケースもございまし

た。いろいろな障害者の皆さんから提案されま

した。例えば黄色い旗を立てておいたところは

障害者だと。あるいは赤い旗を立てれば高齢者

だという話もありました。しかし、逆に、そこ

には高齢者しかいない、障害者しかいないとい

うことを教えてしまうというようなことで、空

き巣とかさまざまそういうふうな二次被害に利

用されるのではないかというお話もございまし

た。こういうさまざまな意見を集約しながら、

本当に住みやすいまちにしなければいけないと

いうふうに思っております。 

  何とか雪に対しては全力で除排雪をしながら、

さらに細かなところは市民の皆さんの手をかり

ながら、雪に負けないまちづくりを進めてまい

りたいというふうに思いますので、御理解のほ

どをよろしくお願いします。 

  それから、米飯給食の拡大については、教育

長の方から答弁させますので、壇上からの答弁

を以上とさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私の方からお答え申

し上げます。 

  米を主食とした和食が健康につながるという

ふうなスローフードの考え方については、私も

栄養管理の素人でありますので、食生活の中で

はそういう方向を努めてとりたいというふうに

考えておりますが、学校給食の献立については、

その専門家である、プロである学校栄養職員を

中心に栄養バランスへの配慮、豊かで多様なメ

ニュー、生きた教材としての活用、地産地消の

推進を図りながら、児童生徒や保護者からの要

望を踏まえた上で、毎月検討を重ねております。 

  栄養に関しては、１回の所要量の基準が厚生

労働省より示されており、それは主食だけでな

く、おかずと合わせて適正に摂取できるよう献

立を組んでおります。また、その他の体によい

とされる食品成分は、１回の給食だけでなく、

１週間など複数回を単位とした給食の中でバラ

ンスよく摂取できるような献立になっておりま

す。 

  御質問の米飯給食の拡大についてですが、児

童生徒にとって給食は、学校生活における大き

な楽しみでありまして、パン、うどん、ラーメ

ンを食べたいということが強い要望であります。

学校給食においては、それら米飯を中心にパン、

めんなどを取り入れたメニューを計画的に提供

しているわけでありますけれども、その中でも

米粉パン、米粉めんを定期的に組み入れ、米の

消費拡大を図っております。今後とも栄養への

配慮はもちろん、地産地消を推進しながら、食

に関することを楽しみながら学べる内容として、
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一層の充実を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

  以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 丁寧なお答えまことに

ありがとうございます。再質問ということでさ

せていただきます。 

  最初に、市で購入した測定器のことですが、

測定器を購入したということはすばらしいと私

は思います。その考えというか、先進性がある

なというふうに感じております。それで、その

値段は幾らぐらいで、性能はどういうものなの

かということを教えていただければと思います。 

  あわせて、市長の個人的な買い物ならば、非

公表は構わないと思います。しかし、このたび

は市民の税金での購入です。公表できないよう

な性能の悪いものではないはずだと思います。

三川町では情報を公開するそうです。鶴岡市で

もその方向だそうです。新庄市でも情報を公開

し、数値についての責任は、原発災害を引き起

こした国と東京電力にこそ強く求めていくべき

ではないかと思います。お願いします。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 市の方で購入した測定器の値

段は62万円です。ただ、あくまでも簡易測定器、

携行用の、持ち運びできる測定器というような

ことでございます。現状では、測定の値たるも

のについては県の公表されている数値よりは下

の数値であるというようなことから、先ほど市

長の答弁にもありましたとおり、余計な風評的

なもの、あるいは過度の心配を引き起こすこと

のないようにというようなことで公表はしてお

りませんし、実はきのう県の方で放射線あるい

は放射線の測定についての説明会がございまし

た。その段階で、県は測定箇所をふやすという

ようなことで対応するようなことでの説明があ

りましたので、測定の数値については、これま

でよりは体制が整備されたものというふうに考

えております。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） もう一度お聞きします

けれども、市長の個人的な買い物ならば非公表

は構いません。当たり前だと思います。でも、

このたびは市民の税金での購入です。その点に

ついてはどうですか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 公表していないということは

その測定機械を使っていないというわけではな

くて、うちの方で測定した数値と県の方での数

値たるものの整合性等を踏まえた上で公表しな

いというようなことですので、測定はしており

ますし、実際に放射線の線量の測定には使って

おりますので、そういうふうな見解には当たら

ないものと考えています。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 鶴岡では情報公開をし

ているというのです。それについてはどう思い

ますか。すると言っているんです。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 情報公開の対象というふうなこと

で、情報要求あれば、それは開示は構わないと

いうふうに思っております。議員が、何月何日

までどのような数値があったというようなこと

について、情報公開していただければ情報公開

したいというふうに思っております。 

  積極的に開示しないということは、悪意とし

て行っているわけではありません。情報を逆に

コントロールするわけでもございません。本当

に、放射能というものは見えないゆえに大変心
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配であるということも理解します。承知します。

市民の皆さん不安だというふうに思います。た

だし、そのことが0.05、0.5、それがベクレル、

１ミリシーベルト、その数字のひとり歩きとい

うものが大変怖いということであります。その

ことをしっかりと考え方を持ってやらないとい

けないということで、今慎重に取り扱っている

ということを御理解いただきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市民の方から情報を要

求あれば開示したいという積極的な、前向きな

答弁ありがとうございます。 

  続いて、県ではこの測定器購入について、今

度２分の１の補助をするということを言ってお

ります。きめ細かに測定するためにこれを利用

して、各学校やあるいは保育所、幼稚園という

そういう話もありますが、より多く市で持って

きめ細かにやっていく必要があると思いますが、

どうですか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 現在の測定については、県の

方では毎月定点での測定をしております。それ

から、今度このたび新たに測定器の配備という

か在庫がないというようなことがありまして、

一応県の方では手配するがというようなことな

んですが、入り次第の体制になりますけれども、

測定箇所を先ほど申し上げましたとおり、県で

定点でやるところが１カ所、それから、さらに

このたび３カ所がふえます。市の方でも、毎日

駐車場の前ではございますけれども、測定して

おりますので、それ以外に特に必要というふう

なことがあれば考えようもございますけれども、

現状では箇所数をむやみにふやす考えはござい

ません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） わかりました。 

  次に、原発被災者への支援という点で、これ

も文書にはしていませんけれども、市長にお聞

きしたいということです。原発被災者への支援

として、三川町では、４月末に生活支援条例を

可決して、独自に１日当たり8,000円の支援を、

３月11日にさかのぼって支給すると決めたとの

ことです。また、被災者の孤立感ということが

ありますので、集まる場所を設定して、情報交

換の場も提供しているとのことです。新庄市で

もこのような支援が必要と思います。どうお考

えでしょうか。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 このたびの東日本大震災にお

きまして、確かに新庄市の方にいわゆる避難者

といいますか被災を受けた方々が避難されてこ

られております。きのうも、毎日、日々の避難

者の数も変わっているわけですが、おおむね30

世帯約90人の方が来られているわけですが、大

部分が福島から避難されている方という現状の

ようです。 

  それをして、市単独で、それではその原発で

避難された方に改めて支援、いわゆる現金等の

給付を考えているかという御質問だとすれば、

新庄市が単独でそこまでということは現在のと

ころは考えていないということになろうかと思

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 被災者の方に、１回だ

けですけれどもお話を伺ったときに、これから

先がすごく不安だということです。国の方でな

かなか支援が決まらない。部屋は与えてもらっ

たとしても、その後の生活費をどうするのかと

いうことでの不安というか、そういうことがあ

りました。そういうふうに言われました。そう

いう点では、このお金の本当の原因は、市で出



- 125 - 

すべきものではないということはわかっていま

す。本当は東京電力であり、国としてその被災

者へ生活支援のお金を、生活費を出すべきだと

思います。しかし、現状、国がそうなっていな

い、出してくれていない中で、生活保護を受け

ろというのは私はちょっと酷だと思うのです。

もともと仕事を持って暮らしていらした、それ

相当の生活をしていらした方が、だれのために

生活保護を受けなければいけないんだと私は思

いますし、そういう意味では、国と責任ははっ

きりしています。市の責任でないことは明らか

です。しかし、今生きている方々に、被災者に、

やはり支援、生活費を出すという三川町などに

学んで考えるべきでないかと思うのです。どう

ですか。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 今後も、市として、きのうの

一般質問でも御答弁させていただいております

が、被災者支援という形の中で、総務課の被災

者支援室というのは、少なくても今年度いっぱ

い看板を抱えて今後の被災者支援に当たってい

きたいと。具体的には、それぞれ例えば宮城県、

福島県から来る情報等を、その避難されている

方等に郵送あるいは直接的に周知をしながら、

なおかつケアといいますか、暮らしの状況なん

かを確認しながら、そういう支援策をとってい

きたいというふうには考えているところでござ

いますが、具体的に現金給付の中で原発避難者、

被災者という位置づけ、例えば強制的にもう避

難されているエリアなのか、あるいは計画避難

地域なのか、あるいはあそこのさらに外側から

避難されているのか、いろいろな状況がおあり

だと思いますが、そういう状況の中で、一律的

に市が避難されている方に現金を支給するとい

うのは、現在のところ考えていないということ

でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 考えていないというこ

とで残念なお答えでありました。今後考えてい

ただくように要望を申し上げたいと思います。 

  さて、次に福祉の方なんですけれども、福祉

復活についてですけれども、紙おむつの支給に

ついてです。所得税10万円の世帯まで前は支給

していました。その後、老年者控除の廃止など

で各種控除の見直しが行われて、所得税非課税

の方が課税世帯になる例が出ている。増税の方

が出ておられるのではないでしょうか。税務課

長にお聞きします。 

小野孝一税務課長 議長、小野孝一。 

沼澤恵一議長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 そういった扶養控除のいわゆ

る変動によって、所得税が課税されることは

往々にしてございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 前は所得税非課税だっ

たという方であっても、同じ収入でありながら

所得税課税世帯になるような増税施策がやられ

ております。そういう意味では、紙おむつが本

当はもらえるかもしれなかった世帯が、国の増

税によってもらえないことになってしまってい

るという点もあるわけです。そういう意味で、

緩和が必要ではないかと思いますが、福祉事務

所長どうでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 紙おむつの支給に関しま

しては、各市町村で取り扱いがすべて違っており

ます。市民税を根拠にするところ、所得税を根拠

にするところさまざまでございます。あるいは要

介護度によって制限するところもございます。新

庄の場合の特徴としましては、所得税がかかって

いるところはだめだということでは制限しており

ますが、ほかのところでは、例えば介護４・５し
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かだめだというところもありますけれども、新庄

の場合には３でもオーケーとしてことでしており

ます。したがいまして、私どもでは福祉サービス、

基本的には所得税がかからない人ということを新

庄市の場合は原則としておりますので、この部分

は所得税の要件に関してさらに広げる考えは今の

ところ持っておりません。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 要望ということでさら

に求めておきたいと思います。 

  また、紙おむつについてなんですが、介護度

３以上でない、２とか１とかなどであっても、

かつ低所得者で、常時失禁の傾向があるという

ことで紙おむつを使いうると、ケアマネジャー

からお聞きしております。そういう方に支援が

あってもいいのではないかと思いますが、どう

でしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 紙おむつにつきましては、

現在のところ要介護度３以上の方ということで

新庄では支給しております。金額的には、全体

で500万ほど支出しております。そして、この

ことにつきましては、会計としましては、介護

保険の会計で賄っております。したがいまして、

これは介護保険料に将来的には結びついてくる

費用であります。したがって、対象者をふやせ

ばふやすほど介護保険料が上がる傾向がござい

ます。その辺のバランスありますので、今年度

つくる介護保険ケアの中でも検討しながら、対

象者がふえれば介護保険料がふえるというその

環境の中で検討していきたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 介護保険にはね上がる

ことについては納得がいかないなという気がし

ます。ただ、それが介護度３以上に決まる前の

ときに、介護度１・２で、生活保護のような本

当に低所得のお年寄りが、常時失禁ということ

で紙おむつを自分で当てたり使ったりしていた

と。これが使えなくなるのかという、ケアマネ

ジャーからの悲痛な声がありました。そういう

意味では、今使えなくなっているんですけれど

も、ぜひ介護保険になるべくつながらないよう

な形でなるように、検討をお願いしたいなと思

います。 

  続いて質問ですけれども、給食についてです。

現代人が多くとりたい食品成分は何だととらえ

ておられますか。控えたい成分は何だととらえ

られておられるでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 現代人がとられたい食品

成分ということですが、単純に考えると、とり

たくないのは食塩、塩分ですね、とりたいのは

繊維質とかというようなことですが、献立検討

委員会の中で、栄養教諭とか学校栄養士とか、

それから調理師とかが集まって毎月献立をつく

るわけですが、その中で、子供たちにとらせた

い成分ということで、エネルギー、タンパク質、

脂質、炭水化物、カルシウム、鉄、ナトリウム、

レチノール、ビタミンＢ１、ビタミンＣ、食物

繊維、食塩相当量というのを計算して、１週間

単位でバランスよくとれるように献立をつくっ

ております。 

  また、パン食ですけれども、大体米粉パンと

かめん類を除くと、200食ちょっとの中の20食

がパン食になります。そのほかの食パンという

ふうに言われる部分はたった５回です。あとの

15回は、フィッシュサンドとかキャロットパン

とかメロンパンとかきな粉揚げパンとか、さま

ざま工夫されたパンを出しております。子供た

ちは大変喜んでおるところです。 

  以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
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沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 子供に好きなものを食

べさせるとどうなるか。それは肥満になって、

子供のときにはなりません。しかし、大人にな

ったときに肥満になって、医療費がかかる大変

な成人病になるということなんです。そういう

点から、ぜひ考えていただきたいと思います。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、石川正志君。 

   （５番石川正志議員登壇）（拍手） 

５ 番（石川正志議員） 絆の会所属新人議員の

石川でございます。どうぞひとつよろしくお願

いいたします。 

  一般質問に当たりまして、まず、このたびの

東日本大震災によってとうとい命を失われた方、

被害に遭われた方々に対しまして、謹んで哀悼

の意を表し、またお見舞いいたします。同時に、

近隣、同じ東北地方の仲間として、一日も早い

復興をお祈りするものでございます。 

  さて、21世紀は農業と環境の時代であると言

われております。我が国は、震災前までは、デ

フレスパイラルと言われるほど不況下にあり、

物余り、すなわち物が適正価格で売れない時代

に陥っておりました。 

  一方、世界に目を向ければ、新興国の台頭、

ふえ続ける人口と穀物不足など、物と価格が生

み出すミスマッチで、先進国において暮らしな

がらも、幸福感を実感できないといったことが

多くの人が共有できる認識ではなかろうかなと

いうふうに思っております。 

  このような状況を打破するという意味から、

我が愛するふるさと新庄が、地方が主役である

という観点で、今後市民が、そして私たちの子

供たちが夢を持つことができるふるさとづくり

を発信できるように、教育と農業について質問

したいなというふうに思います。 

  まず初めに、萩野地区小中一貫校建てかえに

ついてお伺いいたします。 

  次代を担う子供たちの健全育成は、私たち大

人の責任であります。現在、平成27年４月開校

を目指し、萩野地区小中一貫教育校建設に向け

て計画が進められておりますが、まずは計画の

進捗状況はいかほどなのか、お伺いいたします。 

  また、その計画には、萩野地区のコミュニテ

ィの中核として、どのような形で反映されてい

るのか教えていただきたいと思います。 

  さらに、建設候補地以外の３校は、安易に廃

校するのではなくて、これまでの萩野地区の積

極的な学校とのかかわり方を考慮し、例えば子

供とお年寄りがともに学べる場や、子供たちが

地元のことを学べる場所としての機能を残して

いただきたいと考えますが、市の考えをお伺い

いたします。 

  先日、新庄市のホームページを通じて、公募

方プロポーザルの広告にかかわる同プランの基

本計画素案の内容と重複しますが、御説明よろ

しくお願いいたします。 

  新庄まちづくり総合計画にも記載され、震災

による原発事故により、国のエネルギー供給の

あり方が大きく転換することが予想される中、

太陽電池パネルや風力発電機を活用し、学校が

必要とする電力の一部を自活してはいかがでし

ょうか。同時に、冬期間の暖房として、林業資

源を使ったペレットストーブなどの導入は考え

ていらっしゃるのか、教えていただきたいと思



- 128 - 

います。 

  昨日の小関議員、そして本日の佐藤議員も自

然エネルギーということでやりとりがございま

したが、私の場合は教育の中の自然エネルギー

ということで、また別な角度から教えていただ

ければというふうに思います。 

  冒頭にも申し上げましたけれども、21世紀は

農業と環境の時代であるというふうに私も思い

ます。単に学校の維持管理等コスト面だけでは

なくて、また、一つの校舎で小学１年生から中

学３年生までそれぞれの年代が学び、それぞれ

の年代で学び合うとき、自然と人の共生、ある

いは地域社会とのつながりを考えることができ

る子供を育てるということは、すばらしいこと

ではないでしょうか。ぜひ全国どこに紹介して

も恥ずかしくない、小中一貫校のモデルとなる

ような計画を進めていただきたいというふうに

思います。 

  続きまして、農業の再生という中で、農商工

の連携による新庄市全体の活性化という点につ

いてお伺いしたいというふうに思います。新庄

市の基幹産業である農業の活性化を考えるとき

に、地元の農産物を活用した、付加価値をした

加工品を製造及び販売することで利益をはかる

ことは、一つの有効な方策であると思います。

家族労働的な農産加工の製造や販売を手がけて

いらっしゃる農家もありますが、製造技術いや

販売面で苦労されているというところが現状で

はないでしょうか。 

  そこで、農業、工業、商業、言いかえれば材

料、製造、販売、それぞれ得意な分野を結びつ

ける役割を行政が担っていってはいかがでしょ

うか。既存の商工会議所や農協、あるいはその

他の民間活力を結びつけるために、例えば農林

課、商工観光課、各課の迅速な連携は可能であ

るのかお伺いいたします。 

  また、先日ちょうだいいたしました新庄市の

統計によれば、ひとり暮らしの高齢者世帯数は

860件、今後増加していくことが予想されます。

社会的孤立を防止する上で、また、市民の安

全・安心を担保する上で、日ごろより薄いと言

われている市内中心部にコミュニティを再生す

べきであると思います。 

  例えば商店街の空き店舗に、農村をイメージ

したサービスステーションをつくり、地元の食

材を使った弁当をお届けして安否を確認したり、

また、第一線を退かれてもまだまだ元気な人が

集えるような場にしてはと思いますが、いかが

お考えでしょうか、教えてください。 

  新庄には、自然豊かな環境によってはぐくま

れた食材、そして温かな人情、その他たくさん

ほかの地域と比較しても決して引けをとらない

お国自慢があります。残念ながら、これらは今

まで点で存在してまいりました。これからは、

他業種を結びつけることで線に、そして面に展

開していけば、新しい新庄市を展望できると私

は思います。 

  地元でとれた安全・安心な加工品を高齢者福

祉の観点から市民に提供し、同時に、市内中心

部のコミュニティ再建に、地元商店街が貢献で

きるといったビジネスモデルを構築していくこ

とは、魅力ある新庄市の新しいお国自慢になる

のではないでしょうか。このようなビジネスモ

デルに対しまして、新庄市独自で投資が可能で

あるのか。また、国や県を初め、支援をしてい

ただける方法はあるのかお聞かせいただきたい

というふうに思います。 

  以上、壇上からの質問を終わります。御清聴

いただきましてありがとうございました。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川議員の御質問にお

答えさせていただきたいというふうに思います。

さまざまな思い、提案などをいただいておりま



- 129 - 

す。その辺も含めてお答えさせていただければ

と思います。 

  萩野中学校、小中一貫あるいはその後のあり

方については、教育長の方から答弁させますの

で。 

  農商工連携による新庄市の活性化の計画はど

のように進めているのかというようなことでは

ないかなというふうに思います。平成21年、山

形県の商工業の統計によりますと、製造品出荷

額における地域内構成比を比較した場合、最上

地域内に占める割合は、電子が20.4％、輸送が

13％、繊維が11％、金属9.4％、プラスチック

７％、食料が5.8％となっております。最上地

域は、県内で第一次産業の就業者数割合が最も

高い割に、食産業の比率が低いことを示してい

ます。食材の豊富な当地域では、まさに活性化

を図る観点から、地域の基幹産業である農林水

産業と商業、工業などとの連携強化が重要であ

ります。 

  今、国産志向の高まりの中で、食品産業の国

産原材料のニーズが高まっておりますが、食品

産業の需要に対応した産地の取り組みは不十分

であり、また、食品の安全・安心に関する品質

管理コストの増大や天候など、農業経営に起因

する投資回収リスクの不安など、設備投資に二

の足を踏む傾向にあることも確かであります。 

  平成20年７月21日に、農商工等連携促進法施

行により、農林水産省と経済産業省、密接かつ

有機的な連携をとり、関連予算の確保について

連携基盤の整備、商品開発、販路開拓、人材育

成のほか、企業立地の促進による地域振興も掲

げております。現在では、全国的な取り組み88

選として事例が紹介されていますが、その中に

は最上町のある建設業者も含まれております。

本市密接ながら、情報提供と基盤づくりに取り

組んでおるところでございます。 

  まちづくりＴＣＭでは、本年度より、こらっ

せ新庄を事務所に、買い物代行サービス事業を

始めました。新庄市にお住まいの高齢者や身体

の不自由な方のかわりに、食材や生活用品など、

協賛店で購入し、御自宅までお届けするサービ

ス。また、新庄商工会議所では、中心市街地に

おける高齢者対象の産直販売を兼ねた憩いの場

創出事業が進行中であります。 

  今後、地域ニーズと産業を結びつける方策や

コミュニティビジネスの創出、異業種間の連携

による地域産業の強化、国や県の予算的支援の

導入を図りながら、事業者への支援やマッチン

グ、密な情報支援を行ってまいりたいというふ

うに思っております。 

  その中で、食料関係の製造業が大変あったの

ですが、御存じのとおり偽装事件で会社をやめ

た、まさしく農商工連携の代表格でありました。

年間500億の売り上げがあったと聞いておりま

す。1,500社のつき合いがあって、500億の売り

上げがあったと。大変大きな売り上げがなくな

ったということで、従業員50名ぐらいが解雇さ

れているということ、大変残念に思っていると

ころであります。 

  次に、農商工連携で新庄市の活性化の計画と

いうことで、お国自慢は何かというようなこと

で、自然豊かな環境で生まれた食材というもの

ながら単に食として流通をさせてきた結果とい

うことで、農家も市場確保の低迷で経営が非常

に厳しいというようなことだと思います。 

  まさしく、今申し上げたような形の食品加工

が求められるのかなというふうに思います。経

営という観点からいきますと、相手は頭数の多

いところだというふうに思っております。地産

地消は、自分たちの循環型農業、あるいは循環

型の形の生活をしていくという点では、非常に

大事な安心・安全を尺度しておりますが、経営

という観点からなりますと、やはり対象は頭数

の多いところにかなわないというふうに思って

おります。 

  あるお花屋を経営している方から、これから
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は経営だよというようなことで、そこのお花屋

さんは年間１億5,000万の売り上げがあるわけ

ですけれども、農業に必要なのは生産ではない

と。経営だというようなお話も聞いているとこ

すであります。そうした意味で、この食材提供

のあり方ということは、非常に難しいものだと

いうふうに考えております。県の農林水産業元

気再生戦略のもと、もうさまざまな施策が講じ

られておるわけですが、なかなか簡単にもいか

ないというところがあります。 

  一時期ある大手の食品会社の東京の方の会社

に行ってまいりました。そのときはっきりと言

われたのが、何かしてくれではないと。こうこ

うという提案を待っていますというお話をいた

だいたところであります。全国メーカーですの

で、それに一たん乗った場合には、大変な宣伝

力もございます。また、商品もある。そのとき

になると、御存じのとおり商品がロットという

問題に携わってきます。数がなければ商品とし

て取り扱わない。消費者目線の中で、消費者が

どういうものが欲しいか。欲しいと言ったもの

をどのぐらい提供できるかという壁に当たって

しまうのではないかなというふうに思います。 

  さまざま今山ブドウを使った加工食品や伝承

野菜を利用したレストランの食材利用、土産品

の開発も取り組んでおりますが、おっしゃると

おりそれが産業として非常な、経営的に安定す

るというのは非常に難しい状況であるというこ

とも否めません。そう言いながらも、それぞれ

商工業が連携し、生産、加工、販売までの組み

合わせなどをやっている。今、ＭＭって最上地

域全体でそれを結びつけるというような元気森

塾、元気塾も南本町の角にあるわけですけれど

も、それなどをよくつないで、どう機能させて

いくかということが大きな課題だというふうに

思っております。そんな意味で、まちの中の活

性化を願って、あそこのＭＭステーションを設

置したと。ぜひああいうところの活用も必要で

はないかなというふうに思っております。 

  それから、地元商店街の食材を求めて弁当と

いうことですが、大変弁当の難しい問題がござ

います。高齢者が地域で安心して暮らせること、

孤独な人も地域で日常触れ合えるようにという

ようなことで、地域包括支援センターが仕掛け

人となって、民生児童委員や町内会の役員とと

もに「なごみ会」として活動しておるわけです

けれども、ＴＣＭの取り組み始めた買い物代行

サービスなどと、このなごみ会、情報提供する

場と、お互いにそういうところが連携し合えば

効果が出るのかなというふうには思っておりま

す。 

  ひとり暮らしの高齢者へ弁当を届けるサービ

スは、月に２回ですが、社会福祉協議会の事業

として市内幾つかの弁当業者と委託して実施し

ております。現実的には、弁当の金額です。非

常にシビアになります。700円、800円出せれば

いいのですが、１回１食400円でおかずを届け

るだけの事業を開始した業者もありますけれど

も、なかなかこのことについても、毎回となる

とお金を出す側の方が、10回受けると4,000円

というようなことになりますと、おじいちゃん、

おばあちゃん、自分で鍋を出して料理してしま

うというような傾向もあるようで、非常に弁当

の制度については、これまでの取り組み、いろ

いろな方々がやってきましても、非常に難しい

というふうに思っております。配達というふう

なリスクが伴うというようなことで、取りに来

てくれればいいわけですけれども、なかなかそ

ういかない状況にあるということも御承知いた

だければと思います。 

  福祉施設の立地みたいな関係につきましては、

過去と本当に変わってきています。まちの中に

健常者とともに生活できるようにというような

ことで、高齢者専用住宅、御承知のとおり障が

い者のグループホームなど、市の中心部に出て

きているということで、そんな意味では、まち
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のにぎわいも幾分人通り、車の通りなどで、こ

れまでよりも多くなっているのかなというふう

に思っております。 

  また、いろいろなところで高齢者が出会える

場所、地元の食材を使った形での地産地消、触

れ合いの場所としてＮＰＯ法人ＡＭＰが、人替

わりランチ店を開設いたしました。去年の12月

からですけれども、いろいろな方が訪れて、お

年寄りの皆さんから若い人から訪れて、また、

そこに食材を提供する方々の意識も高く、地産

地消を実践しているという状況であります。で

すから、まちの中で今後どのようにしていくか

ということは大変大きな問題でありますが、基

本的に商売という形になりますと、役所は手を

出せないと。商売する方々の環境を整えていく

ということには、行政は協力しなければならな

いというふうに思っております。 

  学校の方については、教育長より答弁させま

すので、よろしくお願いいたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、答弁いたします。 

  萩野地区小中一貫教育校建設事業の進捗状況

についてですが、萩野中学校区においては、学

校の耐震化が求められる中で、進む校舎の老朽

化、少子化の進行という課題について、総合的

な教育環境の整備という観点から議論を進めて

いただき、萩野中学校区の児童生徒にとって求

められる学校像ということで、施設一体型小中

一貫教育校という結論を出していただきました。 

  計画の進捗状況ですが、平成22年５月に新庄

市立小中一貫教育校基本計画策定委員会を立ち

上げ、平成23年度末をめどに基本計画を策定中

です。また、この基本計画と並行し、平成23年

度中に、基本設計を作成する計画となっており

ます。 

  ２点目の萩野地区のコミュニティの中核とし

ての学校のあり方についてでございますけれど

も、平成22年４月に提示いたしました新庄市小

中一貫教育基本方針では、小中一貫教育の効果

の一つに、地域に根差した学校づくりを実現し、

義務教育９年間を通して、学校、地域の連携の

輪を広げることができることを挙げています。 

  これを受けて、基本計画策定委員会では、萩

野中学校区の唯一の学校となる施設一体型小中

一貫教育校と地域の連携のあり方について、地

域社会の核として、地域の活性化の一翼を担う

との方針を確認しています。 

  各小学校区での説明会でも、これまでの地域

学習の継続や地域と一体となった学校行事の継

承など、地域の文化の中心、地域のまとまりの

核としての学校の存在を大事にした計画をとの

要望もいただきました。現在策定中の基本計画

においても、教育課程の特色の一つに、地域と

ともに支え合う学校づくりを盛り込み、地域の

潤沢な教育資源や人材を活用し、萩野中学校区

だからこそできる教育活動を仕組むとともに、

そこで学んだことを地域に発信することで、地

域を元気にする学校を目指します。 

  また、学校施設の中に、地域交流空間を設け、

地域活動の場としてのスペースを提供すること

で、これまで極めて身近な存在であった学校を

継承し、新しい学校が地域の中核となって、

人々を結びつける役割も果たすことができるも

のと考えています。さらに、今後、地域と相互

に支え合う学校のあり方について、議論を深め

てまいりたいと思っております。 

  続いて、統廃合する小学校３校の活用につい

てですが、昭和小学校につきましては平成８年

に建築され、新耐震基準に適合した建物である

ため、跡地を含め、施設の活用について地域の

皆さんと協議させていただきながら、有効な活

用方法を検討していきたいというふうに考えて

おります。 

  また、萩野小学校及び泉田小学校の２校につ

いては、新耐震基準を満たしていないので、原
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則解体をする方向で考えておりますが、跡地の

利用に関しましては、地域の皆さんとともに有

効な活用方法を検討していきたいというふうに

考えております。 

  最後に、建物におけるエネルギー供給につい

てですが、このたびの東日本大震災のように、

長時間の停電が発生した非常時には、学校施設

のみならず、各施設において自家発電及び蓄電

池、また自然エネルギーの活用というのは有効

かつ重要であると痛感いたしました。 

  御質問にあります萩野地区小中一貫教育校に

おける新エネルギー等の活用につきましては、

環境負荷の低減や自然エネルギーの活用、また、

化石燃料にかわる林業資源から成る新しい燃料

などの活用も視野に入れて、今年度基本設計を

進めていき、それが、議員が言われております、

子供たちの学習にもつながるような学校づくり

を検討していきたいというふうに考えておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 懇切丁寧に御説明いた

だきまして、まことにありがとうございます。 

  いずれも私自身満足しておる答弁をいただき

ました。恥ずかしながら、ＴＣＭとかまちに既

に存在しているものが、私が質問したことを既

に展開しているということで、私の情報不足で、

でも、市民レベルはますます高いものがあった

ということで、安心しているところでございま

す。ぜひその物の売り買いは、行政はできない

かもしれませんが、市長おっしゃられるような

環境づくり、今後ますます進めていただければ

というふうに思います。 

  そこで、繰り返しますけれども、関係各課が

多分三つ、少なくても二つか三つあるわけでご

ざいます。できれば、市長がリーダーシップを

とっていただいて、より円滑な、スムーズな運

営ができますように、よろしくお願い申し上げ

る次第でございます。 

  武田教育長には、本当に温かい御回答をいた

だきましてありがとうございます。 

  私も、先日、６月２日の、恐らくそうだと思

うのですが、ホームページで見させていただき

まして、発言通告書の後だったものですから、

ホームページの広告を見て一安心したところで

はございますが、ぜひ議員皆様と執行部の皆様

の共有する考え方にしたいなということで、通

告書どおりの質問をさせていただいたところで

ございます。 

  昨日に伴い、本日も自然エネルギーの再生可

能な自然エネルギーの利用ということで、私も

まだなりたてでございまして、本来であれば、

幾ら投資して、幾ら回収して、新庄市自体の経

費はどれぐらいかかるのかと、そういった数字

的な裏づけも持たずに、今回は甚だ失礼ながら

一般質問させていただいたのですけれども、こ

れからも原発云々というよりも地球温暖化とい

うことで、化石燃料からの脱却が日本人全体、

あるいは世界の大きな問題であると思います。 

  皆さん、いいことだというふうに、国民レベ

ルあるいは住民レベルではわかっているのです

が、どうしてもこれまでの例えば電力であれば、

風力、太陽光いずれにしろ、電力会社との売電

とか、あと送電、きのうの中でもお話にありま

したけれども、さまざまなことが実験段階であ

るということで、私もこれから、その件に関し

まして、一生懸命同僚議員とともに勉強してま

いる所存でございますので、例えば農業面、あ

るいは学校面において、国の取り扱う省庁がど

こであるのか、もしかしたら変わってくるのか

もしれません。 

  例えば、農業の、きのう小関議員も質問され

たと思うのですけれども、12カ月間稼働させな

ければ、高いコストをかけて返済できないと。

ところが、いざ農業施設となりますと、皆様御
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承知のように水利権の問題がございまして、例

えば９月から５月までは取水してまかりならぬ

といった行政の縦割りというものが、非常に私

たちが新しいプランを築く上で弊害となってい

ると。それを何とか私たち地元の議員、あるい

は皆様方の頭脳をおかりして、国のそういった

ことを打破していくと。いわば本当に地方発信

のことで、ちょっと大きなことを言いますけれ

ども、本当に地方主役の時代がまさに今来てい

ると思いますので、今後ますます私どもと一緒

に勉強していってほしいなという思いを込めま

して、時間早いのですが、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。（拍手） 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時３０分 休憩 

     午後２時４０分 開議 

 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  市長より発言の申し出がありますので、これ

を許可します。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほどの石川議員の御質問の中で、

農商工連携の中で、とある新庄市内の加工業者

のお話をしましたが、売り上げ500億でなくて

25億だということで申し出がありましたので、

訂正させていただきます。よろしくお願いしま

す。 

沼澤恵一議長 それでは、一般質問の方に入りま

す。 

 

 

遠藤敏信議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、遠藤敏信君。 

   （１４番遠藤敏信員登壇）（拍手） 

１４番（遠藤敏信議員） 開成の会の遠藤でござ

います。一般質問最後というふうなことで、大

変緊張しております。胸が高鳴っております。

どうかよろしくお願いを申し上げます。 

  初めに、おととい12日ですけれども、例年よ

り１週間おくれの山開き登山会が行われ、スタ

ッフの一員として神室山に登ってまいりました。

好天に恵まれ、全山一望の大パノラマが展開さ

れており、参加者60余名の一同を十分満足させ、

私もまた心地よい爽快な気分を満喫してきたと

ころであります。新庄盆地に潤いをもたらす水、

それは伝統をなす神室山系の山々の自然環境を

良好に保つことで、そこでこそ下流に住む私た

ち市民の暮らしを支えているんだということを

改めて実感してきたところであります。実行委

員会の事務局を担った商工観光課の関係職員の

方々に、改めて感謝を申し上げます。 

  さて、私も、また、３月11日発生しましたこ

のたびの東日本大震災で犠牲になられた多くの

方々の御冥福をお祈りしつつ、被災された方々、

被災地の復興を心から願うものであります。手

前みそながら、私は、ネットワーク農縁という

産直グループの中で、仲間とともにこれまで、

新庄の生産者と首都圏で消費、利用する立場の

両者が協力する形で、被災地への生活支援物資

の搬送や現地の避難所へ出向いての炊き出し支

援や、また、県の被災者支援事業を活用して、

被災された方々を招いての田植えツアーや及び

温泉での慰労会、交流会などを行ってきました。 

  震災から３カ月が経過し、避難所生活を余儀

なくされている方々の窮屈さは想像を超えるも

のがあると思われます。仮設住宅の数もふえて

きて改善傾向にはあるといいますが、支援する

側として息の長い腹構えで取り組む姿勢が必要

だと感じているところであります。 

  前段が長くなりましたが、通告に従い質問に
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移ります。 

  まず１点目は、危機管理対策の一環としての

新庄市の防災計画についてであります。 

  平成13年３月に、新庄市地域防災計画として、

それまでの計画を全面修正して策定されました。

これについては、きょうも髙橋議員、小嶋議員

との間で質疑が交わされました。それによりま

すと、先ほどの質疑でも言われておったのです

けれども、新庄市及び関係機関が処理すべき事

務または業務について、総合的な運営を計画し

たものであり、これを効果的に活用して防災活

動を実施することにより、新庄市の地域並びに

市民の生命、身体及び財産を災害から保護する

とともに、被害を軽減し、社会秩序の維持と公

共の福祉の確保を図ることを目的とし、また、

計画の方針としては、県地域防災計画の修正に

応じて、常に整合性のある実情に沿った計画で

なければならない。したがって、毎年定期的に

検討を加えるとともに、必要があるときは防災

会議の中で修正するものとするとあります。 

  そして、その計画の習熟については、不断に

危機管理や防災に関する調査、研究を進めると

ともに、所属職員に対する災害時の役割等を踏

まえた実践的な教育訓練の実施を通して、この

計画の習熟に努め、災害への対応能力を高める

ものとするとありました。 

  市長は、先ほどの答弁で、見直しの方向性に

あること、異なる災害の同時発生、また災害地

支援体制など、新たな項目想定などが検討課題

として見直しの対象となるとの答弁がありまし

た。重複の質問は避けたいと思いますが、確認

の意味で、小嶋議員とのやりとりの中での答弁

で、市長は、災害時ＦＭ放送を検討していると

発言されました。具体的にはどう活用しようと

しているのかをお伺いいたします。 

  また、震災当日、新庄市の対応が機敏であっ

たというふうな評価する指摘がこれまでの議員

の皆さんからありました。私の聞いたところで

も、地域担当職員からの連絡を受けたある民生

委員さんは、ひとり暮らしのお年寄り世帯を訪

ね、無事の確認と声がけをして回ったというこ

とを伺いました。加えて、電気のない夜を不安

の中で過ごした翌朝、温かいおにぎりと漬け物

を持ってきてくれたそうで、涙が出るほどうれ

しかったとのことでした。 

  先ほど、自助、共助、公助というふうな身の

安全を守る段階が話されましたけれども、人間

関係がだんだんと希薄になってきている中、近

所をつなぐ隣組単位の人間関係の大切さやまと

まりが大事だということを改めて実感したとこ

ろであります。消防団組織のない町内会や新た

に居住者が多くなった地域での自主防災組織づ

くりを仕掛け、組織化を促す計画はないのかお

聞きいたします。 

  また、消防団の現状と団員の定員に対する充

足度合いなどはどうなっているのか、あわせて

お尋ね申し上げます。 

  ２点目、平成22年度の雪対策についてであり

ます。 

  ３月11日を境に、話題は震災一辺倒になりま

したが、それ以前の話題は、専らことしの雪の

多さと、それを難儀してしのいでいるというこ

とで持ち切りでありました。新庄市の豪雪は、

皆さん御承知のとおり２メートル越えが過去３

回ありました。記録によると、昭和11年に250

センチメートル、昭和49年に236センチメート

ル、昭和43年に232センチメートルだったとの

こと。そして、ことし２月１日に200センチメ

ートルが観測されたことであります。過去の記

録が２月の後半だったことに比べ、ことしの場

合、１月５日の夜から２月まで、ほぼ休みなく

連続的に降り続いたことから、積雪量以上に生

活道路の除雪を初め、家屋の雪処理に苦労した

ものと考えられます。 

  ちなみに、新庄市の観測積雪深２メートルで

すが、日新小学校の校庭に立てた計測目盛りを
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つけたポールの観測では、２メートルのポール

がすっぽり埋まってしまったというふうなこと

であります。 

  ３月議会の際に、２月末段階でおよそ６億の

市道除雪費を使ったとの報告がありましたが、

その後、雪戻し作業などの作業費、委託費用を

加え、最終的に除雪に幾ら費やしたかを伺いま

す。また、平成22年度の雪対策の総括をどうさ

れたか伺います。 

  再び震災の話題に戻ります。 

  ３月11日の東日本大震災に際し、その被害の

甚大さにかんがみ、新庄市では３月18日、総務

課に新たに被災者支援室を設け、また同時に、

被災者支援新庄市民行動本部を立ち上げました。

これにより、市民からの支援、つまり物資の提

供、ボランティアの登録、義援金の受け付け等

を行い、多くの市民の善意を初め、避難者の受

け入れや応対、被災地への支援を行ってきまし

た。これら機敏な素早い対応には、敬意を表し

たいと思います。今後の対応について伺いたい

と思います。きのうも、これに類した質問をさ

れた方がおりましたが、確認の意味で尋ねるも

のであります。よろしくお願いいたします。 

  最後に、街路樹事業について伺います。 

  新しい道路の開設に伴って、近年、街路樹が

道路沿いに植えられることが多くなりました。

整然と立ち並ぶ並木道は美しく、車の運転に際

しても散歩をするにしても、自然の潤いと安ら

ぎをもたらしてくれます。路線によって、樹種

もさまざまですが、季節ごとにきれいに花が彩

りを添え見事な箇所もある反面、全く無残な形

をしているところもあります。新庄市の場合、

どのようにして樹種を選定、いわゆるこれは切

る方ではなくて、選ぶ方です。しているのかお

聞きいたします。 

  また、場所によっては、本来植えている箇所

に樹木が育っておらず、雑草のための生育場所

化しているところも多くあります。これは、美

観を損なうばかりでなく、言ってみれば、めく

さいという状況があります。 

  例えば、１カ所、国道47号亀割バイパスから

東山に至る市道には、31カ所の植栽スペースが

あります。うち木が立っているのが７本、見か

ねた近くの方が一部を花壇として手入れをして

おります。また、福田の中核工業団地の周回道

路の西側、つまりヨコタ東北がある場所ですけ

れども、路線ですけれども、こちらも生えてい

る方がまばらなありさまです。新たに植えかえ

をすることは考えられるのか、このままの状態

を放置するのか、何とかならないのか、何とか

する考えはないのかをお尋ねいたします。 

  以上、壇上からの質問を終わります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、遠藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  前段で、ネットワーク農縁の被災者支援の感

想を述べられましたが、実にきめ細かな被災者

支援、本当にありがとうございます。また、お

かげさまで、今回、田植えと、それから羽沢で

の若林区の皆さんの慰労の話から大変盛り上が

りまして、７月２日、３日には、若林区の小学

校のお子さん、保護者の皆さんと約80名近い

方々が新庄市に訪れて、市内の旅館に泊まって、

１泊２日で帰っていくという、非常に大きな成

果の一つの原因をつくっていただき、本当に感

謝を申し上げたいと思います。 

  また、その中から膨らんできたのが、クロマ

ツの育成の話も新聞に出ておりましたが、そう

いう話でみんなで支援する輪が広がっている。

本当に、基本的なきめ細かな支援をしていただ

いたネットワーク農縁の皆さんに感謝申し上げ

たいと思います。 

  防災対策についてでありますが、議員のおっ

しゃるとおり、平成13年３月の全面的に改正、
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修正したものであります。見直しについてであ

りますが、今回、先ほど申し上げました小嶋議

員に申し上げた形のように、異なる災害の同時

発生、あるいは新たに被災者支援対策、避難者

の救援対策などを盛り込まなければならないだ

ろうという思いをしております。 

  また、訓練をして、今回は実践訓練になって

しまったと。いきなり実践にしてしまったとい

う状況があると思います。大変貴重な体験をし

たわけでありますので、この貴重な体験が風化

しない間に、防災計画の見直しを図っていかな

ければならないというふうに思っています。 

  基本的な防災体制を動かすこともなく、動か

さなければならないところはありますが、必要

なことについては運用面でしっかりと職員とも

ども情報を共有していく、そしてまた実戦配備

できるような形にしてまいりたいというふうに

思います。 

  先ほどの中で、ＦＭ放送を配置するというこ

とは、一つの考え方として、防災の電源が切れ

たとき、ああいう大きな災害のとき電源が切れ

た、携帯が切れたというときに、ＦＭ放送の活

用が有効であったということが、マスコミ報道

等でよく取り上げられております。そうしたこ

とにいち早く対応した市町村もあるという情報

をお聞きしましたので、そのことについても検

討の価値があるなということで申し上げたとこ

ろであります。早々に、来月にはＦＭ放送をし

ますというようなことではありませんが、でき

る、できないことを検討しながら、一つの手だ

てとして考えるということはあるなということ

だということを御理解いただきたいというふう

に思います。 

  次に、雪対策。ことしの記録的な雪対策、地

震がなければ雪問題で終始したようなぐらい、

戦後３番目に大きな２メーターを超える積雪に

なりました。途中、一般の方々から出たのは、

直接人夫に除雪をお願いしたけれども、例えば

シルバーにお願いしたけれども、１週間待ちで

あるとかそういうことが実際に起きました。行

政としても、最上建設業協会が、県の指導なん

かもありまして、人夫を提供したいというよう

な話もございました。そのようなことの中で、

本当に住民の皆さんにとっては、降り続く雪に

非常に不安を覚えたことではないかなというふ

うに思います。 

  一方、道路関係におきましては、必死に除雪

を業界もしてきましたが、市の職員も土日出て、

とにかく住民の安心・安全のための道路を確保

するようにというようなことで、必死に除排雪

に対応いただいたところであります。 

  人的被害としては、本当に残念ながら亡くな

られた方が１名いたということを大変残念に思

っています。重傷４名、軽傷１名ということで

すが、家の被害としては２軒、それから非住家

というか、住んでいない家でありますけれども、

この被害は13軒、住んでいるのと住んでいない

との差があるのかなと。まだまだ届け出のない

確認のできないようなところがあるかもしれま

せん。それから、農業用施設被害として、パイ

プハウス倒壊25件、先日申しましたが、その他

２件となっております。 

  また、講じた対策といたしましては、高齢者

世帯の雪おろし要請、実施が49件、空き家など

の雪おろし29件の対応、職員動員につきまして

は、水上がり対策に延べ249名、除雪関連に56

名の職員を動員するなど、全庁的な対応による

災害対策に臨んでいかせていただきました。 

  総括といたしましては、通学路の確保、老人

世帯等の雪おろし、通学路・主要道路の交通確

保を優先した施策を講じ、関係機関団体の協力

も得て、特段の被害もなく３月31日に本部を解

散いたしました。市民との連携、協働による雪

対策の実施、何度も申し上げますが、地域にお

ける細かな除雪体制など、協力体制ができたら

小型除雪機を貸与し、ぜひ臨んでいただきたい
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という思いでおります。 

  また、関係団体におかれましても、除雪体制

が組めないというときに、新庄最上建設業協会

最上支部というのが、山形県建設業協会最上支

部がございます。そこ全体で当たっていただい

たわけですが、今回の反省点として、新庄市か

らの要請に最上郡全部を集めなければならない。

非常に非効率であるというようなことで、今後

除雪体制などさまざまな災害のときに対応でき

るように、新庄のみの建設クラブを立ち上げた

いというようなお話を聞いて、７月にその第１

回の会合を行いたいというようなお話を聞いて

おります。 

  この業界に、お互いに地域を守るという意識

を持っていくということは大変大事なことだと

思います。この新庄市にとって、除雪するオペ

レーターがいなくなるということは、住民にと

って大変な恐怖でありますので、そのオペレー

ターを確保するという点でも、この雪に対する

連携が必要だというふうに思っているところで

あります。 

  それから、除排雪等の多額の費用であります

が、例年であれば除排雪２億円前後であります

が、ことしの雪、昨年度になりますけれども、

2.5倍近くの５億1,300万円となりました。国か

らの支援としまして、社会資本整備総合交付金

と特別枠として、豪雪による臨時町村道除雪事

業費補助金合わせて１億4,300万円ほどの補助

金をいただいております。 

  雪戻しにつきましては、例年であれば３月中

に終了ですが、東日本大震災での影響により燃

料がストップしたために、４月に入ってからの

作業となりました。３月31日に豪雪対策本部は

解散したものの、異常気象の影響で低温が続き

ましたので、道路わきに押された雪も多く、対

応に苦慮した次第であります。 

  このことから、幹線道路の除雪強化はもとよ

り、通学路や雪捨て場道路などは早朝以外にお

いてもパトロール及び除排雪作業の強化を図っ

たところであります。今後も市民の皆様の協力

のもと、市民の目線に立ったサービス提供でき

るよう、心がけてまいりたいというふうに思い

ます。 

  また、新庄ならではの除排雪施設体制ができ

るかどうか、その工夫もしていきたいというふ

うに思っております。 

  それから、被災者支援についてでありますが、

３月18日に被災者支援室の新設と被災者支援新

庄市民行動本部を立ち上げ対応してまいりまし

た。議員からは、早期な対応というようなこと

で発言いただきましたが、行政職員の市民の安

心・安全に対する日ごろの意識の高さも、私自

身も強く今回は感じたところであります。 

  また、呼びかけに対しても、大変多くの市民

の皆さんから協力していただきました。 

  また、職員の地域派遣制度が、今回停電の中、

民生委員の皆さんと一緒に回ったり、あるいは

区長さんに情報提供ということで、一緒に13日

ですか、１日置いたときには区長さんのところ

に職員がみずから行って、また再度情報収集す

るなど、電話網が使えない中にあっても、職員

の地域派遣制度が機能したというようなことで、

大変うれしく思っているところであります。 

  広く市民の皆様からは、物資の提供、あるい

はボランティアをしていただきました。物資の

提供は、1,100人を超える方々から、毛布、布

団を初め数多く御協力いただきました。 

  ボランティアにも数多くの方に御登録いただ

きましたが、先日申し上げましたように、県境

を越えて避難される方が少なくて、ボランティ

アを依頼できない状況になったということも大

変申しわけなく思っております。 

  避難者の受け入れ状況は、重なりますが、３

月15日の８人を初め45人、また、仙台市若林区

から短期避難者延べ61人となっております。 

  そんな形で、いろいろな皆さんからお世話に
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なって避難対策ができたというふうに思ってい

ます。被災者支援については、今後ともきめ細

かく、また、ここ新庄最上に、新庄だけではな

く最上全体にいる方々と、市町村とも連携をと

りながら、一体的な支援も今後進められるので

はないかなというふうに考えているところであ

ります。 

  最後に、街路樹の事業ですが、なくなった木

をどうするのかというふうな大変難しい問題で

あります。選定につきましては、気候風土に適

合し、かつ害虫防除などの維持管理の容易な樹

種を何種類か選定し、景観にも配慮した上で、

沿線の町内会とも相談した中で決定するという

方法をとらせていただいております。 

  本市の場合、街路樹の植栽事業は補助事業で

ある道路改良工事の一環として行っているもの

がほとんどであり、植栽から数年を経てからの

古木の補植までは、残念でありますが、なかな

か対応できていないというのが状況であります。 

  あいている植樹桝につきましては、町内によ

っては御協力いただいて花を植えるなどしてい

ただいているところもありますが、工業団地と

なるとなかなかそこまで手が回らない。また、

弱い木ですと、雪でまた次の年もやられてしま

うというような繰り返しもあるので、非常に頭

を痛めているところであります。このことは、

なかなか今後どうするかというふうに、すぐ木

を植えかえるのかと言われても、なかなか「は

い、植えかえます」というふうに言えないとい

うこともお酌みいただきまして、壇上からの答

弁とさせていただきます。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 遠藤議員の御質問の項目で、

細部の点がございましたので、御答弁します。 

  自主防災の組織化につきましては、これまで

も御質問を受けて御答弁させていただきました

けれども、現在18組織というようなことから、

防災組織の育成強化を図るというようなことで、

本年度も組織の育成化に関する事業費を予算化

しております。 

  それから、消防団の充足についてですけれど

も、現在の消防団の定員は1,194名です。現員、

現在の団員数については、1,151名となってお

ります。 

  以上です。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） どうもありがとうござ

いました。 

  被災者支援のことからいきます。被災者支援

新庄市民行動本部がボランティア登録を募集し、

協力を求めたというふうなことで、実は東山の

スポーツハウスに避難者が入った状況の中で、

なかなか声がかからず、すぽーてぃあの方に物

資の仕分け作業に、たしか４月の下旬ころだっ

たか、要請があって伺ったというふうなことが

ありました。意気込んで行ったんだそうですけ

れども、いざ臨んだものの、担当職員の適切な

あいさつと、それから作業指示がなかったとい

うことなんです。だれが職員で、その場の責任

者かわからなかったと。 

  加えて、午前と午後で担当者が入れかわった

んだそうですけれども、引き継ぐことや引き継

いだことの告知もなかったと。それで、職員に

ついては、声がけだけでもリーダーシップを振

るってほしかったというふうな方の意見があり

ました。つまり、始めと終わりを伝え、そして

労をねぎらうような常識的な言葉があってもよ

かったのではないかというふうなことでありま

した。これについては、そういう認識というか、

私もそのことを聞いて、うちの連れに「そんな

ことあったか」と言うと、「余りわからなかっ

た」と。若い何人かそこにボランティアとして

来ている方から、対応の仕方というか教わった

というふうなことを言っておりました。これが、
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毎日だったというふうなことではないと思いま

すけれども、ある高名な方からそんなことを伺

ったので、これについては認識されているのか

どうかというふうなことをお伺いしたいと思い

ます。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 すぽーてぃあの管理につ

きましては、物資の集積に関しましては福祉事

務所が担当しておりましたので、それは私の責

任でございます。私も、できる範囲内で行った

わけですけれども、そのときには朝行ったとき

には、あいさつをしてそれなりに作業の手順を

説明しながらやっておりました。最初のうちは、

そうやって毎日のようにやっておったのですが、

なれといいますか、だんだんそのうちに毎日同

じような方がいらっしゃる。その中で、職員も

交代でするようになってきたという中で、特に

後半につきましては、そういったことから、な

れからそういった不手際があったと思います。

大変申しわけなく思っております。これから、

また同じようなことがあるかわかりませんけれ

ども、そういうことのないように気をつけてい

きたいと思っております。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） きのう佐藤卓也議員と

のやりとりの中にもあったのですけれども、市

民協働についても、やはり事務方を担う職員は

人と人とをつなぐ大切なきっかけになるわけで

すので、善意というか心根の優しい人がボラン

ティアに行くわけで、そういう際には、優しい

言葉をかけてやっていただきたいと。つないで

いただきたいというふうなことを改めて心して

いただきたいというふうなことをお願いしてお

きます。 

  それから、私、先ほど雪戻しのことについて

言ったのですけれども、ことしは震災の影響に

よって燃料事情が悪かったというふうなことで、

従来３月中にやっていたものを４月中旬以降に

やらざるを得なかったというふうなことで、こ

の２メートルを超えた雪だったにもかかわらず、

４月下旬にはもうほとんどなくなったというふ

うな状況を踏まえて、過度な雪戻し、バックホ

ーなどで寄せたところをつついたぐらいはいい

んですけれども、それをダンプでまた運び出す

というふうなことは必要なのかと。逆に、必要

でないのではないかというふうなことをことし

感じたのです。 

  市民サービス、これやり過ぎ、ここまでやる

必要があるのかと。やらなくてもいいのではな

いかと。その仕事をやることで経済が回るとい

うふうなことも考えられますけれども、逆から

言えば、窮屈な市の財政負担が減るわけです。

だから、雪はつつけば消えるスピードも増しま

す。それをあえてまたダンプにつけ直して運び

出す必要があるのかと。これからの検討課題に

……、これは難しいのですか。来年の話だけれ

ども、ことしの反省を踏まえれば、そこは市民

に我慢を強いらせるわけですけれども、むしろ

そういうふうなことを、雪は暖かくなれば消え

るという観点からすれば、過度にやる必要はな

いのではないかというふうなことを考えたので

す。雪戻しだけの経費というのは、大体どのく

らいかかるののですか。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 雪戻しにつきましては、

４月になってから行ったというふうなことで、

23年度の予算で対応させていただきました。額

については、8,930万円ほどでございます。 

  排雪の件でございますけれども、４月に入っ

ても思ったより、積雪深というのが３月31日現

在で111センチというふうなこともありまして、

例年やっている雪戻しの箇所ばかりでなく、ほ

かの箇所からの要望が殺到したこともありまし
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て、また、排雪場所の多くは所有者の御協力ご

とに道路沿線あるいは農地、空き地に堆積して

いる関係上、今後の信頼関係や農作業等に支障

を来さないように、市として最小限の責任とい

いますか、責務として除排雪を行ったところで

ございます。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 農道に接続する市道と

いうふうなことで、雪を冬の間押してやるとい

うふうな場面があります。そういうところは、

なるべく早く片づけてくださいという要望があ

りました。確かにそういう措置は必要だと思い

ますけれども、そうでない場合、例えばことし

日新中学校のグラウンドすごかったです。卒業

式のとき、これは一体どうなるかというふうな

ぐあいに見ておったのですけれども、結局除雪

車が入ってつついたり一部を運んだ。あの雪が

消えたと、押してやった雪が消えたというふう

なことを考えると、まるっきり運び出さなくて

も、つっついたりかましたり、とにかくひっく

り返したり動かしてあげることによって、消雪

スピードが増すというふうなことが言えると思

います。そういうふうなことで、まずこれは御

検討いただきたいというふうなことであります。 

  それから、もう一つだけ確認というか、させ

てください。消防団組織のないところの自主防

災組織というふうなこと、これ３月議会で下山

さんも質問したかと思いますけれども、一部の

地域で組織化に向けて動いているというふうな

お話があったかと思いますけれども、これ組織

化を行政として促す考えはないのでしょうか。

先ほどもお聞きしましたが、行政が仕掛けて、

それを受けてくれる組織、新興住宅街さまざま

膨れ上がっているところもあるわけですけれど

も、それを組織化するというか、するまでの助

言指導を積極的に行うというお考えはないのか、

お伺いいたします。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 自主防災組織の役割について

は、今回の地震災害で大きくその重要性たるも

の、必要性たるもの等ありました。強制的につ

くらせるつもりはございません。そういうふう

なことで、機運が高まったところについては積

極的に説明会等を行います。なお、現在、３町

内から設立に向けた説明会的なものを望まれて

実施しております。 

  以上です。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 最後に、街路樹につい

て再度御質問します。 

  工業団地の西側路線を見てこいというふうな

ことで見てきて、数えてきました。いや驚きま

したけれども、工業団地の主要道を真っすぐ向

かいます。マルミツ産業の建屋があって、右に

行く周回するいわゆる西側の路線があります。

全部で147カ所植生されるべきスペースがあり

ました。うち、あれは桜の木ですけれども、32

本痛々しく立っていました。マルミツ産業から

山形酸素に曲がる角までのあの何メーターかは、

11カ所のうちゼロ、株式会社高速というところ

から三立の建物までは31カ所中４本、そこから

ヨコタ東北の新しく増設した倉庫までは６カ所

中３本、ヨコタ東北の本体では43カ所中10本、

ヨコタ東北の入り口から福田の長寿そば屋さん

まで行く中道まで56カ所中15本というふうな、

とてもではないが、これはいわゆるあの道路の

西側だけです。あの道路の東側ではありません。

例えばあそこの視察、例えば進出してきたいと

いって見に行った人、これは一体何だと思うの

ではないかなと心配してきました。 

  それから、まとめますと、先ほど言った亀割

バイパスから東山に至る市道、あそこもむだに

なるんです。先ほども言いましたけれども、今
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コスモスをまいています。それから、一部あれ

はアヤメか何か植えていましたな。それで、ま

るっきりないのなら、ない方がいいというか、

そんなふうにも思いたくなります。何とか御検

討を願いたい。ただ、伺ったところによると、

植栽するのに１本当たりすごく単価が高いとい

うふうなことで、あれを全部植え直すなんてい

うのはちょっと、おれも植え直してくださいな

んていうことは言えません。でも、何とか手入

れして、見栄えのいい状態、町並み景観もまち

づくりの一つとして見られるわけですので、そ

の辺のお考えをお聞きしたいと思います。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 御指摘の、まず市道鳥越

梨木線でございますけれども、この件につきま

しては、鳥越市野々地区保全会という組織がご

ざいまして、この方の御協力をいただいて、今

週の土曜日に花を植える予定になっております。 

  また、中核工業団地線につきましては本数が

かなりありまして、金額もかなりかさむという

ふうなことでございますので、とりあえず中核

工業団地の立地協議会の御協力を得ながら協議

し、対応をとりあえずしていきたいというふう

に考えております。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） 最後と思っていました

が、またもう少し。 

  横丁の旧交番のところから神明町に行く通り、

あそこ夏にサルスベリがピンクきれいなんです

よ。すごく夏場に桃色、ピンク色に樹木が咲い

て、花がないときに咲いてきれいなんです。と

ころによっては、樹木なんか植えられると、こ

の葉っぱが散るのが邪魔で嫌だというふうなと

ころもあるそうですけれども、いや人の心はそ

うではないと。美しいものを見ればいいという

ふうなところがあります。ああいうふうな選定、

だから、どういうふうにして選定するのですか

というふうなことを最初に聞いたのでした。 

  排気ガスに強いとか何かさまざまその基準が

あろうかと思いますけれども、安いから選んだ

のか、選定をどういうふうにしてされたのかと。

おれ知らないというふうなこと、前のことで知

らないというふうなことにもなろうかと思いま

すけれども、整然と保たれたものは美しいので

す。でないものは、反対に逆なのです。そこの

ところを十分に考えていただきたいというふう

なことで、ともあれ、空いたところをそのまま

にして、これは雑草が生えていてめくさいだけ

ですので、何とか花の種をまくなり、簡単な方

法で結構ですので、まず最初は、何とか美観を

保つような手だてを講じていただきたいと思い

ます。 

  以上、終わります。 

沼澤恵一議長 坂本環境課長より、発言の申し出

があります。これを許可します。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 大変申しわけございません。

先ほど私の方で答弁した自主防災組織数につき

まして、18組織というふうに申し上げましたが、

38組織の誤りでしたので、おわびして訂正させ

ていただきます。よろしくお願いします。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

  今期定例会の本会議を明日15日から20日まで

休会したいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、
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今期定例会の本会議を15日から20日まで休会し、

６月21日午前10時より本会議を開会いたします

ので、御参集願います。 

  本日は、以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時２８分 散会 
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平成２３年６月定例会会議録（第４号） 
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上 下 水 道 課 長 星 川 俊 也  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 
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議 事 日 程 （第４号） 

平成２３年６月２１日 火曜日 午前１０時開議 

 

   （総務文教常任委員長報告） 

日程第 １ 議案第３３号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第 ２ 請願第２号２３価肺炎球菌ワクチンへの公費助成についての請願 

 

日程第 ３ 議案第３５号平成２３年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 
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日程第 ７ 議会案第９号議会改革特別委員会の設置について 

日程第 ８ 閉会中の継続調査申し出について 

日程第 ９ 議員派遣について 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１議案第33号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題

といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長小関 淳君。 

   （小関 淳総務文教常任委員長登壇） 

小関 淳総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案１件

でございます。 

  審査のため、６月15日午前10時より、議員協

議会室において委員９名全員出席のもと、税務

課職員の出席を求め審査を行いました。 

  案件であります議案第33号新庄市市税条例の

一部を改正する条例の制定については、税務課

から補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  税務課より、この改正は、東日本大震災の災

害に遭われた方々の特例措置として、附則に３

条を追加する規定である旨の説明がありました。 

  改正の内容といたしましては、第１に、３月

11日に発生しました東日本大震災における雑損

控除の適用についてですが、平成23年度分とし

て適用されるのが本来でありますが、これを平

成22年度分の雑損控除の適用とすることもでき

るという規定でございます。 

  また、前年の適用を受けて、既に申告が終わ

った方であれば還付も受けられるということで

ありました。 

  第２に、住宅ローン控除についてですが、住

宅が津波などによりなくなり、居住できなくな

った場合についても、その住宅に係る住宅ロー

ン控除を認める規定であります。 

  第３に、これについても震災により住宅がな

くなった場合に、この当該敷地の住宅用地とみ

なし、住宅用地の価格の特例を認めるというも

のであります。いずれも今回は東日本大震災の

特例措置であるという説明でした。 

  審査に入り、委員より、「雑損控除など申請

の際の被災証明はどうするのか」という質問が

あり、税務課から、「被災県にある不動産等に

損害が生じた場合には、当該自治体で被災証明

を出してもらい、これにより損害を受けたかど

うかを判断する」との答弁でした。 

  また、「固定資産税の免除について、被害が

あったという話がほとんどない中で、どこまで

を想定しているのか」という質問では、税務課

からは、「東日本大震災の余震が発生するかも

しれないということで、適用の網を広げた形で

の住宅用地の特例を定めたものである」という

説明でした。 

  そのほか質疑はなく、採決の結果、議案第33

号については全員異議なく、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  以上で、総務文教常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。よろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいまの総務文教常任委員長の

報告に対して質疑に入ります。質疑ありません

か。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の制定については、総務文教常任委員長報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号は総務文教常任委員長報告のとおり

可決されました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２請願第２号23価肺炎球菌

ワクチンの公費助成についての請願を議題とい

たします。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業厚生常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、産業厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、請願１件

であります。 

  審査のため、６月16日午前10時より、議員協

議会室において委員８名全員出席のもと、関係

職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、請願第２号23価肺炎球菌ワクチンへ

の公費助成についての請願についてですが、紹

介議員から説明を受けた後、審査を行いました。 

  紹介議員の説明では、「肺炎にかかる方は高

齢者が非常に多く、死亡の理由の第４位に位置

している。このワクチンを接種することで、肺

炎による死亡率が下がる。最上地区では、新庄

を除きすべての町村でこのワクチン接種の助成

を行っているようである」という説明でありま

した。 

  審査に入り、委員から、「このワクチン接種

の対象者数と費用はどれくらいか」との質問が

あり、健康課より、「仮に対象者を75歳以上と

した場合、約5,500人である。所要額としては、

助成額を２分の１の4,000円とし、接種率を高

齢者インフルエンザワクチンの接種率約45％と

同様に考えると、およそ1,000万円強になる」

との説明でありました。 

  また、委員から、「５、６年ごとに接種する

ことになるのか。また、２回目以降は実費負担

になるのか」との質問があり、健康課より、

「このワクチンは、これまで基本的に生涯１回

ということで示されていたが、この請願にも記

載されているように、2009年に２回目の接種が

認可されました。御本人の意向にもよりますが、

今のところは１回目の接種に対して助成したい

と考えている」との説明でありました。 

  また、委員から、「施設に入所している方の

場合、医師が往診してワクチンを接種するのか、

また、認知症など自分の判断でワクチン接種を

受けたいと言えない場合は、家族の方の同意を

得るのか」との質問があり、健康課からは、

「基本的には各医療機関に出向いて接種してい

ただくことになるが、施設に入所している方の

場合、施設の嘱託医に相談すれば対応していた

だけるのではないかと思う。また、認知症など
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御自分で判断ができない高齢者の方などについ

ては、インフルエンザワクチンの場合、保護者

や身元引受人など御家族の同意を得て接種して

おり、肺炎球菌ワクチンについても、実施する

場合は同意書を求めることになると思う」との

説明でありました。 

  その他、意見等ありましたが、採決の結果、

請願第２号は全員異議なく、採択すべきものと

決しました。 

  以上で、産業厚生常任委員会に付託されまし

た案件の審査の経過と結果についての報告を終

わります。 

沼澤恵一議長 ただいまの産業厚生常任委員長報

告に対して質疑に入ります。請願第２号につい

て質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第２号23価肺炎球菌ワクチンへの公費助

成についての請願は、産業厚生常任委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第２号は産業厚生常任委員長報告のとおり

採択されました。 

 

 

日程第３議案第３５号平成２３年

度新庄市一般会計補正予算（第３

号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３議案第35号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） ７ページの電算管理費

と９ページの９款の消防費についてお伺いしま

す。 

  これは、いろいろ停電とか震災のことを受け

て計上したわけですが、これは別に私はいいと

思いますけれども、この内容ですね、発電機と

かの詳しい内容を仕様とか教えていただきたい

なと思いますので、よろしくお願いいたします。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 予算書７ページ、電算管

理事業費の備品購入費に関する御質問でござい

ます。これにつきましては、このたびの震災に

伴って、停電によって電算がストップしてしま

ったということをかんがみまして行う補正でご

ざいます。 

  詳細につきましては、災害時等による長時間

停電等に対応するために、住民記録等の基本的

なデータを停電時においても利用できるように、

本体のコンピューターとは別に、これを取り外

して可能なデータの保存用のコンピューターを

整備するということでございます。 

  停電の際には、その保存用のコンピューター

を取り出しまして、小型発電機、小型の発電装

置と一緒に、その発電装置によって給電して、

パソコン３台程度をデータ保存用のコンピュー

ターとつなぎまして、住民情報の照会や証明の
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発行ができるようにシステムを構築するという

ものでございます。 

  整備いたしますのは、データ保存用のコンピ

ューター、照会、発行システムサーバーという

ふうな名前をしてございますが、そのコンピュ

ーター１台、それとそれに伴って給電するため

の発電機、少し大型の発電機になりますが、そ

の発電機を１台、それから発電機自体の電流が

非常に不安定なものですから、それを安定化さ

せるための無停電装置といいますか、そういっ

た機器、それを３台整備するということにして

ございます。それをセットにいたしまして、例

えば東庁舎のロビーでございますとか、本庁舎

のロビー等に持ち出しまして、災害時その対応

に当たってまいりたいというふうに考えており

ます。以上です。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 ただいま総合政策課長の方か

ら御説明ありましたけれども、９款の方につき

ましては、災害対策本部の機能を維持するとい

うようなことで、同様に発電機２台と、無停電

装置、パソコン用のですけれども、それを３台

にかかわる予算でございます。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） わかりましたけれども、

恐らくパソコン、停電になっても、すぐばちっ

と切れるわけではないですよね。タイムリミッ

ト２時間ぐらい何とか対応できる。その間、や

るシステムだと私は理解しますけれども、今災

害発生していろいろな各自治体も恐らく新庄と

同じで苦慮していると思うのですけれども、こ

の前テレビ等で見たら、川崎市役所が、普通電

源を入れていて、日中電源を機械にためておい

て、そこから停電になってもすぐパソコンにつ

ながるようなシステムがあるから、そうすると

かなりもつよというような、要するに蓄電です

ね、要らないときに蓄電をそれをやっていけば

可能だというような情報も私ちょっと入ったの

で、これいいなと思ったのです。いろいろな方

法いっぱいあると思います。こればっかりでな

く、私言っている。 

  今、３台とお聞きしましたけれども、恐らく

３台では事足りるんでしょうかね。緊急のあれ

でしょうから、もしいろいろなそういったもの

の充電的なものもあるそうですので、さらに聞

いてなさって、やはり災害のときに対応してい

ただければいいのではないかなと思って、それ

を兼ねながらお聞きしました。 

  あと、消防のこれ、市消防これ大事ですけれ

ども、これは普通の発電機ぐっとあれかけてす

るやつを用意するのですか。それを２台と。そ

して、火災現場とかに持っていくというような

ことですか。それとも、発電機をぐっとガソリ

ンのやつを引っ張って、それをかけて庁舎を賄

うというような発想でしょうか。その辺、もう

少し詳しくお聞きさせてください。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 ９款の消防費の方に補正をお

願いしました資機材については、ただいま小嶋

議員おっしゃられたとおり、後者の方の、緊急

に災害対策本部の最低限、最低限というと言い

方おかしいのですけれども、本部の機能を維持

するために必要なものだけの発電機でございま

す。よろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ７ページの３の３で、

南部保育所２歳児室の増室ということの説明が

ありました。それによって、南部保育所の入所

児童定員との関係で、定員とそれから入所児童

の数など、予想されるところはどうなるのか、

お願いしたいと思います。 
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  また、続いて、２番目にですが、９ページの

８の１で、住宅リフォーム総合支援事業費で、

1,500万円の増額になっておりますが、県利用

方法一部変更という説明がありましたが、どう

いう内容なのかお願いします。 

  三つ目にですが、９ページの８の２、道路維

持費631万円、これがどういうものなのか。広

域農道だというふうに伺ったのですが、どうで

しょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 今議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 南部保育所、７ページに

ございます保育所運営事業のうちの工事請負費

のことでございますが、これは南部保育所の乳

幼児室を増築するものでございます。およそ60

平米の増築でございまして、これで定員増とな

る分は最大で25名というふうに見ております。 

  それから、当初予算で予算をつけていただき

ました新庄保育園の増築分25と合わせまして50

ふえるわけでございます。これが二つできます

と、現在、乳幼児保育所ございます。ここには、

現在定員50で運営しておりまして、この分が不

要になるということで、全体の定員は変わらず、

この増築がなることによって乳幼児保育所を廃

止していきたいというふうに考えております。

全体の保育定数は変わらないでいきたいと思っ

ております。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 住宅リフォーム総合支援

事業の活用方法の変更というふうな御質問でご

ざいますけれども、当初１戸当たり30万円とい

うふうなことで、うちの方としては当初予算で

補助金が900万円というふうなことでございま

したが、その後、実際には人口等などに応じて

の割り振りというふうなことで、１戸当たり20

万円で77戸というふうなことでございます。 

  それから、道路維持費の内容でございますけ

れども、冬期間閉鎖しておりました市道上山屋

亀割線、いわゆる広域農道でございますが、２

カ所ほど路肩、それからのり面の修繕が必要だ

というふうなことで、緊急を要するものという

ふうなことで今回補正をお願いしたところでご

ざいます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員）最初に、乳幼児保育所を

なくすという、廃止というお話についてですが、

全体の定数は変わらないでということになりま

すと、もう一度ききますけれども、認可保育所

の定員数は変わらないということなのでしょう

か。私なりに、本当は産休明けの保育、産休明

けからの保育、働いている人たちが産休はとる

けれども、働かないと暮らせないので、産休明

けから保育をしてもらいたいと思っても、現在

市の認可保育所では受け入れてもらえない。そ

のために、認可外保育所にお願いせざるを得な

いわけです。しかし、認可外保育所の場合は、

先生たちの給料も厳しい状況でありまして、運

営そのものがとても厳しい中で、働く人の給料

は少なかったり、人数も少ないところから本当

にぎりぎりでやっているということもあります。 

  また、預ける側からしますと、収入少ない昨

今の若い方々から見たときに、認可保育所であ

れば少し保育料が抑えられるのになって考えら

れるような高い保育料であったりします。そう

いうことを考えますと、本当は認可保育所とし

てまちの中に産休明けから預けられる認可保育

所として整備して、より子供たちにいい環境と

いうのは、認可保育所の場合は園庭があるとい

うことや、給食が保障されている、給食がちゃ

んと子供に保障されなければならないというこ

ととかで、もちろん先生の人数も保障されてお

りますし、先生たち自身がより安定して働ける

状態にあるということもありまして、先生たち

が安定して働ける、子供もゆったりと学べる、
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保育してもらえる。そういうことから、私は認

可保育所である乳幼児保育所を廃止しないで、

続けていただいて、より働き続け、子供を持ち

ながら働き続けやすいそういう環境づくりとし

て、私はなくすべきではないなと思うのですが、

続けていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。保育というのは、市の保育義務、行政

の保育義務が今あると思います。そういう点か

らどうなのか。お願いします。 

  それから、もう一つつけ加えれば、介護従事

者の方などは、時間が不規則です。しかも、低

賃金であります。そういう方々が認可保育所に

預けられるように、条件整備をしてあげるとい

うことも必要なのではないかなと思いますが、

どうでしょうか、子育て支援として。 

  続いて、住宅リフォームについてです。 

  これは、大変市民から歓迎されております。

このたび増額していただけるということは、本

当によかったなと思っております。その中で、

一つ、この新庄市でせっかく事業、仕事をして

くださるのに、県内の事業者でいいというふう

になっています。しかし、新庄市がせっかくお

金を出して、もちろん県も補助あるわけですが、

市も負担があるわけで、それを考えたときに、

市内の業者、もしくは最上郡内の業者というふ

うに限定して、この地域の業者を活気づけさせ

るように仕向けていく必要があるのではないか

という御意見が寄せられておりますが、これに

ついてはどうお考えでしょうか。 

  それから、広域農道、元広域農道の維持費だ

と、修繕だというお話でした。この広域農道に

ついて、ちょっと深くお聞きしますが、この建

設費は延べ幾らぐらいかかったととらえておる

のか。わからなければ、急に聞いたので申しわ

けないです。わからなければ後でもいいです。 

  それから、広域農道のこの実際の利用状況は

どうなのか。私から言わせますと、冬閉鎖しな

ければならないほど利用が余りないと考えると、

利用は少ない道路になっているのではないかと

思われます。そういう点から、維持費用が、山

道なので大変なのではないかと思うのです。こ

れからまた毎年あるかもしれない。そういう意

味から、県への補助要請が必要ではないか。県

への補助要請。こんな利用も余り少ないのにお

金かかるものは、要らないとか返してやるとか、

県に返すとかそういうことはできないのか。ど

うでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 まずは、乳幼児保育所を

なくさないでというお話でございます。 

  乳幼児保育所につきましては、市内の保育所

の中でも一番古い保育所でございまして、年度

当初といいますか、入所希望をとるときには、

ここ数年、当初は入所希望なしというような状

況でございます。ほかの施設には入所したくて

も、まずは乳幼児保育所には入らないというの

が最近の応募状況であります。 

  年度途中になりまして、ほかのところがいっ

ぱいになってきて、預けるところがなくなって、

乳幼児でもいいという形での入る人がほとんど

でございます。 

  それから、ここ数年ずっと言われてきた大き

な問題としまして、兄弟入所問題がございます。

乳児保育所単独で乳幼児だけを預かるとなりま

すと、どうしても兄弟が別々の保育所に入って

しまうということになってしまいます。そうい

った問題を解決するために、南部保育所とそれ

から新庄保育園に乳幼児の枠を広げて兄弟が同

じ保育所に入れるようにしたいと。これがねら

いであります。そういったことから、乳幼児保

育所をなくして、その受け皿をほかのところに

２カ所に分散して兄弟入所の問題を解決したい

ということでございます。 

  それから、認可外保育所につきまして、これ

までもずっと市の認可保育所を補完する立場で
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頑張ってこられました。私どもとしましては、

この認可外さんの努力を無にはしたくない。し

ばらくは共存でいきたいと思っております。す

べてを乳幼児を残してしまった場合は、その分

だけ認可外さんのお客さんを奪うということに

なります。そうではなくて、それぞれいいとこ

ろを発揮しながら、共存していきたいと思って

おります。そういった意味で、乳幼児保育所は

古くなって、入所希望がほとんどないところに

ついては廃止していきたいというふうに考えて

おります。 

  それから、認可外さんにつきましては、確か

に佐藤議員おっしゃるように、経営的に非常に

苦しいものがございまして、今年度から県の補

助金ですけれども、これまでは新庄市民の子供

の数だけをカウントして補助をやっておりまし

たけれども、今年度から近隣の７町村の担当、

首長さんと協議いたしまして、近隣の町村から

入った子供の数もカウントして認可外さんには

補助金をやるというふうにして、それ相応分の

負担金を町村からいただくというふうな約束を

しております。そういった意味では、ことしか

ら認可外さんへの補助を手厚くするような方向

に動いたということでございます。そのほか、

折を見て、認可外さんと共存できるように、さ

まざまな援助は考えていきたいと思っておりま

す。 

  それから、多様な保育時間ということでござ

いますけれども、今延長保育をやっております。

ひところは24時間保育というような話もござい

ましたけれども、現在ニーズの数からいいます

と、現在こんぺいとうさんで24時間保育やって

おります。数からいうと10人足らずということ

なものですから、今の時点では認可保育で取り

組むまでの規模ではないなというふうに感じて

おります。現在、そういったことで、こんぺい

とうさんがやっておりますので、そちらの方の

努力にゆだねたいなと思っておるところでござ

います。 

  今後とも、現在、問題になっていますのは障

がい児保育、こういったことが問題になってい

ますし、将来的には体調不良児の保育というこ

とで課題もございます。そういった面で、以前

ですと、子供さんぐあい悪くなりますと、すぐ

親御さんが呼ばれて引き取るということがござ

いましたけれども、今なかなか親御さんが休め

ない状況であると。幾ら子供の体調が悪くても

引き取りに来られないということがございます。

そういったことの対応のために、体調不良児対

応というようなことでの課題が将来的に求めら

れております。そういった部分を今後とも充実

させていきたいなと。 

  それで、現在、こども園に向けての動きもご

ざいます。国の動きがまだはっきりしていない

中ですので、当面は現在ある各施設、共存しな

がら運営していきたいなと。子供のよりよい保

育をしていきたいなと思っておるところでござ

います。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 住宅リフォーム総合支援

事業を市内の業者に限定というふうなことだと

思いますけれども、中身は100％県の補助金で、

市独自の加算をしておりませんので、市内の業

者に限定というようなことは私は無理だという

ふうに理解しております。 

  次に、市道上山屋亀割線の前の広域の事業費

の件ですけれども、ちょっと資料ございません

ので、後ほどお願いしたいと思います。 

  それから、実際の利用者、これについても資

料ございませんので、後ほどお願いいたします。 

  それから、管理費の県への補助要請というふ

うなお話ですけれども、市道になっている関係

上、県からの管理費というのは当然来ないとい

うふうに思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 
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沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 住宅リフォーム助成事

業についてですが、ほかの市では市独自での上

乗せもあります。そして、市とかあるいは最上

郡とか、市であれば市だけでもいいんですけれ

ども、そういうふうに地域の業者を元気づける

ということで、力を入れているところが多いよ

うに思います。そういう方向にして、例えばこ

のたびは新庄市で延べ、ここで3,000万円ぐら

いになるわけですが、新庄市ぐらいの同じ規模

の市で１億円ぐらいの住宅リフォーム助成事業

を組んでいる市があったりしますが、そういう

ところでは、市内の関係業者が仕事が出て仕事

が出て、忙しくて忙しくて人をどんどん雇わな

ければならない。このぐらい悲鳴が上がるほど、

うれしい悲鳴が上がるほどの仕事が回っている

状況だとお聞きしました。そういうふうになる

ように、市でも考えてやるべきではないかなと

思います。 

  また、この県の補助は大変いいんですけれど

も、この補助に関係ないところで、例えば一番

本当は、住民の中で住宅リフォーム助成なんて

あると、何も要件をつけないと、畳業者が一番

忙しくなると聞いております。また、屋根を塗

装する業者も忙しくなると言われています。そ

ういうところが、直接今、本当に仕事がなくて

苦しんでいるような気がしますので、４要件に

限らず市でも独自でもやると。これは、市内の

業者に限定するというふうにして、市でも住宅

リフォームの上乗せを少しでもやって、これら

の４要件にかかわらないところの業者の仕事が

ふえるようにしていただきたいと思いますが、

それについてどうお考えになるでしょうか。 

  それから、もう一つは、元広域農道について

ですが、今は市道ですけれども、維持費が１本

で631万円、本当に大金でないかと思います。

やっぱり来たかって私は思うのです。というの

は、県内で広域農道が問題になっておりました。

なぜかといいますと、山際を走る道路であるた

めに、がけ崩れ、のり面崩れが多く発生しがち

だと。これは、住宅を通っている道路と比べる

と使う頻度が少ないということや、災害が発生

しやすいところに道路がつくられていると。無

理をしてわざわざ公共事業のための公共事業を

やってしまったのではないかと言われるむだ遣

いではないかと。 

  私たち、県全体の政策の中で何度か取り上げ

てきたことなんです。そういう意味では、私は

この新庄市議会の中でも、広域農道はやめるべ

きではないかと、中止するべきではないかと何

回か言ってきました。利用が少ない上に災害が

多くて、市のお荷物になると。持てと言われた

市が大変になるということは、県内全体で言わ

れているんです。そういう意味では、新庄市も

その一つになってしまっているので、県に言っ

て、もともと広域農道ということで県で進めて

きたところがありますので、これへの補てんを

できないかという、こういうことを……。関係

する市町村が幾つかあるはずなんです。広域農

道にかかわるところは。その維持費大変なんで

す。そういう意味では、新庄市からも言ってい

く必要があるのではないかと思います。どうで

しょうか。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 住宅リフォームの工事の

内容ですけれども、一応点数制になってござい

ます。10点以上であればリフォームの総額が対

象になるというふうなことで、例えば二重サッ

シとかペアガラスを１カ所すれば５点というふ

うなことで、２カ所すれば当然対象になるとい

うふうなことで、先ほどの畳を直す、それから

屋根のトタンを塗る、そういったものもすべて

対象になりますので、独自の加算をしなくても

十分活用していただけるというふうに思ってお

ります。 
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  それから、広域農道の件ですけれども、のり

面がきついとか維持費がかかるとか、そういっ

た面は確かにあるのかなという感じはします。

ただ、一応市道に認定して供用開始しているわ

けですので、それについては市道ですので、必

要な補修とか修繕、これは当然していかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私の方から２点ほどお

聞きいたします。 

  まず初めに、７ページの２款総務費、７目新

庄エネルギー懇談会会費2,000円ほどですが、

この懇談会は新庄を考えたエネルギー開発とい

うか、そういうふうなあらゆるエネルギーをと

らえた形での懇談会、その内容をお聞かせいた

だきたい。 

  次に、８ページ、６款農林水産業費の６目水

田農業対策費、この項目で農業者戸別所得補償

制度推進事業負担金、この項目が三角とまた予

算を計上していると。いわゆる同じ名称で、こ

のような形で盛られたのはどうしてなのかお聞

かせいただきたい。 

  そしてまた、これに関連するかわからないけ

れども、歳入の６ページの15款県支出金５目。

この中にも、説明の欄に農業者戸別所得補償制

度推進事業費補助金、これ三角です。事務費補

助金という項目なんです。その下のずっとこの

５目の一番下で、ここに農業者戸別所得補償制

度推進事業費補助金が786万6,000円、このかか

わり合いはあるのかないのか。 

  そして、また、今度入るんだけれども、この

農業者戸別所得補償金制度、農業者戸別所得補

償制度事業、この事業は、今年度はほぼ戸別所

得補償の申請の仕事もほぼ完了と私は思ってお

ります。私もある日程を指示されまして、そう

いう手続をしたところでありますが、これらに

ついて、今年度の生産調整にみんなかかわって

くるわけで、この内容ですね、今年度のほぼ各

集落あるいは個人でもある程度確定、そういう

ものは全部伝達、確定の文書が行っておられる

と思います。そうした今年度の戸別所得補償に

かかわる生産調整、その事業の進捗状況などを

お聞かせいただきたい。まずそれ。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 まず、私の方からは、新

庄エネルギー懇談会会費について御説明申し上

げたいと思いますが、この懇談会は、新庄最上

地域の団体、企業によって構成されておりまし

て、会員数は今のところ47が加入してございま

す。 

  その懇談会の目的でございますが、地域開発

や安定した地域環境づくりに不可欠なエネルギ

ーについて、自主的な研さんや知識の向上を図

り、将来のエネルギー問題に対処するというよ

うなことで、エネルギー全体に関してその研究

活動を調査研究を行ってまいりたいというふう

な趣旨の懇談会でございます。 

  この大震災を契機に、自然エネルギー等への

活用が国の方針の中でも示されております。こ

ういったことからも、この地域においてその企

業もしくは団体の皆さんと、エネルギー全体に

わたったその懇談会を催しながら意見を交換す

るというのは絶好の機会ではないかというふう

なことで、このたび2,000円会費ではございま

すが、計上させていただいたところでございま

す。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まず最初に、ページ数の６

ページの中で水田農業、すみません８ページの

６款です。８ページの御質問あった６款の中で、

農業者戸別補償制度推進事業費負担金と、上の

方にあります三角729万5,000円のマイナスなん
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ですが、その２行ほど下の方をごらんいただく

と、ちょっと同じような文字で大変申しわけな

いんですが、見にくくて、農業者戸別補償制度

推進事業費補助金となります。負担金が補助金

となりまして、額的にも786万6,000円、57万

1,000円余計になってございます。これは、国

の方の農林省の方の名称変更の方で、今までだ

とモデル補償をやっていたものですから、負担

金というふうな項目でよこしていたのですが、

市の３月の当初予算の中ではそれが明確に示さ

れませんでしたので、今回については国の方か

ら負担金ではなくて補助金と、モデル事業が本

格稼働するということで、モデルが取れた段階

で負担金ではなくて補助金にさせていただきま

した。それの名称変更で、入り繰りです。 

  なお、57万1,000円ふやしていただいた要件

としては、畑作の作物、ここでは大豆、ソバ該

当するわけですけれども、それらの事務費もふ

えてくるというふうなことで、57万1,000円プ

ラスしていただいた金額となります。 

  関連しまして、６ページの歳入の方の15の県

支出金の中で、同じような文字になりますが、

まず最初に、６ページのちょうど中段のところ

で農業者戸別補償制度推進事務費補助金となり

ます。その欄の枠の一番下の方には、大変申し

わけないです。事業費補助金となりまして、こ

れもあくまでも去年モデルだったものが本格だ

というふうなことで、国の方で名称変更させて

いただいたということで、これも57万1,000円

プラスした事務費から事業費というふうな名称

変更というふうに御理解いただければと思いま

すので、よろしくお願いします。 

  それから、もう一つ、戸別補償の進捗状況と

いうふうなことなんですが、農林課、市のサイ

ドで受け付けするのは６月24日まで、今週いっ

ぱいで戸別補償の受け付けを市サイドとしては

終了したいというふうなことで、農業者の方に

御周知させていただいております。 

  なお、国の方、いわゆる農政事務所、村山農

政事務所の方では、６月30日まで受け付けしま

すよと。ちょっとこのタイムラグにつきまして

は、市である程度まとめて総数を農政事務所に

伝達する必要があるので、６日間ほど時間が欲

しいということで市の段階では24日に締め切り

させていただきたいと。それで、農政事務所に

直接行って申し込まれる方は、それでもいいで

すよというふうなことで、６月30日までとなっ

ております。 

  ちなみに、正確な数字を持ち合わせていない

のですが、昨年だと1,100名ほどの戸別補償の

加入者いました。今の段階で、1,000名を若干

数名割っている数字、きのうの段階でというこ

とで、まだ100名ぐらいの方は来ていませんの

で、これは２回ほどうちの方でも周知して、途

中で電話連絡などしたのですが、震災の影響と

か融雪遅延の影響で農業関係の仕事が非常にお

くれていて、その間に忘れてしまったという人

が結構おりまして、また、うちの方で、来てい

ない方で面積の大きい方については、また夜電

話で連絡をしながらことしの加入はどうですか

と、ぜひやってくださいよというふうなことを

しておりますので、まだちょっと４日ほどの間

であと100名ほど、毎日今20名ちょっと来てい

ます。ですから、100名ほどで昨年とほぼ同等

程度の申請者というふうな実績になるのではな

いかなというふうなことで、ちょっと中間報告

になりますけれども、よろしくお願いしたいと

思います。以上です。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） そういうふうな名称の

変更ということもわかりましたが、今作業をや

っている戸別所得補償制度の受け付け、これに

かかわる、一つは、先般一般質問等で、佐藤義

一議員の一般質問ありました。その中で、遊休

農地、これらについてかかわった質問があって、
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農業委員会の答弁、発言の中で、耕作放棄地が

ありますよと。何ぼ何ぼありますよと。そうい

うふうな発言があって、訂正もあって、また新

たな発言があった。3.8ヘクタール、これは間

違いなく放棄地と見なさなければならないとい

うふうな発言もあったことは、私だけではなく、

恐らく議事録というかそういうものをとられて

いると思うのですが、これらについて、農林課

の方では何もないですよ、耕作放棄地はありま

せんよというふうな報告が県に出されている。

これらが、戸別所得補償事業にかかわりがある

のかないのか、かかわりが出てくるのかこない

のか、その辺が大変重要な問題になる可能性が

あります。一つの自治体である、片方がある、

片方がない、そういう自治体はあり得ない、そ

ういうふうに私は思っておりますが、その辺の

農林課あるいは農業委員会、どういう見解でそ

ういう物事が運ばれたのかお聞かせいただきた

い。 

  そしてまた、もう一つちょっと聞き忘れたん

だけれども、８ページの６款の３目なんだけれ

ども、当市で事業これ大変いい事業というか、

やる気のある農家が花き産地ブランド化品種導

入支援事業費補助金、私もブランドという一つ

の言葉に大変今重要視しようか考えている一人

なんですが、この事業、花きにおける産地化ブ

ランド、それらの品種、そういうものをどうい

うふうな運びになされるものかお聞かせいただ

きたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 さきに一般質問の中で、佐

藤議員から御質問あって、農業委員会の会長さ

んがお答えいただいた件で、農林課の方との乖

離といいますか数字のとらえ方の違いがあるの

ではないかというふうな御指摘だと思います。 

  まず、農林課としては、県の方に耕作放棄地、

遊休農地、水田、畑等々の面積を、直接県を通

して国に報告してやっている事業事例はござい

ません。その件、遊休農地につきましては、農

業委員会の方で平成19年から事務委任を受けて

調査しているというふうに理解しております。 

  その中では、この３年間ぐらい耕作放棄地は

ゼロだというような方向は私の方でも確認して

おります。 

  それで、市の方ではどういうふうなとらえ方

かということになれば、数字上は、確かに委員

会がそういうふうな決定をなされて報告してい

るというふうなことですので、農林課としても

ゼロであろうというふうには数字上はとらえま

すが、実態としては、どういう判断基準で遊休

農地にするのか耕作放棄地にするのか難しい判

断になりますが、我々としては、市の方として

は、今のところは現場としては数字としてはな

いんだろうなというふうに感じております。 

  ただ、本年度も、毎年農業委員会の方で調査

なされるというふうなことですので、本年度の

調査において県・国に、先ほど前言の中で会長

がお話しされた数字が確実に出てくるものだと

すれば、農林課の方と協議させていただいて、

そういうものがあるんだというふうな認識の中

で今後進めていく必要があるんだと思います。 

  転作の方、いわゆる戸別補償への影響につき

ましては、今のところはそういったところはな

いととらえた中で今年度は進めていく、あると

すればあるなりに、どこにどういうふうなもの

があるのかということも含めまして、戸別補償

に影響しないような行政措置、それから今後に

おきましてはそういったものを農地として復活

できるような指導体制を農業委員会と協調して

やっていきたいなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

  それから、もう一つ、花きブランド化品種導

入支援事業というふうなことなんですが、花き

いわゆる花の生産です。特段、新庄市農協、新

庄最上農協、花がここ10年来非常に伸びてきて
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いまして、その中のブランド化をするためのと

いうふうなことの事業名なんですが、まず一つ

は、具体的には昭和のトルコギキョウ研究会、

これは10人おりまして、種苗会社名ちょっと確

認しておりませんが、ロジーナスノーというも

のを中心に、７万株の単価28円を導入して、新

しい品種なんですが、八重咲きの品種です。そ

れをまず昭和の方で取り組みたいというふうに

しています。 

  あと、北部トルコギキョウ研究会、これも10

名いるんですが、ボヤージュイエローというふ

うな黄色の、これも八重咲きの株が５万株、単

価28円になりますが、今回の６月補正の中では

……、あとはもう一つ、最上トップローズとい

うふうなバラ屋さんの方でも50万円ほど、新品

種を導入してブランド化に進めていきたいとい

うふうなことで、今回総額で100万円というふ

うなことで計上させていただきました。ブラン

ド化したいというふうな強い意向の中で補助金

を対応させていただくということで、今回補正

をお願いしたところであります。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 今のブランド化、本当

に産地づくり、これは大変重要なことで、米に

かわる花き、園芸、市でも重点的に今後事業化

して取り組んでいる中でありますので、ひとつ

ぜひそういうふうな産地化に向けて大いに行政

もフォローしながらやっていただきたいなと思

います。 

  先ほどの戸別所得補償にかかわる生産調整絡

みの耕作放棄地にかかわる点なんですが、これ

はあらゆる面で今の戸別所得補償制度にかかわ

ってくると私は思っております。ということは、

耕作放棄地となれば、戸別所得補償のカウント

ならなくなってくるのではないですか。これを

きちっと農業委員会だけでなくして、耕作者も

当然そういうふうな申請をしなければならない。

今、農業委員会の会長が一般質問で答弁した、

平成21年に改正になって、農業委員会の方の事

業、仕事としてやらなければならないというふ

うな前置きであったわけで、この辺をきちっと

農林課サイドも受けとめて、相互の話し合いと

いうのは非常に大事だと思う。これは、単に農

業委員会と農林課だけの問題ではない。ここに

いろいろな協力体制をつくっている農業協力員

さんとかいろいろな方々が生産調整にかかわっ

ている。そういう一生懸命やっている農業協力

員さんの意見、いろいろな意見を聞いてやらな

いと、これは大変な問題に発展してくると私は

思うのですが、農林課の方ではどう受けとめて

いるのか、その辺をお聞かせいただきたい。 

  どういうかかわりが出てきて、どういう物事

が波及して問題になってくるか。この辺は慎重

に進めていかないと、新庄市全体の農業、耕作

者にかかわってくると思う。やはり農業委員会

にもきちっと、どの段階で耕作放棄地としてみ

なすのか、ちゃんとしたものを定めてかからな

いと、これはさっき言ったとおり耕作者がいて、

そういうふうな耕作放棄地だと。ただ単に、農

業委員会が決定機関というかそういうのはある

かもしれないんだけれども、その前の事前の話

し合いというのは大事になってくる。そうして

いかないと、あらゆる波及してしまう。こうい

うことも考えながら、そういうふうな耕作放棄

地に対してはいろいろな対応の仕方があるわけ

で、一概に、一気に行政サイドがこうだと決め

つけてやるのはどうかなと。まだ、耕作放棄地

としてマニュアルがないんだべ。まず結局。そ

ういう農業委員会会長も言っているわけだ。ど

こからどこまでが耕作放棄地、どこからどこま

でが保全管理しているかということ、そういう

線がどこだかまだ定かではないんです。そうい

う状況下であるわけだから、ひとつ慎重に進め

ていただきたいと思います。その辺に関してよ

ろしくお願いします。 
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五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 ただいま議員の御指摘のと

おり、大変貴重な御意見ありがとうございまし

た。農業協力員、市から委託されて地元でやっ

ているわけですから、その人がたに責任が及ぶ

ことのないように、また各農協とか集荷業者お

るわけですから、新庄市の農業再生協議会とい

うふうな新たに名称を起こしまして、戸別補償

に取り組んでいる関係もありますので、そうい

った関係機関、関係所、協力員等を含めまして、

行政の方でただいまの御意見を真摯に受けとめ

まして、調整しながら、これからも市の農政の

発展に尽くしていきたいと考えておりますので、

よろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） それでは、私の方から、

10ページの教育費の13目山屋小学校施設の活用

事業でございますけれども、これについてお聞

きいたしますが、これは規模は今までと同じで、

ただ遅くなっているということですか。そして、

いつごろこれ完成するのですか。その辺をお聞

きしたいと思います。 

  特に、スポーツ大会、東北大会などは、今度

太平洋側の方でなかなか早急にできないという

ことで、内陸あるいは日本海側の方に移ってく

る可能性がある、大きな大会はということで、

いち早く完成していただければ、合宿の練習、

あるいは受け入れ体制などというものができる

のではないかなと思ってお聞きしているところ

でございますが、いつごろ完成するのか、今ま

での規模と同じ規模でやっていくのか、その辺

をお聞きしたい。 

  そして、これ同じ統合という関連から、角沢

小学校の使用状況をお聞きしたいと思います。

角沢小学校も、改築すると言ってから本当に平

成７年ごろからやって、そして断腸の思いで統

合して、平成18年にやって、そして足かけ６年

ですか、５年以上も過ぎているのに、何ら地域

との話し合いがない。 

  先ほど、今回の一般質問の中で石川議員の方

から、萩野小学校ですか、それから泉田小学校

は取り壊すとはっきりと教育長申しておりまし

た。だから、角沢小学校の方もこれからどうや

っていったらいいのかなということで、市民が、

地区民が本当に苦慮しているところなんです。

長期的なもの、イベントをやっていいのか、そ

れとも短期的なものもやらなければならないの

か、取り壊すのか。 

  そして、私、再三一般質問しておりましたけ

れども、子供の教育、学校という役割は終わっ

たということを教育長の方からも申されており

ますけれども、教育委員会の方から申しされて

おりましたけれども、それでは、取り壊すのか、

いつそれを取り壊すのか、そして、それをいつ

地区民に周知していくのか、そういうところを

お願いしたい。 

  そして、教育委員会の方の管轄なのか、それ

とも一般財源として今度管財の方に移ったのか、

移すのか、いつごろ移すのか、そういうところ

をお聞きしたいと思いますので、よろしく。 

  それから、プールの方も大変更地にしていた

だいたけれども、それも一般財源としてこれか

らどうやっていくのか。あのまましておくのか。

それともいち早くそんなもの処分した方がいい

と思いますけれども。この財政の苦しいときに。

その辺ちょっとお願いします。 

月野 隆生涯スポーツ課長 議長、月野 隆。 
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沼澤恵一議長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 それでは、今、森議

員の質問に対してお答えいたします。 

  今議会の冒頭で、市長が行政報告として、山

屋セミナーハウスの供用開始が、東日本大震災

の影響によりまして、７月１日の供用開始を予

定していたところ、10月１日に変更せざるを得

ない旨の報告をいたしました。 

  これに伴いまして、東山スポーツハウスにつ

きましては、９月末まで使用いたします。また、

山屋セミナーハウスにつきましては、10月１日

を目標にして、今計画しているところでござい

ます。規模につきましても同じでございます。 

  あと期間につきましては、先ほど話したとお

り、今入札も終わりまして、９月20日をめどに

どうにか工事を完了いたしまして、10月１日の

供用開始に向けて今準備を進めているところで

ございます。以上でございます。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 角沢小学校の

今後のあり方についてという御質問でございま

すけれども、まず初めに、平成18年４月、日新

小学校に統合されたわけですけれども、それ以

来、この学校の管理につきましては、地元の皆

さんの御協力を得ながら、本当にありがたく感

じております。 

  活用状況につきましては、老人クラブのグラ

ウンドゴルフ、また輪投げ等々、あと子供会の

集まり、さらに新庄まつりのはやしの道具等も

ありますので、その置き場所とか練習並びに日

新中学校の卓球クラブの練習にも活用されてい

るというようなことで、いろいろな形で活用し

ていただいております。 

  また、この春には、青年層、壮年層の角沢そ

ばの会ということで立ち上げていただいて、そ

ういうようなそばまつりなどのイベントも行っ

ていただいているということであります。 

  この活用のあり方について、地元の皆さんと

の協議ということでございますけれども、るる

これまで５年、６年たっていますが、折々に触

れて協議はやってまいりました。その中で、昨

年の９月にこの小学校の施設について、いわゆ

るレストランといいますか、それと産直ですね、

その辺の施設を核とした利用のあり方があるの

ではないかというふうなことで、角沢の区長さ

んのお名前で要望書を提出していただいていま

す。ただ、この内容につきましては、なかなか

難しい部分もございまして、いま一度検討なさ

れているのかなというふうに感じております。 

  また、財産につきましては、学校教育という

そういう使命は終わりましたので、当然行政財

産から外しまして、普通財産への移管というよ

うなことになるわけでございます。この点につ

きまして、そういうような方向でありますので、

地元の皆さんとことしの２月と３月ですね、２

回、区長さんでございますが、区長さん方と、

あと教育委員会の担当、政策経営課、現在の財

政課になっておりますが、そちらの担当の方と

賃借料とか、それから経費負担のあり方、この

辺について打ち合わせをさせていただいたとこ

ろでございます。 

  議員御指摘のように、この３月の東日本大震

災も意識づけとして大きな部分を占めますけれ

ども、耐震化の問題がございます。この部分に

つきましては、いわゆる教育財産として役目は

終わったとしても、これまで学校施設であった

というようなことでありますので、市全体の耐

震化計画、平成27年度までということで計画さ

れておりますので、どの段階でどういうふうな

形でこれを対応していくのかというふうなこと

については、市役所内部での意思統一と、それ

から地元の皆さんの御意見を伺いながら、時期

を外さないようにして協議してまいりたいと思
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いますので、よろしく御理解のほどをお願いし

たいと思います。 

  プールにつきましては、現在、既にプール跡

地になっておりますので、財政課長の方からお

願いしたいと思います。以上でございます。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 プールの跡地ですけれども、

昨年度プール解体いたしまして、整地完了して

おります。それで、行政財産から普通財産へと

今年度引き継いでおります。 

  それを受けまして、財政課では隣接の所有者

と立ち会いをいたしまして土地を確定いたしま

して、市民の財産でございますので、これから

売り払いということを前提として処分していき

たいと思っております。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） 学校と一緒にプールも

一緒に進むと思ったのですが、プールはプール、

学校は学校でもいいんですね。分けても。管財

の方は、プールはプールで考えても。それをお

聞きします。 

  それから、学校が建っているうち、どうぞ無

償で使ってくださいということを市長から言わ

れましたけれども、これ大変だと思います。私、

市民にしたら、角沢の地区民ですから大変あり

がたいことです。ありがたいことですけれども、

ここはちょっと議員ですから、水道もただ、電

気もただ、トイレもただ、いつまでも甘えられ

てもらっては困るということで、甘えてはいら

れないということです。この財政の苦しいとき

に、一方から見れば、何で角沢小学校にばかり

無償で貸しているのやという議員もいないとも

限らないです。 

  そして、地区の人たちは、いつまでもいつま

でも取り壊すまで使わせていただきたいと、こ

のように言っておりますけれども、それを最終

的には地域の皆さんとお話ししながら、どこの

萩野、泉田小学校に行っても、地域の皆さんと

お話ししながら、その地域の皆さんとお話しし

ないうちに職員がいなくなってしまうんですよ。

残ったのはたった一人、教育長一人です。平成

７年からずっと続いてきて、統合のときも。責

任重大だ。だから、教育委員会の立場でやるか

管財に、管財の方でいいなら管財の方に移して、

いち早く同じに、泉田や萩野と同じくやっても

いいと思いますよ。 

  そして、何か小さいところにこういうものを

やるとか残すとかして。大変だと思います。何

かそれでも平成20年から助成制度が残っていて

も、取り壊すことができるはずだという説明も

地元でしていると思いますけれども、それも私

ちょっと聞いたときはありますけれども、その

辺をしっかりして、責任はあなた方です。地区

民と相談して、地区民の代表でやれるかという

とやれないべ。だから、しっかり話し合って、

最初統合したりしてから、５年も６年もなるん

だから、そっちの方を早く整理しながら、山屋

なり萩野なりやっていかないとうまくないので

はないか。その辺どうだ。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 大変貴重な御意見をいただきま

した。統合当時は私でなくて、私が管理課長の

ときは、角沢小学校を改築する立場で担当して

おりましたけれども、その後、やむなく統合と

いうような道を歩んで、地域の方々の要望書も

いただいて、統合後の学校のあり方というよう

な部分を地域の方々とずっと協議してきたとい

うような経緯がございます。 

  萩野地区、あるいは泉田地区の学校につきま

しては、統合の話し合いの中で、もう既に耐震

化という問題がございましたので、この部分は

原則解体をしていくというふうな話をずっとし

てまいりましたけれども、角沢小学校のときに
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はそういう話は全くなくて、活用していくとい

うような形でずっと進んできた経緯がございま

す。 

  同じように、角沢小学校も耐震化というよう

な課題がございますので、その辺につきまして

は、地元の理解を得て、今の森議員の御意見を

参考にしながら、何とか収束をさせていければ

なというふうに思っておりますので、よろしく

お協力のほどをお願い申し上げます。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） 市長、取り壊すまで無

償でお借りしていていいのですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど教育長がお答えしましたよ

うに、当時から角沢小学校のあり方、また、活

用方法等について、地元の皆さんよりどのよう

な使い方がしたいかというようなことをお聞き

しました。体育館は残してほしいと、調理場も

残してほしいと、それでトイレも残してほしい

というような、耐震化の前の話ですが、そうい

うふうな状況、その当時、そしてまた日新小学

校への統合というような形で進んできた中で、

地域にとっての学校のあり方というのは大変重

いものがあります。これまでは、教育委員会が

すべてを負担し、子供たちがいるということで

すべてを負担してきたと。子供がいなくなった

から、地域にその学校がなくなると。あとは、

木で鼻をかんだようにもうだめですよというよ

うなことでは、地域づくりの核となってきた小

学校のあり方というのは大変問題があるという

意味合いで、地域の皆さんとお話し合いをさせ

ていただいたときに、当分の間、希望に沿うよ

うな形で利用していただきたいというような思

いがございました。現在そういうふうになって

いるというようなことです。 

  先ほど教育長がお話ししましたが、その後、

耐震化という問題が現在出てきております。こ

れが、あの状況で耐震化すると多額な金額がか

かるというときには、最終決断をいずれしなけ

ればならないということです。それまでに、そ

れに変わるような地域づくりの核としての使い

方はまた協議していきたいと。当時そういうよ

うな形で要望に沿って使うことに対しては、ぜ

ひ地域づくりの一環として使っていただきたい

というようなことは事実でございます。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号平成23年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第35号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４議案第３６号平成２３年

度新庄市公共下水道事業特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第４議案第36号平成23年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 
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  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号平成23年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第36号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第５議案第３７号平成２３年

度新庄市営農飲雑用水事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第５議案第37号平成23年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第37号平成23年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３２分 休憩 

     午前１１時３６分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

沼澤恵一議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午前11時32分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、議会運営委員

会を開催し、本日の本会議における議事日程の

追加について協議をいたしたところであります。 

  協議の結果、議会案第８号23価肺炎球菌ワク

チンの公費助成に関する意見書の提出について、
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議会案第９号議会改革特別委員会の設置につい

ての議会案２件と、閉会中の継続調査申し出に

ついて及び議員派遣についての計４件を本日の

議事日程に追加していただくことにいたしまし

た。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告ありました

とおり、議会案２件及び閉会中の継続調査申し

出について、議員派遣についての４件を本日の

議事日程に追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案２件及び閉会中の継続調査申し出につい

て、議員派遣についての４件を本日の議事日程

に追加することに決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため、暫時休憩

いたします。 

 

     午前１１時４０分 休憩 

     午前１１時４１分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第６議会案第８号２３価肺炎

球菌ワクチンへの公費助成に関す

る意見書の提出について 

 

 

沼澤恵一議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第６議会案第８号２３価肺炎球菌ワクチ

ンへの公費助成に関する意見書の提出について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業厚生常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業厚生常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業厚生常任委員長 それでは、議会案

第８号23価肺炎球菌ワクチンへの公費助成に関

する意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第２項の規定により提出をいたします。平成23

年６月21日。新庄市議会議長沼澤恵一殿。提出

者、新庄市議会産業厚生常任委員会委員長遠藤

敏信。 

   23価肺炎球菌ワクチンへの公費助成に 

関する意見書 

  肺炎は主要死因の４番目に位置し、その死亡

率は高齢になるほど増加する傾向が見られ、高

齢者にとっては深刻な問題です。 

  肺炎の要因となるインフルエンザウイルス、

肺炎球菌は呼吸器感染症における代表的病原体

です。また、肺炎球菌は肺炎のみならず敗血症、

骨髄炎といった致死率の高い合併症をも引き起

します。しかし、この両者はワクチンによる予

防が可能な病原体でもあります。 

  高齢者はインフルエンザウイルスと肺炎球菌

に罹患するリスクが高く、インフルエンザ罹患

後の肺炎に、肺炎球菌が関与する可能性が高い

とされています。実際、インフルエンザワクチ

ンと肺炎球菌両ワクチンを併用して接種するこ

とにより高い有用性が報告されています。 

  ワクチン接種の向上には、予防の重要性の認

識の更なる徹底と、公費助成等社会的援助体制

が欠かせません。インフルエンザワクチンは高

齢者に対し、2001年より公的助成がなされてい

ます。これに肺炎球菌ワクチンを追加すること

で、更に高齢者の肺炎による死亡、長期入院を

減少させることになり、医療費の削減、地域住

民の健康福祉の向上につながります。 

  よって、国において、高齢者への23価肺炎球

菌ワクチン予防接種を予防接種法による「定期

接種」に位置づけ、国による助成を行うよう強

く求めます。 
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  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣宛、厚生労働大臣宛、

総務大臣宛、財務大臣宛。 

  以上です。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第８号は、

産業厚生常任委員会提出の議案でありますので、

会議規則第37条第２項の規定により直ちに審議

に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第８号23価肺炎球菌ワクチンへの公費

助成に関する意見書の提出については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第８号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７議会案第９号議会改革特

別委員会の設置について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第７議会案第９号議会改革特

別委員会の設置についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇） 

７ 番（奥山省三議員） 議会案第９号議会改革

特別委員会の設置について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第１項の規定により提出します。平成23年６月

21日。新庄市議会議長沼澤恵一殿。提出者、奥

山省三。賛成者、清水清秋、小野周一議員です。 

  別紙をお開きください。 

   議会改革特別委員会の設置について 

 １．新庄市議会委員会条例第６条の規定により、

本議会に委員８人をもって構成する議会改革

特別委員会を設置する。 

２．本特別委員会は、新庄市議会における基本

条例制定を含む議会改革の調査・研究を行う

ものとする。 

３．本特別委員会は、議会で調査終了を議決す

るまで継続し、閉会中も調査を行うことがで

きる。 

  理由、本市議会の議会改革について必要な

調査、研究を行うため地方自治法第110条及

び委員会条例第６条の規定により特別委員会

の設置を提案するものです。 

  以上のとおり、会議規則第14条第１項の規定

に基づき提案いたします。御審議いただき、御

決定くださいますよう、よろしくお願い申し上

げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第９号は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第９号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第９号議会改革特別委員会の設置につ

いては、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第９号は原案のとおり可決されました。 

 

 

特別委員会委員の選任 

 

 

沼澤恵一議長 これより、ただいま設置されまし

た特別委員会の委員の選任を行います。ただい

ま設置されました特別委員会の委員の選任につ

きましては、委員会条例第８条第１項の規定に

より、議長より指名いたします。 

  それでは、議席順に御指名申し上げます。 

  佐藤卓也君、小野周一君、石川正志君、奥山

省三君、伊藤 操君、小嶋冨弥君、小関 淳君、

山口吉靜君の以上８名を指名いたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました諸君を特別委員会の

委員に選任することに決しました。 

  それでは、これより特別委員会の正副委員長

の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時５１分 休憩 

     午前１１時５８分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

特別委員会正副委員長の互選結果 

 

 

沼澤恵一議長 それでは、特別委員会の正副委員

長の互選の結果が、議長の手元に参っておりま

すので、報告いたします。 

  議会改革特別委員会委員長に小関 淳君、副

委員長に佐藤卓也君、以上であります。 

  ここで、委員長の小関 淳君から、一言ごあ

いさつをお願いいたします。 

   （小関 淳議会改革特別委員長登壇） 

小関 淳議会改革特別委員会委員長 ただいま議

会改革特別委員会の委員長にならせていただき

ました小関と申します。 

  全国の議会で、議会改革の流れが勢いを増し

ております。当市議会でも、市民のための機能

する議会として、喫緊の動きとして改革は当然

必要ではないかと思います。議員一丸となって、

議会改革を市民の納得するような形で進めてい

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

日程第８閉会中の継続調査申し出

について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第８閉会中の継続調査申し出

についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。議会運営委員会及び各常

任委員会の活動について、各委員長より、閉会
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中の継続調査の申し出がありますので、申し出

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

閉会中の継続調査については、各委員長の申し

出のとおり決しました。 

 

 

日程第９議員派遣について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第９議員派遣についてを議題

といたします。 

  お諮りいたします。議員派遣につきましては、

地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条

の規定に基づき、お手元に配付しております名

簿のとおり、全議員を山形県市議会議長会主催

の議員研修会に派遣したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議員研修会に、全議

員を派遣することに決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

沼澤恵一議長 ここで市長よりごあいさつがござ

います 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ６月定例会、まことに慎重審議あ

りがとうございました。 

  ３月11日に起きました大震災におけるさまざ

まな事柄につきまして、各議員より要望あるい

は御提言、質問等ございました。住民の安心・

安全のために、万全を尽くしていく考えであり

ます。 

  また、今回議会におきましては、原発の事故

による電力不足に対応し、クールビズを初めて

導入した議会という記念すべき議会になったの

かなというふうに思います。これも、先駆けて

導入していただいた議会の皆さんに御礼申し上

げたいというふうに思っております。 

  今後ますます暑くなりますが、被災地ではま

だまだ避難者の方々が大勢いるというふうにき

いております。何不自由なく生活できるこの新

庄市というものに対して、まず基本的に私は感

謝してまいりたいと。そして、住民の皆さんの

安心・安全を守るべく、議会の皆様方の御指導、

御鞭撻、なお一層御協力をお願い申し上げまし

て、６月定例会の御礼の言葉とさせていただき

ます。ありがとうございました。 

沼澤恵一議長 以上をもちまして、平成23年度６

月定例会の日程をすべて終了いたしましたので、

閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後０時０３分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  佐 藤 卓 也 

 

    〃    〃   山 口 吉 靜 
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平成２３年７月臨時会会議録 

 

 

平成２３年７月１３日 水曜日 午前１０時００分開会 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   佐  藤  卓  也  議員 

  ３番   平  向  岩  雄  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   髙  橋  富 美 子  議員    １０番   伊  藤     操  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １４番   遠  藤  敏  信  議員    １５番   新  田  道  尋  議員 

 １６番   下  山  准  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

 １３番   小  関     淳  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 伊 藤 元 昭  総 合 政 策 課 長 野 崎   勉 

教 育 長 武 田 一 夫    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 任 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２３年７月１３日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 
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日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 議会案第１０号新庄市農業委員会委員の推薦について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

沼澤恵一議長 ただいまの出席議員は17名でござ

います。 

  それでは、これより平成23年７月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において平向岩雄君、下山准一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る７月６日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、議会事務

局職員の出席を求め議会運営委員会を開催し、

本日招集されました平成23年７月臨時会の運営

について協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたびの提出案件は

議会案１件でありますので、本日７月13日１日

と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので委員会への付託を省略して、直ちに

本日の本会議において審議をお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいいただきますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告ありましたとおり、本日７月13日１

日にしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は７月13日１日と決しました。 

 

 

日程第３議会案第１０号新庄市農

業委員会委員の推薦について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３議会案第10号新庄市農業

委員会委員の推薦についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、清水清秋

君の退席を求めます。 

   （１２番清水清秋議員退席） 

沼澤恵一議長 提出者の説明を求めます。 

  小野周一君。 

   （４番小野周一議員登壇） 

４ 番（小野周一議員） 議会案第10号新庄市農

業委員会委員の推薦について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第１項の規定により提出いたします。平成23年

７月13日。新庄市議会議長沼澤恵一殿。提出者、

新庄市議会議員小野周一。賛成者、新庄市議会
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議員奥山省三、同じく小関 淳、遠藤敏信、新

田道尋であります。 

  別紙。新庄市農業委員会の推薦について。 

  次の者を新庄市農業委員会委員に推薦する。

記。住所 新庄市大字本合海373番地内14号。

氏名 清水清秋。昭和23年９月14日生。 

  提案の理由。農業委員会等に関する法律（昭

和26年法律第88号）第12条第２号の規定により、

委員となるべき学識経験者１名を推薦しようと

するものであります。 

沼澤恵一議長 お諮りします。 

  ただいま説明のありました議会案第10号は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第10号は直ちに採決することに決しまし

た。 

  これより採決します。 

  議会案第10号新庄市農業委員会委員の推薦に

ついては、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第10号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

   （１２番清水清秋議員復席） 

 

     午前１０時０５分 休憩 

     午前１０時０７分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは清水清秋君を新庄市農業委員会委員

にすることに決しましたので、登壇の上ごあい

さつをお願いいたします。 

  清水清秋君。 

   （清水清秋農業委員会委員登壇） 

清水清秋農業委員会委員 おはようございます。

ただいま議会の方から今回の農業委員改選に当

たり御推挙いただきまして、ありがとうござい

ます。私も二度目の議会推薦になるかと思いま

す。これまでいろいろな農業委員会制度、特に

農地制度の改革もあり、また新庄市の国土利用

計画につきまして農地の見直しとか、いろんな

事業、課題が今山積している中であります。そ

ういう中で、特に今回の農業委員に課せられる

職務・職責は重要だと考えております。前回の

森議員のほどには活動できないかと思いますが、

推薦いただきましたことに対しても精一杯頑張

りますので、よろしく御協力のほどお願いをい

たしまして、一言ごあいさつといたします。ど

うもありがとうございました。（拍手） 

沼澤恵一議長 よろしくお願いいたします。 

 

 

閉      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で、今期臨時会の日程は全部

終了いたしましたので閉会といたしますが、議

長より御報告がございます。 

  開成の会より髙橋富美子議員が会派を退会す

る内容の異動届がありましたので、報告といた

します。なお、髙橋富美子議員は会派に属さな

い議員となりますので、これからもよろしくお

願いいたしたいと思います。 

  市長からの発言の申し出がありますので、お
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願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。暑い中、臨

時会まことに御苦労さまでございます。 

  今回、議長にあえてお願い申し上げましたの

は、新庄まつりまであと１カ月余りというよう

なことになってきました。「新庄まつり誘客100

万人構想」というようなことを掲げてから、担

当課またまつり委員会等とのさまざまな意見交

換の中で多くの方々に参加していただく仕組み

をつくっていきたいというふうに申し上げてい

るところであります。 

  今回、町村長並びに議長につきましても25日

に本部席の観覧席の方にぜひ招待したいという

ような思いでおります。それに当たりましては、

議員の皆様にぜひパレードから参加していただ

いて、25日にぜひ本部席のほうに一同そろって

座っていただけると、100万人構想のスタート

になるのではないかという思いでお願いすると

ころであります。 

  一方的なお願いでありますので、はっぴ等あ

るいはいでたち、さまざまな課題があるかもし

れませんが、今回につきましては、商工観光課

で持っておりますはっぴで来ていただければあ

りがたいなと。いずれ新庄市議会議員というよ

うなはっぴについては、今後の議員の皆様方と

ご相談させていただきたいというふうに思って

いるところであります。 

  今後皆様に一堂に会してお願いする機会がな

いわけですので、きょう臨時議会ということで

あえて議長にお願いしたところであります。８

月25日朝９時からのパレードになると思います

けれども、新庄駅前までぜひ皆さんと一緒に山

車の先頭に立ってパレード、行列を行いたいと

思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

沼澤恵一議長 ただいま山尾市長からお祭りにつ

いてのお願いがございました。議長の方からも

よろしくお願いいたしたいと思います。 

  これにて全日程を終了したいと思います。御

苦労さまでございました。 

 

     午前１０時０９分 閉会 

 

 

 

   新庄市議会議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  平 向 岩 雄 

 

    〃    〃   下 山 准 一 
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平成２３年８月臨時会会議録 

 

 

平成２３年８月１１日 木曜日 午前１０時００分開会 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   佐  藤  卓  也  議員 

  ３番   平  向  岩  雄  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   髙  橋  富 美 子  議員    １０番   伊  藤     操  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 伊 藤 元 昭  総 合 政 策 課 長 野 崎   勉 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  教 育 長 武 田 一 夫 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 任 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２３年８月１１日 木曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 報告第１２号平成２３年度新庄市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の承認について 
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日程第 ４ 議会案第１１号山形県産牛肉風評被害に関する意見書の提出について 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。欠

席議員はありません。 

  それでは、これより平成23年８月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において小野周一君、新田道尋君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る８月８日午前11時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、議会事務

局職員の出席を求め議会運営委員会を開催し、

本日招集されました平成23年８月臨時会の運営

について協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたびの提出案件は

報告１件、議会案１件の計２件でありますので、

本日８月11日１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので委員会への付託を省略して、直ちに

本日の本会議において審議をお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日８月11日

１日にしたいと思いますが、これに御異議ござ

いませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は８月11日１日と決しました。 

 

 

日程第３報告第１２号平成２３年

度新庄市一般会計補正予算（第４

号）の専決処分の承認について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３報告第12号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、報告第12号平成23年度新庄市一般

会計補正予算（第４号）の専決処分の承認につ

いて御説明申し上げます。 

  この補正予算は、さきに議決いただきました

地域の中小企業者に対する金融対策事業費につ
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きまして、その増額を盛り込んだものでござい

ます。 

  東日本大震災の発生から今日でちょうど５カ

月たちますが、震災の影響による地域経済の冷

え込みに対する懸念から、その緊急対策として

企業資金の利子補給に対する補助制度をつくり、

所要の予算計上について５月臨時会で御決定い

ただいたものでございます。早期に対応するこ

とができたことにより、経営不安を抱いておら

れた中小企業者にとりましては、大きな支援と

なりました。制度は次第に浸透し、活用実績は

７月下旬において20件を超え、融資総額も７割

に達しました。 

  そこで、利子補給の不足が予測されることな

どにより、来年度にわたる支援として融資総額

を２億円ふやし７億円とする拡充措置をとり、

債務負担行為の変更を行うとともに、前年度繰

越金を財源に今年度分の補助金の増額を計上い

たし、継続的な対応ができるよう７月27日に予

算の専決をさせていただいたところでございま

す。 

  震災の影響が続く中、地域経済の維持・向上

のために、適切かつ迅速に対応したものでござ

いますので、ぜひ御賛同の上御承認いただきま

すようよろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました報告第

12号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありませんが、討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決を行います。 

  報告第12号平成23年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第12号は、これを承認することに決しまし

た。 

 

 

日程第４議会案第１１号山形県産

牛肉風評被害に関する意見書の提

出について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第４議会案第11号山形県産牛

肉風評被害に関する意見書の提出についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  提出者、小野周一君。 

   （４番小野周一議員登壇） 

４ 番（小野周一議員） 議会案第11号山形県産

牛肉風評被害に関する意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条

第１項の規定により提出します。平成23年８月

11日。新庄市議会議長沼澤恵一殿。提出者、新

庄市議会議員小野周一。賛成者、新庄市議会議

員奥山省三、清水清秋、小関 淳、遠藤敏信、

新田道尋。 

  以上であります。 

  別紙。山形県産牛肉風評被害に関する意見書。 

  東京電力福島第一原子力発電所の事故により、

日本の食の安全・安心が大きく損なわれ、国産

農畜産物に対する国民の不安の増大と信頼の低

下は、日本農業にとってこれまで経験したこと

のない危機的状況を招いています。 

  このたび、本県においても、宮城県内から購
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入した稲わらに含まれる放射性物質の測定を行

ったところ、暫定許容値を超える値が検出され、

その稲わらが県産牛に与えられていたという事

態は誠に残念でなりません。 

  食肉市場においては、マスコミ報道による

「汚染疑い牛」の風評が広がり、東北・関東産

の牛肉価格は、他産地に比べ３分の１程度のか

つてない安値を記録し、まだ先が見えない状態

にあります。 

  よって、国においては、食の安全・安心を確

保し、生産者と「山形牛」ブランドを確実に守

るため、次のことを実現されるよう強く求めま

す。 

  記。１、国主導による風評被害防止対策等を

講じること。 

  国民が安全性を理解するにあたり、誤解を招

くことのないよう、正確かつ適切な情報発信を

行うこと。また、マスコミ報道による「汚染疑

い牛」の風評が広がり、暫定規制値を下回る牛

肉でも市場流通が極めて困難な状況にあること

から、消費者の安心を確保するためには、これ

らの牛を市場から完全に隔離することが必須で

あり、そのための市場出荷停止措置を講じるこ

と。 

  ２、当面の農家経営に関すること。 

  （１）安全な稲わら及び代替飼料の確保対策

の実施。このたびの稲わらの放射性物質高濃度

汚染発生により、肥育農家において給与する稲

わらの不足が懸念されているため、安全な稲わ

らの全国的な需給調整や代替飼料の確保により、

粗飼料に不足が生じることのないよう、万全の

措置を講じること。 

  （２）高濃度汚染稲わらの管理・処分方法に

係る指導の実施。高濃度汚染稲わらと判明した

場合、使用を自粛し他の飼料と区別して保管す

るよう指導を行っているところであるが、これ

らについての管理・処分方法について早急に明

確な方針を示すとともに、再利用が困難となる

高濃度汚染稲わらの処分費用についても財政措

置を講じること。 

  （３）高濃度汚染稲わらを給与された牛の糞

尿の処理。高濃度汚染稲わらを給与された牛の

糞尿から製造される堆肥の利用などにより二次

被害が懸念されることから、糞尿の取り扱い及

び処分方法に係る指針を早急に策定するととも

に、その処分費用についても財政措置を講じる

こと。 

  ３、今後の農家経営に関すること。 

  （１）被害農家の資金繰りに配慮した融資制

度の拡充。農家に対する無利子融資制度を創設

し、農業経営の資金繰りへの支援を拡充するこ

と。 

  （２）風評被害を含めた損害に対する賠償。

市場出荷停止措置の対象牛については、国が全

頭買い上げること。また、風評被害による取引

価格下落額及び高濃度汚染稲わら等購入粗飼料

代金や飼養期間延長に係るコスト増嵩等による

損害額について、「原子力損害の範囲の判定等

に関する指針」の対象に盛り込むなど、万全な

賠償を行うこと。 

  ４、全頭検査に係る体制整備及び確実な実施。

必要な分析機器の整備や人員の確保など体制を

整備のうえ、国民の不安を払拭し、安全・安心

を確保する上で必須となる全頭検査を国の責任

において実施すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣宛、衆議院議長宛、参

議院議長宛、農林水産大臣宛、経済産業大臣宛。 

  以上であります。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第11号は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略いたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第11号山形県産牛肉風評被害に関する

意見書の提出については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第11号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で、今期臨時会の日程はすべ

て終了いたしましたので、閉会いたします。 

 

     午前１０時１４分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

   新庄市議会議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  小 野 周 一 

 

    〃    〃   新 田 道 尋 
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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２３年９月３０日 金曜日 午後０時０３分開議 

委員長 新 田 道 尋     副委員長 佐 藤 義 一 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  委員     ２番   佐  藤  卓  也  委員 

  ３番   平  向  岩  雄  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   石  川  正  志  委員     ６番   佐  藤  義  一  委員 

  ７番   奥  山  省  三  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   髙  橋  富 美 子  委員    １０番   伊  藤     操  委員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   清  水  清  秋  委員 

 １３番   小  関     淳  委員    １４番   遠  藤  敏  信  委員 

 １５番   新  田  道  尋  委員    １６番   下  山  准  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   森     儀  一  委員 

 

 欠 席 委 員（０名） 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 任 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件  

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

山口吉靜臨時委員長 ただいまから委員会条例第

10条第１項の規定に基づき決算特別委員会を開

き、委員長の互選を行います。 

  なお、委員会条例第10条第２項の規定により、

委員長が互選されるまでの間、私、山口吉靜が

臨時に委員長の職務を行いますので、よろしく

お願いいたします。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

山口吉靜臨時委員長 これより委員会条例第９条

第２項の規定により委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選方法につきましては、会議規則

第119条第５項の規定により指名推選によるこ

ととし、臨時委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に新田道尋委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました新田道尋委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、新田道尋委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

新田道尋委員長 ただいま指名推選をいただきま

して決算特別委員長に当選いたしました新田道

尋でございます。決算審査は次年度の予算に大

きく影響してくる部分が非常に多ございますの

で、どうか皆様方の慎重なる御審議をよろしく

お願いしたいと思います。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

新田道尋委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第119条第５項の規定により指名推選にす

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に佐藤義一委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました佐藤義一委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました佐藤義一委員が副委

員長に当選されました。 

  佐藤副委員長、ひとつよろしくお願い申し上

げます。 

 

 

散      会 

 

 

新田道尋委員長 それでは、10月７日金曜日午前
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10時より決算特別委員会を本議場において開催

いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後０時０７分 散会 
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本日の会議に付した事件  

 

議案第４１号平成２２年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

新田道尋委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名です。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

  本特別委員会に付託されました案件は、議案

第41号平成22年度新庄市一般会計歳入歳出決算

の認定についてから議案第50号平成22年度新庄

市水道事業会計決算の認定についてまでの10件

であります。 

  審査に入る前に、審査及び本委員会の進行に

関しての主な留意点を申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質問は決算に

関する資料の名称とページ数、款項目、事業名

などを具体的に示してから質問されるようお願

いいたします。また、会議規則第109条１項に、

発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわ

たりまたはその範囲を超えてはならないと規定

しておりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第４１号平成２２年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

新田道尋委員長 初めに、議案第41号平成22年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてを

議題といたします。 

  一般会計の審査方法につきましては、歳入と

歳出とを分けて質疑に入ります。質疑は、答弁

を含め歳入と歳出それぞれ１人30分以内といた

します。 

  それでは質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

新田道尋委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） おはようございます。 

  決算書の５ページ、関連して58、59ページ、

市税。それから64、65ページ、保育所入所負担

金。それから66、67ページ、公営住宅家賃。そ

れから関連して85ページ、同じく公営住宅修理

納付金。これについて伺います。 

すべて市民負担による税というふうなことで

関連があるわけですが、いずれにしても収入未

済額が前年を上回るあるいは実際に上下してい

ますけれども、およそ１割ぐらいの割合で収入

未済額がございます。その結果、例えば平成22

年では市税においては不納欠損額が8,331万

5,000円というふうな数字になっております。

この傾向は、ふえることはあってもなかなか減

ることはないという傾向が続いておりますけれ

ども、この要因、どんなことがこれを生んでい

るかということと、またこれに対してどういう

ふうにして徴収率を上げていくかということに

ついてお伺いしたいと思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 おはようございます。最初に

５ページの不納欠損額と収入未済額についてと

いうことでございますけれども、不納欠損、収

入未済額については全体の市税としては前年度

から約1,000万円ぐらいは一応減になっている

ところでございます。不納欠損額についても前

年度かなり大型案件の滞納整理を行ったような

ことで、不納欠損額についても約6,400万円ほ

どの減となっております。 

この要因についてはいろいろあろうかと思い

ますけれども、まず最初に経済情勢の要因が非

常に大きいものと思っているところでございま
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す。御承知のとおりリーマンショックから数え

まして、ことし９月で丸３年目を迎えます。そ

れに伴ったギリシャの財政危機、アメリカの財

政危機等によって非常に経済情勢が悪化してい

るというふうなことで、日本も御多分に漏れず

雇用情勢あるいは企業業績が非常に低下してい

ると、所得についても給与所得にかかわらず営

業農業軒並み低下しているというようなことで

ございます。本市の状況によりますと約８ポイ

ントから９ポイントぐらい前年度から見て低下

をしているというふうなことで、生活状況も非

常に困窮を極めているような状況になっている

というふうなことでございます。 

したがって、うちの方の対策としましてはそ

の要因に対抗しまして滞納額も前年度から見て

ふえてはいないんですけれども、なかなか前か

らの滞納額、いわゆる塩漬け状態になったもの

についてもなかなか解消に至っていないという

ことでございます。経済情勢による要因が一番

多いというふうな分析をしているところでござ

います。 

対応策につきましては、各市町村ともいろい

ろ工夫を凝らして滞納整理あるいはしているわ

けでございますけれども、うちの方としまして

も夜間休日の訪問、今月も一応土日やるわけで

ございますけれども、そういった収納率の向上

対策あるいはまた特別徴収の指定強化、やはり

平成19年の税源移譲以来所得税と住民税の税率

が逆転現象を生じておりまして、非常に住民税

のものについては重税感が出てきておりますの

でやはり給与から天引きをした上でそのやる方

策の方が収納率の向上に寄与するということも

ございまして、そうした対応策を講じて、また、

昨年からは滞納者の債権調査、金融の貯蓄調査

なども強化を図っておる次第でございます。い

ろいろそのほかにも対応策を講じておりますけ

れども、なかなか収納率の向上については大幅

な向上には寄与されていない、ただ現年度分と

過年度分合わせれば13市の中でようやく１ケタ

台の９位に上昇したと。前年度から比較しても

収納率約１ポイント以上上回ったというような

ことについても、この辺についてはある程度去

年の対応策が功を奏しつつあるのではないかと

いうふうな考えをいたしているところでござい

ます。個別の案件については後ほどお答えをし

たいと思います。以上です。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 私の方からは、保育料の

保育所負担金のことについてお答えしたいと思

います。 

  保育所入所負担金、調定額は前年よりも下が

っています。これは、保育料といいますのは前

年度の所得税額あるいは市民税によって決まり

ます。調定額が下がったということは全体的に

保護者の所得が下がっているということでござ

います。実際、収納率見ますと、収納率も前年

よりも下がっております。ちなみに、平成22年

度の現年度分の収納率は96.78％、前年度平成

21年度につきましては97.63％ですので、0.85

ポイント収納率は下がったということでござい

ます。これは調定額が下がった、つまり保護者

の所得が下がったことに伴って保育料も下がっ

ているんですが、やはりこれも納めるのが楽で

ない方がふえているんだととらえております。 

したがいまして、私の方としましては負担の

公平を図るためにも未納の方について督促催告

これをやっているところでございます。昨年か

ら子ども手当というものがございまして、その

中から子ども手当入ったときにでも納めてくだ

さいということをしておったんですが、なかな

かこれが実績に結びつかないというところでご

ざいます。なお、国の方でも法律変えまして、

次回10月以降の手当については今度は、本人か

らの承諾得てなんですけれども、滞納分につい

てもそこから差し引くことも可能だというふう
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に言われてきております。何とか今後の手当の

中から本人の了解を得ながら滞納分についても

納めていただくような手だてを考えていきたい

と思っているところでございます。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 ６ページの公営住宅家賃

の滞納繰越と現年度分の関係ですけれども、滞

納繰越分につきましては８人で153カ月でござ

います。出納整理期間後５万円ほど納入してい

ただきまして、９月30日現在では215万円ほど

でございます。それから、現年度分につきまし

ても出納整理期間後に32万円ほど納めていただ

きまして、９月30日現在で71万6,000円という

ふうな金額でございます。これから公的年金あ

るいは児童手当等の支給月に重点的に訪問した

りあるいは納入計画を作成していただきまして、

計画的な納入を図ってまいりたいと思っており

ます。 

それから、85ページの公営住宅修理費の滞納

繰越、それから現年度分についてですが、滞納

繰越につきましては３名です。内容は、移転先

に住所があるんですけれども、本人がいないケ

ース、それから訪問しても支払っていただけな

いという方が２人ほどございます。それから現

年度分につきましては１人ということですが、

本人が死亡しておりまして保証人にお願いして

おるんですが、保証人の方が生活保護を受けて

おるということでなかなか納入が難しいという

ことでございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

新田道尋委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 先ほど税務課長が言わ

れたように、リーマンショック後の景気低迷に

よって職にありつけなくなった方がいるという

こととか新庄市でも大きな会社が引き揚げたと

いうふうなことで、そこから離れざるを得なく

なったとか状況がさまざまで地域経済が疲弊し

ている状況の中で、税を納められなくなりつつ

あるというふうな状況もわかります。 

前も言ったかと思いますけれども、払える状

況にあって払えないのか払いたくても払えない

のかというふうな問題があるわけですけれども、

ある司法書士の方から聞いたところによります

と多重債務の、こういうことはなかなか人に相

談しづらいことだと思うんですけれども、多重

債務の相談件数、どのくらいあるんでしょうか。

それによって税の、過払い金を戻してもらうと

いうふうなことで、市税に充てたというふうな

例などがあるやに聞いておりますけれども、新

庄市の場合いわゆる市民相談の中で多重債務の

相談件数ってどのくらいあるんですか。 

川田美浪市民課長 委員長、川田美浪。 

新田道尋委員長 市民課長川田美浪君。 

川田美浪市民課長 今、市民相談室での多重債務

の相談件数ということでございますが、ここ二、

三年減っておりまして、所得の３分の１までし

か借りられないとかいう法律の改正もございま

したので、現実としては件数がここ年々減って

いるというような状況でございます。総トータ

ル的には20何件という数字は把握しております

が、それが税務課の方にすべてつながっている

かどうかは確認しておりませんのでよろしくお

願いいたします。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

新田道尋委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） ある説によると、最上

郡で１万人ぐらい対象者がいるんじゃないかと

いう話を伺ったことがあります。確認したわけ

ではございませんけれども。先ほど申しました

けれども、そういうふうな多重債務による過払

いというふうなことの取り戻し、そういうふう

なことで収入、税の滞納というふうな、それを

抑えるというふうな方法も、有効な手段である

ということを伺っていますので、その辺のとこ

ろを弁護士とか司法書士とかさまざまそういう
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ふうな方々というか機関というか、相談してい

ただきたいというふうなことをお願いしておき

たいと思います。 

いずれにしましても、徴収率を上げなきゃな

らないという命題があるわけですけれども、こ

の辺のところを税の公平性、あるいは住宅など

については利用者あるいは保育所の問題もそう

ですけれども、利用者負担の公平性というか、

そういうふうな観点からとにかく頑張っていた

だきたいというふうなことをお願いしておきま

す。 

もう一つだけ、58、59ページ。入湯税の滞納

繰越分、これについてお伺いいたします。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 滞納繰越分についてはうちの

方で今現在入湯税を納めているところについて

は２件あるわけでございますけれども、うち１

件が新庄温泉の方の滞納が、昨年したわけでな

くてずっと継続して滞納になっているというふ

うなものでございます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

新田道尋委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） これは現在滞納繰越と

いうふうな扱いになっておりますけれども、や

がてこれは不納欠損として処分されて５年たて

ば消えるというわけですか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 何も手続をしなければ時効の

中断はなされないので５年という形になります

けれども、その差し押さえ等のことをすればま

たその時点から時効が中断されますので、必ず

しも５年たてば滞納繰越分が不納欠損分となる

ということではございません。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

新田道尋委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 細いようですけれども、

これ現在何年目で、例えばいよいよ時効という

ふうなことが近づいてきた場合どういうふうな

決済をなされるおつもりでしょうか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 滞納整理については財産が全

くないような状況であるとか、税の法に従った

形で不納欠損処分をするというふうなことでご

ざいますので、差し押さえすべき方であればそ

の時点で差し押さえして時効の中断を図るとい

うような、税の公平性の観点から一応そういっ

たことを踏まえて処理しているような状況でご

ざいます。 

１４番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

新田道尋委員長 遠藤敏信委員。 

１４番（遠藤敏信委員） 当たり前と言えば当た

り前。でもすごく難しい問題を抱えているもの

だと思います。いわゆる税の公平性というかそ

ういったことに十分配慮して事を進めていただ

きたいと思います。 

  これで終わります。 

新田道尋委員長 次、ございませんか。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 私から１点、監査決算

意見書の３ページの中で（２）の収入の状況ご

ざいますけれども大変厳しい中でもかなりよく

なっているんじゃないかなと思っています。そ

の要因もいろいろあると思いますけれども、一

つは税を納めるということがまず、普通納税の

義務というのが発生するわけだけども、一般的

には税金を取られるという感覚的なものもある

と思うんですね。そこで、収納率を上げるため

にもＰＲですか、ＰＲをいかにやって喚起を促

すというような方法がどのようになされておる

のかなと思います。 

前は、１点、各納税組合いろいろつくって納

税組合に対して納めるとバックマージンと申し



 - 191 -

ますか報奨金もあったんだけれども、今はそう

いうものがあるのかないのか、例えば国保でも

市県民税でも給料から天引きというような形も

とられてなっていますけれども、何期何期と分

かれてきますね。例えば１回に全納した場合に

割引感といいますか、そういったものの措置は

なされておるのでしょうか。ないのでしょうか

一括で納めるとある程度免除というような以前

あったみたいな気がするけれども、今そのよう

な措置をとられておるのかないのか、その辺を

ひとつお願いしたいと思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 税の収納についてのＰＲ、ど

のような方策を講じているかということでござ

いますけれども、まず１点目は当初の課税の段

階で必ずパンフレット等を入れて収納の喚起を

図っているということが一つ、また、納期に合

わせた形で一応市内に広報車出しまして納期に

合わせた形で、納税をお願いしますという旨の

広報も一応やっているというような、ＰＲとい

うか、そういった広報関係については以上のよ

うな形になっております。 

二つ目が全納制度。納税組合は既にございま

せん。全納について、全納制度の報奨金制度も

今現在一切やっておりませんので、御承知おき

ください。以上です。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 税金納めるの当たり前

だから、本来ＰＲなんておかしいと思うんだけ

れども、広報車も回っているんだけれども、回

っているだけでなかなかうちでいる場合は届き

にくい部分もあるんだけれども、やはり税金を

納めるということは子供のときからやはり教育

的に教えていかないと、なかなか大人になって

もぴんとこないという部分は一般的にはあるん

だけれども、納税を教えるというような学校教

育ではどのようになさっておるのでしょうか。

特別そういうものを重点的に、一般のカリキュ

ラムでやっているんでしょうか。その辺子供の

ときから納税を、国民の義務を果たすというよ

うなことも大事ではないかなと思うんだけれど

もその辺はいかがなんでしょうか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 子供たちに対する税の教育に

つきましては今、年に１回こちらから出張しま

して１校１時間くらいとりまして、納税の基礎

的な部分についてうちの方の職員が行って説明

をしております。昨年は萩野中学校と日新小学

校をやりました。毎年そういった形で、希望の

学校を募って年に２校ほどの中でビデオを踏ま

えて税務署と連帯しながら一応子供たちと税に

対する知識を深めさせているような状況でござ

います。以上です。 

新田道尋委員長 ほかにありませんか。ほかに歳

入について。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書６ページで、

第２款地方譲与税とか第10款地方交付税までい

ろいろ書いています。地方譲与税、それから株

式等譲渡所得割交付金、それから地方消費税交

付金、これらが、こういったものが減少してい

ますが、その理由などとそれから今後はどうな

ると見ておられるのか。 

それから、国から来るお金も第９款に地方特

例交付金、そして地方交付税、これらが大幅に

ふえていますが、これは特別対策があったよう

に思いますが、どのようなことでふえたかとい

うことでお願いしたいと思います。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

新田道尋委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 収入の方で、地方譲与税、株

式等譲渡所得交付金、それから地方消費税交付
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金が減少しているということの理由でございま

すけれども、これについては景気がリーマンシ

ョック以来低迷しているという関係で、地方譲

与税について、これについては中身としては自

動車重量譲与税、地方揮発油譲与税になります

けれども、減少しているということでございま

す。株式についてもこれについても株式の相場

が下がっているということで配当金が少ないと

いうことで減少していると思われます。地方消

費税交付金についてはこれも景気低迷という形

で国地方に入るお金が減っているということに

なります。 

地方交付税については、地方の収入が減れば

当然交付税の算定上ふえるということになるの

かなと思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 地方交付税がふえてい

る理由が市の税金が減っているためだというよ

うな話がありました。それはわかりました。 

株式等譲渡所得割交付金というのは、どうい

うような中身がこのお金の原資になってどのよ

うな割合でこの市に来るようになっているのか

ということでお願いいたします。 

また、全体的に今後についてですが、今後の

見通しというか、国の方の税のあり方の見通し

とか地方への交付税の交付金の見通しとか、そ

ういうのはどういうふうに見ておられるのか、

お願いしたいと思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 株式等譲渡所得交付金等につ

いては、株式を売買した際に必ず源泉徴収され

ます。現在は国と地方合わせて20％という形に

掲げられていますけれども、軽減措置を図って

今現在10％というようなことで、その分受けた

場合の３％分が地方に行きまして県の方に入っ

てきます。その県の方に入った配分の中で県市

町村の方におおむね、その年度によっても若干

違いますけれども、68％が交付金として市町村

に配分されるというような内容でございます。

以上です。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

新田道尋委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 全体的な歳入の見通しという

ことでございますけれども、このたびの大震災

によりまして国の予算関係が被災地の方にシフ

トするということでございますけれども、その

被災地の復興復旧については別枠ということで

ございますけれども、やはり影響があるという

ことで、いろんな交付金あるいは特別交付税が

そちらの方に回っているのかなと思います。地

方交付税ですけれども、特別交付税については

被災地の方にシフトしていくと、それ以外の普

通交付税については総務省の方では確保すると

いうことでございますけれども、国の全体的な

収入から見ればなかなか難しいのかなと思って

おります。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 先ほど、株式等の譲渡交付金

の見通しということでございますけれども、こ

れはあくまでも株式の取り引きがふえればふえ

るほど入る、入金がふえていくという状況でご

ざいます。ただ、現在の株式の状況を見ますと

つい先般も日経平均が年初来安値を経験したと

いうふうなことで非常に冷え込んでおります。

この株式譲渡については経済の活況をはかる一

つのバロメーターという感じでございますので、

経済が好転すればその分もふえてくるというふ

うな見通しありますけれども、ちょっと今現段

階ではこれが大幅にふえるというふうな見通し

は持っておりません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 株式等譲渡所得割交付
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金の中身が少しわかったような気がしますが、

さらに例えば新庄市内でこの株式等譲渡所得割

交付金の税を納めるような人あるいは金額なり

がどのぐらいになっているかはわかるでしょう

か。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 先ほど申しましたとおり、こ

れは一括して県の方に交付されてそれを受けて

の市町村に対する配分ということですので、こ

の交付金の対象者が何名かというのは税務課と

しては一切把握はしておりません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 実は、株式等譲渡所得

割交付金に当たる株の売買とか株を持っている

ことでの配当を受ける方々の、配当を受けた利

益の税金が本当は20％、収入受けた中から20％

の税金に納めなきゃならないとなっているのに

10％と軽減されていると、今課長さんからお話

がありました。株でもうけた、もうけるという

ことは、本当はもっと株でもうけた場合での収

入ですから税率は本来であれば正確に言えば

20％すぐ取るようにすべきだし、お金がないと

国全体で言っている中で、そう思いませんかと

いうことをお聞きしたいんです。あるいは20％

だけでなくほかのアメリカあたりはもっと高い

とも聞いていますし、そうやって国の収入をお

金があるところにはやはり税としてもっと上げ

て取って新庄市にも回していただきたいと私は

思うんですが、そうしたところにも不公平感が

ないか税の公平不公平と税務課長さんは第一に

掲げておられるんですけれども、株式の譲渡と

か所得に対しての税がたった10％、どうも低過

ぎる、税の不公平ではないか、その点ひとつど

う考えるかなとお聞きしたいなということです。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 株式譲渡に対する税率の問題

について、これはあくまでも租税特別措置法で

軽減された問題でありまして、あくまでも国の

政策に起因するものであり、いわゆる株式が取

り引きが低迷した場合にどうなのかということ

も踏まえて国の政策の問題でございますので、

一地方の税務課長がコメントする立場ではない

というふうに考えています。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私は、国としてこれか

ら財源を確保していただきたい、市に対する地

方交付税なり国庫支出金なり地方譲与税も含め

て市に対して配分するお金を減らさないで安定

して払えるようにしてもらいたいというのは地

方として重要な言わねばならないことだと思う

んです。そのときに、公平な税であってほしい。

お金があるところからはきちんと国として取ら

なければならない、出てこないんじゃないかと、

きのう国会でも言われていました。今の株の配

当や売買に係る収入の不公平もあります。 

それからもう一つは、大企業の法人税が今後

10年間で８兆円の減税、一方サラリーマンに対

しては11兆円の増税、復興財源ということでや

るということですが、これは大企業、法人税は

赤字の中小企業は払わないので、お金がある、

収入が出てきた大企業になりますから、そうい

ったところに対して、不公平な税金でないかと

いうことで市長としては新庄市への……。 

新田道尋委員長 佐藤委員に申し上げますけれど

も、これは新庄市の一般会計の歳入でございま

すので、ただいま発言している内容を聞きます

とこれは国の政策上の問題にそれていますので、

集中して新庄市に関係あるものだけを質問して

ください。 

１ 番（佐藤悦子委員） はい、いいですか。端

的に。 

市長として新庄市の財政を考えたときに国か
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らの地方交付税や国からの配当されるお金の原

資である税確保ということで、公平に税を集め

そして税確保、地方に回すお金を確保していた

だきたいという立場で頑張っていただきたいん

ですが、市長の見解を伺います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 うちの方の税関係については

あくまでも地方税法に基づいた形で執行してお

りますので、一市町村だけの税率をアップした

りそれから減少したりということは今のところ

考えてはおりません。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 地方に回るお金の原資

として多くなければ、新庄市だけによこせとい

うことは無理だということははっきりわかって

います。しかし、自治体関係者全員で国に対し

て要望を申し上げる場というのはいろいろある

わけですから、そういう場で地方に回すお金が

ないということがないように、そのために公平

に税をちゃんと集めていただきたいと市長とし

て言っていただけないかということなんです。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

新田道尋委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 これは全国的な問題でありますの

で、それらは地方の自治体総意として全国市長

会等において要望しているところであります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ありがとうございます。

市長として要望しているところだというその中

身なんですが、株の配当、それから配当への課

税、それから大企業への減税ではなくまともに

サラリーマンに増税するのであればまともに公

平に増税しろと、こういうことが必要でないか

ということですが、どうでしょうか。 

髙橋則雄財政課長 委員長、髙橋則雄。 

新田道尋委員長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 地方財政については景気が低

迷している中で大変苦しいということで、市長

会あるいは知事会を通して国の方へ要望してい

るところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 よろしいですか。佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 中身として地方が苦し

いだけではなくて、具体的に不公平な部分があ

るということを指摘していただけないかという

ことなんです。 

国分正嗣副市長 委員長、国分政嗣。 

新田道尋委員長 副市長国分政嗣君。 

国分正嗣副市長 市長からお答えしましたように

全国市長会の大きな役割として地方の財源の確

保というのは非常に大きな役割、力を入れてや

っているところでございます。それぞれ財政部

会、民生部会等で個別の案件については調査研

究をして要求というか要望に反映させていると

ころでございますので、御理解をいただきたい

と思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 個別の調査の中に先ほ

ど言った株式の配当への税の不公平、それから

大企業だけが減税されているという不公平、こ

こに調査していただきたい、調査するように言

っていただきたいと言うことですが、どうです

か。 

国分正嗣副市長 委員長、国分政嗣。 

新田道尋委員長 副市長国分政嗣君。 

国分正嗣副市長 国と地方の協議の場、組織的に

公式にそういう場が設けられております。いろ

んな見解の首長がおられます。そういういろん

な多種多様な意見を総合的に調整をして国に申

し上げるというようなことで今先ほど調査して

要望行動に結びつけているということでござい

ますので、御理解をいただきたい。個別具体的
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なものについてここで申し上げるわけにまいら

ないといったところを御理解いただきたいと思

います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） いろんな見解の首長が

いるということはそのとおりです。その中に新

庄市長としてそういう税の不公平があるんじゃ

ないかという意見があるんだということで、言

っていただけないかという市長の見解を伺って

いるんです。 

新田道尋委員長 佐藤委員に申し上げますけれど

も、これは決算の審査今やっているんです。要

望事項は別の機会でおっしゃってください。十

分に審査をやってください。佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） では、市長におかれま

しては、そういった意見があるということでそ

の事実などについて認識はまだないような気も

しますが、調査していただいて意見を述べるよ

うにしていただきたいということで要望して終

わります。 

新田道尋委員長 ほかにございませんか。歳入に

ついてほかにございませんか。 

   (「なし」と呼ぶ者あり) 

新田道尋委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って歳入について質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出について質疑ありませ

んか。歳出に質疑ございませんか。 

  暫時休憩します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１０時５１分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  他に質疑ありませんか。 

  暫時休憩いたします。 

 

    午前１０時５１分 休憩 

     午前１１時０１分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  他に質疑ありませんか。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時０１分 休憩 

     午前１１時０３分 開議 

 

新田道尋委員長 それでは、休憩を解いて再開い

たします。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 主要施策の成果に関す

る説明書から質問させていただきます。72ペー

ジ、農林課さんの部分ですけれども、去年から

そば祭りというのを実施していますけれども、

そのそば祭りの成果がここには載っていないん

ですけれども、農林課さんではなかったんでし

ょうか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 そば祭りについては昨年度

農林課が事務局となって第１回目を開催させて

いただきました。主要施策という意味では、他

意はあったわけではございませんが、載せてお

りませんでした。よろしくお願いします。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 前回やって、前年度や

っているわけですから、成果表には必ず載せる

べきだと私は思います。成果を望まないイベン

トであればむしろしない予算化しないというの

が当たり前のことだと思いますが、非常に違和

感を私は感じています。 

それで、そば祭りのあれですけれども、そば

を打つことだけが前面に出てしまうと、私は農

林課でやっているそば祭りの趣旨というかそう
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いうものとはまたちょっと、狭い目的になって

しまっているんじゃないかなとかねがね私は思

っておりました。そばのそば粉、そばの振興で

あれば私はそばクッキーとかそばケーキとか、

そばもちとかそういうふうなそば粉を振興させ

るというか、使った産物に広げていくような動

きもあってもよかったんではないかなと思った

んですけれども、その点に関してはどういうふ

うに議論されたわけですか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 そば祭りにつきましては、

まず農林課が主催するというか事務局になって

いる理由づけの一つには、市内の減反、いわゆ

る転作面積が数字上は200ヘクタール以上ござ

いまして、なかなか気象条件もありまして生産

力が上がらないということもございます。そう

いった生産力向上のためというふうなことで農

林課が力を入れてそばの消費までやりましょう

というふうな経緯の中でやらせていただいてお

ります。 

ところがといいますか、農協さんも実行委員

会のメンバーには入っているんですが、なかな

か深くそこまで浸透し切れない部分ありまして、

ことしも農協さん、両農協さん入っていただき

まして農業生産団体も入っていただきましてま

ずは生産力上げようということで頑張っており

ます。 

ただいま、委員おっしゃったようなそばをメ

ニューとしたいろんな、そばおはぎとかそばま

んじゅう、いろんなものありますが、それを加

工品というようなことで、これから６次産業化

目指して何らかの形でこれから浸透させていこ

うという話はしております。ある一部のお店を

出している方がクッキーを出したい、済みませ

ん、クッキーじゃなくてクレープでしたか、出

したいという、外のテントでというお話があっ

たんですが、ただ普通のクッキー、小麦粉のク

ッキーだったのでそれは遠慮してくださいと、

将来そばを使ったクッキーとかクレープとかそ

ういったものがあれば頑張ってもらって出して

いただきたいのですがというお話もあってまだ

１回目、２回目、去年スタートしてやっと足腰

つきつつある状態なのでそこまではまだ手が回

らない状況なので、もう少し時間をいただきた

いと思っております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） わかりました。そばの

振興ということであれば、ぜひそば打ちに特化

しないでもう少し広げていろんな企画を立てて

いただければと私は思います。 

それでは、成果表11ページ、市民協働の推進

というところがありますけれども、私は一般質

問の中でも職員、地域担当制というものを推進

すべきだと、機能させるべきだという提案も含

めて質問をさせていただいてまいりました。と

ころが、この成果表の中には市民、職員、地域

担当制の文言が一切載っていないというのはど

ういうことなのかなと思って。 

野崎 勉総合政策課長 委員長、野崎 勉。 

新田道尋委員長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 職員の地域担当制につき

ましては、ことし３月11日の大震災の際にも相

当地域との連絡等に効果があったわけでござい

ます。そうした活動を日ごろ続けておるわけで

すが、成果表にはこのたび記載しなかったとい

うことでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） 市長みずから公約に掲

げていたかと思います。それが成果表に載らな

い、載っていないと。非常に違和感を私は感じ

ます。 

よその自治体ではこの地域担当制、それなら

ばよその自治体では地域担当制というものある
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いはそれと似た機能を持ったシステム、そうい

うものはどういうふうな動きになっていますか。 

野崎 勉総合政策課長 委員長、野崎 勉。 

新田道尋委員長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 ほかにも、最上町でした

か、地域担当制がございまして、このたびの大

雪の際には地域担当制の職員が地元に入りまし

て、その地元というかその地域の大雪に伴って

のいろんな困り事の相談を受けたり、そういっ

た活動をしておるようでございます。また、県

内ほかにも、相当の例があるのではないかと思

っております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） よそのところでも機能

しているものであるということでしたけれども、

先ほど課長がおっしゃったように震災後に非常

に機能した部分もあったと、そういうことでし

たら、それは成果でございますので、しっかり

この成果表というものに載せなくてはいけない

と思います。それでなければこの成果表という

ものの意味すらなくなってくると思いますので、

しっかり成果が上がったものについては載せて

いただいて、ぜひそのようにお願いしたいと思

います。 

今後、職員地域担当制はどのように進めてい

こうとお考えですか。 

野崎 勉総合政策課長 委員長、野崎 勉。 

新田道尋委員長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 今後、ただいまの地域の

方と市長とのまちづくりミーティング等につい

て、また今年度地域担当制を使って企画してお

るところでございます。また、被災した場合の

困難者や地域との連携を図る上で、地域担当制

を活用していければというふうなことで今考え

ておるところでございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） やり方次第で非常に機

能するシステムだと以前から思っております。

ぜひ市民と執行部側が非常にいい状態でいい機

能を持つようなシステムにつくり上げて無理な

く進めていただければと思います。 

次に、91ページ、新庄味覚まつりについて質

問をさせていただきます。成果表です、成果表。

すべて成果表で質問させていただきますので。 

味覚まつりですけれども、今回で４回目にな

るわけでございます。非常に人出も多くてある

程度の効果は出ているのかなと認識しておりま

す。しかし、各団体の方々、会議所青年部とか

ＪＡの皆さんとかいろんな団体の方々がこの味

覚まつりにかかわって趣向を凝らした食べ物を

出しています。それはそれで私はいいとは思う

んですが、もう少し個店、飲食店、曙町周辺の

お店の方々とか大変おいしいものを出している

方々がいらっしゃるので、そういう個店の魅力

をそこで出して、じゃ今度行ってみようかみた

いな流れもできればいいかななんて思うんです

けれども、今後もずっとああいう団体に、団体

中心のものを出して誘客を進めようとしている

のかどうか、お聞きしたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

新田道尋委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 おかげさまで、味覚ま

つり今回４回目を迎えますけれども、年々規模

が広がっておって盛んになってきております。

昨年も、アンケート114名の方からちょうだい

しましたけれども、値段も中身もちょうどいい

と、ちょっと広過ぎるかなと、逆を言いますと、

商店街主体のあの通りに店が、露店がそれぞれ

あれば広さを感じないで皆さんが楽しんでいた

だけるというようなことからも今回、昨年から

比しまして５団体ほどふえたわけですけれども、

こういった流れは団体に限らず、今委員おっし

ゃったような形も一つ拡大する意味で考えてい

きたいと思っております。 
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１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） やはり、可能性のある

イベントだと思いますので、ぜひ磨きをかけて、

参加者というか、そういう団体の方々も非常に、

今見ていると負担、非常に負担を感じて参加な

さっているような雰囲気もないとは言えない状

態です。いつまでも、継続を目指すのであれば

いつまでも負担をお願いすると、多大な負担を

お願いして継続させていくという、そういう流

れは断ち切られた方がいいかと、負担が少なく

それで最大効果のイベントにしていかれた方が

私はよろしいかなと思います。 

続きまして、成果表119ページ、生涯スポー

ツ課の部分でございます。いろいろ成果が載っ

ているわけですけれども、スキー場についての

私ずっとスキー場スキー場と言っていますけれ

ども、スキー場についての部分が非常に、年々

少なくなってきております。標高1,000メート

ル以下のスキー場は全国で今残っているところ

はほとんどありません。なぜ、スキー場を、市

民の、一部の市民の方々の強い要望も当然ある

と思います。市に一つぐらいはという気持ちも、

私もないではないです。しかし、皆さんも御存

じのように新庄市の財政状況を見ると年間数千

万円の予算がかかる、そういうものを果たして

ずっと維持していていい状況なのかと私は思う

んですが、スキー場の今回の入場者数というか

利用者数と、その利用者数の中の授業で利用し

た分が何人だったのか。そういう授業で使うと

いう部分のメリットも当然あるわけでございま

す。しかし、例えばシャトルバスを使えば、シ

ャトルバスではなくてスクールバスを使えば神

室スキー場とかそういうところのスキー場も利

用できるわけで、その辺を伺いたいと思います。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

新田道尋委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 それでは、委員の質

問にお答えしたいと思います。スキー場につき

ましては、前々から小関委員から御指摘のある

とおり、神室スキー場とか赤倉スキー場の住み

分けという形ではいろいろ御意見いただいてい

るところでございます。ただし、新庄市におい

て唯一の冬のスポーツ場といいますか、屋外施

設としてスキー場は、過去に市民の要望におこ

たえいたしまして開設した経過がございます。 

また、今御質問ありました使用料と入場者に

ついて説明いたします。今回のスキー場は、入

場者が、使用者が１万1,545人。使用料が464万

4,030円となっています。今回は当初、12月の

降雪、１月上旬の雪によりまして大変出足が好

調だったんですけれども、１月末から２月の大

雪で、本来ですと雪は大変私たちスキー場にと

っては大切なあれなんですけれども、余りにも、

２メートル超える降雪がありまして家庭では除

排雪で土日、雪かきに追われたということで去

年よりは若干ですけれども減ったという現象が

ございます。 

また、授業につきまして市内の７校の小学校

の生徒さんたちが2,400何がしの人数がスクー

ルバスでスキー場を利用しております。また、

スキー場に行った皆さんは御存じだと思うんで

すけれども、右側にちびっ子広場というのをつ

くりまして無料で開放しております。それはお

母さんお父さんと一緒に子供さんたちが遊んで

いる、無料のところなんですが、そこにもこと

し2,001人の利用がございました。ですので、

上級者といいますか、そういう方たちは小関委

員の言われるとおり神室とか蔵王とかそういう

ふうに行って自分の腕を試すとか練習場にして

いただきたいんですけれども、やはり市民スキ

ー場につきましては子供さんたちが家族が楽し

めるファミリースキー場とした位置づけで今後

とも利用していただきたいと思っています。 

また、今全国的にスキー人口の減少とかあり

ますけれども、スノーボードも徐々にふえてい
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るという形で、今回もスキー場の一角にスノー

ボード専用のジャンプ台をつくりまして、若い

人たちのスノーボードの愛好者に利用していた

だいておりますし、また公社も愛好会の方たち

とボードとスキーをあわせた企画を４回目やり

まして県内から70名の方々が、新聞にも報道あ

ったんですけれども、そういうふうにして徐々

にですけれども、その要望にこたえた楽しめる

スキー場として今企画運営していますので御理

解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） スキー場経営というか、

運営に関して私は一生懸命やっている事実も見

させていただいておりますし、知っているつも

りでおります。ただ、財政状況と、先ほども申

し上げましたように財政状況等、その他の社会

状況とか経済状況とかいろんなことを考えてい

くとなかなか難しい状況にあるんじゃないか。

そしたら何をするかというと、コストをどんど

ん下げていかなくてはいけないわけですよね。

しかし、あそこにはリフトがありますよね。リ

フトというのは、動かせば動かすほどお金がか

かっていきますよね。メンテナンスその他、い

ろんな部品の交換でもそんなことでどんどんお

金がかかる施設になっていくわけですよ。これ

からも何か、何かの大切な部分を、部品を交換

しなくちゃいけないので相当のお金がかかると、

補正でということになってくると思います。今

後、そういうファミリーユースとして市民スキ

ー場を認識なさっているのであれば、私はリフ

トを停止するというか使わない方向というのも

考えられると思うんですが、どうですか。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

新田道尋委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 リフトの件につきま

して、最初はリフトを設置する段階において運

輸省に届けを出しました。その許可の条件とい

たしまして、稼働時間、経過年数によってリフ

トの軸とかメンテナンスが必要ということで、

その許可を得てリフトを設置したわけですので、

今後確かに言われたとおり稼働時間が１万時間

を経過した場合には修理、また何年かした場合

には取りかえというのがございますので、リフ

トがないと子供さんを上に、標高は少ないんで

すけれども、利用者もやはりリフトがないと減

ると思うので、リフトについては存続を考えて

いる次第でございます。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） わかります。非常に、

課長のお気持ち非常にわかりますが、間違いな

く予算はかかっていきます。どんどんかかって

いきますので、ぜひその辺皆さんで、執行部の

皆さんで検討してなるべくお金のかからない施

設にして継続なさるなら継続なさっていただけ

ればと思います。 

  もう一つ、スポーツ振興のところ、手前にな

りますか。今新庄市のスポーツの成果というの

は一部のところでは非常に上がっているところ

もありますが、なかなか全体としては底上げが

難しい状態、その原因は何が原因だと考えられ

ているんですか、予算ですか、強化の。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

新田道尋委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 私たちの方で、スポ

ーツの振興ということでスポーツ振興審議会の

委員の方たちに御意見をちょうだいしまして指

針を定めているところですけれども、やはり今

言った県内のスポーツ、活躍する選手、本来で

すと小中学校、高校で活躍している選手がいれ

ばここに、成果にありますとおり体育表彰等に

ついてもいろいろな、多くの数の方が表彰ある

んですけれども、少ないという御指摘がござい

ました。実際、小中学校で活躍した選手の方た

ちが郡内でなくて、今回も県大会で優秀な、優



 - 200 -

勝した選手が三、四名いるんですけれども、す

べて最上郡出身だという御指摘がございます。

ですけれども、一応体協ともいろいろ話しいた

しましてスポーツの振興には指導者と施設が必

要だ、そういう意見がございまして、指導者に

つきましても指導者の指導強化という面も一つ

の柱にしています。施設につきましても子供た

ちが安心してのびのびとスポーツして基礎体力

を向上させるにも施設の充実が必要だというこ

とで、その面につきましても今後当課として考

えていきたいと思っております。 

１３番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

新田道尋委員長 小関 淳委員。 

１３番（小関 淳委員） そのような方向で進め

ていただければと思います。指導者と施設が必

要だ、私もそう思います。施設も、一般質問で

石川議員もおっしゃったように施設も充実して

いただければと思います。施設というのは農業

でいえば田んぼであり畑だと思います。施設が

充実していなければいいものは育たないと、私

は思っております。そこに予算が肥料になると

思いますので、予算も、それは投資だと思うん

ですよね。幾ら行財政改革進行中だといっても

私たちは未来を、未来人を育てる役割があると

思います。ぜひそこに執行部の皆さん集中して

いただいて未来人を育てている新庄市に、そう

いう方向になっていただければと思います。質

問を終わります。 

新田道尋委員長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算審査意見書22ペー

ジ下の方、下から７行目、下から７行目に監査

委員の意見として市の主要施設の指定管理者制

度の活用、維持管理費の抑制、経費の節減を図

るなど、これが財政再建に取り組む大きな柱と

いうことで、今後も強めてやっていただきたい

という旨のことが書いてあります。そこで、指

定管理者制度の現状についてお聞きしたいと思

います。 

  平成22年度の市の主な指定管理者制度を行っ

たところの、決算の収支差額をそれぞれ把握し

ておられたらお願いします。そして、その差額

の使い道についてもどう把握しておられるのか、

お願いしたいと思います。 

近岡晃一生涯学習課長 委員長、近岡晃一。 

新田道尋委員長 生涯学習課長近岡晃一君。 

近岡晃一生涯学習課長 初めに、生涯学習施設の

方につきまして申し上げたいと思います。平成

22年度の収支決算ということで、市民プラザが

収支で7,170円、図書館が57万747円、文化会館

が20円、わくわく新庄が164万7,800円、雪の里

が105万4,890円の余剰金という形になっていま

す。この使い道につきましては５カ年間もしく

は２カ年間の指定管理期間でございますので、

その中で社会的な原因を除いた以外にマイナス

になった場合とかそれなりに充当されるものと

考えております。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

新田道尋委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 生涯スポーツ課では、

12節体育館及びスキー場までありますけれども、

一つずつですと市民球場につきましては残額が

33万9,275円、武道館につきましては６万5,557

円、スキー場につきましては49万9,735円、こ

れが一つの契約であります。合わせると90万

4,566円になります。体育館につきましては50

万6,088円、スポーツハウス5,641円、市民プー

ル11万4,842円、野外施設というのは横根山と

かありますけれども、それが１万2,903円、計

63万6,474円です。全施設ありますけれども、

その中で、154万4,040円が剰余金というふうに

なっています。ただし、私たちは8,500万円の

委託でやっていまして、２％の事務経費を計上

しています。それにつきましては、委託先でい

ろんな面で使ってよろしいというふうにやって
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いますし、ましてや今回私たち精査したところ

指定管理者側で私たちが人件費賃金を、報奨関

係を計算した以上に年齢別におあげしますので、

実質的には事務経費をその分に充当していると

聞いております。以上でございます。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 福祉事務所管轄では、児

童館児童センターがありますけれども、本合海

児童センターにつきましては収支差額が１万

5,510円でございます。萩野児童センターにつ

きましては7,815円、それから升形につきまし

ては５万7,038円ということでごくわずかでご

ざいます。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

新田道尋委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 斎場の方について御説明いた

します。斎場の方の管理運営費については

2,605万936円が歳出でございます。なお、歳入

につきましては、使用料については847万2,000

円、済みません。874万2,000円となっておりま

す。なお、指定管理者制度の方につきましては、

122万3,350円の委託料というふうになっており

ます。報告を受けております資料によりますと、

差額については平成22年度の収支では114万455

円の差額というふうに報告を受けております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 最後の環境課長さんの

はちょっと間違っていないかと思っています。

私がいただいた資料によりますと、平成22年度

のさくらが丘斎苑の収支報告ではマイナス114

万となっていると聞いておりますが、違います

か。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

新田道尋委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 もう一度御説明します。収入

の合計が2,127万4,045円、歳出の合計が2,241

万4,500円ということで、委員おっしゃるとお

り114万455円の赤字でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） これらをお聞きしたと

きに、本合海児童センターや萩野児童センター、

升形児童センター、それから図書館については

この差額については次年度の管理費に充ててい

きたいというふうに出ているように思います。

こういう活用の仕方は本当に税金の使い方とし

てはありがたいものだと思います。 

また、体育施設に関しては、実質的に人件費

に充てているというふうに聞いているというこ

とですので、これは改めてまた支出の人件費に

計上させて、限りなく本当に人件費に充ててい

るということを公にすべきではないかなと思い

ますが、どうでしょうか。 

また、市民としては納得いかない点が出てく

るように思います。といいますのは、文化会館

や市民プラザ、わくわく新庄、雪の里など、そ

れからゲートボール場もそうですが、これらの

繰越金がどのように使われるのかというのが明

らかでありません。前年度、平成21年度の繰越

金が数百万円に上ったものもあったにもかかわ

らず、そのお金がどのように使われたのか把握

しておられるのでしょうか。それが全く次、今

年度の運営費に繰り越しされていないように思

いますが、その点についてどう見ておられるで

しょうか。できるだけ働く人の人件費に充当さ

せるべきだと、私は去年の決算のときに言わせ

ていただきましたが、その言った趣旨は今年度

の決算には反映されているような気もいたしま

すがどうだったのか。 

また、さくらが丘斎苑についてマイナスにな

った理由をどのように見ておられて、市として

はどのようにそれを手当てするかしないか考え

ている点などありましたらお願いします。 

近岡晃一生涯学習課長 委員長、近岡晃一。 
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新田道尋委員長 生涯学習課長近岡晃一君。 

近岡晃一生涯学習課長 市民プラザから図書館、

文化会館、わくわく新庄、雪の里の余剰金の部

分についての御質問で、どのように今後使われ

るかということにつきましてはこれは５カ年の、

施設によっては５カ年の継続的な指定管理でご

ざいますので、その年度によって例えば委託料

とか燃料費、若干10％程度の増減がございます

ので、そこには補てんすることがないというこ

とで、それのための計上の剰余金として団体側

持ちであるというふうに考えておりますし、ま

た平成21年度に大きな黒字を出したところの施

設の使い方について決算書に載っていないとい

うことですけれども、それについても内部留保

しているものというふうに考えてございます。

以上でございます。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

新田道尋委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 先ほどお話しいたし

ました体育施設、すべての指定管理料が8,575

万5,000円でございます。その中で給料につき

まして私たちが予算化、当初予算を提示したと

きは1,399万円なんですけれども、指定管理者

さんが独自で給料を1,480万円ということで、

私たちが予算で、項目で要求したよりも指定管

理者さんが給料等について充当していると。こ

れが、先ほどお話しいたしました8,500万円何

がしの諸経費分という0.2％の指定管理料にこ

れは計上してもよろしいとなっています。その

0.2％の諸経費はその指定管理者さんが自由に

使うことができる金額でございますけれども、

その中でも今回の決算書を見ますとそれ以上に

ほかの事業に、項目に充当しているところで、

実際は140万何がしの金額が余っていますけれ

ども、それについては先ほどお話ししたとおり

給料等他の項目に充当しているところで、私た

ちは指定管理者としては適正に使用していると

確認しているところでございます。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

新田道尋委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 収支の面で赤字というか、そ

の大きな要因といたしましては豪雪による除雪

の業務の経費、それから燃料費の高騰、それか

ら被災、大震災に伴う他県からの火葬等でそれ

らが要因で赤字というような要素でございます。

なお、他県の方の火葬運営についてはまだ国の

方で他県との調整たるものが必要ですので、そ

れについては今後はっきりし次第対処すること

にしております。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

新田道尋委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 先ほどお話ししまし

た事務諸経費、0.2でなく２％です。訂正して

お願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民にとって、生涯学

習課長さんの方から燃料費などのための余剰金

として内部留保しているんだろうというお話で

ございましたけれども、市民にとっては、どの

ぐらいのお金がどう内部留保され、燃料費に足

りない分が充てられるのかというのがわからな

いようでは、このちょっと市民にとって不透明

というかそういうような気がいたします。です

から、燃料費のための余剰金としてとっておき

たい気持ちがあるのであれば、今までの繰越金

ということで、ほかの指定管理者も、例えば児

童センター、図書館などを見てもそういう繰越

金として掲げて、そして余ったら余ったでまた

次の繰越金というふうにして出しています。で

すからそういうふうに、市民にとってすべて税

金ですので、繰越金、次年度への燃料費のため

の繰越金として繰り越しというふうにはっきり

書かせて明らかにすべきではないかと思うんで

すが、明らかにさせるべきでないかと思うんで

すが、どうでしょうか。 



 - 203 -

また、体育施設に関して、課長さんが実質人

件費に充てていると聞いているということでご

ざいますので、これもやはり人件費ならば繰り

越しさせて人件費にプラスさせた形で決算出し

ていくというふうにさせるべきでないかと私は

思います。 

また、さくらが丘斎苑の環境課長のお話では

はっきりしてから対処ということでございます

が、管理者にとってこのマイナスのお金はどの

ようにして現在対処しているんでしょうか。そ

れを考えれば、そこを聞きたいんです。どのよ

うにしてマイナスにしているのか、給料未払い

だったりあるいは必要なところに払わないでい

らっしゃるのか、そういうことでは斎場の運営

ができなくなる可能性もあるわけです。そうい

う意味でそのままにしていてはならないのでは

ないかと思うのですが、どうでしょうか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

新田道尋委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 年間の火葬可能な遺体数から

すれば、大震災で他県から受け入れた火葬につ

いては火葬については年間の処理、済みません、

火葬する件数内であるということの要素もござ

いまして、現状では、他県から依頼されたもの

についてはそれぞれの自治体での負担がありま

すけれども、そちらの方については現状では現

在の予算の範囲内でしていただけないかという

ことで来ておりますので、総火葬の能力からす

れば現状では３月分、全部で75体の火葬を行っ

ておりますけれども、平成22年度に関する件数

については25件というようなことで年間の処理

能力内ということの要素ございますので、それ

については現在のところについては補てんとい

うようなことでは、お話し合いはしております

けれども、現状では考えておりません。 

伊藤元昭総務課長 委員長、伊藤元昭。 

新田道尋委員長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 指定管理者制度全般を総括さ

せていただいております総務課の私の方から御

答弁させていただきます。 

  指定管理者制度、佐藤委員、いろいろ御質問

されているわけですが、基本的には新庄市の行

財政改革大綱に基づきましていかに効率的に行

財政運営を行うかという中で、行政の公共サー

ビスの提供主体を、必ずしも直営でなくてもい

わゆる民営化とか民間とかあるいはいろいろ御

議論いただいている指定管理者制度というふう

な形の中で、指定管理者制度を導入しているわ

けです。 

昨年度、22施設です。小さい体育施設も入れ

てですが、そのうち58人の方に働いていただい

ております。基本的に人件費についてというこ

とですが、市役所の給料表、職員の給料表もあ

るわけですが、それのいわゆる初級での採用の

職員の基準額としては約年間14万円、職種によ

っても差がありますけれども、14万円を基準に

委託料の積算根拠の中には入れているという状

況にあります。 

  基本的には、指定管理者制度、歳入歳出の繰

越出た場合には清算を行わないという考え方で

おります。これは、指定管理者制度そのものが

いわゆる民間のノウハウを使うあるいは民間の

企業努力にするところが非常に大きいという趣

旨から、例えばすべてではないんですけれども、

利用料金システム、本来市がいただくべき使用

料を指定管理者の方がいただいて、それを歳入

としているというふうな利用料金システムを取

り入れておりますので、いわゆる指定管理を受

けた指定事業者のまさしく企業努力に係る部分

も非常に多いということでございます。そうい

うことから、基本的には清算を行わないという

現在の指定管理者制度を行っています。それに

つきましては内部留保金というようなお答えも

させていただいておりますが、必ずしも先ほど

申し上げた利用料金がこちらが算定した額に至

らなくても、それは、大きい差が生じればまた
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別ですが、基本的には清算を行わないという考

え方で行っているということでございます。そ

ういう指定管理者制度を運用しているというこ

とですから、個々にそれぞれ清算という形は行

っていないということをぜひ御理解していただ

きたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） まず、個々には行わな

いということで、環境課長さんの方ではマイナ

スになった斎場の運営費については管理費につ

いては補てんしないということになっているわ

けです。しかし、もしかすると、斎場の場合は

この前も、前の企業、企業というか会社が請け

負って１年かわずか２年で撤退したように思い

ます。そういうマイナスになることでは安定し

て経営ができないのではないだろうかと思うん

です。特に、去年の除雪費燃料費がかかったと

いうことも大きな理由だというふうに課長さん

もおっしゃっていますし、そういう中でマイナ

スをそのままにしておくということは、私は安

定した経営ができないのではないかということ

で、やはり心配です。ですから、よく聞いて市

で出すべきではないかと考えれば、できれば出

してやった方がいいのではないかと思いますし、

人件費が高過ぎるということであれば、そうい

うことなのかということで、今度は安くなって

もらうということもあるかもしれませんが、調

べて聞いてやはりマイナスがこんなに出ている

状況をそのままにしておくわけにはいかないの

ではないかと思うんですが、その点もう１回お

願いしたいと思います。 

今、総務課長さん、年間14万円で積算と言っ

ていましたが、年間でなくて月じゃないかなと、

はい、わかりました。 

  あと、市民から見た場合生涯教育施設ですが、

この去年の決算見たときに数百万円の余剰金と

いうのが出ていたように思います。それが市民

から見ればわからない、わかりにくい、民間だ

からというので税金の使われ方がこのままでい

いのだろうかというふうに思うわけです。そう

いう意味では人件費に充てるんでないかという

体育施設のあり方も、私はそうあってほしい、

余りに安い賃金で働かせていないかという、暮

らしていかれないような賃金であってはならな

いというふうに、私は思いますので、本当の賃

金というのは正採用の市職員の賃金だと思いま

す。それがまともに人間らしく暮らせる賃金だ

と思います。それよりもはるかに安い、ワーキ

ングプアを市でつくっているような状態の人件

費だというのは明らかですし、そこに余剰金が

出る前に人件費に、正式に決算出すときに人件

費として充てるのであれば人件費にプラスして

なるだけプラスマイナスゼロに近いようにして

おく。それでも少し出た場合は、福祉の関係の

施設あるいは図書館のように次の年に充てると、

こういうふうにやるのが市民から見たら透明な

やり方でないかなと思うんです。市民が使い市

民が出している、お金を出している施設です、

全部。そういう意味では不透明であってはなら

ない。どうなったんだと言われて次にきちんと

繰り越ししたというふうにわかるようにさせる

べきではないか。できるだけ人件費に充てるよ

うにすべきではないかそういうふうに指導すべ

きだと思います。どうでしょうか。 

伊藤元昭総務課長 委員長、伊藤元昭。 

新田道尋委員長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 斎場の赤字の件につきまして

は、総務課の方で被災者支援の担当しておりま

すので、私の方から簡単にもうちょっと詳しく

説明させていただきますと、御案内のとおり３

月11日の東日本大震災で多くの方が死亡されて

おります。その火葬場の受け入れとして新庄市

の斎場も使った。それが、平成22年度の決算で

は３月19日から３月31日までの間25体を引き受

けてございます。基本的には、この今回の被災



 - 205 -

者支援が新庄市もいろいろ行ってきたわけです

が、災害救助法という法律の制度の中で、そう

いうサービスを行った団体が山形県を通じ今回

の場合は大震災ということで、国の厚生労働省

の方で取りまとめを行っているのですが、山形

県から国の方に行き、さらには請求した、求償

した分について国の方から被災された県に行き、

被災された県から山形県の方にさらに支出をさ

れ山形県から新庄市の方に来るというスキーム

になっております。そういうことで、当初予想

されなかったような事態から赤字になったとい

うことですから、その赤字分につきましては当

然災害救助法等の趣旨からいえば、新庄市が補

てんをするという形になると思います。 

  指定管理者制度につきましては、効率的な行

財政運営を行うという視点で導入しているわけ

ですが、そのチェックといいますのも、基本的

にはそれぞれの事業者がまず１次評価というこ

とで事業者の管理者で評価する、さらには２次

評価としてそれぞれの所管課で２次評価を行う

と。３次評価につきましては外部評価も行って

おります。さらにはいわゆる利用者からのアン

ケートをいただくとかモニタリングですね、維

持管理に係るモニタリングについて書類の審査

を行うとかあるいは直接の現状確認をして行う

とかというふうな評価制度も十分に取り入れな

がら現在の指定管理者制度を運営しているとい

うことですから、いろんな考え方がおありかと

思いますが、決して例えば管理者が指定した賃

金が例えば頭で10人というところ12人になれば、

それは総枠の中で運用しているという事例もあ

るようですから、そういう基本的な指定管理者

制度の管理者の裁量も多分にあるということは

ぜひ御理解いただきたいと思います。 

新田道尋委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。

委員会に先立ちまして環境課長より先ほど答弁

に対して燃料の問題で発言の申し出があります

ので、これを許可いたします。環境課長坂本清

一君。 

坂本清一環境課長 先ほど佐藤委員の火葬場の指

定管理者委託料についての赤字部分についての

お考えの質問でございますけれども、114万円

ほどの赤字ということで報告を受けております

けれども、市の考えといたしましては、不測の

事態、東日本大震災による25体の火葬たるもの

が発生しております。その経費に伴うものとし

て燃料代、25体に相する燃料代については対応

していきたいというふうに考えております。な

お、除雪費についてはもう既に３月の段階で補

正して委託料としてお支払いしておりますので、

大変申しわけございません。 

新田道尋委員長 質疑ありませんか。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） きょう予定していませ

んでしたので、１ページずつお願いします。ま

ず、142ページの農林費農業振興費の中の学校

給食における米粉利用推進事業でございますけ

れども、これについて少し詳しくお願いしたい

んですけれども、地産地消の推進ということで、

米粉は地元のもの使っているんだけれども、そ

れともパンの方ですか、その割合とかそういう

ものをお聞きしたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 米粉につきましては、学校

給食に対する補助というふうなことで農林関係

予算に上がっておりますので、これは地産地消

という意味も、ある意味あるんですが、米の消

費を拡大しようというふうなことで１食当たり
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の経費として、ちょっと済みません、個別の補

助金につきましては探しあぐねておりますので、

１食ずつの米粉につきまして単価たしか１回１

食につき20円だったと思いますが、それを掛け

算して米を消費しようというような意図があっ

てやっております。ただ、米粉につきましては

原則は県内産米というふうには考えております

が、あくまでも原則でありますので、米粉の業

者についてはそういうふうなお願いしておりま

すが、他から入ってくる可能性は全く否定はで

きないと思いますのでとにかく地場産の消費拡

大ということで、給食に対して小中学校ともに

補助しております。 

  これは主には米粉ですから、パン、それから

パスタ、スパゲッティですね、そういうものに

対して米粉を使っていれば補助するということ

の事業費でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） わかりました。米の消

費拡大、お米食べてもらうと一番手っ取り早い

ようでございますけれども、これパンとかパス

タでございます。月に何回とか、週に何回とか、

そういう計画的なものでやっておるので……。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

新田道尋委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 各学校での米粉の利用と

いうことですが、平成22年度小学校９校の合計

が54回、中学校５校の合計が30回、合わせて84

回実施しております。給食数としては２万

2,542食というふうなことで、これに対しまし

て小学校１回20円中学校１回28円の補助をいた

だいているという内容でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） わかりました。大変、

ページを通告しないで申しわけございませんが、

次に146ページ、これも農林の方で水田農業対

策ですか、農地・水・環境保全事業でございま

すけれども、これ私、昨年ですか、お聞きした

ところたしかもう期限が切れて、ことしですか、

もう終わり、５年間で終わりということをお聞

きしておりますけれども、これ市全体で保全組

合の方にどれくらいのお金が支払われたという

か使われたのか、その辺お願いしたいんですけ

れども。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 金額につきましては、ここ

に決算書147ページに載せておりますとおり

1,400万円ほど全体でなっております。前にも

質問いただきまして答弁差し上げたと思うんで

すが、平成23年まででとりあえずといいますか、

この事業は終わるんだという国県の指示がござ

いました。それで全くなくなるというふうなこ

とになりますと、今まで３年やってきて1,400

万円掛ける３ですと5,000万円近くのお金で環

境整備やっていただいておりましたので、それ

が全くなくなるというとちょっと大変な状態に

なるんですが、今は正確な情報入っていません

が、名前を変えてといいますか、事業名を変え

て中身はほぼ同じような状態で国の方でも継続

したいという意向は示されております。ただ、

今震災の関係で予算組みが右往左往しておりま

して、額的なものはまだ指定していただいてお

りませんが、中身としては大体同じような条件

で今は35地域保全団体というふうなことでさせ

ていただいておりますので、何とかなるんでな

いかということで、我々の方でも県国の方に要

望はさせていただいているところです。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） これ、なくなると農村

では大変だと思います。私たちも大変でござい

ますけれども、農道の砂利を引いたり環境保全、

地域一体となってやっているところでございま
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すので、これはあれですか、この予算書に示さ

れていた数字は直接市で幾らか出しているとい

うものはないんですか。直接来たやつただ丸投

げで農家に配分しているのか、その辺。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 今年度の147ページの決算

額1,400万円につきましてはこれは新庄市の負

担分です。ですから、今まで幾らというような

ことで掛ける３させていただいて、5,000万円

ぐらいとお話ししましたが、ことしだけの事業

費をとってみますと、国が２分の１、県が４分

の１、市が４分の１というふうな交付金になっ

てございますので、事業費を計算しますと、こ

れの、市が４分の１ですから、５倍近くの総事

業費というふうに総額ではなってきます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） やはり大変な金額でご

ざいますので、これ今後も継続するように農業

団体あるいは各区長会などを通じて市の方にも

働きかけていっていただきたいと、このように

思いますのでよろしくお願いします。 

  次に、148ページですか、149ページにもわた

って林業費２項１目林業費でございますけれど

も、森づくり推進事業とございますけれども、

これはどのような事業につくったのか、もう少

し詳しくお願いします。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 森づくり推進事業費、これ

につきましては、山形県の緑環境交付金、いわ

ゆるみどり税を活用した交付金の中で事業をや

らせていただいております。皆さんが、市民が

森林に親しむ機会の増大とか作業体験をするこ

とによって林業を知ってもらうという意味の中

身でございますが、大きくは五つの事業が内容

としてございまして、森との触れ合い事業、中

学生さんなんかもかかわって現場で展開させて

いただいておりますが、下草刈りとかそういっ

た事業でございます。それから炭焼き体験事業

というふうなことで、これもナラ枯れ病等の残

骸のナラの木等を利用した四季の家体験農園、

小泉の上の方の体験農園の炭焼き小屋をつくら

せていただきまして、ここで数十名の方が活動

している炭焼き体験事業、それから森林の病害

虫防除活動、これは60万円ほど使っております

が、特には陣峰市民の森を中心にいろんなナラ

枯れも含めて松くいとかその他の害虫の防除事

業、それから森林ボランティア隊育成事業とい

うふうなことで山登りとか自然の好きな、退職

された方々がほとんどなんですが、その方々が

これも陣峰市民の森の活動でいろんな遊歩道を

整備していただいたり木に名札をつけていただ

いたりというふうな事業、それから間伐材の活

用事業、杉の間伐材でございますが、間伐した

木を森林組合の方に委託しまして木を板状にし

てもらってそれをことしは友愛園にお願いをい

たしましてお祭り用の何ていうんですか、名札、

こういうひもでぶら下げて、木の名札に名前書

いたり町内会を書いたりして2,600個を30万円

ほどの予算でつくらせていただき、必要とする、

希望のあったお祭りを、まず屋台を抱える町内

の方にお配りして活用させていただいていると

いうふうな事業でございます。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） わかりました。中学生

も活動していただいているということでござい

ますが、これでは交通手段としてバスとかそう

いうもの、以前は仮設のトイレもお借りして使

ったようなことをお聞きしましたが、それもこ

としもことしというかそれも実施ですか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 中学校３校、明倫、日新、
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新中３校をことしは事業の対象として学校の方

に説明して参加していただきました。中心にな

っているのは１、２年生、３年生になると受験

とかあれなので、１、２年生の森林体験という

ふうなことで、交通手段としてはスクールバス

を借り上げさせていただいて教育委員会にお願

いしてスクールバスでの送り迎え、先生が同行

してやると、トイレについては陣峰市民の森下

の駐車場と途中にトイレがありますので、そこ

からそんなに距離数離れた場所での下草刈りと

いう事業でなかったのでトイレの心配はござい

ませんので、そういうことで各学校さんに山を

知ってもらおうということで各明倫新中日新を

対象にさせていただきましたが、済みません、

明倫中学校につきましては大雨だったもので危

険が伴うので、明倫中学校だけは中止させてい

ただいております。日新中学校についてはきの

う説明会をしまして来週ころにもう１回現場の

方でいろいろ体験してもらうという準備になっ

ています。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） ありがとうございまし

た。次に、158ページの道路新設改良費でござ

いますけれども、159ページにまたがって福田

工業団地の団地線の整備事業費でございますけ

れども、これ産業建設の方で行ってまいりまし

たけれども、大変きれいに道路が完成いたしま

して随分長くかかった道路でございますが、大

変よくなったなと思って見てきましたけれども、

利用者とかそういうもの今どのようになってい

るのか、そのところの利用の状況というのもし

ございましたら。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 ８月10日におかげさまで

供用開始させていただきました。供用開始して

からまだ日が浅いものですから交通量調査等は

行っておりませんけれども、大蔵それから県道

新庄舟形線のバイパスができましたので、それ

を使って工業団地からバイパス路というふうな

ケースが最近ふえてきているというような情報

はいただいております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） ありがとうございます。

これから冬場になって雪が降りますと除雪も始

まると思いますけれども、あの場所で、申しま

したけれども、除雪の区間というものは行政区

域でないんだということを言われましたけれど

も、なかなかその区間と区間の間というか、そ

の辺が余りスムーズにいかない場合があります

ので、その辺大蔵村とはっきり約束してやって

いただきたい思いますが、その辺いかがですか。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 行政界ですけれども、県

道の舟形新庄線、それから25メートル工業団地

行ったところが行政界になっております。大蔵

の方とただいま協議をやっておりまして、除雪

についてはうちの方がやると、ただし応分の負

担金をいただくということで現在詰めておりま

す。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） その辺よろしくお願い

したいと思います。 

  それから、大変、飛び飛びで大変申しわけご

ざいませんが、164ページの住宅整備事業でご

ざいますけれども、165ページの松本団地入居

者移転の助成金でございますけれども、前回も

私お聞きしましたけれども、入居者まだ残って

いると聞きましたけれども、今の段階ではまだ

残っているんですか、お聞きしたいんですけれ

ども。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 
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新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 入居者の移転助成金を利

用いたしまして昨年度は22世帯、今年度２世帯

ほどいらっしゃったんですけれども、９月１日

に移転したというふうなことで、全部移転完了

しております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） それでは全員が移転し

たということでございますので、取り壊し作業

もかかれるのではないかなと思いますけれども、

その計画とかそういうものはいつごろ。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 今年度の予算で解体とい

うことでやっております。既に発注しておりま

して半分くらい整地できると思っております。 

１８番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

新田道尋委員長 森 儀一委員。 

１８番（森 儀一委員） 環境面でも美的感覚と

いうか、そういうものもあの辺通る人たちはさ

まざま言われておりますので、いち早い取り壊

ししていただきたいと、このように思います。

よろしくお願いします。 

  それから、もう一つだけ成果の中の環境課、

62ページ鳥獣保護事業でございますけれども、

これ有害駆除の方でございますけれども、これ

は大変ことしは北海道あたりクマ出てきて、町

中まで出てきたという出ていましたけれども、

クマ、ゼロとなっていますけれども、新庄市内

でもクマ、さまざま騒がれておりますけれども、

ことし去年あたりではクマの出没というのはど

ういう状況なのか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

新田道尋委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 手元に去年の発生の件数の資

料持ち合わせてございません。申しわけござい

ませんが後ほどお答えさせていただいてよろし

いでしょうか。申しわけないです。 

新田道尋委員長 ほかにございませんか。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） それでは最初に141ペ

ージの６款１項２目農業総務費、それから２番

目に167ページですか、８款６項７目の除雪費

について聞きたいと思います。 

まず、141ページの農業総務費の、農業振興

の整備計画、総合計画見直し事業なんですけれ

ども、これ恐らく二十五、六年ぶりの見直し作

業になると思うんですけれども、昨年度進捗率

というか、これには私から言うまでもなく都市

政策と今後の新庄市の農業振興についての大き

な見直しがあるわけなんですけれども、平成22

年度限りの進捗状況と、委託料ですけれども、

どこに委託されてこのようなお金になっている、

そういう詳しいことお聞きしたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 農振の見直しにつきまして

はまず最初に昭和48年度に最初に農振整備計画

をつくりまして、その後しばらく怠っていたん

ですが、昭和60年３月に見直しをかけておりま

す。それ以来ですから26年ぶり、足かけ27年ぶ

りの改定といいますか、見直しというふうなこ

とで今進めている状況です。 

  それで、農業振興地域というと、皆さんの勘

違いする部分があるのは線引きというものが強

調されてきますけれども、農振内、農振外、そ

れではなくて新庄市の農業どうやってこれから

10年、ほぼ10年計画の振興をやっていくかとい

うふうな全体の農業基盤の構築なりそういった

ことを最優先に考えた上でその線引きというふ

うな結果になることでございます。まず、トー

タル的に平成22年度、平成23年度、平成24年度、

結果的には３年間で事業を完了して県国の審査

を受けて結果を出すというような運びになって
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おります。今年度の決算書にあります約5,600

万円、これにつきましてはほとんどの部分航空

写真をとらせていただいてそれをパソコンに図

面化図式化するというか、ＧＩＳ等の作業を含

めまして、共用空間という呼びなれない名前を

使っておりますが、例えば税務だったり水道だ

ったり都市整備道路だったりいろいろことに活

用できるような図面作成、航空写真作成を使っ

ておりまして、それのまだ完全に成果出ていま

せんが、それの委託として5,600万円ほど使わ

せていただいております。 

  それからもう一つ、農家全戸配布しましたが、

アンケート調査、農振に関するアンケート調査

をお配りしまして全戸配布したところ、約７割

ぐらい1,000件をこえる回答がございましてそ

れらに基づいて今ほぼ、もう少しで作業終わろ

うとしていますが、そういった意向を反映させ

て農振計画を全体をつくっていこうというふう

なことで作成を進めているところでございます。 

図面の委託先は、済みません、国際航業株式

会社、山形営業所というふうなことで去年のう

ちにいろんな提示させていただいて３社ほど残

ったプロポーザルというふうなものをいただい

て、事業提案をいただいてその中から審査会を

開いて昨年採用し、来年までの３年間の成果を

出していただくというふうな事業を展開してお

ります。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 実はこれ一般質問にし

ようかなと私思ったんですけれども、どうして

も農家の方々というのは農振見直しというと土

地政策に偏ってしまうわけですよね。課長、こ

としのアンケート結果言ったんですけれども、

やはりその点が誤解しているところがあるんで

すよね。やはり今までの一般質問３回くらいし

たんですけれども、やはり農家の方々、市内の

方々そうなんですけれども、誤解のないように

平等な、だれが見ても、それならしょうがない

という土地政策をやってもらいたいという思い

で本来ならば平成22年度はそこまで行っていな

いと思うんですけれども、だから進捗状況お聞

きしたんですけれども、来年度に向けてお願い

したいなと思って質問しているわけなんですけ

れども。 

あと一番問題なのはやはりこれからの新庄、

農家農業どうするんだということを本当に真剣

に考えてもらわないと、じり貧だよ、本当に新

庄市の農業。その辺やはり関係機関なり団体の

代表だか、いろいろいると思うんですけれども、

詰めてもらって10年後20年後これで行くんだと

いう新庄市の農業振興策を、せっかくの26年ぶ

りの農振の見直し作業ですので、お願いしたい

と思います。 

それから、除排雪、昨年度６億円ばかりかか

って、市長の決断だと思いますけれども、本当

にある程度の、職員も一生懸命になってあの豪

雪地帯を乗り切ったわけなんだけれども、私お

聞きしたいのは生活道路ですよね。それ原課の

内規というか要項であるんですけれども、昨年

度みたいに戦後３番目ですか、豪雪地帯。相当

のお金かかったんですけれども、生活道路にか

かったお金というのはどのくらい、何割ぐらい、

６億円のどのくらい割合を占めているか、大体

でいいんですけれども、お聞きしたいと思いま

す。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 生活道路ですけれども、

延長が42キロというふうなことで、申請のあっ

た箇所が345カ所です。計算しないとわからな

いんですけれども、除雪の延長が218.8キロメ

ートルです。除排雪業務にかかったお金が３億

3,500万円。借り上げが１億7,700万円というこ

とですので、計算しないと出てこないんですけ

れども、割りかえすと出てきます。済みません。 
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４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 実は、昨年本当に豪雪

で生活道路に入れば入るほど困っている方々が

多かったわけですよね。そしてこの要項を見ま

すとやはり、雪捨て場はその地区でつくってく

ださい。除排雪はしませんからその地区内で片

づけてください。何と言っても一番のものは期

間中トラブル紛争が起こったときは来年度以降

は受け付けない場合がありますとありますよね。

まるきり、これお上のお達しですよね。 

  私は、除排雪というのは新庄市の定住促進に

はなくてはならない要件だと思うんですけれど

も、恐らく平成24年度に向けて実質事業計画恐

らく進んでいると思うんですけれども、弾力的

に運用できないかと思うんですけれども、課長

どうですか、生活道路除排雪について。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 除雪をする、排雪の方は

お願いしたいというようなことで今やっており

ますけれども、排せつする場所は大きいところ

はそうでもないかもしれませんが、小さいとこ

ろは当然年何回というようなことになると思い

ます。ただ、そこ、まず今の段階で排雪までと

いう経費は無理ではないかなと。去年で６億円

も使っているわけですので、何とか町内会の方

でお願いしたいというふうに思っております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 課長、ちょっとこれ誤

解してないですか。生活道路の利用戸数は３戸

以上ないとできませんよ。町内会もですけれど

も、恐らく３戸以上の方でその雪、排雪ですか、

お金を出していると思います。どうして私言っ

たかというと実は先日のこういう朝日のあれに

出ましたんですけれども、除雪が大変だから東

根に行くんだという、そういう方が本当に多い

んですよね。冬回りますと、軒先というか、あ

れが皆壊れているうちがいっぱいあるんですよ

ね。特に狭いところ狭いところ入っていく場合

は。だから定住促進のためにも何とかその辺、

要項ですよ、これ都市整備課の。考えてもらえ

ればそれが新庄市の、やはり一人でもほかに逃

げていかなくて長く新庄市にいたいという気持

ちあると思うんですけれども、改めてもう一度

聞きます。弾力的に運用することできませんか。

これ。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 排雪の件ですよね。（「生

活全体の件です」の声あり）内部で、詰めてい

きます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） ありがとうございます。

そうすれば一人でも新庄市にいたいなという住

民が、市民がいると思います。あくまでもこれ

は何でも事業するにはやはり規則があってしか

るべきなんですけれども、ある程度お年寄りと

か身障者がいるとかいった場合には弾力的に運

用してもらえば本当にありがたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

次に、成果表の39ページの重度身体障害者移

送サービス事業と同じく41ページの福祉タクシ

ー利用助成事業ですか、二つずつ時間なくなる

とうまくないので質問したいと思います。 

実はこの二つの事業、大事な事業なんですけ

れども、でもこの成果表見るとせっかく配布し

ても重度身体障害者移送サービス事業ですか、

696枚交付していても使われたのは315枚、それ

から、福祉タクシー利用助成事業ですか。これ

そうですよね。使用率が65.2％ですか。本当は

100％近くこの方々に利用いただければ大変い

い事業なんですけれども、このような結果にな

ったということはどのように受けとめられてい
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るのかお願いしたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 いずれも障がい者に対す

るタクシー券の助成につきましては社会参加の

促進という意味で交付しているものでございま

す。この額につきましては、枚数につきまして

は、必要とされる方にすべて交付しているわけ

ですけれども、すべてがこれでタクシー代を賄

えるわけではない。主に半額が助成の対象とな

っております。基本料金の大体半額ぐらいとな

っておりますので、使えば使うほど皆さん方利

用者の皆さんの負担もあります。それぞれの

方々の負担できる範囲で利用されているのでは

ないかなと思っています。私の方では決して利

用制限しているわけではございませんので、皆

様方の懐ぐあいを勘案しながら利用されている

のではないかなと思っております。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） じゃ、今川課長、この

事業に関しては使う側にとって使いづらいとい

うことはないということですか。発行してもこ

のくらいしか利用されていないということとす

れば、利用者の思いで使わなかったりそれが結

果であろうということなんですけれども、本来

であれば100％近くこの方々に利用してもらえ

れば本当にいい事業だと思うんですけれども、

何かあったらよろしくお願いしたいと思います。 

それから、成果表の70ページの農地移動実態

と、同じく79ページの水田農業対策関係で、去

年から政権変わりまして戸別補償のモデル事業

についてお聞きしたいと思います。 

まず最初に70ページの農地移動実態なんです

けれども、実は、①ですか、農地の移動が大変

前年度よりふえているわけなんですけれども、

その実態というのは農家が、大変失礼な話なん

ですけれども、経営的に楽でないから農地を手

放すとか、そういう実態でどの程度農業委員会

でつかんでおられますか。 

沼沢充広農業委員会事務局長 委員長、沼沢充広。 

新田道尋委員長 農業委員会事務局長沼沢充広君。

（「起こしてけろ、委員長、寝ったっけ起こし

てください」の声あり）委員長、農業委員会会

長、ちょっと今問題、質問来ているから。 

沼沢充広農業委員会事務局長 農地移動の実態に

おきましては貸される方、売られる方は主に高

齢化によって農業をリタイアするという方が多

いというふうに農業委員会ではとらえておりま

す。また農地の売買につきましてもやはり借金

の返済整理のためというのもありますけれども、

主に高齢化による農地の移動、これが今後ます

ますこの傾向が強まるものととらえております。

以上です。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） ありがとうございます。

実はこの半月ほど前から農業新聞等で貸しかえ

増による貸す方にも補助金ありますよというそ

ういう制度ができるという話も聞いているんで

すけれども、その辺のこと徹底して農家の方に

周知徹底してもらいたいと思います。そして恐

らく事務局長の言ったとおりやはり先祖代々か

らの田畑放すということはよっぽどのことあっ

て放すと思うんですけれども、いろいろな新庄

地域、地域資源あるんですけれども、平均的に

１反歩当たりの売買価格というのはどのくらい

なっていますか。大体でいいんです、平均的に。 

沼沢充広農業委員会事務局長 委員長、沼沢充広。 

新田道尋委員長 農業委員会事務局長沼沢充広君。 

沼沢充広農業委員会事務局長 農地の売買価格で

すけれども、農地の環境とか位置によりますけ

れども、大体１年間の売買価格見ますと、１反

歩40万円から80万円くらいの間で取り引きされ

ております。以上です。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 
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新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） ありがとうございます。

本当に昔から守ってきた田んぼが１反歩40万円

です。本当に、それはその結果が恐らく経営的

に楽でないから高齢化を迎えたために恐らく手

放さざるを得ないという状態だと思います。や

はり農業委員会とは、農業を守る最後の手段の

利益を守る組織でありますので、今後ともよろ

しくお願いしたいと思います。 

  77ページの水田農業、失礼しました。79ペー

ジの戸別補償モデル対策、去年までモデルだっ

たんですけれども、実はこの事業に参加できる

はずの農家であっても、あくまでもこれ農家の

申請事業でありますので、受けられなかった農

家というのは平成22年度何件ぐらいあったんで

しょうか。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 もとの数字は計算しないと

わからないんですが、平成22年度においては戸

別補償の所得、交付の申請件数、受けた数にし

ますと1,059件、それで平成23年度につきまし

ては参考に1,089件、30件ほどふえております。

受けられなかった方については560人ほど受け

られなかった、いわゆる３分の１ほどの農家は

参加しなかったというふうな結果になっており

ます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 私聞きたいのは転作に

も国の政策にも100％協力していて申請漏れが

あった農家はどのくらいあったのかと、昨年度。

今までだったら農業団体が引き受けてやってい

たんですけれども、去年から行政サイドがやっ

ているわけですね。その際恐らく、国の農政に

賛成しながらも申請を何らかの形で忘れて受け

られなかった農家数は何戸とお聞きしたんです

けれども。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 受けられなかった方は皆無

にひとしいと思っておりますが、受けられる条

件があるのに来なかったという人は最初50名ぐ

らいおりまして、３回ほど催促、催促という言

い方はおかしいが促しました、はがき、電話、

夜も電話して、結果的に来なかった、自主的に

と思っておりますが、来なかった方は30名ほど

おります。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） やはり大変残念ですよ

ね。３割近くの農家が今農政に反対して、それ

は自分で申請しない、それは申請できないから

どうしようもないですけれども、協力していな

がら50戸ぐらいの農家が申請しなかったという

ことは本当に経済的に不利な状態だったなとい

う思いがします。今後恐らくそういうことない

ように、農政に協力していたら100％申請して

もらって、そして有利な制度を活用してもらっ

て、農林課の方でお願いしてもらいたいと思い

ます。 

もう１点なんですけれども、やはり農家もこ

のくらい米価が安いと利益のある方に、経営作

物に行きます。１反歩８万円がもらえるという

ことで三つのやり方あるんですけれども、一番

問題というか、言い方おかしいんですけれども、

80ページの米粉用米ですよね、あと飼料用米で

すよね。この実態というのどうつかんでいます

か。恐らくこれは生産者と米粉を買っていただ

ける、そういう業者間の契約が必要なんですけ

れども、やはりそこに飼料米も同じですよね。

行政サイド、農業団体が農家ばかりに任せるん

でなくてやはりどのような結局方策を平成22年

度はとってこられたのかお願いしたいと思いま

す。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 
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新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 今委員おっしゃったように、

転作に該当するものとして80ページにある加工

用米から飼料用米までございまして、加工用米

は562名で181ヘクタールほど相当あるんですが、

その下の方のホールクロップは飼料なんですが、

米粉用これは８万円奨励金としてもらえてなか

なか同じ農作業やっていながら魅力だというふ

うなこともあって、本当は農家がそこまでした

い農家、かなり潜在的におります。しかし受け

手となります米粉業者さん、ここであえて申し

上げませんが、水田農業基本方針というもので、

この中にも業者さん数社ほど書いてありますが、

なかなか米粉需要が少ないということで個人契

約がとれないという現状であります。それで学

校給食等にも補助金までやって米粉を使ってく

ださいよというお願いは側面でしております。

が、どうにも単価が高いのか米粉のなかなか需

要がふえないという部分がございまして我々も

苦慮しております。一方、市内には二つの農協

さんそれから大手の集荷業者さん、大きい業者

さん５社ほどおりますが、年に何回かお米の関

係の会議の転作関係の会議しておりますので、

その場においても業者さん、農協さんからフォ

ローしていただいて契約してくださいというお

願いはしているのですが、一部のそういった集

荷団体といいますか、そういったところがなか

なか協力まで取りつけていただけないという部

分もあって、農政上というか農林課からは市と

してはしょっちゅうそういう御要望は申し上げ

ているところでございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

新田道尋委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） やはり先ほど言いまし

たけれども、農家経済、このくらい米価が安い

と転作に協力してやはり１反歩、１円でも多い

助成金をもらいたいという思いでいるんですけ

れども、実際それに向かおうとすると契約先の

方でもういいんですよという、そういう最終的

な取り引きがならない場合があるんですよ、こ

れ。何ぼ幾ら10アール当たり８万円助成金出し

ますと言ってもいざ生産現場の段階でいくと利

用できない制度なんです、これね。断定はでき

ないんですけれども。やはり農業団体と連絡を

密にして、業者さんですよね。幾らでも生産者

に利益になるようなものを出してもらいたいな

とつくづく思います。前だったら農業団体が窓

口になって何でもやっていたんですね。やはり

政権が変わりましてから、役所サイドでもやっ

ているわけですよね、農林省のお達しで、市役

所の農林課の職員の皆さんが窓口になってやっ

ているんですけれども、どうしても最後は現場

の農業団体の方が連絡を密にしてやっていただ

きまして、最終的にはわずかでも農家の利益に

なるような農政にしてもらいたいと思います。

終わります。 

新田道尋委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 107ページ備考欄町内

街路灯電気料補助金についてお伺いいたします。 

  これの現在の個数と負担金と申し込みの手続

をすればすぐオーケーになるのか、その３点を、

１点１点お伺いしますので、お願いします。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

新田道尋委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 街路灯の整備の件。 

新田道尋委員長 戸数と負担金と申し込みの手続

すればオーケーになるのか。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 
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新田道尋委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 街路灯の整備については補助

金の要綱ございまして、町内の場合ですと10灯

以上というふうなことでの制約がございますの

で、実質的には個々的なもの10灯に満たないと

ころについては現状では補助対象になりません。

ただし東北電力さんの方と関連する業者さんの

方から寄贈が毎年あります。その基数に基づい

て申請があってその緊急性を要するものについ

てはしております。なお、残念ながら今年度は

震災の関係もございまして寄贈は今のところご

ざいません。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございまし

た。それでは111ページの備考欄上の方から市

税還付金及び還付加算金について内容等につい

てお伺いいたします。 

新田道尋委員長 どこ、ちょっとはっきり。 

１７番（山口吉靜委員） 111ページ備考欄、上

から５行目かな。市税還付金及び還付加算金に

ついて内容をお伺いします。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 還付金についてお答え申し上

げます。個人市民税については62件、法人市民

税については27件、固定資産税については７件、

軽乗用車５件合わせて101件となっております。

還付金額についてはここに記載のとおり合わせ

て合計1,500万円ほどとなっております。以上

です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。それでは次は、統計調査総務費の中

で115ページの備考欄の国勢調査費指導員調査

員報酬、これの何人ぐらいで日当はどのくらい

なのかお伺いいたします。 

新田道尋委員長 山口委員、順序よくページ言っ

たら款項目言ってもらわないと、こっちの答弁

者がどこの欄かわからなくなるから順序よくひ

とつお願いします。 

野崎 勉総合政策課長 委員長、野崎 勉。 

新田道尋委員長 総合政策課長野崎勉 君。 

野崎 勉総合政策課長 国勢調査の調査員の数及

び報酬についての御質問でございますが、調査

員は187名でございます。報酬といたしまして

固定額として５万5,490円、それから担当地区

がございますので、加算分もございましてその

分が３万9,100円から７万4,260円の間でござい

ます。このような形でございます。そのほかに

実際の調査に歩きます実費弁償の金額がござい

ます。以上です。 

  済みません。調査員には指導員ともう１人、

調査員を指導する立場の方お二人がございまし

て、先ほど金額のところで一律５万5,490円と

申しましたのは指導員の方の定額でございます。

それから調査員につきましては３万9,100円か

ら７万4,260円の金額ということになってござ

います。以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。次に、ページ数を言った方が一番早

いんじゃないかと思っているんですけれども、

117ページ備考欄のちょうど真ん中ごろのシル

バー人材センター助成事業費の助成費運営費補

助金ですか、これの内容をお伺いいたします。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 これはシルバー人材セン

ターの運営費の分としての補助金でございます。

新庄市単独での負担が498万3,000円、これに県

からの補助金、140万4,000円がございます。そ

れからそのほかに郡内の７町村からもございま

して、このトータルでもってシルバー人材の方
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に交付しております。なお、この金額につきま

してはこのトータルと同じ額が国からも別途で

すけれども、シルバー人材の方に同額が行って

おります。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） そうすると職員は何人

ぐらいなんですかね。職員というか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 申しわけございませんけ

れども、シルバー人材センターは外部団体でご

ざいまして、その中の人員まで私は承知してお

りません。申しわけございません。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ページ数が123なんで

すけれども、款項目が３款民生費１項社会福祉

費ですね。その中の備考欄の給食業務委託料の

中学とか小学校とあると思うんですけれども、

その辺の内容をお願いします。 

新田道尋委員長 備考欄のどこです。備考欄のど

こ。 

１７番（山口吉靜委員） 備考欄の給食業務委託

料4,585万225円の内容なんですけれども、中学

校とか小学校とか細かいところわかりませんけ

れどもその辺の内容についてお伺いいたします。 

信夫友子神室荘長 委員長、信夫友子。 

新田道尋委員長 神室荘長信夫友子君。 

信夫友子神室荘長 神室荘における給食業務委託

料です。管理費として1,920万3,000円。食材費、

これは利用者の実数による食材費として2,664

万7,225円合わせて4,585万225円となりました。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。神室荘ですか、中学校小学校と思っ

たんですが。 

  次は、３款民生費児童福祉費の備考欄の下の

方行きまして子育て支援医療給付事業費と医療

給付費ですか、これの内容をお伺いいたします。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 ３款２項１目子育て支援医療

給付事業費につきましては医療給付費としまし

て5,822万3,000円でございます。これにつきま

しては子育て支援医療ということで山形県と市

が折半で医療給付を行っているものでございま

す。対象者といたしましては2,095名、これに

ついては前年度と比較いたしまして若干減少し

ております。少子化によりまして対象者として

は減少傾向にあります。給付費でございますけ

れども、こちらの方は給付費が増加していると

いうふうなことでございます。１件当たりのレ

セプトの額ですね、そういったものが上昇して

いるというふうなことでございます。以上でご

ざいます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 山形市と折半ですか。

山形市。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 山形県と市が折半で負担して

おります。県の制度に呼応して助成を行ってい

るものでございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。次に、３款民生費２項児童福祉費の

127ページのちょうど真ん中ごろにひとり親家

庭など医療費給付事業費とありますけれども、

これの例えば何家族ぐらいあるのかとかその辺

内容をお願いいたします。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 
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清水幹也健康課長 ただいまのひとり親家庭医療

給付事業でございますけれども、医療給付費が

2,156万円ほどということでございます。ひと

り親家庭につきましては、昨年７月から母子家

庭ではなく父子家庭も対象にしております。そ

ういった関係で、若干ひとり親家庭医療の対象

者がふえてございます。平成22年度については

802名でございます。今申し上げましたように

父子家庭がふえたということで、父子家庭自体

はまだそう多くはございません。この内訳につ

きましては母子家庭が374世帯、父子家庭が11

世帯というふうな状況になってございます。こ

のひとり親家庭については当然医療費の方も増

加傾向にある、対象者がふえている関係で増加

傾向にあるということでございます。以上でご

ざいます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございます。

なお、１家庭、家族で大体平均どのくらいの医

療費が負担になっているんでしょうか、医療給

付費が。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 ひとり親家庭の医療費でござ

いますけれども、１世帯当たりというよりもレ

セプト１件当たりの金額でお知らせしたいと思

います。ひとり親家庭の１件当たりのレセプト

の医療費につきましては2,386円でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

います。３款民生費３項生活保護費の中で131

ページ備考欄上の方の中国残留孤児等支援事業

費の中の、特に生活支援給付費、医療支援給付

費などについてお伺いいたします。 

新田道尋委員長 内容は、中身はどういうことで

すか。 

１７番（山口吉靜委員） 内容はだから、その事

業費の中の例えば生活支援給付費とか住宅支援

給付費、医療支援給付費の内容、どのくらい支

援していられるのかということをお聞きしたい。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 これは１世帯でございま

す。そして人数的には１人でございます。なお、

議会の初日お渡ししました「新庄の福祉」これ

10ページに記載してございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございまし

た。次に、ページ数135ページ。４款衛生費１

項保健衛生費備考欄の下の方の夜間休日診療所

管理運営事業費の内容というかその辺をお伺い

したいと思うんですけれども。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 平成22年度の夜間休日診療所

の運営状況ということでございますけれども、

使用料、いわゆる診療報酬でございます。

4,480名分の使用料につきましては2,877万

8,000円ほどでございます。そのほかに診断書

交付手数料、こちらが１件1,580円で10件、１

万5,800円、収入の合計が2,879万4,000円ほど

でございます。 

支出の方でございますけれども、休日診療所

の管理運営事業費ということで報酬、こちらの

方は嘱託看護師２名分の報酬で621万円ほど、

それから賃金、これは臨時の看護師の賃金の分

でこれは１名分でございます。106万7,000円ほ

ど。それから需用費といたしまして309万1,000

円、こちらは医薬材料費がメーンでございます、

こちらの方が271万円ほどとなっております。

そのほかに役務費が32万6,000円ほど、委託料

が1,948万円ほどであります。こちらの方は地

元の医師会等に休日診療所の当番医の報酬手当
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ということで支払っている分と、医療事務の方

をニチイ学館の方に委託しておりますので、そ

ちらの方と合わせまして1,948万円ということ

で、支出の合計が3,020万2,000円ほどでござい

まして差し引き140万8,000円ほどの赤字という

ような状況でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。それでは、149ページ、６款農林水

産業費１項農業費中間の国営土地改良事業負担

金の内容についてお伺いしたいんですけれども、

お願いします。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 これは国営新庄土地改良事

業というふうなことで、国営のかん排事業、か

んがい排水事業、いわゆる新庄用水事業が土地

改良区で担っている部分ですけれども、それの

償還金に当たる分の負担金で平成５年から平成

29年までの償還額というふうなことの市の負担

する分としての経費です。平成７年からの平準

化というようなことで毎年同じ額で償還してい

くというふうなことですので、御理解ください。

お願いします。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。次に、153ページ、７款商工費１項

商工費備考欄の真ん中よりちょっと下の観光地

ガイドスイーパー事業委託料、これの内容につ

いてお伺いしたいんですけれども。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

新田道尋委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 これは緊急雇用的なふ

るさと再生事業に伴うものでありまして、実際

には観光協会の方に委託しておりまして３名の

方が常時歴史施設とかあるいは史跡とかさまざ

まな観光地の実際の案内あるいはその清掃等、

そういった形の事業を行っております。先般も

新庄祭りでも大活躍していただきました。ただ

これは今年度で終了する予定となっております。

３カ年ということですね。21、22、23です。以

上でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

います。次が155ページの７款商工費１項商工

費備考欄の下の方の企業誘致対策事業費これの

成果どうだったのか。また今後ずっと継続され

るのか、その辺なんかお伺いいたします。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

新田道尋委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長、成果ということでは成

果表の91ページにしっかりと述べさせていただ

きましたけれども、もちろん継続は当然でござ

いますし、この雇用情勢、新庄のまちの実態考

えれば継続というよりは拡大だろうというふう

にとらえております。企業立地ということだけ

ではなくて既存企業の体質を強化してその拡大

を図るということも大変大きな目的だろう、こ

んなふうにとらえております。以上です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございまし

た。ひとつ大いに頑張ってください。次は、

161ページ８款土木費２項道路橋梁費備考欄の

ずっと下の方の木造住宅耐震診断業務委託料、

この内容で今まで何件ぐらいあったのか、これ

をずっとまた続けられるのかどうなのかその辺

についてお伺いいたします。 

新田道尋委員長 質問の内容わかりますか。 

暫時休憩します。 

 

     午後２時２６分 休憩 

     午後２時２６分 開議 
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新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 木造住宅診断の委託の内

容ですけれども、耐震診断が14件、改修計画が

16件で、耐震の方が１件について６万円、改修

が４万円ということで、最上耐震診断事務所協

会の方に委託をしております。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございます。

ずっと続ける事業なんでしょうか。続けられる

んでしょうか。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 今年度も予算化しており

ますけれども、今のところ申し込みはありませ

ん。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

います。次、最後になりますけれども、173ペ

ージ10款教育費１項教育総務費備考欄の中間か

らちょっと下の図書購入費についてお伺いした

いんですけれども、これはどのような購入され

たものはどういうふうになっているのか下の方

になっているんですかね、その辺ちょっとお伺

いいたします。教えてください。 

栗田正人学校教育課長 委員長、栗田正人。 

新田道尋委員長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 これは今年度から小学校

の教科書が、学習指導要領が変わったことによ

って新しくなりました。それに伴いまして先生

方が使う教科書、指導書、それからデジタル教

科書、これも購入させていただきました。この

費用の合計ということになります。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） ありがとうございます。

最後と申し上げたんですけれども、同じ関連の

あれで183ページの10款教育費４項社会教育費

これの備考欄の下、真ん中ちょっと下なんです

けれども、これも図書購入費、これの内容につ

いてお伺いいたします。 

近岡晃一生涯学習課長 委員長、近岡晃一。 

新田道尋委員長 生涯学習課長近岡晃一君。 

近岡晃一生涯学習課長 図書館における図書の購

入費でございまして、普通に一般財源からとい

いますか、基金から繰り入れた額で99万8,369

円、そしてまた住民生活に光をそそぐ交付金か

ら296万9,615円ということで、合計いたしまし

てこのような図書購入費になったということに

なってございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

新田道尋委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） どうもありがとうござ

いました。だだっと駆け足で質問させていただ

きまして済みません。 

議会事務局の方にも図書を購入していただけ

ればありがたいということをお願いしまして質

問を終わります。 

新田道尋委員長 ほかにございませんか。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 私の方からは、主要施

策成果に関する説明書の方から御質問申し上げ

たいと思いますのでよろしくお願いいたしたい

と思います。 

最初に、34ページの生活保護の現状につきま

してと、46と47ページの保育所と認可外保育所

施設への助成等について。86ページのバイオマ

ス堆肥製造事業。94ページ公園整備事業、98ペ

ージ消防費に関することでまずお尋ねしたいと

思います。 

それでは生活保護の現状についてまずお伺い
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したいと思います。近年のいろんな状況で全国

的に保護者が非常に伸びて措置費がふえている

というようなことで財源的なものも苦慮してい

るというようなことを全国的に聞いていますし、

当市も見ますと平成、世界的な経済不況に平成

21年１月より生活保護世帯が激増し現在も増加

し続けるとありますけれども、平成22年度の件

数はどうなっているんでしょうか。ここに書か

っているのは開始が42件で廃止が22件というよ

うなことなんですけれども、この辺の平成22年

度の数、数字の件数等もしお聞きしたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 平成22年度の件数という

ことでございますけれども、今申されましたの

が開始と廃止でございますが、継続中のものに

つきましてはただいまご指摘いただいたその下

の欄に現在の状況について書いております。年

間平均で151世帯で192人、4.94パーミルという

ことでございます。なお、私の方で議会初日に

皆様方にお配りしました「新庄の福祉」これの

10ページのところには過去５年間にわたる経過

を書いております。これを見ましても近年、平

成22年度になって急にふえたということがわか

る仕様となっております。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） わかりました。保護者

の合計が金額出ていますけれども、この金額は

国、私の認識では４分の３が国からで４分の１

が本市の持ち出しというような認識なんですけ

れども、そうだというようなお返事ですので、

その金額は市の持ち出し分、それとも国と合わ

せた金額なんでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 ここに掲載しました金額

につきましては支出額でございますので、市の

負担と国の負担合わせた額になります。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） わかりました。市の持

ち出しはここからの４分の３引けばという見方

でいいんですね。 

あと１点お聞きしたいんですけれども、ふえ

ているのはいろいろありますけれども、認定の

仕方が非常に苦慮しているというお話なんです

ね。極端なこといいますと、本当に働いていな

いとかお年寄りがいてというようなことがあり

ますけれども、生産年齢のできるような方がも

らっているんじゃないかというような件数も私

のところに聞いています。なぜかというと、そ

の方が一杯飲み屋さんに来ておごっているとか

なんとかというような、聞いて、その飲み屋さ

んの方があの人生活保護もらって酒飲みに来て

いるんだよというような事例があります。結構

元気で働いて自転車も乗っているような方なん

ですけれども、結構認定のやり方が非常に大変

だというような現場の声が私にもあるんですけ

れども、基準というのが恐らくあるわけですけ

れども、例えばその方が直接私楽でなくて生活

保護申請する場合もあるかないかわかりません

けれども、あとは民生児童委員等通じて申請来

るというようなケースもあるかなしかに聞いて

いますけれども、その辺の認定のあり方はどう

なんでしょうか。法に従って恐らくやっている

と思うんですけれども、実際そういった難儀、

現場ではそういった認定の基準の方法というの

はどのように、どのようにというか規定に沿っ

てやっているんでしょうけれども、そういった

問題点は発生事例はあるのかないのかひとつお

聞きしたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 認定の際には、もちろん
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これは御本人１人で来る場合もありますし、民

生児童委員さんが同席することもございます。

それで、私の方では本人から事情を調べた、聞

いた上で実情を調べます。銀行預金すべて調べ

ます。保険等加入していないかすべて調べます。

それから親族関係調べて援助もらえないかすべ

て調べます。なおかつ今小嶋委員さんからござ

いました稼働年齢の場合にはハローワークにち

ゃんと行っているか全部チェックいたします。

そうした上でどうしても仕事がない、仕事見つ

けられない、食うに困るといった場合には年齢

に関係なく必要に応じて生活保護ということに

認定しております。 

なお、先ほどございました例外的な、例えば

お酒飲んでいるとかパチンコしているというこ

とがたまに聞こえてきます。こういった場合、

私どもではケースワーカーが通報ありますと現

場に行きます。それでつい先日もあるパチンコ

に行った人、現場つかまえまして廃止といった

例がございます。ですから、そういったことあ

りましたときにはぜひ私の方に通報いただけれ

ばケースワーカーが対処いたします。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 昨今の経済情勢からい

えば本当にそれに頼って生活する方も、当然国

の憲法のもとで指導していかないとならないけ

れども、そういう方も来るということが私の耳

に入りますので、そういうことをお聞きしたわ

けでありますので、ケースワーカーさんの方に

やっていただければ指導なりなんなりっていう

ようなことで聞きましたので、もしそういうよ

うなこともありますよというようなことで聞か

れた場合、私も市民の方にこういうケースがあ

るんですよと説明申し上げたいと思います。あ

りがとうございます。 

次に、保育所、児童福祉についてなんですけ

れども、新庄市においては市立保育所４カ所と

民間保育所が新しく北部保育所のかわり出まし

たですね。表を見ますと下の方、具体的に見ま

すけれども、パリス保育園の定員120、新庄保

育園が110で、実際平成22年度はパリスさんが

135人、新庄保育園が83人となっています。そ

して平成23年度４月１日見ますとパリスさんが

120から127人、新庄保育園が定数割れなってい

ますけれども、これは、この園児さんは措置費

でそっくりその園の方に行くわけですけれども、

定員オーバーして135人になった場合の措置費

なんていうのはオーバーなったところも県の方

から措置費としてなされるんでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 認可保育所の中でも民間

立の場合には、市の方から負担金ということで

お支払いしてその中で運営していただいており

ます。定員オーバーしていた場合にはその人数

に応じた負担金ということで、定員よりも多い

人数の場合多い負担金がいくことになっており

ます。かつてからパリスについては、定員を超

える人があってまずいのではないかということ

がございまして、私の方では平成23年度につき

ましては120人にしてくれるようにということ

でお話をしたところでございますが、今回の場

合は兄弟入所問題がございまして120にしたか

ったところですが、ぎりぎりのところで127と

いうことで、逆に私の方でお願いした形で兄弟

入所を何とかしてほしいということで、７名オ

ーバーした形で措置したところでございます。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） まあ、わからんことも

ないです。同じ兄弟が園で入っているというの

が望ましい姿なんでしょうけれども、定員割れ

しているところもございますので、やはりその

辺民間委託なれば、やはりいっぱいいただけれ

ばそこの養育費が入ってきて経営に対しても非
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常にいいわけですけれども、やはり同じように

していかないとばらばらではちょっといかがか

なというような私は、子供の機会、幼児の機会

均等等言ってもやはりその辺民間委託してもい

いんだけれど偏らないようにバランスのいいよ

うな、していくべきではないかなと思いますの

で、いろいろ柔軟な運営ということも一つのや

り方だと思うんだけれども、その辺ひとつ定員

に沿った指導なり園の方とお話をしていただけ

れば、私はいいんではないかなというような気

がしますので、その辺もぜひ配慮していただけ

ればありがたいなと思います。 

あと、認可外施設の助成等についてでありま

すけれども、表を見ますと平成22年度の認定の

手続を行った認可外保育所が結構ございます。

それだけにやはり待機児童、認可だけでなくて

需要があるというようなことで非常によかった

なと思うんですけれども、ふえたこの平成22年

度にかなりふえた一つの要因、理由があると思

うんですけれども、その辺お聞きしたいと思い

ます。 

あと１カ所休止に至ったようになりますけれ

ども、なぜこれ休止に至ったのかなというとこ

ろお願いいたします。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 平成22年度につきまして

は認可外施設につきましても衛生関係の設備等

の県補助金が相当ございました。それで大幅に

ふえております。 

それから、プポニエールにつきましては休止

になって相当の年月たっておりまして、私が記

憶するだけでも五、六年はもう過ぎているんじ

ゃないかと思います。多分、入る人が少なくな

って休止に至ったかと思いますけれども、母体

となる事業者そのものが倒産されておりますの

で、その辺詳しいことはわかりませんけれども、

廃止になって相当の年月たっていることだけは

確かでございます。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 非常にいい制度にやっ

ていただいたなと私は思います。これだけ認可

外といっても結構いろんなカリキュラム組んだ

りそこの独自性のものやっているし、近くに預

けることができるという、親にとっては非常に

ありがたいケースだなと思いますので、この辺

をさらに充実した市の政策をひとつお願いして

いただければ、皆さんが喜ぶんでないかなと思

いますので、各段の御配慮をよろしくお願いし

たいと思います。 

  次、86ページのバイオマスですね。バイオマ

スも最初は新庄バイオマスでいろんな華々しく

事業展開やりましたけれども、昨今のバイオマ

スもなかなか、前の勢いなくなって堆肥やって

いますけれども、堆肥使用農家14軒ですね。14

軒。あとは堆肥の生ごみの収集モデルやってい

ますけれども、この辺の見きわめ方ですね。ず

っとこのままモデル事業続けていくのか。市の

施策としてはバイオマス堆肥含めてどのような

方向に持っていく考えかちょっと疑問なんです

けれども、本来ならば市全体に生ごみをやって

建物を建ててということだったんだけれども、

市の財政再生計画の中で県の方から起債はまか

りならんということで延期ですか、中断ですか、

そうやっていますけれども、この辺でバイオマ

スのめどをつける必要が私はあるんでないかな

と思うんですけれども、これに関して今後の施

策を含めて市としてどのような御見解をお持ち

なのかお伺いしたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 バイオマス、今御質問あり

ました内容につきましてはほぼ10年間大友菌と

いう形でやってきました。平成22年度の結果な

ので、このペーパーにある86ページの中の大友
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菌なんですけれども、当時循環型社会なりとい

うことでバイオマスバレーというふうなこと、

最上地区もそれに乗っていろんなことをやって

きたんですが、なかなか成果が上がらない、そ

れから費用面で相当かかると。例えばこの結果

で84トン出ていますが、農林サイドの堆肥製造

の部分だけで600万円ぐらいかかっている。環

境課の方の回収の費用も500万円かかっている。

1,100万円の費用で80数トンしかできないとい

うことは１トン当たり10万円以上の費用がかか

ります。 

一部、費用対効果だけじゃないんじゃないか、

循環型資源型、そういったことはずっと言われ

てきていましてなかなかその辺のいろんな御意

見の市民の皆さんの議員の皆さんの御意見も含

めてバランスがなかなか難しいなということで、

昨年から大友菌の場合は東京から来られてやっ

ていてなかなか来る機会もないということで現

場の職員も行ったんですがなかなか指導もまま

ならないということで、ことし４月からは地元

の土着菌であるワーコム菌を採用させてやらせ

ていただいております。こういう不特定の農家

的なものではなくて学校給食に供給できる農家

というふうなことに絞りまして、戸数的には十

二、三農家でほぼ同じなんですが、学校給食を

目指したという形で今進めております。新しい

展開としております。ですけれども、できたも

の自体がほぼ同じなので、これから本当にどの

辺で何ていうんですかね、やめるのか続けてい

くのか拡大するのか、民間でやっていただく施

設があればいいんですが、今言ったように１ト

ン当たり10万円もかかるような結果ではなかな

か民間ではし切れないだろうということで、な

るべく早めに研究してどこかで方向をきちっと

探る、転換するというふうなものも一つの方向

性としてもう１回検討すべきであろうとは思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） １トン10万円、今まで

もちょっとでも10年続けてきたということは果

たして行財政再建の中で続けてきたということ

は大きなマイナスの役割したんじゃないかなと

いうような、何もやらないというよりは何も、

そのことをやることによっていろいろ成果が出

てくるわけですけれども、やはり財政再建も絡

めた場合、スクラップアンドビルドというのは

非常に大切なんですね。見きわめですね。経営、

行政ともいえど、経営、運営を図るわけですの

で、その辺の判断ですね。見切りをきちっとや

らないとずるずる、行政の場合特に前例踏襲と

かやめるというのは勇気が必要でなかなかでき

ないんですけれども、本当の行財政救うには見

切り、経営判断というのがスピード感持ってや

らないとだめだと思うんです。１年、２年でな

くやはり10年、その前から中部牧場でも最初に

やったんですけれども、それもなかなか成果が

出なかった。費用対効果から出ていけば民間企

業の感覚でいけばとてもこんなもの続けられる

はずがないですね。やはりこういったものは行

政力の判断をやはりやらないと、財政再建にも

なかなかいかないというようなことでこの辺は

きちっと精査していくときではないかなと思い

ます。 

  ソルガムにしても長々やったんだけれども、

もう過去のものになって、だれも責任はとらな

いと、責任はないというようなことでもちろん

議会の方でも厳しくチェックしていくのが本来

の議会のあり方だと思うんだけれども、その辺

も含めましてスピードを持って決断と実行とい

うようなことでやっていただきたいと思います。 

次は94ページ公園ですね。公園管理業務、94

ページ上の表です。業務委託49件となっていま

すけれども、千門町公園ですとか中道町の公園

とか町内会にお願いして、委託している部分で

はなかろうかと思いますけれども、その辺の49
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件の中身、どんな町内にお願いしているかなと

いうことお聞きしたいと思います。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 委託の中身ですけれども、

草刈りとか病害虫の駆除、日常的なものにつき

ましては施設振興公社の方にお願いしておりま

す。それから、街区公園等につきましては町内

会、地元の自治会にトイレ清掃あるいはパトロ

ールを行うようお願いしている状況です。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 私非常によい制度だと

思いますよ、この町内にお任せして。自分たち

の地域の公園だということで非常に一生懸命手

入れをやって頑張ってもらっている事例もあり

ますので、そこで課長、私提案あるんですけれ

ども、一生懸命やっている町内会に対して、市

としては協働だ協働だ、恐らく謝礼ぐらいのお

金でやってもらって、お金の問題でなくやって

いるんですね、受けた町内は。そこで感謝の気

持ち、次にもっと公園を維持するために例えば

区長総会の席に何年間その町内で市の行事をや

っていただいてありがとう、市長の名義で私は

感謝状なんか差し上げた場合に、その非常に高

揚、その地域の区長さんも自分たちの町内に帰

ってうちもらってきたよ、そして地区の公民館

に飾っておけば非常に一生懸命認められた、ま

た頑張る、私はこんなに金もかからないでやる

まちづくりの協働の進め方としては非常にいい

姿でないかな、何回かこの場でなくて直接前の

課長さんにもいかがですかとお願いした経過も

あるんだけれども、そういったことを取り入れ

てもっと市民と一体となるようなお考えを取り

入れていただきたいと思うんですけれども、い

かがでしょうか。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 市の方の表彰というよう

なことですとあじさいとかいろいろあるわけで

すけれども、そういったものでなく例えば５年

とか８年とか公園行政に協力してくれた方につ

いてはそういったことでなく、独自のことがで

きないかというようなことは考えてみたいと思

います。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） それはぜひひとつお願

いして協働の町の布石として、市の条例のあじ

さい表彰とかそんなに大きなことでなくていい

んですよ。認めてくれた、新庄市長の感謝状１

枚もらうと市民違うんです、やっぱり。その地

区の公民館に飾ることができるものですから、

そういったことでひとつぜひ提案したいと思い

ますので御配慮いただきたいと思います。 

次、98ページ消防費ですね。非常に消防団の

活躍というのは消防団でなくても地域の活性化

の源であるわけで、非常にあれなんですけれど

も、ポンプ更新の補助金とかいろいろ、補助金

制度なんですけれども、私は補助金制度でなく

て貸与したらいかがですか、貸与。そうすると

もっと、貸与、補助金制度するとポンプの、町

内によって馬力の、例えば操法大会のときに馬

力の高いもの多くてダァッと出て早く出るやつ

欲しいとかって結構そういったものもニーズあ

るんですけれども、そんなに新庄市の消防団は

一律同じ能力、勢力で貸与した方が、例えばホ

ースとか、修理は別ですけれども、そうした場

合一括大手から入札かけて安く買ってそうやっ

た方がお金私は生きると思うんです。この補助

金でなくてこの予算の中で貸与するような方向

を一つお考えできないかお伺いしたいと思いま

す。 

成果見ますと、前年より火災発生件数は増加

したが、非常備消防設備の充実のため予算内で

はあるが、前年度よりも多くの整備が行うこと
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できたというんですけれども、どういう内容か

ひとつ教えていただきたいと思います。 

坂本清一環境課長 委員長、坂本清一。 

新田道尋委員長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 まず初めに、消防費の施設の

整備の件でございますけれども、これまでも消

防委員会でもまた議会の場でも消防団にかかわ

る機械等については貸与の方向でということで、

これまでもいろいろ御意見をいただきました。

市としては基本的にはその方向でというような

ことで本年度、とりあえずホースについては各

部単位、まだ数的にはあれなんですけれども、

貸与というようなことで本年度から着手いたし

まして予算的な兼ね合いもございますので、順

次貸与の方向で進めていきたいと考えておりま

す。 

  二つ目の、前年度より火災発生件数は増加し

たが、消防施設整備のというようなことについ

てはですけれども、これまでの平成22年度につ

きましては各分団ごとに必要とする資機材を要

望をとりましてそれに対しての予算化というよ

うなことでしておりますので、予算的な面で充

実したというふうな記述かと思います。 

なお、火災の発生件数なんですけれども、最

近は誤報的な要素がございまして出動するもの

の実際の火災の件数については実際の出動件数

よりは少ないようです。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 前向きなお答えいただ

きましてありがとうございます。ホースは貸与、

今度はやはりポンプについてもぜひそのような

方法、いいですか課長、ポンプについても貸与

の方向でまんべんなく行き渡るようにひとつ御

配慮してください。お願いします。 

新田道尋委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後３時００分 休憩 

     午後３時０１分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  10分間休憩いたします。 

 

     午後３時０１分 休憩 

     午後３時１１分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

１０番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

新田道尋委員長 伊藤 操委員。 

１０番（伊藤 操委員） それでは、私から成果

に関する説明書の方から質問させていただきま

す。48ページの学童保育所の開設というところ

で成果として保護者が安心して就労できる環境

づくりの上で大きな役割を果たし、その次の、

児童の安全確保を実現しているというのは、ど

ういう点をとらえて安全確保が実現されている

のかお伺いします。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 学童保育所の目的でござ

います保護者が働いている間子供を家庭で見ら

れない、その間学童保育所において安全に預か

るということでございまして、学童保育所の中

でそういった事故はほとんど起こっていない状

況で預かっているということ、そういうことを

指して安全確保というふうに書いたものでござ

います。 

１０番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

新田道尋委員長 伊藤 操委員。 

１０番（伊藤 操委員） 児童が親の不在のとき

に家庭に一人で取り残されている時間が長いと

いう点では学童保育所の存在は非常に大きいと

思います。しかし、私は一般質問でも申しまし

たけれども、学童保育所に行くことに対しての

通学の問題とか中央学童保育所のように狭い上
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で児童数が多いことで、事実けがは起きており

ます。そして、今父兄の間でも職員が対応に困

っているモンスターペアレントという存在が、

学校のみならず学童保育所の方にも、申しあげ

にくいけれどもおるんです。それは学童保育所

に対する安全性をさらに高めてほしいという親

の願いでもありまして、行政側の方で在宅児童

ではないというだけで安全の確保というとらえ

方をされるのは、親の要求と行政側の認識の違

いにずれがあると思うんです。そこら辺はどう

いうふうに思っているでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 一般質問の中でも答弁さ

せていただいたところでございます。現在の学

童保育所、中央においても日新についても古い

建物を活用したという中でずっと進めてきたも

のでございます。そういった中で社会の進展と

ともにニーズがふえてきて利用もふえてきた、

先ほど申されたように、親の方も変わってきて

おります。そういった中で、我々としても決し

て十分だとは思っておりません。この前の答弁

の中でもお話ししましたように将来の分割整理、

これは考えていかなければならないと思ってい

ます。今年度中に方向性をきちんと決めたもの

を計画をつくって年次計画で整備していきたい

と思っております。 

１０番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

新田道尋委員長 伊藤 操委員。 

１０番（伊藤 操委員） ありがとうございます。

早急な対応をしていただけるということで親御

さんも安心されると思います。今後ともどうぞ

よろしくお願いします。 

次に、117ページの雪の里情報館と113ページ

の図書館について関連したような、要望に近い

というか現在の状況についてと照らし合わせて

お考えいただきたいことがありまして、図書館

については利用者数、来館者数がすごく減って

は来ていますが、とても多いと認識しています。

そしてなぜ雪の里情報館と関連できるかといい

ますと、今現在図書館の利用は子供たち、小中

もしくは大学生あとは一般の方が学習の場とし

て求めるのがほとんどでありまして、図書の貸

し出しもそうなんですけれども、静かな環境で

勉強したいという、その環境を求めるところが

多くあります。ところが実際は図書館に来ても

勉強する席が足りない、テスト期間中などは一

般の人と争奪戦のような感じで早く行かないと

席が確保できない、そういうことでせっかく図

書館に行っても図書館を有効に活用するという

ことが残念ながらできないという方が現在多く

あります。そこで、雪の里情報館、この資料見

ますと事業の開催が雪国に関してのことで、建

物の名前が雪の里となっていますからそれはい

たし方ないことだと思いますけれども、図書館

は月曜日休みになりまして、その日を勉強の場

を求める人がそういう場を活用できない、そう

いうことでこの雪の里情報館を図書館のサブ的

な感じで活用させていただくというのは今後検

討というか、そういうことはできないものなの

でしょうか、お聞きします。 

近岡晃一生涯学習課長 委員長、近岡晃一。 

新田道尋委員長 生涯学習課長近岡晃一君。 

近岡晃一生涯学習課長 今の御質問は図書館にお

いて学生生徒さんが勉強する方が多いので、一

般の方が利用できない。その学生生徒さんもい

っぱい来るので、入れないので、雪の里情報館

の部分について学生生徒さんに開放してくださ

いという意味だと思います。 

図書館につきましては、本来学校の生徒さん

が勉強をする場ではございません。雪の里にし

ましてもこれは当初図書館分館という形で一時

期仮にオープンした経過がございますけれども、

雪の里情報館につきましては旧積雪地方農山村

経済研究所時代からの資料、これが４万5,000

冊を受け継ぎましてデータベース化されている。
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そしてその役割は雪に関する研究、調査研究と

いうことで、その本も専門化している本である

ということで、一般の方がそこに出入りして図

書館のように蔵書を読むという形にはなってご

ざいません。その部分で一般の学生に開放して

はということであると思いますが、実際利用し

ている方もございます。上の方にありますホー

ルの方を常時開放できないかというまたお考え

だと思いますけれども、実際そういうような目

的になってございませんし、上の方といきます

と今度は常に机を出したり、定時にはお貸しで

きない、要するにイベント等利用者があればお

貸しできないということになりますので、来て

もあいていないというようなこともあろうかと

思います。私どもとしてはあくまでもその施設

の設置目的に沿って運営していく、そしてその

あいたところで一考するところはあると思いま

すけれども、現在学生生徒さんの勉強部屋のか

わりにそこをお使いしていただくということで、

フリーに開放するという考えは持っておりませ

ん。 

１０番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

新田道尋委員長 伊藤 操委員。 

１０番（伊藤 操委員） わかりました。しかし

子供たち、子供といっても高校生なり大学生な

んですけれども、そういうものを求めている、

図書館は勉強するところではないと申しまして

も、今現在例えば郡部の子供、新庄市にかかわ

らないと言われればそれまでなんですけれども、

テストが終わったときに親が迎えに来るもしく

は電車の待ち時間の間に図書館で勉強したい、

学校でもそういう場は設けてあるとは思うんで

すけれども、個人的にそこに行って調べたりな

んだりしたい、もしくは環境を求める要求があ

るということは認識していただきたいと思いま

す。 

  そして、雪の里情報館でもいろんな制約があ

るのはわかります。それでも、お金のことを言

うようですけれども、管理料に比べて利用者数、

使用料、そのことを換算すればもう少し門戸を

開いていろんな、この雪の里情報館の本来の目

的とは別にそういう使い方をしても私は時代の

流れとともに緩やかな考えで、柔軟な考えをし

てもいいんじゃないかなと思います。今現在で

そういう考えであればこれ以上は申し上げませ

んけれども、実情を考えてお願いいたします。 

  それからもう１点、122ページの新庄21地域

スポーツクラブにおける市民体力テスト、この

件について少しお伺いしたいんですけれども、

参加者が少ないのは新庄21地域スポーツクラブ

の中の体力テストでありますから、人数的なも

のはいたし方ありませんけれども、成果のデー

タを取りまとめることができた、データを取り

まとめることでスポーツに対する認識の高さと

か体力向上にどのぐらい貢献することができた

のか、そのデータは出ていないのかお伺いした

いと思います。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

新田道尋委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 それでは、市民体力

テストについて御説明いたします。市民体力テ

ストにつきましては県国から指示がありまして、

その当該年代20代、30代、40代、50代、昨年度

は70代とかいろんな面ですべての市民じゃなく

てその年代ごとの体力テストのデータを収集を

お願いするという山形県からの指示がございま

した。それに基づいて新庄市ではスポーツ21の

団体に委託いたしまして年３回年代ごとにお願

いしております。男女別なんですけれども。そ

のデータは山形県におあげして各種体力、個々

にありますとおり年代ごとのデータとしていろ

いろな資料に使われると聞いております。新庄

市独自のデータじゃなくて、県と国に提出する

資料でございます。 

１０番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

新田道尋委員長 伊藤 操委員。 
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１０番（伊藤 操委員） わかりました。それで

は追加で聞くことで、新庄21地域スポーツクラ

ブ、それの中で県の事業として行われていると

いうことですけれども、その結果を踏まえて例

えばメニューをふやすとかこういうことがさら

に体力の増進につながるとか、そういうふうな

データを基にした新規のスポーツの開設という

のはお考えなんでしょうか。 

月野 隆生涯スポーツ課長 委員長、月野 隆。 

新田道尋委員長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 先ほどお答えしたと

おり県と国の指示で種目が６種目、反復横跳び

とかそういうのが決まっておりまして、私たち

が独自でこういう種目をお願いするというわけ

にいきません。ただ、今お話ししましたスポー

ツ21さんにおいては20種目を新たにふやしまし

て、生活習慣病にも健康課とタイアップした事

業を展開しておりまして、ここにも載っておる、

載っていないですか、会員数も徐々にふえてお

ります。当初平成18年は190何がしが今430人に

ふえておりますので、これが本来だと市民の

１％、要するに400人程度とめどを立てていま

すけれども、これを徐々にふやしましてお年寄

りといいますか、ある程度年代の各種にわたっ

た種目もこれからも計画して親しまれるスポー

ツクラブにしたいというふうに指導していきた

いと思います 

１０番（伊藤 操委員） 委員長、伊藤 操。 

新田道尋委員長 伊藤 操委員。 

１０番（伊藤 操委員） ありがとうございます。

市民の健康増進についてもスポーツ21クラブの

活躍は期待できるものと思いますので、これか

らもどうぞよろしくお願いします。これで終わ

ります。 

 

 

散      会 

 

 

新田道尋委員長 以上をもちまして、本日の審査

を終了いたします。 

  次の決算委員会は10月11日火曜日午前10時よ

り再開いたしますので、御参集願います。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

     午後３時２５分 散会 
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開      議 

 

 

新田道尋委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名です。欠席通告者

は奥山省三委員の１名であります。なお、都合

によりということで午前中欠席という連絡がご

ざいました。よろしくお願いします。 

  これより10月７日に引き続き２日目の決算特

別委員会を開きます。 

  初めに、審査に入る前に、10月７日の初日に

も申し上げましたが、再度確認のため審査及び

本委員会の進行に際しての主な留意点を重ねて

申し上げます。 

  会議は、おおむね１時間ごとに10分間の休憩

をとりながら進めてまいります。質疑は答弁を

含めて１人30分以内といたします。質疑の際は

決算に関する資料の名称とページ数、款項目、

事業名などを具体的に示してから質問されるよ

うお願いいたします。また、会議規則109条１

項に発言はすべて簡明にするものとし、議題外

にわたり、またはその範囲を超えてはならない

と規定しておりますので、これを遵守願います。 

  以上、ただいま申し上げました点について特

段の御理解と御協力をお願いいたしまして、た

だいまから審査に入ります。 

 

 

議案第４１号平成２２年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

新田道尋委員長 初日の審査に引き続き、議案第

41号平成22年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  それでは、一般会計の歳出に関し質疑ありま

せんか。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員） 決算書２款総務費第１

項７目企画費のコミュニティ助成事業補助金…

…（「ページ数は」の声あり）済みません、失

礼しました。103ページ２款総務費ですね。７

目企画費の下段の方にございますコミュニティ

助成事業補助金についてのもう少し詳しい説明

をよろしくお願いします。 

野崎 勉総合政策課長 委員長、野崎 勉。 

新田道尋委員長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 おはようございます。 

コミュニティ助成事業補助金750万円の内容

についてということでございます。この金額に

つきましては、財団法人自治総合センターから

平成22年度コミュニティ助成事業の募集がござ

いまして。その手法で募集しましたところ10団

体から応募をいただきました。そのうち、財団

の方から採択された３団体について各250万円

ずつを３団体に交付した。交付しました団体が

鳥越地区の未来起こし協議会、上万場町町内会、

三つ目が八向地区の自治コミュニティー連合会、

この３団体に対して250万円、原資は今申し上

げました財団法人自治総合センター、全額ここ

の財源でございます。一般財源はないという状

況でございます。以上です。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員） わかりました。 

済みません、次に145ページですね。６款農

林水産業費の１項３目若者園芸塾、若者園芸実

践塾運営協議会補助金なんですけれども、そこ

の使い方をもう少し詳しく教えていただきたい

と思います。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 園芸塾の事業につきまして
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は、平成22年度、これは昨年10月からエコロジ

ーガーデンの中の一部にハウスを建ててこれか

ら新庄の農業を担っていくという若手農業後継

者を育てるための事業でございます。それでま

ずは、実態としては人件費を除いたハード部分

に係る経費の３分の１が県からの創意工夫プロ

ジェクト、いわゆる県知事が3,000億円農業総

生産額の3,000億円創出のための事業、県単事

業で３分の１が助成が入ることになります。そ

の残りについてはハウスを建てた資材費、それ

から管理費、種とかなんとかの種苗費、あとは

備品購入費、保冷庫とか除雪機とか、そういっ

た経費にもろもろかかって実際には園芸塾の経

費として3,000万円ほどの全体経費というふう

なことになっております。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員） その成果というのはま

だこれからなんですか。どのくらい今のところ

の成果が上がっているのか。未来へ向かってい

く人のための事業なんですけれども、今のとこ

ろの一応成果を教えていただければ、よろしく

お願いします。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 成果ということなんですが、

昨年10月１日から取りかかりまして雪降る前だ

ったものですから、なかなか現場自体は非常に

困難な状況の中でやらせていただいております。

昨年10月スタートさせていただきまして、その

辺ＰＲ不足だったのか周知が徹底できなかった

のか、２人入りましてその後すぐに11月からま

た２人ということで４名でスタートさせていた

だきました。作物としては、今お話ししたとお

り冬場、10月11月から植えたものですから、な

かなか適切な作物がなくて、２月ごろからトル

コギキョウを植えたりあとは今やっています菓

子用イチゴ、お菓子用のイチゴ、サマーティア

ラがなかなか県から導入できなくて、体制上の

問題で、サマーティアラという県の売り出しの

種苗費、県の奨励品種はことしは11月に購入で

きることになりましたので、そちらの方に入っ

ていけると思います。作物的にはちょっとなか

なか難しい状況でありまして、平成23年度につ

きましてはほぼ順調に植えつけの方は進めてい

ます。後継者としてはことし３月に２人、半年

ちょっと、時期的に10月からスタートしたもの

ですから、４月３月というパターンでは行かな

くて半年でもいいよということで２人卒業しま

した。その二人が今農家についていまして、２

人ともハウスを建ててちょうど補助事業なもん

ですから、４月にすぐハウス建てられるわけで

なくてやっと今県の方からも許可出まして今ハ

ウス建てやっている盛りなんですが、各農協に

よりますと生産部会、ネギ農家、ネギ生産部会

にも２人とも入っておりまして、新庄市農協管

内の２人です。ぼちぼち今頑張っているという

ことで、ついこの間、９月末で１人やめまして

その方も農家に戻って農業をやるというふうな

ことで着実に定着していくのではないかなと。 

ただこの事業は前にも平成７年、８年ころス

タートした泉田の方でやっていたものも13年か

かって30数名の卒業生で20名後半くらいの就農

率がありまして、８割ぐらい就農して今花の一

線級の後継者として育っています。ですからこ

の事業もあと四、五年は様子見させていただき

たいなということで、着実に後継者として育っ

ていっているというふうに農林課としては判断

しております。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員）そういったすばらしい事

業なので、これからもどんどんやっていただき

たいですし、農林課さんの方では、一応どのく

らい、今聞くと４名ぐらいとおっしゃっていた

んですけれども、もう少しふやしたいのか、ふ
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やすためにはもう少し周知も必要ですし、どの

くらい、人数的にはなかなか言えないんでしょ

うけれども、どのくらい目指して、若者が新庄

にいていただければなという思いなんでしょう

か。そこら辺も一緒にお願いします。 

五十嵐正臣農林課長 委員長、五十嵐正臣。 

新田道尋委員長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 始めたばかりで終わりどの

くらいという事業の期間についてはこれは後継

者いればいるほど何年でも10年でも15年でもや

っていきたいという思いは強いです。ただなか

なかこういった御時世でどこか仕事ついて収入

を得ないと生活も大変だということもあって、

いろんな農業便りとか市報とか周知はしている

んですが、やはり数としては年間で３名ないし

４名、５名というとなかなかちょっと募集がな

い状況かなというふうに考えています。ただ、

ことしちょうど折よくといいますか、きょうか

ら若林区、仙台の若林区から被災された方で新

庄に９月に移った方おりまして園芸塾で勉強し

て、将来新庄に住みつくのか仙台に戻って実家

を継ぐのかは未知数なんですが、そういった方

もこちらの方で希望者があったので、率先して

農業を学んでいただきたいというものもありま

して、できれば四、五人のペースでやはり10年

間ぐらいは継続してやって、30人、40人という

後継者が出てくればそれなりに投資した効果も

出てくるんではないかというふうに考えていま

す。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも、被災者支援

という意味も絡みまして、すばらしい事業なの

でぜひとも成功していただいて、新庄のアピー

ルにもなると思いますので、ぜひともよろしく

お願いいたします。 

続きまして、151ページ７款１項２目中小企

業振興対策費の下段の方なんですけれども、ま

ちなか逸品開拓事業委託費と地域資源活用コー

ディネート事業委託料が二つございますけれど

も、そこの二つの点の説明をよろしくお願いい

たします。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

新田道尋委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 いずれも緊急雇用的な

ふるさと創生事業の一つでありまして、いずれ

も人件費が主体の事業であります。まちなか逸

品はＴＣＭの方に委託です、委託事業です。コ

ーディネートの方は商工会議所への委託であっ

て、まちなか逸品の方はさまざまな商品調査を

したりそれを掘り起こしたり異業種のマッチン

グをしてそれを磨き上げていくという事業にな

っています。あとはコーディネート事業の方は、

具体的には「はいっとう」、焼酎の開発という

とわかりやすいかもしれませんけれども、さま

ざまな６次産業の開発ということで里芋焼酎を

実際に開発したというのがこの成果になってお

ります。以上であります。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員） そうした意味では、こ

れは市ではまるきり委託するわけでなく指導み

たいなの入らないんですか。もう少しこうした

方がいいとか、何ていうんですか、ものに対し

てですか、こっちの方使った方がいいとか、市

から指導みたいなのはあるんでしょうか。まる

きり委託しっ放しなんでしょうか。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

新田道尋委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 委託しっ放しというこ

とはこれはもちろんございませんで、ともにや

ってきております。事業主体がございますので、

そちらの方があくまでも主体性に基づいてやっ

ていく。ただ、特に焼酎の開発なんかは最初か

らさまざまな面でかかわっていろんな方々かか

わってやってきたということも実際ございます。
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決して丸投げという意味合いではございません。

もちろん事業進行管理もきちっとやっています。

以上でございます。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員） 済みません。どうして

そういうことをといいますと、里芋焼酎「はい

っとう」ですよね。スーパーに。地元から出た

おいしい焼酎なんで自分も期待しているんです

けれども、ただ製造元を見ますと秋田県なんで

すよね。これもしこれが山形県となれば新庄市

でももう少しできたんでしょうけれども、新庄

市でできたものが秋田県でなってしまいますと

買う方はどう思いますでしょうか。やはり山形

県、新庄市でやった方がよかったかなと、いろ

いろなつくる形では大変だったんでしょうけれ

ども、ぜひ山形県でつくっていただければもう

少しアピールもできたのかな、山形県産、新庄

市となればもっとアピール度が違うのかなと個

人的には思いました。もう少しそこら辺を考え

ていただければよかったのかなと思います。秋

田県が悪いというわけではなくて、新庄市のも

のを、新庄市産のものを売るんですから、ぜひ

ともそこら辺も一緒に考えていただければと思

いました。 

済みません、次行かせていただきます。 

155ページ７款商工費３項新庄雪まつり実行

委員会補助金のことに関してなんですけれども、

そこの詳しい説明よろしくお願いします。 

田口富士雄商工観光課長 委員長、田口富士雄。 

新田道尋委員長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 これは佐藤委員が実際

にかかわっておられる祭事ですから、私の方か

ら詳しくということはあれでしょうけれども、

実際の予算規模は500ぐらいですかね、それに

対しての実際の補助だということで、少しずつ

はたしか余ってきておったんじゃないかと思い

ます。ただ、本年２月12、13日ですか、行われ

ましたが、雪の関係もございまして前年比２万

マイナスの５万というのはちょっと残念な数字

だったというふうに受けとめております。いず

れにしましても四季を通じた観光という意味合

いでは大きな雪まつりという存在だろうととら

えております。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員） 済みません、私事で申

しわけないんですけれども、一応自分もそこの

一抹に関しては参加させて、実行委員として参

加させてもらっています。平成22年度の、こと

しは大雪だったんですけれども、市長も言われ

ています雪まつりは新庄市の４大祭りの一つと

数えられておりまして、その中でも去年の大雪

降ったときが正直大変でした。というのも、除

排雪するのにも非常に大変だったんですよ。そ

この中でも雪を寄せていただくときにもなかな

か進まないという形で、正直雪まつり開催する

かどうかもわからなかったんですよ。そのとき

にもう少し、お金のことではないんですけれど

も、取り組みとして５万人来る一大イベントを

もう少し市としても協力していただければなと

思って今回発言させていただきました。 

そこで、市長もおっしゃられたように交流人

口もふやす面でも非常に大切な祭りなので、夏

はこういうこと起きないんでしょうけれども、

冬は必ずこういうこと起きます。足りないとき

もあれば多いときもあります。そこら辺をもう

少し考えていただければと思いまして、これは

80万円が多いか悪いかはともかくもう少し協力

体制を上げればなと思いまして、そこら辺で都

市整備課の課長さんどうでしょうか。ここら辺

はもう少しうまくやっていただければと思いま

すけれどもよろしくお願いします。答えていた

だければ、よろしくお願いします。 

安食敬二都市整備課長 委員長、安食敬二。 

新田道尋委員長 都市整備課長安食敬二君。 
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安食敬二都市整備課長 去年は大雪というような

ことで、一応生活道路、それから幹線道路等の

除排雪もございます。余裕があれば商工との連

携を図りできる限り協力はしていきたいという

ふうに思っております。 

２ 番（佐藤卓也委員） 委員長、佐藤卓也。 

新田道尋委員長 佐藤卓也委員。 

２ 番（佐藤卓也委員） ぜひとも協力していた

だいてこれから、味覚まつりもございます。そ

して来年度になれば雪まつりもございますので、

ぜひとも市を挙げて取り組んでいただいて大成

功に終わらせていただければと思います。質問

は以上です。 

新田道尋委員長 ありませんか。 

１２番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

新田道尋委員長 清水清秋委員。 

１２番（清水清秋委員） 最後になるかもしれま

せんけれども、私監査委員やって決算で質問あ

って何かおかしいんじゃないかって髙山委員さ

んは見ているようでありますが、広域に関して、

広域事務組合に関しての監査は私携わっていな

いんです。その観点から広域に関しての質問さ

せていただきたいと思います。よろしいですか、

委員長。 

新田道尋委員長 内容によってですけれども、内

容をお伺いしてそれを受けるかどうか。 

 

    午前１０時１８分 休憩 

    午前１０時４５分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開します。 

野崎 勉総合政策課長 委員長、野崎 勉。 

新田道尋委員長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 たしか新庄市の決算書の

方に各分担金の決算額が計上されておるわけで

ございます。そういった中で、やはりこの決算

書をもとに審議していただくのは当然でござい

ます。どういう使われ方をしているか、その概

要についてどうだというところはこの審査の中

で概要としてお聞きしていただく分にはよろし

いのかなと。ただ、一々の事業の内容について

この使われ方がいいのか悪いのかもう少しどう

したらいいか、具体的な内容になりますと、そ

れこそ広域議会の方の審議対象ではないか。

我々とすればその使われ方がどういうふうにな

った、その結果を申し上げると得ている情報に

従って申し上げる程度ではなかろうかというふ

うに思います。以上です。（「我々が選んだ議員

が行っているんだからいいんだ」の声あり） 

新田道尋委員長 ほかにありませんか。ほかに質

疑ございませんか。ありませんか。歳出、質問。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、討論の発言を許可します。 

  初めに、認定の反対討論として佐藤悦子委員。 

   （１番佐藤悦子委員登壇） 

１ 番（佐藤悦子委員） 平成22年度一般会計決

算に反対討論を行います。 

  初めに、評価すべき点について少しですが、

述べさせていただきます。実質公債費比率を

19.8％と大きく改善させたこと。また、市長が

50％削減を初めとして三役が退職金にも連動す

るような給与の大幅削減を行ったこと。それか

ら、保育士の待遇改善を行ったこと。平成22年

度は25名の保育士を前は日々雇用というもっと

待遇の悪い雇用でしたが、それから嘱託職員と

いうふうにして改善を図りました。それから、

学校の個別支援の先生の賃金を時給17円引き上

げております。これを月にしてみますと20日働

きますと2,380円、24日働きますと2,856円の引

き上げとなっています。平成21年度に社会保険

料がつくようになってさらに若干の給料の引き

上げが改善が行われております。生活する給料

という点で見ますと、臨時で働く人たちの賃金
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は非常に低いものに抑えられております。これ

は本当に生活できる給料になるように、待遇改

善に力を入れていただきたいということをお願

いしたいと思います。また、市長の脱原発を訴

えたいという言葉や、職員は市民に親切にとい

うことを言っているというこの姿勢は私は高く

評価しなければならないと思って聞いておりま

した。しかし、厳しい指摘をこれからさせてい

ただきます。 

  反対理由です。１番目に電柱や電信柱の道路

占用料の引き下げです。平成21年度の決算時は

1,437万9,810円でしたが、平成22年度の決算で

は923万3,600円ということで、マイナスの514

万6,210円も引き下げられました。主に、ＮＴ

Ｔや東北電力、ガスということですが、ＮＴＴ

や東北電力は特に負担能力は非常に高くありま

す。下げないで市の財政の厳しさからも収入増

を図るべきであったと思います。 

  ２番目に保育所の民営化推進です。平成23年

４月から北部保育所が民営化されました。運営

費や施設整備費はすべて公費負担なのに、市の

指導ができません。公立保育所では市直営の給

食だったのに、民間の保育所はさらに別の民間

に調理を委託することになりました。３歳未満

児室の増設を今やろうとしていますが、市で設

計や内容をつかむことができません。働く人の

雇用状況や給与についての把握できないもので

す。もともと公立が国庫補助がなくなったから

という理由で民営化が進められています。しか

し、交付税は来ているのです。公立も緩やかに

運営は補助されています。公的責任を守るため

に民営化はやめるべきだと思います。 

  ３番目に、小中一貫教育推進の問題です。小

学校と中学校が連携を強めて教育効果を高めよ

うとすることは、私も否定いたしません。だれ

も否定できないと思います。しかし、連携教育

と一貫教育は同じものではありません。和光大

学山本由美先生によれば一貫教育によって五、

六年段階への教科担任制の導入、小学校教員と

中学校教員の相互乗り入れを含んで中学校教育

主導のもとで小学校教育の統合が目指されてい

る。三鷹市の全教職員アンケートでは小中一貫

教育の意義及び市による進め方において、８割

の教職員が否定的な回答をしています。その理

由として教師の多忙化、乗り入れ授業などによ

る子供への負担や悪影響、市によるトップダウ

ンであるといった点が挙げられています。特に

小中間で教師が移動する乗り入れ授業と担当教

師が移動した教室への非常勤講師などによる後

補充が教職員の大きな負担になっています。実

際に小中一貫教育導入後幾つかの中学校で荒れ

の問題が出現しているといった指摘も見られた

と述べていました。 

  新庄市においても移動、会議など先生方の多

忙化、長時間労働が深刻化しています。ことし

４月の土日祝日を含めた30日のうちの学校の施

錠時刻を調べてみました。夜８時以降の施錠が

新庄小21日、夜８時以降ですから、３時間以上

の超過労働日ということです。それが、新庄小

21日、新庄中は18日、沼田小は18日、八向中が

14日、日新中が13日、明倫中が12日、萩野中が

11日、日新小が７日と大規模校や中学校がとて

も深刻です。小中一貫教育に伴う小中の教師の

相互乗り入れ授業は教師の多忙化を招きそれが

子供たちにダメージとなっていくことが心配で

す。 

  ４番目に指定管理者制度の問題です。22施設

58人が働いているとのことでした。２％程度の

事務費を盛り込んだとのことや、赤字になった

斎場について不足燃料分を９月補正で補い、災

害地支援分については後ほど補うことはわかり

ました。が、働く人の人件費は市の支出金で月

額１人14万円と極めて低く抑えています。市の

仕事で働く市民を、働く貧困層ワーキングプア

にしています。家族を養う立場の人はこれだけ

で暮らせるでしょうか。また、管理費の収支差
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額が団体として自由に使えるということで、市

民から見えなくされています。会社や団体の利

益といっても税金なのです。できるだけ人件費

の引き上げに回し残りはすべて次期繰越金にさ

せ、内部留保なども明らかにさせるべきだと思

います。このように、民間化及び指定管理者制

度は市の仕事をする市民を低賃金不安定雇用に

する一方、収支差額を管理団体の利益にするこ

とを許す制度です。繰り越しにしない場合市民

から見て不透明な決算になってしまいます。直

営にしてすべて明朗会計にすべきと思います。 

  最後に、積立金現在高が15億円になっており

ます。耐震化と雪害対策を進めながら前に行っ

ておりました市独自の温かな福祉サービスの復

活を進めていただきたいと思います。費用はわ

ずか1,800万円でできると思われます。今後の

国保会計の赤字補てんとして法定外の繰り入れ

また在宅介護保険利用料の軽減、子供の医療費

無料化の拡大、住宅リフォーム助成の拡大など

に向けていくこともできると思います。 

以上、反対討論を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

新田道尋委員長 認定の賛成討論として遠藤敏信

委員。 

   （１４番遠藤敏信委員登壇） 

１４番（遠藤敏信委員） 平成22年度一般会計決

算に対して賛成討論をいたします。 

  議案第41号平成22年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定につきまして賛成討論を行います。 

  市の財政は依然厳しい運営が続いている状況

下ではありますが、平成22年度についても平成

16年度からスタートした財政再建計画とそれを

受け継いだ財政再建プランに基づき、私ども議

会としましても一丸となって健全化を進めてま

いりました。 

昨年度は財政の早期健全化団体からの早期脱

却が成るかということで注目を集めましたが、

今回の決算は脱却直後ということもあり健全化

の程度に注目されたところでありました。 

そこで決算の成果を見ますと、財政再建に対

し早期に市を挙げて取り組みを続けてきた結果

が、健全化判断指標の一つである３カ年平均の

実質公債費比率の大きな改善にあらわれている

と思います。決算総額については前年度との比

較において歳入歳出とも、ともに引き続き伸び

ております。これは国が地方の財源不足を補う

ための地方交付税や地域活性化のために補正予

算化した緊急総合経済対策による交付金が大き

な要因になっているものと思われますが、市に

おいてはこれらを活用し多様な市民サービスへ

の対応や各種整備を図るなどし、効果的な事業

展開を行ったものと思います。 

  歳出面においては、財政の硬直化の原因とさ

れてきた事務的経費のうち人件費は手当のカッ

トなどによりわずかながらも減少し、公債費は

起債の継続的な抑制などにより前回を上回る減

少幅を示しております。財政再建の道筋はます

ますしっかりと築かれてきているものと評価さ

れるところであります。 

  少し踏み込んで見てみると、地域の子育て支

援を中心とした福祉政策の展開や景気対策とし

て身近な生活にかかわる部分を含めた緊急経済

対策のきめ細やかな実施は、通年の重要な分野

でありました。特に、地域における経済対策に

ついて国の総合対策によるもののほか、市内の

小規模事業者への支援の意味を含めた市独自の

経済力アップ緊急対策事業を行ったことは、適

切な時期での効果的な事業として評価されると

考えます。また、これ以外においても農業関係

における園芸畜産等の経営基盤の育成確立に資

する事業展開や、教育においては小中一貫校、

施設環境整備など広範な分野で大きく進展した

ものと思います。さらに思い起こせば、この冬

は戦後３番目の記録的な大雪でありましたが、

災害や生活上の麻痺もなく除排雪業務等を効果

的に実施してきました。また、３月11日の未曽
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有の大震災の発生は私たちを恐怖のふちに落と

しましたが、被災者の方々には市を挙げてでき

る限りの支援を的確に行ってきたものと思いま

す。このように喫緊に対応しなければならない

多くのことを含めながら平成22年度は実効性の

高い経費を適切かつ効率よく支出したものと思

います。 

平成22年度は財政再建計画のもとでの７年目

となります。その決算結果を総合的に見れば、

これまでの市を挙げての継続的な努力がこれま

でで最大の成果を得たということができ、大変

意義深い決算であると思います。と同時にこれ

からが大変であります。市政発展のための今後

の事業の検討にあっても、財政健全の道半ばに

あることを忘れずに進むことが重要であると思

います。 

残念ながら、世界レベルの経済不況は深刻さ

を増し、また東日本大震災復興のための支援も

長期にわたることは間違いありません。したが

って、財政運営における歳入の確保はますます

厳しい状況になるとは思いますが、市民生活向

上の期待にこたえられるよう、健全な財政の運

営と的確な企画執行に邁進されることを切に願

い今般決算の賛成討論といたします。 

よろしくお願いいたします。ありがとうござ

いました。 

新田道尋委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 ほかに討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第41号平成22年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については反対討論がありました

ので起立採決いたします。 

  議案第41号について、原案のとおり認定する

ことに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

新田道尋委員長 起立多数であります。よって、

議案第41号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

  ただいまより10分間休憩いたします。 

 

    午前１１時０３分 休憩 

    午前１１時１３分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

議案第４２号平成２２年度新庄市

国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

新田道尋委員長 次に、議案第42号平成22年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。 

  なお、本件を含む特別会計につきましては、

歳入と歳出を一括して質疑を行います。質疑あ

りませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の128ページ、

歳入歳出で実質赤字とのことですが、今後の見

通しなどについてお願いしたいと思います。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 国保事業の平成22年度の総括

という形で、概略を御説明させていただきたい

と思います。 

歳入の総額については41億6,900万円、歳出

の総額は39億6,700万円、差し引きしまして２

億200万円ほどの形式上の黒字ということにな

ってございます。実質収支でございますけれど

も、歳入から前年度繰越金と基金繰入金を除き

まして歳出の方から基金の積立金、これを加え

ました収支につきましては184万円ほどの黒字

ということで、いずれも黒字という決算の状況
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になっております。 

ただし、内情をお話し申し上げますと一つは

国庫支出金、国からいただいておりますお金で

ございますけれども、こちらの方が平成22年度

超過分があったということで６月下旬ごろに通

知がまいりまして8,500万円ほどの返還をする

ようにということでございます。したがいまし

て、歳入から8,500万円を引きますと、また赤

字というふうな決算になることになります。 

  一つは歳入の方の国保税でございますけれど

も、この表にもございますように８％ほど減収

という結果になってございます。それから、歳

出の方の補てん給付につきましては例年ですと

３％ぐらい上昇しているわけですけれども、平

成22年度につきましては冬期間、豪雪というふ

うなことも影響しまして受診率が非常に落ち込

んだという結果になりまして、通常上昇するも

のがマイナス1.2％ほどの減というふうな要因

がございました。 

さらに、基金の繰入金でございますけれども、

このたびは１億7,000万円ほどの繰り入れを行

っております。前年度は9,700万円ほどだった

んですけれども、約２倍の基金の繰り入れを行

ったことで形式的な収支は黒字というふうなこ

とになりましたが、先ほど申し上げましたよう

に実質さまざまな要因をかんがみますと、また

赤字というふうな状況でございます。この辺に

つきましては、去る７月の市報にも国保の運営

の現状ということで特集記事を掲載させていた

だいておりまして市民の方にも厳しい状況をお

知らせしたところでございます。 

  見通しでございますけれども、見通しにつき

ましても給付が今年度、次年度以降もまた引き

続き上昇するであろうということで、被保険者

数は若干減ってはおるんですけれども、１人当

たりの給付が若干増加しておりますし、また高

額療養費、こちらの方がかなり８％ほど上昇し

ているということもございまして、さらに高齢

化の進行等々を勘案しますと当然のことながら

給付等は引き続き伸びていくというふうなこと、

それから歳入の方は国保税が厳しい景気の低迷

によりまして所得が総体的に低下しているとい

うようなことと、低所得者がふえている、無職

者が全体の40％ほど、非正規労働者が35％ほど、

全体で75％ほどが低所得者というふうなことに

構造的になっておりますので、そういった要因

を考えますと、歳入の方はさらに厳しく落ち込

んでくるであろうというふうな見込みを立てて

ございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

いました。 

国保会計は本当のところは赤字になっている

んだということで、これについてなんですが、

国保税が収入が低い人が多くなっているのに比

べて高すぎるために払いたくても払えない、こ

ういう人がふえて国保税の減収にもつながって

いるのではないでしょうか。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 国保税が高過ぎるという御意

見でございますけれども、新庄市の国保税率に

つきましては13市の中でも低い方から３番目な

いし４番目くらいに位置しているということで

ございまして、近年の例えば13市の税率改正の

状況を見てみますと、ここ３年ぐらいの間にほ

とんど、13市の中で、10市ぐらいが既に税率改

正を行っております。この３年ぐらいの間に税

率改正を行っていない市については新庄市を含

めまして米沢市とか村山市が税率改正を行って

いないということでございます。税率改正につ

きましては、先ほど申し上げましたように保険

給付費が非常にこれから伸びていくということ

で、必要な歳入の財源を確保するためには国保

税か、今まで基金がございましたけれども、基
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金も平成23年度をもってほぼ枯渇するというよ

うな状況にございます。ですから、財源として

は国保税に依存せざるを得ないということでご

ざいまして、これから安定的かつ持続可能な運

営を行っていくためには税率改正もやむを得な

いというふうな状況にあることを御理解いただ

きたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 医療水準が上がって医

療費が全体的に上がるということは、これは当

たり前のことというかいいことであります。し

かし、それが国保会計が赤字になり、国保税を

また上げざるを得なくなるというお話でござい

ましたけれども、高過ぎて払えない未収分をど

うするのか、これがまたふえていくのではない

か。収入が低い人がふえているわけですから、

これについてはどう考えておられるのでしょう

か。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 委員おっしゃるとおり、低所

得者がふえている中でまた税率を引き上げれば

払いたくても払えない市民が出るのではないか

という御心配でございます。私どもも、実際税

率を引き上げますと収納率も若干落ちるだろう

という予想を立てております。その辺は今後の

税率改正の審議を行う中で、できるだけ負担を

かけないようにするためにはどうしたらいいの

かということも含めまして、先ほど委員がおっ

しゃいました一般会計からの法定外繰入、こう

いったことも場合によっては考えて、セットで

考えていかざるを得ないのではないかなという

ふうに感じております。いずれにいたしまして

も、非常に厳しい国保運営でございますので、

なるべく市民の皆さんにこういった国保の現状

を御理解いただけるように今後も周知等図って

いきたいと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 周知、御理解をしてい

ただくことはもちろん重要なことだと思います。

法定外繰入もセットでとも考えているというこ

とで、それもいいと思います。それでも値上げ

された場合払えない、こういう分があるわけで

す。それは、やはり未収金を防ぐために申請減

免などを使えるものにして実行していくことも

必要なのではないか、そういうことと私は法定

外繰入を、税上げないで一般会計からの法定外

繰入をして補てんすべきだと私は思います。そ

れともう一つは未収金を、今でもあるわけです

から、未収金を防ぐ手だてということで申請減

免を使えるものに変えていくと、こういう二つ

の手だてが必要でないかと思います。どうでし

ょうか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 国保の減免につきましては、

国保税条例、施行規則にも規定しているんです

けれども、その減免基準に従いまして減免をし

てまいりたいというふうに考えております。た

だ、申請さえすれば、生活困窮だからというだ

けでは一応減免の対象にならないということで、

税の公平性の観点からその辺も踏まえての減免

というふうなことに今後も努めてまいりたいと

いうふうに考えております。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 税務課長として税の減

免基準に従ってやっていくということでござい

ますが、未収が平成22年度かなりまた多くなっ

ている気がするんですが、そういった方々が少

しでも救うようにそれが役立っている状態なの

か、平成22年度の減免、申請減免が何件くらい

あってどのくらい、どういう減免がされている

のか、本当に実行されているのかお聞きしたい
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と思います。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 国保税の減免につきましては、

平成22年度は11件でございます。その中で、委

員が御指摘の所得皆無生活困難者等の申請減免

はありません。ただ、申請の方で11件の内容に

ついては、社保離脱による扶養関係とかあるい

は服役関係の方の申請のみが一応減免の対象に

なったというふうなことでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 先ほどの健康課長のお

話の中で税が、国保税が収納率が落ちているこ

とは低所得者がふえている、つまり生活が厳し

い、生活困難になっている、そういう方々が払

えないでいる人がふえている、というふうな話

がございました。そういう意味では申請減免は

あっても服役や社保離脱ぐらいしか、あるいは

災害とか、そういう理由でしか申請が減免が通

らない、受け付けられない、そういう状態に今

なっているんじゃないでしょうか。本当に実行

できるように使えるように、少しでも未済だっ

た、収入未納だったみたいにならないように失

業や廃業、疾病などでも使えるように改善して

未然に払えないで困っている人を減らす、そう

いう対策が必要なんじゃないでしょうか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 国保税の生活困窮者に対する

施策は条例の中でもいろいろ講じておりまして、

低所得者の中には所得が少なかった方について

は７割減免、それから５割というふうな形で、

あと３割減免をやっていますし、それでも前年

度の生活者については、昨年度からできました

失業者についても一応所得の30％給与所得につ

いては減額した形での国保税の算定というふう

になっております。またそれでも、苦しいとい

う方については所得に従って福祉事務所の生活

法に基づく、いわゆる国保の非課税という形も

ございますので、そういった一連の流れの中で

の措置というふうなことで御理解いただきたい

というふうに思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 例えば、去年も言った

ように思いますが、２人世帯で生活保護福祉担

当者にお聞きしますと、２人の収入は生活保護

以下の収入だということを福祉の関係者、本人

の担当者からお聞きしました。そういう方であ

っても車がないと会社の勤めなんですけれども

勤め続けることができないということで車を手

放せないというような理由で、もともと給料が

低いからなんですけれども、そういう理由で社

保もない、社会保険もない、国保に加入してい

る、これもかなり減免されてはいますけれども、

それ払うのも本当に大変な状況だとお聞きした

方が今もおられます。そういう方など考えたと

きにそういう方々に適用できるような申請減免

であってほしいと思うんですが、これは法定減

免でもちろんなっています。７割軽減とか５割

軽減とかになっています。しかしそれでも払え

ないというような生活保護以下の収入、しかも

車もお金かかるという、しかし生活保護は受け

られない、本当に大変な苦しい生活を送ってい

る方が少なくないように思います。それが国保

の未納にもなっていると思いますし、そういっ

た方々に対してこういう減免ができるよと、申

請してほしいと言えるような親切な役所であっ

てほしい。そういうことで改善する必要がある

と思うんですが、どうでしょうか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 先ほど申し上げましたとおり、

うちの方は条例も含めた法令に従った減免措置

という形で今後も努めていきたいというふうに
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考えておりますので、一方で恣意的な感じでそ

れを余り緩やかな形にしますと税の公平性の観

点からもやはり逸脱するような考えも一方でご

ざいます。確かに、非常に高額で、国保税につ

いては非常に苦しいということは重々承知はし

ておりますけれども、ただそういったことを安

易な形で申請減免という形には今のところ考え

ていないというふうなことでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） というようなことで国

保税を払えない人たちのあり方に対しては、私

は申請減免をもっと使えるようにしていくこと

ということと、これほど苦しい人たちに増税に

なるようなやり方はひどいような気がするので、

やはりもう限界だと思うので、一般会計の法定

外繰入を真剣に考える必要があると思います。

要望したいと思います。 

  さて、次にですが、成果表128ページの国庫

支出金というのがありますが、ここで国庫支出

金のペナルティ、減額調整というのが国によっ

て非情にも行われております。新庄市の決算に

はどのぐらいの影響を与えているんでしょうか。

例えば、子供の医療費無料化の現物給付による

ペナルティ、これは国では全体では360億円と

も言われていますが、新庄市にはどのぐらいの

影響かわかるでしょうか。 

それから二つも言って悪いんですけれども、

収納率が低い自治体にも国庫負担を減額すると

いうペナルティを行っています。新庄市ではど

のような影響があるでしょうか。 

  もう一つあると思いますが、三つぐらい言っ

て申しわけありませんが、特定健診の受診率と

いうのがあります。成果表31ページに30.9％と

いうふうにあります。国の目標は65％以上です。

これを達成しないと、現役世代の後期高齢者支

援費を引き上げる、つまり国保税の増税です、

実質増税です、になるような、せざるを得ない

ようなやり方になるわけですが、こうやって会

計を圧迫してくるわけですけれども、こういう

ペナルティもあるということを聞いていますが、

こういった市に対する影響は。ペナルティにつ

いてお聞きします。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 国からいただいております調

整交付金の減額のペナルティ、今委員おっしゃ

られたとおり幾つかございます。 

一つは収納率の人口規模別の目標率を設定し

ておりまして、それをクリアできなかったらペ

ナルティを課すというふうなものでございまし

て、新庄市の場合は昨年度の場合ですと、一千

五、六百万円ぐらいのペナルティの額だったと

記憶しております。 

  それから、子供の医療費の無料化に伴います、

いわゆる市町村の財政力に余裕のあるとみなさ

れまして、例えば医療費を無料化にした場合は

一定のペナルティを課すというふうな制度も国

の方ではございます。ただ、新庄市の場合は県

の子育て支援医療制度に呼応して制度を運用し

ているということもございまして、新庄市単独

のペナルティというものは承知してございませ

ん。県全体に対するペナルティというものはあ

るようでございます。 

  それから、もう１件特定健診の受診率目標達

成できなかった場合のペナルティでございます

が、これはまだ運用されてございません。たし

か平成25年度以降だったと思いますけれども、

後期高齢者支援金のプラスマイナス10％程度の

ペナルティ、あるいはインセンティブを与える

と、頑張ったところにはいわゆる逆に後期高齢

者支援金を減額するというふうな制度がござい

ます。特定健診のペナルティ等についてはまだ

運用されてございません。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） こういう国庫負担金そ

のものが大幅に、私たちの全国的なレベルでの

試算によれば半分ぐらいにまで、割合にして半

分ぐらい、前に課してあった国保負担金に比べ

て半分にまで減らされているということを聞い

ております。そういう中でさらに、このような

形で自治体にもともと低い収入の方々が集まる

国保に対してこのようなペナルティをやってい

るということは何ていったらいいか、ひどいじ

ゃないかというふうな感じしか言えないんです

けれども、ひどいものだなと思います。そうい

う意味で国庫負担をもとに戻せと、割合にして

今の倍ぐらいになるようにということです。こ

ういう運動とともにそうして運動やる必要ある

んじゃないかということ、それから法定外繰入

行って国保税の引き下げで市民生活を助ける立

場に立つべきでないかと思いますが、その二つ

お願いします。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 地方単独で運用しているさま

ざまな医療給付事業等に対するペナルティにつ

きましては、これまでも地方の方から国に対し

て要望は行ってございます。 

それから、収納率のペナルティでございます

けれども、こちらの方については国保の広域化

支援方針、これを本年９月20日付で制定いたし

ましたので、来年度以降はこのペナルティがな

くなります。制度的にこの広域化支援方針を策

定した場合にはペナルティを課さないという国

の方針が出ておりますので、今後はこういった

ペナルティの制度がなくなるというふうなこと

でございます。 

それから法定外繰入の件でございますけれど

も、こちらの方は現在国保運営協議会の方で2

回ほど会議を開催させていただきまして国保の

現状あるいは今後の運営の見通し、そういうと

ころを提示させていただいて委員の皆様から御

意見ちょうだいしておりますので、その辺は今

現在のシミュレーション行ってございますけれ

ども、引き上げ幅がかなり高くなるという場合

は激変緩和措置が必要でないかということも委

員の皆様から強く意見が出されておりますので、

そういった意見をできるだけ尊重して私どもの

方でも今後税率改正の具体的な内容等について

煮詰めていきたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 広域化になると、来年

度以降なくなる、広域化方針が出たので来年度

以降なくなるという話でありますが、広域化に

なりますとペナルティは県からの補助金が減ら

される形で引き継がれるだけではないでしょう

か。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 広域化支援方針の策定の内容

でございますけれども、確かに人口規模別の目

標収納率を設定してございます。こちらの方に

つきましては、最終的には全年齢での広域化を

平成30年度からスタートするという国の方針で

ございますので、県の方針については平成29年

度まで広域化を図るというふうな目標でさまざ

まな取り組みを今後行わなければならないとい

うことでございます。今おっしゃられた収納率

の件につきましても、確かに年度ごとの目標率

を設定して１ポイントぐらいずつアップできる

ように努力していくというふうなことでござい

まして、仮に収納率を前年度よりも１ポイント

以上向上した市町村に対しては県の医療調整交

付金を交付すると、いわゆるインセンティブと

いうか頑張ったところには交付金を出しますと

いうような制度でございます。今のところは達

成しなかった場合にはペナルティを課すという

ような内容にはなってはいないようでございま

すので、私どももできるだけクリアをして県の
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調整交付金をいただけるように今後努力してい

きたいと考えてございます。 

新田道尋委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

これより採決いたします。 

  議案第42号平成22年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４３号平成２２年度新庄市

交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

新田道尋委員長 次に、議案第43号平成22年度新

庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第43号平成22年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第43号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４４号平成２２年度新庄市

老人保健事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

新田道尋委員長 次に、議案第44号平成22年度新

庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  議案第44号について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第44号平成22年度新庄市老人保健事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４５号平成２２年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 
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新田道尋委員長 次に、議案第45号平成22年度新

庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第45号平成22年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４６号平成２２年度新庄市

農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

新田道尋委員長 次に、議案第46号平成22年度新

庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号平成22年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４７号平成２２年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

新田道尋委員長 次に、議案第47号平成22年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題とします。 

  本件について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号平成22年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４８号平成２２年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決
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算の認定について 

 

 

新田道尋委員長 次に、議案第48号平成22年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） まず、審査意見書の32

ページで、保険料未納が357件、1,023万円と書

いてあります。ここで、介護保険法142条では

条例で保険料減免ができるとされております。

住民のために一般財源の投入などで免除制度な

ども行っていいのではないかと思いますが、ど

うですか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 介護保険料につきまして

減免でございますけれども、市の方で減免条例

定めておりまして、その中で必要があれば適用

ということになっております。ちなみに平成22

年度につきましては減免の申請は１件もござい

ませんでした。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） その申請、払えない

方々がこのように出ているわけですから、申請

減免という制度もあるということを教えていら

っしゃるでしょうか。そのことをお聞きしたい

と思います。 

  また、介護認定を受けながら介護保険が使え

なくなっている方はおられないでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 減免の制度につきまして

は、これは条例等でありますので、皆さん知っ

ている方が伝えていただければと思います。 

それから、介護保険料につきましては未納と

なりますとペナルティがございます。その未納、

２カ年で時効となりまして、たまった場合は昔

の分はさかのぼって払えないということござい

まして、そういったときにはペナルティがござ

います。その量によっては全額自己負担という

こともございますが、昨年度の場合はそこまで

なった方はいらっしゃいません。通常１割負担

で利用されるわけなんですけれども、これが３

割負担で利用していただくという方がございま

した。これは３名の方でしたけれども、ござい

ました。ですから、使えないというものではな

くて３割負担だけれども使っていただくという

形になっております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 介護保険料が払えない

ままになっている方というのは、やはり低収入

ということではないんでしょうか。その方が１

割負担ではなく３割負担ということになります

とやはり使える範囲まで、限度額までも使えな

いでしまっているような気がいたします。それ

では介護保険料を抑えるかあるいは払えない人

には市の一般会計などで、一般財源などで免除

できるような制度をつくり、そういう方々に親

切な職員としてそういう制度を申請してどうで

しょうかとお知らせする、これが親切な職員で

はないかと私は思いますが、その点どうでしょ

うか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 先ほど福祉事務所長がお答え

したとおり、新庄市の介護保険条例、減免基準

をきちんと定めておりますので、その規定に従

って適用していくということでございます。確

かに介護保険については低所得者の方で滞納者

についても、やはり50万円から100万円の所得

の方が非常に滞納者も多いわけでございます。
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その辺についても十分加味した上で、この適用

なるかどうか吟味しておりますのでよろしくお

願いしたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 市民からよく聞かれる

のは、市の職員の方からこういう制度があるよ、

あなたにこういう制度が使えるかもしれないよ

と教えてくれる職員が少ないというのがよく聞

きます。困っている市民を見たら何かいい方法

はないか、減免制度はないか、この人に使える

んじゃないかというふうにして、待っているん

じゃなくて積極的にその人に使えるものをお知

らせする、使えるように必要であれば改善して

いく、それが市民への親切な市役所、親切な職

員、役に立つ職員ということになると思います

ので、そういう方向になるように課長先頭にあ

るいは市長先頭にかもしれませんが、減免制度

を活用できるようにあるいは拡大できるように

使って、保険料未納で３割負担になったという

つらいことのないようにしていただきたい。あ

と時効になって使えなくなった、10割負担にな

ったということがないようにすべきではないか

と思いますが、それについてももう一度意見お

願いします。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 佐藤委員おっしゃられる

本当に困っている方も中にはいらっしゃいます

けれども、中には制度に反対だということで頑

として払わない方も中にはいらっしゃいます。

実際に自分が適用といいますか、介護保険必要

になってからまとめて２年分払うなんていう方

も、私は税務課長経験しましたのでそういうこ

ともございました。中にはそういったこともご

ざいますので、家庭の実情、よくよく私たち福

祉事務所の方に相談に来た場合には、そういっ

た形で事情を聞きながら、先ほど申しましたペ

ナルティも日数を区切って、その間にサービス

の使い方によってさまざまございますので、相

談にできるだけ乗っていきたいと思っておりま

す。そういった家庭の事情に応じて、サービス

の使い方、そこまで指導していきたいと思って

おります。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員）今後の介護保険料につい

てなんですが、引き下げできないかなというこ

とでお聞きします。決算の324ページに基金が

載っています。平成23年度いろいろやって基金

がふえています。１億6,224万円になっていま

す。これは、介護保険料を抑えるためにあるい

は引き下げるために使えるかもしれないと思う

んですが、どうでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 介護保険につきましては

３カ年を一まとめにした事業計画を組んで、そ

の中で保険料を設定しております。それで、３

年間ならして考えるものですから、初年度が少

し余った形、それを積んでおいて３年目でそれ

を吐き出してならすという形になっております。

したがいまして、この決算書に載っております

基金につきましては、今年度平成23年度に取り

崩しして赤字にならないような３カ年の決算を

すると、なお余った部分については来年度から

の３カ年計画、この中で全額取り崩しして賄う、

介護保険料が上がることを防ぐということにし

ております。なお、介護保険料そのものにつき

ましては市内に施設が大変ふえている状況でご

ざいますので、全国的にも上がる傾向でござい

ます。この基金を取り崩したとしても相当なア

ップになるのではないかという見込みを立てて

いるところでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 相当上がるということ

で、決して収入の年金などがふえている状況に

はない中でどんどんと介護保険料が上がってい

く、まさに高齢者にとっては介護保険料が上が

る、そして施設などの介護サービスがよくなる、

どっちを選ぶみたいな、そういう地獄の道が３

年ごとに繰り返されているような気がいたしま

す。そういう意味では、そうではなく特別養護

老人ホームなどの待機者も解消しながら施設な

ど必要なものを整備しながらも保険料を抑える

ということを考えたら、やはり国の負担割合を

前に戻す、前は50％あるいは高いときには高齢

者福祉の８割が国庫補助だった時代もあります。

最低でも今の25％ではなく50％にしていただき

たいという強い働きかけが必要と思いますが、

どうですか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 次期計画におきまして、

今各市町村試算を始めているところでございま

す。その中で、国の方でもなるべく保険料が上

がらないようなさまざまな手だてを考えている

ところでございます。さまざまな準備基金の取

り崩し等もあるんですけれども、そういった中

でもやはり上がる、今の制度の中では上がらざ

るを得ないだろうと思っておりまして、例えば

山形県の場合ですと介護保険の研究会というも

のをやっております。そこで研究した中身につ

いて各市町村、要望を国の方に申し述べるとい

う機会がございます。新庄市がたまたま委員に

なっておりますので、ほかの市町村と協議しな

がら国の方にも要求するものは要求していきた

いと思っております。 

新田道尋委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

    午前１２時０２分 休憩 

    午後 １時００分 開議 

 

新田道尋委員長 休憩を解いて再開いたします。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 成果表の143ページか

らですが、ここに65歳以上の第１号被保険者が

要介護要支援認定者数が1,722名おられます。

その下に来ると居宅介護、介護予防、施設介護

などを受けておられる方がおられますが、これ

が認定を受けている方が皆介護保険を受けてい

るわけではないようです。認定を受けても介護

を受けない方がおられます。このところでは

22.3％になっているように思います。その理由

は主なものはどのような理由があるのかお願い

したいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 143ページの資料で何を

20何％ということがよくわからないんですが、

一番上のところが第１号被保険者、その下に第

２号被保険者ありましてトータルで1,783人、

平成22年度末いたわけですが、その下の方にな

ります居宅介護というのは自宅にいたまま、あ

るいはその中でショートステイなりデイサービ

スを使った方が1,056人いたということでござ

います。その下が、地域密着型、同じような居

宅ですけれども、グループホームなりあるいは

小規模多機能なり地域密着型のサービスを受け

た方が80人いたと、さらにその下には施設介護

受けた方がいらっしゃるわけでございます。一

番下、計ありますけれども、392人でございま

す。ですから、ざっと見ても1,700人ですから

７割か８割、７割ぐらいの方がサービスを受け

ていると、そんなことになるんではないかなと

思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 残りの認定を受けても
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サービスを受けない方がおられるわけです。そ

うした方々がどうしてサービス、介護保険を使

わないのかということをつかんでおられたらお

願いしたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 介護認定を受けていなが

らサービスを受けていない方が２割ぐらいいら

っしゃるんじゃないかということでございます

けれども、この中では多くの方が病院に入って

いる方がいらっしゃるかと思います。病院に行

っている場合には介護保険は受けられないとい

う、どちらかでございますので、そういう方は

医療を受けているのではないかと思っておりま

す。また、ごくまれにですけれども、認定を受

けていながら一切サービスを受けていないとい

う方もたまにいらっしゃいますけれども、それ

はごくごくわずかだと思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） わかりました。病院に

行っている方がいるということ、多いんではな

いか、まれにサービスを受けない方もいるかも

しれないというお話だったように思います。そ

れで、まれにサービスを受けない方もおられる、

また利用していても限度額いっぱいまで利用で

きないで現在持っている5,000円とか１万円と

かの範囲内でサービスを受けるとか、そうやっ

て利用を制限しておられる方もおるのではない

でしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 

新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 先日の一般質問のときに

もお答えしたと思いますけれども、居宅サービ

スの中で限度額いっぱい使えない、低所得の場

合で使えないといった方の場合ですと、社会福

祉法人減免という制度がございます。現在のと

ころ数名の方が使っていらっしゃいます。先日

の一般質問の中でもなかなかそれが知られてい

ないんではないかなということも御指摘ござい

ましたので、次回ケアマネジャーたちの会議の

際には、こういった制度があるんだといったこ

とをケアマネジャーたちに周知したいと思って

おります。それから、施設サービスの中でも社

会福祉法人減免をやっているところがございま

す。そういったところでは生活保護に至らない

ように利用料を安くしておりますし、これは社

会福祉法人の独自の施策でやっているところも

ございます。我々とすれば低所得だからサービ

スを制限するようなあるいは自粛するようなこ

とがないように努めたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 社会福祉法人が独自に

減免をやっているというのは本当にありがたい

ことで、周知していただけるということも非常

にありがたいことだと思います。私としては、

すべての在宅サービスの利用料軽減が市として

あってもいいのではないかと思います。介護が

必要な人を抱える世帯は年収100万円未満が５

割近く、150万円未満では６割を占めている低

所得の状態に置かれていると言われています。

老老介護という状態や家族が仕事をやめての介

護はその世帯収入を低いものにしております。

こうした層、方々にとって保険料や利用料の負

担は想像以上に重いものとなっています。市内

でも月収６万円もないような方が生活保護は絶

対に受けないと宣言して頑張っていますが、利

用料が重いために介護の利用をみずから制限し

ています。こうした方は、もちろんすぐ社会福

祉法人の減免できるというふうに私からもお知

らせしていかねばならないと思いますが、市全

体としての利用軽減制度があれば非常に温かな

市になるというか、そんな気がいたしますが、

どう考えておられるでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 委員長、今川吉幸。 
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新田道尋委員長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 これまで周知していなか

ったということもございましょうけれども、社

会福祉法人減免受けている方、現在のところ数

名でございます。これから周知していってどの

ぐらいふえていくかわかりませんけれども、そ

ういった相談を受ける中で果たしてどのぐらい

のニーズが出てくるものか、それを見ながら検

討していくことになると思います。まず、当面

は社会福祉法人減免を周知することに努めてい

きたいと思っております。 

新田道尋委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号平成22年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第４９号平成２２年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

 

 

新田道尋委員長 議案第49号平成22年度新庄市後

期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 決算の290ページ１款

１の保険料についてなんですが、その中でも２

目の普通徴収289万4,490円の未納となっている

が出ていますが、これの内容についてなんです

が、特に年金ですけれども、月１万5,000円以

下の人はこの未納の中で何人ぐらいになってお

られるのか、68人未納となっている気がします

が、１万5,000円以下の年金の方は何人になっ

ているのかお願いします。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 佐藤委員の今御指摘のとおり、

普通徴収の保険料の現年度分では68件、滞納分

では48件ということでございますけれども、こ

れの所得の分布図については調査はしておりま

せん。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 普通徴収の方々という

のは年金月１万5,000円以下の方は普通徴収に、

納付書による徴収になると伺っています。そう

いう意味では、年金の非常に低い方々がそのま

ま払われないなということで未納になっている

ような気がいたします。そういう意味で、国と

して年金が生活保護以下の方の分については免

除などが必要ではないかといったことがあるで

しょうか、国に対して。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 後期高齢者保険料については

すべて後期高齢者広域連合の方の基準に従った

形で減免になっておりますので、後期高齢者広

域連合については先ほどの広域の分担金の中で

も総務課長がおっしゃいましたとおり特別地方

公共団体というようなことでありますので、市

の独自の基準に従って減免するというよりもそ



 - 251 - 

ちらの特別地方公共団体の基準に基づいた減免

ということでございますので、その辺御承知お

き願いたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） であれば、広域連合に

対してこうした年金の低い方々に対する減免制

度が必要でないかということを言う必要がある

と思うんですが、どうでしょうかということと、

あわせて国がそういう基準をつくる必要がある

ということを全体の場で言う必要があると思う

んですが、二つどうでしょうか。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 広域連合が運営主体になって

おるということで、今の制度の中での所得の少

ない方々への保険料の軽減策というものが９割

軽減から、8.5割軽減、５割軽減、２割軽減と

いうふうに所得に応じてかなり配慮された形で

軽減策が講じられているということでございま

す。またさらに、もっと低い方々の軽減につい

てもということに関しましては、広域連合の方

で今の実情を把握した上で今後国に対していろ

いろな形で要望されていくと、国に対する要望

につきましても、定期的に東北あるいは国とい

う段階を経てかなり詳細に要望を行っておりま

すので、そういった中で議論あるいは要望をさ

れていくものと考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 必ず、ぜひこちらから

要望していただきたい立場は例えば市長は広域

連合の議員にもなっておられるし、ということ

は新庄市の代表として広域連合の議員に入って

いるわけです。連合の議会の場ででもそういう

ことをぜひ言っていただきたいなと思います。

されるものだと考えるという人ごとのような話

でなく、ぜひ市民の意見ということでぜひ言っ

ていただきたいなと思いますが、どうでしょう

か。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 市長は、新庄市を代表した形

での広域連合議員ということではなくて、首長

議員が山形県内で４名おりまして市町村議会か

らの議員が12名、合わせて16名で議会を構成し

ております。その議会の中で議員の方々がこう

いった課題を含めた形で検討されておりますの

で、その点については今後も多分議会の中で議

論されるだろうというふうに考えております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひ、新庄市を代表と

いうことでもないという話のような感じがしま

したが、それでも一応市民の声を広域連合に伝

える立場でありますので、ぜひそういったこと

を言っていただきたい。黙って賛成ばかりして

いないで大いに意見を言っていただきたいとい

うお願いです。 

  それから、次なんですけれども、平成20年度

から始まりまして平成21年度は47人の未納があ

ります。これが未納が長くなってまいりますと

保険証取り上げもやるということが法律に書い

てありますが、保険証取り上げは高齢者に対し

て病院に行くなと言うに等しいことでありまし

て、そういうことは絶対やってはならないと思

いますが、どうでしょうか。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 後期高齢者に対しましては資

格証の交付は現在行っておりません。ちなみに、

短期証の交付は本年４月現在で５件ほど交付し

てございます。これは新庄市分のみでございま

す。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 
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１ 番（佐藤悦子委員） 病気がちな高齢者にと

って、短期保険証であっても非常に不安な気持

ちにさせるように思います。そうでなくて正規

のちゃんとした保険証を出していただきたいと

思いますが、どうしてそういう不安定な状況に

高齢者を置くことになるんでしょうか。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 短期証につきましては、５件

という件数が多いのか少ないのかということに

もなろうかと思いますけれども、新庄市として

は５件というのは非常に少ない数字ではないか

なと思います。ただ、国保でもそうなんですけ

れども、資格証の交付についてはただ事務的に

交付を行っているということではありません。

短期証につきましても一定の条件、要件がござ

いまして、その要件に従って交付をしていると

いうふうなことでございます。短期証につきま

しても普通徴収、こういった方々が納められる

範囲内で分納であっても誠実さをもって納めて

いただけるということであれば、その辺は柔軟

に対応していくということであろうかと思いま

す。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 今の短期証の要件につ

いてもう少し詳しくお聞きしたいんですが、分

納すれば正規の保険証にするということですか。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 市の国保の場合ですと、一定

の要件に基づいて短期証を交付しているわけで

ございます。ちなみに、市の国保の場合ですと

前年度の納付額が10分の８未満であるという場

合は短期証の対象になるということで、これも

平成21年９月に基準を見直しまして条件を厳し

くしたというふうな経過がございます。それま

では10分の５未満だったんですけれども、収納

率が非常に低くということで負担の公平から10

分の８に引き上げた、未満に引き上げたという

経過があるようでございます。ただ後期高齢の

場合の、短期証の詳細の交付要件というのは把

握してございませんでした。後ほど確認したい

と思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 後期高齢者医療保険料

の普通徴収は、月１万5,000円以下の年金の

方々が普通徴収となっています。そういう方々

の中から保険料が払えないという方がこのよう

に出ています。そのように非常に少ない年金の

方に対して資格証を発行しないのはいいと思い

ますが、それでも短期証というのも非常に不安

なものです。市民の方から、いつ切れるかいつ

切れるかみたいな感じで一般世帯の方の短期証

の状態の方の声ですけれども、本当に不安だと

いうことでびくびくしながら生きているような

状態です。市役所に行くのも怖いみたいな状態

で生きているようなことをよく聞かせられてお

ります。高齢者はとりわけ病気がちになってお

ります。年金が少ないということは、非常に少

ないということは食べるものも節約に重ねて節

約をしているわけでありまして、まして保険料

払えないぐらい、年金そのものが少なくて保険

料も払えないという、払うのに本当に四苦八苦

しているという、そういう方に対してそのよう

なつらい私は仕打ちのようなひどいなと思うよ

うなことがされているような気がします。高齢

者に対してまともな保険証を出していただきた

いと思います。その要望です。 

それから、別のことですが、世帯主の口座引

き去りにすれば、後期高齢者保険料のことです

けれども、世帯主の社会保険料控除の対象にな

るということが最近になって出てきております。

これを周知徹底させて世帯の節税に寄与できれ

ばと思うのですが、この周知状況はどうでしょ
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うか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 その辺の扶養の、他方に対す

る扶養になった場合のものについては私どもで

は現時点で情報収集はしていないんでございま

すけれども、まだ改正はなっていないんじゃな

いでしょうか、なったんでしょうか、ちょっと

その辺は承知いたしておりません。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 私は、税務課長以上に

専門家でないんですが、なっていると聞いてお

ります。もう１回言いますが、世帯主の口座引

き去りにしますと世帯主の社会保険料控除の対

象になるということで、ぜひ市民の皆さんにこ

ういう年金少なくて払えない人たちも含めて節

税になるということで、そういうやり方もある

ということで、温かい市役所ということで市民

に親切な市役所の一環ということで、悪政の続

く政治でありますが、少しでも役に立つことは

すぐお知らせして役に立たせていただくという、

そういう姿勢で教えていただきたいなと思いま

すが、どうですか。 

小野孝一税務課長 委員長、小野孝一。 

新田道尋委員長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 大変申しわけございません。

私勘違いしまして、資格移動の関係の方だと思

ったので、今のは税申告の際の社会保険料控除

というふうなことでの御指摘だと思うので、そ

の点については申告の時点でも世帯主から保険

料が払っているというふうなことで、それは社

会保険料控除の対象になりますので、これは後

期高齢者保険料にかかわらずそういった観点も

できるというようなことはあろうかと、もし扶

養になっていればの話でございますけれども。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 税務課長、介護保険料

はならないんです。そういうふうに同じような

社会保障保険料でありながら、社会保険という

か保険でありながら後期高齢者医療保険だけは

そういうふうに世帯主の貯金などから引き去り

ができるというふうになりました。これはやは

り後期高齢者医療保険制度に対する国民の怒り

が少し緩和しなければいけないという政府の方

での動きにもなったんじゃないかなという気が

するんです。国民の声が少し動かしたというか。

そういうことを知らないで少ない年金から取ら

れて苦しんでいる高齢者が多いわけです。そう

いう高齢者の皆さんに、もし息子さんや娘さん

などが世帯主で少し所得税払っているとか、そ

ういう方は節税にもなるよと言うことで、少し

でもいいことを教えていただきたい。ただし、

介護保険はならないということも残念なことと

して言っておきながら、そういうふうに市民に

少しでも役に立つ、少しでも役に立つことはぜ

ひ周知していただけたら。申告のときはもう遅

いんです。高齢者が後期高齢者医療保険料など

でもやもやと思ったときに、あら、こんなに取

られてやと思ったときにそういうこともあるよ

と言うことで、その方に教えたり家族の方に教

えたりして家族全体の節税になる、それは福祉

の制度も使えることになるかもしれないし、い

ろんな節税が生活の少し役立つことになるんだ

ということでさすが市役所やっぱり税務署と違

うなと言われるようなそういう市役所目指して

頑張っていただきたいな、周知していただきた

いなと思います。 

  それから後期高齢者医療制度の全体について

なんですが、１割負担というお年寄りの医療負

担は低収入や病気がちな高齢者を苦しめており

ます。薬代を払うということと御飯食うことと、

それをてんびんにかけられるぐらいつらい思い

でいらっしゃるわけです。さらに、治療の制限

なども行われています。３カ月以上入院できな
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い、移転を迫られるということも聞いています

が、そういう実態は平成22年度あったかなかっ

たか聞いていないでしょうか。 

清水幹也健康課長 委員長、清水幹也。 

新田道尋委員長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 医療費の自己負担の御質問で

ございますけれども、１割の自己負担が高いと

いう御意見のようでございますけれども、かつ

ては老人医療費の無料化ということで昭和48年

当時実施したわけでございます。過剰な受診が

影響いたしまして非常に財政が逼迫して廃止に

至ったと。何でも無料化すればいいのかという

ことでございますとなかなか問題も多いようで

ございます。やはり、適正な受診、過剰受診を

抑制するという観点からもやはり一部負担とい

うのはあってしかるべきではないかと考えてお

ります。 

  先ほどの入院の実態の件でございますけれど

も、個別のそういう情報は私の方ではいただい

てございません。 

新田道尋委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第49号平成22年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定については、

原案のとおり認定することに御異議ありません

か。 

   （「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議がありますので起立採決

いたします。 

  議案第49号については、原案のとおり認定す

ることに賛成の委員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

新田道尋委員長 起立多数であります。よって、

議案第49号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５０号平成２２年度新庄市

水道事業会計決算の認定について 

 

 

新田道尋委員長 次に、議案第50号平成22年度新

庄市水道事業会計決算の認定についてを議題と

いたします。 

  本件について質疑ありませんか。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） 決算書12ページについ

てお伺いします。給水状況なんですけれども、

かなり給水は伸びているような数字ですけれど

も、これは新庄市開水路というようなことで第

６次拡張事業を完了してその結果だと思うんで

すけれども、そのあそこ拡張する部分に当たっ

ては必ず各世帯、水道引いてくださいというよ

うな条件、条件というか、そういうようなこと

の合意の上である程度進めたと思うんですけれ

ども、この235人という数字は当初見込んだ数

字との差といいますか、予定どおりと申します

か、その辺、要は235人というのはどうだった

んでしょうか。 

それで総配水量がふえたということはその結

果だと思うんですけれども、その辺のことをひ

とつ詳しく教えてもらいたいなと思いますし、

１日最大配水量が23年２月２日に１万7,980立

方メートルというのは一般的には夏がふえるん

じゃないかなと思うんだけれども、特に特記し

たのはどういうことだったんでしょうか。 

  経営状況を見ますと、上水道高料金対策が繰

入金額を減少、減ったということですけれども、

高料金対策がだんだん減ってくるような、では
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ないかなという考えがありますけれども、高料

金対策の今後の推移ですね、お願いしたいと思

います。 

  もう一つは19ページの会計重要契約の要旨と

ありますけれども、実は災害ありまして震災の

ときにライフラインである水道が、新庄市はと

まらなくてよかったなと思うんですけれども、

聞くところによりますと自然落差で来るわけじ

ゃなくてある部分は電気で送るというというよ

うなことみたいな部分ですが、配管がめぐり合

わせているものですから、今の24時間以上もし

停電になった場合には水道が、ポンプが働かな

くなって行き渡らなくなるというようなことを

聞きますけれども、もしそうなった場合の対策

ですか、ライフラインの水道が行き渡らないと

いうようなそういった対策、方向はどうなのか、

ひとつその辺をお聞きしたいと思います。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 まず給水人口の増という

ことで６拡の影響、それがどうなのかという最

初の質問でしたけれども、平成23年９月１日現

在で、中川原、野中、滝ノ倉、冷水沢、泉ヶ丘

六つの世帯の普及率、９月１日現在で34％でご

ざいます。泉ヶ丘、冷水沢はほとんど100％で

すけれども、そのほかの地域がやはり工事費の

関係とかそんなでまだ接続していただいてない

ということです。 

  235人と伸びていますけれども、やはり井戸

水から変える人がふえたということ。また、震

災時にポンプ、どうしても電気ですから、揚が

らないということで隣近所の水道からもらい水

したとかあるいは水道課の方に水もらいに来て

いました。そういう関係でもあろうかと思いま

すけれども、接続する世帯がこのように若干で

も今後もふえていくと思います。これは平成22

年度のあれですけれども。いずれにしても、６

拡についてはまだまだこれから普及活動やりま

して進めていきたいと思っております。 

  次に、最大水量の件ですけれども、去年も2

月だったんですけれども、最近は冬場が多いで

す。ちょっと前までは新庄まつりとかお盆とか

多かったですけれども、やはり凍結防止で水を

出しっ放しにしている影響なのかというふうに

は感じております。 

  次に、高料金対策の件ですけれども、高料金

対策の計算の仕方といいますか、資本費と有収

水量という、そういう数値があるわけですけれ

ども、まず１点目は有収水量がだんだん人口減

少によって下がってきているということ。それ

から資本費の計算する際に起債の利子があるん

ですけれども、それが大体繰上償還したりピー

クが下がったりして利子が減っている、そうい

う数値の関係で高料金対策費はだんだん減って

いきます。平成22年度は6,000万円ほど減った

んですけれども、平成23年度で2,000万円程度

ですか、平成24年度で3,000万円、そういう見

込みを持っております。ですから、だんだん少

なくなっていくということで、その財源確保に

ついてはまたこれから知恵を絞らなきゃいけな

いなと思っております。 

  それから、震災のときの水道の関係ですけれ

ども、新庄市の場合は自然流下という形で大体

全世帯もっております。赤坂配水池から萩野浄

水場の方へ持っていく際に、それは上の方に持

っていきますのでポンプを使います。あとは畑

の上水道、それについても移動、それもポンプ

使います。だからポンプ使う箇所２カ所です。

震災のときはそのポンプとまりますので、この

３月11日、12日については発電機、それを手配

しまして実施したということであります。ただ

実施しようとしたときに既にうまくなりました

ので、実際には設置はしたんだけれども発電機

は使わなかったということです。どのぐらい持

つのかということなんですけれども、先ほど赤

坂配水池から萩野浄水場の方へポンプアップす
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るよとなった時点で全部配水池というの持って

おります。この配水池が停電なったときに満杯

であるというのであれば24時間、30時間ぐらい

は持つ、例えば全然復旧の見込みないと30時間

すれば空っぽになるよと、そういうようなこと

も予測されるよとなった場合、やはりそのずっ

と手前で一たん給水停止しまして、給水車なり

あるいは配水池に対する給水場、そういうもの

を設けながら次の復旧していくまでの時間をと

りたいなというふうに考えています。以上です。 

１１番（小嶋冨弥委員） 委員長、小嶋冨弥。 

新田道尋委員長 小嶋冨弥委員。 

１１番（小嶋冨弥委員） ありがとうございまし

た。第６次拡張だけじゃなくて災害等の教訓を

得ながら235人に達したと、まだあっちの方は

第６次の方は34％だというふうなことで今後ど

うもふえる要素はあるわけですね。せっかく拡

張やって投資したわけですので、もう一度頑張

っていただいて普及するようにひとつぜひお願

いいたします。 

  高料金はやはり減りますね。この辺対策して

いかないと、水道事業も今までためておったも

のが少なくなって新しく事業展開というものも

厳しくなるわけですので、その辺もしっかり対

策を打っていただきたいと思います。 

災害のとき、わかりました、30時間ぐらいは

ということで、自然落水で全部カバーというこ

とになりますと、鳥越地区あたりは高みですよ

ね。私もかつてあそこで職場でいて非常に水が

なくて非常に仕事上も大変、自分のところに自

家用水のタンクをつけてそれでためてそうした

という経験もございますので、その辺もしまた、

災害あると困りますけれども、災害対策には十

分、例えば発電機等もしなった場合には用意し

ていただいて備えあれば憂いなしというような

こともございますので、ぜひその辺をやってい

ただきたいと思います。 

あともう１点、直接将来の水道事業なんです

けれども、やはり高料金対策とかいろいろお金

がなくなってくるわけですけれども、今水道事

業も民営化、直営でなく民営化というようなこ

ともある地区ではやっていますので、ここでは

予算を歳入歳出決算するわけで、そこまで追求

するものではないんですけれども、せっかくの

機会ですので、やはりそういっただんだん営業

も苦しくなってくると民営化事業というのも将

来的には視野に入れる必要もあるんではないか

ということを御提案申し上げまして終わります。

ありがとうございます。 

新田道尋委員長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 審査意見書15ページに

供給単価、水道料が13市のうち第１位となって

います。簡単に言えば水道料が県内一高いと、

13市中ですが、そういう状況でございます。決

算の10ページで未収金5,415万円というのが出

ていますが、この原因は県内一高い水道料とな

っていることがあるのではないでしょうか。水

道料は県内一で収入は県内一番下か、そんなふ

うに考えるとちょっとひどいことになっている

んでないだろうかと思います。市民が苦しむ一

つのものになっています。そういう認識はない

か、お願いします。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 まず、決算意見書の15ペ

ージの供給単価それから給水原価とあるわけで

すけれども、いわゆる供給単価というのは有収

水道１立方メートルあたりで料金収入が幾らな

のかと、全体の平均の価格であります。給水原

価というのは、その逆で有収水量１立方メート

ルあたりにどのくらい費用がかかっているのか

というのが308円という数字でございます。こ

こで１立方メートルあたりの給水収入が一番高

いわけですけれども、水道料金にも反映するわ
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けですけれども、ただ13市の中で２番目です。

１番目ではないです。水道料金です。水道料金

の20立方メートル当たりの水道料金については

13市で２番目だということであります。ただ、

１立方メートル当たりの換算にするとこのよう

な数字が出てくるということであります。 

  それから、未収金、確かに平成20年度からふ

えております。やはり、先ほど来国保なりなん

なりいろいろと未収金の問題はあったわけです

けれども、やはり原因としまして経済困難とか

そんなところが多いわけです。やはり失業した

り病院にかかったりというようなところで、私

どもの方で滞納整理といいますか、そんなとこ

ろでお伺いしていろんな事情を聞きながら極力

納付してもらっている、納付計画を立てながら

納付してもらっている、ただそれが平成20年度

21年度となかなか進んでいない、金額的に進ん

でいない状況ですけれども、少しずつでも払っ

ていただいて毎日水を供給しているところでご

ざいます。以上です。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 13市中２番目というこ

とはわかりました。これはなるべく低く抑える

ような努力が必要だと私は思います。21ページ

は水道料金が出ておりますが、水道料金につい

てなんですが、使用料が多くなるほど高くなる、

水道料金の使用料が多くなるほど高くなる逓増

方式の採用はどうでしょうか。10立方メートル

まで同じ基本料金ですが、それ以下に抑えてお

られる方、節水しておられる方にはもっと安く

なる方法にしてあげることも必要ではないかと

思うんですが、どう考えますか。 

新田道尋委員長 21ページのどの部分ですか。 

１ 番（佐藤悦子委員） 21ページの上水道料金

です。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 水道料金の体系を工夫し

て何ていいますか、ひとり暮らしとか節水して

いる方々に安くする体系を考えられないかとい

うことですよね。 

今いずれにしても、10立方メートルまでは県

内でもかなり安い位置です。やはり10立方メー

トル使うと一人暮らしの老人世帯とかそういう

経済困難な方が多く使うんだろうということで、

福祉料金といいますか、10立方メートルまでは

１立方メートル当たり60円というような形でか

なり安くしている。ただ11立方メートル以上使

うと１立方メートル当たり200円とかなんとか

という、そういう体系になるということです。

ですから、そんなところでは安くしております。 

あと、今後の考え方でしょうけれども、今ま

で家庭用とか営業用とかなんとか、そういうふ

うな区分に従って料金表決めていましたけれど

も、ただ13市の中見ますと口径別といいますか、

13ミリの口径使うのか20ミリの口径使うのか、

いっぱい水を使う人は口径の大きいもの使うわ

けですから、そんなところなんかも検討加えな

がら今後料金体系の検討についてはその辺も含

めながらやって、なおかつ節水している方につ

いてはそういう面では極力安く使えるような体

系も検討してみたいなと思っています。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

います。どうかお願いします。 

  次に、続いて同じく決算書の21ページで営業

外収益というのがあります。ここについてです

が、みんなの水である地下水をくみ上げている

大口利用者に水道料金の一部に見合う協力金と

いうのを負担させる必要があるのではないかと

思いますが、どうでしょうか。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 営業外収益の中での御質
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問なんですけれども、どこの項目に入るのかよ

くわかりませんけれども、ただ地下水のことに

関しては新庄市は特に地下水条例はいわゆる地

盤沈下等で地下水条例等はつくっていないとこ

ろで、規制するものがまず一つないということ

であります。ただ、委員がおっしゃるように考

え方としてはやはり地下水というのは国民の財

産といいますか、そのような財産であることは

確かでしょうし、それを使って企業のもうけと

いいますか、そういうものに使うというのは確

かに違和感を持っております。ただ、現実的に

は新庄市の方で占用水道、地下水くみ上げる占

用水道やったからということで、そこに対する

指導とかなんとか協力金みたいなものは取れな

いということです。ただ、占用水道するという

協議だとか、そういうのはございますけれども、

そういう際については上水道を引いていただけ

るようなお話はしたいと思っています。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 引き続きぜひ検討して

いただきたいなと思います。 

次に、減価償却、24ページの減価償却費、24

ページで３億1,029万7,413円となっています。

私は償却のし過ぎではないかと思うんです。住

民の負担で施設をつくりその施設で減価償却を

行おうとしておいてその金額をまた水道料にお

いてまた負担させる仕組みは二重の住民負担と

言えるものではないかと考えますが、いかがで

しょうか。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 減価償却につきましては

いわゆる減価償却の方法というのがございます。

例えば40年なら40年の償却というのがあればそ

れを均等に償却していく、そういうものの合計

が平成21年度については３億5,000万円だとい

うことであります。 

それから、いわゆる減価償却とは何だという

ことだと思うんですけれども、つまり減価償却

というのは当初、いわゆる施設整備します。そ

れが40年後には古くなって使えなくなります。

当然当初設備したときに借金もします起債もし

ます。ですから施設をつくったときにその年に

全部その年の用途を使うんでなくてこれから40

年間これを使っていきますよ、ですから毎年そ

の費用を計上してその費用でもってその施設を

設置した借金の返済とか40年間でだんだん施設

設備が古くなります。ですから、そういうもの

の再生産するための更新費用に充てる、そのた

めの減価償却しまして内部留保しているわけで

す。内部留保して老朽管の更新とかあるいは施

設設備の更新とかそういうものに充てている。

一番大きいものは起債の償還に充てているとい

うことでございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ただいまの課長のお話

で借金返済というのがありましたけれども、借

金返済はこの会計では減価償却に入っていない

んじゃないですか。借金返済は、元金の返済や

利息の返済という形で別に書かれているように

思うので、借金返済は減価償却費には入ってい

ないんじゃないですか、どうですか。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 決算書の27ページに資本

的支出の支出の中に企業債償還金というのがご

ざいます。これが元金の償還です。それで、決

算書の４ページの下段の方に、資本的収入額が

支出額に不足する額幾ら、内部留保資金で補て

んしましたというふうに書いております。です

から、この内部留保資金、すなわちこの減価償

却費等で現金の伴わない支出で内部留保しまし

てその額でこういうふうな資本的支出の企業債

償還あるいは建設改良に充てていくと、企業債
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償還と老朽管とかいわゆる更新事業、そういう

のに充てていくという内容でございます。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 半分ぐらいわかりまし

た。 

  次に、25ページ、今の決算書25ページに支払

利息というのがあります。１億1,352万円とい

うふうになっています。企業債を見てみますと

利息４％以上のものが約10億円以上ございます。

これを繰上償還とかそれはちょっとだめだとい

うのであれば借りかえ、今は0.2％0.1％という

貯金利息、0.01か、非常に安い貯金利息にもな

っておりますので、借りかえしたらどれほどの

節約になると見込まれるのかお願いします。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 どれほど節約になるかと

いう御質問でしたけれども、そこの計算はやっ

ておりません。前回の３月議会の中でもいわゆ

る繰上償還、借りかえということで質問がござ

いました。やはり水道事業としましても現在の

利子の安いものに借りかえられれば、そういう

制度になっていればそれは大いに活用したいと

思います。ですから、そういう平成25年度まで

に5.5％以上のものは利子分を含まない借りか

えできるよという制度があってそれを全部やっ

たと。ですから、この４％以上につきましても

そういう制度ができればそれは大いに活用して

いきたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） 要望する考えは、国に

対して要望していくことが非常に重要だと考え

ますがどうでしょうか。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 それは水道事業だけでは

なくて市全体だと思いますし、その点について

も３月議会の中でも市全体の中でそういうよう

な考え方をいろんな面でしたいし、水道事業の

方でもそういう会議があればそういうようなと

ころでも言っていきたいと思います。 

１ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

新田道尋委員長 佐藤悦子委員。 

１ 番（佐藤悦子委員） ぜひその借りかえ、繰

上償還して利息払いを大いに節約して、市民の

水道料金引き下げにつながらないかできるよう

にやっていただきたいなと願うものです。 

  次に、10ページに現金預金というのがありま

す。11億3,701万4,594円、これは皆住民が負担

してきたものだと思います。これも使えば一気

に繰り上げ償還も10億円の４％以上のものが十

分にできるぐらいのお金だと思うわけでありま

して、今後この現金預金の見通しといいますか、

どのようになるのか、前は課長さんがおっしゃ

る６拡という、第６次拡張事業ですか、これも

あるし老朽管もあるしということで全部なくな

る見通しだということを何度も聞かされており

ますが、なんかふえ続けているような気もいた

します。そういうことで、今後の見通しお願い

します。 

星川俊也上下水道課長 委員長、星川俊也。 

新田道尋委員長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 この現金預金というのは

いわゆる内部留保されているお金でございます。

前にもお答えはしていますけれども、このお金

は内部留保されているお金は何に使うのかとい

うのは先ほど言いましたように、まず起債の償

還があるんだと、もう一つが建設改良、いわゆ

る老朽管の更新等行って水を安定的に供給して

いく、そのための建設改良に使うんだというこ

とであります。ですから、この金をもって給水

収益、水道料金を下げるとか、そういう使い道

の性格ではないということです。建設改良とか

起債償還に使える金がこの11億円、現在お金を



 - 260 - 

持っているわけですけれども、そこから右側の

流動負債の分、その分を引いた額が実際の現金

であります。その現金のうち、未処分利益剰余

金というのが２億8,000万円ほど平成22年度現

在でございますので、この２億8,000万円とい

うのはまだ処分していない現金ということで、

それは建設改良とか起債償還に使えない金であ

ります。ですから、今現在建設改良に使えるお

金というのは７億円ほどあります。ですからこ

ういうお金をこれからどんどん今年度みたいに

収益が上がれば建設改良積立金なりあるいは建

設積立金なり処分しまして、そういうお金に充

てていく現金だということです。 

今後の見通しですけれども、今後の見通しに

つきましては市のホームページに掲載していま

すけれども、新庄市の水道ビジョン、それをつ

くっております。ここ10年間あるいは20年間の

しなければならない事業、老朽管の更新なりな

んなり、そういう事業を概算ではありますけれ

ども金額を付してそして計画しているところで

あります。ですから10年間で大体の予算で50億

円とか60億円とか、そういうようなお金をこれ

から内部留保を生み出しつつ、この10億円でう

まく回して安定した水の供給に努めていきたい

というふうに思っております。 

新田道尋委員長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 ほかになしと認めます。よって、

質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 討論なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第50号平成22年度新庄市水道事業会計決

算の認定については、原案のとおり認定するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

新田道尋委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

新田道尋委員長 以上をもちまして本決算特別委

員会に付託されましたすべての案件についての

審査を終了いたしました。 

  ここで、決算特別委員長としてのごあいさつ

を申し上げます。 

  平成22年度決算の認定10件の審査につきまし

ては、委員各位の活発な質疑のもとに審査をす

べて終了することができました。委員諸君並び

に執行部の皆様の御協力に対し心より感謝御礼

を申し上げます。執行部におかれましては、本

委員会において出された意見等につきまして、

十分精査されまして今後の市政運営に最大限に

生かされるよう、とりわけこれから平成24年度

の予算編成に取りかかるわけですが、十分に成

果が生み出されるよう要望いたします。 

  それでは、これをもちまして決算特別委員会

を閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時０３分 閉議 

 

 

    決算特別委員会委員長 新田道尋 
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開      会 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより平成23年９月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１市長あいさつ 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１市長の就任あいさつをお

願いいたします。市長山尾順紀君。 

    （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  このたび、市政２期目の重責を担うことにな

りました。皆様方とともに元気な新庄のまちづ

くりに努めてまいりますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

  振り返りますと、ことしは大雪で始まりまし

た。そして、３月11日の大震災、まさしく３月

議会の途中でございました。その中で議員の皆

様の御配慮により、防災対策、災害被災者対策

に全力を傾けることができた、ほんの半年前で

あります。 

  そうした中で議員の皆様も地方統一選挙を自

粛ムードの中で迎えなければならなかった選挙、

そして改めて襲われた原発事故による大きな被

害の拡大というようなことで、市政もさまざま

な形で動いてきたような気がしております。 

  その後、落ち着いた中で市政運営、市民にと

って大事な施策はというようなことを議論いた

だいたこと、大変ありがたく思っております。 

  過去４年間を振り返りますと、財政再建とい

う大きな目標がございました。ここに来まして

市民の皆様を初め、議員、職員の一丸となって

御尽力いただいた結果、本当に財政再建の山を

一つ乗り越えたという状況に来ております。 

  その中でことし４月より第４次振興計画をス

タートすることができました。大きな柱として

は三つのプロジェクトを持っております。人口

交流拡大を第１にした政策、さらには安全・安

心といったプロジェクト、そして何といっても

まちづくりの基本となる人づくりの政策、この

三つの大きなプロジェクトを掲げてスタートさ

せていただきました。 

  今後、この大きなプロジェクトをもとに第４

次計画を確実に推進していくことが２期目の大

きな命題であるというふうに思っております。

今後、訪れるであろう少子問題、高齢化問題、

あるいは産業の国際化、そうしたことに立ち向

かう元気なまちづくりをしなければならないと

いうふうに思っております。 

  行政におきましては、市民の皆さんと信頼を

築きながら協働のまちづくりを進める。その第

一歩として市民第一主義を職員に徹底していき

たい。それはいわゆる親切な心でもって市民と

対応していくということをきょう朝、訓示の中

でも申したところであります。 

  大変厳しい状況でありますが、この地域課題

を一つ一つ乗り越えられるように、これまでや

ってきた事業をさらに進化し、具体的に具現化

できる政策を４年間、つくり上げていきたいと

いうふうに思っております。今後４年間、議員

の皆様とともに市民にとって必要な行政、また

議会となることをお祈り申し上げまして、簡単

ではありますが就任のあいさつとさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。（拍手） 

沼澤恵一議長 ありがとうございました。ただい

ま就任のごあいさつをいただきました山尾市長、

まことにおめでとうございます。 
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  私から、新庄市議会を代表いたしまして一言

ごあいさつを申し上げさせていただきます。 

  市長になられ１期目４年間の市政実績を糧に

ようやく好転した財政健全化を今後も継続し、

確たるものにしなければなりません。ことしは

新庄まちづくり総合計画第４次振興計画のスタ

ートでもあります。この実効性を高めつつ、市

長が掲げた新庄まつり誘客100万人構想の成果

を問われる２期目ではないかと感じております。 

  市民の願いであります福祉、医療の充実や防

災体制の整備を含め豪雪地新庄の雪対策にも真

剣に取り組んでいただき、人口減少に歯どめを

かけ、子供たちの明るい未来のためにも安全・

安心をモットーにさらなる行政手腕を発揮され

ますことを御期待申し上げる次第であります。 

  さて、新幹線の延伸以来、久方ぶりに大型事

業が再開されました。基本設計に着手した北部

地区小・中一貫教育校の建設です。山尾市長２

期目、最大のプロジェクトであるとも言えます。

今期任期中の開校を目指すものでありますが、

信念を持ってしっかりと取り組んでいただきま

すよう強く要望いたすものであります。 

  結びに、私たち議会は改選を機に特別委員会

を創設いたしました。市民に開かれた議会を目

指し、しっかりと議会改革に取り組む覚悟でご

ざいます。執行部と議会は両輪のごとくにあり、

知恵を出し合い全力本気度をもって新庄市の未

来を大いに議論し合おうではありませんか。 

  山尾市長におかれましては、このたびの御就

任、心からお祝いを申し上げ、ごあいさつにか

える次第であります。 

 

 

日程第２会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において石川正志君、遠藤敏信君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第３会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る９月22日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成23年９月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含めて提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましては、お手元に配付してありま

す平成23年９月定例会日程表のとおり、本日か

ら10月14日までの15日間に決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても日程表のと

おり決定いたしましたので、よろしくお願い申

し上げます。 

  なお、このたび提出されます案件は、報告２

件、議会案１件、議案３件、平成22年度決算の

認定10件、補正予算７件、請願６件の計29件で

あります。案件の取り扱いにつきましては、本

日報告２件の後、議会案第12号を上程し、委員

会の付託を省略して直ちに本日の本会議におい

て審議をお願いいたします。議案第38号から議

案第50号までの議案13件について、本日、本会
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議に上程し、提案説明の後、平成22年度決算の

認定10件を除いた議案３件につきましては総括

質疑を受け、各常任委員会に付託をし、審査を

していただきます。平成22年度決算の認定10件

につきましては、本日、全議員で構成する決算

特別委員会を設置していただき、同委員会に付

託をして審査をしていただきます。議案第51号

から議案第57号までの補正予算７件につきまし

ては、本日は提案説明のみにとどめ、委員会へ

の付託を省略して10月14日最終日の本会議にお

いて審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は10名であります。よ

って、１日目５名、２日目５名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げ、議会運営委員会における

協議の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から10月

14日までの15日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は９月30日から10月14日までの15日間と決

しました。 

 

 

平 成 ２ ３ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ９月30日 金 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。行政報告。報告（２件）の説

明。議会案（１件）の上程、提案説

明、質疑、討論、採決。議案（３

件）及び決算（10件）の一括上程、

提案説明、総括質疑。決算特別委員

会の設置。議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託。補正予算

（７件）の一括上程、提案説明 

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 10月１日 土 
休       会  

第３日 10月２日 日 

第４日 10月３日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小嶋冨弥、奥山省三、伊藤 操、

小関 淳、小野周一の各議員 

第５日 10月４日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 山口吉靜、佐藤悦子、髙橋富美

子、石川正志、佐藤卓也の各議員 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第６日 10月５日 水 常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第７日 10月６日 木 常任委員会 

産 業 厚 生

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第８日 10月７日 金 
決 算 

特別委員会 
議   場 午前1 0時 

平成22年度一般会計、特別会計、水

道事業会計決算の審査 

第９日 10月８日 土 
休       会  

第10日 10月９日 日 

第11日 10月10日 月 休       会 （体育の日） 

第12日 10月11日 火 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成22年度一般会計、特別会計、水

道事業会計決算の審査 

第13日 10月12日 水 休       会 （本会議準備のため） 

第14日 10月13日 木 休       会 （本会議準備のため） 

第15日 10月14日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

決算特別委員長報告、討論、採決。

各常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（７件）の質疑、討

論、採決。 

 

日程第４市長の行政報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第４市長の行政報告をお願い

いたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、私の方から行政報告を

させていただきます。 

  新庄中学校体育館につきましては、昨年度に

耐震診断を行った結果、ＩＳ値、いわゆる構造

耐震指標が震度６強以上の大規模な地震に対し

て倒壊、または崩壊する危険性が高いとされる

0.3未満の0.12であり、かつ補強工事ができな

いという判断がなされたところでありました。

このため改築することになり、実施設計業務委

託料を今年度当初予算に計上し、先般、発注し

たところでございます。 

  敷地面積が必ずしも広いとは言えない新庄中

学校校地の中でよりよい配置がどうあるべきか、

設計業者による諸条件の研究を踏まえて検討し

てきたところであります。日陰規制など建築基

準法の課題、グラウンドの活用スペース、使い

勝手を現在より悪くならないようにすること。

改築となれば、文部科学省で規定している耐用

年数47年間、将来的に活用することとなること

など諸条件及び課題を総合的に判断し、改築場

所については、お手元の資料の図にお示ししま

したように現体育館の若干南側へ90度向きを変

えて管理棟から渡り廊下でつなぐ案が最良であ

ると判断したところでございます。 
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  また、来年度から工事に着手することになり

ますが、補助事業の手続の関係もございまして

工期は来年７月から翌年平成25年10月ごろまで

の16カ月ほどを予定しております。工事期間中

は生徒の安全確保を第一とし、体育の授業並び

に部活動につきましては、市立体育館やわくわ

く新庄の多目的ホールなどを活用することとし、

スクールバスなどによる送迎に万全を期したい

と考えております。 

  また、最上公園に隣接する体育館でもあり、

景観、雪対策も十分検討してまいりたいという

ふうに思っております。 

  何とぞ御理解のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

日程第５報告第１３号新庄市土地

開発公社の経営状況の報告につい

て 

 

 

沼澤恵一議長 日程第５報告第13号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第13号新庄市土地

開発公社の経営状況について御説明申し上げま

す。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして、議会に報告す

ることとなっております。 

  平成22年度新庄市土地開発公社の決算でござ

います。この決算につきましては、去る５月９

日に公社監事による監査を行い、５月31日の理

事会におきまして御承認をいただいております。 

  平成22年度の事業でありますが、万場町地区

におきまして１区画の宅地分譲を行いましたが、

売却には至りませんでした。 

  平成22年度の損益につきましては、16万

8,177円の当期純利益となっております。 

  なお、お手元の決算書の１ページから９ペー

ジまでが事業報告及び決算の内容であり、10ペ

ージ以降につきましては、決算附属明細表を記

載しておりますので、後ほどごらんいただきた

いと存じます。 

  以上で平成22年度新庄市土地開発公社の決算

についての報告とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 本件は地方自治法第243条の３第

２項の規定による報告でありますので、御了承

願います。 

 

 

日程第６報告第１４号平成２２年

度新庄市健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第６報告第14号平成22年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 続きまして、報告第14号平成22年

度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率につ

いて御報告申し上げます。 

  本比率につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律に基づき、監査委員の意

見を付して議会に報告し、市民に対して公表す

ることとなっているものであります。 

  初めに、健全化判断比率についてであります

が、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、前年

度同様、すべての会計が黒字決算でありました
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ので数値はございません。 

  実質公債費比率につきましては、前年度より

3.7ポイント改善の19.8％でございました。前

年度に早期健全化基準の25％を下回り１年限り

で早期健全化団体を脱しておりますが、今年度

においてはさらに20％を下回ることとなり、大

きな改善を見ております。 

  これまでは県内で一番高い数値となっており

ましたが、２番目以降の自治体の比率との差が

年々縮小しておりますので、今年度においては、

２番目以降の自治体と同程度の比率になるもの

と思われます。 

  将来負担比率につきましては、129.7％とな

り、前年度の154.9％より25.2ポイント改善し

ております。速報数値では130.2％でありまし

たが、速報値より0.5ポイント下がっておりま

す。前年度の県内13市の中では中位の比率とな

っておりますので、今年度も同じような順位に

なるものと思われます。 

  次に、資金不足比率についてでありますが、

繰り出し基準に基づき一般会計から適正に繰り

出しを行っておりますので、すべての特別会計

で不足額はございませんでした。 

  算定結果は以上でございまして、財政再建計

画の効果があらわれ順調に改善の方向に向かっ

ているものであります。 

  以上で健全化判断比率及び資金不足比率の報

告とさせていただきます。 

  何とぞよろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承願い

ます。 

 

 

日程第７議会案第１２号日本海国

土軸の構築と社会資本整備を求め

る意見書の提出について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第７議会案第12号日本海国土

軸の構築と社会資本整備を求める意見書の提出

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  小野周一君。 

   （４番小野周一議員登壇） 

４ 番（小野周一議員） 私から議会案第12号に

ついて御説明申し上げます。 

  このたびの東日本大震災による東北地方の復

興には広域的な視点による国土形成を進めるこ

との必要性が再確認されました。 

  そのため、政府及び国会等へのさらなる働き

かけが必要であるとのことから、意見書を提出

するものです。 

  それでは、読み上げまして説明にかえさせて

いただきます。 

  議会案第12号日本海国土軸の構築と社会資本

整備を求める意見書の提出について。上記の議

案を別紙のとおり、会議規則第14条第１項の規

定により提出いたします。平成23年９月30日。

新庄市議会議長沼澤恵一殿。提出者は小野周一。

賛成者は奥山省三議員、清水清秋議員、小関 

淳議員、遠藤敏信議員、新田道尋議員でござい

ます。 

  以上、よろしく御審議、御決定いただきます

ようお願い申し上げます。 

  それでは別紙。 

  議会案第12号日本海国土軸の構築と社会資本

整備を求める意見書。 

  このたびの東日本大震災では、社会資本整備

が太平洋側に偏り、東北地方における災害時の

リスク分散や代替え機能の確保が不十分である

ことが顕在化しました。そのため、今後は日本

海側の物流機能の重要性を認識し、バランスの

とれた社会資本の整備が必要であると考えます。 

  迅速な物資輸送や安定した物流を確保するた
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めに、「東北中央自動車道」、「日本海沿岸東北

自動車道」及び「東北横断自動車道酒田線」の

ミッシングリンクの早期解消や、日本海側と太

平洋側を結ぶ物流ルートの整備、また地域間の

広域連携の基礎となる奥羽本線及び羽越本線の

高速化や安全・安定輸送機能強化など、山形県

内の高速交通ネットワークの確立が急務となっ

ております。 

  日本海側と太平洋側の国土軸を均等に整備す

ることにより、両者の補完体制も整い、災害に

強い国土の形成、さらには強固な経済基盤が構

築できるものと考えます。 

  よって、国においては、日本海国土軸の早期

構築に必要不可欠な社会資本の整備を早期に図

られるよう強く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、財務大臣宛、経済産業大臣宛、国

土交通大臣宛。以上であります。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。ただいま説明

ありました議会案第12号は、会議規則第37条第

３項の規定により委員会の付託を省略いたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第12号は委員会の付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。議会案第12号日本

海国土軸の構築と社会資本整備を求める意見書

の提出については、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第12号は原案のとおり可決されました。 

 

 

  議案１３件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第８議案第38号新庄市市税条

例等の一部を改正する条例の設定についてから

日程第20議案第50号平成22年度新庄市水道事業

会計決算の認定についてまでの13件を会議規則

第35条の規定により一括議題といたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号新庄市市税条例等の一部を改正する

条例の設定についてから議案第50号平成22年度

新庄市水道事業会計決算の認定についてまでの

13件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第38号新庄市市税

条例等の一部を改正する条例の設定について御

説明申し上げます。 

  現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応し

て税制の整備を図るための地方税法等の一部を

改正する法律が、６月30日に公布されたことに

伴いまして、市税条例、国民健康保険税条例に

ついて必要な改正を行うために提案するもので

あります。 
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  主な改正の内容についてでありますが、個人

市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、

鉱産税、特別土地保有税、国民健康保険税の不

申告に係る過料の上限額を引き上げるものであ

ります。 

  個人市民税関係につきましては、肉用牛売却

所得の課税特例の見直しと適用期限の延長を行

うものであります。 

  固定資産税、都市計画税関係につきましては、

地方税法の条項ずれによる改正字句の修正であ

ります。 

  以上の改正につきまして施行日が一様でない

ことから、附則においてその期日を定めており

ます。 

  以上、御審議をいただきまして御決定くださ

るようお願い申し上げます。 

  次に、議案第39号新庄市交通安全条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  本年度の第９次新庄市交通安全計画の策定に

当たり、本市交通安全対策会議の組織等に関す

る規定について整備するため必要な改正を行う

ものであります。 

  改正の内容についてでありますが、交通安全

対策会議の設置について定め、国、県などの機

関別の委員数を見直すものであります。 

  また、これらを規定しておりました新庄市交

通安全対策会議条例については、附則において

廃止するものであります。 

  御審議くださるようよろしくお願いいたしま

す。 

  議案第40号市道路線の認定及び廃止について

御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしまして、道路網の整備を

図り市民福祉の増進に資するため市道の路線に

ついて認定し、及び廃止する必要があるので提

案するものであります。 

  内容といたしましては、認定する路線が７路

線、廃止する路線が４路線であります。 

  初めに、認定する路線についてであります。

常葉跨線橋下７号線については、民間の宅地開

発により整備された路線であり、市に帰属され

る道路を認定するものであります。 

  反田・西山線につきましては、新庄北道路の

供用開始に伴い本路線の起点部が新庄北道路の

道路敷となったため、起点の変更により新たに

認定するものであります。 

  泉町下仲町線及び宮内13号線につきましては

民間の宅地開発により整備された路線であり、

市に帰属される道路を認定するものであります。 

  角沢松本線についてでありますが、この路線

は県道新庄戸沢線、新庄南バイパス、新庄北道

路の整備に関連した路線となっており、本年３

月26日の新庄北道路の供用開始により、起点側

及び中間部の経路が変更となったことから新た

に認定するものであります。 

  仁間虫森線につきましては、国道47号と虫森

地区の連絡網を図るため新たに認定するもので

あります。 

  本合海・本合海線については、本合海地内の

主要地方道新庄舟形線においてバイパス道路の

整備が完了し、本年５月13日に供用開始したこ

とに伴い、旧道となる部分について県より移管

されたものであり、これを認定するものであり

ます。 

  次に、廃止する路線についてであります。 

  反田・西山線については、本路線の起点部が

新庄北道路の一部となったことにより廃止する

ものであります。 

  松本角沢線についてでありますが、本路線の

起点側及び中間部の一部が主要地方道新庄戸沢

線直轄国道の新庄北道路、新庄南バイパスの整

備により、市道部分のつけかえが行われたため

廃止するものであります。 

  仁間・野際線については、終点部と虫森地区

まで延長し、新たに仁間虫森線として認定する
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ため本路線を廃止するものであります。 

  福田工業団地５号線については、市道として

の役割が終了したものと判断されることから廃

止するものであります。 

  以上のとおり、道路法第８条第２項及び第10

条第３項の規定により御提案申し上げます。 

  次に、議案第41号平成22年度新庄市一般会計

歳入歳出決算の認定についてから議案第49号平

成22年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定についてまでの決算関係９議

案につきましては、会計課長より、議案第50号

平成22年度新庄市水道事業会計決算の認定につ

いては上下水道課長よりそれぞれ御説明申し上

げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より配付されております決算審査意見書の提出

を受けておりますが、監査委員から賜りました

意見については、今後、十分に留意いたしまし

て、効率的な行政運営になお一層努力してまい

る所存であります。 

  以上、私の方からの説明を終わりますが、御

審議いただきまして御決定くださいますよう何

とぞよろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 次に、議案第41号平成22年度新庄

市一般会計歳入歳出決算の認定から議案第49号

平成22年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出決算の認定についてまでの９件を会計

管理者兼会計課長小山田 昭君より説明願いま

す。 

  会計管理者兼会計課長小山田 昭君。 

   （小山田 昭会計管理者兼会計課長登壇） 

小山田 昭会計管理者兼会計課長 議案第41号平

成22年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてから議案第49号平成22年度新庄市後期高

齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いてまでの９議案について、お配りしておりま

す平成22年度歳入歳出決算書をもとに御説明申

し上げます。 

  初めに、決算書の52ページをお開き願います。 

  平成22年度新庄市会計別歳入歳出決算総覧に

ついて御説明申し上げます。 

  一般会計と特別会計の合計は、収入済額が

246億2,167万9,893円、支出済額が239億6,848

万9,425円であります。 

  この９会計の収入済額と支出済額のそれぞれ

の合計は、予算現額247億3,174万円に対して収

入率が99.55％、執行率が96.91％となりました。 

  次に、決算書の４ページにお戻りいただきま

して、各会計ごとの歳入歳出決算について御説

明申し上げます。 

  初めに、議案第41号一般会計でございますが、

４ページの１款から６ページの21款までの歳入

合計は、収入済額が153億9,814万5,338円であ

り、予算現額155億1,875万3,000円に対して収

入率が99.22％、調定額160億2,268万5,196円に

対して収納率が96.10％となりました。収入未

済額の合計は５億3,932万2,132円であり、その

内訳は１款市税が３億6,215万9,908円、12款分

担金及び負担金が1,371万1,128円、13款使用料

及び手数料が376万7,342円、14款国庫支出金が

１億4,664万8,000円、15款県支出金が1,160万

9,000円、そして20款諸収入が142万6,754円で

あります。 

  また、不納欠損額の合計は8,521万7,726円で

あり、その内訳は１款市税が8,331万5,406円、

12款分担金及び負担金が167万2,820円、13款使

用料及び手数料が21万7,500円、そして20款諸

収入が１万2,000円であります。 

  なお、１款市税の合計額においては、収入済

額が43億6,978万4,088円であり、調定額48億

1,525万9,402円に対して収納率が90.75％とな

りました。 

  次に、10ページの１款から12ページの14款ま

での歳出合計は、支出済額が150億1,011万

1,986円であり、予算現額155億1,875万3,000円

に対して執行率は96.72％となりました。 
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  また、歳出決算による不用額は２億2,732万

1,212円であります。 

  歳入総額から歳出総額を差し引いた残額は３

億8,803万3,352円でありますが、平成22年度は

東日本大震災の影響により資材確保が困難にな

ったこと、安全・安心な学校づくり交付金やき

め細かな交付金を活用した事業の開始が冬期間

になったことなどにより、一般会計並びに下水

道事業特別会計において繰越明許が発生してお

ります。 

  ここで決算書の299ページから始まります実

質収支に関する調書をお開き願います。 

  300ページの一般会計並びに304ページの公共

下水道事業特別会計でございますが、平成23年

５月末の出納閉鎖時点において一般会計では

4,598万4,902円、公共下水道事業特別会計では

420万950円が繰越明許費繰越額となりましたの

で、一般会計では残りの３億4,204万8,450円が

平成23年度への実質繰越額となりました。 

  なお、公共下水道事業特別会計につきまして

は、後ほど特別会計事業のときに御説明申し上

げます。 

  ここでふたたび決算書の14ページにお戻りい

ただきたいと思います。 

  議案第42号国民健康保険事業特別会計でござ

いますが、14ページの１款から11款までの歳入

合計は、収入済額が41億6,905万1,762円であり、

予算現額に対して収入率が101.53％、調定額に

対して収納率が90.63％となりました。そのう

ち１款国民健康保険税においては、収入済額が

９億8,419万53円であり、調定額に対して収納

率は69.55％となりました。また、収入未済額

は３億5,007万１円、不納欠損額は8,085万

8,365円であります。 

  次に、16ページの１款から18ページの12款ま

での歳出合計は、支出済額が39億6,683万1,261

円であり、予算現額に対して執行率が96.61％

となりました。また、歳出決算による不用額は

１億3,924万7,739円であります。歳入歳出差引

残額は２億222万501円であり、平成23年度への

繰り越しとなります。 

  次に、20ページから22ページまでの議案第43

号交通災害共済事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、１款から５款までの歳入合計は、収入

済額と調定額が同額の839万2,956円であり、予

算現額に対して収入率は78.68％となりました。

収入未済額、不納欠損額はともにございません。 

  １款事業費の歳出合計は、支出済額が収入済

額と同額の839万2,956円であり、予算現額に対

する執行率も収入率と同じ78.68％となりまし

た。歳出決算による不用額は227万4,044円であ

り、歳入歳出差引残額はございません。 

  次に、24ページから26ページまでの議案第44

号老人保健事業特別会計の歳入歳出であります

が、１款から６款までの歳入合計は、収入済額

と調定額が同額の178万7,740円であり、予算現

額に対して収入率は60.32％となりました。収

入未済額、不納欠損額はともにございません。 

  １款から３款までの歳出合計は、支出済額が

1,850円であり、予算現額に対して執行率は

0.06％となりました。歳出決算による不用額は

296万2,150円であります。歳入歳出差引残額は

178万5,890円であり、平成23年度への繰り越し

となります。 

  続いて、28ページから30ページまでの議案第

45号公共下水道事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、１款から７款までの歳入合計は、収入

済額が16億9,464万5,561円であり、予算現額に

対して収入率は98.61％、調定額に対して収納

率は98.62％となりました。収入未済額は受益

者負担金が371万2,980円、下水道使用料が

1,306万3,662円、国庫支出金が681万4,000円の

合計で2,359万642円であり、不納欠損額は下水

道使用料の12万6,545円であります。 

  １款から３款までの歳出合計は、支出済額が

16億8,886万8,867円であり、予算現額に対して
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執行率は98.27％となりました。歳出決算によ

る不用額は864万1,183円であります。歳入歳出

差引残額は577万6,694円でありますが、一般会

計において御説明申し上げましたように、決算

書の304ページに記載のとおり、420万950円の

繰越明許費繰越額が発生しておりますので、残

額の157万5,744円が平成23年度への実質繰越額

となります。 

  次に、32ページから34ページまでの議案第46

号農業集落排水事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、１款から５款までの歳入合計は、収入

済額が7,783万524円であり、予算現額に対して

収入率は98.94％、調定額に対して収納率は

97.32％となりました。収入未済額は分担金が

124万4,864円、使用料が74万2,560円の合計で

198万7,424円であり、不納欠損額は使用料の15

万6,198円であります。 

  １款及び２款の歳出合計は、支出済額が収入

済額と同額の7,783万524円であり、予算現額に

対する執行率も収入率と同じ98.94％となりま

した。歳出決算による不用額は83万476円であ

り、歳入歳出差引残額はございません。 

  次に、36ページから38ページまでの議案第47

号営農飲雑用水事業特別会計の歳入歳出であり

ますが、１款から５款までの歳入合計は、収入

済額が2,302万2,218円であり、予算現額に対し

て収入率は98.00％、調定額に対して収納率は

97.16％となりました。収入未済額は使用料の

67万3,259円であり、不納欠損額はございませ

ん。 

  １款及び２款の歳出合計は、支出済額が収入

済額と同額の2,302万2,218円であり、予算現額

に対する執行率も収入率と同じ98.00％となり

ました。歳出決算による不用額は46万8,782円

であり、歳入歳出差引残額はございません。 

  次に、40ページから42ページまでの議案第48

号介護保険事業特別会計の歳入歳出であります

が、１款から10款までの歳入合計は、収入済額

が28億8,329万481円であり、予算現額に対して

収入率は99.17％、調定額に対して収納率は

99.49％となりました。 

  収入未済額は介護保険料が1,023万5,318円、

負担金が9,346円、雑入が5,259円の合計で

1,024万9,923円であり、不納欠損額は介護保険

料の455万9,490円であります。 

  １款から９款までの歳出合計は、支出済額が

28億3,148万1,003円であり、予算現額に対して

執行率は97.39％となりました。歳出決算によ

る不用額は7,592万7,997円であります。 

  歳入歳出差引残額は5,180万9,478円であり、

平成23年度への繰り越しとなります。 

  最後に、46ページから48ページまでの議案第

49号後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出で

ありますが、１款から５款までの歳入合計は、

収入済額が３億6,551万3,313円であり、予算現

額に対して収入率が100.09％、調定額に対して

収納率は99.15％となりました。収入未済額は

保険料が265万9,690円、不納欠損額は同じく保

険料が46万2,100円であります。 

  １款から４款までの歳出合計は、支出済額が

３億6,194万8,760円であり、予算現額に対して

執行率は99.11％となりました。歳出決算によ

る不用額は324万2,240円であります。歳入歳出

差引残額は356万4,553円であり、平成23年度へ

の繰り越しとなります。 

  以上、平成22年度一般会計並びに特別会計の

歳入歳出決算の概要について御説明を申し上げ

ました。 

  なお、決算書の52ページには、会計別歳入歳

出決算総覧、58ページから297ページには各会

計の歳入歳出決算事項別明細書、300ページか

ら308ページには、各会計の実質収支に関する

調書、310ページ以降には財産に関する調書を

添付しておりますのでごらんいただきたいと思

います。 

  これで、議案第41号から議案第49号までの平
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成22年度一般会計並びに各特別会計の歳入歳出

決算についての説明を終わりますが、十分な御

審議の上、御認定くださいますようよろしくお

願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議案第

41号平成22年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてから議案第49号平成22年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてまでの各決算について監査委員の監

査報告をお願いいたします。 

  代表監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治代表監査委員登壇） 

髙山孝治代表監査委員 先般の新庄まつりにおき

ましては中日にゲリラ豪雨がありましたが、猛

暑というわけでもなく３日間、天候には比較的

恵まれ、震災後とはいえ、盛り上がったのでは

ないかと思います。関係各位の皆様の御労苦に

対し、改めて感謝の意を表したいと思います。 

  それでは、お配りしております決算審査意見

書により御報告いたします。 

  一般会計、特別会計決算審査意見書１ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

  地方自治法の規定に基づき審査に付されまし

た一般会計、各特別会計の決算、財産に関する

調書及び各基金の運用状況について、奥山省三

委員ともども審査をいたしましたので、その概

要と結果について御報告いたします。 

  審査の方法は、諸帳簿、書類などを照合調査

し、関係職員の説明を聴取するなどにより、法

令その他の規定に従って処理されているか、予

算の執行が適正であるかに主眼を置いて実施い

たしました。 

  なお、現金・預金の残高確認、証書類の検査

につきましては、別に地方自治法の規定に基づ

く例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は、法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれ設置の目的に沿って運用されており、決

算における計数は正確で、その執行は適正と認

められました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから21ペ

ージにわたり記載してございます。その主要な

点は、22ページ、第６むすびで言及してござい

ますのでこちらで説明をいたしたいと思います。 

  22ページをお開きいただきたいと思います。 

  第６むすびでございます。平成22年度の一般

会計及び各特別会計の総計の決算額は、２ペー

ジの表にございますが、歳入が246億2,167万

9,893円で、前年度に比べ６億6,241万756円、

2.8％の増、歳出が239億6,848万9,425円で、４

億3,087万770円、1.8％の増となりました。そ

の結果、実質収支は６億300万4,616円の黒字で、

単年度収支も２億1,691万5,734円の黒字となり

ました。 

  市債残高は235億2,783万8,460円で、内訳は

一般会計146億5,343万4,193円、公共下水道事

業特別会計82億424万9,410円、農業集落排水事

業特別会計６億1,659万8,207円、営農飲雑用水

事業特別会計5,355万6,650円で、前年度より６

億1,319万2,677円、2.5％減少しております。

しかしながら、毎年減少しているものの、まだ

全会計の予算額に相当する残高がありますので、

今後も償還に努めていただきたいと思います。 

  収入未済額は、一般会計では市税が３億

6,215万9,908円で、前年度に比べると1,088万

4,065円、2.9％減少しました。保育所入所負担

金、公営住宅使用料等の未収額は1,661万3,690

円あり、前年度より218万2,370円、15.1％増加

しております。 

  特別会計では、国民健康保険税が３億5,007

万１円で、前年度に比べ2,002万1,468円、

5.4％の減、公共下水道使用料が1,306万3,662

円で、257万7,959円、24.6％の増となっていま
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すが、介護保険料は1,023万5,318円で、９万

3,332円、0.9％の減、後期高齢者保険料は265

万9,690円で、30万240円、10.1％の減となって

います。未納に関しては本市のみならず全国的

な問題となっておりますが、歳入及び負担の公

平を確保する観点からも新たな対策を取り入れ

るなどのより一層の対策が必要であると思われ

ます。 

  平成20年４月１日から施行された地方公共団

体の財政の健全化に関する法律により算定した

実質公債費比率は、平成22年度決算では過去３

カ年の平均値で19.8となる見込みで、基準とな

る25％を下回っており、財政の健全化へとまた

一歩進んでおります。単年度で見れば、平成20

年度が24.49、平成21年度が19.91、平成22年度

が15.21となっております。今後も一層の行財

政改革を進め、より安定した経営となることを

期待するものであります。 

  現在、景気の低迷が長引いており、また大震

災による影響により、国においても財源の不足

が心配されているところであり、地方への影響

が懸念されております。 

  本市においては、こうしたことも踏まえなが

ら、また早期健全化団体からの脱却ができたと

いえども、引き続き市の主要施設の指定管理者

制度の活用等、維持管理費の抑制、経費の節減

を図るなど市民とともに財政再建に取り組む必

要があると思われます。本年度は第４次新庄市

振興計画新庄市まちづくり総合計画が市民参画

のもとに、社会経済情勢の変化に的確に対応し

た住みよい地域社会を構築していくことを目指

して策定され、このことは行財政改革、地方分

権の推進など自立性と独立性のある地域社会の

実現に相応するものと思います。これらのこと

を踏まえ今後も市民生活の安定を目指して市民

が安心して暮らせる市政の運営に邁進すること

を願うものであります。 

  以上が平成22年度一般会計及び特別会計の決

算審査の概要並びに意見でございます。よろし

くお願いを申し上げます。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  次に、議案第50号平成22年度新庄市水道事業

会計決算の認定についてを上下水道課長星川俊

也君より説明願います。 

  上下水道課長星川俊也君。 

   （星川俊也上下水道課長登壇） 

星川俊也上下水道課長 それでは、議案第50号平

成22年度新庄市水道事業会計決算の認定につい

て御説明申し上げます。 

  最初に、２ページ、３ページをお開き願いま

す。 

  新庄市水道事業決算報告書（税込み）により

説明申し上げます。 

  初めに、⑴収益的収入及び支出でございます。

収入の第１款水道事業収益の予算額合計は11億

1,482万6,000円、決算額は11億4,029万8,239円

で、予算額に比べまして2,547万2,239円の増で

ございます。次に、支出の第１款水道事業費用

の予算額合計は10億7,415万8,000円、決算額は

10億4,610万6,742円で、執行率は97.39％でご

ざいます。 

  次に、４ページ、５ページをお開き願います。 

  ⑵資本的収入及び支出の第１款資本的収入の

予算額合計は6,895万3,000円、決算額は6,688

万4,163円で、予算額に比べまして206万8,837

円の減でございます。また、第１款資本的支出

でございますが、予算額合計は４億4,932万

5,000円、決算額は４億2,989万6,542円で、執

行率は95.68％でございます。資本的収入が資

本的支出に不足する額３億6,301万2,379円は過
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年度損益勘定留保資金等で補てんしております。 

  次に、６ページをお開き願います。 

  損益計算書について御説明申し上げます。 

  営業収益においては、昨年７月の猛暑による

使用水量の増もあり前年比約1,379万円の増と

なりましたが、営業外収益においては、他会計

補助金の高料金対策費等が前年比約6,666万円

の減となっています。 

  費用においては、人件費の削減や減価償却費、

支払い利息等の減により前年比約4,300万円削

減することができたことにより計上利益は

8,506万86円、当年度純利益は8,228万5,612円

となり、前年度繰越利益剰余金を加えた当年度

未処分利益剰余金は２億8,149万4,982円となり

ます。 

  続きまして、７ページをごらんください。 

  剰余金計算書でございますが、利益剰余金と

して１の減債積立金は⑵の前年度繰入額を繰り

入れ、当年度末残高は4,747万6,719円となって

います。 

  ２の建設改良積立金は⑶当年度処分額9,850

万円は、建設改良事業に充当したことによるも

のであり、当年度末残高は542万5,576円となっ

ています。したがいまして、積立金の合計は

5,290万2,295円となります。 

  次に、８ページをお開き願います。 

  資本剰余金でございますが、これまでに資本

として調達いたしました国庫補助金や工事負担

金等の内訳でございまして、平成23年度への繰

越資本剰余金は61億3,808万6,224円となってお

ります。 

  ９ページは剰余金処分計算書案でございます。 

  22年度未処分利益剰余金が２億8,149万4,982

円となっておりますので、⑴減債積立金へ

1,410万円、⑵建設改良積立金に１億円を積み

立て、起債償還及び建設改良に充てることとし、

残額の１億6,739万4,982円を23年度へ繰り越す

ものでございます。 

  続きまして、10ページ、11ページをお開き願

います。 

  貸借対照表でございますが、資産の部として

固定資産、流動資産、繰延勘定の資産の合計は

152億2,597万1,206円となります。また、11ペ

ージの負債の部でございますが、負債合計で

5,039万6,792円となります。 

  次に資本の部でございます。６の資本金の合

計は87億309万913円で、７の剰余金の合計は64

億7,248万3,501円となります。 

  以上が水道事業会計決算諸表についての説明

でございます。 

  次に、決算附属書類でございますが、12ペー

ジに事業報告書、21ページから収益費用明細書、

28ページに固定資産明細書、30ページに企業債

明細書を記載しておりますが、説明は省略させ

ていただきます。 

  以上で平成22年度新庄市水道事業会計決算に

ついての説明を終わらせていただきます。 

  御審議の上、御承認賜りますようよろしくお

願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました平成22

年度新庄市水道事業会計決算について、監査委

員の監査報告をお願いいたします。 

  代表監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治代表監査委員登壇） 

髙山孝治代表監査委員 それでは、同じようにお

配りしております水道事業会計の決算審査意見

書により御報告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定に基づき審査に付され

ました水道事業会計の決算について御報告申し

上げます。 

  審査の方法は、決算報告書、損益計算書、剰

余金計算書及び貸借対照表並びに事業報告書、

収益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産

明細書、企業債明細書などを照合調査し、関係

職員の説明を聴取するなどにより、法令その他
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の規定に従って処理されているか、財務状況及

び経営成績を適正に表示しているか、公共性と

経済性が確保されているかに主眼を置いて実施

をいたしました。 

  なお、現金預金の残高確認、証書類の検査に

つきましては、別に地方自治法の規定に基づく

例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました決算書類及び附属書類は、

地方公営企業関係法令の規定に基づいて作成さ

れており、経営成績及び財務状況を適正に表示

しており、計数も正確であり、適正な決算と認

めました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから11ペ

ージに記載してございますが、その主要な点は

12ページ、７むすびで言及しておりますのでこ

ちらで説明をさせていただきます。 

  12ページをお開き願います。 

  平成22年度水道事業会計の決算審査の概要は

以上のとおりであります。 

  平成16年度から行っている老朽管更新事業を

引き続き行い、清浄で安全な生活水の供給と有

収率の向上に努めております。 

  普及率は、外国人登録を含めた平成23年３月

末の世帯数１万3,621戸に対し、給水世帯数は

１万2,385戸、90.9％と前年比で0.7％増加して

おります。 

  市内の人口は３万9,274人、前年比189人減と

減少しているため、給水人口は３万5,681人、

235人増で0.7％と増加しました。そのため、給

水収益も1,379万810円と1.6％増加しました。 

  未収金については5,415万3,845円と年々増加

しており、より徹底した納付の指導を求めるも

のであります。 

  本年度も経費削減には積極的に努めており、

営業費用3,213万2,084円も前年度より下回りま

した。 

  職員１人当たりの営業収益は１億3,201万

3,000円と前年比30.8％増となっております。 

  当年度純利益は8,228万5,612円で、前年度よ

り610万2,680円減少しました。 

  高料金対策等の一般会計繰入金が１億5,450

万7,683円で、前年度より減少し、また県から

の受水費３億5,590万3,222円は、38万7,791円

下がっております。 

  資本的収入及び資本的支出については、収入

が6,688万4,163円、支出が４億2,989万6,542円

で、不足する額３億6,301万2,379円は補てん財

源を充当しております。これからも安定した給

配水を継続するための建設改良を行う上でも内

部留保資金の確保に十分留意する必要がありま

す。 

  今後は有収率のさらなる向上を図るとともに、

引き続き経費節減等に努め、また経営の透明性

を高めるためにも内部統制の整備を図り、企業

努力を徹底し、継続して経費節減等に努め企業

体質の強化を図り、安全な水の供給を望むもの

であります。 

  以上が平成22年度水道事業会計の決算審査の

概要並びに意見でございます。 

  なお、決算審査資料末尾に参考として県内都

市の経営状況を添付いたしましたので、御参照

いただきたいと思います。よろしくお願い申し

上げます。 

沼澤恵一議長 これより、ただいま説明ありまし

た平成22年度各決算を除く議案第38号新庄市市

税条例等の一部を改正する条例の設定について

から議案第40号市道路線認定及び廃止について

までの３件について総括質疑を行います。質疑

ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案の38号についてで

す。これは不申告による過料という罰金の金額

をふやす、しかも10日以内に払うようにさせる

という内容に思います。今まで不申告という方
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が、例えば22年度は何人ぐらいあったでしょう

か。 

小野孝一税務課長 議長、小野孝一。 

沼澤恵一議長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 今の御質問についてお答え申

し上げます。 

  未申告者については、ことしの春のデータし

かなかったんですけれども、春のデータとしま

しては446件というふうなことで聞いておりま

す。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） その未申告、不申告、

どちらでもいいかと思いますが、その未申告者

466人の方がいらっしゃるということなんです

が、その方々に、例えば今までの条例で言いま

すと過料３万円ということがありますが、これ

は何人ぐらい払わせることになったのか、課し

たのは何人で払わせたのは何人というのがあり

ましたらお願いします。 

小野孝一税務課長 議長、小野孝一。 

沼澤恵一議長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 この過料の措置につきまして

は行政罰ということで刑罰である罰金とは意を

異にしておりまして、今まで無申告者に対する

過料の処分をしたことはございません。以上で

す。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今まで過料の処分をし

たことがないということは、つまりは行政とし

てあなたは無申告じゃないかというふうに御案

内を差し上げるといいますか、やるようにと促

す指導、またはお願い、相談、こういうことを

やれば未申告者がああ、そうかということで改

めてどういうふうに申告するんですかというこ

とで行政と相談しながらそれなりに対応してく

る方が今まで市民はほとんどだったんじゃない

でしょうか。知らないでいる方、あるいはお金

がないためにいろんな事情でやっぱり申告でき

ないままにいるという方は確かにおられます。

しかし、罰金まではするまでもなかったという

か、行政として、やっぱりそれは親切なやり方

だと思います。今後もやっぱりそういうやり方

をすべきだと思いますし、指導とか相談とかを

すれば、それなりに努力する姿がやっぱり市民

としてあると思うんです。それに対して今回の

条例改正というのは罰金を大きく見せて払わな

いとなんか条例ですから、法律と同じですから

罰せられるというか、10日以内に払わない場合

は警察に行くということになるのでしょうか、

そのような市民にとっては大変な脅しが強化さ

れるというか、そういうことで本当に税金払う

ことになるのか、払えないという人は、やっぱ

りそれなりに事情があるから、第１はやり方を

知らなかったり、第２はお金がなかったり、そ

ういうことから簡単に言えば困っている方だと

思うんですね。そういう方に対する行政のあり

方としてこのような脅し、10日まで払わないと

警察に引っ張るというイメージがあるんですけ

れども、そういうような脅しになって本当にい

いと思っているのか、税務課長として、あるい

は市長として今までのことから本当にこういう

ふうにしていいのか、どういうふうに考えてい

るかお願いします。 

小野孝一税務課長 議長、小野孝一。 

沼澤恵一議長 税務課長小野孝一君。 

小野孝一税務課長 先ほどから罰金、罰金と申さ

れましたけれども、罰金は刑事罰でありまして、

これは警察等への告訴の対象にはなりますけれ

ども、あくまでもこれは行政罰としての過料で

ございます。ただ、申告している方としない方

との一つのペナルティーということで税の公平

性の観点からされたものというふうに理解をし

ております。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２１決算特別委員会の設置 

 

 

沼澤恵一議長 日程第21決算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りします。 

  議案第41号から議案第50号までの平成22年度

一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決

算並びに水道事業会計決算の審査をするため、

委員会条例第６条第１項の規定により決算特別

委員会を設置したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

沼澤恵一議長 これよりただいま設置されました

決算特別委員会委員の選任を行います。 

  決算特別委員会の選任につきましては、委員

会条例第８条第１項の規定により議長において

全議員を指名いたしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 

  なお、委員会条例第10条第１項の規定に基づ

き、本日の本会議終了後、この議場において決

算特別委員会を開催し、委員長の互選を行って

いただきますので、御参集方よろしくお願いい

たします。 

 

 

日程第２２議案、請願の決算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

 

沼澤恵一議長 日程第22議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付してあります付託案件表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託しますので、よろ

しくお願いいたします。 
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平 成 ２ ３ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決 算 特 別 委 員 会 

   議案（１０件） 

 

○議案第４１号平成２２年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

○議案第４２号平成２２年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第４３号平成２２年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第４４号平成２２年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議案第４５号平成２２年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

○議案第４６号平成２２年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第４７号平成２２年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

○議案第４８号平成２２年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

○議案第４９号平成２２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 

○議案第５０号平成２２年度新庄市水道事業会計決算の認定につい

て 

 

 

 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

請願（５件） 

 

 

 

 

〇議案第３８号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

〇請願第３号３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に

係る意見書の採択要請についての請願書 

○請願第４号「地方財政の充実・強化を求める請願」について 

○請願第６号原子力発電からのすみやかな撤退を求める意見書提出

の請願 

○請願第７号原子力・エネルギー政策を転換し、自然エネルギー政

策推進を求める請願 

○請願第８号免税軽油制度の継続を求める請願 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

請願（１件） 

 

〇議案第３９号新庄市交通安全条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議案第４０号市道路線の認定及び廃止について 

○請願第５号環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）参加反対を求

める請願 

 

 

議案７件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第23議案第51号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第５号）から日程第29

議案第57号平成23年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）までの補正予算７件につきまし

ては、会議規則第35条の規定により一括議題に

いたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第51号平成23年度新庄市一般会計補正予算

（第５号）から議案第57号平成23年度新庄市水

道事業会計補正予算（第１号）までの補正予算

７件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第51号から議案第57号までの

平成23年度新庄市一般会計、特別会計及び水道

事業会計の補正予算について御説明申し上げま

す。 

  予算書１ページ、議案第51号一般会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ２億8,871万7,000円を

追加し、補正後の総額を144億4,521万4,000円

とするものであります。 

  主な補正内容につきましては、13ページから

の歳出を中心に御説明申し上げます。 

  まず、２款１項７目企画費に企画調整事業費

を計上しておりますが、これは本合海地区の情

報通信環境格差の解消を図るために光ブロード

バンドの環境整備を行う経費であります。 

  また、９目電算管理費には、外国人住民を住

民基本台帳法の適用対象に加えることの法改正

に対応した電算システム改修業務費を盛り込ん

でおります。 

  ３款民生費におきましては、18ページの児童

福祉費について、子育て環境のさらなる充実の

ために各種サービスの向上に資する経費や、保

育業務の担い手拡充の経費などを計上いたし、

次の生活保護事業についても対象者の増加や医

療費の拡大に応じた通年補正を組んでおります。 

  ６款農林水産業費におきましては、21ページ、

農業畜産振興と土地改良に資する補助的経費な

どを中心に盛り込み、８款土木費におきまして

も国交付金の減額内示に呼応した分野、今年度

後半の事業展開を見据えた事業費を加えており

ます。 

  27ページからの10款教育費におきましては、

まず通学手段確保対策事業といたしまして、小

中学校児童・生徒送迎用バスの購入費、４項社

会教育費については、各施設の環境整備の充実

を期し、修繕を中心とした経費を盛り込んでお

ります。 

  最後に、31ページですが、このたびは地震か

ら続く６月、７月の大雨による農地や道路、河

川の被災が多くあり、そのうち国の災害支援等

を仰ぎながら復旧工事を進めるために11款災害

復旧費を加えております。 

  続きまして、33ページ、特別会計からですが、
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議案第52号国民健康保険事業特別会計補正予算

から、議案第56号介護保険事業特別会計補正予

算までの５特別会計及び議案第57号水道事業会

計補正予算につきましては、今年度下半期のそ

れぞれの事業の執行に必要な補正を行うもので

あります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては、財政課長及び上下水道課

長から説明させますので、御審議いただき、御

決定くださいますようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第51号から56

号までの議案を一括して御説明申し上げます。 

  平成23年度９月補正予算書の１ページをお開

きください。 

  議案第51号一般会計補正予算（第５号）につ

きまして御説明申し上げます。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ２億

8,871万7,000円を追加し、補正後の総額は144

億4,521万4,000円となります。各款各項の補正

予算額並びに補正後の額につきましては、２ペ

ージからの第１表歳入歳出予算補正において御

確認いただきたいと思います。 

  次に、５ページ、第２表地方債補正でござい

ます。将来の公債費負担を考慮し、市債発行の

抑制を図っているところですが、光ブロードバ

ンドによる情報通信環境の整備のための事業及

び大雨により被災した農地や道路、河川を復旧

するための事業に係る４本の起債を新たに加え、

また限度額の変更といたしまして県営土地改良

事業への負担債の増額、国の交付金の減額内示

に伴う起債減額などがあり、さらに普通交付税

の振りかえ措置として歳出補正の一部に充てる

臨時財政対策債の増額を盛り込んでおります。 

  次に、事項別明細書の９ページからの歳入に

ついて御説明いたします。 

  初めに、12款でございますが、衛生費負担金

として斎場設備の維持管理に伴う負担金を計上

しております。 

  14款国庫支出金については、まず１項国庫負

担金において生活保護費等負担金5,248万6,000

円の増額を、災害復旧費国庫負担金として大雨

による被災道路、河川の復旧事業費負担金678

万6,000円を新たに盛り込むとともに、２項国

庫補助金において土木費国庫補助金として国の

社会資本整備総合交付金制度に基づく道路橋梁

費補助金、雪対策補助金の事業費内示による

3,091万2,000円の減額を上げ、さらに小・中学

校児童・生徒送迎バス購入に係るへき地児童・

生徒援助費等補助金416万円、光ブロードバン

ド環境整備事業に係る情報通信利用環境整備推

進交付金1,478万6,000円を新たに組んでおりま

す。 

  10ページの15款県支出金については、まず２

項県補助金に関し民生費県補助金に児童福祉の

３本の補助金、計1,075万3,000円の増額予算を

組み、待機児童対策に資するものといたします。 

  労働費県補助金としましては、東日本大震災

に対応した事業の展開が図られるよう緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業費補助金819万2,000

円を増額しております。 

  農林水産業費県補助金においては、積極先駆

的農業経営者に対する支援を中心に1,273万

9,000円を加えるなど各般の拡充を期しており

ます。 

  次に、11ページですが、まず17款寄附金につ

いては、今般、企業１社より100万円の御寄附

をいただいており、その御意向に基づき老人福

祉施設と学校教育環境の整備のために歳出の方

にも当該予算を盛り込んでおります。 

  18款繰入金については、昨年度、国が地域活

性化策として推進した住民生活に光を注ぐ交付

金事業の一部に関し、基金化しておりました

630万円を取り崩し、交付金事業対象である乳

幼児ＤＶ対策や問題を抱える児童支援策に充て
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ることといたします。 

  20款諸収入については、小・中学校児童・生

徒送迎バス購入事業に関し、関係する団体から

の負担金を収入計上しているもので、この活用

を図ってまいります。 

  なお、このたびの補正における一般財源は、

19款繰越金の１億3,287万5,000円と、21款市債

で次のページの臨時財政対策債の3,910万円を

充てることといたします。 

  続きまして、13ページからの歳出について説

明させていただきます。 

  まず２款総務費１項１目一般管理費でござい

ますが、職員給与費１億1,304万7,000円を増額

しております。これにつきましては昨年度末退

職者と新規採用予定者の差額分をこの費目で一

括して措置しており、そのため、全款を通した

各費目では減額補正が多くなります。また、今

年度当初の人事異動に伴う補正ともなっており

ます。 

  ７目企画費は、委託料を中心とした計上です

が、国庫補助金や起債を用い、光ブロードバン

ドの環境整備を実施することにより本合海地区

などに生じている情報通信における格差の是正

を図るものでございます。 

  ９目電算管理費は、計上額のうち2,440万円

については、住民基本台帳法の一部改正に基づ

く電算システムの改修費増額分で、現行の外国

人登録制度を廃止し、外国人住民のさらなる利

便増進と行政の合理化を図るための補正計上と

なります。 

  16ページからの３款民生費でございますが、

まず次のページ、後段の２項１目児童福祉総務

費は、県補助事業において多子世帯に対する支

援が新設されたことに伴う保育施設等への補助

の拡充であり、認可外保育施設乳幼児育成支援

や放課後児童健全育成を通し待機児童の解消等

を図ってまいります。 

  ３目保育所費については、延長、休日保育等

の支援による申込者等の増加に対応した保育業

務従事者の賃金、また民営化した保育所の耐震

補強工事に対する補助金の増額について措置し

ております。 

  ３項２目扶助費は6,998万2,000円の生活保護

費増額を盛り込みました。これは保護対象の増

加と医療費の拡大について年間ベースで積算し

直し対処したものであります。 

  ４項２目災害被災者対応費は、既決予算の組

み替えですが、震災後、半年を経過し、今後の

支援体制等の方向性を反映させ計上しておりま

す。 

  20ページ、４款衛生費１項８目水道費につい

ては、国の通知による上水道高料金対策に係る

一般会計からの繰り出しで、資本費基準額が１

円ふえたことにより320万2,000円を計上してお

ります。 

  次に、21ページからの６款農林水産業費です

が、１項３目農業振興費、４目畜産業費につい

ては、先駆的で積極的な経営姿勢の農業経営者

等に対する各種補助の拡充を図るため、県補助

制度を活用し各般の補助増額分を計上しており

ます。 

  ５目農地費については、６月、７月の大雨等

により被災した農地や施設に対する一般土地改

良事業費補助、また県営の上野地区経営体育成

基盤整備事業への負担金などを中心に計1,175

万2,000円の補正を組んでおります。 

  次に、23ページ、７款商工費におきましては、

１項３目観光費に784万6,000円の増額を盛り込

んでおります。まず、観光振興対策として新庄

ＰＲ大使による市の情報発信と交流事業の展開

に資するため新たに起こすとともに、物産振興

対策として震災対応分野の緊急雇用創出事業臨

時特例基金事業費補助金を用いた新たなビジネ

スの創生を期す事業に係る委託料、また物産振

興会議負担金の増額に観光物産の総合的な交流

拡大をねらいとするふるさと応援隊の立ち上げ
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経費を新たに計上しております。 

  24ページからの８款土木費については、２項

２目道路維持費と３項２目河川維持費にやはり

６月、７月の大雨等により被災し、国の災害指

定に至らない市道や準用河川の復旧に資する修

繕料を組むとともに、歳入のところで述べまし

たが、国の社会資本整備総合交付金の大幅な減

額内示によりまして２項３目道路新設改良費の

泉田二枚橋線整備事業を今年度は実施しないこ

ととし減額、また27ページの６項２目雪総合対

策費の沖の町中山町地区流雪溝事業費も大きく

減額しております。しかしながら、安全で快適

なまちづくりには社会生活基盤の充実が欠かせ

ないことから、公園や住宅、都市下水路及び公

共下水道特別会計繰り出しなど住環境、生活環

境の向上に資する整備事業費については、所要

の補正を行っております。 

  次に、９款消防費１項３目消防施設費は、消

防設備の維持向上のために消火栓の布設に係る

負担金として181万1,000円を計上しております。 

  次に、10款教育費でございますが、まず１項

２目事務局費について通学手段確保対策事業費

1,994万1,000円を計上しておりますが、これは

市内小・中学校児童・生徒の学校送迎バスの購

入経費で、現在使用しているバスの老朽化に伴

い２台を更新するとともに、八向地区に新規１

台導入するものでございます。国庫補助金及び

通学手段確保対策関係団体からの負担金を活用

してまいります。 

  また、小・中学校施設から社会教育施設の全

般において施設修繕費用を盛り込んでおります

が、特に28ページ、中段からの２項１目学校管

理費、４項２目市民プラザ費、及び12目体育施

設費の修繕料については、ともに役割を終えた

ビル影共同受信設備の撤去分を含んでおります。 

  31ページ、11款災害復旧費については、梅雨

どきから夏場にかけての数度にわたる大雨の影

響で国県の災害復旧支出金の需要が見込める被

災箇所がふえ、これを充てながら円滑に復旧事

業を行えるように組んだものでございます。 

  まず、１項農林水産施設災害復旧費は、拓生

地区の農地災害を含め487万7,000円、２項公共

土木施設災害復旧費は、市道上山屋亀割線と準

用河川新庄内川、芦沢川の一部損壊で1,062万

5,000円を計上しております。 

  12款公債費については、県市町村総合交付金

が事業ごとに決定し、山形新幹線踏切整備に係

る起債償還分に充てる交付金が減額になったこ

とによる充当財源の入れかえでございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計に

入らせていただきます。 

  33ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第52号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ１億6,981万4,000円を追加し、補正後の予算

総額を42億5,446万9,000円とするものでありま

す。 

  38ページをごらんください。 

  歳入は社会保険診療報酬支払い基金からの交

付金の確定通知と、前年度繰越金の確定による

ものでございます。 

  歳出は、主に３款後期高齢者支援金と６款介

護納付金の増額及び11款には平成22年度の事業

実績に基づく国への返還金を計上しております。 

  41ページをごらんください。 

  議案第53号公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）については、歳入歳出それぞれ42万

1,000円を追加し、補正後の予算総額を15億

4,829万5,000円とするものでございます。 

  歳入は一般会計からの繰入金により、歳出は

職員給与費のほか、東日本大震災の影響による

マンホールとその周辺部の復旧を含む修繕を中

心に盛り込んでおります。 

  47ページをごらんください。 

  議案第54号農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）については、歳入歳出それぞれ40
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万円を追加し、補正後の予算総額を7,685万円

とするものでございます。 

  内容は地震等による施設修繕の増額補正で、

一般会計からの繰入金を充てるものでございま

す。 

  次に、51ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  議案第55号営農飲雑用水事業特別会計補正予

算（第２号）については、歳入歳出それぞれ10

万円を追加し、補正後の予算総額を2,522万

1,000円とするものでございます。 

  内容は施設の一般修繕の増額補正で、これも

一般会計繰入金を充てることといたします。 

  最後に、55ページをごらんください。 

  議案第56号介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）でございますが、歳入歳出おのおの

5,128万7,000円を追加し、補正後の予算総額を

29億9,555万7,000円とするものでございます。 

  59ページをごらんください。 

  歳入は、地域支援事業に係る国県支出金のほ

か、介護保険料及び前年度繰越金を計上し、歳

出では４款地域支援事業費の職員給与費、６款

基金積立金の給付費準備基金積立金、また８款

諸支出金の国庫及び支払い基金への返還金を組

んでおります。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議をいただき御可決賜りますようよろし

くお願いいたします。 

沼澤恵一議長 上下水道課長星川俊也君。 

   （星川俊也上下水道課長登壇） 

星川俊也上下水道課長 議案第57号平成23年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）について

御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  第２条、平成23年度新庄市水道事業会計予算

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を

次のとおり補正します。 

  初めに、収益的収入の補正でありますが、収

入の第１款水道事業収益の既決予定額10億

9,138万5,000円に補正予定額320万2,000円を増

額し、10億9,458万7,000円といたします。その

内容は、第２項営業外収益の高料金対策一般会

計繰入金の基準額の確定に伴うものです。 

  次に、収益的支出の補正でありますが、支出

の第１款水道事業費用の既決予定額10億7,826

万4,000円から補正予定額925万9,000円を減額

し、10億6,900万5,000円とします。内容につい

ては４月の人事異動に伴う職員給与費等の減額

でございます。 

  第３条議会の議決を経なければ流用すること

ができない経費である職員給与費の既決予定額

について925万9,000円を減額し、5,863万6,000

円とするものです。 

  次のページですけれども、第４条高料金対策

等のため、一般会計から補助金を受ける既決予

定額について320万2,000円を増額し、１億

4,704万4,000円とします。 

  なお、３ページにはただいま説明しました補

正内容の実施計画を記載していますのでごらん

ください。 

  以上、平成23年度新庄市水道事業会計補正予

算（第１号）について御説明申し上げました。 

  御審議の上、御可決くださいますようよろし

くお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明ありました補正予算７件につき

ましては、会議規則第37条第３項の規定により

委員会への付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第51号から議案第57号までの補正予算７件

については、委員会への付託を省略し、10月14

日、定例会最終日の本会議において審議をいた

します。 
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日程第３０議員派遣について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第30議員派遣についてを議題

といたします。 

  お諮りします。 

  来る11月１日、鶴岡市において山形県市議会

議長会の主催により開催される議会報研修会へ

の議員派遣の件につきましては、地方自治法第

100条第13項及び会議規則第106条の規定に基づ

き、お手元に配付いたしました名簿のとおり、

議会報編集委員を派遣いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

山形県市議会議長会主催の議会報研修会への議

員派遣の件につきましては、議会報編集委員を

派遣することに決しました。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

す。 

  明日10月１日、２日は休会であります。10月

３日月曜日午前10時より本会議を開きますので、

御参集お願いいたします。 

  なお、議場でのクールビズについては、きょ

うで終了いたしたいと思います。御協力ありが

とうございました。月曜日の本会議からは正常

の服装でよろしくお願いいたしたいと思います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後０時００分 散会 
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平成２３年９月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２３年１０月３日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   佐  藤  卓  也  議員 

  ３番   平  向  岩  雄  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   髙  橋  富 美 子  議員    １０番   伊  藤     操  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 伊 藤 元 昭  総 合 政 策 課 長 野 崎   勉 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 小 野 孝 一 

市 民 課 長 川 田 美 浪  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 清 水 幹 也  農 林 課 長 五十嵐 正 臣 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 安 食 敬 二 

上 下 水 道 課 長 星 川 俊 也  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 近 岡 晃 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

 
監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員

事 務 局 長 松 田 裕 一 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野   享 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 任 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２３年１０月３日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 小 嶋 冨 弥  議員 

２番 奥 山 省 三  議員 

３番 伊 藤   操  議員 

４番 小 関   淳  議員 

５番 小 野 周 一  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２３年９月定例会一般質問通告表 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 嶋 冨 弥 

１．山尾市長再選を受けた市政運営について 

２．新庄まつりについて 

３．児童虐待について 

市 長 

２ 奥 山 省 三 

１．市長２期目に向けて 

２．雇用について 

３．放射能汚染について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 伊 藤   操 

１．学童保育の現状について 

２．ＡＥＤについて 

３．介護保険における冬期間の在宅支援の除雪について 

市 長 

 

４ 

 

小 関   淳 

１．新庄まつりについて 

２．宮内・下田町周辺の大規模商業施設進出の可能性につ

いて 

３．体育施設の現状について 

４．看護師養成機関開設の可能性について 

５．今後の人事管理計画について 

市 長 

５ 小 野 周 一 

１．山尾市政４年間の自己検証と２期目の公約について 

２．スクールバスの有効な活用について 

３．日本一の山車まつりについて 

市 長 

教 育 長 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は10名であります。質問の順序は、

配付しております一般質問通告表のとおり決定

いたしております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 それでは最初に、小嶋冨弥君。 

   （１１番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１１番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  議席11番、絆の会の小嶋冨弥でございます。

ひとつよろしくお願い申し上げます。 

  何と月日のたつのは早いものでありまして、

今年度も上半期が経過いたしました。何といっ

てもことしは国内において大自然災害が発生、

震災以外にも猛暑、原発によるところの電力節

電、ゲリラ的豪雨、台風、そして台風12号、15

号の被害で亡くなられた方、大きな被害に遭遇

された方々には心からお見舞いを申し上げるも

のであります。幸いにして、当地は雪は降るが、

このような災害が発生しないことのありがたさ

を思うのであります。 

  さて、私が当議会において一般質問の通告は

３点でありますので、順に従いましてお伺い申

し上げますので、御答弁のほどよろしくお願い

を申し上げます。 

  まず、最初に、山尾市長、再選を受けた市政

運営についてであります。今議会初日に市長よ

り２期目の就任のお話を賜りました。新たな気

持ちで取り組む気持ちが伝わりました。健康に

御留意し、４年間、頑張っていただきたいと思

います。 

  それでは、本題に移りたいと思います。 

  申すまでもなく、先月９月４日の市長選告示

において対抗馬がなく無投票で再選されました。

前回の選挙戦前は当市が第２の夕張のようにな

るのかとマスコミ等に騒ぎ立てられました。新

人２人の選挙戦を制し、「人行きかうまち」、

「人ふれあうまち」、「人学びあえるまち」を標

榜し、市長報酬もマニフェストに沿って50％カ

ットを行って財政健全化の道しるべを果たして

まいりました。 

  中学校における学校給食の実施、新庄まつり

国指定無形民俗文化財と実績をつくりました。

しかし、最上は一つの市町村合併は、相手があ

ることとはいえ、結婚までには至りませんでし

た。その他、いろんなこと、またお考え、思い

があろうかと思います。そこで、２期目につな

がる１期目の評価、総括をお願いいたすもので

あります。 

  また、市長にとって１期４年間は長く感じま

したでしょうか、短く感じられましたか、率直

なお考えをお聞かせくださればありがたいと思

います。 

  今回の市長選挙は無投票での再選でしたので

市長選挙の選挙広報がなされませんでした。一
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方では２期目に向けた市長の考えやまちづくり

の市政運営をどう進めるかを知りたい多くの市

民がおるわけであります。自治体のトップは住

民から選ばれた民意の代表であります。二元代

表制で選ばれた議会は民意の縮図とも言われま

す。私は、この議場にて２期目に向けた山尾市

長のリーダーシップ、市政運営の抱負と決意を

お伺いいたすものであります。 

  次に、新庄まつりについて質問いたすもので

あります。 

  ことしの夏は猛暑続きで祭りの天気は心配な

いかと思いましたが、24日は天気がぐずつきま

したが予定どおりの運行でありました。25日も

昼時分、すごい雨になりましたが、山車、神輿

渡御の運行は予定どおりできたことは、市民の

皆さんもほっとした思いだと思います。 

  ことしの祭りの日程が平日にもかかわらず、

山車の子供の引手が大変多いと感じられました。

これも新庄まつり行事が国指定の重要無形民俗

文化財に指定されたことも影響していると私に

は感じられました。 

  また、ことしは尾花沢新庄道路、すなわち北

道路が上西山まで開通したことによっての交通

規制で苦労したとお聞きしております。これら

を含めての新庄まつり全体の評価と総括をお伺

いいたすものであります。 

  次に、新庄まつり誘客100万人構想の推進に

ついての質問であります。 

  ９月４日の市長選挙を前にした新庄市の現状

と課題についての新聞報道がなされました。そ

の記事の報道で、交流人口100万人は定住人口

１万人に匹敵するとの分析もありました。すご

いことであります。山形新幹線が新庄に延伸し

てから12年になろうとしております。観光客増

はそれらの効果が遺憾ながら期待するほど進展

しておりません。当市に多くの観光客を内外か

ら呼ぶとすれば、まず新庄まつりであることは

衆目の一致するところではないでしょうか。市

長も国指定の重要文化財指定を機に新庄まつり

を交流拡大推進の核ととらえ、新庄まつり100

万人構想を事あるたびにお話しなされておりま

す。私も評価いたしますし、協力をいたすもの

ですが、全国的には知名度不足は否めません。

テレビ、コマーシャル放映も仙台方面から関東

地区に広げましたが、それだけでは100万人だ

けの声がけになるのではないでしょう。昨年の

９月定例議会で100万人誘客プランのプロジェ

クトをつくるべきでないかと申し上げました。

新庄まつり百年の大計第２期計画が平成15年の

改定より間もなく10年、平成24年度の策定に向

けて新庄まつり委員会の準備を進めているプロ

ジェクトについては、外交戦略等を含めて検討

させていただきたいとのお話がありましたが、

その後の進展はどうだったのでしょうか。第１

回日本の伝統祭りポスターコンクールを早稲田

大学のエジプト考古学者吉村作治教授を審査委

員長にした画期的な企画は、従来の行政マンの

枠を超えすばらしい展開と評価いたします。 

  しかし、100万人の誘客体制をつくるにはま

だまだ不十分と感じられます。一つの担当課の

範囲ではなし得ません。オール新庄の展開が大

事だと思います。ぜひ実現のためのお考えをお

尋ねいたすものであります。 

  次に、山車若連、囃子若連に対しての取り組

みについてお伺いいたします。 

  新庄市民は年齢に関係なく祭りに関係する人

は皆若連であります。ほかではない組織であり

ます。少子高齢化が進む昨今ですが、多くの人

が係を持ちきずなを深めるのは新庄まつりのす

ばらしいところでありますが、昨今の経済の不

況から国全体も抜け出ることができず、地方も

同じであります。 

  最近の傾向を見ますと、山車制作も年々早く

なってきておりますし、そして、いろんな材料

を取り入れ手が込んでおり大きな経費のかかる

ものになってきております。自前の経費計上も
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各町内若連は限界にきております。100万人構

想によって多くのお客さんが来ても、絢爛豪華

な山車、囃子がしょぼくれては話になりません。

言語道断であろうかと思います。そうならない

うちに技能を尽くし、補助金のあり方、最悪の

雨対策等、各若連が安心して祭りができるため、

行政の務めを果たすべきはとても大事なことだ

と思います。これらについてのお考えをお伺い

いたすものであります。 

  ３番目の質問は、児童虐待についてでありま

す。 

  今、社会問題になっているところのことであ

ります。ことしの７月20日の新聞報道によると、

全国の児童相談所に2010年度に相談が寄せられ

た児童虐待の件数は、速報値で５万5,152件で、

５万件を超え過去最多となったと厚生労働省の

まとめでわかったとの記事がありました。その

中で今回の速報値は東日本大震災で集計できな

かった宮城、岩手、福島県が除かれているとし、

同様にこれらの自治体を除いた数は前年度の09

年と比較し１万2,090件、28.1％の増、ちなみ

に1990年度統計をとったときの記録は1,101件

の集計開始から20年連続の増であるとありまし

た。 

  昨年の夏、大阪で幼い姉弟が育児放棄により

命を落としました。衝撃的な事件が人々に積極

的な通報を促し、過去最高の件数増につながっ

たと分析がなされておりました。 

  また、政府民主党が検討を進める子供・子育

て新システムが実現すれば、市町村の権限が大

きくなり責任も重くなるとし、それは取り組み

次第で体制の格差が広がると懸念されると伺っ

ております。 

  ちなみに山形県の場合、新聞紙上では282件

で、前年度より36件の増で過去最多とあります。 

  そこでお伺いいたしますのは、当市における

現状、実態をお聞きいたすものであります。ま

た、これらの防止、予防等はどのようになされ

ておるのかもお聞かせください。 

  以上、私が通告いたしました壇上での質問で

あります。御答弁のほどよろしくお願い申し上

げます。御清聴まことにありがとうございまし

た。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  ２期目、初めての答弁をさせていただきます。 

  １番目は、この４年間、長かったか短かった

かというような質問がございましたが、正直申

し上げまして、あっという間の４年間だったと

いうのが実感であります。 

  市政運営の評価についてでありますが、「人

行きかうまち」、「人ふれあうまち」、「人学びあ

えるまち」をまちづくりの基本理念に掲げてや

ってまいりました。その背景には雇用、交流の

拡大、安全・安心の充実、子育て、人づくりを

目指してきたところであります。 

  同じく、今回の第４次振興計画におきまして

も、市民の皆様から基本的な重点プロジェクト

としても選択されているということで、やはり

地域の課題を共有していくことが大事だなとい

うふうに思っております。 

  １期目を振り返りまして自己評価といたしま

しては、夢中でやってきたというのが現状であ

りますが、何とか合格点を自分なりにつけられ

るのではないかなというふうに思っているとこ

ろであります。 

  当時、立候補直前、財政再建、実質公債費比

率、全国２番目に悪い、32％という大変な状況

がありました。それを何とかしなければならな

いという危機的状況からどう脱却するかという

思いが大変強くありました。おかげさまで市民

の皆様、議員、また職員の協力によりましてこ

の４年間で改善の方向が見られたということを、

本当に心から関係者に御礼を申し上げ、また感
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謝し、今後の市政運営におきましても、この例

を肝に銘じながらしっかりと運営していかなけ

ればならないところであります。 

  具体的な成果といたしましては、中学校給食

の実施、新庄まつりの国の重要無形民俗文化財

の指定、簡易除雪機の貸し出しにより雪に強い

まちづくりを目指したこと、あるいはその後に

なりました子宮頸がんワクチン接種費用の公費

負担など、それから何といっても子育て時代に

未来を与えるべくわらすこ広場の再開というこ

とは、雪国新庄にとりまして大変大切なことで

あり、また多くの若い保護者の皆様から評価を

いただいているところであります。 

  また、新庄は自然と共生という形での表現力、

農を中心としたまちづくりをしなければならな

いという強い思いの中で、農と食と祭りを組み

合わせた味覚祭り、あるいはそば祭り、そして

東京北区のアンテナショップの開設などに結び

つくことができました。いろいろな形でアイデ

アを出し、そして職員もその実践に向けて具現

化していただいたというふうに思っております。

また、実行委員会等におきまして市民の皆様が

参加し、みずからの祭りとして最近は望んでい

ただいているということも大変感謝していると

ころであります。 

  また、戸籍事務の電算化、職員の地域担当制

の導入、市民の皆様とのまちづくりミーティン

グなどにより多くの意見などを寄せられたこと

を市政に反映できること、大変ありがたく思っ

たところであります。 

  また、市行政とは離れますが、新幹線の新庄

以北延伸の期成同盟会がございます。広域の町

村会の方が担当になっているわけですが、その

予算を使いながら湯沢、横手との交流などを進

めることができ、ことしも新庄まつりに100名、

また味覚祭りにも横手、湯沢方面から150名の

方が来てくれるというような交流事業も大変よ

かったのではないかなと思っております。 

  御質問の市町村合併については、確かに成立

をいたしませんでした。このことについては当

初４年間の中でということでしたが、国の政策

の中での財政措置、大変厳しい状況の中で特例

債ということも含めて２年という短い中で手を

挙げたこと、これについてももう少しコミュニ

ケーションが必要だったのかなという反省をし

ているところであります。 

  そんな中において、やはり今後とも新庄市が

中心となった共存共栄による最上広域圏の交流

の仕組みづくりを粘り強く進めていくことが大

切だと思っております。その中でも耐震化によ

る緊急な建てかえが行われました双葉荘の建設

問題、あるいは婚活共同事業などいろんな面で

８市町村力を合わせた事業の成果も見られてい

るということも御承諾いただければありがたい

なというふうに思います。 

  次に、２期目の市政運営の抱負、決意であり

ますが、１期目でやり残したこともありますし、

また１期目で仕掛けたこと、種をまいたところ

を今度成長させていくということの２期目だと

いうふうに思っています。着実にこれらを定着

させていくということが大きな２期目の役割だ

と思っています。特に今年度からスタートいた

しました新庄市まちづくり総合計画第４次新庄

市振興計画、この遂行には全力を傾注する所存

であります。 

  市民と行政との協働によりつくり上げたこの

計画、目指すべき将来像を、「自然と共生・暮

らしに活力・心豊かに笑顔輝くまち・新庄」と

タイトルは非常に長いんですが、これは思いが

込められたタイトルだというふうに御理解いた

だければありがたいと思います。 

  その上で五つの目標を立て、「生き生きと働

き活力と賑わいのあるまち」、「みんなで健康、

笑顔あふれるまち」、「ふれあい、学びあい、心

をつなぐまち」、「社会生活基盤が整い安全で快

適なまち」、「自然と共生し、環境に優しいま
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ち」などであります。これなどは基本計画の中

で実施計画年度、目標などを立てながら確実に

実現していくということが２期目に課せられた

命題であると思っております。 

  また、産業振興に関しましては、エコロジー

ガーデン「原蚕の杜」を地域農業振興の拠点と

して、市民が農業に親しむ農業公園や観光交流、

市民学習の場として多面的に活用できるよう整

備してまいりたいと考えております。 

  福祉医療の充実では、県立新庄病院の現機能

を維持した形での新築を県と協議してまいりた

いと考えております。 

  さらには看護師養成機関の設置についても今、

研究しているところであります。諸課題、８市

町村の担当者の話し合い等が今進んでおります

ので、課題が整理された後、議員の皆さんにそ

の内容を提示してまいりたいというふうに思っ

ております。 

  それから、教育関連におきましては、小・中

一貫校の推進、とりわけ平成27年４月開校予定

の萩野地区施設一体型小・中一貫教育校の整備

であります。 

  それから、社会生活基盤の整備につきまして

は、昨年度、豪雪であったわけですが、雪対策

のさらなる強化を図り、加えてこのたびの大震

災のこともかんがみ、施設の耐震化計画を前倒

しをしてより安全・安心な生活基盤を早急に整

備してまいります。 

  このほかに新庄まつり観客誘客100万人構想

を掲げ、さらに湯沢、大崎との広域的な交流を

図り、加えてインバウンド事業での外国人観光

客誘客を推進し、活気あふれる賑わいのあるま

ちづくりを進めてまいります。 

  今現在、社会を取り巻く情勢は大変厳しいも

のがあります。安全・安心もしかり、この防災

体制に対する考え方も深めなければなりません。

まず目の前に迫った少子高齢化ということへの

問題、それに携わる雇用対策、福祉医療、さま

ざまな課題に積極的に取り組んでまいります。

議員の皆様、職員、それに対しいろいろなアイ

デアをいただきながら元気なまちづくりに努め

てまいりたいというふうに思っております。 

  次に、新庄まつりについてでありますが、全

体の人出といたしましては、東日本大震災等の

影響があり若干減少というふうにとらえており

ます。期日別では24日は午前中の雨の影響で若

干少なかったものの、アビエスの予約席は６月

１日即日完売、満席であります。関東一円及び

秋田、宮城、福島県へのテレビＣＭも３年目と

なり、今年のアンケート結果では、情報源とし

てテレビＣＭと回答した方が９％に上っており

ます。震災の影響と思われますが、昨年までの

宮城や福島近県からの団体客がほとんどありま

せんでした。25日は昼にゲリラ豪雨があったも

のの、午前中から出足は好調で、夜の出店の状

況は原宿の竹下通りを彷彿させるなどというふ

うに言われました。例年以上に通りを埋めつく

し賑わいがあったと思っております。 

  余談ですが、25日の昼どきの雨に市内の食堂

が一気にあふれんばかりのお客様に膨れたとい

うようなお話も聞いているところであります。 

  26日は、町なか飾り山車や囃子子若連の演奏

会が定着し、昨年並みの人出であり、全体とし

ては平日３日間の開催で対前年比6.5％減の43

万人となりました。 

  祭り期間中に新しい試みとして何点か取り組

んでおります。質問の中にもありましたが、第

１回全国伝統の祭りポスターコンクールを８月

11日から26日の16日間、ゆめりあの広場で開催

しました。24日の表彰式当日は、審査委員長で

ある早稲田大学名誉教授吉村作治先生に出席い

ただき、火入れ式や山車行列へも参加いただく

など花を添えていただきました。講評では、こ

うしたコンクールがなかったことが不思議であ

るというようなことを第１回目の存在は大変大

きなものがあるというようなお話をいただいた
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ところであります。来年は吉村先生が委員長を

勤めております日本の祭りという番組に、山形

県で初めて新庄まつりが出演することに決定い

たしました。 

  二つ目といたしまして、台湾から観光関係者

３名を招聘し、地域を視察していただくことと、

祭りを体験してもらいました。結果、台湾で人

気のあるブログに紹介されたり、10月30日から

の訪日ツアーが企画されるなど成果が出てきて

いると考えております。また、月刊誌「トラベ

ラー」11月号に特集が組まれる予定と聞いてお

ります。 

  三つ目といたしましては、最上地域雇用創造

推進協議会、通称ＭＭステーションですが、戸

沢村、角川の民泊を組み合わせた体験型モニタ

ーツアーを募集し、実施いたしました。福島で

被災された親子22名が参加し、山車づくりや山

車を引くなど楽しんで帰られたと聞いておりま

す。ホテルや旅館ばかりではない宿泊でも祭り

を堪能できることが実証されたところでありま

す。 

  四つ目は、ことし初めて最上郡内の自治体に

御案内いたしましたところ、ほぼ全員の首長か

ら参加いただき、国会議員、県会議員、また近

隣の自治体からも参加していただきました。議

員の皆様にも一緒に行列に参加していただき新

庄まつりを通した交流が一歩前進したものと評

価しております。 

  また、「しんじょさ、あべ！部長」として吉

本興業所属の三浦友加さんの活躍があります。

上茶屋町若連からお世話をいただき山車づくり

から本番まで地元若連と変わらない熱意を感じ

たところです。祭り前からブログやツイッター

を通して積極的に新庄の情報を発信していただ

きました。３月までさまざまな形で新庄を応援

していただく予定になっておりますので、御期

待いただければと思います。 

  日銀の調査では、東北の主要な夏祭りの人出

は団体ツアーの減少が響き前年比6.3％の減と

なりました。八戸三社大祭、盛岡さんさ踊り、

それに郡山うねめまつり以外は軒並み減少した

結果となっています。増加した八戸と郡山には

復興支援の観点から東京ディズニーリゾートの

パレードが開催され盛り上がりにつながったと

日銀では分析しております。ほかの祭りの誘致

も有効な誘客手段となれることを物語っており

ますので、参考にしたいと思います。 

  人出が指標のすべてではありませんが、全体

的に大震災５カ月後の開催としては十分な結果

であったと感じております。 

  次に、誘客100万人構想の推進をどう図るか

ということでありますが、一挙に100万人とい

う目標にはたどり着けないと思っております。

ハード、ソフト、両面での整備を図ることが不

可欠であると考えております。まずは旅行業と

して集客できる環境の整備として宿泊先との連

携を図りながら宿泊先の確保が必要であると思

っております。当最上地域の宿泊可能数は約

5,000人ですので、倍の１万人が泊まることが

できるエリアの拡大として湯沢市小安峡温泉や

秋の宮温泉、大崎市の鳴子温泉郷と相互交流を

通して理解を深めていくことが肝要と考えてお

ります。当然のことでありますが、県内の尾花

沢市や東根、天童などの旅館やホテルにつきま

しても御指摘のとおり、連携を図りながら進め

ていかなければならないと思っているところで

あります。 

  二つ目として、観覧場所の増設です。現在、

アビエスだけが予約可能となっておりますが、

８月24日の宵まつりで約2,300席、６月１日の

発売日に完売状況ですので、アビエス以外の場

所も視野に入れまだまだふやせる可能性を持っ

ていると思います。 

  三つ目といたしましては、体験型祭りの模索

です。今年、ＭＭステーションでは農家民泊と

祭り体験を組み合わせたモニターツアーを実施
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し、参加者から好評を得ております。台湾観光

関係者も実際に山車を引く体験をしてもらって

います。以前、山形林間学校というイベントで

お囃子や山車づくりといった体験観光を経験し

ておりますので、祭り開催日以前から山車づく

りや囃子練習などさまざまな体験観光としての

受け入れが可能であると考えております。 

  四つ目といたしまして、祭り全体の時間の見

直しも必要であろうと思っております。第２期

新庄まつり百年の大計で出されました25日の宵

まつり化などは、現在の旅行者のニーズととも

に実現すべき時期に迫っているのではないでし

ょうか。さらにはリピーターの確保として市民

全体がおもてなしの気持ちを持っていくこと、

また食事ができる場所をふやすとか、駐車場の

確保など課題は山積しております。これらの課

題を一つ一つ解決することが100万人を達する

ための必要条件であると考えております。 

  昨年に引き続き行いましたアンケート調査で

は、新庄まつりが初めてという方が60％に達し、

毎年という人が９％、２から３回でも10％強と

いうことですので、新庄市や祭りを知らない人

にどのようにＰＲしていくかが重要であると考

えております。テレビＣＭやポスターによる周

知を図っておりますが、映像や画像では迫力が

伝わらず、動く山車なども実際に見ていただき

新庄まつりに行ってみたいと思わせる機会も創

出したいと考えております。 

  今年度、43万人の人出がありましたので、ま

ずは50万人に乗せ、さらに倍増を図れるよう多

方面にわたって整備してまいりたいと考えてお

ります。御理解と御協力のほど、よろしくお願

いいたします。 

  次に、三つ目であります山車、囃子若連に対

しての取り組みでありますが、毎年、山車若連

は連日の制作、囃子若連は当日に向けての練習

とともに御苦労いただきまして当日の行列運行

に力を注いでいただいております。この頑張り

があるからこそ、毎年、あのようにすばらしい

祭りになっていると考えております。今年など

は特に25日のお昼時の土砂降りの雨などにより

山車の上の人形や動物などに被害があったとも

聞き及んでおり、大変御苦労されたようであり

ます。ここ数年は雨の影響も少なくほぼ順調に

行事を進行することができました。ただ、外で

のお祭りですので、天候の不順とは隣り合わせ、

雨天などによる終日山車の運行ができない場面

も過去にありました。一度雨が降ると、先ほど

申し上げましたように、さまざまな被害、また

事前に準備した物品などの発注に対して影響が

あるようでございます。 

  このような状況の中、各山車若連でも人形や

山車の安全運行などに関しては事前に保険等を

掛けて突発的な事故には対処しているようであ

ります。新庄市及びまつり委員会では、このよ

うな状況に対し特に手だては講じておりません

が、新庄まつりを大きなイベントの一つと考え

れば、リスク回避の意味合いからも保険などの

対処が必要になってくるやもしれません。今後、

新庄まつり委員会へのこのような事態を想定し

た支援体制のあり方を探っていくことを申し入

れていきたいというふうに思っております。 

  最後の児童虐待でありますが、児童虐待に関

する情報は、民生児童委員や地域住民、保育、

教育現場、乳幼児健診に携わる保健師などから

提供される場合がほとんどであります。 

  新庄市における虐待にかかわる件数は平成21

年度通報３件のうち認定２件、平成22年度は通

報８件のうち認定が５件あり、件数は県内でも

少ないほうです。児童虐待は発生の予防、要因

と兆候の早期発見、早期対応が求められますが、

家庭の中に踏み込むことには難しさが伴い、保

育や教育現場に所属していない子供の場合、困

難はさらに増すものと考えられます。 

  子育てへの不安の解消などを図るために乳児

家庭全戸訪問事業や未熟児、障害児に関する保



 - 39 -

健指導、地域子育て支援拠点施設の設置、一時

保育、家庭児童相談員の配置などをし、気軽に

相談できる環境の整備を行うことで虐待発生を

予防しております。また、虐待の未然防止、早

期発見など状況に即した対応ができる体制重視

を目的に平成18年度、新庄市要保護児童対策地

域協議会を設置し、各機関と連携した支援体制

がとれるよう基盤整備を行い、県中央児童相談

所との連携のもと、児童虐待に係る問題の解決

を図ってまいりました。今後とも相談機関の充

実と関係機関のさらなる連携強化を図り、民生

児童委員や地域住民の協力を得ながら児童虐待

の防止と早期発見に努めてまいりたいと思いま

す。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。

ありがとうございました。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） ありがとうございまし

た。いろいろお聞きいたしました。 

  まず、市長の２期目の市政運営についてお答

えいただきました。私ども議員にいたしますと、

４年間というのは本当にあっという間だなとい

うような気がいたします。まさにそうではなか

ったかなと思いますし、やはりマニフェストに

沿ってかなり頑張っていただいたなというのが

私の気持ちでございます。 

  特に学校給食に関して、ある会合、夏休み前、

中学校の地域懇談会、２町内をまとめてやって

いるときに私も参加させていただきました。そ

のとき、いろいろなことで「学校給食をやって

よかったか、だめだったか」ということを保護

者のほうに聞きました。「非常によかった」、

「ありがたかった」というような声をいただき

ました。何がよかったかと聞きますと、いろい

ろ言いますが、栄養のバランスをとっているん

でないかとか、逆にお母さん方、弁当をつくる

手間がよかったのかなと言うと、笑っていまし

たけれども、実際、共稼ぎ等の家族によって非

常に忙しいときにやってもらって、お母さん方

が忙しいとき、前の夜、弁当を詰めて冷蔵庫に

入れておく、そういうものがなくて温かいもの

を食べさせてもらうというようなことで非常に

よかったという声がありますので、本当に私も

やってよかったと思っております。 

  ただ、一部学校の先生も来ていましたので、

中学生になると、若干量が少ない。やはり伸び

盛りの子供ですから量があればなという声もご

ざいますので、今後、そういったもののアンケ

ート調査、学校給食の実態をいろいろやってい

ますけれども、その辺を配慮して子供の成長に

役立てれば非常によいかなと思っているところ

でございます。 

  これからのことはやはりまちづくり総合計画、

第４次振興計画に沿ってやるということで具体

的な大きなことが出ませんでしたけれども、こ

れからやはり少子高齢化、定住人口の増が私ど

も新庄市には求められるんではないかなと。そ

の辺、もう少し定住人口をふやすためには、も

ちろん、働く場所とかいろんなことが必要だと

思うんですけれども、その辺、もう少しそうい

う決意と抱負をお願いしたいわけで、具体的な

政策の論点は通告しませんけれども、１点だけ

せっかくの機会ですので、定住人口をふやすこ

とがまちの活力につながるわけですので、その

辺を、東根あたりが非常にいろんな条件で伸び

ている現実もありますけれども、その辺、市長、

もう少し定住人口を図るような考えをひとつお

願いできればありがたいと思いますのでお願い

いたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 いろいろな第４次振興計画なども

お話しさせていただきましたが、定住人口は市

民の多くの皆さんの関心事であります。議員の

皆さんも当然、どうやったら人口をふやすのか
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というようなことでありますが、定住人口につ

きましては、第４次振興計画の中で平成32年に

は３万5,000になるのを何とか食いとめたい、

３万7,000に食いとめたいと。全国が減少する

中で新庄市だけが特別に伸びる方策があるのか

ということになるかと思います。 

  そのことにつきましては先ほど一番最初に言

っていただきました100万人にすることが、一

つ人口１万人の経済活動が生まれるということ

だと、１万人の経済活動が行われることによっ

て初めて雇用が成り立つと。雇用が先にあるの

か、経済が先になるのか、大変難しい問題であ

りますが、雇用はやはり経済が動くことによっ

て雇用が進むという現状があるというふうに思

います。 

  今、国際化という中で人件費等の問題で多く

の企業がアジアのほうに進出しているのも現状

であります。そういう中でどういう形で企業を

つなぎとめるかということも大事だというふう

に考えております。 

  今、製造業に関する企業同士の情報交換会を

企画しているところであります。これまで団地

同士の連絡会はありましたが、この地域におけ

る製造業だけの情報交換会がないということも

ありますので、ぜひそれを実施していきたいと。

特に北上の関東自動車、大衡のセントラル自動

車、それに幹線する道路の整備ということによ

る新庄の工業団地の魅力と大変増しているとこ

ろがありますので、その辺をいかに連携させる

かというふうに思っております。 

  また、11月にはこの新庄市に進出している親

会社との情報交換会を今企画しているところで

あります。そうした情報を得ながら多方面にわ

たり新庄市の魅力を伝えていきたい。それが一

つの大きな今やるべき仕事だというふうに努め

ております。ですから、定住人口を図る、例え

ば今回、北部一貫校になるわけですけれども、

郡内も全部市町村一つの学校になってきている

という中で、今後、私たちの時代とは違う感覚

を身につけないと我々もいけないというふうに

思っております。母体が少なくなるという現実

であります。過去に郡内では１万7,000人、教

育センターがつくられた当時はありましたが、

現在は郡内で6,000人の子供です。どう頑張っ

たっても6,000人から生まれる子供と１万7,000

人から生まれる子供は絶対的に違うということ

も認識しながら今後進めていきたいというふう

に考えております。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） まさにそのとおりだと

思いますけれども、私もこの議会でいつか申し

上げましたけれども、宿命的定住と選択定住と

いうのがあるんじゃないかなと。宿命的定住と

いうのは、やはりうちに仏さんがあるから先祖

さんを守ってここに残っていくんだと。また、

親からもらった山林や田畑があるから守ってそ

れをやるというような、宿命的という言葉がど

うかわかりませんけれども、御先祖様を守って

ここを守っていく。もちろん、この地に住んで

よかったという思いで住む方もありますけれど

も、そうじゃなくて、やはり選択的定住、あそ

この町は何か魅力がある、子育て支援がとても

よい、高齢者に対する医療制度が新庄は進んで

いると、そういったものの特色を出すまちづく

りも私は大事ではないかなと思います。いろん

な考えがございますのでそれはそれとしていい

んですけれども、私もそういうまちづくりを目

指していくほうが、一つの新庄の売りにもなる

んではないかなという気持ちもいたします。よ

ろしくお願いします。 

  新庄まつりに関してですけれども、ことしは

いろいろ震災もありまして若干減ったと。東北

祭り全体もそうですし、その中で頑張っていた

だいたなと思うんですけれども、先ほど触れま

した100万人構想にするためには、第二期計画



 - 41 -

の中にもありますけれども、新庄まつりのさら

なる隆盛を図るために25日の本祭りについても

可能な限り、夜型施行に対応し得る条件整備を

実施していくことということで、百年の大計の

第二次にありますけれども、今、市長、そうい

うことを前向きに進むと言っていますけれども、

やはりそうしていかないと、25日は、私たちも

見ますと、通過型です。あそこのアビエスに座

っていても、途中で観光客が旗をたがった先達

の方が途中でずっと何回か行くんです。それは

舟下りとか予定の時間で行く都合で帰ってしま

うんですね。やっぱり夜しますと、いや応なし

にその町を見たりいろいろ散策するわけであり

ますので、この25日の夜型をやっていくと、た

だ観光だけでなくて子供の健康管理にも非常に

有効だと私は前にも言っていますけれども、24

日の夜、おまつりしますと、私たちの子供たち

の実態を見ますと、非常に北のほうの外れです

ので帰ってくるのが遅いですね、９時半から10

時ごろ、そうすると、子供も25日は朝６時半か

ら７時ごろからお祭りに出ますね。そうすると、

体力的にも25日の昼間、太陽の暑いときに引っ

張ると非常に子供たちの影響もあるし、観光的

なものも非常に大変だなと。やはり夜型がいい

んですね。台湾の方が25日に来てお話しになり

ましたけれども、あの露店がすばらしいと言っ

ていました。やはり私ども、東南アジア等に行

きますと、ほとんど夜店、夜の店が多いですね。

そういったものも、特に台湾の方々なんかは夜

祭り見ると、非常にすばらしいお祭りだなとい

うことで、特に新庄まつりの露店は東北でも有

数の露店が出るというようなことで、そういう

ものもやはり大きな売りにしていく、やはり夜

店だけでなくて山車の運行とともに夜店もする

と非常に映えるというようなことでございます

ので、ぜひ第三期の大計になるんでしょうけれ

ども、そこに取り入れてもらいたいと思います。 

  もう一つ、この振興計画の中にもうたわれて

いますけれども、祭りの現況と課題とあります

けれども、確かに各町内若連は恒常的な財政難

にあり、山車の制作費や運行費を賄うことで精

いっぱいの状況であると。認識は約10年前から

そういう認識がうたわれているんですけれども、

一向にその財源的なものがなかなかアップして

いただけない。金だけやればいいというわけで

ないですよ。現状認識を立ててやっていくと、

非常に行政との信頼関係が生まれてくるわけで

すね。指定になって非常に若連の方々も誇りと

自信を持つ祭りになってきたんです。ただ、誇

りと自信だけで運行しろと言っても無理がある

わけです。何らかの形でこういったものの補助

金とか、例えば雨降った場合、やはり大変なん

です。ことしの場合、人形傷みまして人形師さ

んから借りたところから傷みがひどい、何とか

していただきたいということが現実的にあるわ

けです。保険等を各町内若連単独でもいいんで

しょうけれども、町全体で雨対策とかいろいろ

保険ありますので、やはりそういったものをき

ちっと前向きに市長は考えると言っていました

けれども、その辺をもう一回、お考えを今度の

三期計画にどのように盛るか、ひとつその辺、

お答えいただければありがたいなと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 25日の夜型化というの

は、たびたび議論されておりますけれども、東

北の主要な夏祭りはほとんど夜ですので、24日

宵まつりが飽和状態の中で当然、考えていかな

きゃならない。コースとか花もらいの件もあり

ますし、そういったことを含めて第三期の百年

の大計で議論を大きく深めていきたいなと、こ

んなふうに考えております。もちろん、個別に

は話をしておりますけれども。 

  あと、経費の問題もそれに合わせてだと思い

ます。100万人を目指す中で実際に昨年、21の

町内が20になったと。これ以上減るというのは
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祭りを盛り上げる意味でもこれはいかがなもの

かと思いますので、そういったことを含めた上

で百年の大計の中で議論を深めていきたいと。

もちろん、個別のそれぞれの山車、囃子の皆さ

んとも協議をしていきたいと、こんなふうにと

らえております。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 最初50万を目指すとい

うことであれば、やっぱり定住人口5,000人ふ

えた分の経済波及があるわけですから、そこに

投資しても当然、見返りは来るわけですので、

そういった意味でぜひ考えて若連がもっと25日

に参加しやすいようなバックアップをひとつお

願いしたいと思います。 

  私も100万人構想については、やはりプロジ

ェクトをつくるべきだと思うんですよ。村山で

は祭り交流特区というので200万人にやると

大々的に祭り特区ということで売り出していま

す。徳内だけでなくてどぶろくをつくったり何

とかやっていますし、あとお隣の最上町では条

例をつくっているんですよ。100万人交流促進

条例、条例です。これは平成15年からつくって

呼び込んでいます。新庄まつりだってこれだけ

やれば大きな、条例まではいくかいかないかは

知らないけれども、そういったものを本腰を入

れてオール新庄、行政もいろんな関係者も旅館

業者も含めてプロジェクトをつくっていって、

そして本気にやっていかないと、掛け声だけで

私は終わると思うんですよ。最上町では100万

人を呼んでちゃんと条例までつくって登録する

と、登録した旅館に５％返すとか、お店屋さん

に返すとか、そういうアイデアといいますか、

心意気をぜひ示していただきたいと思いますの

で、ひとつこれも私からお願いして、これから

100万人構想の中で一致団結できるような方策

をひとつお願いできればなと思います。私の持

ち分もあとございませんので、御答弁をいただ

きたいんですけれどもお願いにするしかござい

ませんけれども、また機会を改めてひとつ御議

論させていただければありがたいなと思います。 

  ありがとうございました。終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４９分 休憩 

     午前１０時５９分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。 

  開成の会の奥山省三です。よろしくお願いし

ます。 

  まず、山尾市長、２期目の当選、おめでとう

ございます。前の小嶋議員と重なる質問もある

と思いますけれども、答弁のほどよろしくお願

い申し上げます。 

  今回の市長選挙でございますけれども、対立

候補がいなかったために盛り上がりに欠けた選

挙になってしまいました。翌日の当選後の新聞

紙上で、市長がうれしい半分、重く受けとめた

いという感想がありましたけれども、その言葉

はどういう意味なのかお聞きしたいと思います。 

  それから、なぜ今回マニフェスト、公約がな

かったのか、第４次新庄市振興計画の中で示す

ようなことも言っていますけれども、今後の10

年間の指針を示していくという中で公約という

か、できれば選挙前に市民に示していただきた

かったんですけれども、その辺のところもちょ

っとお聞きしたいと思います。 
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  それから、ただいまの市長のお話でございま

すと、４年間の採点ですけれども、これはどの

ように、自分では合格点と言っていますけれど

も私はそういうふうに思いませんのでその辺の

ところをお聞きしたいと思います。 

  それから、前回の公約についてですけれども、

項目は四つあったわけですけれども、その一つ、

暮らしをよくする、この点についてはほとんど

手をつけていないというか、約束がされていな

いというか、そういうふうに感じますけれども、

この辺もどのように市長はお考えなのかお聞き

したいと思います。 

  また、前回の公約の中で、市長が、これは私

の会派でもちゃんと言えと言われていますので

申し上げますけれども、４年間、みずからカッ

トされましたけれども、今回、この点について

もどういう考えなのかお聞きしたいと思います。 

  前回の公約につきましてはまだまだ未完成と

いうか、残っている部分があると思いますので、

その辺のところもお聞きしたいと思います。 

  それから、初日の就任あいさつでは、第４次

振興計画に基づいて頑張るということでござい

ました。交流拡大、安全・安心、人づくりの三

つを柱に掲げましたけれども、今後の新しい４

年間は何を重点としてやっていくのか、ちょっ

とわかりませんので重点目標をできれば示して

いただきたいと思いますが、その辺のところも

お聞きしたいと思います。 

  それから、交流人口に活路を見出して定住人

口増につなげていく考えのようですけれども、

具体的にはどのようにやっていくのか。交流人

口はどうしても一過性になってしまうというか、

これをつなぎとめるのは至難のわざだと思いま

す。どのようなことをやって定住人口をふやし

ていくのかお聞きしたいと思います。 

  それから、観光資源の見直しや環境整備に力

を入れていく必要もあると思いますけれども、

当地域の活力を高めて経済を再生させ、そこに

住む住民の生活の質の向上を図ることが市長の

任務だと思いますけれども、どのようにお考え

なのかお聞きしたいと思います。 

  次に、雇用の問題です。前回も何回もお聞き

していますけれども、やっぱり若者が働く場所

がありません。市としてどのようなことを行っ

ていくのか、再度というか、再々度お聞きしま

す。 

  それから、地域活性化ですけれども、地域が

活性化するためにはたくさんの人に新庄市に来

てもらうことが条件ですけれども、ただこの地

域には特産品というか、目玉商品というか、そ

ういうのがないように感じられますけれども、

この点についてもどのように考えているのかお

聞きしたいと思います。 

  それから、震災の影響について新庄市は具体

的には影響はないと思いますけれども、特に経

済の観点からどういうふうに検証した場合、影

響がなかったのかあったのか、その辺のところ

もできればお聞きしたいと思います。 

  それから、今、収穫の秋を迎えていますけれ

ども、放射能の汚染につきまして再度確認の意

味を含めてお聞きします。 

  先般、マスコミで報道ありましたけれども、

米については県が全市町村231カ所で検査した

という話ですけれども、放射性セシウムは検出

されなかったようで農家の方は一安心だと思い

ますけれども、例えばどのような方法で検査を

したのか、できれば教えていただきたいと思い

ます。 

  新庄市では例えば何カ所ぐらいの場所で検査

したのか。 

  それから、これから収穫する野菜とか果樹に

つきましては、米から検出されなかったから検

査はしないということなのか、その辺もお聞き

したいと思います。 

  大気中の放射能汚染については随時検査して

いるようですけれども、土壌、地表ですけれど
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も、全然検査はしなくても今後、よいのでしょ

うか。現状の検査で大気中の検査だけのようで

すが、雨などにまじって放射性物質が地表に落

ちることも考えられるわけです。大気中の検査

も大切だと思いますけれども、農産物の根から

食物連鎖によりまして人間の体内に侵入してい

くはずです。食物全部の検査は不可能だと思い

ます。今後、土壌についても検査していくこと

が必要だと思いますが、新庄市としてできる範

囲としてはどのようにお考えなのかお聞きした

いと思います。 

  以上、壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  合格点は与えられていませんのでどういうふ

うに答弁したらいいかわかりませんが、新聞紙

上での発言についての言葉でありますが、この

たび無投票当選となり対立候補がいなかったと

いうことで、表に出なかった市民の声があり、

そうした意味でこれを重く受けとめて市政運営

に当たらなければならないと自戒を込めた気持

ちを述べたものであります。 

  ２点目のマニフェストについてでありますが、

現市長の公約というのは、現在市政運営してい

ることを確実にしていくということが一番の大

きなマニフェストであります。その中で波及さ

れるさまざまな問題に対して適宜皆様と協議し

ながら進めていくことが私に課せられた課題で

あるということであります。 

  しかも、前回立候補しましたときにさまざま

な提案をしておりますが、先ほども申し上げま

したように、それは種をまき２期目は成長させ、

そして発展させていくというような思いがあり

ます。そういう意味ではマニフェストというふ

うな私の政治に対する基本的な理念であるとい

うふうに思っております。 

  それから、自己採点につきましては合格点と

言いましたが、合格点ではないということであ

りますのでそれ以上は話すことをやめまして、

４点目の暮らしをよくするという点は全然何も

なかったという話でありますが、暮らしをよく

する中身の中では産業の振興ということで雇用

ということを前提にお話をしているのかなと思

いますが、安全・安心な農産物、食材の提供、

あるいは振興トップセールスといった思いでは、

北区のアンテナショップ、味覚祭り、そば祭り

などが実現できたのかなというふうに思います。 

  災害のないまちへの企業誘致ということもあ

りますが、本当に新庄市は災害が少ないという

ことは、今後ともアピールしていかなければな

らない大事な要素だと考えております。例えば

神室産業、農業大学校、コンピューター専門学

校との連携した新たな産業おこしというような

ことで、今、コンピューター専門学校には看護

師養成機関の調査を委託し、新たな産業として

できるかどうかということをお願いしていると

ころでございます。 

  また、農業大学校がまゆの郷と共同の形で参

画し、農産物の販売、連携、新たな作物の開発

ということも行っている状況であります。また、

神室産業においては、今後の人材養成という形

でそれぞれと連携しながら産業振興に当たって

います。 

  定住の促進、安価な宅地の供給ということを

当初、掲げましたが、これに対しては民間との

競合をどういうふうに図るかということで大き

な課題となっているところであります。民間の

整備地域と公的なものが入っていく、そこで競

争していくということが果たしていいものかと

いう観点で定住の促進、それについては別な形

での100万人構想などを掲げ、そして交流人口

による定住の拡大を図れないか。それによる波
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及効果というものも視野に入れながらしている

ところであります。 

  そうした意味で、２期目についても、こうし

たことをさらに発展させていくということが私

に与えられた大きな命題であるというふうに思

っております。 

  交流人口の定住人口につないでいく方策はと

いうことは、先ほど小嶋議員さんにもお答えし

ましたが、新庄まつり100万人構想などを掲げ、

正直申し上げまして新幹線が新庄に来て10年間

での統計が約1,000万人です。ということは、

年間100万人来ていると。その中での物産館の

売り上げが約２億2,000万円、この売り上げを

どう上げるかということによって経済的な波及

効果、あそこに納めている市内の業者さんの経

済効果が高まることによって新たな雇用が生ま

れる、あるいは雇用が確保されるという思いが

ございます。そうした意味で100万人を目指す

ということは決してむだなことではない。 

  また、先ほど申し上げました新幹線の以北の

方々との交流を進めるか、電車を通す、あるい

は汽車を通すことによってゆめりあに多くの

方々の出入りをしていただきたい。そして、最

後にあそこで買い物をしていただく。買い物を

していただくことよって売り上げが上がる。そ

れが生産者につながるという思いがあるからで

あります。そんな意味で100万人を創造してい

きたいという思いであります。 

  簡単に企業という状況は大変厳しい状況の中

で円高というようなことにも今、見舞われてい

ます。海外に進出する企業が大変多くなってお

ります。そういう中で新庄市にまだい続けると

いう環境をつくり出すには、魅力あるまちをつ

くり出していかなければならないと。それは他

との違いをはっきり出していく。それには第４

次振興計画に盛られた自然と共生する、暮らし

に活力を持っていくことによって私は実現して

いくべきだと考えているところであります。 

  それから、今後の４年間の重点目標は、何度

も申しておりますが、雇用、交流拡大、安心・

安全、人づくり、まちづくりは人づくりだと。

元気なまちをつくるためには何とか人をつくっ

ていかなければならないという思いでこの大き

な三つを最大のプロジェクトとして、重点課題

として掲げているところであります。第４次振

興計画とあわせて「人行きかうまち」、「人ふれ

あうまち」、「人学びあえるまち」をどう実現す

るかということが今後の新庄市の発展の礎にな

るというふうに私は信じております。 

  それから、具体的な今後の戦略的企業誘致と

いう観点からは、先ほど申し上げましたが、こ

れまで製造部会との懇談会がなかったというよ

りも少なかったと。やはりこの地域の中で同じ

ような製造部門にかかわっているのにわざわざ

他県、他地域との取引をしなければならない。

それは情報がお互いに得られていないという反

省に基づいて製造業に関する情報交換をしたい。

また、その上部組織である本社機能の東京、関

東方面にある企業との懇談会もしながら、この

新庄市における企業誘致、立地のための魅力を

ＰＲしていきたいというふうに思っております。 

  実際に新庄に出てこられた企業の皆さんは、

我々は雪の問題を掲げますが、確かに除雪にか

かわる費用は大変かかると言っておりますが、

雪で輸送がとまるということはないということ

も大きな魅力の一つだと言っております。また、

高速道路がないということに対する不満も要望

もいただいております。ぜひ早期の高速道路の

ミッシングリンクを解消していただきたいとい

う思いで今、進めているところであります。 

  先日、国土交通省のほうに訪問し、ぜひミッ

シングリンクの解消をお願いしたいと要望活動

をさせていただきました。その中で大臣と道路

審議官が石巻市を訪れたそうであります。その

際に石巻市長から新庄石巻道路の早期の計画路

線の候補路線をというふうな要望が石巻市長か
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ら出ているという話を審議官からいただいたと

ころであります。今回の震災における新庄最上

地域の連携した取り組みの中で、この47号ライ

ンの大切さというものが石巻市の皆さんにも御

理解いただいたのかなということで、大変実現

に向けて皆さんで連携しながら進めていかなけ

ればならないと思ったところであります。 

  農商工連携の農業の６次産業化、これは基本

的にまゆの郷とその北側に連携する、今、若者

園芸塾、勇気塾、そこで生産されるものをどう

いうふうに加工し、販売するかということでの

形で今後、進めなければならないというふうに

考えております。 

  観光ビジネス開発、南側に関する部分につい

ては、先ほど申し上げましたように、観光交流、

あるいは市民の学習の場として、今度は農業の

生産加工の表現の場、そうした形での地域に根

ざした産業の振興も図ってまいりたいと。そう

したことにより雇用と交流を中心とした地域経

済の活性化を図っていきたいというふうに伺っ

ています。 

  あとは健康、安心・安全の中での、特には震

災以後における防災体制の整備は当然のことと

しますが、元気に年を重ねていくということが

とても大事であるというふうに考えております。

そうした意味では健康増進、疾病予防の充実、

高齢者支援、地域支援、克雪対策、それら特に

地域の高齢者というふうな形を想定した中で高

齢者が住みやすいまちづくりを実現していくと

いうことが子供たち、あるいは若者にとっての

新たな生活への希望になるというふうに思って

おりますので、このことは特に強めてまいりた

いというふうに思っております。 

  子育て環境の整備におきましては、心の教育

の充実、小・中一貫教育校の推進、地域リーダ

ーの育成など将来を担う人材の育成を進めてま

いります。そこに必要なのは、当然、施設環境

というふうな整備が整わなければならない部分

がございますが、これなどもやっぱり知恵を働

かせながら進めていかなければならないという

ふうに思っております。新庄市における財政再

建がすべてなされたわけではありませんので、

その辺も勘案しながら子育て環境の充実を図っ

てまいりたいというふうに思っています。それ

らをあわせながら第４次振興計画の中に盛られ

た事業を一つ一つ進めていくことが、新庄市の

発展につながるというふうに信じているところ

であります。 

  雇用については、先ほども重ねて申し上げま

したが、企業戦略の中で進めていくということ

を先ほど申し上げたとおりでございます。今後、

テーマとして地域に似合ったということであり

ますと、木質バイオマスや雪冷熱エネルギーの

利用、これをしっかりと研究していかなければ

ならないと思います。しかし、非常にコストが

かかる話でもあります。今、震災後に脱原発と

いう方向性の中で新庄市が持っているエネルギ

ーを代替にしていくためには、木質あるいは雪

冷熱ということの活用を果たしていくというこ

とが脱原発に対しての新庄市の方向性だという

ふうに私は考えております。そうした意味で今

後、これらもあわせながら企業誘致の戦略に活

用していきたいというふうに思っております。 

  それから、今後、健康で生き生きした形で年

を重ねるための環境整備の中で看護師養成機関

の設置について調査研究を行っているところで

ありますが、８市町村の担当者会議の中でのさ

まざまな疑問点あるいは克服しなければならな

い課題、そうしたことが寄せられております。

それらをもう一度さらなるきめ細かなアンケー

トなどを実施しながら、そうした一つの方向性

が見える場合には皆様にその資料を提示しなが

ら、当然、８市町村連携で行わなければならな

いことでありますので、新庄市単独ではありま

せんので新庄市以外の市町村との協議も進めな

がら、本当に看護師養成機関が設置できるかで
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きないか、誠実に検討してまいりたいというふ

うに思っております。 

  それから、求職者が希望する職種と求人側の

業種が適合しないミスマッチ、ジョブマッチン

グといいますか、ミスマッチがよくあると言わ

れております。これなども早い情報提供をする

ことによってどのような人材を養成しなければ

ならないのかということも考えていかなければ

ならないというふうに思っております。 

  現在、神室産業高校では、地元企業の協力を

得てデュアルシステム、いわゆる長期インター

ンシップを実施し、生徒を地元企業へ就職させ

る上で成果を上げている、このような取り組み

の広がりに期待しているところであります。 

  また、同校では、当該事業を推進するために

協議会を組織して、本市からも委員として委嘱

されており、受け入れ態勢の拡充等の協力を図

っていきたい。また、中核工業団地においても、

神室産業高校との連携を深めているところであ

ります。 

  しかし、雇用を取り巻く状況は依然として厳

しいものがあり、企業の求めている人材をどう

いうふうに輩出していくかという課題もござい

ます。現在、市内の一部企業のほうからは、大

学出身の工学部系のさらなる地元で研究者とな

れるような、将来的には地元の会社を切り盛り

し、社長となれるような、そういう人材を探し

ているということもございます。単なる製造ラ

インの社員だけでなく、地方をわかった企業、

会社を切り盛りできる人材の要望、正直申し上

げて非常に足りないという要望も出ております。

これらについては採用試験の時期、あるいはど

ういうふうな方々を求めているか、あるいは新

庄市としてそういう工学部系の方々への奨学制

度、帰ってきたら奨学金の返還義務をなくすと

いったようなことで地元の企業に連れてくると

いうか、そういう中で招致してくるという方法

も一つの方策ではないかと考えております。そ

うした地元の企業が求めている人材をどういう

ふうに、ただ頭数があるから企業が欲しいとい

うことではないということも我々、肝に銘じて

いかなければならないというふうに思っている

ところであります。 

  それから、食と農ということでおいしいもの

が多い新庄だということで新庄の方々、なかな

か地元のところを宣伝するのが奥ゆかしく、し

ないところがあるわけですけれども、とりもつ

ラーメン、隠れた名物となっておりましてあち

らこちらから結構とりもつラーメン、ただし、

市内の食堂の皆さんも大変プライドが高いもの

ですから、とりもつラーメンをやっていただき

たいとお願いしてもなかなか同意を得られない

実態がございます。当初20軒ぐらいでスタート

しましたが現在６軒ほどしかなくなっていると

いうことで、地域の皆さんがＢ級グランプリな

どに手を挙げてはというお話がございますが、

１店舗２店舗というだけでは認められない。最

低で20店舗以上のお店があることによって、も

しグランプリになったときに3,000人、4,000人

のお客さんに対応できないということでは申し

込みできないということもお話を聞いていると

ころであります。そうしたことも含め、また味

覚祭りを通して馬がっきを土産にしようという

お店屋さん、あるいは弁当を販売するお店屋さ

んも出てきたこと、食に対する関心が高まった

ということでは、大変一つの成果があったので

はないかなというふうに思っているところであ

ります。こうした地域に合った食材を生かしな

がら地域への盛り上げを図っていきたいと思い

ます。 

  雇用という面、大変難しいことでありますが、

市内の中小企業の経営の安定を図ることもとて

も大事だというふうに思っております。東日本

大震災緊急企業資金利子補給制度補助金制度を

６月１日から開始し、当初は５億円の融資枠を

設定し、利子補給金補助金を予算計上したとこ
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ろでありますが、実際に制度が始まりますと、

７月半ばには枠を超える相談があり、７月27日

にさらに２億円の融資枠分の利子補給補助金を

専決処分で追加したところであります。現在、

利用者数は予約も含め49件となっており、本制

度を有効利用していただけるのではないかと感

じているところであります。 

  市内の消費が低迷し、経済活動に影響を及ぼ

すということが懸念されたものですから緊急経

済対策でプレミア商品券、ことしも発行させて

いただきました。今回はいろいろ知恵を使って

大型店と中小小売店用に分けた商品券をつくり、

使用率は大型店で22％、中小小売店で78％とい

う結果となり、一定の効果があったのではない

かと感じております。 

  また、震災の影響について本年５月に主に工

業団地の企業を対象にアンケートを実施したと

ころ、その内容ですが、企業によっては取引先

の被災や生産減少により前年比20％から50％の

生産減となり大きな影響が出たとの回答を得ま

した。その後、取引先を初めとするメーカーの

生産再開により企業によってばらつきがあるも

のの、徐々に通常の状態に回復しつつあるよう

であります。特に自動車部品関連企業は震災の

影響を受けたものの、本年、下半期に受注を回

復する動きが見られるようになってきておりま

す。企業によっては取引先が海外、あるいは西

日本ということで震災の影響が軽微にとどまっ

たという回答もいただいているところでありま

す。 

  次に、放射能汚染について農産物への影響は

ということでありますが、御指摘のとおり、東

日本大震災で起きた東京電力福島第一原発の事

故による影響により、各地で野菜などの農作物

から放射性物質が検出され農産物の出荷制限措

置などがとられるなどの被害が生じました。現

在は出荷制限措置が解除された地域がふえてき

ておりますが、いまだに多くの農産物の出荷前

検査を実施している状況であります。 

  山形県では９月末まで第17期までの農産物検

査が実施されており、これまでのところ、県衛

生研究所が実施している放射性物質検査におい

ては、最上地域の多くの農産物については不検

出でありました。土壌についても暫定規制値を

超える放射性物質は検出されていない状況にあ

ります。隣県での事故でもあり非常に危機感を

持って見守っていたところ、県外産の飼料用稲

わらから放射性物質が検出されたことに伴い、

稲わらはもちろんのこと、牛ふん、牛肉につい

ても検査をしなければならない状況にあり、９

月17日までの出荷前全頭検査では2,535頭、い

ずれも不検出、または暫定規制値を超える放射

性物質は検出されていない状況であります。 

  また、主食である米につきましても、８月３

日に示された国の方針に沿って検査が行われ、

予備調査については県内35市町村、44地点で行

われ、新庄市ではひめのもちがサンプルとして

検査されましたが、いずれの地点でも放射性セ

シウムは検出されず、その後行われた本調査で

は、昭和25年２月時点の旧市町村231地点から

玄米サンプルを採取し、いずれの地点からも放

射性セシウムからは検出されませんでした。 

  新庄市では、旧新庄市からはえぬき、旧萩野

村からひめのもち、旧八向村からあきたこまち

の玄米サンプルが採取され、検査が行われたと

ころであります。これを受け県では９月19日の

午後３時に調査結果を公表し、山形県産米につ

いて安全宣言を行い出荷自粛が解除され、ＪＡ

など集荷業者による集荷検査、出荷が通常どお

り行えるようになっているところでありますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

  次に、空気中の汚染についての調査ですが、

地表についての調査はどのようなのかという御

質問ですが、東日本大震災による事故によりま

す放射線漏れに伴う放射線対策として、県は市

町村と連携いたしまして県民の安全、安心を確
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保するため、状況変化に迅速、適正に対応でき

る体制整備、県内の空間放射線量の測定、雨水、

水道水、土壌、農畜産物の放射性物質の測定な

どを実施しており、毎日、テレビ、新聞などを

通じて公表されております。 

  空間放射線量の調査につきましては、県のモ

ニタリング計画に基づいて実施しており、市内

においては、県選定場所１カ所、市選定場所５

カ所、合計６カ所で地上50センチメートルと１

メートルの位置でいずれも県所有の測定器によ

る定期的な空間放射量を測定しております。こ

れまでの測定結果では、時間当たり放射線量は

0.04から0.07マイクロシーベルトの範囲で低位

で推移しており、この数値は人体の健康に影響

を及ぼすものではないと言われております。 

  地表についての調査につきましては、参考値

として環境課で実施した経過がありますが、地

表部のサンプル調査の結果では、すべて50セン

チメートル、１メートルの位置の測定値を上回

る調査結果はありませんでした。今後について

は、県のモニタリング計画に基づいた調査の実

施を考えておりますので、空間放射線量が高ま

るなどの特別なことがない限り、地表の調査実

施は今のところ、考えておりません。 

  今後の対策はということでありますが、福島

第一原発事故に伴う放射線漏れについては、い

まだ事故の収束がつかない状況にあり、放射線

による人体の健康への影響などが懸念されてお

ります。今後の対策については、原子力発電所

事故に対する監視体制について、放射線漏れの

長期化が想定されることから、県は市町村と連

携して県民の安全・安心を確保するため、状況

変化に迅速、適切に対応できる体制を整備して

おり、県内の空間放射線量の測定、雨水、水道

水、土壌、農畜産物の放射性物質の測定などが

継続実施されることになっております。 

  これまでのところ、本市に係る各種測定検査

結果からは、健康に影響するような空間放射線

量の数値、水道水からの放射性物質、農産物か

らは放射性物質の基準値等を上回る数値の測定

や検出はされておりません。今後も、これら各

種の放射線測定調査結果を注視するとともに、

万一、不測の事態が発生し高い数値などが測定

された場合には、県と連携して数値、異変など

の確認を行うこととしております。 

  また、空間放射線量が増加し、人体への影響

が想定されるような場合は、県が定めた屋内避

難マニュアルに基づいて迅速に市民への適切な

対応を図りたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  今の話の中で私の質問、市長報酬については

どのように考えているのでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 済みません。答弁漏れがあったの

で大変失礼いたしました。 

  市長報酬についてはどう考えているかという

ことでありますが、このような財政状況をかん

がみまして実質公債費比率や将来負担比率の財

政指標はより一層改善する必要があると思って

います。これら本市財政状況を考えながら、本

議会の追加提案にて市長、副市長、教育長、特

別職三役の報酬をそれぞれ20％、10％、８％減

額する条例を提案する考えであります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 済みません。ただいま

の数値、20％、10％、８％、三役の数値の根拠

というか、ちょっと話していただきたいと思い

ます。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 
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伊藤元昭総務課長 今、市長が申し上げた市長20、

副市長10、教育長８％の根拠というお話ですが、

現在、１期目の任期であります９月29日までの

時限的な措置として市長50％、そのほか、副市

長、教育長も削減を行っているということです。

それは時限的措置で終わっているという状況に

あります。 

  さらに、２期目に当たってということで、先

ほど市長が申し上げましたとおり、市の財政状

況、あるいは新庄市の全体の経済状況、各市の

状況、あるいは例えば市民の方から22年の首長

の資産の一覧等がマスコミで公表になっていま

すが、飛び抜けて新庄市長が低いなんていう御

心配もいただいているというふうな総合的な判

断をもって今回提案の考え方であるという、先

ほど申し上げた20、10、８％という形にさせて

いただいているということでございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 総合的な判断というふ

うにしか、そういうふうにしか私には説明ない

というか、ちょっと納得いかないんですけれど

も、聞いた話ですと、来年の３月31日までとい

う話も出ているようですけれども、これもどう

いう理由から３月31日までなのかお聞きしたい

と思います。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 １期目の50％カットにつきま

しても、基本的にはそれぞれの年度をもって時

限措置として条例化をさせていただいていると

いうことでございます。したがいまして、今回

につきましても23年度末、24年３月31日までは、

とりあえず先ほど申し上げた20、10、８％のカ

ットはさせていただきますが、その時点でまた

適宜判断をしていきたいという形に考えており

ます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の総務課長の話です

と、他市町村とそういう話もありますけれども、

ほかのところでは数字がわかるようでしたら、

この場でほかの市長の数値をお願いしたいと思

いますけれども、わかればの話ですけれども。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 ほかの団体の状況はという御

質問であります。先ほど私申し上げましたよう

に、最終日に追加提案をさせていただく考え方

だということでありまして、ほかの状況という

ことですが、ここで御答弁すると、なかなかほ

かの最終日の追加提案あたりにも影響してくる

のかなと思いますが、県内12市、新庄市を除い

た12市におきましては、６団体は削減をしてお

りません。残り６団体は削減をしているという

状況にあります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） わかりました。それ以

上、説明しないというふうに思いますので、そ

れはいいです。 

  それから、職員とかはもちろん減給している

わけですけれども、職員とかについては、リー

ダーたる市長の責任で職員の給与については考

えてはいないのでしょうか。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 済みません。質問の趣旨でご

ざいますが、職員については考えていないのか

ということは、職員の削減については考えては

いないのかというふうな御質問の趣旨でしょう

か。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ちょっと発言し直しま

す。 
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  職員も今、カットなっているわけです。それ

をもとに戻すというか、そういう考えはないの

でしょうかという意味ですけれども。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 今回くどいようですが追加提

案させていただくというのは、市長ほか三役の

特別職の給与の削減でございます。一般職につ

いては、先ほど確認させていただきましたが、

御案内のとおり、新庄市独自の削減を行ってい

るという状況にあります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ちょっと私もよくわか

らないんですけれども、３月31日ということは、

来年４月からはノーカットということもあると

いうふうに考えてもよいわけですね。その辺の

ところはお答え。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 済みません。私の答弁がもう

ちょっと丁寧に説明すればいいんでしょうけれ

ども、基本的には予算措置が毎年、年度年度で

なるわけです。それに合わせて今回御提案の考

え方としては、23年度末、24年３月31日までと

いうことですが、その終了後についてはその時

点時点でまたいろいろな事案を勘案しながら提

案をさせていただきたいという考え方です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） わかりました。この点

についてはこれ以上突っ込みませんので、いろ

いろ考えてから提案していただきたいと思いま

す。 

  それから、交流人口の関係で、前の公約です

けれども、私が申し上げました、私はまだ半分

ぐらいしかいっていないと思うんです、マニフ

ェストというか、それについては引き続きやっ

ていくのか、それともそれとは別に振興計画を

もとにしてやっていくのか、その辺のところは

どういうふうに考えているのかお聞きしたいと

思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほども申し上げましたように、

基本的にマニフェストは種をまいた４年間だっ

たと。例えば職員の地域担当制度などさらに制

度を充実する、あるいはまちづくりミーティン

グの回数を重ねながら市民の意見を聞くという

ことは大切なことであるというふうに思ってお

ります。 

  また、基本的な理念の「人行きかうまち」、

「人ふれあうまち」、「人学びあえるまち」とい

うのは、大きな意味で第４次振興計画の交流人

口拡大、雇用、さらには安心・安全、地域、４

番目の人づくりということでは人学びあえるま

ちということで、基本理念と合致するところと

いうふうに私は認識しております。 

  その中でこの４年間で感じたことは、マニフ

ェストを４年間で立てたものをさらに推進する

とともに、適宜時代が大きく変わる、変化する。

例えば総理大臣も１年１年でかわる中で制度が

どんどん変わってしまうということもあり、第

４次振興計画の中でさらにその時々に合わせた

政策を組み合わせながら具現化をしていきたい

という考えでおります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ありがとうございまし

た。前の公約につきましては、さらに引き続き

頑張ってやっていくというふうに私は受けとめ

ますので、そのほう、よろしくお願いしたいと

思います。 

  それから、先ほど小嶋議員の話にもありまし

たけれども、東根市ですけれども、人口がこと

し、４万7,000人を達成しました。新庄市は今、
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４万人になっていませんので４万人都市復活に

向けましてどのように考えて、そして、少子高

齢化の時代に他市で人口が伸びている都市もあ

るわけですけれども、ただ一概には言えません

けれども、ただそのようなことを他市について

検証をされているのか、その辺のところ、もし

検証しているとすればお答えをお願いしたいと

思います。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 ことしの８月でしたか、

９月でしたか、東根市の人口が４万7,000人と

いうことで県内１市のみ人口増という状況であ

りました。そのほかの県内市町村はすべて減少

しているという状況の中で、第４次振興計画に

おきましては、将来、３万5,000人という人口

予想のもと、何とか2,000人の減少を食いとめ

たいということで３万7,000人を人口目標とし

て振興計画が策定されております。 

  そうした中で、市長も先ほど来、申し上げて

おりますけれども、三つの重点プロジェクト、

雇用、交流拡大プロジェクト、それから安全・

安心充実プロジェクト、子育て・人づくりプロ

ジェクト、こういったものを基本に据えてこれ

らを総合的に進めていくということが一番大切

なことになるのではないかと考えております。 

  定住人口の増ということでありますと、直接

的には企業誘致、もしくは働き場の確保という

ことが一番直接的な方策になるわけでございま

すが、それにつきましては、先ほど来、いろい

ろな形で市長が申し上げておりますとおり、企

業戦略等のお話がございます。そうしたことを

一つ一つ丹念に、また三つの重点プロジェクト、

これを丹念に進めていく、これが一番重要なこ

とではないかと今のところ、考えてございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 先ほど市長の話でも、

前の公約の中の暮らしをよくする点で安価な宅

地という項目がありますけれども、現在、新庄

市、宅地の価格、相変わらず高いと思います。

宅地開発、私から見れば全然進んでいないよう

な感じがします。民間の業者からもそういう声

もあります。新庄市では宅地の開発については

協力的ではないというふうな声がありますけれ

ども、それについてはどういうふうに考えてい

るのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 安価な定住対策、マニフェストで

盛ったではないかということ、第４次振興計画

を立てる際に多くの市民調査をさせていただき

ました。その中で今後、10年間で住宅を建てる

という希望の世帯が300世帯と予想されており

ます。現実には30世帯ずつ10年間というふうに

なるかと思います。ストック調査の中で、現在、

それに対応できる民間が開発したところが約半

分ぐらい現在残っているという状況であります。

さらには天童、東根、村山、尾花沢、寒河江等

における宅地開発の状況をかんがみますと、非

常に伸びが鈍化している。やはり今後、住宅政

策にかけるとすれば、町の中をどう生かしてい

くかということに私はかかっているんだろうと

思います。外に求める住宅地、民間は開発はし

ません。公的には社会資本整備をつぎ込んだ町

の中をどういうふうに再開発するかということ

に今後、かじを切っているところであります。

民間と行政、それぞれの役割は違うわけであり

ますけれども、行政がこれまでつぎ込んできた

ところをどういうふうに再開発するかというこ

とを考えているところであります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 時間も来ましたので、

定住人口もふえるようにこれから４年間、頑張

って政策をやっていただきたいと思います。終
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わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

  農業委員会会長星川 豊君が都合により午後

から欠席との連絡がありました。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、伊藤 操君。 

   （１０番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

１０番（伊藤 操議員） 本日、３番目の質問を

させていただきます会派開成の会の伊藤でござ

います。山尾市長におかれましては、２期目の

当選、まことにおめでとうございます。 

  さて、秋も深まり過ごしやすい季節となりま

したが、夏の疲れが出やすい時期でもあります。

皆様におかれましては、体調管理には十分配慮

され日々健やかに過ごしていただきますように

と思います。 

  去る９月19日、私は東京明治公園で行われた

「さようなら原発9.19、1000万人アクション」

の集会に参加の機会を得て行ってまいりました。

最寄りの駅である千駄ヶ谷駅は、ホームにおり

た瞬間から既に大混雑しており、改札口はあき

っ放しの状態で、会場の明治公園には全国から

６万人が終結、脱原発への関心の高さがうかが

われました。 

  私たち山形県からの参加者の列の隣には福島

県の被災された方々の大集団がおられ、皆さん

は黄色のＴシャツを着ておられました。そのＴ

シャツの背中には脱原発へのメッセージが書か

れており、その中の「私たちに普通の生活を返

せ」という一文が印象に残りました。集会の後、

２キロ弱の行進行動があり、沿道には拍手で迎

える人が大勢見守っておりましたが、中には邪

魔だとの怒声も聞こえたりしていました。しか

し、社会運動の低迷が言われて久しい中、脱原

発が軸となり参加目標の５万人をはるかに上回

る大規模な結集の実現に私は日本人の底力を見

た気がしました。 

  核と人類の共存はあり得ません。危険な放射

性物質をまき散らす原発は、隣県福島のみなら

ず日本全土の安心・安全を脅かすものであると

私は思います。いかがなものでしょうか。 

  それでは、通告に従いまして私から三つの質

問をさせていただきます。 

  まず一つ目は、学童保育について伺います。

近年のこの社会情勢の中、共働きの世帯が増加

し、子育ての環境がますます厳しくなってきて

おります。行政機関の子育て支援の政策には大

いなる期待が寄せられております。母親が安心

して働きながら子供を育てるその一つの手段と

しての学童保育の役割は、非常に大きいものと

思われます。 

  新庄市では現在、社会福祉協議会及び一部の

民間で学童保育を展開しておりますが、そのう

ち、社会福祉協議会の運営する３カ所について

それぞれ異なる問題があります。 

  まず１カ所目、新庄小学校と沼田小学校の児

童が通う中央学童保育所は定員が多過ぎ、しか

も建物が余りにも狭いという状況です。遊ぶ子

供たちの衝突事故がよくあり、けがも懸念され

て非常に危険な状態であると見受けられます。

そして、学童保育所の１カ所の定員は40名未満

が望ましいとありますけれども、現在、そこが

60名を超えた児童を受け入れている状態です。 

  次に、日新学童保育所、場所は鳥越地区の玉

の木団地に隣接した建物に入っております。し

かし、日新小学校からの距離が長過ぎ、特に低



 - 54 -

学年の児童が悪天候時に歩くには非常に時間が

かかり過ぎます。親や指導員が児童が到着する

まで心配しているという状況は、安全面におい

ての本来の学童保育所のあり方と乖離している

ように感じます。 

  ３カ所目、北辰学童保育所、ここは北辰小学

校の建物の一部を使用しており、通学の必要も

なければ保育スペースも広く、その点について

は中央と日新のような問題はないようですけれ

ども、泉田小学校の児童のジャンボタクシーに

よる通学の問題が挙げられます。学童保育所は

学区内にあるというのが基本的な原則で、自宅

や職場との距離があり過ぎるのでは家庭の負担

が重いのではないでしょうか。また、日常的に

他校の生徒が学校内に入るということは、受け

入れ先の学校としての問題はないのでしょうか。 

  また、平成27年度に開校予定の小・中一貫校

における学童保育所の建設の予定はあるのでし

ょうか。学区がとても広範囲になるわけですの

で今以上に要望が強くなることと予想されます。

そして、新庄小学校、日新小学校、沼田小学校

の敷地内にそれぞれ学童保育所を設立という方

向で考えてはいただけないでしょうか。山形市

や天童市では、学童保育所の独立した建物が学

校の敷地にあり理想的な運営がなされておりま

す。他の自治体のよいところはどんどん取り入

れるべきと考えますが、いかがなものでしょう

か。市の構想をお伺いいたします。 

  二つ目の質問に入ります。ＡＥＤの設置につ

いて伺います。 

  ＡＥＤの設置は公共施設では既に一般的にな

りつつあり、市内でもよく見かけるほど普及し

ていると感じます。しかし、老人センターと社

会福祉協議会にはいまだ設置されてはおりませ

ん。高齢者とのかかわりの深い場所でもあり、

必要であると思われます。特に社会福祉協議会

の中の高齢者の在宅支援機関でもある訪問介護

事業部においては、緊急の場に遭遇することが

よくあり、その際に２次対応が救急車の到着よ

りも速いという場合もあります。今後に備えて

ＡＥＤの設置は望ましいと考えられます。設置

を検討してみてはどうでしょうか。 

  また、防災マップ同様、ＡＥＤの設置場所を

地図上に示したものがあるとありがたいとの声

が市民より寄せられております。これも今後、

検討すべきことと思われますが、いかがでしょ

うか。 

  もう１点、市の職員の心肺蘇生法の基礎講習

はどの程度行われているのかお聞きいたします。 

  今回の東日本大震災の折、被災地の行政職員

の活躍は目覚ましいものがあり、一般市民にと

って市の職員とは非常に頼れる力強い存在であ

ると認識しました。我が新庄市でも市民とのさ

らなる信頼関係の構築のためにも救急救命等の

基礎知識の習得は必須であると考えられますが、

いかがなものでしょうか。 

  最後の質問となります。介護保険における冬

期間の在宅支援の除雪についてお伺いいたしま

す。 

  介護保険では現在、訪問による在宅支援の家

事援助のサービスの内容に除雪の項目は入って

おりません。これは介護員の負担を軽減する措

置とも受けとめられるようなんですけれども、

実際は訪問時間の前後に無償のサービスで行っ

ているというのがほとんどです。在宅介護は介

護支援専門員の作成する訪問介護計画に沿って

行われており、それ以上の行為は過剰介護とし

て受けとめられ、利用者の自立に支障を来すと

言われております。それは否定できません。し

かし、新庄市のような豪雪地では降雪量が多く

窓ガラスが割れそうな場合や大型除雪車が玄関

前に大きい雪の固まりを忘れていったという場

合は、除雪を行ってもよいという特例の措置が

あってもおかしくないと思われます。 

  除雪の原則はシルバー人材センターやボラン

ティア、その他各種の制度を利用するのが望ま
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しいとのことですけれども、それでも降雪量に

よっては間に合わない場合が多々あります。訪

問時間内に家事援助の一部として行うことです

ので長時間の除雪作業というのは訪問介護員で

はできません。しかし、玄関や非常口の安全確

保の意味での除雪作業を訪問介護計画に組み入

れる方向で検討してみてはいかがでしょうか。

保険者である市に対し現状の理解を求め、改善

の方向でぜひお考えいただきたいと思います。 

  以上で私からの発言とさせていただきます。

御清聴に深く感謝申し上げます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、さきに脱原発の国民運動に参加した

機会のお話をいただきました。それに対する感

想はいかがかということでありますが、多くの

国民、コンセンサスとしては脱原発というのが

得られているのではないかなと思います。今後、

その道筋をどうしていくかということが問われ

ているというふうに思っております。午前中の

御質問にもありましたが、脱原発に対する道筋

を新庄は新庄なりに新しいエネルギーをどうし

ていくのか、代替エネルギーをどう開発してい

くのかということも我々の責務だと思っており

ます。 

  それでは、３点ほど御質問ございましたが、

学童保育所の現状、伊藤市議におかれましては、

現場の状況が非常に詳しく、手にとるようにわ

かるこれまでの仕事の状況から大変ありがたく

思っているところであります。現実に備えた形

で今後行政がしていかなければならない点を御

質問いただいたこと、感謝申し上げたいと思い

ます。 

  学童保育所の現状につきましては、議員おっ

しゃるとおり、社会福祉協議会に運営を委託し

ております。中央学童保育所、日新学童保育所、

北辰学童保育所の三つであります。中央学童保

育所と日新学童保育所は、それぞれ学校から離

れた場所にある既存の施設を改修して学童保育

所として活用した施設であります。北辰学童保

育所は、地域からの要望により北辰小学校と泉

田小学校の両方の児童のために平成20年に北辰

小学校の特別教室を借りて開設したものであり

ます。 

  おっしゃるとおり、中央学童保育所につきま

しては、利用児童がふえ手狭になっていると。

少子化にもかかわらず、おっしゃるとおり、共

働きの時代になって子供の育児という観点から

学童保育所の利用がふえているという課題があ

ります。将来的には中央学童保育所が新庄小学

校区と沼田小学校区に分割する構想を立ててお

ります。その際、新庄小児童に対応する施設と

して小学校の空き教室などの活用や、別の既存

施設を改修して学童保育所施設として活用する

方法が考えられます。その候補として、旧友愛

園の建物の使用を検討し、現在、友愛園の支援

センターというような形としておりますが、非

常に場所的にも広いということで両方で活用で

きるかできないか、将来できる可能性を関係団

体に確認している状況であります。 

  日新学童保育所につきましては、長い通学路

の問題とそれに伴う冬場の安全性の問題が指摘

されます。これもごもっともなことであります。

当時の学童保育所の施設が学校内に何とかつく

れないかという考え方があったのですが、当時

の考え方が学童保育所は学校から一たん帰宅さ

せるということが趣旨であると。今現状として

は、学校の敷地内に学童保育所という流れがこ

こ10年ぐらいで変わってきているという状況で

す。過去は家に帰るという感覚なので学校の敷

地から一たん出すということが前提としてござ

いました。そういうことで近場の利用できる施

設ということでなかなか見つからなかったとい
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うのが現状であります。そういうことで、旧農

業高校の星芒寮の再活用などを検討してみたこ

ともありますが、改修あるいは耐震問題という

ことでそれに耐えられないということで代替施

設としては適さないと判断し、現在のところに

なっている状況であります。このことについて

も決して見捨てることなく子供たちの安全・安

心のためにどのようなことがいいか、教育委員

会とも十二分に相談しながら今後、進めてまい

りたいというふうに思っています。 

  それから、北辰小学校については、当初泉田

のアンケートもとったわけですけれども、北辰

小学校のほうがより多いという前提でスタート

しました。しかし、年々、泉田学区のほうにそ

の広がりがございまして、現在、３年連続で利

用者数がふえていると。地元の子供よりも泉田

学区の子供のほうが約８割ぐらいを占めるとい

う状況になってきているのも承知しているとこ

ろであります。そうしたことで現在の流れとし

ては、学校施設内に学童保育所を設置すべきで

あると、こういう大きな流れが来ておりますの

で、平成27年開校予定の小・中一貫校の中に学

童保育所を併設するという方向で検討をしてい

るところでございます。 

  また、そのほかの民間の放課後児童クラブも

開放されておりまして、どちらかといいますと、

認証保育所あるいは幼稚園、保育園等の卒園生

を重点的にお預かりしている状況があるわけで

すけれども、その辺、大変難しい問題で、他の

子供たち、卒園児であれば、その保護者、ある

いは子供の行動、名前も皆わかるわけですけれ

ども、新たな形で受け入れるということも非常

に難しい状況にあるという話も聞いております。

そうしたことも含めながら関係者の皆さんとも

話し合いながら子供たち、共稼ぎやさまざまな

24時間働かなければならない状況の社会に対応

していくということですので、御了解いただき

たいなと思っております。 

  それから、ＡＥＤの設置でありますが、ＡＥ

Ｄ、すなわち自動体外式除細動器、救命措置に

欠かすことのできないものでありますが、公共

施設のみならず民間事業所などでも積極的に設

置が進んでいる状況をかいま見ております。Ａ

ＥＤによる救命措置は時間との勝負だというこ

とで心臓、非常に大事な部分を覚めおこすとい

うことで各施設に、特に不特定多数の来訪者が

ある施設に対しては設置が必要であると認識し

ております。 

  御質問の老人センター及び社会福祉協議会で

ございますが、いずれの施設も新庄市社会福祉

協議会の設置運営であるということでございま

すので、今後、社会福祉協議会と協議させてい

ただきましてどうしたら設置できるのかという

協議をさせていただきたいと思っております。 

  また、ＡＥＤの設置箇所のマップなどでござ

いますか、つい先日、市のホームページにＡＥ

Ｄに関するページを立ち上げたところでありま

す。その中にＡＥＤの設置箇所を掲載し、外部

リンクですが、所在地の地図を閲覧できるよう

にしております。 

  また、掲載している設置箇所はすべてを網羅

しているわけではありませんので、ＡＥＤ設置

者登録のお願いのページをつくり情報提供を呼

びかけているところであります。将来的には今、

新庄市農林課を中心として開発しておりますＧ

ＩＳの地図、マスターマップができますと、消

火栓がどこにあるのか、あるいは市の施設、さ

まざまな情報がそこに重ねていくことができる、

情報を共有できるようなマスターマップを今作

成中ですので、そうしたところにも当然、ＡＥ

Ｄの設置箇所の登録を進めれば、当然、皆さん

が閲覧できるような状況になるというふうに思

っております。 

  それから、市職員の心肺蘇生などの基礎講習

の受講状況でございますが、平成18年度に日本

赤十字社の主催による講習会があり22名の受講
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者がございました。近年は市職員を対象とした

講習は実施しておりませんが、最上広域消防本

部で毎年、さまざまな救急講習会を開催してお

りますので、御提案のとおり、消防本部とも連

携し、職員研修の一環として実施していかなけ

ればならないと考えているところであります。 

  最後に、介護保険による冬期間の在宅支援の

除雪についてということで、議員御存じのとお

り、訪問介護の生活援助としては日常生活を営

む上で支障が生じない行為に対するサービスは

不適切なものとされております。具体的には草

むしりや犬の散歩、植物への水やりなどが該当

します。除雪に関しては当地方の特別の事情が

ございますが、基本的に日常生活を営む上で支

障が生じないものとされております。このこと

には大変悔しいものがあるわけですが、例外と

して親族などの協力が得られず、最小限の除雪

を行わないと家屋に入れないなどのヘルパー業

務が遂行できない場合は最小限の除雪が可能で

すが、その場合を想定し、ケアプランへの記載

は必要となってまいります。継続的な玄関前の

除雪や家屋倒壊防止のための雪おろしはその範

疇に入っていないというふうに規定されており

ます。 

  当市では生活支援として高齢者のみの世帯で

自力での除雪が困難な低所得者世帯に対して除

雪サービスを実施しております。この制度につ

きましては、従来、介護保険の地域生活支援事

業としてその財源を活用して実施してきました

が、21年度の会計検査により不適切な支給とし

て指摘を受けたため、22年度より一般財源での

対応をしております。こうした制度は山形県内

各市町村でも介護保険の財源で実施していたと

ころですが、会計検査において豪雪世帯の特別

な事情を説明したが認められず、県の指導によ

り各市町村とも一般会計で事業展開していると

ころであります。豪雪世帯の雪害ということに

つきましては、今後、市長会への要望、さらに

東北市長会等の要望などを得ながら全国にこの

地域、豪雪地帯の特別な事情を訴えてまいりた

いというふうに思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） 丁寧な御答弁、どうも

ありがとうございます。 

  それでは、再度質問させていただきます。 

  中央学童保育所の件ですけれども、友愛園に

新庄小学校区の児童をそこに学童を建設という

話は、かねてから聞こえている話ですけれども、

これの具体的な期日とかはどういうふうになっ

ているんでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 今の時点では構想でござ

いまして、これを分割することによって必要に

なってくる経費が人件費でございます。したが

いまして、私のほうでは、今年度中にさまざま

あります構想を一まとめにした全体的な学童保

育所は将来、どうあるべきかという構想を今年

度中につくりたいと思っております。それを今

後、年次的に計画を立てて実行していきたいと

思っておりますので、その計画をつくる中でい

つごろになるかということを予算を含めながら

計画を立てていきたいと思っております。今の

時点ではいつやるかというところまでは決まっ

ておりません。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） 学童保育所に通わせて

いる子供の親御さんからの要望ですと、やはり

市が検討して考えてくださるのはわかっている

んですけれども、これが後延ばしにされますと、

子供は１年ごとに学年が一つずつ上がるわけで

すので、そうすると卒業なり、学年が上がって

学童保育の年齢から上に上がっていった親御さ
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んたちの話ですと、どんなに検討を重ねていた

だいても当局の苦労が見えないわけですので、

結局は市は何もしてくれなかったと、そういう

風評被害に近い言葉が出まして、市との信頼関

係が損なわれるという危険もありますので、で

きればなるべく早期の実現に向けて再度検討い

ただきたいと思います。 

  次に、日新学童保育所の件ですけれども、場

所がないのはわかるんですけれども、今現在、

本当に遠くて、また他の学区外、例えば東山地

区の場合ですと、鳥越の今の学童には使いにく

いという点が挙げられて、どうしても学童に通

うには家の近くの子が集中するということもあ

り、今の場所ですと、やはり非常に効率が悪い

という場合があります。何とかわくわくセンタ

ーの近くとか、日新小学校の周辺に物件を探す

なり、新しく建設という方向では考えていただ

けないのでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 日新小学校の場合ですと、

ほかのところみたいに空き教室ということが今

のところ、考えられない。したがって、我々と

すれば、近所のあいている施設を探したわけで

すが、先ほど市長答弁あったように、農業高校

の星芒寮、これも検討しました。大分古いとい

うことで、一部中を見てきたんですけれども屋

根が落ちている部分もございましてちょっと安

全・安心には向かない建物だなというふうに見

ておりました。そういったことを見渡しますと、

これは新しくつくるほかはないかなと思ってお

ります。 

  ただ、学童保育所の場合ですと、建てる場合

の補助制度が不確定といいますか、現在、安心

こども基金である補助制度があるんですが、間

もなくこれもなくなることもございまして、将

来的に幾ら補助があるかということが確定でき

ない制度でございます。 

  したがいまして、どのくらいの規模でつくる

か、あるいはそのときに補助制度がどうなって

いるかということも不確定な中でなかなか計画

を立てづらいこともございます。場所的にはわ

くわくの近くに使っていない土地も、駐車場の

一部ですか、あの辺もありますのでそれを何と

か活用できないかというふうには思っておりま

すけれども、何しろ、これは新しく建てるとな

りますと、新しい建物ですから恐らく数千万円、

あるいは億近い金がかるんじゃないかなと思っ

ております。ですから、すぐにはなかなかでき

ないんじゃないか、新設で使うにはすぐにはで

きないんじゃないかなと思っております。先ほ

ど言いましたように、友愛園を分割して行う場

合でも施設の整備、新たに人を雇う経費もかか

ります。そういったことを総合的に勘案しなが

ら順序といいますか、どれを優先するかという

ことも考えながらことしじゅうに計画をつくっ

ていきたいなと思っております。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） ありがとうございます。

やはり日新小学校の児童の学童保育を扱う人数

も60名を超えまして、そのぐらいの需要がある

わけですので、担当の方にはぜひとも前向きに、

そして早急に学童保育所の整備の検討をお願い

したいと思います。 

  ＡＥＤの件です。やっぱり防災マップのほう

に記載ということがあり、情報がインターネッ

トに偏りがちのような気がするんです。私たち

が必要としているのは、いつでもここに何があ

る、ここに行けばどういうふうなものがあると

いうのは、要望が強いのは高齢者の方ですので、

その方がわかりやすいようにと望むと、インタ

ーネットの方向だと少し不明なところがあるん

です。なるべくわかりやすい地図上、危険箇所

とか、避難場所とか、そういうのにＡＥＤの場

所があるとありがたいと思います。要望がある
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以上は早期というのが実情でありますので、そ

の作成の期間というか、いつごろまでにそうい

うのが配付になるのか、その案をちょっとお伺

いしたいと思います。 

清水幹也健康課長 議長、清水幹也。 

沼澤恵一議長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 ＡＥＤの設置箇所をマップ化

するということについてどうかという御質問で

ございます。 

  私ども最上地域保健医療対策協議会という組

織がございます。各市町村、それから病院等の

医療機関、警察、消防等々が加入している組織

でございまして、その中で救急医療対策事業と

いうものがございまして、平成23年度、今年度、

各市町村に設置箇所を明示した箇所をホームペ

ージに掲載しようという事業を計画いたしまし

て、新庄市においては９月21日付でホームペー

ジに掲載しております。その協議会の中でも、

やはり紙ベースが必要であろうということも議

論されております。 

  差し当たって、まずはホームページに各市町

村で設置箇所を調査いたしましてまずは掲載し

てみようということで、今年度、初めて取り組

んだところでございます。逆に設置する場合に

民間事業所も当然含まれてきますので設置箇所

をすべて網羅するということはなかなか難しい

面もございます。私どもで調査したものは市内

で70カ所ほどでございますけれどもほとんど公

共施設、あるいは国、県、医療機関等の施設に

設置されているというふうなことで、民間の設

置箇所についてはなかなか事業所のほうから情

報提供していただかないと設置するのが難しい

ということもございます。なおかつ自社の従業

員のための設置という目的等もあろうかと思い

ますし、やはり公表する場合に一般の方々に利

用していただけるというようなところが望まし

いわけでございますので、そういった公表に関

しても同意を得る必要があるというふうな問題

もございます。したがいまして、いずれは紙ベ

ースのそういった情報をできるだけ早期に提供

したいというふうには考えてございます。 

  差し当たって、今年度は、各市町村、すべて

最上地域の市町村はすべてホームページに立ち

上げることになっていますので、その状況を見

まして紙ベースですべて最上地域の箇所を明示

できるかどうか、検討させていただきたいと思

います。 

  なお、設置箇所についても、設置費用も結構

高額、１台当たり25万円から35万円とか、ある

いはメンテナンス費用もかかります。電極のパ

ットも１年半ごとに大体9,000円前後を要した

り、あるいはバッテリーも３年ごとに３万円強

ぐらいの費用がかかるということもございます

ので、そういった費用の面からしても将来にわ

たって長期的に置くということが難しいという

ところもあるやに聞いております。そういった

変動もございますので、一たん紙ベースに配布

した後にまた廃止したりそういう動きがありま

すと、やっぱりそういう情報を提供していただ

かないとまた修正も必要になりますので、そう

いったことの問題も洗い出して検討させていた

だければと思います。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） 丁寧な答弁、ありがと

うございました。前向きに考えていただけると

いうことで安心しました。 

  そして、市職員の基礎講習の状態ですけれど

も、この消防署で開催してあると思うんですけ

れども、これは３年ごとに継続講義が必要とい

うことで市の職員の方には大きな負担になると

思うんです。しかし、ＡＥＤの操作に関しても

基礎講習は絶対受けてほしいということですの

で、３年ごとに１回ということに関しては、職

員の方の仕事上の負担のことではどういうふう

なものか、ちょっと一言お伺いしたいと思いま
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す。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 先ほど市長答弁しましたよう

に、18年度、22名の職員が受講しているわけで

すが、実は３年ごとというのは機械の更新の関

係なんですか、資格の取得という意味でなくて

使い方の講習であれば、基本的には22年度受け

た職員、すべて残っているわけではないんで、

いろんな機会をとらえながら消防署で先ほどお

っしゃった救急救命の研修会等を活用しながら、

市としても職員に研修会を受講させるというこ

とは考えていきたいと思っております。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） ありがとうございます。 

  それでは、介護保険の在宅支援の除雪の作業

について再度質問します。 

  私が申し上げているのは、訪問介護計画に除

雪作業が入らないことで、一つは介護職員のメ

ンタル的な部分もあるんです。余り制度上にし

てはいけない、してはいいという制度上のこと

がありますと、例えば緊急に30センチぐらいの

雪が降った場合、例えば通院介助が必要だ、そ

ういう場合が多々あります。訪問時に既に道路

がない。玄関があかないので窓から入らなきゃ

ならない。そういう雪よりも事故に近いことが

訪問の際には多々あるんです。その中で余り事

細かに過剰介護であるとか、どこそこの事業所

の方はしているのにここの事業所ではしないと

か、やはり先ほども別な件で申し上げましたけ

れども風評被害に近いものが介護職員にかかっ

てくるというのがあるんです。 

  それで、毎年のように新庄市のほうに除雪の

件ではお願いしている部分がありまして、余り

にも雪といってもいろいろな場合が想定されま

す。その中で介護職員が問題になるのは、訪問

介護計画に組み入れることが難しいというこの

１点だけなんです。それが一部に限り除雪可能

というのがケアマネージャーによる訪問介護計

画書に組み入れてあれば、安心して仕事ができ

る。そして利用者さんも安心できるということ

です。やはり家族同様の信頼関係を持つには計

画書にないから除雪ができないというのは非常

に困るものであって、逆に申せば必要であるこ

とをして違法というような見方をされる場合が

あるんです。ですので、甘くと言ってしまった

らそれまでなんですけれども、その除雪に対し

てはなるべく穏便にというか、積極的に訪問介

護の際はやむを得ないということを保険者の市

に対してお願いしたいと思うところです。いか

がなものでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 先ほど市長答弁にもあり

ましたように、ヘルパーが家の中に入れないと

いった場合の除雪についてはケアプランに書く

ことによって可能だと、サービス提供は適法だ

というふうになっております。先ほど会計検査

でひっかかったというのは、通常の屋根からの

雪おろし、それから継続的にやっているような

玄関先の除雪、これが不適切だといったことで

の会計検査からの指摘があったということでご

ざいます。 

  ですから、伊藤市議からありました、家の中

に入れなくてといった場合につきましては、ケ

アプランの記載さえあればいいことになってい

ますので、なおケアマネージャーたちにその辺

を周知しながら、これはいいんだよということ

を徹底していきたいと思います。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） ありがとうございます。 

  今、訪問介護事業所のほうでその情報が余り

正確に行き渡っていないのが正確だと思います。

雪に関してはやはり毎回、右往左往している状
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態で、その許可が小さい事業所には多分行き渡

っておらず、今現在、半分ボランティア作業、

例えば60分の訪問介護の際に10分ないし20分早

目に来ているとか、終わってから除雪をして帰

る、そういう事業所が余りにも今現在多いです。

それはそういう情報が伝わっていないのが原因

だと思います。今後は雪に関しては冬になると

毎回、そういう問題が起きますので、その情報

の伝達を早めていただきたいと思いますが、ど

うでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 ケアマネージャーさんた

ちを集めた会議というのは年に数回やっており

ます。二月に一遍、三月に一遍やっております

ので、その中で徹底していきたいと思っており

ます。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） どうもありがとうござ

います。どの質問に対しても丁寧な御答弁で、

そして前向きな検討をいただきありがとうござ

います。今後も一般市民の方々の安全・安心に

向けて、さらに温かい検討をお願いします。ど

うもありがとうございました。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４０分 休憩 

     午後１時５０分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） ９月定例会一般質問い

たします。 

  まず初めに、山尾市長、御当選、まことにお

めでとうございます。これからも私ども議会と

緊張感のある良好な関係を保ちながら、新しく

魅力的で持続可能な新庄市にするための４年間

にしていただければと切望いたしております。 

  それでは、早速質問に入りたいと思います。 

  最初は、新庄まつりに関連した質問です。先

ほど小嶋議員も祭りについての多くの質問をし

ましたが、私は少し視点を変えて質問をさせて

いただきます。 

  ことしの人出は主催者側の発表で43万人とい

うことでした。あの大震災のことを考えれば、

予想を超えた多くの人出があったのではないか

と感じています。 

  しかし、どうしても私は人出の算定方法に首

を傾げざるを得ません。以前にも質問しました

が、真剣に交流人口100万人にしたいのならば、

極力実数に近い数字をしっかりと把握しておく

べきではないかと思います。そうでないままそ

の構想がスタートすれば、100万人という目標

も全く意味のないものになりはしないでしょう

か。 

  新庄まつりの最終日の朝日新聞山形版に、酒

田港まつりの人出調査を見直したという記事が

載りました。それによると、以前から酒田市に

は人出発表が多過ぎるのではという疑問が寄せ

られ、今年度から調査方法を変えた。調査方法

を見直したら前年41万人だった人出がことしは

19万人と半分以下になった。従来は前年と比べ

て２割増しなどと大まかに算出していた。今回

からは根拠の示せる測定方法に変え、より実数

に近い数字を出したという記事でした。 

  私はこのような覚悟を持った真摯な算出の仕

方を、この伝統ある新庄まつりでいち早くやっ

ていただきたかった。そのためにことしの３月
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定例会の一般質問であえて質問をさせていただ

いたわけでございます。その際、市長は確かに

大ざっぱだったと答弁しています。そこで、こ

としの祭りではどのような算出方法に変えて43

万人という数字をはじき出したのでしょうか。 

  さらに、市長は答弁の中で、とにかく100万

人を目指したいと。先ほどもほかの議員の方の

答弁で申しておりましたが、とにかく100万人

を目指したいと並々ならぬ決意を語っています。

それならばなおさら酒田市のように真剣な算出

方法をもってちゃんとした人出をはじき出し、

それを新しい基礎数値にしてよりすばらしい新

庄まつりとして磨きをかけていくべきではない

のでしょうか。 

  私は、交流人口100万人構想を単なる夢にし

ないためにも、その作業はしっかりと酒田市の

ように勇気を持ってまじめに取り組むべきでは

ないかと思います。 

  数値がよく見えないという点で大変似通って

いるところの新庄まつり、テレビＣＭに要した

経費についてですが、この問題についても何度

も質問いたしました。効果のほどがしっかり見

えないというのがテレビ、ラジオなどのＣＭと

いうのは、今や周知のことだと思います。そう

いうものに市民の大切な血税を回していいのだ

ろうかと今でも疑問に感じます。多額の予算を

かけない、もっと別の広報手段を考えてみては

いかがかと以前からさまざまな提案も直接関係

課にさせてもらいました。行財政改革の道半ば

ならば、いろいろな方々のアイデアで祭りの魅

力を引き出していく方法をもっと真剣に探るべ

きだと考えます。そして、それを各メディアに

取り上げてもらうならば、ほとんど予算はかか

らないはずです。テレビＣＭはこれで三度目に

なります。３回分合わせると軽く1,000万円を

超えるのではないでしょうか。この予算を現在

も市民に我慢してもらっている事業に幾らかな

りとも回せればどれだけの市民が助かるのか、

そこのところを何とか理解していただいて、極

力市民の血税を使わない、しかし、最大効果の

見込める祭りの広報を実現してもらいたいと思

うわけでございます。そこで、今回のテレビＣ

Ｍなどに要した経費はどれほどで、その内訳は

どのようになっているのかを聞きます。 

  さらに、今回新しく企画した日本の伝統祭り

ポスターコンテストの成果、そして応募先や内

外の反響はどのようなものだったのかを聞かせ

てください。 

  祭りに関連した最後の質問になります。これ

についても２年前から何度も関係課に出向き、

さらに前回の一般質問でも提案しているごみゼ

ロの新庄まつりについてです。 

  冒頭でも言いましたが、ことしの祭りは43万

人もの人出があったと。人出があるということ

はそれに比例した大量のごみが出るということ

です。そのごみは道路はもちろん、側溝に、

店々のすき間に、植え込みに、プランターにと

至るところに捨てられ押し込まれております。

前回、商工観光課長は、祭りのごみについては、

ごみ箱を置かずにごみを防ぐという手法でずっ

とやっていると答弁しています。実際今回もご

み箱を設置していませんでした。これで本当に

ごみは減ったのでしょうか。私は祭りの３日間、

早朝に商店街のごみ拾いをしましたが、25日の

朝の南北本町商店街だけで縦横１メートルのビ

ニール袋が三つになりました。これが新庄まつ

りのごみの現実です。例年、祭り前後に新庄中

学校、日新中学校などの生徒が町なかを清掃し

てくれています。ことしもまちの人たちも口々

に感謝の言葉を述べていました。私もその生徒

たちの姿を見ましたが、それぞれがとてもきら

きらした表情でまちをきれいにしてくれていま

した。その生徒たちを目にした人たちの笑顔、

私は忘れることができません。 

  しかし、そのような生徒たちのすばらしい活

動があってもいまだに祭りのごみはあちこちに
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隠れています。そのような現実があることを市

長初め執行部の皆さんは御存じなんでしょうか。

それを認識した上でごみ箱を置かずにごみを防

ぐという方針にしているのでしょうか。多くの

人出がある新庄まつりです。それだけ多くの人

に影響力を持っているということです。それな

らば、ごみは所定の場所に捨てること。そして、

捨てる際にはきちんと分別をすること、それを

啓蒙する、そのような要素を兼ね備えた誇りと

伝統のある新庄まつりに率先してつくり上げる

べきだと考えますが、市長はどのように考える

のかぜひ聞かせてください。 

  次に、宮内と下田町周辺の大規模商業施設進

出の可能性についての質問です。 

  この件については、私の持論を含めながら何

度も質問をしているところですが、先日、建設

業界の新聞に、宮内地区と下田地区に大型商業

施設の進出が計画されているという記事が載り

ました。その開発申請などは現時点で関係課に

出されているのか。また、今後、そのような施

設が進出した場合、新庄地域の商業バランスは

今以上に大きく崩れることが予想されます。そ

のような計画が進むことについて市長はどのよ

うに考え、どのような態度で臨もうとしている

のかを再度はっきり聞かせてください。 

  次に、体育施設の現状についての質問をいた

します。 

  あすの一般質問で石川議員が体育施設につい

ての質問をなさるようですので、私はその中の

サイクルスポーツセンターの現状と今後の整備

計画に絞って質問をいたします。 

  東北では、各県ごとに１カ所ずつ自転車競技

施設があります。新庄市にある施設は県内で唯

一のものです。しかし、このたびの大震災で競

技場の一部が損壊しています。恐らくあの状態

ですと、今後、使用することはできません。だ

からといって決してそのままに放置していいは

ずはないと思います。市長は自転車競技人口の

減少や利用者の少ない施設ということで悩んで

おられるのかもしれませんが、今言いましたよ

うに、県内でただ一つの競技場なのです。大震

災の後、半年ほど経過していますが、これまで

の間、国や県、日本自転車振興会などの関係機

関とどのような議論がなされ、どのような方向

で検討しているのか聞かせてください。 

  次に、看護師養成機関開設の可能性について

ですが、この件についても以前に質問をさせて

もらいました。現在の状況はどのようになって

いるのでしょうか。また、今後、積極的に進め

ていこうとしているのか、あるいはそうでない

のか、そこを聞かせてください。 

  最後に、これからの人事管理計画についての

質問をします。 

  初当選以来、私は一貫して市役所や職員の体

制など市政の土台となる部分についての確認を

してきました。それは市民福祉の向上のために

は何より土台がしっかりしていないと、すべて

の施策や事業において少なからずマイナスの影

響が出てくるのではないかと考えるからです。

念のため言っておきますが、私は決して職員の

職務内容を責め上げるような考えでこのような

ことを言っているのではありません。職員がよ

り一層やりがいを持って職務に向き合ってもら

うためにあえてこのような問題を取り上げてい

るのです。その辺を御理解いただきながら聞い

てもらいたいと思います。 

  このたびの大震災、原発事故によって世の中

はがらっと変わってしまったように感じます。

社会全体が大変な状況になっている時期だから

こそ、職員意識や職務内容を、また市役所が市

民にとってより機能する機関にするために、通

例にとらわれず激震の時代にふさわしい見直し

を図りより信頼される市役所になってほしいと

考えるわけです。 

  そのためには現状に即した人事管理制度に改

めていく必要があるかと思います。人事評価制
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度についても評価者も被評価者もそれぞれが納

得いくような制度やシステムを早急に構築すべ

きではないでしょうか。そして、国では平成25

年度から公務員の65歳定年制を段階的に導入す

るという方向で準備が進められています。この

改革が進めば、地方自治体も定員管理計画を当

然、見直さなければならないはずです。そこで、

今年度の職員新規採用は14名でした。来年度か

らはどのような計画で新規採用しようとしてい

るのか。そして今後、正規職員と非正規職員の

割合などをどのようにしていくつもりなのか聞

かせてください。 

  以上で壇上からの質問を終わります。御清聴

いただきましてありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄まつりについての43万人という人数、大

ざっぱという答弁ではなかったかと、酒田みな

と祭りのように実数でカウントすべきではない

かというような御質問ですが、今回の43万人の

算出方法については担当課のほうより答弁させ

ていただきたいというふうに思います。 

  テレビＣＭ、血税を使った効果がほかの方法

もあるんじゃないかということでありますが、

新庄まつりのテレビスポットコマーシャル業務

については、県内のテレビ放送局２社と総額

436万円で委託契約をしました。制作放送はお

のおのの役割において工夫し、祭り前の31日間

で15秒ＣＭを合計163本流しております。これ

は11都県2,000万世帯の方々に視聴の機会があ

ったことになります。放送本数と金額の内訳は、

いずれも２社合計で、山形県が62本、65万

9,400円、宮城県が46本、126万円、秋田県23本、

29万4,000円、福島県16本、30万300円、関東一

円16本、168万円となっております。新庄藩江

戸家老からの視聴のお知らせなどがあったり、

視聴した方からのパンフレット請求などが多く

なってきております。祭り開催中に行いました

アンケートでもコマーシャルを見てきたと答え

た方が９％になりました。今後、さらに近県の

温泉地に直接セールスに伺うなど複合的な方策

も取り入れながら、より効率的な集客の方法を

探り実行する次年度としたいと考えております。 

  日本の伝統祭りポスターコンクールの成果と

反省点はということでありますが、新庄まつり

への誘客と交流人口の拡大を目的にことし、初

めて開催させていただきました。午前中も申し

上げましたが、吉村作治先生に審査委員長を務

めていただき、全国35府県から118点の応募を

いただきました。作品を展示したゆめりあ交流

広場には、開催期間16日間で12万人の入場者を

数えました。表彰式には福島県、大分県、岐阜

県から３団体に御参加いただき、祭りの交流を

深めるよい機会となりました。さらに入賞した

団体の地元紙にコンクール開催とともに新庄ま

つりの記事が掲載されたり、また白鷹町では広

報「しらたか」でコンクールの紹介がなされる

など予想を超えた波及効果もあり、新庄まつり

を全国にアピールする結果となりました。47都

道府県すべてからは御応募いただくことができ

ず周知不足はあったかと思います。募集方法は、

国、県、市町村の重要無形民俗文化財を持つ地

方公共団体及び市町村、また全国山鉾山車保存

連合会会員などにダイレルトメールをしたほか、

ホームページでの呼びかけであります。展示期

間中の来場者についてもさらに多くの方に足を

運んでいただけるよう宣伝告知に力を入れてい

く必要があります。全国的にも初めての取り組

みであり、応募をいただいた団体からも高く評

価をしていただきましたので、応募団体の増加

と内容の充実を図った上で来年度以降も開催し

てまいりたいと考えております。 

  次に、ごみゼロ新庄まつりの提案についてど
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う対応したかということでありますが、ことし

の新庄まつりにおけるごみ対策はとの件で、ま

ず新庄まつり期間中のごみ収集、処理体制につ

いては、特別体制で市内業者の業務に組み込み、

廃棄、清掃から収集まで早朝対応いただいてい

るところです。通常の生活系ごみ収集に加え駅

前広場と露天商部分の収集にと取り組んでいた

だいております。また、露天商へのごみ集積取

り扱いも明確な指示をしておりますし、山車連

盟で集合地や昼食会場などごみ処理点検の担当

町内を決め責任を明確にして対応いただいてお

ります。 

  新庄中学校の生徒の皆さんには祭り前後のご

み拾いボランティアを行っていただき、また、

新庄南高校の有志の方々で祭り後に商店街のク

リーンアップ作戦をしていただいたことを感謝

しております。 

  会期中は新庄観光協会のガイドスイーパー３

名が中心商店街等を巡回し、拾い集めて回って

おりますし、市内パチンコ企業のボランティア

収集もございました。ごみの持ち帰りを放送で

繰り返しお願いしておりましたが、お客様がど

こかに捨てたくなる心情を無視できないことも

確かであります。新庄まつり100万人をお迎え

する覚悟から御来場の方々にごみ処理の明確な

ルールづくりをする上で、これまでと方法を変

えたごみ箱設置の検討も必要かと思っておりま

す。 

  また、担当者会議の中での事例の中で、議員

おっしゃるとおり、一つのお店で買い物し、次

のお店の買い物をする間にどこかにごみを捨て

ていきたい、一つの缶がそこに置かれると山の

ようになってしまうと。また、ガイドスイーパ

ーが帰った後にそういう行為が行われるという

ふうなことで、朝方、そのごみなどが陰に散ら

ばってしまうという報告も受けております。そ

んなことも含めて明確なルールづくりをした上

でごみ箱設置の検討も来年にはぜひ検討してま

いりたいというふうに思っております。 

  次に、宮内、下田町周辺の大規模商業施設の

可能性について、確かに建設新聞等に進出企業

名が書かれた記事が私のところにも回ってまい

りました。農林課には宮内地区の農業振興地域

内の農用地に転用事業計画書が提出されており

ます。転用事業計画書の内容は、スーパーマー

ケット、ホームセンター、飲食店などの商業施

設の建設を目的としておりますが、農用地を農

地以外に転用する、いわゆる農振を除外してほ

しいとする計画であります。 

  下田町の開発計画につきましては、さきの６

月定例会におきまして、平成19年度に二つの業

者より連名で開発行為の事前協議の申し出があ

りましたが、協議途中において中断し、その後、

当該地に関する開発行為等の申し出はないとの

答弁を行ったところでございますが、その後、

８月に入り新たな開発行為として事前協議の申

し出がありました。申し出の内容を見ますと、

商業施設と宅地分譲の開発となっております。

このたびの開発行為等の申し出に対しましては、

当該地の都市計画、用途地域等を勘案し、開発

指導要綱に基づき事前協議を進めているところ

でございます。 

  確かに新庄市の商業の現状と市内の売り場面

積、オーバーストアの現状と言われる中で、今

回宮内地区に農業振興地域内の農用地の転用事

業計画書が提出されたわけですが、国土利用計

画、新庄市の土地利用計画、さらには農用地の

利用計画の平成24年度の見直しというようなこ

とが予定されております。農林課におきまして

は、市内農家の皆さんに農地転用についての申

し出の相談を12月末まで行うというような周知

をしているところであります。その一般的な期

限的な用地の見直し、振興地域の見直しは平成

24年ということでありますので、農業振興地域

内の農用地の転用事業計画につきましても、24

年度の宮内のほうで検討されるようになると思
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います。その際については、優良な農地との兼

ね合い、これまでの地域の基盤のこれまでの経

過、さまざまなことが条件として出てくるので

はないかなと思っております。 

  そうした中で今後、用途地域内等に大規模商

業施設が進出となれば、競争が激しくなること

が予想されます。用途地域内の開発行為との申

請につきましては、条件に不適合がないのであ

れば、市としてはそれに従って進める以外ない

状況であります。 

  昨年度策定いたしました第４次新庄市国土利

用計画では、土地利用の基本方針として土地の

有効利用を図り、人口減少社会に対応したコン

パクトなまちづくりを基本に据えながらも需要

に応じた宅地の確保など居住環境の整備を進め、

次世代に継承できる土地利用を推進することと

しております。 

  時代に即したまちのあり方は、これまでも大

きく変化してまいりました。特に車社会におけ

る社会の変化、また21世紀に入ってからこの10

年でもさまざまな状況が変化しております。効

率的な行政運営としての国の施策として、平成

の大合併という時代があり、また道州制や定住

自立圏という考え方も出ております。今後、大

型店の進出ということについても、新庄市とし

て、また最上地域の中心都市として次世代に継

承できる土地利用という観点から多様な意見を

伺いながら考えてまいりたいと考えております。 

  体育施設の現状についてということで、市内、

13体育施設がございますが、東日本大震災によ

る被害はございませんが、新庄市体育協会が所

有、管理している新庄サイクルスポーツセンタ

ーに被害がございました。自転車競技場第３コ

ーナーの走路の一部が崩落し、競技場の使用が

困難な状況であります。また、崩落した土砂が

一部競技場下の農地まで流出いたしました。農

地の地権者は毎年、ソバを作付していることか

ら早急な復旧工事が必要であり、市体協から補

助交付申請を受け復旧工事費として約600万円

を交付し、土砂を取り除く災害復旧工事を完了

したところであります。 

  当該スポーツセンターはこれまで自転車競技

の普及と競技力向上やべにばな国体東北大会な

どの開催地としてスポーツ交流や地域経済の活

性化に大きく貢献してまいりました。 

  しかしながら、自転車競技場走路の全面復旧

につきましては、約２億2,000万円の費用を要

するということで早急に改修することは厳しい

状況であります。 

  今後のスポーツセンターの管理運営について

は、改修、修繕等の維持管理の負担が大きいた

め存続と廃止を含めて県スポーツ保健課、県体

育協会と協議しているところであります。県で

唯一の施設であるということを新庄市でいつま

で支え切れるかということが大きな課題として

残っているところであります。 

  次に、看護師養成機関の可能性についてどう

なっているのかということでございますが、御

周知のとおり、新庄最上地域における医療体制

については、医師、看護師などの医療従事者の

確保が長年の重要課題となっております。また、

高齢社会にあって需要の増大が予想される医療、

福祉分野における看護師の養成を最上地域内で

行うことができれば、若者の地元定着と看護師

不足の解消を図る有効な方策となります。 

  このようなことから、ことし１月の最上地方

町村会例会において私から看護師養成機関設置

可能性調査について発議したところ、最上８市

町村において今後、検討することが了承されま

した。 

  この調査については、コア学園新庄コンピュ

ーター専門学校に調査委託し、今年４月から10

月末までの期間において現在、研究調査を行っ

ているところです。調査項目といたしましては、

看護学校卒業後の資格取得、学校開設に必要な

施設、設備、教職員などのさまざまな要件、運
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営可能な規模、望ましい運営形態などでござい

ます。さらに学校開設に対する需要、県内の看

護学校の状況、最上地域での看護師の雇用需要

などについても調査を実施しているところでご

ざいます。 

  このたびの研究調査は、若者定着と看護師不

足解消のための看護師養成機関設置の可能性を

探る調査でありまして、その調査結果を待ちま

して有効な方策として開設可能かどうか、どの

ような学校形態が望ましいかといった本格的な

検討協議に入っていきたいと考えております。 

  次に、今後の人事管理計画についてというこ

とでありますが、議員御指摘のとおり、昨年度

の人事院勧告で65歳定年延長の方向性が示され

ました。新聞報道などによりますと、平成25年

度から３年ごとに１歳ずつ引き上げ、60歳を超

える職員の給与は、50歳代後半より約３割削減

し、60歳になると管理職を外れる役職定年制を

導入するという内容となっております。 

  本市の定員管理計画は平成17年度に策定し、

指定管理者制度や業務委託などの公共サービス

提供主体の多様化と組織のスリム化、効率化を

進めてまいりました。この計画の前期５カ年の

進捗状況を踏まえ、また新行財政改革大綱の策

定に合わせて平成26年までの計画を見直してお

り、26年４月においての当初計画310人以下に

対し300人以下としたところであります。 

  議員御指摘のとおり、定年延長は本市の採用

計画に影響を与えるものと考えます。まだ法改

正されていないため定年延長の全体像がはっき

りしていませんが、計画の300人以下の体制で

進めるため、採用の人数を調整し、年齢構成な

ども考えながら人事管理を進めていきたいと考

えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 新庄まつりの人出でご

ざいますが、本年は43万人、昨年よりマイナス

３万人でございまして、内訳は宵まつりが15万

人、本まつりが17万人、そして後まつりが11万

人、それぞれ２万人マイナス、5,000人マイナ

ス、5,000人マイナスということでございまし

た。 

  これは基礎数値がございまして、前にもお話

し申し上げておったと思いますけれども、40万

という基礎数値です。どこからどれぐらいの割

合がおいでになるか、例えば庄内地方ですと、

人口に３％掛けます、村山ですと２％、置賜

１％ですね。そして、何回ぐらい来ているか、

それを掛けまして基礎数値が40万ということで

ございます。そこにさまざまな天気、団体の予

約状況、関係者の聞き取り、目視、交通手段ご

ざいます。そういうさまざま勘案いたしまして

年ごとの数値を出していると。それが43万人で

あったと。以上でございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかりました。祭りの

人出の算出方法を続けて質問させていただきま

すと、私も先ほど壇上から申し上げましたとお

り、基礎数値、しっかりした基礎数値を改めて

その部分を見直してやるべきじゃないかと申し

上げたと思うんです。基礎数値が40万と今、課

長がおっしゃいましたけれども、そもそもこの

数値って何だと、そのところから見直していた

だければなと。なぜ酒田市が41万人という発表

を前年していたところが19万人になったか。真

剣に覚悟してと申し上げましたけれども、そう

いう真剣さが私は必要じゃないかなと思うんで

すよ。ぜひ酒田市に行って聞かれていただいて

も結構でしょうし、どういうふうな算出方法で

やったのか、それをしっかり市民に説明できる

ような形にしておかないと、100万人構想も本

当にただ言えばいいという世界じゃないかと思

われたら大変じゃないですか。そこを考えてい
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ただきたいんですよ。そういう意味で申し上げ

たわけでございます。 

  テレビＣＭについて、やっぱり非常にポスタ

ーコンクールが内外で評価を得たという市長の

答弁でしたけれども、私はこういう評価される

事業というか、そういうものをどんどん張りつ

けていけばいいんじゃないかと思うんです。そ

ういうことで周囲からの評価を得ていく。それ

こそ口コミの世界になっていく。あそこの祭り

はどんどん変わっていくぞみたいな、そういう

ふうな流れを何とかつくっていただきたい。そ

ういう流れができれば、財政に対しても負担が

非常に軽減できるように、そういう流れもでき

てくるんじゃないかなと私は思うわけです。そ

してまた、地域のアイデンティティーというも

のをがんと固まってくるんじゃないかなと。地

域に合った地域独自のアイデア、そういうもの

をどんどん集めていく。それを実践していく。

そういう流れが必要なんじゃないかなと私は思

うわけです。ポスターコンクールで本当に全国

の多くの自治体の人たちが祭りにかかわってい

るわけですよね。その中で全く気づきもしなか

ったことを市の職員の方がアイデアで考えつく

わけじゃないですか。そこなんですよ、私が言

いたいのは。その力というか、柔軟性というか、

そういうものを私はこれから本当に激動どころ

か激震の時代ですから、そういうものを私は求

めていろいろ質問させていただいているわけで

ございます。 

  市長からもごみゼロの新庄まつりについても

そういう改善の方向というか、聞けましたので

それはいいんですけれども、露天商の方々のル

ールってどういうふうになっているかわからな

いんですけれども、非常にきれいに立つ鳥跡を

濁さずですっと帰っていかれる露天商の方もい

ます。しかし、そうでない露天商の方もいるわ

けです。皆さん御存じだと思いますけれども、

道路のあの油の汚れというか、ああいうものを

ごらんになったことがあると思います。町なか

散歩をなさっている市の職員の方、いっぱいい

らっしゃるのでわかると思いますけれども、あ

あいうものに対するルールづくりも今後、しっ

かり考えていかなくちゃいけないんじゃないか

なと。売ればいいと、そういうふうな姿勢が見

えるわけですよね。ですから、露天商の方々の

ルールづくりなどについては、今後、どのよう

になさっていくおつもりでしょうか。ちょっと

答えてください。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 露店はことしも350軒

ほど来てくれました。これはお祭りの花、売り

でもあるわけですが、実際に受付を24日の日に

行っておりまして、その際は事細かにから揚げ

の場合には食品の解凍は道路でするなとか、油

は必ず下にシートを敷けとか、事細かにこんな

ふうに注意を促しておりまして、それが守られ

ない場合は今後の出店は検討させていただくと

いうところが来ておりまして、正直言って大分

よくなっております。ただ、新しい方々、新規

の方々が北本町あたりに集中するということが

ありまして、27日、路面の清掃、南高の生徒が

行いましたけれどもその際も大分汚れが目立っ

たということがありますけれども、この部分に

関しましても、とにかくきれいな気持ちのいい

祭りを目指してひとつともどもやっていきたい

と、こんなふうに考えております。以上です。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） もっとしっかりルール

づくりをしていただいて、守っていただけなか

った場合にはペナルティもあるよみたいな、出

店は禁止するみたいなものもつけ加えて厳しく

やったほうがいいのではないかと私は考えます。 

  大型商業施設の問題についていきたいと思い

ます。 
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  都市整備課長と農林課長と農業委員長にお願

いしたいんですけれども、それぞれどういう申

請がなされていて、あと都市整備課長には設計

図というものは存在しているのかどうか、それ

ぞれの、お願いします。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 事前協議ということで出

されております。内容につきましては、先ほど

市長のほうから答弁ありましたように、商業施

設と宅地開発というふうなことでございます。 

  図面につきましては、当然、開発エリア、公

共施設である道路、公園、商業施設のエリア、

住宅のエリアという詳細な図面が出ております。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 農林課所管の部分について

お答えしますが、先ほど市長答弁でもお話しし

ましたけれども、農林課としては、まず宮内地

区のほうが所管になっております。下田地区の

場合は農振地域の白地、いわゆる用途が決まっ

ている、いわゆる農業を振興するという地帯で

はないので、そちらの申請は農林課には一切上

がってこないはずです。 

  それで、農林課には宮内地区の部分があるん

ですが、これが現在、農振地域内の農用地、い

わゆる農地として活用するんだという色塗りの

あるところで、そこの一部に、場所的には税務

署の裏側になるところ、警察署の向かいになる

ところで3.9ヘクタール、これをスーパーマー

ケット、ホームセンター、飲食店等の複合施設、

商業施設をしたいという、言葉的には転用事業

計画書が８月６日に出されました。出されまし

たけれども、今は農用地なのでそれを外せるか

どうかという検討をしているところであります

けれども、面積が結構大きいものですから国の

ほう、県のほうでもやっぱり食料自給率を上げ

るというふうな観点と、それから10ヘクタール

の農用地についてはなるべく崩させない、崩さ

せないという言い方はおかしいんですが、農用

地団地として使わせたいという意図があって、

今のところ、市では上がってきたんですが各関

係課の法令事項、それから調整事項、それから

まちづくり計画、それらを総合して今検討中と

いうお答えしかできません。市長のほうでも12

月中には農家からもいろんな転用計画あるとす

れば吸収したいと、それが可能かどうかはまた

別にしても、そういう手挙げをしていただきた

いという時期でありますのでなかなか答えは出

しづらい状況というか、そういうタイミングで

はないなというふうに考えているところです。 

沼沢充広農業委員会事務局長 議長、沼沢充広。 

沼澤恵一議長 農業委員会事務局沼沢充広君。 

沼沢充広農業委員会事務局長 会長が都合により

まして午後から欠席になっておりますので、か

わりまして事務局のほうからお答えさせていた

だきます。 

  今回は２件ありまして、下田地区と宮内地区

なんですが、宮内地区につきましては、先ほど

農林課長のほうから御答弁ありましたように、

農振地域の農用地域にありますので、農用地区

域にある農地は原則として農地転用の許可はで

きませんので、まだその段階ですので、農業委

員会のほうには転用申請についてはまだ出され

ていないという状況でございます。 

  下田地区につきましては、開発行為の事前協

議ということで意見を求められていますけれど

も、一応開発地域の中に農地がございますので

当然、農地法の転用許可が必要になりますが、

許可に当たりましては農地転用許可基準と照ら

し合わせながら対応していくしかないものと考

えております。以上でございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） わかりました。そうし

ましたら、市長からも答弁してもらったんです
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けれども、では、市長として、市としてではな

くて市長としてこの計画等についてどう考え、

どのような態度でこれから臨もうとしているの

か、そこを答えていただけないでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 基本的には法律に縛られている事

項であるということが基本的にございます。た

だし、これまで農振ということに対する解除事

例ということがまちまちに行われてきたという

ことも事例としてございます。そういう意味で

農林課を中心として農家の皆さんに平成24年度、

農振の解除に関する申し出を12月末日まで受け

付けているところであります。それによって関

係機関との協議、それによって法律に従って

粛々と進めるというところであります。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） はい、わかりました。 

  こういう大型商業施設がこれ以上ふえた場合、

壇上でも言いましたが、これ以上ふえた場合、

中心商店街はどうなると市長は考えていますか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほどどなたかの質問にお答えも

しましたが、大きな時代の流れということが一

つはございます。郊外型商業施設については、

徒歩型ではなく車型であると私は思い、という

か、そういうふうな状況だというふうに感じて

おります。車型ということは、車によって買い

物をする方々がどのような商店を選択するのか、

それは消費者の動向によるものだと思っており

ます。 

  また、中心商店街はどうなるかという御質問

でございますが、これまでも過去の歴史の中に

さまざまな動きがあるということは事実ではな

いかなというふうに思っております。特段それ

がどのように変化するかというところまでは、

私は予測できない状況にあります。しかし、今

後、中心地と言われる中心市街地に対する社会

資本整備を行ってきたところ、どう有効活用を

図っていくかという観点で今は考えているとこ

ろであります。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 今の市長の答弁で見捨

てたわけではなくて有効活用を今後していくと

いう方向性がちょっと見えたような気がしまし

たので、車社会だから仕方ないというふうなニ

ュアンスもあったかと思います。今、車社会で

大型商業施設がどんどんできて、そこに車が入

ってという流れはあるんですけれども、プラス

インターネットというえたいの知れないマーケ

ットが、見えないマーケットが広がっています。

そういうものとあわせていろいろなことを考え

ていかないと、大変なことにまたなっていくと

思います。本当はいろいろいっぱい聞きたいこ

とはあるんですけれども、そうしましたら、13

号線沿いにこれからいろいろほかに大型商業施

設ができた場合、13号線沿いの既存の大型施設

はどういうふうになると思っていますか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 先ほど市長の答弁の中

で、オーバーストアというふうな文言が出てお

ったかと思いますけれども、県内比較しますと、

新庄１番なんですね。人口が４万弱ですが実際

は９万1,000平米ほど店舗面積があると。です

から、１平米当たりの人というのは0.438人だ

そうです。後ほど詳しい数値をお答えしたいと

思います。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４０分 休憩 

     午後２時５０分 開議 
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沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小野周一君。 

   （４番小野周一議員登壇）（拍手） 

４ 番（小野周一議員） 山尾市長、今回の２期

目の当選、本当におめでとうございます。 

  ９月定例会、５番目最後に一般質問させてい

ただきます。祥新会の小野です。よろしくお願

いいたします。 

  ７月15日、人間国宝であられる奥山峰石先生

の金属工芸60周年記念展が市民プラザで開催さ

れ、本市の来場者は10日間で3,102人の市民が

鑑賞されたと聞いております。また、その他の

会場でも東京都北区、山形市、酒田市の来場者

の総数として9,371人の方々が先生の作品を鑑

賞されたと知り、改めて奥山峰石先生の作品の

すばらしさを再認識させられた記念展でありま

した。 

  同じ名誉市民である近岡善次郎画伯の生誕

100周年が３年後にあると聞きますが、私は奥

山峰石先生同様のすばらしい記念行事をぜひ開

催してもらいたいと思う次第であります。よろ

しく執行部の皆さん、お願いします。 

  それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。 

  最初に質問されました先輩議員である小嶋議

員、奥山議員の質問と似通っている部分が多々

あると思いますが、答弁のほど、よろしくお願

いいたします。 

  １期４年間が過ぎ山尾市長は２期目の市政運

営をなされておりますが、１期目の市長就任当

時は、人事案件や事業の説明不足等もあり、い

ろいろ我々議会とのあつれきも生じ大変な時期

もあったかと思います。しかし、市長は、市民

が誇りを持って暮らせる「人行きかうまち」、

「人ふれあうまち」、「人学びあえるまち」を政

治信条として４年間、市政運営をされてきまし

た。 

  市長は市の最重要課題である財政再建に議会、

市民、職員とともに正面から取り組み、平成22

年度決算では山形県下では下から２番目とはい

え、実質公債費比率が前年度より3.7％減の

19.8％、また経常収支比率は前年度より3.5％

減の91.6％と改善されたのは事実であります。

また、保護者の長年の要望でもあった中学校給

食の実施、農業振興策の一環として再開された

若者園芸実践塾、農業公園等多目的な活用を目

指すエコロジーガーデン構想、そして、何より

も市民手づくりの日本一の山車祭りが市民の熱

い思いで国重要無形民俗文化財に指定されるな

ど、市長の４年間の市政運営は私は一定の評価

をしております。 

  しかし、２期目の選挙は無投票当選され、当

選後、市長は新聞紙上で１期目の自己評価と２

期目に臨む決意と抱負を述べていますが、無投

票当選のため、１期４年間の山尾市政に対する

市民の意見や信任度が大変わかりづらくなって

おります。あわせていまだに２期目４年間の公

約が市民、我々議会に示されておりませんが、

今期定例会に出されるであろう施政方針が選挙

公約と同じと理解してよいのかお聞きします。 

  ４月からスタートしました第４次新庄市振興

計画は、今後10年間の新庄市の基本方針です。

市長の任期４年間よりも長い計画期間でありま

すので、市長は４年間でどのような施策を重点

的に取り組むのかお聞きします。 

  また、新庄青年会議所が任期満了に伴う市長

選を前に山尾市長を招き「新庄市長ローカルマ

ニフェスト検証大会」を開き、選挙公約の実行

状況や課題などについて聞き、和田明子東北公

益文化大准教授が検証を進め、市民に公約が実
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行されたかのアンケートの結果、公約実現を評

価し、多かったのは中学校給食、市長報酬50％

カットなどの９項目でした。また、逆に少なか

ったのは、最上は一つの実現、企業誘致などの

８項目です。市長はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの５段

階の自己評価についてＡが４項目、Ｂが９項目、

Ｃが４項目となっていますが、その内容とそれ

ぞれの自己評価と２期目にはどのようにこれら

を市政運営に生かしていくのかお聞きしたいと

思います。 

  次に、スクールバスの有効な活用について質

問をさせていただきます。 

  新庄市におけるスクールバスの運行は、分校

廃止に伴い児童・生徒の遠距離通学の手段とな

っており、ほかにも市営バス、かむてん号や路

線バスで代替えしている通学地域もあります。

国の遠距離通学者の基準は、小学生が４キロ以

上、中学生は６キロ以上と定められていますが、

本市では通学コースの沿線の児童・生徒のスク

ールバスが定員未満であれば有効的に利用をさ

せております。 

  ９月定例会の補正予算に通学手段確保対策事

業費1,994万1,000円が計上されておりますが、

今後、新たな地域でのスクールバスを運行する

計画があるのかお聞きしたいと思います。 

  平成27年４月より萩野学区の小・中一貫教育

校の新設に伴うスクールバス運行の課題や、中

間通学距離から通学する児童・生徒の安全確保

の面で地域保護者から通学の安全面から通学環

境に対する問題が提起されていると聞いており

ます。私は、学校に歩いて通学することも大事

な教育の一環であると考えておりますが、今後、

少子化がさらに進み、児童・生徒が集団で登下

校できない地域がふえることが予想されるなど、

１人で通学する危険度、通学路の状態が悪い道

路、防犯灯の有無、歩道が確保されているか、

だれよりも児童・生徒の目線で環境を整備して

いく必要があると思いますがどうでしょうか。 

  平成19年２月に答申されました新庄っ子の安

全・安心通学プランがどのように具体化され、

通学環境が整備されてきたのかお聞きします。 

  また、現在の運行形態を弾力的に見直す時期

に来ていると思いますが、どうでしょうか。 

  第４次振興計画において公共交通の利便性向

上を図る主な取り組みの一つとして、デマンド

交通システムの導入とありますが、スクールバ

スの空き時間帯を利用する目的以外に活用する

ことはできないものでしょうか。国の条件や規

制があると聞いておりますが、現に県内におい

ても目的外に活用している町村もあると聞いて

おりますが、本市の考え方についてお聞きしま

す。 

  現在、本市のスクールバスの児童・生徒の登

下校以外の利用形態はどうなっているのか。 

  また、現在、５台のスクールバスを活用して

いるわけでございますけれども、本市と同じ行

政規模の市町村と比べて台数は適正なのかお聞

きしたいと思います。 

  最後の質問になりますが、日本一の山車祭り

について質問いたします。９月28日の山形新聞

の取材雑記に、本市が企画し、35府県から118

点が寄せられたと日本の伝統祭りポスターコン

クールに関連しての記事でした。その内容はポ

スターといえどもあなどれない。祭りの雰囲気

や迫力が伝わる作品は、誘客につながるという

内容でした。本当に新庄市民の背中を押してく

れているような記事でありました。ことしの新

庄まつりは第１回日本伝統祭りポスターコンク

ールや理容組合の祭り頭コンテスト、吉本興業

のお笑い芸人の参加、テレビＣＭの放送効果も

あり、東日本大震災からの復興が見えない中で

の祭りでありました。大変な心配の声もありま

したが、昨年よりも少ないとはいえ、43万人と

多くの人出でにぎわいました。20台の山車と囃

子に盛り上がったことしの祭りの評価と反省を

踏まえて交流人口100万人を達成するために来
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年度の誘客構想についてお聞きするものであり

ます。 

  国重要無形民俗文化財に指定され３年目の祭

りとなり、各町内の山車は毎年、見栄えのよい

けんらん豪華な山車に仕上がり、制作には相当

な経費がかかっていると思われます。近年、市

民から新庄まつりは市民の祭りなのに貧しい、

玄関にかぎをかけている家がふえているとの声

がよく聞かれます。この点についてまつり委員

会の名誉会長である市長は、どのように感じら

れているのでしょうか。 

  平成23年度、市から1,264万円が市祭典負担

金として予算化され、山車１台に30万円、囃子

に６万円が支給されていますが、各町内の山車

制作、運行経費を補うために御祝儀をもらいに

回っているのが現状であります。御祝儀を出す

ことによって祭りに参加していると認識してい

る市民もおりますが、格式ある日本一の山車祭

りを末永く守るためにも山車の若連、囃子の若

連に御祝儀をもらいに回るときのマナーの指導

を再度徹底するべきではないでしょうか。 

  新庄まつりの百年の大計の第２期計画におい

ても、格式を遵守してきた伝統ある新庄まつり

にそぐわない程度の新たな財源確保に取り組む

検討をしているようですが、第２期計画は平成

24年度が最終年度となります。企業からの協賛

金の受け入れなども検討されているとお聞きし

ますが、どのように検討をなされているのかお

聞きします。 

  昔から山車をつくる町の若連、囃子をする集

落の若連、そして山車を引く子供たちと1,756

年から途切れることなく格式ある伝統行事とし

て市民に支えられた企業色の薄い市民手づくり

の祭りです。しかし、24日の宵まつりのときに

は横断幕を広げ先頭集団のすぐ後について行進

した経済団体があります。それも氏子集団の前

であります。店名、社名、個人名の入ったもの

は山車には使用しないことと山車運行要綱の禁

止事項にもありますが、来年度以降もこれらの

要綱を無視しても格式ある伝統行事に企業色、

経済団体色を出したお祭りに移行するのかお聞

きしたいと思います。 

  これで壇上での質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小野市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  １点目の１期４年間の市政に対する市民の意

見や審議がわかりづらくなっているという点で

ございます。無投票当選という、先ほど午前中

のときにも申し上げましたが、市民の声が見え

ない分だけ心していかなければならないという

自戒の念を入れたところであります。そんな意

味で１期４年間させていただきましたが、今後

も市民の皆さんの意見を十二分に拝聴しながら

市政運営に反映してまいりたいというふうに考

えております。 

  自己検証につきましては、先ほど午前中の議

員各位からの御質問がありましたように、本当

に速い１期４年ということであっという間の４

年間だったなというふうに思っております。さ

まざまな関係団体からお呼びをいただき顔を出

すたびに、やはり市民の皆さんが市長が来てく

れるということに対する期待というものを多く

感じたところであります。そうした簡単なこと

でありながら市民と行政を共有していく場面が

できたということ、大変感謝しているところで

あります。そんなことも含めながら自分として

は合格点ではなかったかなというふうに思って

おります。 

  ２期目の公約、マニフェストでありますが、

基本的には先ほど今後の第４次振興計画、10年

間であるとすれば、その期間は４年間でしかな

いということは事実であります。しかし、第４
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次振興計画の発議は私がしているわけでありま

す。その発議の中でそれを誠実に具現化してい

くということが現職市長としての大きな役目で

ある、また命題であるというふうに考えており

ます。 

  基本的な姿勢、理念に関しては１期目のマニ

フェストの姿勢、理念と何ら変わりなく、これ

らを定着させ、さらに信任度の高い、そしてま

た具体化し、将来に展望のある形に実現してま

いりたいというふうに考えております。 

  ２期目に対する考え方につきましては、これ

から出る市報等に私の考え方を述べております

が、基本的には実現という実現力、実現すると

いう力にこだわった施策で臨んでいきたいとい

うふうに考えております。だれもがふるさとの

豊かさや安心・安全を実感できるまちづくりに

全力で取り組むことが２期目に課せられた私の

命題であり、市の行政職員には、何といっても

市民が求めるのは行政職員の親切な心、行政職

員にとっては親切な心で市民に臨む、また施策

については実現するというこの２点を大きく掲

げているところであります。 

  次に、スクールバスの多目的活用についてで

ありますが、デマンド交通システム、いつでも

いかなるときでも呼び出してタクシーがわりに

できるという最高の状況であるわけですけれど

も、そこにはさまざまな検討しなければならな

い課題もございます。各市町村の話で情報収集

したわけですけれども、ここに周回バスを回し

てほしいかという要望を出しますと、100％欲

しいと言います。乗る方はと言いますと、大体

５％以下というのも現実であります。すべては

欲しい。しかし、利用するかというと、なかな

か利用できない。利用できるような状況をつく

り出すには民間の活力をいかに生かすか、また

自己負担との問題、それに対する補助、さまざ

まな観点から本当に迎えるであろう高齢社会に

向けた対応を急がなければならないというふう

に思っておりますので、今後、ますます住民の

皆様のお話を聞きながら効率的で利便性の高い

新庄方式を研究してまいりたいというふうに思

います。 

  なお、スクールバスの活用状況につきまして

は教育長から答弁させますので、よろしくお願

いいたします。 

  それから、新庄まつりについて、新庄まつり

の前に国指定重要無形文化財、何といっても人

間国宝である奥山峰石先生の鍛金60周年のこと

のお話をいただきました。本当に先生の思いが

込められた作品を前に我々一同、大変な感激を

覚えたところでありますが、９月４日に先生み

ずから13点の作品を持って歴史センターのほう

に寄贈の準備をしているところであります。寄

贈式につきましては、年明け、先生の都合によ

るわけですけれども、年明けを考えている状況

であります。 

  また、先ほど、私も知らなかったわけですが、

３年後に同じ歴史センターの中に構える近岡画

伯の生誕100周年というお話を聞きまして、新

庄市の誇る、何もないなどと言わせないぞとい

う思いで、やはり新庄市にはこういうすばらし

い人材がいるんだというようなことで100周年

に向けた形は、議員からありましたようなこと

を年頭に置いて今後考えてまいりたいというふ

うに思います。 

  新庄まつりの評価と反省を踏まえた来年の誘

客構想については、きょう、これがメーンのよ

うな形で新庄まつりというものが話題にされて

いろいろ質問していただきました。それほどや

はり新庄人にとって新庄まつりの重さというの

は議会でも共有し合っているなと。それだから

こそ、よりよい新庄まつりにしなければならな

いという思いがひしひしと伝わってくるわけで

あります。特に来年は金曜日、土曜日、日曜日

という開催であります。まさしくいろいろなア

イデアを駆使しながら広報し、そして本当に新
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庄まつりというものを周知をもっと図っていか

なければならないなというふうに思っておりま

す。 

  今回は特に議員の皆様には、25日の山車行列

に参加していただき、また郡内の首長も参加し

ていただき周辺の体制も徐々に整えつつあるの

かなと大変感謝しているところであります。本

当に市民みんなが参加するお祭りとして今後と

も御意見をいただきながら、祭りを盛り上げる

方策についても御意見をいただければありがた

いと思っております。 

  質問二つ目の新庄まつりの花もらいですが、

これは議会というよりも市民の皆様の中でも大

変大きな議論になっております。当然、議論の

分かれるところでありまして、お祭りであるの

で御祝儀を出すのは当たり前だという方々も大

勢おります。お祭りを見に来ないものを出せな

いという人もいます。最初からお断りするとい

う方もさまざまです。そうしたさまざまな思い

を一つにまとめ上げるということは大変難しい

ものがあると思います。これまで区長会などを

通しながら花もらいできないような形で１軒か

らどのようにとなりますと、それぞれの町内会

若連が集めた金額をどのくらいかわかりません

けれどももし集めて一斉にするとなると、１万

戸から大体１軒１万円とか、そういうふうな金

額をいただくということになったとき、市民の

理解が得られるだろうか、そんなことも考えて

いかなければならないのかなというふうに思っ

ています。 

  そんな中で不適切な花もらい、一説には車で

ばっと行ってばっとおりて１軒をぐるっと回っ

てさっと帰ってくると。これも人手がいなくな

って効率的な花もらいをするというふうな状況

になっているのかと思いますが、またそれを伝

える先輩方も少なくなってきているということ

も聞き及んでおります。いずれにしましても、

本当に不適切な花もらいの状況があるとすれば、

今後、新庄まつり委員会を通して山車連盟、囃

子連盟に厳重な注意を促してまいりたいという

ふうに思っております。 

  本当に過度な御祝儀集めは論外でありますが、

１年かけてつくったすばらしい出来ばえの山車

に御祝儀を出したいという考え方の方も大勢お

られます。近隣で聞いた話では、年々、御祝儀

もらいに来る数が少なくなっているというお話

もございます。我々の関係役所の行政の中でい

ろいろ情報収集している中でそういう話も聞い

ているわけですけれども、集める人数が少なく

なってきていると。大人の人がＯＢになってき

ているということ、その後輩が少なくなってき

ていると。山車が21台、20台になるという時代

ですので、それぞれの山車を運営する若連の実

情というのは大変厳しいものがあるんだなとい

うことを痛切に最近、考えているところであり

ます。花もらいの件に関しましてはまつりの基

本的な部分にかかわることでありますので、財

政的な問題であります。これは真剣に考えてい

かないと、新庄まつり百年の大計第３期計画が

本当の意味での祭りにならなくなるので、これ

は実効性の高い形で皆さんと話していかなけれ

ばならないのではないかと思っております。 

  その一方で新庄まつりの企業色についてとい

うことですが、今回の実情と企業の協賛という

のはいささか違うかなというところもあります

が、過去にも一時、企業山車が出た時期があっ

たり、企業名が山車行列中にあるということが

あったわけですけれども、企業名そのものが山

車行列にあったという事例は今までなかったよ

うに記憶しております。今回は基本的な形では

ないわけですが、未曾有の大震災から復興への

強い思いがあのような形になったのだというふ

うに思っております。ことし限りというお話も

聞いておりますので、ああした形は今後、ない

というふうに考えております。 

  ただし、先ほどこうした経済状況なので昔か
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らの市民からの御寄附に頼る若連の財政状況を

考えますと、今後の企業からの支援ということ

のあり方、このことについては真剣に考えてい

かなければならないんではないかと。企業色を

出さずに単に支援していただけるというのであ

れば、これにこしたことはないわけですけれど

も、そのことも含めながら新庄まつりの企業色

については今回のような形では今後はないと思

いますが、繰り返しになるようですが、財政状

況という観点では企業とのあり方も今後、検討

しなければならないのではないかなというふう

に考えているところであります。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私のほうからスクールバスにつ

いて、今後新たな地域で運行する計画があるの

かという御質問に対してお答え申し上げます。 

  スクールバスの運行につきましては、これま

で分校や小規模校の閉校、統合に伴い遠距離通

学となる児童への対策として実施してきており、

冬期間は同じ地域の中学生の利用にも配慮して

まいりました。現在、５台のスクールバスを小

学校３校、中学校３校の120名余りの児童・生

徒が登下校で利用しております。 

  また、学校教育におけるスクールバスの重要

な機能として通学とは別に中学校総体、小体連

記録会、演劇鑑賞やスキー授業などの郊外学習

での送迎業務があり、この面での需要は今後、

さらに広がっていくものと思われます。 

  お尋ねの今後の運行計画でありますが、分校

や小規模校の閉校、統合に伴う遠距離通学の不

便を解消するという基本方針に基づいて、地域

から要望が上がっていた前波地区と福宮地区に

対し今年度中に準備を進め、平成24年度当初か

らスクールバスを運行したいと考えております。 

  また、平成27年度萩野地区小・中一貫教育校

開校に伴い三つの小学校が閉校になるわけです

が、それらの遠距離通学となる地域の児童に対

してもスクールバスを配備する計画であります。 

  前波、福宮両地区に配備するスクールバスに

つきましては、国の補助制度を活用して購入す

ることになりますが、その購入費用等は今定例

会の補正予算案に上程しております。保護者の

皆さんや地域の方々の要望に大きく寄与できる

ものと思いますので、ぜひ御理解を賜りますよ

うお願いいたします。 

  ２点目の通学環境問題に対する対応というふ

うな御質問でございます。 

  車社会の進展によって児童・生徒の交通事故

への不安がますます増大しております。近年は

児童・生徒に対する通学途中の声がけ、不審者

対策など新たな問題も浮上してまいりました。

御指摘のとおり、保護者の皆さんや地域の関心

も高く、通学環境に対する懸念や安全対策の要

望がしばしば語られております。 

  議員の質問にもありましたように、本市では

平成19年２月答申の新庄市安全通学プランで児

童・生徒への安全通学教育や安全な通学手段の

確保、防犯意識の啓発など６項目にわたる提言

をいただいておりますが、このプランを実現す

ることが保護者の不安にこたえる道であると認

識しているところです。 

  最近ではすっかり定着した感がある見守り隊

の活動のほか、安全通学マップの作成、各種防

犯グッズの活用など学校を中心として地域や関

係機関の協力を得ながら多様な活動が展開され

ており、教育委員会としましても心強い限りで

あります。 

  また、複雑な手続を要する信号機や横断歩道

の設置、多額の費用が必要な通学手段の確保は、

行政の役割が極めて大きい分野であると認識し

ております。ここ数年、教育委員会に対し信号

機の設置、横断歩道の設置等の要望が地域や学

校から寄せられ、環境課や都市整備課の協力を

得て警察等、関係機関に働きかけを行った結果、
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幾つか実現することができました。 

  また、分校の統廃合といった要件がない地域

でも通学条件が厳しい地域があり、新庄市安全

通学プランでは解決に向けた提言を行っており

ます。現在、スクールバスとは別に民間のバス

の運行委託、タクシーの借り上げ、市営バスの

活用によって対応している地域もありますがま

だ一部にとどまっており、今後、スクールバス

を配備できない地域には民間バス運行委託など

の拡大などさらに充実させる必要があります。

対象地域のすべてを一気に解決することは困難

ですので、学校、保護者、地域の意向を踏まえ

て年次計画を定め、新庄市安全通学プランの実

現を図ってまいりたいと考えております。 

  三つ目は、デマンド交通システムにスクール

バスを有効活用できないかという御質問でござ

いますが、１点目の御質問でお答え申し上げま

したように、児童・生徒の登下校での運行以外

に郊外学習やさまざまな行事や活動に有効に活

用させていただいております。登下校について

はバス運行の準備を含めて朝の７時ごろから９

時ごろまで、午後は下校時間が、小学校低学年、

高学年、中学生で違いますので２ないし３回運

行することになり、早いときで１時ごろから始

まり最も遅いときで下校の運行を終わり車庫に

格納する時間が７時となることもございます。

このようなことで郊外学習へ活用する時間帯は

おおむね午前中に限られることとなり、また平

日の登下校以外での利用率は６月、10月、１月、

２月が４割以上となっております。とりわけ１

から２月はスキー授業への活用のため毎日運行

している状況となっております。現時点で各学

校からの活用の要望がまだまだ多く、今後とも

できる限り活用を推進していきたいと考えてお

ります。このような状況でありますので、恒常

的にデマンド交通へ活用するには無理があるの

ではないかととらえておりますので、御理解の

ほど、よろしくお願いいたします。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  再質問する前にちょっと、先日、山屋小学校、

いわゆるセミナーハウスにつきまして、あの２

階に先ほど前段で言いました近岡善次郎画伯が

あのセミナーで山屋小学校を訪れたときの内容

が書かれた額がありました、２階に。３年後、

生誕100周年があるとすれば、せっかくの作品

でありますのでもったいないのでそこあたり何

とかしていただければありがたいなと思って再

質問の前に言うわけでございますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

  それでは、再質問させていただきます。 

  先ほど奥山議員もおっしゃいましたけれども、

会派代表者会、そして議運の委員会の席上、副

市長から、時限立法であるが市長、副市長、教

育長の独自削減を行いたいという話がありまし

た。その可否は最終日でいいんですけれども、

それはどうしてかというと、先ほど総務課長が

言いましたけれども、要するに市の財政状況が

ある程度、よくなった、市の経済状況がある程

度、よくなった。そして、13市のうち６市が削

減して６市が削減しない。大変残念です、これ

は。私は反対するか反対しないか、そういう意

味で反対しているんでないです。もう少し総合

的に判断をして我々に説明を恐らく14日にして

くれるだろうと思うんですけれども、であれば、

財政再建プラン、平成26年度まで続けますね。

これはあくまでも人件費の削減が主ですね。そ

の絡み、どうなっているんですか。大変４年間、

頑張ったのはわかります。しかし、前の一般質

問でも言いましたけれども、市長は市長選に出

るときは30％、しかし、その後、余りにも新庄

市の財政状況が悪いから50％にしますよという

ことで告示日前後に50％にした経過があるんで

す。それだけ新庄市の財政は悪いから自分たち
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の人件費を削ったんです。だから、この議場に

おいても、そこまでしなくてもいいんじゃない

ですかという意見もいっぱいありました。でも、

財政再建プランは26年まで生きているんです。

その整合性をどうするんですか。そして、皆さ

んで話し合って今回特別職の20％、10％、８％

ですか、そういう数字になったんですか。私は

反対するものじゃありません。大変残念ですな、

これは、総務課長。 

  そして、まだあります、聞いてください。一

般職もありますね。管理職手当、あと一般職の

期末勤勉手当、それもその後、考えてするんで

すか、このことも。それならばおのずとさっき

言った26年までの財政プランは根底から見直す

必要が私はあると思います。今まである程度、

財政にゆとりがありませんから一時休止したり

削減した事業も数多くあります。その見直しは

どうするんですか。昨年ですか、前の課長の星

川 基課長のとき、１級から３級の職員の、ち

ょっと名前忘れたんですけれども、13市が上げ

ましたね。あのときも恐らく区長手当も上げた

はずです。わずかです、それも。それは一例な

んですけれどもそういう絡みも考えての今回の

市長、副市長、教育長の報酬を下げるのか。何

回も言います、ここで反対するわけではないで

す、私。総体的なことを考えてやるのか、お願

いします。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 まず、私から謝らなければい

けないんですけれども、小野議員、先ほど奥山

議員の答弁の件でそれを引き継いでの形の御質

問でしたが、基本的に私の説明が言葉不足だっ

たと思いますけれども、今回市長が20％、副市

長が10％、教育長８％という削減を９月29日ま

での市長の任期までという形で50％削減をやっ

てきたわけですが、新たに私が前に申し上げた

削減をさせていただきたいと。これについては

最終日に追加提案を考えていますという説明を

させていただいたんですけれども、その際、奥

山議員に答弁したのは、新庄市の財政状況がよ

くなってきたというよりも、まだまだやっぱり

下から２番目という状況の中で削減をしていな

い団体、山形県内12市のうち６団体あると。で

も、削減をしている団体も６団体あると。新庄

市は下から２番目という状況で決していいわけ

でありませんので削減をさせていただきたいと

いう趣旨で申し上げたというつもりでおります。

当然、市内の経済状況もまだまだよくないとい

うのをかんがみ各種の状況、その他いろいろ総

合的に判断させていただいて最終日に市長20％

ほかの条例改正の中で、時限立法と申し上げま

したが、今年度末、24年３月31日までの期限で

条例の改正を提案させていただきたいというこ

とを申し上げたということでございます。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） まずわかりました。こ

の件については、最終日に時間があればお聞き

したいと思いますけれども、しかし、我々議会

の代表である沼澤議長が、就任当時、やはり新

庄市の財政を憂いてこのようなインタビューに

答えているんです。「新庄市は財政再建をもう

一歩進めるならば、議会も提案を協力していき

たい」と。恐らく今まで私も９年目の議員生活

になりますけれども、やはり執行部から財政的

にいろいろ大変だからお願いをしたいというこ

とで、そういう提案を受けて我々議員報酬も下

げてきた経過があります。それは議長がそうい

うことを対外的に言っている以上、執行部もそ

ういうことを考えてはいるのかいないのか、答

弁はまあいいんですけれども、その辺のことを

わかってほしいなと思います。 

  最後、お祭りなんですけれども、お祭りに関

して９年間で初めて質問します。私も昔から親

父に連れられて、親父は後ろで囃子をして私は
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前で山車を引っ張ったり昔からのそういう親子

でした。今と同じです。しかしながら、今回ど

うしてこういうような、特に市長は大変答弁し

づらかったようにしていたんですけれども、新

庄市のお祭りというのは格式ある伝統ある行事

ですね。そして、新庄まつりの山車運行要綱、

私、もらいまして見ましたけども、これがあっ

てこそ、立派に遂行するんですよ。どうしてあ

のような経済団体がパレードに参加せざるを得

ないのか。市長は震災復興を祈ってと、そうい

うようなことを言いましたけれども、であれば、

オール新庄でいいんじゃないですか。新庄市民

全員が支援しているんですよ。ここに支援室を

設けてやっているんですよ。あの経済団体がや

っているんじゃないんですよ。まして、この百

年の２期計画の中にもありますけれども、新庄

まつりは天満宮の総称の新庄まつりですよね。

氏子さんを後ろにして横断幕を広げてだれも阻

止しなかったんですか。まつり委員会に名誉会

長初め商工課長、議長もいますけれども、四、

五人の議会関係者、職員がいます。だれも反対

しなかったんですか。大変情けないです、本当

に。市長は今年度だけだと言いますけれども、

やはりそういうことは悪いものは悪いんだと、

そういうことはリーダーシップとってもらいた

いです。お祭りもいろいろなことがあったでし

ょう、今までも。しかし、このような氏子さん

の前に横断幕を広げて、であったら新庄市で横

断幕をつくって副市長さんと議長さんとまつり

委員会の方々、広げて歩けばいいんですよ、新

庄市、こんなに頑張っていますよということで。

本当に残念でなりませんでした、これは。やは

り先ほど答弁しづらかったなというのは市長の

態度でわかりますけれども、今後、このような

ことがないように、本当に新庄市民皆さんが手

づくりでやっているお祭りなので、どうかその

辺は重々わかってほしいなと思いますので今後

ともよろしくお願いいたしたいと思います。 

  質問終わります。どうもありがとうございま

した。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  御苦労さまです。 

 

     午後３時３９分 散会 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は５名であります。 

  質問の順序については、配付しております一

般質問通告表のとおり決定いたしております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 それでは最初に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、おはようござい

ます。御苦労さまでございます。山口吉靜でご

ざいます。 

  このたびは山尾順紀市長が再選を果たされま

して、まことにおめでとうございます。心より

御祝福申し上げます。 

  再選を受けての市政運営は小嶋冨弥議員から、

２期目に向けては奥山省三議員から、４年間の

自己検証と２期目の公約については小野周一議

員から昨日、御質問がございました。 

  私からは、当市の最重要課題であります財政

再建を２期目、全力で最大限でお願いいたしま

す。また、これまでの４年間の採点に対して奥

山省三議員は、マニフェストの点を重視されま

して不合格と採点されました。小野周一議員は

山尾市長を一定の評価をされました。私も昨晩

一晩中考え、総体的、全体的な視点から精査、

厳正に判断いたしました。その結果は合格とい

たしました。頑張ってください。そして、山尾

市長も秒刻みで動いておりますので、國分副市

長も大きく頑張ってほしいと。そして、マニフ

ェストをクリアすれば、今度は奥山省三議員も

合格点をくれると思います。市政発展につなが

ります。よろしくお願いいたします。 

  野田内閣が発足いたしました。民主党の幹部

人事とあわせた顔ぶれには、野田首相なりの配

慮がくっきりと見られました。野田内閣は、絶

望から生まれた、支持率は上がらないかもしれ

ないとか、ぱっとしないなどという言葉は現実

を自覚している感じがします。逆説的ではあり

ますが、自身が自覚している点がとんちんかん

な自信ばかりが目立った首相らと異なるかもし

れません。現実を自覚しているという点でいえ

ば、増税という苦い薬をあえて持ち出したこと、

社会保障の問題や震災復興は一日も早く進めな

ければならない。増税反対の理由が自己保身で

しかない底の浅い政治家より現実的であり、増

税が政治信念に基づくものであってもその深い

思いを国民が共有できなければだめで、きちん

と説明する能力が求められます。 

  今度こそ、一人一人が大事にされる社会にと

期待した政権交代から２年、社会との無縁化が

進み、毎年３万人を超える自殺者が出る状況が

10年以上も続く中で、東日本大震災が起き復興

という命題も加わりました。日本人は自信を失

い、生きづらい社会にだれもが苦しんでおりま

す。野田首相は自信回復に通じる日本の存在感

を外に示し、国民が困れば守ってもらえるとい
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う実感ができる社会を実現してほしいものであ

ります。 

  在職当時、麻生太郎元首相は漢字が読めずに

ばかにされ、菅首相は漢字は読めたが人の心が

読めずに退陣を余儀なくされました。野田佳彦

新首相は、財政危機が読めるかが重要なポイン

トだろうと思います。野田政権の最大の弱点は

外交にあると。円高は日本にとって最大の失策

であり、その本質は日銀のデフレ保護政策にあ

ったと。円高で産業空洞化が起きると心配する

前にＴＰＰに参加する態度を鮮明にすべきであ

るとか、いずれにしても、先進国最悪の赤字を

抱える日本の財政再建は待ったなしであります。 

  前段が長くなりましたが通告に従いまして一

般質問をさせていただきます。よろくしお願い

いたします。次の７点について質問をさせてい

ただきます。前に質問したことと同じタイトル

もありますが、内容が多少異なりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  まず、１点目は市債残高についてお伺いいた

します。 

  財政再建が最重要課題の当市は、平成22年４

月１日から23年３月31日の実質公債費比率で一

般会計、特別会計合わせて残高267億円、利息

１日180万円、月5,400万円、年６億5,000万円

を支払うとなっております。そして、当市も実

質公債費比率18％を目標としておりますが、平

成27年度に実質公債費比率18％の目標を達成し

たとしても、その時点での数値は222億円の借

金であり、利息１日160万円、月4,800万円、年

５億7,000万円であります。したがって、実質

公債費比率何％といっても自治体によってはそ

れぞれ資産、負債ともに内容が異なりますので、

実質公債費比率何％と言うより借金残高の目標

値の金額を幾らとするかで表示すべきと考えま

すが、当市の場合の適切な借金は幾らが妥当と

考えますか、お伺いいたします。 

  ２点目に財政規律についてお伺いいたします。 

  当市としては、財政規律についてどのように

考えられ対応されているかお伺いいたします。 

  地方公共団体において財政が思慮正しく運営

されて歳入と歳出のバランスが保たれているこ

とを言いますが、あとはそのための規律や数値

目標であります。個人も会社も、そして国とい

えども借りた金は返さなければならない。米国

は８月２日までに債務、借金の枠をふやさない

限り、国債の金利が払えずデフォルト、いわゆ

る債務不履行に陥る寸前までいきました。最終

的に与野党で枠の引き上げに合意して何とか急

場をしのぎました。 

  最新の統計によりますと、国債を含めた日本

国の借金は、一般会計予算92兆円の10倍以上、

943兆円に達したと。日本の借金は驚異的とい

うよりむしろ異常であります。市としては、財

政規律についてどのようにお考えになられてい

るかお伺いいたします。 

  次に、３点目は、ふるさと納税制度について

お伺いいたします。 

  22年３月にも一般質問させていただきました

が、ふるさと納税制度は、ことしで４年目を迎

えました。新庄出身でなくても新庄市を応援し

たいと思う人が多く、市内外にお住まいの親戚、

友人、企業、お知り合いの方々にどのように御

礼産品だけでなく本市への寄附をどのように呼

びかけておられるか、そして、広く御支援の状

況をされておるかをお伺いいたします。 

  次に、４点目は中心市街地にぎわい創出事業

についてお伺いいたします。 

  商店街の活性化対策は人と人が交流し、文化

が生まれる中心商店街、地域の再生にどのよう

に取り組むか待ったなしであります。懸案の緊

急課題であり、現実に向けた強力な取り組みが

必要であります。さまざまなテーマごとにイベ

ントを開催し、支援を行っていく商工会議所、

各商店街組合、地元選出の県議と一体となり計

画の実現に向けた市長の強力な政治力の発揮を
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強く望みたいと思いますが、また、今後の対応

についてお伺いいたします。 

  次に、５点目は人口増についてお伺いいたし

ます。 

  昨日もお話しありましたが、東根市の住民基

本台帳人口が８月17日、４万7,000人に達した

とありました。同市は昨年の国勢調査で唯一、

前回は2005年調査より人口が増加しております。

少子高齢化が全国的に進む中で人口がふえ続け

ております。人口が多く中心市街地に集客力が

強ければより充実した施設をつくることができ、

交通網の整備、商店の立地と都市的な機能が高

まりますが、周辺地区での格差も生み、人口が

ふえ核家族化が進む中で行政への依存度はさら

に高まり、今後も人口増を図るためには行政に

とっては住民ニーズの把握が重要であり、住民

側も地域で支え合う意識を高める取り組みが欠

かせないと思います。東根市は人口増の要因に

ついては重点的に進めた子育て支援事業や工業

団地などの就労の場、土地区画整理による宅地

供給等、大型店誘致などを挙げておりますが、

当市としてはどのように人口増を考えておられ

るかお伺いいたします。 

  次に、６点目は自殺者対策についてお伺いい

たします。 

  警視庁のまとめによりますと、2010年の自殺

者は３万1,560人、1998年以来、13年連続で年

間３万人を超えたとあります。全国的に自殺者

の増加が深刻な社会問題になっている中で、自

殺対策を推進するためには自殺を一部の人の問

題とするのではなく市民一人一人が身近な問題

としてとらえ、身近にいるかもしれない自殺を

考えるほどの悩みを抱える人に気づき、適切な

相談をなされていくことが重要であると考えま

す。自殺者は先進国では日本が多く自殺未遂者

が10倍であります。自殺者は13年で40万人であ

ります。原因はうつ病、精神疾患、過労、事業

不振、職場の環境変化などがありますが、市と

しての現状、そして行政としての自殺対策につ

いての対応についてお伺いいたします。 

  次に、７点目は、地震対策についてお伺いい

たします。 

  ３月の東日本大震災を教訓に新庄盆地には新

庄盆地断層帯東部と新庄盆地断層帯西部の活断

層が確認されております。地震発生率が30年以

内に５％以下と評価が高められております。ま

た、盆地の北部を泉田川が市街地を指首野川と

中の川を集めながら升形川が、南部を新田川が

流れ、それぞれが最上川や鮭川にそそぎ込んで

おります。このことから、新庄市における災害

として地震、洪水が想定されます。そして、豪

雪地域でもあり、さらに火災も備えが求められ

ます。市としての対応、対策、現状について、

またどのようになっていますかお伺いいたしま

す。 

  以上で壇上での私の質問を終わります。御清

聴まことにありがとうございました。御答弁、

よろしくお願いいたします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。２日目一般

質問、山口議員の御質問に答弁させていただき

たいと思います。 

  国政のほうから入りまして、また私のことに

ついても何とか合格点だということもありがと

うございました。 

  そんな中で市債残高、国の財政と絡めて市の

財政に対するこの危機意識に対する考え方はど

うなのかということだというふうに思っており

ます。財政再建健全化につきましては市を挙げ

て取り組んでいるところでありますが、財政健

全化判断比率の改善が計画以上に進むなど着実

な成果を上げていることはきのうも申し上げた

とおり、市民の皆さん、議員、また職員、それ

ぞれの関係者の御労苦により進んでいること、
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本当に感謝申し上げたいというふうに思います。 

  このような中、22年度末の一般会計の市債残

高は164億円余りとなり、またこれに特別会計

や水道事業会計合わせた市全体の会計の市債残

高は267億円と財政再建計画直前の15年度末残

高369億円より約100億円の大幅な減少を得るこ

とになりました。 

  市債残高の適正水準につきましては明確な基

準等はなく、全国的な傾向や類似団体等との比

較を行いながら年度別の推移や将来の見通しな

どに注意すべきものとされておりますが、本市

においては、16年度に策定いたしました財政再

建計画や20年度に策定しました財政再建プラン

において、一般会計の望ましい市債残高の額を

100億円未満である標準財政規模程度としてお

り、市債残高の計画数値を各年次別に表示し、

これに近づくようその抑制に努めているところ

であります。 

  今後も市債発行の抑制や繰り上げ償還などの

対策を継続することで毎年約３から５％前後の

市債残高の減少を見込んでおりまして、多くの

課題に適切に対処する中にあっても行政の安定

化に資するよう財政の健全化を図ってまいりた

いと考えております。 

  次に、財政規律についての考え方の御質問で

すが、現在の本市財政の場合におきましては、

健全化計画である財政再建プランにおいて掲げ

る考え方を基本とすることが財政運営上での、

いわゆる規律になるものと考えております。つ

まり行財政改革大綱等、諸計画と整合性を図り

ながら歳入規模に見合った安定的な財政基盤の

確立を目指すことを理念としているところであ

ります。この目標の達成の方針として、第１に

徹底した内部管理経費の削減、第２に施設機能

の見直し、第３に市民との協働のまちづくりの

推進を基本に掲げ、これを推進してまいること

が重要なことであると考えております。 

  さらには、プランにおいては、この基本方針

の具現化策といたしまして、例えば市債残高の

抑制、市税等の収納率の向上、基金の積み立て

など個別具体の方針を歳入歳出の両面から九つ

示しております。米国、欧州、そしてその影響

を受ける日本ではありますが、我が市におきま

しては、多様な市民サービスに的確に対応でき

るよう、安定かつ持続性のある財政基盤が必要

でありますので、今後とも再建プランに掲げる

これらの基本的な考え方と具体的方針を規律と

し、財政の健全化のための運営を推し進めてま

いりたいと考えております。 

  次に、ふるさと納税についてでありますが、

おかげさまをもちまして寄附額は年々順調に伸

びております。制度が始まった平成20年度は18

件、85万9,000円に対して平成22年度は120件、

333万1,000円と、件数で6.6倍、金額で４倍近

くに増加しております。今年度も首都圏を中心

に全国各地から御支援をいただいておりますが、

新庄出身の方々には東京に状況した折に中学校

や高校の同窓会、あるいはかつろく会、ふるさ

と会などにおきまして直接ふるさと納税の御協

力をお願いしているところであります。 

  今年度、お盆や新庄まつりの時期に合わせ８

月の市報において帰省された方や市民の皆様に

御支援とお声がけの協力を呼びかけているとこ

ろであります。また、新庄出身でない方にも関

心を持っていただき御支援いただけるようホー

ムページを通じて制度の趣旨、寄附の状況など

紹介しながら御支援を呼びかけておりまして、

観光や出張で新庄に来たことがある方や、新庄

市という名前を聞いたことがあるといった多く

の方々から御支援をいただいております。物産

振興の意味からも御礼品として地元の特産品８

品目の中から希望の品を送っていますが、新庄

産米が好評であり、品質のＰＲにも役立ってお

ります。 

  寄附金は全額、基金に積み立てており、寄附

者が指定した分野の事業に活用させていただき
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ます。今後も新庄市の取り組みや魅力を発信し

続け、御支援いただける方々とのきずなを深め

ていくことが重要です。さらに幅広く新庄市を

応援していただけるよう新庄出身者や縁のある

方、これまで御寄附いただいた方々に呼びかけ

新庄ふるさと応援隊を発足し、だれもが新庄市

のよさを味わい、楽しみながらふるさと新庄市、

あるいは第２のふるさとをさまざまな形で応援

いただき、ふるさと納税にもつながっていくよ

う取り組みを進めてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、中心市街地のにぎわいの創出事業につ

いてですが、平成20年度から新しい祭りとして

中心商店街を舞台として味覚祭りを開催してお

ります。こちらは過去３回とも大変なにぎわい

を見せております。各商店街独自にもイベント

を開催しております。２カ月に一度開催される

100円商店街は、毎回大変なにぎわいを見せて

おり、新庄発全国初となるこの商店街イベント

は、今では全国に広がりを見せております。 

  また、今月15日に開催される味覚祭り、100

円商店街には、農業大学校や市内高校生から出

店したいという申し込みがあり、商店街が市民

と学生の触れ合いの場になればと期待している

ところであります。 

  このほか、北本町商店街では毎週金曜日にも

てなし金曜市を開催し、今ではしっかりと定着

しております。また、駅前通り商店街ではふれ

あい青空市などを開催してきており、今年は７

月に東日本大震災で被災した南三陸町を支援す

るイベントを開催しております。 

  こらっせ新庄においても独自にこらっせ祭り

を開催し、にぎわいづくりをしているところで

あります。また、まちづくり会社新庄ＴＣＭで

は、中心商店街を母体としたイベントとして町

なか学校、町なかキッズ学校、町なか雛巡り、

町なか宝探しウォークラリーなどを開催し、中

心市街地のにぎわいの創出に取り組んでおりま

す。このように商店街の活性化については種々

の事業を展開しておりますが、やはり一朝一夕

にかなうものではないと感じております。 

  こうした中、市ではこれまで中心商店街の昔

語りの聞こえる道づくり事業でのモニュメント

の設置やイメージキャラクターかむてんを作成

したりしてまいりましたが、こちらのブラッシ

ュアップも必要ではないかと感じております。

かむてんのイラストは、新庄市出身の漫画家、

冨樫義博氏に描いていただきましたが、これま

では外部に対する情報発信が不足していたので

はないかと感じております。 

  そうした中、今年度は駅前通り商店街がかむ

てん山車や記念撮影ボードをゆめりあに飾って

観光客などに人気を集めており、市でもＰＲコ

ーナーをつくり町なかへの誘導を図っておりま

す。 

  イメージキャラクターに関してですが、冨樫

氏が８月から人気漫画の連載を再開され、それ

に先立ち発売された「コミックス」では新庄ま

つりの山車をモチーフにしたシーンが掲載され

ております。冨樫氏のふるさと新庄への思いが

伝わってくるようでとてもうれしい気持ちにさ

せていただきました。 

  一方、民話の会の皆様には毎月、ゆめりあで

観光客への民話の語りをお願いし、モニュメン

トにまつわる民話を初めとして、民話の里新庄

市の中心商店街への誘導をしていただいており

ます。 

  今後はイメージキャラクターや民話、市民か

ら集めた町なかの宝物などを活用し、商業者や

商業団体、関係団体との連携を密にしながら中

心商店街の活性化に努めてまいります。 

  次に、人口増についてですが、平成22年国政

調査の速報値では、本市の総人口は３万8,856

人と前回の平成17年国政調査と比較いたしまし

て1,861人、4.6％の減少となりました。全国的

な人口減少社会の中で国の予測では減少傾向は
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さらに続き、平成32年における新庄市の人口は

３万5,191人と推計されております。地域の経

済活動や活力を維持、発展させていくため、定

住人口の確保と交流人口の拡大が重要課題とな

っております。そのため、今年度から10カ年に

わたる第４次新庄市振興計画まちづくり総合計

画においては、定住を基本概念とする将来像と、

産業、健康福祉、教育、社会基盤、環境分野の

５本の基本目標の柱、そしてそれを支える土台

としての協働によるまちづくりを掲げ、各分野

の政策、施策事業を推進することとしておりま

す。 

  その中でも雇用・交流拡大、安全・安心充実、

子育て・人づくりの三つの重点プロジェクトに

取り組み、将来像の実現、定住できるまちづく

りに向けて推進してまいります。 

  具体的には、戦略的企業誘致、農商工連携に

よる農業の６次産業化、観光ビジネス開発、地

域に根ざす物づくり産業の振興などにより雇用

と交流を創出し、地域経済に活力を生み出すこ

とが第一と考えております。さらに健康増進、

疾病予防の充実、高齢者支援、地域支援、克雪

対策などにより暮らしの安全・安心を高め、生

活環境の向上を図るとともに、子育て環境の整

備、心の教育の充実、小・中一貫教育の推進、

地域リーダーの育成などにより将来を担う人材

の基礎を進めてまいります。 

  これらの施策を重点的に推進し、平成32年に

おける目標人口を国の推計を2,000人上回る３

万7,000人とし、人口減少を極力抑制しながら

活力あるまちづくりを進めてまいります。 

  自殺者対策についてでありますが、新庄市の

現状といたしましては、本市では自殺による死

亡率が若干県平均を下回っておりますが、それ

でも平成21年度で10人の自殺者がおります。ま

た、自殺者の傾向として、男性は30代から50代

の働き盛り、女性は65歳以上の高齢者が多くな

っている傾向があります。 

  その予防対策は重要な課題となっております。

予防対策といたしましては保健師による保健セ

ンターでの相談や訪問相談を随時行っておりま

すし、全般的なメンタルに関する相談として精

神科医や臨床心理士による心の相談会を月１回

実施しております。 

  相談内容はアルコール依存、統合失調症、出

産後のうつや青・壮年期の引きこもりなど多様

で、年々増加し複雑化する傾向にあり、相談者

も当事者や家族、関係機関など多岐にわたって

おります。これらに対応するため、関係機関と

の連携や担当者の研修にも努めております。 

  また男性の自殺者に働き盛りの年代が多く、

自殺の大きな要因として経済や家庭問題がある

ことから、司法書士による多重債務相談を平日

の夜間に月１回実施しております。 

  さらに、女性の自殺者に高齢者が多いことか

ら、老人クラブや出前講座で高齢者の閉じこも

りをメーンとした講話や民生委員の研修の際に、

うつと自殺予防などをテーマとした講話などさ

まざまな機会を通じて啓発に取り組んでおりま

す。 

  本年度、これらの取り組みに加えて市民に対

し自殺の現状を知り自殺問題への理解を深めて

もらうことを目的として、作家であり真言宗僧

侶でもある家田荘子氏を講師に迎え９月10日に

市民プラザで自殺予防講演会を開催いたしまし

た。会場には満席となるおよそ250名の参加者

があり、自殺問題への関心の高さがうかがえま

す。 

  参加者のアンケートでは生きることの大切さ

を改めて認識した、他人への思いやりを持とう

と思った、声がけなど小さなことから始めたい

など自殺者を出さないように前向きに取り組ん

でいきたいという思いが多く寄せられました。

今後とも市民の大切な命が自殺によって失われ

ることのないように、これまで以上に関係機関

と連携をとりながら適切かつ迅速な対応に心が
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けてまいります。 

  最後に地震対策についてでありますが、新庄

盆地断層帯に係る地震対策につきましては、市

としての対応、対策、現状につきましては、６

月定例会におきましても山口議員から質問があ

り、断層帯の長期評価の改定概要と市の被害想

定の見直し検討、対策概要について御答弁した

ところでありますが、新庄盆地断層帯につきま

しては、これまで新庄盆地断層帯として一くく

りとされていた断層帯の西側に位置する断層が

新たな詳細な評価の対象となる基準に近い断層

として認定され、断層帯西部として評価された

ことによるもので、この結果、今後、30年以内

の地震発生確率が、東部で５％以下、西部で

0.6％に改定され、発生確率では最大値をとっ

た場合、国内の主な活断層の中で東部は高いグ

ループ、確率最大値３％以上に、西部はやや高

いグループ、確率最大値0.1％から３％に属す

ることになりました。ちなみに山形盆地断層帯、

庄内平野東縁断層帯も発生確率では高いグルー

プに属していることが公表されました。 

  御質問の地震対策についての市としての対応、

対策、現状についてでございますが、新庄盆地

断層帯の長期評価の改定による地震の規模につ

いては、従前の評価と大きな差異はなく、この

たび、山形県地域防災計画の見直しに関する当

面の対応として見直しに関する基本的考え方が

示され、内陸部型地震の想定地震規模等は変更

しないとしております。しかしながら、御指摘

のとおり、本市の北東部から南西部に中小河川

が流れ、しかも東部地域には農業用ため池が散

在していることから、新庄盆地断層帯東部を震

源とする地震とこれに伴うため池の決壊を想定

した場合の被害の拡大が懸念されるところであ

ります。 

  こうしたことから、既に平成20年度に市内４

地区の洪水ハザードマップを作成して全戸配布

しておりますが、現在、防災計画の見直し検討

に当たっており、地震、洪水、豪雪など複数の

災害素因に基づく被害想定と各対策の見直しの

検討を行っているところであります。 

  また、地震に関する防災対策として自主防災

組織の育成強化の推進、小・中学校を優先とし

た市有施設の耐震改修の実施、災害弱者の安全

確保対策として平成23年３月に作成しました災

害時要援護者避難支援プランの全体計画に基づ

き、本年度は個別避難支援プランの作成を予定

しているなど防災対策の充実強化に努めている

ところであります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。

御清聴ありがとうございました。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

いました。再質問をさせていただきます。 

  市債残高金額については、100億円未満でよ

ろしいわけですね。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 御質問の適正な市債残高でご

ざいますけれども、標準財政規模ということで

22年度で見れば98億円くらいということになる

かと思います。とりあえず100億円を切る方向

で財政再建プランにのっとってこれから財政運

営をしていきたいと思っております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。次に、財政計数についてお伺いしま

すけれども、複式簿記を導入していないので一

般会計、特別会計の連結決算がしていないので

歳入歳出のバランスの見方が不明確なんですけ

れども、なお、國分副市長が財政課長のときに

複式簿記導入を提案させていただいたんですけ

れども、当時、國分財政課長は全然考えていな

いという答弁をいただき、そのとき、武田教育
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長は総務課長でしたけれども、武田総務課長は

山口さん、３年早いと答弁いただいたんですけ

れどもあれから10年ぐらいたつんですよね。あ

の時点で導入を真剣に検討していただければと

残念に思っています。バランスシートは作成い

ただきましたけれども公表されるのが遅いんで

すよね。したがって、國分副市長も複式簿記導

入に対して積極的に考えていただきたいと思い

ますけれども、副市長、どうですか。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 まず、財務諸表の公表を行って

おります。それに対する議員の御評価をいただ

きたいというふうに思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） いや、副市長、連結決

算、複式簿記導入をお願いしたいんですよ、複

式簿記導入。そうすると、一般会計も特別会計

も連結決算ができるわけですよ。そうすると、

今、単式簿記でやっていますから前期繰り越し、

後期繰り越しというのが全然ないんですよ。そ

の年度年度で足らなきゃ借りてきて歳入歳出合

わせると、単年度方式なんですよ。それだとや

っぱり全体のあれがわからないんですよ。それ

で10年前に複式簿記を導入していただきたいと

言ったんですね、武田教育長、あのとき。だめ

だ、笑ってばかりだって。ですから、その10年

前にお話ししたので、複式簿記導入に対して積

極的にお願いしたいということを申し上げたん

ですよ。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 複式簿記導入ということでの

質問でございますけれども、昨年度というか、

ことしの３月に複式簿記を導入して議会に報告

しているはずですけれども。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 導入しているわけです

か。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 昨年度ですけれども、総務省

のモデルを利用して作成しております。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 いわゆる地方自治法では、ま

さしく山口議員おっしゃるとおり、いわゆる単

式簿記といいますか、通称官庁会計と呼ばれて

いる会計で行っております。ただ、総務省から

の指導に基づきまして、いわゆる山口議員おっ

しゃるような、総合的に見られるような形での

連結決算を行った財務諸表という形で新庄市の

財政状況をあらわしているということでござい

ます。ですから、日々の流れとしては当然、国

の法律で決まっている単式簿記を行っています

が、決算の出た数値としては、いわゆる複式簿

記を導入した総合的な財務諸表という形で公表

をさせていただいているということでございま

す。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） ああ、そうですか。ち

ょっと見方があれかな、正確に見ていなかった

んですかね、複式簿記に提出されているあれを、

そうですか。 

  複式簿記で出ていればいいんですけれども、

あとバランスシートも何回も質問させていただ

いて、せっかく作成いただいたんですけれども

なかなか公表するのが遅いんですけれども、あ

れはどういうあれなんですかね、バランスシー

ト、つくっていただいたんですけれどもなかな

か公表するのが遅いんですよね。そんなに遅い

と余り効果ないと思うんですよ。やっぱりつく

っていただいたら早くぱっと出していただいた
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らと思うんですけれども。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 財政課としてもなるべく早く

公表したいと思っておりますけれども、このた

び、決算が出ましてそれからの作業になります

ので、今年中をめどにしておりますけれどもず

れる可能性もございますので、そこら辺は御理

解いただきたいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） そうしますと、今、バ

ランスシート、公表しているのはいつの分です

か、我々がいただいているのは。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 今公表しておりますのは21年

度決算に係る指標でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 公表していただくのは

22年度ということですか。22年度ね、22年度は

いつごろなるんですか、公表されるのは。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 先ほど述べましたけれども、

このたび決算が確定します。それを受けまして

今作業を進めて、年末を予定しておりますけれ

ども仕事の都合上、おくれる可能性もあります

のでいつまでというふうなことは断言できない

状況です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） そうですか。余り遅い

んだったらちょっと……、なるべくできたもの

は早く公表していただいたほうが効果あると思

うんですね。なるべく早くしていただきたいと

思います。 

  それでは、ふるさと納税の件なんですけれど

も、これは企業はだめなんですかね、企業から

の納税は。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 ふるさと納税制度につい

て企業、法人からということでございますが、

もともとふるさと納税制度は個人の所得税関係

の公示もございます。そういった面で法人がそ

のようになるのかということとはちょっと別な

のかなというふうに考えます。もしふるさと納

税制度ということではなくて、一般の寄附とし

て受けていただければ、それはそれで十分対応

可能でございますので、そのようなこともあれ

ば考えてまいりたいと思います。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） ああ、そうですか。わ

かりました。そうしますと、例えばヤマザワさ

んなんかは、一応寄附ということでお願いに行

けば、それは可能なわけですか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 このまちづくり応援のた

めの寄附制度、これを利用するわけではなくて、

一般の寄附であれば、どなたでもということに

なりますけれども、そう申し上げているわけで、

まちづくり応援寄附金、これについては、やは

り所得税、個人の税控除の関係もございますの

で一般的には自然人による寄附であろうという

ふうに考えております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） はい、わかりました。 

  次に、商店街の活性化対策なんですけれども、

これは例えば知事とか国会議員とか、そういう

方々にもお願いして何とか力添えをいただくと

いうようなあれはできないんですかね。 
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  あと、山尾市長の政治力を発揮していただい

て何とか商店街を活性化させないと、何か選挙

のたびに商店を回って歩くと、シャッターがだ

んだんふえていくような感じがするので大変心

配しているんですけれども、何かやっぱり潜在

する問題点みたいなのはありますかね、どうし

てもだめだというか、商店街、うまくいかない

とかあったら教えていただけますか。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 中心商店街の活性化、

本当に地域挙げての課題でもありますし、昨日、

市長が申し上げたと思いますけれども、街の

方々は郊外店、バイパス店に大型に関しまして

は車で行くと。町なかは歩いて楽しみながら行

くと。これは２年前の買い物動向調査というの

がありますけれども、商店街利用の交通手段と

いうことでは、新庄市が歩いていく、自転車で

いく、24.2％と県下一高いんですね。ですから、

そういった意味合いも含めて街の中ににぎやか

さをということでは、さまざまな方々のお力を

おかりするということで進めていきたいと思っ

ております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） はい、わかりました。

どうもありがとうございました。 

  あと、人口増についてなんですけれども、減

少するのを抑えるんじゃなくて、今の時点から

多少なりともプラスに持っていくという対策と

か方法とかないんでしょうか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 我々としても１人でも多

くの人口増を達成できれば、それが望ましい姿

なわけでございます。ただ、日本の人口全体が

減少していく中、なかなか新庄市がそうした人

口増を図れるか、現実的に考えますと、第４次

振興計画の中でも社会保障人口問題研究所のほ

うで出している予測人口、３万5,000人、これ

を平成32年の人口予想でございますが、2,000

人抑制しまして３万7,000人にするための計画

を策定したというわけでございます。その策定

した計画の内容に三つの重点プロジェクト等が

ございますので、当面、それに向けて全力を傾

注してまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） はい、わかりました。

課長のおっしゃることもわかるんですけれども、

東根市の場合は、きのう、お話しありましたけ

れども、人口がふえているわけですね。その辺、

東根市の人口増を研究して勉強して、例えば子

育て支援事業は新庄市と違った形でやっている

のかもわからないし、その辺をよく研究して勉

強して何とか現状からプラスになるように考え

ていただきたいと思います。 

  次に、自殺者対策なんですけれども、自殺は

なぜ減らないかということでありますけれども、

民生委員とか区長さんとかいろいろ相談して対

策もあると思うんですけれども、この前、精神

科の医師によりますと、自殺者には話し相手が

いないと、だから結局死を選ぶというふうな新

聞記事ありましたけれども、だから話し相手を

してあげるように福祉事務所のほうで考えても

らえませんか、どうですか。 

清水幹也健康課長 議長、清水幹也。 

沼澤恵一議長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 自殺者対策ということでござ

いますけれども、先ほど市長の答弁にもござい

ましたけれども、私どもとしても対面型の相談

事業を行ってございます。心の相談、それから

多重債務相談とか、そういった対面型の相談を

行っておりまして、そういう中で悩み事とか、

そういったことを御相談受けているということ
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でございます。 

  また、保健師も随時妊婦の方とか、あるいは

産婦、そういった方々のうつというふうな、そ

ういう傾向もある方については直接相談を受け

たり、あるいは訪問して相談に乗ったりそうい

う対応もしてございます。また、専門家による

相談の場もございますので、ぜひ私どもも昨年

３月から４月にかけてクリアファイルを作成い

たしましていろんな相談窓口がございますとい

うことで周知をさせていただいております。そ

ういうことでございますので、ぜひ皆さん方に

おかれましても、そういった相談窓口があると

いうことを口コミでもいろんな方々に周知をし

ていただければありがたいというふうに思って

おります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いた

しまして一般質問を申し上げます。 

  まず最初に、原発からのすみやかな撤退と自

然エネルギーの本格的な導入について質問いた

します。 

  福島原発事故は、原発と人間社会が共存でき

るのかという大問題をつきつけました。第１に、

原発事故には、ほかの事故には見られない異質

の危険があるということです。一たび重大事故

が発生し、放射性物質が外部に放出されると、

もはやそれを抑える手段は存在せず、被害は空

間的にどこまでも広がる危険があり、時間的に

も将来にわたって続く危険があります。 

  このたびの福島原発事故で放出された放射性

物質は、ウラン換算で広島型原爆の20倍、セシ

ウム137は、広島型原爆の168倍という恐るべき

数字が国会において報告されています。しかも、

このたびの爆発による放出は全体の１％にすぎ

ないとのこと、残り99％について今なお収束に

至っておらず危険な状態が続いています。特に

子供たちへの健康被害が強く懸念されます。未

来を担う世代の命と健康を守るためにあらゆる

手だてをとることを政府に求めていかねばなり

ません。 

  第２に、今の原発技術は、本質的に未完成で

危険なものだということです。今開発されてい

るどんな原子炉も、核エネルギーを取り出す過

程で莫大な放射性物質、イコール死の灰を生み

出します。そして、一たん死の灰がつくられた

ら人類はコントロールする手段を持っておりま

せん。無毒にする方法は持っていません。この

死の灰をどんな事態になっても原子炉の内部に

安全に閉じ込める手段を人類は手に入れていま

せん。死の灰の危険がなくなるまでただ時を待

つしかない、その時間は100万年だと言われて

います。途方もない時間、死の灰を閉じ込めて

おく保証がどこにあるのでしょうか。一体だれ

の責任でそれをやるのでしょうか。 

  ここに原発の持つ危険性の本質があります。

安全な原発などはありません。その危険をなく

すにはただ一つ、原発をやめるしかありません。

日本に立地している原発で大地震や大津波に見

舞われる危険性がないと断言できる原発は一つ

もありません。 

  ところで、政府は、原発事故の異質の危険性

について知らなかったのか、実は知っていなが

ら隠してきました。1960年、茨城県東海村で50
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万キロワットの原発が重大事故を出した際に被

害推定を行っていました。数百人の死者、数千

人の放射能障害者、400万人の放射能被害によ

る要観察者、損害額は当時の日本の国家予算の

２倍以上の３兆7,300億円に上るという被害推

定を行っていたのです。余りにも衝撃的な被害

推定におののき、政府は肝心の被害推定につい

ては国民に隠し続けてきました。原発事故の恐

るべき危険を知りながら国民に隠し、原発は安

全だという安全神話を垂れ流し、54基もの原発

を押しつけた歴代の政権の罪は余りにも深いの

ではないでしょうか。 

  原子力発電を続けることの余りに巨大な危険

を考えるならば、原発ゼロ、つまり原発のでき

るだけ速やかな撤退を決断し、実行に移すこと。

並行して自然エネルギー、再生可能エネルギー

の本格的な普及に全力で取り組むことを政府に

迫るべきではないでしょうか。 

  我が党は、５年から10年の間に消費電力を

10％程度削減し、自然エネルギーによる電力を

2.5倍に引き上げることで原発による発電量を

カバーすることができることを示し、国が撤退

という決断をしてこそ、自然エネルギーの本格

的導入が進められることを訴えております。市

長の見解を伺います。 

  新庄市としても自然エネルギーの本格的導入

と低エネルギー社会に向けて取り組み、新しい

仕事と雇用をつくる取り組みを行ってはどうで

しょうか。 

  岩手県葛巻町が自然エネルギーの取り組みで

風も太陽も水力も木質チップも牛の糞尿も使っ

て発電を行っています。町のエネルギー自給率

160％を達成しています。 

  また、市で購入した検査器を使って土壌の放

射能測定をきめ細かに行ってはどうでしょうか。

市内にホットスポットがないとは言えません。

学校や保育施設、公園など調べて市民にお知ら

せしていただきたいと思います。米沢市は816

カ所、地上６センチも調べております。結果も

公表するとのことです。 

  また、安全・安心な農産物の提供のために生

産者が行う放射能測定に南陽市、川西町のよう

に補助を行ってはどうでしょうか。産地直送な

どを行っていて生産者が独自で安全性を確かめ

たいという場合、村山市でも９月補正で１検体

当たり上限１万円の補助を行うことを決めたと

のことです。農家の生産意欲の低下を防ぎ消費

者の不安を取り除き、風評被害の防止のために

新庄市としてどう考えておられるでしょうか。 

  ２番目に子育て支援について伺います。 

  子供の医療費無料化の拡大を行ってはどうで

しょうか。郡内を調べたところ、小学校６年ま

でが２町村、中学校３年までが５町村実施して

います。ほか県内を見ても医療費の無料化拡大

を行っている市は広がっております。 

  また次に、泉田桜通りの旧矢作家の植栽を移

動させ歩道を確保して小・中学生の通学路とし

て除雪できるようにしてはどうでしょうか。歩

道除雪の機械が歩道の狭さのために今、入れま

せん。小・中学生は狭い車道を歩いています。

これは冬のことですけれども、泉田の名所の桜

を守ることを願いつつ、子供たちの安全確保の

ために提案いたします。 

  次に、乳幼児保育所では手厚い保育が行われ

保護者の評判のいい保育所になっています。そ

れが今年度で廃止という計画になってきており

ます。ところで、果たして南部保育所や新庄保

育園にその手厚い保育が引き継がれるのか、非

常に心配です。具体的に、イとして一時保育も

含めて定員60人、通告書の増という言葉が入っ

ていますがこれは間違いでした。おわびして

「増」はカットさせていただきます。定員60人。

ロとして市直営の職員による手づくり給食、ハ

としてあの人数に対するあの広さの園庭とトマ

トやサツマイモ取り体験ができる畑、それから

ニとして子供の体に優しい木造の壁と床、ホと
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して非正規職員の雇用の継続などが保障される

ことが必要だと思います。どう考えて実行され

るのか、お考えをお聞きします。 

  また、学童保育を小学校６年生まで広げ子育

て支援の充実を行ってはどうかということです。

子供が人とかかわって遊ぶ経験が少なくなって

います。スポーツ少年団か習い事以外家でテレ

ビかテレビゲームかという状態です。働かねば

ならない親がふえる中で学童保育の充実をとい

う願いは切実だと思います。小学校６年まで入

れるようにすることで兄弟の少ない子供たちに

異年齢集団を生かした遊びや生活を体験させる

ことになり、また低学年への高学年の指導とい

う経験も学童保育の中でやれるということを経

験者、学童保育の先生からお聞きしております。 

  ３番目に医療について質問いたします。 

  ６月議会で高齢者の肺炎球菌ワクチン接種に

助成をという請願が全会一致で採択されました。

そして、政府関係機関に意見書を提出すること

ができました。市独自でも助成を行っていると

ころが多くなっています。先ほど村山市のこと

で70歳以上8,000円の負担が２分の１助成を市

で実施しているとのことです。市全体の予防に

よって医療が少しでも削減になるのではないで

しょうか。どう考えておられるでしょうか。 

  また、国保の広域化についてです。自治体の

一般財源が支出できなくなるのではないでしょ

うか。国保の広域化は国保税の大幅値上げとな

ることは必至です。これ以上の国保税の値上げ

は収入の減っている市民にとって限界を超える

ものではないでしょうか。広域化はやめて当面

一般財源の繰り入れなどで税の引き下げを行い

市民の暮らしを守るべきではないでしょうか。 

  また、医療費一部負担の軽減策について議会

で何度も質問してまいりましたが、考えている

というようなことで続いてまいりましたが、現

在どう考えておられるかお聞きいたします。 

  ４番目に、高齢者が安心して暮らせる介護保

険制度をということで質問いたします。 

  このたびの介護保険法の改正で来年の４月か

らの市町村の役割がこれまで以上に重大になっ

てまいりました。総合事業の実施ということが

出ましたが、これを決めるのもサービスの内容

を決めるのも市町村になりました。要支援者の

サービス削減になってはならないと思いますが、

どうお考えでしょうか。 

  介護保険非該当とされた方への生活支援、権

利擁護こそ、充実させるべきと思いますが、い

かがでしょうか。 

  また、低所得者の負担軽減が必要ではないで

しょうか。年金10万円余り、介護度４、自宅で

ひとり暮らしという方がおられました。介護に

払う金額、週３回、デイ・サービスに行ってヘ

ルパーも利用してということで３万円を超える

金額を払っているということでした。食事代な

どが別途負担ということになったこともあった

ようです。そのほか家にいるために水光熱費、

税支払いなどで毎月年金10万円余りでも赤字で

す。少ない年金、上がり続ける保険料の中で自

宅介護の利用料が心配で介護保険の利用を制限

する人が少なくありません。そういう意味で利

用料の負担軽減策を考える必要があるのではな

いでしょうか。 

  また、介護労働者の処遇の改善が必要ではな

いでしょうか。民主党の介護保険労働者の処遇

改善のために補助が行われましたが、今年度で

切れるとのことです。今でも低い介護労働者の

処遇を改善し、安心して暮らせる介護制度をつ

くるためにも考えていく必要があると思うんで

すが、どうでしょうか。市独自でできないこと

については、関係機関に強く強く改善を求める

運動を進めなければならないと思いますが、ど

うでしょうか。 

  以上、壇上から質問を終わらせていただきま

す。ありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  まさしく３月11日の東日本大震災の影響によ

る福島第一原発の事故というものは、日本全体

に多くの教訓を残したというふうに私も思って

おります。多くの方々が避難をし、また新庄市

にも70数名の方が避難してきている実態、帰り

たくても帰れないという状況をかいま見ますと、

ただ収束を願うわけでありますが、この事故に

よりその放射性物質に関しても大変甚大な被害

をこうむる地域が出てきていること、大変憂慮

すべきだなというふうに思っております。 

  まさしく、きのうの質問にもお答えいたしま

したが、脱原発というのは国民総意の大きな流

れであるというふうに考えております。それに

かわる代替エネルギーの研究もこれから大いに

され、脱原発への方向に向かうというふうに私

も思っているところであります。原発に頼らな

いより安全で安定した電力が供給されることを

望み、また今後とも要望してまいりたいと考え

ております。 

  原子力にかわるエネルギーとして自然エネル

ギーの導入が注目を浴びております。昨年まで

も市として太陽光パネルの設置など小水力発電

などの取り組みの実証実験をさせていただきま

したが、自然エネルギーを活用するには相当な

諸条件が大変必要だと。日照、水量、その他周

辺環境、大きく影響してくるということが考え

られます。自然エネルギーの調整はまだ緒につ

いたばかりですので、一つ一つ確実な形で進め

ていくには、そうしたことの実証、また他での

実績など見ながら進めていくことも大切なこと

だというふうに思っております。 

  ８月には再生可能エネルギーの特別措置法が

成立し、電気事業者への自然エネルギー発電の

買い取りが義務づけられたことになりました。

今後、太陽光や風力などによる発電が普及する

ものと思われます。自然エネルギーに関する産

業について大きな可能性を秘めておりますので、

国、県の動向を注視しながら有利な制度を活用

した検討を進めてまいりたいと思っているとこ

ろであります。 

  私の近くの家でも民家ですが太陽光パネル25

枚を早速取りつけている事例がございました。

関心の高さを示すものだというふうに思ってお

ります。そうした意味で今後、こうした自然エ

ネルギーを使った形での仕事の創出、あるいは

雇用の拡大につながっていくような政策も考え

出さなければならないと思っておるところでご

ざいます。 

  原発による放射能汚染に対する調査というこ

とで土壌の放射能汚染の調査を細かく行っては

どうかということでありますが、本市所有の測

定器では放射性物質の測定調査が土壌の調査は

できないということを御理解賜りたいと。県と

連動しながら現在進めているところであります。 

  最近になりまして各地で当時のセシウムの分

布状況、あるいは現在の各地域の分布状況、飛

行機やヘリコプターで調査しながら各地をきめ

細かくされていると。その中で統計が提示開示

されている、そこのところはスポットが高くな

っている土壌、おかげさまで山形県は白地であ

る。県境一部、非常に不安なところがあるとい

うところについては、県境の市町村が県との協

力の中できめ細かな測定をしているところです

が、それ以外の白地のところは今回の稲の検査

等も含めながらすべて不検知であるという状況

になっているところであります。ということで、

市として土壌の検査、今のところ、やるという

予定はないことを御理解賜りたいと思います。 

  また、あと農産物のための生産者が行う放射

性物質に補助を行ってはどうかということであ

りますが、山形県では９月末まで第17期までの

農産物検査が実施されております。これまでの
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県衛生研究所が実施している放射性物質検査に

おいて、最上地域の多くの農産物について不検

出、土壌についても暫定規制値を超える放射性

物質は検出されていない状況にあります。県内

の検査機関は３機関ありますが、山形県が行う

農産物検査、牛肉の出荷前全頭検査、家畜飼料

用稲わらなどの検査、主食である米の予備調査、

本調査、ブランド推進調査と多岐多数にわたっ

ており各検査機関でも県の検査を最優先に行っ

ている関係上、現在のところ、個人や生産者グ

ループが調査をお願いしても対応が難しい状況

であると伺っております。 

  議員御質問のとおり、南陽市、川西町では検

査費用の２分の１以内の額を助成すると伺って

おりますが、市が独自に調査費用に対して助成

して検査、検体数を増加させることは、県が実

施している検査に支障を来すおそれもあること

から、現在のところ、県の検査を最優先し、検

査費用も少額なことから助成措置を講じるには

至らないものと判断しておりますので、御理解

のほどをよろしくお願い申し上げます。 

  次に、子育て支援の御質問についてでありま

すが、初めに山形県の乳幼児医療制度は、乳幼

児の健全な発育の支援、子育てをしている御家

庭の経済的負担の軽減を目的に昭和48年に始ま

っております。現在は子育て支援医療給付制度

と名称が変更され、乳幼児に加え小学生の入院

も対象とした自己負担の軽減を図っております。 

  内容といたしましては、外来、調剤及び入院

した場合の自己負担に対し、所得税非課税世帯

では自己負担がなく、課税世帯では一部負担が

あるといった違いはありますが、県と市町村の

折半による助成を受けられます。ただ、入院時

食事代は課税、非課税にかかわらず助成の対象

から外れております。 

  本市におきましては、現在、県の制度に即し

て実施しておりますが、他の市町村においては

県の制度に加え独自の上乗せ、助成を行ってい

るところもございます。ただ、市町村により助

成内容に当然違いがあり、住民にもわかりにく

さと不公平感が生じており、また、医療窓口で

の事務の煩雑化も問題となっております。この

ため、県市長会などを通じて県に対しては乳幼

児医療給付事業の充実、また国に対しても乳幼

児医療費助成制度の創設をこれまで要望してき

たところでございますが、今後とも福祉医療制

度の趣旨を基本としてとらえ、本制度の拡充に

ついて全国的な一律に行われる状況が望ましい

というふうに思っておりますので、そうした点

で引き続き要望してまいりたいというふうに思

っております。 

  次に、桜通り旧矢作家の植栽を移動させて歩

道を確保し、小・中学生の冬の通学路として除

雪できるようにしてという御提案でありますが、

泉田桜通りの歩道除雪については、議員も御承

知のように、この道路、春にはきれいな桜が咲

きほこり市内でも名所の一つに数えられます。

しかしながら、冬期間は桜の枝の張り出しによ

り歩道用除雪機械が入れないため、機械により

排雪し、歩道を確保している状況であります。

矢作家の敷地を活用し、あの植栽を外せという

ことは、矢作家のほうからいえばとんでもない

ということになるわけで、桜や柏の巨木を初め、

その他の植栽、旧矢作家も含めた全体的な景観

など状況に合わせて県と調整しながら別の手法

において子供の通学路の確保を図るということ

を今検討しておりますので、御了承をお願いし

たいと思います。 

  子育て支援の乳幼児保育所が行ってきた保育

内容が南部保育所、新庄保育園へ引き継げるか

と。乳幼児保育所につきましては、来年度から

南部保育所と新庄保育園に引き継ぐということ

を再三申し上げてきたところでありますが、当

然、保育内容も引き継ぐことになるわけであり

ます。乳幼児保育所の定員60人のうち、乳幼児

の保育定員50人、一時保育の受け入れ枠を10人
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としています。昭和45年に現在地に建設開設さ

れてから40年の間、主に３歳未満児の乳幼児の

保育を担ってきました。開設当時は市内の認可

保育所が３歳未満の乳幼児の保育を実施してい

なかったことから、乳幼児専門の保育所として

開設されたという経緯があります。その後、働

く女性の増加に伴い他の保育所にも一定程度の

乳幼児預かり環境が整備されました。同時に、

産休明けすぐに働く母親のため、月齢２カ月か

ら乳児を預かるなど柔軟なニーズにこたえる施

設として10カ所ほどの認可外保育施設が開設さ

れ、現在に至っております。 

  このように乳幼児の預かり施設は社会情勢の

変化とともに変遷してまいりました。今の乳幼

児保育所もいろいろな課題を抱えることになり

ました。３歳未満児を特定して預かる保育所で

あることから、兄弟が分かれて認可保育所に入

所になるケースが発生してしまう問題でありま

す。また、車での送り迎えに非常に不便な立地

条件にあること、そして施設的に問題として築

40年になり老朽化した施設を耐震対策も含めて

対応しなければならない時期に至っているとこ

ろであります。これらのことから、乳幼児保育

所は新築や改修という方向性をとらず閉所する

という計画で対応を実施することにいたしまし

た。 

  23年度中に南部保育所と新庄保育園の３歳未

満児の保育室の増設を行い、それぞれの３歳未

満児保育の受け入れ人数を最大で25人ずつ増員

を図る予定であります。23年度に入り南部保育

所と新庄保育園において保育室増設に向けた改

修計画を進めており、11月中にはどちらも着工

開始となり、年度内には完成する予定でありま

す。 

  いずれにいたしましても、子供が最良の保育

を受けられるように保育環境を整えていくこと

が計画の基本となっておりますので、保育士の

配置、室内の環境整備及び給食につきましては、

現在の状況以下になるということはございませ

ん。市立乳幼児保育所がこれまで行ってきたき

め細かな保育、温かみのある保育環境はしっか

りと引き継いでいかなければなりません。その

上で改良すべき点が発生した場合は改善してい

くことになります。南部保育所の屋外遊戯場に

ついて保育室の増設により狭くなりますが、こ

れまでの駐車スペースを遊び場にするほか、近

隣の公園等を活用するなどして対応してまいり

たいと考えております。 

  現在、乳幼児保育所は正規職員のほかに嘱託

保育士などの非常勤職員の雇用によって保育が

実施されております。嘱託日々雇用職員の雇用

については、各保育所での雇用ではなく市立保

育所全体数での雇用となります。また、雇用人

数については、毎年の入所児童数や特別の配慮

が必要な児童数により毎年変動いたします。雇

用決定する際は翌年度の雇用希望をお聞きし、

勤務評定及び面接により決定しております。配

置される保育所は採用後に全体調整を図りなが

ら決定するものであります。 

  なお、現場の職員に対しても不安を与えない

よう内容の説明を行ったところであります。何

とぞ御了承のほどをお願いいたします。 

  次に、学童保育の小学校６年生までの拡充と

いうことでありますが、現在、市が社会福祉協

議会に委託した形態で運営している三つの学童

保育所において、対象児童は小学校３年生まで

としております。市内には幼稚園や認証保育所

が実施している民間運営の放課後児童クラブで

市が助成を実施している放課後児童クラブが六

つあります。これらの民間運営の放課後児童ク

ラブにおいては、保護者のニーズに対応して６

年生ぐらいまでの児童の預かり保育も実施され

ています。 

  一方、市立学童保育所は、現在、利用児童数

の増加により施設の分割といった施設自体の再

整備の問題を抱えております。４年生以上の児
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童への拡大をするためにはその需要数を見込ん

だ上で分割を計画し、それに対応させるために

施設整備を実施する必要があります。現在の三

つの学童保育所についても分割のため検討して

いる段階であります。市街地においては、民間

の放課後児童クラブの規模の拡大をも期待する

ところであり、預かる学年の拡大の検討も含め

現在の既存の学童保育所及び放課後児童クラブ

を総体的に見た子育て支援の充実を図ってまい

りたいと考えております。 

  次に、疾病予防につきましては、市民の健康

を守るための最重要課題であり、御指摘のとお

り、医療費の抑制にもつながると考えておりま

す。今後、積極的に取り組んでいく必要がある

と考えております。特に肺炎につきましては、

ここ数年、死亡原因の第４位となっており予防

の必要性を痛感しております。 

  まちづくり総合計画においても重点プロジェ

クトの一つである安全・安心プロジェクトを推

進する事業として、市民の健康を守るために予

防接種の充実を図ることとしており、本年度は

市の主要事業として子宮頸がん、ヒブ、小児肺

炎球菌の予防接種費用の全額公費助成を実施し

ているところであります。 

  ６月議会におきまして小野議員を紹介者とし

て山形県保険医協会から請願のありました23価

肺炎球菌ワクチンへの公費助成についての請願

につきましては採択されておりますが、請願事

項として高齢者の肺炎球菌ワクチンによる肺炎

を予防するため、23価肺炎球菌ワクチン接種に

公費助成を実施すること、肺炎球菌ワクチン接

種を予防接種法の定期接種に位置づけ公費助成

を実施するよう国に対して意見書を提出するこ

との２点がございました。 

  １点目の公費助成につきましては、既に県内

の多くの市町村で実施しておりますので本市と

してもこれまで検討してまいりましたが、優先

順位の観点から実施を見送らざるを得ませんで

した。今後も早期実施に向け努力してまいりた

いと考えております。 

  ２点目の定期接種化につきましては、現在、

国の厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会

で鋭意審議されておりますが、その動向を注視

しながら今後、さまざまな機会を通じて国に要

望してまいりたいと考えております。 

  国保の広域化についての御質問かと思います

が、今、県単位で国民健康保険広域化は平成22

年度より作業部会を設置し、具体的に検討作業

を進めてきましたが、９月20日に山形県市町村

国民健康保険広域化等支援方針が策定され、平

成29年度を目標に県単位での広域化を目指して

おります。 

  この広域化の必要性は国民健康保険制度にお

いて１人当たりの医療費が比較的高い50歳代以

上の年齢層が多く、さらに高齢化が進展すると

見込まれており一層の医療費上昇が予想されま

す。また、小規模保険者は財政運営が医療費の

短期的な変動に左右され不安定になりやすいと

いった状況となっております。さらに市町村間

の保険税の格差は約1.7倍となっており、同じ

医療を受けているにもかかわらず、被保険者間

に不公平感が生じるといった問題を抱えており

ます。 

  以上のとおり、医療費の上昇、小規模市町村

の保険財政の不安定化、保険料の市町村格差と

いった状況に加えて無職者、非正規被用者が加

入者の４分の３程度を占め、かつ若年層が減少、

高齢者が増加傾向となっているなど構造的な問

題により財政運営が非常に困難な状況となって

おります。これらの諸問題に対処するには市町

村国保の県単位化は避けられないものと考えて

おります。 

  また、広域化後の国保税については、県単位

保険者が標準税率を設定することになりますが、

算定方法は現在、国で検討中であります。さら

に国では国保の構造的な問題に対処すべく、主
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に低所得者対策として保険料の軽減拡充や保険

者への財政支援の強化などについて検討を重ね

ております。したがいまして、国保税負担に係

る現段階の国の試算では、所得に占める税負担

率が４人家族の標準世帯で15％台から12％台に

引き下がると見込んでおり、少なくとも現制度

より改善される方向にあることは確実と思われ

ますので、今後の動向に期待しているところで

あります。 

  なお、国保税の引き下げの件でございますが、

現在、当市の国保財政は非常に厳しい状況であ

り、国民健康保険給付基金の残高は平成23年度

でほぼなくなることが確実でございます。その

ため、来年度に向けて歳入確保のため税率改正

を検討せざるを得ない状況となっておりますこ

とも御理解賜りたいと思います。 

  次に、医療費一部負担の軽減策についてとい

う御質問ですが、現在、当市におきましては、

市国民健康保険条例施行規則第31条に一部負担

金の減免、免除または徴収猶予に関する規定を

設けております。住民の方々が災害などで重大

な損害を受けた場合には申請により判断するこ

ととしております。 

  県内各市の状況につきましては、昨年９月に

国の減免基準が明確化されたのを受け一部負担

金の減免に係る要綱を定めたところが幾つかご

ざいます。内容といたしましては、災害などの

特別な理由により生活が一時的に苦しくなり医

療費の支払いが困難となった世帯の被保険者が

入院したとき、医療機関の窓口での一部負担金

の支払いを減免、または一定期間支払いを猶予

する制度となっております。 

  なお、国の基準といたしましては、入院が対

象で収入が激減し、生活保護基準以下かつ預貯

金が同３カ月以下、減免期間は３カ月となって

おります。今後、当市といたしましては、平成

25年度末の国民健康保険制度の75歳以上の県単

位広域化を見据えながら県レベルの制度運用が

スムーズに図られるよう他市の内容と余り差異

のない国の基準をベースにした要綱を制定した

いと考えておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

  高齢者が安心して暮らせる介護制度をという

ような御質問ですが、介護予防日常生活支援総

合事業、以下総合事業となりますが、について

は、今回の介護保険法の改正により24年度より

導入することができるようになった事業であり

ます。対象者としては、介護保険上で要支援と

非該当を行き来するような高齢者などであり、

非該当になっても切れ目のないサービスを提供

できるようにしたものです。例えば要支援の認

定を受けていてデイ・サービスを利用していた

方が非該当となった場合、介護保険での指定事

業者からのサービスは受けられなくなりますが、

そうした場合でも総合事業での対象者とすれば、

切れ目なく同一事業所からのサービスが受給で

きることになります。その点では利用者に有利

な点はありますが、そのサービスが地域支援事

業であり、介護給付費の３％以内にとどめる要

件などがあり、実施するかについては今後の第

５期介護保険計画に係る委員会等で審議してい

きたいと思います。 

  総合事業については、国は基本的事項につい

ては今後示すということで、具体的な内容はま

だ示されておりません。また、総合事業につい

ては選択制ですので従来からの運用のまま行っ

てもよいこととされておりますし、第５期介護

保険計画実施年度、平成24年度から26年度途中

から導入してもよいこととされておりますので、

今後の経緯を見きわめながら総合事業か従来型

で進めるかを審議したいと思っております。 

  介護保険非該当の方への支援ですが、介護予

備軍として２次予防対象事業を行っており、各

種介護予防事業を展開しているところでありま

す。今後、介護状態にならないことは、その方

にとっても幸せなことですし、重点的に推進し
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ていきたいと思います。 

  次に、抵所得者への負担軽減策についてです

が、利用者減免を申請した社会福祉法人が運営

する在宅サービス及び老健施設において実施し

ております。軽減の対象者は市民税世帯非課税

であって、年間収入が、単身世帯の場合84万円

以下、預貯金等の額が350万円以下などの要件

がありますが、認定された場合、利用負担割合

は１割負担の４分の３となります。また、高額

介護サービス制度により所得ごとの上限額を超

えた利用者負担については還付されるほか、21

年度から介護保険と医療保険の自己負担が一定

の負担限度額を超えた場合の高額医療合算介護

サービス制度が開始され、所得によって介護に

係る利用料と医療費との上限が設定され、該当

者には還付されることとなりました。 

  なお、特に施設入所の場合、利用料を支払う

ことにより生活保護基準を下回ることが判明し

た場合は、生活保護とならないように減額措置

を行うこととなっております。そうした点でも

低所得者に対する配慮はなされていると考えて

おります。 

  ３番目の介護労働者の処遇改善についてです

が、国においては、平成21年度からの介護報酬

改定に伴い、介護職員の賃上げを行うように介

護職員処遇改善交付金を各都道府県基金に創設

交付し、国保連を通じ処遇改善を行った事業者

に賃上げ相当分を交付したところであります。

それにより、全国的に１人当たり約２％の賃上

げが実施したところであります。国においても、

今後の介護人材の確保と処遇改善について社会

保障審議会介護保険部会でも議論されていると

ころで、介護人災の確保の点では事業者による

労働環境整備の取り組みとして新たに労働基準

法に違反した事業者への指定拒否などについて

明らかにしておりますが、介護職員の賃金を中

心とした処遇改善については、介護報酬の引き

上げと密接な関係にあり、介護給付費及び介護

保険料の上昇の要因となるため、まだ具体的な

支援策は出されておりません。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 原発についてなんです

けれども、市長として市長会などそのほかの機

関を通じて脱原発を目指すべきだと、再生可能

エネルギーに国として切りかえるようにしてい

ただくように言っていただきたいと思いますが、

どうでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ６月議会の折にも答弁したかと思

いますが、脱原発ということは国民の総意で私

の願いでもあります。ただし、脱原発にかかわ

る代替エネルギーには相当の時間がかかるので

はないかなというふうに思っているところであ

ります。脱原発を訴えてまいりたいと思ってお

ります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 脱原発を訴えていくと

いうことで本当にありがたいと思います。直ち

にというふうに私は言っていただきたいと思い

ます。 

  というのは、今、野田総理のお話を聞いてい

ると、脱原発のようにも聞こえながらだんだん

突っ込んでいきますと、結局続けるという、今

のは何とか安全性を確かめながら続けるという

言い方になっていって、よくよく聞いて総合し

て見ると、あと40年ぐらいまだ原発を続けると

いう中身のようなんです。 

  これでは私、日本人の命というか、子供の未

来を暗くするなと思います。今でもかなり暗く

している私たちの責任があるわけですが、そう

いう意味では直ちにという気持ちで最大限のス

ピードアップでやめさせていくためにも自然エ
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ネルギーの資源量が環境省の調べでも原発54基

分の40倍もあると、潜在力としてあると、再生

可能エネルギーの潜在的導入可能量というのが

発表されていますが、これが40倍、原発は実際

は54基動いていなくて18基だとか19基だとか言

われていて、いろいろ問題もあってなかなか全

部は動かせないぐらいのものなのに、その54基

の40倍の潜在的な電気を発電する力があるんだ

というふうに環境省が言っているわけだし、こ

れを本当に進めていくためには補助金をそちら

に国として強く回すというか、そういうことが

国として必要だと思うんです。それがなければ、

なかなか爆発的に自然エネルギーに転換するこ

とは全体的にはかなり難しい、個人の資産を頼

っていたんではお金のあるほんのわずかな人し

かできないわけでありまして、いろんな人が気

軽にやれるようにしていくことが自然エネルギ

ーを爆発的にふやす力になっていくということ

で、直ちにやめていただきたいというふうに私

は言っていく必要があると思うんですが、どう

ですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 野田総理のことを事例を出して、

国の責任者として総体的にバランスを考えなけ

ればならない立場にあるのかなと。一地方の首

長が即原発、原発と声を上げて責任のないよう

な言い方をすることもできるかもしれません。

しかし、社会全体のバランスを考える立場の総

理とすれば、復興地を復興するために一番必要

なのは電力だというふうに言われております。

財源と電力をどういうふうに生み出すか、大変

非常に悩んでいるんではないかなと思います。 

  また、電力が不足すると、企業が既に電力の

安い韓国に移っていっていると。東レなどがま

さしくそうだと。国内の工業の空洞化になると。

急いでそれをやらせていいのかと。やはり地方

からは雇用の場の確保という声が聞こえてくる。

それにどう対応するか、さまざまな観点から首

相という立場で総合的に判断せざるを得ない立

場ではないのかなというふうに思います。佐藤

議員の申すこともわかりますが、そういう立場

の方々はそういうトータル、全体的な復興への

電源をじゃあだれがかわってそれをつくり出す

のかという具体的な、現実的な話になったとき

には、単なる理想論だけではいかないというこ

とも我々もしっかり肝に銘じながら、しかし、

国民の総意としての脱原発へ向かうということ

には、地方からも声を上げていきたいというふ

うに思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） なぜ野田さんが進める

ことになってしまうのか、これは実は原発を進

めることで利益を受ける共同体というのが組織

されております。相当のお金が今までも何十兆

円というお金がそれにつぎ込まれ、安全だ、安

全だと言われてやってきたんです。その利益共

同体が原発で利益を上げてきたという、それを

続けたいというか、利益をとりたいという、そ

ういう経済的なことから原発を進めるというこ

とが言われております。そういう意味では、本

当に国民の安全を考えたら直ちにやめていただ

きたいと言うべきだと私は思います。 

  それから、次に南部保育所のことですが、園

庭が狭いのではないかと思います。これについ

てどう考えているのかお願いします。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 新しく３歳未満児の部屋

を増築することによって多少園庭は狭くなりま

すが、これまで職員が使っていたような駐車ス

ペース、この分を園庭に活用することで何とか

広さを基準以上に確保していく予定になってお

ります。 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩いたし
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ます。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、髙橋富美子君。 

   （９番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

９ 番（髙橋富美子議員） 公明党の髙橋富美子

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

  公明党には誇るべき財産があります。最大の

財産は大衆とともにという立党精神と立党精神

に基づいた3,000人を超える議員の団結と連携

によるネットワーク力であります。公明党は地

域に根を張る現場第一の地方議員に支えられた

党であり、市民の苦悩を我が苦悩とし、市民の

痛みを我が痛みとして行動することを行動規範

としております。 

  本日も身近な生活者の視点で市民の皆様の声

を市政に反映させるため一般質問をさせていた

だきます。 

  初めに、市民生活における暮らしの安全につ

いて３点お伺いいたします。 

  １点目に、生活支援緊急通報事業に関してで

あります。 

  少子高齢化に伴い、新庄市の総人口に対する

65歳以上の方は平成23年４月現在、25.9％、１

万163人であります。そして、高齢者のひとり

暮らしは896人、また高齢者のみの世帯が年々

増加をしております。生活上の不安が多い中、

ひとり暮らしの高齢者の方は家の中で倒れたら

どうしよう、夜中にもしものことがあったらな

どさまざまな不安を抱えて日々生活しておられ

ます。 

  新庄市においては、生活支援緊急通報やすら

ぎ電話があり、ひとり暮らしの老人の家庭内で

の事故等を防止するため、電話回線を利用し24

時間体制の支援センターと結ばれており、加入

者の方に大変喜ばれております。 

  まず初めに、現在、生活支援緊急通報に加入

されている方の人数と通報された件数をお伺い

いたします。直近の数字で結構です。 

  また、このようなサービスを全く知らない方

もおり、話をしたところ、以前、夜中に転倒し、

翌日まで動けず大変な思いをした。もっと早く

知っていたらとのこと。まだまだ生活支援緊急

通報の存在を知らない方が多くいらっしゃると

思われます。身近な福祉サービスに関する利用

情報の提供が強く求められている中で、生活支

援緊急通報の普及拡大をどのような方法で図ら

れているのでしょうか。また、設置台数の目標

数をどのように設定されているのでしょうか、

あわせてお伺いいたします。 

  ２点目に救急医療情報キットの無料配布につ

いてお伺いいたします。救急医療情報キットは、

使用済みペットボトルを一部加工したものを再

利用し、緊急連絡先やかかりつけ医療機関、服

薬内容、持病などの医療情報を入れて自宅の冷

蔵庫に補完しておく容器を言います。冷蔵庫は

台所にあるので救急隊が見つけやすいためです。

そして、自宅の玄関と冷蔵庫のドアに救急医療

情報キットのあることを示すステッカーを張り

ます。救急隊員が駆けつけた際にステッカーを

見て救急医療情報キットの存在を知り、必要に

応じて冷蔵庫をあけ救急情報を確認することが

できます。すばやく情報を伝えることができ、

万一の場合に備えることを目的としております。

安心して暮らせる地域づくりを推進するために

特にひとり暮らしの高齢者の方、高齢者のみの

世帯の方、障害をお持ちの方、健康に不安を抱

える方に無料で配布するべきであると考えます
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が、いかがでしょうか。 

  使用済みペットボトルはどこの家庭にもあり

ますし、ステッカーなどの印刷費用だけで極め

て安く作成できるものであります。できれば配

布対象を市民の全世帯とし、希望者全員に配布

したらいかがでしょうか。 

  兵庫県三木市などでは既に希望する市民全員

にキットの無料配布を実施しているところもあ

ります。以前、ひとり暮らしの高齢者の方が自

宅で倒れ救急隊が駆けつけました。その際に近

所の方に患者の緊急連絡先を尋ねられましたが、

すぐには答えることができなかったとのことで

す。こんなとき、救急医療情報キットがあれば

と強く感じたところであります。 

  また、既に実施されているところでは、キッ

トがあるだけで安心と大好評のようです。病院、

救急隊、行政などの関係機関で協議していただ

き、ぜひ救急医療情報キットの無料配布を実現

していただけるよう強く要望いたします。 

  ３点目に、流雪溝、側溝での歩行者安全対策

についてお伺いします。 

  歩行者の多い中心市街地において流雪溝、側

溝にふたがなかったり、大人の足が入るほどの

格子状の網で覆われているだけの箇所が数多く

見受けられます。雪道でお母さんとお子さんが

格子状の網に落ちた方、夜道でふたのない側溝

に気づかず落ちてけがをされた婦人もおります。

とても危険です。歩行者の不注意と一言では済

まされないのではないでしょうか。流雪溝や側

溝にふたをすることのできないさまざまな制約

や問題があるかとは思いますが、歩行者安全確

保第一の視点から早急に危険個所のチェックを

実施していただき、早期改善を図るべきである

と思いますが、いかがでしょうか。お伺いいた

します。 

  次に、公園行政に関して２点お伺いします。 

  １点目に、公園遊具の安全対策についてお伺

いいたします。 

  公園には緑を提供するという側面と同時に、

子供たちの成長に欠かせない遊び場としての役

割があります。子供にとっての遊びは単なる遊

びでなく、遊びを通してさまざまなことを学び

ます。子供のころ、十分に遊んでいないと社会

性が身につかないとの報告もあります。私たち

が小さいころは周囲の自然環境がすべて遊び場

でした。車も多くなかったりし、道路でもどこ

でも遊ぶことができました。また、知らない人

に危害を加えられるかもしれないといった心配

もなく、思いっきり遠くまで遊びに行くことも

できました。地域の人も知り合いで目も届いて

いました。しかし、残念ながら今はそうはいき

ません。子供が安心して戸外で遊べる場の空間

は限られています。だれもが安心して戸外で遊

べる場の公園でありたいと願っています。 

  全国の公園遊具の４割以上が設置してから20

年以上が経過しているなど老朽化が挙げられて

いる中、公園遊具の定期点検は自治体での対応

が分かれております。国土交通省が2009年１月

に公表した全国調査によると、年12回以上実施

している自治体が56ある一方、１年に一度も定

期点検を行わなかった自治体は214に上るとあ

りました。また、全国各地の公園遊具で起きた

重症、死亡事故は2002年から2010年の間に92件

発生しているとのことです。公園の規模の違い

はあると思いますが、事故を未然に防止するた

めにも地域と行政が連携しながら安全対策に取

り組んでいかなければならないと思います。 

  そこで、新庄市の公園遊具、ベンチ等の定期

点検等はどのようになされているのでしょうか、

お伺いいたします。 

  ２点目に、街区公園の整備、管理等について

お伺いいたします。 

  新庄市まちづくり総合計画の中に緑豊かで潤

いのある快適な生活環境づくりを進めるため、

都市公園の整備と適正な管理運営、緑地の保全

を図るとともに、市民の緑化意識を高揚し、協
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働による公園管理や環境美化、緑化を推進しま

すとあります。都市緑化、災害時の避難所など

多岐にわたり重要な場である街区公園の整備、

管理の状況をお伺いするとともに、今後の街区

公園の開設計画についてお伺いいたします。 

  次に、防災意識の向上について３点質問いた

します。 

  １点目に、東日本大震災を受けて市民の防災、

減災意識の向上に向けた取り組みについてお尋

ねいたします。 

  東日本大震災から間もなく７カ月になろうと

しております。東日本大震災は自然災害に対す

る私たちの考え方を一変させました。大災害は

どこか遠くにあるものではなく、今、ここにあ

るものであることを思い知らされました。防災

意識を高めるための第一歩はこの恐怖感に対し

て素直であること、正直であることから始まり

ます。地震、津波に限らず台風、集中豪雨など

災害多発列島であることを改めて認識すること

が重要であります。その上で災害をしなやかに

受けとめ被害を最小限にするための減災社会を

どう築くか、自助、共助、公助の三つの視点か

ら取り組んでいかなければなりません。 

  先日、防災講演会に参加した折、釜石市のお

話がありました。津波災害で千数百人が死亡、

行方不明になり、沿岸部の学校もすべて被災し

たが、小・中学生たちはほぼ全員助かったと。

釜石の奇跡と呼ばれるこの成果を可能にしたの

は、市を挙げて日常的に防災教育に取り組んで

きた備えにあったと伺いました。 

  ６月定例議会においても、防災については私

も含め数多くの質問をいたしましたが、その後、

市民の防災、減災意識向上に向けた具体的な取

り組みはどのようになされているのかお伺いい

たします。 

  ２点目に、災害防災対策に女性の視点が不可

欠であることから、女性で組織する防災会議な

どを発足させるようなお考えはないでしょうか。

避難所生活の中で下着が干せない、衣類を着が

える場所がない、救援物資に化粧品がない、ト

イレが暗くて狭いなど避難所で相次いだ女性の

人権にかかわるさまざまな問題は、阪神淡路大

震災から16年たっても変わっていない現状だと

言います。また、女性に限らず高齢者や子供、

障害者の方、いわゆる災害弱者への支援が大き

く出おくれたのも命に敏感な女性の視点が欠け

ていたのではとの声がありました。このような

ことを踏まえ、女性の視点から防災対策の推進

をしていく必要性があると思いますが、いかが

でしょうか。 

  公明党では８月に女性の視点を防災対策に反

映するため、公明党女性防災会議が発足いたし

ました。今月から第一段の取り組みとして防災

行政総点検を既に開始しております。私ども女

性地方議員も在住自治体の防災担当部局より防

災会議や担当部局への女性の登用数、避難所の

整備、運営に女性の視点を反映しているかなど

聞き取り調査を実施してまいります。その際に

はよろしくお願いいたします。 

  ３点目は住宅の耐震診断に関する件について

お伺いいたします。 

  新庄市では耐震診断士派遣事業により住宅の

耐震診断を実施しておりますが、診断対象とな

る住宅数と現在までに耐震診断を受けられた住

宅数、また診断後に実際に補強された方はおら

れますか、お伺いいたします。 

  また、県内他市町村の実施状況と比較して新

庄市の実施状況はいかがでしょうか。平成22年

度から新庄市においては無料で診断が受けられ

るとお聞きしておりますが、減災に向けた大変

に重要な取り組みでありますので、今後の住宅

耐震診断実施の啓発についてどのように取り組

んでいかれるのかお伺いいたします。 

  最後に、子供読書活動推進計画の作成につい

て質問させていただきます。 

  県の教育振興計画に基づき平成27年度を目標
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にして子供読書活動推進計画を策定することに

なっております。新庄市まちづくり総合計画の

重点プロジェクトである子育てひとづくりプロ

ジェクトの読書教育の推進により、コミュニケ

ーション力、考える力、問題解決能力や行動力

がはぐくまれます。そのために早急に第五次山

形県教育振興計画後期プランに沿った計画実行

が期待されるところであります。新庄市の策定

状況はいかがでしょうか、お伺いいたします。 

  続きまして、学校図書館を活用した教育の推

進ということで、図書館についてはより一層の

充実が求められていると思います。学校図書館

は児童・生徒の知的活動を増進し、人間形成や

豊かな情操を養う上で極めて重要な役割を担っ

てきました。児童・生徒の読書活動を推進し、

言語力の育成を図っていくためには、児童・生

徒が積極的に活用したくなるような学校図書館

へと人的、物的整備をする取り組みが求められ

ますが、今後の具体的な取り組みについてお伺

いいたします。 

  以上で壇上からの質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  生活、暮らしの安全についてということで、

特に高齢世帯に引いております生活支援緊急通

報やすらぎ電話についての御質問でありますが、

当市では、平成５年度から高齢でひとり暮らし

の方や高齢者のみの世帯の方が、急病等、緊急

時に迅速かつ適切な対応を図ることで安心して

生活できるよう生活支援緊急通報事業を実施し

てまいりました。平成19年度まで緊急通報が最

上広域消防本部へ直接つながる体制をとってお

りましたが、緊急時以外に操作を誤り消防本部

へ通報されたなど誤報が多かったため、平成20

年度から24時間、365日対応できる民間の支援

センターへ一たんつなぎ、通報の真偽、救急車

両出動の必要性を判断し、臨機応変な対応がで

きる体制へと移行いたしました。この支援セン

ターには看護師、保健師が常勤し、利用者の健

康相談等にも対応できるようになっております。

月に一度の安否確認も行っております。 

  やすらぎ電話への加入状況でございますが、

９月末日現在、149名の方が加入されておりま

す。利用状況につきましては、緊急通報による

救急車両出動件数が今年度９月末日現在、９件

となっております。 

  今後の加入拡大につきましては、毎年４月に

民生委員の皆様にお願いしております在宅高齢

者基礎調査時に必要と思われる方々に声がけを

し、拡大をしているところであります。 

  また、その存在を知らないという方々もある

とのことですが、広報なども使い今後、お知ら

せしてまいりたいというふうに思います。 

  次に、救急情報キットの配布についての御質

問でございますが、救急医療情報キットは緊急

時に救急隊や病院が迅速に救急救命活動を行え

るようにするため、必要な情報、例えば持病、

かかりつけ病院、常服薬、緊急連絡先など容器

に入れわかりやすい場所に補完しておくという、

そういう御提案の質問であります。議員おっし

ゃるとおり、大変その利用度は高いものが予想

されるわけですが、県内では平成22年11月から

長井市で導入していると聞き及んでおります。

いまだ他に導入している市がないからやらない

というわけではありませんが、もう少し当地域

の実情に合った方法、またやすらぎ電話等の効

果なども含めて今後、検証してまいりたいとい

うふうに考えております。 

  それから、暮らしの安心についてということ

で、流雪溝にかかる鉄筋を加工した格子状の網

ふたは、ふたの開閉をすることなく投雪するこ

とができ、かつ積雪による流水の閉塞を防止す
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る機能が期待されていることから設置されてい

る現状にありました。 

  御質問のとおり、そこに側溝のふたが夜間、

存在がわからず親子ではまってしまったという

ようなこと、危険性は十二分に理解できるもの

であります。これまでも交通量や歩行者の動向

などを見きわめながら改善してまいってきてお

りますが、御指摘の部分については、まだまだ

不十分、不完全な状況もございますので、高齢

化に拍車がかかる時代を迎え、より安全・安心

な道路行政を目指しパトロールを強化し、今後

も改善を進めてまいりたいというふうに思って

おります。何とぞよろしくお願いします。 

  次に、公園行政について、１点目の公園遊具

の安全対策を初めとする定期点検、整備内容に

ついてでありますが、本市の都市公園は14の街

区公園を初め近隣公園、地区公園、総合公園な

ど計18の公園を管理運営しております。特に遊

具の管理につきましては、平成20年国土交通省

から示された都市公園における遊具の安全確保

に関する指針に基づき管理を行っております。 

  御指摘の定期点検につきましては、年１回、

日本公園施設業協会の認定を受けた専門業者に

調査点検を依頼しております。また、日常点検

につきましても、春の融雪後、大型連休や夏休

みの前、台風通過の後などその時々において重

点的な管理点検を行っております。 

  一方、整備につきましては、先ほどの調査の

結果を踏まえ平成21年度以降大小33の遊具を撤

去し、21遊具を新設するとともに、40遊具の修

繕を行ってまいりました。ベンチを含めたその

他の公園施設につきましても同様の整備を行っ

ております。 

  公園施設の安全につきましては、これらハー

ド面の管理とあわせ管理者である市、そして保

護者や地域住民の皆様と連携した子供の遊びを

見守る体制づくりを確立していくべきと考えて

おりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

  ２点目につきましては、街区公園全体におけ

る整備管理の状況及び街区公園の新規開設予定

についての御質問にお答えいたします。 

  公園の草刈りや害虫駆除を初めとする日常管

理につきましては、施設振興公社へお願いをし

ております。また、10の街区公園を初めとする

計13の各種公園については、トイレ清掃に加え

公園のパトロールについて地元自治会及び町内

会の皆様へお願いをしております。また、樹木

の管理につきましては、専門の造園業者を依頼

し、枝折れ事故防止などに努めております。 

  新規の公園開設についてでありますが、その

目標地といたしましては、市街地における住民

１人当たりの敷地面積５平方メートル以上とす

べきと記載されております。現在、本市の状況

は12.7平方メートルとなっており、加えてポケ

ットパークとなり得る開発緑地が45カ所あり、

こちらも一定の効果を発揮していることから、

現状における新規の公園開設の予定は考えてお

りません。 

  街区公園を初めとする都市公園につきまして

は、今後も多様なニーズや価値観の変化に対応

した新たな仕組みづくりや工夫のもと、貴重な

公園ストックを生かす管理運営を実施し、何よ

りも安心・安全な公園の提供に努めてまいりた

いと考えております。 

  次に、防災意識の向上について、東日本大震

災を受けてということでありますが、市民防災、

減災意識の向上に向けた具体的な取り組みをど

のように開始しているかという御質問ですが、

東日本大震災を教訓として広報「しんじょう」

６月号に災害対策の基本的なこととして災害時

の自助、共助、公助の役割と連携の大切さ、消

防団活動、自主防災組織の役割など地域防災の

取り組みと被災地支援について紹介し、災害に

備えた地域防災のあり方など市民の防災意識の

向上を目的とした記事を掲載したところであり
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ます。 

  また、これまでも災害素因に基づく洪水ハザ

ードマップや地震発生時の揺れの度合いと避難

地、収容避難所などを表示した新庄市地震防災

マップ、揺れやすさマップなどを作成し、全戸

配布しております。 

  市民の防災、減災意識の向上に関する具体的

な取り組みとしては、災害に対する日ごろの心

構えや災害発生時の自主防災組織の活動が減災

に効果的であった事例が多く、地域の防災力の

強化に果たす役割は大きいものがあることから、

本年度、市単独事業として自主防災組織育成事

業を実施して自主防災組織の育成強化を重点と

して取り組んでいるところであります。 

  東日本大震災以降、市民の自主防災組織につ

いての関心が高まる傾向にあり、組織化につい

てのお問い合わせを多くいただいております。

これまで５町内から自主防災組織に関する相談

を受け出前講座による説明会を行い、既に２町

内で組織が設立されております。今後も地域の

防災力の強化に当たっては、まずもって市民の

防災、減災意識の向上が災害対策の基本であり

最も重要であると考えておりますので、防災に

対する知識や心構えなどを広報紙や出前講座な

どを通じて周知するとともに、自主防災組織の

育成強化に努めてまいりたいと考えております。 

  次に、災害防災対策に女性の視点が不可欠で

あるという御指摘でございますが、女性で組織

する防災会議などの発足をするような考えはな

いかという御質問ですが、現在のところ、防災

に関する女性の組織については婦人防火班が20

地区で組織化されており、火災予防が主とはな

っておりますが地域の防火思想の啓発啓蒙を目

的に活動しております。 

  御質問にありますように、災害防災対策にお

ける女性の視点からの対策、対応については、

重要な役割を担っているものと考えております。

本市の防災会議につきましては、条例に基づき

国、県の防災関係機関等の代表者を委員として

構成されておりまして、現在のところ、女性の

委員はおりません。女性の視点の大切さを考え

た場合、今後、女性委員の登用について検討し

てまいりたいと考えております。 

  また、現在、各町内単位で設立されている自

主防災組織の連携と組織強化などを目的とする

協議会の設立について検討しております。その

中で地域の防災活動を踏まえた女性の視点から

の防災に関するさまざまな意向や必要とする対

策を集約し、女性の視点に立った防災対策に努

めてまいりたいと考えております。また、これ

まで以上に機会あるごとに各種女性団体等から

防災対策に関する御意見を拝聴するなど、女性

の視点に立った防災対策に反映してまいりたい

と考えておりますので、よろしく御理解のほど

お願い申し上げます。 

  防災意識の向上の中の耐震診断士派遣事業の

実施内容についてでありますが、新庄市では平

成20年度に策定いたしました新庄市建築物耐震

改修促進計画に基づきまして、平成21年度より

耐震診断士の派遣事業を実施しております。こ

の計画策定時の本市における木造住宅対象戸数

は約9,800戸あり、ここから建てかえや空き家

件数などを除いた約6,400戸で耐震化が必要だ

ろうと推計しております。 

  平成21年度は診断費用の個人負担もあり２軒

だけの申し込みでありましたが、昨年度は県内

で初めて改修計画も含めた診断費用を無料化し

たこともあり年間14件の申し込みがあり、診断

を実施いたしました。他市の状況を見ましても

山形市で50件、鶴岡市で22件、米沢で４件、寒

河江市で３件などと人口規模などを比較しまし

てもそれなりの実績を上げることができました

が、残念ながら今年度はまだ申し込みがない状

態となっております。これまで新庄市では地震

防災マップを作成し全戸配布を行ったほか、県

と協力し、市内24地区で地震対策の出前講座を
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行うなど市民の皆様へのＰＲに努めてまいりま

した。今後も市民の生命と財産を守るため、県

を初めとする関係機関と協力してより多くの市

民への普及啓蒙に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

  子供の読書活動推進計画の策定等については、

教育長より答弁させますので、私の壇上からの

答弁は以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから子供読

書活動推進計画の策定等についての御質問にお

答えいたします。 

  新庄市では、平成17年に新庄市長期教育プラ

ン「いのち輝く新庄もみの木長期教育プラン

21」を策定し、教育にかかわる長期計画を提示

し、毎年度、教育の重点で具体的な施策を明確

にして教育の振興を図ってきました。 

  その中で子供読書活動の推進に係る基本的な

考え方や施策を示し、子供たちが本に親しみ自

主的な読書活動に取り組む環境整備を家庭、学

校、地域が連携して進めてきましたが、さらに

読書活動の推進を図るため、本市の場合は計画

より実践がかなり進んでいる状況ですが、子供

の読書活動の推進に関する法律の努力義務でも

ありますので、子供読書推進計画の策定につい

ても関係機関、団体と連携しながら検討してい

きます。 

  学校図書館を活用した教育の推進にかかわっ

ては、平成18年より小・中学校における学校図

書館の整備及び機能の充実を図るため、学校図

書館員を配置、市立図書館との連携、ＮＰＯ団

体等による読書推進計画との連携をさらに強化

し、読書好きな児童・生徒をふやすとともに、

学力の向上を図ることをねらいとして学校図書

館支援センター事業を立ち上げ、北部５校に学

校図書館員を１名ずつ配置して読書活動推進の

ための事業を開始しました。 

  21年度からは３カ年の計画で全額国庫補助の

ふるさと雇用再生特別基金事業費補助事業を活

用し、ＮＰＯ法人に委託する形で事業の拡大継

続を図ってきました。現在、学校図書館員、学

校図書館支援員を合わせて11名を市内各校に配

置し、学校図書館を活用した教育、図書館業務

の充実を図っています。この事業により、学校

図書館の利用者数の増加、貸出冊数の大幅な増

加とそれに伴う児童・生徒の読書量の飛躍的な

増大、各教科の調べ学習への充実した資料の提

供、学校図書館員を窓口とした読み聞かせや図

書館整備への地域人材の活用、ブックトークや

読み聞かせなどの多様な読書形態の構築、市立

図書館との本の移動や連携の強化、学校現場へ

の図書館の専門性の導入、朝読書の全校実施と

落ち着いた学校づくり等、目に見える大きな成

果が学校現場、保護者、図書館関係者に認識さ

れています。現在活用していますふるさと雇用

再生特別基金事業費補助事業は今年度で終了と

なる予定のことから、校長会、ＰＴＡより事業

継続の強い要望を受けているところであります。

教育委員会としても飛躍的な成果が確認されて

いる事業でもあり、今後も継続することで児

童・生徒への効果のみならず、地域の活性化に

もつながる事業であることから、活用できる補

助事業と一般財源を合わせた新たな事業展開を

模索しているところです。本事業が実質的に継

続できますよう、御理解と御支援をお願い申し

上げます。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） それでは、再質問を

させていただきます。 

  生活支援緊急通報についてですが、先ほど台

数も伺いました。しかし、高齢者１人の世帯が

896人ということで、本当に安全・安心の面か

らすれば、すべての方に無料で配置するという

ことは考えていらっしゃらないんでしょうか。 
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今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 私どもで設置の目標数と

いうものは掲げておりません。これは必要とさ

れる方、希望によって設置しております。 

  なお、これは無料ではございませんで、設置

費用、センターのほうに通報するといいますか、

その委託料として月2,200円かかっております。

それの１割負担ということで利用者の方からは

月220円負担していただいております。その負

担が嫌だという方、あるいは月１回の安否確認

が煩わしいという方もいらっしゃいまして、こ

れは設置を強制するわけにはいかないなと思っ

ております。希望者の方、特に民生委員の方は

毎年４月に高齢者調査ということで各戸を訪問

しますので、その中で必要と思われる方にはお

進めして設置しているところでございます。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 民生委員の方という

ことでお話しありましたけれども、中には民生

委員の方でも知らない方もおりました。ぜひ徹

底をお願いしたいと思います。 

  それでは続きまして、公園内にある遊具につ

いてですが、かむてん公園にある遊具について

ですが、かむてん公園にある滑り台がローラー

式になっていて、頭を打ったり手を挟んだり大

変危険だという声がありました。私も実際に行

って子供たちの様子を見て、またお母さんたち

のお話を伺いましたが、やはり同じような言葉

が返ってきました。遊びのマナーもあると思い

ますが、調査をしていただいて安全な滑り台と

交換してほしいと思いますが、いかがでしょう

か。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 かむてん公園に設置して

おりますローラー型の滑り台が危険であるとい

うふうなお話ですけれども、ことしも国の基準

に従いまして８月に専門業者に点検をお願いし

たところでありますが、構造上、問題があると

いう指摘は受けておりません。ただ、全国的な

調査でこの滑り台による事故が多く発生してい

る状況ではないという報告もございます。ちょ

っとしたけがについては事故事例として扱って

いない、また利用者が管理者に報告していない

というふうな可能性もございますので、今後、

利用者への聞き取り等を行っていきたいという

ふうに考えております。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） それでは、早急にお

願いをしたいと思います。本当に事故が起きて

からでは遅いと思いますので、よろしくお願い

します。 

  最後ですけれども、先ほど市長より防災会議

に対して女性の意見が反映できるような組織づ

くりを検討していきたいという答弁ありまして、

大変に心強く思っております。本当にこれから

いろいろなことが起きるかと思いますので、ぜ

ひ女性の登用をお願いしたいと思います。いざ

というときにも機能できる会議を開いていくと

ともに、避難訓練を何度も行うことで実際生か

されていくと思います。災害に強い新庄、どこ

よりも住みやすい新庄と一人一人言い切ってい

けるように自分自身も頑張っていきたいと思い

ます。どうかよろしくお願いします。ありがと

うございました。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時３８分 休憩 

     午後１時４８分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 
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石川正志議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、石川正志君。 

   （５番石川正志議員登壇）（拍手） 

５ 番（石川正志議員） 絆の会の石川でござい

ます。このたびの定例会におきまして、私がこ

のような形で一般質問できるという機会をいた

だきまして、関係各位に感謝申し上げながら一

般質問をさせていただきたいというふうに思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、市の体育館及び陸上競技場など東山

周辺体育施設の整備計画についてお伺いいたし

ます。 

  新庄市政をあずかる者にとって新庄市民の基

礎的安全・安心な生活を担保していくことは、

私たちにとって最優先課題であることは言うま

でもないことでございます。 

  髙橋市政からの計画的行財政改革の中、現山

尾市長のリーダーシップのもと、職員の努力、

そして市民の皆様方の協力によって、新庄市の

財政状況を示す実質公債費比率は今や危険的水

域を脱したことは非常に喜ばしいことであると

思います。今、まさにこれから山尾市政の２期

目がスタートする中、これまでどうしてもおく

れがちだった体育施設の整備計画について市長

のお考えをお示しいただきたいというふうに思

います。 

  第４次新庄市振興計画にも盛り込まれており

ますように、生涯スポーツ及び競技スポーツの

振興は、新庄市に新たな活力を生み出し、地域

の活性化につながると思います。 

  新庄市の体育施設の中核でもあります東山周

辺、特に市の体育館及び陸上競技場の中・長期

的整備計画と既存の施設との互換性をどう持た

せていくのか、市の対応をお伺いいたします。 

  続きまして、旧八向運動公園利活用者の利便

性の向上についてお伺いいたします。 

  現在、行政財産から一般財産として位置づけ

られている旧八向運動公園ですが、野球、サッ

カーを初めグラウンドゴルフの３団体が新庄市

から貸与を受け活用されております。特に野球

とサッカーに関しましては、ジュニアのカップ

戦、中・高生のリーグ戦等を初めさまざまな公

式戦の会場として使用されておりまして、利用

者が近年、飛躍的に増加している状況でござい

ます。また、グラウンドゴルフは、地元八向地

区の皆さんが集い、今や新たなコミュニティー

を形成しております。 

  私的な見解になり恐縮ではございますが、平

成16年、当時サッカーの団体が新庄市からの貸

与によって使用を許可されていた当時は、荒れ

地同然でございました。これまでの間、人と時

間とお金を利用者みずからが出し合い環境整備

しまして３団体それぞれが協力し合いながら維

持管理されていることは、私も称賛に値するも

のだと確信しております。今後、このような利

活用者の利便性と八向地区の環境向上を図るた

めに新庄市ではどのようなかかわり方ができる

のか、市の対応をお伺いいたします。 

  最後に、職員の通勤手当についてお伺いいた

します。 

  ほかの市の状況を見ると、例えば酒田市では

30キロ、山形市では60キロと距離で限度を設け

ている自治体と、あるいは金額的上限を設けて

いる自治体がありますが、新庄市では職員の通

勤手当の現状はどうなっているのか教えていた

だきたいと思います。 

  多くの自治体が人口減少といった深刻な課題

を抱える中、新庄最上地区の定住促進を図ると

いう観点から、私ども議員を初め職員の方々に

は率先して地元から役所に通っていただきたい

という思いがございます。仮に通勤の上限設定

がない場合、ある程度、縛りをかける必要があ

ると。すなわち条例の見直し等が必要と考えら
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れますが、市の対応をお伺いいたします。 

  以上、３点質問いたしましたが、新庄市の財

政状況は楽観視できない状況にあることを推し

量っても、将来、市民が豊かな暮らしを実現さ

せていく上で新庄市の魅力を高めるためにも今、

勇気を持って投資が必要であると考えられます

ので、前向きの答弁を期待申し上げまして、壇

上からの質問を終了いたします。御清聴いただ

きましてありがとうございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、新庄市の、要するに体育施設の整備

計画等につきましては教育長より答弁させます

ので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、旧八向運動公園利活用の利便性

の向上についてということでありますが、当該

広場につきましては、昭和61年から当市の体育

施設として野球場、サッカー場などの整備がな

され、地域の体育施設として利用されてきまし

た。その後、利用者の減少等により平成15年度

末を持って体育施設としての用途が廃止され、

行政財産から普通財産として売却処分対象地と

なっておりました。しかし、当該施設の地理的

条件や景気低迷の中、買い入れの申し込みがな

く、平成18年から少年野球団体、サッカー、八

向地区自治コミュニティ連合会にグラウンドゴ

ルフ練習場として貸し付けしているのは議員の

おっしゃるとおりであります。 

  当該広場の施設整備及びその維持管理につき

ましては、借受者の負担を条件にして貸し付け

ておりますが、現在では貸し付け当時の状態と

は比較できないほど大変整備された状態になっ

ております。各団体の御努力に心より感謝申し

上げます。 

  御質問の当該施設に対して市としてどのよう

なかかわりができるかということについてであ

りますが、さきに申し上げましたとおり、当該

施設は現在、普通財産としての位置づけとなっ

ており、大規模災害時においては、自衛隊の宿

営地として考えております。したがいまして、

現行の財産管理をしていくということの基本方

針でいるところであります。 

  しかしながら、ここを利用する方々の利用状

況、私もつぶさに拝見させていただきました。

その利用者にとってどのような形がいいのか、

利用団体と協議を進めながら、財政再建の厳し

い中にありながらどのような方策がとれるのか

ということを皆様とお話ししてまいりたいとい

うふうに思っておりますので、何とぞよろしく

お願いいたします。 

  それから、職員の通勤手当でありますが、現

在、市では県に準拠した規定を定めておりまし

て、御質問の通勤手当の支給上限につきまして

は、片道80キロメートルを上限として設定して

おります。この上限の設定は職員の通勤可能範

囲を山形県内と想定して定めたものであります。 

  通勤手段の支給に際しては職員からの届け出

に基づき十分な実態把握を行った上で支給を行

っておりますが、今後も県及び県内他市の取り

扱いを参考に適正な制度の運用に努めてまいり

ます。 

  また、通勤手当の上限設定の見直しについて

でありますが、通勤手当を含む職員の諸手当に

ついては、県及び県内他市との均衡を図ること

を原則としておりますので、それらの自治体の

取り扱いと本市における実態等を勘案し、必要

に応じて見直しを図ってまいる所存です。 

  以上、私の壇上からは以上の答弁とさせてい

ただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私のほうから市の体育施設の整

備計画についての御質問に対してお答え申し上



 - 114 -

げます。 

  スポーツ施設の改修計画につきましては、現

在13ある体育施設のうち、体育館を初めとして

10施設が昭和四、五十年代に建設されたため老

朽化が進行しており、利用者の安全・安心な施

設利用のためにも計画的な整備が必要と認識し

ているところであります。 

  大規模な改修が必要な施設は幾つかございま

すが、初めに47インターハイに向けて建てられ

た体育館でございます。体育館は新耐震基準施

行前の建物であり、今後、耐震診断を行い方向

性を定めていきたいと思っているところであり

ます。 

  次に、御指摘の陸上競技場は昭和52年に最上

地区唯一の日本陸連第３種公認陸上競技場とし

て供用を開始し、最上地域の陸上競技力向上に

大いに貢献してまいりました。しかしながら、

ことし10月末で第３種公認が切れますが、第３

種公認を得るためには全天候型舗装トラックに

しなければなりません。全天候型舗装改修工事

費は約５億円必要となります。そのため、今年

度は第４種公認に必要な工事を行い、10月末の

公認に向け準備を進めております。その他の施

設はこれらの改修、改善に当たって多額の経費

を必要とすることから、施設の利用状況や市民

ニーズを総合的に勘案し、まちづくり総合計画

との整合性を図りながら、年次計画に基づき安

全と安心を最優先に計画的に整備改修を行って

まいる所存でございますので、よろしく御理解

のほどお願い申し上げます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 丁寧な御説明をいただ

きましてありがとうございます。 

  初めに、再質問という形で東山の市の陸上競

技場、体育館については、今、教育長からもお

っしゃられましたが、老朽化、あとは市の陸上

競技場に至っては今はどうしても雨が降ると使

えないというふうに、これが陸上競技場なのか

と言われる市民の声も多々あるという中で、で

きれば今、萩野中学校の小・中一貫の大変な事

業が27年度開校ということで、あわせて新庄市

内の小、中学校、耐震のほうは大体27年度ぐら

いまでということを伺っておりますけれども、

できるだけ早期に市の陸上競技場及び体育館の

ほうをできれば明言していただければ、財布を

預かっている財政課のほうでも出しやすいと。

あるいは議員、あるいは市民の理解なくしては

大きな借金はできないと思いますので、その辺

のところをもう一度詳しい説明をいただければ

助かりますけれども。 

月野 隆生涯スポーツ課長 議長、月野 隆。 

沼澤恵一議長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 今、石川議員のおっ

しゃるとおり、教育委員会としては、第１に学

校施設を耐震化診断及び耐震化工事の計画に入

っています。続きまして生涯学習施設、次に体

育施設というふうに私たちは計画を立てており

ます。ただ、学校施設につきましては耐震診断

が今年度中に完了する予定で、耐震化工事につ

きましては２カ年で計画をしています。私たち

の体育施設、もちろん生涯学習施設もそうなん

ですけれども、それの耐震化診断を行いまして

整備計画を立てたいというふうに考えておりま

す。 

  また、陸上競技場につきましても、確かに今

回の中体連の大会並びにロードレース大会にお

いて、降雨時に若干インフィールド内の雨がト

ラックに浸入するようなことがございまして大

変陸連の方からも御指摘いただいております。

そこで、私たちのほうは、先ほど教育長が答弁

したとおりに、４種は10月に今回検定を受けて

28年までになりますけれども、その期間、財政

が許す限りは、できれば全天候もそうなんです

けれども、暗渠を直しながら最上地域の陸上協

議の小・中学生のレベルアップもそうなんです
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けれども、いろいろな面で財政再建中といえど

も要求しながら関係機関と調整して市の財政を

かんがみながら整備計画を進めたいというふう

に思っています。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ありがとうございます。

ただいま昨年度から今進んでおりますけれども

旧山屋小学校が東山近辺であるということで、

予定の中では使われる方が合宿所等として、そ

うすると、東山に野球場初めテニス、体育館、

その中でどうやって関連づけていくのかという

中で、一体の総合的な東山周辺の整備というこ

とをもう一度お伺いしたいと思います。 

月野 隆生涯スポーツ課長 議長、月野 隆。 

沼澤恵一議長 生涯スポーツ課長月野 隆君。 

月野 隆生涯スポーツ課長 山屋セミナーハウス

は10月１日、先週土曜日、無事にオープンいた

しました。東山スポーツハウスの後継施設とし

て山屋セミナーハウスを開所したわけです。今

回もスポーツ合宿並びに各種研修会等にＰＲし

たところ、10月の土日はおかげさまで満杯にな

りました。そこで、一応スポーツ合宿、子供さ

んたちの合宿については附属の体育館ございま

す。それから運動場もございます。まして今、

石川議員がおっしゃるとおり、東山運動公園も

隣接していますので、これからはアクセスとい

うことで一応私たち整備計画については今後、

マイクロバスを将来的には考えており、嘱託職

員についても大型免許を持っている方を採用し

たいという計画がございますので、今後、東山

運動公園を利用する方々が山屋セミナーハウス

を御利用いただけるならば、そういうアクセス

も考えていきたい。ましてや、セミナーハウス

の上には農村改善センターがございます。そこ

にも体育館ございますが、そういう近隣の施設

も一応利用していただくような形でＰＲしてい

きたいというふうに思っています。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） この東山周辺について

は最後の質問になろうかと存じますが、新庄市

がすべてのものを新しく建てかえる必要はない

と思います。現山尾市長も、今あるものを最大

限活用して市民の力をかりながらそば祭りとし

て成果を上げていること、非常に評価したいな

と。 

  ただし、日ごろ、私たちが、あるいは子供た

ちが練習会場としてやる分には十分なんですけ

れども、例えば大会、中体連初め、高校の公式

戦なんかあるときには、非常に今のままで改修

だけで済むのか、例えば市の陸上競技場の場合、

５億円かけて全天候型にすると。私もちょっと

詳しいことがわからないで申しわけないんです

が、新規で更新する必要がないのかということ

でございます。山尾市長は祭りで交流人口100

万人と。今、スポーツ関係の大会は、昔、私の

時代ですと、親が来るといじめられるような状

態ではございましたが、今は結構親御さんが子

供たちを引率されてサポーターを兼ねていらっ

しゃるということでいくと、子供100人来れば

御父兄の方もそれぐらい来ていただけるという

ことですので、新庄市のせっかく市民の血税で

つくった建物が有効に使われるということで、

本当に改修だけでいいのか、それとも全面的な

建てかえが必要なのか、髙山監査委員あっち向

いていますけれども、やっぱりここでまじめに

投資の話をしておかないと、平成27年以降にな

ろうとも今からそういった準備も私どもは必要

だということでございます。お考えがあれば、

ひとつお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 はい、大変ありがたい提案だとい

うふうに思います。100万人構想新庄まつりを

１点突破というふうな構想がございますが、観
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光客には色にはつけられません。私はスポーツ

観光であるとか、行政観光、行政視察も観光の

一種であるというふうに私自身はとらえており

ます。 

  また、おっしゃるとおり、スポ少関係、地の

利を生かすという点では、新庄は交通の要所で

あるということで東北地方の中からも大変期待

が大きい地域でもございます。ことし、野球に

おいても東北大会が三つ開催されていると。そ

の間、大人の泊まるところ、子供の泊まるとこ

ろ、さまざまありますが、そういう面ではこの

地の利を生かすためにはそうした施設の充実は

必要だというふうに感じております。 

  ただし、この議会当初から財政再建という途

上にあるということも考えながら、いろいろな

補助制度、あるいは近隣の市町村を巻き込みな

がら整備を図っていきたいというふうに思って

おります。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 非常に懐事情、私も十

分承知しておるつもりでございますが、今、見

渡すところ、新庄最上の中で中体連の主な体育

施設は真室川の体育館であろうかと思います。

真室川体育館もいずれは老朽化すると。今回は

対等の市町村合併が失敗に終わったとしても、

昨日の市長の答弁にもございましたが、新庄最

上としては共存共栄ということですので、でき

れば我が中核となる新庄市にまともな大会が開

催できる競技場及び体育館を設備していただき

たいと申し上げます。それで大体新庄市をばっ

と見ると、東側の整備がこれでできるのかなと。 

  続きましては、第２番目の問題で非常に難関

があるわけでございます。私は旧八向運動公園

は今、一般財産ということで、そこに市民の血

税を投入するのはいかがなものかということは

十二分に承知しながら申し上げなければなりま

せんけれども、東山周辺が新庄の東側整備がで

きたと。そこは当然、市の施設になるわけです。

先ほど、山尾市長の答弁の中では一般財産とい

う考え方は変えないでいくと。そうなると、ど

うやってかかわりができるのか。昨日の同じ会

派の先輩議員であります小嶋議員さんのほうか

ら、新庄まつりに関して若連及び囃子方にもう

少し手厚い助成をされてはいかがかというよう

な感じの質問がありましたけれども、行政がど

うやってそういった方々とかかわるか、お金だ

け出せばいいというものでは当然ありませんけ

れども、何とか出していけないところに出す方

法はないのかなというような感じで１人もやも 

やしておりますが、例えばできれば市長さんは

いつもいらっしゃっていただいているんですが、

18名の同僚の議員の方々からも実際今の一般財

産である旧八向公園がどのような形で利活用さ

れているか、維持管理の方法が地元のコミュニ

ティーの場の形成になっているということを本

当に18名全員の議員が共有できたならば、私は

もう少し利用者の利便性を図るという意味、あ

るいは八向運動公園内の環境整備という形でぜ

ひ積極的に新庄市の応援をよろしくお願いした

いというふうに思います。 

  これは質問の範疇からはそれるかもしれませ

んが、八向地区の、特に地元のグラウンドゴル

フの方々は既に桜の植林をされておりまして、

来年以降、全敷地に植林をしていくのかといっ

たところ、本当にこれはまさに私たちが行財政

改革をさらに進めていく中でどうしても市民の

協働、あるいは積極的な動き、これはいかに箱

物を立派なものを建てようとできない。彼らは

ただで貸し付けしていただいている分ではあり

ますけれどもそこで今の新庄市のお金を使わな

くてもここまで自分らの管理能力と申しますか、

みずからの力で環境をつくってきたと。これか

らますます厳しい懐状態の中でよりよい新庄市

を目指すには絶対市民の協働ということが必要

となっておりますので、ぜひ市長のほうにはも
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う一度踏み込んだ前向きな御答弁をいただける

と助かります。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 市の制度の中におきましても、普

通財産であるから一般的に貸し付けているとい

うことになります。行政財産にいたしまして生

涯スポーツ施設となると、教育委員会の基本的

管理になると。委託先が公平にやらなければな

らない。貸し付け等についても利用者会議をし

なければならないというようなことの手続が進

んできます。当然、そこには使用料というもの

が発生してくるわけです。そういうふうなこと

にかけて使っていただくよりも、普通財産にお

いて伸び伸びと使っていただくという趣旨でこ

れまで貸し付けてきたということで、そこに先

ほど申し上げましたが皆様の努力で本当にきれ

いな運動場にしていただいていることは、本当

に感謝申し上げたいと思っているところです。 

  ただし、その後の今後の要望等につきまして、

それ以上の最初に申し上げました形のスタイル

に、東山スポーツと同じような形になると、逆

に施設整備がどんどんおくれていってしまうと

いう現状でもございます。なお、逆に災害時に

おける自衛隊の宿営地を使っていただいている

という考えでありますので、利用料金を取らず

に皆様に自由に使っていただいていると、いざ

というときのために開放しているということを

御理解いただければありがたいなというふうに

思っております。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） この問題は次の一言で

閉めたいと思いますが、では、市長は、利活用

している３団体との協議を積極的に開催してい

ただけるということで非常に心強く思ってござ

いますが、私たち市民が、私は議員ですが、そ

の立場でどちらの課に相談に上がるとよろしい

か教えていただければ助かります。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 八向運動広場については、先

ほど来、普通財産ということでございます。そ

れで、地方自治法によりまして用途制限という

形でなかなか思うようにお互いに利用方法が見

つからないということですので、話し合いで何

とかいい方法がないかという形で、財政課のほ

うで窓口になりまして相談に乗っていきたいと

思っております。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 非常に頼もしく感じな

がら、去る７月に私ども絆の会では新庄市が所

有する施設のほうを視察させていただきました。

初めに先ほども申し上げた旧山屋小学校から始

まりまして最終地点が角沢小学校の体育館とい

うことで、その帰り際になりますけれども、立

場は同じ一般財産ということで新庄市の土地で

ございまして、具体的にはどことは申しません

が、農地、宅地の一部か、宅地にも使えるよう

な、しかも農地に隣接している場所ではござい

ましたけれども、非常に管理が行き届いていな

いということで、本当に財政再建の中、わかる

んですけれども、新庄市が有する普通財産の管

理はこれからもう少し手を入れて管理すべきで

はないかなというふうに申し上げます。これは

通告書に盛り込んでおりませんので答弁は結構

でございます。その点、旧八向運動公園がいか

に管理されているかということでございます。 

  続きまして、市の職員の通勤手当、今は県内

ということです。私はどういう意図があってこ

のような質問をしたかと申しますと、どうして

も私たち議員に入ってくる情報は、すべて信憑

性のあるものではない。だから、私たち議員と

しては、発言するたびの一言一言の重みをかみ

しめながらやらなければならないのですが、当
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然、私たち議員も、職員も、市長も、議長も市

民の血税で給料をいただいているということで

ございまして、できれば第一線を退かれた方も

今、珍しく人口を延ばしている某市などには行

かないでできるだけ地元新庄最上に住んでいた

だきたい、定住促進していただきたい。昨日の

先輩議員であります小嶋議員のほうからも宿命

的定住と。当然、この議場にいらっしゃる方は

宿命的定住でございます。できれば私は、職員

の方々が第一線を退かれたというときに、選択

的に我が愛するふるさと新庄最上を選んでいた

だきたいなという思いで申し上げた質問でござ

います。将来的には新庄最上は一つということ

でございますので、新庄最上に住する方が職員

となられる場合は、常識から考えても恐らく私

の場合は30キロもあれば新庄最上のどの場所か

らもこの役場まで来られるのかなという感じが

いたします。その辺のところ、もう少し詳しい

ところをお伺いしたいのですが。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 今、石川議員のほうから職員

の通勤手当ということで御質問ありました。基

本的には最上に定住するようにということで、

今回、きのう、きょうと一般質問の中でも何人

かの議員から、減っている中でも１団体ふえて

いるという中で、新庄市はもっとふやす施策を

しなきゃいけないんじゃないかという御質問を

受けましていろいろ答弁をさせていただいてい

るところであります。 

  職員の通勤手当につきましては、新庄市の一

般職の職員の給与に関する条例の中で通勤手当

という条項がありましてそこの中で定めており

ます。通勤手当の手当の種類として大きく２種

類ございます。 

  まず一つ目は、いわゆる公共交通機関を利用

して通勤する職員に対する通勤手当の支給、も

う一つは交通用具、具体的に言うと自動車とか

自転車ということになりますが、それの通勤距

離に基づいて支給していると、大きく分けると

二つの基準に基づいて支給しているということ

でございます。 

  先ほど市長から答弁あった80キロを限度とし

てというのは、山形県内から自家用車で通勤で

きる範囲という位置づけの中で上限を80キロと

いうふうに定めているものでございます。 

  通勤手当は、当然、御案内のように、職員の

住所から勤務地までを通勤するのに必要な手当

として支給しているわけで、おっしゃるように、

最上郡が一つだということで約30キロであれば

最上郡に入るんでしょうけれども、何といいま

すか、職員の能力開発のためには職員研修とい

うのは非常に必要で今も一生懸命やっているわ

けですが、その中で派遣研修という制度もござ

います。派遣研修といいますと、例えば市の職

員が県庁の職員になったり、あるいは二、三年

前にも新庄市から派遣しておりますが山形市に

ある山形県市町村職員研修所に派遣をしながら

２年間でしたけれども通勤をしなきゃいけない

ということもあるわけで、新庄市内だけの勤務

地とは限らない場合もあります。新庄市から山

形に、あるいは反対に相互交流という形で県職

員の方が新庄市に来られるという場合も過去に

もありました。そういうことで、その方が通勤

されるとすれば通勤手当を支給しなきゃいけな

いということで、交通用具については80キロを

上限とさせていただいているという状況でござ

います。 

  なお、通勤手当とはちょっとまた視点がずれ

るかとは思いますが、昨年度、採用職員からは

新庄市に住んでいただけるようにというお話も

させていただきながら職員採用を行っていると

いう状況にあります。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 丁寧な御説明、ありが
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とうございます。本当に私が言いたいのは、職

員の方々に第一線を退いた後も我が愛するふる

さと新庄最上に住んでいただきたいという、そ

の点でございます。 

  発言通告書の内容からは多少それるかもしれ

ませんが、昨日からの山尾市長さんの答弁の中

で、この地域における再生エネルギーは何かと

いうお尋ねに対して、木質バイオマス及び雪で

あると。雪という考え方は、私は夏場の冷房と

いう……。だめですか、だめだったらやめます。

それをできれば率先して市の有する施設から利

用していただければと申し上げまして、私の一

般質問を終わります。どうもありがとうござい

ました。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時２４分 休憩 

     午後２時３４分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて、再開します。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤卓也君。 

   （２番佐藤卓也議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤卓也議員） ９月定例会最後の一般

質問をさせていただきます佐藤卓也でございま

す。市民の皆様と同じ目線から、通告に従い順

次質問させていただきます。 

  まだまだ不慣れなところもございますが一生

懸命取り組んでいきたいと思いますので、市長

初め執行部の皆様には、特に高校生にもわかり

やすい御答弁、御説明のほどよろしくお願いい

たします。 

  まず初めに、市長におかれましては、２期目

の御当選、まことにおめでとうございます。早

期健全化団体からようやく脱し、2010年度決算

では実質公債費比率19.8％と見込まれておりま

すが、依然としてまだまだ厳しい財政状況にあ

ります。財政再建には一定のめどがつきました

が、厳しい財政運営は続きます。お互いにもっ

と知恵を出し合いまちづくりを進めてまいりま

しょう。 

  また、市民の皆様は待ち焦がれていた新庄ま

つり、スコールも一時的には降りましたが天候

にも恵まれました。震災の影響も心配されまし

た。観光客も平日にもかかわらず43万人の方が

新庄市に訪れ活気あふれた３日間となりました。

私個人としてではございますが、25日の本まつ

り、市長を初めとする実行委員会の方々とのパ

レート、アビエスでの山車の観覧と初めてづく

しのお祭りとなり、新たな体験ができ大変有意

義な一日でもありました。このように見てもよ

い、参加しても楽しい新庄まつりをもっとたく

さんの方に知ってもらえるような積極的な広報

活動を行っていきたいと思います。 

  では、１番目の質問をさせていただきます。

新庄市まちづくり総合計画基本構想の実現に当

たり、基本目標の生き生きと働き活力とにぎわ

いのあるまちとして、政策には農業所得の向上

を目指し、やりがいのある農林業を確立する。

多様な連携を強化し、活力ある商工業を確立す

る。地域資源を磨き魅力ある観光産業を確立す

るとしております。 

  この政策を実現するための施策の一つとして

エコロジーガーデンがあります。この施設は、

平成14年９月に約６ヘクタールを一般開放し、

新庄市エコロジーガーデン「原蚕の杜」を開園

し、同時に産直直売所まゆの郷、新庄バイオマ

スセンター、新庄亀綾織体験工房が設置されま

した。しかし、皆さん御存じのとおり、現在は

まゆの郷のみの活動で、エコロジーガーデンを

生かした取り組みまでには至っていない状況に
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あると思います。開園から７年経過した今、現

在の推進状況はどのようになっているのかお尋

ねいたします。 

  また、エコロジーガーデン敷地内の樹木の傷

みがかなりひどく、同敷地内を活用した活動に

取り組むには危険を取り除く必要もあると考え

ますが、文化財登録を踏まえてどのような考え

かをお聞かせください。 

  また、新たな活用方法がございましたらお聞

かせください。 

  エコロジーガーデンを活用しようと市民団体

の方々が動き出しております。これからもっと

活動しやすく積極的に参加してもらうためにも、

市としてどのようなサポートをしていかれるの

かをお尋ねいたします。 

  ２番目の質問として、時代の変化に伴い機能

的な行政運営が求められております。新庄市も

積極的な行政改革に取り組まれていると思いま

す。これからもなお一層職員個々の資質向上と

意識改革を図り、市民に信頼され期待される職

員を育成することが必要だと思います。現在行

われている行政改革の中に若い職員の方々で構

成されているレッツがございます。これらの高

度化するニーズや多様な行政課題に対応するよ

うに意識改革、人材育成といった面から非常に

大切な活動です。そして、レッツの皆さんがよ

り多く市民の皆さんと一緒に参加する機会をふ

やし、活躍することがこれからの新庄市にとっ

て非常に重要になってくると思います。レッツ

の現在の状況や今後の取り組み方などぜひお聞

かせください。 

  また、人材育成という観点でも広域的な研修

機関としてマッセというものがございます。マ

ッセとはメイクアップ・センシビリティー、感

性を育てるの頭文字からつくった造語と、大阪

弁の頑張りまっせ、勉強しまっせをかけたもの

だそうです。このマッセにおける研修の中にｅ

ラーニング研修があり、個人ごとのきめ細やか

な能力に適すること、時間コストの削減、多数

の受講が可能など研修に対するニーズに有効な

手段であり、たくさんのメリットがあると思い

ます。このｅラーニング研修の受講の検討もぜ

ひお願いいたします。 

  ３番目の質問になりますが、さきの東北地方

大震災で甚大な被害を受けた被災地に対し、市

はこれまでもさまざまな支援に取り組んでいる

ことは、これまでもこれからも国民挙げての大

きなテーマであり、大変重要なことであります。 

  しかし、これまでも、そしてより一層これか

らも人も金も物も多くのリソースが太平洋側に

注がれることでございましょう。その中で、日

本海側のすべての地域が地場産業や地場農林水

産業の強化にこれまでとは比較にならないほど

の取り組みをしていかなければ、これまで以上

に衰退の一途をたどることが容易に考えられま

す。 

  そのためにも人行き交うまち、つまり交流人

口の増加をさせる方針として最上地方の観光振

興につなげるためにインバウンドの誘客に本格

的に乗り出しました。このインバウンドとは、

訪日外国人旅行者のことでございます。まず、

インバウンドの誘客に向けて計画的な学習の場、

情報交換は欠かせません。外国人観光客へのよ

り深い理解度を高め、新庄最上の食文化、生活

文化などの魅力をどんどん発信していかなけれ

ばなりません。接客や商品のさらなる開発、取

り組むべきことは多岐にわたりますが、情報収

集を含め市としては今、どのような取り組みを

なさっているのか、これからどのように取り組

んでいくのかお聞かせください。 

  また、近隣県、地域と連携して行われる最上

地域のプロモーションはどのように展開してい

くかも一緒にお聞かせください。 

  国内の観光客が減少しておりますが、魅力的

なメニューを旅行者に提供することで新庄市に

も来ていただけるような魅力づくりが必要では
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ないでしょうか。その一つに介護旅行というも

のがございます。介護旅行とは、介護を受けて

いる方がトラベルヘルパーを同行して家族旅行

や温泉旅行をするお手伝いをする旅行です。要

介護の方、認知症の方でもお手伝いをすれば、

どんなところへでも行けるそうです。その観光

地として市が積極的にアピールしていただける

場所になれば、新たな取り組みになると考えら

れます。 

  またトラベルヘルパーとは、介護経験と旅行

の知識を持った方で、その育成をすることで雇

用の拡大、旅行の知識を得ることで最上地域の

資源の再発見も期待されております。このよう

な観光産業も現在行われておりますので市とし

ても取り組まれてはいかがなものでしょうか。

いろいろなアイデアを出し合い活力ある新庄を

心豊かに笑顔輝くまち新庄を実現させましょう。 

  以上、壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていだたきます。佐藤市議からは新し

いワードがいろいろ出てきまして、大変ありが

たく思っております。それらを含めまして質問

にお答えしてまいりたいというふうに思います。 

  一番の関心事は、エコロジーガーデンの利用

計画についてまちづくりの基本構想の実現の基

礎としているのではないかというふうなお話が

ございました。やはり新庄市の将来像を「自然

と共生」、「暮らしに活力」、「心豊かに笑顔輝く

まち」と、それらを表現できる場をエコロジー

ガーデンに求めていくこと、これも大切なこと

だというふうに思っております。 

  特に農業所得の向上というふうなお話がござ

いました。あそこに今、活動しているのはまゆ

の郷なわけですけれども、今、年間9,200万円

の売り上げがございます。これを何とか倍にで

きないかという強い思いがございます。そのた

めには多くの方々との交流を行わなければなら

ないというふうに思っているところであります。 

  そうした意味で平成22年度にエコロジーガー

デンの具体的な方向性を定めたところでありま

す。今年度に入ってそれをどういうふうに生か

すかということで、農を切り口としていきたい

ということで農業公園構想を立て、そして短期、

中期、長期的な計画に分類して計画を推進して

いるところであります。 

  具体的な推進状況につきましては、若者園芸

実践勇気塾事業が22年10月から開設されまして、

現在３名の塾生が研修に励んでおります。昨日、

１人が卒塾し、１人が入塾した、その入塾式、

卒塾式を行ったばかりであります。 

  また、市内の先進的な施設利用、農業者や拓

土塾との交流を重ね、県の提唱する有機の里づ

くりの推進を最上地域有機農業推進協議会とと

もに各種事業を展開しております。この中で市

民参加型のアグリウォーカーの団体が10月22日

にはアグリフェスタをやりたいというふうなお

話も聞いているところであります。 

  一方、建物、樹木等、農業公園環境の整備に

当たっては、昨年度来、樹木等の診断調査や桜

改良事業の活動により、今後の公園的機能の充

実に結びつけていくこととしております。 

  市民提案事業の奨励、支援につきましては、

計画策定以来、多くの組織、団体、個人がエコ

ロジーガーデンに関心を寄せていただき、農業

関連若手グループなどさまざまな方面から利活

用の提案をいただいているところであります。

それらの効果的な連携を図りながら市民提案型

の事業を取り入れるなどとともに、地元農産物

提供レストラン構想などの計画実施にも反映し

ていきたいというふうに思っております。 

  将来的には基本的に高校生にレストランでの

事業展開をしていただきたいという大きなねら

いがございます。また、一般の方々にも当然、
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入っていただいたりするわけですが、そこで身

につけた経営力を農家民泊などに生かせないだ

ろうかというような思いがあって、そこに農産

物提供レストランをぜひ高校生などにも参加し

ていただきたいという思いを今、立てていると

ころであります。 

  また、民産学官との連携につきましても、青

山学院大学の黒石教授のゼミなどが多く参加し

ていただきまして、みずからあそこの施設を大

変磨き上げていただきまして、ごみ一つない形

でのワークショップができる活動スペースにし

ていただいていること、大変ありがたく思って

おります。 

  また、歴史的文化資源と景観の保全について

は、旧蚕糸試験場の建物の登録有形文化財指定

に向けて担当課において今、進めているところ

であります。建物群の歴史的建築的価値につい

てはいろいろな方面から評価をいただいている

ところでありますが、歴史的文化資源保存の情

報発信を含め活用を図ってまいりたいというふ

うに思います。 

  こうした形でエコロジーガーデン全体を進め

ていくことになるわけですが、ソフト面、市民

の皆さんの提案事業、さまざまなことを今後の

事業推進の中に取り入れていくために、来年度

に向けては北側一帯の勇気塾のある方面を農林

サイドにおけるさまざまな農業展開をしてまい

りたい。また、南側のまゆの郷のある方向につ

いては、きのうも申し上げましたが、観光交流

施設、あるいは市民の学習施設として機能分担

しながら進めていきたいというふうに考えてお

ります。イメージといたしましては、野原にあ

る市民プラザだというふうな形で市民の皆さん

がどういうふうな形で活用できるか整備してま

いりたいと。ゆめりあと同じような形になるの

かなと思います。原野の中にあるゆめりあだと

いうことを想像していただければ、多くの市民

の皆さんがそこで提案した事業を展開できるよ

うな形で整備してまいりたいというふうに思っ

ているところであります。 

  そんなことを通しながら市民の皆様の利活用

を図りながら、また観光交流施設としての役割、

また市民の皆さんがまだなかなかあそこのとこ

ろまで足が向いたことがないという方が大勢お

ります。あの敷地に一たん入りますと、やはり

吉村知事が来て北海道の知事公舎のようだとい

うような思い、それだけすばらしい施設であり

ますので、何とか皆さんの期待にこたえられる

ような形で整備してまいりたいというふうに思

っております。 

  次に、行政改革についてですが、ｅラーニン

グへの研修のお進めがございました。これにつ

きましては、担当課のほうに研究させたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

  レッツは20代から30代の職員を対象に職員の

意識改革の場や慣例にとらわれない若手職員の

斬新なアイデアを募り、活発な意見表明の場と

することを目的として平成16年度に発足しまし

た。これまで職員を対象にした庁内機関紙の発

行や自主研修会の実施、事務改善の提案などの

課の枠組みにとらわれないさまざまな活動を行

ってきており、ホームページのリニューアルや

市報などにおける有料広告枠の設定、選挙開票

事務の効率化などの実績があるほか、自主研修

実施による職員個々のスキルや資質の向上、課

にとらわれない組織体制や活動を通した庁内横

断的な連携意識の醸成にも貢献しているものと

考えております。 

  レッツへの参加は任意ですが、ここ数年間に

採用された職員はすべて参加しており、今年度

は37名が活動を行っております。全体的な活動

企画などを行う企画実施班、自主研修会の実施

や協働の推進に関する企画提案を行う協働研修

班、業務改善に関する提案や情報発信を行う改

善提案班、自分たちにできる東日本大震災被災

者支援のあり方について検討し、実施する災害
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特別班の四つの班に分かれてそれぞれ活動を企

画、実施しております。現在までに被災地への

夏服提供、本庁舎南側への緑のカーテンの設置

管理、職員を講師としたパソコン研修など既に

実施したほか、職員提案制を使った提案や研修

受講者が講師となって他の職員に研修を行うフ

ィードバック研修などを実施の予定であります。 

  最近、レッツの活動が当初標榜していた行革

から乖離してしまっているのではないかとの声

も出ております。構成メンバーの多くが採用一、

二年の職員であることや、発足時のメンバーの

退会などが原因と思われますが、議員が御指摘

するように、行革は今後も進めなければならな

いものであり、そのために若手職員の柔軟な発

想による課題の洗い出しとその解決手法の提案

というレッツが行ってきた活動は、今後も継続

すべきと考えております。効果的な活動ができ

るようレッツの活動の目的や内容の整理、体制

の強化などに関しレッツ組織内での検討を促す

とともに、新庄市行財政改革大綱に沿った市民

協働の推進や行政運営の効率化、財政の健全化

などレッツのみならず職員全体で推進してまい

ります。 

  地震の影響で今企画が途中とまっている状況

ですが、レッツの部員によるノミシュランガイ

ド、新庄市の飲み屋街を広く知らせていきたい

ということでそれぞれの部員が訪ねて写真を撮

り、そしてマスターなどから意見をいただいて、

途中で震災で今できていないという状況も本人

たちは大変気にかけているようですが、私から

もぜひそういうふうな楽しいマップがあったら

皆さん、喜ぶだろうということを伝えていると

ころであります。 

  先ほど、最後にいただきましたマッセと eラ

ーニングの研修については、研修担当のほうで

研究させていただきたいというふうに思います。 

  それから、観光について、震災で今後の災害

復興に多くの国の予算が太平洋側に集中してし

まうのではないかというお話がございました。

確かにそういうふうな時期が来るかもしれませ

んが、まだまだ復興には時間がかかる状況の中

で、やはり安心・安全なこの地域にインバウン

ドをするということ、大変大きな価値があると

いうふうに思っております。そうした意味で観

光にとって交流人口の拡大により本市の地域力、

経済力を高めていくということは、同じ思いで

あります。 

  インバウンドの誘客体制づくりについての進

捗状況についてでありますが、受け入れ態勢に

ついては、県や最上地域観光協議会とともに講

習会を３回実施いたしました。昨年も同様に３

回しましたので合計６回実施したことになりま

す。今年はもがみ魅力ステーション（ＭＭステ

ーション）が作成した指差しカード、４カ国語

でそれぞれを紹介しております。指を差すとお

互いの会話ができるという指差しカード、ＭＭ

ステーションでつくっているわけですけれども、

そうした指差しカードを使いながら江戸家老の

斎藤柾寛さんにホテルやタクシー、博物館など

の観光関係者が毎回40名ほど指導を受けてまい

りました。 

  また、新庄まつりを含めて最上、湯沢、大崎

の地域を見ていただくため、台湾の観光エージ

ェント、旅行雑誌編集者、ブロガーの３名を招

請しましたことはきのうの御質問に答弁したと

ころでありますが、新庄市を訪れるのは初めて

の３名でしたが、山車を引く姿は非常に楽しそ

うで、湯沢の酒蔵や鳴子峡、こけし館でも興味

深く見入っていたとのことでありました。 

  この招請事業としてブログでの詳細も紹介や

本市を含めた旅行商品が初めて４コース、14本

企画されました。また、台湾の旅行雑誌「トラ

ベラー」11月号に特集して掲載される予定とな

っていることもきのう、申し上げたところであ

ります。 

  一方、課題も一部でありますが明らかになっ



 - 124 -

てきております。一番心配しておりました宿泊

については、温泉にこしたことはないのですが、

ビジネスホテルで対応できることがわかりまし

た。しかし、季節やイベントの説明が中国語に

なっていないため、通訳がいないと全く理解で

きないということであります。例えば歴史セン

ターではナレーションをつけて新庄まつりの映

像を流しているわけですが、日本語がわからず

理解できないということであります。テロップ

をつけるなどの対応を求められておりますが、

今回視察した施設すべてにおいて同様であり、

さらに町なかのサインの必要性も痛感させられ

ております。こうしたことを早急におもてなし

のための準備を具現化していきたいと考えてお

ります。 

  さらに、11月10日から14日までアジアでは最

大規模の旅行博であります第19回台北国際旅行

博ＩＴＦ２０１１に参加しながら台湾からの誘

客を積極的に推進してまいります。参加団体は

観光協会を初め商工会議所、物産協会、旅行エ

ージェント、旅館業の方々、湯沢市からの２名

を加え20名程度になる予定です。台湾では旅行

博でのＰＲのほか、観光エージェントを訪問し、

送客が実現するよう努めてまいります。 

  つぎに、国内の誘客対策についての御質問と

御意見に対してですが、本市最大の観光資源は

新庄まつりであることは疑う余地のない共通事

項であろうと思います。この新庄まつりを活用

し誘客を進めてきましたし、今後とも力を入れ

ていくつもりであります。また、食を切り口に

新しいイベントとして味覚祭り、そば祭りを立

ち上げてきました。しかし、通年で誘客できる

ものとすれば、ふるさと歴史センター含めわず

かでありますので、通年での誘客を図るため芭

蕉関連施設や戸沢家墓所を筆頭とした歴史施設、

またエコロジーガーデン内に農業公園を整備し

てまいりたいと考えております。農業公園機能

につきましては、昨年、基本計画を策定しまし

たので、先ほど申し上げたような形で実現して

まいりたいと思っております。 

  また、世界遺産に登録された平泉や来年度開

催予定の東北観光博や最上観光博をチャンスと

とらえ積極的な誘客を図り交流拡大を進めてま

いります。 

  また、雇用も踏まえて介護旅行という御提案、

まさしく一つの時代を象徴するような、なるほ

どなと思うような提案だと思います。それのト

ラベルヘルパーを養成する、こちらですれば向

こうの方々を連れてきて、家族が連れてきてヘ

ルパーに任せることができる、そんな優しいま

ちだということを標榜していくのも大変魅力的

な一つだなというふうに大変ありがたく、参考

とさせていただきたいと思います。特に温泉も

ありますし、さらには新庄まつりを見ることで

認知症が直ったというようなことになれば、さ

らにいいのかなという思いをしたところであり

ます。 

  いろいろな提案をいただきました。そのこと

も真摯に受けとめながら期待にこたえられるよ

うしっかり努めてまいりたいというふうに思い

ます。壇上からの答弁を以上とさせていただき

ます。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） １番目の質問からなん

ですけれども、エコロジーガーデンはこれから

は新庄市にとってはハブ的なものになると私は

感じております。新庄に新幹線ができて、今の

状態ですと、正直申しまして他県に行ったりほ

かの地域に行ったりするのが多く、そのために

も新庄のゆめりあにおりて、それからエコロジ

ーガーデンにおりていただきそこからほかに行

ってもらうことになれば、新庄市にとっても非

常にいい場所であると私は思います。なので、

もっとエコロジーガーデンを使っていただく。

そして、今活躍していただいている市民団体の
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方にももっと今以上に、数的にも今以上に頑張

っていただきたいと思い提案させていただきま

した。 

  その中でも一つ目なんですけれども、エコロ

ジーガーデンのことなんですけれども、市民団

体の方へのサポートはこれからどういうふうに

なさっていただけるのでしょうか、お聞きいた

します。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 市長のほうからもお答えし

ましたエコロジーガーデン計画、昨年の暮れと

いいますか、年度末に作成しまして新しい議員

さん方にもことしの６月、議会の最終日でした

か、お配りしたので中身をごらんになっていた

だいているとは思っております。 

  その中で、いろんな御提案ありましたけれど

も、市民団体への支援といいますか、サポート

をどうするのかということで、エコロジーガー

デンにつきましては今まではまゆの郷がほぼ中

心になってやっていましたが、ひつじネットワ

ークとか亀綾織さん、外のほうではスポーツ関

係としてはパークゴルフ、それからバードゴル

フといろんな形での健康づくりなんかもかかわ

ってもらっていただいています。その中でエコ

ロジーガーデンの利用計画の中で短期、中期、

長期というふうに押さえておりますが、まずは

短期的なものは、ハードなものでなくても、い

わゆる市民からの提案のものという形で広くお

金をかけずにやっていけるものということで何

項目か挙げております。その中でつい最近のこ

とですが、環境整備ということで風の花の会、

ついこの間、土曜日、ちょっと私も顔出しに行

ってきて途中、雨降られたんですが、大変頑張

っていただいております。ちょっと仕事半ばな

ところがあります。それから、先ほど提案の中

で申し上げていただきました樹木の整理、これ

は何せ11ヘクタールもある広いところなのでな

かなか一気に整理整頓するというふうなことは

できなくて、シンボル的なものとしても桑の木、

アカギという昔からの桑の木10本、それからケ

ヤキが七、八本ありましたか、あとは桜という

ことで景観的にも非常にいい場所でありますの

で、年次計画を立てながら、ことしも伐採とか

整理に100万円ぐらいのお金をかけて少しずつ

は整理させていただいているところです。 

  それから、もう一つ、市長もお話しさせてい

ただいたんですが、原蚕の杜フェスティバルと

いうことで10月22日、アグリウォーカーズとス

ローフード、あとはＰＬＰ、それから有機農業

推進協議会、いろんな分野の方が集まっていた

だいて過去に二、三回話し合われて、この22日

に事業展開させていただくということは私も確

認させていただいております。市長は前々から

バーベキューハウス、バーベキュー広場をつく

りたいという形で計画の中にもあるんですが、

それの一つのきっかけでもあろうと。それから、

もう一方では、農家レストランも含めた、例え

ば農家民宿のたたき台になる高校生レストラン、

高校生でなくてもいいんですが、そういった形

の足踏みかなというふうにもとらえさせていた

だいております。財源の許す範囲でとしか今、

申し上げられませんが、そういった形でいろん

な形で我々も受けとめていきながら、市民提案

については積極的に進めてまいりたいというふ

うに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） これからも市民団体の

方、もっと来ていただくためにももっとサポー

トしていただいて、財政面も厳しいでしょうけ

れども、もっとやりやすく入ってこれるような

サポート体制を続けていっていただければなと

思います。 

  それに関してなんですけれども、一つ、まゆ
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の郷の管理運営のことなんですけれども、除雪

機の問題があると思います。除雪費なんですけ

れども冬の間なんですけれども、金額でいえば

年50万円なんですけれども、除雪費をまゆの郷

自体でやっているらしいんです。それは一応市

の建物なので市のほうで少しサポートしていた

だけないかなという形なんですけれども、でき

ないのかなと思います。これですと、なぜかと

いいますと、これから市民団体の方がどんどん

入られてこられますと、その方々も一緒維持す

るというか、その方の割合とか多分問題が生じ

てくると思います。その前にも除雪費を新庄市

で持っていただければ、もっと団体的にもスム

ーズな展開ができるのではないかと思いますけ

れども、そこら辺はいかがでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まゆの郷、開設当初は平成

15年から開いているわけですけれども、市長が

先ほど申し上げたように9,200万円ほどの収入

があって、その経費の中身の使い道は、大ざっ

ぱには確認させていただいておりますが、あく

までも運営協議会というふうな中でやらせてい

ただいて、除雪費は、当時から、ほかの団体の

方、ほとんど使う機会がなかったのでまゆの郷

が一気に引き受けまして裏側の駐車場も含めま

して除雪させていただいております。これから

いろんな展開上、正面玄関のほうはうちの委託

の職員とかやっていただいているんですが、全

体的に使うことになれば、その辺を案分しなが

らとか、そういったことで配分面積とか頻度も

含めまして協議のする余地はあるなというふう

に、これからの展開次第のこともありますけれ

ども、そういうふうにお含みおきいただければ

と思います。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） ぜひとも前向きに検討

していただいて、より多くの方が新庄のエコロ

ジーガーデンを使えるようなところにしていた

だきたいと思います。 

  次の質問をさせていただいて、さっきも提案

させていただきましたマッセという新しい研修

施設なんですけれども、自分も本を見て初めて

知ったんですけれども、これからの時代は若手

の方もそうなんですけれども人材育成という面

でもこの研修というのは、以前から小関議員が

おっしゃられているとおり必要なことだと思い

ます。その中でもマッセ大阪というんですか、

この研修システム、ｅラーニングを使うという

研修がとてもすばらしいなと思いまして、イン

ターネットを使う勉強なんですけれども、一つ

の例に例えますと、職員のスキルを均等的にレ

ベルを上げたり、あと繰り返し学習の必要性の

ある教材を有効に活用したり、また学習レベル

の差が大きい段階を個別的に学習したりと非常

に重要なことを勉強でき、何回も繰り返しする

ことでレベルアップが図られると思います。ぜ

ひともこれを市長も検討していただけるという

ことなんですけれども、関係課長としてはどう

いうふうに取り組んでいただけるのか、どのよ

うな考えかお聞かせください。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 佐藤議員のほうから御提案と

してマッセという施設の中でのｅラーニングと

いう研修方法、一つの技法でしょうけれども、

あるというお話を伺いました。やっぱりまさし

くおっしゃるとおり、これから新庄市の行政を

持っていくためには人材育成が一番大切なわけ

です。そのために市としても人材養成の基本方

針をつくり人材養成推進計画をつくって年度ご

との研修計画を立て、職員の能力開発のために

研修を日々行っているところでございます。そ

の中で研修の種類としてはいろいろあるわけで

すが、おっしゃるとおり、どちらかというと、
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インターネットを使った自主的な自己啓発、多

分自宅でもできる研修かなと思いますが、それ

も一つの方法かと思います。 

  そのほかにちょっと話が長くなりますけれど

も、いわゆる職場外研修、オフザジョブトレー

ニング、ＯＪＴとしていろんな研修施設に派遣

しております。一番遠いところでは千葉の幕張

にあります全国市町村職員研修所という施設が

あります。この施設は、全国市町村振興宝くじ

という、簡単に言えばサマージャッボとかオー

タムジャンボという全国市町村が発行する宝く

じがあるわけですが、その収益金、平たく言え

ばもうけ、発行したところのもうけ、各全国の

市町村がそういうことになるわけですが、その

益権を利用して運営していく施設でございます

が、そこでは基本的にはそれぞれ全国市町村の

職員能力開発のために専門的な研修をいろいろ

行っております。例えば税務関係の賦課徴収事

務、あるいは福祉関係での障害者支援計画のつ

くり方とか、そういういろんな専門的な研修を

行っていますが、その全国市町村職員研修所で

今年度からまさしく佐藤議員おっしゃったｅラ

ーニングのシステムが導入されまして、これは

インターネットを利用してそれぞれの専門分野、

何種目もありましたけれども、その研修を現在、

新庄市職員にもさせているという状況にはあり

ます。ですから、レッツに限らず、これからの

新庄市を担う職員、我々市職員としては、いろ

んな機会をとらえ職員それぞれの能力開発に努

めていきたいと考えているところであります。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） そうした面でもｅラー

ニングを使って研修なさっているということは

非常にありがたいことですし、これからの若手

の育成のためにもぜひともどんどん取り組んで

いただきたいことだと思います。 

  そしてまた、レッツのことに関してなんです

けれども、若手の方が一生懸命やられて、今は

災害復興のほうに重点を置いている話なんです

けれども、ぜひともやっぱり行政改革の一環の

レッツの活躍は、これからの新庄市を担う方々

にも、これからの新庄市のためにとっても非常

に重要なことだと思いますので伸ばしていただ

き、またこれは課をまたぐことなんですけれど

も、レッツがさっきのエコロジーガーデンのと

ころを手伝いに行くというようなこともできた

りはするんでしょうか。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 レッツという新庄市の若手職

員が構成している自主的なグループでございま

す。あくまでも自主的に活動を行っているとい

うことです。ですから、基本的には新庄市の時

間外あたりに一生懸命活動していただいている

というようなことになろうかと思います。それ

は市長も答弁しておりましたが、いわゆる若手

職員、最高年齢で30歳の方、37名で構成されて

いる自主的なグループでございますが、その若

手職員の柔軟な発想で、これまでは行政改革を

中心にいろんな発想でいろんなアイデアを出し

ていただいて解決手法の提案なんかもやってい

ただいたという経過がございます。したがいま

して、行政のほうからあれしろ、これしろとい

うような職員の団体ではないということですが、

職員がこういうことをやる、レッツの皆さんが

こういうことをやりたいということであれば、

それは自主的な中で取り組んでいただければ非

常にいいというふうな形になろうかと思います。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） さっきの人材育成にか

かわることだったんですけれども、市民の方々

と触れ合うことが、より多くの方と触れ合うこ

とが市民の育成につながるのかなと思って質問

させていただきました。触れ合うことによって
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自分の糧になるというんですか、若いうち、苦

労してでも若いうちからやっておけば、自分が

課長、それ以上になったときに非常に役に立つ

のかなと思って、今のうちにいろんな方と触れ

合うことが人材育成の一つだと思って質問させ

ていただきましたので、ぜひレッツの方々のさ

らなる活躍を期待しております。 

  最後になりますけれども、観光なんですけれ

ども、急な話で観光旅行という一つのアイデア

を出させていただきましたけれども、これは隣

の最上町の奥さんの方が取り組んでいる旅行で

ございまして、自分もその研修にちょこっと顔

を出させていただいたんですけれども、そのと

きに非常に今までになかった介護を受けている

方が旅行するという新しい発想というんですか、

今までになかった発想だったものですから、ぜ

ひこれも新庄市にはどうかなという突然の提案

だったんですけれども、多々こういうことがあ

ちこちであるわけなんです。ですから、これも

新庄市も積極的に取り組んでいくためにも、こ

ういういろんな情報をあっちこっちから収集し

なければいけないなと思っております。そのた

めにも、これは観光課長さんになるんですけれ

ども、こういう旅行をぜひとも取り組みたいと

思っているのか、それともまだ空想論でしょう

がないのかわかりませんけれども、ぜひこうい

うことをすることも一つの発想でありますし、

自分も読みましたトラベルヘルパーさんという

新しい職業が生まれて新しい職場が生まれるわ

けです。こういったことも含めてぜひこういう

こともあるということを知っていただきながら

取り組んでいただければなと思うんですけれど

も、無理だとは思うんですけれども、一応御答

弁のほうをお願いします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 観光は常に動いており

ますので、先ほど市長も申し上げましたけれど

も、何かに特化するということはないんですね。

先ほど市長が申し上げましたインバウンドもそ

うでありますし、また山岳観光というのもそう

でありますし、また視察を主体とした政策観光

という新しい切り口も常に出ております。その

中で介護というふうな新しい概念、あればやっ

ぱりそれを調べて取り入れるものがあるとすれ

ば、当然、この地方に取り入れていくという形

が、そういう姿勢が必要だと思っております。

ですから、この辺は幅広く柔軟に受けとめたい

というふうに思っております。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） ぜひとも新庄市もいろ

んな情報を収集して、そして積極的にいろんな

ことに取り組んでいけるように、そして心ゆた

かに笑顔輝くまち新庄をつくるために私たち議

員も一生懸命頑張ります。ぜひともよろしくお

願いいたしまして、質問を終わります。 

沼澤恵一議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議をあす10月５日から10月

13日まで休会したいと思います。これに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を明日10月５日から10月13

日まで休会し、10月14日午前10時から本会議を

再開いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまです。 
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平成２３年９月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２３年１０月１４日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   佐  藤  卓  也  議員 

  ３番   平  向  岩  雄  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   髙  橋  富 美 子  議員    １０番   伊  藤     操  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 伊 藤 元 昭  総 合 政 策 課 長 野 崎   勉 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 小 野 孝 一 

市 民 課 長 川 田 美 浪  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 清 水 幹 也  農 林 課 長 五十嵐 正 臣 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 安 食 敬 二 

上 下 水 道 課 長 星 川 俊 也  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長
兼教育総務課長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 近 岡 晃 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

 
監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員

事 務 局 長 松 田 裕 一 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野   享 

農 業 委 員 会
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 任 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２３年１０月１４日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

    （決算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第４１号平成２２年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第４２号平成２２年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第４３号平成２２年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第４４号平成２２年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第４５号平成２２年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第４６号平成２２年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第４７号平成２２年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第４８号平成２２年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第４９号平成２２年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

日程第１０ 議案第５０号平成２２年度新庄市水道事業会計決算の認定について 

 

    （総務文教常任委員長報告） 

日程第１１ 議案第３８号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の設定について 

日程第１２ 請願第３号３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択要請に

ついての請願書 

日程第１３ 請願第４号「地方財政の充実・強化を求める請願」について 

日程第１４ 請願第６号原子力発電からのすみやかな撤退を求める意見書提出の請願 

日程第１５ 請願第７号原子力・エネルギー政策を転換し、自然エネルギー政策推進を求める請願 

日程第１６ 請願第８号免税軽油制度の継続を求める請願 

 

    （産業厚生常任委員長報告） 

日程第１７ 議案第３９号新庄市交通安全条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１８ 議案第４０号市道路線の認定及び廃止について 
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日程第１９ 請願第５号環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）参加反対を求める請願 

 

日程第２０ 議案第５１号平成２３年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 

日程第２１ 議案第５２号平成２３年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２２ 議案第５３号平成２３年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２３ 議案第５４号平成２３年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２４ 議案第５５号平成２３年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２５ 議案第５６法平成２３年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２６ 議案第５７号平成２３年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２７ 議案第５８号新庄市特別職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

日程第２８ 議会案第１３号３０人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に関する意見書の提出

について 

日程第２９ 議会案第１４号原子力・エネルギー政策を転換し、自然エネルギー政策推進を求める意見

書の提出について 

日程第３０ 議会案第１５号免税軽油制度の継続を求める意見書の提出について 

日程第３１ 議会案第１６号環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）参加反対を求める意見書の提出に

ついて 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１議案第41号平成22年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第10議案第50号平成22年度新庄市水道事業

会計決算の認定についてまでの10件を一括議題

といたします。 

  本件に関し決算特別委員長の報告を求めます。 

  決算特別委員長新田道尋君。 

   （新田道尋決算特別委員長登壇） 

新田道尋決算特別委員長 おはようございます。 

  決算特別委員会における審査の経過と結果に

ついて報告をいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おりますので、要点のみの御報告とさせていた

だきます。 

  それでは御報告申し上げます。 

  決算特別委員会に付託された案件は、議案第

41号平成22年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてから議案第50号平成22年度新庄市

水道事業会計決算の認定についてまでの計10件

であります。審査につきましては、10月７日と

11日の両日にわたり決算審査にふさわしい活発

な審議が行われたところであります。 

  初めに、議案第41号平成22年度新庄市一般会

計歳入歳出決算の認定については、各委員の質

疑の後、佐藤悦子委員より認定することに反対

の討論、遠藤敏信委員より認定することに賛成

の討論があり、起立採決の結果、賛成多数で認

定すべきものと決しました。 

  次に、議案第43号平成22年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第44号平成22年度新庄市老人保健事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第45号

平成22年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、議案第46号平成22年

度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、議案第47号平成22年度新庄

市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認

定についての５件は、質疑、討論はなく、採決

の結果、全員異議なく認定すべきものと決しま

した。 

  また、議案第42号平成22年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第48号平成22年度新庄市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第50号

平成22年度新庄市水道事業会計決算の認定につ

いての３件は、質疑の後、討論はなく、採決の

結果、全員異議なく認定すべきものと決しまし

た。 

  議案第49号平成22年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定についての１

件は、質疑の後、採決の結果、賛成多数で認定

すべきものと決しました。 

  以上、決算特別委員会に付託された案件、議

案第41号平成22年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第50号平成22年度新

庄市水道事業会計決算の認定についてまでの10

件については、いずれも認定すべきものと決し

ました。 

  議長よりよろしくお取り計らいくださいます

ようお願い申し上げ、決算特別委員会における

審査の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 
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  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、委員長報告のうち賛成多数で認

定すべきものとした件、２件について採決いた

します。 

  議案第41号平成22年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

案第41号は委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

  続きまして、議案第49号平成22年度新庄市後

期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算の認定

について採決いたします。 

  議案第49号は、委員長報告のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

案第49号は委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

  次に、全員異議なく認定すべきと決した８件、

議案第42号平成22年度新庄市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

43号平成22年度新庄市交通災害共済事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、議案第44号平

成22年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、議案第45号平成22年度新

庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、議案第46号平成22年度新庄市農業

集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第47号平成22年度新庄市営農飲雑用

水事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第48号平成22年度新庄市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第50号

平成22年度新庄市水道事業会計決算の認定につ

いての８件について、委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第42号、議案第43号、議案第44号、議案第

45号、議案第46号、議案第47号、議案第48号、

議案第50号の８件は、委員長の報告のとおり認

定することに決しました。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第11議案第38号新庄市市税条

例等の一部を改正する条例の設定についてから

日程第16請願第８号免税軽油制度の継続を求め

る請願までの６件を一括議題といたします。 

  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長小関 淳君。 

   （小関 淳総務文教常任委員長登壇） 

小関 淳総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から総務文教常任委員会の審査の経過と結

果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は議案１件、

請願５件であります。審査のため、10月５日午

前10時より議員協議会室において委員９名全員

出席のもと、税務課の職員の出席を求め、審査

を行いました。 

  初めに、議案第38号新庄市市税条例等の一部

を改正する条例の設定については、税務課から

補足説明を受けた後審査を行いました。 

  主な改正の内容といたしましては３点ござい

まして、第１に、個人住民税を初めとする各税
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目についての不申告の場合の過料について、３

万円から10万円に引き上げるというものであり

ます。 

  第２点目といたしまして、肉用牛の売却に伴

う農業所得の免除特例措置を現在は平成24年と

なっておりますけれども、それを平成27年度ま

で延長する措置を講じる内容であります。この

特例措置につきましては、新庄市では免税対象

飼育牛はいないとの説明でありました。 

  第３点目が、上場株式等の配当所得、譲渡所

得にかかわる市民税の所得割についての特例措

置について、それぞれ平成25年12月31日まで延

長する措置であります。 

  主な内容は以上の３点でございました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第38号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、請願第３号30人以下学級実現、義務教

育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択要請

についての請願書については、請願の紹介議員

及び学校教育課の職員の出席を求め、審査を行

いました。 

  初めに、請願の紹介議員より、請願の趣旨に

ついて児童・生徒の学力向上と教職員の負担軽

減のためには、30人以下学級が最も望ましい規

模であること、また、義務教育費国庫負担制度

の負担割合が３分の１に引き下げられたことに

ついて、自治体の財政を圧迫していることから、

制度のこれ以上の改悪をしないことと、負担割

合を２分の１に復元することについて、請願を

採択願いたい旨の説明がありました。 

  委員から、30人以下学級を望ましいとする根

拠についての質問があり、紹介議員からは、文

部科学省が学齢期の子供を持つ親を対象に実施

した意見募集において、１学級26人から30人を

望ましいとするパーセンテージが60％を超えて

いるとの説明がありました。また、その数値の

根拠として、少人数学級にすることにより、先

生方が子供たち一人一人に目が行き届くように

なり、細やかに対応できるメリットが挙げられ

るとの説明がありました。 

  また委員から、学級の人数が多いことで競争

力が高まる場合もあるのではないか、35人学級

がまだ実現していない中で、30人学級を望むの

は無理があるのではないかといった意見や、さ

んさんプランは山形県が全国に先駆けて行った

事業であるから、もっと前面に出すべきではな

いかといった意見が出されました。 

  学校教育課から、例えば40人学級の場合、さ

んさんプランでは１学級は適応にならないため

そのまま40人学級となるが、30人以下学級が実

現されればこれが２学級になるため、メリット

は大きいといった説明がありました。 

  また、このメリットについて、日本の教育の

最も弱点と言われているコミュニケーション能

力、これが少人数学級になることによって自分

の意見を言わざるを得ない環境をつくることに

なり、これが言語力の育成につながるという説

明がありました。 

  ほかに質疑はなく、採決の結果、請願第３号

は賛成多数で採択すべきものと決しました。 

  次に、請願第４号「地方財政の充実・強化を

求める請願」については、請願の紹介議員及び

財政課の職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、請願の紹介議員より、請願の趣旨に

ついて、東日本大震災における被災自治体に対

する復興費について、その財源を国の責任にお

いて確保し、自治体の財政が悪化しないような

対策を講じてもらいたいとの説明がありました。 

  また、この震災対策費を確保しつつ、本年度

と同規模の2012年度の地方財政予算の安定確保

に向けた政策を国に求めていくものであるとの

説明でありました。 

  審査に入り、委員より、国の責任において復

興財源を確保するということは、日本全体の増

税につながるのではないか、増税してもいいよ
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と言っているように聞こえるとの質問があり、

紹介議員からは、確かに増税ととられる場合も

あるが、増税は国民生活を圧迫するものであり、

地方としては増税反対を訴えていくべきである

との答弁でありました。 

  なお、財政課より、今年度の国の補正予算１

号、２号により、地方交付税が増額になってい

ること、そして、３次補正案として、被災地の

復興費としての特別交付税が増額になる旨の説

明がありました。 

  また委員からは、国が地方財政を圧迫するよ

うな考えがないのであれば、この請願は意味が

ないのではないかとの意見もありました。 

  採決の結果、請願第４号は賛成少数で不採択

すべきものと決しました。 

  次に、請願第６号原子力発電からのすみやか

な撤退を求める意見書提出の請願については、

請願の紹介議員及び総合政策課の職員の出席を

求め審査を行いました。 

  初めに、請願の紹介議員より、請願の趣旨に

ついて、農業生産者や子供たちに不安を与える

ような原発は速やかに撤退し、自然エネルギー

への転換を図るべきとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、速やかに撤退という

のはどのくらいの期間をいうのかという質問が

あり、紹介議員からは、おおむね５年から10年

くらいであるとの説明がありました。 

  また委員から、５年から10年で撤退した場合、

代替エネルギーをどうするかということを考え

なければいけない。５年から10年で自然エネル

ギーへ転換することは難しいのではないかとい

った意見が出されました。 

  採決の結果、請願第６号は賛成者がなく、不

採択すべきものと決しました。 

  次に、請願第７号原子力・エネルギー政策を

転換し、自然エネルギー政策推進を求める請願

については、請願の紹介議員及び総合政策課の

職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、請願の紹介議員より、請願の趣旨に

ついて、原子力・エネルギー政策を抜本的に見

直し、自然エネルギーへの転換を図ること、段

階的に原発を縮小していくように国に要望すべ

きとの説明がありました。 

  審査に入る前に、先ほど報告いたしました請

願第６号につきましては、原発からの速やかな

撤退、この請願第７号につきましては、段階的

な原発の縮小という請願趣旨の違いを確認して

審査に臨んだところであります。 

  審査に入り、委員からエネルギー政策の転換

というのは、何年くらいの期間をもって自然エ

ネルギー転換を考えているのかという質問があ

り、紹介議員からは、特に期限はなく、自然エ

ネルギーへの全面的転換を目指して、今後原発

の割合を縮小して自然エネルギーへ変えていく

といった旨の説明がありました。 

  また委員から、今後気候変動政策等を進めて

いくのであれば、台風などの異常気象対策も視

野に入れておかなければならないといった意見

も出されました。 

  採決の結果、請願第７号は可否同数となった

ことから、委員長採決により採択すべきものと

決しました。 

  最後に、請願第８号免税軽油制度の継続を求

める請願については、請願の紹介議員及び税務

課の職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、請願の紹介議員より請願の趣旨につ

いて、農家経営が依然として厳しい状況にある

中、免税軽油制度がなくなっては農家経営がま

すます厳しくなるため、この請願を採択願いた

いとの説明がありました。 

  委員から、軽油引取税の国の動向についての

質問があり、税務課より、この税は軽油引取税

を平成24年３月31日までに暫定的に免税とする

旨を附則で規定した時限立法であって、このま

まの状態であれば、期限到来後は本来課税され

る額に戻る内容であるといった説明がありまし
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た。 

  ほかに質疑はなく、採択の結果、請願第８号

は全員異議なく採択すべきものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  初めに、議案第38号新庄市市税条例等の一部

を改正する条例の設定について質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） さきの本会議の場で、

ことしの春の未申告者が446人で、それに対し

て３万円の過料というのがあるわけですが、処

分はなしということをお聞きしたところでした。

全国的にもこの過料というのはあったのかどう

か。 

  また、３万円から10万円に引き上げる必要は

あったのか。その点についてはどう御審議なさ

れたのか、されなかったのか、お願いします。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 お答えいたします。

その件については、そういう議論はなされませ

んでした。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） もう１度議論をする必

要があると思うのですが、いかがでしょうか。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 委員会の、付託さ

れて委員会で議論した結果の発表でございます。

御理解をよろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号新庄市市税条例等の一部を改正す

る条例の設定については、委員長の報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第38号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

案第38号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、請願第３号30人以下学級実現、義務教

育費国庫負担制度拡充に係る意見書の採択要請

についての請願書について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第３号30人以下学級実現、義務教育費国
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庫負担制度拡充に係る意見書の採択要請につい

ての請願書については、委員長の報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第３号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

  次に、請願第４号「地方財政の充実・強化を

求める請願」について質疑ありませんか。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） ただいまの委員長報告

の中で、今年度は財源確保という形ですので、

この請願には意味がない、そのようにおっしゃ

りました。しかし、この請願書は、本年度がそ

のような形であっても、国の政策がころころ変

わるような状態であり、継続で出すことにも大

きな意味があると思います。 

  そして、地方財政が万が一圧縮された場合に

は、市民生活に多大なる影響があると思います。

そのことについては、委員会の中では審議され

たのでしょうか。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 その件に関しては、

要するに地方財政を充実すれば、最終的には国

民の負担になるのではないかというふうな考え

も委員の中から出ておりました。ということで

ございます。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） この請願は、地方財政

予算全体の安定確保ということが主でありまし

て、国の責任イコール増税という趣旨のもので

はありません。ですので、憲法25条で、健康で

文化的な生活を保障される、そういう観点から

見ましても、この地方財政の安定化というのは

重要な意味があると思います。 

  そのことについて、震災復興を優先するため

に地方を圧縮してはならない、そして、地方を

優遇してほしい、そういうふうに言っているの

ではないのです。増税とは切り離してお考えい

ただきたいと思っていますけれども、その件に

関してはどうでしょうか。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 それについては議

論は、ただいま申し上げた、報告に申し上げた

とおりの議論しかしておりません。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） 今回は否決ということ

でしたけれども、この請願書の重要性を委員長

を含めて委員会の方にも心にとめていただきた

いと思います。以上です。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 私もこの請願は非常に

重要な内容を持っていると思います。国からの

地方財政の充実・強化をやっていただけなけれ

ば、市で財政難になって、増税とかいろいろ市

民負担に持っていかなきゃならなくようなこと

もあるわけです。あと、市民への福祉サービス

とか、そういうのができなくなってしまうこと

にもなりますし、これは非常に重要な請願で、

これは否決してはならないと思います。 

  そこで、先ほど常任委員会の中で、地方財政

の充実が、これが国民への増税になるのではな

いかという認識があるようだという委員長の発

言がありましたが、それは国の財政に対する、

どういうふうに財源を取るかというか、税収の

あり方について、増税というのが今国民にばか

り向かっているような状況があるのを、そのま

まよしとしているような気がいたします。 

  国の税収のあり方をよく見れば、大金持ちの
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方に税が低かったり、また、もうけを上げてい

る大企業の法人税が減税、こういったところか

らもっと税金を取るということが、本当は税の

あり方として必要なんじゃないかなと思います。 

  そこも含めて、増税はそちらにやっていただ

くことにして、そういう認識に立てば、財源は

確保できる、国、地方財政の財源は確保できる

というような立場に立って、そこまで考えて議

論をしていただく必要があったと思うのですが、

そういう議論はなかったのか、お願いします。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 先ほど申し上げま

した増税につながるのではないかという意見と

ともに、その前に、それ以前に、効率のいい使

い方というものも考えていかなくてはいけない

のではないかという、そういう意見もございま

した。 

沼澤恵一議長 いいですか。ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

沼澤恵一議長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時３３分 休憩 

     午前１０時３３分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第４号「地方財政の充実・強化を求める

請願」について、委員長報告は不採択でありま

すが、請願第４号については原案のとおり採択

することに賛成諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立少数であります。よって、請

願第４号は不採択とすることに決しました。 

  次に、請願第６号原子力発電からのすみやか

な撤退を求める意見書提出の請願について質疑

ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） これは紹介議員として

も、私もその場で「すみやかな撤退」というの

は……。 

沼澤恵一議長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時３５分 休憩 

     午前１０時３５分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 「すみやかな撤退」と

いう中身について、先ほど委員長の方から紹介

議員が５年から10年というふうに言ったという

ことで、私自身その立場、それですが、どうも

自然エネルギーにということはよく言われるわ

けなのですが、原発に対して国が速やかに撤退

するというふうに決断をするということが、こ

れが肝心なような気がします。そうすることに

よって、国からの今まで原発を進めると思って

予算を組んできたものを切りかえることになっ

て、補助の出し方から違ってくるというか、自

然エネルギーなどに対して、そういう意味で、

そういうことと、もう一つは、原発のやはり危

険性だと思います。そういうこと、その危険性

についてどれほど話し合われたのか。本当に期

限を決めないで緩やかな形で、速やかな反対が
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緩やかな感じがしますが、緩やかな形で今後40

年も続くかもしれない、原発を続けさせていい

のか、そこの御認識はいかがだったのでしょう

か。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 原発に対しての議

論はいろいろなされました。それで、危険性に

ついても委員が認識していたと思います。その

中で議論が行われ、こういうふうな結果になり

ました。 

沼澤恵一議長 よろしいですか。ほかにありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

沼澤恵一議長 暫時休憩します。 

 

     午前１０時３７分 休憩 

     午前１０時３７分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第６号原子力発電からのすみやかな撤退

を求める意見書提出の請願について、委員長報

告は不採択でありますが、請願第６号について

は原案のとおり採択することに賛成諸君の起立

を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立少数であります。請願第６号

は不採択とすることに決しました。 

  次に、請願第７号原子力・エネルギー政策を

転換し、自然エネルギー政策推進を求める請願

について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第７号原子力・エネルギー政策を転換し、

自然エネルギー政策推進を求める請願について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第７号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

  続いて、請願第８号免税軽油制度の継続を求

める請願について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。今のところ討論の

通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  請願第８号免税軽油制度の継続を求める請願

は、委員長の報告のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第８号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第17議案第39号新庄市交通安

全条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら日程第19請願第５号環太平洋戦略的経済連携

協定（ＴＰＰ）参加反対を求める請願までの３

件を一括議題といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業厚生常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業厚生常任委員長 おはようございま

す。それでは、私の方から、産業厚生常任委員

会の審査の経過と結果について御報告申し上げ

ます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案２件、

請願１件の計３件であります。審査のため、10

月６日午前１0時より議員協議会室において委

員８名全員出席のもと、関係職員の出席を求め

審査を行いました。 

  初めに、議案第39号新庄市交通安全条例の一

部を改正する条例の制定についてですが、関係

課職員より説明を受けた後、審査を行いました。 

  環境課の説明では、第９次新庄市交通安全計

画の策定に当たって、本市交通安全対策会議条

例の組織等に関する規定について整備し、交通

安全対策会議に関する事項を交通安全条例の方

につけ加え、それに伴って交通安全対策会議条

例を廃止するもので、整備内容については交通

安全対策会議の設置について、国、県などの機

関別の委員数を見直すものが主であるとの説明

でありました。 

  審査に入り、委員から、第３条第２項の国、

県その他とあるが、内容はどう考えているかと

の質問があり、環境課より、機関によって何人

とはせずに総枠で規定するとの説明でありまし

た。 

  さらに委員から、委員は20名以内とあるが、

どういった人材を考えているかとの質問があり、

環境課より、国、県、警察など、機関の構成に

ついては大きな変更は考えていないが、最終的

に委嘱する機関や委員については決定には至っ

ていないとの説明でした。 

  その他質問ありましたが、採決の結果、議案

第39号は全員異議なく原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

  次に、議案第40号市道路線の認定及び廃止に

ついてですが、関係課職員より説明を受けた後、

審査を行いました。 

  都市整備課の説明では、認定については７路

線で、そのうち３路線は民間の宅地開発によっ

て整備され、このたび事業の完成に伴い市に帰

属されることから新たに認定するものであり、

ほかには、認定により道路網の整備を図るもの

が３路線、旧道として県より移管される路線が

１路線であること。廃止については４路線で、

そのうち３路線は新規認定に伴い廃止するもの

であり、残りの１路線は市道としての役割が終

了したものと判断されることから廃止するもの

であるとの説明でした。 

  審査に入り、委員から、民間宅地開発におけ

る除雪及び雪捨て場についての質問がありまし

たが、ほかに質疑はなく、採決の結果、議案第

40号は全員異議なく原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

  次に、請願第５号環太平洋戦略的経済連携協
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定（ＴＰＰ）参加反対を求める請願についてで

すが、紹介議員から説明を受けた後、審査を行

いました。 

  紹介議員の説明では、日本が参加すれば、ア

メリカやオーストラリアなどの農業大国からの

輸入も完全自由化されるのは避けられない。ま

た、震災や凶作の心配があるからこそ国民の食

料は国内で責任を持って生産ができるようにす

べきである。よって、環太平洋戦略的経済連携

協定（ＴＰＰ)の加盟は、日本の農林水産業を

破滅に導き、地球温暖化による地球規模の大干

ばつや災害がもたらす食料危機から日本を守れ

ないものであり、同協定への参加は認められな

いという説明でありました。 

  審査に入り、委員から、請願書の文書中に、

日本経団連は貿易自由化に乗りおくれるなと、

ＴＰＰ参加を強く求めていますとあるが、どう

いう意味なのかとの質問があり、紹介議員より、

農業を守る意味で発言したのではないと思うと

の説明がありました。また、農林課からは、農

業のことを心配して発言したものではなく、工

業生産を中心に発言したものだと理解している

との説明でありました。 

  その他、国会議員や日本経団連は農業が命の

産業であるということをわかっていない、これ

に我々が同調するなんていうことはとんでもな

いことだと思うという意見がありました。 

  採決の結果、請願第５号は全員異議なく採択

すべきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。 

沼澤恵一議長 ただいまの委員長報告に対し質疑

に入ります。 

  初めに、議案第39号新庄市交通安全条例の一

部を改正する条例の制定について質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号新庄市交通安全条例の一部を改正

する条例の制定については、委員長報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第39号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第40号市道路線の認定及び廃止に

ついて質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号市道路線の認定及び廃止について

は、委員長報告のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。議案第40

号は委員長報告のとおり可決されました。 
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  次に、請願第５号環太平洋戦略的経済連携協

定（ＴＰＰ）参加反対を求める請願について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  請願第５号環太平洋戦略的経済連携協定（Ｔ

ＰＰ）参加反対を求める請願は、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第５号は委員長報告のとおり採択されまし

た。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２０議案第５１号平成２３

年度新庄市一般会計補正予算（第

５号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第20議案第51号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第５号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私の方から３点ほどお

聞かせいただきたいと思います。 

  まず、18ページの民生費について。３款の民

生費、説明欄の認可外保育施設乳幼児育成支援

事業補助金866万4,000円、そして、その下の認

可外保育施設多子保育料軽減事業補助金、三角

の108万円ですか、これは関連あるかなと思っ

ての質問なのですけれども、福祉事務所長、ま

ず、認可外保育施設の乳幼児の育成支援事業、

この件に関して、これは新たに新庄市で助成事

業、補助金事業を始めるものかなと思うのです

が、その辺から、これは市の持ち出しがこれだ

と思うのですが、県の方からはどういうふうな

状況であるのか。 

  そしてまた、これに伴って、この三角印の軽

減事業補助金がカットされる運びになるのか、

どういう対応の認可外保育所に入園されている

お子さんにどういう対応になるのか、その辺も

お聞かせいただきたいと思います。 

  それから、19ページ、３款４項災害救助費、

これの民生費の中での、この説明欄の災害被災

者対応費、これは今回の津波におかれまして被

災を受けた方々に対しての事業費だと思うので

すが、これは４月から対応申し上げて、今その

状況、市における状況はどういうふうな状況で

今しておられるのか。まずはそれらに対して市

では災害支援室、総合政策課の中にも置かれて

いるわけなのですが、その辺の状況をお聞かせ

いただきたいと思います。 

  それから、21ページの農林水産業費の１項農

業費、三角印、説明欄の農業委員会費の職員給

与費、三角印の955万7,000円、この件につきま

して説明をいただきたいと思います。 
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  続いて、その下の農水費の１項の２目の農業

総務費の職員給与費、これも三角印の1,315万

6,000円、これらについても御説明をいただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 補正予算書の認可外保育

施設乳幼児育成支援事業補助金866万4,000円の

増でございますが、これにつきましては、内容

が二つの要素ございます。 

  まず一つは、多子世帯保育料軽減事業という

中身になっております。これは県の事業として

今年度新設されたものでございます。ことしに

なってから県から説明があったものですから、

このたびの補正として計上させていただいたも

のでございます。 

  これは市町村が認可外保育所の保育料を軽減

することによって、その２分の１を県が負担す

るという新たな制度でございます。これまでも

市の方では単独で行っていたわけでございます。

それが下の方に三角になっています、三角108

万円、これが今まで新庄市が単独でやっていた

ものでございます。 

  これまでやっていた軽減事業といいますのが、

同じ認可保育所に複数の子供さんを入れた場合

に、その第２子以降なのですけれども、その１

人につき月額3,000円を市の方で認可外保育所

に補助しておりました。認可外保育所では、

3,000円以上の額を保護者から軽減すると、こ

ういった制度で今までやってきたところでござ

います。 

  このたび県の方で新たにそのつくった制度と

いいますのが、今度は認可外保育所に第２子以

降が入った場合に適用しますよということにな

りました。ですから、例えば第１子が認可保育

所にいて、第２子のみが認可外に入ったといっ

た場合でも適用になると。あるいは第１子が幼

稚園に入っていて第２子が認可外に入っても適

用になるというようなことで、適用される人が

ふえました。 

  それからさらに、これまでは市の方で単独で

3,000円ということで補助しておったのですが、

今度は第２子、上限が１万2,000円、第３子の

場合には２万4,000円というふうに上限が大幅

に上がった制度でございます。非常にこれは、

これまでも市の方で3,000円補助していたので

すが、認可外保育施設によっては、自分のとこ

ろの収入を削ってさらに5,000円とか１万円と

かというふうに上積みして軽減していた施設も

ございます。 

  そこで、このたび県の方でこういった制度を

つくったものですから、これに乗っかることに

よって、保護者自体が負担軽減になりますし、

認可外保育所にとっても大変いいということで、

補正予算でしたけれども、新庄も取りかかろう

と思ったところでございます。 

  試算しましたところ、第２子ということで49

人の人がいるだろうと。それから、第３子が１

人がいるというふうに見込まれましたので、そ

の所要額としまして734万4,000円、これを見込

んだところでございます。その２分の１の367

万2,000円が県補助金として入ってくる見込み

でございます。 

  それから、もう一つの要素といたしまして、

こういった認可外保育所に対する基本補助のと

きの算定のとらえ方なのですが、これまでです

と、認可外保育所のその補助基本額というのは、

毎月預かっているゼロ歳児の数、これによって

補助額が決まっておりました。昨年度までは新

庄市民の子供の数だけをカウントして補助金を

決定しておりました。これに対しまして認可外

保育所からは、町村の子供も預かっているので、

その分についてもカウントしてくれないかとい

うような要望が出されておりました。しかし、

新庄の場合ですと、やはり新庄市民の子以外に
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も市の税金を使うことはだめだろうということ

で、新庄市民の子しかカウントしてこなかった

経過がございました。 

  ところが、昨年ですけれども、県の補助要綱

が変わってまいりまして、これまではゼロ歳児

の子供が１人でもいれば月額何ぼという額だっ

たのですが、今度は預かる人数に応じて額がふ

えてまいりました。これまでは１人でも９万

5,000円という数字だったのですが、１人から

３人までが９万5,000円で、３人から７人まで

はその倍とか、７人以上になるとさらにまた３

倍になるというようなことで、県の方で段階的

にその補助額を上乗せしてくれるように制度が

変わりました。そのこと等ありましたので、こ

れは最上郡内町村の担当者及び最上総合支庁と

協議しながら、何とか町村の子も含めた数字で

多く補助金をもらいたいということを協議しま

した。その結果、それもいいですよとなりまし

て、当然町村の場合は、それなりに本来ならば

町村で負担すべき額については、新庄市に負担

金として出すという話になりまして、結果的に

は認可外保育所も多くの補助金をもらうことに

なりますが、その財源は県補助金と町村の負担

金、これでもって賄えるというような話がつき

ました。 

  そういうことから、今後、子供の数、多少変

動がありますので、その辺も今後加味して、

132万円を補助金として上積み計上したところ

でございます。この分についても県補助金ふえ

ますけれども、町村からの負担金につきまして

は、毎月子供の数は変動しますので、年度末に

精算したときに負担してもらうということで、

町村分については、今回の予算には計上してお

りません。 

  そういった二つの要素から、合計して866万

4,000円という補正をさせていただいたところ

でございます。先ほど申しましたように、従来

単独で持っていた補助金は、よりよい補助制度

に切りかえるということで、従来やっていた単

独の分の108万円を削除したと、こういった補

正の内容になっております。以上でございます。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 それでは、３款民生費の災害

救助費のうちの災害被災者対応費について御説

明申し上げます。 

  ３月11日、東日本大震災以来、いろいろ市で

も支援活動を行ってまいりました。23年度予算

につきましては、23年４月１日付でこの災害被

災者対応費として１億円専決処分をさせていた

だいたものでございます。 

  今回の補正につきましては、歳出額はゼロな

のですが、歳出予算を組み替えるという補正の

内容になってございます。その１億円のうち、

９月末でおおよそ約1,500万円支出負担をして

おります。そのうち一般質問の中でも御答弁い

たしましたが、国の方の法律で災害救助法とい

う法律がありまして、被災した団体に支援を行

った団体については求償できるという制度があ

るわけですが、すべてが求償できるわけではな

いのですけれども、約730万円ほど県の方にと

りあえず第１次分として求償を行っているとこ

ろであります。その交付決定等についてはまだ

来ていないという状況です。 

  ３月11日以来、いろんな新庄市でも支援を行

ってまいりました。災害発生当初、昨年、22年

度になりますが、隣の大崎市への職員の派遣と

か炊き出し等を行っているとか、あと、当然な

がら市民の皆さんからは救援物資をたくさんい

ただいて、ストックヤードをつくりながら被災

された方に届けたり、あと、避難された方に提

供したりというふうな活動も行ってまいりまし

た。 

  現在、10月６日現在でありますが、新庄市に

避難されている方につきましては、30世帯、77

名の方が現在新庄市の方に避難をされておりま
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す。うち福島県62名、宮城県15名というふうな

内訳になっております。定住促進住宅なんかも

提供したり、そのほか、県の方でも民間のアパ

ートの家賃分を助成するという措置もあります

ので、民間のアパート、あるいは親戚縁者等に

も避難をされているという状況にあります。 

  つい最近の動きといたしましては、10月の１

日、２日でしたが、仙台の若林区の方から六郷

の子供会の方から支援という意味で招待をしま

して、ちょうど山屋のセミナーハウスのオープ

ンとちょうど一緒になってあそこを活用しなが

ら、被災者の支援のための、元気づけるための

支援活動なんかも行っています。 

  これからになるわけですが、現在、富士通ゼ

ネラルの倉庫をお借りして、いただいた救援物

資のストックヤードとして使っているわけです

が、冬物もたくさんいただいておりましたので、

その冬物についての提供を来週の22日土曜日、

仙台の若林区の方に出向きまして、被災者の方

に提供させていただきたいというようなことも

考えております。そのようなことで、いろいろ

支援活動を行ってきたというふうな状況であり

ます。 

沼沢充広農業委員会事務局長 議長、沼沢充広。 

沼澤恵一議長 農業委員会事務局長沼沢充広君。 

沼沢充広農業委員会事務局長 21ページの６款農

林水産業費１項農業委員会費の職員給与費の三

角955万7,000円でありますが、事務局人員体制

が今年度、５人から４人と１人減となったこと

によりまして、職員給与費を減額補正するもの

であります。以上です。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 農林水産業費の農業総務費

の職員給与費減額の1,315万6,000円につきまし

ては、これもやり方、農業委員会と同じで、ほ

かの款項目にもありますが、職員の減、それか

ら年齢構成の若返りといいますか、年齢構成が

全体少し下がりましたので、それの合計額とし

てボーナスも含めたトータル額として1,300万

円ほど減ってしまうということでの補正でござ

います。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 内容はわかりましたの

ですが、農業委員会費の人件費の削減、これは

職員の減、この辺の農業委員会からもお聞きし

たところで、これまで職員を増にお願いしてい

る状況であったと。そういう状況の中で１人削

減。じゃその削減の内容、農業委員会の事業費、

いろんなそういうようなものがどういうふうに

推移して事業量が減ってきたのか。私から見る

と、この間、農業委員会の方にも議会の方から

出させてもらっているのですが、農業委員会に

するとふえているような気がするというか、ふ

えている、その辺のとらえ方はどうなったのか、

その辺ちょっとお聞かせいただきたい。それも

含めて削減されたのか、どういう形で削減され

たのか。新庄市全体の職員削減の状況の中で削

減せざるを得なかったのか、その辺もう少しわ

かれば。 

  それから、農林課の方のはそういうふうな意

向の形での、農林課だって事業量が減っている

とは思わないのですが、ましてや今、農振計画

で半端じゃない事業が今起きているわけですか

ら、農振の見直しですね。そういうふうなこと

も考えると、何かこの人件費を今、事業量はふ

えている中でそういうふうな状況があるという

ことはどうも理解しがたい。その辺をもう少し

説明願いたいと思います。 

  災害救助費の今総務課長から説明があったの

ですが、緊急支援室、総合政策課に置いている

んですよね。あれは総務課、あそこ。総合政策

課の方にちゃんと構えていたんだからさ。あそ

こまで総務課なのか。まあどっちでもいいのだ

けれども、緊急の場合の支援室なのです。災害。
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そういう場合は、いろんなＮＰＯやボランティ

アでいろんな人たちも来るわけです。いろんな

状況、ああいう支援室、緊急の場合は別個にや

はり対策室を設けてやった方が市民のいろんな

ボランティアとかなんとか来やすいかなと思う

のです。その辺の考えがなかったのか。あの方

がずっとやりやすくていいのかはわからないけ

れども、その辺の、仕事をやっている人たちは

いいかもしれないけれども、あそこに来ていろ

んな支援、市民の方とか、いろんな救助ボラン

ティアとか、そういうような人が話ししやすい

場所をもう少し独自に設けた方が何かいいよう

な感じがするのです。 

  そしてまた、あそこに今、職員のＯＢが嘱託、

臨時で一生懸命頑張っている状況は私も把握し

ているのですが、やはり職員が、退職したＯＢ

が、あそこでやはり仕事、活動をあそこで動く

状況を見ると、私だけだかどうか、どうもやは

り何かちょっと不自然というか、もう少しやは

り対策室を別個にとって対応するという体制を

つくってもらった方がいいような感じがするが、

その辺のお考えをお聞かせいただきたい。 

  あと、福祉事務所長、内容はわかりました。

この認可外保育所に非常にこういうふうな助成

事業が施されると認可外保育所の対応というの

は、本当にお話も、認可外の運営をしている

方々のお話を聞かされるのですが、大変な状況

の中でやっている、こういうふうなものを取り

入れてやると、大変認可外保育所にこれは運営

が助かる状況がつくられてきたなと思うのです

が、これはあれですか、町村からの入所者もい

ると聞いているのですが、その辺の対応を。 

  あと、先ほどちょっと触れたのだけれども、

認可外保育所の各運営をやっている方々が、そ

の第２子、第３子に対しての認可外保育所の独

自で入園費を対応していると。独自でいろんな

第２子、第３子に対してやってきて、入園費用

を軽減したりしてやってきているという状況も

聞いているのですが、そういう状況はきちっと

やはり市の方でも把握されていると、そういう

状況があるかと思うのですが、その辺はどうな

のでしょうかね。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 農業委員会費並びに農業総務

費の職員給与、今回の補正に伴う職員給与の減

につきまして、人事配置なんかも絡めて御質問

いただきました。今年、平成23年４月１日現在

で310名の職員が在籍しております。昨年度、

平成22年４月１日では320名でした。10名減に

なっているということでございます。これは新

庄市の財政再建プラン等に基づきながら、より

効率的な行政運営を行うために、義務的経費で

あります人件費を総枠の中でいろいろ削減をし

てきているという状況であります。 

  そういう中で10名減ということで、当然なが

ら、その10名減をどこかで10名を減らさなきゃ

いけないという状況にあるわけです。当然なが

ら、毎年４月１日に行っています人事異動、業

務を把握しながら適正な人員配置を行っている

ところであります。減るところもあれば、例え

ばふえるところもあるという状況にあります。

どうしても人員的に足りなければ臨時職員等で

対応をさせていただいているという状況にもご

ざいます。そういうことで、片方は減っている

のですが、片方はふえているところもあるとい

うことも、ぜひ御理解いただきたいと思います。 

  それから、被災者支援室、これは総務課の組

織になっております。ただ、被災者支援室、現

在３名おりますが、県が発令を行っています。

総合政策課と県の発令を行っているということ

で、執務場所につきましては、ちょうどあそこ

の場所というふうな形になっているということ

です。ただ、災害が起きた当初につきましては、

清水議員がおっしゃるとおり、いろんな被災者

の方が来られました。ということから、案内標
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示なんかに、当時は４月ぐらいまではきちんと

１階の玄関から含めて、被災者支援室は２階で

すよという標示をしておりました。幸いなこと

にこのごろ落ち着いてきましたので、その標示

はもう外しておりますが、ただ、今年度中まで

は被災者支援室という看板は掲げておきたいと

いうふうな考えではおります。 

  あと、嘱託職員のことについてでありますが、

極めて非常に能力の高い嘱託職員をお願いして

いるということで、ぜひ御理解をいただきたい

と思います。 

  私からは以上でございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 本人の名誉のためにもですが、市

の職員のＯＢは働いているのはいかがなものか

というようなことがございましたが、当時、３

月11日、人事異動あるいは新年度を迎えるとい

う大混乱期でもありました。行政といたしまし

ては。その中で、改めて被災者支援室を開設す

る場合に、市の行政を全力で進めなければいけ

ないというときに、横断的な立場でその影響力

を持つ方を改めてお願いしたということであり

ます。普通の人事異動、あるいは普通の組織体

系も進めなければならない。しかし、あの当時

の状況においては、総務課長であった本人が一

番の横断的に対応できるという立場、そういう

意味で的確な人物であるということでお願いし

たことを御理解していただきたいというふうに

思っています。 

  また、本人からある程度のめどがついたので

辞職の願いも出ております。しかし、被災者と

の信頼関係というのもございまして、今までや

ってきたクロマツ復興プロジェクト、今回すず

め踊りであるとか、あるいは井上康生さんが来

るというようなことで、被災者支援室とのパイ

プも非常に強くなっているというのが、これま

での半年間の被災者と地域との信頼関係に基づ

く成果だというふうに思っています。本人から

はそういうふうな申し出も出ておりますが、最

後、もう一つ、これまでの記録として一番の最

前線の被災者支援室でした。そのことも含めて

お願いしているところでありますので、何とぞ

御理解賜りたいと思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 保育料の関係でお答えい

たしたいと思います。 

  町村の子供さんをカウントするといった補助

金につきましては、これは施設に行く補助金で

ございます。保護者に直接影響するような補助

金ではなくて、認可外保育所を応援する意味で

の補助金になります。 

  それで、新たに県がつくった制度につきまし

ては、保護者支援となるような保育料軽減策で

ございますが、これにつきましては、町村の子

供までは新庄市としては援助する考えはござい

ません。あくまでも新庄市民の子で認可外保育

所に預かっている第２子、第３子に対する支援

というふうに考えております。これまでの実態

としまして、市単独でやっていた事業につきま

して、各認可外保育所から実績報告をもらって

おります。その中にはちゃんとした徴収金袋で

すか、この写しもいただきながら、実際に幾ら

もらっているのだというところまで確認して補

助金を出しております。市から１カ月当たり

3,000円なのですけれども、その同じ額の3,000

円だけで経営している事業所もあれば、最高２

万円ぐらいまで事業所の方で身銭を切って経営

していたというところもございます。そういっ

た事実は把握しております。 

  なお、町村につきましては、今回の県の支援

策につきましては、最上郡内町村でもどこもや

らないというふうに言っております。というの

は、それぞれの市町村の認可外保育所がまだま

だあきがあると。待機者が全然いないという状
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況なものですから、あえて新庄の認可外に預け

る人に補助金までやる金はないというようなこ

とで、これは最上郡内は新庄市だけやる予定で

ございます。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） わかりましたが、この

認可外保育所のこの補助金事業に対しては、他

市もそれなりに動いているところもあると聞い

ておりますが、ひとつそういう方向で、市が各

認可外事業に対して目を向けていただければ、

これからも認可外を運営している方々も非常に

力になるかと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  市長からの答弁をもらったこの災害、これは

本当に今ＯＢの方云々じゃないですよ。本当に

一生懸命やっていることは私も何回かあそこの

支援室に行ってお話したこともありますし、や

はり動きやすい場所というのはあるんですよ。

活動しやすい場所というか。人云々じゃない、

おれが言っているのは。やはりそういう状況、

仕事に携わっている人が動きやすい、ましてや

ＯＢの方もそうやって一生懸命動いている。ま

た一方では、ボランティアとかいろんな人が。

そういうふうな、今の総務課長の話では、ちゃ

んと案内、指示をちゃんとしているから、２階

に今定着しているからと、それはもうかなりな

りますからと思いますが、やはりそういうふう

な対策室はできれば、出入りすぐ、入ってきて

すぐ目のつくところで、こういうふうにやって

いますよという、やはり新庄市でこうやって受

け入れ態勢をやっているから、こういうような

支援対策室を設けてやっていますよというよう

な、一目瞭然わかるような状況を１階の、でき

れば１階あたりで対策室を設けてもらえればよ

かったかなという感じでおります。今さらどう

のこうのということじゃないのですが。 

  あと、農業委員会の職員の削減、全体的に削

減している状況もあるしというようなこともわ

からないわけじゃないのです。しかしながら、

今、先ほど申しましたが、農業委員会に新たな

事業も始まっているんですよ。この遊休農地の

調査とか。いろんな事業が前より事業量が間違

いなくふえている。こういう状況があって、農

業委員会からも総務課の方にも職員の増をお願

いしているということもあるわけですから、で

たらめに職員の増を要請しているわけではない

んですよ。その辺もう少しやはり今の農業情勢

を踏まえて、できれば対応してもらえればあり

がたかったかなと思います。総務課長の答弁は

要りませんが、そういうふうな状況で農業委員

会でも話をしたところでありまして、ぜひでき

れば、来年の話をしたってしょうがないのです

が、今後そういうふうな事業量とか、そういう

ようないろんなものを精査してやってもらえれ

ばありがたいと思います。よろしくひとつお願

いします。終わります。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 11ページの20の５で、

小中学校児童生徒送迎用バス購入費負担金572

万9,000円は、どこから入ったものなのかとい

うことでお願いします。 

  それから、21ページ、６の３で、学校給食に

おける地産地消促進の補助が、これはそのまま、

県の補助金そのままですが、341万1,000円の内

容はどういうものかということをお願いします。 

  それから、24ページの８の２で、道路維持修

繕料657万円がありますが、この内容はどのよ

うなものでしょうか。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 歳入の方の雑
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入の部分、11ページ、小中学校児童生徒送迎用

バス購入費負担金の負担の先でございますけれ

ども、新庄市の方では小中学校の児童生徒の通

学手段、これにつきまして確保対策協議会を設

置しております。この協議会につきましては、

スクールバスだけでなく、さまざまな通学手段

の確保を行っているわけでございますけれども、

こちらの方の協議会からのいわゆるスクールバ

ス導入のための負担金として歳入してございま

す。以上でございます。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 学校給食の地産地消促進事

業でございますが、これも決算の中でも少しお

話しした部分がございますけれども、各学校、

小中学校において、ある特定な野菜等々、農産

物を学校で採用して給食に使った場合に、県の

方から補助金を出すというふうな形でございま

す。年度当初、ちょっと事業名が変わって出る

か出ないか、減額が相当なるよという話があっ

たので、実際には当初予算で少し抑えた形で計

上しておりましたが、経過措置というふうなこ

とで全体の平成22年度の実績の90％を助成する

というふうな形になってございましたので、当

初予算と今回の補正予算、最終的に見込まれる

補助額の差額を今回340万円ほど計上させてい

ただきました。 

  内容としては、小学校が１食当たり15円、合

計で９万8,300食に見込みました。それから、

中学校におきましては、１食当たり20円で、４

万1,600食ほどというふうなことの計算をしま

すと、300万円ほど当初予算から見ると足りな

くなりますので、県から入ったお金を支出する

というふうな補正内容でございます。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 道路維持費の修繕料657

万円の内訳ですけれども、鳥越本宮線の側溝の

修繕、これは120万円、それから、本合海・宮

野線の道路修繕、これは路面の標示修繕ですけ

れども、これは50万円、それから、八幡南新庄

駅人道ボックスの防護柵の修繕、これは68万円、

それから、緊急修繕というふうなことで、区長

と市長の方がまちづくり会議等で出ました案件、

それが330万円、それから、市道宮野・越中屋

野線、これは６月の梅雨前線の豪雨によるもの

で、そのほか市道１件ということで、２本で89

万円というふうな内容になっております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最初の通学手段確保対

策協議会からの負担ということですが、この通

学手段確保対策協議会のお金というのは、どう

いうお金から出てきたものなのでしょうか。 

  それから次に、学校給食の地産地消の補助は

去年並みにしようとしているということがわか

りました。前にも何回も言っていますが、新庄

で一番とれているのは米であります。ですから、

新庄市独自でも米の給食への利用の拡大を米粉

だけではなくて、米粉というのは非常に使い道

が狭いような気がしますので、主食として御飯

ということでもう１食ふやすというような考え

はないか、お願いします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 この購入費負

担金でございますけれども、通学手段確保対策

協議会、これにつきましては、平成10年にスク

ールバスを最初に導入したわけですけれども、

それからだんだんスクールバスはふえてまいり

ました。運行に当たっては、スクールバスだけ

でなくて、いわゆる市営バスの活用ですとか、

さらに民間への通学手段確保の手段としての民

間への委託等々やっております。各地区から原
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則として一月1,250円でありますけれども、こ

れを10カ月分ということで、年間１万2,500円

負担金をいただいています。この負担金でもっ

て全体のいわゆるスクールバス、市営バスの運

行による通学手段の確保、民間の委託も含めま

して、協議会として全体の通学手段の確保を図

っているというところでございます。 

  これまでいわゆる負担金をいただいています

が、歳出の方の運行経費、これについてそれぞ

れ年度ごとの決算の中で負担金の余剰金が出て

まいります。この余剰金につきましては、いわ

ゆる将来的にスクールバス等の更新等もあれば、

その備えといいますか、その辺のところも含め

て積み立てしておったという内容でございます。

この額が10年以上たちますので、572万9,000円

ですか、の額となっております。 

  今回、歳出の方ではスクールバスの導入経費

３台分でございますけれども、そのうち２台分

が更新というようなことでございまして、その

更新のためにこの負担金を充当したいというよ

うなことで、協議会の方から負担していただき

たいという内容でございます。以上でございま

す。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 学校給食で米飯回数をも

っとふやして、米の消費拡大を図ったらいかが

かというふうな御意見でございますが、前回に

もお話ししましたように、週５回の給食のうち

４回は米飯を提供しております。１回、木曜日

については米飯以外のめんとかパンとかという

のを提供させていただいております。 

  食については、食育の部分で食を楽しむとい

うようなこともございますし、食のバラエティ

ーというような部分も、子供たちは大変期待し

ているところでございます。そういう点で、米

飯以外にも週１回ぐらいはスパゲティーとかカ

レーうどんとか、カレーパンとかというのを提

供して、子供たちが楽しい、あるいは楽しみに

するような給食にしたいというふうに考えて実

行しているところです。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 最初のバスの購入の確

保対策協議会からのお金ということで、保護者

の皆さんからいただいてきたお金で運行してき

て、余ってきたお金をためて、そしてスクール

バス購入に充てさせてもらいたいということで

ございました。これについて監査委員は市に返

せと言ったことはありますか。市民からそれを

見たときに、監査委員がこのお金は市に返すべ

きだと言ったというふうに聞いたのですが、そ

ういうことがあったか。結果としてはこれでも

よかったのかなと思いますが、なるだけ保護者

の負担を抑えたり、今後も保護者負担を抑える

ようにしていただきたい。できればなしで。ス

クールバスやバス通学だからお金かかるという

ことがないように、歩いている子供たちは、学

校の近くにいる人たちはお金は、交通費は要ら

ないわけなのですが、遠くになったからといっ

て、本当は近くに学校があれば歩いて行かれた

わけで、これがバス代がかかって、また親の負

担がふえている状況にあるということを考えま

すと、今後はないようにしてもらいたい。市で

応援していただきたいと思うわけですが、そう

いったことも含めてもう１度お願いします。 

  それから、今学校教育課長さんの方から、バ

ラエティーということ、楽しみということもわ

かります。でも、全国的にはそれも含めて地元

の農産物をできるだけ子供たちに食べさせたい

ということで、米のとれるところでは５回米飯

にしているというところもあります。そういっ

たことが必要なような気がします。たまにはい

いです。たまには。でも基本的には、地元でと

れている米ですし、それを子供たちにおいしく

さまざま工夫して楽しみの御飯にして、ふやし
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ていただきたいなと思うのですが、そういった

検討はないかお願いします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 いわゆる利用

者の負担金でございますけれども、この部分に

つきましては、先ほど申し上げましたように、

市全体のいわゆる通学手段の確保対策というよ

うな意味合いで、この協議会を設置しておりま

す。そんな中で、さまざまな確保の手法がござ

いますので、その経費に対するいわゆる負担金

の額、これもばらばらでありました。確かに昭

和地区でございますと、民間の方の手段を活用

してというようなことで、１人当たり月5,000

円というふうなこともございました。そんなこ

ともございまして、協議会の中では、やはり各

地区から代表の方が出てきてお話ししていただ

いております。そういう状況を協議会の中で話

し合っていただいて、一昨年ですけれども、そ

の部分についてはぐっと下げまして、最高でも

2,300円程度に今軽減を図っております。 

  今後とも、こういう経済情勢でございますの

で、かなりその通学手段の経費については苦し

い状況であります。今後ともその辺の軽減対策

は図っていきたいというふうに考えております。

以上でございます。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 米飯回数をふやすことを

検討したことはないのかというふうな御質問か

というふうに思いますけれども、まず新庄市で

は、新庄産の一等米を子供たちに提供しており

ます。そういう点では、子供たちが地元の米を

食べているという現状がまずあるということを

ひとつ理解いただきたいと思います。 

  それから、子供たちにとってはやはり米飯が

４回というところ、さらにめんとかパンをふや

してほしいというような要望も必要なのではな

いかなというふうに思っています。そういう点

では、週１回というところが適度なバランスで

はないかなというように思っています。以上で

す。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 今答弁申し上

げました内容の中で、一昨年と申し上げました

けれども、昨年度からということで訂正お願い

したいと思います。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） １点お聞きしたいと思

います。27ページの土木費の１、総合対策費、

沖の町中山地区流雪溝事業が減額になって、今

回撤退というようなことなのだけれども、これ

は、この道路はやはり非常に幹線で、冬になる

と苦情の出る道路なんですね。ずっとずっと私

も通っていますけれども、ここよかったなと思

ったのだけれども、これから新庄市は雪対策に

力を入れているわけですけれども、今回は中止

になるわけですけれども、今後見通し、この線

はどういうふうなお考えで今後整備なさるのか。

また、これがほかの地区の流雪溝の対策におく

れを、新庄市の全体的なおくれを生じないのか、

あるのか、一つこの辺お聞きしたいと思います。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 23年度の社会資本整備総

合交付金ですけれども、当初予定していた額の

48％というふうなことで、かなりの事業に影響

を及ぼしております。これにつきましては、当

初2,800万円で500メーターというようなことで
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したけれども、交付金が来ないというようなこ

とで、100メーターというふうなことで今回お

願いするところであります。去年の67％という

ふうなことで、毎年下がってきておる傾向にあ

ります。それで、道路関係の同盟会等でも一応

交付金の予算の確保というようなことで大会決

議をし、国交省、財務省等に要望をしておりま

すけれども、こういう傾向は今後も続くのかな

というふうなことで思っております。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 国からの交付金が来な

いとなかなかできないと、それはわかります。

わかりますけれども、ここは市民にとっても重

要な道路なんですね。やはりだれが考えてみて

も。だからやはりその交付金が来ないからとい

うことも財政上わかるのですけれども、政策的

にその交付金ではなくて、自前のお金でもやは

り新庄市の雪対策、総合対策の中でやるという

ようなお考えでやらないと、なかなか市民の満

足度といいますか、その辺困るのですけれども、

だから、今後私は交付金が来ないのわかるけれ

ども、上であえて当初500メーターをいかにす

るかという論点が私は大事だと思うのですけれ

ども、その辺のお考えを私はお聞きしたかった

のです。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 今年度から総合交付金と

いうふうなことで、その一括交付金の中で自治

体が組み替えをしていいというふうなことにな

りました。それで、一応事業の見直し等を行い、

優先度の高いものに回してやるというような考

えで予算書にもありますけれども、泉田二枚橋

線の防雪柵は来年度に持ち越しというふうなこ

と、それから、現在やっておりますけれども、

県立病院の市道３号線、あれに重点的に財源を

充ててやるというふうなことで、沖の町中山町

の流雪溝についても、一応補助金の中で事業費

を圧縮したというふうなことで、単独でやると

いうふうなことは今は考えておりません。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 全体的に県立病院のと

ころもあるし、あと二枚橋の防護柵もなかなか

進まないと。そして、だからそのあおりを食っ

てこの道路も縮小せざるを得ないというような

ことで、単独ではやる計画はありませんと言い

ますけれども、じゃこれは単独で市のお金を入

れなければ進まない部分、もうわかりきって、

国からのお金が来ないからできないわけですの

で、これは市民に対してできないというような、

単独でできないと今課長のお言葉ですけれども、

唯一、なら、お金が来ないから全然できないと

いうようなお考えに私はとるのだけれども、そ

れではうまくないんじゃないですか。やはりバ

ランスがとれた、やはりあそこは大事な道路で

すので、やはり政策的にはもう少し内部で検討

するとか、今後のいろいろ政策を考えていく手

順を示していただかないと私は納得できません

けれども、いかがでしょうか。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 国交省の社会資本整備総合交付

金というのは、先ほど課長から答弁いたしまし

たように、ソフト、ハード、例えば除雪費にも

充てられるというふうな、非常に幅の広い交付

金でございまして、その辺も毎年のこの状況に

よって変わってくることがございますけれども、

懸案の県立病院わきの市道３号線等もそう時間

のかかる工事ではございませんので、来年前半

ぐらいで終わらせること、もしあれでしたらこ

とし、万が一残るとしても来年前半ぐらいで行

いますので、それら必要な箇所の緊急度等を見

きわめながら、やはり重点的にその交付金の配

分を精査、検討させていただきたいというふう
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に思います。よろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５７分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） それでは私の方から、

初日に説明いただいたのですけれども、私聞き

逃したところがあるので、よろしくお願いした

いと思います。 

  ９ページの歳入の方で、教育費の国庫補助金

のこれは僻地児童・生徒の援助補助金でござい

ますけれども、たしかこれはバス購入というこ

とをお聞きしたように思いますが、これについ

てお願いしたいと思います。 

  そして、歳出の27ページの教育費の中の通学

手段の確保対策事業費の1,900万円、これはバ

ス購入に充てると聞いておりますが、これは何

台分ですか。それから、国から来ているものの、

これは何台分でこの400万円になっているのか、

その辺ちょっとお願いしたいと思います。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 それでは、９

ページの国庫支出金の補助金でございますが、

僻地児童・生徒援助費等補助金ということで

416万円提案させていただいています。これに

つきましては、今森議員からございましたよう

に、歳出の方の27ページのスクールバスの購入

に充てる補助金でございます。補助金額が416

万円でございますが、全部で３台分でございま

す。 

  補助基準額としましては、バス本体の購入費

に当たる補助金として、歳出、購入費500万円

を上限として２分の１、250万円がカウントさ

れるわけですけれども、３台分ということから

見ますと、非常に少ない額になってございます。 

  ３台購入の内訳としましては、前波と福宮地

区、前に分校があったところでございますけれ

ども、そちらの方の新規のスクールバス導入１

台分につきましては、500万円の２分の１の250

万円が国庫補助金として入ってございます。残

りの166万円ですが、これにつきましては、こ

れまで運行しております柏木山地区と泉ヶ丘地

区、こちらのスクールバスの走行距離が10万キ

ロ以上、柏木山地区については20万キロ近くに

なっていますので、これを先ほどございました

いわゆるスクールバスの購入負担金、こちらの

方も活用させていただきながら２台更新したい

という内容でございます。この分の補助金とし

ましては、83万円掛ける２台分ということで、

166万円になります。 

  なお、このように少なくなったというふうな

ことにつきましては、やはり東日本大震災の関

係で、公共事業の補助金の圧縮というふうなこ

とが影響あるんじゃないかなととらえています。

ちなみに250万円の補助金の額からすると３分

の１になっているということでございます。 

  歳出の方につきましては、今説明申し上げま

したようなことで、３台の購入経費、それぞれ

登録代行手数料等々の手数料、それから自賠責

保険料、それから自動車購入費として本体価格

分を含めた1,953万円、１台651万円でございま

す。この３台分。それから、自動車重量税につ

きましても３台分ということになっております。

よろしくお願いします。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） 新車を買っても中古を

買っても補助金は出るのかお聞きします。 
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  それから、更新する車にも国からの補助金が

出るのか。そしてまた、現在、このバスを購入

しますと、市で今スクールバスは何台になって

いるのか。その辺をお聞きしたいと思います。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 購入、新車か

中古かということなのですが、そのこと自体に

ついては、特に制限はございません。ですから、

中古でも可能かとは思います。 

  それから、更新の場合ですけれども、これに

つきましては、更新する場合でも補助金の充当

が可能だというふうなことになっております。 

  それから、現在のスクールバスの台数ですが、

５台運行しております。今回、新規に前波、福

宮地区の分１台になりますので、６台というこ

とになります。 

  なお、更新によっていわゆるスクールバスか

ら外れる２台ですが、こちらの方につきまして

は、前にお話ししております新中の体育館の改

築工事ございます。そのときに生徒たちがほか

の場所、市立体育館とかに行かなければなりま

せん。それが授業のたびに常時というようなこ

とになりますので、更新した古い２台のスクー

ルバスをそちらの方に活用したいと考えていま

す。なお、１台は20万キロ走っておりますので、

その活用が終われば廃車にしたいと考えており

ます。もう１台につきましては、やはり今後の

通学手段の確保対策、こちらの方で活用してい

きたいというふうに計画しております。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） わかりました。それで

は次に……、失礼しました。民間の方に委託す

るという考えはないか、その辺をお願いします。

バスの方。 

  それから、22ページの農業費の農地農業用施

設の災害復旧でございますけれども、これはあ

れですか、この予算でこの23年度分全部できる

のですか、災害起きたもの、それとも、刈り取

りが済まないので、刈り取りが済んでからまた

災害が起きたときやるということになっている

のか、その辺をお願いします。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 民間委託の可

能性というふうな御質問でございますけれども、

先ほどの答弁の中でもお話し申し上げたのです

が、いわゆる通学手段の確保対策としては、ス

クールバスの活用、それから市営バスの活用、

それから民間のバスを借り上げての民間委託と

いうふうな、現在三つの方法をとってございま

す。スクールバスにつきましては、協議会の方

で運転手さんを個別にお願いして運行している

という状況でございます。スクールバスは現在

のような形で今のところ進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 22ページに計上させていた

だいております農地農業用施設災害復旧工事費

につきましては、これは梅雨どきから夏に含め

て市内で24カ所の災害が土砂崩れも含めてござ

いました。そちらの方の復旧費は別計上させて

いただいておりますので、それではなくて、国

営かんぱいの芦沢の国営の本管の部分で亀裂が

あって、その付近も農地が若干被害があったと

いうふうなことで、国営かんぱいに伴う付随す

る農業用施設の復旧工事というところで145万

円使わせていただくという事業でございます。 

  そのほかにつきましては、24カ所につきまし

ては、１カ所40万円を上限として３分の１助成
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しますので、そちらの方はそちらの方で、ペー

ジ数を今ちょっと確認できないのですが、後ろ

の方で災害復旧費、31ページですか、31ページ

の方で盛らせていただいている部分もございま

すので、これがすべてではございませんのでお

願いしたいと思います。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 19ページ、３の３の２

の扶助費のところですけれども、今回約7,000

万円ほど保護費が追加になっています。当初の

予算と合わせますと２億6,500万円ということ

になるのですけれども、この内容ですけれども、

対象者が前年度に申請があって、今年度認定に

なったとか、その流れ、その内容をひとつお伺

いしたいというふうに思います。 

  それから、前にもお伺いしたので大変申しわ

けございませんけれども、もう１回、全体の市

の世帯数、保護世帯と人数、それをちょっとお

聞かせをいただきたいというふうに思います。 

  その次に、23ページの７の１の３、ここに新

たに物産振興対策事業ということで714万1,000

円、新規需要米加工製造による新たなビジネス

創出事業委託料ということですね。この内容を

お聞かせをいただきたいというふうに思います。 

  それから次に、29ページの10款４項の３目に

公民館費、これの市民プラザのところですか、

修繕料、これは何を修繕するか。 

  それから、その下の市民活動交流広場事業と、

日々雇用の職員賃金２万4,000円ありますけれ

ども、これもちょっと内容をお知らせをいただ

きたいというふうに思います。 

  それから、31ページの11款１項３目の農業用

施設災害復旧費の中の農業用施設災害復旧事業

費の測量業務委託料が27万3,000円。工事の請

負額が５万5,000円とありますね。この辺のか

かわりをちょっと説明をお願いしたいというふ

うに思います。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 生活保護の関係の扶助費

が大幅にふえたということでございますが、ち

なみに対象の人数でございますが、ちょっと前

から行きますと、例えば４月１日現在でとらえ

ますと、21年度というのが142人だったのです。

21年度の４月が142人、それがその後、リーマ

ンショックとかという大変な不況が来まして、

派遣切りとかございまして、それでふえまして、

22年度の４月では178人というふうに、この１

年間で36人もふえたという状況がございます。

その後、小康といいますか、微増でずっと来ま

して、予算を立てるときには、まず200人から

少しでも自立する人がふえればなという形で、

200人を少し欠けるくらいの人数で考えており

ました。しかしその後、景気がなかなか回復し

ないと。むしろ自立する人よりは、新たに生活

保護を受ける人がふえてきたという状況がござ

います。 

  それで、ちなみに23年度の４月１日になりま

すと、この時点では205人になっております。

８月現在では、世帯数で160世帯で211人の方が

生活保護を受けているということになっており

ます。このように、昨年から比べても30人ほど

またふえているということでございまして、こ

ういった保護を受ける方がふえていることから、

このたび今後１年間で見込まれる扶助費の額を

補正させていただいたというところでございま

す。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 23ページの観光費でご

ざいますが、これは被災者、実は支援の事業で

ございまして、緊急雇用事業のうちの震災対応

分野ということで、本市では２事業３名を雇用

しておりますが、そのうちの１事業２名分であ
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ります。実質的には、福島県の飯館村からおい

でいただいた御家族ということで、それで米粉

を使った新しい特産品の試作・検討を行ってい

ると、こういった事業でございます。以上であ

ります。 

近岡晃一生涯学習課長 議長、近岡晃一。 

沼澤恵一議長 生涯学習課長近岡晃一君。 

近岡晃一生涯学習課長 29ページの市民プラザ事

業費のうちの修繕費の件ですけれども、修繕に

つきましては、現在、大ホール前に階段のとこ

ろに前に組み立て式のスロープがございました。

車いすを御利用される方のスロープですけれど

も、それが壊れまして、新たにスロープを改修

するものでございます。なお、組み立て式では

なく、コンクリートの固定式で考えさせていた

だいております。 

  もう一つが、正面玄関のタイル修繕というこ

とで、これは７平米、タイルがはがれておりま

すので、正面玄関の階段部分ですけれども、そ

の修繕と。 

  あともう一つは、市民プラザで共同受信のテ

レビを使っていましたけれども、ビル陰テレビ

共同受信設備ということで、今回のデジタル化

に伴い、ビル陰の影響がなくなってございます。

そこで、共同受信をされている方々には自前で

アンテナを立てて受信してくださいということ

で前々から進めておりまして、それが完了いた

しましたので、今回48戸分、電柱、民有地をお

借りしますけれども、10本を撤去するというよ

うな内容の修繕でございます。 

  次に、日々雇用の賃金でございますけれども、

これは日々雇用賃金が改定されまして、４月１

日の基準で山形県の最低賃金に基づいて1.02倍

とするということで、総務の方からすべての職

員、日々雇用についてはそのように扱うという

ことで、今回増となったものでございます。以

上です。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 31ページの災害復旧費の農

業用施設災害復旧事業費27万3,000円の業務委

託、測量設計です。これよりもさきに工事請負

費の方を最初に説明したいと思いますが、５万

5,000円、これは今回の補正でプラスする分で

ございまして、実は3.11、今年の地震で、一部

大沢山、本合海の長坂地区の上の方の山の部分

なのですが、一部崩壊しまして、当初予算で

300万円の工事費を見積もっていただいており

ます。今回、９月に国の災害査定官が来まして

査定したところが、305万4,450円の査定をいた

だきまして、これは国100％補助来る分ですが、

当初予算より少し余計かかるというふうなこと

で５万5,000円追加計上させていただいており

ます。 

  なお、この305万5,000円につきましては、国

から100％、国の災害査定になりますので、

100％来るというふうなことでございます。そ

れに伴う工事の請負費を見るために、測量設計

をしなければならないということで、当時国の

査定を受けられるかどうかよくわからない状態

だったので、測量設計費を置いていませんでし

た。現実に測量設計、国の災害査定を受けられ

るということで、測量設計費も国の補助金が来

ますので、一緒に今回計上させていただいてい

るという27万3,000円です。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 生活保護に対しては、

この数字をずっと見ていますと、毎年ふえてき

ているわけですね。対象世帯が。所長はどうい

うふうにこれを見ますか、将来的にどういうふ

うにこの流れがなっていくというような判断を

なされているかですね。そのときの景気によっ

てふえていく、今説明があったように、いろん

な社会情勢によって経済が低下した場合には、

やはり生活保護所帯がふえるというのは、これ
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は当然かと思いますけれども、下がったことは

ないはずなんですね。いつも右肩上がりで生活

保護者がふえていく。ただ、私は眺めているだ

けでなくて、これをどこかで食いとめていかな

きゃならないわけですよね。ほかの事業と同じ

ように、どんどんふえるのがいっぱいほかにも

科目ありますけれども、歯どめをかけるべき対

策というのは立てるべきじゃないかと私はいつ

も思っているのですがね。無制限、限度なしに

こうやってふえていくので、何かいい方法はな

いかなというふうに思うので、我々は専門家で

ないものですから、その辺、所長、何か特別お

考えがあったらば、こんなことというものがあ

ったらばお聞かせいただきたいと。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 生活保護につきましては、

ほかの市、よく新聞等で出てくるのが、水際で

申請させないようなことが昔はあったわけなの

ですが、今はそういうことはしてはいけません

ので、すべて相談は受けると。その相談を受け

た中で、まずは自立を促すわけなのですけれど

も、そういった意味では、社会支援の活用、ま

ずはそれを第一義にすると。いろんな支援がご

ざいます。就職が一番いいわけですけれども、

２年ほど前から始まったものでは、攻めて家賃

だけでも援助いただければ生活保護を免れると

いうことがあります。そういったことで、住宅

扶助をするということが２年ほど前から始まり

ました。現在でも新庄は今年度５人ほど、その

援助を受けて生活保護には至らないと。家賃だ

けの補助で何とかしのいでいるということもご

ざいます。そういった制度も活用しながら、最

終的にはやはり自立ですので、就職活動が必要

かなと思っております。 

  また、同じ福祉の中での話にもなりますけれ

ども、最近になりまして障害者の方が勤める就

労支援ということでの事業所が大分ふえてまい

りました。そういった中で、福祉的就労が最低

限の賃金が保障されるような就労支援の事業所

もふえてきております。そういったところで働

きながら、あるいはその障害者年金と合わせれ

ば何とか生活できると。生活保護に至らなくて

済むということもございます。そういったさま

ざまな制度を活用しながら紹介していくという

ことが当面できる手段ではないかなと思ってお

ります。最終的には、この地域の経済の再活性

化をまず願っているところでございます。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） あと、先ほどの31ペー

ジの農業施設のところなのですけれども、工事

費が少ないのですね。設計料が余りにも高くつ

くんじゃないか、国の補助があるんだよという

ふうな説明なのですけれども、国であろうと、

県であろうと、どこであろうと、そのものに対

する金のかけ方というものをもう少し私は市全

体で検討していくべきものじゃないかなという

ふうに思うのです。例えばほかの部門なのです

が、第１に、測量なんかは丈量測量をやったり

なんだりするわけですけれども、非常に外注し

ますと金額がもう膨大にかかるんですよね。御

存じのとおり、私が言わなくてもわかると思う

のですが、そういうふうなところを将来はやは

りカバーしていく方法を講ずるべきだと私は思

うんですね。これは政策的なところも生まれて

きますけれども、管理して余りうまくない、横

道にそれたようですけれども、そのために今こ

の質問をしたんですね。工事費が請負金額が少

ないのに、一丁前のやはり測量費がかかるとい

うようなことでは、これは将来果たしてこれで

いいかなというふうな思いがいつもしておりま

すので、その辺はどうすれば市全体としてカバ

ーしていけるかというのが、問題をここで私は

提起したところです。ひとつ十分に何かいい方

法があればお考えをいただければありがたいと
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いうふうに思います。 

  あと１カ所、先ほどからマイクロバスの質問

が多くあったのですが、この更新する２台の基

準、更新の基準というのがあるわけですけれど

も、これは年数、年式でいくか、それとも、走

行距離でいくのか、その辺の見方をちょっと教

えていただきたいというふうに思います。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 先ほどの工事費と測量設計

の割合につきましては、新田議員さんは私のさ

っきの説明でおわかりいただいたとは思います

が、確かに測量設計費、これだけではなくて、

その上の段にあるやつも54万円ほどかかります。

やはり測量設計費が非常に災害を受けた農家の

負担になるということも事実認識しておりまし

て、今般、７月13日の農林課長会議がございま

して、その場においても、新庄市で提案という

ふうなことで、こういった災害に対しての測量

設計費、ちょっと未知数な、採用になればお金

は来るよと、採用にならなければ来ないよとい

うふうな未知数なものもあるので、農家は非常

に不安な部分があります。それで、県の方には

何とかその部分だけでも今県費としては補助が

ほとんどないので、創設してぜひ農家の負担軽

減ということでやっていただきたいというふう

なお願いはしてきました。 

  そこで、県の方の受け答えとしては、今すぐ、

ことし、来年という話にはならないが、そうい

ったことであれば、測量設計費については、こ

れから検討して考慮してみる余地はあるという

ふうな回答もいただいておりますので、また機

会を設けて農家負担が多くならないように努力

していきたいと思っています。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 議長、柿崎憲

一。 

沼澤恵一議長 教育次長兼教育総務課長柿崎憲一

君。 

柿崎憲一教育次長兼教育総務課長 スクールバス

の更新の考え方でございますけれども、補助事

業の基準としましては、処分制限期間として６

年間は処分できないというようになってござい

ます。そんなことで、６年を過ぎますとまた更

新の対象になる、補助の対象になるというふう

なことが１点ございます。 

  それから、現在走行しておりますスクールバ

スにつきましては、１号車が20万キロを超えて

おります。これが13年ですか、それから、２号

車が10万キロを超えております。これが10年目

に入っております。それで、走る地区によりま

して走行距離は変わってくるわけですけれども、

最低10万キロを超えた段階でというふうなこと

で考えたいというふうに思っています。 

  なお、先ほど更新した後に、古いスクールバ

スを活用できる部分あるわけですが、こちらに

つきましても、いわゆる遠距離、小学生ですと

４キロとか、中学生６キロございますが、この

条件でなくとも、冬期間の厳しい通学環境とい

うふうなこともございますので、その辺のとこ

ろも考えながら、いわゆる更新した後に残った

バスの活用も考えていきたいというふうに思っ

ております。以上でございます。 

沼澤恵一議長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第51号平成23年度新庄市一般会計補正予
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算（第５号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第51号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第５２号平成２３

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第21議案第52号平成23年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 39ページの歳出の一般

管理費の中で、ジェネリック医療品利用差額と

いうことで出ていますが、このジェネリック医

療品を利用した場合、今利用しようということ

で呼びかけが強まっておりますが、年間で新庄

市の場合、どのぐらい節約になったというふう

に見ておられるのかお願いしたいと思います。 

清水幹也健康課長 議長、清水幹也。 

沼澤恵一議長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 ジェネリック医薬品の利用の

効果という御質問でございます。昨年度から初

めてジェネリック医薬品、いわゆる後発医薬品

の差額通知を差し上げてございます。実績の方、

確認しておりますけれども、調剤レセプトのい

わゆる金額ベースと数量ベース、いわゆる通知

前と通知後の比較をした結果がございまして、

通知前は金額ベースで大体10.6％ほど、数量ベ

ースでは26.4％ほどでございました。通知後に

は、金額ベースで11.6％、それから、数量ベー

スでは27.4％ということで、それぞれ金額、数

量ともに１ポイントずつ増加してございます。 

  効果額でございますけれども、調剤レセプト

の１件当たりの比較でございますけれども、こ

れはおよそ500円弱、492円ほど安くなってござ

います。月平均で考えますと、およそ220万円

ぐらいの効果があったのではないかなというふ

うに考えておりまして、年間では大体二千五、

六百万円ぐらいのいわゆる医療費の抑制の効果

が出たというふうに私どもではちょっととらえ

ておりまして、ことしも２回ほどこの差額通知

を差し上げるべく今準備しております。それで、

12月中には１度差額通知を差し上げたいという

ふうに考えてございます。 

  なお、差額通知を差し上げる対象でございま

すけれども、１件当たりジェネリックの医薬品

を使った場合、100円以上の差額が見込まれる

レセプトと、あと年齢が30歳以上の方々を対象

に通知を差し上げたところでございます。以上

です。 

沼澤恵一議長 いいですか。ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質問なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第52号平成23年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第52号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２２議案第５３号平成２３

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第22議案第53号平成23年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第53号平成23年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第53号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２３議案第５４号平成２３

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第23議案第54号平成23年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別になしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第54号平成23年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第54号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２４議案第５５号平成２３

年度新庄市営農飲雑用水事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第24議案第55号平成23年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり
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ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第55号平成23年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第55号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５議案第５６号平成２３

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第25議案第56号平成23年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第56号平成23年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６議案第５７号平成２３

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第26議案第57号平成23年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第57号平成23年度新庄市水道事業会計補



- 164 - 

正予算（第１号）は、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後１時３８分 休憩 

     午後２時１７分 開議 

 

沼澤恵一議長 それでは、休憩を解きます。 

  ただいまから10分間休憩いたします。よろし

くお願いします。 

 

     午後２時１７分 休憩 

     午後２時２７分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

沼澤恵一議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日午後１時42分から議員協議会室において

議会運営委員６名出席のもと、執行部から副市

長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を求

めて議会運営委員会を開催し、本日の本会議に

おける議事日程の追加について協議をいたした

ところであります。 

  協議の結果、執行部から提出のありました議

案第58号新庄市特別職の職員の給与に関する条

例等の一部を改正する条例の設定について、議

会案第13号30人以下学級実現、義務教育費国庫

負担制度拡充に関する意見書の提出について、

議会案第14号原子力・エネルギー政策を転換し、

自然エネルギー政策推進を求める意見書の提出

について、議会案第15号免税軽油制度の継続を

求める意見書の提出について、議会案第16号環

太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）参加反対

を求める意見書の提出についての執行部提案の

議案１件と議会案４件の計５件を本日の議事日

程に追加していただくことにいたしました。 

  なお、議案第58号につきましては、賛成多数

で議事日程に追加することになりましたことを

御報告申し上げます。 

  以上よろしくお取り計らいくださいますよう

お願い申し上げ、議会運営委員会における協議

の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告ありました

とおり、議案１件、議会案４件を本日の議事日

程に追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件、議会案４件を本日の議事日程に追加

することに決しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午後２時２９分 休憩 

     午後２時３０分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２７議案第５８号新庄市特

別職の職員の給与に関する条例等

の一部を改正する条例の設定につ

いて 
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沼澤恵一議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第27議案第58号新庄市特別職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第58号新庄市特別

職の職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例の設定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしまして、本市の財政状況

は平成22年度の決算数値で実質公債費比率が

19.8％まで下がるなど、市民の皆様の御理解と

御協力のもとに、一定の改善を見せております

が、いまだ楽観視できる状況にはありません。 

  このような状況の中、私を初めとした特別職

３役の給料について、削減措置を実施するため

必要な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしまして、附則第９項の規

定につきましては、平成23年11月から平成24年

３月までの間の特別職の給料月額について、私

は20％、副市長は10％、教育長は８％、それぞ

れ削減するものであります。 

  また、附則第10項の規定につきましては、こ

の給料に関する削減措置を９月30日から実施し

たものとした場合と、年間の給与支給額が同等

となるよう、本年12月に支給される期末手当に

おいて、所要の調整を行うものであります。こ

の措置により削減される人件費は約358万円で

あります。 

  以上、よろしく御審議お願いいたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。ただいま説明

ありました議案第58号新庄市特別職の職員の給

与に関する条例等の一部を改正する条例の設定

については、会議規則第37条第３項の規定によ

り、委員会への付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第58号については、委員会への付託を省略

することに決しました。 

  これより質疑に入ります。 

  議案第58号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について、

質疑ありませんか。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 少し確認をさせていた

だきます。給与の削減を市長は20％、副市長が

10％、そして教育長が８％ということですが、

このパーセンテージの根拠というか、そういう

ものはどういう根拠をもってこういうパーセン

テージになったのかということを、まず確認を

させていただきたいと。 

  もし万が一、我々議会がこの議案について否

決をした場合には、100％の給与に戻るという

ことですよね。そういうところも確認したいと

思います。いずれにしても、市民が納得いくよ

うな明確な説明をお聞きしたいと思います。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 まず、現状、今の状況がどう

なっているかから御説明させていただきたいと

思います。山尾市長１期目の任期、先月の９月

29日まで、旧任期の中で50％、市長の分だけで

御説明申し上げますと、50％の削減を行ってい

ました。これにつきましては、条例の附則の中

で、特別職の給与の条例の附則の中で、１期目

の任期の期限までということでの時限的な措置

として行っていた措置でございます。 

  したがいまして、９月30日以降は削減は行わ

れていないという状況でございます。というこ

とは、今も削減が行われていないという状況で

す。という状況から、今回、11月分からという
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表現にはしておりますが、改めて削減を継続し

たい、ただし、削減については見直ししながら

削減を継続したいという考え方の中で、今回御

提案をさせていただいているという状況にござ

います。 

  20％の根拠ということでございますが、基本

的には、先ほどの市長の提案説明でも御説明申

し上げたところでございますが、実質公債費比

率、確かに年々よくなってはいます。しかし、

まだまだ決して楽観視できる状況でないという

ことから、新庄市の財政状況及び新庄市全体の

経済状況並びに13市初め最上郡の団体の削減の

状況及び、７月でしたか、22年度の各首長、い

わゆる政治家の皆さんの所得の公表があったわ

けですが、その中で、当市の市長においては飛

び抜けて少ないという状況でありました。とい

うことから、市民の方からも余りにも低いので

はないかなんていう声もあったというようなも

ろもろの事案を総合的に勘案いたしまして、今

回20％という削減率で、11月１日からですけれ

ども削減をさせていただきたいと。 

  ただし、附則の10項で、実際は11月１日です

が、９月30日の１日分と10月一月分についての

12月の期末手当から削減と同等の額を減額して、

効果的には９月30日から継続、20％の削減を継

続するような形の措置として今回議案として御

提案をさせていただいているということでござ

います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） なぜ20％なのかという

のは、どうしても私の頭の中には入ってこなく

て、30％でも10％でもよかったんじゃないかと

思うのですけれども、なぜ20％なのだというと

ころなんですよね。 

  こんなことを言うと、削減率が20％だから低

いんじゃないかというふうな論調で来ているん

じゃないかと思われるかもしれませんが、私は、

私の考えとしてはそういうことは一切ないです。

市長の役割、ますます混迷した時代に入ってき

ていますので、市長の役割と責務というのは、

ますます大きくなってきていると思います。そ

れに伴った対価というのは、私は市民が、納得

されている市民もいらっしゃるということです

ので、そういう対価としての市長給与というの

は、私はもらうべきだと。正当な給与をもらう

べきだという立場で私は質問をさせていただい

ています。 

  この議案が通らなかった場合に、100％に戻

るというのは、市民はなかなかうまく理解でき

なくて、我々が否決した場合ですね。賛成して

20％に削減ということになっていくということ

なのだと思いますけれども、どうしても何か納

得がいかないと。じゃあ、決算のときに成果表

に載るときに、また20％を削減しましたと、成

果表に載せるおつもりはありますか。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 20％削減すれば、当然そうい

う形で来年度の決算書には９月30日から、効果

ですけれども、実際今回の条例上は11月分から

となっていますが、効果としては20％削減にな

るということですから、当然そのような形に記

載になるということになります。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 私はその成果について

も、市長の給与を削減したから成果が上がった、

まあ金額的にはそうでしょうけれども、そうい

うものじゃないと。やはり成果表に載る全体の

総合的な、総合的に考えて成果が上がっている

というのが、市長の成果だと私は思っています。

給与を削減したから成果だということは私はな

いと、そういうふうに、まあ金額的にはそうで

すけれども、一番見えるところですから、でも、

やはり役割と責任をどんと背負っているという
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市長ですから、明確な、もう少し、そのなぜ

20％かというところをちょっともう１回説明し

ていただけますか。市民になかなか説明ができ

ないのです、今のままであれば。なぜ20％とい

う数字なのかというところです。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 なぜ20％なのかということで

ありますが、先ほど私が御説明させていただき

ましたけれども、基本的には新庄市の今の財政

状況と新庄市全体の経済状況、あと各市団体が

13市、あるいは最上郡の７町村なんかの数値な

んかもやはり勘案をさせていただいたというこ

とでございます。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 一般質問でも質問しま

したけれども、私は持論として、市長を初め

我々議員というのは、やはり最後の最後で独自

削減をやめるべきだと私は思っているのですけ

れども、どうしてと聞かれると、じゃ３月31日

以降、これを今回整理した場合、職員の独自削

減分はどうするのですか。市民サイドに今まで

我慢してくださいと言った事業はいっぱいあり

ますよね。それらをどう整理して、今回このよ

うな市長さん、副市長さん、教育長の独自削減

を今までの独自削減幅から下げたかと。そうい

う総体的なものを考えて、やはり出していただ

かないと、我々は本当に困るんですよね。本当

は議員なんか一番最後でいいのです、私たちは。

独自削減の解消は。だから、聞きたいのは、今

行っている職員の給与の削減の問題、あと、い

っとき教育でしたか、区長さんの手当も若干上

げたのですけれども、そういう例を出している

のも絡めて、今まで我慢してもらった市民に対

するもろもろの事業の整理を今後来年度予算に

ついてどのように考えて、今回このような削減

幅を出してこられたのか、お聞きしたいと思い

ます。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 一般職の独自削減なんかも含

めた御質問だったので、私の方から答弁をさせ

ていただきますが、小野議員がおっしゃるよう

に、一般職についても独自削減ということで今、

職員についても協力をお願いしている状況であ

ります。具体的に申し上げますと、期末勤勉手

当のそれぞれの階層、役職の加算分について

20％削減をしていると。あと、県の人事委員会

の勧告があったのですが、扶養手当の500円を

引き上げを行っていないなんていう状況もござ

います。あと、管理職手当については、手当の

50％削減を行っているというような状況もござ

います。それらについては、基本的には来年度

に向けて再度見直しを検討を行いたいと考えて

いるところでございます。 

  あと、市民サービスはどうなのだというお話

もございました。確かに16年以降、財政再建計

画、それに引き続く財政再建プランに基づいて、

財政再建を市民の皆さんから大変多大なる御協

力を得ながら行ってまいりました。その中でも、

とりわけ議員の皆さんからもまさしく議員報酬

の独自削減の御協力も得ながら、特別職におい

てもやはり給与削減を行いながら行ってきたと

いう状況であります。 

  それで、15年当時にそっくり戻るのかという

のは、決してそういうふうにはやはりならない

と思います。社会情勢も変わってきております。

そこは御理解いただきたいと。ただ、そういう

中においても、23年度当初予算において、地域

公民館への助成措置の復活、あと合併浄化槽補

助金の復活、また、新たな施策として子宮頸が

んワクチンとかヒブワクチンの自己負担なしの

助成措置、あるいは健康診断の健診委託料、自

己負担の軽減、減額なんかも措置を行いながら、
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少しずつ市民サービスの充実も図っているとい

う状況にあります。 

  小野議員おっしゃるように、やはり総合的な

見方の中でやって行かなければいけないという

のは、まさしくそのとおりだと考えております。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

沼澤恵一議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 実はどうして私がこう

いうことを言うかというと、やはり山尾市長は

４年前、市長に立つときは、前の市長と同じ30

からスタートしましたね。というのも、告示日

に50％を、自分は新庄としての財政が非常に楽

でないから50％に削減しましたという、この議

会で答弁したわけです。それを20％、30％、そ

れは削減幅は別にいたしましても、恐らく山尾

市長は新庄市の財政はよくなりつつあると言っ

て、恐らく今回提案したと思うのですけれども、

しかし、まだまだ新庄市の財政は余裕ありませ

んよね。この４年間を見ても、市民税を見ても、

市税合計で見ても、４年間全部減っています。

じり貧ですね。本来であれば、ゼロに戻してそ

こからスタートして、そこから本当に本給を、

我々議員報酬もしかり、市長の報酬もしかり、

全部戻して、それから基本的に減額していかな

ければ、新庄財政は持っていけますか。さっき

小関議員が言ったのですけれども、その20％の

根拠は何ですかと、私はそんなのは関係なくて、

まだまだ新庄市の財政は厳しいから、その辺を

十二分にわかってほしいなという思いで質問さ

せてもらったわけでございますので、さっき言

った市民サイド、職員サイドの件もよろしくお

願いしたいと思います。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 私は、４年前のこの市

長が50％削減した、それぞれ副市長の、教育長

の給与も削減したというときを思い起こしてい

ただきたいと思うのですが、削減をするなと反

対をしましたね。覚えていると思うのですが、

今回もこの削減に対しては反対はしません。た

だし、やはりその手順、順序というのがあるん

じゃないかというふうに申し上げたい。 

  まず第１に、市民からの理解を得ることであ

ろうと私は思います。私は市民の負託を得てこ

の議場に立たせてもらっていますので、市民感

情というのはよく常に注意しながら耳に入れ、

頭に入れ、考えていかなきゃならない。それで

代表者としてこの議場で発言をするというふう

な手法を私はとっています。 

  今回、この経緯を見ますと、去る９月22日の

議運で初めてこの提案が出る、追加提案として

出しますよというようなことがなされました。

それからまだ半月、その間、１回私どもの代表

者に話はあって、執行部と副市長が話をして内

容等を説明したということであります。こうい

う案件は、人事案件も含めて、やはり我々議員

と向かい合って、よく話し合いの中で納得させ

て議案として提案するというのが、過去の例、

やり方であったと思うのです。それだけやはり

回数と期間をおいて、みんなで協議しながらい

い方向に持っていくのだというふうな考えを私

は以前から持っていました。今回を見ますと、

短期間にきょうは提出されましたわけですから、

市民の意見がほとんどこのあれには、これから

採決しますが、するのですが、入っていないの

です。ですから、私はさっき議運でその経緯か

らいって、これは出すべきじゃないというよう

な反対の意見を申しました。 

  削減幅が20％であろうと、10％であろうと、

その削減の数字ではなくて、要するにその財政

状況の中で、果たしてその数字が適当であるか

どうかというふうな判断は、市民に私は求める

べきだというふうに思います。 

  今定例会において、監査の意見もありました

ですね。235億等々のまだ負債があって、よう
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やく早期健全化団体からの脱却を得たばかりだ。

実質公債費比率が19.8という数字まで持ってい

って、一応は安堵はしておるのですが、まだま

だ厳しいんですよというような意見もそのとお

りだと思うのです。ここで気を抜くと、また逆

戻りする可能性も十分にあります。県下13市を

ずっと調べてみても、決していい方向ではまだ

ないはずなのです。ようやくですね、その矢面

から抜けられたというようなところであっても、

安心なんか絶対できない、何が起こるかわから

ないんですよ、政治の世界では。何が起こるか

わからない。それで受けて立たなきゃならない

こともある。そのいい例が、やはり新幹線等々

言っていますが、ただ稀だから新庄はそういう

ふうな財政状況に陥ったと。これはどうも阻止

することはできなかったわけですよね。ですか

ら、これからどういうものが来るかもわからな

い。ある程度は余裕を持った財政というものを

運営していかなきゃならないというふうに思う

のです。 

  第１に、最初に申し上げましたとおり、市民

の了解といいますか、今回の再生に向けても、

市長からのその１回目のようなマニフェストで

すか、出して選挙戦を戦ったわけですけれども、

２回目、今回は何もないわけですよね。大きな

その言葉で今回の広報にもあいさつをしてあっ

たのですが、それでは内容はわからないわけで

すね。一切その報酬に対しても言っていないわ

けだから、その中でこれを果たして今議会で議

決をしていいかどうかと、非常に私は疑問に思

います。私はやるべきじゃないと。 

  先ほどの総務課長の話で、９月29日で切れる

のだと。ゼロになっていくと。私は結構じゃな

いかと思うのです。反対じゃないから、もとも

とその削減をするというのは私は反対なんです

よ。あってはならない。やはりその市長の給与

で言えば、92万円というのがそれなりの総合的

な理由があって決められた金額であるから、決

してそれ以下になんていうことは考えたことは

私自身はない。当然それは報酬としていただく

べきだと。仕事に対する報酬であるから、当然

受け取るべきものだというふうに私は思ってい

ますので、削減は賛成はしません。 

  何回も申しますが、ただ一つ、市民の理解を

得ていないというのが、私は反対、できないと、

うまくないと反対する理由であります。説明し

ろと言っても、恐らく総務課長も今その言った

のですけれども、理由というのは、よそはよそ、

ここはここだと私は思うんですよ。何らかの理

由があってよその市は削減をしている。してい

ないところも半分はあるということですから、

それはよそはよそ、ここはここだというふうに

思うのです。財政力が弱いから削減しているの

であって、イコールにはならない。苦しいけれ

どもそのままやっているところもある。だから、

これには参考には私はならないと思います。 

  回答を出せと言っても、これは出てこないと

は思うのですけれども、一番私が頭に置いてい

るのが、市民との間のコミュニケーション。こ

れに対して何か御意見あったらば、申してくだ

さい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 みずからの提案でございますので、

私の方から延べさせていただきたいというふう

に思います。 

  新田議員さんからは、市民の了解を得ていな

いということでありますが、選挙というのは市

民の了解を得たものだというふうに基本的に思

っております。そこで、やはりリセットされる

ということが選挙の４年間の重さだというふう

に思っております。その中の４年間におけるそ

の行政の実績、そうしたことに対することをど

う争うかということが選挙だというふうに思っ

ております。今回たまたま無投票だということ

であるわけですが、前回は新人同士ということ
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であり、こういうふうな施策を戦わせてやりた

いということが、一つのマニフェストの考え方

だというふうに思っております。 

  現職の市長といたしましては、第４次振興計

画を市民の皆さん、議員の皆さんとおつくりし

たものを３月議会に提案させていただきました。

それを着実に進めることが現職市長の役割だと

いうふうに思っております。マニフェストとし

ては出てきませんでした。選挙公報として選挙

管理委員会の方にそれと同じような形で私の考

え方、４年間今後進むべき道、それはしっかり

とこの第４次振興計画を着実に実現していくと

いうことが、２期目、引き続き担わせてもらっ

た者の責任だというふうに思っております。 

  先ほど来、２割の根拠というようなことがご

ざいましたが、これはあくまでも総体的なもの

で考えていかなければならないというふうに思

っております。人事担当の方におきましても、

黙ってれば100ですよと。黙っていれば。そう

じゃなく、９月に入ってすぐの議会があるから、

そこで削減したいと。総体的な２割であります。

そんなことで今回提案させていただきます。 

  また、過去４年間の中で、多くの市民の皆さ

んとまちづくりミーティング、さまざまな形で

お話し合いもさせていただきました。区長協議

会の話し合いもさせていただきました。その中

で、いみじくも区長協議会の会長さんが区長さ

んに対しまして、もういいだろうと、市長の給

与を戻してくれというようなことの訴えもいた

だいたところであります。そうしたことも含め

て、総体的に、しかし、現状としてゼロでいく

ということは、まだまだこの財政状況に対する

先頭を切って走らなければならない自分の立場

としては、また、職員の独自削減も行っている

状況の中で、自分だけがゼロでいくということ

はできないという思いで、今回20％という提案

をさせていただいたことをぜひ御理解賜りたい

というふうに思います。 

  また、先ほど他の議員の皆さんも、この総体

的な形での見直しも必要だろうと、種々、先ほ

ど総務課長が申し上げましたが、さまざまな社

会変動が起きております。過去の得た既得権だ

けをもって復活ということはあり得ないという

ことは、前の議会のときも申し述べさせていた

だきました。その時期時期に必要なことについ

ては、市民とともに進んでいきたいというふう

な思いでありますので、何とぞよろしくお願い

いたします。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） 市の気持ちもわからな

いわけではないのですけれども、とにかく市民

とのその理解等を得るということが、私は何回

も申し上げますけれども、一番大切だと。今市

長も申しましたのですが、選管に、その公報に

出すべきマニフェストになるかどうかと思うの

ですが、それがあるということでありますので、

それはぜひ何らかの形で市民に知らしめてもら

いたい。その中で、削減はなし、私から個人的

な要望は、もう削減はしないのだということで

宣言して市政運営に当たるというふうなことで、

かえっていいんじゃないかと。４年間の信任も

得ていますしね。そんなことでやはり出してい

ただきたいと私は思うのですが、それからその

様子を見ながら、このなおかつ削減したいとい

うのであれば、その時点でまた出したらいいん

じゃないかと私は思うのですけれども、公報に

それを出していただくあれがありますかどうか、

市長。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 当然こうしたことについては、公

報に載っていくわけであります。また、現職と

して今後、事業に対する考え方、当然公報に訴

えていくのは当然であります。そうしたことで、

市民の御理解をいただいてまいりたいというふ
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うに思っております。 

１５番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

沼澤恵一議長 新田道尋君。 

１５番（新田道尋議員） そういうふうな答弁を

いただきまして安心していますが、そういうふ

うな順序でやはり取り計らって、私はいただき

たいというふうにお願い申し上げます。以上で

す。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私からも聞かせていた

だきたいと思います。この議案の案件、我々に

示されたのは代表者会議等で、副市長、総務課

長の方から話をされたわけですが、そのときの

話にさかのぼると、今回の議会に最終日に提案

したいと。三役の削減案を提案したいというよ

うな旨のお話があった。こういう運びになった

きっかけがいろんな今議員からの意見が出てい

るんですよ。ということは、今までこの削減の、

執行部、また議会側にお話しされてきた、毎回、

毎年やってきたんですよ。毎年。執行部からこ

ういう状況であるから、財政再建の真っただ中

でまだまだだから、何とかこういう人件費に関

しては削減の方向でやりたいと思っていると、

議会の方も何とかそれなりの協力はいかがなも

のかと、そういうふうな状況でやってきたんで

すよ。これは総務課長、ちょっとこれがわかっ

ていなかったみたいだけれども、それはみんな

聞いても同じなのです。事実、それをそういう

ふうにしたのです。そういう状況をずっとつく

ってきておきながらですよ、今回は、この議会

に提案したい、そういう運びがどうもみんな議

会の議員のみんなから理解を得ていない一つの

原因なんですよ。理由がどうあれ。そういうふ

うに議会と執行部が調和のとれた、いろんなお

互いに配慮したりしながらやっていくのが、そ

れなりの議会をスムーズにというか、というふ

うな意見は当然出てきてもいいのですが、そう

いう状況をつくってきたんですよ、今まで。や

ってきたの。これが今回なかった。残念だ。 

  そうした場合ですよ、先ほども小関議員がこ

の案件を廃案にした場合は、削減ゼロになると。

こういうことが自然と出てくるんだ、こういう

ふうに議会がそういうふうに運ばれると。これ

は市民感覚でどういうふうに受けとめるか。人

件費が皆、万が一廃案した場合ですよ、じゃ廃

案しなくても削減幅が緩和になるわけだから、

市民感覚では、ああ、財政状況はそれ相当に上

向いて、それなりに好転してきているんだろう

なという感じはまず受けとめますよ、市民は。

総務課長はまだまだ財政難というのは、まだそ

う楽観視したものじゃないと言うのだけれども、

市民感情ではもうこういう状況をつくると、市

民は、ああ、財政は今まで楽でないから人権費

を削減したのだけれども、今度はこういうふう

な緩和していくことになったということになる

と、市民感覚ではもうそれなりに財政状況は上

向いてきたんだなというとらえ方を間違いなく

するんですよ、これは。そういうことをやはり

執行部は今受けとめているんですよ、やはり。

単年度で16％を切ったのですから。22年度。実

質公債費比率。こういう比率の出し方なんてい

うのは、３年、５年前なんかも毎年変わってき

て、国の方の会計の処理の仕方で。そうでしょ

う、連結決算をしなさいとか、３カ年の平均を

とってちゃんと収支比率を出しなさいとか、そ

ういう国の会計のやり方がことごとく変わって

きて、こういうふうな収支比率が生まれてきて

いるのです。そういう状況も勘案して、やはり

我々議会に特に今回はそういう話がなかった。

残念だ。 

  こうなると、我々の議会でもこれだけ協力し

てきた過去、昨年までというか、あったわけで

すが、今回は戻っていると、我々の報酬も戻っ

ているという状況が出てしまった。我々の期末
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手当をそれなりにカットしてきた、削減したわ

けですが、それも年度初めにそういう話がなか

ったものだから、そのままもう単年度会計でや

ってきたわけですから、もうもとに戻っている

んだよね、議会の議員の方も。そういう状況が

黙っていても出てきてしまう。 

  だから、一番の今議会でやはりおれが言わん

としているのは、この先ほど総務課長は本当に

いいことを言ってもらったというのは、小野議

員の質問で、全体的に考えてもらえればと。ま

た、それを独自削減は職員もやってきている、

みんなでやってきたわけですから、そういうも

のをどういうふうな考えになったら、これから

来年度に向けて検討しますと。本当にこれはお

れとしてもこれは評価したい。当然できるだけ

早くやはりそれなりの勘案をしてちゃんとした

人件費の予算配分をできるようにお願いしたい

んですよ、これは。 

  だから、別に今回のこの議案に対しては、反

対は当然するものではありません。やはり今ま

でこうやってきたこと、積み重ねてきたことを、

それなりにやはり我々議員と話し合いが、調和、

調整がとれないでしまったなというのが非常に

残念だ。どうしてこうなったのかなと思って。

市長だってわかっているはずだ。この件に関し

てもう少し議会に配慮がもっと早くとれなかっ

たのか。今だからとれなかったのはあれだ、結

果だから、そういうところは考えなかったんで

すかね。ちょっとその辺お聞かせいただきたい。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 先ほども御説明させていただ

きましたが、市長１期目の任期の期限でありま

す９月29日までの任期で50％削減という期限つ

きの削減の条例を議決していただいていたわけ

です。それで、９月30日、２期目、たまたま市

長は２期目になりましたけれども、９月29日ま

でしたということは、だれがなるかわからない

ので、ほかの人がなる分まで削減できないとい

う考え方から、自分の任期の終了時までという

期限を定めて削減を定めてきたということでご

ざいます。 

  たまたま９月30日、今議会の開会日でござい

ました。それで、小関議員の方にもお答えさせ

ていただきましたが、市長も総合的に勘案しな

がら、新庄市の財政状況等々を含めて、やはり

20％、市長の現状認識の中で20％削減をしなき

ゃいけないというような決断をしたということ

でございます。 

  ただ、その議会に対する提案の仕方としてど

うなのだというお話だとすれば、私も会派代表

者の皆さんに御説明申し上げましたが、その説

明の厳しさもあったのかなという意味では反省

をしているところではございますが、ぜひ今回

の条例におきましては、それぞれの会計年度ご

と、24年の３月31までということですから、来

年度についてはまた３月定例会、期限が切れる

前に判断をさせていただいて、また御提案する

というような形になるというふうな考え方でお

ります。そういうことで、今議会で提案させて

いただいています今回の議案については、ぜひ

御理解を賜りたいと思っております。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 言わんとしていること

はわからないわけじゃないのだけれども、やは

り大事なのは市民に我々がこの議案を通したよ

となって聞かれたとき、どういうふうに答えた

らいいのかというのは、本当にみんな議員が心

配していると思いますよ。市民に答えるのを。

賛成したから通ったんじゃだめなのです。どう

いう理由で賛成したのかと聞かれたら、そのと

きの理由、やはり財政状況はまだまだだけれど

も、それなりのめどもついてきた、先ほど単年

度収支ではまず16％切ったし、そういうふうな

状況が生まれつつあるように来ていると。やは
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りそれなりに市民にある程度答えられるような

状況はつくりつつあるのだということも示しな

がらいかないと、これだけでとらえられた場合

は、大変執行部、我々議会もこれを通した場合、

市民からの目線というか、ものは大変厳しいも

のが出てくると。その辺を踏まえて、本当に市

民に、我々に、これからでもいいのだけれども、

その改正の理由、削減をやることは間違いない

のだけれども、改正の理由を我々が市民に答え

られるような、いろいろな形で我々にもその内

容を、今回、今説明はかなりしたつもりでいる

と思うのだけれども、そんなものじゃだめなん

だ。そんなものじゃ市民は理解、納得しない。

まあいいのだけれども、それは市民感覚という

のはいろいろあるかと思いますので。 

  今議会側も、この削減、20％、10％、８％の

案件が出ているのだけれども、削減率。この間、

会派代表者会議でも、議長から議会の方をどう

するかと。これをみんなで相談してくれと言わ

れた。議長から。そういう状況が生まれている

ということを、執行部も頭に入れてもらいたい。

だから、そういうふうなことを前もって話をし

て、我々議会は議員のみんなの対応もそれなり

に図られてきたことは、今までやってきたわけ

だから、そういうことができなかったわけ、こ

のたび。本当に残念だな。だから、そういうふ

うないろんな対応する場に、そういうふうな影

響が、少なからずとも影響が行くということ。

これから我々議会の方も話になるわけですが、

この案件を今回どういう形で承認されるかわか

らないのだけれども、そういうことが生まれて

くるということも、執行部はちゃんときちっと

頭に入れてもらって、こういう運びをしていた

だきたい。そういうふうにお願いするのですが、

その辺ちょっと考えがあれば。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議会の皆さんについての御相談と

いうようなことでありますが、報酬に関するこ

と、削減という私の思いであるということで提

案させていただいています。議会の皆さんはど

うするのかというと、３月という段階で地方統

一選挙があり、議会の皆さんがみずから２名を

削減しているというような実績もございます。

そんなことで、独自の努力を私は高く評価して

いるところであります。その後、３月と９月と

いう半年違いの状況がございますので、議会は

議会の中の独自性をぜひ発揮していただきたい

というふうに思っているところであります。 

  しかし、痛みを伴う議員定数削減ということ

については、大変評価する、また、議会改革特

別委員会ですか、そうした中での議論とかも相

当今後積まれるのではないかなと、そういうよ

うな意見に対しては真摯に耳を傾けてまいりた

いというふうに思っております。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第58号新庄市特別職の職員の給与に関す

る条例等の一部を改正する条例の設定について

は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  議案第58号について、原案のとおり決するこ
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とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

案第58号は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから10分間休憩したいと思います。 

 

     午後３時１８分 休憩 

     午後３時２８分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

 

 

議会案３件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第28議会案第13号30人以下学

級実現、義務教育費国庫負担制度拡充に関する

意見書の提出についてから、日程第20議会案第

15号免税軽油制度の継続を求める意見書の提出

についてまでの３件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  総務文教常任委員長小関 淳君。 

   （小関 淳総務文教常任委員長登壇） 

小関 淳総務文教常任委員長 それでは、議会案

第13号30人以下学級実現、義務教育費国庫負担

制度拡充に関する意見書の提出について。上記

の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第２項

の規定により提出します。平成23年10月14日。

新庄市議会議長沼澤恵一殿。提出者、新庄市議

会総務文教常任委員会委員長小関 淳。 

  別紙。 

  30人以下学級実現、義務教育費国庫負担制度

拡充に関する意見書。 

  日本は、ＯＥＣＤ諸国に比べて、１学級当た

りの児童生徒数や教員１人当たりの児童生徒数

が多くなっています。一人ひとりの子供に丁寧

な対応を行うためには、一クラスの学級規模を

引き下げる必要があります。文部科学省が実施

した「今後の学級編成及び教職員定数に関する

国民からの意見募集」では、約６割が「小中高

校の望ましい学級規模」として26人～30人を挙

げています。このように、保護者も30人以下学

級を望んでいることは明らかであります。 

  今後、新しい学習指導要領が本格的に始まり、

授業時数や指導内容が増加します。また、暴力

行為や不登校、いじめ等生徒指導面の課題が深

刻化し、障がいのある児童生徒や日本語指導な

ど特別な支援を必要とする子供が顕著に増えて

います。このような中で、山形県が独自に実施

している少人数学級は全国的にも高く評価され

ています。 

  子供たちが全国どこに住んでいても、機会均

等に一定水準の教育を受けられることが重要で

す。 

  現在、日本は、ＧＤＰに占める教育費の割合

がＯＥＣＤ加盟国（28カ国）の中で最下位とな

っています。また、三位一体改革により、義務

教育費国庫負担制度の国費負担割合は２分の１

から３分の１に引き下げられ、自治体財政を圧

迫しています。 

  将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子

どもたちへの教育は極めて重要です。未来への

先行投資として、子どもや若者の学びを切れ目

なく支援し、人材育成・創出から雇用・就業の

拡大につなげる必要があります。 

  よって、国においては、次のことを実現され

るよう、強く求めます。 

記 

  １ 少人数学級を推進し、ＯＥＣＤ諸国並み

の豊かな教育環境を整備するため、30人以下学

級とすること。 

  ２ 教育の機会均等と水準の維持向上を図る

ため、義務教育費国庫負担制度の国負担割合を

２分の１に復元すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 
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  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、文部科学大臣宛、財務大臣宛、総

務大臣宛。 

  続きまして、議会案第14号原子力・エネルギ

ー政策を転換し、自然エネルギー政策推進を求

める意見書の提出について。上記の議案を別紙

のとおり、会議規則第14条第２項の規定により

提出します。平成23年10月14日。新庄市議会議

長沼澤恵一殿。提出者、新庄市議会総務文教常

任委員会委員長小関 淳。 

  別紙。 

  原子力・エネルギー政策を転換し、自然エネ

ルギー政策推進を求める意見書。 

  2011年３月11日に東北・関東地方を襲った巨

大地震とそれに続く大津波の影響ははかり知れ

ない被害をもたらしました。中でも東京電力福

島第一原子力発電所は、巨大地震と大津波の影

響で全電源が失われた後に、冷却水の喪失から

炉心溶融、そして大量の放射性物質の大気中へ

の放出など、史上最悪の事態に陥り、今なお収

束していません。 

  １日も早い放射性物質の放出がおさまるため

の対策を進め、同時に原子力・エネルギー政策

を転換して、自然エネルギー政策を推進するこ

とを求めるものであります。 

  よって、国においては、住民の安心、安全を

目指すため、次のことを実現するよう強く求め

ます。 

記 

  １ 原子力安全行政の刷新。 

  事前の指摘や数々の原発の事故隠しの発覚に

もかかわらず、原発震災を防げなかった既存の

原子力安全行政を抜本的に見直し、人身一新し

て独立性の高い安全規制委員会を新設すること。 

  ２ 原発震災の教訓。 

  国内のみならず国際社会において、二度と原

発事故を引き起こさないために、技術から政策

決定に至るまでの総合的な「事故調査委員会」

を設け、事故の構造的な要因を徹底的に洗い出

すこと。 

  ３ 原子力・エネルギー政策の転換。 

  原発の大規模新設を前提とする既存の原子

力・エネルギー政策を抜本的に見直すこと。そ

して自然エネルギー促進法を国会で成立させ、

自然エネルギーへの転換に国を挙げて取り組む

こと。 

  ４ 緊急エネルギー投資。 

  短期的な対応として、戦略的な電力需要側の

対策の活用を初め、送電網の公有化、自然エネ

ルギーへの加速的投資を行うこと。 

  ５ 段階的な原発縮小と整合する気候変動・

低炭素社会へ。 

  気候変動政策・低炭素社会構築にエネルギー

政策の転換を反映させること。段階的な原発縮

小と整合する気候変動政策を確立すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、総務大臣宛、財務大臣宛、文部科

学大臣宛、経済産業大臣宛、内閣官房長官宛。 

  続きまして、議会案第15号免税軽油制度の継

続を求める意見書の提出について。上記の議案

を別紙のとおり、会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成23年10月14日。新庄市

議会議長沼澤恵一殿。提出者、新庄市議会総務

文教常任委員会委員長小関 淳。 

  別紙。 

  免税軽油制度の継続を求める意見書。 

  これまで農家の経営に貢献してきた免税軽油

制度が、地方税法の改正によって、平成24年３

月末までの時限立法となりました。 

  免税軽油制度とは、道路を走らない機械に使

う軽油については、軽油引取税（１リットル当

たり32円10銭）を免除するという制度です。農

業用の機械（耕運機、トラクター、コンバイン、

栽培管理用機械、畜産用機械など）や船舶、倉
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庫で使うフォークリフト、重機など、道路を使

用しない機械燃料の軽油は、申請すれば免税が

認められてきました。 

  この免税制度が廃止となれば、農業、漁業、

鉄道、建設業にとって多大な負担増になること

は必至です。 

  各産業に重大な影響を与えないよう慎重に制

度的検討を行うべきであり、激変緩和措置を含

め、当面は免税を続けるべきです。 

  免税軽油制度がなくなれば、新庄市の基幹産

業である農業への負担の増大は避けられず、軽

油を大量に使う畜産農家や野菜園芸農家をはじ

め、農業経営への影響は深刻です。 

  よって、国においては、地域農業の振興と食

糧自給率を向上させる観点からも免税軽油制度

を継続するよう強く求めます。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣宛、農林水産大臣宛、

財務大臣宛。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議会案

３件については、総務文教常任委員会提出の議

案でありますので、会議規則第37条第２項の規

定により直ちに審議に入ります。 

  初めに、議会案第13号30人以下学級実現、義

務教育費国庫負担制度拡充に関する意見書の提

出について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第13号30人以下学級実現、義務教育費

国庫負担制度拡充に関する意見書の提出につい

ては、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第13号は原案のとおり可決されました。 

  次に議会案第14号原子力・エネルギー政策を

転換し、自然エネルギー政策推進を求める意見

書の提出について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第14号原子力・エネルギー政策を転換

し、自然エネルギー政策推進を求める意見書の

提出については、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第14号は原案のとおり可決されました。 

  続きまして、議会案第15号免税軽油制度の継

続を求める意見書の提出について質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第15号免税軽油制度の継続を求める意

見書の提出については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第15号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３１議会案第１６号環太平

洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）

参加反対を求める意見書の提出に

ついて 

 

 

沼澤恵一議長 日程第31議会案第16号環太平洋戦

略的経済連携協定（ＴＰＰ）参加反対を求める

意見書の提出についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業厚生常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業厚生常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業厚生常任委員長 それでは、私から

意見書案をご提案申し上げます。 

  議会案第16号環太平洋戦略的経済連携協定

（ＴＰＰ）参加反対を求める意見書の提出につ

いて。上記の議案を別紙のとおり、会議規則第

14条第２項の規定により提出します。平成23年

10月14日。新庄市議会議長沼澤恵一殿。提出

者、新庄市議会産業厚生常任委員会委員長遠藤

敏信。 

  別紙。 

  環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）参加

反対を求める意見書。 

  アメリカ、オーストラリアなどを含めた９カ

国による環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰ

Ｐ）は、自由化の例外を一切認めず、関税の完

全撤廃を参加国に迫るものです。日本が参加す

れば、アメリカなどの農業大国からの輸入も完

全自由化されるのは避けられません。 

  このＴＰＰについて政府は、当初2011年６月

にＴＰＰ参加についての判断を行うと言明して

いましたが、東日本大震災の発生により当面凍

結されています。一部には東日本大震災を理由

にＴＰＰへの参加を求める動きもありますが、

震災や凶作の心配があるからこそ、国民の食糧

は基本的には国内で責任を持って生産が継続で

きるようにするべきであり、震災を理由にＴＰ

Ｐ推進を主張するなど言語道断と言わざるを得

ません。 

  また、国内総生産の1.5％しか占めない第一

次産業（農林水産業）がほかの98.5％の産業を

犠牲にしているという議論がありますが、第一

次産業は他の産業と密接に結びついた関連産業

や雇用を含めて国内総生産の中で大きな役割を

果たしています。また、環境保全や生物多様性

の保全など国土を維持する上で大きく貢献して

おり、農業が持つ多面的機能を無視することは

できません。 

  世界は「食料は自由に輸入できる」時代では

ありません。自由化を進めるだけでなく、食料

主権を確立し、農業の多面的発展に力を注ぐべ

きです。環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰ

Ｐ）加盟は日本の農林水産業を破滅に導き、地

球温暖化による地球規模の大干ばつや大災害が

もたらす食糧危機から日本国民を守れないもの

であり、同協定への参加は認められません。 

  よって、国においては、環太平洋戦略的経済

連携協定（ＴＰＰ）に参加しないよう強く求め

ます。 
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  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、経済産業大臣宛、農林水産大臣宛。 

  以上でございます。 

沼澤恵一議長 ただいま説明のありました議会案

第15号については、産業厚生常任委員会提出の

議案でありますので、会議規則第37条第２項の

規定により直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第16号環太平洋戦略的経済連携協定

（ＴＰＰ）参加反対を求める意見書の提出につ

いては、原案のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第16号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

沼澤恵一議長 ここで市長よりごあいさつがあり

ます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ９月から10月にかけて、今回の定

例議会は長期間にわたりまして慎重審議を賜り、

まことにありがとうございました。 

  特に今回は決算議会というようなことで、か

つては12月に行っておりました。９月という時

期に、皆様から多くの意見を今度は来年度に向

けた事業に生かすべく、今後精査してまいりた

いというふうに思っています。 

  今回、14日という最終日になりましたが、本

来ですと昨日は議会が終了している予定でござ

いましたが、昨日、東北市長会がございまして

山形県が当番ということで、その委員長を務め

てまいりましたが、総会におきましては、福島

の現状が切々と語られ、特別決議、きょう議会

の皆さんが採択していただいたような決議が

次々、次々とその場その場で出てきました。ま

た、当然さらなる要望というようなことで、後

で取りまとめするというようなことまで、悲惨

な状況でありました。特に風評被害、あるいは

健康被害、さらには医師と看護師さんがいなく

なるというようなことで、医師不足になってい

るという状況、さんざんたる状況をお話しして

おりました。 

  この中で、やはり東北が一つになってこの問

題を共有しながら、負けない東北にしなければ

ならないというふうな決議をしたところであり

ます。 

  今議会におきましても、先ほどの私の給料を

初め、さまざまな観点から御審議いただいたこ

と、十二分に心にとどめながら、今後の市政運

営に努めてまいりたいというふうに思いますの

で、長期間にわたる今議会、まことにありがと

うございました。 

沼澤恵一議長 以上をもちまして平成23年９月定

例会の日程をすべて終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 
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     午後３時５０分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  石 川 正 志 

 

    〃    〃   遠 藤 敏 信 
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本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  それでは、これより平成23年12月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において佐藤義一君、小関 淳君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

沼澤恵一議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

   （小野周一議会運営委員長登壇） 

小野周一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る11月25日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め、議会運営委員会を開催し、本日招集

されました平成23年12月定例会の運営について

協議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含め提出議案等

についての説明を受け、協議を行った結果、会

期につきましてはお手元に配付してあります平

成23年12月定例会日程表のとおり、本日から12

月13日までの12日間に決定いたしました。また、

会期中の日程につきましても日程表のとおり決

定いたしましたので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

  なお、このたび提出されます案件は、議案７

件、補正予算８件、請願１件の計16件でありま

す。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日、議案

第59号につきまして提案、説明をいただき、委

員会への付託を省略して本日の本会議において

審議をお願いいたします。議案第60号から議案

第65号までの議案６件につきましては、本日の

本会議に上程、提案説明の後、総括質疑を受け、

各常任委員会に付託をし、審査をしていただき

ます。補正予算８件につきましては、本日は提

案説明のみにとどめ、委員会への付託を省略し

て、12月13日、最終日の本会議において審議を

お願いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問の通告者は11名であります。

よって、１日目６名、２日目５名に行っていた

だきます。なお、質問時間は、質問、答弁を含

めて１人50分以内といたします。質問者並びに

答弁者の御協力を特にお願い申し上げます。 

  以上、よろしくお取り計らいいただきますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協

議の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告ありましたとおり、本日から12月13

日までの12日間にしたいと思います。これに御

異議ありませんか。 



 - 5 -

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 異議なしと認めます。よって、会

期は12月２日から12月13日までの12日間と決し

ました。 

 

平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 12月２日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

開会。行政報告。議案（１件）の上

程、提案説明、採決。議案（６件）

の一括上程、提案説明、総括質疑。

議案、請願の常任委員会付託。補正

予算（８件）の一括上程、提案説

明。 

第２日 12月３日 土 
休      会 

 

第３日 12月４日 日 

第４日 12月５日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 奥山省三、伊藤 操、佐藤義一、

小関 淳、森 儀一、山口吉靜の各

議員 

第５日 12月６日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 石川正志、小嶋冨弥、佐藤卓也、

佐藤悦子、髙橋富美子の各議員 

第６日 12月７日 水 

常任委員会 

産 業 厚 生 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第７日 12月８日 木 

総 務 文 教 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第８日 12月９日 金 休      会 本会議準備のため 

第９日 12月10日 土 
休      会 

 

第10日 12月11日 日 

第11日 12月12日 月 休      会 本会議準備のため 

第12日 12月13日 火 本 会 議 議 場 午前10時 
常任委員長報告、質疑、討論、採決。 

補正予算（８件）の質疑、討論、採決。 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 
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   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、12月議会が始まります前に行政報

告をさせていただきたいと思います。 

  新庄市一般職の職員の給与に関する条例の改

正について御報告いたします。 

  本年11月２日に、山形県人事委員会により職

員の給与等に関する報告がなされました。その

内容は、県人事委員会が行った調査によります

と、職員給与と民間給与を比較すると、月例給

においては74円、民間給与より上回っているこ

と、また期末勤勉手当については0.01月、民間

給与より下回っているとのことです。このよう

に民間給与との格差が極めて小さく、おおむね

均衡していることから、月例給与、期末勤勉手

当ともに改定を行わないことが適正であるとの

報告となっております。 

  本市の給与制度は、従来から県の人事委員会

勧告に準拠した内容としてまいりましたが、こ

の県人事委員会の報告や県内他市の状況などを

勘案しまして、本年の本市の一般職の職員の給

与についても改定を行わないことといたしまし

たので、御報告いたします。 

 

 

日程第４議案第５９号新庄市表彰

について 

 

 

沼澤恵一議長 日程第４議案第59号度新庄市表彰

についてを上程いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第59号度新庄市表彰について

御説明申し上げます。 

  本案は、本市の隆盛・発展に長年寄与され、

市政に対する功労が特に顕著な方々を表彰する

ため、新庄市表彰条例に基づき議会の同意を得

ようとするものであります。 

  初めに、渡部平八氏は、本年４月まで連続８

期32年の長きにわたり市議会議員として幅広く

活躍されたことは皆様も御承知のとおりでござ

います。 

  この間、経済常任委員会委員長や総務常任委

員会委員長を務めるほか、最上広域市町村圏事

務組合議会議員を通算２期務め、新庄市だけで

なく最上郡全体の隆盛・振興に御尽力いただい

た功績は顕著であります。 

  次に、安孫子 昭氏は、絵画家として34歳で

渡仏し、３世紀の歴史を持つフランス美術家展

のル・サロンに出展し、連続受賞を果たし、昭

和42年にはル・サロン最高賞の金賞を受賞し、

その後、パリのギャラリー、ラ・パレットブル

ーと専属画家として契約するなど風景画家とし

ての一家をなし、翌43年の帰国時には本県文化

関係表彰を代表する斎藤茂吉文化賞を受賞する

など、国内外での功績は顕著であります。また、

昭和35年の発足当時より会長を務める白土会は、

新庄・最上地域の油絵・日本画を中心とした美

術研究団体で、地域文化の高揚を目指して活動

しており、昭和46年、斎藤茂吉文化賞を受賞す

るほか、県民芸術祭では３度の奨励賞を受賞し

ており、これらの多年にわたるすぐれた作品制

作と地域に根差した活動は新庄・最上地域の芸

術文化の振興に大きく寄与するものであり、氏

の功績はまことに顕著であります。 

  これらお二方の市政に対する功績に対し新庄

市表彰を行うため提案するものであります。 

  それぞれの略歴、功績等につきましては、参

考といたしまして表彰候補者調書を添付してお

りますので、御審議の上、御同意賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第59号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託
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を省略いたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することと決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号新庄市表彰については、これに同

意することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号はこれに同意することに決しました。 

 

 

議案６件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第５議案第60号議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてから日

程第10議案第65号新庄市保育所設置条例の一部

を改正する条例の制定についてまでの６件を会

議規則第35条の規定により一括議題といたした

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてから議案第65号新庄市保育所

設置条例の一部を改正する条例の制定について

までの６件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第60号議会の議員

その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について御説

明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、障がい者制度

改革推進本部等における検討を踏まえて、障害

保健福祉施策を見直すまでの間において、障害

者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律が平成22年12月10日に公布され

ました。この法律は、国の障がい者制度改革推

進本部等における検討を踏まえて、障害保健福

祉施策を見直すまでの間において障害者及び障

害児の地域生活を支援するため、関係法律の整

備について定めることを目的とするものであり

ます。 

  この法律の施行日は平成24年４月１日とされ

ておりますが、一部の改正規定については、政

令により平成23年10月１日とされたところであ

ります。 

  この法律の施行により、障害者自立支援法を

初めとした６法律が改正されることとなります。 

  このうち、障害者自立支援法の改正に伴い、

本市の条例のうち同法の規定を引用しているも

のについて条項ずれの整備を行うため改正する

ものであります。 

  次に、議案第61号新庄市市税条例等の一部を

改正する条例の設定について御説明申し上げま

す。 

  個人市民税、入湯税につきましては、現下の

厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の

整備を図るための地方税法等の一部を改正する

法律が６月30日に公布されたことに伴いまして、

市税条例について必要な改正を行うために提案

するものであります。 

  また、都市計画税につきましては、本市にお
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いて宅地の造成等による市街地の拡大、下水道

の普及など、都市施設の整備・拡大が図られて

おりますが、都市計画税の目的にかんがみ、税

の公平性の確保の観点から課税区域を見直しす

るため提案するものであります。 

  まず、個人市民税関係につきましては、９月

議会において23年度税制改正部分について御承

認をいただいておりますが、今回の改正は、関

係機関等との調整に時間が必要とされた事項に

ついて提案するものであります。 

  主な改正の内容についてでありますが、個人

市民税の寄附金税額控除の適用下限額の

「5,000円」から「2,000円」への引き下げと字

句の修正、入湯税の特別徴収義務者の帳簿記載、

保存の義務違反に対する罰金刑の上限額の「３

万円以下」から「10万円以下」への引き上げで

あります。 

  次に、都市計画税につきましては、新たな課

税区域として上茶屋町、梨ノ木、千門町３区、

桧町２区、川西町１～６区、新松本、玉ノ木、

円満寺地区の一部を追加するものであります。 

  該当区域については、11月14日より住民説明

会を開催し、見直しの趣旨を説明し、御理解を

求めるとともに周知してきたところであります。 

  以上の改正につきまして、施行日が一様でな

いことから、附則においてその期日を定めてお

ります。 

  続きまして、議案第65号わくわく新庄の管理

を行わせる指定管理者の指定について御説明申

し上げます。 

  本案は、市の施設の管理を行わせる指定管理

者を指定するため議会の議決を求めるものであ

ります。 

  このたびの指定管理者候補の選定に当たりま

しては公募により進めてまいりましたが、市内

の４団体から応募がございました。市民から選

出された委員を含む選考委員会を開催し、検討

したところ、生涯学習を広く推進する施設とし

ての理念や地域の特性を十分に理解している点、

また、管理運営能力等においても良好であるこ

とから安定した管理運営が期待できるため、引

き続き株式会社東北情報センターを指定管理者

として指定することにつきまして提案するもの

であります。 

  指定期間は、平成24年４月１日から５年間と

するものであります。 

  続きまして、議案第63号新庄市スポーツ推進

審議会条例の設定について御説明申し上げます。 

  スポーツの基本理念や国、地方公共団体の役

割、また指導者の要請など、スポーツ施策の基

本を定めるスポーツ基本法が８月24日に施行さ

れたことに伴い、必要な改正を行うものであり

ます。 

  改正の内容といたしましては、「新庄市スポ

ーツ振興審議会」を「新庄市スポーツ推進審議

会」と名称変更するものであります。また、こ

のスポーツ推進審議会は10名以内の委員で組織

し、教育委員会の諮問に応じてスポーツの推進

に関する計画やその他のスポーツの推進に関す

る重要な事項について調査を行い、審議するこ

とを目的としております。 

  続きまして、議案第64号新庄市暴力団排除条

例の設定について御説明申し上げます。 

  近年、暴力団の活動は巧妙化しており、暴力

団組織の実態を隠し、表向きは普通の事業所を

装いながら、建設業や金融業、産業廃棄物処理

業といった企業活動を行い資金を獲得し、犯罪

行動を継続しています。 

  このような反社会的行動により市民生活が脅

かされることを未然に防ぐ必要があるため、本

条例を提案するものであります。 

  内容につきましては、暴力団の不当な活動に

よって市民生活を脅かしていることを再認識し、

市、市民、事業者が一体となり暴力団の排除を

推進することを基本理念に据え、市が行う市民

への支援や青少年への指導などを規定しており
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ます。これらの活動を通して暴力団を排除する

機運を高め、市、市民、事業所が一体となって

取り組み、暴力団の不当な要求や活動を排除し、

市民の皆様の安全・安心を確保してまいります。 

  続きまして、議案第65号新庄市保育所設置条

例の一部を改正する条例の制定について御説明

申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、乳幼児保育所

を廃止し、南部保育所の定員を増員するため必

要な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、昭和45年に建

設された乳幼児保育所は今年で41年目を迎え、

施設の老朽化が大変激しく、維持管理が難しく

なってきていること、また、兄弟や姉妹が別々

の保育所に入所してしまう問題や立地の悪さか

ら来る駐車場の問題などさまざまな課題がある

ことから、その解消を図るために乳幼児保育所

を廃止とするものであります。 

  南部保育所につきましては、乳幼児室を増築

することにより保育所定員を25名増の135名と

し、あわせて新庄保育園の乳幼児室の増設によ

って乳幼児保育所の機能を引き継ぐものであり

ます。 

  このように市全体の保育需要を見直し、民間

立保育所にも御協力をいただきながら、市民の

皆様の保育ニーズへの対応と効率的な保育所運

営の推進を図るものであります。 

  以上、御審議をいただき御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 それでは、これよりただいま説明

ありました議案６件について総括質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第１１議案、請願の各委員会

付託 

 

 

沼澤恵一議長 日程第11議案、請願の各委員会付

託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付してあります付託案件表によりそれ

ぞれの所属の委員会に付託いたしますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

 

平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月定 例 会 付 託 案 件表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

議案（４件） 

請願（１件） 

〇議案第６０号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第６１号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の設定につ

いて 

〇議案第６２号わくわく新庄の管理を行わせる指定管理者の指定に

ついて 

〇議案第６３号新庄市スポーツ推進審議会条例の設定について 

〇請願第９号『卒原発』と自然エネルギーへの転換をすすめる意見

書の提出を求める請願書 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

〇議案第６４号新庄市暴力団排除条例の設定について 

〇議案第６５号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定

について 

 

 

議案８件一括上程 

 

 

沼澤恵一議長 日程第12議案第66号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第６号）から日程第19

議案第73号平成23年度新庄市水道事業会計補正

予算(第２号)につきましての補正予算８件につ

きましては、会議規則第35条の規定により一括

議題にいたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

日程第12議案第66号平成23年度新庄市一般会計

補正予算（第６号）から日程第19議案第73号平

成23年度新庄市水道事業会計補正予算(第２号)

につきましての補正予算８件を一括議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第66号から議案第

73号までの平成23年度新庄市一般会計、特別会

計及び水道事業会計補正予算について御説明申

し上げます。 

  予算書１ページ、議案第66号一般会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ３億137万4,000円を追

加し、補正後の総額を147億4,658万8,000円と

するものであります。 

  歳出予算の主な補正内容について御説明申し

上げます。 

  まず16ページ、３款民生費についてでありま

すが、障害者自立支援給付や重度心身障害児等

の医療給付において、対象サービスの拡充や対

象者の増加により扶助費を中心に増額するもの

であります。 

  次に、19ページの７款商工費については、金

融対策における保証料補給金の増額分を計上し

ております。景気低迷が続く中、地域の企業等

の経営安定化資金の活用における支えとしてそ

の強化を図ってまいります。 

  続く８款土木費については、国が内部留保し

ておりました地方への補助金の再配分による道

路や流雪溝の整備予算を盛り込むとともに、道

路の除排雪業務に要する経費に関し所要額の補

充を行うものであります。 

  また、９款消防費についても、東日本大震災

による消防団員の被災補償費の負担額増分を含

め計上しております。 

  次の10款教育費においては、学校教育指導事

業費に学習指導要領の改訂に合わせた中学校指

導書等の購入費を盛り込み、また、学校施設や

社会教育施設の修繕についても所要の補正を組

んでおります。 

  以上、一般会計に続きまして25ページからの

特別会計でありますが、議案第67号国民健康保

険事業特別会計補正予算から議案第72号後期高

齢者医療事業特別会計補正予算までの６特別会

計及び議案第73号水道事業会計補正予算につき

ましても、今年度のおのおのの事業総括を図る

ために必要な経費を補正するものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては、財政課長及び上下水道課

長から説明させますので、御審議の上、御決定

くださいますようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 
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   （髙橋則雄財政課長登壇） 

髙橋則雄財政課長 それでは、議案第66号から議

案第72号まで一括して御説明申し上げます。 

  初めに、議案第66号一般会計補正予算（第６

号）につきまして御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ３億

137万4,000円を追加し、補正後の総額は147億

4,658万8,000円になります。各款各項の補正予

算額並びに補正後の額につきましては、２ペー

ジからの第１表歳入歳出予算補正で御確認いた

だきたいと思います。 

  次に５ページ、第２表の地方債補正ですが、

３本の市債に係る変更でありまして、国交付金

の再配分による地方道路等整備事業債と流雪溝

整備事業債の増額、また、事業の終了確定に伴

う義務教育施設改修事業債の減額を行うもので

ございます。 

  次に、事項別明細書の８ページからの歳入に

ついて説明いたします。 

  初めに、10款地方交付税ですが、このたびの

補正の財源調整を図るため、普通交付税１億

4,104万円を増額しております。 

  14款国庫支出金については、まず、１項１目

民生費国庫負担金において、障害者自立支援給

付の拡充による負担金6,759万5,000円を増額し

ており、また、２項４目土木費国庫補助金につ

いて国の社会資本整備総合交付金の再配分を加

えた措置を行い、道路及び雪対策の推進財源と

いたします。 

  15款県支出金においても国庫支出金と同様に、

社会福祉費の増額を中心に民生費に対する負担

金、補助金が多くを占め、これも歳出面におけ

る増額補正に対応するものでございます。 

  次に、10ページ後段から20款諸収入について

ですが、過年度分の収入とともに、最上広域か

らの市職員１名派遣分の人件費負担金及び22年

度分担金の精算による返戻金など、雑入全体で

2,612万2,000円を盛り込んでおります。 

  続きまして、12ページからの歳出について説

明させていただきます。 

  主な補正といたしまして、まず２款総務費に

おいてですが、14ページからの４項選挙費につ

いて、今年度予定された選挙の終了及び未実施

分に係る選挙経費の減額を計上しております。 

  次に16ページ、３款民生費でございますが、

歳入のところでも述べましたように３目、４目

において国・県支出金を用いながら重度心身障

がい（児）者医療給付事業費や障害者自立支援

給付事業費の伸びに対応する補正を組んでおり

ます。特に４目における扶助費は、就労継続支

援型の事業所の開設が増加していることにより、

介護訓練給付の要請にこたえられるよう措置し

たものでございます。 

  また、２項児童福祉費においても１目、２目

について子育て支援医療給付事業とひとり親家

庭等医療給付事業の充実を図るために増額の補

正を盛り込み、子育て支援等の充実向上を期し

ております。 

  19ページ、６款農林水産業費２項林業費にお

いては、県補助金を生かし、製材廃材等エネル

ギー利用加速化事業費補助金の支給事業を行い

ます。東日本大震災の影響による新たなエネル

ギーに対する意識高揚に合わせ、住宅や農業用

施設等に木質ペレットを燃料とするストーブを

設置する際にその経費の支援を行ってまいりま

す。 

  同じページの７款商工費については、１項２

目商工振興費における金融対策事業費について、

県信用保証協会保証料補給金637万6,000円を増

額計上し、地域企業による経営安定化等の融資

制度の活用増加に対する積極的な支援を行って

まいります。 

  次に、20ページからの８款土木費でございま

す。 

  まず、２項３目道路新設改良費についてです
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が、歳入でも触れましたとおり、国の社会資本

整備総合交付金を活用した五日町金沢線と泉田

二枚橋線の整備事業費が主なものとなります。

今般、国からの公共事業費の内部留保の解除が

あり、社会資本整備総合交付金の再配分があり

ましたが、この交付金のさきの内示などを踏ま

え、五日町金沢線整備事業費は1,011万円を減

額し、９月補正において全額を減じておりまし

た泉田二枚橋線整備事業費は1,819万8,000円を

改めて計上することといたしました。大震災下

の経済対策といたしまして、これを効果的に取

り入れ、工事の推進を図ってまいりたいと考え

ております。 

  ４項４目公共下水道費の公共下水道事業特別

会計繰出金もこの社会資本整備総合交付金の再

配分による事業の拡充を行うことに対するもの

であり、また、６項２目沖の町・中山町地区流

雪溝整備事業費も同様の事由を背景に組んだ補

正であります。 

  同じ６項の１目除排雪費については、総額

9,393万5,000円を計上しておりますが、これは

一つには当初予算で組んでおりました除排雪業

務委託料と除排雪車借上料について、さきの記

録的な大雪の始末のために４月に支出せざるを

得なかった経費に相当する分を補てんする予算

として上げたものであり、二つ目といたしまし

ては、平成19年度に土地開発基金で雪捨て場用

地として購入しておりました金沢下田地区の廃

線敷6,420平米について、一般会計に買い戻す

ための予算898万9,000円を計上したものでござ

います。 

  22ページ９款消防費については、１項２目非

常備消防費において消防団員補償費負担金

2,721万5,000円の増額を計上しておりますが、

これはさきの東日本大震災により数多くの消防

団員がお亡くなりになったことから、公務災害

補償を確実に実施しようと法律施行令を改正し、

当該共済契約の当事者である市町村の掛金を引

き上げて対応するもので、今年度限りの増額分

であります。この引き上げ分に相当する金額に

ついては、特別交付税の災害特例交付として措

置されるものでございます。 

  最後に、22ページから10款教育費についてで

ございますが、まず、１項３目教育指導費にお

いて図書購入費861万8,000円を計上しておりま

す。これは今年度から適用となった小学校に続

き24年度から改訂される中学校の学習指導要領

に合わせた中学校の教師用指導書等教科書の購

入費で、学校教育のさらなる充実に資するよう

計上を行ったものでございます。 

  また、２項１目小学校管理費において、沼田

小学校体育館耐震補強工事実施設計業務委託が

完了したことに伴う減額分を、さらに３項１目

中学校管理費において、同じく耐震化のための

新庄中学校体育館改築工事の前段として、同校

敷地内にある水路のつけかえ改修工事費900万

円を盛り込んでおります。 

  24ページの４項社会教育費における13目旧山

屋小学校施設活用事業においては、修繕料とし

て388万5,000円を加算計上しておりますが、こ

れは10月にオープンした山屋セミナーハウスの

利活用の向上を期し、衛生設備の充実を図るた

めに組んだものでございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、25ページか

ら特別会計に入らせていただきます。 

  まず初めに、議案第67号国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）でございますが、歳

入歳出それぞれ６万9,000円を減額し、補正後

の予算総額を42億5,440万円とするものでござ

います。 

  29ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入は、国の出産育児一時金補助金の減額と

一般会計繰入金の増額であり、主な歳出は、２

款保険給付費における１項療養諸費及び２項高

額療養費について、おのおの一般被保険者分経

費を減じ、退職被保険者等分経費をふやすとい
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う今年度の実情を反映させたものとしておりま

す。 

  次に、33ページ、議案第68号交通災害共済事

業特別会計補正予算（第１号）でございます。

歳入歳出それぞれ224万2,000円を追加し、補正

後の予算額を960万2,000円とするものでござい

ます。 

  補正の内容は、昨年度と同様、増加傾向を示

している交通災害見舞金等の支出増加に対応す

るもので、財源として交通災害共済基金繰入金

を充てることといたします。 

  37ページ、議案第69号公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号）でございますが、歳入歳

出それぞれ2,041万3,000円を追加し、補正後の

予算総額を15億6,870万8,000円とするものでご

ざいます。 

  40ページの第２表地方債補正については、国

の社会資本整備総合交付金の再配分に基づく管

渠建設事業汚水補助分事業費の増額に伴うもの

で、公共下水道事業債の増額変更となるもので

ございます。 

  42ページからでございますが、歳入は、国庫

補助金と市債増分の計上のほか、公共下水道事

業使用料の減額などもあり、一般会計からの繰

入金も加えております。 

  歳出は、主に今回の社会資本整備総合交付金

の再配分による管渠建設事業費汚水補助分の計

上となります。 

  続いて45ページ、議案第70号営農飲雑用水事

業特別会計補正予算（第３号）については、歳

入歳出それぞれ192万6,000円を追加し、補正後

の予算総額を2,714万7,000円とするものでござ

います。 

  補正の内容は、山屋配水池水位計等の修繕に

伴う経費の計上であります。 

  次に49ページ、議案第71号介護保険事業特別

会計補正予算（第２号）でございますが、歳入

歳出それぞれ1,748万9,000円を追加し、補正後

の予算総額を30億1,304万6,000円とするもので

ございます。 

  53ページ、歳入については、歳出に計上され

た各サービス項目の事業費の増減に基づき、そ

の財源の整理を行ったもので、国・県支出金の

ほか支払基金交付金、一般会計基金繰入金に及

びます。 

  一方、歳出の計上については、主に２款保険

給付費のいわゆる居宅介護や施設介護等の介護

サービス等諸費、また、介護予防のためのサー

ビス給付に係る介護予防サービス等諸費となり

ます。 

  最後に57ページ、議案第72号後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）でございます。

歳入歳出それぞれ143万6,000円を減額し、補正

後の予算総額を３億7,162万1,000円とするもの

で、内容は、歳入において前年度繰越金が当初

予算額を下回ったことによる補正整理としてお

ります。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。御審議をいただき御可決賜

りますようよろしくお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 上下水道課長星川俊也君。 

   （星川俊也上下水道課長登壇） 

星川俊也上下水道課長 それでは、平成23年度新

庄市水道事業会計補正予算（第２号）について

御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。 

  第１条平成23年度新庄市水道事業会計補正予

算(第２号)は次に定めるところによります。 

  第２条平成23年度新庄市水道事業会計予算第

４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり

補正します。 

  支出の第１款資本的支出の既決予定額４億

8,735万7,000円から補正予定額7,003万5,000円

を減額し、４億1,732万2,000円といたします。 

  内容については、今年度の主要事業として予

定していました赤坂配水池の増設事業について
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減額するものであります。これは東日本大震災

が発生したことから、増設池及び配水池の耐震

性や耐震構造の比較などの設計協議及び停電に

よる県からの受水停止に備えた増設容量の拡大

を設計業務の中に求め、設計業務の工期を延長

したため、建設工事が雪の影響を受ける工期で

あったことから来年度当初に発注し、完成させ

ることとしたものであります。 

  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して

不足する額に対する補てんについては括弧書き

に記載していますが、補てん額についても当初

予定の補てん額より補正額分を減としておりま

す。 

  ２ページには、ただいま説明しました補正内

容の実施計画を記載しておりますのでごらんく

ださい。 

  以上、平成23年度新庄市水道事業会計補正予

算（第２号）について御説明申し上げました。

御審議の上、御可決くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算８件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号から議案第73号の補正予算８件につ

きましては、委員会への付託を省略し、12月13

日、定例会最終日の本会議において審議をいた

します。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ３日、４日は休会であります。12月５日月曜

日午前10時より本会議を再開いたしますので御

参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

 

     午前１０時４３分 散会 
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平成２３年１２月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２３年１２月５日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   佐  藤  卓  也  議員 

  ３番   平  向  岩  雄  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ６番   佐  藤  義  一  議員 

  ７番   奥  山  省  三  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   髙  橋  富 美 子  議員    １０番   伊  藤     操  議員 

 １１番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   清  水  清  秋  議員 

 １３番   小  関     淳  議員    １４番   遠  藤  敏  信  議員 

 １５番   新  田  道  尋  議員    １６番   下  山  准  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 伊 藤 元 昭  総 合 政 策 課 長 野 崎   勉 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 小 野 孝 一 

市 民 課 長 川 田 美 浪  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 清 水 幹 也  農 林 課 長 五十嵐 正 臣 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 安 食 敬 二 

上 下 水 道 課 長 星 川 俊 也  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 兼 
教 育 総 務 課 長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 近 岡 晃 一  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 月 野   隆 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 松 田 裕 一 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野   享 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 任 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２３年１２月５日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 奥 山 省 三  議員 

２番 伊 藤   操  議員 

３番 佐 藤 義 一  議員 

４番 小 関   淳  議員 

５番 森   儀 一  議員 

６番 山 口 吉 靜  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２３年１２月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 奥 山 省 三 

１．空き家対策について 

２．震災支援について 

３．雇用対策について 

市 長 

関 係 課 長 

２ 伊 藤   操 

１．障がい者支援について 

２．家族介護者及び介護従事者の為の「介護マーク」導入

について 

３．最上公園の整備について 

市 長 

３ 佐 藤 義 一 

１．通学路の改修について 

２．雨水側溝の清掃について 

３．河川改修計画について 

４．『つや姫』について 

５．空き家登録制度の新設について 

市 長 

関 係 課 長 

４ 小 関   淳 

１．交流人口拡大を目指すことも必要だが、その前に、子

育て環境を充実させるなどの、市民福祉の向上を優先

すべきではないか。 

２．厳しい市の財政状況であっても、子どもたちの生命に

関わる「学校耐震化事業」は、早急に進めるべきでは

ないか。 

市 長 

教 育 長 

５ 森   儀 一 

１．東北自動車道泉田道路事業化について 

２．旧最上中部牧場の運営状況について 

３．旧市営松本団地の跡地利用計画について 

市 長 

関 係 課 長 

６ 山 口 吉 靜 

１．市長の政治姿勢について 

２．教育行政について 

３．市営住宅の入居状況と今後について 

４．生活保護制度について 

５．不法投棄対策について 

市 長 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は11名であります。質問の順序は、

配付しております一般質問通告表のとおり決定

いたしております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は６名であります。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 それでは最初に、奥山省三君。 

   （７番奥山省三議員登壇）（拍手） 

７ 番（奥山省三議員） おはようございます。

開成の会の奥山です。どうかよろしくお願いし

ます。 

  また冷たい寒い冬が到来しました。昨年の豪

雪では毎日雪との戦いで、心身ともに疲れ果て

て一冬を過ごしたと言っても過言ではないよう

に思います。ことしの冬は大雪にならないこと

を祈りまして、通告に従いまして質問させてい

ただきます。 

  昨年の豪雪ですけれども、空き家などの倒壊

などの被害はどのぐらいあったのでしょうか。

最近、空き家の数が大変増加しているように思

われますけれども、その点、市ではどういうふ

うに調査しているのでしょうか。市ではどのよ

うに把握して、どのような分析調査を行ってい

るのか、その辺のところをお聞きしたいと思い

ます。 

  それから、少子高齢化の影響もありまして、

例えば自分が住んでいる集落なんかでも１年ご

とに空き家がふえ続けている状況でございます。

各地区に必ずといっていいほど空き家が存在し

ているはずです。中には何年も人が住んでいな

いので管理が行き届かず、荒れ放題の家もあり

ます。昨年の豪雪で倒壊した空き家も中には見

かけます。これからますます人口減少が進めば、

もっと多くの空き家が出てくると思います。こ

れらに対して何の対策も講じることができない

のでしょうか。 

  以前にもこの質問をしたことがあるんですけ

れども、そのときは権利関係とかいろいろな問

題があって全然進展がありませんでしたけれど

も、ここに一つ指針というか答えをお願いした

いというふうに考えております。それとも自分

の身は自分で守るという意味なのでしょうか。

行政の力をかりなければできないこともあると

思います。壊れかけた状態の場合は、夏などに

は病害虫の発生源にもなってしまい、近隣の住

人に迷惑になることは間違いありません。空き

家対策について、現状より一歩進んだ指針を示

していただきたいのですが、どうですか。 

  次、３月11日の震災からもうすぐ９カ月にな

ろうとしています。日本全国から支援物資が被

災地に送られているようでございますが、以前、

富士通のゼネラルの倉庫に新庄市の支援物資が

保管されているとお話がありましたけれども、

今現状ではどのようになっているのでしょうか。

聞くところによりますともう物資は要らないと
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の情報もあります。それは本当でしょうか。金

銭にかえて早く送金はできないのですか。寒い

冬が間近に迫っています。被災者にとっては初

めてのつらい冬を迎えることになるので、一日

でも早い支援をしてあげるべきだと思います。 

  また、新庄市に避難している方もいるようで

すけれども、その方たちにどのような支援策を

現在行っているのでしょうか。できれば今後の

対策や将来的な支援の方法などについてもどの

ようにお考えなのかお聞きします。 

  次にですけれども、これは毎回のように質問

して大変申しわけないと思いますけれども、相

変わらず先が見えない状況が続いている雇用対

策についてお聞きします。 

  国の緊急雇用創出事業により雇用された方が、

事業が終わることにより失業してしまうことが

考えられます。その後の対策についても再雇用

等の何か考えはないのでしょうか。一時的に雇

用されたとしても、一定の期間が終了したらも

との失業に戻ってしまうわけなので、その後の

職探しが大変だと思います。 

  この事業は国で平成20年から始めたわけです

けれども、ことしになり雇用の数もだんだんと

減少しているようでございますけれども、真剣

に対策を考えて雇用の場の確保に努めてほしい

ものです。 

  市の第４次振興計画の中にも、市長は具体的

な取り組みとして「いきいきと働き、活力とに

ぎわいのあるまち」としていますけれども、こ

れを具現化するにはどうすべきか教えてくださ

い。前回の答弁では企業誘致戦略の作成を進め

るとの説明もありましたけれども、どのような

戦略なのか。また、木質バイオマスとか雪冷熱

エネルギーを利用した産業の誘致も検討してい

るという話もありますけれども、これもどうい

う計画なのか、わかれば教えていただきたいと

思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。(拍手) 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきたいというふうに思います。 

  御質問の空き家の状況についてでありますが、

平成21年度に市街地における空き家・空き地を

調査した結果、19件の空き家がありますという

ふうなことを申し上げましたが、それは一部の

調査ですので、市街地全域から広げていきます

とかなりの数になるというふうに思っておりま

す。現実的に何戸あるかという正式な調査をい

まだ行っていないということは御承知願いたい

と思います。 

  今後、区長さん方との話し合いの中で近隣に

おける空き家の戸数等、状況をはっきり把握し

てまいりたいというふうに思っております。 

  昨年、空き家の倒壊被害は、そのような状況

の中で特には把握しておりませんが、年月がた

つたびに危険性は増していくというふうに私も

思っております。 

  屋根の雪につきましては、倒壊のほか、隣家

へ、あるいは通行する方々への危険のおそれも

あり、多くの相談が寄せられているのも実態で

あります。基本的には個人所有というようなこ

とにおきまして、個人の管理において対応して

いただくということが基本的な考え方でありま

す。 

  所有者が不明な場合など、多くの課題も現実

的にはふえてきております。議員御指摘のとお

り倒壊のおそれ、あるいは環境衛生や防災・防

犯の面からも対策が必要というふうに感じてお

ります。 

  今、この空き家対策につきましては全国的な

課題であり、県といたしましても庁舎内に空き

家対策検討会を設置している状況です。今後新

たな指針が示されるかなというふうに思ってお
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ります。 

  あくまでも個人の財産を侵すような場合に公

執行権をどのような形で進めていくのかという

ことが大きな課題であるかというふうに思って

おりますので、それらの国・県の指針等に沿っ

て、当市においても法律的なことが乗り越えら

れるものであれば積極的に取り組んでまいりた

いというふうに思います。 

  先ほど申しましたが、今後空き家につきまし

ては地域の協力を得ながらしっかりと把握して

まいりたいというふうに思っておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、震災対策の支援物資が旧ゼネラル、旧

ではないですけれども、前のゼネラルの倉庫に

眠っているのではないかなということでありま

すが、まずもって、去る３月11日に発生しまし

た東日本大震災により被災された方々に対し、

食料、生活用品の提供を初めボランティアなど

の御支援を賜りましたこと、市民の皆様に心か

ら感謝を申し上げたいというふうに思います。 

  支援物資の集積場所については、かむてん公

園のすぽーてぃあに一時保管し、そこから支給

先への支援をしてまいりました。その後、すぽ

ーてぃあを開放しなければいけないというよう

なことで、その物資を一時預け先としてゼネラ

ルにお願いしたところ、ゼネラル様の御厚意に

より４月20日から11月30日まで無償でお借りす

ることができました。その間の管理は担当職員

が行っておりますが、社員の皆様にも御協力い

ただき、事故なく無事にお返ししたところでご

ざいます。 

  物資につきましては、市内の避難者の方々を

初め、かねてより重点的に支援してまいりまし

た仙台市及び石巻市の被災者へ提供してまいり

ました。郡内の避難者にも呼びかけ、衣料や布

団、毛布などを提供し、大変喜んでいただいて

おります。現在はほとんど残っておりませんが、

残っている物資につきましても可能な限り被災

者に届くよう心がけてまいりたいというふうに

思います。 

  ３月11日という寒い時期でありましたので、

防寒具等の支援物資も多く寄せられました。し

かし日に日に春めいてきまして、現地の要望が

さまざま変わってきております。そういうよう

な意味で、防寒具など残存物をゼネラルにお願

いし、今回また冬が近づいてきたということで

それらを支援にまた持って行ったということで

あります。 

  次に、避難者への支援についてでありますが、

現在市内には34世帯85名の方々が避難しておら

れます。定期的な支援といたしましては、避難

者の皆様には避難元からの情報や市からのイベ

ント情報を提供しております。特に民間住宅な

どにお住まいの方には直接訪問し、近況や抱え

ている不安や悩みなどを個別に聞き取り、関係

部署と連携しながら必要に応じて相談に応じて

いるところであります。 

  聞き取りの中では、今一番必要としているの

は生活に関する情報のことでありまして、今後

も引き続き地元や市のさまざまな情報提供を行

ってまいりたいと考えております。 

  また、地元に帰りたいとの気持ちも強く感じ

られますので、聞き取りの中で得た意思を尊重

し、地元に帰られるにせよ、新庄市への定住に

せよ、希望に合わせて支援を行ってまいりたい

と考えております。 

  また、就職された方もおり、生活基盤が安定

している傾向にある御家族もおります。このよ

うな世帯には自立の妨げとならないよう過度な

支援は行わず、求めに応じてサポートする体制

をとりたいと考えているところであります。 

  次に、雇用対策でありますが、緊急雇用創出

事業臨時特例基金事業のうち、緊急雇用事業及

びふるさと雇用再生特別基金事業につきまして

は、御質問のとおり今年度をもって終了となり

ます。 
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  しかしながら、緊急雇用創出事業特例基金事

業のうち重点分野雇用創出事業、地域人材育成

事業、そして今年度始まりました震災対応事業

につきましては24年度も継続となっております

ので、まずもってこれらの雇用についてしっか

りと対応してまいりたいと考えております。 

  また、緊急雇用創出事業は、次の就労までの

短期的な雇用目的としていましたが、ふるさと

雇用については正規労働者としての雇用継続に

つなげることが事業目的であるので、現在、事

業受託先の事業所及び団体に継続雇用ができな

いか協力依頼しているところであります。確か

にこれらの事業が終了することで失業者がふえ

ることになりますので、国に対し県を通じて雇

用創出対策についてお願いしてまいりたいと思

いますが、市でも独自の雇用創出事業が構築で

きないか考えてまいりたいと思っております。 

  最後に、第４次振興計画に掲げる「いきいき

と働き、活力とにぎわいのあるまち」を具現化

するにはどうすべきかという御質問ですが、こ

のたびの振興計画では三つの柱を立てておりま

す。 

  １番目に、農業所得の向上を目指し、やりが

いのある農林業を確立すること。収益性を高め

る農業、生産から加工、販売まで組み合わせた

多角的な経営を進めるなどやりがいのある農業

を確立していきたいと思っております。 

  ２番目に、多様な連携を強化し、活力ある商

工業を確立することとして、先ほど申し上げま

した農業と商業などさまざまな業種や分野と連

携し、新たな活力を生み出してまいりたいと考

えております。 

  また、雇用の場の確保として企業誘致の促進

と地場企業支援に努めるとともに、中小企業等

への経営支援や就労や起業しやすい環境づくり

の支援にも力を注いでいかなければならないと

思っています。 

  ３番目に、交流拡大のために地域資源を磨き、

魅力ある観光産業の確立にも力を注いでまいり

ます。交流人口が増加することにより、それが

地域の産業の活性化へとつながり、そして雇用

や経済活性化に結びつくよう、隣接地域も含め

た観光資源の連携や観光メニューの充実、情報

発信などにより交流機会の拡大を図ってまいり

ます。 

  なお、企業誘致戦略につきましては、財団法

人地方自治研究機構との共同調査研究により国

内の企業動向や新庄市を取り巻く環境の分析、

文献や先進事例の調査を行い、新庄市の地域特

性を生かした誘致のあり方について検討を進め

ております。 

  学識経験者、地元企業などによる委員会から

の意見により、具体的な誘致の対象を自動車関

連産業、農林産物加工産業に絞り込み、誘致の

可能性、誘致に必要な条件、環境整備などにつ

いて探っているところであります。 

  また、工業団地に特徴づけるため、バイオマ

スの導入によるＣＯ２削減、融雪対応の可能性

などについても調査しております。年度内で調

査研究の方向がまとまりますので、来年度以降

その内容を具現化し、より戦略的な企業誘致に

より雇用の場の確保に努めてまいりたいと思い

ます。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 答弁ありがとうござい

ました。というよりも、すみません、確認のた

めもう一回お聞きしますけれども、空き家につ

いての調査はしていないということですか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 全体の調査を行ったこと

はございませんが、一部市街地の空き家状況に

ついては、平成21年12月から22年３月までの間、

空き家・空き地等の調査を行った事実がござい
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まして、先ほど市長の申し上げました19件の空

き家というのはそこの調査結果によるものでご

ざいます。 

  ただ、一部の地域でございますので、市全体

としての棟数というふうなことになりますと、

今のところ実数を持ってはおりません。以上で

す。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） はい、わかりました。

というよりも19件の空き家、これは私の、例え

ば私は泉田１部落の区長もやっていますけれど

も、その辺だけでももう今空き家３戸ぐらいあ

るんですよ。だから19件なんかすぐいっちゃい

ますけれども、だから全然市でそういうことを

把握する気がないのか。これから例えば30年後

には隣は空き家が当たり前という時代が来るは

ずなんですけれども、これから先に向けてその

辺のところを市ではどういうふうに考えている

のか私はちょっと疑問に思いますけれども、そ

ういう調査をしていただきたいと思いますけれ

ども、その辺の考えはないのでしょうか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 先ほど市長の方からも御

答弁申し上げましたが、今後空き家の状況がふ

えていくという危険も承知しておりますし、今

後その対策をどう打つかというのが全国的な課

題にもなっておるところでございます。 

  県においても県庁内において検討会をつくっ

て調査検討をするという組織体制がつくられて

おりますけれども、空き家対策といいましても

所有者等に関する問題というのがかなり大きな

ウエートを占めておりまして、法的な関係、専

門性、専門的な法律知識というものが要求され

る問題であろうと思います。したがいまして、

空き家対策につきましては、県の今後の研究・

検討の方向性を考えながら進めてまいりたい。 

  一方で、その調査につきましても、市長の方

から申し上げましたが、区長協議会、区長の皆

様と御相談させていただきながらアンケート等

の調査ができればというふうに考えております

ので、よろしく御理解願いたいと思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 私は今回視点を変えて、

私の後の佐藤議員も空き家関係というか空き家

バンクとかありました。私はそれを除きまして、

視点を変えて質問していきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

  例えば倒壊の危険性がある空き家、そういう

ので地区住民から相談室の方に相談というのは

別にないわけですか。それから病害虫の発生と

かそういうのも全然相談はないわけですか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 議員の御質問の中にもあ

りましたけれども、このたびの豪雪に伴っての

屋根雪等の相談件数が相当この冬にもございま

した。１月20日から延べ30件ほどの雪に関する

御相談がありまして、そのうち９件は空き家に

関する御相談でありました。９件の空き家に関

する雪処理の御相談のうち８件については所有

者、管理人等との連絡がつきまして、その対応

をしていただいたと。ただ、そのうち１件につ

きましては、所有者・管理人等の連絡がとられ

ないというふうなことから、バリケードを張っ

たりしましての緊急的な対応をさせていただい

たということがございます。今のところ冬場で

の相談というのが相当来ておるというのも事実

でございます。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 空き家になっている場

合、所有者が近くに住んでいれば話は別だと思

いますけれども、遠くに住んでいてなかなか連
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絡がとれないというふうな話もありましたけれ

ども、そういうふうなケースですけれども、調

査して所有者と連絡をとり合って空き家の管理

について指導されるというか、そういう考えは

おありでしょうか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 ただいま御答弁させてい

ただいたとおり、御相談があれば所有者、管理

人等をこちらの方でも探しまして、直接、御連

絡して御指導申し上げているというのがこの冬

までの実態でございます。 

  今後においても所有者、それらを確認させて

いただいて、対応できるものは対応してまいり

たいというふうに考えてございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今のお話を聞いていま

すと、お客さんというとちょっと変ですけれど

も、所有者の方から連絡があればするという感

じで、こちらからは向かっていかないという、

そういうふうに私受けとめましたけれども、そ

ういうことではなくて、市の方から調査して、

そういうのを調べて積極的にやるという意味に

受け取ってもよろしいでしょうか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 もちろん、御相談があれ

ば緊急的な事態として対応しなくてはいけない

場合もあろうかと思います。この冬についても

そうであろうと思いますが、そういった場合に

ついて御相談があれば市として放置するわけに

はまいりませんので、所有者等、連絡または探

しながら対応できるところは対応してまいりた

い。 

  ただ、当然、物的な権利関係につきましては

行政としても立ち入ることのできない領域もご

ざいます。所有者等の連絡がついたとしても、

除却でございますとか、そういうふうなことに

なりますとなかなか行政としては立ち入れない

エリアがございますので、そういったところに

ついてはどうしても指導して、御協力をお願い

するようなことにしかならないというのが現実

の実態であろうというふうに思っております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 昨年大雪でしたけれど

も、例えば私の地区は小泉の消防団ですけれど

も、空き家になっている地区の３戸のうちがあ

りますけれども、そこの除雪作業を数人で行っ

たというふうに聞いています。このような活動

に対して市では何も支援するというふうなこと

もないと思いますけれども、例えば除雪中に事

故なんか起きたような場合、全然市では知らな

いということでは私はうまくないと思うんです

が、今例えば自主防災とかといろいろ言ってい

ますけれども、その辺の考えというか、もうち

ょっと積極的になっていただきたいと思います

けれども、その辺のところはどうなのでしょう

か。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 ただいま消防団による屋根の

雪おろしのお話がございましたけれども、この

件につきましては、分団長以上会議の中で消防

団が自発的にそういうふうな事情のあるところ

については率先して各分団、除雪しましょうと

いうようなことでやった経緯がございまして、

けが等の補償については消防団の方の補償と組

合の方の消防団というような活動の中での対応

でございますので、消防団に関してはそういう

ような補償的な対応はとられています。以上で

す。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 今の話ですと、こちら
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から積極的に行政としてはできないというふう

に私は受けとめました。今の消防団についても

例えば事故が起きた場合は市では全く無責任と

いうか、例えば労働災害とかそういうのを全然

市としては受けとめないというふうに考えてよ

ろしいのでしょうか。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 あくまでも団長の命令で動く

分には消防活動に当たりますので、そちらの方

については先ほど申し上げましたとおり消防団

が加入している方の消防補償等組合関係の方の

対応で実施しております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 行政の方で動かないか

ら、消防団に入っている若者たちが「うち、つ

ぶれそうだから」と、「近所が迷惑するから、

自分たちでやろうな」という感じでやっている

んですね。だからそういうのに対して支援する

というか、今の話ですと団長会議とか私はそう

いうことを言っているんじゃなくて、もうちょ

っと積極的な対応ができませんかとお願いして

いるんですが、それも今の状況では無理だとい

うふうに受けとめてよろしいのでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 小泉の具体的な話が出ましたが、

小泉の集落におきまして３年ほど前に市の助成

による除雪機200万円程度のものを補助してお

ります。それの運営につきまして、小泉の集落

の方で消防団の皆さんが地域内における高齢者

住宅等のことについても除排雪を積極的に行い

たいという話を聞いております。その際の問題

が、先ほど環境課長から申しましたように、消

防団が行う活動については、消防団による災害

補償のことで、事故が起きたときにはそれで対

応するという取り決めをしているということで

ございますので、市がということではなくて、

消防団員は消防団員のくくりの中でやっている

ということを御了承いただきたいというふうに

思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） わかりました。 

  ちょっと変わりまして、国土交通省の空き家

再生等推進事業というのがありますね。それで

ほかの、例えば北海道あたりなんですけれども、

空き家の解体をしているような自治体もあるよ

うですけれども、これに絡めて倒壊の危険性の

ある空き家の解体などはできないのでしょうか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 ５年間でしたか、人口減

少が続いている地方自治体に対する国土交通省

の補助制度のことをおっしゃっているのではな

いかと思いますが、補助制度といたしましては

やはり所有者の除却に関する同意というものが

前提になっております。今のところ除却に関し

てそのような話があっての受けた事例がござい

ませんので、あればどうなるのかというのは今

後の検討になろうかと思いますが、ただ、この

制度、多分山形市がことし始めました除却制度

がございます。それについてももともと所有者

の方の同意のもとに土地と家屋を無償譲渡する

ということが前提になっての制度のようでござ

います。そういった先進地事例なども見させて

いただきながら、研究できるところは研究して

まいりたいというふうに考えてございますので、

御理解賜りたい思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） 本市の23年度と24年度

の4,700万円の松本団地68戸の解体事業はこの

事業ですよね。違いますか。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 
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沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 松本団地の除却につきま

しては、社会資本整備総合交付金というふうな

中で現在行っているものでありまして、これは

公営住宅、いわゆる都市局の方の補助金という

ふうな内容でございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ということは、あれで

すか、国土交通省じゃないということでしょう

か。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 国土交通省の方の補助金

です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） これから30年後という

か、空き家時代が当たり前に来ると言われてい

ますけれども、これから空き家が40％の時代を

迎えるとも言われていますけれども、防犯を初

め環境の著しい低下が起きて、それからごみ収

集などの行政サービスの効率も悪くなり、自治

体の財政をますます逼迫することは明白だと思

います。将来に向けて空き家に対して何らかの

対策を今後検討して考えていただきたいと思い

ます。 

  この件については一応これで終わります。 

  次の支援の方で、４月の補正予算の専決のと

きに民生費で支援に関係してですけれども、専

決処分で１億円ほどなっていますけれども、災

害被災者支援費というので6,800万円ほど予算

を組んで専決処分になっていますけれども、こ

れについてはこのお金はほとんど全部使ったと

いうことなのでしょうか。その辺のところをお

聞きしたいと思います。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 ３月11日の東日本大震災の発

生を受けまして、当初、被災者の方がたくさん

当新庄市にも来られるのではないかということ

で、受入体制のためにということで22年度は22

年度で補正予算、たしか500万円だったと思い

ます、さらに23年度、４月１日付で、今奥山議

員おっしゃった１億円の被災者支援のための目

全体の予算として専決処分を行ったところであ

ります。 

  現在、幾ら執行しているかということであり

ますが、23年度につきましては約1,600万円近

くを予算として執行しております。これからは、

また余震等が続いているようでありますが、特

にそういう大きな変化がない限りは現在、新庄

市に避難されている方の生活支援を市として行

っていくと、その手助けを行っていくと。先ほ

ど市長が答弁を行いましたが、定住されるとい

うのが新庄市としても願っているわけですけれ

ども、自立を促すような支援を行っていくとい

うことです。したがいまして現在の予算執行額

としては約1,600万円、23年度分としては執行

しているということでございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） どうもありがとうござ

います。 

  当市に身を寄せている方も大分いるようです

けれども、今後の生活に不安を抱いているのは

実態だと思いますが、また、その世帯、世帯で

も内容は違うと思いますけれども、奥さんと子

供さんがこっちに来ている方がかなりいるよう

ですけれども、それはだんなさんと別れても生

活しているということで、経済的負担・精神的

負担も大変だと思います。将来的に市としては

希望に合わせてサポートしていくような考えの

市長の話で、今、相談に乗っているということ

でしたけれども、毎月相談というか、決めてや

っているんだか、それともあちらから相談され
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た場合に話し合いをしているというか、どうい

うふうな制度というかシステムというか、その

辺のところをちょっとお聞きしたいと思います。 

伊藤元昭総務課長 議長、伊藤元昭。 

沼澤恵一議長 総務課長伊藤元昭君。 

伊藤元昭総務課長 新庄市に避難されている方の

生活支援という意味で、当初につきましては特

に健康の相談業務を５月の中旬ぐらいまででし

たが、３月中は当然避難されてすぐだったので

毎日、４月から５月の中旬までは２日に１回の

ペースで健康診断を行ってまいりました。 

  御案内のとおり旧東山スポーツハウスを第一

次避難所として開設していたわけですが、８月

末にその閉鎖を行ったんですが、閉鎖した際、

避難されている方、その時点で避難されている

方につきまして全戸訪問を行い、じゃ今後の訪

問についてはどうするかと、主に健康の部分で

したが、各避難されている方は定期的な全戸訪

問は特に希望しないということで、ただ１世帯

のみ月１回ぐらいの健康相談、個別訪問として

お願いしたいという内容でございました。 

  その後、現在は放射能汚染から避難するため

に福島県の方から当市においてもこの何日間で

来られている方もおりますが、基本的には当市

において県の方の11月に行った調査なんかを見

ますと、必ずしも就職を希望するという方が希

望しないという方よりも若干少ないと、この辺

は地元に戻りたいということだと思いますけれ

ども、そういうアンケート調査なんかもありま

して、それを受けて個々いろいろな事情の方が

おありのようです。それぞれの避難者の事情に

応じて対応を行っていくということになろうか

と思います。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） まず、避難されている

方の希望に合わせて、それぞれの事情に合わせ

て市ではサポートしていくということでわかり

ました。そのようにお願いしたいと思います。 

  それでは、次の雇用対策の関係ですけれども、

緊急雇用で前に６月の説明ですと、平成21年度

は緊急雇用で107人、22年度が84人、それから

ことし65人と縮小の一途というか、数値が下が

っていって、ことしで終わりということなんで

しょうけれども、この数値が下がった、人数が

下がった理由はどういう理由なのか教えていた

だきたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 緊急雇用ふるさと再生

等ですね、３年間で298名ほど雇用につながっ

ておりますけれども、緊急雇用の場合いわゆる

つなぎ的なものが主であるというようなことか

ら、なかなか実際の事業構築、あるいは就労者

の意欲に結びつかないということがその原因か

と思います。 

  なお、先ほどの震災関係で言いますと、今年

度は震災対応の分野というものもあわせて出て

きておりました。以上であります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） そろそろ来年度の高卒

者の就職の内定も決まっている方もかなりいる

と思いますけれども、現時点での就職の内定率

というかその内容というか、もしわかりました

ら教えていただきたいと思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 10月末現在で出ており

ます。この数値がそういうことであります。希

望者は211名ですけれども、内定者が154名。求

人数が238件ですけれども、内定率は73％、こ

れは高いです。昨年から比べますと14ポイント

高いです。県平均の63.9％よりも10％ほど高い

ということですね。これは地域の企業が大分前

倒しで求人をやってくれたということがその要
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因であります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） すみません、その内容

で、例えば県内・県外というのは、その点わか

りましたら教えていただきたいんですけれども。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 求人は、先ほど238件

と申し上げましたけれども、これは県内が133

件です。県外が105件。これがこの二、三年は

逆転しておりまして、県外が大分減ってきてお

るというふうな状況です。 

  また、内定者に関しましては、154名のうち

県内が98名、それから県外が56名であります。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） これちょっと細かい点

ですが、６月のときにまだ１人、就職口につい

ていない高校生がいるというような話がありま

したけれども、この方は就職はもうなったので

しょうか。 

  それから、県の10月の有効求人倍率ですけれ

ども、0.65ですか。当市はどの辺の数字になっ

ているのか。そして今後、これがいつごろとい

うか、回復傾向に向かうのはいつごろというか、

それともどのように見通しているのか、その辺

のところをお聞きします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 これは昨年度の、つま

り今春卒業という方でしたけれども、結果的に

は最終的には98％、つまり202名の求職希望に

対して198名が就職したと、４名が残ったわけ

でありますが、これに関しての追跡ということ

は実際にはできておりません。 

  それから、求人倍率に関してですけれども、

直近のもので0.59まで来ております。昨年、一

昨年と比べますと大分上がってきてはいるんで

すけれども、ことしも春から上昇傾向にはあり

ます。ただ、まだ0.59でして、求人は平均して

1,000人前後ですね、毎月。ただ、求職者が若

干この３カ月ほど減ってきております。これも

ちょっと心配しておるんですけれども、ある意

味では就職をあきらめているような方々も出て

きているんではないかなと、そんなふうな分析

をしております。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） どうもありがとうござ

います。 

  先ほど市長から企業誘致戦略というので説明

がありましたけれども、具体的には私もちょっ

とわからないものですから、念のためにもうち

ょっと詳しく教えていただきたいんですけれど

も、その辺のところお願いします。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 この戦略の調査研究につ

きましては、雇用の機会の確保という観点から

本市の特徴を生かした企業誘致のあり方につい

て戦略的に進める方策を調査検討するという内

容でございまして、平成23年度の単年度の事業

でございます。 

  研究の進め方としましては学識経験者、県工

業会、県工業団地立地企業、金融機関、商工会

議所工業部会、最上総合支庁、それと市の方か

ら成る委員10名の構成を主体にして調査研究を

行っているということでございまして、事例調

査、それと企業誘致に活用できる資源、それに

伴っての企業へのアンケート調査、それとヒア

リング、また、いろいろな文献調査なども行っ

て調査研究を進めていくというような今の現状

でございます。 

  今のところ委員会は中盤のところに差しかか

っておりまして、テーマ選定につきましては、
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主なテーマといたしましては、市長の方からも

申し上げましたとおり自動車関連企業、それと

農産物加工関連の企業等の誘致については少し

深く研究調査してまいりたいということに今し

てございます。 

  そのほかにも新庄の工業団地等の特徴づけ、

そういったことからバイオマス関係のエネルギ

ーを利用した活用が図れないかという調査も一

緒に進める。それと誘致の体制についてもまた

調査を進めるということで、ことしの３月まで

をその調査期間として今のところ調査を進めて

いるといったものでございます。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） ということは来年度に

向けてというか、今年度は検討して、来年度に

向けてこれから動き出すというふうにとらえる

と思いますけれども、中身をもうちょっと詳し

くというか、具体的には何をするのか、その辺

のところが見えてこないものですからお聞きし

た次第なんです。その辺、これからまた検討し

てやっていくということだと思いますけれども、

先ほどの木質バイオマスとか雪冷熱エネルギー

というふうな産業の誘致を検討しているという

説明もありましたけれども、そのような産業に

ついては具体的にどういう職種というか事業と

いうか、やっていくのか、わかれば詳しくお願

いしたいと思いますけれども。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 具体的にどういうところ

にターゲットを絞って進めるのかというふうな

ことでございますが、自動車関連、それと農産

物加工、そういったものについて少し深く研究

を進めていこうというふうなことで今のところ

考えてございまして、自動車につきましては宮

城、岩手、それぞれ大手の自動車の企業が張り

ついてございます。そういったところをターゲ

ットにした企業誘致というものが図れないのか。 

  また、農産物加工については、新庄市の持つ

自然、農産物、そういったものを活用した企業

の誘致といった調査研究を今のところ行ってい

るというところでございます。以上です。 

７ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

沼澤恵一議長 奥山省三君。 

７ 番（奥山省三議員） まず、ちょっとまだよ

くわかりませんけれども、これからよく検討し

てよろしくお願いしたいと思います。 

  これからますます厳しさを増していく雇用状

況ですけれども、若者が地元に残って地域のた

めに働く場所の確保のために戦略を立てて挑戦

するときかもしれませんので、市長初め職員全

員セールスマンになって頑張っていただきたい

と思います。 

  以上で終わります。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

伊藤 操議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、伊藤 操君。 

   （１０番伊藤 操議員登壇）（拍手） 

１０番（伊藤 操議員） おはようございます。

会派、開成の会の伊藤でございます。 

  神室山系も白く装い、いよいよ冬将軍到来の

季節となりましたが、皆様には風邪など召され

ませんようにと願うところでございます。 

  さて、冬といえば雪、雪といえばウインター

スポーツのスキー。我が新庄市には新庄市民ス

キー場という冬季限定の財産があります。私も
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毎年お世話になっており、大変ありがたく感じ

ております。しかし来客数減少の傾向にとても

心を痛めている一人でございます。 

  新庄市民スキー場にはいいところがたくさん

あります。まず、近い。市の中心部から車でわ

ずか10分程度で着きます。そして駐車場は無料。

標高が低いので極度の寒さが感じられず、防寒

対策にそんなに気を使わなくても大丈夫です。

また、斜面が緩やかなので、初心者や子供の練

習には最適です。ゲレンデはリフトを挟んでほ

ぼ一面なので見晴らしがよく、遭難するという

事故もないと思われます。万が一けがをしたと

しても救急車の到着も早く安心でき、そしてリ

フト代も２時間から1,000円とあり、非常にお

得でございます。 

  私はかつて平日の午後に一人でスキーの練習

に行ったことがあります。ちょうど小学生のス

キー授業が終わったところでした。リフト券を

購入して準備体操をしてゲレンデに入りました

ところ、お客は私一人でありました。まさにプ

ライベートゲレンデの状態でして、いかにも爽

快かと思いましたけれども、数名の職員の目が

痛く、申しわけなくて早々に帰ったということ

があります。 

  冬はどうしても運動不足になりがちです。ぜ

ひ皆様、冬場の健康増進のために新庄市民スキ

ー場に足をお向けいただけたらと思います。 

  それでは、新庄市民スキー場のＰＲを一通り

終えたところで、通告に従いまして私から質問

をさせていただきます。 

  まず一つ目、障がい者支援についてお伺いし

ます。 

  重度障がいの方を対象とした長時間の訪問系

のサービスのうち、通院介助を除いた移動の部

分ではどのようになっているのでしょうか。 

  一例を挙げまして、脊椎損傷により車いす生

活を送られている方が新幹線などを利用して上

京したいといった場合に、新庄市ではその移動

についてどのような支援の制度を展開している

のでしょうか。 

  また、平成23年10月１日から始まった視覚障

がいの方の同行援護についても伺います。 

  新しい制度になり、視覚に障がいを持つ方が

安心して社会参加ができやすくなり、需要もふ

えることと予測されますが、市の具体的な支援

の体制をお伺いいたします。 

  そして、視覚障がいを持つ方を援護する際に、

これまでのガイドフリップに加えて代読や代筆

などの業務がふえますので、さらに細かい部分

までの研修や学習が必要になり、資格もまた必

要になります。６月定例会でも申し上げました

が、介護従事者のみならず、ボランティアをし

ている方からも資格習得の要望が多く出ており

ます。その養成講座を県主催でと願い、開催地

をぜひ新庄市でとの声を出してはいかがでしょ

うか。 

  次に、二つ目の質問をさせていただきます。 

  家族介護者及び介護従事者のための「介護マ

ーク」の導入のについてのお考えをお聞きいた

します。 

  外出先で、認知症や障がいを持つ方を介護し

ていることを知らせる「介護マーク」の普及に、

他県ではございますが積極的に取り組んでいる

自治体があります。駅や公共施設でのトイレの

利用や、男性介護者が女性用の肌着などを購入

する際に誤解や偏見を持たれないように、また、

介護していることを知らせることにより周囲の

協力や理解を得やすくする効果が期待できると

思われるからです。 

  我が新庄市でも高齢化が深刻になり、介護へ

の理解が進んではいるものの、まだまだ不十分

なところがあります。福祉の行き届いた優しい

まち新庄市の構築のために介護マークの導入を

お考えいただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

  最後の質問に入ります。新庄市の顔とも言う
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べき最上公園の整備についてお伺いいたします。 

  現在、公園の美化のためにはどのような方法

をとっているのでしょうか。 

  公園を散歩する人や近隣の町内会の方よりさ

まざまな意見がありました。雑草が多いこと、

通路に泥や水たまりがあり歩きにくいこと、ご

みも多く、ベンチにコケが生えていたり木製の

ベンチが壊れていたり、また、池が汚れている、

におう、水草が異常に繁殖して魚が死んでいる、

周囲を流れる水路に落ち葉やごみが詰まって水

が流れないなどでした。 

  観光客誘致のためにガイドブックに紹介され

ている最上公園がこのような状態でよいのでし

ょうか。季節を問わず、市民の憩いの場である

公園です。公園管理事務所を設置し、常勤職員

の配置をお考えいただけないでしょうか。 

  例えば雑草などは生き物であり、日々成長し

ております。それが公園の景観を損ねるもので

したら管理は日々必要ということになります。

また、公園の面積から考えても、近隣の町内会

やボランティアの支援による管理だけでは景観

を美しく維持することは困難なのではないかと

予測されます。もちろんこれらの支援はとても

必要ではありますが、市の担当と市民の連携の

糸がきちんと結ばれているのかも心配になりま

す。 

  また、公園内に数カ所設置されているトイレ

やベンチにも修理や交換の必要のあるものが見

受けられます。遊具などは小さい子供が頻繁に

訪れて遊ぶものなので、細かく安全点検は行わ

れているとは思いますが、その美化については

危険が及ぶものでもない分、見落とすこともあ

ろうと思われます。これからの季節は公園全体

が雪で覆われてしまいますが、春に向けての対

策を今から検討してみてはいかがでしょうか。 

  以上で私からの発言とさせていただきます。

御清聴に深く感謝申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、伊藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、重度障がい者を対象とした８時間を

超える訪問サービス等について、移動支援がど

うなっているのかというようなことであります

が、重度障がい者の移動支援につきましては、

福祉サービスの重度訪問介護で対応が可能と考

えております。 

  重度訪問介護は、障がい程度区分４以上と認

定されている方に対して居宅において入浴、排

せつの介護や家事など生活全般の援助を行うほ

か、外出時における移動中の介護を行えるサー

ビスとなっております。 

  その内容といたしましては、通院での介助や

散歩などのほか、対象者が必要とする長距離の

移動支援も可能であります。その場合、支給で

きるのは必要とするサービスを提供できる人数

の介護報酬分となりますが、８時間を超えた部

分については５％減算されることになっており

ます。 

  なお、新庄市においての実績はまだございま

せん。 

  次に、視覚障がい者の移動支援についてとい

うことでありますが、今年10月、旧来の地域生

活支援事業における移動支援事業から、個別給

付での同行援護とする事業となりました。その

ため、この事業を行う事業所は県から指定を受

ける必要がありますが、平成23年11月からニチ

イケアセンター若葉が同行援護の指定を受けて

おり、２名の方が利用申請を行っております。 

  また、もみの木訪問介護事業所が同行援護の

指定について検討しているとのことであります。 

  今後、事業所の指定状況を見ながら、旧来か

らの移動支援事業利用者に対しまして情報提供

を行うとともに、市報の音声情報である声の広

報事業などを活用し、情報を提供する予定であ
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ります。 

  また、同行援護については、日常生活に必要

な移動支援のほか、代読や代筆提供を行うサー

ビスを含むものとなっております。 

  次に、同行援護従事者の養成研修についてで

すが、県では平成24年度実施のための予算要求

をすることとしております。 

  当市が単独で講習会を開催することにつきま

しては、県で検討している研修内容と同じとな

るため、その開催は考えておりません。しかし

県の講習会について新庄市を会場になどという

ふうに必要に応じて要望してまいりたいという

ふうに思っております。 

  次に、認知症の人や障がいを持つ人を介護し

ている人が持つ介護マークの御提案でございま

すが、介護マークについては、今年度から静岡

県が作成して配付したところ好評ということで、

現在は他県の自治体にも広まりつつあるようで

あります。 

  新庄市における現状といたしましては、外出

先でのトイレ介助や男性介護士が女性用の下着

を購入している方がどのくらいいるかニーズが

わかりませんので、例えば市報などでお知らせ

し、一、二カ月の試行期間を設けて、利用者の

意見を聞いた後で本実施に向かいたいというふ

うに考えております。 

  ３点目の最上公園の整備についてであります

が、底地そのものが国と市と宗教法人と民間と

で構成されているのが最上公園内。外も含めま

すと最上公園全体としまして管理になるわけで

すけれども、市は今18の都市公園や二つの河川

公園、45の開発緑地を合わせた計66カ所、開設

面積で44ヘクタールを管理しております。 

  最上公園につきましては、歴史的背景をもと

にレクリエーションの場として、また、桜の名

所として位置づけ、身近な避難所や災害復旧の

場としての機能も損なうことがないよう管理を

行ってまいりました。 

  具体的には、日常管理を新庄市施設振興公社

と地元御堀端自治会の皆様にお願いをし、専門

的な管理につきましては各企業の皆様にお願い

をしております。 

  御指摘の部分につきましては、さきの皆様と

今後、管理の方法や点検の回数など、改善に向

けた対応をさせていただきたいと思っておりま

す。 

  管理事務所の設置につきましては、都市整備

課内における体制強化を図って考えたいと思っ

ております。 

  また、ボランティアとの連携につきましては、

作業内容や時期など、自主的判断のもとでお願

いをしている状況であります。 

  本市といたしましては、公園ボランティアの

参加により、これまで以上に公園が身近に感じ

ていただけるよう連携を図ってまいりたいと考

えております。 

  公園施設の修繕・整備計画につきましては、

最上公園を含む多くの公園が開設後、数十年を

経過し、大幅な修繕や取りかえの時期を迎えて

おります。そのため、優先的整備としては危険

度の高いものから実施しているところでありま

す。 

  貴重な公園ストックを長期、質の高い状態で

サービスできるよう今後も努めてまいりますの

で、御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） 丁寧な御答弁、ありが

とうございました。 

  重度障がいの方についてお伺いします。 

  今現在、使っている方が余りおられないとい

うことですけれども、それは制度が整備されて

いることも知らされずに、長時間の介護につい

ても市ではわからないという声が聞かれます。 

  それで、新幹線などで移動する際にはどうし
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ても専門的なところに依頼するという方がおり

まして、行政の方でも必要に応じて展開してほ

しいという声が実際上げられています。その分

で視覚障がい者の方と重度障がい者の方の同行

援護についての差があるように感じるのですが、

そこら辺はどういうふうに考えていますか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 重度障がい者の方の移動

支援でございますけれども、現在、平成22年度

なんですが、実績としまして利用されている方

４名の方いらっしゃいます。この方々について

長時間の、例えばということで出されました新

幹線での移動については、そういった実績はな

いわけでございますが、これは私どもでは、制

度について知られていないというよりはむしろ

費用の面での問題かなというふうにとらえてお

ります。例えば新幹線で行った場合ですと、御

本人のほかに付き添いの方が２人あるいは３人

の方が必要になってくると思いますけれども、

運賃については、こういった方については御本

人と付き添いの方１人分が半額ということにな

っておりまして、それ以上の付き添いの方は

丸々御本人の負担になるといったことがござい

ます。 

  私ども福祉の方で支援できますのは、付き添

いの方の人件費だけでございますから、そうい

った複数の付き添いの方の旅費等、こういった

ことがネックとなってなかなか利用がないので

はないかなというふうにとらえております。 

  なお、新たな同行援護というようなことがで

きました。現在使われている方々についてもさ

まざまな情報をお伝えしながら、あるいは障が

い者の方々との懇談等の機会を設けながら、必

要であればさまざまなサービスの開発というこ

とも今後考えていかなければならないかと思っ

ております。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） では、視覚障がいの方

についてお伺いします。 

  同行援護について、市では１カ月の支給料は

どのぐらいになっているのでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 申しわけございません。

そういう人についての個別について幾らまでと

いうふうに決めているかについては、申しわけ

ございませんが承知しておりません。後ほど担

当からお知らせいたしたいと思います。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） では、もう一度視覚障

がいの方についてですけれども、今、指定の事

業者がニチイともみの木訪問介護事業所であり、

資格習得されているガイドヘルプの有資格者に

ついてお伺いします。 

  今、ニチイは２名、もみの木はおおむね５名

いると思います。これから展開される同行援護

についても、その人数から言えば少ないと思わ

れます。今後、市では指定事業所をふやすよう

な試算はあるのでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 指定事業所を市の方でふ

やすかどうかということについては、市の方で

決めることではないというふうにとらえており

ます。これは事業所がそれだけのニーズがあっ

て、それだけペイできるか、果たして収支が合

うかということで各事業所が選択するものだと

いうふうにとらえております。 

  なお、資格者でございますけれども、今お話

しがございましたような人数、現在でございま

す。今後、先ほどありましたように代読とか新

たなサービスもふえてきますので、それなりに

技術が必要になってまいります。したがいまし
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て、これから県で予定されている講習会もなる

べく新庄に近いところ、できれば新庄でやって

ほしいということで県の方には申していくつも

りでございます。 

  それからなお、当面は従事者要件として、平

成26年９月30日までは現在やっている人につい

て要件を満たすということをみなすというふう

になっておりますけれども、やはり一番いいの

は、それだけの資格がある、あるいは技術があ

ることが一番ですので、講習会については開催

を求めていきたいと思っております。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） 次に、介護マークにつ

いてお伺いします。 

  今現在、介護のマークが必要としていること

を把握していないということですけれども、実

際は男性介護者が女性を介護しているという場

合や、通院の際に込んでいる病院に介護してい

る方は比較的元気に見えるのにいづらいという

ような場合もあります。通院介助の場合は、事

業者の職員が制服を着て介護に当たっているこ

とが多いんですけれども、どうしても家族介護

者にとっては病院の待合の状況から見ても理解

が得られない部分がたくさんあります。公共施

設のトイレなどを使う場合にもやはり遠慮があ

りますし、いまだに理解されていない部分があ

ります。 

  このマークの使用については、本来であれば

とっくにあってもおかしくないような状態では

あります。今後検討では遅いような気がします。

高齢者の人数が進みまして、支える家族介護者

及び介護従事者の精神的苦痛というのもありま

すので、そのマークの検討は急いでほしいと私

は思いますけれども、いかがでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 先ほど市長答弁にもござ

いましたように、当面、試行ということで、市

報等でお知らせして、試行をやってみたいと思

っております。 

  私の方でそういった報道を見ましたところ、

こういったいわゆるネームみたいなマーク、こ

ういったものに「介護」と文字を入れたような

ものでございますので、費用はほとんどかから

ないと思っております。 

  ただ、先進地では、これを悪用されると困る

ということですので、勝手に住民の方が自分で

つくらないように自治体の方でつくったものを

お上げすると、貸し出しするといった形になろ

うかと思いますので、その辺のデザイン等をこ

れから考えまして、なるべく早く市報等に載せ

ていきたいなと思っております。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） ありがとうございます。 

  最後に、最上公園についてお伺いします。 

  戸沢神社が隣にありまして、公園の整備とい

うのはとても大事なことだと思います。新幹線

などで訪れた観光客が、新庄にはどこが見てき

れいで、訪れたいというと、やっぱり最上公園

というのが駅からも近いことでありますし、自

慢はしたいんですけれども、今こういう状態で

あるということは先ほど申し上げました。 

  それで、安全面は十分行き届いているとは思

いますけれども、どうしても美化という点では

気づかない部分が多いと思います。ボランティ

アやいろいろな企業とかで整備しているのはわ

かるのですけれども、やはり観光目的である、

あとは市民の憩いの場であるという最上公園が

きちんと管理なされていた方が新庄市の観光交

流にも効果的だと思います。 

  それで、一生懸命整備しているのは非常にわ

かるのですけれども、不備であることも事実で

す。それでもう少しボランティアの方との意見

交流とかも必要だと思います。そのための施策



 - 34 -

というか、それをもう少し詳しくお伺いいたし

ます。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 最上公園の管理につきま

しては、先ほど市長の方から答弁ありましたよ

うに、施設振興公社と地元の御堀端自治会にお

願いしておるところでございます。 

  内容につきましては、施設振興公社につきま

しては草刈りとか遊具の点検、それから病害虫

の駆除、樹木の剪定、雪囲い等をお願いしてお

ります。御堀端自治会につきましては、トイレ

清掃というふうなことで、２日ないし３日に１

回と、ごみ拾い、それから園内のパトロールと

いうふうな内容で現在進めております。 

  遊具につきましては、安全の確保というよう

なことで、年１回ではございますけれども、専

門の業者さんに点検をお願いしておるところで

ございます。 

  ボランティアの活動というふうなことで年２

回ほど、春のカド焼き祭りの前、それから新庄

まつりの前に町内会の方々と一緒になって清掃

を行っているところでございます。 

  それでボランティアの方々との話し合いの場

というふうなことですけれども、公園のボラン

ティアについてはお話をしたり意見を聞いたり

してやっておるところでございます。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） わかりました。 

  ところで、別件なんですけれども、公園の循

環器と申しますか、あれはいつごろ。今、動い

ていないように思うんですけれども、それは大

体いつごろ修理の方進むのでしょうか。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 ことしは夏の高温から水

草とか藻とか、繁殖はかなり多くありました。 

  また、御指摘の噴水といいますか、循環器で

すけれども、７基のうち４基が故障しておると

いうふうなことですので、今後、対応していき

たいというふうに思っております。 

１０番（伊藤 操議員） 議長、伊藤 操。 

沼澤恵一議長 伊藤 操君。 

１０番（伊藤 操議員） わかりました。なるべ

く早くお願いします。 

  これで私からの質問を終わります。ありがと

うございました。 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時２９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、午後より教育長が所用により欠席とな

りますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

佐藤義一議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤義一君。 

   （６番佐藤義一議員登壇）（拍手） 

６ 番（佐藤義一議員） 御苦労さまです。 

  絆の会の佐藤義一であります。 

  まず、泉田道路の工事は着工が決定し、大変

喜ばしいことと思っておりますと原稿を書いた

ところが、昨今の民主党の事業仕分けにひっか

かったということで、新規事業、国交省の方は

問題ないらしいんですけれども、財務省との折

衝がおくれているということで調整がついてい

ないということで大変残念でありますけれども、

山尾市長初め最上郡の首長さんが11月30日に上

京されて一生懸命粘り強く交渉なさってくださ

っているということですので、一抹の光を感じ
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ていたいと思います。どうぞ市長、大変だと思

いますけれども、よろしくお願いいたします。 

  これが着工しまして完成しました暁には、さ

きの定例会で市長がおっしゃいましたように市

内の北町、沼田町の国道13号線に抜ける道路の

混雑は幾分解消されるものと期待を持つもので

あります。 

  また、幹線道路が整備されることに伴い、周

辺道路も整備されることを期待しながら一般質

問をさせていただきます。 

  ６月議会でも質問させていただきましたが、

今回も児童生徒の通学路につきましてお尋ねさ

せていただきます。 

  地域住民の長年の願いでありました一本柳か

ら小泉までの道路でありますが、今回、市役所

の担当の方から地域住民の方々にも進捗状況の

説明がなされ、一安心したとの話を聞きました

が、御存じのとおりあの道路は地域の生活道路

としてはもちろん、小中高生までの通学路とし

ても使用されています。これから用地買収に入

ることとは思われますが、それらを含めて完成

までの見通しをお尋ねいたします。 

  また、通学路として13号線を挟んだ道路の先

にありますエコロジーガーデンの南側道路につ

きましても中高生が多く利用いたしますが、側

溝等の損傷が激しく、また側溝にふたもなく、

道路幅も狭いことから自動車との対面は非常に

危険であります。 

  また、戸沢藩の歴代の御廟所もあり、数少な

い観光場所としてたまには観光バスが入ってく

ることもありまして、側溝を修繕し、ふたをし

ていただくだけでも道幅が拡幅し、自転車で通

学する中高生の危険も減少するものと思います

ので、大至急御検討いただきたくお伺いいたし

ます。 

  また、荒小屋の公民館から北辰小学校前に抜

ける道路でありますが、以前に市の方で大変な

努力をしていただいたことは、地域に住まいす

る者として大半の方々が感謝を覚えております

が、行政の懸命な御努力にもかかわらず一部の

理解を得られず断念した経過があると聞き及ん

でおりますが、再考の検討をお伺いいたします。 

  ことしの市長と地区区長と語る会におきまし

ても地区の区長より要望が出されてありました

が、回答欄には今のところ予定はなしとありま

したが、今、荒小屋、高壇、北新町、中川原、

そして野中の児童たちは荒小屋の県道を通学し

ていきますが、あの県道も消雪道路として水が

出されており、通勤の車にはじき飛ばされた冬

の冷たい水をかけられて通学していることもし

ばしばあります。ぜひぜひ御再考をいただけな

いものかとお尋ねいたします。 

  次に、雨水側溝についてお尋ねいたします。 

  流水側溝であればそれほど問題はないのでし

ょうが、雨水側溝には汚泥、落ち葉などが堆積

しているところも見られるようです。ひどいと

ころは堆積した土に雑草が生え、秋には枯れて

さらに堆積していくという悪循環を起こしてい

るような箇所も見られます。夏には異臭がした

り、衛生上、決して好ましいことではありませ

ん。 

  私の近所では年１回、地元消防団による消防

放水により側溝清掃をしていただいております。

これが消防団の訓練にもつながり、地域住民よ

り大変喜ばれておりますが、このような対策を

とっているところはごくまれなケースだと言え

ることだと思います。特に新興住宅地に多く抱

えられた問題かと思います。流雪溝のない地域

の課題として考えていただきたいものとお尋ね

いたします。 

  次に、市内を流れる河川についてお尋ねいた

します。 

  今から数年前と記憶いたしておりますが、北

辰小学校の東側を流れる指首野川の一部が改修

されて、せせらぎが聞こえる気持ちのよい川に

なりました。以前は結構荒れており、出水後に
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は上流から流れ着いたと思われるペットボトル、

ごみ等が散乱いたし、小さいころに魚をとった

り水遊びをしたり芋煮会をした記憶が薄れさせ

られたものでしたが、改修された後は見違える

ほど心安らぐような環境をつくっていただいた

ことを大変喜んだものでした。そのときは、こ

としで、またこの区間だけで改修が終わるので

はなく、継続し改修するのだと聞いた覚えがあ

りますが、その後、継続して改修された様子は

ありません。また、各町内にも河川への愛着を

持ち、環境を憂い、活動されておる方々もおら

れます。 

  去る11月20日には、最上川フォーラムとして

各河川環境保護の代表者が指首野川の水質調査

を行い、意見交換をなされたことも聞いており

ます。この活動をなされている人々によれば、

確かに自分の町内を流れる河川の一部を整理・

清掃しても、上流より流下してくる土砂、汚泥

が下流に堆積し、川幅を狭めていき、流域を狭

くしていき、一度に全域は無理だということは

理解できるが、毎年少しずつでも改修していた

だければ河川環境は大分よくなるのではないか

とおっしゃられております。 

  確かに護岸工事により災害への心配は薄れた

かに思えますが、環境問題としてとらえ、対策

を考え、講じていかなければ将来に不安を覚え

ます。この指首野川を利用して、将来に向けて

ホタルをふやし、子供たちに夢を持たせたいと

活動しているグループのあることも承知いたし

ております。ぜひ子供たちが夢を現実のものと

して実感できる環境整備を訴えたいものです。 

  また、すぐ近くを流れています市役所のおひ

ざ元と言える河川の汚泥もかなり目に余るもの

がありますので、これはどうにかして県と話し

合って除去していただきたいと思います。見た

目も甚だしく見苦しく感じられます。確かに河

川の管理者は県であり、市の事業ではないと言

われることも十分承知いたしておりますが、こ

の環境に住む我々は山形県人であり、新庄市民

であるということを強く思います。 

  去る11月21日に行われました県の各地域議員

協議会でも、大雨により川床の流出が見られる

ことから、冬期間に指首野川や中の川のしゅん

せつを実施する計画等お聞きしましたが、計画

地域や時期がおわかりでしたら教えていただき

たいと思います。 

  次に、知事がトップセールスまで行い、力を

入れております「つや姫」が全国的に高い評価

を受け、高値価格で取引されていることは大変

喜ばしいことであり、うれしく思っております。 

  ことしの価格につきましても、仮渡金と追加

払いで１万6,000円にまで届きそうであると。

生産者も期待していることと思います。作付面

積もふえ、本年は県全体で3,200ヘクタール、

最上郡で約１割の300ヘクタール余り、その中

で新庄市はことしは98ヘクタールの作付がある

わけですが、一等米比率を見てみますと、10月

31日現在で県全体では91％、最上郡全体では

83％でありますが、新庄市内に限ってみますと

68％とかなりの差が出ております。 

  一等米比率が下がった原因としては着色粒、

いわゆる茶米、９月のフェーン現象による茶米

の発生した結果と、また、充実度不足と聞き及

んでおりますが、これらの今後の対策をお尋ね

いたします。 

  この等級比率を心配しまして、総合支庁の農

業技術普及課において11月18日に原因分析、対

策、検討会がなされたようでありますが、来年

以降に向けて出穂時期は同じころのコシヒカリ

とでは登熟速度が違い、遅いなどの特性を生産

者・生産者団体とともに共有、自覚し、全国的

に「つや姫」が高い評価を得ているときに、山

形県のつや姫は確かにいいけれども、新庄産の

つや姫は芳しくないとの市場評価が出ない努力

を生産者とともに行っていかなければならない

と考えます。 
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  次に、これは質問というより提案でございま

す。先ほど午前中に奥山議員からも質問があり

ました空き家のことでありますが、近郊はもち

ろん、市街地にも空き家は多く見られたとの実

感を持っております。 

  ここで、空き家登録制度、特に名称はこだわ

りませんが、そのような空き家対策をとられて

はいかがかと思い提案いたすものです。 

  高齢によりこの地で老人一人、また老夫婦で

暮らすことが難しく、子供と同居せざるを得な

くなって新庄を出ていくこともあるでしょうし、

少子化により跡継ぎがいないなどの理由もある

ことと思います。また、長期療養、そして老人

施設への入所等の理由があるでしょうけれども、

空き家は防犯、火災発生、老朽化、景観上から

も相当のリスクがあります。 

  これらのうち、賃貸、譲渡等を希望される

方々には市役所にその旨届けていただき、市の

ホームページに掲載させていただく制度であり

ますが、決して不動産業をやろうというのでは

ありません。新聞、チラシに郡内の中古住宅あ

っせんがよく入りますが、その多くは抵当権失

効物件と聞きます。また、それらの情報範囲は

ごく限られた地域にしか及びません。ホームペ

ージ掲載であれば、都会とかの退職後のＵター

ン希望者も見ることができます。退職まで都会

で働いてきたが、都内で住宅を保有することは

なかなか至難であり、地元に帰ってまた環境の

よいところで老後を過ごしたいと考える人はい

ると思います。それらの人々にはなかなか情報

が伝わりません。それらの人々に情報提供する

ことも定住化促進の一助となるように考えます。

現に山形県内でも庄内、それから朝日、やって

おられる行政もございますので、ぜひ御検討い

ただきたいと思います。 

  最後になりますが、先日、我々絆の会を中心

とした有志で第２回目の市内の施設を視察、勉

強させていただきました。市の担当課長、担当

職員から懇切丁寧な説明を受け、特に二ツ屋に

ありますサイクルスポーツセンターでは、時間

が押しまして５時半を過ぎていましたけれども、

課長初め担当者、それから体育協会の役員さん

もお見えになっていただきまして説明を受けま

した。特に我々４人の新人議員につきましては

大変勉強になりました。 

  その視察先の中に障がい者支援施設友愛園が

ございまして、印刷、造花づくり、縫製、生活

支援、木工、新庄方式と呼ばれる食品トレーの

リサイクル作業と友愛園で行われている作業部

署すべて視察させていただきました。 

  その中で思わされたことは、通所作業者全員

が自信を持って作業に当たっておりましたこと

です。全員礼儀正しく、作業室に入っていきま

すと全員が立ち上がり「こんにちは」と大きな

声であいさつしてくれましたし、中には私に対

して自分たちがつくっている商品説明までして

くれた作業者もおりました。 

  職員の説明では、数年前までは骨箱や棺桶に

敷く布団の需要が多く、有力な商品でありまし

たが、現在の供給地は人件費の安い中国に取っ

てかわられましたが、市役所や新庄まつりの屋

台の造花として各町内から、他市の温泉宿から

の衣料品、県内外からのそば・酒の贈答用の箱、

東京からは祭り用の照明ケース等の注文があり、

大変感謝しているとの言葉でありました。この

ことで人とのきずな、地域とのきずな、社会と

のきずな、そして未来とのきずなを強く感じ、

一つの感動を覚えましたことを報告いたし、壇

上からの質問を終えたいと思います。御清聴あ

りがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  一本柳小泉間道路の進捗状況というのは、通
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学路として大切な道路の改修についてというこ

とでありますが、市道一本柳檜葉沢線につきま

しては、一本柳から小泉を通り、市道上山屋萩

野線に至る全長約3.9キロの路線であります。 

  そのうち現在の未整備区間といたしましては

一本柳から小泉間約1,600メートルとなってお

ります。中でも一本柳側400メートル区間は道

路幅員も狭く、歩行者や車の往来に多くの御不

便をおかけしているものと感じております。 

  このことから昨年、測量設計を実施し、本年

度の測量調査や買収補償により、現在、本工事

に向けた条件整備が整いつつある状況でありま

す。その上で、まずは始点側400メートルの早

期完成を目指してまいりたいと考えております。

その後、残りの1,200メートル区間の整備につ

きましても、他路線との調整を図った上、整備

手法、実施時期を含め検討してまいりたいとい

うふうに思っております。 

  次に、エコロジーガーデン南側道路、市道太

田一本柳線についてでありますが、この道路は、

沿線に史跡の戸沢家御廟所や幼稚園などの施設

があり、エコロジーガーデンの正面にもつなが

っております。現状では確かに幅員が狭く、側

溝や路肩の老朽化が著しく、車の往来に支障を

来しているというふうに認識しております。今

後、安全に通行できるような形で側溝の整備を

検討してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

  それから次に、荒小屋公民館から北辰小学校

までの市道新設でありますが、この路線は農林

事業により整備した道路でありますが、当初計

画では北辰小学校までの区間を整備予定として

おりましたが、お話しのとおり、一定区間の用

地の取得において地権者の同意を得ることがで

きず工事中止になり、現状の行きどまり状態と

なったと聞いております。また、現状でも市道

認定要件に合致しないことから、市道として管

理できないものとなっておりますので、御了承

いただきたいと思います。 

  今後の再考については、現在ないというふう

にお答えさせていただきたいと思います。 

  それから、新興住宅に見られる雨水側溝の清

掃についてでありますが、現在、市では298キ

ロに及ぶ市道を管理しております。全線につい

て、直接側溝の土砂揚げを行うことは非常に困

難な状況であることを御理解賜りたいと思いま

す。 

  そうした点で、現状は地元町内会などにより

揚げた土砂の運搬処分を行っております。町内

で揚げた土砂などを、御連絡いただければ市の

方として運搬処分を行うという、この手法は今

後とも継続してまいりたいというふうに思いま

す。すべてを管理できないということを御了承

いただきたいと。まちはだれのものかというこ

とで、その地域の皆さんがこぞって土砂を揚げ

た場合は市で協力していきたいという姿勢は今

後とも継続してまいりたいというふうに思いま

す。 

  それから、指首野川の改修計画でありますが、

県が太田地内の瑞雲院橋から元友愛園跡地まで

の延長2,400メートル区間を整備予定しており

ます。特に三本橋から下流延長1,200メートル

については、ふるさとの川整備事業に指定し、

重点整備区間として整備中であります。 

  平成23年度事業といたしましては、小桧室公

園の対岸と桧橋の下流の護岸工事として、また

三本橋水路橋のかけかえ工事を予定しておりま

す。 

  さらには河川事業に合わせた道路事業も始ま

り、国道458号にある川原橋の仮橋の仮設道路

に着手する予定であります。道路のつけかえに

伴い、間もなく学校関係者への説明も実施され

る予定と聞いております。この橋工事について

は平成24年度で下部工、平成25年度に上部工の

予定で年度内完成を目標にしております。 

  次に、鍛冶橋上流の整備につきましては、計
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画はあるものの、工程については明確な時期が

示されないため、未定となっているようであり

ます。 

  河川の環境にかかわる件についてであります

が、市議がお話しされました最上川フォーラム

による河川環境の水質調査が行われ、大以良川、

指首野川など、市内河川合流箇所11ポイントに

ついて実施され、現在、水質のデータの解析中

と聞いております。 

  また、瑞雲院橋から上流についての立木、ヨ

シなどの繁茂状態などの現状調査を行うことに

ついて、先月行われた平成23年度指首野川を愛

する会の総会時に、地元関係者と県の担当で行

うこととなっております。 

  また、河川のしゅんせつ工事でありますが、

中の川と指首野川が予定されております。中の

川につきましては、ヨークベニマルの裏から国

道13号のところとなります。指首野川につきま

しては、生態系保全などの面から流動的な要素

もありますが、中道町、ＪＲ西線上流から頭首

工下流までの間を河道掘削する予定であります。 

  実施につきましては、ともに１月ごろを予定

されておるところであります。 

  なお、河川の改修事業やしゅんせつなどにつ

いて、これからも引き続き県に要望してまいり

たいと考えております。 

  それから、つや姫のお話でありますが、新庄

市内の一等米比率が非常に低かった原因把握と

来年以降の対策についてでありますが、佐藤議

員も御承知のとおり、昨年度に本格デビューし

た高温耐熱性にすぐれ、各県で等級が低下する

中、山形県のつや姫は98％の一等米比率を誇り、

各県から注目を浴びたところであります。 

  正念場である２年目の平成23年度産米は、10

月末日現在で県全体の一等米比率は91.4％、最

上地域は83.4％、特に新庄市が67.7％と低い比

率と、残念な結果となっております。 

  第一に、９月上旬のフェーンに遭遇したこと

が挙げられますが、フェーンは台風や熱帯低気

圧が日本海を通過するときに乾燥した熱風が吹

き、この現象が起きると、稲体の過蒸散により

登熟期には茶米が発生し、等級を下げたという

ような原因が考えられます。 

  加えて、登熟期間後期の９月下旬から登熟が

進まなくなる最低気温、いわゆる登熟限界最低

気温10度Ｃに遭遇してしまったことも一等米比

率を低下させた要因の一つではないかと考えら

れます。 

  つや姫の出穂後の40日間の日平均気温は22.2

度を確保し、18度を下回らないことが必要であ

り、このデータによりますと新庄の気象数値も

確保されており、適値内と言えると思います。 

  昨年度は登熟期間中が高温で推移し、つや姫

以外の品質が低下したことから、今年度との単

純な比較は難しいものと思われます。 

  いずれにしましても、県関係機関で組織する

新・米づくりやまがた日本一運動本部での作柄

検討と原因究明に努め、生産者へその対策をお

伝えし、今年度の繰り返しとならないよう努め

てまいりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

  次に、御提案の空き家登録制度の新設を考え

てはどうかということでありますが、空き家登

録制度につきましては、その名称・内容に違い

はあると思いますが、同様の趣旨で定住対策に

取り組んでいる自治体がふえているのも議員の

御指摘のとおりであります。 

  市内にお住まいの方であれば不動産業者を通

して物件の紹介を受けることも容易と思います

が、議員おっしゃるとおり市のホームページな

どで情報提供するのも有効な手段の一つだとい

うふうに考えております。特に行政からの情報

というのは信頼性が高くなるというようなこと

が挙げられると思います。その分、責任も大き

くなりますが、いかに豊富で新しい情報を提供

できるか、また、賃貸・譲渡となった場合は当
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事者間での契約行為となりますので、金銭的な

トラブルが発生しないような対応、さらには定

住後の生活へのサポートなど、検討すべき課題

は多くございますが、市内の不動産業者の物件

の紹介などもあわせて、市としての情報提供の

あり方について研究してまいりたいと思います。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） 大変御丁寧に御答弁あ

りがとうございました。 

  それで、ちょっと風邪を引いていますので声

が聞きづらいかと思いますけれども、御勘弁い

ただきまして、少し補足で質問させていただき

ます。 

  確かに一本柳小泉線、長年の地域住民の願い

だったわけです。この前、たしか10月23日でし

たか、防災訓練のときに地域の地権者の方が私

のところに来まして、市役所の方から親切、丁

寧な進捗状況の報告を聞いたと。話が進んでい

るので大変うれしく思うと。やっぱり長年の地

域住民の願望をかなえていただいて見えてきた

のでありがとうございましたと、わざわざ私に

訪ねてきてくださいまして、話してくださいま

したので、あえて今回言わせていただきました。 

  それで、市長が今おっしゃいましたように、

荒小屋公民館、確かにあれは農林予算でやった

というふうに周りの人からも聞いた覚えがあり

ますけれども、あそこを今のところ予定ないと

市長おっしゃいますけれども、本当に子供たち

かわいそうなんですよ。荒小屋、高壇、北新町、

中川原、野中の子供たちがあそこから通ってく

るわけです。荒小屋公民館に入る道路を曲がっ

て、市長御案内のとおりですけれども、公民館

出てくると子供たち、荒小屋の道路を通ってき

て水を浴びることになるんですよ、消雪の水を。

確かに何年か前に市の方で一生懸命になって、

ここに道路つくれるから、農林予算つくからと

いうことで説明してくださって、地域住民のた

めにしてくださった努力はほとんどの人は知っ

ているわけですよ。 

  それで、確かに市長おっしゃるとおり、１人

頑迷な地権者がおられましてとうとうできなか

ったと。それを皆、地域の人方は反省している

わけですよ。我々も市役所に任せっ放しなのは

悪かったんだと。地域の問題としてとらえて、

あそこを子供が通学できるようになれば子供た

ちは水をかぶることがないと。 

  市長、確かにおっしゃること、わかります。

どれだけ努力したのか、市役所の方々がどれだ

け努力してあそこに道路を持っていこうとして

くださったのか我々地域住民はよく理解してい

るつもりです。再度お考えをいただけませんで

しょうか。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 通学路の面だけを考えま

すと、現在の通学路は信号機、横断歩道、歩道

が整備されておりますので、水はね等は確かに

あるかもしれませんけれども、安全面から見れ

ば現在の通学路の方が安全ではないかなという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いい

たします。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） きょうは教育長が午後

から所用でいらっしゃらないんですけれども、

今課長がおっしゃったように確かに歩道はあり

ます。ガードレールがついた歩道もありますし、

あそこの県道を横断するときに押しボタン信号

もあります。ただ、御案内のとおり大変道幅が

狭いんです。それで途中で住宅が切れている部

分があるんですよ、荒小屋の上の方で。そこに

よく子供らが落ちるんです、田んぼに、道幅が

狭いことによって。確かにガードレールがあり

ますので、子供たちは車との接触の危険性はな
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いです。確かに課長のおっしゃるとおり、安全

だとおっしゃるのはわかりますけれども、ただ、

本当に見てください。子供たち、頭から水かぶ

るんですよ、冬に。その姿を我々地域住民は見

ているわけですよ。それをぜひ、なかなか時間

があれですので、そういう要望が地元にあると。

何年か前の農林予算で道路をつくりましょうと

言ったときの時代背景が違うんだということを

認識していただきまして、もう一度再考してい

ただきたいと思います。 

  それから、雨水につきましては、確かに市長

のおっしゃるとおりでありますけれども、ただ、

我々のように何百年も歴史のある集落であれば

お互いに互助というのが生きていますので、そ

ういうことがお互いにできるわけです。ただ、

新興住宅内においてなかなか結束がないところ

もありますので、ただ不平不満を鳴らしている

部分もあるかとは思います。 

  ですから、もしそういう問題があれば、今、

市長のおっしゃったとおり、各町内で各自のテ

リトリーの責任において泥揚げやってくれと。

そうしたら市役所の方に連絡いただければ運び

ますよと、そういうものを衛生組合とかを通じ

ての広報がまだ足りないんじゃないかと思いま

す。ですから我々は何もできないんだというよ

うな、どこかであきらめたムードが各新興住宅

街に入って、もしそういうものがあればこうい

うふうにしますよというようなことを、衛生組

合とか衛生係とかおるでしょう、各町内に、あ

るいは区長会の中でも話し合っていただいて説

明していただければもっとできるんじゃないか

と思いますけれども、広報不足だとは言いませ

んけれども、その辺はいかがでしょうか。 

  どっちでもいいですよ、環境課長でもいいし。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 現在、土砂揚げにつきま

しては、町内会にお願いし、処理については市

が行っておるというふうな状況でございまして、

22年度につきましては48件、今年度12月１日現

在ですけれども、38件ほど来ております。側溝

のふたが重くて人力でできないというふうなこ

とであれば、連絡していただければうちの方で

対応させていただきたいというふうに思ってお

ります。 

  なお、ＰＲの不足というのもございますので、

広報等通じて啓蒙を行っていきたいというふう

に思っております。 

６ 番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

沼澤恵一議長 佐藤義一君。 

６ 番（佐藤義一議員） どうもありがとうござ

います。よろしくどうぞお願いします。環境問

題であります。 

  それから、河川のことについてお尋ねします。 

  市長から大変丁寧に御答弁いただきましたの

で、あえてあれですけれども、2002年にスター

トしました河川アダプト団体、これが当初2002

年においては44団体でした。それで昨年７月で

県全体では418団体ございます。新庄市に今何

団体あるかとはお尋ねしませんけれども、確か

にふえていることはふえていると思うんです。 

  それで私もある河川を守る会の人がよく話を、

勉強させていただくんですけれども、市の窓口

へ持っていきようがないという話を聞くんです。

確かに河川は県の事業であるけれども、ただ、

これだけ新庄市に何団体がいて、さっき市長御

指摘のとおり指首野川の水質調査を11月20日だ

ったと思いますけれども、やっていらっしゃい

ます。それらの分析結果を後で私にも下さると

いうことで期待しているんですけれども、こう

いう人方ってもう少し密に連絡をとって、市の

方でもどこかで受け皿をつくってやっていただ

けたら、大変彼ら自身も自分たちがやっている

ことを行政も認めてくれたというような評価を

自分の中で受けるんじゃないかと思いますので、

これからもぜひお願いしたいと思います。御答
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弁は必要ありませんので。 

  それから、最後になりますけれども、通告文

に書いてありませんでしたので、御答弁いただ

かなくて結構です。さきの定例会で我が絆の会

の石川議員が質問した運動公園、特に八向のグ

ラウンドですね。そのことでこの間、子供がサ

ッカーをやっているというお母さんと話をする

機会がありました。それで確かにレンタルトイ

レですか、野球場の方に２基、それからサッカ

ー場の方に４基ございます。野球場の方のトイ

レにつきましては内側からかぎがかかりません。

サッカー場は一つドアが完全に壊れています。

これからオフシーズンですから使うことないん

ですけれども、夏場はトイレ、非常に劣悪であ

ると。それで県内外からも…… 

沼澤恵一議長 佐藤議員、通告にありませんので。 

６ 番（佐藤義一議員） 答弁要らないんですけ

れども、要望で。 

沼澤恵一議長 答弁を求めない質問ってあり得ま

せんので、一般質問ですから。 

６ 番（佐藤義一議員） わかりました。 

沼澤恵一議長 よろしいですか。 

６ 番（佐藤義一議員） はい。 

沼澤恵一議長 これで全部よろしいんですか、質

問は。まだありますか。終了ですね。 

６ 番（佐藤義一議員） はい。結構です。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時３４分 休憩 

     午後１時４４分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまより農業委員会会長が欠席との連絡

がございましたので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小関 淳君。 

   （１３番小関 淳議員登壇）（拍手） 

１３番（小関 淳議員） 12月定例会一般質問を

いたします。 

  全国の市町村の数は、今から約12年前の平成

11年３月末現在で3,232団体ありました。それ

がことしの11月現在では1,719団体と、ほとん

ど半分ほどに減っています。 

  国は、合併特例債というあめ玉を上手に使い

ながら平成の大合併を強力に進めてきました。

しかしその一方で福島県、新潟県などの原発推

進地域ではほとんど合併を進めていないことが

ことし３月の福島第一原発事故によってクロー

ズアップされました。これは原発をスムーズに

推進するという国の手法としてあえて市町村を

合併させないでおくという、まるで自分たちは

神であると言わんばかりの地方を意のままにあ

やつりながら原発を推進してきた国や官僚たち

の姿勢をよく理解することができました。 

  現在、地方分権や地方主権という言葉が国政

の場でも地方でもマスコミでも盛んに飛び交っ

ています。まるで日本全体で地方が主役のよう

な流れになってはいますが、本当に住民福祉の

向上のために機能する体制を地方の自治体が整

えているかというと、多くはそうなってはいな

いのが現実のようです。 

  国や識者、そしてメディアなどから地方の時

代と言われて久しいのですが、本当のところは

国のために都合のいい地方の時代としか言えな

い現実があります。残念ながら財布をぎゅっと

握られ、何から何までほとんどを上手にコント

ロールされているというのが昔から変わらない

地方の現状のようです。できることならば我が

新庄市はそのような流れにあらがいながら最上

地方の中核都市としての役割と矜持を持って市
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民本位で決してぶれることのない極太の地方自

治を目指していくべきではないでしょうか。 

  そのようなことを頭に置きながら、持続可能

な地域にする必須の要件である出産や子育て、

教育の環境を整えていくための質問をします。 

  まず初めに、交流人口拡大と土地産業の振興

を目指し、新庄市では味覚まつりやそばまつり

などさまざまなイベントを開催し、市民からは

ある程度の評価を得ているようです。しかし、

それらイベントの目的や運営方法、成果などに

疑問を感じている市民も少なくないようです。 

  また、それらのイベントにその都度、通常の

職務と並行させながらかかわらなければならな

い職員の労力も大変なものではないかと察して

います。予算や決算書にそれらの事業費は数字

として載ってはいますが、計画や準備段階から

イベント当日、また後片づけなどに費やされて

いる膨大な時間、さらに職員の人件費や手当の

額などはコストとして計上されていないのでは

ないでしょうか。 

  交流人口拡大と地域産業の振興は、新庄市に

とって大切な課題であることは私も十分認識し

ております。しかし、その前に定住人口を少し

でも増加させるための土台となる部分、つまり

さまざまな分野の基礎的な施策の充実が優先さ

れるべきではないかと思うわけでございます。 

  第４次新庄市振興計画である新庄市まちづく

り総合計画は、市民とともにつくり上げられた

計画であり、地方自治の本道とも言えるプロセ

スを経てでき上がったものです。その中の重要

な政策の一つに「子育て環境を充実し、子供の

健やかな成長を支援する」とあります。ところ

が現在の状況では具現化するための積極的な施

策が進んでいるとは思いません。この部分は、

人口減少問題や定住化問題などとも密接につな

がっており、この課題を解決するための重要な

要素が含まれているのではないでしょうか。 

  一般質問では、これまで何人もの議員がこの

部分についての質問をしています。しかし私は、

総合計画の重要政策の中にありながら積極的な

支援の動きが見えないという観点から、新庄市

の妊産婦医療支援事業の現状と今後の計画につ

いて確認をします。 

  さらに、新庄市の子育て支援医療給付事業は、

県内で唯一、県の事業をそのまま活用している

自治体となってしまっています。つまり新庄以

外の市町村は、県の事業と独自の子育て支援医

療給付事業をプラスさせた何らかの上乗せ支援

をしているのです。市長は、このような現状と

まちづくり総合計画の内容との整合性をどのよ

うに説明してくれるのでしょうか。あわせて、

県内で一番おくれてしまっている子育て医療支

援を今後どう前進させていくつもりなのかを聞

かせてください。 

  次に、学校の耐震化事業について確認をした

いと思います。 

  学校耐震化事業については、子供が安全な環

境の中で安心して育つためには重要な事業です。 

  ことし３月の大震災以降、耐震化はより現実

な課題として改めてクローズアップされてきて

おります。県内自治体の耐震化進捗度の資料を

見ても、新庄市は積極的に進めている状況では

ありません。ことしの４月１日現在、新庄市の

小学校耐震化率の全国の順位は1,576位となっ

ております。冒頭に申し上げた全国の市町村の

数は1,719団体でございます。 

  新庄市にとって子供たちは何よりも大切な存

在です。その子供たちを守り育てるためにも、

学校耐震化事業を前倒しで早急にすべきではな

いでしょうか。 

  そこで、現在の学校耐震化の進捗状況につい

てと今後の耐震化計画について聞かせてくださ

い。 

  以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 



 - 44 -

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  御質問の妊産婦医療支援、子育て環境の充実

というようなことで、現状と今後の計画という

ようなことでありますが、本市の妊婦健診事業

といたしましては、現在14回の無料健診を実施

しております。これは平成21年度から国の少子

化対策によりそれまでの５回から９回分を追加

したものであります。 

  また、母子感染を予防するため、従来よりＢ

型肝炎ウイルス、Ｃ型肝炎ウイルス、ＨＩＶ

（ヒト免疫不全ウイルス）、梅毒、風疹ウイル

ス、ＧＢＳ（Ｂ群溶血性連鎖球菌）といった感

染症の検査を実施しておりますが、平成22年度

よりＨＴＬＶ－１（ヒトＴ細胞白血病ウイルス

１型）検査を追加し、今年度からは子宮頸がん

の検診、クラミジア抗原検査追加実施をしてお

るところであります。 

  来年度以降につきましては、東日本大震災の

復興対策が優先されていることなどから、国の

補助方針など明確に示されておりませんが、本

市といたしましても国の動向を注視しつつ、現

状のサービス水準を維持する方向で検討してま

いりたいと考えております。 

  次に、子育て医療給付事業の現状と今後の計

画についてでありますが、地方単独事業であり

ます乳幼児医療費の助成制度、山形県における

子育て支援医療給付制度につきましては、すべ

ての都道府県と市区町村が実施しておりますが、

全国的に見て山形県の制度は平均以上の支援体

制となっております。 

  また、現在、来年度に向け、子育て支援医療

給付制度の拡充を図るための検討を行っている

ところであります。 

  次に、県内の子育て支援医療給付制度の現状

につきましては、各市町村が県の制度に加え独

自の医療費助成制度を実施しておりますが、当

市におきましては県の制度に則して実施してお

ります。 

  ただ、今後は第４次新庄市振興計画にありま

す子育て環境を充実し、子供の健やかな成長支

援といった政策が重点プロジェクトに位置づけ

られておりますので、他市町村の状況もかんが

み、所得制限の撤廃や外来対象年齢の引き上げ

などについて検討していきたいと考えておりま

す。 

  次に、学校耐震化についてでございますが、

３月11日の大震災以降、他と比べて大きな被災

がないと言われる新庄市におきましても備えの

重要さは市民レベルでも再認識されたものであ

ります。とりわけ子供たちの１日の生活の場と

して大半を占める学校の耐震化対策は安全・安

心のかなめであり、教育分野では最重要施策・

事業に位置づけられるものととらえています。 

  第１点目の進捗状況についてでございますが、

平成17年・18年度に優先度調査を行い、21年度

から危険性の高いと思われる学校から順次耐震

診断、いわゆる２次診断を実施し、改修工事を

進めてきたところでございます。 

  ２次診断の判定基準となるＩｓ値、構造耐震

指標が0.7未満の場合には改修工事が必要とさ

れ、数値の程度により補強工事も強弱が出てく

るということであります。 

  また、新庄中学校体育館のように既存体育館

の建築方法が特殊なため補強工事ができなく、

改築工事をせざるを得ない状況も出てまいりま

した。昨年度までの２カ年では新庄小学校教室

棟及び管理棟、沼田小学校教室棟の改修工事を

終え、昨年度の国の補正予算関連で新庄中学校

教室棟及び管理棟、日新中学校教室棟及び管理

棟の実施設計並びに改修工事費を予算化し、今

年度に繰り越し、先月には工事が完了したとこ

ろでございます。 

  進捗状況を示す割合としての耐震化率であり
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ますが、22年度末47.8％で、県内小中学校全体

の71.7％には及びませんが、23年度末では

60.9％に改善される見込みであり、今後とも鋭

意、早期実現に向け推進してまいる所存であり

ます。 

  ２点目の計画の見直しについてでございます

が、21年・22年度の実施状況を検証してみます

と、優先度調査で高いと判断された沼田小学校

管理棟や八向中学校管理教室棟が改修工事の必

要性のない0.7以上のＩｓ値となるなど、見込

みと実績が乖離するという状況があらわれてお

ります。 

  このような状況もございまして、今年度、２

次診断未実施の分を前倒しし、Ｉｓ値の結果に

基づき、これまでの年次計画で張りつけしてお

りました学校ごとの実施年度を見直すこととし

ております。危険度の高い棟については極力前

倒しして工事が実施できるよう見直したいと考

えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） では、再質問をさせて

いただきます。 

  まず、最初の方ですけれども、子育て支援医

療給付制度の部分ですが、振興計画の中にしっ

かり文言として載せてあるのにもかかわらず、

県内で一番状況的には余り一生懸命でないとい

うところが見えるんですが、この辺の総合計画

との整合性を説明してもらえますか。 

清水幹也健康課長 議長、清水幹也。 

沼澤恵一議長 健康課長清水幹也君。 

清水幹也健康課長 子育て環境の充実に関する御

質問でございます。 

  このたびの第４次振興計画におきましても、

子育て支援に関しましては重点プロジェクトと

いうふうな位置づけになってございます。 

  ただいま御質問ありましたように、子育て支

援の医療給付事業を初め母子保健事業、御質問

ありました妊婦健診、それから乳幼児健診、そ

れから予防接種とか歯科保健、さまざまな子育

てに関する事業を行ってございます。 

  御指摘のとおり子育て支援に関しましては、

確かに山形県の助成事業に上乗せはしてござい

ませんが、先ほど市長からも答弁ありましたよ

うに、全国的に見ますと山形県は中位よりも若

干支援の方が充実されているというふうなこと

で、小学生の入院まで無料にしているというふ

うな事情もございます。そういうことで、私ど

もといたしましてもできれば小３ぐらいまで対

象年齢を拡大できないものかということでいろ

いろ試算は行っております。 

  ただ、最近、国の施策によりまして、さまざ

まな例えば予防接種事業でありますとか妊婦健

診の事業、拡充策がとられております。補助事

業がどうしても優先されるということで、今年

度の予算も前年度と比較いたしますと大体50％

近く保健事業が伸びております。 

  その理由は、先ほど申し上げました任意の予

防接種ですね、子供に対するヒブとか小児用肺

炎球菌ワクチン、子宮頸がんワクチン等々の新

規の事業が出てまいりまして、それに呼応しな

ければならないというふうな優先順位の観点で

子育て支援については県単、あるいは市単、地

方単独事業というふうなことでありますので、

どうしても国の施策よりは若干低くなってしま

うというふうなことで見送りをせざるを得ない

というふうな状況になっております。 

  来年度に向けましても、県も先ほど市長から

答弁ありましたとおり若干充実させようという

ような動きもございます。そういった状況も見

ながら、市といたしましてもできるだけそれら

に対応することはもちろんですけれども、先ほ

ど申し上げました対象年齢の拡大とかそういう

部分もさらに継続して充実させるべく努力はし
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てまいりたいというふうに考えております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 担当課長からいろいろ

伺いましたけれども、子育て医療支援の部分で

担当課から予算要求というか、充実させたいと

いうふうな予算要求は来ていたのか、上がって

きていたのか。上がってきているとすれば、い

つごろからそういうふうな担当課から上がって

きていたのか。財政課長か総合政策課長、答え

てください。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 議会におかれても、当然我々執

行部といたしましても、子育て支援をないがし

ろにするというものでは決してございません。

それらのいろいろな環境の中で、今、県内の各

市を比較すればそのようなことがありますけれ

ども、そのほかのいろいろなワクチンでありま

すとかがん対策でありますとか、それは先行さ

せていただいている部分もあろうかと思ってお

りました。 

  我々も今後とも医療費につきましては、やは

り対象年齢あるいは収入等の面で考慮して前進

をしてまいりたいと思っておりますので、よろ

しく御理解をいただきたいと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 副市長のおっしゃるこ

とは大体わかりますけれども、担当課から予算

要求はいつごろからされているか答えてくださ

い。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 それは予算の編成の中身にかか

わりますので、それぞれ個別の予算要求がいつ

からどうあったかというふうなことにつきまし

ては今ここではお答えしかねますので、よろし

くお願いします。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） なぜ、いつごろから予

算の要求が担当課からあったということが答え

られないのはどういうことかよくわからないん

ですけれども、答えることが何か問題があるん

でしょうか。いつごろから担当課から予算要求

されているんだということを答えられない理由

を答えてください。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 いつごろからと言われますと、

やはり県内の各市と同じスピードであったとい

うふうに記憶してございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） いろいろ聞いた話だと

３年ぐらい前から要求はしているらしいと、ま

だしっかり確証は得ていないんですけれども、

なぜ３年も前からこの重要な子育ての支援の部

分での施策が受け入れられなかったのかという

のが私は非常に疑問なわけですね。じゃ子育て

支援より優先されてきた事業というのを答えて

ください。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 今、事業の選択、施策の執行に

つきましては、総体でその総合計画あるいは毎

年度の事業、施政方針、あるいは予算というも

ので明らかにお示しをしているというふうに

我々は認識をしております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 今、副市長おっしゃっ

たとおり、総合計画ってみずからおっしゃって

いるじゃないですか。総合計画にはしっかりと

子育てを支援していくという文言が載せられて
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いるわけじゃないですか。前の総合計画にも入

っているはずですよね。そういう文言があるに

もかかわらず、なぜ子育てが優先されなくて、

もう一つ先の何かが優先されたわけですよね。

それが何なのかをお答えいただきたいわけでご

ざいます。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 このたびも来年度予算を編成す

るに当たりまして財政状況も御説明をさせてい

ただきますけれども、その中で単独事業という

のは選択と集中、やはり厳選をせざるを得なか

ったのがこの５年間の状況でございます。 

  それはどれどれの事業かというふうなことに

なりますとそれぞれ細かくなりますけれども、

ようやく一般財源が以前より確保できるような

状況になりつつあります。そのような状況を踏

まえて、今後どのような事業に振り向けるかと

いうことは総合計画等で示したところでござい

ます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 非常にしつこいようで

すが、総合計画に示したということであれば、

そういう流れをつくってそこを進むのは当たり

前の動きじゃないかと、私はそういうふうに認

識しています。そのための総合計画なわけで、

そこからずれていくというか、そこの速度が遅

くなるという、なぜなんだというところを私は

聞きたいんですよ。何が一番優先されているの

か、この市政、今の市政、そこを聞きたいんで

すよ。市民もそうだと思いますよ。子育ての支

援よりも優先されるものは何なんだ、この市は

と、そこは聞きたいと思いますよ。答えてくだ

さい。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

沼澤恵一議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 故意におくらせているつもりは

ございません。これから充実をさせていくと申

し上げておりますので、ぜひ御理解をいただき

たいというふうに思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 非常に納得がいかない

ような御答弁を延々としていただいているわけ

ですけれども、これ、どうしますかね。答えて

いただけないというか、私が聞きたいところを

答えていただけないというところがあるので、

じゃ、国保税の税率改正をしなくてはいけない

とかという議論もされているようですけれども、

被保険者からすれば要するにいろいろな支援の

部分が非常に停滞している、後退まではしない

けれども停滞をしているというところで負担増

を求める動きがあると、そういうことについて

はどういうふうなお気持ちを持って進めようと

しているんでしょうか。 

沼澤恵一議長 国保関係については通告ありませ

んので、変えてください。 

１３番（小関 淳議員） じゃ、国保とは関係な

しに、医療部分の負担を画策しているという動

きがあります。そういう支援部分を充実させな

いで、本当に市民はその動きを納得できると思

っておりますか。政策過程のレベルでお答えく

ださい。 

沼澤恵一議長 暫時休憩します。 

 

     午後２時１４分 休憩 

     午後２時１４分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

  小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） じゃ、負担増を求めな

がら要するに医療支援の部分が停滞すると、そ

ういうことについてはどういうふうに市民に説

明するつもりですか。これでもだめ。 

沼澤恵一議長 暫時休憩します。 
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     午後２時１５分 休憩 

     午後２時１６分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開します。 

  小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 非常に何のために質問

をしているのかという願意を酌んでいただけれ

ば答弁などたやすいことだと思うんですけれど

も、議長の采配ですので従いたいと思います。 

  なぜ支援は停滞しているんでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 これまで子育て環境、それが充実

等、子宮頸がんであったりヒブワクチンとかそ

の都度、都度、先行的にやってきた部分もござ

います。 

  子供たちの子育ての医療給付事業の上乗せは

のどから手が出るほどやりたい気持ちは十二分

にありますが、これまでの財政再建ということ

を優先したということも御理解賜りたいという

ふうに思います。 

  また、この制度は、上乗せをすることによっ

てさまざまな調整交付金というふうな制度に絡

みが来まして、あなたのまちは裕福だから、そ

れ以上税収が入らないと例えば調整交付金を減

らすとかさまざまなペナルティーというんです

か、そういう制度もありました。あなた方は単

独でできるんでしょうと、単独でできるほどお

金が余っているんでしょうという制度も裏側に

あるというようなこともございます。 

  そうした中で、選択をどのような形で慎重に、

補助事業であればそれに一部負担できるわけで

すけれども、単独事業を一つ一つ丁寧に拾い上

げながらしっかりやっていきたいと、そしてま

たやってきた結果であるというふうに御理解賜

りたいと思います。 

  優先度、すべての生活する市民の皆さんの手

足となることから食べることまで、すべて重要

だというふうに考えております。特に市民の皆

さんの要望が強いのはやはり除雪と排雪、雪に

対する生活感というのが非常に強いというのは

今感じているところです。 

  一方で、この地に住んでいただく子供たちの

環境をよくするということで、子育ての医療給

付そのものには組み込んでありませんでしたが、

国の補助をもらいながら図書の充実を図って子

供たちの環境をよくしたい、あるいは子育てす

るお父さん、お母さん方、あるいはじいちゃん、

ばあちゃんが安心して集えるこらっせの再開で

あるとか、そうしたことは議員の皆さんから当

初導入するときに、あれは単独事業ですけれど

も、地域の皆さんにとって必要な子育て環境で

あるということで月150万円ほどというふうな

大盤振る舞いをしましたが、それについても御

理解いただいたと思います。 

  ですから、先ほどの御質問について、何がこ

れまで優先だったかということに対しましては、

基本的には新庄市の財政ということが一番頭に

あって、財政再建ということが基本にあったと

いうことを御理解賜りたいと思います。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 財政再建が優先される

べきだったという答弁をいただきました。それ

は本当に大切なことだと思います。しかしよく

よく考えてみると、新庄市の未来というかそう

いうものを背負っているのは、私は子供であり

若者だと思います。もちろんおなかに子供のい

る妊婦さんの支援も、本当に財政再建の道半ば

といえどそれは大切なことなんじゃないかなと。

そこを、「財政が厳しいからまずは我慢しても

らって」と、そこじゃないんじゃないかと私は

思います。ほかの事業でいろいろ「えっ、この

事業、えっ」という部分、そこをなぜ優先して

きたのか私はよくわからないというか、ぜひこ
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れから妊婦さんを初め、子供を何とか下支えす

るような方向にしていただければと思います。

ワクチンも大変大切だと思います。ただ、子供

さんはどういう病気をするかわからない。そう

いうところでネットみたいに広く張っている子

育ての医療支援というのは必要だと思います。

保護者に非常に負担のかかってしまう医療費で

す。ここをもう一度見直していただいて、なる

べく保護者の方々に負担のかからない、そして

子供が安心して育つことのできる新庄市に何と

かしていただければと思います。ペナルティー

がかかるからということも本当に考えなくては

いけないことだと思います。しかし、はかりに

かければ、子供の命の方が私は大切だと思って

おります。ぜひそのようにしていただきたいと

思います。 

  では、学校の耐震化のところにいきたいと思

います。 

  ある研修会で、私、南陽市の市議会議員と隣

り合わせでお話をする機会がありました。新聞

紙上で財政健全化度の記事が載って、南陽市は

県内で一番数字が悪いということだったので、

いろいろ市民の方から言われて大変でしょうね

というお話をしました。そうしたら、その議員

の方は、いやそんなことないですと意外な返事

だったので、次の言葉は何かなと思っていたら、

我が市では財政数値、例えば実質公債費比率と

かそういうところですけれども、財政数値を少

しよくすることよりも子供たちの命を守るとい

う選択をしましたと誇らしげにおっしゃってい

ました。今、南陽市は、財政数値からすると非

常に悪いんですけれども、耐震化100％でござ

います。前倒しですべて耐震化の工事を終えた

そうです。自治体として優先すべきものという

のは何なのかというのを私はその議員とお話を

して気づかせていただいたわけでございます。 

  全国どの自治体も多かれ少なかれ厳しい財政

状況の中、非常にあえいでいる状態でございま

す。そのような中でもしっかりと南陽市のよう

に子育て環境を充実し、子供の健やかな成長を

考えながら施策を進めている自治体もあります。

ぜひ我が新庄市も総合計画との整合性を図りな

がら子供たちを安心して育てることのできる土

台づくりにも力を注いでいただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 第４次振興計画、総合計画はすべ

ての面にわたっております。土台づくりは一生

懸命しているつもりでございますが、お金の多

寡だけではなく、やはり政策として選ぶものは

選んでいかなければならないということもござ

います。 

  一方で、そのような形で耐震化を前倒しにし

ていきたいという思いはございます。雪が降ら

なければという思いもございます。御理解くだ

さい。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 先ほどの市長の答弁の

中にも耐震化を前倒しでやるという言葉も入っ

ていましたので、私はその方向を評価したいと

思います。 

  以上で一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時２６分 休憩 

     午後２時３６分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

森 儀一議員の質問 
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沼澤恵一議長 次に、森 儀一君。 

   （１８番森 儀一議員登壇）（拍手） 

１８番（森 儀一議員） 御苦労さまです。団結

と融和、そして信頼と責任をモットーとする絆

の会の一員として質問させていただきます。 

  まず、東日本大震災、原発事故からはや９カ

月が過ぎようとしていますが、予想もしないと

ころにも震災の影響がありとあらゆるところに

出ています。直接的な被害は少なかった当地も、

隣県であるゆえの風評被害で農産物を初めとす

る食物・食材が敬遠されがちであることは否め

ません。これらの風評被害を一日も早く払拭し、

安心・安全を気にしないで生活できる状態を取

り戻したいものです。 

  また、先月、ブータンの国王夫妻が来日され、

話題になりましたが、震災の翌日からブータン

の国民が日本のために祈ったと報道されていま

す。経済的には決して豊かとは言えない国が心

を込めて見舞いと復興を祈っていることにも驚

いているところです。また、この国は、先進国

が追い求めてきた経済成長よりも国民みんなの

幸せ度を優先するというところに何か多くの

人々が原点を見たような感じで、私たちが忘れ

がちな一面を考えさせられたところです。 

  我が新庄市が豪雪地で、清新ながらもその震

災を機に、この地に暮らせ、幸せを感じている

人々が多いことに勇気づけられて、ふるさと再

生への期待を込めて質問に入らせていただきま

す。 

  泉田道路でございますけれども、さきに佐藤

議員からの冒頭にも触れられましたが、無から

有にするのが政治力、また首長の配慮、そして

努力だと思います。この道路は10年、20年、い

や30年かけても完成したいという思いで私なり

に質問させていただきます。 

  東北自動車道の泉田道路については、先ごろ

国交省の社会資本整備事業審議会道路分科会で、

2012年度に国直轄で地域整備をすると判断され

て、県を初め我々も大いに期待をし、政府の予

算計上実現を待っているところです。 

  新庄尾花沢自動車道は、山形までの接続がま

だ一部しかなされておりませんが、それでも時

間短縮と混雑緩和が図られかなり便利になった

と感じています。県内でも一番おくれている地

でも、新庄市街地へのインターチェンジも大部

分工事が進み、やっと他の都市と肩を並べると

ころに差しかかった感じでありますが、このた

びの北への延伸、さらに期待が膨らむところで

す。 

  泉田道路の終点付近にもインターチェンジが

あればと思いますが、どうなっているのかお尋

ねします。できるだけ新庄市への出入り口を多

くし、周辺部の将来発展を促したいものだと考

えていますが、市の考えはどうかお尋ねします。 

  昔から、道路は13号線と47号線、鉄道は奥羽

本線と陸羽東・西線のクロスポイントで交通の

要衝と言われてきましたが、鉄道は新幹線の実

現でそれなりの成果を上げています。今度は道

路の高速化と、便利でさらに物流、観光など各

方面に期待がかかるところです。この機会を絶

好のチャンスととらえ、サービスエリアとか道

の駅構想を持ってみてはどうかと伺います。市

の発展のためにも要望を強くしていきたいと考

えているところでございますので、市の考えを

お聞かせください。 

  次に、旧最上中部牧場についてですが、これ

までの経過は昭和49年から新庄市と鮭川村の約

2,800ヘクタールの国有林等を借り受けて公共

牧場として設立され、地域畜産振興の拠点とし

て運営されてきましたが、施設及び機械などの

老朽化で維持管理が困難になり、平成13年度末

に解散し、平成14年度以降の牧場利用計画が新

庄市と鮭川村の協議結果から、現在の牧場機能

を生かしながら今後も牧場として利用し、最上

地域の畜産振興に効果があるとして旧最上中部

牧場利用計画を策定し、委託管理による運営に
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当たってきていますが、今年度末が一応の区切

りとなっていると聞いております。これまでの

運営経過とその後の方針を伺います。継続する

場合の問題点や規模、また、将来、希望が望め

るのかなどをあわせてお聞かせください。 

  また、さきの質問に関連しますが、この牧場

に泉田道路が関係するのか、関係する場合、牧

場への影響は出るのかなどもお伺いしたいと思

います。 

  次に、旧松本団地についてお尋ねします。 

  当地は、かなり以前にも市道角沢線とのかか

わりで質問を何回もしているところでございま

すが、市営住宅全戸の移転が始まり、一部整地

が進み、完成を待つ状態に見えますが、今後の

計画はどうなっているのかをお聞かせください。

特にこの周辺はインターチェンジにも近い場所

ですから、規模は小さいですが、遊休地として

放置されないような有効利活用をお願いしたい

と思います。 

  これまで努力の結果から一定の財政再建がな

し遂げられた今、市民は閉塞感から解放されて、

明るい未来が開けるものと期待をしております

ので、答弁の方、よろしくお願いを申し上げ、

壇上からの質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、森市議の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  泉田道路につきましては、先ほど来の佐藤議

員の御質問の中にありましたように事業採択と

いうことで大変喜んでいたところでありますが、

民主党政権における事業仕分けというふうなと

ころに載りまして、急遽上京し、説明する機会

をいただきました。財務省の主計局におきまし

ても、仕分けの方の委員会から出された件に対

して答えを出さなければならないというふうな

板挟みの状況だということも言われてきたとこ

ろであります。その中で、改めて新規事業とい

うことではないんだというようなことを申し上

げたところであります。ミッシングリンクとい

うことで継続されている中で残されている部分

なんだと。既に主寝坂ができ、また新庄尾花沢

ができて、北道路ができている中での途中が残

されているという観点でお願いに来たという話

をさせていただきました。主計局の方からは十

二分に意見を聞きましたということで、財務省

には直接来ていただいては困るというようなこ

とで、別室で要望活動をさせていただいたとこ

ろであります。 

  この道路が社会資本整備審議会にかけようと

したときに政権交代となったわけですが、よう

やくまたそのテーブルに着くことができたとい

うふうに思っております。この道路の意味する

ところにおきましては、やはり山形県が考えて

おります自動車関連の集積地域として新庄市の

地理的な優位性というものを評価いただいてい

るところであります。北上にある関東自動車、

あるいは大衡のセントラル自動車、それに関連

する子会社等関連会社が続々とその地域に進出

しているわけですが、最近の情報におきますと

やはり新庄の距離感というのは部品の供給力と

して大変高いものがあるというようなことで、

経済界からも要望の強い箇所だというふうなお

話をいただいているところであります。 

  また、特に今回の北道路があの上西山の時点

で終わってしまいますと、子供の通学路にかか

わる北の方の方面の陸橋、あるいは病院関係で

さまざまなあるところを大型の輸送トラック等

が朝晩ひっきりなしに通るというようなことで、

住民の皆さんが不安も抱えていることも承知し

ています。何とぞこれをその後にもつなげてい

きたいと。計画の中では昭和の方におり口にな

るというふうなことが以前の山形工事事務所長

等との話し合いの中で大筋の路線の配置は決ま
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っているというふうな話をお聞きしたところで

す。その際ですが、中部牧場付近を通るという

ことも大きな計画の中ではされています。どこ

がということではありませんが、幅広く２キロ

ぐらいの間の中でその辺は通るだろうというよ

うなことは明示されております。その間、これ

は皆様方の御協議をいただかなければならない

と思いますが、もし決定した場合には中部牧場

関連付近の土を一部譲っていただけないかとい

う話もあったということも皆さんにお知らせし

ておきたいと。これは今後のことですので、そ

の環境影響がある場合は手をつけられませんの

で、その辺も十二分に慎重に進めていきたいと。 

  また、あそこは牛潜という鮭川との入り口、

泉田北部とも接するという地点でもありますの

で、スマートインターのような形での小さなイ

ンターなどを設けるような、そんな要望もさせ

ていただいたところであります。 

  そんな中で、中部牧場でのサービスエリア、

あるいは可能性というのは決してゼロではない

というふうに思っております。しかしそこの中

部牧場の近辺へのさまざまなサービス事業体に

つきましては、これまでの例でいきますと行政

体は行っていないということで、民間団体、経

済団体がそこに展開するような場合については

行政ともしっかり支援していかなければならな

いだろうと。やっぱり私の方針としては、行政

体がある種の商店経営等をするべきではないと

いうふうな基本的な考え方に基づいております

ということで、各種団体が協力してやりたいと

いうことであれば、そのための施策への支援と

いうことは検討に値するものではないかなとい

うふうに思っているところであります。 

  それから、最上中部牧場の運営状況について

でありますが、現在３団体で組織する旧最上中

部牧場利用団体協議会と草地及び施設の管理業

務を単年度で委託契約をし、また塩野たらの芽

栽培組合とたらの芽栽培実証試験業務委託契約

を毎年更新で締結しております。そのほかにも

国庫事業による草地改良事業により、平成29年

８月30日まで草地の賃貸借契約を財団法人山形

農業支援センターと締結しております。 

  旧最上中部牧場利用団体協議会においては、

平成14年度から平成23年度までの計画が策定さ

れておりますが、平成24年度以降についても大

幅な計画変更はなく、市といたしましても従来

の形で旧最上中部牧場の管理を継続する予定で

おります。ただし、施設の老朽化、それに対す

る耐震化の課題もあることから、今後はその状

況を踏まえた対応が必要であるというふうに考

えておりますので、御理解のほどをよろしくお

願いしたいと思います。 

  それから、市営住宅松本団地の跡地利用計画

の御質問ですが、議員の一番これまで通りがか

りのところの住宅ということで大変気にかけて

いらっしゃるということは承知しているところ

であります。 

  解体工事の進捗状況、あるいは跡地の利用計

画でありますが、松本団地は17棟68戸あります

が、入居者皆様の御協力もあり、ことし８月末

にはすべての入居者の移転完了を終わったとこ

ろであります。その解体工事に入りまして、今

年度は全体の約７割に当たる12棟、48戸分の解

体を実施しております。残り５棟20戸は来年度

に実施を予定し、来年度中の完了を目指し解体

工事を進めているところであります。 

  跡地利用についてでありますが、議員がおっ

しゃるとおり、大変インターにも近く高速交通

の要衝だというふうなことで、大変多くの方々

に目のつきやすい場所であるというようなこと

でありますので、ただ単に遊休活用するという

ことなく、知恵を絞りながら何らかの形でいい

方向で活用できればいいなということで庁内の

中でも鋭意研究させていただきたいというふう

に思います。 

  また、この事業をもし進めるといたしまして
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も、御存じのとおりあの団地に入るにはクラン

クが多過ぎまして、小さな道路のクランクで、

あれでは他の方々に利用していただくにしても

ちょっと問題かなというふうに思っております。 

  過去に東側の方の農道のわきの測量をした経

過がございます。やはりこの土地を利用するに

はそちらの方の道路の過去に測量したところも

十二分に検討しなければならないのかなという

ふうに思っております。それなんかもあわせな

がら、再度そこの松本団地の利用計画、市民の

皆さん、議員の皆さんに御理解いただけるよう

な方策を考えていきたいというふうに思ってお

りますので、何とぞよろしくお願いしたいなと

いうふうに思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） 大変答弁ありがとうご

ざいました。 

  泉田道路でございますけれども、他の都市で

すとインターチェンジを設けて、その周辺には

物流センターや、それに附属する倉庫ですか、

あるいは工場などが見受けられますが、この道

路に関して将来的な構想というものは、ただい

ま市長の方から申されましたが、スマートイン

ターは計画しているということでございますが、

昭和の方にはインターをつくる予定になってい

ると言われますが、やはり中部牧場の大面積で

すか、あの面積、新庄市の持ち分で87ヘクター

ルあるとお聞きしておりますが、この場所を何

とか利用しない手はないと思いますが、これに

対してスマートインターというよりも民間、そ

ういう人たちの協力も得てここに本当にインタ

ーチェンジが必要かと思われますが、その辺ど

うですか。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 泉田道路につきましては、

来年度予算化されるのか、また、整備の手法、

例えば13号のバイパス、あるいは市直轄で整備

をやるのかと、そういった情報をまだ入手して

おりませんので、中部牧場付近にインターがで

きるのかどうかというのは現段階ではかなり不

確実な要素がございます。一般的にはインター

から国道へ早く着けることや、また、インター

を設置するに当たり減速車線等の設置を必要に

なることから、億単位の金を要するというふう

なことで、費用対効果から見てかなり難しいと

ころがあるというふうに現在考えております。

例えば中部牧場と昭和インター、距離的にも余

りないというふうなこともあります。あと、中

部牧場にインターが計画されないというふうな

ことになれば当然道の駅、これは一体型という

ふうなことで休息施設、例えばトイレとか休息

所、駐車場というのは道路管理者の負担という

ふうになっておりまして、地域振興施策という

ふうなことで、販売とかレストランというのは

市町村というふうなことになっておりますので、

インターが中牧にできないというふうなことに

なると当然道の駅関係というのは非常に難しい

というふうに思っております。ただ、今後の中

牧の利活用が市にとってインターがあることで

かなり動きがあるというふうなことであれば、

同盟会等の活動を通しまして国の方に要望して

いきたいというふうに思っております。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） できないことをやるこ

とが、これがいいんですね。あの土地を利用し

ない手はないと思いますよ。これは道路が遅く

なるからとか、それからそこにつけるとお金が

かかる、そういう問題じゃないと思いますよ。

20年、30年後、子供たちや孫たちのためにもあ

そこを利用しなければいけないと思います。後

悔すると思いますよ、このチャンスを逃すと。

そうでしょう。尾花沢新庄道路だって鳥越の方
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に一つも道の駅がない。酒田方面にもない。交

通の要衝に、昔から栄えてきた新庄市に車がと

まるところがない。秋田に行って誘客したり仙

台に行って誘客したり、それもいいです。それ

もいいですけれども、やはり眺めて車をとめる

ところがないと私はだめだと思いますよ。そし

てあの雄大な土地を利用して子供や孫のために

あそこにつくっておくことが必要だと思います。

横根山の工業団地も近いし、そして新庄市の食

料基地ですよ、あそこは。道の駅なんかできれ

ば私はあのところで本当に物産の展示、そうい

うものができると思います。 

  長距離ドライバーがふえているということは、

女性や高齢者の運転される方が非常に多くなっ

てきている。そのためには道路交通が円滑に流

れていくには一たんそういう人たちが入ってと

まる、そして一般道路にも抜けていくというの

が大事だと思いますよ。その後ろから来た大型

がスムーズに行けるというのもやはりそういう

たまりと申しますか、道の駅的なものがあって

こそ道路というのがスムーズに進んでいくと思

われます。 

  休憩の機能、そしてまた道路利用者が情報の

発信機能でまちとまちとが手を結び合って、そ

して活力ある地域づくりをともにするという地

域の連携機能、そういうものは道の駅の誕生に

よって生まれてくるんだと思います。私たちが

農地をつぶして道路だけつくって車がとまらな

い、何のメリットもないと思いますよ。ですか

ら時間はかかってもいい、お金はかかってもい

い、道の駅、こういうものをこれからは考えて

いく必要があると思います。必ず利用者は食事

あるいは地域の特産品、あるいは買い物、そん

な目的で、そして旅行の行程にも組み込んでい

るということをお聞きしました。歴史そして文

化、観光などの情報発信なども公的な役目もす

るというのが道の駅だと思います。そんな意味

でもこれから運動をしていって、やはり入り口

でつまずいてはだめだと思います。ですから市

民のためにもそして郡民のためにも頑張ってい

っていただきたいと、このように思います。よ

ろしくお願いいたします。 

  それから、中部牧場の質問に入りたいと思い

ますが、この旧最上中部牧場ですけれども、国

有林の約280ヘクタールですか、これ借り受け

てとありますが、これは市の持ち分は87ヘクタ

ールと聞いておりますが、これで間違いござい

ませんか。 

  そしてまた、借り受けてとありますが、これ

は市のものになっているのか。先ほど市長から

も答弁ございましたが、ずっと借り受けていて

いいのか、その辺ちょっと。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 議員質問の87ヘクタール、

私、認識がないのか見落としているのか、借り

受けてというところが私も文字的に記憶ござい

ませんけれども、もし御指摘いただければ、私

の記憶では87ヘクタールすべて新庄市で買い受

けしてといいますか、一部事務組合の段階で買

い受けして、鮭川分が先ほど議員さんがおっし

ゃった280ヘクタールの中の新庄分は87ヘクタ

ールでございます。当時、解散する直前にも私

あそこで場長代理として４年間いましたので、

牧場という登記名義で80ヘクタール、間違いな

く新庄市に登記になっているものと私は理解し

ております。 

  ですから、高速道路の２次利用的なものもい

ろいろ御指摘、御指南受けましたが、それも使

い勝手がいいというふうなことで、今後かた苦

しい計画ではなくてそういった自由な使い道の

中で利用。毎年更新の４団体ですか、それらと

は契約しておりますが、それは継続した中で、

何年というしがらみじゃなくていつでも変更で

きるという形で今推進しておりますので、以後、

そういった計画がはっきりするまではそういう
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形で継続していきたいなというふうに思ってお

ります。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） わかりました。 

  それでは、目的の用途変更ですか。これは畜

産を振興しているということで、借り受けて譲

り受けたと思いますが、目的の変更などはでき

るのか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 譲り受けた段階では今申し

上げましたとおり新庄市になっておりますが、

そのときの鮭川村と新庄市の行政界で分けた関

係で87ヘクタールと鮭川さんは200弱になりま

すが、差し引きしていだたくとわかるんですが、

というふうな行政界で分けて分筆して登記して

おりますので、その際に使い勝手としては条件

を付したという記憶がございませんので、何で

も自由という言い方はちょっと語弊あるかもし

れませんが、現状では牧場という登記なので、

畜産というものを主体に使っていけば今のとこ

ろは問題ないと。そのほかの目的にするにはや

はり地目変更登記等々の手作業は必要になって

くると思われますが、現状ではそこまでの条件

を付された制約はございません。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） 今、利用組合の方々に

お貸ししていると言いましたが、この面積の幾

らぐらい利用して使っているのか。そして建物

などもあろうかと思いますが、この建物も使用

していただいているのか。その辺をお願いしま

す。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 新庄市になりました牧場の

利用形態というふうなことで、ちょっと細かく

なりますが、新庄市の和牛改良組合さんという

形で使わせていただいておりますところが4.5

ヘクタールが１カ所、それからもう１カ所が

9.7ヘクタール、ここの分については両方とも

約14ヘクタールですか、草地、草を刈り取って

利用しているという場所になります。それから

エコ最上事業貸付草地というふうなことで、草

地改良事業です。昭和の方々４名が連盟して一

つの組合をつくりましてエコ最上事業の貸付草

地、これも草地です。これが19.3ヘクタール、

それからたらの芽実証栽培試験地、これにつき

ましては主には塩野の方々６名だったと思いま

すが5.8ヘクタールというふうなことで貸し付

けというか管理契約をしておりまして、そのほ

かに牛舎群、建物群が約３ヘクタールあるんで

すが、その中の建物の一部としては和牛改良組

合さんの中の一部の方が和牛を飼育している棟

が一つ。それから乳牛の育成牛というふうなこ

とで、主に酪農研究会から委託を受けて育成牛

を扱っている牛舎が一つということ。それから

もう一つは、バイオマス堆肥関係の利用してい

る旧機械農舎の部分が、これは直営で農林課で

やっておりますが、そういったことで全体的に

は40ヘクタールほど、今は現状では使わせてい

ただいている、委託契約等々で利用している面

積というふうになります。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） ついこの間、私があそ

このところを訪問しましたところ、屋根の補修

などやっていました。あれは利用者がやってい

るのか、それとも市でやって貸しているのか、

それもお聞きしたいと思いますし、それから放

牧線とか柵ですね、あれは以前のままになって

いるのか、その辺お聞きしたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まず、今、屋根の修理等お
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話しありましたが、一番手前の方の牛舎の例え

ば真ん中辺だったと思うんですが、これにつき

ましては貸し付けといいますか、管理する条件

として市の方では当時からお金が余りふんだん

でなかったので、お金をかけるような状態であ

れば貸し付けはしませんよと、管理は委託しま

せんよというふうなことでお話しさせていただ

いております。その中でもあそこの屋根のつぶ

れたのは雪おろしを昨年しなかったということ

で、利用者の管理不十分ということになりまし

て早急に雪をおろさせたんですが、三角屋根の

あったところがつぶれたということで、利用者

の方でといいますか、管理者の方で委託を受託

した方で直しますというふうなことで自前で修

繕させていただいております。 

  そのほかに牧柵とか鉄柱がございますが、現

状で草刈りとか草地として利用させていただい

ているところにつきましては、機械作業等で邪

魔になるのである程度、何％ぐらいのところを

とったかは詳しく記憶ないんですが、私の在中

期間でなかったのではっきりしませんが、その

ほか全く牧場時代から未利用地だった、草地改

良しなかった傾斜の強い山手とか放牧だけに供

していた分については全体の半分から３分の１

ぐらいはまだ鉄柱、バラ線が残っているのでは

ないかというふうに推測されます。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） 課長、「私があそこを

離れたからちょっとわからない」じゃなくて、

これはあの鉄柵、あるいはサイロの取り壊しな

どというと莫大な金がかかると思いますよ。こ

れはいつか試算したときでございますか、今度

市としては何に使ってもいいということをお聞

きしましたけれども、例えば泉田道路なんかで

来て利用する場合に今すぐやりましょうといっ

たってすぐできないと思いますよ。今から少し

ずつやっておかないとできない問題だと思いま

す。大体あそこのところ、そういう必要以外の

ものを片づけただけで莫大な金がかかると思い

ますが、その辺、考えたときとかそういうこと

はございますか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 今、具体的にあの建物群、

さらに山の方にある鉄柵等々の除去の費用でご

ざいますが、サイロ１基、私どもいたころにあ

る程度概算出しましたが、あの大きなサイロ１

基で黙って委託に出すと800万円というふうに

試算しております。ですから大きなサイロ二つ、

小さなサイロ二つ、合計四つありますので、そ

れだけでもまともに解体させれば2,000万円ぐ

らいかかるかなと。 

  建物群の方につきましても14ミリのＨ鋼とい

うか、鉄鋼を使っているので、それ以上大きな

金かかるので、計算はまだしたことはございま

せんが、実は北京オリンピックの鉄需要が上が

っていたときに、ある業者さんの連合体から解

体して骨材に使わせてほしいという話があって、

市長の方にも相談したら、それは進めるべきだ

ろうというふうなこともありましたが、話をし

ている間に北京オリンピックが終わりに近づい

てきて、鉄がどんどん下がって業者さんもそこ

には目を向けなくなったというふうな経過もご

ざいます。そういったチャンスがあればぜひと

らえて解体の方に進めていきたいと思っており

ますが、現状の財政力から言って今すぐ数千万

円をかけて全部なくするというふうなことにも

ならないと思いますし、その辺も考慮しながら

今後高速道路の取りつけなりなんなりというこ

とも視野に入れた形で勉強させていただきたい

なというふうに思います。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） わかりました。よろし

くお願いします。 
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  今すぐ2,000万円も3,000万円もかけて整備で

きないと思いますが、危険度と申しますか、危

険な状態にさらされていないか、その辺ちょっ

と。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 これも危険度といいますか、

耐震の形というふうなとらえ方にしていいと思

うんですが、建物であくまでも中の方に牛がい

る部分がありますので、耐震の心配もございま

す。それで市役所全体の中の耐震の確認という

か優先度の順位づけといいますか、例えばエコ

ロジーガーデンとか改善センター等々も含めて、

すみません、市役所の公的財産といいますか、

公的建物を都市整備課の方で中心になって、ど

の建物を先に優先的に、さっき言った学校のこ

とも含めて優先的に耐震改修をしていくかとい

うふうな今検討に入っているところです。 

  その中の一つには牧場の建物も入っておりま

すが、幸いと言っていいのかあれか、中に入っ

ているのが牛なのでということもありまして、

多分優先度は人よりも落ちるのではないかとい

うふうな部分と、それから耐用年数が14ミリ鋼

の鉄骨の場合は60年ございます。まだ35年しか

過ぎていませんので相当丈夫なのかなと。ただ、

牛のふん尿につきましては酸度が強いので60年

はもたないだろうというふうなことで、それも

含めまして危険度、それから優先度というふう

な形をとらえながら、ここ一、二年ぐらいの間

に順番づけをしながら補強するかしないかも含

めて検討させていただきたいと思っております。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） よくわかりました。や

はりあれだけの面積ですので、鮭川村と新庄市

の振興計画の策定とか、あるいは基づいたとい

うことも聞かれておりますが、鮭川村との関連

とかそういうものがないのですか、その辺ちょ

っと。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 鮭川村も当時、新庄市と同

じように、何年前ですか、同じ時期に、平成14

年ですか、それから10年という計画があって、

その当時は同じ歩調を合わせようとは言ってい

ないんですが、時期が同じだったためにそうい

ったことで総合的に利用計画を組もうという話

はあったらしいです。ただし行政界ではっきり

利用形態が分かれましたので、鮭川村は鮭川村、

新庄は新庄の方の利用というふうなことで協議

会をつくりまして、新庄市分は10年間の計画の

中で、これにつきましても議員さん、資料をお

持ちだと思いますが、いつでも変更できるとい

うか、必要に応じて弾力的に計画の策定を行う

というふうな文言も入っておりますので、鮭川

村の方につきましては、例えばバラの団地とか

豚の団地とかそういったことで施設利用として

使えますよということを当時から申し出もあり

ましたので、それはそれで進めてほしいと。新

庄市については具体的にそういった計画が当時

なかったので、まずは利用組合で現状で利用で

きるものを利用させていただこうということな

ので、10年たってこれからどうするのかという

ふうな質問もありましたが、先ほど申し上げま

したとおり高速道路の関係もあるので、弾力的

な運用を図りながら、近い将来を見据えながら、

急激に固定した概念の中で計画は組みたくない

なという思いもございます。 

１８番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

沼澤恵一議長 森 儀一君。 

１８番（森 儀一議員） あの広大な面積を持つ

旧中部牧場が本当に最上の核となるような、そ

んな施設に変わっていったらと願いを込めて、

市長よろしくお願いいたします。 

  次に、松本団地でございますけれども、先ほ

どの市長の方からも申されましたが、あそこに
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はフラッグ型の道路ということで、やはり農道

をこれから利用してあそこを付加価値つけると

いうことが一番いいのではないかなと思われま

すし、また、角沢地区民も１次利用ということ

で、あそこ農道のフラッグ型の道路、今まで７

年間利用してきましたが、もう少し、もう少し

ということで７年も過ぎてしまったんですが、

あそこをいち早く市で道路整備していただいて、

そして旧松本団地の付加価値といいますか、価

値を上げて、そしてまた効率のよい、そんな道

路、いわゆる神室産業高校前の道路につけてい

ただくというようなことを切に要望して終わり

たいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時２２分 休憩 

     午後３時３２分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 

１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。本日最後となりました、絆の会の山

口吉靜でございます。 

  ＴＰＰについては、中曽根康弘元首相も強い

推進論者でした。しかも活発にＴＰＰ賛成論を

述べています。中曽根康弘元首相は、11月15日、

ＢＳフジの番組で、野田佳彦首相が環太平洋戦

略的経済連携協定、いわゆるＴＰＰの交渉参加

を表明したことについて、判断は正しかったと

思うと評価しました。ただ、農業や医療などの

対策がこれからどの程度出てくるか、政府は真

剣にこれらの問題に全力を挙げて対策を確立し

なければ野田内閣はつぶれると警笛を鳴らして

おりました。交渉参加を拙速と批判する自民党

には、幕末の尊皇攘夷みたいな考えでは通用し

ないと述べたともありました。某氏によれば、

環太平洋経済連携協定、ＴＰＰに参加すれば農

業や医療は壊滅すると。いや、参加しないこと

で製造業は日本を離れ国が滅びる。日本を幕末

になぞらえ、米国の圧力に対する開国と攘夷に

単純化するような議論にしないこともルールに

してきました。 

  ＴＰＰは、米国が貿易赤字の解消策としても

くろんでいるもので、参加を検討するのはよい

が、農業や医療など、日本が求める条件を引き

出せるかが問題。政府は国民にきちんと説明し、

国益だけを考えるのであれば、アジア諸国と自

由貿易協定、ＦＴＡを結ぶ方が日本経済にとっ

ては効果的であると思います。 

  それでは、発言通告に従いまして一般質問を

させていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

  次の５点について質問をさせていただきます。 

  以前質問したことと同じタイトルもあるかと

思いますが、内容が多少異なりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  まず、１点目は市長の政治姿勢についてお伺

いいたします。 

  １、雇用破壊、景気悪化の原因と政治の果た

すべき役割をどのようにお考えかお伺いいたし

ます。 

  ２、現在の経済危機に対する新庄市としての

取り組みについてのお考えを改めてお伺いいた

します。 

  ３、近年、地方の時代と言われておりますが、

市長はどのように認識されておられますか、お

伺いいたします。 

  次に、２点目は教育行政についてお伺いいた

します。 
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  １、基礎学力の向上と実施についての内容を

お伺いいたします。 

  ２、体力の向上は全国平均値と比べていかが

ですか、お伺いいたします。 

  ３、少人数教育の現状はどうですか、成果を

お伺いいたします。 

  ４、いじめ、不登校などの現状について、内

容をお伺いいたします。 

  ５、子供の安全対策についてはどうされてお

られるかお伺いいたします。 

  ６、ノートを拡大したような升目つきの黒板

の使用の成果についてお伺いいたします。 

  次に、３点目は市営住宅の現状と今後につい

てお伺いいたします。 

  先ほどの森議員と重なる箇所もありますが、

よろしくお願いいたします。 

  １、入居状況、また、老朽化した建物もあり

ますが、今後の計画などについてお伺いいたし

ます。 

  次に、４点目は生活保護制度についてお伺い

いたします。 

  扶助の種類として８項目ほど次のように多々

ありますが、１、生活扶助、２、教育扶助、３、

住宅扶助、４、医療扶助、５、介護扶助、６、

生業扶助、７、出産扶助、８、葬祭扶助とあり

ますが、内容、そして支出金以外の内容、実態

などについてもお伺いいたしたいと思います。 

  保護を受ける人の立場で、雇用、医療、年金

を含めた社会保障制度全体の改革が急務であり、

他県・他市では支給を期限つきにする案を国に

提案している自治体もあるとのことですが、本

市の対応についてお伺いいたします。 

  次に５点目は、不法投棄対策等についてお伺

いいたします。 

  １、これまでの取り組みについてお伺いいた

します。 

  ２、効果と実績についてはどうでしょうか、

お伺いいたします。 

  ３、抑止機能の強化はどうですか、お伺いい

たします。 

  以上で壇上での私の質問を終わります。御清

聴まことにありがとうございました。御答弁、

よろしくお願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山口市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  雇用破壊と景気悪化の原因と市政の果たすべ

き役割について、市長の政治姿勢というような

ことでございますが、私たちを取り巻く環境は

まさしく人口減少社会、少子高齢といったよう

な時代が進んでいるわけです。社会の大きな変

化の中で歴史的な転換期に差しかかっていると

いうふうに認識しております。この背景の中に

は高度情報化、あるいは国際化、歴史の観点の

一番最初に日本のさまざまな観点になったのは、

私は自動車の発達ということが経済において、

あるいは地域においても非常に大きな観点だと。

それらがグローバル化社会になったということ

で日本が日本のことだけを考えて生活ができな

いというような状況になった。そんな日本経済

も世界の国々との関係からさまざまな影響を受

けているのが現状だというふうに認識しており

ます。 

  これらの現在の低成長経済の要因の一つとい

たしましては、やはりこれまで国内産業が人件

費というような戦いの中で人件費の安いところ

に製造業等が移っていく、日本の中が空洞化し

てくるということで雇用の場が失われると。ま

た、残った雇用の場は、高度な企業、高度な研

究、日本でなければできないもの、そうしたも

のが残りつつ、一般的な製造業は人件費にとい

うふうな比較差の中で広範囲に他国へ移ってい

ったというふうに思っているところであります。

こうしたことが雇用の場を失い、また、低経済
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成長の要因の一つであるというふうに考えてお

ります。 

  また、今回の東日本大震災によっても、ふだ

ん意識されてこなかった人と人とのきずなの大

切さやエネルギーシステムの脆弱さなどを露呈

したところであります。今後の日本が進むべき

道として消費社会から循環型社会への転換など

も一層問われる時代が来ているのではないかと

思います。 

  こうした中で、市政におきましては厳しい財

政状況を背景としながらも、多くの皆さんの御

協力で光が見えつつあるような状況を今後地域

の元気に向けていかなければならないというふ

うに思っております。そのためには一層の行財

政改革を進めていくということが私に課せられ

た大きな役割であるというふうに思っておりま

す。 

  その中で、今、地方分権というようなことが

叫ばれておるわけですけれども、やはり国自体

がグローバル化の中において、国際化の中にお

いて、またあるいは高度情報化の中で、そこに

住む人々のさまざまな生活スタイルの変化、そ

れによるさまざまな要求、ニーズが非常に変わ

りつつある、変化が激しくなっているというよ

うなことがあり、国の一括指令の中で地方が動

く時代ではないということで、地方は地方の中

で物事を考えていかなければ進まないというよ

うなことで、地方分権一括法が15年ほど前に制

定されてから、今は民主党政権になってさらに

それを一歩進め、地方主権というような形に進

んでいるというふうに思っております。まさし

くそれに対しては自立性と独立性のある市民が

主役のまちづくりが求められていると思ってお

ります。そのために第４次振興計画で掲げまし

た「自然と共生 暮らしに活力 心豊かに笑顔輝

くまち新庄」の実現に向け努力してまいりたい

と思っております。 

  現在の経済危機と呼ばれる中での取り組みと

いうことでありますが、新庄市独自の企業支援

といたしまして、大震災対策の利子補給補助金

制度やリフォーム商品券、プレミアム商品券発

行事業を行いながら支援してまいりました。 

  また、新庄市が事務局を担う最上地域雇用創

造推進協議会でも雇用創造に向けたさまざまな

メニューの事業を展開しております。仕事を探

している人で、職業相談や生活支援などを希望

されている方々には12月１日にハローワークや

最上総合支庁、新庄市社会福祉協議会、山形県

弁護士会等関係機関と協力しまして職業・生活

支援相談会（ワンストップ・サービス・デイ）

を開催し、職業相談等、仕事に関すること、生

活保護等、生活に関する相談、その他心の健康

相談や多重債務相談などを行っております。 

  今後も関係機関と協力しながら対策を考えて

まいりたいと思います。 

  一方ビジネスにおきましても、また観光にお

きましてもグローバル交流の時代であり、これ

らはまちを発展させる上での大きな起点になろ

うかと思います。こうしたことから、新庄市の

すばらしい魅力をこれまで以上に情報発信し、

交流の拡大を目指し、それが地域産業の活性化

へとつながり、そして雇用や経済活性化に結び

つくよう取り組んでまいるとともに、雇用の場

の確保として企業誘致と地場企業支援に力を注

いでまいりたいと思います。 

  さらに、雇用対策については、市として独自

の雇用創出事業が構築できないか考えてまいり

ます。 

  地方の時代の質問でございますが、今申し上

げましたように、国の大きな政策そのものが高

度情報化の社会で一気に世界がグローバル化し、

地球の裏側のことが瞬時に手にとるように我々

の茶の間に報道されます。国のスピード感、あ

るいは法律のスピード感以上に生活のスピード

が増しているというようなことで、それぞれの

生活者のニーズに合わせた政策を立てていくた
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めにも地方の時代が必要であるというようなこ

とは大きな流れの一つだというふうに思ってお

ります。 

  そうした意味で地方分権、地方主権という形

で一つの例といたしますと国の補助金制度、特

に国土交通省関係におきましては社会資本整備

事業費というような形で独自にその地域に合っ

たスタイルでお金の使い勝手のよさというよう

な変化も見ているところであります。松本団地

の例えば解体工事もその中から選ばせていただ

いて、社会資本整備交付金の中から実施させて

いただいている状況であります。 

  また、国からの一方的な形のスタイルではな

く、国と地方が協議を行う場が必要だというこ

とで、地方六団体との協議の場も設立され、地

方の声が中央に対等な関係で届くような枠組み

もできつつあるということで、まさしく地方が

地方としての生き残りをかけていくために一層

独立性が問われる時代になっているというふう

に思っています。 

  そうしたさまざまな地域主権改革が今後進む

ときに、常日ごろからそのために我々が準備し

ておくことが必要であろうというふうに思って

おります。しかし、財源的にはまだまだ国から

の地方交付税、臨時特例交付金などに頼らなけ

ればならない部分がありますので、その辺につ

いては今後ともしっかりと要望しながら地域の

ためになるように努力してまいりたいというふ

うに思います。 

  教育関係につきまして教育長の方に答弁させ

ますので、市営住宅まで飛ばさせていただきた

いと思います。 

  市営住宅については、低廉な住宅の供給を目

的として公営住宅法があるわけですけれども、

市営住宅には定住促進を目的とした定住促進住

宅の２種類の市営住宅がありまして、公営住宅

である市営住宅は６団地430戸ありますが、老

朽化のため取り壊し中の松本団地を除きますと

５団地362戸でございます。その入居状況は、

11月末現在356戸が入居しており、98.3％と高

い入居率となっております。 

  また、定住促進住宅は、開設より約２年を経

過し、11月末現在、１団地80戸のうち55戸の入

居となっており、68.8％の入居率にとどまって

いる状況にあります。 

  引き続き市報等を通じた案内やＰＲなど、入

居率の向上に向けた取り組みを行ってまいりた

いと考えますが、特に定住促進住宅の入居率を

見ますと、低階層、１階と５階があいていると。

１階は周りの方からストレートに家の中が見ら

れるというようなことで嫌われていると。５階

は、高齢化になりまして階段を上るのが大変だ

と。この点について対策をしながら、目隠し等

などできれば１階への誘導、あるいは５階あた

りのものの家賃をもう少し若干下げながら有利

な政策をしながら、また、民間の人たちとの競

合を避けるような形で入居の募集をしてまいり

たいというふうに思っております。 

  建物の条件については、玉の木団地、北新町、

野際団地１号棟は昭和40年代から50年代に築造

されており、経年劣化等の傷みも進んできまし

たので、平成10年度以降、老朽化度合いを勘案

しながら屋根や外壁などの改修に取り組んでま

いりました。 

  今後、平成20年度に策定しました市営住宅ス

トック総合活用計画や本年度策定予定の市有施

設耐震化改修計画に基づき、安全で安心して快

適に入居できるよう計画的に改修してまいりた

いと考えております。 

  次に、生活保護制度についてでありますが、

平成18年10月、国会に対しまして全国知事会と

全国市長会から新たなセーフティネットの提言

が提出されまして、生活保障制度全般のあり方

を含めた生活保護制度の抜本的な改革の提案が

提出されました。この主な考え方は、長期間受

給している稼働年齢層の生活保護者の生活保護
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費の支給を稼働意欲がなくなるなどとの理由で

３年から５年の期限つきにする有期保護の必要

性があるとしたものでした。 

  さらに、平成22年に提出された提案は、有期

保護をベースとした考え方の上に、生活保護制

度全般に対する見直しを求めるものでした。と

りわけ急増している生活保護世帯の増加による

生活保護費が各地方自治体の財政を圧迫してい

るため、現在国が４分の３、地方自治体が４分

の１の負担をしているものを国が全額負担する

よう求めているものでもあります。それを受け、

平成23年５月、厚生労働省において第１回協議

会が開催され、稼働年齢層の生活保護受給者に

対する自立・就労支援の強化など、生活保護制

度の見直し事項について協議が始まります。 

  生活保護事務は、国からの法定受託事務であ

り、事務を執行する福祉事務所においては厚生

労働省が示す実施要領により保護を実施してお

ります。全国どの自治体においても生活保護の

取り扱いは同じであります。したがいまして、

制度の見直しなどの提案について、一自治体で

できるものではなくて、全国的な組織の中で行

っていく必要があり、新庄市においては国の動

向を見据え、全国市町村会とともに社会保障制

度のあり方等を提案していきたいと思っていま

す。 

  これまでは傷病、高齢者が多い生活保護であ

りましたが、最近は低年齢化していると、若年

層に来ているということが大きな問題。やはり

これは雇用の場ということで、一番最初に申し

上げました日本の産業の空洞化による働き場の

ない状況をどう打破するかということは大きな

国の施策の中でも求められるところではないか

なというふうに思っているところであります。 

  最後に不法投棄対策でありますが、市の取り

組みにつきましては、職員や清掃監視員による

パトロール体制を強化するとともに、広報紙の

全戸配布やのぼり旗を設置するなど、ごみの適

正処理と市民の公衆衛生に関するマナー・モラ

ルの向上に向けた啓発活動を継続実施しており

ます。 

  不法投棄物が発見された場合には、投棄の経

緯などを調査した上で、回収する必要のあるも

のについては市・県・地区住民そして市衛生組

合及び連合会、業者の方々の協力を得て投棄さ

れたごみの回収を行い、環境の保全に努めてお

ります。 

  最近の不法投棄の回収量につきましては、年

34トン程度で推移しておりますが、新たな不法

投棄は減少しているものの、古い不法投棄の発

見が相次いでいるため、回収量の減少には至っ

ていない状況にあります。 

  抑止機能の効果としては、不法投棄防止のの

ぼり旗の配置・設置、パトロールの監視活動強

化、不法投棄の罰則を広報紙などで周知するこ

とで効果があらわれてきております。 

  なお、不法投棄された場所については、啓発

を目的とした環境美化として花を植えたり草刈

りを実施しており、その効果により再び同じ場

所に不法投棄されることが少なくなってきてい

る実情にあります。 

  また、特に住民等の協力を得て連携し、不法

投棄物を回収することで住民の不法投棄に対す

る意識の高揚が図られるものと考えております。

この啓蒙活動を継続し、環境保全に努めてまい

りたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 教育行政について、多岐にわた

る御質問でありますので、少し時間がかかるか

と思いますけれども、お答え申し上げます。 

  まず、基礎学力の向上ということについてで

ありますけれども、新学習指導要領の重点の一

つに基礎的・基本的な知識・技能の習得があり

ます。 



 - 63 -

  現在、小中学校において授業改善に取り組ん

でおり、教師が一方的に教え込む一斉指導型の

授業だけでなく、児童生徒がみずから気づき、

発見し、知識を確かなものにする交流のある授

業を行っております。具体的には、自分の考え

を持ち、友達と交流する過程でよさや違いに気

がつき、考えを深めることができ、知識が定着

する授業への転換と言えます。 

  発達障害等により集中して集団授業に取り組

めない児童については、低学年を中心に個別学

習指導員を配置し、集団での授業が成立するよ

う配慮しています。さらに到達度に応じ、授業

だけでなく一人一人の習得の度合いに応じた指

導を行っています。 

  また、各校で実施されている学力検査の結果

から知識の定着について課題を把握し、改善に

向けた指導を行っています。さらに基礎学力の

定着においては、家庭学習の充実を図る必要が

あると考え、家庭学習の手引等を作成し、保護

者と連携して学習の進め方の指導を行い、学校

と家庭で継続した学習がなされるよう配慮して

おります。 

  体力の向上についてお答え申し上げます。 

  平成22年度全国体力・運動能力抽出調査によ

ると、小学校５年生で全国比を上回っているの

が握力と柔軟性であり、下回っているのが腹筋

力、敏捷性、瞬発力です。男女の差はあります

が、総合的にはほぼ全国平均並みです。 

  中学校２年生で全国比を上回っているのが腹

筋力であり、下回っているのが柔軟性、走力、

投力、いわゆるハンドボール投げ等です。男女

の差はありますが、総合的には全国平均より劣

ります。 

  小学校５年、中学校２年ともに肥満の割合が

やや高いため、食育の充実や食生活に関する自

己管理及びみずから体力を高める意識を高くし

ていく必要を感じております。また、小中学校

では、教科体育の中で準備運動の際に５分間走

を取り入れたりして運動量を高められるような

工夫を行っております。さらに小学校では、走

力や持久力を高めるため休み時間を活用した運

動やマラソン大会を実施し、目的を持って体力

向上に励む子を育てています。 

  今後、個人差に応じたプログラムや目標設定

など指導に工夫を加え、体力向上に励んでいき

たいと思っております。 

  続いて、少人数教育の現状はどうかというふ

うな御質問でございますけれども、山形県の教

育山形『さんさんプラン』の施策により、小学

校１年生は18名から33名、小学校２年生から中

学校３年生までは21名から33名の少人数学級が

実現しております。また、国や県の加配により

担任外の教職員を配置することによって、児童

生徒の少人数授業の実現が図られております。 

  市内小中学校の授業においては一人一人に応

じた指導を充実させるためさまざまな指導の工

夫を行っています。例えば算数・数学や英語等

における２名以上の教師が連携して授業を行う

チームティーチングの形態、数学や英語等にお

ける一つの学級集団を二つに分けて少人数にし

て授業を行う形態、教科や総合的な学習の時間

等における課題別学習や習熟度別学習の形態な

どがあります。また、１単位時間の授業の中で

小集団をつくり、児童生徒がみずからの考えを

表現し合ったり、共同して新しい考えをまとめ

たりする学習を多く取り入れております。 

  さらに、少人数の学習集団にするだけでなく

教職員が一人一人の学習の状況を把握するため

に座席表に習得状況をメモしながら授業を進め

たり、必要に応じて取り出し指導を行ったりす

るなど、個を伸ばすという視点を大切に指導し

ております。 

  成果というようなお話もありましたけれども、

県では『さんさんプラン』の再構築会議を現在

開いておりまして、成果等についての検証を行

っております。先般の山形新聞に何回か連載で
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この『さんさんプラン』の成果について報道が

ありましたけれども、それと同じような成果が

新庄市の中にあらわれているとも報告申し上げ

ます。 

  次に、いじめ、不登校の現状についてであり

ます。 

  いじめとは、自分より弱い者に対して一方的

に身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手

が深刻な苦痛を感じているものであると文科省

が定義づけています。 

  これに基づく４月から10月末時点での学校か

らのいじめの報告が３件ありました。いずれも

中学校男子生徒同士による事案で、からかいや

悪ふざけがエスカレートしたり、悪口や嫌がら

せを我慢していたりしたケースです。既に解消、

もしくは指導後経過見守り中となっています。 

  各校では、学校生活アンケート調査の定期実

施や担任や相談員による子供一人一人との面談

機会を確保するなど、全学校共通で未然防止に

力を入れてきました。いじめ報告件数は減少し

ていますが、いじめ根絶を目指し、今後一層思

いやりの心の醸成、周囲の子との上手なコミュ

ニケーション力の育成に努めていきます。 

  次に、不登校の現状ですが、小中学校14校の

定期報告をまとめた数値は、４月から10月まで

30日以上の欠席、病気欠席を除いた自己欠であ

りますけれども、欠席がある子供は小学校ゼロ、

中学校16名です。増加の一途をたどった21年度

から大幅に減ったのが昨年度、その昨年度同時

期と比較すると同じペースで推移していること

から、不登校はここ２年で減少傾向にあると言

うことができます。 

  その大きな要因として、小中一貫教育の推進

による中１ギャップの解消が図られ、中学校に

進学してからの新たな不登校出現率が低くなっ

たことが挙げられます。ただ、最近は不登校の

原因が多様化し、その子はもちろん、その両親

や家庭環境にまで目を向けて支援体制を検討す

る必要が出てきています。教育委員会の教育相

談室を初め、市福祉事務所や児童相談所等の関

係機関と学校が連携、協力しながら、子供一人

一人の基本的な生活環境の改善や心の不安定に

寄り添って対応し、不登校を防いでいきたいと

いうふうに考えております。 

  次は子供の安全対策についてでありますけれ

ども、子供の安全を守るために大きく次の三つ

の観点から各小中学校では取り組んでいます。 

  一つ目は、日ごろからの安全教育の充実です。

交通安全教室の開催や、けが、事故の未然防止

の指導を通して、思慮深く落ち着いた判断力と

行動力の育成を目指しています。 

  二つ目は、校舎内外の施設、設備、遊具及び

通学路や学区内に危険がないかという定期安全

点検の実施です。子供にとって極力危険のない

安全な環境を整えるべく学校との情報交換を密

にするとともに、必要に応じて環境課、都市整

備課や登下校見守り隊と連携、協力をして安全

確保を図ってきました。 

  三つ目は、緊急災害等における子供の安全確

保、そのための対応、避難訓練等の充実であり

ます。特に東日本大震災で起こったさまざまな

状況に対応し得る危機管理マニュアルの見直し、

自分の命や安全は自分で守るための判断力、実

践力の育成についてはより具体的な対策の構築

を進めています。 

  また、昨年度以降、緊急災害時を初め不審者

情報やクマ出没への緊急対応策として保護者向

け携帯の一斉配信メールサービスによる連絡体

制を整えている学校がふえてきました。この迅

速で正確な情報伝達方法は緊急時以外にも保護

者へのお知らせ等、さまざまな活用が可能なた

め、全小中学校にこの連絡体制を整えていく方

向で検討しております。 

  最後に、升目つきの黒板の使用というふうな

件でございますけれども、小学校では低・中・

高学年の発達段階や教科に応じてノートをかえ
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て指導しております。とりわけ低学年のノート

指導については持ち運び可能な升目黒板を活用

して授業を行うこともあります。また、平仮名、

漢字の書き方の学習、文字表記の学習、掛け算

や割り算の筆算の学習などでは升目黒板の活用

が多くなります。児童は、黒板とノートを見比

べながら字の位置を意識したり計算の位をそろ

えて書いたりするなど、升目黒板の活用は大変

有効なものとなっております。特に低学年児童

にとっては、黒板の字をノートに写すとき、同

じ升目があることによって正確に書く力がつく

と考えられます。さらに学習に教育的な支援が

必要な児童にとっても、ノートと同じ升目があ

ると黒板の字が読みやすく、確かな理解にもつ

ながります。 

  各校では必要に応じて今後も適切な教具を使

いながらノート指導の充実を図っていきたいと

考えております。以上でございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁、まことにあり

がとうございました。それでは、再質問をさせ

ていただきます。 

  これは答弁要らないんですけれども、雇用破

壊、景気悪化の原因と政治の果たす役割という

ことなんですけれども、仕事とか住まいとか生

活保護などの総合的な窓口を市民のセーフティ

ネットというようなことで確立して市の方でし

ていただけないかなということと、あと福祉部

門や生活密着型の公共事業などの雇用の場を確

保するようにしてもらいたいなということであ

ります。 

  次に、不登校のきっかけですね、これは学校

生活とか家庭生活など多様でありましょうけれ

ども、現在、市の対策の中で最も効果的と思わ

れる不登校対策というのはどういうことか改め

てお伺いします。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 不登校のことについてお

答え申し上げます。 

  議員御指摘のとおり不登校に至る要因はさま

ざまでありまして、予防対策も不登校となって

しまってからの対応も個に応じた対応が求めら

れるというような現状であります。 

  教育長が申し上げましたように、学校生活に

かかわる不登校の要因の中で、これまで小学校

から中学校への接続時に、新たな指導体制や仕

組みの違いから不登校や問題傾向が多くなると

いうような中１ギャップと言われる現象が新庄

市でも少なからずありました。 

  新庄市では平成18年から各中学校区ごとに各

学校の実態に応じてですが、小中一貫教育に取

り組み始めて、小学校の先生が中学校に行って

授業をしたり、中学校の先生が小学校に行って

授業をしたりというような交換授業や、児童

会・生徒会が一緒になって活動するような場面、

それから地区の中で小中の生徒が一緒になって

ボランティア活動をするような場面等つくって

まいりました。また、子供についての情報交換

を小学校、中学校で密に行うというふうなこと

を小中一貫教育の中でやってきました。 

  その結果ですが、平成23年度には中学校１年

生の５月時点の不登校が大幅に減少しています。

小中一貫教育の先行事例でも確実な成果として

不登校の減少というのは挙げられているわけで

すけれども、新庄市でもその成果が少し見えて

きたのかなというふうに思っているところです。

そういう点では小中一貫教育というシステムが

効果的に行われているという部分があるかと思

います。 

  また、学校生活以外で不登校になる子供たち

も少なくないんですけれども、新庄市では学校

に行けない生徒の受け皿ということで、教育相

談員や教科指導員を配置しての適応指導教室を

開設して学習の継続ができるように配慮してい
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ます。教育相談員や教室の仲間とコミュニケー

ションをすることで人間関係力を身につけて、

この適応教室を出た子供たちが高校に進学する

というようなことが成果として挙げられていま

す。高校に進学して、再び社会参加をできると

いうような体制も整っている。不登校になって

からの対策ということでは、これが一番成果を

上げているんじゃないかなと思っているところ

です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  先ほども子供の交通対策について、交通教育、

安全教育をされていると答弁いただきましたけ

れども、例えば通学路などを子供と一緒に歩い

て、危険な場所がないか確認して、もしあれば

それをＰＴＡとも相談して、ここは通らないと

かどうするということをしたらいいんじゃない

かと思うんですけれども、その辺はどうでしょ

うか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 通学路、登下校時の子供

の安全対策というような御質問ですが、小中各

学校とも毎月やっているところもありますし、

３カ月に１回やっているところもございますけ

れども、環境に応じて通学路点検を教員が自分

の担当する地域で行っております。その際には

子供と一緒に下校して安全点検を図るというよ

うなこととともに、車で通学路周辺も回ってみ

るということの安全点検も行っています。 

  あと最近の事例では、新庄市内にクマが出た

ときには小学校の先生方は子供について下校し

たなんていう事例もございます。突発的にいろ

いろなことが起こるわけですけれども、小中学

校では見守り隊の方々と連携をしながら子供た

ちの安全をこれまでどおり図っているところで

す。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  次に、基礎学力の向上についてなんですけれ

ども、教育に関する三つの達成目標は、学力に

ついては読み書き計算、この３点を重点的にや

れば向上になるということなんですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 読み書きそろばんが基本

的な最もつけるべき力だということはそのとお

りでございますが、国の学習指導要領で各学年

で学習すべき内容の基準を示しています。各学

校ではこの基準に従って教育課程を編成して、

この内容が身につくようにしているところです。 

  しかしながら、子供の発達の違いや個性の違

いなどから、すべての子供が同じように基準と

する学習内容を身につけて次の学年に進んでい

るというような部分は、残念ながらすべての子

供というわけにはいっていないような状況です。

それで各校では身についていない内容について

は補充学習とか夏休み中の学習会とかで追指導

を図っているところです。 

  今後とも各学校ではそんな形の対応をしなが

らやっていきます。特に中学校においては入試

というような部分を控えていますので、それに

向けてともかく子供たちが入学試験で自分が目

指す学校に入れるような指導を頑張ってやって

いるところです。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  あと、体力向上については、体力は人間の発

達、成長を支え、要するに体力・知力・気力、
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この三つが一体となれば健康的な体力向上がで

きるということなんですけれども、その辺はい

かがでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 体力向上が、体力だけじ

ゃなくてさまざまな分野とかかわっているとい

う部分は議員御指摘のとおりで、山形県の教育

目標でも「知徳体が調和し、『いのち』輝く人

間の育成」というようなことで、命と学びとか

かわりという部分で調和を図りながら子供たち

の体力向上を図るというようなことを掲げてお

ります。 

  新庄市でも、もみの木教育プラン21で「命か

がやくたくましい新庄っ子を育てる」というね

らいのもとで知徳体の調和を図りながら自分の

よさ、個性を伸ばす教育を実現していくという

ことで総体としてさまざまな分野と関連づけて

体力の向上を図っていくというようなことを進

めております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  あと、不法投棄対策についてなんですけれど

も、産業廃棄物の不法投棄とか焼却について罰

則なんかがあればお伺いしたいんですが。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 不法投棄の罰則の件ですけれ

ども、廃棄物及び清掃に関する法律上、罰則は

ございます。 

  なお、先日とある案件で総合支庁に問い合わ

せた段階では、今まで罰則を行使したことは今

の段階ではないというふうにお聞きしておりま

す。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。 

  あと、不法投棄の防止、または予防策などあ

ればお伺いいたします。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 その件につきましては、先ほ

ど市長の方の答弁でもありましたとおり、一つ

は環境の美化、あるいは環境衛生に対するマナ

ー、それからモラル、環境に対する意識の向上

を図るというようなことがまずもって重要かと

考えております。 

  それから、不法投棄されない環境というよう

なことでは、それぞれの土地を所有する方の土

地の管理、あるいは先ほど市長の方から申し上

げましたけれども、環境の美化を図ることによ

って再発を防いだというような経緯もあります

ので、そのような対策を今後も継続していきた

いというふうに思っております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

沼澤恵一議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） どうもありがとうござ

いました。以上で再質問を終わります。どうも

ありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす６日午前10時より本会議を開きますので

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時１９分 散会 
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平成２３年１２月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

７ 石 川 正 志 
１．農業振興に関して 

２．再生可能エネルギー開発に関して 
市 長 

８ 小 嶋 冨 弥 

１．平成２４年度の市政方針と予算編成の考えを伺いま

す。 

２．森林保護と水環境保全について 

３．バイクナンバー地元仕様について 

市 長 

９ 佐 藤 卓 也 
１．交流人口拡大について  

２．インバウンド（訪日外国人旅行者）誘致について  
市 長 

１０ 佐 藤 悦 子 

１．高齢者が安心して暮らせるように 

２．すべての子どもは国の宝として 

３．市民の命を守るために 

４．雪に強い街づくりについて 

市 長 

関 係 課 長 

１１ 髙 橋 富美子 

１．教育行政について 

２．保健・医療行政について 

３．新庄市エコロジーガーデンの利用計画について 

市 長 

関 係 課 長 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  農業委員会会長が欠席のため、会長職務代理

の髙橋 眞君が出席予定でありましたが、体調

不良により欠席となりますのでよろしくお願い

いたします。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１一般質問。 

  本日の質問者は５名であります。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 それでは、最初に石川正志君。 

   （５番石川正志議員登壇）（拍手） 

５ 番（石川正志議員） おはようございます。

絆の会の石川でございます。このたび、このよ

うにして一般質問できるという機会を与えてい

ただきましてありがとうございます。感謝いた

しながら、一般質問を通して山尾市長のお考え

を伺いたいというふうに存じますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、発言通告書に基づきまして一般質

問したいというふうに思います。 

  新庄市の基幹産業である農業の振興は、重要

かつ喫緊の課題であるというふうに認識してお

ります。物づくりは、買ってくれる人がいて成

り立つ産業ですが、国内は将来的に人口減少に

伴いまして市場の縮小は必至でございます。加

えて低価格志向が消費者の方々の大半を占めて

いる状況で、米や牛肉の価格競争は今や農家の

死活問題になっているのが残念ながら現状でご

ざいます。 

  山形県は、ことし３月に出しました山形県国

際経済戦略に基づき、隣国であります中国黒竜

江省に事務所を設置するなど、県産品輸出への

積極的な動きが吉村知事を取り巻くニュース、

報道等で明らかになっております。 

  農産物の輸出に関して行政のかかわれる部分

は、相手国あるいは相手地域との関係の構築な

ど、その後、民間がスムーズに活動できるよう

な体制整備であるとは思いますが、山尾市長は

新庄市産農畜産物の輸出に関しましてどのよう

なビジョンをお持ちなのかを伺います。 

  次に、ことし２月に発表されました新庄市エ

コロジーガーデン利用計画の中で、地域農業振

興の拠点づくりとしての事業に農産物提供レス

トランの設置事業が位置づけられております。

私は、農商工の連携による新たな営農形態を農

業の分野に生み出す事業ととらえておりますけ

れども、その事業内容、予算措置及び事業開始

時期など、事業の詳細をお伺いいたします。 

  農業振興に関しまして最後の質問になります。 

  厳しい農業情勢が続く中で、息子にはこんな

仕事をさせられないといった農家の本音は、残

念ながら日本農業の構造的破壊、すなわち後継

者不足を招いております。 

  新庄市における農業振興の方策を語るときに

新規就農者の確保は重要な課題であるという観

点から、新庄市において非農家の方、あるいは

県外の農業者が新庄市に農地を求める場合どの

ような問題があるのかお尋ねいたします。農地

法の縛りがあることは承知しておりますが、農
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業で身を立てていく覚悟を持ちながら農地を取

得できない方々、あるいは見事な経営手法を持

ちながら愛する故郷で農業を続けられなくなっ

た東日本大震災に伴う被災者の方々に門戸を開

くことで、閉塞感に満ちた新庄の農業に新しい

風を吹かせることができると思います。 

  続きまして、再生可能エネルギーの開発につ

いてお伺いいたします。 

  去る11月18日、山形県は、2031年まで電力の

供給基地化、エネルギーの地産地消、そしてグ

リーンイノベーションの実現などの素案を公表

いたしました。前後して各自治体も原発等東日

本大震災を踏まえましてスマートシティ構想、

すなわち環境配慮型都市構想を打ち出しており

ます。これまで議場におかれまして山尾市長は、

雪熱エネルギー及び木質バイオマスが新庄市に

おいての新エネルギー候補であるという旨を発

言されました。現時点での新庄市の取り組みと

将来的にどうしていくのか、山尾市長のお考え

を伺います。 

  ９月定例会におきまして、議会もエネルギー

政策転換を旨とする請願を採択し、議会の意見

書を取りまとめました。私も同政策は新庄市に

おいても積極的に進めていただきたいという思

いから、各課が所管する事項を統括し、専門性

の高いエネルギー政策担当室、仮称でございま

すが、を設置すべきと考えますが、新庄市の対

応をお聞きいたします。 

  再生可能エネルギー開発に関し最後の質問に

なりますが、再生可能エネルギーの開発には莫

大な初期投資が必要なことは、議場にいらっし

ゃるすべての方々の認識であると思います。エ

ネルギー資源の種類、あるいは事業規模等、新

庄市に合ったモデルの誘致が必要と考えられま

すので、情報収集を初め、国や県との連携をさ

らに密にしていただきたいと思います。 

  以上、山尾市長の見解をお伺いいたしまして

壇上からの質問を終わります。御清聴いただき

ましてありがとうございます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、石川議員の質問にお答えさせてい

ただきたいというふうに思います。 

  人口減少により国内の食料需要が縮小してい

く中、新庄の蓄農産物の輸出体制の整備が必要

だというふうなことで、県の事例を挙げていた

だきました。やはりこういうふうなものは一地

方の自治体・者がやると大変な投資額が必要に

なるということで先鞭的に県がやっていると。

県の情報を得て、そこにそれぞれの市町村がど

ういうふうに絡んでいくかということが大切で

あろうかというふうに思っております。 

  おっしゃるとおり、日本の人口減少は世界的

にも例を見ないスピードで、団塊の世代の皆さ

んが過ぎ去っていった後は年々減少していくと

いうことは御承知のとおりであります。 

  国の食料・農業・農村基本計画では、低迷し

た食料自給率を高めるためにも国内農地を最大

限に活用し、安全で質の高い農産物の生産やそ

れらを原料とした加工品などとして大きな付加

価値をつけて販売することにより、食料自給率

の向上だけでなくて世界的な食料事情の安定化

と国際的な市場の拡大につながるとしておりま

す。 

  県の総合計画におきましても、有機の里づく

りによる地域ブランドを確立することにより最

上地域の農業関連産出額を倍増していくとして

おります。計画は計画ですので、それをだれが

行うのかというのが一番の問題であると。当然

生産者がそれを行うわけであります。生産者が

生産したものをどこに売るべきなのか。今まで

も言われてきまして、生産には強いが販売には

弱いというようなことをどう補っていくかとい

うことが、やっぱりこれは行政のみならず農業
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関係団体の緊密な連携が必要ではないかなとい

うふうに思っております。まだまだ国内におき

ましても人口が多いところがあるわけです。そ

ういうところの消費拡大をねらうのが第一義的。 

  国家的なものとしては、農協団体の中央会も

商社と組んで初めて海外戦略を立てるなどの試

行を進めていると聞いております。やはりそれ

らなどに組織としてどういうふうに絡んでいく

かということがとても大事なのではないかと。

行政主体がすべてを販売ルートに乗せるという

ことは、これまでのノウハウもないというよう

なことで、そのつなぎ役としてどういうふうな

手法にしていくかということが求められている

というふうに思っております。 

  今後、輸出ルートの確立など、県が今進めて

いることをしっかりと情報キャッチしながら、

各関係団体にその情報を流しながら相互連携を

図っていくことが大事だというふうに思ってお

ります。 

  特に今、人口減少社会の中で、ＴＰＰのこと

で大変農業団体も揺れているわけですけれども、

戦略穀物としての日本の農業の必要な部分をど

うカバーしていくか。米あるいは大豆という日

本にとってなくてはならない産物への保護なり

それなりの支援というものをしながら、どうい

うふうな形でＴＰＰが進んでいくのかというこ

とが大きな議論の分かれ目になるのではないか

なというふうに思っているところであります。 

  海外戦略については心はしておりますが、先

ほど申し上げましたように、一市町村単独では

大変難しい問題もありますので、今後とも県の

情報と連携していきたいというふうに思ってお

ります。 

  次に、エコロジーガーデン利用計画にある農

産物提供レストランのことでありますが、利用

計画では地域農業振興の拠点づくりの施設とい

うふうに位置づけております。その中で安全・

安心な食の発信、農業公園を中心とした有機の

里、それから循環型農業、そうした地域、新

庄・最上の豊かな農産物をエコロジーガーデン

をシンボルとしていきたいと。そこでの生産性

というのは決まりがあるわけですので、それぞ

れの品種・品目などが取り上げられ、こういう

ふうな取り組みで新庄・最上の皆さんが取り組

んでいるのかというふうな自主補助のような形

を今後目指してまいりたいというふうに思って

おります。 

  その中で、旧蚕糸試験場を利用したレストラ

ン構想でありますが、できれば民間レストラン

や農家レストランなどの取り組みを支援できる

ような、また、高校生などが体験学習の場とし

て活用できるような形で、厨房の施設には多額

の費用がかかりますけれども、貸出制度の方に

していきたいというふうに思っております。そ

の中でレストラン経営のノウハウを学んでいた

だくこととか、あるいは広範な食への取り組み

の蓄積により農家民宿の立ち上げに必要な経営

のノウハウ、あるいは調理技術の研さん、さら

には食材調達網の構築など、新たな農商工連携

の事業の一つとしてまいりたいというふうに思

っているところであります。 

  急激に、まだ定期的な食堂が欲しい、レスト

ランが欲しいという要望もございますが、それ

らはまた別の形の並行しながら考えなければな

らない問題で、エコロジーガーデンにおけるレ

ストランそのものはそういう立場で貸し出しを

しながら、それぞれの技術を磨ける場にしてい

きたいというふうに思っています。 

  そのレストラン事業が拠点としてエコロジー

ガーデンの役割を担ってくれますが、将来的に

は新庄市内外に来る交流人口の拡大に一定の役

割を果たせるような方策に持っていきたいとい

うふうに考えております。 

  次に、農業後継者問題に関してでありますが、

平均年齢75あるいは78歳と言われる農業従事者、

現状として今、農業を声高に叫んだとしても、
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この10年後には廃業する方がほぼ多くなるとい

うようなことで、農地の集約ということがどこ

までできるかという問題もあるかもしれません。

しかし、それに対して魅力的な農業でなければ

いけないということが一方では当然あるかと思

います。 

  また、意欲的な農家を目指す方々をどういう

ふうに受け入れていくかということも当然大き

な課題ではないかなというふうに思っています。

このように意欲のある農家の皆さんに入ってい

ただくことは、農業ばかりでなく、地域全体に

とってもプラスになるというようなことは承知

しておるところであります。 

  御質問の農地法の規制につきましては、農業

委員会より説明させますので、よろしくお願い

したいと思います。 

  次に、最後に再生可能エネルギーについてで

ありますが、３月の大震災、福島原発事故によ

る原発の恐ろしさ、吉村知事も「卒原発」、こ

の間その真意をお尋ねしましたら、あすから即、

卒業できるわけではないけれども、将来に向け

て化石燃料あるいは原子力に頼らない形での再

生エネルギーにしていかなければならない意図

だというようなことを知事がおっしゃっていた

わけですけれども、これは全国的な動きに今な

りつつあるというふうに思います。 

  また、数年たってきますと、この問題の難し

さというのは、代替エネルギーが出るまでに時

間がかかり過ぎてしまうと、国内にある製造業

が海外に行ってしまうという、このジレンマを

抱えているのも事実ではないかと。現在、今、

製造業関係が相当な形で日本の電力不足を懸念

し、海外に出ようという傾向があるというよう

なこともその一つなのかなと思います。 

  そういう意味で、なるべく早く再生エネルギ

ー。エネルギー戦略というのはまた国家的なプ

ロジェクトの中に組み込まれる、これまでのエ

ネルギー政策自体が原子力を中心とした国家エ

ネルギーというようなことであったわけですの

で、再生エネルギーについても初期投資が大変

大きくかかるというようなことで、これらにつ

いて国の動向が再生エネルギーに対してどうい

うふうな方向性、支援・補助などが出てくるか

ということのはっきりと情報を確かめていかな

ければならないというふうに思っています。 

  その中で、雪冷熱のあり方ということを研究

しているわけです。実際にマウンドをつくりま

して、どこまで冷熱を運ぶことができるか。仮

に福田山工業団地全部に回すとなると、熱の減

少率が非常に高いので非常に効率が悪いと。少

なくとも雪冷熱のマウンドに近いところにそれ

を必要とする企業が一番ふさわしいのではない

かというような提案もいただいているところで

あります。 

  そうしたことも視野に入れながら、新庄の持

っている資産である毎年降る雪をどのような形

で提供し、また、エコエネルギーによる企業誘

致なども今進めていきたいと考えているところ

であります。 

  木質バイオマスについては、ＢＳＥの汚泥の

燃料化に木質を使っておるわけですけれども、

やはり問題は、今度は出てきた燃料をだれがど

こで使う。いつでも最終的な消費者、そこのと

ころが完結しないと、こうした入り口はよくて

も出口の問題があるということが大きな課題で

あるというふうに思います。需要の多いところ

に供給していく分はいいんですが、供給が過多

になってしまうと需要が落ち込んでしまうと、

そのバランスが非常に難しいというふうに思っ

ております。 

  こうした話の中で、横根山工業団地にありま

す京浜ケミトックスの社長さんが来られまして、

私がお願いしていたわけですけれども、早目に

新庄市にということで、自社の土地に太陽光パ

ネルを設置し、実験実証に入りたいというよう

なお話を聞いたところであります。冬期間、雪
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が多いので、太陽光パネルの電熱が下がるだろ

うということ。それについては小型風力発電を

導入しながら、この地域における電力事情、再

生エネルギーの可能性を来春から探っていただ

けるということになりました。専門の技術官も

山梨から送り込んでいただいて、常駐しながら

検査するというようなことを言っていただいて

おります。大変それについては感謝していると

ころであります。 

  いろいろな意味で、ここにエネルギー戦略室

などを専門にというような御提案は御提案とし

ていただきながら、これは長期的に取り組んで

いく性質のものであるというふうに考えており

ます。とにかく国の動向などをしっかりと注視

しながら、この地域に合った再生エネルギーに

挑戦してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

沼沢充広農業委員会事務局長 議長、沼沢充広。 

沼澤恵一議長 農業委員会事務局長沼沢充広君。 

沼沢充広農業委員会事務局長 農地に係る貸し借

りや売買、贈与などにつきましては、すべから

く農地法による適正な手続により管理されるも

のでありますが、御質問にあります非農家の方

が新たに農地を求めて農業を始める場合、原則

として農地法に基づく手続と許可が必要となり

ますので、御説明申し上げます。 

  非農家の方が農地法の許可を得るためには、

取得する農地が50アールを超えること、その取

得する農地のすべてを効率的に利用して耕作す

ることが認められること、必要な農業機械の整

備の状況などが判断基準になりますが、そのほ

かに本委員会では、新規営農者農地取得に係る

申し合わせ事項を設けまして審査し、許可して

おります。 

  具体的には、農地の賃借権の場合は10年以上

の長期間にわたるものとし、かつ貸借の期間中

に解約しないと認められること。農地を買い求

めた場合は、農地が有効に利用され、ほかの用

途に転売されるおそれがないと認められること。

農業の参入に当たっては、地域農業者との緊密

な連携が築かれるかなど、幾つか必要な項目に

ついても審査しております。これらの審査事項

は、非農家の方が新規農業者として将来にわた

り農業の技術と健全な農業経営を営めるかどう

かを判断するだけでなく、地域農業者の後継者

の役割と地域農業者と調和を図っていただける

かどうかについても確認させていただくもので

あります。 

  許可におきましては、地区担当農業委員によ

り適正な耕作がなされているかを見守りながら、

必要によりましては適切な指導・助言を行うよ

うに努めております。以上でございます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 御丁寧な御答弁いただ

きまして、感謝しております。 

  再質問ということですけれども、これからの

日程の中で同じような海外戦略という位置づけ

で、インバウンドに関して佐藤卓也議員が質問

されるので、私の方からはそれはできるだけ避

けて質問したいと思います。 

  先ほど市長の御答弁の中でも、とりあえず県

と国は情報収集、そして調和をとりながら進め

ていくということでございましたけれども、イ

ンバウンドに関しましては人の交流だというこ

とで、山尾市長、先ごろは御出張されたところ

でありますけれども、その延長上に、これまで

台湾がターゲットかなと思っておりましたけれ

ども、どうしても中国本土ということで、同僚

議員であります小嶋議員のお話によれば中国と

いうところはある程度結びつきがないと民間が

活動できないということを伺っておりますので、

ぜひ山尾市長は新庄市のトップでございますの

で、一言でトップセールスと言うのはおこがま

しいのですが、できれば海外出張の折、そうい
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ったものの理解まで視野に入れた活動をしてい

ただければというふうに思います。 

  エコロジーガーデンの方も、後ほど同じく佐

藤卓也議員と髙橋富美子議員が質問あるとは思

いますけれども、先ほどの御答弁に基づきまし

て質問すれば、経営のノウハウ、あるいは調理

のノウハウということを指導するところの位置

づけだという御答弁でしたけれども、実際、指

導するには講師をお招きしたり、その道のプロ

フェッショナルを新庄市がお金を出して事業を

進めるというとらえ方でよろしいのでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 一言で言うと高校生レスト

ラン的なものになるんですが、「的」というの

は、必ずしも高校生というふうに限ったわけで

はなくて、食材を供給して提供する、市民や新

庄市以外の方との交流も深めるというふうなこ

とで、エコロジーガーデンの14ページの方には

設置事業というふうに載せておかせていただい

ております。 

  実は先週の金曜日、石川議員さんも多分お聞

きになったはずなんですが、高校生レストラン、

相可高校でしたか、あの方から聞いて、我々の

方でも職員が昨年度、三重の方に出向きまして

その話も聞いてきております。 

  それが必ずしもイコールの形でやれるかとい

うと、これは相当地域事情なり資金源の事情が

違うので、ああいった何かをきっかけとするも

のを引き出したいというふうなことで、実はま

ゆの郷には食材がいっぱいあるものですから、

そちらの方の食材を引き出してそういった形に

引き込めないかと、言葉は悪いんですが、巻き

込めないかというふうな話を随分長い間、１年

以上もかかってしてきたんですが、なかなか腰

が重いというか、そういうこともありまして、

今はスローフードという団体とか有機農業推進

協議会、そういったところに声がけをしまして、

そういうことを起こせる団体がないかというふ

うなところを模索している状態です。 

  今言ったように、例えば鶴岡の奥田シェフ的

な人が地元でいればいいんですが、なかなかそ

こまで人材がないとすれば、当然中央の方から

有名人を借りてきてといいますか、お願いして

講演していただくとか実際に包丁を持っていた

だく、そういったことは必要かなというふうに

近い将来、思っております。 

  あとまた、個人的な名前を挙げていいのか、

あるホテルさんでは伝統野菜というふうな地元

のものを食材とした試みを年何回もしておりま

す。そういったところのシェフさんを呼んでい

ろいろな形で、すぐ地元ですから何回も交流で

きますので、そういうところの展開を始めなが

ら、食生活改善推進員さんもおりますので、地

鶏に近い形をやっている方が二、三、規模はす

ごく小さいんですが、いろいろなものをまず今

かき集めている状態で、市民パワーの中からそ

ういったものが生まれてきそうであれば、当然

さっき市長が言ったように厨房施設の改善、そ

ういうものも提供しながら拡大に向けて定着に

向けて展開していければ、その先にあるのはや

はり農家レストランというふうな誘客の方も見

えてくるかなというふうなものを見据えた形で

来年、再来年あたりは展開していきたいなとい

うふうに考えているところです。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ありがとうございます。

そうすると、レストラン事業は来年度から始め

て、再来年度には本格化するというとらえ方で

よろしいのですか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 一応計画の中では25年から

というラインは引いておりますが、これはやは

り生き物ですので、なるべく早くそういった仕
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掛けはしていきたいということで、今いろいろ

な団体から、昨年度は第１回の原蚕の杜フェス

ティバルというふうな民間パワーの中でやらせ

ていただいて、芋の子汁とかいろいろな食材、

牛肉とかというふうなことをやりましたので、

そういったものを１回、２回重ねながら、必ず

しも来年から仕掛けて再来年から開店できると

いうふうな、なるべく早くそうはしたいのです

が、そういういろいろな根拠集めといいますか、

下地づくりは早急に仕掛けていきたいなという

ふうには考えております。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） それはわかりますけれ

ども、やはりどうしても我が地域は奥ゆかしい

と申しますか、地域性がございまして、最初に

行政がある程度一定のリードを保っていかない

と、せっかくいいプランもなかなか進まないと

いうふうに思いますので、行政もこれをしっか

りやっていくんだというところの市民への案内

と申しますか、それをできるだけ明確にして早

く進めていただきたいなというふうに思ってお

ります。 

  続きまして、農業後継者に関してでございま

すが、いろいろなアンケートを通じまして、新

庄市の方でもアンケートをおとりになったと思

うんですけれども、概算で結構ですので、今の

ところ新庄市の農業経営者の後継者が明らかに

いるという方々は大体どれぐらいおられるのか

お伺いいたします。 

沼沢充広農業委員会事務局長 議長、沼沢充広。 

沼澤恵一議長 農業委員会事務局長沼沢充広君。 

沼沢充広農業委員会事務局長 農業委員会の方で

は、後継者の調査をしたことはありませんが、

全国的に見て後継者のいない農家の方が３分の

２ということを聞いております。 

  あと、先ほど申しましたように、農業に従事

する７割以上の方が60歳以上というふうな現状

も踏まえまして、今後やはり後継者対策に万全

を期して農業委員会でも取り組んでまいりたい

と思いますので、議員の皆様方の御協力、御支

援のほど、よろしくお願い申し上げます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ありがとうございます。 

  続きまして、非農家の方が新庄市で農業をさ

れるという場合、先ほど農地法の説明を承りま

した。それで最終的に農業委員会が判断すべき

ことであろうとは思いますけれども、下地づく

りといたしまして、今新庄市では勇気塾という

農業者の育成、指導する機関があると思います

が、そこで前回の定例会において佐藤卓也議員

もお聞きしたと思いますけれども、このように

県外の方、あるいは非農業者の方々が塾に来て

おられる実例とかはありますか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 現状で申しますと、非農家

というか被災地の仙台市若林区で被災を受けた

方、お父さん、お母さんが数町歩、結構大きな

農家をやっている方で、その後継者たる人が30

代なんですけれども、10月から勇気塾の方に来

て、農家をやりたいというふうなことで勉強し

たい。その方も新庄市の方に住所を移していま

す。可能であれば新庄市に定着してもいいんだ

けれども、実家の方のおやじさんも相当な年に

なるので、どっちに向くか今のところわからな

い。被災者支援でないんですが、それも含めて

そういった方も引き受けしていますし、例えば

非農家の方がぜひやりたいということであれば

将来の農地法の規制というのはあることはある

んですが、それを何とかクリアするような形は

支援しますけれども、婿さんに入っていただく

とか嫁さんに来ていただくとか、大いに結構だ

と思います。緊急雇用促進事業の中でもいろい

ろ農家の方が引き受けして、そういった経験者
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を雇いたいという方も何人か、例えばネギ農家、

ニラ農家、山菜農家がおりますので、そういっ

た農業技術を得た上で農家に就労していだたく

というふうなものも一つの道でないかなという

ことで、必ずしも農家が農家の跡継ぎを育成す

るという狭い考えではなくて、広い範囲の中で

今後とらえた形で入っていだたくというか、窓

口は広げておきたいなというふうに考えており

ます。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ありがとうございます。

そうしたことが非農家、あるいは県外の農業者

が新庄市で農地を求めて新しい農業を我が地域

でやっていただけるという観点から農業委員会

との連絡等を密にいたしまして、一時的、クッ

ション的な役割をさらに充実させていってほし

いなというふうに思います。 

  先ほどのレストランとも絡むんですが、市長

さんは農家民泊ということで、農業者の方が新

しい経営形態を模索すると。俗に言う６次化だ

とは思うんですけれども、農業者だけではなく

て地元の食材を使って今ある、乱暴な言い方を

すれば商店の方々、あるいは何も実績がないん

ですが、若い方が新庄市でレストランをやろう

という場合においても、予算の出どころが農林

課になるか商工観光課になるかということです

ので、いきなりで申しわけございませんが、商

工観光課長の御意見を伺いたいなというふうに

思います。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 さまざまな観点から異

分野への進出というのは、商業に限らず工業で

も実際行われることがありますし、建設関係が

農業というのは実績がございます。また、あす

から銀座の県のアンテナショップで最上フェア

がありまして、あすは新庄の番なんですけれど

も、そこでも地域の工業者が実は食材を使った

ふりかけなんですけれども、開発して新たに販

売すると、そんな実例も出ております。以上で

す。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ありがとうございます。

農業振興に関しましては、実質、新庄市のデー

タではありませんけれども、全体的に農業経営

者の３分の２の方が後継者がいないということ

ですので、農家を守るのか農業を守るのかとい

うのは微妙に違ってございまして、基幹産業で

ある農業を守るために、あるいはだから今経営

されている方が新庄市で元気な農業をやってい

ただけるのがベストなんです。ところがやはり

今の行き詰まった状態の中では農業者以外の方

が新庄で農業をやると、そういったこともこれ

から新庄市はぜひ前向きに取り組んでいただき

たいなというふうに思います。 

  続きまして、再生可能エネルギーの点につい

てお伺いいたします。 

  雪熱エネルギー及び木質バイオマス、そのエ

ネルギー資源によりまして中期あるいは長期あ

るいは短期というふうに分けて考えたとき、ど

うしても専門的な認識の高い、私はできれば室

を設置してほしいという考えでおりましたけれ

ども、その辺、もう一度詳しい御説明いただけ

ればというふうに思いますので、よろしくお願

いいたします。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 本市におきましても、ク

リーンエネルギーの活用による自然環境の保全、

それからいかに地域の経済力にそれを反映させ

るか、働く場を確保して拡大していくかという

面では、地域資源の活用施策としての一面とと

らえております。 

  御質問のエネルギー担当室の設置ということ
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に関しましては、今の現段階でまだ具体的に

国・県の方向性も示されてはおらない中で、そ

の方向性についてはもう少し先の検討課題では

ないかというふうに考えておりますので、御了

解願いたいと思います。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） 当然、国や県の流れに

合わせるというのは最も大事なことではあると

思いますけれども、できるだけ専門的な職員の

配置だけでも結構ですので、常にその方に行け

ば新庄市における再生エネルギーの進捗状態が

わかると、あるいは市民からの問い合わせ、あ

るいは私ども議員からの問い合わせに対応でき

るような人材をぜひ配置していただければとい

うふうに思います。 

  あとは、短期という中で、スマートシティ構

想、すなわち環境配慮型ということで、従来新

庄市はエコポリスという大きな構想を掲げてま

いりましたけれども、例えば堆肥の事業は今ユ

ーザーがなかなかリクエストにおこたえできな

いという農業情勢がございまして、既にやられ

ている分野で、あとはトレーのリサイクル、そ

ういったことももう既にやっているエコ、すな

わち環境負荷が少ないという取り組みの中でご

ざいます。そういったところにも実際新庄市の

支援というのはどのようなかかわりがあるのか

教えていただけますか。 

野崎 勉総合政策課長 議長、野崎 勉。 

沼澤恵一議長 総合政策課長野崎 勉君。 

野崎 勉総合政策課長 実際に金銭的に補助金を

支給したりという事業展開というものはござい

ませんが、ただ食品トレーリサイクルになりま

すと、最初にモデルをつくった際には職員が付

託といいますか、一緒に協働事業としてつくっ

ていったと。その中で現在もいろいろな御相談

を承って食品トレーリサイクル新庄方式と言わ

れるもののＰＲ活動といいますか、普及に一役

買っているのではないかというふうに思ってお

ります。 

  また、バイオマス関係につきましても、500

世帯をモデルにしたそういった事業もまだ継続

させていただいて、その活用方法はさておきな

がら、そういった事業にも今のところ着手して

いるという事業でございます。そういったこと

で、市といたしましてもできる範囲の中で協力

をしていきたいというふうに考えておりますの

で、よろしく御理解賜りたいと思います。 

５ 番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

沼澤恵一議長 石川正志君。 

５ 番（石川正志議員） ありがとうございます。 

  先ほど市長さんの御答弁の中で、これは一番

どこの部門においても大事なことだとは思いま

す。つまり出口、例えば木質バイオマスをどう

いったところに使うか。いろいろなところをお

伺いしますと、行政の中でやる場合、どうして

も公的な施設に関して導入していくといった事

例もございまして、例えば６月の定例会で申し

上げたことに重なりますけれども、今、小中一

貫の校舎新築というとき、そこに暖房として木

質バイオマスということを後ほどまた検討して

いただければというふうに思います。 

  それから、これは広域の分野になろうかとは

存じますけれども、今ごみ焼却に関しまして、

燃料としては恐らく重油だと思います。ところ

が新庄市内の車関係で廃油等が出た場合に、そ

れを重油の代替として使ってはどうかなと、あ

るいは焼却場の出る熱を施設園芸等に活用され

てはどうかなということで、地域の循環がある

程度、形態をつくれるというふうに思いますの

で、ぜひ御検討いただきたいなというふうに思

います。 

  以上、要望いたしまして私の質問を終わりま

す。ありがとうございました。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 
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     午前１０時４４分 休憩 

     午前１０時５４分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１１番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１１番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまでございま

す。議席番号11番、絆の会の５番目の小嶋冨弥

であります。ひとつよろしくお願い申し上げま

す。 

  今定例議会における一般質問の要旨発言事項

は３点でありますが、その前に、さきに行われ

ました第２回のそばまつりについて若干触れさ

せていただきます。 

  職員の皆さんの接遇であります。「いらっし

ゃいませ」「ありがとうございました」の言葉

が祭りに参加した人に多く聞こえたからであり

ます。お金を出して参加した人に対して、当た

り前のことでありますが、行政がかかわって仕

掛けた事業・行事では積極的な呼び込みや感謝

の表現が上手ではありませんでしたが、今回は

この声が大きく私どもに聞こえたからでありま

す。食べるまで私たちは１時間ばかりかかりま

したが、待ち時間の中でも随時情報を流し、お

客様の気分を害さない流れでありました。本当

によく頑張っていただきました。一段とそばが

うまかったのは申すまでもありません。 

  市民との協働のまちづくりは、市民から信頼

される職員の姿勢かと言っても過言でないわけ

でありますので、イベントだけでなく庁内にお

いてもふだん、このような目線、気持ちで市民

に対しても接遇努力していただきたいものであ

ります。 

  それでは、順に従いましてお伺いいたします。 

  まず最初に、平成24年度の市政方針と予算編

成はどう図られるのでしょうか。それについて

お伺いいたすものであります。 

  地方公共団体、市町村の仕事は、申すまでも

なく上下水道、消防、学校、図書館、ごみ処理、

高齢者福祉、産業振興等、その地域の生活面・

産業面の多岐にわたります。すなわち住民の皆

さんが安全で快適に暮らせるように、道路や公

共施設をつくって住みよい状態に保たれるよう

に管理を行うわけであります。そのために、い

かに市民生活に密着し、市民の安全確保、健康、

環境の保護保全にかかわる住民サービスをスム

ーズに提供する組織に分かれ業務が行われてい

るわけであります。 

  そこで、市長２期目の最初の来年度の新庄市

の方針とこれらに伴う予算についてお聞かせ、

質問させていただきます。 

  市の広報10月に、市長就任のあいさつ、市政

２期目に向けて次のように述べておられます。

第４次振興計画がスタートし、市の将来像とし

て「自然と共生 暮らしに活力 心豊かに笑顔輝

くまち新庄」を標榜し、少子高齢化、産業国際

化など、地方にとって厳しい環境の中で将来を

確実に具現化していくことが命題である、この

ように広報で市民各位にあいさつをなさいまし

た。そして実現力にこだわった施策で、新庄に

暮らすだれもがふるさとの豊かさや安全・安心

を実感できるまちづくりのため全力で取り組む

とありました。これらに向かって市長２期目の

初年度の平成24年度のお考えをお伺いいたすも

のであります。 

  特に雇用と交流人口の拡大は多くの市民が期

待する点であります。地震、水害、火災等の防

災対策、冬の雪対策、将来を見据えた児童生徒

の教育を含め、まちはだれのもの、市民第一主

義などをどう創出なされるのでしょうか。これ
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らの推進と表裏一体の裏づけとなる予算措置は

どのように図るのかもあわせてお聞きいたしま

す。 

  次に、発言事項２番目の森林保護と水環境保

全についてであります。 

  申すまでもなく、日本の国土面積3,777万ヘ

クタールのうち森林面積は2,510万ヘクタール

で、国土の３分の２、66％が森林なのでありま

す。このように国土面積に占める森林面積、森

林率は、国際食糧農業機関、ＦＡＯが公表して

おるデータでは、先進国においてはフィンラン

ド、スウェーデンに次いで３番目、世界でも有

数の森林国であります。ちなみに世界の森林率

は平均で30％だそうです。 

  ちなみに新庄市の山林は、23年度の固定資産

概要調書の樹木別面積で119.82平方キロメート

ルとなっております。市の総面積は223平方キ

ロメートルでありますので、このように圧倒的

に山林等が多く占めております。 

  森林は、多様な機能の供給源であります。新

庄市の豊かな自然は、このような多くの森林に

よって形成されておるのは周知のことであるわ

けですが、近年の社会情勢の変化により、残念

なことに森林の荒廃が進んでおります。それら

に目をつけ、水資源を求めて外国マネーによっ

てそれらの買収問題が発生いたしました。 

  県内の米沢市で、市民所有の私有地10ヘクタ

ールがシンガポール人によって買収されたこと

が発生いたしました。長野県、神奈川県、北海

道でも外資によって買われました。隣の尾花沢

市では自然環境を保持し、水源地の森林を多く

の貴重な財産とし、清らかな水源等を未来に引

き継ぐためを目的とする理念条例を９月に定め、

外国人マネーによる大規模森林買収を阻止する

手だてを行いました。これらに対し、市として

は森林保護と水環境保全についてどのようにお

考えでしょうかお尋ねいたすものであります。 

  次に移りますけれども、バイクナンバーの地

元仕様についてであります。 

  この件に関しましては、ことしの３月定例議

会においてお尋ねいたしました。125㏄以下の

バイクナンバーは地方税の課税を示す標章とし

て市町村が独自に制定できるので、郷土愛を高

めるために東根・天童市がまちおこしの一環と

して実施していて、３番目ではあるが導入のお

考えをいただきたいというような発言をいたし

ました。そんなに大きな初期投資がかからず、

バイクが走れば動く広告塔になるのでその考え

を提案申し上げました。 

  答弁といたしましては、ナンバープレートの

中にどんな当市の特徴を入れたらよいか、どう

するか、今後の検討課題であるというような議

論でありました。 

  かつて、この12月定例議会は決算特別委員会

でもありました。12月に決算委員会をし、翌年

の予算に反映するには時期が短い、意味がない

のではないかというようなことで９月に決算委

員会を行いました。この12月議会は来年度の予

算を議論できる定例会と考えていますので、再

度質問をいたした所存であります。 

  以上で私の壇上での質問を終わります。御答

弁のほどよろしくお願い申し上げまして、御清

聴を感謝申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋市議の御質問に答

えさせていただきたいと思います。 

  来年度の市政方針と予算編成の考えについて

ということでありますが、２期目に市民の皆様

に宣言しました基本的な私の施政方針について、

今後、予算編成する予定でおります。 

  また、課長会議におきましても、上意下達だ

けではなく職員のそれぞれのアイデアを殺すこ

となく、予算つく、つかないに限らず、すべて

その職員の考えるアイデアを課長等がこれは重
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要であるという会議、それはお金にかかわらず

上げるようにというようなことを今指示してい

るところであります。これまでどうしても財政

再建の途中で、これは無理だと、これはできな

いというような言葉が先に走っておりましたが、

そうではなくて、今後、経済対策あるいはさま

ざまなエネルギー対策等によって新たな国の動

向が出てきたときに職員が関知している情報を

もってそれに充てることができると。これまで

の事例の中においても、麻生内閣のときの経済

対策のときにそうした手法をとったおかげで新

庄が新たなことを放り出さずに次々と予算をつ

けて実行できたということの前例もありますの

で、今回の方針については市民に挙げた交流、

あるいは「人ふれあうまち」「人行きかうまち」

「人学びあえるまち」というこの基本理念に沿

いながらも元気なまちづくりに取り組んでいく

ために職員それぞれのアイデア、考え方を率先

して提出してもらいたいというふうに思ってい

るところであります。 

  また、今年度は雇用・交流拡大に向けて新庄

まつり誘客100万人構想を掲げました。これに

ついてはさまざまな方から御意見いただいてい

るわけですけれども、100万人が交流すること

によって１万人の定住が起きるというようなこ

と。こういう大きな目標を持つことによってさ

まざまな施策を連動していくことができるので

はないかと。単発で物事を終わらせるのではな

く、それぞれが連動して、そのためにこれがで

きるのではないか、このためにこれができるの

ではないか。もし食材が、宿泊数が多くなれば、

当然ここのところの食材が足りなくなるだろう

と。安全・安心な食材をここから提供しよう、

そこから買おうというようなことの広がりが出

てくる、そこにもまた一つ一つの雇用が生まれ

る。企業誘致が100％無理ではありませんが、

かなり厳しい状況の中にあって、自前で雇用を

つくり出すと。それぞれの食堂あるいはそうい

うところにお客さんが多く来ることによって跡

継ぎがそこにできてくるというようなことも私

はとても大事なのではないか。個を大事にする

ことも一つの雇用の場ではないかと。お客さん

が全然来ないようなところであれば後を継げと

も言えないというようなこともあると思います。

そんな意味で多くの皆さんとの交流を図ってい

きたい。 

  その手掛けとして、大崎あるいは湯沢との連

携をしながらいっているわけですが、商圏とし

てマーケットが今小さくなっていく中で、この

マーケットをある程度広げるということが私は

大事ではないかという思いで交流事業を進めて

いるところであります。 

  一方では、台湾までいきなり行ってと。私も

今回ことしがすぐ実現するというような思いで

おととしを計画したわけではありませんが、実

際に早い方がいいというようなこともいろいろ

な方からの御意見をいただき、今回行かせてい

ただきました。 

  やはり直に行ってみて、台湾の皆さんの考え

方がどんなものであるのか。新庄まつりという

のは見てみたいけれども、ぜひ台湾でコマーシ

ャルをやっていただきたいというようなお話を

いただきました。それがそこに住む方々にとっ

てのハイレベルの観光地であるということをき

ちっと教えてあげなければいけない。ほかのと

ころにつきましては黙っていても宣伝されるわ

けです。きのう申し上げましたが、富士山であ

るとか京都というのは黙っていても宣伝されま

すが、そうでないところはみずからＣＭを仕掛

けることによってエージェントも送り出すのが

安心してできるという話もいただいたところで

あります。一つは、基本的に交流拡大を図って

いきながら地域の雇用なども創出していきたい

という思いがございまして、そんなことを今仕

掛けているところであります。 

  また、今回は大震災において地域のコミュニ
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ティー、さらには防災という観点をもう一度見

直さなければならないというふうに思っており

ます。そんなことを中心にしながら今後の予算

編成についても当たらなければならないという

ふうに思っています。市民の安心・安全という

ようなことについては消防関係との協力、支援

の充実を図る、あるいはそうしたことを含めた

形での安心を進めるような形でいかなければな

らないんだなというようなことを思っていると

ころであります。 

  また、人づくりについては、ふるさと学習、

地域を思う子供たちを育てていかなければなら

ないというふうに思っております。これまでは

どうしても私の知っている範囲では、新庄には

何もないというような、皆さんからよくそうい

うふうな言葉を聞いたところであります。しか

し私は、ここに住む者にとってこれだけすばら

しいまちはないという誇りを持って生きている

つもりであります。そうしたことを今後の子供

たちにさらに教育をしていく、知らしめていく

ということはとても大事なことではないかな。

その一つの核としても新庄まつりというものは

あるというふうに私は信じているところであり

ます。それらを中心にしながら、核としながら

巻き込んでいくというような施策を持っていき

たいと。 

  そういう意味で、予算編成においては、先ほ

ど申し上げましたが、東日本大震災の影響もあ

り、そうしたことも重点にしながら今後取り組

んでまいりたいというふうに思っております。 

  次に、森林保護と水環境保全について、一時、

中国マネーなどによって、北海道のあるまちに

行きましたら、私が見える範囲をすべて買いた

いというようなことをＮＨＫのドキュメンタリ

ーでやっておりました。相当なお金をやはり持

っているんだろうなということで、その地域は、

ただ寝せておいても仕方ないと。買ってくれる

ならばありがたいというようなことがあったの

かなと思います。 

  ただ、日本という国土の狭いところで売買を

するという発想が今までは成り立たなかったと。

広大な面積のある国々にあっては、一部の未開

発地域に日本の商社が入り、開発し、そして安

い原材料としてパルプなども輸入してきたとい

うようなこと、そんな事例の中で、これだけの

狭い国土をどうやって買うんだろうというよう

な思いがあって、突然そういうふうなことが起

きたことによって日本人が改めて何なんだろう

と思ったら、森林と水ではないかと。これから

世界的に予想されるであろう食料不足のほかに

水不足の先取りではないかというようなことで、

その上流をとめられてしまっては困るというよ

うな思いが初めて日本人にも出たのではないか

と。それまで日本の狭い国土の中でこれだけ多

様化・高度化した土地を求めるということは考

えられないという我々日本人の発想がひっくり

返された事例ではないかなというふうに思って

おります。 

  それぞれの売買については、国際法の中で取

引を制限することはできないような状況という

ふうには聞いておりますが、よって尾花沢では

理念条例だと。理念条例ということは、それを

周知することによって我々の持っているふるさ

とが喪失することがないように、お互いにスク

ラムを組みながら、情報をもらいながら、提供

しながらそういうことを阻止しようということ

が基本的な理念条例であるというふうに聞いて

います。上位法による土地の売買等を規制する

というところまではなかなか難しいという話は

聞いておりますが、そうしたことをお互いに、

この地域に外国人が土地売買することによって

我々が受ける損失というものを今後広報しなけ

ればならないのかなというふうに思っていると

ころであります。 

  そうした注意を喚起しながら、新庄市の持っ

ている財産をいかに守っていくかということに
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も取り組んでいかなければならないというふう

に思っておりますので、御理解のほどをお願い

したいと思います。 

  それから、ことしの３月議会の一般質問です

が、バイクナンバーの地元仕様についてという

ことで、他市の例も担当課の方で参考にし、取

り組んでまいりました。 

  図柄を検討した中で、「かむてん」を使用し

ていきたいというような考えに立っているとこ

ろであります。新庄まつりでは小さくなり過ぎ

まして、はやし、山車、みこしの三つを置こう

とするのは難しいなということがありました。

また、アジサイについては各地にある題材です

ので、シンボルマークの中では冨樫義博さんが

新庄に版権を置いていただいた「かむてん」な

どをその中に埋め込むことが可能ではないかと

いうようなことは担当の方からいただいている

ところであります。今後そんな形で準備を進め

ていきたいというふうに思っております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 御答弁いただきまして

ありがとうございます。 

  私３点、今回しましたけれども、３月の発言

を受けて、ナンバープレートは前に進んだのか

なと思って大変御期待申し上げるところであり

ますので、ぜひ、新庄市は山形県３番目でしょ

うけれども、そういったまちづくりを起こし、

そしてバイクが走ることによって新庄の動く広

告塔にもなり得るというような一つの道筋では

ないかなと思っておりますので、いかに予算を

するかというような課題ではなかろうかなと思

っております。 

  それでは、方針と予算についての件でござい

ますけれども、私の知り得る限りでは、地方公

共団体の予算の意味ですけれども、我々地方公

共団体の１会計年次における予算とは、収支・

支出の見積もりで予定する行政活動計画の表明

でもあるというようなことなんですね。立法機

関である議会の承認を得て成立する予算のうち、

収入は見積もりだが支出は執行を制限する法規

としての性格を持つと。予算の調整権及び議会

への提出権は長に専属する。要するに首長さん

の専属につくと。教育については教育委員会と

いうふうなことであります。議会は、予算案を

審議し、可決あるいは否決するほかに削除また

は減額修正を行う権限を持つが、増額修正に関

しては長の権限を侵すことができないと。しか

しながら、政治的には議会の承認権には大きな

力があり、首長に対する生殺与奪の手段とも言

われておるというようなことでありますけれど

も、予算の執行は行政機関の長であるというよ

うなことが予算の意義ではないかなと思ってお

る観点から質問させていただきたいと思います。 

  この100万人構想の、市長も再任を受けて市

民に約束というか公約しているわけですけれど

も、これを本当に実現するためにどのようにす

るかというような手だてが私どもには、やるや

るよと言って、私も100万人の交流人口すれば

１万人の定住人口の経済活動がある、非常に魅

力ありますね。県の方でも吉村県知事が香港に

チャーター便を飛ばすとか、中国にも事務所を

開きながらやっております。 

  その中でやはり今の、大変失礼ですけれども、

商工観光課を中心とし、お任せでやれと言って

も厳しいものがあるんじゃないかなと。いっそ

のこと本当に100万人構想をやるんだったら、

例えば電通とか船井総研とかといった専門機関

にお金を投資して、長期か短期かわかりません

けれども、そうやって行政とタイアップする手

だてが私は大事ではないかな。そうしないと、

なかなか観光とか中央のエージェントとか、そ

して今、若連の屋台づくり、はやし若連の、何

回も議会でも言いますけれども、進まないと。

やはりそういった大きなプロジェクトを行政で
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もバーンと先行投資的なものをやって本当に

100万人がやるんだと、市民の皆さんもやるん

だという雰囲気をする手だてが私は大事ではな

いかなと思うんですけれども、この辺いかがで

しょうか。 

  あと、台湾のインバウンドに市長がちょっと

触れました。聞くと、台湾は四季がないわけで

すので、日本は四季がはっきりしていると。冬

でも観光客が来るんです。現に来ていますね、

飯豊町あたりにやっているし。たまたま去年、

天童に泊まったら、冬ですけれども、家族連れ

の台湾人が来てキャーキャーと雪見てはしゃい

でおりますね。そういったものを含めてもう少

し大きな手だて、先行投資といいますか、そう

いったお考えはいかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員からは、先行投資でそういう

ふうな広報媒体を使う、直接、電通というよう

なお話が出たわけですけれども、また、台湾の

話が出た。電通にお願いすると数千万単位とい

うような状況に聞いております。その中で何億

という収入が上がればいいわけですけれども、

行政としてそこまでするかということで、非常

に慎重に運ばなければならないというふうに思

っております。そんな意味も込めまして、今年

度電通に１人職員を派遣しているところであり

ます。その中からさまざまな情報を得ていると

いうようなこと。吉本興業との件につきまして

も、職員の方からこういう事業が今企画されて

いるというようなことでぜひ応募なさってはど

うですかというような情報をいただくとか、さ

まざまな形で情報を得ているところであります。

そういったところが一つ一つ実を結べば、100

万人のことへの一歩になるのかなと。また、い

い意味で電通と職員との人脈というようなこと

も今後つくられていくのかなということで、そ

うした方々がそのノウハウを新庄市に持ち込め

ないだろうかと。電通のノウハウを職員が身に

つけることによってみずから考え出せる、みず

から行動できる、そうした集団になれればいい

な、ならせていきたいというふうに思っている

ところであります。 

  また、台湾に行ってきて、四季折々というよ

うなことでありますが、県のチャーター事業な

んかあるわけですけれども、なかなか新庄・最

上の観光業界の方でそれに向かう姿がないとい

うようなことがございました。そこで新庄・最

上地区がそうしたチャーター便に乗りおくれて

しまうという状況を側面で見てきたところがご

ざいます。 

  そんな中で、台北アジア博という中で、そこ

にまず誘客をするためにどのような仕掛けを各

国・各地域・各市町村はやっているのか肌で感

じてもらいたいというようなアドバイスを受け

た次第であります。 

  実際に行ってみますと、長崎市、平戸市、嬉

野市、雲仙市、そうしたところが共同体として

一地域として売り込んでいる状況をかいま見て

きたところであります。一つの単独では、遠い

国から見ますと一点にしか見えないと。点を面

に見せるためには地域連携が必要ですよと。例

えばここであれば湯沢・大崎・新庄・最上が一

つの単位ですよと。次、動く単位が東京ですよ

と。次が中尊寺ですよと。そういう距離的、

150キロから200キロぐらいが一単位として動く

ということも御理解いただきたいという話も直

接聞いてきたところであります。やはり最後は

地元の魅力をしっかりと打ち出すということが

大切だと。特に議員おっしゃるとおり、四季の

ない台湾にとっては冬も大きな魅力であると。

ただし、今回の原発事故により、東北への観光

客の足は遠のいていると。復活については来年

の春以降、恐らくまた東北へ目を向けるだろう

というような御意見もいただいてきたところで

す。 
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  以上、戦略的な形で進めている状況でありま

す。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） そうしますと、例えば

電通という名前にこだわらなくてもいいんです

けれども、そういった専門的なものをやってい

る企業がたくさんございます。だったら新庄単

独では数千万という大きな予算、もしなれば。

じゃ大崎と湯沢と例えば新庄の三つが組んで、

行政だけでなくてそういったものを組んでコン

サルタント的なもののアドバイスを受ける考え

だって今言ったような一つの方法ではないかな

と思います。だからそういった意味で、新庄だ

けではだめだなと。台湾に行っても大変それは

いいことで、150キロぐらいで集めてくるとい

うようなことで、来年からは東北に目を向ける

ようなことですので、ひとつそういったものも

新庄だけでなくて連合でやるというお考えもや

った方がいいと私も思うんですけれども、ここ

で結論を出せと言っても無理でしょうけれども、

そういうお考えもあるということを認識しても

らいたいなと。 

  100万人呼べば１万人の定住人口にするとい

うような、そうすると雇用も生まれるわけです

ので、ぜひひとつ、新庄まつりは私も常々行っ

ていますけれども、新庄市の宝であるわけです

ので、それを核としてまちおこしをお願いした

いものだなと思っております。 

  次、これから切実な問題、除雪が来ますね。

除雪に関して、先般の新聞で見ましたけれども、

ＧＰＳを使った運行というのが取り入れられて

おりますね。除雪車に備えつけるスマートフォ

ンに、これは開発会社ですけれども、開発した

専用アプリケーションを搭載、ＧＰＳ機能と連

動させることで30秒ごとに位置情報が設備に送

られると。そうすると、どこそこに行った除雪

車がわかると。そうすると、今ここ困るという

ようなことがシステム的に今のＩＴでできるん

ですね。そういったお考えをひとつぜひ取り入

れていただければいいんではないかなという私

の考えと。 

  あとは、今、市道と生活道路がございます。

我々市民の皆さんに聞くと、やはりある程度自

分のところを朝出勤する前に除雪していただい

て出たいというのがだれでも共通な市民感情・

意識でありますけれども、市道が優先して生活

道路が若干、台数も決まっているわけですけれ

ども、この辺の除雪に関しては、市道と生活道

路の区分けがちょっとおかしいんじゃないかな

と。やはり一体となった除雪体制を確立してい

かないと、先般も市民の都市計画税漏れのとこ

ろに説明に行って頑張っていただいたそうです

けれども、同じそういったものから漏れるとい

うようなこともございますので、来年度に向け

た除雪の考えはいかがでしょうか。 

沼澤恵一議長 具体的に除雪の通告はありません

けれども、予算編成の中での雪対策という項目

があるようですので、この項目の範囲というこ

とでよろしいですか。（「はい」の声あり）じゃ

都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 ＧＰＳにつきましては、

私もきのうの新聞で確認しております。白鷹町

で導入したというふうな話のようでございます

ので、うちの方でも参考にさせていただきたい

というふうに思っております。 

  それから、生活道路の件でございますけれど

も、市道と同じような除雪体制というふうなこ

とでの話だと思いますが、時間的には限られた

台数、人数、時間等がありますので、市道と同

じ一斉の除雪というのは物理的に無理だという

ふうに思っております。 

  それから、市道と同じような排雪、除雪とい

うふうなことになりますけれども、現在は除雪

については一定の要件のもとに行っております

けれども、排雪までは御承知のようにやっては
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おりません。これにつきましては、やはり限ら

れた財源の中での対応というふうなことと、ま

た施策的な面もございますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 生活道路というと、同

じ市民であるわけですので、そういったものを

今後新庄市の市政を運営するには考えを直して、

住みよいまちづくり、安心して住めるまちづく

りを目的としているわけですので、考えいって、

私はいただきたいなと思っております。 

  あと教育の方の質問、答弁ございますけれど

も、ふるさと学習を大事にしてやっていくとい

うようなことで、ふるさとも大事だと思うんで

すけれども、今後やはり国際化を担った子供の

教育、そのためには英語教育、ＡＬＴの強化が

私は大変大切ではないかなと。中学校５校、小

学校９校、14校において２人の先生。２人とい

うのはほど遠いような気がしますけれども、や

はり子供の教育に関してはもう少し充実してい

くようなお考えが大事ではないかなと思います

ので、その辺のお考えを来年度の予算に向けて

方針に向けてどうなのかと。 

  もう一つ先般、教育の日というようなことで

市民プラザに行きました。私も初めて参加して

すごいなと思いました。特に子供の民話、ああ

いうものはやはりふるさと学習の中で私は生き

ていると思うんですので、ぜひ来年度、どのよ

うにこういうものを考えておるか。 

  二つ、ひとつ教育関係でお願いしたいと思い

ます。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 まず、ＡＬＴの方ですけ

れども、16年の８月以来いなかったＡＬＴ、議

員の皆さんの御支援もありまして２人配置させ

ていただいたこと、本当にうれしく思っていま

す。現在２人とも日本語が堪能でございまして、

非常に現場では喜ばれております。 

  ＡＬＴに関しましては山形県内、同じような

人口の都市を見ますと、例えば寒河江市でも２

人ですし、東根市でも２人ということで、大体

新庄と同じような都市については２人というよ

うな形の活用になっていますので、今回来てい

ただいた２人に関しても２年というスパンの中

で一応来ていただくことになっていますので、

まず今の現状でやって、25年８月にこの２人に

一応スパンが切れることになりますので、それ

以降については今後やりながら検討していきた

いというふうに考えているところです。 

  それから、教育の日についてですが、今年度

これまで合唱とか演劇というような形の発表だ

ったんですけれども、民話については初めて昔

語りということで入れさせていただきました。

教育の日のステージ発表、なるたけバラエティ

ーに富んだ発表、それから毎年さまざまな学校

が自由に参加できるような形にしたいと思って

います。そういうような形で考えておりますの

で、来年度以降もいろいろな子供たちの活躍の

姿が見れるような形で計画をしていきたいとい

うふうに思っています。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） ぜひやはり英語教育の

方もひとつ充実して、予算化なりそういったも

のの方向づけをしていってもらいたいと思いま

す。 

  あと、教育の日というのに私参加したけれど

も、市民に対するＰＲ度というのが、もっと参

加できるようなことにいけば、参加した人が

「ああっ」というような思いがもっと伝わるん

じゃないかな。その辺残念だったなと私思いま

すので、ぜひそういった広報活動の方をもっと

やっていけばもっと喜ぶのではないかなと思っ

ております。 
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  いろいろ私の思いも、来年度の方針に伺いま

した。あと予算の規模ですね、どのぐらいの予

算の規模をお考えになるかと。今、政府も社会

保障と税の一体改革、これは消費税ですけれど

も、あと１兆円の一括交付金の再配分も800億

円とかになって、市町村に拡大よりも政令都市

のみに行くというような、新聞報道ですよ、な

っていますけれども、その辺を踏まえまして、

予算規模的には、もちろんこれは事業とリンク

するわけですので、だから私、最初、方針を、

考えを伺ったんですけれども、予算的なものは

どのようにお考えですか、ひとつ。予算は見積

もりとさっき申しましたけれども、見積もり的

な要素もあるんですけれども、どのようなこと

なんでしょうか。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 来年度予算の予算規模という

ことでございますけれども、ただいま予算要求

を締め切りまして査定に入っております。その

中で、要求については150から160億円ぐらいだ

と思います。財源としては120から130億円とい

うことで、差額が20億円ぐらいということで、

あと国の動向によって歳入の部分がどうなるか

ということで、国の財政計画の方を注視してい

きたいと思っております。以上です。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） やはり土地の評価も下

がったようなこの前発表ございましたし、市税

の増収、なかなかこういった意味では大きな納

税も期待できないというようなことで、ある程

度の国からのお金をいただかざるを得ないと。

正直言って綱渡りの新庄市の財政なわけであり

ます。 

  先般の、これから補正予算もなるわけですけ

れども、二枚橋の防護柵や沖の町、常葉町の流

雪溝も一たん来なくてだめになったと。今補正

予算で社会資本整備の再配分でまた上程になる

ような、国の問題に左右されるわけで、非常に

自主財源がない弱みもあるんだなと思っており

ますので、市民のニーズにもこたえていかなけ

ればならない新しい事業も踏まえながら既存の

ものもやっていかないと、やはり高齢化社会に

なって国民健康保険とかいろいろなものの社会、

そういったものの増が懸念されるわけでありま

すけれども、ここはしっかり予算設計をやって

方向づけをやってもらいたいと思いますので、

これは総務課長ですか、予算の依命通達という

のはいつころ出して、大体どのような形で。な

ぜかというと９月の定例議会１カ月おくれまし

たね。予算もおくれて、そのとき事務的にもど

のように流れをつくっていくのかなという点を

お聞きしたいと思います。 

髙橋則雄財政課長 議長、髙橋則雄。 

沼澤恵一議長 財政課長髙橋則雄君。 

髙橋則雄財政課長 来年度予算の編成方針という

ことで11月１日に各課に通知しております。そ

れに基づきまして12月１日まで予算要求をして

いただくということでしております。 

  それから査定については12月ということで、

年内に財政課内示というふうに持っていきたい

と思っております。 

  あと、来年１月になりますけれども、財政課

長査定を経て、１月下旬には市長査定で、２月

に議会に対して示したいというふうなスケジュ

ールになっております。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） 何回も私も言っていま

すけれども、査定、土地の概要でもいいですけ

れども、本来は議会の方にお示しいただいて、

そして議会の方で議論しながら持っていったら

いいかなというようなことをいつも思っている

んですけれども、２月に私どもに御提示なさる

というようなスケジュールを伺いました。なる
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べく早い時間に私ども議会に示していただきた

いなと思っております。 

  次に、森林保護の件なんですけれども、尾花

沢市ではやはり外国マネーから買われる危機感

が非常にあってしたわけですけれども、先般、

山形新聞で行われました最上県勢懇話会の中で

ジャーナリストの森林インストラクター米倉さ

んの講演があって、参加できなかったんですけ

れども、その次の日、新聞で見ました。森林は

これから産業形成の源だというようなことで、

今まで中国が日本に輸出しておったのが、中国

が輸出を禁止したと。これからは国際的に木材

資源の奪い合いになるのではないかなと思って

いるけれども、現実的には森林が非常に荒れて

いるというようなことで、人工林は自分でやっ

ていますけれども、新庄市では人工林をどのぐ

らいなっているんでしょうか。人工林の割合は

わかりませんか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 大変申しわけございません

が、人工林の面積等については勉強といいます

か、確認してきておりませんけれども、新庄市

内においては森林所有者がいるんですが、森林

でもって生計を立てているという林業家という

ものが存在しないわけでございまして、国有林

が相当な面積を占めているというふうなところ

での森林の荒廃については、議員御存じのとお

りさきの木材の輸入自由化の中で10分の１以下

に木材価格が減ったというところで、ほとんど

手をかけなくなった。農林課、県、国の行政に

おきましても森林整備事業の中でそれぞれ手当

てはしているんですが、小面積であるというふ

うなことで、奥山の部分については営林署管轄

が多いので、なかなかその辺、一体化した整備

はままならないという現状だと思っております。 

１１番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

沼澤恵一議長 小嶋冨弥君。 

１１番（小嶋冨弥議員） この先生が言うには、

森林に関する経済活動のすそ野は広いと。間伐

などの林業に始まり、木材の流通や運搬、木材

加工から家具製造、住宅建設に至るまで一つの

大きな産業、林業産業と言えようと。地域活性

化に向けて山形県の豊かな森林資源を源として

産業の振興に努め、新たな雇用創出につなげて

ほしいというようなことがあります。ですから

やはり尾花沢のように外国マネーから買われて

「さあ、開発やりましょう」と言っても後の祭

りではいけないわけでありますので、尾花沢市

がやはり理念条例でやっても積極的に守るんだ

と、行政が守るんだというような一つの行政と

しての意気込みというものを私は示す必要があ

るんではないかなと思いますので、今後これら

に向けてお考えを進めてもらいたいと思います

けれども、いかがでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 さきの市長の答弁でも申し

上げましたとおり、まずもってそういった内情、

事情、そういったことは市民の方が知っていた

だくということがまず一つであろうと。条例だ

け先行しても市民は何もわからないなというふ

うなことでもまずいので、まず市報とか農業だ

より等々でそういった事実の確認なり、いろい

ろな負荷が出てくるよということを周知しなが

ら、条例化というものはもう少し先になるかと

思いますけれども、我が新庄市においても環境

保全宣言都市、ちょっと文面が舌足らずなとこ

ろもあると思うんですが、短い中で環境保全、

それの発展型ということで条例というふうに考

えておりますので、いろいろ研究させていただ

きたいと思います。 

沼澤恵一議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 
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沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤卓也議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤卓也君。 

   （２番佐藤卓也議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤卓也議員） 12月定例会９番目に質

問いたします佐藤卓也です。市民の皆様と同じ

目線から、通告に従い順次質問させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

  先月、11月19日、新庄市東高等学校で行われ

ました教育フォーラム「みつばちフォーラム」

に参加させていただきました。ことしで12回目

を数える新庄東高等学校「みつばちフォーラ

ム」では、地区ＰＴＡ懇談会で話題になった諸

問題をより議論を深めるために生徒・保護者・

市民・職員で語り、今後の学校生活に生かし、

生徒の表現能力や自治意識を高めるのがねらい

となっておりました。 

  市民代表として、山形県議会議員や新庄市議

会議員の皆様、町村議員の方々や区長さんも出

席する中、私も市民の代表の一人として参加さ

せていただきました。 

  私たちの分科会では「新庄市の活性化」がテ

ーマとなっており、高校生と一緒に考えるよい

機会に恵まれました。高校生の本音を生で聞き

印象的なことは、高校卒業後は地元に残りたく

ないという意見があり、少々残念ではございま

した。また、高校生はないものねだりをする方

がまだまだ多く、あれがない、これがない、こ

れが足りないと考えるのではなく、地元のすば

らしい資源を何か活用できるものはないか、こ

れを使ったらどんなふうになるのかといった発

想、つまり意識改革を強く持っていただきたい

と感じ、もっと共有することをしていかなけれ

ばならないと感じました。そして、ふるさと教

育をもっと真剣に取り組まなければならないと

感じております。若いときから見えていないも

のを意識することが地域活性化につながってい

き、やがて新庄の未来を明るく照らすものと信

じております。そして私自身もできない理由を

考えず、できることを少しでもつくって前へ進

んでいきたいと思っております。 

  一つ目の質問をさせていただきます。 

  第４次新庄市振興計画、新庄市まちづくり総

合計画の基本目標として、生き生きと働き、活

力とにぎわいのあるまちづくりを掲げておりま

す。 

  その施策の一つに地域資源交流があり、秋の

新しいお祭りとして味覚まつりやそばまつりが

ことしも開催されました。味覚まつりでは、愛

をとりもつラーメンや泉田の里芋を使った芋煮

など、たくさんの新庄の食べ物が各商店に並び、

来ていただいた皆さんは大変満足していたので

はないでしょうか。 

  また、そばまつりでは、山屋セミナーハウス

の活用やそばを食べることで最上の品種「最上

早生」を知ってもらうなど、おいしい食べ物を

見て食べて、新庄のよさを感じ取りもう一度新

庄を再確認する食のイベントと感じたのではな

かったのでしょうか。 

  このような食という魅力ある地域資源を活用

することが地域活動を活発にし、交流人口をふ

やし、商店街の活性化、そして地域活性化につ

ながる方法の一つと思っております。そのため

にも最上地域内に限らず、県内外の方々に、ひ

いては関東圏の方々にももっと情報発信をし、

周辺地域との連携がもっともっと必要だと感じ

ますが、新庄市は現在、効果的な情報発信をど

のように行っているのでしょうか、お伺いいた

します。 

  インターネットやウェブ利用、ツイッターな

どを使った方法でより効果的に発信できると思
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いますが、市の考えも一緒にお伺いいたします。 

  続いての質問に移らせていただきます。 

  交流を促進し、地域活性化をより実現するた

めに、市民一人一人が心から達成したと感じる

未来像を共有するためにも、市の取り組むイベ

ント・事業の明確なあるべき姿、ビジョンをも

う一度お示しください。 

  次の質問に移ります。 

  新庄市エコロジーガーデンを利用して第１回

目のイベント、原蚕の杜フェスティバルがアグ

リウォーカーズを中心にして行われました。小

雨の降る中の開催でしたが、たくさんの方がエ

コロジーガーデンに足を運んでいただきました。

参加者の中には産直のまゆの郷に訪れたことは

ありますが、室内エリアに初めて来られた方も

多いように見受けられました。エコロジーガー

デン、原蚕の杜やまゆの郷の認識はしておりま

すが、屋内に足を踏み入れる機会がかなり少な

いように感じられます。そのためにももっと知

っていただき、いろいろな方に利用していただ

きやすくするためにも、市は現在、今回のイベ

ントを含めどのような支援を行い、また今回の

反省を含めて今後の支援体制をどのように行っ

ていくのかお伺いいたします。特にハード面は

これからかなり重要と考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  そして、これから寒い季節に入ります。降雪

による除雪・排雪などの対策や冬季間の利用し

やすい環境づくりなどどのように考えているの

かお伺いいたします。今後の農林課の組織体制

や連携を取りまとめるコーディネーターの人材

育成などを踏まえてどのようにいくかお答えく

ださい。 

  最後になりますが、インバウンド、訪日外国

人旅行者誘客についてお伺いいたします。 

  新庄・最上、秋田県湯沢市、宮城県大崎市の

３地域が連携して台湾で開かれました台北国際

旅行博2011に参加されました。交流人口の拡大

にもつながり、他の産業にも波及効果が大きい

観光振興をこれから取り組むに当たり、まず市

としてどのような魅力発信をしてきたのかお伺

いいたします。また、市独自の観光戦略がある

ならばぜひお聞かせください。 

  新庄市の地域資源は、これが地域資源と考え

ているなどといった具体例も一緒に挙げていた

だければ幸いです。 

  以上をもちまして壇上からの質問をさせてい

ただきました。ありがとうございました。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  新庄東高のみつばちフォーラムに参加した感

想も述べられていましたが、ないものねだりで

はなく、どれをあるもの、自分たちの足元をし

っかり見つめていくことが大事ではないかとい

うようなお考え、本当に共有するものがあると

思います。 

  さて、御質問の味覚まつりやそばまつりにつ

いてでありますが、おかげさまでことしも盛況

に開催されたと思っております。 

  味覚まつりは10月16日に実施し、２万6,500

人のお客様に来ていただきました。今回も昨年

以上に多くの団体の参加を得て、また、震災で

影響を受けた被災地の皆さんにも参加していた

だき、より多くのお客様に新庄の「んめもの」

を提供することができたと思っております。 

  また、ことしは市民の方より新庄味覚まつり

のテーマソングとも言える新庄味覚まつり音頭

が発表されました。味覚まつり当日に生演奏に

より歌が披露され、大いに祭りを盛り上げてい

ただきました。これは味覚まつりに対し、市民

総参加の積極的な気持ちのあらわれであると思

っております。 
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  そばまつりにつきましては、11月６日に実施

され、約1,000人の来場があり、1,300食のそば

を提供いたしました。新庄出身の作曲家、森 

正明氏より「新庄そば音頭」「ぼくはそば！」

の２曲がプレゼントされ、会場内外にこの２曲

が響きわたりました。 

  この二つのイベントにより、新庄の食を市の

内外に大きくＰＲすることができたと思ってお

ります。 

  御質問の祭りの周知方法についてであります

が、両祭りとも市報及び市のホームページ、パ

ンフレットなどへの掲載はもちろんのこと、市

内各所のポスター掲示、市内や最上地域の方々

へは新聞の折り込みチラシ、県内各地へのＰＲ

として、ラジオ放送のコマーシャルを流したり

テレビの告知などにより放送がされたところで

あります。 

  二つの祭りともに多くのお客様を集めました

が、まだ４回と２回という歴史の浅い祭りであ

り、まだまだ改善する場面があると感じており

ます。昨年、ことしと今話題のＢ－１グランプ

リや軽トラ市、大石田・尾花沢のそばまつりな

どを視察させていただきましたが、今後も他の

祭りを研究しつつ、祭りの質を高めていきたい

と思っております。また、他市の祭りとも交流

を図り、お互いの情報交換や周知を行うことで

相乗効果をねらい、有効な誘客の手段となるこ

とも考えております。 

  このたびの味覚まつりに湯沢、横手、大仙、

大曲、新庄以北の皆さんがこぞって150名の参

加もいただいたこと、こうしたことも多く周知

の手段として大変ありがたいと思っております。 

  今年度も好評のうちに終えたこの二つの祭り

につきましては、今後も新庄の誇る「んめも

の」やそばを宣伝し、新庄の地域情報発信の場

として交流人口のさらなる拡大を図っていきた

いというふうに思います。 

  イベントというものは、イベントそのものが

目的ではなく、地域の活性化、そこに参加する

方々がいろいろな気づきを考える場面だという

ふうにとらえております。今現在は行政が主導

しているわけですが、まちはすべて役所が仕切

るということは考えておりません。常々先導的

な役割、また協働していく役割、さらには市民

が主体となることをしっかりと支援していくと、

そういう役割が行政に求められているというふ

うに思っております。回の浅いこれらについて、

行政がいまだ主導している立場ではございます

が、その後、やはり住民、市民の皆さんが主導

し、それを協働しながらしっかり支援していく

というような方向性が望ましいというふうに思

っております。 

  次に、エコロジーガーデンについて第１回目

原蚕の杜フェスティバル、アグリウォーカーズ

が主催で行われました。エコロジーガーデンを

たくさんの人に知ってもらいたいというような

思いがございます。新庄エコロジーガーデンの

計画を立てまして、その中に農業公園構想とい

うようなことを提案しましたところ、多くの

方々が参加し、行動し始めているというふうに

感じております。これまで国から受けてから10

年ほどになるわけですが、財政再建の半ばとい

うことで、なかなかこの計画の推進について進

めるということが非常に難しい状況でありまし

たが、ここ数年、この新庄市の持っている大変

すばらしい資源を世に出しながら、そして活用

していかなければならないという思い、そんな

ことで再度10年前の計画を整理させていただい

てエコロジーガーデンの推進計画としたわけで

すが、その中で新たに地域の持っている自然と

共生する中で、豊かな自然の農業、農産物等を

アピールするためにそのシンボル的な位置とし

て農業公園構想を掲げたところであります。基

本的にはエコロジーガーデンの整備計画の中の

一端であります。 

  まだまだ市民の皆様に多く周知されている状
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況ではないというふうに承知しております。最

近におきましてインバウンドの形でＧＩＮＧＡ

という旅行業者、台湾から送り出す方でありま

すが、山形新聞の県勢懇話会で山形新聞の支社

長が御霊屋とそれから原蚕の杜、エコロジーガ

ーデンを引率し、非常に関心を持たれ、酒田の

山居倉庫に負けない雰囲気があるというような

御意見もいただいたところであります。これは

多くの人たちにこうした形で関心を持っていた

だけるようになってきているということは大変

ありがたいなというふうに思います。 

  今回はおっしゃるとおりアグリウォーカーズ

という新庄市内外の若手農業関係者によって立

ち上げられ、エコロジーガーデンにかかわりた

いというふうな積極的な提案をいただいたとこ

ろであります。 

  こうした状況の中でエコロジーガーデンを広

く認識していただくためにも、イベント開催の

必要性を論議し、第１回原蚕の杜フェスティバ

ルにつながったと思っております。このたびの

イベントについては、アグリウォーカーズを中

心にスローフード協会最上支部などの民間組織

や最上８市町村で組織します最上地域有機農業

推進協議会が共催し、開催したところでありま

す。イベント開催のための準備会議からイベン

ト本番まで、市としては職員がかかわり、開催

主体が活動しやすい環境整備など裏方に徹する

方向で支援をさせていただいたつもりでありま

す。 

  今後、今回のイベントの発展の可能性や利用

計画推進を考えた場合に、市民団体などが主役

となって活動していく方向がよいと考えており

ますので、市としては利用計画を基本としなが

ら、市民が憩い、楽しめる空間づくりのための

環境整備や調整業務を中心に支援体制を構築し

ていきたいと考えております。 

  また、冬季間の降雪対策について、現状では

まゆの郷を除いた旧蚕糸試験場建物群の周辺は

農林課技能職員と委託職員の２名体制で散水消

雪やトラクターによる除雪を行っており、まゆ

の郷周辺やその出入り口については、新庄産地

直売所運営協議会まゆの郷が対応しているとこ

ろであります。利用計画の中で冬季間の利用活

用を取り上げていることからも、除雪体制を初

めとした冬季間の体制や全体的な管理体制につ

いては、エリア内の利用団体と協議しながら今

後重ねていかなければならない事柄だと思って

おります。 

  市民の皆さんの関心も非常に高くなりつつあ

りますので、市民の皆さんが混雑しない形で使

用できるような整理体制をつくっていかなけれ

ばならないというふうに。あくまでも市民が主

体に活動できる場を提供していくという方に方

向性を考えているところであります。 

  次に、インバウンドの台北国際旅行博に参加

しての感想ですが、先ほどの小嶋議員の御質問

にもお答えいたしましたが、やはり多くの参考

事例をいただくことができました。今回は総勢

21名、商工会議所あるいは観光協会、旅館、組

合、新聞社の同行、それから湯沢の観光協会、

市の職員、そうした皆さん、あとお祭り委員会

の中の屋台連盟、そうした方々共同で行くこと

になりましたが、日本ブースのステージにおい

て新庄まつりを中心にした伝統文化と四季折々

の魅力の発信、最上地域と湯沢・大崎地域を合

わせた広域の観光エリアとして、豊富な温泉や

台湾でも有名な「おしん」などの説明には地元

の人たちも大いに盛り上がったところでありま

す。最上川と「おしん」と言っただけで「おお

っ」というふうな大きな歓声が上がるほど「お

しん」人気はいまだに台湾においては衰えてい

ないというようなことを感じたところでありま

す。 

  そんなＰＲをしながら、新幹線の終着駅であ

るというメリットを最大限に生かしていきたい

と。また、東北の観光地を周遊する旅行客の拠
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点として山形県に新庄という地域があるという

こともＰＲできたと思っております。新幹線の

終着駅、あるいは最上川に近い新庄というよう

なこと、台湾の皆さんにとってもわかりやすい

説明ができたというふうに思っております。 

  旅行博への参加とあわせまして、７社の旅行

エージェントへの訪問や商談会に参加し、ＰＲ

するとともに、課題を探らせていただきました。 

  今回、インバウンド誘客へ最初のステップと

して台湾を訪問したわけですが、韓国や香港な

どの観光客も魅力ではありますが、まず手始め

として、一番親日的である台湾へのアプローチ

が地方都市にとっては一番いいだろうというよ

うなアドバイスもございました。今回行く前に

当たりましては、新庄まつりに台湾のエージェ

ント、旅行雑誌社、それからブロガーなどをお

呼びし、そのために今回は新庄まつりのために

ページを割いて報告していただいているところ

もございました。そのためには旅行博や雑誌、

ホームページなどで情報発信の継続、受入体制

の整備を同時に進めていく必要があると感じて

おります。 

  情報発信につきましては、来年の台北国際旅

行博へは、観光客受け入れの実務を担う方々を

中心に一歩進んだ形で継続参加することが今後

とも有意義であるというアドバイスを受けてお

りますので、そのような方向で考えております。 

  また、旅行エージェントを新庄へ招聘し、こ

の地域をまず知っていただけるよう、きめ細か

な対応を継続していくことも大切であると考え

ております。 

  受入体制の整備につきましては、ゆめりあや

歴史センターなどの立ち寄り施設の多言語表記

やまち中への観光サインの設置、宿泊施設や飲

食店などでのおもてなしとして指さし対話カー

ドや外国語メニューなど、台湾から最上地域へ

訪れた方々が不自由なく満足していただけるよ

うにしていきたいと考えております。 

  さらに、同じ名称ということで表敬訪問しま

した新北市の新庄区との友好関係を築くため、

新庄区長を新庄へ招致し、子供たちや伝統文化

の相互交流が実現できるようにしていきたいも

のだと、将来的な取り組みとしてこんなことも

考えていきたいと思っております。 

  繰り返しになりますが、８月に招聘した台湾

の編集者の取材記事が11月の「トラベラー」と

いう雑誌に掲載され、新庄まつりや肘折温泉、

鳴子温泉などがフルカラーで４ページにわたり

紹介されました。台湾の方にも魅力的な日本の

原風景が残るこの地域をさらに知っていただけ

るよう継続した取り組みをしてまいりたいと。 

  ただいま申しましたさまざまな資源、四季

折々がはっきりしているということは、日本じ

ゅう、特に新庄においては雪も利用できる大き

な財産ではないかなというふうに思っています。

あとは食材の提供、そうしたことも含めて今後

さらに磨きをかけていきたいと思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） ありがとうございます。 

  まず、味覚まつりの方なんですけれども、４

回というまだまだ浅い歴史なんですけれども、

あれだけたくさんの方が新庄に来られているわ

けで、そして地元の方もたくさん来られている

と思っております。そしていろいろな情報発信

をなさっているんですけれども、県外の方がど

のぐらい来ているのか、もしわかって、調べて

いましたらお答えください。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 新庄まつりの百人単位

のアンケートはとっておりませんけれども、今

回は60名ほどのアンケートを実施させていただ

きました。それで市内が中心ではもちろんあり

ますけれども、先ほど市長が申し上げましたよ
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うに、湯沢からの150名とかあるいは仙台市若

林区の30名とかそういった形で、今回４回目を

数えましたものですから大分定着したことは事

実でありますので、少しずつはふえてきており

ます。 

  ただ、まだまだまちの中が中心だろうとは思

っております。ことしも２万6,500人というこ

とで、ただ、食数自体がふえてきております。

ことしは１万1,200食ですか。昨年が8,000食、

一昨年がたしか6,000幾らだと思いました。食

数はふえてきておりますので、定着は確実にし

ていると。ですからこれからは外に向けてのお

っしゃるとおりの一つ戦略を打っていきたいと、

こんなふうに考えております。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） せっかくのおいしい食

の祭りですから、ぜひとも県外、そして関東圏

にも新庄のおいしい食をもっとアピールするこ

とによって新庄市に来ていただいて、新庄市の

よさをもっとわかっていただけると思います。 

  同じような質問ですけれども、そばまつりに

関してもどのくらいの方が、県外の方が来たと

か、すみません、最上地域以外の方が新庄のそ

ばまつりに来られたのか、数がわかりましたら

お答えください。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 そばまつり、おかげさまで

第２回目、無事成功裏のうちに終わらせていた

だきました。 

  議員御質問の数字については、端的に言って

1,300食の売り上げがあったんですが、人的に

は700人ぐらいかなというふうなことで、県外

客といいますと、実際に来た人全員からどこ出

身というふうなことで調査しているわけでござ

いませんで、ある意味アンケート調査をした中

での把握のパーセンテージなんですが、まだま

だ１割に至っていない、一けたというふうな数

字でしか把握してございません。 

  そのほかには新庄駅の駅長さんが主催する

「ちいたび」ですか、そちらの方から10名ちょ

っと、それから若林区の方から被災者支援の一

部なんですが、25名程度、それから市内に避難

している被災者全員御招待申し上げたんですが、

これも残念ながら十数名しか来ていただけなか

ったというふうなこともあって、あとは仙台家

老とか郡外の13市、郡外というか全部郡外なん

ですが、全部御招待申し上げているんですが、

そちらの方の反応がいまいちかなというふうな

ことで、湯沢、大崎市あたりにも声がけはして

いるんですけれども、これからはそういったこ

とをもっともっとアピールして、新庄のおいし

いそばを食していただきたいなと思っておりま

す。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） こちらもおいしい新庄

のおそば「最上早生」をそれこそ本当に全国に

知っていただくためにも、もうちょっと強いア

ピールをしていただいて、そのアピール強化が

新庄に来ていただける一歩だと思います。 

  そして県内でも有名なのが隣の大石田町、尾

花沢市もそばまつりを開催されています。皆さ

んも向こうの方に食べに行って研究なさってい

ると思うんですけれども、その中で新庄市と連

携というんですか、多分大石田・尾花沢のそば

まつりの方が早く開催しているわけですね。そ

してその次に新庄のそばまつりがあるわけです

ので、その連携をもう少しうまくしていただけ

れば、北の方へ上がっていくようなルートとか

一緒に確立できると思うんですが、そこら辺、

周辺地域の連携はどのようになさっているので

しょうか。よろしくお願いします。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 
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五十嵐正臣農林課長 大石田町は20回近い歴史が

あって、尾花沢市も10回弱ですか。両方とも私、

ことしと去年、行って話をしてきて、まずいろ

いろな場面でといいますか、我々のそばまつり

の御指南をいただいたのは大石田町です。大石

田町に何回も行っていろいろな指導をいただき

ながら第１回目計画させていただきまして、た

だ、いろいろな意味での連携というのは、ちょ

っと地域的に違うのは北村山地方と最上地方と

いうふうなことで、大石田町の場合は来迎寺そ

ばというものを売り出しにしていると。尾花沢

市はやっぱり最上早生でした。品種は同じなの

で、同じ13号線沿いでもあるので、いろいろな

意味で連携できるかなと思いつつ、ただ、市町

村の事情、歴史とかありまして、新庄が一番後

発的なものですから、新庄の場合は大崎市とか

秋田の県南の方、そちらの方への呼び込みをダ

イレクトにやっていった方がむしろ手っ取り早

いという言い方はおかしいんですが、集客とし

ては成功に結びつくのかなと。先輩である尾花

沢市・大石田町ともいろいろな意味で調整させ

ていただいて、いいところは吸収していきなが

らこれから盛り上げていきたいというふうな思

いはしておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） ぜひともうまく進めて

いただきまして、これがどのお祭りも２けたに

なって、そしてよりおいしいそば、よりおいし

い味覚を全国の皆さんに発信できればなと思っ

ております。 

  次ですけれども、また、石川議員もお尋ねだ

と思いますけれども、エコロジーガーデンの使

い方についてお伺いいたします。 

  市長もおっしゃっていました新庄市のシンボ

ルとして新庄市エコロジーガーデン、原蚕の杜

がこれからは非常に大事になっていくのかなと

思いますけれども、でもこれからやっていくの

に対して農林課の今後の対策というんですかね、

今２人しか常駐していませんけれども、それで

果たしてやっていけるのかどうか。これから新

庄市、あそこの場所も文化財に多分これからな

っていくわけなんですけれども、そうするとハ

ードの面、建物部分とか非常に重要になってく

るわけですから、そこら辺を２人で足りるのか

どうか。そしてこれからハードの面も考えると

もっと充実していかなければならないのかなと

私は考えておりますけれども、今後、予算編成

もございますし、そこら辺をどういうふうに考

えているのかお伺いいたします。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 議員おっしゃるように広大

な面積、11ヘクタールで、中でも南側の６ヘク

タールの中には建物群という貴重な財産がござ

いまして、登録文化財の方の申請を歴史センタ

ーの方からさせていただいております。 

  この前いつでしたか、９月から10月、ちょっ

と日にちは忘れました。文化財の職員が来られ

ましてつぶさに見て調査していかれまして、間

違いなくなるだろうというふうなお墨つきをい

ただいております。ただ、時期につきましては

来年の秋口かなと。年に２回か３回ぐらいしか

審査会がないらしいので、来年の秋口にそうい

った登録にはなるだろうというふうな我々も確

信を持っております。 

  その際に、このたび佐藤議員もかかわってい

ただいたと思うんですが、第１回の原蚕の杜フ

ェスティバル、これがその時期に第２回として

秋口あたりに、ことしの場合は開催が少しおく

れて小雨模様だったりしているんですが、そう

いった登録文化財の開催記念と合わせた形で、

ことしよりも盛大な形で開催イベントというふ

うなことで乗っかっていただければ、両方一緒

に開催していければいいなというふうにまずは
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考えているところです。 

  あと、農林課の体制としては、今、現場の方

は２人体制なんですが、これは本当に維持管理

しかできない状態で、除雪もある程度やってい

るんですが、建物の環境整備なり、これから修

繕補修、そういったものを考えた場合に、今の

２人体制では相当きついのかなと。委託してい

る方も60代ですので、年がこれからきつい状態

かなと。技労職員も間もなく退職になるので、

その辺を見据えた形でもうちょっと違った人材、

例えば指定管理者とは今申し上げられませんが、

そういった委託なり運営できる方なり団体なり

を見つけてというか、ぜひ名乗りを上げて、そ

ういった形でかかわりたいというグループ・団

体があれば、ぜひそういった方々と相談しなが

ら管理運営に進んでいきたいなというふうに考

えているところです。 

  あれだけの面積で、よく小嶋議員も前からお

っしゃっているように、新庄の奥座敷だという

ふうなことで、周辺にも貴重な遺産がいっぱい

あります。お寺のあるせいもあるんですが、全

体のレクリエーション回廊といいますか、観光

回廊といいますか、そういったものも含めても

う少し大きな幅の中で、農業の発信基地はもち

ろんなんですが、交流基地なり観光拠点として

の整備はこれからやっていきたいなと。 

  ただ、ハードにつきましては、修繕とか環境

整備、桜の枝とかそういったものがまずは先行

させていただきながら、もうちょっと工面した

中で入っていきたいと考えております。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） 市長もおっしゃいます

ようにシンボル的な存在なのですから、そこら

辺はしっかりしていただいて、後からだめだっ

たとかじゃなく、大きな木もかなり傷んでいる

ところがありますし、これから冬になりますけ

れども、雪でどうなるかわからないとなれば、

せっかくの景色、風景もこれから大事になって

きますので、そこら辺をしっかりしていただい

て、ましてや、これからは農林課の方々もやっ

ぱり２名では正直私は少ないと思いますし、こ

れからもしあそこ、この前行われたイベントの

ようになれば、今度商工観光課もかかわってき

ます。そして市民の方とのかかわりも出てきま

す。そうした中で、今度その中に間に入るコー

ディネーターが必ず必要になってくるはずだと

思います。そこら辺も踏まえてその間の橋渡し

というんですか、オイル的な役割の方を十分に

する必要もあると思いますが、コーディネータ

ーの方というんですか、そこら辺、商工観光課、

横のつながり、縦のつながりをしっかりするた

めにも、市民とのつながりをもっと強くするた

めにもコーディネーターの方の養成・育成など

はどのようになさるのでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 大変貴重なお考えといいま

すか、御意見。当然農業の発信基地ということ

で、農業公園ということで、現地には２人おり

ます。農林課本体の方にも係員、室員が２人お

りまして、それでもまだいろいろな流れの中で

は足りない部分がございます。我々はやっぱり

農林課なので、農業サイドの視点というふうな

ものが非常に強く見てしまう傾向がございます。

これからは観光資源の一つでもあると思います

ので、市長からのいろいろな示唆もあるんです

が、商工観光課と観光の分野と農業の分野と、

そういったものをもう少しあの中ですみ分けを

しながら、観光は観光のプロ、農林は農林のプ

ロというふうな形で、どこかでマッチングする

部分が当然あっていいのですが、ある程度すみ

分けをした中で今後進んでいかなければならな

いなというようなことで商工観光課とは話をし

ている途中です。 

  ただ、その中に仲立ちする市民とかの観光で
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仲立ちする方の人材なりなんなりということま

ではまだ今踏み込んでおりませんので、そうい

った意見を参考にさせていただいて、今後そう

いった人材を発掘なり育成も含めて検討させて

いただきたいなと思っております。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） ぜひとも推し進めてい

ただきたいと思います。 

  最後に質問しましたインバウンドのことにつ

いてお伺いいたします。 

  さっきも市長がおっしゃられたとおりですが、

どうしてもお話を聞くのは最上川、新庄も流れ

ていますけれども、「おしん」ですよね。あと

最上川舟下りはありますけれども、やっぱり新

庄市は通るだけなんですよね。そのためにも新

庄市独自としての観光戦略とかはあるんですか

ね。さっきも私は言いましたけれども、地域資

源ですか、新庄市の最大の強みの地域資源とい

うものを新庄市はどういうふうに考えているの

かお尋ねいたします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 今回のインバウンド事

業を通じまして、台湾関係に照準を絞ったわけ

でありますけれども、一つ確実になったことは、

新庄は知られていないと。向こうで現地のガイ

ドブックを入手してきたわけですけれども、山

形県の中では庄内はある、置賜はある、村山・

山形はあるけれども、新庄は載っていないんで

すね。今回は向こうの月刊観光誌、４ページの

グラビアで載っているということが一つありま

した。 

  また、こういったパンフレットを使いまして

現地にアピールしたわけでありますけれども、

まずは知っていただくと。以降は、向こうの

方々はにぎやかなまつりが大好きだと、新庄ま

つりです。あとは曙町もございますし、食もご

ざいます。ですからこういったものを広域的に

組み合わせる形にしてそのよさをアピールして

いきたい。そのために、今回は目的ではござい

ませんので、手段でありますので、次年度以降

も確実に手を打っていきたいなと、こんなふう

に考えております。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） やっぱり自分が考える

のは、どうしてもほかの地域に流れるのではな

いかなと非常に心配しております。皆さんどう

しても新庄市は最終駅なんですけれども、通り

過ぎることが今までは多いですよね。必ず、名

前を言ってはいけないですけれども、戸沢村に

しかり、尾花沢市にしかり、なかなか新庄に足

がとまっていただかない。その中でもこれから

の観光は着地型観光になっていくわけです。そ

のためにも新庄市の魅力を、新庄市はこれだと

いうんですか、地域住民がこれだというものを

はっきりここで明確にする必要があるのではな

いでしょうかね。食だったら新庄市はこれだよ

と、一番の最大の強みはどういうふうに思って

いますでしょうか。その１番を磨くべきなので

はないでしょうか。高校生も言っていましたけ

れども、何もないという考えはまだまだ多いで

すし、だからこそ自分たちが発信していくべき

なのではないでしょうか。そのためにも新庄市

がもっと、新庄市の魅力はこれだということを

周知する必要はもっともっとあると思います。

その周知能力がまだまだ足りないのではないか

と思いますけれども、まず、市としてはどれが

観光、こっちに来ていただける磨く素材だと考

えているのかもう一度お尋ねいたします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 今、議員が周知という

ふうにおっしゃられました。周知とあわせ認識

ではないかというふうに思います。魅力あるも
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のは私たちの周りにすべてあると思います、正

直なところ。豊かな自然であり、豊かな食であ

り、食文化であり、そして祭りでありと。あわ

せて歴史遺産がこれほどそろっていると。あと

は、ここに住む方々、アピールする方々がそれ

を深く認識してアピールしていくべきだと。ま

ず認識が決して十分ではなかったのではないか

と。これは地域性もあるかもしれませんけれど

も、そちらの面も強調していくべきかなと。素

材は幾らでもあるというふうにとらえておりま

す。あとはこれを磨いて、そして認識して発信

していくだろうと。これから活用の時代だろう

と、そんなふうにとらえております。以上です。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） それを市民の方はやっ

ぱりわからないというんですか、市民の方自体

が認識不足なんですけれども、それを市民の方

にどういうふうにこれからアピールしていくお

つもりなのでしょうか。よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 一点突破は、新庄まつり100万人

誘客構想であります。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） お祭りはそうなんです

けれども、お祭りは３日間だけですよね。ほか

の362日をどういうふうにアピールするのでし

ょうかね、市民の方にも。さっき言った自然と

かアピールがなかなか足りないのではないかな。

地域の底上げがまだまだ足りないのかなと私は

思いますけれども、地域の底上げをするために

その周知は必ず必要だと思います。それを行政

側が発信するのか、民間側から発信するのかわ

からないのですけれども、もし民間の方がわか

らないのであれば行政が先駆者となって引っ張

っていくのだと私は考えておりますけれども、

それをどのように周知するか。先駆者と行政が

なっていくのであればどのように市民の方にア

ピールしていくのでしょうか。お答えできれば

お願いします。 

田口富士雄商工観光課長 議長、田口富士雄。 

沼澤恵一議長 商工観光課長田口富士雄君。 

田口富士雄商工観光課長 今、お祭り３日間とい

うふうに話が出てきましたけれども、３日間で

はないんですよね。実質は、例えばツアーを組

むにしても祭りの山車をつくるツアー、あるい

は見学するツアー、あるいははやしを体験する

ツアーと前後で幾らでも組めると。また、歴史

センターに常設の展示がございますが、あの映

像も大変新しくなっております。今あれを台湾

の言葉にナレーションですか解説ですか、あん

なものを変える作業をやっておりますし、通年

になる可能性は幾らでもあると。 

  また、泊まる場所がないというふうな話がよ

くありますけれども、じゃ24日の夜泊まるとす

れば、例えば本まつり25日で夜型かということ

を考えて、そこの宿泊ということも考えていく。

あるいは新庄・最上近辺だけではなくて、それ

を例えば１時間圏まで広げた形で宿泊地を考え

ていくと、そういった考え方を複雑に絡み合わ

せて、これまでのものだからだめなんだという

発想ではなかなか拡大していかないんじゃない

かと、こんなふうにもとらえておりますので、

ですからこれまでがこうだからというだけでは

いけないというふうに思っております。 

２ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

沼澤恵一議長 佐藤卓也君。 

２ 番（佐藤卓也議員） そのような考えをまだ

まだ知らない市民の方が多いと思います。です

からそれを皆さんに知ってもらう周知をもっと

もっと強くしていただければと思います。それ

を行政が先駆者となってやっていただくことに

よって、市民がまだまだ気づかないことが多い

と思いますので、周知徹底というんですか、そ
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ういう考えを一生懸命行政側が先頭に立ってい

ただき、最後に市民の方々、最後というんです

か、市民の方々がやる気を起こすような説明を

もっともっと行政が引っ張っていただければな

と思います。 

  これで質問を終わりにします。 

 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４６分 休憩 

     午後１時５６分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表して

一般質問申し上げます。 

  初めに、政府の社会保障と税の一体改革の中

身が今明らかになりつつあります。消費税を

10％に増税し、年金は支給を減らし、医療・介

護は国民負担を重くし、保育は市場化へ。今で

も低い社会保障をますます悪くしていくメニュ

ーばかりです。消費税増税、庶民増税ではます

ます消費が冷えていくだけです。大金持ち優遇

や大企業減税をやめて収入増を図り、社会保障

の財源を確保することが大事だと思います。大

企業にもうけた力に応じた社会的責任を果たさ

せるルールある資本主義を日本につくることが

求められております。ＴＰＰ参加に見られるア

メリカ言いなり政治もやめさせる。これら大企

業言いなり、アメリカ言いなり政治をやめさせ

ることが日本国民の苦しみ解決の大もとだと私

は思います。 

  さて、質問に移ります。 

  第１に、高齢者が安心して暮らせるようにと

いうことで質問します。 

  来年度は介護保険見直しが実施される年です。

11年前、「介護の社会化」「みんなで支える老後

の安心」を合言葉に介護保険制度が始まりまし

た。 

  しかし今日、現状はどうでしょうか。特別養

護老人ホームに入れない待機者が42万人を超え、

政府の病床削減方針によって療養病棟を追い出

された人が行き場を失う介護難民がふえ続けて

います。家族の介護を理由に仕事をやめざるを

得ない介護退職者は毎年10万人以上、後を絶た

ない介護心中、介護殺人、さらにたび重なる介

護報酬引き下げのために、介護現場の労働条件

は劣悪で、深刻な人手不足や事業所の経営難な

ど、サービス提供体制の崩壊も叫ばれています。 

  これらの過酷な給付抑制にもかかわらず高齢

者の介護保険料は上がり続け、来年度からは基

準額が5,000円を超えると言われ、高齢者の負

担は限界となっています。 

  こうした事態の大もとには、国庫負担が２割

しかないという制度の根本矛盾があります。介

護保険が始まったとき、それまで介護には50％

だった国庫負担割合が25％にされ、その後さら

に23％程度に下げられました。公費５割、その

うち国庫負担２割という財政構造に縛られる限

り、自治体は保険料値上げか給付費削減かとい

うジレンマを抜け出すことはできません。介護

保険への国庫負担増を求める運動をさらに大き

く広げることが求められます。 

  自治体での来年度からの３年間の第５期介護

保険事業計画の策定がこれからです。介護保険

の見直しは、戦後の復興に力を注いでこられた

高齢者に安心して暮らしていただけるように行

われるべきものと考えます。 

  その第一として、総合事業についてです。自
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治体が選択できるようになりました。もし総合

事業を導入すると、要支援の人に介護保険のヘ

ルパーやデイサービスを使わせず総合事業に移

すことができるようになってしまいます。総合

事業は介護保険の指定サービスではありません。

人員や設備、運営基準も極めてあいまいなもの

です。財源も保険給付の３％以内とされ、安上

がりで不十分な内容になる可能性があります。

デイサービスセンターではなく公民館での通所

サービスになったり、ヘルパーではなく無資格

の有償ボランティアの家事サービスに変えられ

たりすることになりかねません。要支援１・２

の方が介護保険を利用できなくなる総合事業は

やめるべきと思いますが、いかがお考えでしょ

うか。 

  二つ目に、従来の介護予防サービスを充実さ

せ、だれもが利用できる地域支援事業及び高齢

者施策を充実すべきではないでしょうか。 

  紙おむつについてですが、ひとり暮らしの介

護度１の方がおられます。この方は、日中用30

枚入り889円の紙おむつを４日で使い切り、夜

用で16枚入り850円のものを10日で使い切り、

月約9,000円近く紙おむつにかかるそうです。

生活保護基準くらいのわずかの年金で暮らして

います。介護度１以上で必要な高齢者に使って

もらえるようにすべきではないでしょうか。 

  この方は、さらに通院のたびに人を頼まざる

を得ません。ただではできないと言っていまし

た。その負担も少なくありません。このような

高齢者へのタクシー券が復活されてもよいので

はないでしょうか。 

  また、前、市では70歳以上の高齢者には

1,000円のはりきゅうマッサージ補助券が５枚

ありました。高齢者に温かな介護予防サービス

として復活してはいかがでしょうか。 

  三つ目に、高齢者向け住宅は介護保険の給付

費がかえって割高になるという声もありました。

高齢者向け住宅を初めとして特養ホームに入れ

ない方のための施設がふえています。それらの

施設は平均15万円の利用料が必要です。中には

７万円で利用できるところもあると聞きました。

それでも国民年金だけの方は利用できません。

低年金の方も利用できる特養ホームの建設をす

べきではないでしょうか。待機者解消を目指す

べきではないでしょうか。 

  四つ目に、介護保険料についてお聞きします。

法改正により、都道府県でため込まれた介護保

険財政安定化基金の取り崩しが可能となりまし

た。山形県の21年度末の基金残高は約33億

1,900万円です。厚労省は、基金の一部取り崩

しにより介護保険料の軽減を図ろうとしていま

す。しかし厚労省の示す取り崩し額の計算方法

は過去の最大貸付率で算定するもので、21年度

の貸付率は何とゼロ％でした。取り崩した基金

も保険料軽減に充てるのは３分の１にすぎませ

ん。この３分の１というのはもともと市町村の

拠出金です。原資は高齢者の払った介護保険料

です。県がため込んだ埋蔵金は全額取り崩し、

国と県の拠出金も含めて全額介護保険料の軽減

に回せと要求すべきと思いますが、いかがでし

ょうか。 

  また、市にある介護保険の基金も保険料軽減

に全額充てるべきではないでしょうか。低所得

者の保険料を軽減し、減免制度も利用しやすい

ように改善すべきと思いますが、いかがでしょ

うか。 

  第２に、すべての子供は国の宝として育てて

いくことを願って質問します。 

  一つ目は、不妊治療への市独自補助について

です。１回15万円の国・県の補助がありますが、

実際は、受精するまでだけで医療費は25ないし

26万円、受精卵を子宮に戻すための負担もさら

にあります。市内に指定医療機関がないため、

近くても河北病院まで通院しなければなりませ

ん。仕事を休み、休むための収入減も大きな痛

手です。少子化が深刻な中、子供を産もうと真
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剣になってくださる方を励ます必要があると思

います。寒河江市では、市独自補助が10万円と

聞きました。新庄市で今年度９月現在、30人余

りが治療を受けていると聞きました。必要な方

に子育て支援が必要ではないでしょうか。 

  二つ目に、ゼロ歳から６歳までの子供の暮ら

しを守ることは未来をつくることです。政府は、

公的保育制度を解体し、保育の市場化を目指す

子ども・子育て新システムを導入しようとして

います。ところが財源の保障は全くありません。

子育て新システムは、現在の国の保育基準をな

くし、自治体に任せ、国の責任を放棄し、保育

水準を低下させるものです。現在は自治体が保

護者の希望を聞いて保育所に入れるようにする

措置制度です。子育て新システムは、保育時間

を自治体が認定するだけになり、保護者が直接

保育所に申し込みをすることになります。今の

特養ホームと同じになります。保育料金は、介

護保険や障害者自立支援のように利用すればす

るほど高くなります。低所得者はこれでは利用

困難になります。 

  保育施設は、風邪などで休まれると赤字にな

り、経営困難になってまいります。例えば特養

ホームは、重度で病気入院を繰り返す人が多い

わけですが、入院がふえると大幅な赤字になり、

職員の安定した雇用が守れなくなるとお聞きし

ました。保育所でも同じ事態になります。障害

者通所施設では、障害者自立支援になってから

事務量が３倍にもなったが、収入は減ったとの

ことです。 

  子育て新システムは、認可保育制度をなくし、

子供と保護者、保育者に一層の負担を強いるも

のではないでしょうか。経済的に困難な家庭や

障害のある子供など、福祉の必要な家庭や子供

を保育施設から排除し、また、施設の安定的な

運営も困難になるなど多くの問題があるのでは

ないでしょうか。2013年度からの実施という予

定ですが、これをせずに、保育所、幼稚園、学

童保育などの予算を増額し、保育条件の改善と

保護者負担の軽減の要望が必要と思います。市

長のお考えをお聞きいたします。 

  三つ目に、性感染症やエイズの予防について

対策はどのように考えておられるかお聞きしま

す。 

  保守政治家らによる東京の養護学校に対する

不当な性教育攻撃が行われ、学校現場で子供た

ちを守るための性教育が萎縮しています。県の

保健師も、学校に指導・助言に呼ばれなくなっ

たとおっしゃっていました。 

  一方で、性感染症やエイズ患者はふえている

とのことです。子供たちや若者が病気から身を

守るすべを知らないでいることは危険なことと

思います。自分の体を大切にすることを学ぶ性

教育の重要性をどのようにお考えでしょうか。 

  四つ目に、再び子供の医療費無料化の拡大に

ついてのお考えをお聞きいたします。 

  昨日の小関議員の質問に前向きな答弁があり

ました。重複いたしますが、確認のためにお願

いいたします。 

  第３に、市民の命を守るためにお聞きします。 

  かつて私は、県立病院の存続問題を一般質問

し、市長を先頭に署名運動に発展し、知事選挙

にも影響を与え、県立を結果として守ることに

つながりました。市民の命と暮らしを守るため

に議員として提起する一般質問の場は非常に重

要な場であると認識しています。 

  このたび、議員活動を支える議会事務局の後

押しをいただき、私も介護施設や広域市町村圏

事務組合の施設を視察させていただきました。

勉強になりました。そこで重要な課題を考えさ

せられたのが広域消防でした。21年度２分署を

減らし、110人の定員になりました。今年度４

月、新採用14名で123名になっていました。と

ころが病死や早期退職があり、現在120名です。

新採の14名は消防学校や研修が任務となってお

り現場には入れません。現場は106名でやるこ
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とになり、人数が不足になっています。56歳か

ら59歳の職員が多く、健康問題やこれからの大

量退職が予測されます。 

  高い専門性と体力の必要な消防です。健康維

持のための年休の保障が不可欠です。全部退職

させないで、教官として再任用したり、西置賜

のように定員の特例条例の設置で、定員の前倒

しで採用したりという手だてもあります。市民

の命を守るために、消防の分担金の使われ方が

真に消防の強化となるように提案・要望してい

ただきたいと思います。市長の御見解を伺いま

す。 

  第４に、雪に強いまちづくりについてお聞き

します。 

  一つ目は、国県道でも体の弱い高齢者の家の

前に雪を置かないように要望していただきたい

という要望が市民から寄せられました。これに

ついてどうでしょうか。 

  二つ目に、ひとり暮らしのある高齢者は、高

齢者玄関前除雪の市の補助を使っても、去年の

１月は自分の持ち出しが６万6,865円もありま

した。１カ月の年金が丸々除雪費に消えてしま

い、食費が捻出できないと言っていました、冬

が恐ろしいと言っていました。低所得者のため

の除雪費の補助をふやす必要があるのではない

でしょうか。 

  三つ目に、生活道路の除排雪を市道と同じよ

うにすべきではないでしょうか。小嶋議員から

も質問されましたが、重ねてお願いいたします。 

  四つ目に、側溝や流雪溝の整備充実はどう進

んでいるでしょうか。 

  五つ目に、水利権、水がない、これが市民の

苦しみの声です。水利権の確保はどう前進した

のでしょうか。 

  六つ目に、泉田桜通り矢作家側の歩道除雪に

ついてですが、手押し除雪機を活用すれば通学

路を確保できるのではないかとある市民が提案

していますが、いかがでしょうか。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の質問にお答

えさせていただきます。 

  高齢者が安心して暮らせるようにというよう

なことで、さまざまな観点から御意見いただい

ておりますが、まさしく少子高齢化社会という

大変難しい時代の転換期に入っているのではな

いでしょうか。将来を担う子供たちが税を納め

る方が少なく、そして社会保障に頼らなければ

ならない方々が大変多くなっている。その負担

割合をどうしていくかということは国民総意の

中で検討しなければならないことでありますが、

常に選挙という議席の間を動き回り、だれもが

その責任をとろうとせずに長く長く延ばされて

きた議論の一つではないでしょうか。 

  そうした意味で、この問題が日本国民の中に

とってもあるべき姿をどのようにしたらいいか、

混迷の状況に入っているというふうに私は思っ

ております。 

  御質問の介護予防、日常生活支援総合事業、

以下、総合事業と申しますが、今回の介護保険

法の改正により24年度から導入することができ

るようになった事業であり、対象者といたしま

しては介護保険条例要支援と非該当を行き来す

るような高齢者などであり、非該当になっても

切れ目のないサービスを提供できるようにした

ものであります。しかし、そのサービスが地域

支援事業であり、介護給付費の３％以内にとど

める要件等があり、超えた部分については市町

村が負担しなければならないこと。また、制度

上、総合事業が介護保険給付ではなくなります

ので、各事業所と市が契約を結ぶことが必要と

なり、契約を結ばない事業所を使えないという

デメリットも予想されます。 
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  総合事業については選択制ですので、従来か

らの運用のまま行ってもよいこととされており、

さらに第５期介護保険計画実施年度、平成24年

から26年度途中から導入してもよいこととされ

ておりますので、現時点では平成24年度には導

入しない予定であります。 

  実施するにいたしましても、次年度以降の介

護保険事業に係る委員会等で審議してまいりた

いと考えております。 

  そして、今後の他自治体の動向を見きわめな

がら、総合事業か従来型で進めるかを検討して

まいりたいと思います。 

  それから、介護予防サービスを充実させる点

ですが、次期計画においては、介護予備軍であ

る二次予防対象者の把握を充実していく予定で

す。従来は特定健診の際に、保健師などによる

基本チェックリストでの聞き取りと、医師の診

断によって潜在化している二次予防対象者を見

出し、介護予防事業に結びつけておりました。

しかし介護予防が必要な方の健診率の低さから、

対象者の把握が難しい状況です。今年度からは、

医師の診断がなくても基本チェックリストを自

己評価や家族により作成することができるよう

になりましたので、潜在的な多くの二次予防対

象者に適切な介護予防プランに伴う介護予防事

業を行い、介護を必要としない方をふやしてい

く所存です。 

  なお、介護予防事業に係るサービスについて

は、二次予防対象者でなければなりませんので

だれでも利用できる制度ではありません。 

  次に、おむつ支給事業についてですが、低所

得者向け対策として所得税非課税世帯を対象と

して実施しております。 

  障害者については、身体障害者手帳２級以上、

精神障害者１級、療育手帳Ａ、高齢者について

は、介護度３以上で常時失禁の方を対象に実施

してまいりました。この点については現時点で

の拡充は考えておりません。 

  福祉タクシー券については、公共交通につい

てどう整備していくかという課題ととらえてお

り、単なる金銭面での補助についての拡充は考

えておりません。 

  同様に、はりきゅうマッサージ券の支給につ

いても考えておりません。 

  次に、特別養護老人ホームの待機者解消を目

指して建設されているところの、ここ数年の間

に市内に次々と有料老人ホームがつくられてお

ります。今では７カ所、定員92名になっていま

す。しかしこれらの施設は、国民年金だけとい

うような方はなかなか利用できません。低所得

者の方のためには特別養護老人ホームは必要で

すし、待機者も多数に上っています。そのため

第５期介護保険事業計画に係る策定委員会にお

いても、特別養護老人ホームの待機者解消のた

め、次期計画に特別養護老人ホームの増床につ

いて理解をいただいているところであり、その

方向で計画を策定する予定であります。 

  また、介護保険給付費の対象となる高齢者住

宅の件でありますが、特定施設として認められ

た有料老人ホームやサービスつき高齢者住宅が

該当しますが、市内では２カ所あり、１人当た

りの平均的な介護保険給付費は特別養護老人ホ

ームの給付費と比較して低い状況です。一般的

な居住型の有料老人ホームは介護保険給付外と

なり、その内部にデイサービスを併設していた

りして単純な比較はできませんが、介護給付費

の面ではさらに低い給付実績となります。 

  こうした介護保険給付費の違いはあるものの、

介護３以上の重度の方が多く利用できる施設と

なると特別養護老人ホームということになりま

す。第５期介護保険事業に係る策定委員会にお

いても、特別養護老人ホームの開所のために努

力してまいりたいと思います。 

  介護保険料についてでございますが、市や県

の関係基金を全額取り崩し、保険料引き下げに

回すよう要求をということでありますが、全国
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的に次期の第１号被保険者介護保険料基準額に

ついては平均で5,200円ほどになる試算がなさ

れており、当市においてもそれに近い基準額と

なる見込みです。 

  その介護保険料算定に当たりましては、介護

保険法の改正により、県に拠出している介護保

険財政安定化基金の市負担分の取り崩しを受け

ることにより介護保険料基準を引き下げること

ができるようになりました。 

  介護保険財政安定化基金は、介護保険事業計

画で予定していた給付よりも実績が大幅に上回

ったりした場合、不足する介護保険料に相当す

る財源の貸し付けを行うもので、国・県・市町

村がそれぞれ３分の１ずつ拠出しておりますが、

活用市町村は少ない状況です。本市にあっては、

平成12年から20年度まで計3,450万円ほどを拠

出しておりますが、そのうち2,037万円ほど取

り崩しをしていただく予定となっております。 

  全額にならない理由については、今後も本来

の目的である基金による貸し付けを想定してい

るためであります。 

  また、県の拠出分についても、県内の市町村

へ交付することもできることとされております

ので、山形県市長会から県知事へその旨の要請

書を提出することとなっております。 

  介護保険料の減免につきましては、災害等に

よる所得の著しい減収の場合は減免することは

できますが、低所得者という事由だけで減免し、

市の一般財源で補てんすることはできないこと

とされています。これは介護保険が40歳以上の

国民がみんなで助け合う制度であり、高齢者に

も助け合いに加わっていただくために支払って

いただいているからであります。現在、所得に

応じて７段階の保険料割合を定めておりますが、

次期の保険料算定にあっては、低所得者層につ

いて１段階をふやして８段階にし、相対的に低

所得者層に配慮する予定であります。 

  不妊治療への市独自の補助はということであ

りますが、我が子を持ちたいと願う御夫婦の気

持ちは切実でかけがえのないものであります。

また、少子化対策を推進する上で大変心強く思

います。 

  御質問のとおり、山形県では平成16年度から

国の補助を受け、特定不妊治療費助成制度を設

けております。これは体外受精及び顕微受精な

どの不妊治療を受けている御夫婦に１回につき

15万円を限度に、初年度は年３回、２年目以降

は年２回まで通算５年間で10回まで助成する制

度であります。 

  ちなみに、平成22年度では県内621件、うち

新庄市23件の申請がございました。 

  また、平成23年10月末現在で新庄市では34件

の申請がございます。県内では13の市町村が独

自に助成しており、その多くは県の助成事業に

上乗せする形をとっております。上乗せ分は１

回につき上限３万円から10万円となっておりま

す。 

  当初に申しましたとおり、子育てをしようと

いう御夫婦の意思は崇高であり、また、まちづ

くり総合計画においても子育て支援の充実を挙

げておりますが、当市といたしましてもニーズ

を把握し、先行して実施している市町村の状況

を踏まえながら検討してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、子ども・子育て新システムについてお

答えいたします。 

  子ども・子育て新システムは22年度に基本制

度案要綱が示されました。その後、子ども・子

育て新システム検討会議による検討が重ねられ、

平成23年７月29日付で厚生労働省より中間取り

まとめ概要として内容が発表されました。 

  山形県の自治体、保育所、幼稚園、認可外保

育所などの関係団体は、９月16日の厚生労働省

による説明会により、経過報告と内容説明を受

けたところであります。 

  一番の課題が、子ども・子育て新システム実
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現のための恒久的な財源を得ることであります。

23年度中に社会保障・税一体改革成案による税

制改革とともに、早急に所要の法律案を国会に

提出するとされています。 

  また、子ども・子育て新システムの実施の時

期として、平成25年度をめどに可能なものから

実施するとされております。 

  子ども・子育て新システムにおける理念は、

子供は社会の希望であり、未来をつくる力であ

るということにあります。新システムにおける

大きな変革の目標は、保育所と幼稚園の一体化

ということにあります。これまでの保育所と幼

稚園の垣根をなくし、こども園とすることで、

すべての子供が保育と教育が受けられるとして

います。 

  一方、市町村が実施する指定制度により、客

観的基準を満たした小規模な保育施設に対して

財政措置を実施し、保育の量的な拡大を図るも

のとしています。 

  いずれも利用する子供と保護者に対して保育

と教育の質の改善、子育て支援機能の充実が提

供され、プラスの内容となっています。 

  経済的に困難な家庭や障害のある子供につい

ては、市町村が保育の配慮を実施するとの内容

になっております。 

  以上が新システムによって大きく変わるもの

の一部でありますが、財源や市町村等の費用負

担とともに、現在検討・調整中の段階でありま

す。 

  今後、子ども・子育て新システムになった場

合、新庄市の認可保育所、認可外保育所、幼稚

園をどのように適用させるかは、現段階では見

込むことのできない状況であります。また、市

町村の費用負担部分について明確になっておら

ず、新システムが市の財政にどのように影響す

るのかもわかりません。これから制度の動向を

見ながら、当面は新庄市まちづくり総合計画及

び新庄市次世代育成支援地域行動計画で示した

子育て支援政策に沿って子育て支援の環境整備

と体制の充実を継続してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、性感染症及びエイズ予防のことについ

て、その対策でございますが、性に関する情報

がはんらんし、各種メディアやインターネット

で若年者でも情報に触れる機会が増大している

昨今、性に関する正しい知識を早期に習得させ

ることが必要であると感じております。 

  学校教育の場における性教育は、指導要領で

は中学生から始まり、知識習得の基礎として大

事なものでありますが、その中で性感染症やエ

イズの予防についても学んでおります。 

  また、厚生労働省におきましても予防のチラ

シやパンフレットを作成し、啓発活動に取り組

んでおりますし、山形県では相談窓口の設置や

無料の検査を実施しております。 

  もちろん正しい知識は必要ですが、最も大事

なことは、自分や相手の心と体を大切にすると

いう気持ちではないかと考えます。こういった

気持ちをはぐくむことがひいては性感染症やエ

イズの予防につながるのではないかと思います。

これには学校での学習も必要ですが、幼少時か

らの家庭での教育も重要ではないかと考えてお

ります。 

  本市におきましても、献血や各種検診の際に

パンフレットやチラシを配布するなど、これま

で以上に啓発に取り組んでまいりたいと考えて

おります。 

  最後に、子供の医療費無料化の拡大について

でありますが、子育て支援医療給付制度につき

まして、制度名は異なりますが、すべての都道

府県と市区町村が実施しておることはきのうの

答弁で申し上げました。県の制度では平均以上

の支援体制となっており、また現在、来年度に

向けて制度拡充を図るための検討を行っている

ところであります。県内各市町村のこの制度の

実施現状は、県の制度に加え、独自の医療費助
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成制度を実施しております。 

  当市におきましては、県の制度に即して実施

しているところでありますが、今後、第４次新

庄市振興計画で子育て施策が重点プロジェクト

に位置づけられておりますので、他市町村の状

況をかんがみ、所得制限の撤廃や外来対象年齢

の引き上げなどについて検討してまいりたいと

考えております。 

  次に、最上広域消防本部の定員管理について

でございますが、直接的な御意見としてではな

く、一私への要望の御質問ということで広域に

反映してほしいということでお答えさせていた

だきたいと思います。 

  最上広域消防本部の定員管理についてでござ

いますが、長年懸案となっておりまして、団塊

世代の退職時にどのように対応するかというこ

とで15年来の協議を重ねてまいりました。昨年、

平成22年度において、最上広域の構成市町村す

べて配置していました８署体制から６署体制に

するというふうに合意をなされたところであり

ます。 

  内訳として、舟形消防分署と大蔵消防分署を

統合し、鮭川消防分署を廃止しております。こ

れによりまして、23年度当初では消防署に32名、

金山支署、東支署、西支署に各10名ずつ。北支

署と舟形と大蔵の統合署を南支署として、それ

ぞれ11名の配置を行っております。これにより、

最上広域消防本部職員定数139名に対し実員123

名での体制となっております。 

  23年度において新規採用で14名を採用してお

りますが、直接、人の命を預かる第一線の現場

に対応できる知識と技術を習得するため、消防

学校へ入校しております。救急車乗務のため専

科を修了し、実際に現場に配置されるのが正月

明けとなる模様です。 

  議員の質問にありましたように、今年度内に

３名の退職者がありました。このため休務の調

整や配置人員の調整を行い、対応している状況

です。 

  団塊世代の退職と広域発足時の採用状況等か

ら、ここ四、五年でおおむね解消されると見込

んでいるようで、最上広域構成市町村の財政状

況から、消防のみを聖域として臨むのは難しい

状況にあり、８署から６署体制というふうな状

況になります。 

  また、西置賜行政組合消防本部では、団塊世

代の一時的に集中する退職者対策として、条例

定数を退職者数に合わせて年度ごとに調整し、

新規採用を行っておりますが、この場合も年度

途中での欠員への対応は難しいとの感触を得て

おります。 

  次に、最上広域消防の分担金に関して、消防

の強化につながるようにとのことでございます

が、消防経費の分担金は、最上広域市町村圏事

務組合の消防業務にかかわる経費として負担し

ているもので、消防業務以外の使途はなく、最

上広域市町村圏事務組合議会の議決をもって消

防力強化に予算執行されているものと理解して

おります。 

  雪に強いまちづくりということでありますが、

１点目の国県道の除雪における関係機関等の情

報交換の場がありますので、高齢者の家の前に

雪を置かないように要望していくことは可能で

ありますが、ただし、高齢世帯であること、障

害者であるなど個人情報の取り扱いには大変難

しい問題も秘められておりますので、この辺は

十分な論議が必要と考えております。 

  ちなみに、新庄市においても黄色い旗を立て

る、あるいは赤い旗を立てるということはいか

がかというようなことを障害者の皆さんともお

話ししたことがございますが、わざわざそれを

知らせてしまうということで、留守のときの空

き巣対策であるとかそういうふうなことに非常

に心配があると。それらをどういうふうに解決

するかということが大きな糸口になるというよ

うなこともお話をさせていただいたところであ
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ります。こうした問題も問題としてきっちり解

決できる地域づくりなどを進めていかなければ

ならないと考えているところであります。 

  生活道路の除排雪につきましては、先ほどの

御質問にございましたが、機動力の中で第１次

路線、第２次路線、第３次路線というような役

づけを、役割をしながら現在進めているところ

であります。道路としての役割、また、そこに

住む方が一市民であるということも十二分に承

知しています。今後の除排雪のあり方について

さらに検討を重ねてまいりたいというふうに思

います。 

  流雪溝の整備等につきましては、全体計画92

キロメートルに対しまして、平成22年度末には

47キロメートルの整備が完了し、約51％の整備

率を示す状況にあります。 

  今年度につきましても、沖の町、中山町地区

の整備に取り組んでおり、この地区につきまし

ては平成26年度の完成をめどに整備を進めてお

ります。 

  また、水上がりの一因と考える構造上のふぐ

あいのある箇所につきましても改良、修繕等を

順次進めているところであります。 

  また、水利権の確保につきましては、現在特

に水量が不足している末広町、上金沢地区等に

ついて、鳥越地区消流雪用水導入事業により確

保できるように県との協議を進めております。 

  次に、桜通りの歩道除雪につきましてですが、

さきの議会でも申し上げておりますが、樹木が

大きく成長し、幹回りも太く、また、枝や根な

どが障害となるため、小型の除雪車でも作業に

支障がある状況にあります。このため小型のバ

ックホーとダンプトラックの組み合わせで排雪

作業を行っているところですが、市としてもパ

トロールを強化し、県に対し適宜要望してまい

りたい、こう思っております。 

  玄関前の除雪、屋根の雪おろし対策でありま

すが、現在行っている除雪サービスについては、

ひとり暮らし高齢者や高齢者夫婦、障害者だけ

の世帯などで身内や近所の援助が受けられない

所得税非課税世帯に対して週２回の玄関前除雪

と冬季間年３回までの雪おろしを１割の利用者

負担で行っております。 

  佐藤議員の事例については、その週２回の玄

関前除雪という制度を使ったほかに、１月中に

20日間、個人的に機械除雪を依頼した分につい

ても補助できないかということかと思います。

昨冬の特に１月においては毎日切れ目なく降雪

があり、一般の家庭でも毎日の雪かきが行われ

たことは理解できますが、この除雪サービスの

件については高齢者や障害者の安全を確保する

意味で行われているもので、完璧な除雪体制の

提供がなかなか困難な状況にあります。昨冬は

特に１月中旬から２月上旬に雪おろしの需要が

集中し２～３週間待ちの状況となり、本来の除

雪サービスの対応も滞りがちとなったため、企

業や一般の方のボランティアや社協職員、市職

員がその業務に当たりましたが、多くの利用者

へその対応を行うため安全確保を図る程度の雪

おろしや除排雪にとどめざるを得ませんでした。

豪雪時の対応には苦慮するところですが、対象

者の安全に重きを置いた事業であることを御理

解賜りたいと思います。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） まず、介護保険料の減

免の問題でなんですが、国は確かに市長がおっ

しゃったように保険料の全額免除や収入に着目

した一律減免、一般会計の繰り入れは適当でな

いという３基準を強調しております。しかし、

介護保険は自治事務であります。国の指導は助

言にすぎません。法律上の従うべき義務はない

と2002年３月19日、参議院で政府答弁されてい

ます。実際に各地の自治体では、一般会計の繰

り入れによって保険料、利用料の減免や保険料
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の独自軽減を実現しています。第３期でも、千

葉県浦安市、埼玉県美里町などが保険料の値上

げを抑えるために一般財源を繰り入れておりま

す。第４期でも、北海道中富良野町で3,800万

円の一般会計からの繰り入れを行って、保険料

の値上げを予定1,300円だったのを550円に抑え

ています。国の不当な介入をはね返して保険料

の負担軽減、減免制度の充実を図っていただき

たいのですが、再度お願いいたします。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 ただいま佐藤議員の方か

ら全国的なレベルでのそういった事例を紹介い

ただきました。私は少なくとも山形県内ではそ

ういったことをしている自治体は承知しており

ません。ですので、私の方では現在のところ一

般会計からの法定外の繰り入れをしてまでの軽

減ということは考えておりません。 

  なお、法定の繰入額でも相当の金額になって

おります。今後３年間で介護給付費、伸びるこ

とが想定されていますけれども、その法定内で

の繰入額でも、恐らく３年後には現在よりも１

億円ぐらいの一般会計からの繰入額がなろうか

と思っております。そのぐらいふえるものでご

ざいますので、さらにそれ以上の一般会計から

の繰り入れというのは無理ではないかなと思っ

ております。 

  私としましては、現在のところでできる範囲

内での、先ほど御提案ありましたような県から

の財政安定化基金の取り崩し、あるいは市で準

備しています基金の取り崩し、これを極力ふや

しながら介護保険料の上昇を抑えていく、その

ような方向で考えていきたいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 本市に残っている介護

給付金の準備基金は幾らでしょうか。そして全

額使うのでしょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 手元には資料はございま

せんけれども、全額取り崩す予定で考えており

ます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 保険料の減免、さっき

８段階にふやすということは大変いいことだと

私は思います。さらに独自減免ということも行

うべきではないでしょうか。高齢者の中には、

年金が少ないということが一番の根本原因です

けれども、そこから介護保険料を取られて利用

料が払えないような状況になっている方が少な

くありません。そういう意味では、保険料その

ものの減免を市で独自に考えてやる必要がある

のではないかと思うんです。保険料の独自減免

をしている自治体は2008年４月現在で551自治

体、保険者の33％にも上っています。どうでし

ょうか。 

今川吉幸福祉事務所長 議長、今川吉幸。 

沼澤恵一議長 福祉事務所長今川吉幸君。 

今川吉幸福祉事務所長 ただいま新しい情報とし

ていただきましたので、これは後ほど検討させ

ていただきたいと思っております。 

  前回の議会のときにも佐藤議員の方から申さ

れました所得が低くて利用料が払えないという

ことがあるという実例があると御紹介いただき

ましたけれども、それにつきましては前回もお

話ししましたように社会福祉法人の減免という

制度があるので、それをケアマネジャーたちの

会議のときにも紹介しているところでございま

す。そういった中で利用料をなるべく少なくし

て負担いただきたいと思っております。 

  なお、私、以前税務課長をしていた経過がご

ざいまして、そのときに介護保険料の滞納者を

見てきたこともございますけれども、必ずしも

低所得者の方が滞納しているとは限らないとい
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うふうなことも実感としてわかっております。

滞納者の方の場合２年間しか納める期間がござ

いません。ですので、さまざまなペナルティー

がございますけれども、実際に受けている方に

ついては低所得者に限らない方がペナルティー

を受けている状況であることもつけ加えておき

たいと思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） わかりました。どうも

ありがとうございます。 

  続いて、雪対策についてなんですが、市民の

声ということで、生活道路の除排雪について市

道と同じに行ってほしいという声が寄せられて

おります。市道・私道の区別があることは知ら

ずに住宅を新築したところ、隣の家は市道でき

れいに除雪していくが、自分の住むところは私

道地域のため別の民間のブルが入りやってきて

差がある。しかも雪捨て場の確保では多大なお

金を出させられている始末。ことしの雪で10件

で52万6,800円も排雪費で出している地域があ

ります。 

  なぜこのような差別待遇なのか。同じ新庄市

に住み、同じ税金を払っているのに区別するの

か。この市民の声にどうこたえるのでしょうか。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 道路の中には道路法の適

用を受ける道路、当市で言えば市道でございま

す、それから道路法の適用を受けない道路、生

活道路というふうなことで、当然道路の管理上、

違うわけですので、これは仕方のないことだと

いうふうに思っております。 

  それで去年、観測史上３番目の豪雪というふ

うなことでございましたので、生活道路の申請

のありました345カ所を対象に排雪費にどのく

らいかかったのかというようなことを調査を行

っていくというふうな考えでおります。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 除雪を市負担でやって

いるのは高く評価したいんですが、排雪につい

て調査し、さらに米沢で市７割負担でやってい

るということを聞きました。朝日町でもやって

いるということで、そういうことをぜひ参考に

して、よいところをとっていただきたい。どう

でしょうか。 

沼澤恵一議長 はい、時間です。 

  10分間休憩いたします。 

 

     午後２時４６分 休憩 

     午後２時５６分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

髙橋富美子議員の質問 

 

 

沼澤恵一議長 次に、髙橋富美子君。 

   （９番髙橋富美子議員登壇）（拍手） 

９ 番（髙橋富美子議員） 公明党の髙橋富美子

です。12月定例会、最後の一般質問をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

  初めに、教育行政についてであります。 

  １点目に、特別支援教育についてお伺いいた

します。 

  普通学級に在席する特別支援を必要とする児

童生徒については、個別学習指導員を配置し、

特別支援コーディネーターを中心にケース会議

等も開かれ、関係者一体となった取り組みに努

められておられるとお聞きしております。しか

し、一方でＬＤ、ＡＤＨＤなどのいわゆる発達

障害の子供たちは増加傾向にあり、さまざまな

課題もあるのではないかと思います。 

  特別支援教育が始まり、その変化に普通学級
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担当教諭の戸惑いも大いにあったようです。こ

れまでは障害のない子供だけを想定した学級経

営を行っていたものが、発達障害の子供たちも

含んだ学級経営が求められるようになったから

であります。 

  文部科学省は、校内委員会の設置やコーディ

ネーターの指名などで通常の学校の支援の体制

を整えました。しかしながら、障害のある子供

たちだけを教育する学級経営と障害のない子が

ほとんどの中で障害のある子供を指導する学級

経営は必ずしも一致するものでないのではない

でしょうか。特別支援学級担任教員や養護学校

教諭の助言が子供たちに還元できないケースも

少なくないと言われています。例えば特別支援

学校の先生から研修を受けた通常学級の担任は、

特別支援学校のように先生１人が担当する児童

が数人なら可能な話で、１人で35人近くを指導

し、保護者対応もする状況では無理な内容とい

った意見もあるようです。 

  このような状況を踏まえ、通常の学級の現状

を想定し、手だてを提案できる人材の確保につ

いてどのようにお考えでしょうか。 

  また、障害の有無にかかわらず、すべての子

供たちが輝く特別支援教育を推進するための新

庄市の課題をどのように考えておられるのかお

聞かせください。 

  ２点目に移ります。新聞活用教育の実践につ

いてであります。 

  新聞活用教育は、ＮＩＥ、Newspaper in 

Education と呼びますが、学校などで新聞を教

材として活用することであります。1930年代に

アメリカで始まり、日本では1985年に提唱され

ました。現在、その活動を推進するため日本新

聞文化財団が設立され、新聞提供事業と研究、

ＰＲ事業を行っております。この新聞活用教育、

ＮＩＥを取り入れることで子供たちにどのよう

な変化があらわれるのか、財団が調査した結果

があります。調査結果によれば約８割の児童生

徒が「新聞を進んで読むようになった」と回答

し、「生き生きと学習する」「自分で調べる態度

が身につく」といった項目で６割以上の先生が

児童生徒の学習態度の変化を認めております。

さらに、記事について友人や家族と話すように

なったといった変化もあり、新聞に親しみなが

ら家族との対話も深まり、コミュニケーション

力も身につけていることも明らかになってきて

おります。 

  また、ＯＥＣＤの生徒の学習到達度調査によ

れば、子供たちの総合読解力と新聞の閲読頻度

に相関関係があることがわかっております。日

本の場合、新聞の読む頻度を「週に数回」と回

答した者の総合読解力得点に比べ、「全くかほ

とんど読んでいない」と回答した者の得点では

総合読解力に差が出ていることが明らかになっ

ております。なお、この傾向は、日本だけでな

くほかの国においても同様に見られます。 

  県内においてもＮＩＥ実践指定校が８校あり、

新聞は生きた教材、教科書では得られない力を

身につけることができるとの鶴岡市豊浦中の担

当教諭の記事が載っておりました。 

  そこで、ＮＩＥの活動について大いに活用す

べきであると考えますが、新庄市の取り組み状

況と成果など、また、今後の方策についてお伺

いいたします。 

  続きまして、保健・医療行政についてであり

ます。 

  １点目に、新庄市障害者計画の中に、障害を

未然に防ぐためには常日ごろから健康管理や疾

病予防に努めることが重要とあります。障害の

発生予防や早期医療対策として、妊産婦、乳幼

児健診、生活習慣予防対策としての健康教室の

実施など、今後は疾病予防受診率を高めるため

に啓発と健康診査の充実、正しい食生活や適度

な運動を取り入れた生活習慣をつくるなど、健

康管理の啓発活動を推進し、食生活改善の栄養

教室の実施など、市民が気軽に参加できるイベ
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ントなどを通じて健康づくり活動を推進してい

く必要があります。 

  保健・医療分野は、これまで早期発見・早期

治療の２次的予防が中心でしたが、今後は健康

を増進し、発病を予防する１次予防に重点を置

いた施策に取り組む必要がありますが、現在の

取り組みと今後の対策についてお伺いいたしま

す。 

  ２点目の、脳脊髄液減少症の啓発についてで

あります。 

  脳脊髄液減少症とは、脳と脊髄の周りを満た

している脳脊髄液が交通事故やスポーツ、転倒

などによる衝撃によって体内に漏れ出すもので、

慢性的な頭痛、目まい、思考力の低下、倦怠感

などの症状を引き起こす疾病です。全国に数万

から数十万人の患者がいると見られております。 

  脳脊髄液減少症の存在を知らないままだと子

供の一生にかかわる可能性もあるとの声もあり

ます。そこで、一般に認知されていない脳脊髄

液減少症への理解を広げるため、子供支援チー

ムが作成した冊子を購入し、小中学校に配付し、

学校や家庭での対応に役立ててはどうかと考え

ますが、いかがでしょうか。 

  ３点目に移ります。 

  全国で医師不足が深刻な問題となっています。

最上地域は医療従事者が県内で一番少ない地域

と言われています。以前、数カ所あった分娩を

扱う医療機関は、管内では県立新庄病院のみと

なりました。 

  平成20年の資料によれば、県立新庄病院の医

師１人当たりの分娩件数は、村山・置賜・庄内

地域の２倍にもなっていることから医師の過重

負担を招いています。また、小児科もほかの地

域に比べると少ない現状です。安心して子供を

産み育てられる環境整備のためにどのような取

り組みをされているのでしょうか、お伺いいた

します。 

  最後に、新庄市エコロジーガーデンの利用計

画についてであります。 

  １点目に、農林水産物・食品は気候などの自

然条件や地域性を強みにできることから、これ

まで各地で地域ブランド化の取り組みが行われ

てきました。こうした取り組みは、地域の特性

を生かして付加価値につなげ、特徴あるものや

品質の高いものを販売し、消費者の支持や信頼

を得ようとするもので、それにより地域の農林

水産業・食品産業の競争力強化や農山漁村の活

性化につなげていこうとするものです。 

  エコロジーガーデン利用計画の中に新庄・最

上ブランドの創出が掲げられ、平成24年度から

実施とありますが、具体的な取り組み内容につ

いてお伺いいたします。 

  ２点目に、エコロジーガーデン利用計画の展

示機能リニューアル事業内容を見ますと、歴史

性の掘り下げや展示機能の強化などが計画され

ており、長期構想の中に「ふるさと歴史センタ

ーと連携して展示スペースを大幅に拡大し」と

ありました。ふるさと歴史センターの地下にあ

る雪国民俗館の農耕民具や農業に関する資料を

エコロジーガーデンに移設、もしくは一部を展

示することにより市民が親しみながら学べる農

業公園としての位置づけをより高められると考

えますが、いかがでしょうか。 

  以上で壇上からの質問を終わらせていただき

ます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

沼澤恵一議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、髙橋市議の御質問に答

えさせていただきます。 

  １・２点目については教育長より、私の後に

答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、保健・医療行政についてと早期発

見・早期治療というようなことで、健康増進と

発病予防についてでありますが、本市におきま

しては疾病の早期発見対策として各種検診の充
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実を図っております。今年度はより受診しやす

い環境づくりのため、特定健診や胃がん検診の

本人負担の引き下げや、検診会場の拡充などを

行っております。 

  また、女性特有のがん検診につきましては、

平成21年度から国の実施要綱に基づき無料クー

ポン券を発行し、受診促進を図っており、さら

に予防接種につきましても、子宮頸がんは平成

22年度から、ヒブと小児肺炎球菌は今年度から

無料化を実施しております。 

  また、市が実施する検診の際には受診者全員

に健康相談を実施し、きめ細かな対応ができる

よう心がけており、必要に応じて事後の相談も

行っております。 

  特に生活習慣病予防に重要な特定保健指導に

つきましては、動機づけ支援、積極的支援を重

点的に行っており、予防のための食生活改善事

業として、脱メタボ教室や高血圧、高脂血等の

病態別集団教育、また、運動不足の方には地域

スポーツクラブへの勧誘や健康体操などの指導

にも取り組んでおります。 

  まちづくり総合計画におきましても、健康診

査、健康指導の推進、疾病予防の推進を掲げて

おりますので、今後とも重点課題として取り組

んでまいります。 

  次に、脳脊髄液減少症につきましてでありま

すが、平成22年12月議会におきまして請願が採

択されております。 

  請願事項といたしましては、県のホームペー

ジの最新情報の公表、治療費の保険適用の認定

などでございました。これを受けて、本市では

市のホームページに掲載するなど周知を図って

おります。 

  また、国では、診断基準の確立や治療指針の

研究が行われており、昨年５月にはその検査費

用が保険の対象となる旨が厚生労働省より通知

されております。 

  ブラッドパッチの治療費につきましても、平

成24年度の診療報酬改定に合わせて検討されて

おります。 

  この疾病につきましては、ごく最近に症例と

して報告され、一般的な認知度は低いものと認

識しております。現在も医学的な解明が進めら

れている段階であり、スポーツ外傷などを原因

として起きるかどうかも含め、いまだ定まった

診断基準や治療方法が確立しておりませんが、

文部科学省では、平成19年５月に各学校並びに

学校を所管する部局に対して注意喚起の通知を

行っております。 

  さきに申し上げましたように、国におきまし

ても脳脊髄液減少症の診断、治療の確立に関す

る研究班を平成19年度に立ち上げ、３年間の期

間で研究を開始しておりましたが、十分な成果

が得られないとして、平成22年度から平成24年

度まで３年間、期間を延長して研究に取り組ん

でおります。研究機関には、山形大学医学部附

属病院や仙台医療センターを初めとして14の医

療機関が参加しております。 

  本市におきましても、国の研究成果を踏まえ

て、パンフレットなどが作成されましたら必要

な啓発・広報を行ってまいりたいと考えており

ます。 

  次に、分娩を扱う医療機関の減少であります

が、現在、本市を含み最上郡内において分娩を

扱っている医療機関は、議員のおっしゃるとお

り県立新庄病院だけとなっております。産科の

開業は２院でございますが、出産に関しまして

は設備・人員の関係から受け入れができない状

況であります。 

  また、小児科を診療科目に掲げる診療所につ

きましても年々減少していることは承知してお

ります。この傾向は、本市のみならず全国的な

傾向であり、その業務の困難さ、責任の重大さ

から開業医として産科や小児科が重荷になって

いる現状があると伺っております。 

  また、産科・小児科のみならず、最上地域全
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体で医師不足の状況にあり、医師の確保が重要

課題となっており、これは市単独で取り組む問

題ではなく、地域が一丸となって取り組んでい

くべきものであります。 

  医師確保対策といたしまして、郡内の行政機

関、医療関係機関、関係団体などで構成する最

上地域保健医療対策協議会におきまして、地域

医療の実情を理解していただくための医学生研

修などの事業を実施し、研修医の確保などに一

定の成果を上げておりますので、今後もより一

層の取り組みを強化し、図ってまいりたいと考

えております。 

  次に、新庄市エコロジーガーデンの利用計画

についてでありますが、利用計画の基本指針と

して資源の地域内循環を進めながら人と自然が

共生する持続可能な地域社会の構築を目指し、

農や食を一体的にとらえ、地域農業振興の拠点

づくりを最重点施策としております。 

  その中の実施事業の一つとして新庄・最上ブ

ランドの創出を掲げております。具体的には、

エコロジーガーデンにおいてブランド化に結び

つくような農産物等の生産を主体的に行うので

はなく、エコロジーガーデンに有機農業を初め

とするさまざまな情報が集まり、そこを拠点と

して情報発信し、新庄・最上管内の農業交流の

シンボルとして位置づけていきたいと考えてお

ります。そのために試験実証的な圃場の設置や

地域農業を支える人づくりとネットワークの構

築を図り、生産者や生産者団体みずからが付加

価値の高い農産物生産を確立するための支援を

していきたいと考えております。 

  また、エコロジーガーデンの機能の充実によ

り、将来的には農業分野以外での新庄・最上ブ

ランドの創出も視野に入れていかなければなら

ない課題だと考えております。 

  また、エコロジーガーデンの展示機能への要

望でございますが、利用計画の推進において、

旧蚕糸試験場が新庄市に果たした役割などを考

えますと、その歴史性や資料を市民に情報開示

したり後世に残していくためにも展示機能を充

実させることは非常に大事な事柄であると認識

しております。また、その手法等については、

いろいろな方々から御意見、御指導をいただい

ているところであります。 

  これらの観点から、展示機能リニューアル事

業を実施するに当たりましては単に物を並べる

ということではなく、生涯学習的な要素に十分

配慮した内容でなくてはならないと思っており

ます。そのためには旧蚕糸試験場にかかわった

方々や農耕民具などに精通した有識者の方々な

ど、専門的な見地から御検討いただくとともに、

市内部の関係課や関係機関と十分に調整を図り

ながら推進する必要があると考えております。 

  この事業の展開によっては単に農業分野の展

示に終わることなく、展示機能、案内機能の充

実によって見学や学習の場としての活動や観光

資源としての活用なども視野に入れながら検討

していく予定でおります。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

沼澤恵一議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、教育行政について私

の方から答弁をさせていただきます。 

  まず初めに、特別支援教育についてでありま

すけれども、障害の有無にかかわらず、担任か

ら見て特別な教育的支援を必要とする児童生徒

数は、新庄市の集計では小学校約9.3％、中学

校約5.5％の割合となっております。支援を必

要と感じている児童生徒が大変多い現状にあり、

現在、新庄市では個別学習指導員及び特別支援

教育指導員、合計で19名を市内各校に配置し、

集団指導の中で児童生徒一人一人の学びを支援

しています。また、校内では特別支援教育コー

ディネーターを中心として児童生徒一人一人の

実態把握と的確な指導を推進するため組織体制

を整え、情報交換や指導方法の共有化を図って
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おります。 

  しかしながら、通常学級や特別支援学級とと

もに、個に応じた指導をさらに充実させる必要

があります。そのためには幼保小のスムーズな

接続、特別支援教育の視点における小中一貫教

育の推進、巡回相談やケース会議の実施、教職

員研修の実施等さまざまな取り組みを行い、障

害のある、なしにかかわらず、児童生徒一人一

人の教育的ニーズを把握しながら適切な教育的

支援をさらに充実させていく必要があります。

また、保護者と共通理解を図り、一人一人の教

育的ニーズを把握し、指導を進めていきます。 

  ２点目のＮＩＥについてですけれども、ＮＩ

Ｅについては髙橋議員がおっしゃるとおりの内

容であります。 

  新学習指導要領において確かな学力をつける

というふうな部分では、基礎・基本的な知識・

技能の習得と思考力・判断力・表現力の育成と

いうのが二本柱になっておりまして、表現力と

いうのは極めてつけなければならない力という

ふうに言われています。表現力というのは、音

楽とか美術とかの表現力というようなことでは

なくて、全体的に言語活動の中で言語力をつけ

ていく、国語力をつけると、そういうふうな内

容になるわけですけれども、ＮＩＥについては

髙橋議員がおっしゃるように、それをつけるに

はかなり的確な教育の内容になるのかなという

ふうにも思っております。 

  新庄市では、本合海小学校が平成20年・21年

度にＮＩＥ実践指定校となり、研究実践を行い、

小中一貫教育の交流事業で小学校教諭が中学１

年生に新聞を題材に国語の授業を行い、その成

果を広める実践も行われました。 

  現在では中学校各校が新聞販売店の厚意によ

り学級数分の新聞の提供を受けて、国語科や社

会科、学級活動で新聞記事を題材とした授業等

を行っています。小学校でも道徳授業等で新聞

記事を題材とした授業が実践されています。各

校とも新聞を授業で活用することは、教科書で

学習する事柄が社会と深く関連していることも

認識できることから、発達段階に応じてさまざ

まな機会をとらえてＮＩＥの実践を今後とも積

極的に図っていくべきものと認識しているとこ

ろでございます。以上でございます。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） ありがとうございま

した。それでは、再質問をさせていただきます。 

  初めに、特別支援教育についてですが、特別

支援学級における小中学校別の学級数及び児童

生徒数の推移、また、通常学級における小中学

校別のＬＤ、ＡＤＨＤ等の発達障害の児童生徒

数の推移についてわかる範囲でお願いしたいと

思います。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 特別支援教育に関する御

質問にお答え申し上げます。 

  まず、特別支援学級数ですけれども、現在、

小学校６学級、中学校７学級というふうな形に

なっております。 

  特別支援学級の在席児童生徒数ですけれども、

小学校が23年度15人、中学校が13人。それから

昨年度は小学校が16人、中学校が15人と、大体

横ばいの感じになっております。それから各学

校が把握しているアスペルガーとかＡＤＨＤの

数ですけれども、一応委員会の方に上がってき

ているのはＡＤＨＤ３人、アスペルガー７人と

いう数字はあるんですけれども、これは全体を

とらえた数字ではございません。というのは、

診断を受けていても学校に報告がない例もござ

います、プライバシーの関係上。それから診断

を受けていない子供たちも多いというふうに推

察しています。そういう点で、私たちが疑いが

あるだろうと、担任の先生たちがさまざま見て

いる部分の推定の中での数値というようなこと
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では取りまとめはしているんですけれども、こ

れも余り正確な数字ではないのでここでは報告

は控えさせていただきますけれども、その数字

の推移を見ますと、確実に担任の先生方が配慮

が必要だなというふうに思う子供たちの数はふ

えているというような状況にあります。以上で

す。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 年々増加しているよ

うだということですが、ＬＤ、ＡＤＨＤ等の発

達障害児童生徒の行動的特徴というのはどのよ

うなものでしょうか、お願いします。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 ＬＤの場合ですけれども、

これは小学校の低学年ではなかなかわからない

部分が出てきます。というのは、ＬＤというの

は障害によりまして国語的な学習と算数・数学

的な学習力に偏りがある子供たちでございます。

算数はいいんだけれども国語力が非常に低いと

かという部分の子供たちがわかるのが大体４年

生ぐらいになってからというような形になりま

す。この子供たちは特段、行動面で問題がある

わけじゃなくて、学習を理解するときに理解し

やすいような支援が必要だというような部分で

ございます。 

  それから、ＡＤＨＤの子供たちについては、

これはある部分、幼稚園とか保育所の段階から

判断がつきます。落ち着きがなくてなかなか学

習に集中できない。現象面としては立ち歩きし

てしまうというような子供たちの状況でござい

ます。こういうふうな子供たちは昔からいたと

思うんですけれども、アメリカ的な考え方が入

ってきて診断ができるようになって、こういう

ふうな診断名がついているということだと思い

ます。学校の先生方は昔からこういう子供たち

を普通学級の中で見てきた経過がございます。

ただ、最近はそういう子供たちへの対応の仕方

が相当研究されておりますので、その部分を

我々が学習することによって相当効果を上げる

ことができるようになってきたんじゃないかな

と思っています。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） それでは、発達障害

の児童生徒が増加している要因とか背景をどの

ように分析されているのでしょうか、お伺いし

ます。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 特段、教育委員会として

分析はなかなかできないんですけれども、私の

感じ方ということで言えば、まずそういうふう

なアメリカの研究の成果が日本に持ってこられ

まして、この子はこういう形の診断のつくよう

な子供なんだなということが先生方が認識され

るようになったという部分が一番大きいかと思

います。 

  それから、さっき家庭生活の中で核家族化と

いいますか、ということでなかなか手をかけら

れないで育ってきた子供たちもあるやに思いま

す。そういう子供たちの生育歴の部分で、診断

はつかないけれども、同じような特徴を持って

しまう子供たちが出てきていることもあるのか

というふうに思っています。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 先ほど個別学習指導

員のお話がありましたけれども、個別学習指導

員の役割とか業務内容をお知らせください。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 教育長から説明があった

ように、個別学習指導員、現在19名配置してい

ます。個別学習指導員と特別支援教育指導員、
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合わせて19名です。主に個別学習指導員につい

ては小学校の低学年、１・２年生の各クラスに

そういうお子さんがいた場合に配置をして、集

団の授業がその子供たちがしっかり落ち着いて

受けられるように、その子供たちのそばにいて

さまざまな支援をするという形になっています。 

  特別支援教育指導員は小中学校で特別支援学

級の方に配置されまして、１人の先生が複数の

特別支援学級の子供たちを見ている場合、その

補助的な仕事というようなことで行っておりま

す。 

  なお、この先生方は子供を取り出して指導す

ることができない立場にありますので、基本的

にはその学級の中で担任の先生とともに支援し

ていくというような形になっております。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 個別学習指導員の方

の研修会等はどのようにされているんですか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 教育委員会としては年間

２回の予定で考えておりまして、１回は既に顔

合わせと情報交換等を行っておりますが、主に

各学校の授業を進めていく中で、担任の先生と

の打ち合わせの中で子供たちの特徴をつかみな

がら支援していただくというような形になって

おります。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 前後して申しわけな

いんですけれども、個別学習指導員の方の採用

基準に特別な資格とかはあるんですか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 特別な資格というよりも、

教員免許をお持ちの方の方が私たちとしては非

常に欲しいわけですが、なかなか最上の現状で

言いますとそういう方が多くないというような

ことでございますので、教員免許がなくても教

育に情熱を注ぐような方、それから子供に対し

ていい影響を与えそうな方というようなことで

ハローワークを通して募集をしているところで

す。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 特別支援教育が位置

づけになって４年ほど経過しているようなので

すが、新庄市としての特別支援教育における新

たな何か取り組み等があればお聞かせください。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 新庄市では昨年度から巡

回指導ということで山形大学の三浦教授に年間

６回程度来ていただきまして、幼稚園とか保育

所とかを巡回していただきまして、就学前の子

供たちについて見ていただいております。三浦

先生からさまざま子供たちを見ていただく中で、

その子がどういう学級に進んだらいいのかとい

うようなアドバイスをいただいたり、あるいは

保護者の方と面談をしていただいたりというこ

とで子供たちのニーズに合った教育ができるよ

うな御支援をいただいております。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 先日、ゆめりあで一

歩一歩フェスタというのがありまして行ってき

ました。一つ一つの作品、また歌や踊りに本当

にみんなの一生懸命がどんどん伝わってきまし

た。今後も発達障害の児童生徒の増加等の状況

を踏まえた対応をしていただきたいと思います。 

  そして、人材確保についてですが、退職され

た先生方に特別支援教育に参加していただくこ

となどは考えておられないでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 
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栗田正人学校教育課長 現在のところ、退職され

た先生方で個別学習指導員等になっていただい

ている先生方はいらっしゃいません。というの

は、なかなか小さなお子様たちを扱うという部

分で、動き回る子供さんもいらっしゃいますし、

１日６時間も教室で生活をするということにな

りますと退職なされた先生方、体力的に容易で

ないのかなというふうに思っているところでご

ざいます。 

  なお、そういう方がいらっしゃれば、こちら

としてはぜひ活躍していただきたいと思ってい

ます。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 本当に知識も豊富だ

し経験も豊かな先生方にどんどん地域に入って

いただきたいなという思いで質問させていただ

きました。 

  続いて、ＮＩＥの活動の取り組み状況、先ほ

ど伺いましたけれども、管内においても長沢小

学校とか最上中学校、また、新庄南高等学校が

ありますが、そういう学校の新聞活用事例など

の実践報告会とか情報の共有とかは管内でなさ

れていないんでしょうか。 

栗田正人学校教育課長 議長、栗田正人。 

沼澤恵一議長 学校教育課長栗田正人君。 

栗田正人学校教育課長 ＮＩＥ実践指定校ですけ

れども、それぞれの指定校では２年計画で指定

を受けているわけですので、２年目に公開研究

発表会などを行う形が多かったように思います。

それに一般の先生方が参加して研修を深める場

もございますし、あるいは県の方で実践指定校

を集めた報告会もあるように聞いておりますの

で、新聞報道にもございましたので、そんなと

ころに参加して研修するという場面が多いかと

思います。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） 来年度からは中学校

でもＮＩＥの取り組みが開始されるとありまし

た。新聞に触れることで学習意欲の向上や子供

の活字離れの解決、また家族のコミュニケーシ

ョンが深まると思いますので、ぜひ活用に力を

注いでいただきたいと思います。 

  最後になりますが、エコロジーガーデンにつ

いて、さまざまな質問ありましたけれども、そ

の中でリニューアル機能ということで長期的構

想と言われております。長期的構想というのは

わかるんですけれども、随分先のようなことに

思われますので、エコロジーガーデンが先ほど

登録文化財の予定があるというお話を聞きまし

たので、本当にリニューアルに向けてできると

ころから一歩踏み込んで実行に移すことも必要

なのではないでしょうか。どうでしょうか、お

願いします。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 まずもって今回３名の方か

らエコロジーガーデン利用計画の件で御質問い

ただき、大変ありがとうございます。御注目い

ただいていると思います。 

  そんな中で、先ほどの答弁の中にも申し上げ

ましたが、来年の夏以降、秋口ぐらいに登録文

化財になるということはまずほぼ間違いないと

いう中で、やっぱり集客事業、人にいっぱい集

まっていだたく、交流していただくという中に

は、展示機能とかリニューアル機能。リニュー

アルの中にはいろいろな、例えばこの前第１回

のフェスティバルでやった屋根裏カフェみたい

なことで利用できる、あと学生の研究に利用で

きる、そういったもののリニューアルも必要な

んでしょうけれども、少し近代的な例えば民具

の展示、それから絵画・写真等の展示、非常に

貴重な廊下の景観があるので、そういったとこ

ろに飾っていただきながら回っていだたくとい

うふうなことも考えております。ただ、民具と
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か絵画、そういったものにつきましてはやっぱ

り紫外線という問題もございまして、ある程度

それを遮断する方法等々については農林課の不

得手な部分でありますので、生涯学習課とかふ

るさと歴史センター、そちらからの知恵を拝借

しながらそういったリニューアル部分について

も予算要求をこれから、どの程度の財源の中で

できるかわかりませんけれども、先ほども言い

ました第２回目の原蚕の杜フェスティバルと登

録文化財の登録記念みたいなものに合わせて少

しずつ機能をリニューアルして市民開放に向け

ていきたいというふうには考えております。 

９ 番（髙橋富美子議員） 議長、髙橋富美子。 

沼澤恵一議長 髙橋富美子君。 

９ 番（髙橋富美子議員） エコロジーガーデン

の景観は本当にすばらしいと思います。先ほど

もありましたけれども、酒田の山居倉庫にまさ

ると、本当にそのように思います。ぜひエコロ

ジーガーデンを新庄市のシンボルとして、本当

に皆さんで新庄市にはこういうすばらしいのが

あるということをこれから訴えていきたいと思

います。よろしくお願いします。ありがとうご

ざいました。 

沼澤恵一議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議をあす12月７日から12月

12日まで休会したいと思います。これに御異議

ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議をあす12月７日から12月12

日まで休会し、12月13日午前10時より本会議を

開会いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまです。 

 

     午後３時３６分 散会 
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平成２３年１２月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２３年１２月１３日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 沼 澤 恵 一     副議長 小 嶋 冨 弥 

 

 出 席 議 員（１７名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   佐  藤  卓  也  議員 

  ３番   平  向  岩  雄  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   石  川  正  志  議員     ７番   奥  山  省  三  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １０番   伊  藤     操  議員    １１番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １２番   清  水  清  秋  議員    １３番   小  関     淳  議員 

 １４番   遠  藤  敏  信  議員    １５番   新  田  道  尋  議員 

 １６番   下  山  准  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   森     儀  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

  ６番   佐  藤  義  一  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 伊 藤 元 昭  総 合 政 策 課 長 野 崎   勉 

財 政 課 長 髙 橋 則 雄  税 務 課 長 小 野 孝 一 

市 民 課 長 川 田 美 浪  福 祉 事 務 所 長 今 川 吉 幸 

神 室 荘 長 信 夫 友 子  環 境 課 長 坂 本 清 一 

健 康 課 長 清 水 幹 也  農 林 課 長 五十嵐 正 臣 

商 工 観 光 課 長 田 口 富士雄  都 市 整 備 課 長 安 食 敬 二 

上 下 水 道 課 長 星 川 俊 也  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 小山田   昭 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 兼 
教 育 総 務 課 長 柿 崎 憲 一  学 校 教 育 課 長 栗 田 正 人 

生 涯 学 習 課 長 近 岡 晃 一  生涯スポーツ課
スポーツ振興主査 吉 田 浩 志 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 松 田 裕 一 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野   享 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会

事 務 局 長 沼 沢 充 広 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 柳 橋   弘  総 務 主 査 高 木 祐 子 

主 査 川 又 秀 昭  主 任 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２３年１２月１３日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

    （総務文教常任委員長報告） 

日程第 １ 議案第６０号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

日程第 ２ 議案第６１号新庄市市税条例等の一部を改正する条例の設定について 

日程第 ３ 議案第６２号わくわく新庄の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ４ 議案第６３号新庄市スポーツ推進審議会条例の設定について 

日程第 ５ 請願第９号『卒原発』と自然エネルギーへの転換をすすめる意見書の提出を求める請願書 

 

    （産業厚生常任委員長報告） 

日程第 ６ 議案第６４号新庄市暴力団排除条例の設定について 

日程第 ７ 議案第６５号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日程第 ８ 議案第６６号平成２３年度新庄市一般会計補正予算（第６号） 

日程第 ９ 議案第６７号平成２３年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１０ 議案第６８号平成２３年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１１ 議案第６９号平成２３年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第７０号平成２３年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１３ 議案第７１号平成２３年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第７２号平成２３年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第７３号平成２３年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第１６ 議案第７４号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 
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開      議 

 

 

沼澤恵一議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は17名でございます。 

  欠席通告者は佐藤義一君の１名です。 

  なお、生涯スポーツ課長が欠席のため、生涯

スポーツ課よりスポーツ振興主査、吉田浩志君

が出席しておりますので、御了承願います。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第１議案第60号議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてから日

程第５請願第９号『卒原発』と自然エネルギー

への転換をすすめる意見書の提出を求める請願

書についてまでの５件を一括議題といたします。 

  本件に関し総務文教常任委員長の報告を求め

ます。 

  総務文教常任委員長小関 淳君。 

   （小関 淳総務文教常任委員長登壇） 

小関 淳総務文教常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告させていただきます。 

  当委員会に付託されました案件は議案４件、

請願１件でございます。 

  審査のため、12月８日午前10時より、議員協

議会室において委員９名全員出席のもと各案件

の関係課職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、議案第60号議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定については、総務課から補

足説明を受けた後、審査を行いました。 

  総務課の説明では、この条例は地方公務員災

害補償法に基づき、議会の議員その他非常勤の

職員に対する公務上の災害に対する補償に関す

る制度を定めている条例であり、上位の法律改

正に伴い条項ずれが生じる部分について、その

条項ずれを整理する内容との説明でありました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、採決の

結果、議案第60号については全員異議なく原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第61号新庄市市税条例等の一部を

改正する条例の設定については、税務課から補

足説明を受けた後、審査を行いました。 

  主な改正の内容としては２点ありまして、第

１点目は、地方税法の改正に伴う市民税関連の

改正であります。この一番大きな改正は、寄附

金の税額控除の適用下限額が現行5,000円だっ

たものを2,000円に引き下げる内容であります。

また、入湯税の特別徴収義務者の帳簿記載等の

義務違反等に関する罰金刑の上限額を３万円か

ら10万円に改める内容であります。 

  第２点目といたしましては、都市計画税につ

いて、市街地の拡大、下水道普及など施設整備

の拡大が図られていることから、税の公平性を

確保するため、都市計画税の課税区域の見直し

を行うという内容であります。 

  審査に入り、委員から、都市計画税見直しの

住民説明会での反応はどのようなものだったの

かという質問があり、税務課から、最も関心が

あった部分は自身の税額がどのくらいアップす

るのかということであったと説明がありました。

また、税の公平性というけれども、まちづくり

の観点から住民サービスもある程度公平性を確

保すべきではないかといった意見も出されたと

のことでありました。 

  なお、出席していない方もいることから、都
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市計画税の見直しについては改めて広報を行う

とのことでありました。 

  その他、質問等ありましたが、採決の結果、

議案第61号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第62号わくわく新庄の管理を行わ

せる指定管理者の指定については、生涯学習課

職員から補足説明を受けた後、審査を行いまし

た。 

  内容といたしましては、わくわく新庄は平成

18年度から指定管理者制度を導入している施設

であり、このたび平成24年３月31日をもって指

定管理期間が満了することから、新たに平成24

年４月１日から５年間、株式会社東北情報セン

ターを指定管理者として指定するものでありま

す。 

  審査に入り、委員から、５年という契約期間

はどこから来ているのかという質問があり、生

涯学習課からは、事務取扱要領の中で新規でな

い場合はおおむね５年と定められているとの説

明がありました。 

  また、委員から、指定管理者の応募資格の事

前審査についての質問があり、生涯学習課から

は、選定委員会の開催前に事前に応募資格につ

いて調査し、その内容を選定委員に明示し審査

をしていただいているとの説明がありました。 

  その他、質問等がありましたが、採決の結果、

議案第62号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第63号新庄市スポーツ推進審議会

条例の設定については、生涯スポーツ課から補

足説明を受けた後、審査を行いました。 

  生涯スポーツ課の説明では、スポーツ振興法

が全部改正され、スポーツ基本法が施行された

ことに伴い、従来の新庄市スポーツ振興審議会

を新庄市スポーツ推進審議会と名称を変えるも

のとの説明でありました。 

  委員から、従来の審議会の開催日数、内容に

ついての質問があり、昨年度は年２回程度開催

し、第４次新庄市総合計画や東山スポーツハウ

スの廃止に伴う意見など、スポーツに関する重

要事項を審議しているとの説明がありました。 

  また、委員からは、委員構成に関して、学識

経験者に限らず観点を変えた形で意見をもらう

ことも必要ではとの意見があり、協議団体のス

ペシャリストの委員ではない、幅広くいろいろ

な形で委員を選定しているとの説明がありまし

た。 

  その他、質問等がありましたが、採決の結果、

議案第63号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  最後に、請願第９号『卒原発』と自然エネル

ギーへの転換をすすめる意見書の提出を求める

請願書については、請願の紹介議員及び総合政

策課職員の出席を求め、審査を行いました。 

  初めに、紹介議員より請願の趣旨について、

『卒原発』を進め、再生エネルギーを中心とす

る社会を目指したエネルギー政策の転換を進め

ることを国に求めるものという説明がありまし

た。 

  審査に入り、委員から「脱原発」という呼び

方が一般的だが「脱」と「卒」はどう使い分け

ているのかという質問があり、紹介議員からは、

ほとんどどちらも同じであるが、「卒」の方が

緩やかな意味合いがあり、10年くらいのスパン

の中でエネルギー政策の転換を求めているとの

説明でありました。 

  また、委員からは、「卒原発」で緩やかにで

はなく、なるべく早く廃止の方向でいくべきで

はとの意見や、省エネルギーや自然エネルギー

の具体的内容がわからず判断しかねるという意

見も出されました。 

  一方で、「脱」でも「卒」でもよいが、国策

として速やかに代替エネルギーに転換する必要

があるので、意見書を出す必要があるといった

意見も出されました。 
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  また、委員から、知事が中心になって卒原発

を進めるというのであれば県議会としてももっ

と取り上げるべきだという意見もありました。 

  採決の結果、請願第９号は賛成少数で不採択

すべきものと決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。御審議をよろしくお願いいたします。 

沼澤恵一議長 ただいまの総務文教常任委員長報

告に対して質疑に入りますが、議案４件と請願

１件を分けて質疑、討論、採決を行います。 

  初めに、議案第60号から議案第63号までの議

案４件に対し質疑に入ります。質疑ありません

か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案62号について質問

いたします。 

  全員異議なしで賛成ということでございまし

たけれども、この指定管理の相手は今まで毎年

黒字額が160万円ぐらいだったというふうに思

いますが、その黒字額が本当であればもともと

税金でありますし、低い人件費の引き上げや次

の年度の管理費などに使われるべきだと思いま

すが、そうでなかったように思います。この黒

字の額とかそれから使われ方などについてのあ

り方についての審議はどうなされたのでしょう

か。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 当委員会は、わく

わく新庄の管理を行わせる指定管理者の指定に

ついての議論をさせていただきました。人件費

等の議論は、あるにはありましたが、それはま

たこの内容とは別の議論でありました。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） その指定を決めるに当

たって、そのほかの団体からも応募があったよ

うに聞いておりますが、そのほかの団体との比

較とかそういった議論はなかったんでしょうか。 

  もう一つは、もう一度、黒字が毎年160万円

ぐらいあったわけですが、その使われ方が市民

にとっては不明朗ではないでしょうか。本来で

あれば市が直営であれば市でやって、市の一般

会計などに戻していただいたりして、なるべく

働く人に行くように、次の管理費に充てるよう

にさせたりすることもできたように思います。

また、ほかの指定管理の状況を見たときに、ほ

かの指定管理者の場所では、全部ではないんで

すが、次の管理運営費に回すという良心的なや

り方でなるべく税金は明朗に使うというやり方

が行われているように思います。その団体はそ

うではないようにも思います。どうでしょう。

そのことについてなど話はなかったでしょうか。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 選定の方法などに

関しては議論があり、そのことについての説明

も担当課からありました。その説明を聞いた上

での決定でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） もともとお金は税金で

あります。税金というのは１万円であっても幾

らであっても、残ったときには本当は一般会計

に不用額として戻され、そして次の年の市の運

営に使われていくようにみんな努めている内容

でございます。そういう意味で、指定管理の法

律上の制度としてこういうことがあってもいい

ということがうたわれていることが一番原因だ

とは思いますが、そのことを受けてこの団体の

場合は団体のお金に繰り入れているんだろうと

思いますが、私は市民の立場から、次の年に繰

り入れするわけでもない、管理を受けた団体が

それを引き受けて何に使っているかわからない、
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こういう使われ方をしていることでは納得いか

ないので、私は賛成できかねます。 

沼澤恵一議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  初めに、議案第60号議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定については、委員長の報告

どおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第61号新庄市市税条例等の一部を

改正する条例の設定については、委員長報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第62号わくわく新庄の管理を行わ

せる指定管理者の指定については、委員長報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議ありますので、起立採決い

たします。 

  議案第62号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

案第62号は委員長報告のとおり可決されました。 

  次に、議案第63号新庄市スポーツ推進審議会

条例の設定については、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第９号『卒原発』と自然エネルギ

ーへの転換をすすめる意見書の提出を求める請

願書について質疑を行います。質疑ありません

か。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 

１４番（遠藤敏信議員） ３月11日の大震災に端

を発した原発事故のその後の影響をかんがみれ

ば、国に対して新エネルギー開発の道筋を求め

る請願を求める意見書を出すことというのはご

くごく当たり前の市民としての考えではないか

と思います。こういう現在のエネルギー政策を

転換して、再生可能な自然エネルギーを利用し

たものに変えていく必要性というか方向性に対

して委員会の中では何か話し合いがなされたわ

けですか。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 前回の議会の委員

会の際にも同じような請願が出されていると、

そういうふうな議論の中で、同じようなものだ

から出さなくても、似たような内容であれば出

さなくてもいいんではないかという意見と、こ

れは大切なことだから文言云々というよりも何

度でも出すべきではないかという方の意見もい

ろいろございました。 

１４番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

沼澤恵一議長 遠藤敏信君。 
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１４番（遠藤敏信議員） 原発依存から脱するこ

とに関しては「卒」という言い方と「脱」とい

う言い方があるというふうなことを聞いていま

す。結果的には「脱」も「卒」も同じものだと

ありましたし、私もそう思います。 

  日本は今非常に非常事態にあるというふうな

ことを考えてみれば、１回出したからそれでい

いと、もうそれで事足りたというふうなことで

はないと思うのですね。木を見た場合、幹を見

ずして枝とか葉っぱを見て判断するようなこと

ではなくて、そこに求めている願意というか、

大きな趣旨をとらえて判断してもらいたかった

なというふうな思いがありますけれども、それ

についてもう少し詳しく。 

  また、委員の方の構成、９人の委員がおられ

るわけですけれども、その賛否についてはどう

いう状況であったかというふうなことを伺いた

いと思います。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 請願の内容につい

ては、否定する委員はおりませんでした。 

  あと、先ほども申し上げましたように、請願

を出さなくてもいいのではないかという意見と、

これは何度でも出すべきだという意見が分かれ

て出ました。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 賛成少数だったという

ことで、どうも納得がいかない報告だったなと

いうふうに感じております。というのは、どう

いう理由で反対なのかわからない報告だったな

というふうに思います。どういう理由で反対な

さる方が多かったのか言っていただきたいなと

思います。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 理由というのは、

前回、似たような請願が出されていると。それ

で議会としても意見書として出したというもの

もあったかと思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 前回出したから今度は

いいんじゃないかみたいな内容で反対にしたと

したら、私はちょっとおかしいような気がいた

します。 

  というのは、例えばＴＰＰの参加反対という

意見書をこの議会で何回か上げておりますが、

去年の例を考えると、９月に全会一致で出して、

続いて12月にまた同じような内容でＴＰＰに参

加しないでほしいという請願が出て、また意見

書を出したという形で繰り返して出しておりま

すし、また、この前のというふうにありました

ので。 

沼澤恵一議長 報告に対しての質疑をお願いいた

します。 

１ 番（佐藤悦子議員） 委員長のお答え、報告

の中で、前回似たような請願が出されたので今

回は出さなくても、意見書、また請願採択しな

くてもいいんじゃないかというふうになったと

おっしゃっていましたが、本当なんでしょうか。

それは市民の声をつぶすような気がするんです

けれども、そういうことであっていいのか。も

う一度反対の理由をお聞きしたいなと思います。 

小関 淳総務文教常任委員長 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 総務文教常任委員長小関 淳君。 

小関 淳総務文教常任委員長 委員会の中では委

員の皆様、真摯に議論して決定したものでござ

います。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 真摯に議論してという

ことで、撤回する気持ちもないということが伝

わってまいりました。 
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  私は、この本会議の場で当たり前の請願に対

して賛成、反対の立場をとる議員の姿を市民に

お知らせしたいと思っております。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２７分 休憩 

     午前１０時２８分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第９号『卒原発』と自然エネルギーへの

転換をすすめる意見書の提出を求める請願につ

いて、委員長報告は不採択でありますが、請願

第９号については原案のとおり採択することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立少数であります。よって、請

願第９号は不採択とすることに決しました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

沼澤恵一議長 日程第６議案第64号新庄市暴力団

排除条例の設定について及び日程第７議案第65

号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例

の制定についてを一括議題といたします。 

  本件に関し産業厚生常任委員長の報告を求め

ます。 

  産業厚生常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業厚生常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  私から、産業厚生常任委員会の審査の経過と

結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案２件

であります。 

  審査のため、12月７日午前10時より、議員協

議会室において委員８名全員出席のもと、関係

職員の出席を求め審査を行いました。 

  初めに、議案第64号新庄市暴力団排除条例の

設定についてですが、環境課から説明を受けた

後、審査を行いました。 

  環境課の説明では、暴力団の不当な活動によ

って市民生活を脅かしていることを再認識し、

市・市民・事業者が一体となり、暴力団の排除

を推進することを基本理念に据え、市が行う市

民への支援や青少年への指導などを規定してい

る。これらの活動を通して暴力団を排除する機

運を高め、市・市民・事業所が一体となって取

り組み、暴力団の不当な要求や活動を排除し、

市民生活の安全・安心を確保するため今回提案

するものであるという説明でありました。 

  審査に入り、委員から、新庄・最上管内にお

ける暴力団と言われる団体、人数はどれくらい

いるのか。また、第６条にあるような事例はあ

ったのかとの質問があり、環境課より、新庄警

察署からの情報として、新庄・最上管内では事

務所が置かれている実態はない。ただし暴力団

員、それに準ずる者については十数名いるとい

う情報はいただいている。また、当市における

暴力団関係者による事案については、これまで

発生していないとの説明でありました。 

  また、委員から、県で同様の条例が８月に施
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行されたが、警察からの指導に伴って設定する

のかとの質問があり、環境課より、警察からの

要請はなかったものの、県が条例化したことで

お考えはどうかといった話はあった。実際、当

市において暴力団に関する大きなトラブルは発

生していないが、していないからこそ事前にそ

の機運を高めていく必要があるということで今

回提案するものであるとの説明でありました。 

  その他、新庄まつりの出店の地割りに関する

質疑等がありましたが、採決の結果、議案第64

号は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第65号新庄市保育所設置条例の一

部を改正する条例の制定についてですが、福祉

事務所から説明を受けた後、審査を行いました。 

  福祉事務所の説明では、乳幼児保育所はその

老朽化が激しいことから、乳幼児保育所の60名

定員のうち、通常保育の50名分を南部保育所、

新庄保育園に25名ずつ分散し、来年４月１日を

もって乳幼児保育所を廃止したい。なお、現在

南部保育所、新庄保育園において増築工事中で、

今年度中に完成する予定であるとの説明でした。 

  審査に入り、委員から、定員の総数は少なく

なるのかとの質問があり、福祉事務所からは、

現在の乳幼児保育所の定員は60名で、そのうち

通常保育が50名であり、残りの10名分は一時保

育の枠としている。この50名の部分を南部保育

所に25名、新庄保育園に25名と分散するが、新

庄保育園については民間立であり、条例にはあ

らわれない。全体としては630名から一時保育

分10名を減らし620名になるとの説明でした。 

  また、委員から、受け入れる子供の人員がふ

え年齢の幅も広がるが、職員体制はどうなるの

かとの質問があり、福祉事務所からは、乳幼児

保育所を廃止することにより、従事してきた人

が別なところに異動することになる。あわせて、

南部保育所については乳幼児の数がふえるため、

保育士の数をふやさなければならない。また、

新庄保育園についても乳幼児の数がふえるため、

同保育園で保育士を増員するなどの対応をする

ことになるとの説明でありました。 

  そのほか、産休明けからの認可保育所での保

育を望むという声があると思う。認可保育所と

してその受け入れをすべきであり、乳幼児保育

所を残し受入体制をつくるべきだと思うという

意見などもありましたが、採決の結果、賛成多

数で可決すべきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。 

沼澤恵一議長 ただいまの産業厚生常任委員長報

告に対して質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  初めに、議案第64号新庄市暴力団排除条例の

設定については、委員長の報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第65号新庄市保育所設置条例の一

部を改正する条例の制定については、委員長の

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 
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  議案第65号については、委員長報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

沼澤恵一議長 起立多数であります。よって、議

案第65号は委員長報告のとおり可決されました。 

 

 

日程第８議案第６６号平成２３年

度新庄市一般会計補正予算（第６

号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第８議案第66号平成23年度新

庄市一般会計補正予算（第６号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 18ページの６款の３目、

産米放射性物質調査補助金10万円ということが

載っていますが、どういう内容なのか詳しくお

願いします。 

  それから、６款１目の製材廃材等エネルギー

利用加速化事業費補助金100万円、木質ペレッ

トストーブ導入への補助ということですが、こ

の内容を詳しくお願いしたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 産米の放射性物質調査補助

金につきましては、さきの原発事故、３月11日

の事故から発生した放射線によって農産物が一

定のダメージを受けております。その中でも、

我が市の主力であります米の出荷について異常

性がないかというふうなことを新庄市内で５カ

所、いわゆる玄米の放射線の調査を県の指示に

よって依頼しております。その５名の方々が、

やはり出荷前ですので、まだ若干青立ちになっ

ていて、玄米にした場合には一等米、二等米の

境目あたりの品質で調査しなければならないと

いうふうな状況にもなりますので、せっかく調

査に協力していただいた農家のマイナス分、デ

メリット分といいますか、統計が落ちるであろ

うという分に対して補助するものであります。

５件の農家に２万円ずつのそういった助成とい

うふうなことで検査させて、無事不検出という

ことで、全量問題なく出荷できるという結果に

なっております。 

  それから、ペレットストーブなんですが、製

材の廃材とエネルギー利用促進加速、これにつ

いてはペレットストーブでございます。要する

に間伐材とかそういった木材として使用できな

い部分をペレットにして、それをペレットスト

ーブを購入して設置するというものに対しての

補助事業になります。これにつきましては

100％県の補助で、３分の１の補助で10万円を

上限とするというふうなことでございます。ペ

レットストーブ自体は20万円台から50万円台と

伺っておりますので、平均的には30万円のスト

ーブを買った場合は最高で10万円まで補助しま

すので、ぜひ省エネルギーといいますかクリー

ンエネルギーといいますか、そういったことで

エコにつながるストーブを利用促進していただ

きたいというふうなことでございます。現状で

は100万円予算化、３月までなんですが、上程

をお願いしておりますけれども、現在では４人

の方から御相談があるというふうなことで、そ

ういったエネルギーを推進していきたいという

内容でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 米の放射性物質調査へ

の補助金の内容がわかりました。 

  市内で産直などをやっている方、安全で安心

な山形県新庄市の米を食べたいという方に送っ
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ている方が、消費者の方から本当に安全なのか

と問い合わせなどがあったというふうにありま

して、自分たちのお金で調査したということも

聞いております。そのお金が余計な出費になっ

ているわけでありまして、結果は安全というこ

とでお互いに安心したことになりますが、そう

いうことを検査することによって、受ける方、

消費者の方が安心してこれからもまた買えるね

というふうにほっとするという意味で非常に重

要なことのようにも思います。そういうことに

対して、新庄の安心な米を普及していく意味で

非常に重要かもしれないことについて、農家は

やっぱり新たな出費で米代が下がる中でなかな

か厳しいものがあるわけです。そういう意味で、

そういうことをやっているところがあった場合

には後ででも補助をする、領収証を出してくれ

れば補助をする、そういうことをやっている市

町村が県内にもあるわけで、新庄市でも考えて

いく必要があるんじゃないかなと思うんです。 

  なぜかといいますと、本当に実際、今まで安

全だと言われて産直してきた団体が、福島県の

隣の山形県だということで風評被害で、結局保

育所を断られとか産直をやっていたのが断られ

ということが出ているんです。そういう意味で

は大丈夫だよということをお互いに確認して安

心・安全な新庄産の米を食べていただくことを

やる上で重要でないかなと思うんです。そうい

う意味で、新たにそういう放射性物質検査をや

った場合、市で全額とは言わなくても村山市の

ように一部補助するということはあっていいん

じゃないかと思うんです。必要だと思うんです

が、どうでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 放射性物質は米だけではな

くて、ほかの農作物とか畜産物についても同じ

ようなことが言えるというふうなことで、牛に

ついては全頭検査をやっておりまして、県がそ

の費用を持っております。ただ、米の場合は検

査の段階でも、要するに玄米検査の前の稲体、

稲の青いうちからの検査につきましても不検出

だと、今回の玄米につきましても不検出だとい

うふうなことで、それで十分アピールはできて

いるはずだと思っております。 

  ただ、消費者にとってそういった意見がある

ことは承知しておりますが、一つずつそれを全

部吸い上げるのかというふうになると、これま

た大変な調査にもなりますし、そういったこと

は生産者もしくは生産団体が主たる検査の事業

主というふうなことで、検査費自体は２万から

４万円ぐらいで費用はかかるんですが、そんな

に何十万とか、それをやらないと絶対どうだと

いうふうなことにもなりませんし、自主的にや

っている方もおりますので、幸い当最上につき

ましてはほとんど放射線が出ている部分がない

ので、むしろそういったものがあるとすれば、

風評被害の中で畜産物とかも対処している部分

もありますが、東電の方にＪＡとか生産団体を

通して要望していく、要求しているというふう

なものをまず一時的にやっていただきたいとい

うふうに考えております。重要な部分は認識は

していると思っております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） わかりました。そのと

おりだという気持ちもあります。 

  しかし、今後というか、十分考えていただき

たいというのは、保育所などと産直ということ

でやってきたところが断られたという自治体が

山形県内である、近くでもあるということを聞

いているものですから、そういう意味でも大変

なことだなと感じるし、検査することが大事だ

と思うんです。 

  また、これが放射能の特質なのか風なのかわ

かりませんが、部分的にホットスポットという

ことで、面として全体ではなく部分的に放射能
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が高くなる部分もあるということを福島大の先

生から聞きました。福島県は特にそうなんでし

ょうけれども、１筆ごとにどういう状態になっ

ているか、原発の放射能が１筆ごとぐらいにつ

くられていく、検査される必要があるという福

島大の副学長のお話を伺ったときに、山形県新

庄市も人ごとではないかもしれない。これは細

かく調べなければいけないかもしれないなとい

うふうに感じさせられました。そういう意味で

は、細かく自分のうちの田は大丈夫だというふ

うに消費者に言えるようにしていきたいという

農家の切実な願いもあって検査することがある

と思うんです。そういうことも大事にしてあげ

ていただきたいと私は思いますので、要望で終

わりますけれども、お願いします。 

  それからペレットストーブについて、この補

正予算を見たときには県の補助そのままのよう

なんです。ということは、市独自でも上乗せし

てペレットストーブの普及に力を入れてもいい

んじゃないかなと私は思っているんです。前に

ペレットストーブを導入した方は、残念ながら

そのときペレットストーブの補助がもらえない

ような中でやって、本人が言うには、隣の岩手

県はあったとかほかの県はあると聞いているん

だけれども、山形県も新庄もないようで、残念

ながら補助なかったんだと、普及しにくいだろ

うなというふうに言っていました。 

  そういうことを聞くと、今回初めてのような

気がするんですけれども、もっと早くすべきだ

ったかもしれないし、さらに県に上乗せして市

でももっと普及に力を入れる姿勢を示す必要が

あると思うんですが、どうでしょうか。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 ペレットストーブの補助に

つきましては、県の方でことし初めて３分の１

の助成というふうに打ち出したんですが、大分

前にもそういった要望が果樹の切り枝とか間伐

材、そういったものを使ったいわゆるクリーン

エネルギーというふうな形で推進すべきだとい

うふうなことも少しあったんですが、今回放射

能の影響もありまして、放射能といいますか原

発事故もありまして、こういったものにやっと

目が向けられてきたというふうなことで、これ

から長く安全な燃料を使うというふうなことの

暖房、あとは電気の節減等々について普及させ

ていく必要があるんだろうということは感じて

いるところです。 

  ただ、さっき申し上げましたとおり、今は10

名といいますか、10台分の100万円を用意させ

ていただきたいということで上程させていただ

きましたが、今のところまだ相談件数が４名と。

これから何らかの形で広報なりアピールはしま

すけれども、需要の増減なり現状の把握なりを

行いながら今後見据えていきたいというふうな

ことで、御意見として受けとめていきたいとい

うふうに思っております。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 私の方からお聞きした

いと思います。 

  まず、19ページの農地費の土地改良事業費に

関連して21ページの雪総合対策。これは目で雪

総合対と書かっているだけで、その中の沖の

町・中山町の流雪溝整備、これは事業の「事」

だけだと。いいんだけれども、項目の事業の名

称がちょっと関連してくるもので、その辺も含

めて質問させていただきたいと思います。 

  まず一つ、土地改良事業に関して、これは補

助金、年間平準化事業から含めて、平準化事業

が１億9,000万円ぐらい、そのほか一般補助金、

新庄土地改良区、泉田合わせて２億5,000万円

何がしになっているように私は思っております

が、この中で、今、土地改良事業の事業の施し

方というか運営体系、特に水利関係。通水に関
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して特に今回非常に疑問というか、私なりに課

題があるなということで思っているんです。 

  ということは、農林課長は大体わかっている

かと思います。今の通水体系、これ当初から、

普通だったら１日24時間通水を行う事業でやっ

たわけでありますが、土地改良の中でもいろい

ろ話し合われて12時間体制に今なっているわけ

ですね。そしてまたことし津波、そういういろ

いろな形で東京電力とか電気関係が電力が不足

するということで節電も始められる。これでこ

とし夏場、３日に１日節電対策ということで休

んでいたわけです。そういう状況は、市ではこ

れだけの予算を計上して土地改良区、農家の

方々にそれなりの経費を削減する意味でやって

いるわけなんですが、その辺の内容・事情はわ

かっておるのかなと。 

  当初は市も土地改良区事業運営に役員として

きちっと名を連ねて、市長が役員体制というか

事業運営に対してはきちんとかかわりを持って

いたんです。いつの間にかそういうふうな体制

がなくなってきている。その辺もきちっと含め

て、どうしてそういうふうなかかわりを市が今

の状態に持ってこられたのか、その辺をまずお

聞かせいただきたいと思います。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 土地改良事業、新庄土地改

良区と泉田土地改良区があるんですが、特段、

新庄土地改良区については国営事業ということ

でかなり大規模な事業をやりまして、平準化と

いうふうなことで、たしか平成４年か５年から

平成29年まで約１億9,000万円というふうなこ

との平準化事業を税金から使わせていただいて

おります。当時から見ると土地改良区の運営も

相当スムーズになっている、それから小さな土

地改良区も包括しているというふうなことで、

市とのかかわりというふうなことが若干薄くな

りかけている部分もあるのかなとは思っていま

すが、そういったストックマネジメントとか整

備事業、そちらの方では県の総合支庁の農村整

備課並びに農村計画課の方とは随時協議して、

会議も年に数回開催しております。 

  そんなところで、議員さん御心配なのは、ま

ずことしにつきましては、つや姫の水のかかり

ぐあいというふうなものが非常に品質に影響し

たのではないかなと。さきの一般質問でもあっ

たんですが、フェーン現象というふうなお答え

をしました。それは直接の原因であって、その

ための間接的な保護というふうなことで、水が

かりについて、やっぱり開花秋以降、登熟まで

必要だというふうなことの認識が改めてさせて

いただきました。 

  そんな中で、土地改良区ともその後協議をし

たんですが、つや姫に関しては初めての栽培な

ので、なかなか稲の特性がよくわからなかった

というふうなことで、もう少し早く言っていた

だければ改良区の方でも水がかり延長できたと。

ただ、３日に１回の休業といいますか、給水を

とめたことについては国・県の15％節減という

ふうな指定事業所にもなっておりますので、そ

れをクリアしないとその後が大変だという事情

もありまして、ことしにつきましては栽培農家

には御難儀かけましたが、もう少し農家の方も

毎日圃場を巡回して、そういった気配があった

場合には、我々も申し上げますが、改良区の方

に意見を申し上げたり、そういった調整をお願

いするという形で行政も土地改良区も農家も３

者一体でいろいろな観点からそういったものを

現場でつぶさに見ながら進めていければなとい

うふうに思っております。 

  体制につきましては、またさらに改良区の方

ともう少し話をしてみたいと思っております。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） 農林課長よ、大事なの

はよ、この通水、ことし東京電力がああなった
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から節電への協力体制を求められたわけですが、

恐らく了解、あらゆる面に対して節電の協力要

請は手を挙げてやってきたことは私もわかって

おります。ただ、何もかにも同じように節電を

やる方向の協力体制をとったというのは、これ

は今回の特に新庄、つや姫なんかあのとおりの

品質の低下を招いた、私は米づくり農家として

これが最大の要素じゃないかと思うんです。こ

れはそして後で、総合支庁がある農業技術課だ

っけか、そこにも問い合わせしました。やはり

今、農林課長言ったフェーン現象とか暖かい風

が吹いたと。これが９月に入ってから吹いた、

そういうものはわかる。その原因が拡大したと

いうのは、水管理が影響あると。新庄土地改良

区は８月いっぱいで通水はやめるんですね。そ

してフェーン現象は９月に入ってから中旬、こ

ういう時期にフェーン現象の暖かい風が吹いた。

これ、それでも新庄市だけがフェーン現象で風

が吹いているわけじゃないんですよね。一番の

原因は、そういうふうな水が新庄土地改良区で

は揚がらなかった、揚がらない状況であった、

こういう物事が今起きているんです。これは行

政があれだけの事業費をいろいろな補助金、そ

ういうふうな体制をとってもらっている中で、

特にこれからも流雪溝整備事業、それにも多目

的にちゃんと水を供給するというような話し合

いは土地改良区でも持たれている。しかしこの

辺の物事も、土地改良区の話を聞くと、市と土

地改良区とのそういうふうな連携した話し合い

というのがどうもスムーズになっていないやに

聞いております。そういうことも踏まえると、

これはやはりこれだけの事業費をかかわりがあ

って、土地改良の事業運営に全然市として行政

として指導・アドバイスなっていない、ここに

私は一つの問題が今生じてきていると思ってい

る。 

  こういう節電とかという協力体制で、３日に

１日休んで２日だけ揚げて米づくりできるんだ

ったら、最初からその計画でいいわけなんです

よ。そういう米づくりしている状況なんですね、

農家に対して。私も土地改良区で何回も米の生

産者から、水が来ない、足りない、渇き過ぎて

いると。ことしの夏、そういう状況があったん

です。田んぼに１日かけて、２日間かけてかか

るところもあったかもしれない、上流の方は。

下流の方は上流からかかってこないというと、

水というのは土地改良区の新庄の場合は下流に

は入ってこない状況があるわけです。そういう

水路の下流にあるところは休んだ次の日、１日

流れても田んぼには全部かからない状況なんで

す。これを話しました、技術課にも。そうした

ら技術課の担当職員はそういう事情がわかって

いない。これがまさしく今回新庄市のつや姫が

品質低下を招いた私は最高の原因だと思ってお

ります。 

  フェーン現象があっても、新庄だけに吹いて

いるんじゃないんですよ。庄内からみんな吹い

ている。山合い、山間部とか風の当たりの悪い

ところは多少はあるかもしれないけれども、こ

れはきちっと原因分析をやっていただかないと

つや姫、今、県が２年目で売り上げ一生懸命や

っている状況の中で、新庄市のつや姫がこうい

うふうな品質が悪いレッテルを張られたらどう

なるんですか。課長ひとつ、ことしはもう作柄

終わったわけで、今回のこういうふうな状況が

起きたことをきちっと分析をしていただいて、

新庄の米のつや姫、そして生産者に対してもあ

らゆる関係機関に対しても分析の結果をきちん

と出して対応していただきたい。そうしないと

新庄市のつや姫なんかだれも相手しなくなりま

すよ。それだけ深刻だということを受けとめて

いただきたいと思います。これに対しても今後

の対応ですから、農林課長、市長、きちっと答

弁をしていただきたいと思います。 

  あと、これは消防かな、22ページの水防費、

水防活動事業費、内水排水処理ポンプ借上料50
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万円、これはどういう内容であるのかお聞かせ

いただきたい。 

  あと、その上の非常備消防費、消防団補償費

負担金2,758万3,000円、これらの内容。このこ

とについては議運でも多少の説明をいただきま

したが、これはどこに負担金が納められるのか

ですね。そしてどういうふうな、今回の津波で

それなりの被災を受けられた方々にというか、

そういうふうな負担金だと大まかには聞いてい

るんですが、もう少し内容を詳しくひとつ。 

沼澤恵一議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時０４分 休憩 

     午前１１時１４分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 ただいまの土地改良区関係

につきましては、つや姫というふうなブランド

もありますが、そのほかにも米をいっぱいつく

っているわけですから、その辺、土地改良区と

情報交換をより一層密にしてコミュニケーショ

ンをとりながら、ただ、結果的に後でないとわ

からないという部分もありますので、今回のそ

ういった経過を踏まえて、来年はより一層いい

米をつくるというふうなことを念頭に置きなが

らコミュニケーションづくりをしていきたいと

思っております。よろしくお願いします。 

坂本清一環境課長 議長、坂本清一。 

沼澤恵一議長 環境課長坂本清一君。 

坂本清一環境課長 二つ御質問がありました。 

  初めに、水防活動事業費の使用料及び賃借料

50万円の補正の件でございますけれども、これ

については本年度、本合海地区におきまして、

最上川の増水に伴いましての逆流を防ぐため、

門扉を閉じることによりまして内水を排水する

必要が生じております。これが２回ございまし

て、それらの不足する財源と、それから今後見

込まれるというようなことでの経費も見込んだ

補正でございます。 

  それから、22ページの非常備消防団運営事業

費の消防団員補償費負担金についての御質問で

ございますけれども、御承知のとおり東日本大

震災によりまして252名の消防団員の死亡者、

それから行方不明者も12名というようなことで、

とうとい命が奪われてしまいました。これらの

消防団員の補償について速やかに対処するとい

うようなことで、消防団員と公務災害補償等共

済制度がございまして、これに基づく掛金の、

すみません、23年度中に対応を速やかにこれら

の団員の補償に当たるというようなことでの掛

金の増額が行われました。 

  先に必要とする資金でございますけれども、

基金の方での財源についてはこの東日本大震災

に基づく不足資金約200億5,000万円、それに伴

う掛金の関係で、これを現在の基金の資金残高

から対応することができないというふうな状況

を踏まえまして増額を図るというようなことで、

これに関する法律も改正されておりまして、そ

して現行1,900円を２万4,700円とするというふ

うなことでの法律が改正されまして、23年度限

りの保険料を適用する。 

  なおこの分、２万2,800円ほど１人当たりの

単価が上がるんですけれども、これについては

国の方で特別交付税で措置するというようなこ

とで、実際の補償を取り扱っているところにつ

いては消防団員等公務災害補償等共済基金です。 

  なお、各市町村のこれらの保険等の対応につ

いては山形県におきましては山形県消防補償等

組合の方で事務処理を行って、請求はそちらの

方から来ております。以上です。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 沖の町・中山町地区の流

雪溝整備事業ですけれども、今回200万円ほど
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補正させていただきました。これにつきまして

は当初、社会資本整備総合交付金を予定してお

ったところですけれども、当初の48％というふ

うなことで、かなり少なかったというふうなこ

とで、９月に残念ながら大幅な減額補正という

ふうなことで対応させていただいたところです。 

  それは10月７日の閣議におきまして、当初凍

結しておりました５％、それを解除するという

ふうなことが閣議決定されましたので、それを

受けまして、若干ではありますけれども、30メ

ーターほど増嵩させていただきたいというふう

な内容でございます。 

１２番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

沼澤恵一議長 清水清秋君。 

１２番（清水清秋議員） これは３回目なので、

あと質問できなくなるわけですが、ひとつ都市

整備課長よ、これから整備事業、流雪溝に流す

水に関してなんて、特に土地改良区といろいろ

と協議して流雪溝ができたところに水を流す、

やるというのが市民生活、雪に対しての事業の

施し方が出てくるわけで、どれだけだから土地

改良区との話し合いが連携をとってやってこら

れるかというと、私から見ると、土地改良区の

話し合いも聞いてのことなんですが、どうもそ

ういうふうな、今はもう多目的に利用するとい

うことで、国交省あたりと全部話がついている

ということはわかるんですが、もっともっとや

っぱり左右、今度流雪溝全部完了してから水揚

げと違うべ。できたところから流しているわけ

ですべ、流せるところは。この流雪溝の事業が

進めば次々とそういう状況が出てくるわけで、

もっとそういうふうな土地改良区と話し合いを

ちゃんとしてもらって、そして水をそれなりに

たくさんの水を流せるというように物事を図っ

ていかないと、今の状態を聞くとどうも市の行

政は、役所はちゃんとした説明もなくて、水揚

げているというような、端的に言えばそういう

ふうなもので、そうじゃなくて、やはりちゃん

と話をしてやっていかないと、多目的に使える

といってもあれは農業施設なんですから、これ

からいろいろな状況を受けてくるわけですから、

その辺もよろしくやってもらう。 

  あと、農林課長よ、人ごとみたいなことを言

っているんでないの。米いっぱいつくっている

からこれから検討させてもらいます、そんなこ

と当然だ。 

  市長、つや姫というのはどういう状況で今県

全体でＰＲしてやっているかということを重く

受けとめられないなや。山形県でどこにもない

状況を受けているんですよ、新庄管内で。つや

姫の県の品質は全体で90％弱なの。いいですか。

新庄市が60％、きょう休んでいる佐藤議員も一

般質問で言ったように、新庄市が67％だっけか、

そこまでいっていたか、そういう状況が起きて

いるということなのさ。もうとっくにそういう

ふうな分析もそれなりに出ているんですよ。し

かし、現実にやっぱりわかっていないんだな。

ただフェーン現象で片づけられることと違うの

よ。水さえかかっていればある程度被害は防げ

たの、間違いなく。これは農業技術課に行って

聞いてくればすぐわかる。おれ聞いたんだから。

そういうことをきちっと分析してもらって、生

産者農家へ、つや姫だけじゃないのよ、米全般

的に皆言えることだけれども、そこにあえてお

れはつや姫を取り上げて言っているんだけれど

も、そういう状況がことし起きたんだと、新庄

市では。そこをきちっととらえてもらって今後

の対策に生かしてやらないというとまた同じこ

とになるんでないかということなの。 

  これ約束してください、ちゃんと分析して、

我々米づくり農家へきちっと原因を把握してこ

うこうこうなんだと。ことしはこういうふうに

して着色米とか茶米とかいろいろ出たんだと。

これはこういう原因でこういうふうになったん

だと。そうしないと米づくり農家、生産者は何

が原因なんだって、今、農家そういうふうな物
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事で不安な状態であるんですよ。 

  だから土地改良区に、以前は市長がちゃんと

理事体制に入ってた、議会も入っていた、議長

も入っていた。これがいつの間にか、だから総

務課長、頭数に実際入っていたから、前の髙橋

市長、亀井議長、あえて個人名言ったっていい

んだけれども、そういう先輩議員がちゃんと理

事体制で入っていたの。そしてそういうふうな

いろいろな土地改良区の事業に関しては、意見

を出してきちっと議論してもらってやってきた

の。今、その辺のところも何もないもの、いな

くなって。そういう状況だから土地改良区の中

身がわからないできている、そう思いませんか。

そういうことじゃ、こういう原因が出たって当

たり前の話よ。 

  私はこれ、でたらめにやっているんじゃない

ですよ。技術課ともちゃんと話をしてのことな

の。課長、おれが言っていることが疑問であれ

ば確認してもらってもいいんだけれども。 

  あともう一つ、20ページの道路新設改良費、

五日町線、あとは泉田二枚橋線、この事業、ま

た復活したのかなというような、いずれこれは

やめるというような物事で聞いたかなというよ

うな感じでいるんですが、この辺どうしてこう

いうふうなまた復活となったのか。前から計画

があって、一たんやめてもまたやるという、そ

ういういきさつというかそういうもの、最後だ

からそういうこともお聞かせいただいて終わり

たいと思います。ひとつ答弁よろしくお願いし

ます。 

五十嵐正臣農林課長 議長、五十嵐正臣。 

沼澤恵一議長 農林課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣農林課長 議員さんおっしゃるように

いろいろな条件の中で来年のつや姫に向かって

我々も人ごとだとは決して思っていません。本

当に慎重にいい米をつくっていきたいというふ

うに思っていますし、市長においても役員とし

て土地改良区の方に何回か会議のたびに行って

おりますので、その辺、先ほどから申し上げて

いるとおりコミュニケーションをもうちょっと

きちっとした形といいますか、濃厚にとりなが

ら、なお来年のつや姫の栽培者もふえておりま

すので、正月過ぎ、２月ごろですか、栽培技術

研修会等ありますので、その辺でも農家の方に

いろいろな条件下でうまい米をつくっていこう

というふうなことを一致団結しながら進めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 五日町金沢線につきまし

て工事費1,000万円の減額というようなことで、

当初6,500万円ほど予定しておったところです

けれども、実質5,500万円で今年度の事業が終

わったというふうなことでの減額補正でござい

ます。 

  泉田二枚橋線の防雪柵設置工事につきまして

は、９月の定例会で御説明いたしたところです

けれども、当初の48％しか交付金が来なかった

というふうなことと、22年度からの繰越事業が

あったというふうなことで、この路線について

はやむなく中止というようなことで全額減額補

正させていただいたところでございます。 

  ４月１日の閣議において東日本大震災の財源

関係と思っておりますけれども、先ほど説明し

ました５％が保留されていたというようなこと

で、それが10月７日に閣議決定になって保留分

が解除されたというふうなことでございます。 

  それに伴って、交付金については県が配分し

ているわけでございますが、緊急性、優先順位、

市町村からの要望、そういったものを総合的に

勘案してこの事業につけていただいたというふ

うなことでございます。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 
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１３番（小関 淳議員） 21ページ、８款６項１

目ですね、その中の説明のところの公有財産購

入費についてもう少し詳しく説明をお願いしま

す。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 内容ですけれども、下田

の現在の雪捨て場、これにつきましては以前か

ら県の許可を得まして、雪捨て場というふうな

ことで利用してまいったところでございます。 

  平成19年に正式に県より譲渡の話がございま

したので、とりあえず土地開発基金で対応させ

ていただきました。本来であれば翌年度20年度

に予算化すべきものとは思いますけれども、財

政事情等もあり、今回の開発基金からの買い戻

しというふうなことになったわけでございます。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 雪捨て場として買い戻

すということですよね。なぜ補正で今なのかと

いうのも、財政的に厳しいかったので今になっ

たということですよね。わかりました。 

  それで、目的というか、雪捨て場をどういう

ふうにするか、どういうふうにして事業効果を

上げていくのか、この予算を使って。説明して

ください。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 下田の雪捨て場につきま

して、市民の方々も一般家庭からの雪、２トン

以下でございますけれども、近場にあるという

ふうなことで非常に重宝がられているというふ

うな今の雪捨て場でございます 

  現在、下田の開発区域の中に雪捨て場がある

というふうなことであります。仮に今の雪捨て

場周辺が宅地化された場合、現在でも騒音、あ

るいは交通渋滞、冷気が漂うというふうな苦情

が参っておりますので、周辺の宅地開発等の動

向を見ながら対応を進めていきたいというふう

に思っております。 

１３番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

沼澤恵一議長 小関 淳君。 

１３番（小関 淳議員） 下田の、私が質問をよ

くしている場所の買い戻しということなので、

それと関連しているのかなと思って質問をさせ

ていただいたわけですけれども、それとは関連

していない今回の予算化なんですね。 

安食敬二都市整備課長 議長、安食敬二。 

沼澤恵一議長 都市整備課長安食敬二君。 

安食敬二都市整備課長 先ほど説明いたしました

ように、土地開発基金という特別会計で対応し

ていたものを今回一般会計で行政財産にするた

めに買い戻すというふうな内容です。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号平成23年度新庄市一般会計補正予

算（第６号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第９議案第６７号平成２３年

度新庄市国民健康保険事業特別会
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計補正予算（第２号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第９議案第67号平成23年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号平成23年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１０議案第６８号平成２３

年度新庄市交通災害共済事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第10議案第68号平成23年度新

庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第68号平成23年度新庄市交通災害共済事

業特別会計補正予算（第１号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１１議案第６９号平成２３

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第３号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第11議案第69号平成23年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 42ページの２款使用料

が減額966万7,000円ということになっています

が、この使用料が、考えてみるに計画区域が広
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がり、利用者が広がる中で使用料が減っている

というのはどのような理由からと考えられるの

か。お願いします。 

星川俊也上下水道課長 議長、星川俊也。 

沼澤恵一議長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 23年度の当初予算を作成

する際に、22年度の実績といいますか、11月現

在の水量の総額あるいは伸び、そういうような

ものを参考にして作成します。 

  22年度につきましては、やはり猛暑、それが

かなり続いたものですから、水の使用がかなり

ふえました。そういう関係で下水道料も22年度

については伸びが大きかったと。 

  そういうものを参考にしながら23年度の当初

予算を作成したところ、23年度につきましては

猛暑時期が少なかったというせいもありまして、

いわゆる使用量の伸びが鈍化していると。現実

的には21年度ベースぐらいになっているという

ことで、その辺のところで現在の使用量の推移

を見ながら再度精査して今回の減額補正になっ

たところでございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

沼澤恵一議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そういうことかという

ふうに今納得いたしました。 

  経済的な関係といいますか、景気とか収入減

から節水しているというようなことはないのか。

そういう全体的な下水道運営をしていて、ある

いは水道も運営していて、景気、収入の減など

が影響しているというふうに感じられませんで

しょうか。 

星川俊也上下水道課長 議長、星川俊也。 

沼澤恵一議長 上下水道課長星川俊也君。 

星川俊也上下水道課長 最近の傾向では、いろい

ろなもので節水器具といいますか、節水家電と

いいますか、そういうようなものが多く使用さ

れますので、水道に関してもやはり使用量とい

うのはだんだん減っていると、あと人口の減に

よっても減っていると、そういう傾向はあると

思います。 

沼澤恵一議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第69号平成23年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第３号）は、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１２議案第７０号平成２３

年度新庄市営農飲雑用水事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第12議案第70号平成23年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号平成23年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計補正予算（第３号）は、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１３議案第７１号平成２３

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第13議案第71号平成23年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号平成23年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１４議案第７２号平成２３

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第14議案第72号平成23年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号平成23年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号は原案のとおり可決されました。 
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日程第１５議案第７３号平成２３

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 

沼澤恵一議長 日程第15議案第73号平成23年度新

庄市水道事業会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号平成23年度新庄市水道事業会計補

正予算（第２号）は、原案のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４８分 休憩 

     午前１１時５４分 開議 

 

沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

沼澤恵一議長 追加案件が出ておりますので、議

会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長小野周一君。 

小野周一議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について御報告

いたします。 

  本日午前11時50分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、執行部から副

市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を

求めて議会運営委員会を開催し、本日の本会議

における議事日程の追加について協議をいたし

たところであります。 

  協議の結果、執行部から提出されました議案

第74号新庄市市税条例の一部を改正する条例の

制定についての執行部提案の議案１件を本日の

議事日程に追加していただくことにいたしまし

た。 

  以上、よろしくお取り計らいくださいますよ

うお願いを申し上げ、議会運営委員会における

協議の経過と結果についての報告といたします。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告ありました

とおり、議案１件を本日の議事日程に追加する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件を本日の議事日程に追加することに決

しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午前１１時５６分 休憩 

     午前１１時５７分 開議 
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沼澤恵一議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１６議案第７４号新庄市市

税条例の一部を改正する条例の制

定について 

 

 

沼澤恵一議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第16議案第74号新庄市市税条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題といたしま

す。 

  提出者の説明を求めます。市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第74号新庄市市税条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  地方税法の一部が改正されたことに伴いまし

て、市税条例について必要な改正を行うため提

案するものであります。 

  東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る

ための個人市民税の雑損控除額の特例措置は、

６月定例会において御承認いただいております

が、今回の改正は、年度ごとに細分化されて規

定されていたものをあわせて規定する条項の整

理であります。 

  内容については６月定例会で御説明いたしま

したとおり、東日本大震災により生じた損失額

は、納税義務者の選択により平成22年に生じた

損失額とみなして雑損控除額の控除ができる規

定であります。 

  以上、御審議をいただき、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

沼澤恵一議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第74号新庄市

市税条例の一部を改正する条例の制定について

は、会議規則第37条第３項の規定により委員会

への付託を省略したいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号については委員会への付託を省略す

ることに決しました。 

  これより質疑に入ります。議案第74号新庄市

市税条例の一部を改正する条例の制定について

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第74号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の制定については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

沼澤恵一議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

沼澤恵一議長 ここで市長よりごあいさつがござ

います。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 12月議会、御審議ありがとうござ

いました。 

  この間、新庄市では初雪というようなことで、

30センチに上り初出動、除雪車が出るというこ
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とで、いよいよ冬将軍の到来だなというふうに

思っております。 

  本年３月11日の東日本大震災から始まりまし

た半年間を経て、おかげさまで２期目を当選さ

せていただきました。今回、皆様方からいただ

きました御質問、御提案等をしっかり受けとめ

てまいりたいというふうに思っております。 

  ９月議会におきましては決算委員会というこ

とで、これまでのさまざまな事業について皆様

方から御審査をいただいたわけであります。９

月に決算委員会を持っていった理由というよう

なことも議員の皆様から提案いただいておるわ

けですが、その決算における審議を十二分に予

算に反映させるようにというようなことの意味

合いは十分にかみしめてまいりたいというふう

に思っております。 

  また、これまで４年間、ふるさとのよさをと

にかく見詰め直していきたいという思いで、ふ

るさとの力をどういうふうに表現するかという

ことに挑戦してまいりました。今後につきまし

ては、それらを充実させていくべく予算に反映

してまいりたいというふうに思っています。何

といっても市民の皆様がここに暮らし、そして

また、今後とも暮らしていきたいと。ふるさと

新庄に自信と誇りを持てるまちづくりのための

予算にしていけるよう努めてまいりたいという

ふうに思っております。 

  12月、それぞれの皆さん、大変忘年会等、忙

しくなる、体調管理、私も含めてしてまいって

よいお年を迎えて、新たな年にまた市政に向け

てそれぞれの立場で皆さんから御意見いただけ

れば大変ありがたいなと思います。 

  12月議会、まことにありがとうございました。 

沼澤恵一議長 以上をもちまして平成23年12月定

例会の日程をすべて終了いたしましたので、閉

会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後０時０３分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  沼 澤 恵 一 

 

   会議録署名議員  佐 藤 義 一 

 

    〃    〃   小 関   淳 
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